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呈　
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辞

高
木
勝
一
先
生
が
ご
壮
健
の
う
ち
に
古
稀
を
迎
え
ら
れ
ま
し
た
こ
と
を
心
よ
り
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、
古
稀
を
寿
ぐ
本
論

文
集
に
、
法
学
部
長
と
し
て
一
言
ご
挨
拶
を
申
し
述
べ
ま
す
。

高
木
先
生
は
、
昭
和
四
〇
年
に
日
本
大
学
理
工
学
部
を
卒
業
さ
れ
た
後
、
同
大
学
大
学
院
経
済
学
研
究
科
に
進
み
、
同
四
八
年
に
日
本

大
学
短
期
大
学
部
助
手
と
し
て
本
学
に
着
任
さ
れ
ま
し
た
。
同
五
〇
年
に
は
専
任
講
師
に
、
同
五
三
年
に
は
助
教
授
に
と
そ
れ
ぞ
れ
昇
格

さ
れ
、
文
理
学
部
助
教
授
（
同
五
四
年
）
を
経
た
後
、
同
六
一
年
に
本
学
部
に
助
教
授
と
し
て
着
任
さ
れ
ま
し
た
。
平
成
元
年
に
は
本
学

部
教
授
に
昇
格
さ
れ
、
法
学
部
に
お
い
て
、
研
究
担
当
、
学
務
担
当
、
図
書
館
長
等
の
要
職
を
歴
任
さ
れ
ま
し
た
。

こ
こ
で
先
生
の
ご
研
究
に
つ
き
申
し
述
べ
ま
す
に
、
先
生
は
、
理
系
ご
出
身
の
明
晰
な
分
析
能
力
を
も
っ
て
、
経
済
学
の
中
で
も
も
っ

ぱ
ら
財
政
学
、
租
税
論
の
分
野
に
取
り
組
ま
れ
、
本
書
巻
末
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
と
お
り
の
、
数
多
く
の
論
文
を
執
筆
さ
れ
ま
し
た
。
こ

れ
ら
の
論
文
を
踏
ま
え
、
先
生
は
、
財
政
学
に
お
け
る
ご
自
身
の
体
系
を
ご
著
書
『
現
代
財
政
学
』
に
お
い
て
簡
明
に
示
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
先
生
は
、
租
税
論
の
分
野
に
お
け
る
研
究
を
ご
著
書
『
日
本
所
得
税
発
達
史
』
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
、
当
然
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
す

が
、
先
生
は
、
同
書
に
よ
り
日
本
大
学
か
ら
博
士
（
国
際
関
係
）
の
学
位
を
取
得
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
研
究
業
績
は
斯
界
の
広
く
知

る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
先
生
は
所
属
す
る
多
く
の
学
会
に
お
い
て
理
事
の
要
職
を
歴
任
さ
れ
ま
し
た
。

先
生
の
日
本
大
学
に
対
す
る
ご
貢
献
を
語
る
場
合
、
教
育
の
分
野
に
関
す
る
も
の
を
欠
か
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
先
生
は
、
学
部
教
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二

育
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
と
り
わ
け
大
学
院
教
育
に
熱
心
に
取
り
組
ま
れ
、
先
生
の
研
究
室
か
ら
は
、
多
く
の
修
了
生
が
税
理
士
な
ど

の
税
実
務
家
と
し
て
巣
立
っ
て
い
き
ま
し
た
。
高
木
先
生
の
修
士
論
文
指
導
の
熱
心
さ
、
厳
し
さ
は
定
評
が
あ
る
と
こ
ろ
で
し
て
、
高
木

研
究
室
は
、
未
来
の
税
実
務
家
を
目
指
す
者
が
集
う
、
ま
さ
に
日
大
の
「
梁
山
泊
」
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
先
生
の
ご
経
歴
、
ご
業
績
に
鑑
み
、
先
生
の
古
稀
を
慶
賀
し
、
日
頃
先
生
の
謦
咳
に
接
す
る
学
内
外
の
親
し
い
友
人
が
集

ま
り
、
本
論
文
集
『
経
済
と
社
会
』
を
刊
行
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
本
論
文
集
は
、
こ
の
手
の
も
の
と
し
て
は
異
例
で
は
あ
り
ま
す

が
、
学
内
外
が
ほ
ぼ
半
々
と
な
っ
て
お
り
ま
し
て
、
高
木
先
生
の
ご
人
徳
と
幅
広
い
交
友
関
係
を
反
映
し
、
き
わ
め
て
浩
瀚
な
も
の
と
な

り
ま
し
た
。

末
筆
な
が
ら
、
高
木
先
生
の
益
々
の
ご
活
躍
と
、
本
論
文
集
の
学
界
へ
の
多
大
な
る
貢
献
と
を
祈
念
し
、
献
呈
の
辞
と
い
た
し
ま
す
。

平
成
二
五
年
一
月
吉
日

日
本
大
学
法
学
部
長　

杉　

本　
　
　

稔
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税
源
に
つ
い
て
（
安
藤
）

（
三
九
七
）

税
源
に
つ
い
て

安　
　

藤　
　
　
　
　

実

1　

税
源
に
つ
い
て
、
従
来
の
説
明
か
ら
。

租
税
の
支
払
わ
れ
る
源
泉
は
、
税
源
と
呼
ば
れ
る
が
、
い
わ
ば
課
税
客
体
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
こ
の
税
源
に
つ
い
て
、
従
来
、
経
済

学
の
テ
キ
ス
ト
な
ど
で
行
わ
れ
て
い
る
説
明
を
例
示
す
る
。

①　

島
恭
彦
は
、
税
源
論
を
さ
し
て
、
租
税
理
論
と
経
済
理
論
を
結
び
付
け
て
い
る
も
の
と
述
べ
て
い
る
。

「
一
八
世
紀
の
市
民
経
済
学
は
一
国
の
労
働
総
生
産
物
か
ら
…
労
働
力
の
再
生
産
に
必
要
な
も
の
（
賃
金
）
を
差
引
い
た
後
の
剰
余
生

産
物
（
純
収
入
、
純
所
得
）
を
も
っ
て
真
の
税
源
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
そ
れ
は
一
九
世
紀
以
後
に
は
、
租
税
が
財
産
元
本
を
侵
さ
な
い
と

い
う
一
般
原
則
に
な
っ
て
固
定
し
た
。」（
大
阪
市
立
大
学
経
済
研
究
所
編
、『
経
済
学
小
辞
典
』、
一
九
五
一
年
、
岩
波
書
店
、p.665

）

②　

島
恭
彦
、「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
経
済
学
は
、
真
の
租
税
の
源
泉
は
資
本
で
は
な
く
、
純
所
得
で
あ
る
と
い
う
正
し
い
命
題
か
ら
出
発
し

五
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た
。
こ
れ
に
は
ま
た
、
資
本
＝
賃
金
は
、
租
税
の
支
払
能
力
を
も
た
な
い
と
い
う
別
の
命
題
が
含
ま
れ
て
い
る
。」（
島
恭
彦
、『
財
政
学
原

理
』、
一
九
五
四
年
、
日
本
評
論
新
社
、p.140

）

③　

武
田
隆
夫
、
遠
藤
湘
吉
、
大
内
力
、「
賃
金
は
本
来
、
労
働
力
の
価
格
と
い
う
点
か
ら
い
え
ば
、
税
源
た
り
え
な
い
。」（『
近
代
財

政
の
理
論
』、
一
九
五
五
年
、
時
潮
社
、p.148

）

④　

遠
藤
湘
吉
、「
財
政
に
よ
る
消
費
は
、
Ｃ
＋
Ｖ
（
不
変
資
本
プ
ラ
ス
可
変
資
本
）
に
く
い
こ
ん
で
は
な
ら
ず
、
Ｍ
（
剰
余
価
値
）
の
限

界
以
内
に
制
限
さ
れ
る
。」（『
財
政
学
講
座
一
』、
一
九
六
五
年
、
有
斐
閣
、p.122

）

⑤　

高
橋
誠
、「
国
民
所
得
は
、
年
間
の
社
会
的
総
生
産
物
価
値
（
Ｃ
＋
Ｖ
＋
Ｍ
）
の
う
ち
、
新
し
く
つ
く
り
だ
さ
れ
た
価
値
部
分
（
Ｖ

＋
Ｍ
）
で
あ
る
。
こ
れ
が
税
源
た
り
う
る
所
得
の
実
体
で
あ
る
が
、
Ｖ
部
分
は
労
働
力
の
価
格
と
い
う
点
か
ら
い
え
ば
、
本
来
、
税
源
た

り
え
な
い
も
の
で
あ
り
、
剰
余
価
値
で
あ
る
Ｍ
部
分
に
税
源
を
も
と
め
る
こ
と
が
、
資
本
主
義
税
制
に
と
っ
て
は
合
理
的
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
。」（
大
阪
市
立
大
学
経
済
研
究
所
編
、『
経
済
学
辞
典
』、
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
、p.667

）

⑥　

遠
藤
湘
吉
、「
経
済
学
の
理
論
か
ら
は
、
賃
金
は
剰
余
価
値
で
は
な
く
、
労
働
力
の
再
生
産
費
を
つ
ぐ
な
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、

税
源
と
は
な
り
え
な
い
と
さ
れ
る
。」（『
税
金
』、
一
九
七
〇
年
、
岩
波
新
書
、p.35

）

⑦　

林
健
久
、
⑤
と
同
じ
。（『
財
政
学
を
学
ぶ
』、
一
九
七
五
年
、
有
斐
閣
、p.140

）

⑧　

広
田
司
朗
、「
マ
ル
ク
ス
経
済
学
に
よ
れ
ば
、
…
Ｃ
部
分
・
Ｖ
部
分
は
、
い
ず
れ
も
租
税
の
徴
収
さ
れ
る
源
泉
と
な
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
税
源
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
Ｍ
部
分
で
あ
る
。」（『
財
政
学
』、
一
九
七
七
年
、
同
文
館
、p.124

）

⑨　

小
林
晃
、「
厳
密
に
理
論
的
に
い
え
ば
、
資
本
主
義
的
租
税
と
は
、
社
会
的
総
生
産
物
価
値
の
配
分
へ
の
第
二
次
的
、
権
力
的
な

参
加
を
意
味
し
、
そ
し
て
そ
の
税
源
は
、
…
Ｍ
部
分
の
一
部
、
国
民
所
得
範
疇
で
い
え
ば
、
剰
余
価
値
Ｍ
の
分
配
形
態
と
し
て
の
利
潤
、

六
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利
子
、
配
当
、
地
代
な
ど
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
以
外
に
は
あ
り
え
な
い
。」（『
現
代
財
政
論
』、
一
九
八
〇
年
、
新
評
論
、p.48

）

こ
れ
ら
の
説
明
は
、
い
ず
れ
も
マ
ル
ク
ス
の
経
済
理
論
に
し
た
が
っ
て
い
る
と
称
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
説
明
の
な
か
で
、

剰
余
価
値
（
Ｍ
部
分
）
を
税
源
と
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
た
め
て
問
題
に
す
る
ま
で
も
な
い
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
賃
金
（
Ｖ
部
分
）
が
税
源
た
り
え
な
い
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
、
問
題
が
残
る
。
な
ぜ
な
ら
歴
史
的
に
も
、
現
実
の
税
制
に

お
い
て
も
、
賃
金
は
税
網
の
外
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
生
活
必
需
品
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
消
費
税
や
、
広
く
大
衆
課
税
と

な
っ
て
い
る
所
得
税
の
存
在
を
前
に
し
て
、
賃
金
は
「
経
済
理
論
上
」
税
源
た
り
え
な
い
と
い
う
説
明
に
対
し
、
疑
問
が
生
じ
る
の
は
避

け
ら
れ
な
い
。2　

「
賃
金
は
理
論
上
だ
け
で
な
く
、
実
際
に
も
税
源
で
な
か
っ
た
」
と
い
う
遠
藤
湘
吉
説
に
つ
い
て
。

賃
金
は
税
源
で
な
い
と
主
張
す
る
論
者
の
な
か
で
、
実
際
に
も
税
源
で
な
か
っ
た
こ
と
を
論
証
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
が
、
遠
藤
湘
吉

で
あ
る
。
そ
の
税
源
論
（『
現
代
の
財
政
理
論
』、
一
九
五
七
年
、
春
秋
社
。
第
五
章
「
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
税
源
」）
の
な
か
で
、「
税
源
た
る

所
得
の
う
ち
、
賃
金
部
分
は
除
か
れ
る
の
が
、
資
本
主
義
的
再
生
産
に
と
っ
て
合
理
的
」
と
述
べ
た
あ
と
、「
現
に
、
資
本
主
義
の
あ
る

特
定
の
段
階
に
お
い
て
、
そ
れ
は
実
際
に
お
こ
な
わ
れ
た
」
と
主
張
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
遠
藤
湘
吉
に
よ
れ
ば
、
賃
金
は
理
論
的
に
税
源
た
り
得
な
い
だ
け
で
な
く
、
現
実
に
も
税
源
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

遠
藤
が
持
ち
出
し
て
い
る
の
は
、
一
九
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
の
例
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
労
賃
課
税
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
単

に
理
論
の
上
で
主
張
さ
れ
て
い
た
の
み
で
は
な
く
、
実
践
の
上
に
も
具
体
化
さ
れ
た
。
そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
一
九
世
紀
の
イ
ギ
リ

七
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ス
に
お
け
る
…
ピ
ー
ル
か
ら
グ
ラ
ッ
ド
ス
ト
ー
ン
に
到
る
と
こ
ろ
の
、
い
わ
ゆ
る
〝
安
上
が
り
の
政
府
〞
の
名
を
も
っ
て
知
ら
れ
て
い
る

一
時
代
を
通
観
し
て
み
る
な
ら
ば
、
古
典
派
経
済
理
論
を
背
景
と
す
る
租
税
論
が
、
基
本
的
な
点
に
つ
い
て
は
、
ほ
ぼ
実
現
さ
れ
た
と

い
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。」「
日
用
品
や
生
活
必
需
品
に
課
せ
ら
れ
た
関
税
や
消
費
税
は
大
幅
に
整
理
な
い
し
軽
減
さ
れ
た
。」「
所
得
税
は
、

…
年
収
一
五
〇
ポ
ン
ド
未
満
の
所
得
は
免
税
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
賃
金
労
働
者
の
賃
金
は
ほ
と
ん
ど
課
税
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
が
実

態
で
あ
っ
た
。」「
所
得
税
は
、
地
代
収
入
、
営
業
所
得
、
利
子
・
配
当
所
得
な
ど
の
、
剰
余
価
値
に
相
当
す
べ
き
も
の
が
、
税
源
と
し
て

重
要
な
地
位
に
立
つ
と
と
も
に
、
間
接
税
に
お
い
て
も
ア
ル
コ
ー
ル
飲
料
を
中
心
と
す
る
嗜
好
品　

│
こ
れ
ら
の
購
入
者
が
労
働
者
以
外

の
者
に
多
い
こ
と
は
自
明
で
あ
る
│　

に
対
す
る
課
税
が
大
き
な
収
入
を
も
た
ら
し
、
こ
こ
で
も
賃
金
が
窮
極
の
税
源
と
な
る
程
度
の
少

な
い
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。」

こ
の
遠
藤
説
を
注
意
し
て
み
る
と
、「
賃
金
課
税
が
な
か
っ
た
」
と
い
う
の
で
は
な
く
、「
そ
れ
は
少
な
か
っ
た
」
と
い
う
主
張
で
あ
る

こ
と
が
分
る
。
こ
れ
は
、
質
の
問
題
を
量
の
問
題
に
そ
ら
し
て
い
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
結
果
が
、
あ
い
ま
い
な
表
現
の
羅
列

と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

3　

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
は
、
賃
金
も
税
源
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
は
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
主
権
者
な
ら
び
に
そ
の
下
に
奉
仕
す
る
司
法
お
よ
び
軍
事
の
い
っ
さ
い
の
官
吏
も
、
全

陸
海
軍
人
も
、
不
生
産
的
労
働
者
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
公
共
社
会
の
使
用
人
な
の
で
あ
っ
て
、
他
の
人
々
の
勤
労
の
年
々
の
生
産
物
の
一

部
分
に
よ
っ
て
扶
養
さ
れ
て
い
る
。
か
れ
ら
の
労
務
は
、
た
と
え
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
名
誉
あ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
ど
れ
ほ
ど
有
用
で
、

さ
ら
に
ど
れ
ほ
ど
必
要
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
あ
と
に
な
っ
て
か
ら
そ
れ
と
ひ
き
か
え
に
等
量
の
労
務
を
獲
得
し
う
る
な
に
も
の
を
も

八
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生
産
し
な
い
。」（『
諸
国
民
の
富
』、
第
二
分
冊
、
一
九
六
五
年
、
岩
波
文
庫
、p.339

）

続
け
て
ス
ミ
ス
は
、
聖
職
者
、
法
律
家
、
医
師
、
文
士
、
俳
優
、
道
化
師
、
音
楽
家
、
歌
手
、
踊
子
な
ど
を
、
官
吏
や
軍
人
と
同
じ
く

不
生
産
的
労
働
者
に
入
れ
て
い
る
。
こ
の
あ
と
ス
ミ
ス
は
、
地
代
や
利
潤
か
ら
の
収
入
と
並
べ
て
、
ふ
つ
う
の
職
人
の
賃
金
収
入
に
よ
っ

て
、
官
吏
や
軍
人
な
ど
不
生
産
的
労
働
者
が
養
わ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
賃
金
収
入
に
つ
い
て
、「
ふ
つ
う
の
職

人
で
さ
え
、
も
し
か
れ
の
賃
金
が
か
な
り
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
召
使
の
一
人
ぐ
ら
い
は
お
い
て
お
け
る
し
、
ば
あ
い
に
よ
っ
て
は
演

劇
か
人
形
芝
居
を
見
に
行
く
こ
と
も
で
き
、
ま
た
こ
の
よ
う
に
し
て
一
群
の
不
生
産
的
労
働
者
の
扶
養
に
対
す
る
自
分
の
分
担
の
一
助
に

し
う
る
で
あ
ろ
う
し
、
あ
る
い
は
か
れ
も
ま
た
な
に
が
し
か
の
租
税
を
支
払
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
別
の
一
群
の
人
々
、
つ
ま
り
な
る
ほ

ど
も
っ
と
名
誉
も
あ
れ
ば
有
用
で
も
あ
る
が
、
同
等
に
不
生
産
的
な
人
々
を
扶
養
す
る
の
に
助
力
し
う
る
で
あ
ろ
う
。」

そ
の
さ
い
ス
ミ
ス
は
、
職
人
の
収
入
は
そ
の
生
産
的
労
働
に
必
要
な
部
分
へ
の
使
用
が
優
先
さ
れ
る
の
で
、
こ
れ
ら
不
生
産
的
な
人
々

の
扶
養
に
振
り
向
け
ら
れ
る
部
分
は
小
さ
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
か
れ
ら
職
人
は
「
一
般
に
多
少
と
も
そ
れ
を
も
っ
て

い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
租
税
の
支
払
の
ば
あ
い
に
は
、
か
れ
ら
の
数
が
大
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
か
れ
ら
の
分
担
額
が
小
で
あ
る
こ
と

を
あ
る
程
度
つ
ぐ
な
う
の
で
あ
る
。」（
同
上
、
第
二
分
冊
、p.343

）

こ
こ
で
は
担
税
力
こ
そ
大
き
く
な
い
に
し
て
も
、
賃
金
も
税
源
の
一
つ
に
入
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

「
い
っ
さ
い
の
租
税
、
ま
た
そ
れ
に
も
と
づ
く
い
っ
さ
い
の
収
入
、
い
っ
さ
い
の
給
料
・
恩
給
お
よ
び
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
年
金
は
、
究

極
的
に
は
収
入
の
三
つ
の
本
源
的
な
源
泉
の
ど
れ
か
一
つ
か
ら
ひ
き
だ
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
労
働
の
賃
金
か
、
資
財
の
利
潤
か
、
ま
た

は
土
地
の
地
代
か
か
ら
、
直
接
に
か
間
接
に
か
の
い
ず
れ
に
せ
よ
、
支
払
わ
れ
る
の
で
あ
る
。」（
同
上
、
第
一
分
冊
、p.197

）

つ
い
で
に
い
え
ば
、
リ
カ
ー
ド
も
基
本
的
に
ス
ミ
ス
と
同
じ
見
解
で
あ
る
。「
租
税
は
、
一
国
の
土
地
と
労
働
の
生
産
物
の
う
ち
、
政
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府
の
処
分
に
ま
か
さ
れ
る
部
分
で
あ
る
。
そ
し
て
つ
ね
に
、
結
局
に
お
い
て
、
そ
の
国
の
資
本
ま
た
は
収
入
の
い
ず
れ
か
で
支
払
わ
れ

る
。」「
一
社
会
の
あ
る
特
定
階
級
の
収
入
だ
け
に
、
も
っ
ぱ
ら
課
税
す
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
不
当
で
あ
る
。
国
家
の
負
担
は
、
す
べ
て

の
者
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
資
力
に
比
例
し
て
担
わ
る
べ
き
で
あ
る
。」「
ス
ミ
ス
博
士
は
、
つ
ね
に
、
労
働
階
級
は
国
家
の
負
担
に
大
い
に

寄
与
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
主
張
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
正
当
で
あ
る
と
思
う
。
必
需
品
ま
た
は
賃
金
に
対
す
る
租
税
は
、
そ
れ
ゆ
え

に
、
貧
民
か
ら
金
持
に
転
嫁
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。」（『
リ
カ
ー
ド
ゥ
全
集
』
第
一
巻
、p.174

、234

、272

な
ど
。）

大
内
兵
衛
は
、
そ
の
『
財
政
学
大
綱
』
の
な
か
で
、「
税
源
は
、
労
賃
と
利
潤
で
あ
る
」
と
述
べ
、
税
源
と
し
て
の
労
賃
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。「
一
定
の
社
会
に
お
い
て
は
、
労
賃
な
る
も
の
は
、
自
然
的
・
歴
史
的
理
由
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
て
い
る

と
こ
ろ
の
大
き
さ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
か
ら
租
税
と
し
て
支
払
わ
れ
得
る
余
裕
た
る
や
実
に
少
な
い
の
が
社
会
的
事
実
だ
。
…
そ

れ
ゆ
え
に
、
た
だ
利
潤
の
み
が
正
当
の
税
源
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。」（『
大
内
兵
衛
著
作
集
』
第
一
巻
、p.283

）

労
働
者
の
賃
金
が
、
税
源
と
し
て
余
裕
が
少
な
い
と
見
る
点
で
は
、
ス
ミ
ス
も
そ
う
だ
っ
た
が
、
ス
ミ
ス
の
場
合
は
、
労
働
者
の
数
が

そ
れ
を
埋
め
合
わ
せ
る
と
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
大
内
兵
衛
の
場
合
、
余
裕
の
少
な
い
こ
と
を
理
由
に
、「
正
当
な
税
源
」
か
ら
は
ず
し

て
い
る
の
は
問
題
と
思
わ
れ
る
。

4　

マ
ル
ク
ス
に
よ
る
労
働
力
の
価
値
規
定
と
租
税
。

マ
ル
ク
ス
は
労
働
力
の
価
値
を
、「
労
働
力
の
所
持
者
の
正
常
な
労
働
能
力
の
維
持
に
必
要
な
生
活
手
段
の
価
値
で
あ
る
」
と
規
定
し
、

次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。「
こ
の
生
活
手
段
は
、
気
候
や
自
然
的
諸
条
件
等
に
よ
っ
て
、
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
で
歴
史
的
に
与
え

ら
れ
た
生
活
水
準
を
標
準
と
し
て
き
ま
る
。
…
こ
の
生
活
手
段
に
は
、
子
供
達
の
生
活
手
段
が
ふ
く
ま
れ
る
。
さ
ら
に
熟
練
労
働
の
場
合

一
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に
は
、
修
繕
費
も
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。
…
労
働
力
の
価
値
の
最
低
限
は
、
肉
体
的
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
生
活
手
段
の
価
値
で
あ
る
。

も
し
労
働
力
の
価
格
が
、
こ
の
最
低
限
ま
で
下
が
れ
ば
、
そ
れ
は
労
働
力
の
価
値
よ
り
も
低
く
下
が
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
労

働
力
の
価
値
は
、
正
常
な
品
質
の
労
働
力
を
前
提
に
し
て
い
る
か
ら
。」（『
資
本
論
綱
要
』p.38

）

こ
の
労
働
力
の
価
値
規
定
は
、
い
わ
ば
抽
象
的
な
価
値
規
定
で
あ
る
。
そ
れ
は
国
家
、
す
な
わ
ち
税
を
捨
象
し
た
規
定
と
い
え
る
。
も

し
国
家
の
存
在
を
前
提
す
る
な
ら
ば
、
当
然
、
税
を
内
包
す
る
規
定
が
必
要
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
労
働
者
の
生
活
手
段
の
多
く
は
、
歴

史
的
・
慣
習
的
に
課
税
対
象
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
価
格
に
は
税
が
含
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
具
体
的
な
労
働
賃
金
に
は
、

税
部
分
が
含
ま
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
賃
金
は
税
源
の
一
つ
で
あ
る
。

も
し
本
来
、
税
源
た
り
え
な
い
賃
金
に
課
税
さ
れ
て
い
る
と
い
う
な
ら
ば
、
労
働
者
の
生
活
水
準
は
、
課
税
分
だ
け
低
下
し
て
し
ま
う
。

こ
れ
は
労
働
者
の
貧
困
の
原
因
を
、
租
税
に
求
め
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
い
う
主
張
は
、
し
ば
し
ば
行
わ
れ
て
お
り
、
マ
ル
ク
ス
は
そ
れ

ら
を
「
デ
マ
ゴ
ギ
ー
」
と
呼
び
、
す
で
に
リ
カ
ー
ド
の
よ
う
な
ブ
ル
ジ
ョ
ア
経
済
学
者
に
よ
っ
て
批
判
ず
み
と
し
て
い
る
。

リ
カ
ー
ド
は
、「
労
働
者
の
必
需
品
に
対
す
る
課
税
は
、
賃
金
を
騰
貴
さ
せ
る
」
こ
と
、
ま
た
「
賃
金
に
対
す
る
租
税
は
、
賃
金
を
騰

貴
さ
せ
、
利
潤
を
減
少
さ
せ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
賃
金
に
は
、
租
税
が
含
ま
れ
て
い
て
、
そ
の
構
成
要
素
と
な
っ
て
い

る
と
見
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
も
同
じ
見
解
で
あ
る
。「
平
均
賃
金
は
、
競
争
に
よ
っ
て
必
然
に
、
そ
の
最
低
限
に
、
す
な
わ
ち
労
働
者
が
自
分
の
生
存
と

そ
の
種
族
の
生
存
を
、
辛
う
じ
て
保
つ
こ
と
が
許
さ
れ
る
だ
け
の
賃
金
に
引
下
げ
ら
れ
る
。
租
税
は
、
こ
の
最
低
限
の
一
部
分
を
な
し
て

い
る
。
な
ぜ
な
ら
労
働
者
の
政
治
的
職
分
は
、
ま
さ
に
租
税
を
支
払
う
こ
と
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
労
働
者
階
級
に
か
か
っ
て
く
る

す
べ
て
の
租
税
が
根
こ
そ
ぎ
廃
止
さ
れ
る
と
し
た
ら
、
そ
の
必
然
的
結
果
と
し
て
、
労
働
賃
金
は
今
日
そ
の
う
ち
に
入
り
込
ん
で
い
る
租

一
一
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税
の
総
額
だ
け
減
少
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
雇
い
主
の
利
潤
が
そ
れ
だ
け
の
割
合
で
直
接
に
増
大
す
る
こ
と
に
な
る
か
、
そ
れ

と
も
徴
税
の
形
態
に
変
化
が
起
こ
る
だ
け
か
、
そ
の
ど
ち
ら
か
で
あ
ろ
う
。
資
本
家
が
、
今
日
、
労
働
賃
金
の
う
ち
に
、
労
働
者
が
支
払

わ
ね
ば
な
ら
な
い
租
税
を
含
め
て
一
緒
に
前
払
い
す
る
代
わ
り
に
、
彼
は
も
は
や
こ
ん
な
回
り
道
を
し
な
い
で
、
直
接
そ
れ
を
国
家
に
支

払
う
こ
と
に
な
ろ
う
。」（『
マ
ル
ク
ス　

エ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
』
第
四
巻
、p.365

）

マ
ル
ク
ス
も
、
租
税
は
労
働
賃
金
の
一
部
分
を
成
し
て
い
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
ま
た
、「
労
働
者
へ
の
ア
ン

ケ
ー
ト
」（
一
八
八
〇
年
四
月
）
で
、「
あ
な
た
の
必
需
品
の
価
格
を
言
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
項
目
を
立
て
て
い
る
が
、
そ
こ
で
例
示

さ
れ
て
い
る
な
か
に
、
家
賃
、
保
険
、
食
料
品
、
衣
料
、
衛
生
、
雑
費
な
ど
と
並
べ
て
、
税
金
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。（『
マ
ル
ク
ス　

エ

ン
ゲ
ル
ス
全
集
』
第
一
九
巻
、p.232
）

税
金
が
労
働
者
の
必
需
品
の
一
部
を
成
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
労
働
賃
金
に
も
一
定
の
担
税
力
を
認
め
て
い
る
こ
と
を
示
し
、
賃

金
自
体
が
税
源
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

マ
ル
ク
ス
自
身
に
よ
る
税
源
論
が
、
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
る
か
を
見
よ
う
。

そ
こ
で
、
剰
余
価
値
を
税
源
と
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。『
資
本
論
』
の
第
二
巻
、
第
三
巻
に
は
、
い
く
つ
か
の
箇
所
で
、

剰
余
価
値
の
再
配
分
形
態
の
一
つ
と
し
て
、
租
税
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
労
働
賃
金
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
の
は
、
次
の
文
章
で
あ

る
。「

労
働
す
る
か
、
し
な
い
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
直
接
に
再
生
産
に
参
加
す
る
社
会
成
員
で
は
な
い
人
々
は
、
す
べ
て
年
間
商
品
生
産
物

の
な
か
で
受
け
取
る
彼
ら
の
分
け
前
│
つ
ま
り
彼
ら
の
消
費
手
段
│
を
、
直
接
に
は
、
た
だ
生
産
物
が
直
接
に
帰
属
す
る
諸
階
級
、
す
な

わ
ち
生
産
的
労
働
者
、
産
業
資
本
家
そ
し
て
土
地
所
有
者
│
の
手
か
ら
引
き
出
す
よ
り
ほ
か
は
な
い
。
そ
の
か
ぎ
り
で
は
、
彼
ら
の
収
入

一
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は
実
質
的
に
は
、
労
賃
と
利
潤
と
地
代
と
か
ら
派
生
し
た
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
の
本
源
的
収
入
に
対
し
て
派
生
的
収
入
と

し
て
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
他
方
、
こ
の
意
味
で
派
生
的
収
入
を
受
け
取
る
人
々
は
、
王
や
聖
職
者
や
教
授
や
売
春
婦
や
兵
卒
な
ど
と
し
て
の
彼
ら
の
社
会

的
機
能
に
よ
っ
て
、
こ
の
収
入
を
得
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
彼
ら
は
こ
の
よ
う
な
自
分
た
ち
の
機
能
を
、
自
分
た
ち
の
収
入
の
根
源

と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。」（『
資
本
論
』
第
二
巻
、S
.374

）

こ
こ
で
マ
ル
ク
ス
は
、
ス
ミ
ス
や
リ
カ
ー
ド
を
踏
襲
し
て
、
労
賃
を
本
源
的
収
入
と
し
て
、
租
税
等
を
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
収
入
と
し

て
と
ら
え
て
お
り
、
ま
さ
に
労
賃
は
税
源
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
参
考
例
を
あ
げ
る
と
、「
労
賃
の
う
ち
、
租
税
の
か
た
ち

で
国
家
の
も
の
に
な
る
部
分
」（『
資
本
論
』
第
一
巻
、S

.590

）
や
、「
労
働
者
が
租
税
の
か
た
ち
で
支
払
う
も
の
は
、
結
局
は
労
働
力
の
生

産
費
の
な
か
に
は
い
り
、
し
た
が
っ
て
こ
れ
ま
た
資
本
家
に
よ
っ
て
補
償
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
エ
ン
ゲ
ル
ス
「
住
宅
問
題
」、『
マ
ル

ク
ス　

エ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
』
第
一
八
巻
、p.225

）
な
ど
が
あ
る
。

5　

マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
に
よ
る
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
租
税
改
革
要
求
。

最
後
に
、
マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
に
よ
る
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
租
税
改
革
要
求
を
時
期
の
順
に
並
べ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

一
八
四
五
年
．「
不
公
平
な
や
り
か
た
で
配
賦
さ
れ
て
い
る
従
来
の
租
税
の
全
体
を
変
え
る
た
め
に
、
税
率
が
資
本
の
額
に
と
も
な
っ

て
高
く
な
る
一
般
的
な
累
進
的
資
本
税
を
提
案
す
る
。
こ
う
す
れ
ば
、
各
人
は
そ
の
能
力
に
応
じ
て
公
共
管
理
の
負
担
を
担
う
よ
う
に
な

り
、
こ
れ
ま
で
す
べ
て
の
国
で
な
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
担
税
能
力
の
も
っ
と
も
乏
し
い
人
間
に
主
に
負
担
が
か
か
る
よ
う
な
こ
と
は
、

も
は
や
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。」（『
全
集
』
第
二
巻
、p.575

）

一
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一
八
四
七
年
．「
民
主
主
義
の
徹
底
し
た
方
策
の
例
。
…
累
進
税
、
高
度
の
相
続
税
。」（『
全
集
』
第
四
巻
、p.390

）

一
八
四
八
年
．「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
、
そ
の
政
治
的
支
配
を
利
用
し
て
民
主
主
義
を
た
た
か
い
と
る
。
そ
の
方
策
の
例
と
し
て
…

強
度
の
累
進
税
。」（『
全
集
』
第
四
巻
、p.494

）

一
八
四
八
年
．「
高
度
の
累
進
税
の
実
施
と
消
費
税
の
廃
止
。」（『
全
集
』
第
五
巻
、p.4

）

一
八
五
〇
年
．「
累
進
税
は
、
大
な
り
小
な
り
の
程
度
で
、
現
存
の
生
産
諸
関
係
の
内
部
で
実
行
で
き
る
、
一
つ
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
措

置
で
あ
る
。」（『
全
集
』
第
七
巻
、p.39

）

一
八
五
〇
年
．「
民
主
主
義
者
が
比
例
式
の
租
税
を
提
議
し
た
な
ら
、
労
働
者
は
累
進
税
を
要
求
す
る
。
民
主
主
義
者
自
身
が
軽
度
の

累
進
税
を
提
案
し
た
な
ら
、
労
働
者
は
大
資
本
が
つ
ぶ
れ
る
ほ
ど
の
急
角
度
で
税
率
が
高
く
な
っ
て
い
く
租
税
を
主
張
す
る
。」（『
全
集
』

第
七
巻
、p.258

）

一
八
五
〇
年
．「
租
税
が
あ
る
階
級
に
特
典
を
与
え
、
他
の
階
級
を
と
く
に
圧
迫
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
る
。
こ
れ
は
、
た
と
え
ば
金

融
貴
族
の
支
配
の
も
と
で
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
租
税
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
間
に
あ
る
社
会
の
中
間

諸
層　

│
こ
れ
は
、
そ
の
地
位
か
ら
し
て
、
租
税
の
負
担
を
他
の
階
級
に
転
嫁
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
│　

を
没
落
さ
せ
る
に
す
ぎ
な
い
。

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
、
新
し
い
租
税
の
た
び
ご
と
に
、
そ
の
地
位
を
一
段
低
く
押
し
下
げ
ら
れ
る
。
旧
い
租
税
の
廃
止
は
、
労
賃
を

高
め
な
い
で
、
利
潤
を
高
め
る
。」（『
全
集
』
第
七
巻
、p.793

）

一
八
五
三
年
．「
わ
れ
わ
れ
の
租
税
観
か
ら
す
れ
ば
、
所
得
額
の
増
加
に
と
も
な
っ
て
課
税
率
が
増
大
す
る
累
進
制
の
方
が
適
切
。」（『
全

集
』
第
九
巻
、p.62

）

一
八
五
三
年
．「
所
得
の
質
の
区
別
を
す
る
な
ら
ば
、
量
の
区
別
も
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
所
得
の
量
を
区
別
す
る
な
ら
ば
、
ど
う

一
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税
源
に
つ
い
て
（
安
藤
）

（
四
〇
七
）

し
て
も
累
進
課
税
と
い
う
こ
と
に
な
り
…
。」（『
全
集
』
第
九
巻
、p.70

）

一
八
六
七
年
．「
間
接
税
を
全
廃
し
て
、
全
般
的
に
直
接
税
と
お
き
か
え
る
こ
と
。」（『
全
集
』
第
一
六
巻
、p.197

）

・
・
・

な
お
、
本
稿
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
、
拙
稿
、「
税
金
の
経
済
学
」（
そ
の
一
、
そ
の
二
）（「
税
制
研
究
」
第
五
六
号
、
第
五
九
号
）
が
あ
る
。

一
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リ
カ
ー
ド
ウ
の
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
と
今
日
の
租
税
三
原
則
（
佐
藤
）

（
四
〇
九
）

リ
カ
ー
ド
ウ
の
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
と
今
日
の
租
税
三
原
則

佐　
　

藤　
　

滋　
　

正

は
じ
め
に

本
稿
は
、
一
九
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
学
者
Ｄ
・
リ
カ
ー
ド
ウ
の
主
著
『
経
済
学
お
よ
び
課
税
の
原
理
』（
一
八
一
七
年
）
で
展
開
さ

れ
て
い
る
「
課
税
論
」
を
、
現
代
の
租
税
問
題
、
と
り
わ
け
租
税
原
則
論
と
関
わ
ら
せ
て
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
（
1
）

。

今
日
、「
租
税
の
三
原
則
」
と
し
て
、「
公
平
」「
中
立
」「
簡
素
」
と
い
う
三
つ
の
原
則
が
ひ
ろ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
租

税
は
各
人
の
担
税
力
に
応
じ
て
分
か
ち
合
わ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
「
公
平
」、
②
租
税
は
個
人
や
企
業
の
経
済
活
動
に
お
け
る
選
択
を
極

力
歪
め
な
い
も
の
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
「
中
立
」、
③
租
税
は
徴
集
経
費
が
少
な
く
明
確
性
と
便
宜
性
に
よ
っ
て
納
税
者
の
理
解
と
納

得
が
図
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
「
簡
素
」
の
、
三
つ
の
原
則
で
あ
る
。
こ
の
三
原
則
は
、
租
税
徴
集
の
際
に
行
政
官
が
心
が
け

る
べ
き
一
種
の
倫
理
的
指
針
と
も
さ
れ
て
お
り
、
税
務
関
係
の
ど
の
書
物
に
も
大
抵
そ
の
最
初
の
部
分
に
記
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

一
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）

（
四
一
〇
）

例
え
ば
、
手
元
に
あ
る
『
日
本
の
税
制
』（
諏
訪
園
、
二
〇
一
一
）
と
い
う
解
説
書
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
同
書
の
「
第
一
編
：
税
制

の
概
要
」
で
は
、「
概
説
」「
租
税
の
歴
史
」「
租
税
の
役
割
」「
税
制
と
財
政
」「
租
税
負
担
率
」「
国
と
地
方
の
役
割
と
歳
入
」
が
順
次
論

じ
ら
れ
、
そ
の
後
に
、
第
七
番
目
の
項
目
と
し
て
、「
租
税
原
則
」
が
扱
わ
れ
て
い
る
。
同
項
目
に
は
見
開
き
二
頁
が
充
て
ら
れ
て
お
り
、

右
頁
に
は
、「
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
四
原
則
」「
ワ
グ
ナ
ー
の
四
大
原
則
・
九
原
則
」「
マ
ス
グ
レ
イ
ブ
の
七
条
件
」
と
い
う
、
租
税
原
則

を
め
ぐ
る
こ
れ
ま
で
の
諸
学
説
が
一
覧
表
に
し
て
ま
と
め
ら
れ
、
左
頁
で
は
解
説
が
施
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、「
租
税
原
則
は
各
時
代
の
経
済
・
社
会
情
勢
等
を
反
映
し
て
そ
れ
ぞ
れ
力
点
の
置
き
方
が
異
な
る
も
の
の
、
税
負
担

の
公
平
性
、
経
済
へ
の
中
立
性
、
制
度
の
簡
素
性
と
い
っ
た
基
本
的
な
諸
要
請
に
お
い
て
相
通
じ
て
い
る
と
い
え
ま
し
ょ
う
」
と
、「
公

平
」「
中
立
」「
簡
素
」
の
租
税
原
則
が
「
税
制
の
準
拠
す
べ
き
一
般
的
基
準
」
と
し
て
「
各
時
代
」
に
「
相
通
じ
て
」
要
請
さ
れ
て
き
た

こ
と
が
述
べ
ら
れ
、
続
い
て
、
三
原
則
を
め
ぐ
る
今
日
の
論
争
点
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、「
公
平
」
に
関
し
て
は
、「
水
平
的
公
平
」
か
「
垂
直
的
公
平
」
か
と
い
う
従
来
か
ら
の
議
論
に
加
え
て
、
最
近
で
は
「
世

代
間
の
公
平
」
が
問
題
に
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
が
、「
中
立
」
に
関
し
て
は
、「
民
間
部
門
の
潜
在
力
」
を
発
揮
さ
せ
る
た
め
に
「
経
済

活
動
」
に
歪
み
を
与
え
な
い
と
い
う
こ
の
原
則
が
、
経
済
の
国
際
化
・
成
熟
化
の
進
展
と
と
も
に
一
層
重
要
性
を
高
め
て
き
て
い
る
こ
と

が
、「
簡
素
」
に
関
し
て
は
、
徴
税
コ
ス
ト
に
よ
る
租
税
回
避
行
動
を
誘
発
し
な
い
よ
う
に
す
べ
し
と
い
う
従
来
か
ら
の
議
論
に
加
え
て
、

「
国
民
の
理
解
」
を
得
る
た
め
の
「
租
税
制
度
の
簡
素
性
」
と
い
う
新
し
い
論
点
が
登
場
し
て
き
て
い
る
こ
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
、
近
年
の
消
費
税
率
引
き
上
げ
の
論
議
と
の
関
連
で
、
垂
直
的
公
平
に
資
す
る
「（
累
進
的
）
所
得
税
」
と
水
平
的
公
平
に

資
す
る
「
消
費
税
」
の
長
短
が
指
摘
さ
れ
、「
各
種
の
税
目
を
適
切
に
組
み
合
わ
せ
る
よ
う
工
夫
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
」
と
結
ん
で
い
る
（
2
）

。

「
日
本
の
税
制
」
を
コ
ン
パ
ク
ト
に
叙
述
し
た
き
わ
め
て
適
切
な
概
説
書
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
異
論
の
余
地
の
な
い
あ
ま
り
に
も

一
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テ
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ル
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ミ
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と
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日
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租
税
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原
則
（
佐
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）

（
四
一
一
）

淡
々
と
し
た
叙
述
に
、
あ
え
て
リ
カ
ー
ド
ウ
課
税
論
を
か
ぶ
せ
て
み
て
、
そ
こ
に
生
じ
る
あ
る
種
の
違
和
感
を
足
掛
か
り
に
し
て
、
改
め

て
今
日
の
租
税
原
則
論
を
考
え
て
み
よ
う
、
と
い
う
の
が
本
稿
の
主
旨
で
あ
る
。
い
つ
の
時
代
に
も
通
じ
る
と
言
わ
れ
る
が
、「
原
則
」

も
ま
た
、
時
代
と
と
も
に
重
心
を
移
動
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
の
か
。「
中
立
」
原
則
の
比
重
が
強
ま
っ
て
き
た
と
述
べ
ら
れ
る
が
、
そ

の
こ
と
自
体
の
評
価
と
い
う
問
題
は
残
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
実
際
の
税
目
設
定
に
際
し
て
三
原
則
が
衝
突
す
る
ば
あ
い
、
調
整
の

基
準
は
や
は
り
ど
こ
か
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
の
か
。
要
す
る
に
、
三
原
則
を
完
成
形
態
・
究
極
の
到
達
点
と
し

て
見
る
の
で
な
く
、
古
典
経
済
学
か
ら
現
代
に
至
る
そ
の
生
成
プ
ロ
セ
ス
の
相
で
眺
め
、
今
日
な
お
時
代
の
底
流
で
進
行
し
て
い
る
社
会

構
造
の
変
動
方
向
を
見
据
え
る
こ
と
を
通
し
て
、
三
原
則
の
現
在
と
将
来
を
照
ら
し
出
し
て
み
よ
う
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

Ⅰ
．
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
と
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー

リ
カ
ー
ド
ウ
の
『
経
済
学
お
よ
び
課
税
の
原
理O

n the P
rinciples of P

olitical E
conom

y, and T
axation

』（
第
三
版
）
は
、
三
二

の
章
か
ら
成
っ
て
お
り
、
経
済
学
の
原
理
部
分
（
第
一
〜
七
章
）、
課
税
論
部
分
（
第
八
〜
一
八
章
）、
論
争
的
部
分
（
第
一
九
〜
三
二
章
）
か
ら

構
成
さ
れ
て
い
る
。
経
済
理
論
の
章
の
後
に
政
治
的
制
度
で
あ
る
課
税
章
が
続
く
と
い
う
ユ
ニ
ー
ク
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た

本
の
タ
イ
ト
ル
に
「
経
済
学
」
と
「
課
税
」
が
並
記
さ
れ
て
い
る
点
で
も
、
経
済
学
の
歴
史
上
き
わ
め
て
特
異
な
書
物
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

と
は
い
え
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
が
、
日
本
語
訳
で
字
義
ど
お
り
で
な
い
こ
と
は
、
夙
に
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
英
語
の
原
タ
イ
ト

ル
を
直
訳
す
れ
ば
、「
経
済
学
お
よ
び
課
税
の
原
理
」
で
は
な
く
て
「
政
治
経
済
の
諸
原
理
お
よ
び
課
税
に
つ
い
て
」
と
あ
る
べ
き
と
こ

ろ
だ
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
「
経
済
学econom

ics

」
で
な
く
て
「
政
治
経
済political econom

y

」、
②
「
原
理principle

」

で
な
く
て
「
諸
原
理principles

」、
③
「
お
よ
び
課
税
の
原
理and principle of taxation

」
で
な
く
て
「
お
よ
び
課
税and 

一
九



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
四
一
二
）

taxation

」、
と
い
う
三
つ
の
異
同
が
指
摘
さ
れ
う
る
。
こ
の
う
ち
②
と
③
に
つ
い
て
は
す
で
に
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
（
3
）

、
こ
こ
で
は
、

本
稿
の
主
題
と
密
接
に
関
わ
る
①
に
の
み
絞
っ
て
、
若
干
の
考
察
を
加
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

「
政
治
経
済
」
を
「
経
済
学
」
と
訳
出
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
Ａ
・
マ
ー
シ
ャ
ル
（
一
八
四
二
〜
一
九
二
四
）
の
眼
を
介
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
理
解
を
若
干
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
一
八
七
〇
年
代
の
限
界
革
命
を
承
け
て
経
済
分
析
に
数
学
を
導
入
し
、
自
ら
の

主
著
を
『
経
済
学
原
理P

rinciples of E
conom

ics

』
と
命
名
し
た
マ
ー
シ
ャ
ル
は
、
古
典
派
の
「
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
を

「
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
」
に
置
き
か
え
た
中
心
人
物
と
し
て
、
一
般
に
知
ら
れ
て
い
る
（
4
）

。

し
か
し
、「
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
を
「
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
」
に
置
き
換
え
た
と
き
、
①
「
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
」

と
は
異
な
る
「
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
」
の
、
語
と
し
て
の
指
示
領
域
の
相
違
が
も
た
ら
す
ズ
レ
と
い
う
問
題
、
②
「
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
・
エ
コ
ノ

ミ
ー
」
と
い
う
語
の
生
成
プ
ロ
セ
ス
に
は
ら
ま
れ
て
い
た
「
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
」
と
「
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
の
緊
張
関
係
の
消
失
と
い
う
問
題
が
、

ど
う
し
て
も
つ
き
ま
と
う
。
実
は
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
古
典
経
済
学
の
「
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
に
対
し
て
「
エ
コ
ノ
ミ
ク

ス
」
を
対
置
し
た
マ
ー
シ
ャ
ル
自
身
が
も
っ
と
も
痛
切
に
感
じ
て
い
た
は
ず
の
問
題
で
あ
っ
て
、『
経
済
学
原
理
』
に
お
い
て
、
す
ば
ら

し
く
目
配
り
さ
れ
て
い
る
が
あ
ま
り
に
も
長
い
第
一
編
の
「
予
備
的
考
察
」
や
「
付
録
」
が
何
故
書
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
の

理
由
も
、
実
は
こ
の
点
に
関
連
し
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
ず
①
の
、「
経
済
学
」
と
い
う
語
と
「
政
治
経
済
」
と
い
う
語
の
カ
バ
ー
す
る
領
域
の
違
い
に
つ
い
て
で
あ
る
。「
経
済
学

econom
ics

」
が
、「
政
治
学politics

」
や
「
倫
理
学ethics

」
と
同
型
の
語
尾
（-ics

）
を
も
つ
こ
と
は
、
こ
の
学
が
研
究
対
象
よ
り
も

ど
ち
ら
か
と
言
う
と
研
究
主
体
・

・

に
よ
り
近
接
し
た
実
際
的
な
学
問
で
あ
る
こ
と
、
を
推
測
さ
せ
る
。「
政
治
学
」
は
積
み
重
ね
ら
れ
て
き

た
政
治
的
実
践
へ
の
省
察
で
あ
る
し
、「
倫
理
学
」
は
表
明
さ
れ
た
価
値
実
践
の
探
求
で
あ
る
。
同
様
に
、「
経
済
学
」
も
ま
た
、
経
済
的

二
〇
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な
諸
行
為
の
経
験
的
堆
積
へ
の
考
察
と
し
て
性
格
づ
け
る
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
語
尾
が
（-logy

）
で
あ
る
「
人
類
学

anthropology

」
や
「
考
古
学archeology

」
が
学
の
主
体
で
な
く
対
象

・

・

に
向
か
い
、
そ
の
体
系
化
を
語
り
出
そ
う
と
す
る
の
と
は
違
っ

て
、「
経
済
学
」
は
、
よ
り
強
く
行
為
主
体
的
な
経
験
的
領
域
に
踏
み
と
ど
ま
ろ
う
と
す
る
学
問
、
と
ひ
と
ま
ず
言
え
そ
う
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、「
政
治
経
済
」
と
い
う
語
は
、
研
究
主
体
と
研
究
対
象
が
「
経
済
学
」
や
「
考
古
学
」
ほ
ど
に
は
ま
だ
明
確
に
分
離

し
て
い
な
い
学
問
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
だ
ろ
う
。
研
究
す
る
主
体
が
研
究
対
象
へ
の
深
い
愛
着
の
中
に
没
入
し
、
学
問
は
そ
れ
自
体

の
た
め
だ
け
に
存
在
す
る
と
言
い
切
る
「
哲
学philosophy

」
や
「
天
文
学astronom

y

」
ほ
ど
で
は
な
い
と
し
て
も
、「
政
治
経
済

political econom
y

」
に
お
け
る
研
究
主
体
と
研
究
対
象
の
位
置
は
か
な
り
近
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
経
済
学
」
は
、
学
問
に
お
け
る

そ
の
主
体
的
ス
タ
ン
ス
に
よ
っ
て
研
究
対
象
を
突
き
放
し
、
そ
れ
ゆ
え
、
か
え
っ
て
対
象
に
つ
い
て
の
ひ
と
ま
と
ま
り
の
知
と
し
て
の

「
科
学
」
に
な
る
こ
と
が
ど
う
し
て
も
要
求
さ
れ
る
学
問
、
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
世
知
に
疎
い
現
実
離
れ
し
た
「
哲
学
者
」
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
は
、
し
ば
し
ば
私
た
ち
に
主
客
が
渾
然
一
体
と
な
っ
た
「
学
問
」
の
原
点
を
ほ
ほ
え
ま
し
く
思
い
起
こ
さ
せ
て
く
れ
る
も
の
だ
が
、
し

か
し
、
経
済
学
を
探
究
し
て
い
て
も
経
済
的
日
常
を
知
ら
な
い
「
経
済
学
者
」
が
賞
賛
さ
れ
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
。「
経
済
学
」
は
、
絶

え
ず
「
経
済
」
を
呼
び
起
こ
し
「
科
学
」
す
る
宿
命
を
帯
び
た
学
問
な
の
で
あ
る
。

「
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
を
「
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
」
と
呼
び
か
え
る
と
き
、「
政
治
経
済
」
と
い
う
語
が
も
っ
て
い
た
研
究
主
体

と
研
究
対
象
の
こ
の
よ
う
な
ぼ
ん
や
り
と
一
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
は
失
わ
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
逆
に
、「
経
済
学
」
と
い
う
言

葉
を
使
う
ば
あ
い
に
は
、
こ
の
語
が
も
つ
、
学
問
主
体
と
学
問
対
象
の
切
断
と
い
う
問
題
に
、
わ
れ
わ
れ
は
十
分
に
自
覚
的
で
あ
る
べ
き

な
の
で
あ
る
。「
経
済
学
」
と
い
う
語
は
、「
政
治
経
済
」
と
い
う
語
の
ば
あ
い
に
は
生
じ
な
か
っ
た
、「
経
済
の
原
理
」
と
「
経
済
学
の

原
理
」
の
分
離
、
あ
る
い
は
「
経
済
学
の
原
理
」
は
「
経
済
の
原
理
」
な
の
か
「
経
済
の
学
の
原
理
」
な
の
か
、
と
い
う
問
題
を
絶
え
ず

二
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呼
び
起
こ
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
と
は
何
か
と
い
う
、
既
述
し
た
②
の
、「
政
治
経
済political 

econom
y

」
と
い
う
語
の
生
成
プ
ロ
セ
ス
の
消
失
と
い
う
問
題
に
も
、
関
連
し
て
く
る
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
」
と
い
う
言
葉
は
、
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
の polis

（city

） state

に
遡
り
、
ギ
リ
シ
ャ

語
の
「
ポ
リ
テ
ィ
ア
」
か
ら
ラ
テ
ン
語
の
政
策
的
行
為
を
表
す
「
ポ
リ
テ
ィ
ク
スpoliticus

」
と
な
り
、
政
府
の
統
轄
的
な
行
動

politics and governm
ent

、
さ
ら
に
は
「
公
的
」
な
国
事
行
為aff airs of state

全
般
を
指
す
語
と
し
て
定
着
し
て
い
っ
た
。
こ
れ
に

対
し
て
「
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
と
い
う
言
葉
は
、
ギ
リ
シ
ャ
語
の
「
家
」
を
表
す
「
オ
イ
コ
スoikos

」
と
、「
秩
序
・
法
」
を
表
す
「
ノ
モ
ス

nom
os

」
の
合
成
語
で
あ
り
、
一
定
の
ま
と
ま
り
を
も
っ
た
円
滑
な
動
き
と
い
う
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、「
ポ
リ
テ
ィ

ク
ス
」
は
国
制
と
い
う
「
公
的
な
」
領
域
に
関
わ
る
用
語
で
あ
り
、「
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
は
「
私
的
な
」
家
の
領
域
に
関
わ
る
用
語
で
あ
っ

た
。
ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
が
述
べ
た
よ
う
に
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
や
ロ
ー
マ
で
は
、
両
者
は
ま
っ
た
く
異
質
の
領
域
を
指
示
す
る
語
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
、「
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
と
い
う
語
が
成
立
す
る
余
地
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（
5
）

。

「
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
と
い
う
言
葉
は
、
一
七
世
紀
頃
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
現
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス

が
「
重
農
主
義
者
」
と
呼
ん
だ
一
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
フ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
ー
ト
が
「
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
を
語
り
始
め
た
こ
と
か
ら
、
一
気
に
広

ま
る
（
6
）

。
フ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
ー
ト
は
、
当
初
、
自
分
た
ち
を
「
エ
コ
ノ
ミ
ス
トéconom

istes

」
と
呼
び
、
自
分
た
ち
の
学
問
を
「
経
済
科
学

science économ
ique

」、
後
に
「
フ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
シ
ーphysiocratie
」
と
命
名
し
た
。「
自
然physio

」
の
「
支
配cratie

」
と
い
う
語

義
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
前
夜
の
人
為
的
な
統
治
体
制
に
よ
っ
て
が
ん
じ
が
ら
め
に
な
っ
た
フ
ラ
ン
ス
社
会
の
中
に
動

く
新
し
い
時
代
へ
の
う
ね
り
を
、
彼
ら
は
「
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
の
学
派
の
祖
師
で
あ
る
Ｆ
・
ケ
ネ
ー
（
一
六
九
四
〜

一
七
七
四
）
は
、
公
的
な
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
の
内
部
に
流
れ
る
新
時
代
へ
の
ま
と
ま
り
を
も
っ
た
動
き
を
、
一
枚
の
表
に
し
て
国
王
に
献
呈

二
二
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し
た
。
そ
れ
は
「
経
済
表tableau économ

ique

」
と
呼
ば
れ
、
フ
ラ
ン
ス
の
生
産
・
流
通
・
消
費
の
総
体
的
な
循
環
運
動
を
示
す
も
の

で
あ
っ
た
（
7
）

。

「
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
は
、「
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
」
の
体
内
で
生
成
し
て
い
る
循
環
的
活
動
と
し
て
概
念
さ
れ
た
の
で
あ
る
。「
動
き
」
で
あ
る

か
ら
、
そ
れ
自
体
で
は
掴
み
よ
う
が
な
く
と
り
と
め
の
な
い
も
の
で
あ
り
、
何
ら
か
の
「
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
」
の
枠
内
に
あ
っ
て
、「
ポ
リ

テ
ィ
ク
ス
」
に
よ
っ
て
形
が
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
一
歩
踏
み
込
ん
で
言
え
ば
、「
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
は
、「
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
・
エ
コ
ノ

ミ
ー
」
と
し
て
存
立
す
る
ほ
か
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
す
で
に
何
ら
か
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
に
よ
っ
て
形
態
規
定
さ
れ
た
眼
前
の
「
ポ
リ

テ
ィ
カ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
に
、
課
税
と
い
う
新
た
な
「
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
」
を
外
側
か
ら
ぶ
つ
け
て
み
た
と
き
に
、
当
該
の
「
ポ
リ
テ
ィ

カ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
は
ど
う
動
く
か
。
丁
度
、
物
質
の
構
造
的
特
質
を
調
べ
る
と
き
に
外
的
な
振
動
や
圧
力
の
よ
う
な
ス
ト
レ
ス
・
テ

ス
ト
を
加
え
る
よ
う
に
、
リ
カ
ー
ド
ウ
は
、「
政
治
経
済
」
に
「
課
税
」
を
衝
突
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
政
治
経
済
の
原
理
」
を
析
出

し
た
の
で
あ
っ
た
。

「
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
」
と
言
う
と
き
、
研
究
対
象
と
し
て
の
「
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
が
外
側
に
客
観
的
に
立
ち
現
れ
て
く
る
が
、
そ
の
ば
あ
い

の
「
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
は
、
一
方
で
、「
科
学
」
さ
れ
る
も
の
と
し
て
固
定
化
さ
れ
た
「
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
で
あ
り
、
他
方
で
、「
ポ
リ
テ
ィ
カ

ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
か
ら
「
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
」
が
剥
離
さ
せ
ら
れ
た
抽
象
的
な
「
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
で
あ
る
。
本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
固
定

的
で
抽
象
的
な
「
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
で
は
な
く
、「
課
税
」
に
対
面
さ
せ
た
リ
カ
ー
ド
ウ
の
「
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
に
も
う
一

度
立
ち
帰
っ
て
、
現
代
社
会
に
お
け
る
「
租
税
原
則
」
の
意
味
を
探
っ
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

二
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Ⅱ
．
租
税
原
則
の
問
題
圏

リ
カ
ー
ド
ウ
（
一
七
七
二
〜
一
八
二
三
）
は
、
ス
ミ
ス
租
税
論
か
ら
の
理
論
的
脱
却
を
図
る
叙
述
の
中
で
、
課
税
に
際
し
て
心
が
け
る
べ

き
い
く
つ
か
の
定
言
を
書
き
記
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
明
示
的
に
租
税
原
則
論
を
展
開
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
本
節
で
は
、

租
税
原
則
を
語
る
ば
あ
い
に
必
ず
参
照
基
準
と
さ
れ
る
、
Ａ
・
ス
ミ
ス
（
一
七
二
三
〜
九
〇
）
と
Ｒ
・
Ａ
・
マ
ス
グ
レ
イ
ブ
（
一
九
一
〇
〜

二
〇
〇
七
）
の
租
税
原
則
論
を
取
り
上
げ
、「
公
平
」「
中
立
」「
簡
素
」
と
い
う
諸
原
則
が
今
日
の
租
税
論
に
お
い
て
占
め
る
理
論
的
布
置

を
、
両
者
の
対
比
を
通
し
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ス
ミ
ス
は
、『
国
富
論
』
の
「
租
税
論
」
冒
頭
で
、「
租
税
一
般
に
関
す
る
四
つ
の
原
則
」
を
論
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
租
税
は
、
①
収

入
に
比
例
し
た
公
平
な
も
の
で
あ
り
、
②
誰
が
見
て
も
明
確
で
恣
意
性
の
入
り
込
む
余
地
が
な
く
、
③
徴
集
に
当
た
っ
て
は
納
税
者
の
便

宜
が
十
分
配
慮
さ
れ
、
④
徴
税
コ
ス
ト
は
極
力
低
く
抑
え
ら
れ
る
べ
き
だ
、
と
述
べ
て
い
る
。
後
に
「
公
平
」「
明
確
」「
便
宜
」「
徴
税

費
の
節
約
」
と
し
て
知
ら
れ
る
、
租
税
徴
集
上
の
四
つ
の
留
意
点
で
あ
る
（cf. S

m
ith, 825

〜26

）。

他
方
、
マ
ス
グ
レ
イ
ブ
は
、『
財
政
学
』
に
お
い
て
、
望
ま
し
い
租
税
構
造
の
た
め
の
以
下
の
六
つ
の
「
要
件
」
を
摘
記
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
①
租
税
負
担
が
「
公
平
的
」
で
「
公
正
な
分
担
」
で
あ
る
こ
と
、
②
「
経
済
的
な
決
定
へ
の
干
渉
」
を
最
小
化
し
、
効
率
的

な
市
場
へ
の
干
渉
が
も
た
ら
す
「
超
過
負
担
」
を
最
小
化
す
る
よ
う
な
租
税
が
選
択
さ
れ
る
べ
き
こ
と
、
③
投
資
意
欲
を
促
進
す
る
よ
う

に
租
税
体
系
の
公
平
へ
の
干
渉
を
最
小
に
す
る
こ
と
、
④
課
税
対
象
の
安
定
と
成
長
の
た
め
の
財
政
政
策
が
容
易
に
な
る
よ
う
な
租
税
構

造
で
あ
る
こ
と
、
⑤
公
正
で
非
恣
意
的
な
税
務
行
政
と
納
税
者
が
理
解
し
や
す
い
租
税
体
系
で
あ
る
こ
と
、
⑥
税
務
執
行
と
応
諾
の
費
用

が
低
い
こ
と
、
と
い
う
六
項
目
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
続
け
て
、「
良
い
租
税
体
系
は
公
平
・

・

、
効
率
・

・

お
よ
び
行
政
の
容
易
さ

・

・

・

・

・

・

に
適
合
す

二
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リ
カ
ー
ド
ウ
の
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
と
今
日
の
租
税
三
原
則
（
佐
藤
）

（
四
一
七
）

る
よ
う
に
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
る
べ
き
だ
」
と
述
べ
て
、
今
日
の
租
税
三
原
則
の
ほ
ぼ
下
敷
き
と
な
る
よ
う
な
叙
述
を
与
え
て
い
る

（M
usgrave, 235

〜36

）。

ス
ミ
ス
の
四
原
則
と
マ
ス
グ
レ
イ
ブ
の
六
項
目
を
単
純
に
対
照
し
て
み
れ
ば
、
ス
ミ
ス
が
基
本
的
に
租
税
支
払
者tax payer

の
目
線

か
ら
「
原
則m

axim
s

」
を
組
み
立
て
て
い
る
の
に
対
し
て
、
マ
ス
グ
レ
イ
ブ
の
「
要
件requirem

ents

」
が
租
税
徴
集
者tax 

collector

の
目
線
か
ら
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
ま
ず
指
摘
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
ス
ミ
ス
の
①
と
マ
ス
グ
レ
イ
ブ
の
①
が
「
公

平
」
原
則
に
照
応
し
て
い
る
こ
と
、
ス
ミ
ス
に
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
「
中
立
」
原
則
が
マ
ス
グ
レ
イ
ブ
で
は
②
③
④
と
し
て
独
自
に
項

目
立
て
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
ス
ミ
ス
の
②
③
④
が
マ
ス
グ
レ
イ
ブ
の
⑤
⑥
に
「
簡
素
」
原
則
と
し
て
整
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
が
指

摘
さ
れ
よ
う
。
こ
れ
ら
の
相
違
点
を
、
両
者
の
間
に
横
た
わ
る
二
〇
〇
年
の
歴
史
的
推
移
を
踏
ま
え
て
考
察
す
る
な
ら
ば
、「
公
平
」「
中

立
」「
簡
素
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
原
則
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
な
理
論
問
題
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

ま
ず
、「
公
平
」
に
関
し
て
。
両
者
の
「
公
平
」
が
、
ま
っ
た
く
異
な
る
土
俵
の
上
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
ス
ミ
ス
が
生
き
た
一
八
世
紀
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
一
九
世
紀
に
お
い
て
す
ら
、
租
税
支
払
は
基
本
的
に
一
部
の
富
裕
者
を
対

象
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
（
8
）

。
す
な
わ
ち
、
ス
ミ
ス
に
お
け
る
「
公
平
」
は
、
公
共
的
な
義
務
と
責
任
を
負
う
べ
き
富
裕
者
の
能
力
に
応
じ

た
「
公
平
」
な
責
任
分
担
へ
の
要
請
で
あ
り
、
そ
れ
に
応
じ
る
こ
と
が
「
所
有
」
の
確
立
と
結
び
つ
く
時
代
に
唱
え
ら
れ
た
租
税
原
則

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

他
方
、
二
〇
世
紀
の
マ
ス
グ
レ
イ
ブ
に
お
け
る
「
公
平
」
は
、
階
級
社
会
が
事
実
上
解
体
し
て
い
き
、「
国
民
」
が
ひ
ろ
く
租
税
支
払

者
と
し
て
登
場
し
て
き
た
時
代
の
、
受
益
に
応
じ
た
「
公
平
」
な
負
担
へ
の
要
請
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
垂
直
的
公
平
」
へ
の
大
枠
に

お
け
る
進
展
の
上
で
の
「
水
平
的
公
平
」
論
で
あ
り
、「
垂
直
的
不
公
平

・

・

・

」
を
暗
黙
の
前
提
と
し
た
ス
ミ
ス
の
「
水
平
的
公
平
」
論
と
は
、

二
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置
か
れ
た
社
会
状
態
を
ま
っ
た
く
異
に
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
世
界
史
的
レ
ベ
ル
で
見
れ
ば
、
今
後
、「
垂
直
的
公
平
」
は
、
単
に

「
所
得
」
だ
け
で
な
く
「
資
産
」
に
つ
い
て
も
、
基
本
的
に
は
さ
ら
に
い
っ
そ
う
進
展
し
て
い
く
こ
と
が
遠
望
さ
れ
、
今
日
の
「
水
平
的

公
平
」
や
「
世
代
間
公
平
」
の
議
論
も
、
大
局
的
に
は
こ
の
方
向
を
踏
ま
え
た
上
で
の
公
平
論
と
し
て
展
開
さ
れ
る
他
な
い
、
と
考
え
て

よ
い
だ
ろ
う
。

次
に
、「
中
立
」
に
つ
い
て
。
マ
ス
グ
レ
イ
ブ
に
お
け
る
「
中
立
」
原
則
の
定
式
化
は
、
ス
ミ
ス
以
後
の
地
球
的
な
規
模
で
の
世
界
経

済
の
拡
大
を
背
景
に
主
張
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
マ
ス
グ
レ
イ
ブ
は
、
Ａ
・
Ｈ
・
ワ
グ
ナ
ー
（
一
八
三
五
〜
一
九
一
七
）
が
一
九
世
紀
の
「
公

的
支
出
費
の
上
昇
」
を
見
通
し
て
、
国
民
経
済
の
発
展
を
阻
害
し
な
い
よ
う
な
課
税
へ
の
「
社
会
的
配
慮
」
を
立
言
し
た
こ
と
を
高
く
評

価
し
紹
介
し
て
い
る
（M

usgrave, 142
）。
も
ち
ろ
ん
、「
政
治
」
か
ら
「
経
済
」
を
分
離
さ
せ
、「
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
へ
の
「
ポ
リ
テ
ィ
ク

ス
」
の
浸
潤
の
防
遏
に
よ
っ
て
国
富
増
大
を
企
図
し
た
の
が
他
な
ら
ぬ
ス
ミ
ス
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
す
る
な
ら
ば
、
ワ
グ
ナ
ー
や
マ
ス

グ
レ
イ
ブ
が
唱
え
た
「
中
立
」
原
則
は
ス
ミ
ス
も
含
む
経
済
学
者
に
と
っ
て
不
動
の
一
貫
し
た
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
、
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

と
は
い
え
、「
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
へ
の
「
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
」
の
干
渉
の
排
除
は
、
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
に
お
い
て
侵
し
え
な
い
不
文
律
と
し
て

必
ず
し
も
常
に
聖
別
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
マ
ス
グ
レ
イ
ブ
に
お
い
て
も
、
確
か
に
一
方
で
は
、「
経
済
的
決
定
に
対
す

る
干
渉
」
を
小
さ
く
す
る
こ
と
に
よ
る
「
効
率
的
な
市
場
」
の
確
保
が
説
か
れ
て
は
い
る
が
（M

usgrave, 235

）、
同
時
に
他
方
で
は
、
も

し
市
場
が
不
完
全
な
ば
あ
い
に
は
「
中
立
」
原
則
は
妥
当
し
な
い
、
と
語
る
こ
と
も
忘
れ
ら
れ
て
は
い
な
い
。
効
率
的
な
状
態
の
市
場
に

新
た
に
導
入
さ
れ
る
租
税
は
中
立
的
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
命
題
は
正
し
い
と
し
て
も
、
す
で
に
歪
ん
で
い
る
市
場
を
匡
正
す
る
た
め
に

導
入
さ
れ
る
租
税
が
中
立
的
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
、
と
マ
ス
グ
レ
イ
ブ
は
述
べ
て
い
る
（M

usgrave, 324 （9
）

）。「
市

場
」
が
超
歴
史
的
に
万
能
で
あ
り
え
な
い
こ
と
は
、
マ
ス
グ
レ
イ
ブ
に
お
い
て
も
自
明
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

二
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最
後
に
、「
簡
素
」
に
つ
い
て
。
租
税
支
払
い
が
ひ
ろ
く
「
国
民
」
全
般
に
普
及
し
た
今
日
、
租
税
負
担
を
嫌
悪
す
る
義
務
感
な
き
一

般
大
衆
の
直
接
的
感
情
を
土
壌
に
し
て
、
租
税
徴
集
シ
ス
テ
ム
の
「
簡
素
」
の
原
則
は
、
問
答
無
用
で
あ
る
か
に
見
え
る
。
批
判
の
鉾
先

は
、
租
税
徴
集
機
構
ば
か
り
で
な
く
、
租
税
支
出
項
目
で
あ
る
立
法
議
員
の
歳
費
・
官
僚
機
構
の
経
費
等
々
を
経
て
、
政
府
機
構
全
体
に

ま
で
及
び
つ
つ
あ
る
こ
と
は
、
今
日
、
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
現
象
は
、
マ
ス
グ
レ
イ
ブ
が
そ
の
第
五
番
目
の
項
目
で
、「
租
税
体
系
は
公
正
か
つ
非
恣
意
的
な
税
務
行
政
を
可
能
に
し
、
納
税

者
に
理
解
さ
れ
う
るunderstandable

も
の
で
あ
る
べ
き
だ
」（M

usgrave, 235

）
と
述
べ
て
い
た
こ
と
と
、
併
せ
考
え
て
み
る
必
要
が
あ

る
だ
ろ
う
。
こ
の
言
葉
は
、
納
税
者
が
「
理
解
」
で
き
る
よ
う
に
租
税
体
系
の
公
正
と
税
務
行
政
の
非
恣
意
性
が
確
保
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
、
と
読
め
る
わ
け
だ
が
、「
簡
素
」
化
に
よ
っ
て
深
め
ら
れ
た
納
税
者
の
課
税
機
構
全
体
へ
の
「
理
解
」
は
、
必
ず
し
も
一
方
的

に
政
府
規
模
縮
減
に
向
か
う
と
は
限
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
ス
ミ
ス
は
、「
徴
税
費
の
節
約
」
に
つ
い
て
、「
す
べ
て
の
租
税
は
、
人
民
の
ポ

ケ
ッ
ト
か
ら
取
り
立
て
る
に
せ
よ
、
ま
た
収
入
が
ポ
ケ
ッ
ト
に
入
ら
ぬ
よ
う
に
し
て
し
ま
う
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
の
分
と
国
庫
に
入
る
分
と

の
差・

が
、
で
き
る
だ
け
小
さ
く
な
る
よ
う
に
工
夫
す
べ
き
で
あ
る
」（S

m
ith, 826

）
と
述
べ
て
、
徴
税
費
用
を
、
国
庫
と
私
的
収
入
の

「
差
」
と
い
う
相
関
関
係
の
位
相
の
中
で
問
題
設
定
し
て
い
た
。
今
後
、
税
務
行
政
か
ら
国
家
機
構
全
体
へ
と
視
野
を
広
げ
て
い
く
納
税

者
の
「
理
解
」
の
深
ま
り
と
と
も
に
、「
簡
素
」
の
原
則
は
、
ど
の
よ
う
な
「
政
府
」
を
つ
く
る
か
と
い
う
議
論
（
そ
れ
は
場
合
に
よ
っ
て

は
政
府
規
模
の
拡
大
も
含
み
う
る
）
の
中
で
模
索
さ
れ
て
い
く
、
と
考
え
ら
れ
る
。

ス
ミ
ス
か
ら
マ
ス
グ
レ
イ
ブ
に
至
る
約
二
〇
〇
年
の
間
に
、
租
税
原
則
論
は
、〝
租
税
論
〞
か
ら
〝
課
税
論
〞
へ
と
シ
フ
ト
し
た
。
ま

た
、
租
税
支
払
い
の
大
衆
化
と
増
大
す
る
財
源
確
保
の
た
め
の
経
済
発
展
へ
の
期
待
は
、「
公
平
」
原
則
が
置
か
れ
た
土
俵
の
転
換
と

「
中
立
」
原
則
の
比
重
の
増
大
、
そ
し
て
「
簡
素
」
原
則
に
お
け
る
新
た
な
論
点
の
胚
胎
と
い
う
、
諸
局
相
を
展
開
さ
せ
つ
つ
あ
る
。
で
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は
、
発
展
的
状
態
か
ら
安
定
的
状
態
に
移
行
す
る
様
相
を
見
せ
つ
つ
あ
る
今
日
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
の
中
で
、「
公
平
」「
中
立
」「
簡
素
」
の

三
原
則
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
議
論
の
軸
足
を
ど
の
よ
う
に
移
動
さ
せ
て
い
く
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
、
リ
カ
ー
ド
ウ
課
税
論
と
い
う
、
経
済

学
の
も
う
一
つ
の
古
典
の
篩
の
目
を
潜
ら
せ
な
が
ら
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

Ⅲ
．
リ
カ
ー
ド
ウ
課
税
論
の
表
層

リ
カ
ー
ド
ウ
の
課
税
論
は
、
モ
ル
ト
税
や
タ
バ
コ
税
や
農
業
用
馬
税
や
、
あ
る
い
は
所
得
税
の
よ
う
な
、
当
時
の
具
体
的
な
税
収
項
目

に
触
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
ま
た
、
地
租
・
消
費
税
・
関
税
を
基
幹
と
す
る
歳
入
構
造
そ
の
も
の
を
直
接
検
討
す
る
こ
と
も
な
く
、

ま
と
ま
っ
た
租
税
原
則
が
示
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
。
リ
カ
ー
ド
ウ
が
論
じ
た
の
は
、「
課
税
」
と
い
う
政
治
的
制
度
が
、
金
流
出
制
限
や

穀
物
輸
入
制
限
の
よ
う
な
制
度
的
障
害
と
同
じ
よ
う
に
、
一
国
の
富
と
労
働
に
と
っ
て
マ
イ
ナ
ス
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ

れ
と
の
対
比
で
言
え
ば
、「
機
械
の
発
明
」
は
、
一
国
の
富
に
と
っ
て
明
ら
か
に
プ
ラ
ス
に
作
用
す
る
。「
課
税
」
と
「
機
械
」
が
「
富
」

と
「
価
値
」
へ
の
作
用
に
お
い
て
対
極
に
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
リ
カ
ー
ド
ウ
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

「
国
内
製
造
業
を
物
質
的
に
改
良
す
る
機
械
・

・

の
発
明
は
、
つ
ね
に
貨
幣
の
相
対
価
値
を
引
き
上
げ
、
そ
れ
ゆ
え
貨
幣
の
輸
入
を
促
進
す

る
傾
向
が
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
す
べ
て
の
課
税
・

・

、
つ
ま
り
諸
商
品
の
製
造
業
者
あ
る
い
は
栽
培
業
者
に
対
す
る
す
べ
て
の
障
害
の
増

加
は
、
貨
幣
の
相
対
価
値
を
引
き
下
げ
、
そ
れ
ゆ
え
貨
幣
の
輸
出
を
促
進
す
る
傾
向
が
あ
る
。」（R

icardo, 214

）

課
税
が
エ
コ
ノ
ミ
ー
の
障
害
で
あ
る
、
と
考
え
る
点
で
は
、
リ
カ
ー
ド
ウ
も
ま
た
マ
ス
グ
レ
イ
ブ
と
同
様
に
、
基
本
的
に
ス
ミ
ス
を
ひ

き
継
い
で
い
る
。
リ
カ
ー
ド
ウ
の
課
税
論
が
特
筆
さ
れ
る
の
は
、
ス
ミ
ス
が
先
鞭
を
付
け
た
「
富
」
と
い
う
エ
コ
ノ
ミ
ー
の
領
域
を
、
そ

の
原
理
で
あ
る
「
資
本
」
を
中
心
に
し
て
さ
ら
に
立
体
的
に
組
み
上
げ
て
い
っ
た
こ
と
に
お
い
て
で
あ
る
。
リ
カ
ー
ド
ウ
は
、「
富
」
の

二
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い
わ
ば
主
体
的
本
質
で
あ
る
「
資
本
」
に
課
さ
れ
る
租
税
が
回
避
さ
れ
る
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
う
言
明
し
て
い
る
。

「
政
府
の
政
策
は
、
人
民
の
中
に
資
本
と
所
得
を
増
加
し
よ
う
と
す
る
気
質
を
奨
励
す
る
も
の
で
あ
る
べ
き
で
、
資
本
に
不
可
避
に
か

か
っ
て
く
る
よ
う
な
租
税
は
決
し
て
課
す
べ
き
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
よ
う
な
租
税
を
課
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
労
働
維

持
の
元
本
を
減
損
し
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
国
の
将
来
の
生
産
を
減
少
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。」（R

icardo, 153

）

回
避
さ
れ
る
べ
き
だ
と
言
い
な
が
ら
、
次
節
で
論
じ
る
よ
う
に
、
結
局
は
租
税
が
資
本
に
も
か
か
っ
て
く
る
、
と
リ
カ
ー
ド
ウ
は
考
え

て
い
る
。
と
は
い
え
多
く
の
人
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
リ
カ
ー
ド
ウ
課
税
論
の
も
っ
と
も
目
に
付
く
議
論
は
、
租
税
が
す
べ
て
商
品
価
格

に
転
嫁
さ
れ
て
消
費
者
の
「
収
入
」
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
る
（
し
た
が
っ
て
「
資
本
」
に
直
接
か
か
っ
て
く
る
こ
と
は
ひ
と
ま
ず
な
い
）、
と
押

さ
え
る
点
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ス
ミ
ス
に
お
い
て
は
、
農
業
部
面
に
課
税
さ
れ
た
ば
あ
い
に
は
、
農
業
者
は
地
代
支
払
い
の
際
に
そ
の

租
税
分
を
あ
ら
か
じ
め
差
し
引
い
て
地
代
を
支
払
う
か
ら
農
産
品
価
格
が
上
昇
す
る
こ
と
は
な
い
、
と
論
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
に
対

し
て
リ
カ
ー
ド
ウ
は
、
農
産
品
を
特
別
扱
い
せ
ず
、
租
税
は
す
べ
て

・

・

・

商
品
価
格
を
上
昇
さ
せ
る
と
い
う
、
全
面
的
な
価
格
転
嫁
論
を
対
置

さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。

「
原
生
産
物
に
対
す
る
租
税
は
、
地
主
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
農
業
者
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
る
こ
と
も
な
い
だ

ろ
う
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
そ
れ
は
、
増
加
さ
れ
た
価
格
の
か
た
ち
で
、
消
費
者
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
る
だ
ろ
う
。」（R

icardo, 157

）

ス
ミ
ス
は
、
租
税
は
最
終
的
な
支
払
い
源
泉
で
あ
る
純
生
産
物
を
産
む
土
地
に
直
接
賦
課
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
フ
ィ
ジ
オ
ク

ラ
ー
ト
の
土
地
単
一
税
に
、
単
純
に
与
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
租
税
に
よ
る
農
産
品
価
格
の
上
昇
を
否
認
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
結
局
は
、
フ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
ー
ト
と
同
じ
結
論
（
地
代
に
よ
る
租
税
支
払
い
）
に
陥
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
、
と
リ
カ
ー
ド
ウ
は
批
判
的

に
ス
ミ
ス
を
眺
め
て
い
る
。
賃
金
税
を
例
に
取
っ
て
、
リ
カ
ー
ド
ウ
は
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。
ス
ミ
ス
に
よ
れ
ば
、
賃
金
税
に
よ
っ
て
製
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造
品
価
格
は
上
昇
し
て
も
農
産
品
価
格
は
上
昇
し
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
、
価
格
上
昇
し
た
製
造
品
に
よ
る
賃
金
の
上
昇
が
さ
ら
に
製
造

品
価
格
を
引
き
上
げ
、
こ
う
し
て
、「
ま
ず
賃
金
の
財
貨
に
対
す
る
、
次
に
財
貨
の
賃
金
に
対
す
る
作
用
・
反
作
用
は
、
ど
ん
な
指
定
さ

れ
う
る
制
限
も
な
し
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
」
こ
と
に
な
り
、
結
局
は
、「
地
主
だ
け
に
こ
れ
ら
の
租
税
の
全
負
荷
が
か
か
っ
て
く
る
」
と

い
う
「
馬
鹿
馬
鹿
し
い
結
論
に
導
く
」
こ
と
に
な
る
、
と
（R

icardo, 224

〜25

）。
こ
の
よ
う
な
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
を
避
け
て
、
リ
カ
ー
ド

ウ
は
、
租
税
が
農
産
品
も
含
め
た
す
べ
て
の
商
品
価
格
を
上
昇
さ
せ
る
と
い
う
全
面
的
な
租
税
転
嫁
論
を
展
開
し
た
の
で
あ
っ
た
。

「
必
需
品
で
あ
れ
奢
侈
品
で
あ
れ
、
す
べ
て
の
商
品
に
対
す
る
課
税
は
、
貨
幣
が
不
変
の
価
値
の
ま
ま
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
商
品
の

価
格
を
少
な
く
と
も
租
税
と
同
額
だ
け
引
き
上
げ
る
だ
ろ
う
。」（R

icardo, 243

）

リ
カ
ー
ド
ウ
は
、「
租
税
は
最
初
に
不
公
平
で
な
い
か
ぎ
り
決
し
て
不
公
平
に
は
な
り
え
な
い
」（R

icardo, 186

）
と
述
べ
て
い
る
よ
う

に
、
価
格
転
嫁
プ
ロ
セ
ス
の
無
差
別
性
を
評
価
し
て
い
る
。
こ
の
評
価
の
主
張
が
、
市
場
の
「
中
立
」
性
の
観
念
と
結
び
つ
き
、
租
税
の

「
中
立
」
原
則
に
繋
が
っ
て
い
く
こ
と
は
、
容
易
に
予
測
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
リ
カ
ー
ド
ウ
は
、
以
下
の
よ
う
に
、
市
場

（
価
格
プ
ロ
セ
ス
）
の
自
由
は
必
要
と
す
る
人
に
資
本
を
も
っ
と
も
有
効
に
配
分
す
る
、
と
も
述
べ
て
い
る
。

「
一
般
的
繁
栄
の
た
め
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
財
産
の
譲
渡
お
よ
び
交
換
に
対
し
て
あ
ま
り
に
も
多
く
の
便
宜
が
与
え
ら
れ
す
ぎ
る

と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
よ
う
な
手
段
に
よ
っ
て
こ
そ
、
お
そ
ら
く
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
資
本
が
、
そ
の
国
の
生

産
物
の
増
加
に
も
っ
と
も
有
効
に
資
本
を
使
用
す
る
人
々
の
手
に
入
り
易
く
な
り
そ
う
だ
か
ら
で
あ
る
。」（R

icardo, 154

〜55

）

し
か
し
、
市
場
の
放
任
こ
そ
が
「
資
本
」
の
有
効
配
分
に
通
じ
る
と
読
め
る
こ
の
記
述
が
、
特
定
の
所
得
を
特
別
に
狙
い
撃
ち
に
す
る

よ
う
な
課
税
対
象
の
選
択
は
避
け
ら
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
文
脈
の
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
は
、
十
分
に
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ

る
。
リ
カ
ー
ド
ウ
は
、
ス
ミ
ス
が
推
し
た
敷
地
地
代
や
公
債
利
子
へ
の
特
別
税
は
、
た
と
え
道
徳
的
・
心
情
的
な
支
持
が
得
ら
れ
る
と
し

三
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て
も
、「
公
正
」
と
い
う
点
で
好
ま
し
く
な
い
、
と
述
べ
て
、
こ
う
反
対
し
て
い
る
。

「
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
は
、
敷
地
地
代
を
課
税
の
た
め
に
特
に
適
し
た
物
件
と
み
な
し
て
い
る
。
…
…
こ
れ
ら
の
租
税
の
効
果
が
、
ア
ダ

ム
・
ス
ミ
ス
が
述
べ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
一
社
会
の
あ
る
特
定
階
級
の
収
入
に
排
他

的
に
課
税
す
る
の
は
、
確
か
に
非
常
に
不
公
正unjust

で
あ
ろ
う
。
国
家
の
負
担
は
す
べ
て
の
者
に
よ
っ
て
、
そ
の
資
力
に
比
例
し
て

担
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。」（R

icardo, 203

〜4

）

そ
し
て
リ
カ
ー
ド
ウ
は
、
原
生
産
物
に
対
す
る
租
税
は
賃
金
を
引
き
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
利
潤
を
引
き
下
げ
る
が
、
地
主
や
公
債
所

有
者
の
よ
う
な
「
固
定
的
所
得
」
の
享
受
者
の
所
得
は
無
税
の
ま
ま
に
し
て
お
か
れ
る
か
ら
不
公
平
で
あ
る
、
と
い
う
批
判
に
対
し
て
、

も
し
そ
の
よ
う
な
不
公
平
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
相
殺
税
を
課
し
て
事
後
的
に
調
整
す
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
で
は
な
い
か
、
と
も
述

べ
て
い
る
。
価
格
プ
ロ
セ
ス
が
潜
在
さ
せ
る
「
不
公
平
」
性
を
、
リ
カ
ー
ド
ウ
は
明
瞭
に
察
知
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
も
し
も
租
税
の
作
用
が
不
公
平
な
ら
ば
、
立
法
府
は
、
土
地
の
地
代
お
よ
び
公
債
の
配
当
金
に
直
接
に
課
税
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
れ
を
公
平
に
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
各
人
の
私
事
を
詮
索
し
た
り
、
自
由
国
の
慣
習
と
感
情
に
も
と
る
権
力
を

収
税
吏
に
与
え
た
り
す
る
と
い
う
、
い
ま
わ
し
い
手
段
に
訴
え
る
不
便
な
し
に
、
所
得
税
の
す
べ
て
の
目
的
は
達
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。」

（R
icardo, 160

〜61

）

以
上
を
通
し
て
読
み
取
れ
る
こ
と
は
、
リ
カ
ー
ド
ウ
が
価
格
転
嫁
プ
ロ
セ
ス
を
支
持
す
る
の
は
、
経
済
的
な
「
公
平
」
性
が
も
た
ら
さ

れ
る
か
ら
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
無
差
別
性
に
よ
っ
て
「
所
有
」
に
対
す
る
政
治
的
な
「
中
立
」
性
が
確
保
さ
れ
る
か
ら
だ
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
各
人
の
私
事
の
詮
索
を
ひ
き
起
こ
し
「
所
有
」
侵
害
に
繋
が
る
懼
れ
が
あ
る
課
税
対
象
の
事
前
的
な
選
択
は
回
避
さ
れ
る
べ

き
で
あ
り
、
そ
の
前
提
の
上
で
こ
そ
資
本
も
有
効
に
配
分
さ
れ
う
る
、
と
い
う
の
が
リ
カ
ー
ド
ウ
の
基
本
認
識
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

三
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で
は
、
租
税
額
分
だ
け
商
品
価
格
を
上
昇
さ
せ
る
と
い
う
価
格
プ
ロ
セ
ス
は
、「
資
本
」
に
ど
の
よ
う
な
作
用
を
及
ぼ
す
の
だ
ろ
う
か
。

「
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
に
「
課
税
」
を
ぶ
つ
け
た
と
き
、
農
業
部
面
で
あ
る
か
製
造
業
部
面
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
被
課
税
商

品
の
価
格
上
昇
が
生
じ
る
と
リ
カ
ー
ド
ウ
は
押
さ
え
た
が
、
こ
の
全
面
的
な
租
税
転
嫁
論
と
資
本
配
分
プ
ロ
セ
ス
と
の
関
連
は
ど
う
捉
え

ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
節
を
改
め
て
論
じ
よ
う
。

Ⅳ
．
リ
カ
ー
ド
ウ
課
税
論
の
深
層

リ
カ
ー
ド
ウ
が
『
原
理
』
の
表
題
を
、
ス
ミ
ス
の
よ
う
に
「
租
税T

axes

」
で
な
く
て
「
課
税T

axation

」
と
し
た
こ
と
は
、
リ
カ
ー

ド
ウ
が
租
税
を
、
租
税
支
払
者
で
は
な
く
て
租
税
徴
集
者
の
目
線
か
ら
論
じ
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
と
は
い
え
、
租
税
は
ひ
と
ま

ず
す
べ
て
価
格
に
転
嫁
さ
れ
る
と
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
課
徴
に
際
し
て
の
課
税
項
目
の
選
別
は
厳
し
く
拒
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、

租
税
徴
集
者
の
出
る
幕
は
な
い
。
こ
れ
は
、
リ
カ
ー
ド
ウ
に
ま
と
ま
っ
た
租
税
原
則
論
が
な
い
理
由
で
も
あ
る
。

確
か
に
リ
カ
ー
ド
ウ
は
、
課
税
の
選
択
を
退
け
て
価
格
転
嫁
プ
ロ
セ
ス
に
依
拠
す
べ
き
だ
、
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
上
で
見
た
よ

う
に
、
そ
の
ば
あ
い
に
リ
カ
ー
ド
ウ
が
語
ろ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
課
税
選
択
に
よ
っ
て
資
本
配
分
に
人
為
的
な
影
響
を
も
ち
込
む
よ
り

も
価
格
転
嫁
プ
ロ
セ
ス
が
具
え
て
い
る
無
差
別
性
に
依
拠
す
る
方
が
（
所
有
へ
の
侵
害
が
回
避
で
き
る
か
ら
）
ベ
タ
ー
で
あ
る
、
と
い
う
い

わ
ば
政
治
的
な
理
由
で
あ
っ
て
、
価
格
プ
ロ
セ
ス
（
市
場
）
が
資
本
の
最
適
配
分
を
も
た
ら
す
と
い
う
経
済
的
な
理
由
で
は
必
ず
し
も
な

か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
逆
に
、
価
格
プ
ロ
セ
ス
の
経
済
的
攪
乱
に
つ
い
て
さ
え
も
、
リ
カ
ー
ド
ウ
は
語
っ
て
い
る
。

例
え
ば
、
リ
カ
ー
ド
ウ
は
、
賃
金
税
の
よ
う
に
す
べ
て
の
商
品
に
一
律
に
か
か
っ
て
く
る
租
税
は
、
諸
商
品
の
相
対
価
値
を
修
正
す
る
た

め
に
立
法
府
の
意
図
と
は
異
な
る
「
間
接
的
効
果
」
を
も
た
ら
す
、
と
述
べ
て
い
る
。
各
事
業
部
面
の
固
定
資
本
と
流
動
資
本
の
構
成
比

三
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率
の
相
違
が
、
租
税
賦
課
に
対
し
て
異
な
っ
た
比
率
で
商
品
価
格
を
上
昇
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
リ
カ
ー
ド
ウ
課
税
論
に
お
い
て
市
場
は
、

資
本
配
分
に
作
用
す
る
能
動
的
な
原
因
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
受
動
的
な
結
果
と
い
う
べ
き
位
置
も
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
課
税
が
、
す
べ
て
の
商
品
の
価
値
に
同
じ
比
率
で
作
用
し
て
、
そ
れ
ら
の
商
品
を
従
前
ど
お
り
同
じ
相
対
価
値
に
保
つ
よ
う
に
公
平

に
適
用
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
は
、
し
ば
し
ば
そ
の
間
接
的
効
果
の
た
め
に
、
立
法
府
の
意
図
と
は
非
常

に
異
な
っ
て
作
用
す
る
。」（R

icardo, 239

）

租
税
は
市
場
に
お
い
て
商
品
価
格
に
転
嫁
さ
れ
る
が
、
そ
の
際
、
既
存
の
資
本
構
成
に
応
じ
て
価
格
の
上
昇
率
に
歪
み
が
生
じ
て
く
る
、

と
言
う
の
で
あ
る
。
リ
カ
ー
ド
ウ
課
税
論
に
お
け
る
市
場
は
資
本
配
分
の
原
因
と
い
う
よ
り
も
受
動
的
な
結
果
で
あ
る
、
と
述
べ
た
所
以

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
立
論
が
も
つ
意
味
は
、
Ｊ
│

Ｂ
・
セ
イ
（
一
七
六
七
〜
一
八
三
二
）
に
対
す
る
リ
カ
ー
ド
ウ
の
批
判
を
通
し
て
、
よ
り

明
瞭
に
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。

周
知
の
よ
う
に
、
リ
カ
ー
ド
ウ
は
『
原
理
』
の
随
所
で
、
セ
イ
の
〝
需
給
説
〞
を
批
判
し
て
〝
生
産
費
説
〞
を
主
張
し
て
い
る
。
セ
イ

は
、
租
税
に
よ
っ
て
商
品
価
格
が
上
昇
す
る
が
、
租
税
の
全
額
が
商
品
価
格
に
転
嫁
す
る
こ
と
は
な
い
、
な
ぜ
な
ら
ば
、
あ
た
か
も
「
発

射
す
る
弾
丸
に
作
用
す
る
と
同
時
に
後
退
さ
せ
る
銃
身
に
も
作
用
す
る
火
薬
の
力
」
の
よ
う
に
、
商
品
価
格
が
上
昇
す
れ
ば
、
商
品
需
要

が
萎
縮
し
そ
れ
に
応
じ
て
商
品
供
給
も
縮
減
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
租
税
は
消
費
者
に
か
か
る
だ
け
で
な
く
、
供
給

を
縮
小
す
る
生
産
者
に
も
か
か
っ
て
く
る
、
と
述
べ
た
（S

ay, 1018
）。
こ
れ
に
対
し
て
リ
カ
ー
ド
ウ
は
、
確
か
に
個
々
の
商
品
に
関
し

て
は
セ
イ
の
言
う
通
り
だ
が
、
一
国
の
レ
ベ
ル
で
は
商
品
需
要
と
商
品
供
給
が
全
体
と
し
て
減
少
す
る
と
は
必
ず
し
も
言
え
ず
、
租
税
は

商
品
価
格
に
転
嫁
さ
れ
消
費
者
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
る
と
い
う
理
論
枠
は
堅
持
さ
れ
、〝
需
給
説
〞
で
な
く
〝
生
産
費
説
〞
が
貫
徹
す
る

こ
と
に
な
る
、
と
反
論
し
た
の
で
あ
っ
た
（cf. R

icardo, 243, 383

）。
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こ
の
議
論
は
、
以
下
の
引
用
文
と
併
せ
て
読
ま
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
リ
カ
ー
ド
ウ
は
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。
も
し
租
税
賦
課

が
、
利
潤
税
の
よ
う
に
全
商
品
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
全
商
品
の
価
格
が
全
般
的
に
上
昇
し
、
す
る
と
、
消
費
者
は
お
互
い
に
価

格
上
昇
し
た
商
品
を
購
買
し
合
う
こ
と
に
な
る
か
ら
価
格
上
昇
分
は
相
殺
さ
れ
て
し
ま
い
、
そ
れ
ゆ
え
価
格
に
転
嫁
し
た
租
税
は
消
費
者

に
よ
っ
て
は
支
払
わ
れ
え
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
、
と
。

「
も
し
彼
ら
が
す
べ
て
、
利
潤
に
関
す
る
租
税
の
引
き
当
て
の
た
め
に
彼
ら
の
財
貨
の
価
格
を
引
き
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、

彼
ら
は
す
べ
て
お
互
い
の
商
品
の
消
費
者
な
の
だ
か
ら
租
税
は
け
っ
し
て
支
払
わ
れ
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
と
い
う

の
は
、
も
し
す
べ
て
の
者
が
補
償
さ
れ
る
の
な
ら
ば
、
い
っ
た
い
誰
が
納
税
者
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
？
」（R

icardo, 226

）

リ
カ
ー
ド
ウ
は
、
租
税
を
価
格
に
転
嫁
し
消
費
者
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
る
と
い
う
市
場
プ
ロ
セ
ス
が
機
能
麻
痺
す
る
こ
と
に
、
言
及
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
セ
イ
の
ば
あ
い
に
は
、
租
税
に
よ
る
商
品
価
格
の
上
昇
は
商
品
の
需
要
と
供
給
を
縮
減
さ
せ
資
本
移
動
を
ひ
き
起
こ

す
と
い
う
よ
う
に
、
市
場
は
あ
く
ま
で
有
効
に
機
能
す
る
能
動
的
な
主
体
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
リ
カ
ー
ド
ウ
の
ば
あ

い
に
は
、
租
税
を
商
品
価
格
に
転
嫁
さ
せ
る
と
い
う
点
で
は
市
場
は
有
効
に
作
動
す
る
の
だ
が
、
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
商
品
価
格
へ
の

転
嫁
が
進
行
し
価
格
転
嫁
が
全
面
化
す
る
に
つ
れ
て
市
場
の
効
果
は
逆
に
希
薄
と
な
っ
て
い
き
、
つ
い
に
は
消
費
者
に
よ
っ
て
租
税
が
負

担
さ
れ
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
臨
界
点
の
出
現
を
迎
え
る
に
至
る
、
と
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
リ
カ
ー
ド
ウ
に
お
い
て
「
生
産
者
」

が
登
場
す
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
地
点
に
お
い
て
で
あ
る
。
市
場
に
お
け
る
需
要
と
供
給
の
減
少
を
直
ち
に
「
生
産
者
」
に
よ
る
負
担
へ

と
結
び
つ
け
る
セ
イ
の
平
面
的
な
議
論
と
は
違
っ
て
、
リ
カ
ー
ド
ウ
は
、
需
要
も
供
給
も
減
少
せ
ず
租
税
が
価
格
に
転
嫁
さ
れ
る
と
い
う

枠
組
み
は
動
か
さ
ず
に
お
い
た
ま
ま
で
、「
消
費
者
」
に
よ
る
租
税
負
担
の
不
可
能
（
生
産
者
に
よ
る
租
税
負
担
）
を
出
現
さ
せ
る
の
で
あ

る
。
リ
カ
ー
ド
ウ
の
下
で
は
、「
消
費
者
」
と
「
生
産
者
」
は
セ
イ
の
よ
う
に
同
一
平
面
に
横
並
び
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
価
格
プ
ロ

三
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セ
ス
の
い
わ
ば
表
層
と
深
層
に
位
相
を
異
に
し
て
配
置
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
租
税
は
生
産
者
の
「
資
本
」
と
消
費
者
の
「
収
入
」

に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
る
と
述
べ
た
、『
原
理
』
課
税
論
の
冒
頭
章
（
第
八
章
）
の
以
下
の
一
文
は
、
こ
の
論
脈
で
理
解
す
べ
き
だ
ろ
う
。

「
租
税
は
、
一
国
の
土
地
と
労
働
の
生
産
物
の
う
ち
、
政
府
の
自
由
処
分
に
任
さ
れ
る
部
分
で
あ
る
。
そ
し
て
究
極
的
に
は
、
そ
の
国

の
資
本
・

・

か
収
入

・

・

の
ど
ち
ら
か
か
ら
支
払
わ
れ
る
。」（R

icardo, 150

）

リ
カ
ー
ド
ウ
は
、
機
能
麻
痺
す
る
市
場
を
見
据
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
リ
カ
ー
ド
ウ
の
視
座
は
、
恐
ら
く
、
彼
の
歴
史
認

識
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
リ
カ
ー
ド
ウ
は
、『
原
理
』
第
四
章
「
自
然
価
格
と
市
場
価
格
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
市
場
価
格
が
自
然
価

格
を
下
回
れ
ば
資
本
が
移
出
し
、
自
然
価
格
を
上
回
れ
ば
資
本
が
移
入
し
て
く
る
と
い
う
、
資
本
移
動
を
伴
う
価
格
プ
ロ
セ
ス
の
「
原

理
」（
こ
れ
は
資
本
配
分
に
も
通
じ
て
い
く
）
に
つ
い
て
詳
述
し
て
い
た
が
、
そ
の
際
、「
活
動
的
で
あ
る
」
は
ず
の
こ
の
「
原
理
」
が
作
動

せ
ず
「
資
本
家
」
が
「
自
分
の
場
所
」
を
ま
だ
見
つ
け
ら
れ
ず
に
混
迷
し
て
い
る
「
例
外
」
的
な
自
ら
の
時
代
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に

語
っ
て
い
る
。

「
資
本
を
各
事
業
に
ま
さ
に
要
求
さ
れ
る
額
だ
け
配
分
す
る
原
理
は
、
一
般
的
に
想
定
さ
れ
る
以
上
に
活
動
的
で
あ
る
こ
と
を
認
め
ざ

る
を
え
な
い
。
…
…
﹇
し
か
し
な
が
ら
﹈
現
在
は

・

・

・

、
こ
の
所
見
の
正
当
さ
に
対
す
る
例
外

・

・

の
一
つ
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
戦
争
の
終

結
が
、
以
前
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
存
在
し
て
い
た
雇
用
の
分
割
を
あ
ま
り
に
も
撹
乱
し
た
の
で
、
ど
の
資
本
家
も
、
今
必
要
に
な
っ
た
新
た
な

分
割
の
中
に
自
分
の
場
所
を
ま
だ
見
つ
け
て
い
な
い
の
で
あ
る
。」（R

icardo, 90

）

「
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
に
「
租
税
」
と
い
う
「
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
」
を
ぶ
つ
け
て
み
る
こ
と
を
通
し
て
、「
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
・

エ
コ
ノ
ミ
ー
」
が
表
層
の
「
収
入
」
の
領
域
の
深
層
に
「
資
本
」
の
領
域
を
並
走
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
、
リ
カ
ー
ド
ウ
は
以
上
の
よ
う
に

し
て
抉
り
出
す
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
、
両
層
の
間
を
走
り
抜
け
て
い
く
価
格
プ
ロ
セ
ス
が
展
開
す
る
場
と
し
て
の
「
市
場
」
は
、
資
本

三
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に
対
す
る
能
動
的
な
外
貌
を
も
ち
つ
つ
も
、
実
は
、
既
存
の
投
資
構
造
に
深
く
捕
ら
え
ら
れ
た
受
動
的
な
も
の
で
も
あ
っ
た
。
し
か
も
ま

た
、
租
税
の
商
品
価
格
へ
の
転
嫁
が
全
面
化
し
て
い
っ
た
い
わ
ば
そ
の
絶
頂
に
お
い
て
租
税
転
嫁
の
不
可
能
に
急
転
す
る
と
い
う
叙
述
展

開
の
中
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、〝
中
立
〞
的
で
無
差
別
的
な
価
格
プ
ロ
セ
ス
の
中
に
潜
在
す
る
〝
市
場
停
止
〞
へ
の
リ
カ
ー
ド
ウ
の
視
座
を

読
み
取
っ
た
。
市
場
が
機
能
麻
痺
し
資
本
が
低
迷
の
様
相
を
見
せ
て
い
る
今
日
の
「
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
を
考
え
る
上
で
、

リ
カ
ー
ド
ウ
課
税
論
の
理
論
的
可
能
性
は
大
き
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

Ⅴ
．
今
日
の
租
税
原
則
論

租
税
原
則
は
、
そ
れ
自
体
が
歴
史
的
産
物
で
あ
り
、
各
原
則
の
課
題
は
も
と
よ
り
、
ど
の
原
則
に
比
重
が
置
か
れ
る
か
も
、
時
代
と
と

も
に
移
り
変
わ
っ
て
い
く
。
も
ち
ろ
ん
、
マ
ス
グ
レ
イ
ブ
が
述
べ
た
よ
う
に
、
課
税
の
実
際
に
お
い
て
は
、「
公
平
が
行
政
上
の
複
雑
さ

を
必
要
と
し
て
中
立
性
を
妨
げ
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
ま
た
、
租
税
政
策
の
調
整
の
た
め
の
利
用
が
公
平
を
妨
げ
る
か
も
し
れ
な
い
」
か

ら
、
諸
原
則
間
の
「
ト
レ
ー
ド
・
オ
フ
」
は
免
れ
よ
う
が
な
い
だ
ろ
う
（M

usgrave, 235

）。
し
か
し
、
そ
う
し
た
こ
と
は
、
複
数
の
「
原

則
」
が
存
在
す
る
以
上
は
避
け
難
い
こ
と
な
の
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
重
要
な
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
原
則
が
担
っ
て
き
た
歴
史
的
経
緯
を

押
さ
え
、
現
代
に
お
け
る
三
原
則
の
重
心
の
在
り
か
の
再
確
定
を
通
じ
て
、
適
切
な
組
み
合
わ
せ
を
選
び
取
っ
て
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。

リ
カ
ー
ド
ウ
の
時
代
と
同
様
に
〝
資
本
混
迷
〞
の
様
相
を
見
せ
る
今
日
、
三
原
則
は
ど
う
読
み
解
い
て
い
っ
た
ら
よ
い
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
第
一
に
、「
公
平
」
の
原
則
に
つ
い
て
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
階
級
社
会
の
世
界
史
的
解
体
と
と
も
に
、
今
後
、「
垂

直
的
公
平
」
の
さ
ら
な
る
進
展
が
予
想
さ
れ
る
。
と
は
い
え
、
そ
の
こ
と
は
、
必
ず
し
も
「
水
平
的
公
平
」
の
進
展
に
直
結
す
る
も
の
で

は
な
い
。「
垂
直
的
不
公
平
」
の
解
体
は
、
こ
れ
ま
で
階
級
社
会
の
中
に
封
じ
込
め
ら
れ
て
き
た
所
得
と
資
産
の
格
差
を
一
気
に
社
会
の

三
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表
面
に
噴
出
さ
せ
、「
水
平
的
」
な
〝
格
差
〞
を
（
目
に
見
え
る
レ
ベ
ル
で
）
拡
大
さ
せ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
今
日
の
「
公

平
」
原
則
は
、「
公
平
」
と
「
不
公
平
」
が
こ
の
よ
う
に
交
錯
す
る
中
で
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
際
、「
公
平
」
で
あ
る
か
「
不
公
平
」
で
あ
る
か
と
い
う
基
準
か
ら
、「
不
公
平
感・

」
が
な
い
か
あ
る
か
と
い
う
主
観
的
な
基
準
に
、

「
公
平
」
に
つ
い
て
の
人
々
の
関
心
が
比
重
を
移
し
つ
つ
あ
る
こ
と
に
も
注
目
し
て
お
き
た
い
。
確
か
に
、
今
日
、「
公
平
」
で
あ
る
か

「
不
公
平
」
で
あ
る
か
は
結
果
で
あ
っ
て
、
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
に
お
け
る
「
条
件
」
の
平
等
が
あ
れ
ば
結
果
の
不
平
等
は
自
己
責
任
と
し

て
引
き
受
け
る
べ
き
だ
と
い
う
心
情
が
、
若
者
を
中
心
に
ひ
ろ
く
行
き
渡
り
つ
つ
あ
る
の
が
観
察
さ
れ
る
。
か
つ
て
封
建
社
会
で
は
、
租

税
支
払
い
義
務
を
遂
行
す
る
一
部
の
富
裕
者
に
限
ら
れ
て
い
た
「
所
有
」
と
「
自
由
」
の
観
念
が
、
い
ま
や
大
衆
化
し
国
民
一
般
の
レ
ベ

ル
に
（
主
観
的
に
せ
よ
）
着
床
し
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
傾
向
は
、
情
報
通
信
技
術
の
飛
躍
的
な
発
展
と
と
も
に
、
間
違
い
な
く
加
速
・
増
幅
さ
れ
て
い
く
だ
ろ
う
。
各
個
人
の
レ
ベ
ル
だ

け
で
な
く
、
相
続
時
の
世
代
間
レ
ベ
ル
で
の
「
条
件
」
の
格
差
に
対
し
て
も
、「
不
公
平
感
」
を
嫌
う
厳
し
い
チ
ェ
ッ
ク
の
視
線
が
サ
イ

バ
ー
空
間
を
飛
び
交
う
こ
と
に
な
る
。
特
定
の
諸
個
人
（
も
し
く
は
一
族
）
に
よ
る
「
条
件
」
の
独
占
が
ま
す
ま
す
困
難
に
な
っ
て
い
く

社
会
的
雰
囲
気
の
中
で
、
今
後
の
「
公
平
」
原
則
は
問
わ
れ
て
い
く
こ
と
だ
ろ
う
（
10
）

。

第
二
に
、「
中
立
」
の
原
則
に
つ
い
て
。
市
場
は
必
ず
し
も
「
市
場
の
不
完
全
性
」
を
是
正
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
マ
ス
グ

レ
イ
ブ
の
立
言
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
論
じ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
か
ら
、
例
え
ば
Ｐ
・
サ
ミ
ュ
エ
ル
ソ
ン
の
よ
う
に
、「
市
場
」
の
外

側
に
「
倫
理
」
的
な
規
準
を
設
け
て
、「
再
分
配
」
に
よ
る
「
社
会
的
福
祉
」
の
改
善
を
立
言
す
る
の
も
、
一
つ
の
ス
タ
ン
ス
で
は
あ
る

だ
ろ
う
（
11
）

。
し
か
し
、
リ
カ
ー
ド
ウ
の
よ
う
に
、
す
で
に
何
ら
か
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
に
よ
っ
て
潤
色
さ
れ
た
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
・
エ
コ
ノ

ミ
ー
の
内
側
に
踏
み
留
ま
り
、
エ
コ
ノ
ミ
ー
そ
の
も
の
の
機
制
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
理
論
態
度
も
ま
た
、
一
つ
の
ス
タ
ン
ス
で
あ

三
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り
う
る
だ
ろ
う
。

こ
の
点
に
関
連
し
て
、
最
近
頻
繁
に
耳
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
「
死
荷
重deadw

eight loss

」
と
い
う
概
念
に
注
目
し
た
い
。
こ
の

概
念
は
、
租
税
に
よ
っ
て
ひ
き
起
こ
さ
れ
る
市
場
の
非
効
率
が
も
た
ら
す
追
加
的
な
超
過
負
担
の
こ
と
だ
が
（cf. K

rugm
an, 2005

﹇2004

﹈, 

p.102; 

訳
一
二
四
頁
）、「
死
」
と
い
う
語
を
含
む
た
め
も
あ
っ
て
だ
ろ
う
か
、
財
政
学
の
分
野
を
除
け
ば
、
サ
ミ
ュ
エ
ル
ソ
ン
が
『
経
済

学
』
第
八
版
（
一
九
七
〇
年
）
で
こ
の
語
の
記
述
を
大
幅
に
拡
充
し
た
の
を
例
外
と
し
て
（cf. S

am
m
uelson, 1970

﹇1955

﹈, p.438; 

訳
七
四
四

頁
、
お
よ
びS

am
m
uelson, 1967

）、
経
済
学
の
教
科
書
で
議
論
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
十
年
位
の
間
に
状

況
が
一
変
し
て
、
今
日
で
は
、
ミ
ク
ロ
経
済
学
の
ほ
と
ん
ど
の
教
科
書
で
、「
中
立
」
原
則
に
結
び
つ
け
て
「
死
荷
重
」
が
論
じ
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
（
12
）

。

動
く
車
両
は
停
止
時
に
死
重
（dead w
eight

）
を
顕
在
化
さ
せ
る
の
だ
が
、
市
場
が
機
能
麻
痺
し
資
本
の
停
止
も
し
ば
し
ば
表
面
化
し

て
い
る
今
日
、
こ
の
概
念
が
脚
光
を
浴
び
て
い
る
の
は
偶
然
で
は
あ
る
ま
い
。
今
後
、「
中
立
」
原
則
は
、
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
・
エ
コ
ノ

ミ
ー
を
真
正
面
か
ら
問
題
設
定
す
る
リ
カ
ー
ド
ウ
の
ス
タ
ン
ス
を
範
と
し
つ
つ
、
動
く
資
本
の
〝
重
さ
〞
の
析
出
と
い
う
新
し
い
理
論
領

域
を
開
拓
さ
せ
て
い
く
か
も
し
れ
な
い
（
13
）

。

第
三
に
、「
簡
素
」
の
原
則
に
関
連
し
て
。
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
マ
ス
グ
レ
イ
ブ
が
こ
の
原
則
を
納
税
者
の
「
理
解
」
と
結
び

つ
け
て
把
握
し
て
い
た
こ
と
は
、「
簡
素
」
原
則
が
「
政
府
」
形
成
の
議
論
へ
と
進
展
し
て
い
く
可
能
性
を
暗
示
し
て
い
る
。
か
つ
て
Ｊ
・

Ｊ
・
ル
ソ
ー
は
『
社
会
契
約
論
』
に
お
い
て
、「
政
府
」
を
、
主
権
者
と
人
民
の
「
中
間
団
体
」
と
し
て
掴
み
、《
主
権
者
：
政
府
＝
政

府
：
人
民
》
と
い
う
連
比
の
喩
え
に
よ
っ
て
、「
臣
民
と
主
権
者
と
の
間
に
そ
の
相
互
の
交
通
の
た
め
に
確
立
さ
れ
、
法
の
執
行
と
市
民

的
・
政
治
的
な
自
由
の
維
持
を
負
う
中
間
的
な
団
体
」
と
し
て
の
「
政
府
」
を
問
題
設
定
し
よ
う
と
し
た
（R

ousseau, 1971

﹇1762

﹈, 

三
八



リ
カ
ー
ド
ウ
の
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
と
今
日
の
租
税
三
原
則
（
佐
藤
）

（
四
三
一
）

pp.539

〜42; 

訳
八
三
〜
九
〇
頁
）。
ま
た
Ｊ
・
Ａ
・
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
は
『
資
本
主
義
・
社
会
主
義
・
民
主
主
義
』
の
中
で
、
主
権
の
行
使
を
、

立
法
議
員
を
選
挙
す
る
権
利
と
、
行
政
を
担
当
す
る
内
閣
を
組
織
す
る
権
利
と
に
分
け
、
通
常
の
《
前
者
↓
後
者
》
で
な
く
《
後
者
↓
前

者
》
へ
と
手
続
き
を
あ
え
て
逆
転
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
民
主
主
義
」
の
実
質
化
を
図
ろ
う
と
し
た
（S

chum
peter, 1942, p.269; 

訳

四
二
九
〜
三
〇
頁
）。

今
日
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
の
課
題
が
、
も
は
や
単
な
る
政
治
権
力
の
位
置
の
交
代
だ
け
で
は
な
く
て
（
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
決
定
的
に
重
要
で

は
あ
る
の
だ
が
）、
行
政
の
実
行
組
織
と
し
て
の
官
僚
制
度
の
改
編
も
含
む
、
政
府
機
構
全
体
に
多
層
的
な
改
革
の
意
思
決
定
を
い
か
に
現

実
的
に
刻
み
込
ん
で
い
く
か
に
あ
る
こ
と
は
、
ひ
ろ
く
痛
感
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。
ル
ソ
ー
や
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
が
語
っ
た

「
政
府
」
が
、
い
ま
や
根
底
的
に
重
要
な
課
題
と
し
て
照
明
を
浴
び
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

今
後
、「
簡
素
」
の
原
則
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
行
政
コ
ス
ト
と
政
府
規
模
の
縮
小
の
方
向
だ
け
で
な
く
、
納
税
者
の
政
府
に
つ
い
て
の

「
理
解
」
を
よ
り
深
化
さ
せ
る
よ
う
な
情
報
収
集
力
の
向
上
の
面
で
も
展
開
さ
れ
て
い
く
と
予
想
さ
れ
る
。
建
て
前
と
し
て
の
情
報
公
開

に
守
ら
れ
つ
つ
、
行
政
当
局
の
下
に
一
括
集
中
し
て
い
る
原
デ
ー
タ
を
、
望
ま
し
い
政
府
の
内
実
と
規
模
を
照
ら
し
出
す
よ
う
に
仕
分
け

し
実
効
あ
る
政
策
資
料
へ
と
仕
立
て
上
げ
て
い
け
る
よ
う
な
、
よ
り
良
質
な
政
府
情
報
と
し
て
い
か
に
引
き
出
し
て
く
る
か
と
い
う
、
納

税
者
の
情
報
請
求
能
力
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
（
14
）

。

ス
ミ
ス
の
時
代
以
来
、
租
税
原
則
が
置
か
れ
た
歴
史
的
位
相
は
大
き
く
変
動
し
、
今
日
な
お
変
動
し
つ
つ
あ
る
。「
公
平
」
原
則
が
対

象
と
す
る
社
会
的
基
盤
は
大
衆
化
し
、
新
た
な
次
元
で
の
「
所
有
」
の
確
立
が
出
現
し
た
。
エ
コ
ノ
ミ
ー
の
無
限
の
増
大
に
支
え
ら
れ
た

市
場
原
理
の
下
で
の
「
中
立
」
原
則
は
、
頻
発
す
る
「
市
場
の
不
完
全
性
」
に
直
面
し
て
、
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
の
〝
重
さ
〞

そ
の
も
の
を
問
題
の
中
心
に
据
え
て
再
考
さ
れ
る
気
配
を
見
せ
て
い
る
。「
簡
素
」
原
則
は
、
行
政
規
模
の
縮
小
の
み
を
追
求
す
る
矮
小

三
九
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（
四
三
二
）

な
枠
組
み
か
ら
、「
政
府
」
全
般
に
関
わ
る
租
税
情
報
の
「
理
解
」
の
深
ま
り
へ
と
、
言
説
の
重
心
を
移
し
つ
つ
あ
る
。
本
稿
は
、
エ
コ

ノ
ミ
ー
と
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
の
再
組
織
を
課
題
と
し
て
き
た
経
済
学
の
古
典
の
眼
を
通
し
て
、
今
日
の
そ
の
よ
う
な
萌
芽
的
な
動
向
の
一
端

を
書
き
留
め
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
1
） 

本
稿
で
テ
キ
ス
ト
と
し
て
用
い
る
の
は
、R

icardo 

（1951

﹇1817

﹈）、S
m
ith 

（1976

﹇1776

﹈）、M
usgrave 

（1980

﹇1973

﹈）、
お
よ
び
、S

ay 

（2006

﹇1803

﹈）
で
あ
る
。
煩
雑
を
避
け
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
著
書
か
ら
の
引
用
に
際
し
て
は
、（R

icardo, 

×
×
×
）（S

m
ith, 

×
×
×
） 

（M
usgrave, 

×
×
×
）（S

ay, 

×
×
×
）
の
よ
う
に
略
記
し
て
示
す
こ
と
に
す
る
。
尚
、
文
中
、（
…
…
）
は
中
略
を
示
す
。
傍
点
お
よ
び
﹇　
　

﹈

は
、
す
べ
て
筆
者
の
も
の
で
あ
る
。

（
2
） 

諏
訪
園
、
二
〇
一
一
、
一
四
〜
一
五
頁
。

（
3
） 

佐
藤
、
二
〇
〇
六
、
三
〜
四
頁
お
よ
び
一
四
頁
参
照
。

（
4
） 

馬
場
啓
之
助
は
『
経
済
学
原
理
』
の
「
訳
者
解
題
Ａ
」
で
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
マ
ー
シ
ャ
ル
は
、
一
方
に
お
い
て
経
済
学
の
基
本
的
な
問

題
は
経
済
社
会
の
有
機
的
成
長
の
過
程
を
解
明
す
る
こ
と
に
あ
る
と
確
信
し
な
が
ら
、
他
方
に
お
い
て
は
経
済
分
析
に
新
し
い
数
理
解
析
的
な
用
具

を
導
入
し
、
純
粋
理
論
を
展
開
す
る
道
を
開
い
た
。
古
典
派
のpolitical econom

y

に
代
え
てeconom

ics

と
い
う
概
念
を
は
じ
め
て
つ
か
っ
た
の

は
、
マ
ー
シ
ャ
ル
で
あ
っ
た
。」（
馬
場
、
一
九
六
五
、
二
九
六
頁
）

（
5
） 

「
公
的
領
域
と
私
的
領
域
、
ポ
リ
ス
の
領
域
と
家
族
の
領
域
、
そ
し
て
共
通
世
界
に
関
連
す
る
諸
活
動
と
生
命
の
維
持
に
関
連
す
る
諸
活
動

│
こ
れ
ら
そ
れ
ぞ
れ
二
つ
の
も
の
の
間
の
決
定
的
な
区
別
は
、
古
代
の
政
治
思
想
が
す
べ
て
自
明
の
公
理
と
し
て
い
た
区
別
で
あ
る
。
…
…
古
代

の
思
想
に
従
え
ば
『
政
治
経
済political econom

y

』
と
い
う
用
語
は
用
語
矛
盾
で
あ
っ
た
。」（A

rendt, 1958, pp.28

〜29; 

訳
四
九
〜
五
〇
頁
）

（
6
） R
obert, 1978, p.600

、
お
よ
び
、
小
林
昇
、
一
九
八
九
、
八
六
頁
を
参
照
の
こ
と
。

（
7
） 

し
た
が
っ
て
「
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
は
、
後
の
時
代
に
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
単
に
流
通
や
市
場
の
分
野
に
限
定
さ
れ
る
概
念
で
は
な
か
っ
た
。

試
み
に
手
近
の
英
和
辞
典
を
ひ
い
て
み
れ
ば
、‘the econom

y of nature ’

や‘the econom
y of plant ’

と
い
う
用
例
が
出
て
く
る
。
前
者
は
、「
自

四
〇
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然
界
の
理
法
」
と
訳
さ
れ
、
後
者
は
、
植
物
が
花
を
つ
け
・
実
を
結
び
・
種
子
が
地
に
落
ち
・
芽
が
出
・
茎
が
伸
び
・
葉
が
茂
り
・
花
が
咲
く
と
い

う
植
物
の
生
命
循
環
の
意
味
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
「
自
然
の
摂
理
（
秩
序
だ
っ
た
動
き
）」
に
近
い
意
味
で
こ
の
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
伝

え
て
い
る
（
研
究
社
、
一
九
六
〇
年
、
五
四
九
頁
）。

（
8
） 
例
え
ば
、
Ｗ
・
ピ
ッ
ト
が
一
七
九
九
年
に
戦
費
調
達
の
た
め
に
創
設
し
た
「
所
得
税
」
は
、
納
税
者
が
人
口
の
三
パ
ー
セ
ン
ト
、
納
税
総
額
の

九
割
近
く
が
所
得
額
二
〇
〇
ポ
ン
ド
以
上
の
中
産
階
級
（
人
口
の
〇
・
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
）
に
賦
課
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
し
（
佐
藤
、
二
〇
〇
六
、

一
二
頁
、
三
五
頁
）、
同
様
に
、
日
本
に
お
け
る
明
治
二
〇
年
創
設
の
所
得
税
も
、
年
所
得
三
〇
〇
円
以
上
の
高
額
所
得
者
一
二
万
人
に
賦
課
さ
れ

た
や
は
り
富
裕
者
税
で
あ
っ
た
（
高
木
、
二
〇
〇
七
、
一
七
〜
二
〇
頁
）。

（
9
） 

「
超
過
負
担
を
避
け
る
た
め
に
租
税
は
中
立
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
命
題
は
、
租
税
が
存
在
し
な
け
れ
ば
効
率
的
な
市
場
に
租
税
が

導
入
さ
れ
る
と
い
う
仮
説
に
立
脚
し
て
い
る
。
民
間
部
門
に
お
け
る
市
場
の
不
完
全
性

・

・

・

・

・

・

・m
arket im

perfections

を
是
正
す
る
た
め
に
租
税
が
利
用

さ
れ
る
場
合
に
は
、
中
立
性
が
望
ま
し
い
と
い
う
考
え
方
は
当
て
は
ま
ら
な
い

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

。」（M
usgrave, 324

）

（
10
） 

ア
メ
リ
カ
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
あ
る
Ｂ
・
フ
ェ
イ
ラ
ー
は
、
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
大
統
領
の
「
四
つ
の
自
由
」（
言
論
の
自
由
・
信
仰
の
自
由
・
飢

餓
か
ら
の
自
由
・
恐
怖
か
ら
の
自
由
）
に
加
え
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
へ
の
自
由
で
束
縛
さ
れ
な
い
「
つ
な
ぐ
自
由
」
を
「
第
五

の
自
由
」
と
呼
び
、
ネ
ッ
ト
世
代
の
匿
名
の
横
の
繋
が
り
が
二
〇
一
一
年
の
エ
ジ
プ
ト
の
ム
バ
ラ
ク
政
権
倒
壊
に
与
え
た
イ
ン
パ
ク
ト
を
ル
ポ
ル

タ
ー
ジ
ュ
し
て
い
る
（F
eiler, 2011, pp.137

〜38
）。

（
11
） 

「
倫
理
体
系

・

・

・

・

そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
言
っ
て
も
、
再
分
配

・

・

・

を
は
か
る
税
制
に
よ
っ
て
社
会
的
福
祉

・

・

・

・

・

を
改
善
し
た
ほ
う
が
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な

り
そ
う
だ
」（S
am
uelson, 1980, p.436; 

訳
四
九
一
頁
）。
サ
ミ
ュ
エ
ル
ソ
ン
は
ま
た
、「
環
境
や
安
全
性
に
か
ん
す
る
政
府
に
よ
る
統
制
規
則
は
、

…
…
慣
習
的
な
Ｇ
Ｎ
Ｐ
に
お
い
て
失
う
も
の
を
Ｎ
Ｅ
Ｗ
に
お
い
て
取
得
す
る
」
と
も
述
べ
て
、「
Ｎ
Ｅ
Ｗ
（
経
済
純
福
祉
）」
と
い
う
規
準
に
よ
る

「
政
府
に
よ
る
統
制
規
制
」
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
議
論
も
お
こ
な
っ
て
い
る
（ibid

, p.748; 

訳
八
五
〇
頁
）。

（
12
） 

例
え
ば
、
ス
テ
ィ
グ
リ
ッ
ツ
は
『
ミ
ク
ロ
経
済
学
』
の
第
二
版
（
一
九
九
七
年
）
と
第
三
版
（
二
〇
〇
二
年
）
の
間
で
、「
死
荷
重
」
に
つ
い

て
の
記
述
を
大
幅
に
拡
充
し
て
い
る
（S

tiglitz, 2002, pp.206

〜7; 

訳
二
九
八
〜
三
〇
二
頁
、cf. S

tiglitz, 1997

）。
マ
ン
キ
ュ
ー
に
至
っ
て
は
、

「
死
荷
重
」
の
概
念
が
、
図
表
を
使
っ
て
丹
念
に
解
説
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
関
税
や
独
占
の
よ
う
な
よ
り
応
用
的
な
レ
ベ
ル
で
も
展
開
・
検
討
さ

四
一
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れ
、
さ
ら
に
は
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
の
関
連
で
マ
ク
ロ
経
済
学
の
領
域
に
お
い
て
さ
え
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
（M

ankiw
, 2004

）。

（
13
） 

古
典
経
済
学
の
研
究
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
羽
鳥
卓
也
が
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
後
の
穀
物
輸
入
を
め
ぐ
っ
て
マ
ル
サ
ス
が
示
し
た
物
価
下
落
の

「
重
い
負
担deadening-w

eight

」
へ
の
懸
念
に
着
目
し
て
い
る
こ
と
を
、
紹
介
し
て
お
こ
う
（
羽
鳥
、
二
〇
一
二
、
九
頁
）。

（
14
） 
伊
藤
正
純
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
租
税
制
度
へ
の
国
民
の
信
頼
度
の
高
さ
が
租
税
情
報
の
可
視
化
（「
見
え
る
化
」）
と
結
び
つ
い
て
い

る
こ
と
を
、
二
〇
ク
ロ
ー
ナ
（
約
三
〇
〇
〇
円
）
ご
と
に
区
切
ら
れ
た
階
層
別
の
税
負
担
率
の
一
覧
表
や
年
齢
別
の
負
担
・
受
益
を
一
望
表
示
す
る

図
表
デ
ー
タ
の
よ
う
な
、
実
際
に
作
成
し
う
る
情
報
公
開
資
料
の
具
体
的
な
紹
介
を
通
し
て
、
解
明
し
て
い
る
（
伊
藤
、
二
〇
一
二
）。
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ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ペ
テ
ィ
の
租
税
論
（
吉
田
）

（
四
三
七
）

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ペ
テ
ィ
の
租
税
論

│
初
期
資
本
主
義
的
性
格
を
中
心
に

│

吉　
　

田　
　

克　
　

己

一　

は
じ
め
に

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ペ
テ
ィ
（W

illiam
 P
etty

）
は
、
一
七
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
に
あ
っ
て
、
租
税
現
象
の
近
代
的
把
握
を
基
調
と
し
つ
つ
、

体
系
的
な
租
税
論
を
い
ち
早
く
展
開
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

ペ
テ
ィ
が
そ
の
生
涯
を
送
っ
た
イ
ギ
リ
ス
の
一
七
世
紀
は
、
か
れ
の
母
国
イ
ギ
リ
ス
が
、
外
に
は
連
続
的
な
戦
争
を
と
も
な
う
貿
易
競

争
を
戦
い
抜
き
な
が
ら
、
同
時
に
内
に
は
内
乱
、
共
和
政
治
、
王
政
復
古
（R

estoration

）、
名
誉
革
命
（G

lorious R
evolution

）
の
激
動

を
通
じ
て
、
い
ち
早
く
産
業
革
命
へ
と
な
だ
れ
こ
ん
で
い
く
基
礎
を
築
い
た
時
期
に
当
た
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
時
代
を
租
税
史
的
に

見
る
な
ら
ば
、
近
代
的
租
税
の
開
始
期
に
相
当
す
る
（
1
）

。
す
な
わ
ち
、
王
領
地
収
入
・
封
建
的
土
地
保
有
関
係
に
基
づ
く
諸
収
入
・
王
の
特

四
五
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第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
四
三
八
）

権
と
さ
れ
て
い
た
関
税
収
入
の
三
つ
を
支
柱
と
し
て
い
た
中
世
以
来
の
伝
統
的
な
国
家
収
入
体
系
が
、
一
六
四
二
年
八
月
に
勃
発
し
た
内

乱
を
契
機
と
し
て
決
定
的
に
崩
壊
し
、
議
会
の
承
認
を
必
要
と
す
る
租
税
収
入
に
全
面
的
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

他
方
に
お
い
て
は
、
国
王
に
対
す
る
封
建
法
上
の
義
務
を
免
れ
て
完
全
な
土
地
所
有
権
を
取
得
し
た
地
主
と
、
貨
幣
経
済
の
進
展
に
と
も

な
っ
て
富
を
貯
え
た
商
工
業
者
が
増
加
し
つ
つ
あ
っ
た
（
2
）

。
こ
う
し
た
状
況
下
に
あ
っ
て
、
ペ
テ
ィ
は
、
租
税
問
題
に
多
大
の
関
心
を
示

し
、『
租
税
お
よ
び
貢
納
論
』（A

 T
reatise of T

axes an
d C

on
tribu

tion
s, 1662

）、『
政
治
算
術
』（P

olitical A
rith

m
etick, 1690

）
お
よ
び

『
賢
者
に
は
一
言
を
も
っ
て
足
る
』（V

erbu
m
 S

apien
ti, 1695

）
な
ど
の
著
作
を
公
刊
し
た
（
3
）

。

ペ
テ
ィ
が
租
税
面
に
お
い
て
取
り
組
ん
だ
課
題
を
要
約
す
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
に
「
租
税
国
家
」（S

teuerstaat

）
を
実
現
し
、
そ
の
た
め

の
基
礎
を
築
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
具
体
的
方
法
と
し
て
、
第
一
に
は
、
租
税
の
根
拠
、
租
税
負
担
の
配
分
、
租
税
原
則
、

租
税
の
転
嫁
な
ど
の
租
税
原
理
に
裏
づ
け
ら
れ
た
理
想
的
な
租
税
を
導
出
す
る
こ
と
、
第
二
に
は
、
資
本
制
的
生
産
様
式
の
一
層
の
発
展

を
通
じ
て
国
富
の
増
大
を
図
る
こ
と
で
あ
っ
た
（
4
）

。

（
1
）　C

f. S
tephen D

ow
ell, A

 H
istory of T

axation an
d T

axes in E
n

glan
d from

 th
e earlist T

im
es to th

e P
resen

t D
ay, V

ol.II, 

L
ondon, 1884, rpt. 1965, B

k. 1.

（
2
）　

大
川
政
三
「
租
税
│
租
税
原
則
│
」（
高
橋
長
太
郎
・
林
栄
夫
編
『
現
代
の
財
政
理
論
』
春
秋
社
、
一
九
五
七
年
、
所
収
）、
一
五
六
│
一
五
七

頁
。

（
3
）　

こ
れ
ら
の
う
ち
、『
租
税
お
よ
び
貢
納
論
』
を
も
っ
て
、
租
税
転
嫁
論
に
大
き
な
足
跡
を
残
し
た
セ
リ
グ
マ
ン
は
、「
ペ
テ
ィ
は
、
租
税
を
主
題

と
す
る
著
書
を
著
わ
し
た
最
初
の
英
国
学
者
と
し
て
有
名
で
あ
る
」
と
い
っ
て
い
る
（E

. R
. A
. S
eligm

an, T
h

e S
h

iftin
g an

d In
cid

en
ce of 

T
axation, N

ew
 Y
ork, 1899, 5th ed., 1927, rpt. 1969, p.30. 

井
手
文
雄
訳
『
租
税
転
嫁
論
』〔
第
一
部
〕、
実
業
之
日
本
社
、
一
九
五
〇
年
、

四
六



ウ
ィ
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テ
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租
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（
吉
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）

（
四
三
九
）

三
七
頁
）。
ま
た
、
経
済
学
史
家
ル
イ
ス
・
ヘ
ネ
ー
も
、「
サ
ー
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ペ
テ
ィ
は
、
租
税
に
関
す
る
英
国
最
初
の
科
学
的
著
者
と
呼
ば
れ

て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
（L

. H
, H
aney H

istory of E
con

om
ic T

h
ou

gh
t, N
ew
 Y
ork, 1920, rpt. 1923, p.128. 

大
野
信
三
訳
『
経
済
思
想

史
』〔
上
〕、
而
立
社
、
一
九
二
三
年
、
一
三
│
一
四
頁
）。

（
4
）　

大
川
政
三
、
前
掲
論
文
、
一
五
六
頁
。

二　

資
産
所
有
階
級
の
租
税
負
担
軽
減

イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
、
内
乱
下
の
一
六
四
三
年
に
、
オ
ラ
ン
ダ
を
手
本
と
し
、
海
外
貿
易
の
保
護
、
国
家
債
務
の
償
還
お
よ
び
軍
隊
の

維
持
を
目
的
と
し
て
、
内
国
消
費
税
（E

xcise

）
が
新
た
に
導
入
さ
れ
た
（
1
）

。
こ
の
内
国
消
費
税
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
先
例
の
な
い
も

の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
れ
が
深
刻
な
社
会
的
影
響
を
も
た
ら
し
、
市
民
革
命
を
通
じ
て
創
出
さ
れ
た
新
し
い
社
会

関
係
に
連
な
る
根
本
的
な
諸
問
題
を
提
起
す
る
こ
と
と
な
っ
た
（
2
）

。
そ
の
た
め
、
一
七
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
租
税
理
論
上
の
論
議

は
、
こ
の
内
国
消
費
税
の
問
題
に
集
中
し
た
。
そ
う
し
た
中
で
、
ペ
テ
ィ
は
、
代
表
的
な
内
国
消
費
税
推
奨
論
者
と
し
て
、
そ
の
合
理
性

を
積
極
的
に
論
証
す
る
こ
と
に
努
め
た
の
で
あ
る
（
3
）

。

ま
ず
、
ペ
テ
ィ
は
、『
租
税
お
よ
び
貢
納
論
』
の
第
一
五
章
の
冒
頭
に
お
い
て
、「
人
は
公
共
の
平
和
に
浴
す
る
分
け
前
と
利
益
に
応
じ

て
、
す
な
わ
ち
自
己
の
資
産
ま
た
は
富
に
応
じ
て
、
公
共
的
経
費
を
貢
納
す
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
と
い
う
こ
と
は
、
一
般
に
な
に
人
と
い
え

ど
も
承
認
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
4
）

」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
に
引
用
し
た
ペ
テ
ィ
の
章
句
は
、
厳
密
に
い
え
ば
、
租
税
配
分
の
基
準
を
説
い

た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
時
に
、
こ
の
章
句
か
ら
、
ペ
テ
ィ
が
、
国
家
が
人
民
の
資
産
を
保
護
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
か
れ
ら
に
与
え

ら
れ
る
利
益
の
反
対
給
付
と
し
て
租
税
を
根
拠
づ
け
て
い
る
こ
と
が
推
知
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ペ
テ
ィ
は
、
先
師
ト
ー
マ
ス
・
ホ
ッ
ブ

四
七
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ズ
（T

hom
as H

obbes

）
が
租
税
を
も
っ
て
公
共
の
安
全
を
保
護
す
る
者
（
主
権
者
＝
国
家
）
に
支
払
う
賃
金
で
あ
る
と
み
な
し
た
よ
う
に
、

租
税
を
国
家
か
ら
受
け
る
利
益
の
対
価
で
あ
る
と
み
な
し
た
の
で
あ
る
（
5
）

。
そ
し
て
、
ペ
テ
ィ
は
、
そ
の
国
家
よ
り
受
け
る
利
益
の
大
小
が

租
税
配
分
の
基
準
と
な
り
、
そ
の
基
準
に
し
た
が
っ
て
課
税
す
る
こ
と
が
公
平
な
方
法
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
よ
う
す
る
に
、
ペ

テ
ィ
は
、
租
税
配
分
の
基
準
に
お
い
て
、「
租
税
利
益
説
」（B

enefi t theory

）
を
と
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
、
個
々
人
が
国
家

か
ら
受
け
る
利
益
の
大
小
を
、
い
か
な
る
指
標
を
も
っ
て
実
際
に
測
定
す
る
の
か
が
、
問
題
と
し
て
残
る
。
こ
の
指
標
を
、
ペ
テ
ィ
は
、

先
の
引
用
文
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
個
々
人
の
所
有
す
る
資
産
ま
た
は
富
に
求
め
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ペ
テ
ィ
は
、
そ
の
富
を

「
現
実
的
な
富
」（actual riches
）
と
「
潜
在
的
な
富
」（potential riches

）
と
の
二
種
類
に
区
別
し
て
、「
あ
る
人
が
現
実
に
、
そ
し
て
真

実
に
富
ん
で
い
る
と
い
う
の
は
、
そ
の
人
が
食
べ
た
り
、
飲
ん
だ
り
、
着
た
り
、
ま
た
は
他
の
方
法
で
、
実
際
的
に
、
そ
し
て
現
実
的
に

享
受
し
て
い
る
も
の
に
応
じ
て
富
ん
で
い
る
の
で
あ
る
（
6
）

」
と
述
べ
て
い
る
。
よ
う
す
る
に
、
ペ
テ
ィ
は
、
こ
こ
で
、
消
費
（
現
実
的
な
富
）

に
比
例
す
る
租
税
＝
富
に
比
例
す
る
租
税
＝
国
家
か
ら
の
利
益
に
比
例
す
る
租
税
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
内
国
消
費
税
は
公
平
な
租
税
で

あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
い
わ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
（
7
）

。

ペ
テ
ィ
に
よ
れ
ば
、
内
国
消
費
税
に
は
、
次
の
よ
う
な
利
点
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
そ
れ
は
、
各
人
が
現
実
に
享
受
す
る
と

こ
ろ
に
し
た
が
っ
て
支
払
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
自
然
的
正
義
（natural justice

）
に
適
っ
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
、
こ
の
租
税
は
そ
の

取
立
て
を
請
負
わ
せ
な
い
で
規
則
正
し
く
徴
収
さ
れ
る
な
ら
ば
、
勤
倹
を
約
束
す
る
租
税
で
あ
り
、
国
民
を
富
ま
す
こ
と
が
で
き
る
唯
一

の
方
法
で
あ
る
こ
と
、
第
三
に
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
な
に
人
と
い
え
ど
も
同
じ
物
品
に
つ
い
て
二
倍
ま
た
は
二
度
租
税
を
取
立
て
ら
れ
る

こ
と
が
な
い
こ
と
、
第
四
に
、
こ
の
方
法
を
用
い
る
と
国
民
の
富
、
産
物
、
産
業
お
よ
び
力
量
に
つ
い
て
い
つ
で
も
完
全
な
記
録
を
も
つ

こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
の
四
点
で
あ
る
（
8
）

。
ペ
テ
ィ
が
列
挙
し
て
い
る
、
こ
れ
ら
の
諸
点
か
ら
、
か
れ
の
内
国
消
費
税
推
奨
論
は
、
イ
ギ
リ

四
八
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ス
に
お
け
る
資
本
主
義
の
生
成
過
程
で
こ
の
租
税
が
果
た
す
役
割
を
理
論
的
に
是
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
過
程
を
推
進
さ
せ
る
と

い
う
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
、
ペ
テ
ィ
は
、
租
税
配
分
の
基
準
に
関
し
て
租
税
利
益
説
に
立
脚
し
、
消
費
こ
そ
真
の
富
で
あ
る
と
す
る
富
概
念
を
援
用
し
て
、

内
国
消
費
税
を
推
奨
し
た
。
こ
こ
で
、
ペ
テ
ィ
が
、
租
税
利
益
説
の
立
場
を
と
っ
て
貧
者
に
も
租
税
負
担
を
可
能
な
ら
し
め
る
こ
と
を
意

図
し
た
こ
と
は
、
地
主
階
級
を
は
じ
め
と
し
て
、
貿
易
業
者
や
生
産
者
等
の
当
時
の
資
本
家
階
級
の
利
益
に
適
う
も
の
で
あ
っ
た
。
な
ぜ

な
ら
ば
、
い
か
な
る
貧
者
と
い
え
ど
も
、
社
会
の
構
成
員
で
あ
る
か
ぎ
り
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
あ
る
程
度
の
利
益
を
国
家
よ
り
受
け
て

い
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
資
産
の
保
護
と
は
別
に
、
い
か
な
る
階
級
に
属
す
る
者
で
あ
る
の
か
は
問
わ
ず
、
す
べ
て
の
者
が
一

様
に
生
命
の
保
護
と
い
う
利
益
を
国
家
よ
り
受
け
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
租
税
利
益
説
に
よ
れ
ば
、
貧
者
も
当
然
に
そ
の

受
け
る
利
益
に
応
じ
て
納
税
す
べ
き
で
あ
る
と
の
議
論
が
成
り
立
つ
こ
と
に
な
り
、
資
産
所
有
階
級
は
貧
者
階
級
と
租
税
の
負
担
を
分
か

ち
合
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
（
9
）

。

ペ
テ
ィ
が
推
奨
す
る
内
国
消
費
税
導
入
以
前
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
租
税
収
入
は
、
主
に
戦
費
の
調
達
を
目
的
と
し
た
直
接
税
と
し
て

の
一
五
分
の
一
税
（F

ifteenth

）、
一
〇
分
の
一
税
（T

enth
）
な
ら
び
に
補
助
金
（S

ubsidy

）
か
ら
な
っ
て
い
た
。
一
五
分
の
一
税
と
一
〇

分
の
一
税
は
、
一
二
世
紀
後
半
に
起
源
を
も
ち
、
一
三
世
紀
を
通
じ
て
発
達
し
た
。
家
畜
、
穀
物
、
商
人
や
手
工
業
者
の
在
庫
商
品
、
家

具
調
度
品
、
金
銭
等
を
課
税
対
象
と
す
る
動
産
税
が
、
エ
ド
ワ
ー
ド
三
世
治
下
の
一
三
三
四
年
に
定
形
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後

は
、
土
地
、
建
物
を
主
と
す
る
固
定
資
産
か
ら
の
収
益
が
課
税
対
象
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
10
）

。
補
助
金
は
、
エ
ド
ワ
ー
ド
四
世
治
下
の

一
四
七
二
年
が
は
じ
ま
り
で
あ
る
と
さ
れ
、
ヘ
ン
リ
ー
八
世
治
下
の
一
五
一
五
年
以
降
に
よ
う
や
く
定
着
し
た
直
接
税
で
あ
る
。
そ
の
課

税
対
象
は
、
異
な
っ
た
二
つ
の
範
疇
を
合
わ
せ
も
つ
も
の
で
、
一
つ
は
、
土
地
、
建
物
よ
り
の
収
益
を
中
心
と
し
、
賃
料
、
奉
仕
、
相
続

四
九
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財
産
、
年
金
、
報
酬
、
給
与
、
そ
の
他
の
所
得
ま
た
は
収
益
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
他
の
一
つ
は
、
一
定
評
価
額
以
上
の
金
銭
、
延

べ
金
、
宝
石
、
在
庫
商
品
、
借
財
、
一
切
の
報
酬
、
家
畜
類
、
家
財
道
具
、
そ
の
他
の
動
産
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
た
（
11
）

。
そ
し
て
、
こ
の

補
助
金
は
、
先
の
一
五
分
の
一
税
お
よ
び
一
〇
分
の
一
税
と
と
も
に
、
そ
の
課
税
対
象
か
ら
も
推
察
さ
れ
る
よ
う
に
、
土
地
所
有
者
あ
る

い
は
動
産
所
有
者
に
よ
っ
て
負
担
さ
れ
、
当
時
の
貧
民
は
こ
れ
ら
の
租
税
の
負
担
か
ら
免
れ
て
い
た
（
12
）

。
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ケ
ネ
デ
ィ

（W
illiam

 K
ennedy

）
に
よ
れ
ば
、「
絶
対
王
政
期
の
主
要
財
源
た
る
直
接
税
は
、
中
流
な
い
し
上
流
階
級
に
賦
課
さ
れ
、
賃
金
は
は
っ
き

り
と
免
税
さ
れ
て
い
た
（
13
）

」、
ま
た
、「
一
六
世
紀
の
中
葉
か
ら
一
六
四
〇
年
ま
で
、
貧
民
は
意
図
に
お
い
て
も
、
実
際
に
お
い
て
も
、
課
税

に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
免
除
さ
れ
て
い
た
（
14
）

」
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
（M

argaret Jam
es

）
の
言
葉
を
借
り

れ
ば
、「
貧
民
が
被
っ
た
負
担
は
、
輸
入
物
品
の
購
入
価
格
支
払
い
に
お
け
る
独
占
特
許
料
の
転
嫁
分
の
み
で
あ
っ
た
（
15
）

」
の
で
あ
る
。
こ

う
し
た
、
当
時
に
お
け
る
租
税
負
担
の
状
況
に
あ
っ
て
、
ペ
テ
ィ
が
主
張
し
て
い
る
租
税
配
分
の
基
準
と
し
て
の
租
税
利
益
説
は
、
い
わ

ゆ
る
貧
民
大
衆
（
賃
金
労
働
者
・
職
人
・
農
業
労
働
者
・
手
工
業
者
・
下
層
ヨ
ー
マ
ン
）
を
国
家
財
政
に
参
加
さ
せ
、
資
産
所
有
階
級
の
租
税
負

担
の
相
対
的
軽
減
を
可
能
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
ペ
テ
ィ
の
展
開
し
て
い
る
内
国
消
費
税
論
そ
の
も
の
の
中
に
も
、
資
産
所
有
階
級
の
租
税
負
担
軽
減
に
対
す
る
内
容
が
含
ま

れ
て
い
る
。
ペ
テ
ィ
は
、
消
費
に
比
例
し
て
課
税
す
る
こ
と
が
最
も
合
理
的
で
あ
る
と
し
、
そ
の
課
税
方
法
に
つ
い
て
は
、「
消
費
に
対

す
る
課
税
と
い
う
概
念
を
、
き
わ
め
て
完
全
な
も
の
と
す
る
に
は
、
す
べ
て
の
個
々
の
必
需
品
に
対
し
て
、
そ
れ
ら
が
消
費
の
た
め
に
熟

し
き
っ
た
ま
さ
に
そ
の
と
き
に
課
税
す
る
こ
と
で
あ
る
（
16
）

」
と
い
っ
て
い
る
。
他
方
に
お
い
て
、
ペ
テ
ィ
は
、
ビ
ー
ル
、
塩
、
燃
料
、
パ
ン

等
の
唯
一
種
の
品
目
を
内
国
消
費
税
の
課
税
対
象
と
し
て
選
択
し
よ
う
と
す
る
主
張
に
対
し
、「
こ
れ
ら
の
物
品
を
あ
る
人
は
一
層
多
く

消
費
し
、
他
の
人
は
一
層
少
な
く
消
費
す
る
（
17
）

」
と
し
て
、
そ
の
不
合
理
性
を
批
判
す
る
。
こ
う
し
た
ペ
テ
ィ
の
主
張
は
、
奢
侈
品
か
必
需

五
〇
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品
か
の
基
準
に
よ
っ
て
選
択
す
る
こ
と
な
く
、
可
能
な
か
ぎ
り
多
く
の
品
目
を
、
理
想
と
し
て
は
一
切
の
品
目
を
内
国
消
費
税
の
課
税
対

象
に
す
る
こ
と
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
網
羅
的
な
課
税
対
象
品
目
に
対
す
る
内
国
消
費
税
は
、

租
税
負
担
軽
減
と
い
う
点
で
、
資
産
所
有
階
級
に
と
っ
て
都
合
の
良
い
も
の
で
あ
っ
た
。

次
に
、
ペ
テ
ィ
は
、
税
率
に
関
し
て
は
、
比
例
税
率
を
主
張
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
内
国
消
費
税
に
お
い
て
は
累
進
税
率
の
採
用
は

困
難
で
あ
り
、
必
然
的
に
比
例
税
率
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
（
18
）

。
し
か
し
、
内
国
消
費
税
で
あ
っ
て
も
、
累
進
税
的
要
素
を
加
味
す
る
こ
と

が
ま
っ
た
く
不
可
能
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
必
需
品
的
性
格
の
強
い
品
目
ほ
ど
低
い
税
率
を
適
用
し
、
逆
に
奢
侈
品
的
性

格
の
強
い
品
目
ほ
ど
高
い
税
率
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
種
の
累
進
税
的
効
果
を
も
た
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
ペ

テ
ィ
の
著
作
に
は
、
こ
の
よ
う
な
構
想
に
つ
い
て
の
論
述
は
見
当
た
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
ペ
テ
ィ
に
は
、
大
衆
課
税
を
避
け
る
意
思

の
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

そ
し
て
ま
た
、
ペ
テ
ィ
は
、
累
積
税
率
と
同
じ
く
、
免
税
点
に
つ
い
て
も
ま
っ
た
く
触
れ
て
い
な
い
。
も
と
よ
り
、
内
国
消
費
税
に
お

い
て
は
、
免
税
点
の
設
定
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ペ
テ
ィ
が
内
国
消
費
税
を
理
想
的
な
租
税
で
あ
る
と
し
て
推
奨
し
た
こ
と

そ
れ
自
体
が
、
す
で
に
免
税
点
を
問
題
と
し
て
取
り
あ
げ
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
免
税
点
に
つ
い
て
考

慮
し
な
い
こ
と
も
ま
た
、
ペ
テ
ィ
が
大
衆
課
税
を
意
図
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
（
19
）

。
そ
し
て
、
こ
れ

ら
比
例
税
率
の
採
用
と
免
税
点
の
不
考
慮
は
、
い
ず
れ
も
資
産
所
有
階
級
の
租
税
負
担
上
に
お
け
る
利
益
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と

い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
（
20
）

。

五
一
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（
1
）　

こ
の
時
期
に
お
け
る
オ
ラ
ン
ダ
の
消
費
税
制
度
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
以
下
の
文
献
を
参
照
せ
よ
。E

. R
. A
. S
eligm

an, E
ssays in 

T
axation, L

ondon, 1895, 5th ed., 1921, p.9. F
. K
. M
ann, S

teu
erpolitisch

e Id
eal, Jena, 1937, S

.61-72. 

石
坂
昭
雄
「
オ
ラ
ン
ダ
連
邦

共
和
国
の
租
税
構
造
＝
政
策
│
仲
継
貿
易
資
本
と
間
接
消
費
税
│
」、『
社
会
経
済
史
学
』
第
二
九
巻
第
三
号
、
一
九
四
六
年
二
月
、
二
一
│
五
一
頁
。

（
2
）　

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
内
国
消
費
税
の
先
行
形
態
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
文
献
を
参
照
せ
よ
。W

illiam
 V
ocke, G

esch
ich

te d
er S

teu
ern 

d
es B

ritisch
en R

eich
s, L
eipzig, 1866, S

.360. 

佐
藤
進
『
近
代
税
制
の
成
立
過
程
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
五
年
、
八
一
一
頁
。
石
坂
昭

雄
「
租
税
制
度
の
変
革
」（
大
塚
久
男
・
高
橋
智
雄
・
松
田
幸
八
郎
編
『
西
洋
経
済
史
講
座
』〔
第
四
巻
〕、
岩
波
書
店
、
一
九
六
〇
年
、
所
収
）、

一
六
九
│
一
七
二
頁
。

（
3
）　

こ
の
ほ
か
に
、
カ
ー
ル
・
マ
ン
は
、
こ
の
時
期
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
内
国
消
費
税
の
推
奨
論
者
と
し
て
、
ト
ー
マ
ス
・
ホ
ッ
ブ
ズ

（T
hom
as H

obbes

）、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ダ
ヴ
ナ
ン
ト
（C

harles D
avenant

）、
ジ
ョ
サ
イ
ア
・
チ
ャ
イ
ル
ド
（Josuah C

hild

）、
ナ
サ
ニ
ア
ル
・

グ
ー
ル
ド
（N

athaniel G
ould

）
の
名
前
を
挙
げ
て
い
る
（F

. K
. M
ann, a. a. O

., S
.64

）。

（
4
）　W

illiam
 P
etty, A

 T
reatise of T

axes an
d C

on
tribu

tion
s, L
ondon, 1662, in C

. H
. H
ull. ed., T

h
e E

con
om

ic W
ritin

gs of S
ir 

W
illiam

 P
etty, V

ol.I, C
am
bridge, 1899, p.91. 

大
内
兵
衛
・
松
川
七
郎
訳
『
租
税
貢
納
論
』
岩
波
書
店
、
一
九
五
二
年
、
一
五
七
頁
。
訳
文
は
、

一
部
変
更
を
加
え
た
。
以
下
同
様
。

（
5
）　

ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
主
著
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
に
お
い
て
、「
主
権
者
権
力
に
よ
っ
て
人
々
に
課
せ
ら
れ
る
す
べ
て
の
賦
課
は
、
個
々
人
が
そ
れ

ぞ
れ
の
仕
事
や
職
業
を
実
行
す
る
の
を
防
衛
す
る
た
め
に
、
公
共
の
剣
を
も
つ
人
々
に
対
し
て
、
当
然
に
払
う
べ
き
賃
金
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ

る
」
と
説
い
て
い
る
（T

hom
as H

obbes, L
eviath

an, or th
e M

atter, F
orm

e an
d P

ow
er of a C

om
m

on
-W

ealth E
celesiasticall an

d 

C
ivill, L

ondon, 1651, in S
ir W

illiam
 M
olesw

orth, B
art, col. and ed., T

h
e E

n
glish W

orks of T
h

om
as H

obbes of M
alm

esbu
ry, 

V
ol.III, L

ondon, 1839, p.334. 

永
田
洋
訳
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』〔
一
〕、
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年
、
二
八
八
頁
）。

（
6
）　W
illiam

 P
etty, T

reatise of T
axes, op. cit., p.91. 

邦
訳
、
一
五
七
頁
。

（
7
）　

大
川
政
三
、
前
掲
論
文
、
一
五
八
頁
。

（
8
）　W

illiam
 P
etty, T

reatise of T
axes, op. cit., pp.94-95. 

邦
訳
、
一
六
三
│
一
六
四
頁
。

五
二
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（
四
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五
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（
9
）　

井
手
文
雄
『
古
典
学
派
の
財
政
論
』（
増
訂
新
版
）、
創
造
社
、
一
九
六
〇
年
、
一
四
四
│
一
四
五
頁
。

（
10
）　

隅
田
哲
司
『
イ
ギ
リ
ス
財
政
史
研
究
│
近
代
租
税
制
度
の
生
成
│
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
七
九
年
、
一
六
四
│
一
六
五
頁
。

（
11
）　

同
上
書
、
一
六
五
頁
。

（
12
）　

一
五
分
の
一
税
と
一
〇
分
の
一
税
は
一
六
二
四
年
に
消
滅
し
、
ま
た
補
助
金
は
一
六
六
三
年
を
も
っ
て
最
終
的
に
廃
止
さ
れ
た
（
同
上
書
、

一
六
七
頁
）。

（
13
）　W

illiam
 K
ennedy, E

n
glish T

axation 1640-1799, A
n E

ssay on P
olicy an

d O
pin

ion, L
ondon, 1913, rpt. 1964, p.22.

（
14
）　

Ibid., p.83.

（
15
）　M

argaret Jam
es, S

ocial P
roblem

s an
d P

olicy d
u

rin
g T

h
e P

u
ritan R

evolu
tion 1640-1660, L

ondon, 1930, p.245.

（
16
）　W

illiam
 P
etty, T

reatise of T
axes, op. cit., p.91. 

邦
訳
、
一
五
八
頁
。

（
17
）　

Ibid., p.94. 

邦
訳
、
一
六
二
頁
。

（
18
）　

ペ
テ
ィ
は
、
課
税
品
目
の
種
類
に
よ
っ
て
税
率
を
異
な
っ
た
も
の
に
す
る
こ
と
を
ま
っ
た
く
考
え
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ

は
、
財
の
製
造
に
対
し
て
投
下
さ
れ
た
人
的
物
的
生
産
要
素
の
量
に
着
目
し
た
区
別
で
あ
っ
て
、
必
需
品
か
奢
侈
品
か
の
違
い
に
よ
る
区
別
で
は
な

い
（C

f. Ibid., pp.91-92. 

邦
訳
、
一
五
八
│
一
六
〇
頁
）。

（
19
）　

井
手
文
雄
、
前
掲
書
、
一
四
六
│
一
四
七
頁
。

（
20
）　

同
上
書
、
一
四
八
頁
。

三　

労
働
者
へ
の
租
税
負
担
増
加
に
よ
る
勤
労
意
欲
の
喚
起

ペ
テ
ィ
は
、『
租
税
お
よ
び
貢
納
論
』
に
お
い
て
、「
租
税
国
家
」
の
成
立
を
展
望
し
つ
つ
内
国
消
費
税
の
合
理
性
を
論
証
す
る
こ
と
に

努
め
た
が
、『
政
治
算
術
』
と
『
賢
者
一
言
』
に
お
い
て
は
、
こ
の
租
税
が
貧
民
労
働
者
の
消
費
生
活
を
圧
迫
し
、
か
れ
ら
を
よ
り
強
度

五
三



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
四
四
六
）

な
労
働
に
駆
り
立
て
る
た
め
の
手
段
と
し
て
有
効
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
説
い
て
い
る
（
1
）

。
そ
の
背
後
に
あ
る
の
は
、「
労
働
は
富
の
父
で

あ
り
、
能
動
的
要
素
で
あ
る
（
2
）

」、「
君
主
の
偉
大
さ
や
栄
光
は
、
君
主
が
よ
く
統
一
し
、
よ
く
統
治
し
て
い
る
人
民
の
数
・
技
芸
及
び
勤
勉

に
あ
る
（
3
）

」
と
い
う
言
葉
の
中
に
示
さ
れ
て
い
る
、
労
働
・
勤
勉
の
重
要
性
に
対
す
る
認
識
で
あ
る
。

イ
ギ
リ
ス
の
一
七
世
紀
に
は
、
資
本
主
義
の
生
成
に
と
も
な
っ
て
雇
用
労
働
な
い
し
賃
金
労
働
が
普
及
し
た
。
し
か
し
、
当
時
の
労
働

者
は
、
伝
来
の
慣
習
的
に
固
定
し
た
生
活
水
準
を
基
準
と
し
て
、
怠
惰
に
な
っ
た
り
勤
勉
に
な
っ
た
り
し
た
。
つ
ま
り
、
不
作
の
た
め
の

穀
物
価
格
の
騰
貴
に
よ
る
生
計
費
の
高
騰
、
あ
る
い
は
不
況
の
た
め
の
失
業
に
よ
る
賃
金
の
下
落
な
ど
で
、
伝
統
的
な
生
活
水
準
の
維
持

が
困
難
に
な
れ
ば
、
労
働
者
は
勤
勉
に
な
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
豊
作
や
好
況
等
の
場
合
に
は
、
労
働
者
は
怠
惰
と
な
る

傾
向
に
あ
っ
た
（
4
）

。
こ
う
し
た
性
向
を
当
時
の
労
働
者
が
も
つ
中
で
、
一
七
世
紀
初
頭
に
さ
ま
ざ
ま
の
農
業
改
良
の
試
み
が
行
わ
れ
、
そ
の

結
果
と
し
て
穀
物
生
産
量
が
増
大
し
、
物
価
の
動
向
に
大
き
な
ウ
ェ
イ
ト
を
占
め
て
い
た
穀
物
価
格
が
下
落
し
た
。
他
方
に
お
い
て
、

一
七
世
紀
後
半
に
は
、
人
口
増
加
圧
力
が
弱
ま
り
、
物
価
と
り
わ
け
穀
物
価
格
が
安
定
的
に
推
移
し
、
ま
た
、
名
目
賃
金
も
上
昇
し
た
こ

と
に
よ
っ
て
実
質
賃
金
が
上
昇
し
、
労
働
者
の
生
活
は
以
前
よ
り
も
改
善
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
実
質
賃
金
の
上
昇
は
、
貧
民
労
働
者

に
お
け
る
怠
惰
を
顕
著
に
発
現
さ
せ
、
労
働
不
足
を
生
じ
さ
せ
た
（
5
）

。
こ
の
こ
と
は
、
新
興
の
資
本
主
義
的
経
営
者
た
ち
に
と
っ
て
は
痛
手

で
あ
り
、
ひ
い
て
は
イ
ギ
リ
ス
経
済
の
発
展
に
と
っ
て
大
き
な
障
害
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
貧
民
労
働
者
の
怠
惰
の
問
題
が
当
時
の
著

述
家
の
関
心
を
集
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
時
期
の
イ
ギ
リ
ス
重
商
主
義
関
係
の
文
献
に
は
、
当
時
の
貧
民
労
働
者
は
怠
惰
で
あ
っ
た

と
い
う
記
述
が
多
く
見
ら
れ
る
（
6
）

。
ペ
テ
ィ
も
ま
た
、
そ
の
著
作
に
お
い
て
、
貧
民
労
働
者
の
怠
惰
を
激
し
く
非
難
し
て
い
る
。

ペ
テ
ィ
は
、『
政
治
算
術
』
の
第
二
章
に
お
い
て
、「
多
数
の
貧
民
を
雇
用
す
る
織
元
や
そ
の
他
の
者
が
観
察
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、

穀
物
が
は
な
は
だ
し
く
豊
富
な
と
き
に
は
、
貧
民
の
労
働
者
が
比
例
的
に
高
価
で
あ
っ
て
、
か
れ
ら
を
雇
い
入
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど

五
四
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ま
っ
た
く
で
き
な
い
。
た
だ
食
わ
ん
が
た
め
、
む
し
ろ
た
だ
飲
ま
ん
が
た
め
に
労
働
す
る
者
は
、
こ
と
ほ
ど
さ
よ
う
に
放
縦
で
あ
る
（
7
）

」
と

い
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
費
消
さ
れ
て
い
る
穀
物
が
…
…
数
年
の
平
均
年
額
で
一
〇
〇
〇
万
ポ
ン
ド
に
値
す
る

と
す
れ
ば
、
非
常
な
豊
年
に
は
、
右
の
穀
物
は
三
分
の
一
安
値
と
な
り
、
莫
大
な
利
益
が
期
せ
ず
し
て
共
同
の
富
に
付
加
さ
れ
る
か
も
知

れ
な
い
、
と
い
う
結
果
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
現
在
で
は
、
そ
れ
は
量
に
お
い
て
も
ま
た
質
に
お
い
て
も
、
人
民
を
過
食
さ
せ
て
し
ま
う

ほ
ど
消
費
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
か
れ
ら
は
自
分
た
ち
の
日
常
の
労
働
を
い
と
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
8
）

」
と
い
っ
て
い

る
。
つ
づ
け
て
、
ペ
テ
ィ
は
、「
同
様
の
こ
と
は
砂
糖
・
タ
バ
コ
お
よ
び
こ
し
ょ
う
に
つ
い
て
も
い
え
よ
う
。
し
か
も
、
過
剰
栽
培
の
た

め
に
、
不
合
理
な
安
値
を
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
（
9
）

」
と
も
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
引
用
文
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ペ
テ
ィ
は
、

一
七
世
紀
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
他
の
著
述
家
と
同
様
に
、
貧
民
労
働
者
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
ほ
ど
の
怠
け
者
で
あ
っ
て
、
少
し
で
も
生

存
し
て
い
け
る
こ
と
に
な
る
と
、
も
っ
と
働
い
て
そ
れ
に
応
じ
て
生
活
水
準
を
上
げ
よ
う
と
は
し
な
い
で
、
む
し
ろ
で
き
う
る
か
ぎ
り
働

か
な
い
で
暮
ら
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
、
信
じ
て
い
た
。
こ
う
し
た
労
働
者
観
を
と
る
な
ら
ば
、
当
然
に
、
賃
金
の
自
然
的
な
最
高

水
準
は
で
き
う
る
か
ぎ
り
低
い
生
活
水
準
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
ペ
テ
ィ
は
、
貧
民
労
働
者
に
は
、

最
低
生
活
の
み
を
与
え
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
、
実
質
賃
金
が
低
い
と
き
に
は
、
製
造
業
者
は
欲
す
る
だ
け
の
労
働
者
を
手
に
入
れ
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
を
説
く
（
10
）

。

ペ
テ
ィ
の
時
代
、
貧
民
労
働
者
の
労
働
に
対
す
る
消
極
的
な
性
向
を
積
極
的
な
そ
れ
へ
と
転
化
さ
せ
る
方
策
と
し
て
、
児
童
労
働
の
要

請
、
救
貧
法
（P

oor L
aw

）
へ
の
反
対
を
含
む
強
制
労
役
場
（W

orkhouse college of industry

）
の
提
唱
、
住
居
制
限
法
（S

ettlem
ent 

L
aw

）
へ
の
批
判
、
移
民
受
入
政
策
へ
の
積
極
的
評
価
、
貧
民
労
働
者
の
生
活
改
善
の
抑
圧
等
々
、
一
連
の
方
策
が
各
々
相
互
に
関
連
を

保
ち
つ
つ
提
案
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
な
に
よ
り
も
低
賃
金
論
に
代
表
的
に
表
現
さ
れ
る
（
11
）

。
こ
の
よ
う
な
政
策
の
体
系
は
、「
貧

五
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困
の
効
用
の
原
理
」（the doctrine of the utility of poverty （12
）

）
あ
る
い
は
「
低
賃
金
の
経
済
」（econom

y of low
 w
ages （13

）
）
へ
の
思
想
と
し

て
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
14
）

。
賃
金
低
下
へ
の
方
法
と
し
て
は
、
ま
ず
、
名
目
賃
金
の
引
下
げ
が
早
く
か
ら
提
唱
さ
れ
た
が
、
こ
の
ほ
か

に
も
、
実
質
賃
金
の
切
下
げ
も
主
張
さ
れ
た
（
15
）

。
こ
れ
は
、
食
糧
を
主
と
す
る
必
需
品
の
価
格
の
騰
貴
政
策
を
そ
の
内
容
と
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
実
質
賃
金
切
下
げ
論
が
提
唱
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
方
法
が
よ
り
実
行
し
や
す
く
、
ま
た
土
地
所
有
者
と
の
妥
協
の
余
地
が
あ
っ

た
か
ら
で
あ
る
（
16
）

。
ペ
テ
ィ
は
、
こ
う
し
た
実
質
賃
金
の
切
下
げ
を
、
内
国
消
費
税
の
賦
課
を
も
っ
て
実
現
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

一
七
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
の
著
述
家
た
ち
は
、
オ
ラ
ン
ダ
こ
そ
が
重
商
主
義
の
原
理
を
正
し
く
実
施
し
て
い
る
よ
い
例
で
あ
る
、
と
確
信

し
て
い
た
。
ペ
テ
ィ
も
、
こ
う
し
た
「
オ
ラ
ン
ダ
賛
美
論
者
」
の
一
人
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
に
、
ペ
テ
ィ
が
オ
ラ
ン
ダ
を
重

商
主
義
の
理
想
国
家
と
し
て
賛
美
す
る
に
至
っ
た
背
景
に
は
、
国
王
と
議
会
と
の
間
の
内
乱
が
白
熱
化
し
た
一
六
四
三
年
に
、
繁
栄
の
絶

頂
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
た
同
国
に
遊
学
し
た
こ
と
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
。
ペ
テ
ィ
は
、
お
よ
そ
二
年
に
わ
た
る
オ
ラ
ン
ダ
滞
在
中

に
、
脈
絡
に
乏
し
い
名
詞
を
並
べ
た
だ
け
の
三
一
項
目
か
ら
な
る
メ
モ
的
な
ノ
ー
ト
を
残
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
い
わ
ば
、
ペ
テ
ィ
が
行

な
っ
た
社
会
観
察
の
最
初
の
記
録
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
中
に
、「
公
平
な
租
税
と
そ
の
申
し
分
の
な
い
使
途
（
消
費
税
│

筆

者
）」、「
あ
ら
ゆ
る
人
が
働
く
」、「
極
度
の
節
倹
│
勤
労
」
と
い
う
項
目
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ペ
テ
ィ
が
、
オ
ラ
ン
ダ
の

繁
栄
の
基
礎
を
、
節
倹
│
勤
労
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
勤
労
」
は
、
そ
の
後

の
ペ
テ
ィ
の
著
作
に
お
け
る
経
済
学
上
の
全
理
論
の
統
一
的
基
礎
を
な
す
概
念
と
な
っ
た
（
17
）

。

ペ
テ
ィ
は
、『
政
治
算
術
』
の
第
二
章
に
お
い
て
、
オ
ラ
ン
ダ
の
課
税
方
法
（
内
国
消
費
税
）
を
富
の
増
加
に
結
び
つ
け
て
、「
オ
ラ
ン

ダ
お
よ
び
ジ
ー
ラ
ン
ド
ほ
ど
、
租
税
お
よ
び
公
共
的
貢
納
の
形
で
多
く
の
支
払
い
を
し
た
国
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ど
こ
に
も
な
く
、
し
か
も

右
と
同
じ
期
間
に
こ
れ
ら
の
国
と
比
肩
し
う
る
ほ
ど
そ
の
富
を
増
加
し
た
国
も
ま
っ
た
く
な
い
。
…
…
こ
れ
ら
の
国
は
、
異
例
の
場
合
を

五
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除
け
ば
、
人
が
利
得
す
る
と
こ
ろ
に
応
じ
て
課
税
せ
ず
に
、
人
が
消
費
す
る
と
こ
ろ
に
応
じ
て
課
税
す
る
の
を
常
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
と
り
わ
け
無
用
な
消
費
、
つ
ま
り
収
益
の
見
込
み
な
き
費
消
に
課
税
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
18
）

」
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
引
用
文
を
、
先

の
オ
ラ
ン
ダ
遊
学
時
に
お
け
る
メ
モ
的
ノ
ー
ト
と
合
わ
せ
て
理
解
す
る
と
き
、
オ
ラ
ン
ダ
の
消
費
税
制
度
に
対
す
る
評
価
は
、
そ
れ
が
貧

民
労
働
者
の
労
働
意
欲
を
喚
起
す
る
効
果
を
有
す
る
と
い
う
認
識
の
下
に
お
け
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
、

労
働
者
の
性
格
の
本
質
は
怠
惰
に
あ
る
と
い
う
概
念
に
依
拠
し
て
、
貧
民
労
働
者
は
内
国
消
費
税
賦
課
に
よ
る
実
質
的
低
賃
金
の
場
合
こ

そ
、
生
活
の
必
要
に
迫
ら
れ
て
そ
の
労
働
力
の
供
給
を
増
加
さ
せ
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
低
賃
金
の
経
済
」
論
者
と
し
て
の
ペ
テ
ィ
の

側
面
が
よ
く
う
か
が
え
る
（
19
）

。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
ペ
テ
ィ
は
、
こ
の
よ
う
な
課
税
方
法
に
よ
っ
て
得
た
貨
幣
を
、
資
本
と
し
て
活
用

す
る
者
に
与
え
る
こ
と
の
利
益
に
つ
い
て
も
、
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。「
か
り
に
貨
幣
が
租
税
の
形
で
、
そ
れ
を
む
だ
に
食
べ
た
り

飲
ん
だ
り
す
る
こ
と
に
使
う
人
か
ら
引
き
あ
げ
ら
れ
、
そ
れ
を
土
地
の
改
良
・
漁
獲
・
鉱
山
の
作
業
・
製
造
業
者
等
々
に
用
い
る
別
人
に

交
付
さ
れ
る
と
し
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
租
税
が
、
右
の
相
異
な
る
人
た
ち
を
そ
の
成
員
と
す
る
国
家
に
と
っ
て
、
有
利
で
あ
る
の
は
明
白

で
あ
る
（
20
）

」
と
。
さ
ら
に
、
ペ
テ
ィ
は
、
つ
づ
け
て
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。「
も
し
、
貨
幣
が
、
上
述
の
よ
う
に
食
べ
た
り
飲
ん
だ
り

す
る
こ
と
や
、
ま
た
は
そ
の
他
の
腐
敗
し
が
ち
な
物
品
に
使
う
人
か
ら
引
き
あ
げ
ら
れ
、
そ
れ
を
服
地
に
振
り
向
け
る
人
へ
譲
渡
さ
れ
る

な
ら
ば
、
私
は
い
う
。
こ
の
場
合
で
さ
え
、
共
同
の
富
に
と
っ
て
多
少
と
も
有
利
で
あ
る
、
と
。
…
…
し
か
し
な
が
ら
、
も
し
右
の
貨
幣

が
家
屋
の
調
度
に
使
わ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
利
益
は
な
お
い
く
ら
か
大
き
く
、
そ
れ
が
家
屋
の
建
築
に
使
わ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
利
益
は

さ
ら
に
大
き
い
。
も
し
、
土
地
の
改
良
・
鉱
山
の
作
業
・
漁
獲
等
々
に
使
わ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
利
益
は
な
お
さ
ら
大
き
い
（
21
）

」
と
。
こ
う

し
て
、
ペ
テ
ィ
は
、
内
国
消
費
税
の
賦
課
に
よ
る
実
質
賃
金
の
切
下
げ
（
＝
低
賃
金
）
を
通
じ
た
貧
民
労
働
者
の
労
働
促
進
効
果
を
、
そ

し
て
ま
た
、
得
ら
れ
た
貨
幣
を
資
本
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
力
説
し
て
い
る
。

五
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ペ
テ
ィ
は
、
第
二
次
対
オ
ラ
ン
ダ
戦
争
に
と
も
な
う
戦
費
調
達
を
主
題
と
し
た
『
賢
者
一
言
』
に
お
い
て
も
、
課
税
が
貧
民
労
働
者
の

怠
惰
を
抑
制
し
、
労
働
を
促
進
す
る
要
因
に
な
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
ま
ず
、
ペ
テ
ィ
は
、『
賢
者
一
言
』
の
序
論
に
お
い
て
、
公

共
経
費
を
あ
る
特
定
の
階
級
か
ら
で
は
な
く
、
イ
ギ
リ
ス
国
民
す
べ
て
か
ら
幅
広
く
調
達
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
（
22
）

。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
考
え
を
前
提
と
し
て
、
ペ
テ
ィ
は
、
つ
づ
く
第
一
章
と
第
二
章
に
お
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
諸
階
級
の
間
で
配
分
さ

れ
る
べ
き
租
税
負
担
の
妥
当
な
割
合
を
、
か
れ
が
創
始
し
た
政
治
算
術
（P

olitical A
rithm

etic

）
の
方
法
に
基
づ
い
て
、
次
の
よ
う
な
プ

ロ
セ
ス
に
よ
っ
て
算
定
す
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
人
口
は
約
六
〇
〇
万
人
で
あ
り
、
そ
こ
で
の
必
需
品
へ
の
一
人
当
た

り
年
間
支
出
は
六
ポ
ン
ド
一
三
シ
リ
ン
グ
四
ペ
ン
ス
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
国
民
の
総
消
費
支
出
は
、
四
〇
〇
〇

万
ポ
ン
ド
で
あ
る
。
第
二
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
資
産
価
値
の
総
額
は
二
億
五
〇
〇
〇
万
ポ
ン
ド
で
あ
り
、
そ
の
資
産
が
も
た
ら
す
年
当
た
り

の
収
入
総
額
は
、
一
五
〇
〇
万
ポ
ン
ド
で
あ
る
。
第
三
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
労
働
力
人
口
は
三
〇
〇
〇
万
人
で
、
そ
の
労
働
が
生
み
出
す
年

当
た
り
の
収
入
総
額
は
、
二
五
〇
〇
万
ポ
ン
ド
で
あ
る
。
以
上
に
お
け
る
よ
う
な
政
治
算
術
的
分
析
に
よ
り
、
ペ
テ
ィ
は
、
イ
ギ
リ
ス
に

お
け
る
公
共
的
経
費
は
資
産
と
労
働
に
よ
っ
て
三
対
五
の
割
合
で
調
達
さ
れ
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
、
と
い
う
結
論
に
達
す
る
（
23
）

。
こ
の
こ

と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
租
税
負
担
は
、
地
主
・
農
業
者
・
海
運
業
者
・
商
人
・
製
造
業
者
・
金
融
業
者
・
利
子
生
活
等
の
資
産
所
有

者
と
労
働
者
と
の
間
で
三
対
五
の
割
合
で
配
分
さ
れ
る
の
が
妥
当
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
場

合
に
、
ペ
テ
ィ
は
、
内
国
消
費
税
と
人
頭
税
（P

oll-m
oney

）
に
よ
っ
て
負
担
す
べ
き
で
あ
り
、
労
働
者
が
現
行
よ
り
も
労
働
時
間
を

二
〇
分
の
一
増
加
さ
せ
、
消
費
量
を
二
〇
分
の
一
減
少
さ
せ
れ
ば
、
そ
れ
ほ
ど
困
難
も
な
く
こ
れ
を
負
担
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
考
え

て
い
る
（
24
）

。
ペ
テ
ィ
自
身
の
い
う
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、「
労
働
者
は
、
一
日
当
た
り
一
〇
時
間
働
き
、
一
週
間
当
た
り
就
業
日
は
三
回
、
日

曜
日
は
二
回
と
し
て
、
二
〇
回
の
食
事
を
と
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
も
し
か
れ
ら
が
金
曜
日
の
晩
に
断
食
し
、
そ
し
て
一
一
時
か
ら
一
時

五
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ま
で
、
二
時
間
も
か
か
る
食
事
時
間
を
一
時
間
半
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
労
働
が
二
〇
分
の
一
増
加
し
、
消
費

が
二
〇
分
の
一
減
る
か
ら
、
上
述
の
一
〇
分
の
一
は
調
達
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
（
25
）

」
で
あ
る
。

さ
ら
に
ま
た
、
ペ
テ
ィ
は
、
貧
民
労
働
者
に
対
す
る
課
税
上
の
温
情
的
措
置
に
つ
い
て
も
、
次
の
よ
う
に
鋭
く
批
判
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、「
貧
民
は
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
経
費
に
対
し
て
、
現
在
の
と
こ
ろ
一
年
一
人
当
た
り
せ
い
ぜ
い
一
シ
リ
ン
グ
を
支
払
っ
て
い
る
に

す
ぎ
な
い
が
、
か
れ
ら
に
対
す
る
虚
偽
の
慈
悲
心
が
、
か
れ
ら
の
た
め
に
仕
事
を
与
え
な
い
で
お
く
と
い
う
残
酷
さ
と
か
ら
み
合
い
わ
れ

わ
れ
自
身
が
か
れ
ら
を
雇
う
こ
と
を
好
ま
ぬ
ま
ま
に
、
か
れ
ら
の
怠
惰
を
許
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
か
れ
ら
の
あ
る
者
は
悪
習

慣
に
圧
倒
さ
れ
、
ま
た
他
の
者
は
む
さ
く
る
し
い
貧
困
と
獣
的
な
無
秩
序
の
ま
ま
に
放
置
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
26
）

」
と
。
こ
れ
ら
の
引
用

文
の
中
に
示
さ
れ
て
い
る
ペ
テ
ィ
の
見
解
は
、『
政
治
算
術
』
で
主
張
さ
れ
た
「
低
賃
金
の
経
済
」
論
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、『
政
治
算
術
』
で
は
、
内
国
消
費
税
に
よ
る
低
賃
金
が
貧
民
労
働
者
の
労
働
を
促
す
こ
と
が
力
説
さ
れ
て
い

る
の
に
対
し
て
、
こ
こ
で
は
、
同
税
が
か
れ
ら
の
怠
惰
を
抑
制
す
る
要
因
と
な
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
27
）

。
そ
し
て
、
こ
う

し
た
見
解
は
、
そ
の
後
、
資
本
の
蓄
積
に
基
づ
く
国
内
市
場
の
拡
充
を
背
景
と
し
て
、
ジ
ョ
ン
・
ス
ミ
ス
（John S

m
ith

）、
ア
ー
サ
ー
・

ヤ
ン
グ
（A

rthur Y
oung

）、
ジ
ョ
サ
イ
ア
・
タ
ッ
カ
ー
（Josiah T

ucker

）、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
テ
ン
プ
ル
（W

illiam
 T
em
ple

）
等
の
初
期
産

業
資
本
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
た
ち
に
よ
っ
て
、
一
層
明
確
な
形
を
と
っ
て
主
張
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

（
1
）　

大
川
政
三
「
ペ
テ
ィ
財
政
論
の
初
期
資
本
主
義
的
性
格
」、『
一
橋
論
叢
』（
一
橋
大
学
）
第
三
六
巻
第
六
号
、
一
九
五
六
年
一
二
月
、
七
一
頁
。

（
2
）　W

illiam
 P
etty, T

reatise of T
axes, op. cit., p.68. 

邦
訳
、
二
九
頁
。

（
3
）　

Ibid., p.22. 

邦
訳
、
四
二
頁
。
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（
4
）　

林
達
『
重
商
主
義
と
産
業
革
命
』
学
文
社
、
一
九
八
八
年
、
九
八
│
九
九
頁
。

（
5
）　D

. C
. C
olem

an, T
h

e E
con

om
y of E

n
glan

d 1450-1750, O
xford, 1977, p.103.

（
6
）　

ピ
ー
タ
ー
・
マ
サ
イ
ア
ス
は
、
こ
う
し
た
労
働
者
観
を
と
る
者
と
し
て
、
ジ
ョ
ン
・
ウ
ェ
イ
ラ
ン
ド
（John W

eyland

）、
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン

リ
ー
（T

hom
as M

anly

）、
ジ
ョ
ン
・
ホ
ー
ト
ン
（John H

oughton

）、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ペ
テ
ィ
（W

illiam
 P
etty

）、
ジ
ョ
サ
イ
ア
・
チ
ャ
イ
ル

ド
（Josiah C

hild

）、
バ
ー
ナ
ー
ド
・
マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
（B

ernard M
andeville

）、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
（John L

aw

）、
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ヒ
ュ
ー
ム

（D
avid H

um
e

）、
ジ
ョ
ナ
ス
・
ハ
ン
ウ
ェ
イ
（Jonas H

anw
ay

）、
ジ
ョ
ン
・
マ
ク
フ
ァ
ー
ラ
ン
ド
（John M

acfarland

）、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
テ
ン

プ
ル
（W

illiam
 T
em
ple

）、
ジ
ョ
ン
・
ポ
レ
ッ
ク
ス
フ
ェ
ン
（John P

ollexfen

）、
ジ
ョ
シ
ュ
ア
・
ジ
ー
（Joshua G

ee

）、
ジ
ョ
ン
・
ケ
ア
リ
ー

（John C
ary

）、
ダ
ニ
エ
ル
・
デ
フ
ォ
ー
（D

aniel D
efoe

）、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ア
レ
ン
（W

illiam
 A
llen

）、
ジ
ョ
サ
イ
ア
・
タ
ッ
カ
ー
（Josiah 

T
ucker

）、
フ
ラ
ン
シ
ス
・
フ
ォ
ー
キ
ィ
ー
（F
rancis F

ouquier

）、
ヘ
ン
リ
ー
・
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
（H

enry F
ielding

）、
ビ
シ
ョ
ッ
プ
・

バ
ー
ク
リ
（B

ishop B
erkeley

）、
ロ
ジ
ャ
ー
・
ノ
ー
ス
（R

oger N
orth

）、
等
の
名
前
を
挙
げ
て
い
る
（P

eter M
athias, T

he T
ran

sform
ation 

of E
n

glan
d, L
ondon, 1979, pp.150-151

）。

（
7
）　W

illiam
 P
etty, P

olitical A
rith

m
etick, L

ondon, 1690, in C
. H
. H
ull, ed., op. cit., V

ol.I, p.274. 

大
内
兵
衛
・
松
川
七
郎
訳
『
政
治

算
術
』
岩
波
書
店
、
一
九
五
五
年
、
七
六
│
七
七
頁
。
訳
文
は
、
一
部
変
更
を
加
え
た
。
以
下
同
様
。

（
8
）　

Ibid., p.275. 

邦
訳
、
七
七
│
七
八
頁
。

（
9
）　

Ibid. 

邦
訳
、
七
八
頁
。

（
10
）　C

f. M
. T
. W
erm
el, T

h
e E

volu
tion of th

e C
lassical W

age T
h

eory, N
ew
 Y
ork, 1939, p.11. 

米
田
清
貴
・
小
林
昇
訳
『
古
典
派
賃

金
論
の
発
展
』
未
来
社
、
一
九
五
八
年
、
二
六
頁
。

（
11
）　

渡
辺
源
次
郎
「
重
商
主
義
の
賃
銀
論
│
賃
銀
・
雇
傭
理
論
の
諸
原
型
に
つ
い
て
│
」、『
商
学
論
集
』（
福
島
高
商
）
第
二
〇
巻
第
四
号
、

一
九
五
二
年
三
月
、
一
四
二
頁
。

（
12
）　E

. S
. F
urniss, T

h
e P

osition of th
e L

aborer in a S
ystem

 of N
ation

alism
:A
 S

tu
d

y in th
e L

abor T
h

eories of th
e L

ater 

E
n

glish M
ercan

tilists, B
oston and N

ew
 Y
ork, 1920, C

hap. V
I.

六
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ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ペ
テ
ィ
の
租
税
論
（
吉
田
）

（
四
五
三
）

（
13
）　E

. F
. H
eckscher, M

ercan
tilism

, V
ol.II, S

tockholm
, 1931, E

nglish trans. by M
. S
hapiro, L

ondon, 1935, p.165.
（
14
）　

イ
ギ
リ
ス
重
商
主
義
期
に
お
け
る
低
賃
金
論
に
は
、
フ
ァ
ー
ニ
ス
が
「
動
機
の
混
淆
」（m

ixture of m
otive

）
と
呼
ん
で
い
る
二
つ
の
観
念

が
存
し
て
い
た
。
一
つ
は
、
輸
出
製
品
の
価
格
低
下
へ
の
直
接
的
方
策
と
し
て
の
低
賃
金
論
で
、
も
う
一
つ
は
、
労
働
力
の
陶
治
（discipline

）

＝
節
倹
と
勤
労
と
へ
の
要
請
に
基
づ
く
そ
れ
で
あ
る
（C

f. E
. S
. F
urniss, op. cit., p.131

）。

（
15
）　

名
目
賃
金
切
下
げ
の
提
唱
は
、
す
で
に
マ
ン
リ
ー
に
見
ら
れ
る
（C

f. T
hom
as M

anley, U
su

ry at S
ix per C

en
t, exam

in
ed, L

ondon, 

1669, p.22

）。

（
16
）　

渡
辺
源
次
郎
、
前
掲
論
文
、
一
四
二
│
一
四
三
頁
。

（
17
）　

松
川
七
郎
『
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ペ
テ
ィ
│
そ
の
政
治
算
術
＝
解
剖
の
生
成
に
関
す
る
一
研
究
│
』（
増
補
版
）、
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
、

一
〇
九
│
一
一
二
頁
。

（
18
）　W

illiam
 P
etty, P

olitical A
rith

m
etick, op. cit., pp.268-269. 

邦
訳
、
六
七
│
六
八
頁
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
（John 

L
ocke

）、
ケ
ア
リ
ー
、
ポ
レ
ッ
ク
ス
フ
ェ
ン
、
デ
フ
ォ
ー
等
は
、「
低
賃
金
の
経
済
」
論
の
立
場
か
ら
必
需
品
課
税
に
一
定
の
理
解
を
示
し
つ
つ
も
、

内
国
消
費
税
の
負
担
を
一
般
消
費
者
大
衆
に
か
ぶ
せ
き
れ
な
い
場
合
に
お
け
る
収
益
関
係
の
悪
化
と
、
物
価
上
昇
が
名
目
賃
金
を
騰
貴
さ
せ
る
場
合

に
お
け
る
国
際
競
争
力
の
低
下
と
を
恐
れ
て
、
こ
の
租
税
に
反
対
し
た
（
石
坂
昭
雄
「
租
税
制
度
の
変
革
」、
前
掲
論
文
、
一
八
八
頁
）。

（
19
）　

早
川
鉦
二
「
イ
ギ
リ
ス
古
典
学
派
の
労
働
者
課
税
論
の
展
開
（
上
）
│
Ｗ
・
ペ
テ
ィ
と
Ａ
・
ス
ミ
ス
に
つ
い
て
│
」、『
愛
知
県
立
大
学
外
国
語

学
部
紀
要
』
第
二
号
、
一
九
六
七
年
一
二
月
、
一
九
九
頁
。
し
か
し
、
早
川
鉦
二
は
、「
ペ
テ
ィ
に
お
い
て
『
低
賃
金
の
経
済
』
論
者
と
し
て
立
ち

現
わ
れ
て
い
る
の
は
、
租
税
収
入
の
確
保
に
主
眼
点
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
勤
労
意
欲
の
喚
起
に
よ
る
剰
余
価
値
の
収
得
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
労

働
者
へ
の
重
課
が
勤
労
意
欲
の
喚
起
に
そ
の
意
図
を
も
つ
も
の
と
し
て
も
、
ペ
テ
ィ
に
お
い
て
は
剰
余
価
値
の
増
大
を
図
る
資
本
家
の
欲
求
に
必
ず

し
も
意
識
的
に
応
え
る
も
の
で
は
な
い
」
と
し
て
い
る
（
同
上
論
文
、
一
九
九
│
二
〇
〇
頁
）。

（
20
）　W
illiam

 P
etty, P

olitical A
rith

m
etick, op. cit., p.269. 

邦
訳
、
六
七
頁
。

（
21
）　

Ibid. 

邦
訳
、
六
七
│
六
八
頁
。

（
22
）　W

illiam
 P
etty, V

erbu
m
 S

apien
ti, L

ondon, 1695, in C
. H
. H
ull, ed., op. cit., V

ol.I, pp.105-110. 

大
内
兵
衛
・
松
川
七
郎
訳
『
賢

六
一



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
四
五
四
）

者
に
は
一
言
を
も
っ
て
足
る
』（
同
訳
『
租
税
貢
納
論
』
岩
波
書
店
、
一
九
五
二
年
、
所
収
）、
一
六
九
│
一
八
〇
頁
。
訳
文
は
、
一
部
変
更
を
加
え

た
。
以
下
同
様
。

（
23
）　

大
倉
正
雄
『
イ
ギ
リ
ス
財
政
思
想
史
│
重
商
主
義
期
の
戦
争
・
国
家
・
経
済
│
』
日
本
経
済
評
論
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
八
頁
。

（
24
）　

大
川
政
三
「
ペ
テ
ィ
財
政
論
の
初
期
資
本
主
義
的
性
格
」、
前
掲
論
文
、
七
一
頁
。
な
お
、
ペ
テ
ィ
は
、
資
産
に
課
す
べ
き
租
税
と
し
て
は
、

地
租
、
家
屋
税
、
各
種
の
動
産
税
等
を
挙
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、『
賢
者
一
言
』
で
は
、
内
国
消
費
税
以
外
の
租
税
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ

て
い
る
。
ペ
テ
ィ
は
、『
租
税
お
よ
び
貢
納
論
』
に
お
い
て
は
、
内
国
消
費
税
こ
そ
が
自
然
的
正
義
に
適
う
と
こ
ろ
の
唯
一
の
租
税
で
あ
る
こ
と
を

強
調
し
て
い
た
。
こ
の
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
こ
こ
で
、
内
国
消
費
税
以
外
の
租
税
を
認
め
る
こ
と
は
、
自
然
的
正
義
を
許
容
す
る
こ
と
と
な
る
。

し
か
し
、
ペ
テ
ィ
が
、
内
国
消
費
税
重
視
の
考
え
を
完
全
に
放
棄
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
ペ
テ
ィ
が
、
引
き
続
き
内
国
消
費

税
を
も
っ
て
イ
ギ
リ
ス
の
租
税
制
度
の
中
核
と
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
は
、
ま
ち
が
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
25
）　W

illiam
 P
etty, V

erbu
m
 S

apien
ti, op. cit., p.110. 

邦
訳
、
一
七
九
頁
。

（
26
）　

Ibid., p.114. 

邦
訳
、
一
八
五
│
一
八
六
頁
。

（
27
）　

大
倉
正
雄
、
前
掲
書
、
三
〇
頁
。
し
か
し
、
わ
が
国
の
イ
ギ
リ
ス
財
政
史
研
究
に
お
い
て
、
重
商
主
義
期
に
お
け
る
内
国
消
費
税
が
、
主
と
し

て
産
業
資
本
家
の
肩
に
か
か
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
解
釈
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
石
坂
昭
雄
は
、
こ
の
解
釈
を
と
っ
て
い
る
。
石
坂
昭
雄
「
租
税

制
度
の
変
革
」、
前
掲
論
文
、
一
八
八
頁
を
参
照
せ
よ
。
ま
た
、
池
田
嘉
男
は
、「
産
業
資
本
に
あ
っ
て
も
、
消
費
税
の
惹
き
起
こ
す
原
料
高
と
売
行

き
減
退
と
い
う
二
重
の
苦
痛
を
蒙
っ
て
お
り
、
常
々
そ
の
撤
廃
を
要
求
し
て
い
た
」
と
し
て
い
る
（
池
田
嘉
男
「
イ
ギ
リ
ス
市
民
革
命
の
租
税
構

造
」、『
歴
史
』〔
東
北
史
学
会
〕
第
二
八
輯
、
一
九
六
四
年
三
月
、
七
頁
）。

四　

ま
と
め

イ
ギ
リ
ス
の
一
七
世
紀
に
お
い
て
、
国
家
財
政
の
基
盤
が
大
き
く
変
貌
し
た
。
中
世
に
お
い
て
は
、
政
治
は
国
王
│
家
臣
の
関
係
が
貫

六
二



ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ペ
テ
ィ
の
租
税
論
（
吉
田
）

（
四
五
五
）

か
れ
、
国
家
収
入
は
主
と
し
て
国
王
が
私
的
に
所
有
す
る
土
地
や
さ
ま
ざ
ま
な
独
自
の
権
利
や
特
権
に
基
づ
い
て
獲
得
さ
れ
た
。
し
か
し
、

一
六
四
〇
年
代
以
後
に
は
、
国
家
財
政
は
公
的
な
も
の
に
な
り
、
そ
の
基
礎
を
課
税
に
置
き
、
国
富
中
の
一
層
大
き
な
部
分
を
占
め
る
よ

う
に
な
っ
た
（
1
）

。
い
わ
ゆ
る
、
ジ
ョ
ウ
ゼ
フ
・
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
（J. A
. S
chum

peter

）
の
い
う
「
直
轄
国
家
か
ら
租
税
国
家
へ
の
転
換
」

（the replacem
ent of the dem

esne state by the tax state

）
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
2
）

。

一
方
、
経
済
史
家
ジ
ョ
ン
・
ネ
フ
（J. U

. N
ef

）
に
よ
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
一
七
世
紀
は
、
一
八
世
紀
の
産
業
革
命
に
は
及
ば
な
い
ま

で
も
、
著
し
い
産
業
発
展
期
に
相
当
し
て
い
た
（
3
）

。
森
林
の
牧
場
化
あ
る
い
は
耕
地
化
、
新
た
な
工
業
都
市
の
簇
生
、
毛
織
物
工
業
の
農
村

へ
の
拡
大
、
炭
田
の
開
発
な
ど
に
よ
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
国
土
の
様
相
は
著
し
く
変
化
し
た
。
い
ま
だ
、
家
内
生
産
が
工
場
生
産
よ
り
は

る
か
に
大
き
な
比
重
を
占
め
、
し
た
が
っ
て
賃
金
労
働
者
は
優
越
的
な
存
在
と
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
資
本
に
よ
る
生
産
の
支
配
、

資
本
所
有
者
た
る
い
わ
ゆ
る
商
人
＝
製
造
家
の
生
産
面
へ
の
進
出
は
、
着
々
と
進
ん
で
い
た
（
4
）

。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
家
内
生
産
の
か

た
わ
ら
に
は
、
鉱
山
・
製
塩
・
金
属
・
造
船
・
硝
子
・
染
料
・
火
薬
・
石
鹸
等
の
資
本
家
的
製
造
業
が
新
た
に
登
場
し
、
大
量
の
資
本
と

賃
金
労
働
者
の
供
給
を
必
要
と
し
て
い
た
（
5
）

。

よ
う
す
る
に
、
一
七
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、「
租
税
国
家
」
へ
の
移
行
と
資
本
主
義
経
済
の
生
成
と
が
、
い
ま
だ
古
き
も
の

を
残
存
さ
せ
つ
つ
も
、
同
時
的
に
進
行
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
財
政
史
・
経
済
史
的
状
況
の
中
で
、
ペ
テ
ィ
は
、
租
税
関
係
の

著
作
を
公
刊
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
中
で
、
ペ
テ
ィ
は
、
イ
ギ
リ
ス
経
済
の
資
本
主
義
化
を
一
層
推
進
す
る
こ
と
こ
そ
が
、

と
り
も
な
お
さ
ず
、「
租
税
国
家
」
を
実
現
し
強
固
化
す
る
最
も
確
実
な
、
ま
た
最
も
根
本
的
な
方
法
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
ペ
テ
ィ
は
、
所
要
の
国
家
収
入
を
調
達
す
る
た
め
の
理
想
的
な
課
税
方
法
を
探
る
場
合
に
も
、
そ
の
課
税
に
よ
っ
て
資
本
の
蓄

積
、
し
た
が
っ
て
イ
ギ
リ
ス
資
本
主
義
経
済
の
発
展
が
阻
害
さ
れ
な
い
よ
う
に
考
慮
す
る
こ
と
を
忘
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（
6
）

。
す
な
わ

六
三
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（
四
五
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）

ち
、
ペ
テ
ィ
の
主
張
す
る
租
税
利
益
説
と
そ
れ
に
基
づ
く
内
国
消
費
税
は
、
資
産
所
有
者
の
租
税
負
担
軽
減
と
貧
民
労
働
者
の
労
働
意
欲

喚
起
を
通
じ
て
、
資
本
家
的
生
産
の
要
求
に
合
致
し
、
一
層
そ
れ
を
促
進
す
る
た
め
の
条
件
を
準
備
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

（
1
）　C

f. M
. J. B

raddick, T
h

e N
erves of S

tate, T
axation an

d th
e fi n

an
cin

g of th
e E

n
glish state 1558-1714, M

anchester, 1996, 

pp.12-20. 

酒
井
重
喜
訳
『
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
租
税
国
家
の
成
立
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
二
│
一
九
頁
。

（
2
）　J. A

. S
chum

peter, “T
he C

risis of the T
ax state ” In

tern
ation

al E
con

om
ic P

apers, V
ol.IV

, 1954, pp.5-38.

（
3
）　J. U

. N
ef, T

h
e R

ise of th
e B

ritish C
oal In

d
u

stry, V
ol.I, L

ondon, 1932, p.165.

（
4
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. D
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史
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Ⅰ
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│
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川
政
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│
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グ
ロ
ー
バ
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時
代
の
法
人
課
税
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資
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所
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（
鶴
田
）

（
四
五
七
）

グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
の
法
人
課
税
と
資
本
所
得
課
税

│
マ
ー
リ
ー
ズ
・
レ
ビ
ュ
ー
を
中
心
に

│

鶴　
　

田　
　

廣　
　

巳

は
じ
め
に

ミ
ー
ド
委
員
会
報
告
書
か
ら
三
〇
有
余
年
が
経
過
し
た
二
〇
一
〇
年
、
一
一
年
、
相
次
い
で
浩
瀚
な
二
分
冊
か
ら
な
る
い
わ
ゆ
る
マ
ー

リ
ー
ズ
・
レ
ビ
ュ
ー
が
、
ミ
ー
ド
報
告
と
同
じ
く
、
イ
ギ
リ
ス
の
財
政
研
究
所
（Institute for F

iscal S
tudies

）
か
ら
出
版
さ
れ
た
。

D
im

ensions of T
ax D

esign

と
題
す
る
集
団
研
究
の
論
文
集
と
い
う
べ
き
巻
（
以
下
、
マ
ー
リ
ー
ズ
Ⅰ
）
は
、
全
一
三
章
、
一
、三
五
〇

ペ
ー
ジ
余
に
達
す
る
大
部
の
書
で
あ
り
、
ま
た
こ
れ
を
受
け
て
税
制
改
革
の
提
言
を
行
うT

ax by D
esign

と
題
す
る
巻
（
以
下
、
マ
ー

リ
ー
ズ
Ⅱ
）
も
全
二
〇
章
、
五
五
〇
ペ
ー
ジ
近
い
大
著
と
な
っ
て
い
る

（
1
）

。
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こ
の
報
告
書
が
目
標
と
す
る
の
は
、
ま
え
が
き
に
も
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
二
一
世
紀
の
開
放
経
済
の
も
と
に
お
い
て
良
き
租
税
制

度
の
方
向
に
向
か
う
た
め
の
鍵
と
な
る
特
質
を
見
出
し
、
と
く
に
イ
ギ
リ
ス
の
租
税
制
度
を
そ
の
理
想
に
近
づ
け
る
た
め
に
は
ど
の
よ
う

な
改
革
を
行
う
べ
き
か
を
提
示
す
る
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ミ
ー
ド
報
告
書
が
支
出
税
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
税
の
観
点
か
ら
体

系
的
な
税
制
改
革
論
を
展
開
し
た
と
す
れ
ば
、
マ
ー
リ
ー
ズ
・
レ
ビ
ュ
ー
は
座
長
の
マ
ー
リ
ー
ズ
の
影
響
の
も
と
に
主
と
し
て
最
適
課
税

論
の
観
点
か
ら
税
制
改
革
論
を
展
開
し
た
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

ミ
ー
ド
報
告
か
ら
三
〇
余
年
が
経
過
し
、
こ
の
間
に
お
け
る
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
は
め
ざ
ま
し
い
も
の
が
あ
る
。
マ
ー
リ
ー
ズ
・
レ

ビ
ュ
ー
が
強
調
す
る
の
も
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
税
制
と
の
係
わ
り
で
あ
る
。
本
稿
は
、
マ
ー
リ
ー
ズ
・
レ
ビ
ュ
ー
に
お
け
る
グ
ロ
ー
バ
ル
時

代
の
法
人
課
税
、
資
本
所
得
課
税
に
焦
点
を
し
ぼ
っ
て
そ
の
主
張
と
意
味
を
検
討
し
、
一
定
の
評
価
を
行
な
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

Ⅰ　

グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
に
お
け
る
法
人
課
税
│
マ
ー
リ
ー
ズ
・
レ
ビ
ュ
ー
に
お
け
る
論
点
提
起
│

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
進
展
に
よ
り
国
際
経
済
環
境
が
大
き
く
変
動
す
る
な
か
で
、
各
国
の
間
で
の
租
税
競
争
が
激
し
く
な
り
、

と
り
わ
け
法
人
所
得
課
税
や
資
本
所
得
課
税
に
つ
い
て
「
抜
本
的
」
改
革
を
模
索
す
る
動
き
が
強
ま
っ
て
い
る
。
マ
ー
リ
ー
ズ
・
レ

ビ
ュ
ー
が
登
場
し
た
の
も
、
そ
う
し
た
背
景
の
も
と
に
お
い
て
で
あ
る
。

マ
ー
リ
ー
ズ
Ⅰ
で
は
、
主
と
し
て
第
九
章
お
よ
び
第
一
〇
章
で
法
人
所
得
課
税
、
資
本
所
得
課
税
の
改
革
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
第
九

章
で
はA
uerbach/D

evereux/S
im

pson

の
三
人
の
著
者
に
よ
る“T

axing C
orporate Incom

e ”

と
題
す
る
論
考
（
以
下
、
Ａ
＝
Ｄ
＝

Ｓ
論
文
）
が
、
ま
た
第
一
〇
章
で
は
、G

riffi  th/H
ines/S

ørensen

の
三
者
に
よ
る“International C

apital T
axation ”

と
題
す
る
論

考
（
以
下
、
Ｇ
＝
Ｈ
＝
Ｓ
論
文
）
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
法
人
課
税
と
資
本
所
得
課
税
は
い
わ
ば
メ
ダ
ル
の
裏
表
の
関
係
に
あ
り
、
相
互
に
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密
接
な
関
連
を
持
っ
て
い
る
。
法
人
活
動
の
な
か
か
ら
発
生
す
る
付
加
価
値
や
所
得
が
法
人
レ
ベ
ル
で
蓄
積
さ
れ
た
り
、
法
人
か
ら
個
人

に
移
転
し
た
り
す
る
た
め
、
公
平
性
・
効
率
性
（
中
立
性
）・
簡
素
性
や
実
行
可
能
性
な
ど
の
租
税
原
則
と
係
わ
ら
せ
な
が
ら
、
ど
の
課
税

ポ
イ
ン
ト
で
、
ど
の
よ
う
に
課
税
す
る
か
を
追
跡
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
法
人
レ
ベ
ル
で
の
課
税
と
個
人
レ
ベ
ル
で
の
課
税
と
を
そ
れ
ぞ
れ

検
証
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
マ
ー
リ
ー
ズ
・
レ
ビ
ュ
ー
に
お
い
て
も
、
二
つ
の
章
が
配
置
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
、
あ
る
意
味
で
そ
う
し
た
要
請
に
対
応
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

1
．
課
税
ベ
ー
ス
と
課
税
地
原
則
に
よ
る
法
人
課
税
改
革
論
の
分
類

表
1
は
、
Ａ
＝
Ｄ
＝
Ｓ
論
文
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
法
人
課
税
制
度
の
諸
類
型
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
類
型
区
分
の
前
提
と
な
っ

て
い
る
の
は
、
企
業
の
生
産
活
動
や
販
売
活
動
、
利
潤
の
帰
属
先
、
あ
る
い
は
株
主
の
居
住
地
な
ど
が
さ
ま
ざ
ま
な
国
に
ま
た
が
っ
て
い

る
開
放
経
済
の
枠
組
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
現
代
の
企
業
活
動
の
中
心
に
位
置
す
る
多
国
籍
企
業
、
多
国
籍
銀
行
な
ど
が
念
頭
に
置
か

れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
分
類
の
基
準
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
課
税
ベ
ー
ス
の
所
在
地
と
事
業
課
税
の
対
象
と
な
る
所
得
タ
イ
プ
の
二

つ
で
あ
る
。
ミ
ー
ド
報
告
が
発
表
さ
れ
た
一
九
七
〇
年
代
後
半
の
支
出
税
ル
ネ
サ
ン
ス
と
い
わ
れ
た
時
期
以
降
、
法
人
課
税
・
資
本
所
得

課
税
を
め
ぐ
っ
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
改
革
案
が
提
案
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
こ
に
は
そ
の
代
表
的
な
も
の
が
一
覧
表
で
示
さ
れ
て
い
る

（
2
）

。

課
税
ベ
ー
ス
の
所
在
地
は
、
基
本
的
に
は
、
源
泉
地
国
、
居
住
地
国
、
仕
向
地
国
の
三
つ
に
分
類
さ
れ
る
。
源
泉
地
国
に
所
在
す
る
課

税
ベ
ー
ス
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
現
に
生
産
活
動
や
経
済
活
動
が
行
わ
れ
て
い
る
国
で
課
税
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
国
際
課

税
原
則
で
い
う
、
い
わ
ゆ
る
ソ
ー
ス
・
ル
ー
ル
で
あ
る
。
居
住
地
原
則
に
基
づ
く
課
税
ベ
ー
ス
は
、
い
わ
ゆ
る
全
世
界
課
税
主
義
の
考
え

方
に
立
つ
課
税
方
式
で
あ
り
、
法
人
の
本
店
の
所
在
地
な
い
し
個
人
株
主
の
居
所
を
基
準
に
法
人
な
い
し
個
人
株
主
が
全
世
界
で
稼
得
す
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る
所
得
を
課
税
対
象
と
す
る
。
表
1
で
は
、
法
人
株
主
の
ケ
ー
ス
と
個

人
株
主
の
ケ
ー
ス
と
で
区
分
し
て
表
示
さ
れ
て
い
る
。
最
後
に
、
仕
向

地
原
則
に
基
づ
く
課
税
ベ
ー
ス
と
は
、
財
や
サ
ー
ビ
ス
が
最
終
的
に
消

費
さ
れ
る
仕
向
地
で
対
象
と
な
る
課
税
ベ
ー
ス
で
あ
り
、
基
本
的
に
売

上
高
か
ら
売
上
に
係
わ
る
コ
ス
ト
を
差
し
引
い
た
も
の
に
等
し
い
。
一

般
に
仕
向
地
原
則
は
、
付
加
価
値
税
な
ど
間
接
税
の
場
合
に
適
用
さ
れ

る
の
が
通
例
で
あ
る
が
、
Ａ
＝
Ｄ
＝
Ｓ
論
文
で
は
仕
向
地
ベ
ー
ス
の

キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
税
が
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。

他
方
、
所
得
タ
イ
プ
別
の
分
類
で
は
、
課
税
対
象
と
な
る
の
が
通
常

の
投
資
収
益
だ
け
で
な
く
そ
の
水
準
を
超
え
る
経
済
的
レ
ン
ト
を
含
む

全
収
益
か
、
そ
れ
と
も
経
済
的
レ
ン
ト
の
み
か
に
よ
り
大
き
く
二
つ
に

区
分
さ
れ
、
前
者
の
う
ち
全
収
益
を
生
む
資
本
が
株
式
資
本
（equity

）

の
み
に
対
応
し
て
い
る
か
、
そ
れ
と
も
株
式
資
本
と
借
入
れ
（debt

）

を
含
む
全
資
本
に
対
応
し
て
い
る
か
に
よ
り
さ
ら
に
区
分
さ
れ
て
い
る
。

全
収
益
に
課
税
す
る
タ
イ
プ
を
所
得
ベ
ー
ス
課
税
、
経
済
的
レ
ン
ト
だ

け
に
課
税
す
る
タ
イ
プ
を
消
費
ベ
ー
ス
課
税
と
し
て
分
類
す
る
こ
と
も

可
能
で
あ
る
。

表 1　法人所得税制度の諸類型

課税ベース
の所在地国

事業課税を受ける所得の類型区分

株式に対する全収益 資本に対する全収益 レント

源泉地国 1 ．

伝統的な法人所得
課税、かつ外国源
泉所得に対する課
税免除

4 ． 二元的所得税 6 ． ＡＣＥ型法人税

5 ． 包括的事業所得税
（ＣＢＩＴ） 7 ．

源泉地ベースの
キャッシュフロー
法人税

居住地国
（法人株主） 2 ．

居住地ベースの法
人所得税、かつ外
国税額控除

居住地国
（個人株主） 3 ． 居住地国ベースの

株主税

仕向地国
（最終消費）

8 ．
完全仕向地ベース
のキャッシュフ
ロー税

9 ．
ＶＡＴタイプの仕
向地ベースキャッ
シュフロー税

（出所）　IFS, Dimensions of Tax Design, 2010, p.841.
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以
上
の
二
つ
の
基
準
に
し
た
が
っ
て
、
Ａ
＝
Ｄ
＝
Ｓ
論
文
で
は
九
つ
の
タ
イ
プ
の
法
人
所
得
課
税
が
分
類
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
株
式

に
対
す
る
全
収
益
に
課
税
す
る
タ
イ
プ
に
つ
い
て
は
、
源
泉
地
で
課
税
す
る
伝
統
的
な
法
人
所
得
税
で
外
国
源
泉
所
得
に
対
し
課
税
を
免

除
す
る
方
式
、
い
わ
ゆ
る
外
国
所
得
免
除
方
式
（
タ
イ
プ
一
）、
お
よ
び
、
居
住
地
ベ
ー
ス
で
課
税
す
る
二
つ
の
タ
イ
プ
、
す
な
わ
ち
、
居

住
者
た
る
法
人
本
社
な
い
し
個
人
株
主
に
対
し
居
住
地
国
が
そ
の
全
世
界
所
得
に
課
税
し
、
納
付
外
国
税
に
対
し
国
際
的
二
重
課
税
を
調

整
す
る
外
国
税
額
控
除
を
認
め
る
全
世
界
所
得
課
税
主
義
方
式
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
（
タ
イ
プ
二
、
お
よ
び
三
）。
つ
ぎ
に
、equity

だ
け

で
な
くdebt

を
含
む
全
資
本
が
生
む
収
益
に
つ
い
て
は
、
源
泉
地
国
ベ
ー
ス
の
二
つ
の
タ
イ
プ
の
税
、
二
元
的
所
得
税
（dual incom

e 

tax, D
IT

）
と
包
括
的
事
業
所
得
税
（com

prehensive business incom
e tax, C

B
IT

）
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
（
タ
イ
プ
四
、
お
よ
び
五
）。
最
後

に
、
経
済
的
レ
ン
ト
の
み
に
課
税
す
る
も
の
と
し
て
、
源
泉
地
国
ベ
ー
ス
に
属
す
る
Ａ
Ｃ
Ｅ
法
人
税
と
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
法
人
税
（
タ

イ
プ
六
、
お
よ
び
七
）、
仕
向
地
ベ
ー
ス
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
税
と
Ｖ
Ａ
Ｔ
タ
イ
プ
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
税
が
示
さ
れ
て
い
る
（
タ
イ

プ
八
、
お
よ
び
九
）。
こ
れ
ら
の
税
の
比
較
検
討
は
の
ち
に
行
う
こ
と
と
し
て
、
こ
こ
で
は
Ａ
＝
Ｄ
＝
Ｓ
論
文
が
最
終
的
に
下
し
た
結
論
は

仕
向
地
ベ
ー
ス
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
税
が
今
後
の
法
人
課
税
と
し
て
望
ま
し
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

2
．
資
本
所
得
課
税
の
漸
進
的
改
革
案
と
抜
本
的
改
革
案

以
上
の
Ａ
＝
Ｄ
＝
Ｓ
論
文
の
分
析
枠
組
に
対
し
て
、
Ｇ
＝
Ｈ
＝
Ｓ
論
文
で
は
「
居
住
地
ベ
ー
ス
か
、
源
泉
地
ベ
ー
ス
か
」
と
い
う
伝
統

的
な
枠
組
の
な
か
で
各
種
の
資
本
課
税
の
選
択
肢
が
と
り
上
げ
ら
れ
て
い
る

（
3
）

。
こ
れ
は
Ａ
＝
Ｄ
＝
Ｓ
論
文
が
法
人
税
制
度
の
か
か
え
る
諸

問
題
を
検
討
し
て
、
ど
の
よ
う
な
法
人
税
制
改
革
の
提
案
を
行
う
か
を
課
題
と
し
て
い
た
の
に
対
し
、
Ｇ
＝
Ｈ
＝
Ｓ
論
文
の
方
は
グ
ロ
ー
バ

リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
進
展
に
よ
る
国
際
経
済
環
境
の
変
化
の
も
と
で
の
租
税
政
策
、
と
く
に
資
本
課
税
に
係
わ
る
租
税
制
度
の
デ
ザ
イ
ン
を
ど
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の
よ
う
に
描
く
か
を
課
題
と
し
、
し
た
が
っ
て
開
放
経
済
下
の
国
際
租
税
政
策
の
あ
り
方
を
基
本
問
題
と
し
て
設
定
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う

（
4
）

。

Ｇ
＝
Ｈ
＝
Ｓ
論
文
で
の
国
際
資
本
所
得
課
税
の
改
革
論
の
提
起
は
、
現
行
制
度
を
踏
ま
え
た
現
実
的
な
い
く
つ
か
の
選
択
肢
の
提
案
と

「
よ
り
包
括
的
な
改
革
案
」
の
二
段
階
で
行
わ
れ
て
い
る

（
5
）

。
ま
ず
、
前
者
で
は
、
①
外
国
源
泉
所
得
に
対
す
る
課
税
の
繰
り
延
べ
を
認
め

な
い
全
世
界
課
税
主
義
へ
の
移
行
、
②
属
地
主
義
な
い
し
国
外
所
得
免
除
制
度
（exem

ption system

）
へ
の
移
行
、
③
現
行
の
被
支
配
外

国
会
社
（controlled F

oreign C
om

pany, C
F
C

）
制
度
の
被
支
配
会
社
（C

ontrolled C
om

pany, C
C

）
制
度
へ
の
転
換
、
④
Ｅ
Ｕ
委
員
会
が

提
案
し
て
い
る
共
通
連
結
課
税
ベ
ー
ス
（C

om
m
on C

onsolidated C
orporate T

ax B
ase, C

C
C
T
B

）
の
採
用
、
⑤
本
国
課
税
制
度
（H

om
e 

S
tate T

axation, H
S
T

）
の
五
つ
の
選
択
肢
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
よ
り
進
ん
だ
包
括
的
な
改
革
案
と
し
て
、
⑥
資
本
の
全
収
益

（full return to capital

）
に
対
し
て
居
住
地
ベ
ー
ス
の
個
人
税
を
課
税
す
る
所
得
課
税
制
度
（incom

e tax regim
e

）
と
、
⑦
超
過
収
益

（above-norm
al returns

）
に
課
税
を
限
定
す
る
消
費
課
税
制
度
（consum

ption tax regim
e

）
と
い
う
個
人
レ
ベ
ル
で
の
課
税
方
式
の
二
つ

の
選
択
肢
が
示
さ
れ
る
と
と
も
に
、
法
人
レ
ベ
ル
でA

llow
ance for C

orporate E
quity

（
Ａ
Ｃ
Ｅ
）
を
通
じ
て
法
人
の
通
常
収
益
を
課

税
か
ら
除
外
す
る
方
式
を
両
者
と
そ
れ
ぞ
れ
組
み
合
わ
せ
る
改
革
案
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

1 ）　

漸
進
的
改
革
案
の
諸
類
型

①
で
は
、
一
般
の
全
世
界
課
税
主
義
の
場
合
、
外
国
源
泉
所
得
に
対
す
る
居
住
地
国
の
課
税
は
、
原
則
と
し
て
、
そ
の
所
得
が
外
国
に

留
保
さ
れ
る
限
り
行
わ
れ
ず
、
本
国
に
利
潤
送
金
さ
れ
た
際
に
限
定
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
外
国
税
額
控
除
に
限
度
額
を
設
け
ず
、
ま

た
外
国
源
泉
所
得
に
対
す
る
課
税
の
繰
り
延
べ
を
認
め
な
い
方
式
が
と
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
イ
ギ
リ
ス
が
こ
の
方
式
を
と
る

こ
と
は
同
国
に
本
拠
を
置
く
多
国
籍
企
業
の
本
社
を
喪
失
す
る
こ
と
に
な
る
と
し
て
、
退
け
ら
れ
て
い
る

（
6
）

。
ま
た
、
こ
の
点
と
係
わ
っ
て
、

七
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資
本
輸
出
中
立
性
（
Ｃ
Ｅ
Ｎ
）、
資
本
輸
入
中
立
性
（
Ｃ
Ｉ
Ｎ
）、
国
家
的
中
立
性
（N
ational N

eutrality, N
N

）
の
概
念
と
並
ん
で
、
資
本
所

有
中
立
性
（C

apital O
w
nership N

eutrality, C
O
N

）
の
概
念
が
紹
介
さ
れ
、
そ
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る

（
7
）

。
Ｃ
Ｏ
Ｎ
と
は
、
多
国
籍

企
業
が
開
発
し
た
技
術
・
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
そ
の
他
の
資
産
は
当
該
企
業
に
独
自
の
も
の
で
あ
り
、
資
産
の
生
産
性
は
そ
の
所
有
・
管
理

の
あ
り
方
に
依
存
し
て
い
る
と
し
て
、
税
制
が
こ
の
多
国
籍
企
業
の
所
有
の
態
様
を
歪
め
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
Ｃ
Ｏ
Ｎ
が

達
成
さ
れ
る
の
は
、
す
べ
て
の
国
が
全
世
界
所
得
課
税
方
式
を
と
る
と
と
も
に
無
制
限
の
外
国
税
額
控
除
を
認
め
、
か
つ
各
国
が
課
税

ベ
ー
ス
に
つ
い
て
同
一
の
定
義
を
採
用
す
る
と
の
条
件
が
満
た
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
完
全
な
Ｃ
Ｅ
Ｎ
が
保
障
さ
れ
る
な
か

で
、
資
産
は
そ
れ
を
最
も
生
産
的
に
利
用
で
き
る
多
国
籍
企
業
に
よ
り
獲
得
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
同
じ
結
果
は
、
す
べ
て
の
居
住
地
国

が
国
外
所
得
に
つ
い
て
自
国
の
課
税
を
免
除
し
、
か
つ
ク
ロ
ス
・
ボ
ー
ダ
ー
の
資
産
買
収
の
た
め
の
資
金
コ
ス
ト
な
い
し
償
却
の
控
除
に

つ
い
て
各
国
が
同
じ
ル
ー
ル
を
適
用
す
る
場
合
に
も
達
成
さ
れ
る
と
い
う

（
8
）

。
こ
こ
に
、
次
の
②
の
選
択
肢
と
の
係
わ
り
が
見
出
さ
れ
る
。

②
の
属
地
主
義
（
国
外
所
得
免
除
制
度
）
は
、
近
年
、
こ
の
方
式
を
採
用
す
る
国
が
増
加
し
た
と
さ
れ
、
二
〇
〇
五
年
時
点
で
は
Ｏ
Ｅ
Ｃ

Ｄ
三
〇
か
国
の
な
か
で
居
住
地
主
義
（
全
世
界
所
得
課
税
主
義
）
を
と
る
国
が
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、
日
本
な
ど
九
か
国
で
あ
る
の
に
対

し
、
属
地
主
義
を
と
る
国
は
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
、
カ
ナ
ダ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
な
ど

二
一
か
国
に
の
ぼ
る
と
い
う

（
9
）

。
Ｇ
＝
Ｈ
＝
Ｓ
論
文
も
、
イ
ギ
リ
ス
が
こ
の
方
式
に
移
行
す
れ
ば
同
国
に
本
拠
を
置
く
多
国
籍
企
業
の
競
争

力
を
改
善
す
る
だ
け
で
な
く

（
10
）

、
課
税
が
送
金
決
定
に
及
ぼ
す
歪
み
を
除
去
す
る
こ
と
に
よ
り
Ｃ
Ｏ
Ｎ
の
改
善
に
も
寄
与
す
る
と
の
期
待
を

寄
せ
る
が

（
11
）

、
イ
ギ
リ
ス
が
政
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
と
し
て
同
時
に
実
施
を
予
定
す
る
Ｃ
Ｆ
Ｃ
制
度
の
Ｃ
Ｃ
制
度
へ
の
転
換
に
つ
い
て
は
全
体
と

し
て
制
度
の
簡
素
化
を
も
た
ら
さ
な
い
と
し
て
消
極
的
評
価
に
と
ど
ま
っ
て
い
る

（
12
）

。

③
は
そ
の
Ｃ
Ｃ
制
度
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
Ｃ
Ｆ
Ｃ
制
度
が
事
業
主
体
（entities
）
に
適
用
さ
れ
る
の
に
対
し
、
能
動
的
所
得
（active 
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incom
e

）
か
受
動
的
所
得
（passive incom

e

）
か
と
い
う
所
得
種
類
を
基
準
に
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

（
13
）

。
す
な
わ
ち
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
制
度
の

も
と
で
は
外
国
子
会
社
が
Ｃ
Ｆ
Ｃ
だ
と
認
定
さ
れ
る
と
能
動
的
と
受
動
的
と
を
問
わ
ず
そ
の
全
所
得
が
イ
ギ
リ
ス
で
の
課
税
対
象
に
な
る

の
に
対
し
、
Ｃ
Ｃ
制
度
の
も
と
で
は
イ
ギ
リ
ス
親
会
社
の
支
配
下
に
あ
る
子
会
社
の
受
動
的
所
得
と
「
移
動
可
能
な
（m

obile

）」
能
動
的

所
得
が
親
会
社
に
割
り
当
て
ら
れ
、
イ
ギ
リ
ス
で
課
税
さ
れ
た
う
え
で
外
国
税
額
控
除
の
適
用
を
受
け
る
も
の
と
さ
れ
た
。
議
論
の
的
と

な
っ
た
の
は
、「
移
動
可
能
な
」
能
動
的
所
得
が
受
動
的
所
得
と
認
定
さ
れ
る
こ
と

（
14
）

、
全
世
界
の
イ
ギ
リ
ス
子
会
社
が
対
象
に
な
る
こ
と
、

外
国
子
会
社
だ
け
で
な
く
国
内
子
会
社
も
適
用
対
象
と
な
る
こ
と
な
ど
で
あ
っ
た
。
Ｇ
＝
Ｈ
＝
Ｓ
論
文
は
、
Ｃ
Ｃ
制
度
の
方
が
Ｃ
Ｆ
Ｃ
制

度
よ
り
も
射
程
が
広
い
、
国
内
に
も
適
用
さ
れ
る
、
能
動
か
受
動
か
を
検
証
す
る
こ
と
の
執
行
上
の
困
難
性
、
さ
ら
に
は
新
た
な
利
子
制
限

ル
ー
ル
の
導
入
な
ど
過
剰
な
租
税
回
避
防
止
条
項
の
追
加
な
ど
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
、
こ
の
改
革
案
に
否
定
的
な
評
価
を
下
し
て
い
る

（
15
）

。

④
の
共
通
連
結
課
税
ベ
ー
ス
は
Ｅ
Ｕ
委
員
会
の
提
案
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｔ
Ｂ
方
式
に
よ
れ
ば
、
Ｅ
Ｕ
多
国
籍
企
業
は
共
通

の
ル
ー
ル
に
従
っ
て
算
定
さ
れ
た
課
税
ベ
ー
ス
を
選
択
す
る
一
方
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
は
共
通
の
定
式
に
よ
り
課
税
ベ
ー
ス
を
配
分
し
、
そ
れ

に
自
国
の
法
人
税
率
を
適
用
す
る
こ
と
に
な
る
。
国
際
的
に
事
業
活
動
を
展
開
し
て
い
な
い
企
業
や
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｔ
Ｂ
を
選
択
し
な
い
多
国
籍

企
業
は
、
従
来
ど
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
税
法
に
よ
り
課
税
を
受
け
る
。
し
か
し
、
Ｇ
＝
Ｈ
＝
Ｓ
論
文
に
よ
れ
ば
、
こ
の
方
式
に
も
さ

ま
ざ
ま
な
問
題
が
あ
る

（
16
）

。（
ⅰ
）
所
得
を
連
結
し
、
各
国
に
配
分
す
る
企
業
グ
ル
ー
プ
の
範
囲
を
ど
こ
で
線
引
き
す
る
か
、（
ⅱ
）
課
税
を

配
分
す
る
定
式
を
ど
の
よ
う
に
構
成
す
る
か

（
17
）

、（
ⅲ
）
企
業
内
で
の
所
得
の
配
分
は
Ｅ
Ｕ
内
で
生
み
出
さ
れ
た
分
に
適
用
が
限
定
さ
れ
、

Ｅ
Ｕ
内
外
の
企
業
内
で
は
、
従
来
ど
お
り
の
個
別
会
計
方
式
と
移
転
価
格
問
題
が
継
続
す
る
こ
と
に
な
る
、（
ⅳ
）
異
な
る
制
度
の
併
存

は
紛
糾
と
対
立
を
も
た
ら
す
だ
け
で
な
く
、
法
人
セ
ク
タ
ー
で
の
資
源
配
分
を
歪
め
る
可
能
性
が
あ
る
、
な
ど
が
そ
れ
で
あ
り
、
Ｅ
Ｕ
委

員
会
で
な
お
検
討
が
続
け
ら
れ
て
い
る
。

七
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⑤
はL

odin/G
am

m
ie

に
よ
り
提
案
さ
れ
た
本
国
課
税
方
式
で
あ
る

（
18
）

。
こ
れ
は
、
加
盟
国
間
で
法
人
課
税
ベ
ー
ス
の
共
通
の
定
義
に
つ

い
て
合
意
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
が
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｔ
Ｂ
の
大
き
な
ハ
ー
ド
ル
の
ひ
と
つ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
Ｅ
Ｕ
多
国
籍
企
業
に
対
し
Ｅ
Ｕ
全

体
で
の
連
結
利
益
を
親
会
社
の
居
住
地
国
の
税
法
に
従
っ
て
算
定
し
、
つ
い
で
そ
の
課
税
ベ
ー
ス
を
配
分
定
式
（form

ulary 

apportionm
ent

）
に
基
づ
い
て
各
加
盟
国
に
配
分
す
る
こ
と
に
よ
り
、
加
盟
国
は
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｔ
Ｂ
の
場
合
と
同
様
に
そ
れ
に
自
国
の
法
人
税

率
を
適
用
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｔ
Ｂ
も
Ｈ
Ｓ
Ｔ
も
課
税
ベ
ー
ス
の
配
分
の
点
で
は
同
様
の
技
術
的
問
題
に
直
面
す
る
が
、

租
税
政
策
面
で
自
律
性
を
保
持
す
る
こ
と
を
意
図
す
る
各
国
政
府
に
と
っ
て
も
、
ま
た
新
し
い
共
通
課
税
ベ
ー
ス
へ
の
習
熟
を
必
要
と
せ

ず
制
度
選
択
の
余
地
も
あ
る
点
で
有
利
な
企
業
側
に
し
て
も
、
Ｈ
Ｓ
Ｔ
の
方
が
ハ
ー
ド
ル
は
低
い
と
い
え
る
。
し
か
し
、
Ｈ
Ｓ
Ｔ
は
、
Ｃ

Ｃ
Ｃ
Ｔ
Ｂ
と
異
な
り
、
Ｅ
Ｕ
内
の
親
会
社
と
グ
ル
ー
プ
企
業
が
域
内
の
別
々
の
国
に
所
在
し
て
い
る
場
合
、
異
な
る
課
税
ベ
ー
ス
の
定
義

を
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
Ｃ
Ｉ
Ｎ
も
Ｃ
Ｏ
Ｎ
も
実
現
で
き
な
い
。
そ
の
上
、
Ｈ
Ｓ
Ｔ
の
も
と
で
は
、
有
利
な
課
税
ベ
ー
ス
の
算

定
ル
ー
ル
を
持
つ
国
に
本
社
を
置
く
こ
と
が
有
利
に
な
る
た
め
、
各
国
の
租
税
競
争
を
激
化
さ
せ
る
お
そ
れ
も
あ
る
。
Ｇ
＝
Ｈ
＝
Ｓ
に
よ

れ
ば
、
Ｈ
Ｓ
Ｔ
と
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｔ
Ｂ
の
い
ず
れ
が
好
ま
し
い
か
は
明
確
で
は
な
い
と
い
う
の
が
、
さ
し
あ
た
り
の
結
論
で
あ
る

（
19
）

。

2 ）　

抜
本
的
改
革
案
│
二
つ
の
選
択
肢

Ｇ
＝
Ｈ
＝
Ｓ
論
文
の
そ
も
そ
も
の
主
張
は
以
上
の
改
善
案
で
は
な
く
、
よ
り
包
括
的
な
改
革
案
の
提
起
に
あ
る
。
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う

に
、
そ
こ
で
は
、
資
本
の
全
収
益
に
対
し
て
居
住
地
ベ
ー
ス
の
個
人
税
を
課
税
す
る
所
得
ベ
ー
ス
税
制
と
、
超
過
収
益
に
課
税
を
限
定
す

る
消
費
ベ
ー
ス
税
制
と
い
う
個
人
レ
ベ
ル
で
の
課
税
方
式
の
二
つ
の
選
択
肢
と
と
も
に
、
法
人
レ
ベ
ル
で
の
Ａ
Ｃ
Ｅ
法
人
税
を
両
者
と
そ

れ
ぞ
れ
組
み
合
わ
せ
る
改
革
案
が
提
示
さ
れ
た

（
20
）

。
Ａ
Ｃ
Ｅ
法
人
税
、
お
よ
び
超
過
収
益
に
対
す
る
消
費
ベ
ー
ス
課
税
に
つ
い
て
は
次
節
で

七
三



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
四
六
六
）

取
り
上
げ
る
こ
と
と
し
て
、
こ
こ
で
は
居
住
地
ベ
ー
ス
の
所
得
ベ
ー
ス
個
人
税
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
こ
う
。

提
起
さ
れ
て
い
る
の
は
、
二
元
的
所
得
税
で
あ
る
。
Ａ
Ｃ
Ｅ
は
企
業
レ
ベ
ル
で
通
常
収
益
へ
の
課
税
を
免
除
す
る
が
、
そ
の
根
拠
は
資

本
の
国
際
的
な
移
動
可
能
性
の
高
さ
に
求
め
ら
れ
、
通
常
収
益
へ
の
課
税
は
結
局
、
国
内
の
他
の
生
産
要
素
に
転
嫁
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
個
人
の
場
合
は
資
本
よ
り
も
国
際
的
な
移
動
性
は
は
る
か
に
低
い
た
め
、
個
人
の
居
住
投
資
家
レ
ベ
ル
で
資
本
所
得
の
課
税

を
免
除
す
る
根
拠
は
存
在
し
な
い
と
さ
れ
る
。
そ
の
上
で
、
稼
得
所
得
（earned incom

e

）
に
対
し
累
進
税
率
を
適
用
す
る
こ
と
を
前
提

と
す
る
一
方
で
、
資
本
所
得
に
次
の
よ
う
な
居
住
地
ベ
ー
ス
の
課
税
を
行
う
こ
と
を
主
張
す
る

（
21
）

。
す
な
わ
ち
、（
ⅰ
）
稼
得
所
得
に
適
用

さ
れ
る
最
高
限
界
税
率
以
下
の
相
対
的
に
低
い
フ
ラ
ッ
ト
税
率
に
よ
り
資
本
所
得

（
22
）

に
課
税
す
る
、（
ⅱ
）
法
人
税
率
を
tｃ

、
労
働
所
得
へ

の
最
高
限
界
税
率
を
tＬ

と
す
る
と
、
所
得
移
転
を
通
じ
る
租
税
回
避
を
防
ぐ
に
は
、
資
本
所
得
税
率
tｒ

は
（1

－t
r

）（1

－t
c

）＝1

－t
L

と

な
る
よ
う
設
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、（
ⅲ
）
非
法
人
企
業
の
所
有
者
に
は
、
事
業
の
帰
属
収
益
は
資
本
所
得
と
し
て
、
残
余
は
稼
得
所

得
と
し
て
課
税
が
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
Ｇ
＝
Ｈ
＝
Ｓ
論
文
が
最
終
的
に
推
奨
す
る
改
革
案
は
、
Ａ

Ｃ
Ｅ
制
度
と
超
過
収
益
に
対
す
る
消
費
ベ
ー
ス
課
税
で
あ
る
株
主
所
得
税
と
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
る

（
23
）

。

次
節
で
は
、
以
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
法
人
課
税
改
革
論
の
う
ち
基
本
的
な
タ
イ
プ
に
つ
い
て
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
別
に
よ
り
立
ち
入
っ
た
検
討

を
行
う
こ
と
に
し
よ
う
。

Ⅱ　

法
人
課
税
改
革
論
の
論
点
と
評
価

上
述
し
た
よ
う
に
、
マ
ー
リ
ー
ズ
・
レ
ビ
ュ
ー
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
タ
イ
プ
の
法
人
税
改
革
の
選
択
肢
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
か

ら
推
奨
さ
れ
た
改
革
案
は
、
一
方
で
は
仕
向
地
ベ
ー
ス
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
法
人
税
で
あ
り
、
他
方
で
は
Ａ
Ｃ
Ｅ
法
人
税
と
個
人
レ
ベ

七
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ル
で
の
支
出
税
と
を
組
み
合
わ
せ
る
方
式
で
あ
っ
た
。
こ
の
両
者
は
税
等
価
と
さ
れ
る
が

（
24
）

、
実
行
可
能
性
の
点
で
等
置
さ
れ
る
か
ど
う
か

に
は
疑
問
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
マ
ー
リ
ー
ズ
・
レ
ビ
ュ
ー
は
ま
さ
し
く
レ
ビ
ュ
ー
で
あ
り
、
統
一
し
た
視
点
か
ら
首
尾
一
貫
し

た
改
革
案
が
提
示
さ
れ
て
い
る
と
は
み
ら
れ
な
い
。
そ
の
こ
と
は
さ
し
あ
た
り
問
わ
な
い
こ
と
と
し
て
、
本
節
で
は
、
基
本
的
な
改
革
案

に
つ
い
て
そ
の
特
徴
と
評
価
を
カ
テ
ゴ
リ
ー
別
に
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
の
際
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
法
人
所
得
税
改
革
に
関
す
る
報
告

書
（
25
）

も
参
照
し
つ
つ
マ
ー
リ
ー
ズ
・
レ
ビ
ュ
ー
で
の
捉
え
方
と
突
き
合
わ
せ
て
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

1
．
所
得
ベ
ー
ス
型
法
人
税
と
消
費
ベ
ー
ス
型
法
人
税
の
相
克

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
報
告
書
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
タ
イ
プ
の
法
人
税
改
革
論
を
詳
細
に
論
じ
た
第
九
章
に
お
い
て
、
法
人
所
得
タ
イ
プ
の
税
制
改
革

論
と
し
て
、
①
完
全
統
合
・
完
全
イ
ン
ピ
ュ
テ
ー
シ
ョ
ン
制
度
、
②
（
法
人
）
Ａ
Ｃ
Ｅ
税
制
、
③
（
株
主
）
Ａ
Ｃ
Ｅ
制
度
、
④
Ａ
Ｓ
Ｅ

（allow
ance for shareholder equity tax system

）
制
度
、
⑤
Ｃ
Ｂ
Ｉ
Ｔ
を
、
他
方
、
消
費
タ
イ
プ
の
法
人
税
と
し
て
、
⑥
仕
向
地
ベ
ー
ス

の
法
人
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
税
、
⑦
原
産
地
ベ
ー
ス
の
法
人
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
税
を
あ
げ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
課
税
形
態
に
着

目
し
た
分
類
で
あ
り
、
税
等
価
に
着
目
し
て
課
税
ベ
ー
ス
に
よ
り
分
類
す
る
な
ら
ば
、
所
得
ベ
ー
ス
課
税
と
し
て
①
、
⑤
が
、
そ
れ
以
外

は
消
費
ベ
ー
ス
課
税
と
特
徴
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
も
と
も
と
マ
ー
リ
ー
ズ
・
レ
ビ
ュ
ー
は
ミ
ー
ド
報
告
の
提
起
し
た
所
得
ベ
ー
ス

課
税
か
ら
消
費
ベ
ー
ス
課
税
へ
の
転
換
と
い
う
方
向
を
踏
ま
え
て
、
そ
の
延
長
線
上
に
「
最
適
課
税
論
」
の
観
点
か
ら
生
産
活
動
に
中
立

的
な
法
人
税
制
・
資
本
所
得
税
制
の
提
言
を
行
う
こ
と
を
課
題
と
し
て
い
る

（
26
）

。
そ
の
意
味
で
、
所
得
ベ
ー
ス
型
な
の
か
、
そ
れ
と
も
消
費

ベ
ー
ス
型
な
の
か
は
、
改
革
論
を
区
分
す
る
基
軸
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
以
下
で
は
所
得
ベ
ー
ス
型
、
消
費
ベ
ー
ス
型
の
基
本
タ
イ

プ
に
限
定
し
て
検
討
し
よ
う
。
た
だ
、
消
費
ベ
ー
ス
型
の
法
人
税
と
し
て
Ａ
Ｃ
Ｅ
法
人
税
と
並
ぶ
今
一
つ
の
基
本
タ
イ
プ
で
あ
る
キ
ャ
ッ

七
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シ
ュ
フ
ロ
ー
法
人
税
に
つ
い
て
は
、
そ
の
選
択
肢
を
推
奨
す
る
Ａ
＝
Ｄ
＝
Ｓ
論
文
が
課
税
地
原
則
と
結
び
つ
け
て
論
じ
て
い
る
の
で
、

キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
法
人
税
に
つ
い
て
は
次
項
で
と
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。

1 ）　

所
得
ベ
ー
ス
型
法
人
税
の
検
討

⑴　

完
全
統
合
・
完
全
イ
ン
ピ
ュ
テ
ー
シ
ョ
ン
制
度

マ
ー
リ
ー
ズ
・
レ
ビ
ュ
ー
の
基
本
的
ス
タ
ン
ス
は
最
適
課
税
論
の
立
場
か
ら
生
産
に
中
立
的
な
法
人
税
制
を
提
案
す
る
こ
と
に
あ
る
た

め
、
課
税
ベ
ー
ス
の
選
択
に
当
た
っ
て
は
消
費
ベ
ー
ス
を
採
用
す
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
課
税
対
象
と
な
る
の
は
通
常

収
益
を
超
え
る
超
過
収
益
と
な
る
。
そ
の
た
め
、
所
得
ベ
ー
ス
型
の
法
人
税
の
選
択
は
初
め
か
ら
視
野
に
入
っ
て
こ
な
い
こ
と
に
な
る
。

マ
ー
リ
ー
ズ
・
レ
ビ
ュ
ー
の
消
費
ベ
ー
ス
法
人
課
税
と
対
比
す
る
基
準
を
得
る
た
め
に
、
ま
ず
、
所
得
ベ
ー
ス
の
法
人
課
税
に
つ
い
て
検

討
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

所
得
ベ
ー
ス
法
人
税
の
重
要
な
モ
デ
ル
と
み
な
さ
れ
る
の
は
、
法
人
税
と
個
人
所
得
税
の
完
全
統
合
を
図
る
モ
デ
ル
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

カ
ナ
ダ
の
カ
ー
タ
ー
委
員
会
報
告
の
完
全
統
合
の
提
案
お
よ
び
わ
が
国
の
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
に
よ
る
統
合
方
式
（
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
課
税

方
式
）
が
代
表
的
提
案
と
い
え
る
。
完
全
統
合
モ
デ
ル
で
は
配
当
部
分
、
内
部
留
保
部
分
を
含
め
、
法
人
所
得
は
法
人
を
パ
ス
・
ス
ル
ー

す
る
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
、
法
人
税
は
個
人
所
得
税
の
前
払
い
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る

（
27
）

。
完
全
統
合
法
人
税
は
包
括
的
所

得
税
と
一
体
と
な
っ
た
モ
デ
ル
提
案
で
あ
り
、
理
論
的
の
み
な
ら
ず
実
際
面
に
お
い
て
も
、
今
日
で
も
な
お
も
っ
と
も
有
力
な
規
範
理
論

で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い

（
28
）

。
現
行
の
統
合
型
法
人
所
得
税
に
対
し
て
は
、（
ⅰ
）
資
金
調
達
方
式
に
お
け
るdebt

とequity

と
の
課
税
上

の
相
違
、（
ⅱ
）
国
際
的
な
投
資
先
の
決
定
に
関
す
る
意
思
決
定
に
及
ぼ
す
歪
み
、（
ⅲ
）
本
社
機
能
の
世
界
的
な
配
置
や
課
税
ベ
ー
ス
の

七
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国
際
的
な
配
分
に
及
ぼ
す
歪
み
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
な
が
ら

（
29
）

、
し
た
が
っ
て
長
年
に
わ
た
り
現
行
法
人
税
に
代
替
す
る

改
革
案
が
提
案
さ
れ
な
が
ら
も
、
実
際
に
実
施
に
移
さ
れ
た
も
の
は
Ａ
Ｃ
Ｅ
法
人
税
な
ど
に
限
定
さ
れ
、
そ
れ
も
ベ
ル
ギ
ー
を
除
い
て
短

期
間
で
廃
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
み
て
も
、
完
全
統
合
法
人
税
の
規
範
性
は
な
お
維
持
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

一
般
に
イ
ン
ピ
ュ
テ
ー
シ
ョ
ン
方
式
は
配
当
だ
け
に
つ
い
て
二
重
課
税
の
調
整
を
行
な
う
方
式
の
一
種
で
あ
り
、
留
保
利
潤
の
課
税
を

欠
落
さ
せ
て
い
る
点
で
不
完
全
な
統
合
方
式
で
あ
る
た
め
、
事
実
上
、
配
当
課
税
の
軽
減
を
図
る
配
当
救
済
措
置
と
な
っ
て
い
る
と
い
う

の
が
、
そ
の
基
本
的
評
価
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
報
告
書
が
説
明
す
る
完
全
イ
ン
ピ
ュ
テ
ー
シ
ョ
ン
方
式
は
、
利
潤
が
留
保
さ

れ
た
場
合
に
は
〔
留
保
利
潤

－

法
人
税
額
〕
分
だ
け
株
主
の
保
有
す
る
株
式
の
ベ
ー
シ
ス
を
引
き
上
げ
る
こ
と
に
よ
り
留
保
収
益
の
二
重

課
税
が
防
止
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る

（
30
）

。

標
準
的
法
人
税
の
課
税
ベ
ー
ス

完
全
統
合
・
完
全
イ
ン
ピ
ュ
テ
ー
シ
ョ
ン
方
式
を
と
る
包
括
的
所
得
ベ
ー
ス
の
法
人
税
の
課
税
ベ
ー
ス
（
Tｐ

）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る

（
31
）

。

T
p

＝R
p

－γ
K

－rbK

た
だ
し
、
Rｐ

：
収
入
（
未
実
現
の
損
益
を
含
む
）、
K
：
資
本
、
r
：
利
子
率
、

b
：
K
の
う
ち
負
債
で
調
達
す
る
割
合
、
γ
：
経
済
的
減
価
償
却
率

た
だ
し
、
実
際
に
は
収
益
は
未
実
現
ベ
ー
ス
で
は
算
定
さ
れ
ず
、
一
般
に
実
現
ベ
ー
ス
で
算
出
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
減
価
償
却
も
税

法
上
認
め
ら
れ
た
減
価
償
却
方
法
に
依
存
す
る
た
め
、
実
際
の
標
準
的
法
人
税
の
課
税
ベ
ー
ス
（
Tｓ

）
は
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

T
s

＝R

－δ
K

－rbK
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た
だ
し
、
R
：
収
入

（
32
）

、
δ
：
税
法
上
の
減
価
償
却
率

統
合
方
式
の
も
と
で
の
法
人
税
の
根
拠

法
人
所
得
の
課
税
と
個
人
株
主
の
配
当
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
の
課
税
と
は
密
接
な
関
係
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
法
人
独
立
課
税
の

考
え
方
に
立
つ
分
離
論
の
立
場
に
立
て
ば
、
両
者
の
係
わ
り
を
検
討
す
る
必
要
は
な
く
な
る
。
し
か
し
、
個
人
株
主
が
法
人
所
得
課
税
の

究
極
の
負
担
者
と
と
ら
え
る
統
合
論
の
立
場
に
立
て
ば
、
法
人
税
と
個
人
所
得
税
と
の
統
合
が
不
可
欠
と
な
る
。

統
合
論
の
立
場
に
立
つ
場
合
に
も
、
配
当
の
二
重
課
税
の
調
整
、
お
よ
び
留
保
所
得
が
も
た
ら
す
個
人
株
主
の
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン

に
対
す
る
二
重
課
税
の
調
整
が
完
全
に
行
わ
れ
る
な
ら
ば
、
法
人
税
は
必
要
で
な
く
な
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
現
実
に
は
、
配
当
の
二

重
課
税
の
調
整
が
必
ず
し
も
完
全
な
形
で
は
行
わ
れ
な
い
こ
と
、
ま
た
、
留
保
所
得
に
つ
い
て
法
人
税
と
個
人
所
得
税
と
の
完
全
統
合
を

行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
た
め
に
、
現
実
に
は
法
人
税
が
必
要
に
な
る
。

統
合
に
当
た
っ
て
は
、
法
人
税
率
と
個
人
所
得
税
の
最
高
税
率
と
の
関
係
も
課
税
の
歪
み
を
も
た
ら
す
要
因
に
な
る
。
配
当
統
合
の
場

合
に
も
、
一
般
に
大
口
の
株
主
に
比
べ
て
小
口
の
株
主
が
不
利
に
な
る
傾
向
が
あ
る
が
、
留
保
所
得
の
場
合
に
は
そ
の
歪
み
は
い
っ
そ
う

増
幅
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
般
に
法
人
税
率
の
ほ
う
が
個
人
所
得
税
の
最
高
税
率
よ
り
も
低
い
た
め
、
留
保
所
得
の
方
が
低
税
率
に
な

り
、
そ
の
結
果
、
留
保
を
促
進
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
所
得
税
を
回
避
す
る
と
い
う
大
口
株
主
の
行
動
を
一
般
化
さ
せ
る
。
し
か
も
、
留
保

を
反
映
す
る
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
が
個
人
株
主
レ
ベ
ル
で
優
遇
さ
れ
て
い
る
場
合
、
留
保
に
対
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
よ
り
強
く
働

く
。
留
保
が
有
利
に
な
れ
ば
、
配
当
性
向
は
低
下
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
個
人
株
主
、
個
人
投
資
家
の
選
択
に
よ
り
株
式
市
場
を
通
じ

て
資
本
配
分
さ
れ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
作
動
し
な
い
た
め
、
投
資
の
非
効
率
を
招
く
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
歪
み
を
避
け
る
た
め
、
カ
ー

七
八
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タ
ー
方
式
で
は
法
人
税
率
と
個
人
所
得
税
の
最
高
税
率
は
同
一
水
準
に
設
定
さ
れ
た
。

⑵　

Ｃ
Ｂ
Ｉ
Ｔ

Ｃ
Ｂ
Ｉ
Ｔ
は
、
ア
メ
リ
カ
財
務
省
報
告
書
（
一
九
九
二
年
）
に
よ
り
提
起
さ
れ
た
法
人
課
税
の
方
式
で
あ
り
、
法
人
の
資
本
収
益
へ
の

二
重
課
税
を
回
避
し
、
一
回
限
り
の
課
税
で
終
結
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
法
人
の
配
当
な
い
し
支
払
利
子
の
法
人

所
得
か
ら
の
控
除
を
否
認
す
る
と
同
時
に
株
主
や
債
権
者
の
受
取
配
当
な
い
し
受
取
利
子
を
課
税
対
象
所
得
か
ら
除
外
す
る
こ
と
に
よ
り
、

debt

とequity

の
課
税
上
の
扱
い
を
均
等
化
し
、
法
人
事
業
と
非
法
人
事
業
に
対
し
一
様
な
課
税
を
行
な
い
、
留
保
と
配
当
の
間
の
課

税
上
の
歪
み
を
縮
減
す
る
こ
と
を
企
図
す
る

（
33
）

。
利
子
、
配
当
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
が
も
は
や
個
人
レ
ベ
ル
で
課
税
さ
れ
る
こ
と
は
な

い
。
課
税
対
象
に
は
、
一
部
の
零
細
企
業
を
除
き
、
法
人
だ
け
で
な
く
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
や
自
営
業
者
を
含
め
、
か
く
し
て
法
人
と
非

法
人
の
間
で
の
一
貫
し
た
課
税
上
の
取
り
扱
い
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

Ｃ
Ｂ
Ｉ
Ｔ
の
課
税
ベ
ー
ス

Ｃ
Ｂ
Ｉ
Ｔ
の
課
税
ベ
ー
ス
（
Tｃ

）
は
、
支
払
利
子
の
損
金
算
入
が
否
認
さ
れ
る
た
め
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

T
c

＝R

－δ
K

す
な
わ
ち
、
Ｃ
Ｂ
Ｉ
Ｔ
の
課
税
ベ
ー
ス
は
標
準
的
法
人
税
の
そ
れ
と
比
べ
て
、
支
払
利
子
分
だ
け
大
き
く
な
る
。七

九
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Ｃ
Ｂ
Ｉ
Ｔ
に
対
す
る
評
価

ま
ず
、
閉
鎖
経
済
の
枠
組
で
の
長
所
、
難
点
を
み
る
。
Ｃ
Ｂ
Ｉ
Ｔ
の
も
と
で
は
、debt

、equity

（
新
株
発
行
）、
留
保
の
資
金
調
達
方

法
の
違
い
に
よ
る
実
効
税
率
の
違
い
は
解
消
さ
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
財
務
省
の
報
告
書
で
は
、
非
法
人
に
も
Ｃ
Ｂ
Ｉ
Ｔ
の
適
用
を
拡
張
す
る

と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
法
人
、
非
法
人
の
課
税
上
の
歪
み
も
解
消
さ
れ
る

（
34
）

。

し
か
し
、
問
題
も
残
る
。
賃
金
稼
得
者
と
非
法
人
の
課
税
上
の
扱
い
を
均
等
化
す
る
に
は
、
Ｃ
Ｂ
Ｉ
Ｔ
に
お
い
て
も
非
法
人
の
所
得
を

労
働
所
得
と
資
本
所
得
に
分
割
す
る
必
要
が
あ
る
。
Ｃ
Ｂ
Ｉ
Ｔ
の
税
率
を
個
人
所
得
税
の
最
高
税
率
と
等
し
く
設
定
す
れ
ば
、
所
得
分
割

は
そ
れ
ほ
ど
問
題
に
な
ら
な
い
が
、
そ
の
場
合
に
は
Ｃ
Ｂ
Ｉ
Ｔ
の
税
率
が
高
率
と
な
り
、
実
行
に
困
難
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
強
い
。
ま
た
、

Ｃ
Ｂ
Ｉ
Ｔ
は
資
本
所
得
に
課
税
さ
れ
る
唯
一
の
税
と
な
る
た
め
、
中
立
的
な
経
済
的
減
価
償
却
の
実
行
が
現
行
法
人
税
の
場
合
よ
り
も
重

要
に
な
る
が
、
こ
の
こ
と
も
Ｃ
Ｂ
Ｉ
Ｔ
の
実
行
を
難
し
く
す
る
。

次
に
、
開
放
経
済
の
枠
組
の
も
と
で
は
、
Ｃ
Ｂ
Ｉ
Ｔ
が
、
国
際
的
な
文
脈
でdebt

とequity

と
の
中
立
性
を
も
た
ら
す
の
は
、
①
外

国
（
個
人
）
投
資
家
の
居
住
地
国
が
、
利
子
に
対
し
、
配
当
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
と
同
じ
税
率
で
課
税
す
る
場
合
、
お
よ
び
、
②
外

国
源
泉
所
得
が
、
投
資
家
の
居
住
地
国
で
課
税
さ
れ
な
い
場
合
、
で
あ
る
。
そ
の
場
合
で
も
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
が
本
国
で
実
現
時

に
し
か
課
税
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
中
立
性
は
達
成
さ
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
Ｃ
Ｂ
Ｉ
Ｔ
制
度
の
も
と
で
、debt-equity

の
中
立
性

が
国
際
的
な
文
脈
の
な
か
で
達
成
さ
れ
る
可
能
性
は
き
わ
め
て
低
い
。

む
し
ろ
、
開
放
経
済
下
で
は
、
Ｃ
Ｂ
Ｉ
Ｔ
に
は
困
難
な
問
題
が
発
生
す
る

（
35
）

。
ま
ず
、
源
泉
で
利
子
所
得
に
課
税
さ
れ
る
こ
と
は
、
外
国

の
（
個
人
）
投
資
家
に
は
大
き
な
マ
イ
ナ
ス
要
因
と
な
る
。
ま
た
、
Ｃ
Ｂ
Ｉ
Ｔ
制
度
が
外
国
の
法
人
投
資
家
に
及
ぼ
す
影
響
は
、
法
人
の

居
住
地
国
で
の
外
国
所
得
の
課
税
上
の
取
扱
い
に
依
存
す
る
。
外
国
子
会
社
配
当
が
本
国
で
課
税
を
免
除
さ
れ
る
一
方
、
外
国
源
泉
利
子

八
〇
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は
課
税
さ
れ
る
場
合
、
Ｃ
Ｂ
Ｉ
Ｔ
制
度
の
も
と
で
は
利
子
は
、
居
住
地
国
と
源
泉
地
国
の
双
方
で
課
税
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
外
国
法
人

投
資
家
に
と
っ
て
は
、equity

の
方
がdebt

よ
り
も
有
利
に
な
る
。
全
世
界
課
税
制
度
を
と
る
国
の
場
合
、
受
入
国
で
の
Ｃ
Ｂ
Ｉ
Ｔ
の

導
入
は
、
法
人
の
居
住
地
国
か
ら
源
泉
地
国
へ
税
収
を
シ
フ
ト
さ
せ
る
。
だ
が
そ
の
場
合
、（
源
泉
で
の
）
利
子
課
税
が
源
泉
地
国
に
実
質

的
に
有
益
な
効
果
を
も
た
ら
す
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
。
外
国
投
資
家
に
と
っ
て
のdebt

の
コ
ス
ト
は
増
加
し
、
よ
り
高
い
税
引
き

前
利
子
率
が
投
資
の
前
提
条
件
と
な
る

（
36
）

。
法
人
レ
ベ
ル
の
税
だ
け
を
考
慮
に
入
れ
る
場
合
に
は
、
法
人
は
も
は
やequity

よ
り
もdebt

で
投
資
資
金
を
賄
お
う
と
い
う
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
持
た
な
い
た
め
、
過
小
資
本
ル
ー
ル
の
必
要
は
な
く
な
る
。

2 ）　

消
費
ベ
ー
ス
型
法
人
税
の
検
討
│
Ａ
Ｃ
Ｅ
法
人
税

⑴　

Ａ
Ｃ
Ｅ
法
人
税
の
課
税
ベ
ー
ス

法
人
所
得
税
の
も
と
で
のdebt

とequity
の
課
税
上
の
扱
い
の
相
違
に
対
し
、
法
人
レ
ベ
ル
で
の
支
払
利
子
の
控
除
を
否
認
す
る
の

が
Ｃ
Ｂ
Ｉ
Ｔ
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
Ａ
Ｃ
Ｅ
は
課
税
利
潤
の
算
定
の
際
に
株
式
に
対
し
て
控
除
を
認
め
る
こ
と
に
よ
りdebt

とequity

の
課
税
上
の
扱
い
を
同
等
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

Ａ
Ｃ
Ｅ
の
課
税
ベ
ー
ス
は
次
の
よ
う
に
表
さ
れ
る

（
37
）

。
す
な
わ
ち
、

T
a

＝R

－rbK

－δ
K

－α

（1

－b

）K

た
だ
し
、
Tａ

：
Ａ
Ｃ
Ｅ
の
課
税
ベ
ー
ス
、
α
：
株
式
の
帰
属
収
益
率

つ
ま
り
、
収
入
か
ら
支
払
利
子
と
税
法
上
認
め
ら
れ
た
減
価
償
却
費
を
控
除
し
、
さ
ら
に
株
式
に
よ
り
調
達
し
た
資
本
の
帰
属
収
益
を

控
除
し
た
も
の
が
、
Ａ
Ｃ
Ｅ
の
課
税
ベ
ー
ス
で
あ
る
。
こ
れ
を
通
常
の
法
人
税
の
課
税
ベ
ー
ス
（T

s

＝R

－rbK

－δ
K

）
と
比
べ
れ
ば
、

八
一
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Ａ
Ｃ
Ｅ
、
す
な
わ
ち
〔α

（1

－b

）K

〕
分
だ
け
Ａ
Ｃ
Ｅ
の
そ
れ
を
上
回
る
こ
と
が
わ
か
る
。α

（1

－b

）K

が
意
味
し
て
い
る
の
は
、
株
式
に

よ
り
調
達
し
た
資
本
に
帰
属
す
る
は
ず
の
通
常
収
益
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
、
Ａ
Ｃ
Ｅ
の
課
税
ベ
ー
ス
が
通
常
収
益
を
上
回
る
超
過
収
益
で

あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

⑵　

開
放
経
済
の
も
と
で
の
Ａ
Ｃ
Ｅ
の
根
拠

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
Ｇ
＝
Ｈ
＝
Ｓ
論
文
が
勧
告
す
る
改
革
案
は
、
Ａ
Ｃ
Ｅ
法
人
税
と
個
人
レ
ベ
ル
で
の
株
主
所
得
税
を
組
み
合
わ

せ
る
こ
と
を
基
本
に
、
非
法
人
企
業
の
事
業
所
得
か
ら
通
常
収
益
を
控
除
す
る
選
択
的
ル
ー
ル
を
組
み
込
む
も
の
で
あ
っ
た
。

開
放
経
済
の
も
と
で
Ａ
Ｃ
Ｅ
法
人
税
を
支
持
す
る
理
由
と
し
て
Ｇ
＝
Ｈ
＝
Ｓ
論
文
が
指
摘
す
る
の
は
、
第
一
に
、
Ａ
Ｃ
Ｅ
が
国
内
で
の

投
資
の
促
進
に
資
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
「
最
適
課
税
設
定
行
動
」
と
称
さ
れ
る
要
件
を
理
論
的
根
拠
と
す
る
。

そ
れ
は
次
の
よ
う
な
論
理
で
あ
る
。

「
小
開
放
経
済
に
あ
っ
て
は
、
海
外
か
ら
の
資
本
供
給
は
完
全
に
弾
力
的
で
あ
る
た
め
、
源
泉
地
で
の
資
本
課
税
は
資
本
の
流
出
を

通
じ
て
税
引
き
前
収
益
を
押
し
上
げ
、
し
た
が
っ
て
そ
の
負
担
は
労
働
者
や
そ
の
他
移
動
性
の
低
い
国
内
の
要
素
に
完
全
に
転
嫁
さ

れ
る
。
こ
の
過
程
で
、
生
産
の
資
本
集
約
度
が
低
下
す
る
た
め
、
国
内
の
移
動
性
の
低
い
要
素
の
生
産
性
は
低
下
す
る
。
こ
れ
を
回

避
す
る
に
は
、
資
本
税
を
通
じ
て
間
接
的
に
課
税
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
移
動
性
の
低
い
要
素
に
対
し
直
接
に
課
税
す
る
ほ
う
が
効

率
的
で
あ
る

（
38
）

。」

つ
ま
り
、
国
内
の
労
働
や
土
地
な
ど
の
移
動
性
の
低
い
要
素
に
直
接
課
税
す
る
方
が
資
本
流
出
を
引
き
起
こ
さ
な
い
分
、
こ
れ
ら
要
素

の
所
有
者
の
厚
生
水
準
は
む
し
ろ
向
上
す
る
と
さ
れ
る
。
し
か
も
、
長
期
的
に
は
、
通
常
収
益
に
対
す
る
源
泉
地
税
の
廃
止
と
そ
の
結
果

八
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と
し
て
の
国
内
・
対
内
投
資
の
促
進
は
、
Ａ
Ｃ
Ｅ
に
よ
る
税
収
減
以
上
に
国
内
の
移
動
不
可
能
な
要
素
に
対
す
る
税
引
き
前
収
益
を
増
加

さ
せ
る
と
し
て
、
課
税
ベ
ー
ス
の
縮
小
を
カ
バ
ー
す
る
た
め
に
法
定
法
人
税
率
を
引
上
げ
る
こ
と
に
つ
い
て
も
そ
の
必
要
性
は
な
い
と
す

る
の
で
あ
る

（
39
）

。

第
二
に
、
Ａ
Ｃ
Ｅ
は
真
の
経
済
的
減
価
償
却
と
税
法
上
の
減
価
償
却
と
の
乖
離
に
よ
り
ひ
き
起
こ
さ
れ
る
投
資
の
歪
み
を
相
殺
す
る
と

い
う
。
つ
ま
り
、
通
常
の
事
業
所
得
課
税
制
度
の
も
と
で
は
、
税
務
加
速
償
却
は
課
税
の
繰
り
延
べ
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
、
対
象
と

な
っ
た
投
資
を
人
為
的
に
促
進
し
、
生
産
性
の
低
い
投
資
を
誘
発
す
る
な
ど
投
資
行
動
を
歪
め
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
Ａ

Ｃ
Ｅ
の
も
と
で
は
、
企
業
の
償
却
率
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
償
却
額
と
Ａ
Ｃ
Ｅ
の
金
額
の
現
在
価
値
は
つ
ね
に
当
初
の
投
資
額
に
等

し
く
な
り
、
Ａ
Ｃ
Ｅ
法
人
税
は
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
税
の
も
と
で
の
即
時
費
用
控
除
と
税
等
価
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る

（
40
）

。

第
三
に
、
Ａ
Ｃ
Ｅ
はdebt

とequity
を
課
税
上
対
称
的
に
扱
う
こ
と
か
ら
、
過
小
資
本
税
制
の
必
要
が
な
く
な
る
と
さ
れ
る
。
Ａ
Ｃ

Ｅ
法
人
税
を
実
施
す
る
国
で
は
、
多
国
籍
企
業
は
子
会
社
を
過
小
資
本
化
し
、equity

よ
り
もdebt

を
過
剰
に
利
用
し
よ
う
と
す
る
イ

ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
持
た
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上
、
Ａ
Ｃ
Ｅ
は
金
融
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
るdebt

とequity

の
区
別
の
あ
い
ま

い
化
の
な
か
で
、
両
者
を
識
別
す
る
と
い
う
困
難
な
問
題
そ
の
も
の
を
解
消
す
る
と
さ
れ
る

（
41
）

。

⑶　

Ａ
Ｃ
Ｅ
税
制
を
め
ぐ
る
論
点

以
上
の
よ
う
な
Ｇ
＝
Ｈ
＝
Ｓ
論
文
で
の
Ａ
Ｃ
Ｅ
法
人
税
に
対
す
る
積
極
的
な
評
価
に
対
し
て
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
報
告
書
で
は
批
判
的
な
コ
メ

ン
ト
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

第
一
に
、
こ
の
点
は
Ｇ
＝
Ｈ
＝
Ｓ
論
文
自
身
も
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
Ａ
Ｃ
Ｅ
の
中
立
性
は
株
式
資
本
（equity

）
の
帰
属
収
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益
率
が
は
た
し
て
「
適
正
な
」
水
準
に
設
定
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
依
存
す
る

（
42
）

。debt

とequity

の
そ
れ
ぞ
れ
の
投
資
収
益
に
同
等

に
課
税
す
る
に
は
、equity

の
帰
属
収
益
率
がdebt

の
支
払
金
利
と
等
し
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
企
業
が
新
規
の
借
入
に

支
払
う
金
利
は
リ
ス
ク
・
プ
レ
ミ
ア
ム
の
違
い
な
ど
に
よ
り
企
業
ご
と
に
異
な
る
た
め
、「
適
正
な
」
帰
属
収
益
率
を
得
る
た
め
に
は
各

企
業
に
関
す
る
独
自
の
（fi rm

-specifi c

）
情
報
が
必
要
と
な
る
。
結
局
、
実
際
的
な
解
決
方
法
は
、
課
税
の
中
立
性
を
多
少
犠
牲
に
し
て

も
、
市
場
の
平
均
金
利
に
等
し
い
帰
属
収
益
率
を
設
定
す
る
こ
と
に
な
る

（
43
）

。

第
二
に
、
閉
鎖
経
済
の
枠
組
の
も
と
で
Ａ
Ｃ
Ｅ
税
制
の
完
全
な
中
立
性
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
個
人
レ
ベ
ル
の
税
も
考
慮
に
入
れ
る

必
要
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
は
発
生
時
で
は
な
く
実
現
時
に
課
税
さ
れ
る
た
め
、
配
当
・
利
子
の
個
人

レ
ベ
ル
で
の
実
効
税
率
は
実
現
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
の
そ
れ
を
上
回
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
利
潤
が
内
部
留
保
さ
れ
れ
ば
配
当
課

税
は
繰
り
延
べ
ら
れ
る
結
果
と
な
り
、
ま
た
内
部
留
保
に
よ
り
個
人
株
主
の
保
有
す
る
株
式
に
未
実
現
の
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
が
発
生

す
れ
ば
、
繰
り
延
べ
効
果
に
よ
り
個
人
の
実
効
税
率
は
低
下
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
閉
鎖
経
済
の
枠
組
の
も
と
で
は
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ

ン
課
税
が
行
わ
れ
な
い
場
合
、
あ
る
い
は
そ
の
税
率
が
配
当
や
利
子
の
そ
れ
よ
り
も
低
率
な
ら
ば
、equity

の
方
がdebt

よ
り
も
課
税

上
有
利
と
な
る
。
そ
こ
か
ら
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
報
告
書
は
、debt

とequity

、
新
株
発
行
と
留
保
収
益
の
間
で
の
中
立
性
は
、
個
人
レ
ベ
ル

で
貯
蓄
が
（
古
典
的
）
支
出
税
と
し
て
の
扱
い
を
受
け
、
か
つ
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
が
発
生
ベ
ー
ス
で
課
税
さ
れ
る
場
合
に
は
じ
め
て

達
成
さ
れ
る
と
し
て
い
る

（
44
）

。
し
か
し
、
こ
の
要
件
は
結
局
、
包
括
的
所
得
税
に
加
え
ら
れ
る
最
大
の
批
判
に
帰
着
す
る
こ
と
に
な
る
。

第
三
に
、
開
放
経
済
の
枠
組
を
前
提
す
る
と
、
Ａ
Ｃ
Ｅ
法
人
税
も
超
過
収
益
（
経
済
的
レ
ン
ト
）
に
は
課
税
す
る
た
め
、
多
国
籍
企
業

の
平
均
法
人
税
率
に
は
影
響
を
及
ぼ
す

（
45
）

。
そ
の
結
果
、
多
国
籍
企
業
は
法
人
税
率
の
低
い
国
に
生
産
立
地
を
転
換
し
た
り
、
移
転
価
格
を

利
用
し
て
利
潤
を
低
税
率
国
に
シ
フ
ト
さ
せ
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
維
持
す
る
可
能
性
が
高
い

（
46
）

。
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第
四
に
、
閉
鎖
経
済
の
枠
組
に
お
い
て
だ
け
で
な
く
、
開
放
経
済
の
枠
組
の
も
と
で
も
、
Ａ
Ｃ
Ｅ
税
制
はdebt

よ
り
もequity

が
選

好
さ
れ
る
傾
向
を
払
拭
で
き
な
い
と
さ
れ
る
。
Ａ
Ｃ
Ｅ
税
制
が
多
国
籍
企
業
の
受
入
国
で
導
入
さ
れ
た
場
合
、
法
人
レ
ベ
ル
で
はdebt

とequity
の
間
で
の
中
立
性
が
達
成
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
（
そ
れ
さ
え
不
安
定
な
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
）
が
、
法
人
の
居
住
地
国
が
外

国
源
泉
所
得
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
課
税
制
度
を
と
る
か
に
よ
り
、
Ａ
Ｃ
Ｅ
税
制
が
外
国
法
人
に
及
ぼ
す
影
響
は
異
な
っ
て
く
る
。
た
と

え
ば
、
居
住
地
国
が
全
世
界
課
税
主
義
を
と
る
場
合
、
外
国
源
泉
の
利
子
・
配
当
は
発
生
ベ
ー
ス
で
本
国
で
課
税
さ
れ
る
の
に
対
し
、

キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
は
実
現
ベ
ー
ス
課
税
の
た
め
、equity

の
方
が
選
好
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
、
多
国
籍
企
業
の
受
入
国
で

Ａ
Ｃ
Ｅ
税
制
が
採
用
さ
れ
て
い
る
場
合
、
受
入
国
で
の
税
収
が
減
少
す
る
分
、
受
入
国
か
ら
居
住
地
国
へ
税
収
の
シ
フ
ト
が
生
ず
る
。
居

住
地
国
が
配
当
所
得
に
つ
い
て
国
外
所
得
免
除
制
度
を
と
る
場
合
、
株
式
の
通
常
収
益
は
、
利
子
の
場
合
と
異
な
り
、
源
泉
地
国
と
居
住

地
国
の
双
方
で
課
税
を
免
れ
る
結
果
と
な
る

（
47
）

。

最
後
に
、
外
国
の
個
人
株
主
の
場
合
、
受
取
配
当
・
利
子
に
対
し
受
入
国
の
源
泉
徴
収
税
の
課
税
を
受
け
、
居
住
地
国
で
は
こ
の
源
泉

税
に
対
し
て
の
み
外
国
税
額
控
除
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
際
、
株
主
の
本
国
で
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
が
非
課
税
で
あ
る

か
、
あ
る
い
は
税
率
が
低
い
と
き
に
は
、
受
入
国
が
Ａ
Ｃ
Ｅ
税
制
を
と
る
場
合
、
こ
こ
で
も
や
は
り
外
国
個
人
株
主
はdebt

よ
り
も

equity

を
選
好
す
る
で
あ
ろ
う

（
48
）

。

2
．
課
税
地
原
則
に
よ
る
法
人
課
税
の
諸
類
型
と
そ
の
評
価

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
Ａ
＝
Ｄ
＝
Ｓ
論
文
は
法
人
課
税
制
度
の
改
革
案
を
課
税
ベ
ー
ス
と
課
税
権
の
所
在
地
国
の
二
つ
の
基
準
か
ら

比
較
検
討
し
て
い
る
が
、
そ
の
際
、
課
税
権
の
所
在
を
基
軸
と
し
て
分
析
し
て
い
る
。
本
稿
も
、
こ
れ
に
な
ら
っ
て
課
税
権
を
基
軸
に
改

八
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革
案
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

1 ）　

源
泉
地
型
課
税

法
人
課
税
の
伝
統
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
源
泉
地
ベ
ー
ス
の
課
税
に
つ
い
て
、
ま
ず
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
、
す
で
に
ふ
れ
た
「
最

適
課
税
設
定
行
動
」
の
要
件
か
ら
し
て
源
泉
地
課
税
が
困
難
で
あ
る
こ
と
に
加
え
て
、
多
国
籍
企
業
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
事
業
活
動
の
複
雑

さ
か
ら
し
て
、
そ
も
そ
も
利
潤
の
源
泉
を
定
義
す
る
こ
と
自
体
が
き
わ
め
て
困
難
に
な
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
い
わ
ゆ
る
独
立
企
業
間

価
格
に
よ
り
多
国
籍
企
業
の
移
転
価
格
戦
略
に
対
抗
し
て
利
潤
を
源
泉
地
国
間
に
割
り
ふ
る
こ
と
も
著
し
く
困
難
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

Ａ
＝
Ｄ
＝
Ｓ
論
文
は
、「
ど
の
よ
う
な
形
態
で
あ
れ
、
こ
れ
こ
そ
が
源
泉
地
ベ
ー
ス
課
税
の
根
本
問
題
」
と
し
て
、
源
泉
地
ベ
ー
ス
課
税

に
は
き
わ
め
て
否
定
的
な
評
価
を
下
し
て
い
る
。

源
泉
地
型
課
税
の
も
と
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
選
択
肢
は
、
株
式
収
益
に
対
す
る
標
準
的
法
人
税
、
定
式
配
分
方
式
（form

ula 

apportionm
ent

）、
法
人
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
税
、
Ａ
Ｃ
Ｅ
、
Ｃ
Ｂ
Ｉ
Ｔ
、
Ｄ
Ｉ
Ｔ
の
六
つ
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
標
準
的
法
人
税
、
定
式

配
分
法
、
Ａ
Ｃ
Ｅ
、
Ｃ
Ｂ
Ｉ
Ｔ
、
Ｄ
Ｉ
Ｔ
は
す
で
に
検
討
し
た
の
で
こ
こ
で
は
省
略
す
る
が
、
源
泉
地
型
の
法
人
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
税

に
つ
い
て
は
基
本
的
に
ミ
ー
ド
委
員
会
報
告
の
枠
組
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
も
簡
潔
に
ふ
れ
る
に
と
ど
め
る
。

キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
法
人
税
の
特
徴

ミ
ー
ド
委
員
会
報
告
が
提
起
し
た
課
税
ベ
ー
ス
は
、
周
知
の
と
お
り
、
Ｒ
ベ
ー
ス
と
Ｒ
＋
Ｆ
ベ
ー
ス
で
あ
る
。
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
税

の
課
税
ベ
ー
ス
に
は
、
そ
の
ほ
か
に
Ｓ
ベ
ー
ス
が
あ
る
。
そ
の
概
要
は
、
表
2
の
と
お
り
で
あ
る
。
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キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
法
人
税
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
す
ぐ
れ
た

研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
法
人

税
の
基
本
的
特
徴
と
し
て
、
次
の
三
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
49
）

。
す

な
わ
ち
、
第
一
に
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
法
人
税
が
課
税
さ
れ
た

場
合
に
も
、
借
入
金
ま
た
は
株
式
発
行
に
よ
る
企
業
の
投
資
の
純

収
益
率
（
税
引
き
後
）
は
、
課
税
が
な
い
場
合
と
等
し
い
。
す
な

わ
ち
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
法
人
税
は
投
資
の
純
収
益
率
お
よ
び

資
金
調
達
の
方
法
に
何
ら
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
と
い
う
点
で
、
投

資
決
定
に
中
立
的
で
あ
る
。
第
二
に
、
個
人
部
門
に
流
出
す
る
純

収
益
へ
の
個
人
税
と
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
法
人
税
と
の
調
整
を
行

な
う
必
要
は
な
い
。
つ
ま
り
、
統
合
問
題
が
生
じ
な
い
。
第
三
に
、

キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
法
人
税
が
投
資
決
定
に
中
立
的
で
あ
る
こ
と

は
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
法
人
税
か
ら
は
ネ
ッ
ト
の
税
収
が
生
じ

な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。

Ａ
＝
Ｄ
＝
Ｓ
論
文
で
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
法
人
税
に
つ
い
て

の
指
摘
は
、
ご
く
簡
単
な
も
の
に
と
ど
ま
る

（
50
）

。
す
な
わ
ち
、
第
一

に
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
法
人
税
は
標
準
的
法
人
税
の
次
の
二
つ

表 2　キャッシュフロー法人税の課税ベース

流入（算入） 流出（控除）

Ｒベース

財の売上額
サービスの売上額
固定資産の売却額

原材料の購入額
賃金・給与・その他サービス購入額
固定資産の購入額

Ｒ Ｒ

Ｆベース

負債（借入金）増加額
金融資産（株式を除く）減少額
受取利子
保有外国法人株式の売却額

負債（借入金）減少額
金融資産（株式を除く）増加額
支払利子
保有外国法人株式の取得額

Ｆ Ｆ

Ｓベース

株式発行増加額（増資）
保有自国法人株式の売却額
受取配当

保有自国法人株式の取得額
支払配当

Ｓ Ｓ

Ｔベース
還付税額 支払税額

Ｔ Ｔ

Ｒ＋Ｆ＋Ｓ＋Ｔ（流入総額）＝ Ｒ＋Ｆ＋Ｓ＋Ｔ（流出総額）

（出所）　 Institute for Fiscal Studies （1978）, The Structure and Reform of Direct Taxation, 
p.231.
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の
歪
み
を
と
り
除
く
。
ひ
と
つ
は
投
資
決
定
に
関
す
る
意
思
決
定
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
こ
と
、
い
ま
ひ
と
つ
は
資
金
調
達
形
態
の
違
い

に
よ
る
投
資
の
差
別
化
を
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
そ
う
し
た
結
果
は
限
界
投
資
を
非
課
税
に
す
る
こ
と
に
よ
り
達
成
さ
れ
る
。

第
三
に
、
税
収
は
経
済
的
レ
ン
ト
（
超
過
収
益
）
か
ら
の
み
調
達
さ
れ
る
。

な
お
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
報
告
書
で
は
、
原
産
地
ベ
ー
ス
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
法
人
税
（origin-based corporate cash-fl ow

 tax

）
が
紹
介

さ
れ
て
お
り
、
ホ
ー
ル
│

ラ
ブ
シ
ュ
カ
型
フ
ラ
ッ
ト
税
や
そ
の
変
種
で
あ
る
ブ
ラ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
の
提
唱
に
な
る
Ｘ
タ
ッ
ク
ス
な
ど
も
紹

介
さ
れ
て
い
る

（
51
）

。
こ
れ
ら
も
基
本
的
に
は
源
泉
地
ベ
ー
ス
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
法
人
税
の
一
種
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
こ
で
は

そ
の
検
討
は
省
略
す
る
。

キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
法
人
税
の
問
題
点

キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
法
人
税
の
最
大
の
問
題
は
、
そ
れ
が
基
本
的
に
税
収
調
達
力
を
欠
く
と
い
う
点
に
あ
る
。
公
共
部
門
を
支
え
る
財

源
の
調
達
と
い
う
租
税
の
本
質
的
役
割
を
そ
も
そ
も
か
ら
欠
落
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
Ａ
＝
Ｄ
＝
Ｓ
論
文
は
そ
の
点
に
は
あ
ま
り
関
心
を
示
さ
ず
、
次
の
よ
う
な
問
題
点
を
指
摘
す
る

（
52
）

。

第
一
に
、
源
泉
地
ベ
ー
ス
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
税
に
は
、
重
要
な
立
地
上
の
意
思
決
定
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
な
歪
み
が
残
る
と
い

う
。
す
な
わ
ち
、
ひ
と
つ
は
立
地
選
択
を
す
る
企
業
は
、
税
引
き
後
の
ネ
ッ
ト
の
現
在
価
値
を
比
較
し
て
決
定
す
る
が
、
一
般
に
こ
れ
は

キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
税
の
影
響
を
受
け
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
利
潤
「
源
泉
」
の
所
在
地
国
の
問
題
も
、
源
泉
地
ベ
ー
ス
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ

ロ
ー
税
に
よ
っ
て
は
解
決
さ
れ
ず
、
と
く
に
法
定
税
率
が
引
き
上
げ
ら
れ
る
場
合
、
利
潤
シ
フ
ト
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
は
増
大
す
る
。

第
二
に
、
移
行
時
の
問
題
で
あ
る
。
適
切
な
段
階
的
導
入
の
期
間
（
相
当
の
長
期
に
な
る
）
が
設
定
さ
れ
な
け
れ
ば
、
既
存
資
本
の
税
負

八
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担
の
方
が
新
規
資
本
よ
り
も
は
る
か
に
重
く
な
る
。

第
三
に
、
投
資
に
対
す
る
税
の
中
立
性
は
、
税
率
の
不
変
に
決
定
的
に
依
存
す
る
。
も
し
投
資
家
が
、
将
来
の
収
益
に
対
し
て
、
現
在

の
投
資
が
享
受
し
て
い
る
税
率
と
異
な
る
税
率
で
課
税
さ
れ
る
と
予
期
す
れ
ば
、
限
界
投
資
は
抑
制
な
い
し
促
進
さ
れ
る
。
税
率
が
変
動

す
る
場
合
、
ど
の
よ
う
な
税
で
あ
れ
、
一
般
に
投
資
規
模
に
関
し
て
中
立
的
で
は
な
く
な
る
。

第
四
に
、
純
粋
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
税
は
、
税
の
対
称
性
を
要
求
す
る
。
つ
ま
り
、
課
税
対
象
に
ロ
ス
が
発
生
し
た
場
合
、
税
の
還

付
が
必
要
に
な
る
が
、
政
府
は
還
付
に
は
消
極
的
で
あ
る
。

最
後
に
、
源
泉
地
国
が
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
法
人
税
を
導
入
す
る
が
、
居
住
地
国
で
外
国
税
額
控
除
を
認
め
な
い
場
合
、
税
負
担
は
加

重
さ
れ
、
対
外
投
資
に
は
マ
イ
ナ
ス
と
な
る
。

源
泉
地
ベ
ー
ス
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
法
人
税
に
は
、
税
収
調
達
力
以
外
に
も
様
々
な
問
題
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

2 ）　

居
住
地
型
課
税

Ａ
＝
Ｄ
＝
Ｓ
論
文
は
、
こ
の
タ
イ
プ
に
属
す
る
課
税
方
式
と
し
て
、
全
世
界
所
得
に
対
し
て
発
生
ベ
ー
ス
で
課
税
す
る
個
人
株
主
税
と

法
人
税
の
二
つ
を
あ
げ
て
い
る
。

ま
ず
、
個
人
株
主
レ
ベ
ル
の
居
住
地
ベ
ー
ス
税
に
つ
い
て
、
一
般
に
そ
の
居
住
地
国
を
特
定
す
る
の
が
相
対
的
に
容
易
で
あ
り
、
全
世

界
収
益
に
対
す
る
税
引
き
後
収
益
率
を
低
下
さ
せ
る
が
税
引
き
前
収
益
率
に
は
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
点
を
あ
げ
、
小
開
放
経
済
に
と
っ
て

源
泉
地
ベ
ー
ス
税
よ
り
も
居
住
地
ベ
ー
ス
税
の
方
が
望
ま
し
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
こ
で
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
方
式
は
発
生

ベ
ー
ス
の
全
世
界
所
得
課
税
方
式
で
あ
り
、
現
実
に
実
施
さ
れ
て
い
る
居
住
地
ベ
ー
ス
課
税
と
は
異
な
る
。
現
実
に
施
行
さ
れ
て
い
る
方

八
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式
は
、
外
国
源
泉
所
得
を
居
住
地
国
で
受
け
取
ら
な
い
限
り
課
税
は
繰
り
延
べ
ら
れ
る
実
現
ベ
ー
ス
課
税
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
発
生
ベ
ー
ス
の
税
に
は
い
く
つ
か
の
問
題
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
第
一
に
、
こ
の
点
は
実
現
ベ
ー
ス
の
場
合
も
同
じ
だ
が
、

全
世
界
す
べ
て
の
外
国
源
泉
所
得
を
捕
捉
し
、
情
報
を
収
集
す
る
こ
と
は
、
執
行
上
も
、
納
税
協
力
の
面
で
も
困
難
が
あ
る
。
情
報
の
正

確
性
を
求
め
、
捕
捉
の
確
実
性
を
高
め
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
執
行
コ
ス
ト
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
コ
ス
ト
と
も
に
増
大
す
る
。

第
二
に
、
発
生
ベ
ー
ス
で
課
税
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
流
動
性
の
問
題
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
が
あ
る
。
第
三
に
、
証
券
化
な
ど
の
金
融

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
り
国
際
的
に
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
多
様
化
が
著
し
く
増
大
し
て
お
り
、
居
住
地
ベ
ー
ス
の
個
人
株
主
課
税
の
あ
り

方
と
し
て
、
居
住
地
ベ
ー
ス
・
タ
イ
プ
は
将
来
の
選
択
肢
と
し
て
の
魅
力
を
低
下
さ
せ
て
い
る
と
い
う
。

次
に
、
や
は
り
発
生
ベ
ー
ス
の
居
住
地
型
法
人
税
が
検
討
の
対
象
と
さ
れ
る
。
居
住
地
ベ
ー
ス
の
法
人
税
は
現
在
も
な
お
支
配
的
な
課

税
方
式
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
採
用
さ
れ
て
い
る
の
は
発
生
ベ
ー
ス
で
は
な
く
実
現
ベ
ー
ス
の
課
税
方
式
で
あ
る
。
発
生
時
課
税
を
と
る
居

住
地
ベ
ー
ス
法
人
税
は
、
本
国
の
課
税
当
局
が
多
国
籍
企
業
の
全
世
界
の
所
得
を
正
確
に
捕
捉
す
れ
ば
適
正
な
課
税
が
可
能
に
な
る
点
で
、

理
論
的
に
は
重
要
な
利
点
を
持
っ
て
い
る
。
多
国
籍
企
業
は
利
潤
シ
フ
ト
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
持
た
な
く
な
り
、
課
税
が
投
資
先
に
影

響
を
及
ぼ
す
こ
と
も
な
く
な
る
。

し
か
し
、
個
人
の
場
合
と
同
様
に
、
法
人
課
税
に
つ
い
て
も
発
生
ベ
ー
ス
課
税
に
は
困
難
が
生
ず
る
。
第
一
に
、
多
国
籍
企
業
の
全
世

界
所
得
を
発
生
ベ
ー
ス
で
捕
捉
す
る
こ
と
の
実
行
可
能
性
の
問
題
で
あ
る
。
全
世
界
の
子
会
社
や
支
店
の
所
得
を
正
確
に
捕
捉
し
、

チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
第
二
に
、
個
人
株
主
の
場
合
と
比
べ
れ
ば
、
多
国
籍
企
業
の
本
拠
で
あ
る
持
株
会
社
を

他
国
に
移
動
さ
せ
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
で
あ
り
、
居
住
地
国
の
法
人
税
率
の
水
準
が
他
国
よ
り
も
高
い
場
合
、
持
株
会
社
が
他
国
に
移

転
す
る
蓋
然
性
は
き
わ
め
て
高
い
。
ま
た
、
法
人
の
場
合
、
居
住
要
件
の
有
無
で
内
国
法
人
、
外
国
法
人
を
区
分
す
る
の
が
通
例
で
あ
る

九
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が
、
そ
も
そ
も
区
分
の
基
準
と
な
る
居
住
要
件
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
は
、
設
立
準
拠
法
主
義
、
管
理
支
配
地
主
義
な
ど
国
に
よ
り
異

な
っ
て
い
る
の
が
現
実
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
居
住
地
の
概
念
は
そ
れ
ほ
ど
明
快
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
Ａ
＝
Ｄ
＝
Ｓ
論
文
で
の
居
住
地
ベ
ー
ス
法
人
税
に
つ
い
て
の
評
価
は
低
く
、
個
人
レ
ベ
ル
に
せ
よ
、
法
人

レ
ベ
ル
に
せ
よ
、
発
生
ベ
ー
ス
の
居
住
地
型
法
人
税
は
潜
在
的
な
利
点
は
持
つ
も
の
の
、
採
用
は
困
難
だ
と
い
う
の
が
結
論
で
あ
る

（
53
）

。

3 ）　

仕
向
地
型
課
税

仕
向
地
ベ
ー
ス
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
法
人
税

現
行
法
人
税
は
著
し
い
不
効
率
を
生
み
出
し
て
い
る
と
し
て
、
Ａ
＝
Ｄ
＝
Ｓ
論
文
が
提
唱
す
る
「
よ
り
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
提
案
」
が
仕
向

地
ベ
ー
ス
の
税
で
あ
る

（
54
）

。

し
か
し
、「
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
提
案
」
と
い
う
割
に
は
、
仕
向
地
ベ
ー
ス
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
法
人
税
の
課
税
ベ
ー
ス
も
具
体
的
な
課

税
方
法
も
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
き
わ
め
て
不
十
分
な
提
案
で
あ
る

（
55
）

。

次
の
命
題
が
何
ら
の
説
明
も
な
く
、
ア
プ
リ
オ
リ
に
主
張
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
仕
向
地
ベ
ー
ス
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
法

人
税
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
仕
向
地
ベ
ー
ス
で
あ
る
が
ゆ
え
に
資
本
や
利
潤
の
配
置
（location

）
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い

（
56
）

。
第
二
に
、
そ
れ

は
投
資
の
規
模
や
立
地
先
、debt

とequity

の
資
金
調
達
形
態
の
違
い
に
も
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い

（
57
）

。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
命
題
に
つ
い

て
の
証
明
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い

（
58
）

。

こ
の
税
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
説
明
が
行
わ
れ
て
い
る
。

第
一
に
、
仕
向
地
ベ
ー
ス
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
法
人
税
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
然
、
課
税
は
最
終
消
費
地
で
行
わ
れ
る
。
最
終
売
上

九
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＝
最
終
消
費
を
特
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
は
輸
入
財
も
含
ま
れ
て
お
り
、
輸
入
材
の
生
産
に
要
し
た
コ
ス
ト
は
多
く

の
国
々
に
ま
た
が
っ
て
い
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
各
国
で
要
し
た
コ
ス
ト
と
課
税
対
象
の
法
人
所
得
と
を
ど
の
よ
う
に
対

応
さ
せ
る
の
か
が
解
決
す
べ
き
問
題
と
な
る
。
提
案
さ
れ
て
い
る
ひ
と
つ
の
選
択
肢
は
簡
単
な
定
式
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
各
国
で

の
最
終
売
上
額
と
同
じ
比
率
で
各
国
に
コ
ス
ト
を
割
り
ふ
る
と
い
う
方
式
で
あ
る
（form

ula apportionm
ent

）。
し
か
し
、
多
数
の
国
々

で
販
売
さ
れ
る
財
の
価
格
や
コ
ス
ト
を
特
定
す
る
に
は
、
各
国
の
課
税
当
局
間
で
の
緊
密
な
協
力
・
協
同
が
必
要
に
な
る
と
し
て
必
ず
し

も
積
極
的
に
支
持
し
て
い
る
よ
う
に
は
み
ら
れ
な
い

（
59
）

。

第
二
に
、
も
っ
と
可
能
性
の
高
い
代
替
案
と
し
て
提
起
さ
れ
る
の
は
、
仕
向
地
ベ
ー
ス
の
付
加
価
値
税
（
Ｖ
Ａ
Ｔ
）
と
同
じ
方
式
で
組

み
立
て
ら
れ
る
法
人
税
で
あ
る
。
そ
れ
は
付
加
価
値
税
の
課
税
ベ
ー
ス
か
ら
労
働
コ
ス
ト
を
控
除
す
る
仕
組
み
と
さ
れ
、
そ
の
意
味
で
、

Ｒ
ベ
ー
ス
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
税
と
等
価
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
税
の
性
格
は
必
ず
し
も
明
確
に
は
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。

上
に
あ
げ
た
仕
向
地
ベ
ー
ス
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
税
と
、
こ
こ
で
提
起
さ
れ
た
Ｖ
Ａ
Ｔ
型
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
税
と
の
異
同
も
あ
い
ま

い
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
各
国
間
で
の
生
産
コ
ス
ト
の
配
分
の
仕
方
が
問
題
と
さ
れ
、
コ
ス
ト
が
発
生
し
た
輸
出
国
で
コ
ス
ト
の
控
除
が

行
わ
れ
る
と
さ
れ
る
。
輸
出
国
は
輸
出
品
に
は
課
税
で
き
ず
、
中
間
財
に
含
ま
れ
て
い
た
Ｖ
Ａ
Ｔ
に
つ
い
て
は
還
付
す
る
だ
け
で
な
く
、

労
働
コ
ス
ト
分
も
還
付
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
。
可
能
性
の
高
い
代
替
案
と
し
て
提
案
さ
れ
た
は
ず
の
Ｖ
Ａ
Ｔ
型
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー

税
も
、
Ａ
＝
Ｄ
＝
Ｓ
論
文
自
身
の
結
論
は
「
容
易
に
実
行
可
能
と
は
思
え
な
い
」
と
い
う
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
Ｖ
Ａ
Ｔ
型

キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
税
を
採
用
し
た
国
は
大
規
模
な
税
の
還
付
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
そ
う
し
た
事
態
を

回
避
す
る
対
策
と
し
て
Ａ
＝
Ｄ
＝
Ｓ
論
文
が
提
案
す
る
の
は
、
源
泉
徴
収
さ
れ
る
給
与
税
と
相
殺
調
整
を
行
な
う
か
、
Ｖ
Ａ
Ｔ
の
税
率
の

引
上
げ
で
あ
る
。
多
国
籍
企
業
へ
の
減
税
が
、
結
局
、
労
働
者
な
い
し
消
費
者
へ
の
負
担
転
嫁
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
構
図
と
い
わ
ざ
る

九
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を
え
な
い
の
で
あ
る
。

Ａ
＝
Ｄ
＝
Ｓ
論
文
と
比
較
す
る
と
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
報
告
書
の
方
が
説
明
が
明
快
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
課
税
ベ
ー
ス
に
つ
い
て
の
み
確
認

し
て
お
こ
う

（
60
）

。
仕
向
地
ベ
ー
ス
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
法
人
税
の
課
税
ベ
ー
ス
は
〔
国
内
売
上
額

－

国
内
供
給
者
か
ら
の
仕
入
額

－

労
働

コ
ス
ト
〕
と
さ
れ
、
輸
出
売
上
は
課
税
ベ
ー
ス
に
算
入
さ
れ
ず
、
輸
入
仕
入
は
控
除
さ
れ
な
い
。
仕
向
地
ベ
ー
ス
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー

法
人
税
と
仕
向
地
ベ
ー
ス
Ｖ
Ａ
Ｔ
と
は
、
と
く
に
仕
入
控
除
法
（subtraction m

ethod

）
の
場
合
、
そ
の
類
似
性
は
き
わ
め
て
高
い
と
さ

れ
る
。
両
者
の
課
税
ベ
ー
ス
を
示
す
と
、
ま
ず
閉
鎖
経
済
の
も
と
で
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

C

≡Y

－S

≡W

＋R

－I

C

－W

≡R

－I

た
だ
し
、
C
：
消
費
、
Y
：
総
所
得
、
S
：
貯
蓄
、
I
：
投
資
（S

＝I

）、
W
：
賃
金
所
得
、
R
：
資
本
所
得
（
資
本
の
通
常
収
益
と
経
済

的
レ
ン
ト
の
合
計
）

Ｖ
Ａ
Ｔ
の
場
合
、
賃
金
が
課
税
ベ
ー
ス
に
含
ま
れ
る
（W

＋R

－I

）
の
に
対
し
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
法
人
税
の
場
合
に
は
含
ま
れ
な

い
（R

－I

）
こ
と
が
相
違
点
で
あ
る
。

一
方
、
開
放
経
済
の
場
合
に
は
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

Y

≡W

＋R

≡C

＋I

＋X

－M

X

－M

＋E

≡I
f

、
つ
ま
り
、X

－M

≡I
f

－E

た
だ
し
、
X
：
輸
出
、
M
：
輸
入
、
E
：
海
外
か
ら
の
純
収
益
、
Iｆ

：
純
海
外
投
資

仕
向
地
ベ
ー
ス
Ｖ
Ａ
Ｔ
の
課
税
ベ
ー
ス
は
C
に
等
し
い
か
ら
、

九
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C

≡W

＋（R

－I

）－（X

－M

）
と
な
り
、X

－M

≡I
f

－E

を
代
入
す
る
と
、

C

≡W

＋（R

－I

）－（I
f

－E

）

こ
れ
に
対
し
、
仕
向
地
ベ
ー
ス
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
法
人
税
の
課
税
ベ
ー
ス
は
、

R

＋E

－I

－I
f

と
な
る
。
そ
れ
は
、〔
国
内
の
資
本
所
得
（
国
内
所
有
で
あ
れ
外
国
所
有
で
あ
れ
）
プ
ラ
ス
国
内
所
有
の
外
国
資
本
所
得
（
こ
の
所
得
が
国
内
で

消
費
さ
れ
る
限
り
）
か
ら
、
新
規
国
内
投
資
（
国
内
所
有
で
あ
れ
外
国
所
有
で
あ
れ
）
お
よ
び
国
内
所
有
の
外
国
投
資
を
控
除
し
た
も
の
〕
と

な
る
。
言
い
換
え
る
と
、
そ
れ
は
〔
国
内
資
本
お
よ
び
国
内
所
有
の
投
下
外
国
資
本
の
通
常
収
益 

プ
ラ
ス 

過
去
お
よ
び
新
規
の
国
内
投

資
お
よ
び
国
内
所
有
の
外
国
投
資
か
ら
生
じ
る
経
済
的
レ
ン
ト
〕
に
等
し
い
。
新
規
国
内
投
資
お
よ
び
国
内
所
有
の
外
国
投
資
に
生
ず
る

通
常
収
益
は
非
課
税
で
あ
る
。

仕
向
地
ベ
ー
ス
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
法
人
税
の
も
と
で
は
、
国
内
資
本
（
居
住
者
、
外
国
人
の
い
ず
れ
に
よ
り
所
有
さ
れ
て
い
よ
う
と
）

お
よ
び
国
内
所
有
の
外
国
（
現
存
）
資
本
の
全
収
益
が
、
そ
れ
が
国
内
で
の
企
業
や
消
費
者
へ
の
売
上
か
ら
得
た
も
の
で
あ
る
限
り
、
課

税
さ
れ
る
。
収
益
の
う
ち
再
投
資
分
は
資
金
流
出
と
し
て
扱
わ
れ
、
法
人
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
・
ベ
ー
ス
か
ら
控
除
さ
れ
る
。
海
外
の

企
業
や
消
費
者
へ
の
売
上
か
ら
生
ず
る
収
益
は
、（
国
内
で
は
）
ま
っ
た
く
課
税
さ
れ
な
い
。

仕
向
地
ベ
ー
ス
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
法
人
税
の
問
題
点

上
述
し
た
よ
う
に
、
Ａ
＝
Ｄ
＝
Ｓ
論
文
が
ベ
ス
ト
の
選
択
肢
と
し
て
提
案
す
る
仕
向
地
ベ
ー
ス
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
法
人
税
な
い
し

Ｖ
Ａ
Ｔ
型
仕
向
地
ベ
ー
ス
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
税
は
、
税
の
性
格
、
内
容
等
に
あ
い
ま
い
さ
が
伴
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
、
特
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有
の
問
題
点
が
生
ず
る
。

第
一
に
、
そ
の
執
行
方
法
の
あ
い
ま
い
さ
で
あ
る
。
Ｖ
Ａ
Ｔ
型
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
税
は
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
報
告
書
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、

仕
入
高
控
除
法
に
基
づ
く
Ｖ
Ａ
Ｔ
と
類
似
性
が
高
い
と
さ
れ
る
。
Ａ
＝
Ｄ
＝
Ｓ
論
文
に
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
一
定
の
課
税
期
間
に

対
応
す
る
労
働
コ
ス
ト
の
控
除
を
行
う
た
め
に
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
帳
簿
に
よ
り
確
認
す
る
以
外
に
方
法
は
な
か
ろ
う

（
61
）

。
こ
の
仕
入
高
控

除
法
に
基
づ
く
Ｖ
Ａ
Ｔ
、
し
た
が
っ
て
ま
た
Ｖ
Ａ
Ｔ
型
仕
向
地
ベ
ー
ス
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
税
の
帰
着
が
ど
の
よ
う
に
な
る
か
は
明
確

で
は
な
い
。

第
二
に
、
国
際
的
な
法
人
税
制
の
協
調
の
欠
如
で
あ
る
。
Ａ
＝
Ｄ
＝
Ｓ
論
文
自
身
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
た
と
え
ば
仕
向
地
で
あ
る
資

本
輸
入
国
が
仕
向
地
ベ
ー
ス
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
法
人
税
を
導
入
し
た
場
合
、
は
た
し
て
資
本
輸
出
国
が
自
国
に
本
拠
を
置
く
多
国
籍

企
業
に
外
国
税
額
控
除
を
認
め
る
か
ど
う
か
は
予
測
で
き
な
い
。
一
方
の
国
が
仕
向
地
ベ
ー
ス
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
法
人
税
を
導
入
す

る
が
、
他
国
は
追
随
せ
ず
、
従
来
ど
お
り
源
泉
地
ベ
ー
ス
法
人
税
を
維
持
す
る
場
合
、
前
者
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
税
制
は
多
国
籍
企
業

の
立
地
決
定
に
は
中
立
的
だ
と
し
て
も
、
後
者
の
方
が
前
者
よ
り
も
有
利
な
立
場
に
立
つ
。
居
住
地
国
の
居
住
地
ベ
ー
ス
の
税
は
、
こ
の

優
位
を
さ
ら
に
上
回
る
と
い
う
。

第
三
に
、
仕
向
地
ベ
ー
ス
の
課
税
を
実
行
し
て
い
く
う
え
で
は
国
境
税
調
整
が
適
切
に
遂
行
さ
れ
る
か
ど
う
か
が
重
要
な
カ
ギ
に
な
る
。

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
報
告
書
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
仕
向
地
ベ
ー
ス
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
法
人
税
の
場
合
に
は
、
事
業
体
が
輸
入
す
る
際
、
国
境

で
は
課
税
せ
ず
、
一
方
、
国
内
の
売
上
か
ら
は
控
除
を
認
め
な
い
方
式
も
可
能
で
あ
ろ
う
が

（
62
）

、
租
税
回
避
や
脱
税
を
防
止
し
、
税
を
調
達

す
る
た
め
に
は
、
政
府
は
輸
出
入
の
管
理
を
維
持
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
仕
向
地
ベ
ー
ス
の
課
税
に
も
固
有
の
困
難
が
伴
う

の
で
あ
り
、
居
住
地
ベ
ー
ス
や
源
泉
地
ベ
ー
ス
と
の
優
劣
は
一
概
に
は
論
じ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

九
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最
後
に
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
報
告
書
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
仕
向
地
ベ
ー
ス
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
法
人
税
を
実
行
に
移
そ
う
と
す
る
場
合
、

ほ
と
ん
ど
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
諸
国
は
す
で
に
Ｖ
Ａ
Ｔ
を
導
入
し
て
い
る
た
め
、
こ
れ
と
ほ
と
ん
ど
類
似
し
た
新
税
を
採
用
す
る
こ
と
は
、
政
治

的
に
困
難
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
仕
向
地
ベ
ー
ス
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
法
人
税
の
課
税
ベ
ー
ス
は
一
般
の
Ｖ
Ａ
Ｔ
よ
り
も
小
さ
い
た
め
、

も
し
Ｖ
Ａ
Ｔ
に
代
替
し
て
こ
れ
を
導
入
す
る
場
合
、
税
率
を
引
上
げ
な
い
限
り
税
収
は
低
下
す
る
。
あ
る
い
は
、
Ｖ
Ａ
Ｔ
を
増
税
す
る
一

方
、
社
会
保
障
拠
出
金
を
引
き
下
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
仕
向
地
ベ
ー
ス
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
法
人
税
を
間
接
的
に
実
施
す
る
こ
と
も
可

能
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
に
は
法
人
税
そ
の
も
の
が
消
滅
し
、
消
費
者
に
税
負
担
が
帰
着
す
る
お
そ
れ
が
あ
る

（
63
）

。

Ⅲ　

法
人
課
税
と
資
本
所
得
課
税
│
改
革
の
ゆ
く
え
│

以
上
、
マ
ー
リ
ー
ズ
・
レ
ビ
ュ
ー
を
中
心
に
さ
ま
ざ
ま
な
タ
イ
プ
の
法
人
税
改
革
案
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
が
、
そ
こ
に
は
い
ろ
い

ろ
な
問
題
が
あ
る
こ
と
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。

第
一
に
、
法
人
所
得
な
い
し
資
本
所
得
に
対
す
る
国
際
課
税
に
つ
い
て
、
マ
ー
リ
ー
ズ
・
レ
ビ
ュ
ー
で
提
示
さ
れ
た
二
つ
の
抜
本
的
な

改
革
案
で
あ
る
仕
向
地
ベ
ー
ス
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
法
人
税
と
源
泉
地
ベ
ー
ス
Ａ
Ｃ
Ｅ
法
人
税
と
は
、
提
言
と
し
て
果
た
し
て
整
合
的

な
の
か
ど
う
か
で
あ
る
。
Ａ
＝
Ｄ
＝
Ｓ
論
文
で
は
源
泉
地
ベ
ー
ス
課
税
に
は
否
定
的
な
評
価
が
下
さ
れ
、
源
泉
地
ベ
ー
ス
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ

フ
ロ
ー
税
に
つ
い
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
源
泉
地
ベ
ー
ス
Ａ
Ｃ
Ｅ
法
人
税
は
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
税
の
変
種
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
源
泉
地
ベ
ー
ス
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
税
へ
の
批
判
が
Ａ
Ｃ
Ｅ
法
人
税
に
も
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る

と
さ
れ
て
い
る

（
64
）

。
他
方
、
Ｇ
＝
Ｈ
＝
Ｓ
論
文
が
提
唱
す
る
の
は
、
ま
さ
し
く
そ
の
源
泉
地
ベ
ー
ス
Ａ
Ｃ
Ｅ
法
人
税
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
、
マ
ー
リ
ー
ズ
・
レ
ビ
ュ
ー
自
身
の
提
言
に
一
貫
性
や
整
合
性
が
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る

（
65
）

。
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第
二
に
、
そ
の
こ
と
と
も
関
連
す
る
が
、
現
行
制
度
の
漸
進
的
な
改
革
で
は
な
く
、「
よ
り
ラ
デ
ィ
カ
ル
」
な
い
し
「
よ
り
包
括
的
」

な
提
案
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
改
革
案
は
、
な
お
抽
象
的
で
あ
り
、
実
行
可
能
性
の
面
な
ど
で
疑
問
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
Ｏ
Ｅ
Ｃ

Ｄ
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
Ａ
Ｃ
Ｅ
法
人
税
は
こ
れ
ま
で
オ
ー
ス
ト
リ
ア
（
二
〇
〇
〇
年
か
ら
二
〇
〇
四
年
）、
イ
タ
リ
ア
（
一
九
九
七
年
か
ら

二
〇
〇
三
年
）、
ク
ロ
ア
チ
ア
（
一
九
九
四
年
か
ら
二
〇
〇
一
年
）、
ブ
ラ
ジ
ル
（
一
九
九
六
年
以
降
）、
ベ
ル
ギ
ー
（
二
〇
〇
六
年
以
降
）
で
部
分

的
な
い
し
完
全
な
形
で
実
施
さ
れ
た
が
、
短
期
間
に
廃
止
さ
れ
た
ケ
ー
ス
が
多
い
の
が
特
徴
で
あ
る
。
Ａ
Ｃ
Ｅ
法
人
税
は
源
泉
地
ベ
ー

ス
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
法
人
税
と
は
Ｒ
ベ
ー
ス
な
い
し
Ｒ
＋
Ｆ
ベ
ー
ス
と
い
う
形
で
税
等
価
の
関
係
に
あ
り
、
ミ
ー
ド
報
告
の
提
案
の

具
体
化
と
も
い
え
る
が
、
は
た
し
て
そ
れ
が
ど
こ
ま
で
成
功
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
失
敗
に
終
わ
る
の
か
は
、
な
お
今
後
の
検
証
に
委
ね

ら
れ
て
い
る
。
仕
向
地
ベ
ー
ス
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
法
人
税
に
至
っ
て
は
、
は
た
し
て
実
行
可
能
な
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
さ
え
明
確

で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。

第
三
に
、「
最
適
課
税
要
件
の
設
定
行
動
」
に
係
わ
る
問
題
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
命
題
は
、「
小
さ
な
開
放
経
済
の

政
府
は
源
泉
地
ベ
ー
ス
の
資
本
課
税
を
す
べ
き
で
は
な
い
」
と
主
張
す
る
。
こ
の
処
方
箋
は
、D

iam
ond=M

irrlees

に
よ
る
生
産
効
率

性
定
理
、
す
な
わ
ち
「
も
し
政
府
が
純
利
潤
の
課
税
を
や
め
、
企
業
と
家
計
の
あ
ら
ゆ
る
取
引
に
対
し
家
計
に
課
税
す
る
こ
と
が
で
き
る

な
ら
ば
、
最
適
な
セ
カ
ン
ド
ベ
ス
ト
の
税
制
は
生
産
の
歪
み
を
回
避
す
る
」
と
の
主
張
の
応
用
だ
と
さ
れ
る

（
66
）

。
も
し
こ
の
命
題
が
正
し
い

と
す
れ
ば
、
資
本
の
国
際
的
移
動
が
加
速
し
た
こ
の
数
十
年
の
間
に
、
小
開
放
経
済
国
を
中
心
に
源
泉
地
ベ
ー
ス
の
資
本
所
得
税
は
次
第

に
消
滅
し
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
実
は
そ
の
よ
う
に
は
展
開
し
な
か
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
Ｇ
＝
Ｈ
＝
Ｓ
論
文
は
、
そ
の
背

景
に
次
の
四
つ
の
要
因
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

（
67
）

。

第
一
の
要
因
は
、
企
業
が
特
定
の
立
地
先
で
し
か
確
保
で
き
な
い
レ
ン
ト
（location-specifi c rents （

68
）

）
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
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こ
の
立
地
型
レ
ン
ト
を
外
国
資
本
が
獲
得
す
る
場
合
、
立
地
先
で
あ
る
源
泉
地
国
は
資
本
税
を
課
税
し
よ
う
と
す
る
強
い
誘
因
を
持
つ
。

第
二
に
、
資
本
の
完
全
な
移
動
可
能
性
と
い
う
前
提
が
非
現
実
的
な
こ
と
で
あ
る
。
実
際
に
は
、
物
的
資
本
ス
ト
ッ
ク
の
調
整
に
は
コ

ス
ト
が
か
か
る
た
め
、
た
と
え
源
泉
地
国
で
資
本
課
税
が
行
わ
れ
て
も
、
そ
の
調
整
は
徐
々
に
し
か
進
ま
な
い
。
そ
の
一
方
、
源
泉
地
国

政
府
が
課
税
の
公
平
を
志
向
す
る
場
合
、
国
内
の
移
動
性
の
低
い
要
素
に
税
負
担
を
集
中
さ
せ
る
よ
り
も
資
本
に
も
課
税
す
る
こ
と
を
選

好
す
る
。

第
三
に
、
資
本
の
受
入
国
が
法
人
税
の
よ
う
な
源
泉
地
ベ
ー
ス
課
税
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
そ
れ
が
個
人
所
得
税
の
「
最
後
の

砦
（backstop

）」
と
し
て
機
能
す
る
か
ら
で
あ
る
。
法
人
税
が
な
け
れ
ば
、
無
税
で
法
人
セ
ク
タ
ー
に
所
得
を
蓄
積
す
る
こ
と
が
可
能
に

な
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
内
の
個
人
の
所
得
を
捕
捉
す
る
に
は
、
居
住
者
が
保
有
す
る
企
業
に
対
す
る
法
人
税
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、

海
外
所
在
の
外
国
法
人
を
介
し
て
国
内
法
人
を
支
配
す
る
個
人
株
主
の
場
合
、
法
人
税
が
な
け
れ
ば
や
は
り
ル
ー
プ
ホ
ー
ル
が
生
じ
る
。

最
後
に
、
源
泉
地
ベ
ー
ス
法
人
税
の
課
税
は
政
治
的
必
要
に
基
づ
く
。
法
人
以
外
の
課
税
ベ
ー
ス
に
対
す
る
課
税
に
政
治
的
限
界
が
あ

る
場
合
、
増
税
を
必
要
と
す
る
政
府
は
た
と
え
法
人
税
が
非
効
率
で
あ
る
と
し
て
も
、
法
人
税
を
通
じ
て
一
定
の
税
収
を
確
保
す
る
こ
と

が
必
要
に
な
る
。

こ
こ
に
示
さ
れ
た
要
因
は
、
法
人
課
税
の
根
拠
と
実
行
可
能
性
に
密
接
に
係
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
数
十
年
来
、
さ
ま
ざ

ま
な
法
人
課
税
の
改
革
案
が
登
場
し
た
と
は
い
え
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
抽
象
的
な
理
論
だ
け
の
世
界
に
と
ど
ま
り
、
現
実
の
改
革
に
結

び
つ
く
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
意
味
で
、
改
め
て
法
人
課
税
の
現
実
的
根
拠
を
問
い
直
す
必
要
に
迫
ら
れ
て

い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

グ
ー
ド
は
、
そ
の
古
典
的
名
著
『
法
人
税
』
に
お
い
て
、
法
人
課
税
の
根
拠
に
つ
い
て
詳
細
に
検
討
を
行
い
、
法
人
税
を
積
極
的
に
正

九
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当
化
す
る
根
拠
と
し
て
、
⑴
利
益
説
な
い
し
特
権
説
、
⑵
社
会
的
費
用
配
分
説
、
⑶
支
払
能
力
説
、
⑷
社
会
統
制
説
な
ど
を
あ
げ
た

（
69
）

。

そ
の
後
、
社
会
経
済
状
況
の
新
し
い
展
開
を
踏
ま
え
て
、
法
人
税
に
つ
い
て
の
研
究
動
向
の
サ
ー
ベ
イ
や
法
人
課
税
の
根
拠
を
問
い
直

す
優
れ
た
研
究
が
登
場
し
た
が
、
そ
れ
ら
は
法
人
課
税
の
原
点
に
立
ち
返
る
こ
と
の
重
要
性
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

（
70
）

。
こ
こ

で
は
、
バ
ー
ド
に
依
拠
し
て
簡
潔
に
法
人
課
税
の
根
拠
に
つ
い
て
改
め
て
ふ
り
返
っ
て
お
き
た
い
。

バ
ー
ド
は
、
法
人
に
課
税
す
る
根
拠
を
「
望
ま
し
い
」、「
必
要
で
あ
る
」、「
便
宜
で
あ
る
」
と
い
う
三
つ
の
側
面
か
ら
整
理
す
る
。
ま

ず
、「
望
ま
し
い
」
と
す
る
根
拠
と
し
て
バ
ー
ド
が
あ
げ
る
の
は
、
①
社
会
的
費
用
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
市
場
の
効
率
性
を
改

善
す
る
ピ
グ
ー
税
、
②
経
済
的
レ
ン
ト
な
い
し
純
利
潤
に
対
す
る
レ
ン
ト
税
、
お
よ
び
③
外
国
人
へ
の
課
税
で
あ
る

（
71
）

。
こ
の
う
ち
、
本
稿

と
の
関
連
で
は
法
人
税
の
国
際
的
側
面
が
注
目
さ
れ
る
。
バ
ー
ド
に
よ
れ
ば
、
対
外
投
資
に
対
す
る
課
税
は
レ
ン
ト
課
税
と
も
係
わ
り
を

持
っ
て
お
り
、
外
国
企
業
はfi rm

-specifi c
な
資
産
を
持
つ
が
ゆ
え
に
レ
ン
ト
を
生
む
。
こ
れ
に
対
し
受
入
国
が
課
税
し
な
け
れ
ば
税
収

は
資
本
輸
出
国
に
帰
属
す
る
結
果
と
な
る
た
め
、
受
入
国
の
レ
ン
ト
課
税
を
支
持
す
る
主
張
は
長
い
伝
統
を
持
つ
と
さ
れ
る

（
72
）

。

次
に
、「
必
要
で
あ
る
」
と
の
根
拠
は
、
①
現
在
の
国
際
課
税
制
度
そ
の
も
の
が
法
人
利
潤
の
課
税
を
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
い
る
、

②
法
人
税
以
外
に
レ
ン
ト
に
効
果
的
に
課
税
す
る
す
べ
が
な
い
、
③
法
人
レ
ベ
ル
で
の
何
ら
か
の
課
税
が
、
個
人
課
税
の
適
切
な
制
度
の

不
可
欠
の
構
成
部
分
を
な
す
、
と
い
う
三
側
面
か
ら
説
明
さ
れ
る

（
73
）

。

な
ぜ
多
く
の
国
が
法
人
利
潤
に
対
す
る
課
税
制
度
を
維
持
し
て
い
る
の
か
と
い
え
ば
、
ほ
と
ん
ど
の
国
が
法
人
税
を
課
税
し
て
い
る
か

ら
だ
と
い
う
事
実
に
帰
着
す
る
。
バ
ー
ド
は
、
現
行
の
法
人
利
潤
へ
の
課
税
が
国
際
的
に
定
着
し
て
い
る
背
景
を
次
の
七
つ
の
側
面
か
ら

説
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
資
本
の
国
際
的
供
給
は
完
全
に
弾
力
的
で
は
な
い
か
ら
、
一
国
レ
ベ
ル
で
歪
み
の
な
い
課
税
を
行
な
う

余
地
が
あ
る
。
②
資
本
輸
出
国
、
輸
入
国
の
双
方
で
レ
ン
ト
が
完
全
に
課
税
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
両
国
は
外
国
資
本
に
課
税
す
べ
き
で

九
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あ
ろ
う
。
③
た
と
え
経
済
的
レ
ン
ト
が
完
全
に
課
税
さ
れ
て
い
る
場
合
で
さ
え
、
他
に
生
産
の
非
効
率
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
効
率
性

の
改
善
の
た
め
に
法
人
税
が
必
要
と
な
る
。
④
多
国
籍
企
業
がlocation-specifi c

の
レ
ン
ト
を
独
り
占
め
す
る
場
合
、
源
泉
地
国
は
投

資
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
な
く
そ
う
し
た
利
潤
に
課
税
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
⑤
国
際
資
本
に
対
す
る
課
税
は
、
外
国
税
額
控
除
を

持
つ
資
本
輸
出
国
か
ら
受
入
国
に
税
収
を
移
転
さ
せ
る
の
に
利
用
で
き
る
。
⑥
高
率
の
直
接
税
に
政
治
的
制
約
が
あ
る
場
合
、
源
泉
地

ベ
ー
ス
の
法
人
税
は
、
移
動
性
の
な
い
要
素
に
対
し
て
課
税
す
る
の
に
利
用
で
き
る
最
善
の
手
段
で
あ
ろ
う
。
⑦
法
人
税
は
国
際
投
資
が

生
み
出
す
レ
ン
ト
を
各
国
の
間
で
分
か
ち
合
う
適
切
な
方
法
で
あ
る
。

ま
た
、
上
記
の
②
③
に
係
わ
っ
て
は
、
法
人
税
の
重
要
な
役
割
と
し
て
、
個
人
課
税
制
度
の
欠
陥
を
塞
ぐ
防
波
堤
（backstop

）
の
役

割
が
強
調
さ
れ
る

（
74
）

。
た
と
え
ば
、
法
人
レ
ベ
ル
で
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
が
発
生
し
た
場
合
に
何
ら
か
の
課
税
を
行
な
う
な
ど
の
役
割
で

あ
る
。
こ
の
機
能
は
ま
た
、
消
費
ベ
ー
ス
課
税
論
が
法
人
レ
ベ
ル
で
通
常
収
益
に
課
税
せ
ず
、
個
人
レ
ベ
ル
で
超
過
収
益
を
含
め
て
課
税
す

る
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
が
、
は
た
し
て
ど
こ
ま
で
個
人
レ
ベ
ル
で
所
得
を
捕
捉
で
き
る
の
か
と
い
う
疑
問
に
も
応
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
、「
便
宜
で
あ
る
」
と
い
う
点
で
は
、
①
現
代
の
税
制
は
、
法
人
と
い
う
「
導
管
」
が
課
税
ベ
ー
ス
が
流
れ
る
経
路
と
し
て
、

ま
た
課
税
ベ
ー
ス
を
捕
捉
し
課
税
す
る
場
と
し
て
税
関
に
ど
こ
ま
で
と
っ
て
代
わ
る
か
に
依
存
し
て
い
る
、
②
国
民
の
通
念
が
法
人
税
を

支
持
し
て
い
る
場
合
、
経
済
的
に
は
仮
に
不
合
理
に
み
え
る
法
人
課
税
で
さ
え
政
治
的
構
図
の
な
か
で
は
完
全
に
意
義
を
有
す
る
、
③
法

人
は
現
代
社
会
の
重
要
な
ア
ク
タ
ー
で
あ
り
、
政
府
は
そ
う
し
た
ア
ク
タ
ー
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
の
で
き
る
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
必
要
と

す
る
の
は
当
然
で
あ
る
、
な
ど
の
根
拠
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る

（
75
）

。

以
上
の
検
討
を
受
け
て
、
法
人
課
税
の
あ
り
方
に
つ
い
て
バ
ー
ド
が
導
き
出
し
た
結
論
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

上
述
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
法
人
課
税
に
つ
い
て
の
根
拠
は
、
い
ず
れ
も
そ
れ
自
体
と
し
て
は
と
く
に
強
固
な
も
の
と
は
い
え
な
い
。
し
か

一
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し
、
さ
ま
ざ
ま
な
根
拠
が
存
在
す
る
こ
と
は
法
人
利
潤
税
の
有
効
性
を
示
唆
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
他
の
公
共
政
策
と
同
じ
く
租
税

政
策
に
も
制
約
条
件
が
多
く
、
経
済
・
政
治
・
制
度
な
ど
環
境
が
変
化
す
る
な
か
で
し
ば
し
ば
対
立
す
る
目
標
を
達
成
す
る
こ
と
を
迫
ら

れ
る
た
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
矛
盾
も
生
ま
れ
る
。
現
在
の
よ
う
に
投
資
や
成
長
に
対
す
る
政
策
の
有
効
性
に
疑
問
が
高
ま
り
、
改
革
を
行
う

こ
と
に
潜
在
的
に
高
い
コ
ス
ト
が
予
想
さ
れ
る
場
合
、「
旧
税
は
良
税
で
あ
る
」
と
の
格
言
に
も
真
理
の
一
端
が
あ
る
。

現
在
の
制
度
が
ま
さ
し
く
国
際
的
な
要
因
に
よ
り
形
成
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
逆
説
的
で
あ
る
が
、
近
年
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ

ン
の
進
展
は
法
人
税
改
革
の
必
要
性
を
高
め
た
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
低
下
さ
せ
た
か
も
し
れ
な
い
。
主
要
諸
国
が
こ
ぞ
っ
て
同
様
の

改
革
方
向
に
動
く
の
で
な
い
限
り
、「
抜
本
的
」
改
革
に
展
望
は
な
い
。
同
時
に
、
制
度
改
革
に
は
大
き
な
制
度
改
革
の
コ
ス
ト
を
伴
う
。

改
革
の
便
益
の
現
在
価
値
が
制
度
変
更
の
コ
ス
ト
を
上
回
ら
な
い
限
り
、
改
革
は
す
べ
き
で
は
な
い
。
こ
の
点
で
は
、
Ｇ
＝
Ｈ
＝
Ｓ
論
文

に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
の
な
か
で
、A

lw
orth

が
さ
ま
ざ
ま
な
代
替
的
提
案
を
分
析
す
る
に
当
た
り
系
統
的
な
コ
ス
ト
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
分

析
が
ほ
と
ん
ど
さ
れ
て
い
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
の
は
正
し
い

（
76
）

。
多
く
の
国
に
と
っ
て
最
も
価
値
あ
る
道
筋
は
、
現
行
の
法
人
利
潤
税
を

限
界
ま
で
調
整
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
と
の
バ
ー
ド
の
結
論
に
は
重
み
が
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
1
） S

ir Jam
es M

irrlees 

（C
hair

） （2010

）, D
im

en
sion

s of T
ax D

esign
 : T

h
e M

irrlees R
eview

, Institute for F
iscal S

tudies

（
以
後
、

M
irrlees 

（2010

）） ; d
o. 

（2011

）, T
ax by D

esign
: T

h
e M

irrlees R
eview

, Institute for F
iscal S

tudies

（
以
後
、M

irrlees 

（2011

））.

（
2
） M
irrlees 

（2010

）, pp.840-841.

（
3
） 

Ibid., p.952.

（
4
） 

Ibid., p.840; p.917.
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（
5
） 

Ibid., pp.952-989.
（
6
） 

Ibid., p.959.
（
7
） 
こ
の
概
念
を
最
初
に
提
起
し
た
の
は
、M

.P
. D

evereux

で
あ
る
。C

f. D
evereux, M

.P
. 

（1990

）, “C
apital E

xport N
eutrality, C

apital 

Im
port N

eutrality and C
apital O

w
nership N

eutrality and all that, ” IF
S

 W
orkin

g P
aper.

（
8
） M

irrlees 
（2010

）, pp.953-954.

（
9
） 

鈴
木
将
覚
「
国
外
所
得
免
除
方
式
を
ど
う
考
え
る
か
〜
新
た
な
国
際
課
税
制
度
と
今
後
の
着
目
点
〜
」『
み
ず
ほ
総
研
論
集
』
二
〇
〇
九
年
Ⅲ
号
、

八
六
│
八
七
ペ
ー
ジ
。

（
10
） M

irrlees 

（2010
）, p.964; 

（
11
） 

Ibid., p.967.

（
12
） 

Ibid., p.964; pp.967-968.

（
13
） 

能
動
的
所
得
と
は
事
業
活
動
に
よ
る
所
得
で
あ
る
の
に
対
し
、
受
動
的
所
得
と
は
利
子
、
配
当
（
支
配
株
式
か
ら
得
た
も
の
を
除
く
）、
ロ
イ

ヤ
リ
テ
ィ
、
地
代
な
ど
の
主
と
し
て
投
資
所
得
を
さ
す
。

（
14
） 

移
動
可
能
な
所
得
と
は
、
た
と
え
ば
多
国
籍
企
業
の
内
部
で
容
易
に
移
転
可
能
な
所
得
を
さ
す
が
、
そ
れ
ゆ
え
にactive subsidiaries

の
受

動
的
所
得
だ
け
で
な
く
、
能
動
的
所
得
で
も
実
質
的
に
受
動
的
所
得
と
み
な
さ
れ
れ
ば
課
税
対
象
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
が
論
争
と
な
っ
た
。

C
f. Ibid., p.966.

（
15
） 

Ibid., pp.967-968.

（
16
） 

Ibid., pp.969-970.

（
17
） 

一
つ
の
可
能
性
は
、
ア
メ
リ
カ
の
州
法
人
税
の
も
と
で
の
方
式
に
な
ら
い
企
業
の
保
有
資
産
、
支
払
給
与
、
売
上
高
の
加
重
平
均
を
利
用
す
る

こ
と
だ
が
、
資
本
に
対
す
る
課
税
の
趣
旨
を
徹
底
す
る
観
点
か
ら
は
多
国
籍
企
業
の
保
有
す
る
各
国
別
の
資
産
を
基
準
に
す
る
こ
と
も
有
力
な
選
択

肢
で
あ
る
。
し
か
し
、
多
国
籍
企
業
の
総
資
産
の
う
ち
無
形
資
産
の
占
め
る
比
重
が
ま
す
ま
す
高
ま
り
つ
つ
あ
る
現
状
か
ら
す
る
と
、
そ
も
そ
も
無

形
資
産
の
算
定
に
困
難
性
が
あ
る
だ
け
で
な
く
、
企
業
は
企
業
内
の
ロ
イ
ヤ
リ
テ
ィ
や
資
産
価
額
を
移
転
価
格
を
使
っ
て
操
作
し
て
い
る
可
能
性
が

一
〇
二



グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
の
法
人
課
税
と
資
本
所
得
課
税
（
鶴
田
）

（
四
九
五
）

高
く
、
結
局
、
定
式
配
分
に
も
移
転
価
格
問
題
が
つ
き
ま
と
う
こ
と
に
な
る
。C

f. Ibid., p.969.
（
18
） L

odin, S
.O

. and G
am

m
ie, M

.J.

（2000

）, H
om

e S
tate T

axation, IB
F
D
 P

ublications.
（
19
） M

irrlees 

（2010

）, pp.970-971.

（
20
） 

Ibid., p.973.

（
21
） 

Ibid., pp.981-982.

（
22
） 

資
本
所
得
に
は
、
利
子
、
配
当
、
実
現
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
、
賃
貸
料
所
得
、
帰
属
家
賃
、
非
法
人
企
業
の
資
産
に
対
す
る
帰
属
収
益
な
ど

が
入
る
。C

f. Ibid., p.981.

（
23
） 

Ibid., p.988. 

こ
の
場
合
、
非
法
人
企
業
の
所
有
者
は
、
事
業
の
通
常
の
帰
属
収
益
と
労
働
所
得
と
を
区
分
す
る
こ
と
を
選
択
で
き
る
と
さ
れ
、

前
者
に
は
課
税
が
免
除
さ
れ
る
。C

f. Ibid., p.987.

（
24
） 

企
業
活
力
研
究
所
（
二
〇
一
〇
年
）『
マ
ー
リ
ー
ズ
・
レ
ビ
ュ
ー
研
究
会
報
告
書
』（
佐
藤
主
光
稿
「
第
一
部 

概
論
」）、
二
〇
ペ
ー
ジ
、
参
照
。

（
25
） O

E
C
D
 

（2007

）, F
u

n
d

am
en

tal R
eform

 of C
orporate In

com
e T

ax, O
E
C
D
 T

ax P
olicy S

tudies, N
o.16.

（
26
） 

企
業
活
力
研
究
所
（
二
〇
一
〇
年
）
前
掲
書
（
佐
藤
主
光
稿
「
第
二
部
第
一
章 

グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
法
人
課
税
」）、
二
四
ペ
ー
ジ
。

（
27
） O

E
C
D
 

（2007

）, op.cit., p.122.

（
28
） 

宮
島
洋
（
一
九
八
六
年
）『
租
税
論
の
展
開
と
日
本
の
税
制
』
日
本
評
論
社
、
四
ペ
ー
ジ
。

（
29
） C

f. O
E
C
D
 

（2007

）, op.cit., chapter 4, p.58, p.68.

（
30
） 

Ibid., p.123.

（
31
） 

こ
こ
で
は
、
馬
場
義
久
（
二
〇
〇
八
年
）「
北
欧
型
二
元
的
所
得
税
の
限
界
│
法
人
税
の
課
税
ベ
ー
ス
に
つ
い
て
│
」
証
券
税
制
研
究
会
編
『
金

融
所
得
課
税
の
基
本
問
題
』
で
の
展
開
を
参
考
に
し
た
。

（
32
） 

R
（
収
入
）
は
、
粗
収
入
か
ら
〔
原
材
料
費
＋
賃
金
〕
を
控
除
し
た
も
の
を
意
味
す
る
。
ち
な
み
に
、
包
括
的
所
得
ベ
ー
ス
の
Rｐ

は
未
実
現

ベ
ー
ス
の
損
益
に
つ
い
て
も
算
入
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
33
） U

.S
. D

ept. of T
reasury 

（1992

）, R
eport of th

e D
epartm

en
t of th

e T
reasu

ry on
 In

tegration
 of th

e In
d

ivid
u

al an
d
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四
九
六
）

C
orporate T

ax S
ystem

s: T
axin

g B
u

sin
ess In

com
e O

n
ce, p.39.

（
34
） O

E
C
D
 

（2007

）, op.cit., p.142. 

ま
た
、
馬
場
義
久
（
二
〇
〇
八
年
）、
前
掲
論
文
、
七
九
ペ
ー
ジ
、
参
照
。

（
35
） O

E
C
D
 

（2007

）, op.cit., pp.143-144.

（
36
） M

irrlees 

（2010

）, p.974.

（
37
） 

馬
場
義
久
（
二
〇
〇
八
年
）、
前
掲
論
文
、
八
〇
ペ
ー
ジ
、
参
照
。

（
38
） M

irrlees 
（2010

）, pp.927-928.

（
39
） 

Ibid., pp.974-975.

（
40
） 

Ａ
Ｃ
Ｅ
法
人
税
の
も
と
で
の
投
資
の
中
立
性
に
つ
い
て
、
Ｇ
＝
Ｈ
＝
Ｓ
論
文
で
は
、
次
の
簡
単
な
例
を
使
っ
て
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
あ

る
企
業
が
一
〇
〇
£
の
償
却
を
第
二
年
度
か
ら
第
一
年
度
に
繰
り
上
げ
、
二
八
£
（
税
率
二
八
％
と
す
る
）
だ
け
税
負
担
を
減
ら
す
と
す
る
。
そ
の

企
業
の
第
一
年
度
の
租
税
勘
定
の
留
保
利
潤
は
一
〇
〇
£
だ
け
減
少
す
る
か
ら
、
第
二
年
度
の
Ａ
Ｃ
Ｅ
控
除
を
算
定
す
る
ベ
ー
ス
は
そ
の
額
だ
け
減

少
す
る
。
株
式
資
本
（equity

）
の
帰
属
利
子
率
を
一
〇
％
と
す
る
と
、
企
業
の
第
二
年
度
の
税
額
は
二
・
八
£
（
＝0.28

×0.1
×100£

）
だ
け
増

加
し
、
加
え
て
、
一
〇
〇
£
の
償
却
が
第
二
年
度
か
ら
第
一
年
度
に
繰
り
上
げ
ら
れ
る
と
、
第
二
年
度
の
課
税
利
潤
は
そ
の
分
だ
け
増
加
す
る
た
め
、

そ
の
年
度
の
税
額
は
二
八
£
だ
け
上
積
み
さ
れ
る
。
割
引
率
を
同
じ
く
一
〇
％
と
す
る
と
、
企
業
が
支
払
う
税
額
の
現
在
価
値
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
　

－0.28

×100

＋0.28×（
100

＋0.1

×100）
1

＋0.1

＝0

　
　

左
辺
の
第
一
項
は
第
一
年
度
の
税
額
の
減
少
分
を
示
し
、
第
二
項
は
第
二
年
度
の
税
額
の
現
在
価
値
を
表
し
て
い
る
。
加
速
償
却
に
よ
る
節
税
分

は
、
将
来
の
Ａ
Ｃ
Ｅ
控
除
の
減
少
に
よ
り
正
確
に
相
殺
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。C

f. Ibid., pp.975-976.

（
41
） 

Ibid., p.976.

（
42
） O

E
C
D
 

（2007

）, op.cit., p.126; M
irrlees 

（2010

）, p.976.

（
43
） O

E
C
D
 

（2007

）, op.cit., pp.126-127; M
irrlees 

（2010

）, pp.976-977.

（
44
） O

E
C
D
 

（2007

）, op.cit., pp.127-129.

一
〇
四



グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
の
法
人
課
税
と
資
本
所
得
課
税
（
鶴
田
）

（
四
九
七
）

（
45
） 

各
種
の
法
人
税
率
が
多
国
籍
企
業
の
意
思
決
定
と
ど
の
よ
う
に
係
わ
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
マ
ー
リ
ー
ズ
・
レ
ビ
ュ
ー
で
は
、
四
段
階
に
分

け
て
整
理
さ
れ
て
い
る
。
投
資
決
定
に
係
わ
る
第
一
段
階
で
は
、
平
均
実
効
税
率
、
立
地
選
択
に
係
わ
る
第
二
段
階
で
も
平
均
実
効
税
率
、
投
資
水

準
の
決
定
に
係
わ
る
第
三
段
階
で
は
限
界
実
効
税
率
、
利
益
の
帰
属
先
決
定
に
係
わ
る
第
四
段
階
で
は
法
定
税
率
が
、
そ
れ
ぞ
れ
影
響
を
及
ぼ
す
と

さ
れ
る
。C

f. M
irrlees 

（2010

）, pp.853-854. 

ま
た
、
企
業
活
力
研
究
所
（
二
〇
一
〇
年
）
前
掲
書
（
鈴
木
将
覚
稿
「
第
二
部
第
二
章 

法
人
税

の
実
効
税
率
」）、
五
七
ペ
ー
ジ
、
も
参
照
。

（
46
） O

E
C
D
 

（2007
）, op.cit., p.129.

（
47
） 

Ibid., pp.129-130.

（
48
） 

Ibid., p.130.

（
49
） 

宮
島
洋
（
一
九
八
六
年
）、
前
掲
書
、
八
八
│
八
九
ペ
ー
ジ
、
参
照
。

（
50
） M

irrlees 

（2010

）, pp.873-874.

（
51
） O

E
C
D
 

（2007

）, op.cit., pp.147-150.

（
52
） M

irrlees 

（2010

）, pp.874-875.

（
53
） 

Ibid., pp.879-882.

（
54
） 

仕
向
地
ベ
ー
ス
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
税
を
最
初
に
提
起
し
た
の
は
、B

ond=D
evereux

で
あ
る
。C

f. B
ond, S

. and D
evereux, M

.P
. 

（2002

）, “C
ash F

low
 T

axes in an O
pen E

conom
y, ” C

E
P

R
 D

iscu
ssion

 P
aper 3401; M

irrlees 

（2010

）, p.883.

（
55
） 

こ
の
点
を
厳
し
く
批
判
し
た
の
は
、
玉
岡
雅
之
で
あ
る
。
玉
岡
雅
之
（
二
〇
〇
九
年
）「M

irrlees 

レ
ビ
ュ
ー
に
お
け
る
法
人
税
改
革
案
の
批

判
的
検
討
」
神
戸
大
学
『
国
民
経
済
雑
誌
』
第
一
九
九
巻
第
五
号
、
三
八
ペ
ー
ジ
、
参
照
。

（
56
） M
irrlees 

（2010

）, p.883.

（
57
） 

Ibid., p.885.

（
58
） 

玉
岡
雅
之
、
前
掲
論
文
、
三
八
ペ
ー
ジ
、
参
照
。

（
59
） M

irrlees 

（2010

）, pp.885.
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玉
岡
雅
之
、
前
掲
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文
、
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九
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四
〇
ペ
ー
ジ
。

（
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） O

E
C
D
 

（2007

）, op.cit., p.147.

（
63
） 

Ibid. 
ま
た
、
玉
岡
雅
之
、
前
掲
論
文
、
四
一
ペ
ー
ジ
、
も
参
照
。

（
64
） M

irrlees 
（2010

）, p.877.

（
65
） 

玉
岡
雅
之
、
前
掲
論
文
、
三
八
ペ
ー
ジ
、
参
照
。

（
66
） M

irrlees 

（2010
）, p.927.

（
67
） 

Ibid., pp.928-929.

（
68
） 

た
と
え
ば
、
天
然
資
源
の
開
発
や
、
魅
力
的
な
イ
ン
フ
ラ
の
存
在
、
集
積
力
な
ど
で
あ
る
。

（
69
） G

oode, R
. 

（1951

）, T
h

e C
orporation

 In
com

e T
ax. 

塩
崎
潤
訳
（
再
版
一
九
八
一
年
）『
法
人
税
』
今
日
社
、
二
五
│
四
六
ペ
ー
ジ
。

（
70
） 

た
と
え
ば
、
次
を
参
照
。Mintz, J. 
（1995

）, “T
he C

orporation T
ax: A

 S
urvey, ” F

iscal S
tu

d
ies, V

ol.16, N
o.4; B

ird, R
.M

. 

（2002

）, 

“W
hy T

ax C
orporation?, ” B

u
lletin

 of In
tern

ation
al B

u
reau

 of F
iscal D

ocu
m

en
tation, M

ay.

（
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） B

ird 

（2002

）, ibid., pp.195-196.

（
72
） 

Ibid., p.197.

（
73
） 

Ibid., pp.198-199.

（
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） 

Ibid., p.199.

（
75
） 

Ibid., pp.199-200.

（
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） M
irrlees 

（2010

）, p.999.
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一
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政
経
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第
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十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
五
〇
〇
）

Ⅰ　

は
じ
め
に

本
論
文
の
目
的
は
、
第
一
次
大
戦
後
の
賠
償
問
題
と
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
影
響
に
直
面
す
る
特
別
な
状
況
下
で
の
、
一
九
二
五
年
法

人
税
課
税
所
得
の
算
出
過
程
（
一
九
二
六
年
度
税
務
申
告
）
に
お
け
る
金
マ
ル
ク
建
て
開
始
貸
借
対
照
表
（G

oldm
arkeröff nungsbilanz

）
の

役
割
をR

osendorff 
の
著
書
（
1
）

を
中
心
に
し
て
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
課
税
所
得
の
算
出
過
程
で
機
能
し
て
い
る
会
計
の
本
質
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
特
に
、
固
定
資
産
勘
定
に
一
マ
ル
ク
表
示
の
あ
る
金
マ
ル
ク
開
始
商
事
貸
借
対
照
表
の
事
例
を
取
り
上
げ
る

こ
と
に
よ
り
、
当
時
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
影
響
を
う
け
た
経
済
状
況
下
に
お
け
る
企
業
会
計
と
課
税
制
度
の
制
度
的
な
連
携
と
調
整

手
続
き
を
考
察
す
る
。

ド
イ
ツ
は
一
九
一
九
年
六
月
二
八
日
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
講
和
条
約
に
調
印
し
た
。
第
一
次
大
戦
以
来
ド
イ
ツ
で
は
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
が

進
行
し
て
い
た
が
、
一
九
二
二
年
夏
以
後
、
と
く
に
二
三
年
に
な
る
と
そ
れ
は
破
局
的
な
様
相
を
呈
し
は
じ
め
た
。
預
金
、
保
険
、
債
権

の
価
値
は
失
わ
れ
、
政
府
債
権
と
く
に
戦
時
公
債
は
た
だ
の
紙
片
同
然
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
（
2
）

。
こ
の
事
態
に
対
し
て
一
九
二
三
年
一
〇
月

一
五
日
に
レ
ン
テ
ン
バ
ン
ク
（D

euche R
entenbank

）
が
設
立
さ
れ
、
同
年
一
一
月
一
五
日
よ
り
レ
ン
テ
ン
銀
行
券
を
発
行
し
た
。
こ
の

レ
ン
テ
ン
銀
行
券
は
尚
依
然
と
し
て
法
貨
た
る
旧
マ
ル
ク
紙
幣
と
な
ら
ん
で
通
用
さ
れ
た
。
同
年
一
一
月
二
〇
日
に
為
替
相
場
一
ド
ル
が

四
兆
二
千
億
紙
幣
マ
ル
ク
、
す
な
わ
ち
一
金
貨
マ
ル
ク
が
一
兆
紙
幣
マ
ル
ク
の
割
合
で
安
定
し
た
。
こ
の
レ
ン
テ
ン
マ
ル
ク
（R

entenm
ark

）

な
る
新
単
位
が
一
金
マ
ル
ク
の
価
値
と
し
て
与
え
ら
れ
た
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
通
貨
比
率
は
一
兆
紙
幣
マ
ル
ク
を
も
っ
て
一
レ
ン
テ
ン

マ
ル
ク
と
な
っ
た
（
3
）

（
四
・
二
レ
ン
テ
ン
マ
ル
ク
が
一
ド
ル
と
定
め
ら
れ
た
（
4
）

）。
さ
ら
に
、
一
九
二
四
年
八
月
三
〇
日
の
新
貨
幣
法
（
一
〇
月
一
日
実

施
）
に
よ
る
金
準
備
に
基
づ
く
新
貨
幣
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
（R

eichsm
ark

）
が
発
行
さ
れ
、
新
貨
幣
単
位
一
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
に
つ
き
一

一
〇
八



ド
イ
ツ
法
人
税
（
一
九
二
五
年
）
の
所
得
算
定
に
関
す
る
研
究
（
長
谷
川
）

（
五
〇
一
）

兆
紙
幣
マ
ル
ク
の
比
率
で
兌
換
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
新
貨
幣
単
位
一
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
は
一
レ
ン
テ
ン
マ
ル
ク
と
さ
れ
た
（
5
）

。

ド
イ
ツ
政
府
は
イ
ン
フ
レ
に
よ
る
架
空
（
又
は
仮
装
）
利
益
（S

cheingew
inn （6
）

）
に
対
処
す
る
と
し
て
一
九
二
三
年
一
二
月
二
八
日
付

「
金
貨
貸
借
対
照
表
令
（D

ie V
erordnung über G

oldbilanzen

）」
を
制
定
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
商
業
帳
簿
の
記
帳
義
務
を
有
す
る
商
人
は
、

同
令
第
一
条
第
一
項
に
よ
り
一
九
二
四
年
一
月
一
日
に
始
ま
る
事
業
年
度
よ
り
金
マ
ル
ク
建
て
の
開
始
貸
借
対
照
表
の
作
成
を
義
務
づ
け

ら
れ
た
。
一
九
二
四
年
一
二
月
一
二
日
新
貨
幣
法
第
二
施
行
令
に
よ
り
「
金
貨
貸
借
対
照
表
令
」
の
適
用
に
関
し
て
は
金
マ
ル
ク
に
代
わ

り
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
が
価
値
単
位
と
し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
改
め
ら
れ
た
（
7
）

。
金
マ
ル
ク
開
始
貸
借
対
照
表
の
作
成
目
的
は
、
イ
ン
フ
レ

に
よ
り
膨
れ
あ
が
っ
た
も
の
を
金
マ
ル
ク
と
い
う
規
準
に
よ
り
計
上
し
直
す
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
金
貨
貸
借
対
照
表
令
」

に
よ
り
開
始
商
事
貸
借
対
照
表
が
作
成
さ
れ
よ
う
と
も
、
企
業
会
計
と
国
家
財
政
政
策
の
目
的
は
基
本
的
に
乖
離
し
て
い
る
の
で
、
商
事

貸
借
対
照
表
か
ら
課
税
所
得
を
算
定
す
る
に
は
税
法
上
の
調
整
が
必
要
に
な
る
。「
金
貨
貸
借
対
照
表
令
」
に
つ
い
て
は
既
に
多
く
の
研

究
（
8
）

が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
は
「
金
貨
貸
借
対
照
表
令
」
に
よ
る
商
事
貸
借
対
照
表
か
ら
一
九
二
五
年
改
正
法
人
税
法
の
課
税
所
得
を

算
定
す
る
た
め
の
税
法
上
の
調
整
手
続
き
に
視
点
を
当
て
て
考
察
を
加
え
る
。
次
に
、
一
九
二
五
年
改
正
法
人
税
法
・
所
得
税
の
内
容
を

確
認
す
る
。

Ⅱ　

一
九
二
五
年
法
人
税
の
所
得
算
定
の
原
理

一
九
二
〇
年
の
税
制
改
革
に
よ
り
従
来
ラ
ン
ト
（
州
）
税
で
あ
っ
た
所
得
税
は
ラ
イ
ヒ
（
国
）
税
と
な
り
、
税
制
の
統
一
・
中
央
集
権

化
が
完
成
し
、
法
人
所
得
に
対
し
て
法
人
税
が
新
設
さ
れ
た
（
9
）

。
一
九
二
〇
年
所
得
税
法
に
お
い
て
純
財
産
増
加
説
に
も
と
づ
く
所
得
概
念

が
一
般
的
に
採
用
さ
れ
た
（
10
）

。
ま
た
、
ラ
イ
ヒ
財
政
裁
判
所
は
一
九
二
三
年
一
月
一
六
日
の
判
決
の
な
か
で
、
商
人
の
課
税
は
「
シ
ャ

一
〇
九
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四
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九
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二
〇
一
三
年
一
月
）

（
五
〇
二
）

ン
ッ
（S

chanz

）
所
得
理
論
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
基
礎
上
に
所
得
税
法
が
原
則
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
…
こ
の
理
論

に
よ
る
と
、
所
得
は
財
産
増
加
（V

erm
ögenszugang

）
と
同
じ
で
あ
る
。
商
法
上
の
貸
借
対
照
表
は
、
財
産
の
表
示
を
指
向
し
て
お
り
、

し
た
が
っ
て
、
貸
借
対
照
表
利
益
は
財
産
増
加
（V

erm
ögenszuw

achs

）
を
あ
ら
わ
す
…
」
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（
11
）

。
し
か
し
、
租
税

制
度
上
、
所
得
源
泉
説
に
基
づ
く
所
得
概
念
が
選
択
さ
れ
る
べ
き
か
、
あ
る
い
は
、
純
財
産
増
加
説
に
基
づ
く
所
得
概
念
が
選
ば
れ
る
べ

き
か
は
、
た
ん
に
理
論
上
問
題
と
し
て
決
せ
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
ド
イ
ツ
で
は
第
一
次
世
界
大
戦
前
の
立
法
に
対
し
、「
陸
軍
議
案

の
費
用
を
補
償
す
る
必
要
性
」
と
「
租
税
理
念
の
必
要
性
」
が
、
純
財
産
増
加
分
を
所
得
と
す
る
広
義
（
包
括
的
）
所
得
概
念
を
導
い
た

も
の
で
あ
る
（
12
）

と
い
わ
れ
て
い
る
。

一
九
二
四
年
一
月
に
ま
と
め
ら
れ
た
賠
償
支
払
計
画
で
あ
る
「
ド
ー
ズ
案
（D

aw
es P

lan

）」
の
要
望
に
応
え
て
一
九
二
五
年
八
月
一
〇

日
付
で
所
得
税
、
法
人
税
等
の
改
正
が
行
わ
れ
た
（
13
）

。
こ
の
改
正
一
九
二
五
年
所
得
税
法
（
以
後
所
得
税
法
）、
改
正
一
九
二
五
年
法
人
税
法

（
以
後
法
人
税
法
）
の
適
用
は
、
法
人
税
法
第
三
二
条
と
所
得
税
法
第
一
一
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
一
九
二
五
年
暦
年
又
は
一
九
二
五
年
暦

年
中
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
対
す
る
課
税
査
定
を
最
初
と
し
て
こ
れ
を
適
用
す
る
こ
と
に
な
っ
た
（
14
）

。
法
人
税
の
課
税
対
象
所
得
は
、
法

人
税
法
第
一
〇
条
に
よ
り
所
得
税
法
第
六
条
乃
至
第
八
条
、
第
一
一
条
の
規
定
を
適
用
し
た
。
ま
た
、
法
人
税
法
第
一
三
条
は
、
法
人
税

の
所
得
算
定
、
課
税
標
準
お
よ
び
査
定
時
期
に
つ
い
て
法
人
税
法
に
別
段
の
定
め
の
な
い
場
合
に
は
所
得
税
法
第
一
二
条
乃
至
第
一
七
条
、

第
一
九
条
乃
至
第
二
一
条
、
第
二
五
条
、
第
二
六
条
乃
至
第
四
八
条
の
規
定
を
準
用
す
る
と
し
た
（
15
）

。

所
得
税
法
第
六
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
「
営
業
経
営
（G

ew
erbebetrieb

）
よ
り
生
ず
る
所
得
」
を
課
税
対
象
と
規
定
し
た
。
同
第

七
条
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
、
こ
の
所
得
と
み
な
す
べ
き
も
の
を
「
営
業
経
営
よ
り
生
ず
る
所
得
」
の
種
類
に
あ
っ
て
は
、
利
益

（G
ew
inn

）
と
し
て
い
る
。
こ
の
利
益
を
同
第
一
二
条
は
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。「
利
益
と
は
支
出
に
対
す
る
収
入
の
超
過
で
あ
っ

一
一
〇
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て
、
課
税
期
間
の
期
末
に
お
い
て
営
業
生
産
品
、
商
品
お
よ
び
貯
蔵
品
、
経
営
に
資
す
る
建
築
物
お
よ
び
そ
の
付
属
物
、
な
ら
び
に
動
産

で
あ
る
固
定
資
産
と
前
課
税
期
間
の
末
日
の
有
高
状
態
と
を
比
較
し
て
、
そ
の
増
加
額
を
加
算
し
、
減
少
価
格
を
控
除
し
た
も
の
で
あ

る
（
16
）

」。
さ
ら
に
商
法
上
の
記
帳
義
務
の
あ
る
納
税
義
務
者
に
対
し
て
は
、
利
益
に
つ
い
て
同
第
一
三
条
で
次
ぎ
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

「
商
法
の
規
定
に
よ
る
商
業
帳
簿
を
備
え
つ
け
る
義
務
の
あ
る
納
税
義
務
者
、
ま
た
は
そ
の
義
務
を
有
し
な
い
が
商
法
の
規
定
に
よ
り
商

業
帳
簿
を
実
際
に
備
え
つ
け
る
納
税
義
務
者
に
あ
っ
て
は
、
利
益
と
は
正
規
の
簿
記
の
諸
原
則
に
従
い
課
税
期
間
末
日
に
算
定
し
た
る
経

営
財
産
が
前
課
税
期
間
期
末
に
お
い
て
課
税
算
定
の
基
礎
と
な
す
経
営
財
産
を
こ
え
る
超
過
額
で
あ
る
。
利
益
の
算
定
は
、
自
己
の
経
営

か
ら
の
引
き
出
し
に
関
す
る
規
定
、
控
除
し
う
る
支
出
に
関
す
る
規
定
お
よ
び
評
価
に
関
す
る
規
定
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
17
）

」。

前
記
し
た
所
得
税
法
に
よ
る
利
益
た
る
事
業
所
得
の
算
定
方
法
は
、
同
第
一
二
条
に
よ
る
収
支
計
算
に
よ
る
方
式
を
適
用
す
る
納
税
義
務

者
と
、
同
第
一
三
条
に
よ
る
財
産
比
較
に
よ
る
方
式
を
規
定
し
て
い
る
。
収
支
計
算
に
よ
る
方
式
は
同
第
一
三
条
の
規
定
の
適
用
さ
れ
る

完
全
な
商
人
（
商
法
の
規
定
に
従
い
商
業
帳
簿
を
作
成
す
る
納
税
義
務
者
）
以
外
の
者
と
さ
れ
る
（
18
）

。

Ⅲ　

金
マ
ル
ク
開
始
貸
借
対
照
表
の
重
要
性

金
貨
貸
借
対
照
表
令
に
つ
い
て
、
チ
ェ
ロ
ー
ニ
は
次
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
。「
一
九
二
三
年
一
二
月
二
八
日
の
統
令
に
よ
っ
て
、

産
業
会
社
は
資
産
、
負
債
を
「
金
マ
ル
ク
」
で
評
価
し
て
貸
借
対
照
表
を
作
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
っ
た
。
…
ま
た
一
九
二
三
年
一
二

月
二
八
日
の
統
令
の
目
的
は
、
会
社
貸
借
対
照
表
か
ら
マ
ル
ク
減
価
の
影
響
を
除
去
す
る
点
に
あ
る
。
そ
れ
故
、
金
マ
ル
ク
を
物
価
基
準

に
採
用
す
る
こ
と
か
ら
起
こ
る
通
貨
デ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
れ
て
、
貸
借
対
照
表
の
諸
資
産
に
も
「
デ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
を
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
期
間
に
減
価
マ
ル
ク
に
よ
っ
て
投
資
し
た
新
投
資
は
金
価
値
に
ま
で
引
き
下
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ず
、

一
一
一
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ま
た
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
実
質
上
の
損
失
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
19
）

」。
す
な
わ
ち
、
政
府
は
金
マ
ル
ク
と
い
う
価
値
規
準

に
よ
り
会
社
の
財
政
状
態
を
把
握
し
、
か
つ
他
社
と
の
比
較
を
可
能
に
す
る
貸
借
対
照
表
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
同
時

に
国
家
財
政
収
入
の
安
定
確
保
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。
次
に
所
得
算
定
に
お
け
る
金
マ
ル
ク
貸
借
対
照
表
の
必
要
性
に
つ
い
て
確
認
す

る
。一

九
二
五
年
改
正
所
得
税
法
の
最
初
の
課
税
査
定
に
あ
た
り
財
産
調
整
（V

erm
ögensausgleich

）、
ま
た
は
減
損
な
い
し
物
質
減
少
に

対
す
る
控
除
を
な
し
う
る
場
合
に
お
け
る
租
税
期
間
の
開
始
に
対
す
る
価
格
の
確
定
に
つ
い
て
は
同
法
一
〇
五
条
第
一
項
は
次
の
よ
う
に

規
定
し
て
い
る
。
そ
れ
は
商
法
典
の
規
定
に
従
っ
て
帳
簿
を
記
帳
す
る
義
務
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
納
税
義
務
者
、
ま
た
は
そ
の
よ
う
な
義

務
を
負
わ
さ
れ
て
い
な
い
が
実
際
上
商
法
典
の
規
定
に
従
っ
て
帳
簿
を
記
帳
す
る
納
税
義
務
者
は
、
課
税
利
益
算
定
の
た
め
に
原
則
と
し

て
商
法
上
の
貸
借
対
照
表
を
出
発
点
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
20
）

。
そ
の
よ
う
な
納
税
義
務
者
は
一
九
二
五
年
改
正
法
人
税
法
に
準
拠
し
た

最
初
の
課
税
査
定
の
た
め
に
税
務
申
告
書
の
ほ
か
に
下
記
の
も
の
を
税
務
署
に
提
出
す
る
義
務
を
負
う
（
21
）

。

Ⅰ　

期
首
貸
借
対
照
表
（A
nfangsbilanz

）
並
び
に
株
主
総
会
議
事
録

Ⅱ　

期
末
貸
借
対
照
表
計
算
書
（S

chlußbilanzrechnung
）
と
損
益
計
算
書
並
び
に
年
度
報
告
書
、
株
主
総
会
議
事
録
。

上
記
Ⅰ
、
Ⅱ
と
も
課
税
所
得
の
も
と
に
な
る
事
業
年
度
を
対
象
に
し
て
い
る
。

期
首
貸
借
対
照
表
と
し
て
以
下
の
こ
と
が
考
慮
さ
れ
る
（
22
）

。

1　

納
税
義
務
者
の
事
業
年
度
が
暦
年
と
一
致
し
て
い
る
場
合
に
は
、
一
九
二
四
年
一
二
月
三
一
日
付

商
法
上
の
貸
借
対
照
表
。

2　

納
税
義
務
者
の
事
業
年
度
が
暦
年
と
一
致
し
て
い
な
い
場
合
、

一
一
二



ド
イ
ツ
法
人
税
（
一
九
二
五
年
）
の
所
得
算
定
に
関
す
る
研
究
（
長
谷
川
）

（
五
〇
五
）

ａ）　

も
し
納
税
者
が
、
一
九
二
四
年
開
始
一
九
二
五
年
終
了
の
事
業
年
度
の
開
始
に
際
し
て
、
一
九
二
三
年
一
二
月
二
八
日
付

「
金
貨
貸
借
対
照
表
令
」
第
二
条
第
一
項
に
お
け
る
金
マ
ル
ク
（
23
）（G

oldm
ark

）
表
示
の
開
始
貸
借
対
照
表
（E

röff nungsbilanz

）
を

作
成
し
て
い
た
な
ら
ば
、
当
該
金
マ
ル
ク
開
始
貸
借
対
照
表
。

ｂ）　

も
し
納
税
義
務
者
が
、
一
九
二
四
年
開
始
一
九
二
五
年
終
了
事
業
年
度
開
始
前
か
ら
す
で
に
金
マ
ル
ク
開
始
貸
借
対
照
表
を

作
成
し
て
い
た
な
ら
ば
、
一
九
二
四
年
開
始
一
九
二
五
年
終
了
課
税
期
間
の
直
前
に
作
成
さ
れ
た
前
事
業
年
度
終
了
時
の
商
事

貸
借
対
照
表
。

期
首
貸
借
対
照
表
が
金
マ
ル
ク
開
始
貸
借
対
照
表
で
な
い
（
上
記
1
と
2
の
ｂ）
の
場
合
）
な
ら
ば
、
既
に
述
べ
た
Ⅰ
と
Ⅱ
の
証
拠
資
料
と

と
も
に
、
金
マ
ル
ク
開
始
貸
借
対
照
表
が
株
主
総
会
議
事
録
と
一
緒
に
税
務
署
に
提
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
（
24
）

。

事
例
（
25
）　

1 　

事
業
年
度
と
し
て
暦
年
を
採
用
し
て
い
る
株
式
会
社
は
、
以
下
の
も
の
を
税
務
署
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ

は
、
一
九
二
四
年
一
二
月
三
一
日
付
商
事
貸
借
対
照
表
、
一
九
二
五
年
一
二
月
三
一
日
付
期
末
貸
借
対
照
表
と
損
益
計
算

書
、
並
び
に
一
九
二
四
年
一
月
一
日
付
の
金
マ
ル
ク
開
始
貸
借
対
照
表
で
あ
る
。

　

2 　

一
九
二
四
年
一
〇
月
一
日
か
ら
一
九
二
五
年
九
月
三
〇
日
ま
で
の
一
九
二
四
／
一
九
二
五
事
業
年
度
を
採
用
す
る
株
式
会

社
は
、
一
九
二
四
年
一
〇
月
一
日
付
金
マ
ル
ク
開
始
貸
借
対
照
表
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
株
式
会
社
は
、
次

の
も
の
を
税
務
署
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
金
マ
ル
ク
開
始
貸
借
対
照
表
と
一
九
二
五
年
九
月
三
〇
日
付

期
末
貸
借
対
照
表
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
株
式
会
社
が
金
マ
ル
ク
開
始
貸
借
対
照
表
を
一
九
二
四
年
一
月
一
日
付
で
作
成
し
た
な
ら
ば
、
こ
の
株
式

会
社
は
、
次
の
も
の
を
税
務
署
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
当
該
金
マ
ル
ク
開
始
貸
借
対
照
表
、
一
九
二
四

一
一
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年
九
月
三
〇
日
付
期
末
貸
借
対
照
表
並
び
に
一
九
二
五
年
九
月
三
〇
日
付
の
期
末
貸
借
対
照
表
で
あ
る
。

Ⅳ　

税
法
上
の
資
産
評
価

改
正
一
九
二
五
年
法
人
税
法
の
最
初
の
課
税
査
定
に
あ
っ
て
、
商
法
上
の
開
始
貸
借
対
照
表
の
個
々
の
項
目
を
一
部
修
正
し
、
一
部
を

認
容
す
る
。
所
得
税
法
第
一
〇
四
条
に
お
い
て
改
定
一
九
二
五
年
所
得
税
法
適
用
初
年
度
に
の
み
第
一
〇
五
条
か
ら
第
一
一
〇
条
ま
で
の

特
別
規
定
の
適
用
を
定
め
て
い
る
（
26
）

。
そ
れ
は
、
課
税
所
得
の
算
定
に
際
し
て
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
影
響
を
極
力
避
け
る
た
め
で
あ
る
と

考
え
る
。
課
税
査
定
に
対
し
て
は
以
下
に
述
べ
る
評
価
原
則
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

期
首
貸
借
対
照
表
は
、
最
大
限
に
見
積
も
っ
て
次
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
（
27
）

。

Ａ 

．
所
得
税
法
第
一
〇
六
条
に
規
定
さ
れ
た
経
営
財
産
の
対
象
物
。
そ
れ
が
、
一
九
二
四
年
一
日
一
日
以
後
購
入
又
は
製
作
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
場
合
（
28
）

。

ⅰ 

．
機
械
と
そ
の
他
の
事
業
用
具
、
営
業
上
の
著
作
権
、
文
芸
上
の
著
作
権
、
芸
術
上
の
著
作
権
、
建
物
施
設
の
給
水
設
備
と
排
水

設
備
ま
た
漁
業
経
営
設
備
。

そ
れ
ら
は
、
実
際
上
の
購
入
価
格
ま
た
は
製
作
価
格
を
も
っ
て
そ
の
物
の
経
過
年
数
と
耐
用
年
数
に
相
当
す
る
減
耗
控
除

（A
bsetzungen für A

bnutzung

）
を
な
す
（
29
）

。

ⅱ
．
鉱
業
会
社
の
鉱
山
、
採
鉱
場
の
鉱
山
、
そ
の
他
埋
蔵
物
の
消
費
を
前
提
と
す
る
経
営
体
の
鉱
山
。

そ
れ
ら
は
、
実
際
上
の
購
入
価
格
ま
た
は
製
作
価
格
を
も
っ
て
そ
の
物
の
経
過
年
数
と
耐
用
年
数
に
相
当
す
る
実
体
減
少
に
対

す
る
控
除
（A

bsetzungen für S
ubstanzverringerung

）
を
な
す
（
30
）

。

一
一
四
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ⅲ 

．
流
通
経
営
資
本
の
対
象
物
（
例
え
ば
、
商
品
、
製
品
、
貯
蔵
品
）。
そ
れ
ら
は
、
上
記
の
ⅰ
と
ⅱ
で
述
べ
た
設
備
資
本
の
対
象
物
で

は
な
い
し
、
な
ら
び
に
上
記
ⅱ
に
示
し
た
経
営
の
土
地
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
実
際
の
購
入
価
格
ま
た
は
製
作
価
格

を
も
っ
て
表
示
さ
れ
る
（
31
）

。

も
し
く
は
、
前
記
ⅰ
、
ⅱ
、
ⅲ
は
次
の
よ
う
に
計
上
表
示
す
る
。
そ
れ
は
、
対
象
物
の
価
値
が
計
上
さ
れ
た
金
額
よ
り
も
す
で
に
低

下
し
て
い
る
な
ら
ば
、
一
九
二
五
暦
年
に
あ
っ
て
は
財
産
税
（V

erm
ögensteuer

）
の
査
定
の
際
の
価
値
を
も
っ
て
表
示
す
る
（
32
）

。

Ｂ 

．
所
得
税
法
第
一
〇
七
条
に
規
定
さ
れ
た
一
九
二
三
年
一
二
月
三
一
日
以
前
に
取
得
ま
た
は
製
作
さ
れ
た
経
営
財
産
の
対
象
物
。

Ⅰ
．
設
備
資
本
の
対
象
物

ａ）　

一
九
二
五
年
七
月
一
六
日
の
「
価
格
増
額
法
」（A

ufw
ertungsgesetz （33

）
）
に
従
っ
た
価
格
増
額
に
基
づ
く
債
権
（F

orderungen

）

と
債
務
（S

chulden

）。

　
　

そ
れ
ら
は
、
課
税
期
間
の
開
始
に
際
し
て
、
価
格
増
額
法
の
原
則
が
適
用
さ
れ
る
価
値
を
も
っ
て
計
上
す
る
（
34
）

。

ｂ）　

建
物
。
課
税
期
間
の
開
始
に
際
し
て
、
一
般
（
又
は
通
常
）
価
格
（gem

eine W
ert （35

）
）
で
も
っ
て
計
上
す
る
（
36
）

。

ｃ）　

機
械
と
そ
の
他
の
事
業
用
具
、
営
業
上
の
著
作
権
、
文
芸
上
の
著
作
権
、
芸
術
上
の
著
作
権
、
給
水
設
備
と
排
水
設
備
ま
た

漁
業
経
営
設
備
。
そ
れ
ら
は
、
対
象
物
の
購
入
ま
た
は
製
作
に
対
し
て
金
マ
ル
ク
開
始
貸
借
対
照
表
基
準
日
に
支
出
せ
ね
ば
な

ら
な
か
っ
た
金
額
の
三
分
の
一
だ
け
減
額
さ
れ
た
金
額
で
計
上
す
る
。
そ
の
う
え
ま
た
経
過
年
数
（
課
税
期
間
の
開
始
に
際
し
て

の
状
態
に
従
う
）
と
耐
用
年
数
に
相
当
す
る
減
耗
控
除
を
な
す
（
37
）

。

ｄ）　

鉱
業
会
社
の
鉱
山
、
採
鉱
場
の
鉱
山
、
そ
の
他
埋
蔵
物
の
消
費
を
前
提
と
す
る
経
営
体
の
鉱
山
。

　
　

そ
れ
ら
は
、
対
象
物
の
購
入
ま
た
は
製
作
に
対
し
て
金
マ
ル
ク
開
始
貸
借
対
照
表
基
準
日
に
支
出
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
金

一
一
五
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額
の
三
分
の
一
だ
け
減
額
し
た
金
額
で
計
上
す
る
。
そ
の
う
え
ま
た
経
過
年
数
（
課
税
期
間
の
開
始
に
際
し
て
の
状
態
に
よ
る
）
と

耐
用
年
数
に
相
当
す
る
実
態
減
少
に
対
す
る
控
除
を
な
す
（
38
）

。

ｅ）　

ｄ）
で
示
し
た
経
営
の
土
地
と
は
別
の
土
地
、
ま
た
ａ）
か
ら
ｄ）
の
範
疇
以
外
の
設
備
資
本
の
対
象
物
。
そ
れ
ら
は
、
対
象
物
の

購
入
ま
た
は
製
作
に
対
し
て
金
マ
ル
ク
開
始
貸
借
対
照
表
基
準
日
に
支
出
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
金
額
の
三
分
の
一
だ
け
減
額

さ
れ
た
金
額
で
計
上
す
る
（
39
）

。

も
し
く
は
、
前
記
ｂ）
、
ｃ）
、
ｄ）
、
ｅ）
は
一
九
二
五
年
の
低
い
財
産
税
価
値
（niedrigeren V

erm
ögensteuerw

erte

）
を
も
っ
て
計
上
す

る
（
Ａ
．を
参
照
（
40
）

）。

Ⅱ
．
流
通
経
営
資
本
（um

laufenden B
etriebskapital

）
の
対
象
物

ａ）　

一
九
二
五
年
七
月
一
六
日
の
「
価
格
増
額
法
」
に
従
っ
た
価
格
増
額
に
基
づ
く
債
権
と
債
務
。

　

そ
れ
ら
は
、
課
税
期
間
の
開
始
に
際
し
て
、
価
格
増
額
法
の
原
則
が
適
用
さ
れ
る
価
値
を
も
っ
て
計
上
す
る
（
41
）

。

ｂ）　

そ
の
他
の
流
通
経
営
資
本
の
対
象
物
（
例
え
ば
、
商
品
、
製
品
、
貯
蔵
品
）

 　

そ
れ
ら
は
、
課
税
期
間
の
始
め
に
対
象
物
の
取
得
ま
た
は
製
作
金
額
に
お
い
て
支
出
し
た
金
額
あ
る
い
は
よ
り
低
い

一
九
二
五
年
財
産
税
価
値
（V

erm
ögensteuerw

erte
）
で
計
上
す
る
（
Ａ
．を
参
照
（
42
）

）。

前
記
に
従
え
ば
、
開
始
貸
借
対
照
表
で
計
上
さ
れ
た
価
値
は
最
高
価
値
（höchstw

erte

）
を
適
用
す
る
（
43
）

。
商
事
貸
借
対
照
表
に
計
上
さ

れ
た
経
営
財
産
対
象
物
の
金
額
が
許
容
さ
れ
た
最
高
価
値
を
超
過
す
る
と
き
は
、
こ
の
経
営
財
産
の
対
象
物
の
金
額
は
こ
の
最
高
価
値
ま

で
引
き
下
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
伴
い
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
よ
り
低
い
財
産
税
価
値
の
計
上
（
Ａ
．を
参
照
）
が
強
制
さ
れ
る
。

例
え
ば
、
納
税
義
務
者
は
こ
の
よ
り
低
い
財
産
税
価
値
と
そ
の
他
の
許
容
最
高
価
値
の
あ
い
だ
の
選
択
の
余
地
は
な
い
。
商
事
貸
借
対
照

一
一
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表
に
計
上
さ
れ
た
経
営
財
産
対
象
物
の
金
額
が
許
容
最
高
価
値
を
下
回
る
な
ら
ば
、
そ
の
経
営
財
産
対
象
の
金
額
は
納
税
義
務
者
の
（
税

務
署
へ
の
）
申
請
に
よ
っ
て
こ
の
最
高
価
値
ま
で
引
き
上
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
よ
り
低
い
財
産
税
価
値
の
金
額
が
計
上
さ

れ
て
い
る
場
合
は
こ
の
低
い
財
産
税
価
値
の
金
額
を
超
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
税
務
申
告
書
ま
た
は
そ
の
添
付
書
類
に
添
え
て
申
告
さ
れ

た
貸
借
対
照
表
の
項
目
の
修
正
は
、
納
税
義
務
者
の
申
請
と
み
な
さ
れ
る
（
44
）

。

以
下
に
述
べ
る
場
合
で
は
最
高
価
値
を
除
外
し
て
よ
り
小
さ
い
財
産
税
価
値
が
適
用
さ
れ
る
（
45
）

。

ａ）　

営
利
会
社
（E

rw
erbsgesellschaft

）
の
財
産
が
、
一
九
二
五
年
財
産
税
算
定
に
よ
る
有
価
証
券
の
財
産
税
額
査
定
用
公
定
相

場
価
値
（
46
）

（S
teuerkursw

erte

）
の
合
計
で
も
っ
て
計
上
さ
れ
て
い
る
と
き
。

ｂ）　

子
会
社
財
産
に
対
す
る
親
会
社
の
出
資
が
、
一
九
二
五
年
財
産
税
査
定
を
も
っ
て
考
慮
さ
れ
な
い
と
き
。

ｃ）　

営
利
会
社
に
対
す
る
持
分
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
持
分
が
財
産
税
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
有
価
証
券
の
財
産
税
額
査
定
用
公
定

相
場
価
値
又
は
算
定
さ
れ
た
売
却
価
値
（V

erkaufsw
ert

）
の
二
分
の
一
で
計
上
さ
れ
て
い
る
場
合
。

以
上
の
よ
う
に
、
特
に
激
し
い
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
影
響
を
受
け
た
一
九
二
三
年
一
二
月
三
一
日
以
前
に
取
得
ま
た
は
製
作
さ
れ
た

経
営
財
産
の
対
象
に
つ
い
て
は
税
務
貸
借
対
照
表
計
上
に
あ
た
り
か
な
り
の
評
価
減
を
許
容
し
た
。

個
々
の
商
事
貸
借
対
照
表
項
目
評
価
修
正
の
結
果
と
し
て
、
税
務
貸
借
対
照
表
を
ど
の
よ
う
に
し
て
作
成
す
る
か
は
、
次
に
述
べ
る
例

示
に
よ
る
。

Ⅴ　

税
務
貸
借
対
照
表
の
作
成
事
例

R
osendorff 

は
金
マ
ル
ク
商
事
開
始
貸
借
対
照
表
か
ら
税
務
貸
借
対
照
表
を
作
成
す
る
手
続
を
次
の
よ
う
に
例
示
し
て
い
る
。

一
一
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「事例 1　納税義務者の事業年度が暦年と一致している場合
　事業年度が暦年と合致している株式会社は、1924年 1 月 1 日付で次に述べる
金マルク開始貸借対照表を作成した。

1924年 1 月 1 日　金マルク開始貸借対照表
単位　Goldmark

借方 貸方
建物 300,000 株式資本金 1,000,000
機械 147 債務 60,000
備品 1
商品 440,000
債権 62,400
資本減価勘定48 250,000
現金 7,598

1,060,000 1,060,000

1924年12月31日　期末貸借対照表
単位　Reichsmark

借方 貸方
建物 295,000 株式資本金 1,000,000
機械 1 債務 45,000
備品 1 利益 65,000
商品 484,600
債権 71,350
資本減価勘定 250,000
現金 9,048

1,110,000 1,110,000

1925年財産税に対して株式会社は以下に述べる財産を申告した。

単位　RM.
建物 350,000
機械 80,000
備品 15,000
商品 505,000
債権 71,350
現金 9,048

小計 1,030,398
債務 45,000
純財産 985,398

一
一
八
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1925年12月31日　期末貸借対照表
単位　RM.

借方 貸方
建物 285,000 株式資本金 1,000,000
機械 1 債務 30,000
備品 1 利益 50,000
商品 521,300
債権 78,670
資本減価勘定 185,000
現金 10,028

1,080,000 1,080,000

単位　RM.
・1925年 1 月 1 日付建物一般価値 = 400,000
・1924年 1 月 1 日（金マルク開始貸借対照表の基準日）付

（1921年 1 月取得）機械取得価格 = 150,000
3 分の 1控除 = 50,000

 100,000
4 年間にわたる減耗控除（100,000ＲＭ.のうち年10％） = 40,000

承認された最高価値 = 60,000
・1924年 1 月 1 日（金マルク開始貸借対照表基準日）付

（1923年 7 月取得）備品の取得価格 = 30,000
3 分の 1控除 = 10,000

= 20,000
半年間の減耗控除 = 3,000

それ自体の承認された最高価値 = 17,000
・1924年 1月 1日から1925年 1月 1日までに製作されたものの製作価格 = 194,000
・1924年 1 月 1 日以後に製作されたものの事実上の製作価格 = 323,000

商品価値計 = 517,000

　それゆえ、納税義務者の会社は、次のように勘定金額を修正することになる。

一
一
九
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単位　RM.

1924年12月31日
期末商事貸借対照表の税務修正

1925年12月31日
期末商事貸借対照表の税務修正

低い財産税価値
の建物価値 350,000 343,000（350,000の 2 ％償却控除後）

機械価値
（許容される最高価値） 60,000 50,000（100,000の10％償却控除後）

備品の価値
（低い財産税価値） 15,000 13,300（償却控除後）

商品の価値
（財産税価値） 505,000

したがって次のような結果となる。
ａ）利益の増加　3,000の内訳
　　建物の場合　（343,000－285,000）－（350,000－295,000）＝3,000
ｂ）利益の減少　32,100の内訳
　　機械の場合　（60,000－ 1 ）－（50,000－ 1 ）＝10,000
　　備品の場合　（15,000－ 1 ）－（13,300－ 1 ）＝1,700
　　商品の場合　505,000－484,600＝20,400
　　　ゆえに商事貸借対照表から税務貸借対照表の修正の結果差額として
　　　商事貸借対照表利益の減少残高となる=29,100
つまり、税務申告書のAⅠ1の欄は、次のように記入されねばならない。

（商事）貸借対照表利益 50,000

ａ） 加算 －

ｂ） 減算 29,100

申告調整された（税務）貸借対照表利益 20,900

結果として、以下の税務貸借対照表（Steuerbilanzen）が作成される。

1925年 1 月 1 日　期首税務貸借対照表
単位　RM.

借方 貸方
建物 350,000 株式資本金 1,000,000
機械 60,000 債務 45,000
備品 15,000
商品 505,000
債権 71,350
資本減価勘定 34,602

一
二
〇
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現金 9,048
1,045,000 1,045,000

1925年12月31日　期末税務貸借対照表
単位　RM.

借方 貸方
建物 343,000 株式資本金 1,000,000
機械 50,000 債務 30,000
備品 13,300 利益 20,900
商品 521,300
債権 78,670
資本減価勘定 34,602
現金 10,028

1,050,900 1,050,900

　上記のような税務貸借対照表が作成され、そしてそれが税務申告書に組み入
れられる。もし税務決算対照表の利益が申告書AI1欄に訂正された利益として表
示されるならば、そのことは要件にかなっている。もし税務貸借対照表が税務
署に提出されないならば、税務申告書AI1欄について提示された質問に正確に返
答されねばならないし、またここで挙げた利益訂正は商事貸借対照表または申
告書付表に加えて前記した例示と同様な注釈を加えなければならない49」。
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前
記
事
例
か
ら
、R

osendorff 

は
商
事
貸
借
対
照
表
と
税
法
の
評
価
基
準
の
違
い
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。R

osendorff 

は

「
一
九
二
五
年
一
月
一
日
期
首
（
商
事
）
貸
借
対
照
表
（
一
九
二
四
年
一
二
月
三
一
日
期
末
（
商
事
）
貸
借
対
照
表
）」
と
「
一
九
二
五
年
一
月
一

日
期
首
税
務
貸
借
対
照
表
」、「
一
九
二
五
年
一
二
月
三
一
日
期
末
（
商
事
）
貸
借
対
照
表
」
と
「
一
九
二
五
年
一
二
月
三
一
日
期
末
税
務

貸
借
対
照
表
」
の
比
較
を
し
て
い
る
。

期
首
税
務
貸
借
対
照
表
の
「
建
物
」
は
所
得
税
法
第
一
〇
八
条
第
二
項
に
よ
り
一
般
価
値
四
〇
〇
、〇
〇
〇
Ｒ
Ｍ
（R

eichsm
ark

）
よ
り

低
い
財
産
税
価
値
三
五
〇
、〇
〇
〇
Ｒ
Ｍ
で
期
首
計
上
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
く
「
機
械
」
は
所
得
税
法
第
一
〇
七
条
第
二
項
に
よ
り
承
認

さ
れ
た
最
高
価
値
六
〇
、〇
〇
〇
Ｒ
Ｍ
で
期
首
計
上
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
く
「
備
品
」
は
承
認
さ
れ
た
最
高
価
値
一
七
、〇
〇
〇
Ｒ
Ｍ
で
は

な
く
建
物
と
同
じ
く
よ
り
低
い
財
産
税
価
値
一
五
、〇
〇
〇
Ｒ
Ｍ
で
期
首
計
上
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
は
、「
一
九
二
五
年
一
月
一
日
期
首

（
商
事
）
貸
借
対
照
表
」（
一
九
二
四
年
一
二
月
三
一
日
期
末
（
商
事
）
貸
借
対
照
表
）
に
計
上
さ
れ
た
一
マ
ル
ク
勘
定
を
税
法
上
訂
正
し
た
こ
と

に
な
る
。
ま
た
同
じ
く
「
製
作
商
品
」
も
事
実
上
の
製
作
商
品
価
額
五
一
七
、〇
〇
〇
Ｒ
Ｍ
よ
り
低
い
財
産
税
評
価
五
〇
五
、〇
〇
〇
Ｒ
Ｍ

で
期
首
計
上
さ
れ
て
い
る
。
両
貸
借
対
照
表
の
期
首
貸
借
対
照
表
貸
方
科
目
残
高 

一
、〇
四
五
、〇
〇
〇
Ｒ
Ｍ
は
同
額
で
あ
る
。

次
に
、
期
末
貸
借
対
照
表
残
高
を
比
較
す
る
。
ま
ず
、
両
貸
借
対
照
表
の
期
末
貸
借
対
照
表
借
方
資
産
科
目
残
高
を
比
較
す
る
。
資
本

減
価
勘
定
（K

apitalentw
ertungskonto

）
以
外
の
両
貸
借
対
照
表
の
各
借
方
勘
定
科
目
の
金
額
は
税
務
貸
借
対
照
表
で
は
同
額
か
又
は
そ

れ
以
上
の
金
額
で
あ
る
。「
金
貨
貸
借
対
照
表
令
」
第
五
条
第
二
項
、
同
第
六
条
に
規
定
さ
れ
た
「
資
本
減
価
勘
定
」
は
、
法
人
税
法
第

三
〇
条
に
よ
り
同
勘
定
の
償
却
額
は
法
人
税
法
上
の
所
得
算
定
に
お
い
て
控
除
を
認
め
ら
れ
な
い
。「
資
本
減
価
勘
定
」
は
「
金
貨
貸
借

対
照
表
令
」
第
六
条
に
よ
り
、
企
業
が
三
年
以
内
に
償
却
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。「
資
本
減
価
勘
定
」
の
商
事
貸
借
対
照
表
期
末
金
額
残

高
は
一
八
五
、〇
〇
〇
Ｒ
Ｍ
で
あ
り
、
他
方
こ
の
税
務
貸
借
対
照
表
期
末
金
額
残
高
は
三
四
、六
〇
二
Ｒ
Ｍ
で
あ
る
。「
資
本
減
価
勘
定
」

一
二
二
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五
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（
五
一
五
）

は
商
法
上
の
調
整
勘
定
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
各
々
の
「
資
本
減
価
勘
定
」
を
両
者
の
期
末
貸
借
対
照
表
借
方
科
目
合
計
残
高
か
ら
控
除
す

る
と
期
末
税
務
貸
借
対
照
表
の
借
方
合
計
残
高
金
額
の
方
が
期
末
商
事
貸
借
対
照
表
の
借
方
合
計
残
高
金
額
よ
り
も
大
き
い
こ
と
が
確
認

で
き
る
。
こ
の
両
者
の
合
計
金
額
の
差
額
は
建
物
、
機
械
、
備
品
の
計
上
評
価
差
額
で
あ
る
。
特
に
「
一
九
二
五
年
一
二
月
三
一
日
期
末

（
商
事
）
貸
借
対
照
表
」
の
借
方
に
あ
る
機
械
や
備
品
の
一
マ
ル
ク
勘
定
と
、「
一
九
二
五
年
一
二
月
三
一
日
期
末
税
務
貸
借
対
照
表
」
の

機
械
五
〇
、〇
〇
〇
Ｒ
Ｍ
、
備
品
一
三
、三
〇
〇
Ｒ
Ｍ
と
の
差
額
が
大
き
い
。
す
な
わ
ち
、
商
事
貸
借
対
照
表
に
計
上
さ
れ
た
一
マ
ル
ク
勘

定
は
税
務
貸
借
対
照
表
で
は
増
額
訂
正
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
商
法
会
計
は
一
マ
ル
ク
勘
定
を
創
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
イ
ン
フ
レ

に
よ
る
架
空
利
益
に
対
処
し
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
一
方
、
税
法
の
評
価
基
準
は
平
等
原
則
に
よ
り
商
法
会
計
の
一
マ
ル
ク
勘
定
を

増
額
訂
正
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一
二
三
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「事例 2　納税義務者の事業年度が暦年と一致していない場合
　1924年10月 1 日から1925年 9 月30日までが事業年度である会社は、1924年10
月 1 日付で以下に述べる金マルク開始貸借対照表を作成した。

1924年10月 1 日付　金マルク開始貸借対照表
単位　GＭ.

借方 貸方
建物 100,000 株式資本金 300,000
機械 90,000 準備金 90,000
車両 40,000 担保付債務 15,000
商品 160,000 債務 20,000
債権 30,000
現金 5,000

425,000 425,000

1925年財産税に対して会社は以下に述べる財産を申告した。

単位　RM.
建物 75,000
機械 65,000
車両 35,000
商品 140,000
債権 30,000
現金 5,000

350,000
担保付債務
　15,000
債務
　20,000 35,000
純財産 315,000

1925年 9 月30日付　期末貸借対照表
単位　ＲＭ.

借方 貸方
建物 98,000 株式資本金 300,000
機械 80,000 準備金 90,000
車両 35,000 担保付債務 25,000
商品 200,000 債務 25,000
債権 40,000 利益 30,000
現金 7,000
評価調整勘定 10,000

470,000 470,000

一
二
四
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1924年10月 1 日付建物の一般価値 ＝ 75,000RM.
1924年10月 1 日付（金マルク開始貸借対照表基準日）機械取得価格

（1922年12月取得） ＝ 135,000
3 分の 1控除 ＝ 45,000

＝ 90,000
90,000から年間10％（ 2年間）減耗控除 ＝ 18,000

それ自体の許容最高価値 ＝ 72,000
1924年10月 1 日付（金マルク開始貸借対照表基準日）車両取得価額
（1922年 4 月取得） ＝ 60,000

3 分の 1控除 ＝ 20,000
＝ 40,000

40,000から年間10%（ 2年 6ヶ月）減耗控除 ＝ 10,000
許容最高価値 ＝ 30,000

商品の事実上の製作価格（1923年12月31日付製作時点） ＝ 140,000
1924年10月 1 日付価額増額法による担保付債務価値 ＝ 25,000

それゆえ、次のように修正されねばならない。

1924年10月 1 日
期首商事貸借対照表の税務修正

1925年 9 月30日
期末商事貸借対照表の税務修正

建物の価値
（1924年10月 1 日付け共通価値） 75,000 73,500（75,000の 2 %控除後）

機械の価値
（低い財産税価値） 65,000 56,900（65,000の 1 / 8 控除後）

車両の価値
（許容最高価値） 30,000 26,000（40,000の10%控除後）

商品の価値
（財産税価値と製作価額） 140,000 ─

担保付債務の価値
（価額増額） 25,000 ─

　決算貸借対照表の価額増額調整勘定は消去される。したがって、次のように
利益の増額が生じる。

建物の場合（100,000－75,000）－（98,000－73,500）＝ 500
機械の場合（90,000－65,000）－（80,000－56,900） ＝ 1,900
車両の場合（40,000－30,000）－（35,000－26,000） ＝ 1,000
商品の場合　160,000－140,000 ＝ 20,000

合計 ＝ 23,400

　期首貸借対照表の担保付債務の増額は、価額増額調整勘定の消去を通して相
殺される。

一
二
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　それゆえ、法人税税務申告書AI1欄は次のように記入される。

（商事）貸借対照表利益 30,000

ａ） 加算 23,400

ａ） 減算 ─

申告調整された（税務）貸借対照表利益 53,400

　個々の貸借対照表項目の訂正は、特別な税務貸借対照表の作成を通じて結果
として実現可能となる。このことは、前記事例でのべられている。

1924年10月 1 日付　期首税務貸借対照表
単位　RM.

借方 貸方
建物 75,000 株式資本金 300,000
機械 65,000 準備金 ─
車両 30,000 担保付債務 25,000
商品 140,000 債務 20,000
債権 30,000
現金 5,000

345,000 345,000

1925年 9 月30日付　期末税務貸借対照表
単位　RM.

借方 貸方
建物 73,500 株式資本金 300,000
機械 56,900 準備金 ─
車両 26,000 担保付債務 25,000
商品 200,000 債務 25,000
債権 40,000 利益 53,400
現金 7,000

403,400 403,400

　上記のような税務貸借対照表が作成され、そしてそれが税務申告書に組み入
れられる。もし税務決算対照表の利益が申告書AI1欄に訂正された利益として表
示されるならば、そのことは要件にかなっている。もし税務貸借対照表が税務
署に提出されないならば、税務申告書AI1欄について提示された質問に正確に返
答されねばならないし、またここで挙げた利益訂正は商事貸借対照表または申
告書付表に加えて前記した例示と同様な注釈を加えなければならない50」。

一
二
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ド
イ
ツ
法
人
税
（
一
九
二
五
年
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す
る
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（
長
谷
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（
五
一
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前
記
事
例
に
み
た
よ
う
に
税
法
上
の
評
価
基
準
に
よ
り
商
事
貸
借
対
照
表
の
利
益
は
調
整
さ
れ
る
。
事
例
で
は
、
建
物
、
機
械
、
車
両
、

商
品
の
各
勘
定
科
目
に
お
け
る
商
事
貸
借
対
照
表
と
税
法
上
の
計
上
金
額
の
相
違
、
す
な
わ
ち
計
上
評
価
の
相
違
が
差
額
と
し
て

二
三
、四
〇
〇
Ｒ
Ｍ
加
算
申
告
調
整
さ
れ
て
い
る
。
特
に
税
法
で
は
適
応
初
年
度
に
限
り
財
産
税
評
価
の
適
用
に
よ
り
低
い
金
額
で
の
計

上
を
容
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
対
応
し
た
課
税
政
策
上
の
措
置
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、

こ
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
対
応
し
た
課
税
政
策
上
の
措
置
は
、
商
法
会
計
の
一
マ
ル
ク
勘
定
の
処
理
と
は
内
容
お
よ
び
程
度
に
お
い
て

相
違
し
て
い
る
。

以
上
の
二
つ
の
事
例
か
ら
、
商
事
貸
借
対
照
表
と
し
て
の
金
マ
ル
ク
開
始
貸
借
対
照
表
が
基
準
性
の
原
則
に
よ
り
税
務
貸
借
対
照
表
作

成
の
た
め
の
最
初
の
基
準
点
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
ま
た
税
務
貸
借
対
照
表
の
作
成
が
、
必
ず
し
も
実
務
上
法
人
税
申
告

書
作
成
の
前
提
条
件
で
は
な
い
こ
と
も
確
認
さ
れ
た
。
特
に
貸
借
対
照
表
の
固
定
資
産
勘
定
に
一
マ
ル
ク
表
示
が
あ
る
金
マ
ル
ク
開
始
商

事
貸
借
対
照
表
を
出
発
点
と
し
て
、
課
税
の
公
平
を
指
向
す
る
と
い
わ
れ
る
税
務
貸
借
対
照
表
作
成
の
具
体
的
な
調
整
工
程
を
通
し
て
、

期
末
商
事
貸
借
対
照
表
の
利
益
が
調
整
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ま
た
、
税
法
に
照
ら
し
て
商
法
上
の
貸
借
対
照
表
の
ど

の
よ
う
な
事
項
を
税
務
上
変
更
す
べ
き
で
あ
る
か
を
具
体
的
に
確
認
し
た
。
そ
れ
は
、
一
九
二
五
年
法
人
税
法
経
過
規
定
た
る
法
人
税
法

第
二
九
条
に
規
定
さ
れ
た
所
得
税
法
第
一
〇
四
条
以
下
の
適
用
に
よ
る
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
対
処
し
た
税
法
上
の
課
税
査
定
の
基
本
事

例
で
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
課
税
所
得
算
定
手
続
き
こ
そ
が
ド
イ
ツ
の
財
政
政
策
の
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。 

一
二
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Ⅵ　

一
九
二
六
年
度
法
人
税
申
告
書
の
形
式

次
に
、R

osendorff 

の
著
書
に
あ
る
「
一
九
二
六
年
度
申
告
ド
イ
ツ
法
人
税
申
告
書
記
載
例
」
の
一
部
を
抜
萃
す
る
（
51
）

。
そ
の
部
分
は
、

法
人
税
の
課
税
対
象
と
す
べ
き
税
法
上
の
利
益
を
算
出
す
る
計
算
欄
の
部
分
で
あ
る
。
こ
の
申
告
書
は
、
激
し
い
イ
ン
フ
レ
を
経
験
し
た

後
の
一
九
二
五
年
八
月
一
〇
日
付
法
人
税
法
に
規
定
さ
れ
た
課
税
所
得
の
算
定
計
算
書
で
あ
る
。
左
記
申
告
書
「
注
意
事
項
」
の
六
番
目

は
金
マ
ル
ク
開
始
貸
借
対
照
表
の
添
付
義
務
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
こ
の
形
式
上
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
影
響
を
排
除
し
た
金
マ
ル
ク

開
始
貸
借
対
照
表
が
、
所
得
計
算
の
開
始
基
準
点
な
の
で
あ
る
。

一
二
八



ド
イ
ツ
法
人
税
（
一
九
二
五
年
）
の
所
得
算
定
に
関
す
る
研
究
（
長
谷
川
）

（
五
二
一
）

「 Muster A様式
注意事項

1  　この税務申告書は　　　　までに記入、署名して税務署に提出しなければ
ならない。この記入用紙の送付については同時に税務申告書の提出要請とみ
なされる。
2  　税務申告書は法定代理人により提出されかつ署名されねばならない。支配
人や商事代理支配人には税務申告書の提出権限はない。
3  　税務申告書が期限後に提出された場合、最終決定された税額の10%まで課
徴金が課せられうる。
4　全質問事項に回答せねばならない。該当しない箇所は線で消しなさい。
5　納税義務があるかないかの決定は税務署の権限に属し納税者にはない。
6  　税務申告書に損益計算書、年度報告書、総会議事録と一緒に期首貸借対照
表（金マルク開始貸借対照表）と期末貸借対照表を添付しなければならない。

法　人　税
税務申告書

企業名
運営地
開始事業年度 　　1925年 1 月 1 日
終了事業年度 　　1925年12月31日

Ⅰ．利　益  RM.
1 　前年の繰越利益額を除いた当該事業年度の
貸借対照表利益（損失） 170,000　RM.
貸借対照表修正（Bilanzberichtigung）（法人税法第29条、所得税法第104条
以下）の結果として以下に加算、減算せねばならない。
ａ）　加算 5,000
ｂ）　減算 10,000
訂正された貸借対照表利益（損失）  165,000

2  　以下に述べる金額が貸借対照表利益を減額しているならば、その金額を加
算しなさい。
a）　α）　 許容されないまたは過大減耗控除（法人税法第13条、所得税法第

16条第 3項） 3,000
　　 β）　 許容されないまたは過大実体減少控除（法人税法第13条、所得税

法第16条第 4項） ─
　　 γ）　 許容されないまたは過大減価償却費（法人税法第13条、所得税法

第20条第 1項） 10,000
ｂ）　 財産の改良や増加、事業所設立や事業拡張、投資、債務償還または代替
調達のための費用（法人税法第17条第 1号） 5,000

ｃ）　α）　 上記事業年度での人税（Personalsteuern）（例えば法人税、財産税）
の前払

　　　－法人税法第17条第 3号－ 25,000

一
二
九
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　　 β）　 明らかに納税準備金として見られない限り、上記事業年度でなさ
れたその他の人税に対する支払い（例えば前期について支払うべき
法人税決算上の支払い） 16,000

　　 γ）　 人税に対する積立金 24,000
ｄ）　 監査役員会の構成員、またその他業務管理の監督のために憲法に基づい
て任命される者（例えば、鉱山運営委員会、労働組合役員会、管理役員会
の構成員）に支給されるであろう各種の報酬（法人税法第17条第 4号）

 5,000
ｅ）　 その他法人税法第14条・第15条、所得税法第15条第 1項第 3号・第16条
に属さない費用、準備金、贈与、その他第三者への任意の出捐等々
  ─

 金額Ⅰ 253,000

Ⅱ．計算に入れない所得収入（Einkünfte）
　貸借対照表利益に次の所項目が含まれているならば、それらについては控除
されねばならない：
1　法人税法第 2条第 3号にいう公共運営や公共管理の場合
所得収入
a）　農業と林業からの所得 ─
b）　所得税法第83条に掲げた資本収益を除いた資本財産からの所得
 ─
c ）　不動産や農業什器の使用賃貸と用益賃貸からの所得 ─
d）　 土地の権利、土地収益の一時的な委託ないし狩猟や漁業の実行からの所得
（法人税法11条第 1号） ─

2 　 それ自体本来の貯蓄金庫取引に制限されない公共の貯蓄金庫または公共の
取引に資する貯蓄金庫、所得税法第83条に掲げた資本収益を除いた本来の貯
蓄金庫取引に割り当てられる所得の部分（法人税法11条第 2号） 　
3 　 営利会社ならびに法人税法第 2条第 3号にいう公共運営や公共管理の場合
で、それらは前述の事業年度開始以降明白にその他多数の無制限納税義務営
利会社または制限納税義務営利会社の全ての株式、持分等々の最低限 4分の
1を連続して所有しているもの。
指示された株式、持分等々に割り当てられるあらゆる種類の利益配分（法
人税法11条第 3号） 50,000
上 記 し た 利 益 の 内 こ れ ら の 利 益 は、 別 の 営 利 会 社（ 子 会 社

（Tochtergesellschaften））のものである。：

 金額Ⅱ 50,00052」
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イ
ツ
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究
（
長
谷
川
）

（
五
二
三
）

前
記
記
載
例
に
よ
り
、
申
告
書
の
最
初
の
記
入
欄
「
Ⅰ
．利
益
」
の
「
1
」「
商
事
貸
借
対
照
表
利
益
一
七
〇
、〇
〇
〇
Ｒ
Ｍ
」
は
税
法

評
価
の
調
整
で
あ
る
「
貸
借
対
照
表
修
正
」
に
よ
り
加
算
や
減
算
さ
れ
て
「
訂
正
さ
れ
た
貸
借
対
照
表
利
益
一
六
五
、〇
〇
〇
Ｒ
Ｍ
」
に

訂
正
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
「
訂
正
さ
れ
た
貸
借
対
照
表
利
益
一
六
五
、〇
〇
〇
Ｒ
Ｍ
」
こ
そ
が
税
務
貸
借
対
照
利
益
で
あ
る
。
結

果
と
し
て
、
上
記
申
告
書
の
書
式
に
よ
り
商
事
貸
借
対
照
表
利
益
一
七
〇
、〇
〇
〇
Ｒ
Ｍ
は
税
法
規
定
に
よ
り
加
算
さ
れ
て
「
課
税
対
象

利
益
二
五
三
、〇
〇
〇
Ｒ
Ｍ
」
に
な
る
。
さ
ら
に
課
税
調
整
事
項
「
Ⅱ
．計
算
に
入
れ
な
い
所
得
収
入
」
と
し
て
五
〇
、〇
〇
〇
Ｒ
Ｍ
が
減

算
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
金
マ
ル
ク
開
始
貸
借
対
照
表
を
基
点
と
し
て
商
事
貸
借
対
照
表
の
利
益
を
所
得
の
算
定
の
出
発
点
に
す
る
法

人
税
税
務
申
告
書
の
様
式
こ
そ
が
、
ド
イ
ツ
税
務
制
度
の
特
色
で
あ
る
確
定
決
算
主
義
（
53
）

制
度
で
あ
る
。

ま
た
、
当
該
法
人
税
税
務
申
告
書
の
計
算
様
式
で
特
に
注
目
す
べ
き
は
、
税
務
上
の
課
税
対
象
を
算
定
す
る
た
め
の
計
算
様
式
で
あ
る
。

こ
の
計
算
様
式
は
課
税
利
益
の
対
象
を
算
定
す
る
た
め
の
前
提
条
件
と
し
て
税
務
貸
借
対
照
表
の
作
成
を
義
務
と
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
計
算
書
の
算
定
様
式
が
、
税
務
貸
借
対
照
表
を
作
成
し
な
く
て
も
既
に
作
成
し
て
い
る
商
法
上
の
貸
借
対
照
表
の

利
益
に
税
法
上
の
加
算
な
い
し
減
算
の
調
整
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
動
的
に
課
税
所
得
を
算
出
で
き
る
構
造
な
の
で
あ
る
。
特
に
税
務

申
告
書
「
Ⅰ
．利
益
」
の
「
1
」
の
下
段
「
訂
正
さ
れ
た
貸
借
対
照
表
利
益
（
損
失
）」（berichtigter B

ilanzgew
inn

（-verlust

））
の
部
分
は
、

法
人
た
る
納
税
者
に
税
務
貸
借
対
照
表
を
作
成
し
た
こ
と
と
同
じ
成
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
当
該
法
人
税
申
告

書
の
計
算
様
式
自
体
が
、
納
税
者
た
る
法
人
に
、
実
務
上
の
便
宜
を
与
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
法
人
税
税
務
申
告
書
の
様
式
か
ら
当
時
の
ド
イ
ツ
連
結
納
税
と
い
わ
れ
て
い
る
機
関
会
社
関
係
（O

rganschaft （54
）

）
の
所

得
計
算
制
度
の
特
徴
の
一
端
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
申
告
書
「
Ⅱ
．計
算
に
入
れ
な
い
所
得
収
入
」
欄
の
最
終
欄
の
次
の
記
述

「
上
記
し
た
利
益
の
内
こ
れ
ら
の
利
益
は
、
別
の
営
利
会
社
（
子
会
社
（T

ochtergesellschaften （55
）

））
の
も
の
で
あ
る
」
の
箇
所
で
あ
る
。

一
三
一
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B
auer

は
、
一
九
二
〇
年
代
後
半
の
ラ
イ
ヒ
財
政
裁
判
所
の
機
関
会
社
関
係
に
つ
い
て
の
判
決
か
ら
、
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
機
関
会
社

関
係
の
基
本
的
特
徴
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。「
機
関
会
社
は
、
契
約
に
従
っ
て
経
費
を
差
し
引
い
た
後
の
所
得
収
入
（E

inkunfte

）
を

上
位
会
社
に
対
し
て
移
転
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
機
関
会
社
が
貸
借
対
照
表
確
定
日
ま
で
に
、
そ
の
所
得
収
入
を
移
転
す
る
こ
と
が
実

行
で
き
な
い
な
ら
ば
、
上
位
会
社
に
対
す
る
債
務
と
し
て
そ
の
金
額
を
税
務
貸
借
対
照
表
の
消
極
側
（
貸
方
）
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
（
56
）

」。Jurkat

は
、
帰
属
説
（Z

urechnungstheorie

）
の
所
得
計
算
手
続
き
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
帰
属
説
に
よ
れ
ば
、

機
関
会
社
の
税
務
上
の
損
益
は
損
益
移
転
契
約
（E

rgebnisabführungsvertrag

）
と
は
か
か
わ
り
な
く
自
主
的
に
算
定
さ
れ
、
か
つ
機
関

の
担
手
の
所
得
に
つ
け
加
え
ら
れ
る
（
57
）

」。
一
九
三
三
年
二
月
一
八
日
付
の
ラ
イ
ヒ
財
政
裁
判
所
の
判
決
は
、
機
関
会
社
か
ら
機
関
の
担
手

に
移
転
さ
れ
る
利
益
と
所
得
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
判
断
を
下
し
て
い
る
。「
現
在
の
取
り
決
め
に
従
っ
て
、
機
関
会
社
は
そ
の
営
業

損
益
（G

eschäftsergebnis

）
を
、
親
会
社
に
対
し
て
移
転
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
は
、
ま
ず
機
関
会
社
の
利
益
は
法
人
税
法
の
規

定
に
従
っ
て
計
算
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
次
に
、
そ
の
よ
う
に
し
て
算
出
さ
れ
た
税
務
上
の
基
準
と
な
る
利
益
は
親
会
社
の
利
益
に

合
算
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
58
）

」。
増
井
良
啓
は
、
こ
の
ラ
イ
ヒ
財
政
裁
判
所
の
判
決
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
た
と
え
ば

一
九
三
三
年
二
月
一
八
日
判
決
は
、
支
配
企
業
に
帰
属
す
べ
き
機
関
会
社
の
利
益
額
は
、
完
全
子
会
社
の
商
事
貸
借
対
照
表
上
の
利
益
そ

の
も
の
で
は
な
く
、
法
人
税
法
の
規
定
に
従
っ
て
算
定
す
る
も
の
と
し
た
（
59
）

」。
一
九
三
四
年
九
月
二
五
日
付
ラ
イ
ヒ
財
政
裁
判
所
の
判
決

は
、
重
複
課
税
の
回
避
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
現
在
の
取
り
決
め
に
従
っ
て
、
機
関
会
社
は
そ
の
営
業
損
益
を
、
親

会
社
に
対
し
て
移
転
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
は
、
ま
ず
機
関
会
社
の
利
益
は
法
人
税
法
の
規
定
に
従
っ
て
計
算
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
次
に
、
そ
う
し
て
算
出
さ
れ
た
税
務
上
の
基
準
と
な
る
利
益
は
親
会
社
の
利
益
に
合
算
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
（
中
略
）

…
し
か
し
、
重
複
課
税
を
回
避
す
る
為
に
、
こ
の
よ
う
な
合
算
の
場
合
す
で
に
親
会
社
に
移
転
さ
れ
た
利
益
額
は
、
法
人
税
法
に
従
っ
て

一
三
二



ド
イ
ツ
法
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（
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九
二
五
年
）
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得
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に
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す
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（
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谷
川
）

（
五
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五
）

計
算
さ
れ
る
機
関
の
利
益
か
ら
差
し
引
き
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
（
60
）

」。
以
上
の
記
述
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
当
該
申
告
書
の
「
上
記
し
た

利
益
の
内
こ
れ
ら
の
利
益
は
、
別
の
営
利
会
社
（
子
会
社
）
の
も
の
で
あ
る
」
の
箇
所
は
、
こ
の
申
告
書
の
税
務
上
の
利
益
欄
「
金
額
Ⅰ
」

二
五
三
、〇
〇
〇
Ｒ
Ｍ
か
ら
減
算
す
る
欄
「
金
額
Ⅱ
」
五
〇
、〇
〇
〇
Ｒ
Ｍ
の
内
容
の
内
訳
を
記
入
す
る
箇
所
に
あ
る
。

一
九
二
五
年
法
人
税
の
税
務
申
告
書
は
、
一
九
二
五
年
所
得
税
、
一
九
二
五
年
売
上
税
（U

m
satzsteuer

）
の
税
務
申
告
書
同
様

一
九
二
六
年
三
月
一
一
日
か
ら
三
月
二
七
日
ま
で
に
税
務
署
に
提
出
さ
れ
な
ば
な
ら
な
い
（
61
）

。

Ⅶ　

ま
と
め

こ
れ
ま
で
の
金
マ
ル
ク
貸
借
対
照
表
に
関
す
る
研
究
に
よ
れ
ば
、「
金
マ
ル
ク
貸
借
対
照
表
は
、『
架
空
利
益
』
の
排
除
の
論
理
の
行
き

着
い
た
結
果
で
は
あ
っ
た
（
62
）

」
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
シ
ュ
マ
ー
レ
ン
バ
ッ
ハ
（S

chm
alenbach

）
は
貨
幣
価
値
変
動
会
計
を
税
法
に

導
入
す
る
提
案
の
理
由
を
、
貨
幣
価
値
下
落
に
よ
っ
て
生
じ
た
架
空
利
益
を
課
税
計
算
上
排
除
す
る
に
は
イ
ン
フ
レ
の
下
で
名
目
資
本
会

計
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
計
算
の
歪
曲
を
是
正
す
る
た
め
と
し
て
い
る
（
63
）

。 

イ
ン
フ
レ
対
策
と
し
て
登
場
し
た
金
マ
ル
ク
開
始
貸

借
対
照
表
の
表
示
単
位
は
金
マ
ル
ク
単
位
で
作
成
さ
れ
た
。
さ
ら
に
金
マ
ル
ク
開
始
貸
借
対
照
を
基
準
点
と
し
て
作
成
さ
れ
る
商
事
貸
借

対
照
表
は
、
新
貨
幣
単
位
で
あ
る
一
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
で
表
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
な
ら
ば
、
旧
マ
ル
ク
紙
幣
単
位
で
作
成
さ
れ
た

商
事
貸
借
対
照
表
の
利
益
が
架
空
利
益
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
新
貨
幣
単
位
一
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
単
位
で
表
示
さ
れ
た
商
事
貸
借
対
照

表
の
利
益
は
真
実
で
あ
る
の
か
。
い
ず
れ
の
利
益
も
相
対
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
旧
マ
ル
ク
紙
幣
単
位
で
表
示
さ
れ
た
商
事

貸
借
対
照
表
の
利
益
と
、
新
貨
幣
単
位
一
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
単
位
で
表
示
さ
れ
た
商
事
貸
借
対
照
表
の
利
益
は
、
い
ず
れ
も
利
益
と
い
う

会
計
用
語
す
な
わ
ち
会
計
概
念
に
す
ぎ
な
い
。
そ
こ
に
は
、
あ
た
か
も
架
空
な
い
し
真
実
と
い
う
現
実
物
体
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
事
実

一
三
三



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
五
二
六
）

は
、
当
事
者
で
あ
る
企
業
が
配
当
と
租
税
に
よ
る
利
益
流
出
を
阻
止
（
64
）

し
て
自
己
の
内
部
留
保
を
高
め
る
た
め
に
、
旧
マ
ル
ク
紙
幣
単
位
で

表
示
さ
れ
た
商
事
貸
借
対
照
表
の
利
益
を
架
空
利
益
な
い
し
計
算
の
歪
曲
さ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
そ
の
是
正
を
国
に
求
め
た
こ
と
で

あ
る
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
政
府
に
こ
の
要
求
に
形
式
的
に
適
応
し
た
申
告
計
算
手
続
き
を
も
た
ら
し
た
。
そ
れ
は
、
新
計
算

単
位
で
作
成
さ
れ
た
金
マ
ル
ク
貸
借
対
照
表
を
開
始
基
準
点
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
金
マ
ル
ク
開
始
商
事
貸
借
対
照
表
か
ら
導
出
さ

れ
た
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
に
よ
る
期
末
商
事
貸
借
対
照
表
の
利
益
を
課
税
所
得
の
対
象
と
す
る
申
告
計
算
手
続
制
度
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ

の
申
告
計
算
手
続
制
度
は
、
本
来
課
税
所
得
算
定
に
論
理
上
必
要
と
さ
れ
る
決
算
税
務
貸
借
対
照
表
を
作
成
せ
ず
と
も
、
期
末
商
事
貸
借

対
照
表
の
利
益
に
税
務
調
整
す
る
だ
け
の
手
続
き
か
ら
、
す
な
わ
ち
税
務
申
告
書
の
計
算
様
式
か
ら
自
動
的
に
課
税
所
得
が
算
定
さ
れ
る

構
造
で
あ
る
。

当
論
文
の
事
例
か
ら
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
で
き
よ
う
。
一
九
二
六
年
ド
イ
ツ
税
務
申
告
書
（
一
九
二
五
年
法
人
税
課
税
所
得
）
は
、
文

書
現
象
（
65
）

た
る
金
マ
ル
ク
開
始
商
事
貸
借
対
照
表
か
ら
導
出
さ
れ
た
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
期
末
商
事
貸
借
対
照
表
利
益
が
課
税
所
得
の
出
発
点

と
な
り
、
そ
こ
に
調
整
を
加
え
る
こ
と
で
課
税
所
得
が
算
定
可
能
と
な
る
よ
う
な
、
納
税
者
の
申
告
手
続
き
の
負
担
軽
減
を
意
図
し
た
税

制
度
で
あ
る
。
ま
た
、「
架
空
利
益
」
と
い
う
利
益
は
単
に
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
貨
幣
価
値
の
下
落
に
よ
り
現
出
さ
れ
た
文
書
現

象
た
る
相
対
的
な
利
益
概
念
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
企
業
お
よ
び
国
家
の
想
定
す
る
利
益
金
額
の
制
度
的
現
出
に
奉
仕
す

る
手
段
と
し
て
、
会
計
用
語
（
会
計
概
念
）
と
数
（
金
額
（
66
）

）
に
よ
る
会
計
上
の
利
益
（
ま
た
は
損
失
）
と
し
て
現
出
さ
れ
た
文
書
表
示
が
機

能
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
1
）  R

ichard R
osendorff, D

ie K
örp

ersch
a

ftsteu
ererklä

ru
n

g 1926 a
u

f G
ru

n
d

 d
es n

eu
en

 K
örp

ersch
a

ftsteu
ergesetzes, 
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ド
イ
ツ
法
人
税
（
一
九
二
五
年
）
の
所
得
算
定
に
関
す
る
研
究
（
長
谷
川
）

（
五
二
七
）

Industrieverlag S
paeth &

 L
inde, B

erlin,1926.
（
2
） 

林
健
太
郎
『
ド
イ
ツ
史
（
新
版
）』
山
川
出
版
社
、
昭
和
五
二
年
、
三
九
〇
〜
三
九
一
ペ
ー
ジ
。

（
3
）  
Ｃ
．
Ｂ
．
チ
ェ
ロ
ー
ニ
著
、
東
京
銀
行
集
会
所
調
査
課
抄
訳
『
独
逸
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
解
剖
』
社
団
法
人
東
京
銀
行
集
会
所
、
昭
和
一
三

年
、
三
三
〇
ペ
ー
ジ
。
野
津
高
次
郎
『
独
逸
税
制
発
達
史
』（
株
）
有
芳
社
、
昭
和
二
五
年
、
五
〇
四
ペ
ー
ジ
。

（
4
） 

林
、
前
掲
書
、
三
九
二
ペ
ー
ジ
。

（
5
）  

チ
ェ
ロ
ー
ニ
、
前
掲
書
、
三
三
〇
ペ
ー
ジ
。
日
本
銀
行
調
査
局
『
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
安
定
価
値
計
算
│
第
一
部　

ド
イ
ツ
に
お
け
る
安
定

価
値
計
算
│
』
調
内
第
四
号
、
日
本
銀
行
調
査
局
、
昭
和
二
二
年
九
月
、
一
八
〜
一
九
ペ
ー
ジ
。

（
6
） 

太
田
哲
三
・
岩
田
巌
・
片
野
一
郎
『
貨
幣
価
値
変
動
会
計
』
産
業
図
書
株
式
会
社
、
昭
和
二
一
年
、
一
〇
七
ペ
ー
ジ
。

（
7
） 

日
本
銀
行
調
査
局
、
前
掲
書
、
五
八
ペ
ー
ジ
。

（
8
）  

太
田
・
岩
田
・
片
野
、
前
掲
書
。
日
本
銀
行
調
査
局
、
前
掲
書
。
中
居
文
治
「
架
空
利
益
排
除
と
貨
幣
価
値
変
動
会
計
」『
経
済
論
叢
』
第

一
〇
三
巻
第
二
号
、
京
都
大
学
経
済
学
会
、
昭
和
四
四
年
二
月
。
宮
上
一
男
編
『
会
計
学
講
座　

第
八
巻　

会
計
と
学
説
』
世
界
書
院
、
昭
和

五
五
年
。

（
9
）  

中
居
文
治
「
ド
イ
ツ
所
得
税
法
に
お
け
る
所
得
概
念
」『
オ
イ
コ
ノ
ミ
カ
』
名
古
屋
市
立
大
学
経
済
学
会
、Vol.9, N

o.3,4 M
arch,1973,48

ペ
ー

ジ
。

（
10
）  

同
、
四
八
ペ
ー
ジ
。
一
九
二
〇
年
の
法
人
税
法
の
導
入
に
つ
い
て
は
、
次
の
文
献
を
参
照
。
杉
田
憲
道
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
税
務
会
計
の
史
的

展
開
」『
商
学
論
集
』
第
六
巻
第
一
号
、
熊
本
学
園
大
学
商
学
会
、
一
九
九
九
．八
。

（
11
） 

武
田
隆
二
『
所
得
会
計
の
理
論
』
同
文
館
、
昭
和
四
五
年
、
四
一
〜
四
二
ペ
ー
ジ
。

（
12
） 

同
上
、
八
ペ
ー
ジ
。

（
13
） 

野
津
、
前
掲
書
、
六
八
〇
ペ
ー
ジ
。

（
14
） 

同
上
、
七
二
一
、
七
三
三
ペ
ー
ジ
。

（
15
） 

同
上
、
七
二
五
、
七
二
七
ペ
ー
ジ
。

一
三
五



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
五
二
八
）

（
16
）  

同
上
、
六
八
八
ペ
ー
ジ
。
木
下
勝
一
「「
シ
ュ
マ
ー
レ
ン
バ
ッ
ハ
」
時
代
の
企
業
会
計
制
度
」『
新
潟
大
学　

経
済
論
叢
』
新
潟
大
学
経
済
学
会
、

一
九
八
〇
年
三
月
、
一
一
一
ペ
ー
ジ
。
武
田
、
前
掲
書
、
四
三
ペ
ー
ジ
。

（
17
） 
野
津
、
同
上
、
六
八
八
〜
六
八
九
ペ
ー
ジ
。
木
下
、
同
上
、
一
一
一
ペ
ー
ジ
。
武
田
、
同
上
、
四
三
ペ
ー
ジ
。

（
18
）  
武
田
、
同
上
、
四
三
ペ
ー
ジ
。「
シ
ャ
ン
ツ
理
論
は
、
一
九
二
〇
年
法
に
お
い
て
、
期
間
的
純
資
産
増
加
説
と
し
て
採
用
さ
れ
、
そ
の
後
、

一
九
二
五
年
法
に
お
い
て
、
収
支
計
算
方
式
と
し
て
の
期
間
的
純
資
産
増
加
説
に
受
け
継
が
れ
、
さ
ら
に
財
産
比
較
方
式
と
し
て
の
時
点
的
純
資

産
増
加
説
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。」（
山
下
勝
治
「
利
益
計
算
法
と
し
て
の
財
産
法
の
限
界
」『
企
業
経
営
研
究
年
報
』
第
一
〇
号
、

一
九
六
〇
年
、
一
四
八
ペ
ー
ジ
。
上
野
隆
也
「
純
資
産
増
加
説
の
現
代
的
意
義
」『
国
際
会
計
研
究
学
会
年
報
』
二
〇
一
〇
年
版
、
一
六
一
ペ
ー

ジ
）。

（
19
） 

チ
ェ
ロ
ー
ニ
、
前
掲
書
、
二
五
六
〜
二
五
七
ペ
ー
ジ
。

（
20
） R

osendorff ,a.a.o.,S
.27.

（
21
） E

bd.,S
.27.

（
22
） E

bd.,S
.27.

ド
イ
ツ
一
九
二
五
年
所
得
税
法
第
一
〇
五
条
第
二
項
。
野
津
高
次
郎
、
前
掲
書
、
七
一
八
ペ
ー
ジ
。

（
23
）  

一
金
マ
ル
ク
に
つ
い
て
、「
金
貨
貸
借
対
照
表
令
」
第
一
条
第
二
項
に
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。「
北
ア
メ
リ
カ
の
一
ド
ル
四
二
分
の
一
〇

に
相
当
す
る
対
価
を
も
っ
て
一
金
マ
ル
ク
と
み
な
す
」（
太
田
・
岩
田
・
片
野
、
前
掲
書
、
二
〇
二
ペ
ー
ジ
）。
ま
た
、
岩
田
巌
は
一
金
マ
ル
ク
貨

幣
単
位
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。「
こ
の
場
合
北
ア
メ
リ
カ
の
一
ド
ル
四
二
分
の
一
〇
に
相
当
す
る
紙
幣
マ
ル
ク
が
一
金
マ
ル
ク

と
み
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
同
上
、
一
七
二
ペ
ー
ジ
）」。

（
24
） R

osendorff ,a.a.o.,S
.27.

（
25
） E
bd.,S

.28.

（
26
） 

野
津
、
同
上
、
七
一
八
ペ
ー
ジ
。

（
27
） R

osendorff ,a.a.o.,S
.28.

（
28
） E

bd.,S
.28. 

一
三
六



ド
イ
ツ
法
人
税
（
一
九
二
五
年
）
の
所
得
算
定
に
関
す
る
研
究
（
長
谷
川
）

（
五
二
九
）

（
29
） E

bd.,S
.28.

（
30
） E

bd.,S
.28.

（
31
） E

bd.,S
.28.

（
32
） E

bd.,S
.28.

（
33
）  

山
田
晟
『
ド
イ
ツ
法
律
用
語
辞
典
』
大
学
書
林
、
平
成
五
年
、
五
二
ペ
ー
ジ
参
照
（
抵
当
債
券
お
よ
び
抵
当
権
は
、
マ
ル
ク
が
弁
済
期
に
、

二
五
％
以
下
に
下
落
し
た
場
合
に
は
、
債
権
・
抵
当
権
取
得
費
の
額
面
額
を
金
マ
ル
ク
に
換
算
し
て
、
そ
の
二
五
％
に
増
額
す
る
こ
と
と
し
た
）。

（
34
） R

osendorff ,a.a.o.,S
.29.

（
35
）  

一
般
価
額
に
つ
い
て
、
中
居
文
治
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
一
般
価
額
の
言
葉
が
、
所
得
税
法
に
明
記
さ
れ
る
の
は
、
一
九
二
〇
年
法

か
ら
一
九
二
五
年
法
ま
で
で
あ
る
。
一
九
二
〇
年
法
お
よ
び
一
九
二
一
年
一
九
二
三
年
の
一
部
修
正
法
に
お
い
て
は
、
な
お
売
却
価
額
に
よ
る
評

価
が
想
定
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
一
九
二
五
年
法
で
は
、
一
般
価
額
は
な
お
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
条
文
の
上
に
す
で
に
固
定
資
産
に
つ
い

て
は
売
却
価
額
か
ら
の
背
離
が
み
ら
れ
、
こ
こ
に
お
い
て
所
得
税
法
上
「
一
般
価
額
＝
売
却
価
額
」
と
い
う
思
考
に
亀
裂
を
生
じ
た
」（
中
居
文

治
「
ド
イ
ツ
所
得
税
法
に
お
け
る
評
価
原
則
の
変
遷
」『
オ
イ
コ
ノ
ミ
カ
』
名
古
屋
市
立
大
学
経
済
学
会
、Vol.6,N

o.2,S
eptem

ber,1969,82

ペ
ー

ジ
）。
中
居
文
治
「
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
下
の
税
務
会
計
」『
経
済
論
叢
』
第
一
〇
六
巻
第
四
号
、
京
都
大
学
経
済
学
会
、
昭
和
四
五
年
一
〇
月
、

二
一
ペ
ー
ジ
。
松
本
剛
『
ド
イ
ツ
商
法
会
計
用
語
辞
典
』
森
山
書
店
、
一
九
九
〇
年
、
一
五
七
ペ
ー
ジ
（
物
が
各
々
の
所
有
者
に
提
供
す
る
こ
と

の
で
き
る
効
用
が
そ
の
物
の
通
常
価
額
（gem

einer W
ert

）
で
あ
る
）。

（
36
）  

一
九
二
五
年
ド
イ
ツ
所
得
税
法
第
一
〇
七
条
第
二
項
に
は
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。「
投
下
資
本
に
属
す
る
建
物
、
土
地
は
租
税
期
間

の
初
頭
に
お
け
る
通
常
価
格
を
最
高
限
度
と
し
て
計
上
す
る
こ
と
を
得
」（
野
津
、
前
掲
書
、
七
一
九
ペ
ー
ジ
）。

（
37
） R
osendorff ,a.a.o.,S

.29.

（
38
） E
bd.,S

.29.

（
39
） E

bd.,S
.29.

（
40
） E

bd.,S
.29.

一
三
七



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
五
三
〇
）

（
41
） E

bd.,S
.29.

（
42
） E

bd.,S
.30.

（
43
） E

bd.,S
.30.

（
44
） E

bd.,S
.30.

（
45
） E

bd.,S
.30.

（
46
） 

田
沢
五
郎
『
ビ
ジ
ネ
ス
経
済
法
制
辞
典
』
郁
文
堂
、
一
九
九
九
年
、
八
七
六
ペ
ー
ジ
。

（
47
）  

岩
田
巌
は
金
マ
ル
ク
開
始
貸
借
対
照
表
は
財
産
決
定
貸
借
対
照
表
で
あ
る
と
し
て
、
金
マ
ル
ク
開
始
貸
借
対
照
表
に
お
け
る
一
マ
ル
ク
勘
定
の

取
り
扱
い
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
一
マ
ル
ク
勘
定
と
い
っ
て
、
固
定
資
産
に
過
大
償
却
を
行
い
、
勘
定
面
に
は
一
マ
ル
ク
を
備

忘
的
に
残
し
て
お
く
方
法
が
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
勘
定
で
は
償
却
を
過
大
に
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
新
規
の
取
替
費
も
決
算
毎
に
こ
と
ご
と

く
損
費
に
落
し
て
、
一
マ
ル
ク
を
継
続
す
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
処
理
に
よ
っ
て
累
積
す
る
秘
密
積
立
金
は
、
開
始
貸
借
対
照
表
を
作
成
す
る
に

当
た
っ
て
は
、
残
ら
ず
引
き
出
し
て
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
開
始
貸
借
対
照
表
は
上
述
の
ご
と
く
本
来
財
産
決
定
貸
借
対
照
表
で
あ
る
。
故

に
秘
密
積
立
金
を
そ
の
ま
ま
放
置
す
る
こ
と
は
貸
借
対
照
表
真
実
性
に
背
反
す
る
物
で
あ
る
」（
太
田
・
岩
田
・
片
野
、
前
掲
書
、
一
七
九
ペ
ー

ジ
）。
木
下
勝
一
はB

oppel

の
見
解
を
引
用
し
て
金
マ
ル
ク
開
始
貸
借
対
照
表
の
一
金
マ
ル
ク
表
示
に
つ
い
て
そ
の
根
本
原
理
を
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。「
要
す
る
に
、
金
マ
ル
ク
開
始
貸
借
対
照
表
実
務
は
、
時
価
最
高
主
義
の
範
囲
内
で
時
価
以
下
の
原
価
最
高
主
義
を
依
然
と
っ
て

い
た
の
で
あ
る
」（
宮
上
一
男
編
『
会
計
学
講
座　

第
六
巻　

シ
ュ
マ
ー
レ
ン
バ
ッ
ハ
研
究
』
世
界
書
院
、
昭
和
五
三
年
、
六
六
ペ
ー
ジ
）。

（
48
）  

「
金
貨
貸
借
対
照
表
令
」
第
六
条
は
資
本
減
価
勘
定
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。「
資
本
減
価
勘
定
は
自
己
資
本
の
金
額
の
一
〇
分

の
九
を
超
ゆ
る
こ
と
を
得
ず
。
会
社
は
三
営
業
年
度
以
内
に
資
本
減
価
勘
定
を
償
却
す
べ
き
義
務
を
負
う
（
太
田
・
岩
田
・
片
野
、
前
掲
書
、

二
〇
四
ペ
ー
ジ
）」。
岩
田
巌
は
資
本
減
価
勘
定
が
生
ず
る
理
由
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
金
マ
ル
ク
会
計
は
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め

膨
張
し
た
紙
幣
マ
ル
ク
金
額
を
金
マ
ル
ク
額
に
引
下
げ
る
の
で
あ
っ
て
、
多
く
の
場
合
評
価
損
が
生
ず
る
も
の
で
あ
る
（
同
上
、
一
七
九
ペ
ー

ジ
）」。

（
49
） R

osendorff ,a.a.o.,S
.30

〜33.

一
三
八



ド
イ
ツ
法
人
税
（
一
九
二
五
年
）
の
所
得
算
定
に
関
す
る
研
究
（
長
谷
川
）

（
五
三
一
）

（
50
） E

bd.,S
.33

〜35.
（
51
）  E

bd.,S
.22

〜23.

ド
イ
ツ
法
人
税
申
告
書
二
〇
〇
七
年
の
形
式
に
つ
い
て
は
、
次
の
文
献
を
参
照
せ
よ
。
長
谷
川
一
弘
『
ド
イ
ツ
税
務
貸
借
対

照
表
論
』
森
山
書
店
、
二
〇
〇
九
、
二
四
ペ
ー
ジ
。

（
52
） E

bd.,S
.22

〜23.

（
53
） 

浦
野
晴
夫
『
確
定
決
算
規
準
会
計
』
税
務
経
理
協
会
、
平
成
六
年
、
三
ペ
ー
ジ
。

（
54
）  

機
関
会
社
関
係
に
つ
い
てT

ipke

とL
ang

は
、
こ
の
制
度
が
非
体
系
的
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。｢

法
人
税
法
上
の
機
関
会
社
関
係
は
売
上

税
お
よ
び
営
業
税
の
そ
れ
と
異
な
り
判
例
に
よ
り
（
私
見
で
は
、
十
分
な
法
的
根
拠
も
な
く
）
展
開
さ
れ
た
。
判
例
法
が
す
で
に
慣
習
法
に
ま
で

昇
化
し
た
の
か
ど
う
か
疑
わ
し
か
っ
た
頃
よ
う
や
く
、
一
九
六
九
年
八
月
一
五
日
の
法
律
に
よ
り
法
人
税
法
に
第
七
ａ
条
の
規
定
が
挿
入
さ
れ
た
。

外
国
の
法
律
で
は
全
く
機
関
会
社
関
係
の
規
定
は
な
い
。
こ
の
制
度
は
、
│
そ
れ
が
原
則
と
し
て
法
形
態
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
に
照
ら
し
て

（
法
人
税
法
第
一
条
一
項
を
み
よ
）
│
非
体
系
的
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
法
形
態
と
の
結
び
つ
き
を
経
済
取
引
上
の
根
拠
か
ら
打
ち
破
る
こ
と
は
、

立
法
者
の
自
由
で
あ
る
。
利
益
移
転
契
約
の
締
結
に
よ
っ
て
課
税
客
体
が
あ
る
納
税
主
体
か
ら
別
の
納
税
主
体
に
転
嫁
す
る
こ
と
は
、
普
通
な
ら

ば
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、（
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
）
利
益
移
転
契
約
を
伴
う
機
関
会
社
関
係
は
、
税
法
上
の
特
異
物

（U
nikum

）
で
あ
る
。
教
義
学
的
に
は
立
法
者
が
作
っ
た
こ
の
制
度
を
完
成
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る｣

（T
ipke,K

.,L
ang,J., S

teu
errech

t,17.

völlig überarbeitete A
ufl age,K

öln,V
erlag D

r.O
tto S

chm
idt,2002,S

.473.

）。
Ｋ
・
テ
ィ
プ
ケ
／
木
村
弘
之
亮･

吉
村
典
久･

西
山
由
美

訳
『
所
得
税･

法
人
税･

消
費
税
』
木
鐸
社
、
一
九
八
八
、
二
七
一
ペ
ー
ジ
参
照
。
機
関
会
社
関
係
の
学
説
に
つ
い
て
は
、
次
の
文
献
を
参
照
せ

よ
。
長
谷
川
、
前
掲
書
、
一
一
三
〜
一
四
五
ペ
ー
ジ
。

（
55
）  

一
九
二
五
年
頃
の
機
関
会
社
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
そ
の
特
徴
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
而
し
て
機
関
会
社
は
支
配
者
の
経
済
範
囲
に
属
す
る

営
業
行
為
を
行
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
労
務
は
い
わ
ゆ
る
事
務
処
理
に
あ
る
。
従
っ
て
支
配
者
と
機
関
会
社
と
の
間
の
法
律
関
係
は
、
委
任

又
は
雇
用
で
あ
る
。
或
い
は
機
関
会
社
が
支
配
者
に
よ
り
て
支
配
せ
ら
る
る
関
係
は
、
商
業
使
用
人
と
の
間
の
関
係
に
類
似
す
る
が
故
に
、
機
関

関
係
は
こ
れ
を
一
種
の
任
用
契
約
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。」（
大
隅
健
一
郎
『
企
業
合
同
法
の
研
究
』
弘
文
社
、
昭
和
一
〇
年
二
九
五
〜
二
九
六

ペ
ー
ジ
）。

一
三
九



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
五
三
二
）

（
56
）  B

auer, F
., D

a
s O

rga
n

sch
a

ftsverh
ä

ltn
is im

 S
teu

errech
t a

ls P
roblem

 d
er betriebsw

irtsch
a

ftlich
en

 S
teu

erleh
re, 

IN
D
U
S
T
R
IE
V
E
R
L
A
G
 S
P
A
E
T
H
 &
 L
IN
D
E
, B
E
L
IN
, 1930, S

.94.
（
57
）  Jurkat, W

., D
ie O

rgan
sch

aft im
 K

örpersch
aftsteu

errech
t, H
eidelberg, V

E
R
L
A
G
S
G
E
S
E
L
L
S
C
H
A
F
T
 R
E
C
H
T
 U
N
D
 

W
IR
T
S
C
H
A
F
T
 M
B
H
,1975,S

.46.

（
58
）  R

eichsfinanzhof, S
am

m
lu

n
g d

er E
n

tsch
eid

u
n

gen
 u

n
d

 G
u

tach
ten

 d
es R

eich
sfin

an
zh

ofs, D
reiunddreißigster B

and, 

M
ünchen 1933, B

uchdruckerei und V
erlagsanstalt C

arl G
erber, S

. 63.

（
59
） 

増
井
良
啓
『
結
合
企
業
課
税
の
論
理
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年
、
一
一
一
ペ
ー
ジ
。

（
60
）  R

eichsfinanzhof, S
am

m
lu

n
g d

er E
n

tsch
eid

u
n

gen
 u

n
d

 G
u

tach
ten

 d
es R

eich
sfin

an
zh

ofs, S
iebenunddreißigster B

and, 

M
ünchen 1935, B

uchdruckerei und V
erlagsanstalt C

arl G
erber, S

.166-167.

（
61
） R

osendorff ,a.a.o.,83

〜84.

（
62
） 

宮
上
、「
会
計
学
講
座　

第
六
巻　

シ
ュ
マ
ー
レ
ン
バ
ッ
ハ
研
究
」、
前
掲
書
、
六
四
ペ
ー
ジ
。

（
63
） 

中
居
文
治
「
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
下
の
税
務
会
計
」、
前
掲
書
、
二
九
ペ
ー
ジ
。

（
64
）  

中
居
文
治
「
イ
ン
フ
レ
利
益
と
秘
密
積
立
金
」『
経
済
論
叢
』
京
都
大
学
経
済
学
会
、
第
九
八
巻
第
四
号
、
昭
和
四
一
年
一
〇
月
、
三
六
〜

四
三
ペ
ー
ジ
。

（
65
） 

宮
上
一
男
『
会
計
学
本
質
論
』
森
山
書
店
、
一
九
七
九
年
、
三
九
、
二
六
〇
ペ
ー
ジ
。

（
66
） 

同
上
、
二
六
八
〜
二
七
三
。
鈴
木
義
夫
『
ド
イ
ツ
会
計
制
度
改
革
論
』
森
山
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
〜
二
〇
ペ
ー
ジ
。

一
四
〇



明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
一
五
巻
及
び
明
治
三
五
年
〜
大
正
九
年
の
東
京
税
務
監
督
局
の
内
国
税
彙
纂
八
一
冊
（
𠮷
牟
田
）

（
五
三
三
）

明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
一
五
巻
及
び

明
治
三
五
年
〜
大
正
九
年
の
東
京
税
務
監
督
局
の
内
国
税
彙
纂
八
一
冊

𠮷
牟
田　
　
　
　
　

勲

は
じ
め
に

外
国
租
税
論
集
と
は
、
筆
者
が
名
付
け
た
仮
称
で
あ
り
、
大
蔵
主
税
局
が
明
治
二
〇
年
二
月
刊
行
し
た
「
直
税
編
上
中
下
巻
、
章
程
編

上
下
巻
、
同
年
三
月
刊
行
し
た
間
税
編
第
一
巻
〜
第
五
巻
、
税
務
雑
編
第
一
巻
〜
第
四
巻
及
び
附
録
（
巻
）
の
計
一
五
巻
、
調
査
項
目

一
二
〇
に
及
ぶ
外
国
税
法
等
の
大
翻
訳
集
で
あ
る
（
1
）

。

そ
し
て
、
内
国
税
彙
纂
と
は
、
東
京
税
務
監
督
局
が
、
明
治
三
五
年
五
月
か
ら
大
正
九
年
六
月
ま
で
に
発
行
し
た
第
一
号
か
ら
第
七
九

号
ま
で
及
び
号
外
、
索
引
を
含
め
て
八
二
冊
の
租
税
関
係
調
査
報
告
集
で
あ
る
の
で
、
い
わ
ば
内
国
税
時
報
で
あ
る
。

一
四
一



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
五
三
四
）

（一）外国租税論集

一
四
二



明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
一
五
巻
及
び
明
治
三
五
年
〜
大
正
九
年
の
東
京
税
務
監
督
局
の
内
国
税
彙
纂
八
一
冊
（
𠮷
牟
田
）

（
五
三
五
）

一
四
三



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
五
三
六
）

（二）内国税彙纂
　右端が第一号表紙であるが、その旨の表示はなく、奥付に編集兼発行者とし
て東京税務管理（又は監督）局とある。

奥付 表紙

一
四
四



明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
一
五
巻
及
び
明
治
三
五
年
〜
大
正
九
年
の
東
京
税
務
監
督
局
の
内
国
税
彙
纂
八
一
冊
（
𠮷
牟
田
）

（
五
三
七
）

内
国
税
と
名
付
け
て
い
る
の
は
、
関
税
に
対
応
す
る
用
語
で
、
関
税
以
外
の
国
内
税
務
の
参
考
に
な
る
外
国
税
法
と
外
国
税
務
や
国
内

と
国
外
の
事
業
（
塩
業
、
製
糖
業
、
織
物
業
、
醸
造
業
等
）
の
調
査
・
報
告
を
意
味
し
て
い
る
。
実
際
に
号
数
、
頁
数
の
ほ
ぼ
半
分
は
外
国

税
法
、
税
務
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
明
治
二
〇
年
の
外
国
税
法
、
税
務
の
調
査
の
引
継
の
部
分
も
あ
る
の
で
あ
る
。

筆
者
が
特
に
本
稿
で
調
べ
か
つ
書
き
た
か
っ
た
の
は
、
前
半
の
明
治
二
〇
年
の
方
で
は
、
直
税
編
と
間
税
編
は
存
在
が
知
ら
れ
、
研
究

も
あ
る
程
度
行
わ
れ
て
き
た
が
、
税
務
雑
編
と
章
程
編
は
、
存
在
す
ら
余
り
知
ら
れ
ず
研
究
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
直
税
編
や
間
税
編
も

原
著
者
名
や
出
版
地
名
、
原
著
出
版
年
月
日
や
頁
数
も
明
ら
か
な
の
に
、
そ
れ
ら
に
注
意
さ
れ
た
研
究
が
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。

後
半
の
内
国
税
彙
纂
の
方
で
は
、
何
号
ま
で
発
行
さ
れ
た
か
明
ら
か
で
な
く
、
調
査
・
報
告
の
テ
ー
マ
も
、
各
調
査
・
報
告
の
量
も

五
〇
〇
頁
に
達
す
る
も
の
か
ら
五
〇
頁
程
度
の
も
の
ま
で
あ
り
、
ま
た
一
〇
以
上
、
五
以
上
が
関
連
す
る
一
連
の
調
査
・
報
告
な
ど
い
ろ

い
ろ
な
の
に
、
こ
れ
ら
に
注
目
し
た
研
究
な
ど
が
な
く
明
ら
か
に
し
た
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。

こ
の
ほ
か
明
治
二
〇
年
の
「
税
務
雑
編
附
録
巻
」
に
は
、
有
名
な
「
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
・
シ
ー
ボ
ル
ト
訳
の
バ
ー
バ
リ
ア
国
税
法
」
六

巻
が
全
部
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
内
国
税
彙
纂
に
は
、
号
外
と
し
て
大
蔵
省
主
税
局
編
『
地
租
関
係
書
類
彙
纂
』
が
含
ま
れ
て
お
り
、

こ
の
本
は
「
明
治
初
年
以
降
本
邦
地
租
改
正
ニ
関
ス
ル
原
議
書
類
中
其
重
要
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
蒐
集
」、「
後
日
後
証
ノ
為
メ
」
に
し
よ
う
と
し

た
も
の
で
、「
最
重
要
の
資
料
に
属
し
、
基
本
資
料
」
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
が
、
余
り
研
究
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
明
治
二
〇
年
の
一
五
巻
の
外
国
租
税
論
集
と
索
引
以
外
八
一
冊
の
「
内
国
税

彙
纂
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
論
文
、
法
令
の
全
部
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
う
ち
の
重
要
な
も
の
に
つ
い
て
、
検
討
し
、
そ
の
研
究
等
の
傾

向
等
を
分
析
し
た
も
の
が
本
稿
で
あ
る
。

一
四
五



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
五
三
八
）

1　

国
名
の
表
記

こ
の
大
蔵
省
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
明
治
直
前
と
明
治
初
年
の
書
籍
、
法
令
の
翻
訳
で
あ
る
。
ま
た
、
内
国

税
彙
纂
も
明
治
中
期
・
大
正
中
期
の
書
籍
・
法
令
の
翻
訳
が
多
い
。
そ
の
為
に
、
外
国
の
国
名
・
人
名
・
図
書
名
・
法
令
名
が
何
回
も
出

て
く
る
が
、
そ
れ
ら
の
国
の
分
割
・
連
合
等
の
為
、
同
じ
場
所
が
色
々
の
異
な
っ
た
国
名
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
国
名
の
漢
字
表
記
の
文

字
が
異
な
っ
た
り
し
て
い
る
。
そ
こ
で
国
名
・
書
名
・
人
名
表
示
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
に
、
カ
タ
カ
ナ
表
記
と
漢
字
表
記
を
平
行
し

て
用
い
て
い
る
。

次
の
一
字
ま
た
は
数
個
の
カ
タ
カ
ナ
で
国
を
表
し
て
い
る
場
合
は
、
次
に
よ
る
（
2
）

。

孛
・
魯
又
は
普
＝
プ
ロ
イ
セ
ン
又
は
プ
ロ
シ
ア

嗹
＝
デ
ン
マ
ー
ク

白
＝
ベ
ル
ギ
ー

那
威
＝
ノ
ル
ウ
ェ
ー

巴
華
釐
亜
＝
バ
ー
バ
リ
ア

墺
＝
オ
ー
ス
ト
リ
ア

匈
＝
ハ
ン
ガ
リ
ー

露
又
は
魯
＝
ロ
シ
ア

独
＝
ド
イ
ツ
（
プ
ロ
イ
セ
ン
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
バ
ー
バ
リ
ア
、
サ
ク
ソ
ン
等
の
す
べ
て
を
含
む
場
合
）

こ
の
表
示
で
は
、
魯
に
は
プ
ロ
イ
セ
ン
と
ロ
シ
ア
が
該
当
す
る
場
合
が
生
ず
る
が
、
内
容
に
よ
り
い
ず
れ
の
国
か
を
判
別
し
て
カ
タ
カ

一
四
六



明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
一
五
巻
及
び
明
治
三
五
年
〜
大
正
九
年
の
東
京
税
務
監
督
局
の
内
国
税
彙
纂
八
一
冊
（
𠮷
牟
田
）

（
五
三
九
）

ナ
を
用
い
て
い
る
。

2　

人
名
・
書
名
等
の
表
記

人
名
は
、
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
や
内
国
税
彙
纂
で
カ
タ
カ
ナ
で
表
示
し
て
い
る
も
の
は
、
そ
の
も
の
を
用
い
て
い
る
。

書
名
は
、
外
国
租
税
論
集
で
は
、
原
則
と
し
て
、
そ
の
目
次
に
表
示
し
て
い
る
漢
字
や
カ
タ
カ
ナ
に
よ
る
も
の
を
そ
の
ま
ま
用
い
て
い

る
。
内
国
税
彙
纂
も
そ
の
用
い
て
い
る
も
の
に
よ
っ
た
。

な
お
、
篇
は
、
当
用
漢
字
の
編
に
統
一
し
た
ほ
か
、
現
在
普
通
に
用
い
ら
れ
て
い
な
い
漢
字
は
、
日
本
人
名
を
除
き
当
用
漢
字
に
統
一

し
た
。

第
一　

明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集

1　

出
版
の
概
要

明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
と
は
、
次
の
表
で
示
す
よ
う
に
、
直
税
編
、
間
税
編
、
税
務
雑
編
、
章
程
編
の
四
つ
の
編
で

全
一
五
巻
、
項
目
数
一
二
〇
、
総
頁
数
六
、四
五
七
頁
に
及
ぶ
も
の
か
ら
成
っ
て
い
（
3
）

る
（
4
）

。

各
巻
は
、
仏
国
の
部
、
英
国
の
部
の
よ
う
に
、
部
別
が
表
紙
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
直
税
編
の
上
・
中
・
下
巻
ど
の
巻
に
も
、
仏
国
の

部
が
あ
っ
た
り
、
各
国
の
部
と
い
う
部
が
あ
っ
た
り
で
、
各
巻
に
よ
り
部
の
分
け
方
が
異
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
○
国
の
部
の
区

分
は
重
視
せ
ず
、
各
編
ご
と
に
、
仏
国
、
英
国
と
国
ご
と
に
ま
と
め
て
検
討
し
て
い
る
。

一
四
七



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
五
四
〇
）

編　
　

別

刊
行
日

巻
の
名
称

各
巻
の
頁
数

直
税
編

明
二
〇
・
二

上
、
中
、
下

上
三
七
〇
、
中
四
〇
六
、
下
二
七
三

間
税
編

明
二
〇
・
三

第
一
、
二
、
三
、
四
、
五
巻

⑴
三
三
四
、
⑵
二
九
一
、
⑶
五
一
四
、
⑷
四
〇
九
、
⑸
三
一
九

税
務
雑
編

明
二
〇
・
三

第
一
、
二
、
三
、
四
巻
、
附
録

⑴
五
三
八
、
⑵
四
八
七
、
⑶
五
五
五
、
⑷
三
六
〇
、（
附
録
）
七
二
八

章
程
編

明
二
〇
・
二

上
、
下

上
四
九
〇
、
下
四
八
四

2　

項
目
数
及
び
頁
数
の
編
別
、
国
名
別
の
分
布

主
税
局
の
明
治
二
〇
年
一
五
巻
の
編
別
と
、
外
国
名
別
の
項
目
数
と
、
頁
数
を
示
せ
ば
、
次
の
第
1
表
の
通
り
で
あ
る
。

な
お
、「
項
目
数
」
と
は
、
そ
の
掲
載
の
対
象
と
な
っ
た
書
籍
、
法
令
、
論
題
（
テ
ー
マ
）
の
数
で
あ
り
、「
頁
数
」
と
は
、
そ
の
項
目

ご
と
の
翻
訳
や
論
述
に
費
や
さ
れ
た
一
五
巻
の
書
籍
の
頁
数
で
あ
る
。

3　

出
版
の
主
意

⑴　

形
式
的
主
意

こ
の
出
版
の
形
式
的
主
意
は
、
論
集
各
巻
の
巻
頭
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
主
税
局
統
計
課
の
次
の
「
出
版
主
意
」
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

出
版
主
意

本
書
印
刷
ノ
主
意
ハ
税
務
参
照
ノ
為
メ
、
但
ダ
單
ニ
謄
冩
ノ
勞
ヲ
活
版
ニ
代
ヘ
、
閲
讀
ノ
急
ニ
備
フ
ル
モ
ノ
ナ
レ
バ
、
固
ヨ
リ
字
句
ヲ

一
四
八



明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
一
五
巻
及
び
明
治
三
五
年
〜
大
正
九
年
の
東
京
税
務
監
督
局
の
内
国
税
彙
纂
八
一
冊
（
𠮷
牟
田
）

（
五
四
一
）

細
密
ニ
訂
正
、
校
合
ス
ル
ノ
暇
ナ
キ
ガ
故
ニ
、

行
文
中
或
ハ
誤
脱
ア
ル
モ
、
本
課
ハ
其
責
ニ
任

セ
ズ
。
看
者
之
ヲ
諒
セ
ヨ

主
税
局
統
計
課

句
読
点
、
濁
音
は
筆
者
が
付
し
た
。

す
な
わ
ち
、
印
刷
者
及
び
校
正
者
の
責
任
回
避

の
弁
で
あ
る
。「
税
務
参
照
の
た
め
」、「
閲
読
の

急
に
備
え
」、「
謄
写
を
活
版
に
代
え
た
」
と
い
う

形
式
上
の
理
由
及
び
字
句
を
細
密
に
訂
正
、
校
合

す
る
暇
が
な
か
っ
た
こ
と
を
断
わ
る
も
の
で
、
行

文
中
誤
脱
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
責
任
は
主
税
局
統

計
課
で
は
負
わ
な
い
こ
と
を
言
っ
て
い
る
に
過
ぎ

な
い
。

⑵　

出
版
の
真
の
理
由

明
治
二
〇
年
の
外
国
租
税
論
集
の
一
斉
大
量
出

第 1表　実数表（項目数及び頁数）

編
国 直 税 編 間 税 編 税務雑編 章 程 編 計

英　国 項目数 2
頁数 140

7
872

4
144

2
94

15
1,250

米　国 3
106

1
114

5
358

3
396

12
974

仏　国 7
248

31
500

12
909

4
222

54
1,879

独　国 9
533

3
53

10
727

7
262

29
1,575

露　国 － 3
260

2
200 － 5

460

白　国 － － 1
117 － 1

117

瑞　国 － 1
68 － － 1

68

各　国
比　数

1
20 － 2

114 － 3
134

計 22
1,047

46
1,867

36
2,569

16
974

120
6,457

一
四
九



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
五
四
二
）

版
の
理
由
は
、
明
治
一
八
年
一
二
月
の
内
閣
制
度
の
実
施
後
、
明
治
二
二
年
二
月
の
大
日
本
帝
国
憲
法
の
発
布
を
前
に
、
諸
法
律
、
制
度

の
整
備
、
特
に
我
が
国
租
税
制
度
の
近
代
化
と
確
立
＝
安
定
、
例
え
ば
明
治
二
〇
年
三
月
に
所
得
税
法
の
制
定
、
同
年
七
月
の
所
得
税
法

の
実
施
を
目
前
に
控
え
、
従
来
の
主
税
局
が
行
っ
て
き
た
外
国
税
制
・
税
務
書
の
翻
訳
と
研
究
を
集
大
成
し
、
国
内
税
制
・
税
務
の
一
層

の
整
備
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

4　

外
国
租
税
論
集
の
所
在

全
四
編
一
五
巻
全
部
が
備
付
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、
財
務
省
図
書
館
で
あ
る
。
戦
後
の
「
大
蔵
省
文
庫
蔵
書
目
録
」
の
「
三
四
五　

租

税
」
の
四
五
頁
、
四
八
頁
、
五
八
頁
に
次
の
よ
う
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

①
直
税
編　

主
税
局　

明
治
二
〇
年　
370, 406, 273P

, 21cm

（
目
録
四
五
頁
）

②
税
務
雑
編　

主
税
局　

明
治
二
〇
年　

第
一
、
二
、
三
、
四
巻　

附
録　

二
冊
合
冊
製
本
（
目
録
四
五
頁
）

（
こ
れ
は
①
と
同
じ
に
書
け
ば
、
頁
数
を538, 487, 555, 360, 728P

, 21cm

と
書
く
は
ず
で
あ
る
。）

③
章
程
編　

主
税
局　

明
治
二
〇
年　

480, 483P
, 21cm

（
目
録
四
八
頁
）

④
間
税
編　

主
税
局　

明
治
二
〇
年　

二
冊
（
目
録
五
八
頁
）

（
こ
れ
は
①
と
同
じ
に
書
け
ば
、
頁
数
を334, 291, 514, 409, 319P

, 21cm

と
書
く
は
ず
で
あ
る
。）

他
に
は
、
税
務
大
学
校
の
租
税
史
料
室
に
、
ほ
ぼ
全
部
（
一
五
巻
中
、
間
税
編
第
五
巻
、
直
税
編
下
巻
を
除
く
。）
あ
る
。
ま
た
、
大
学
向
け

Ｗ
ｅ
ｂ
型
図
書
館
シ
ス
テ
ム
（N

A
C
S
IS
-C
A
T

）
所
蔵
情
報
に
は
、
直
税
編
全
三
巻
、
間
税
編
全
五
巻
、
税
務
雑
編
全
五
巻
（
四
巻
と
附

録
）、
章
程
編
全
二
巻
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

一
五
〇



明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
一
五
巻
及
び
明
治
三
五
年
〜
大
正
九
年
の
東
京
税
務
監
督
局
の
内
国
税
彙
纂
八
一
冊
（
𠮷
牟
田
）

（
五
四
三
）

所
蔵
情
報
と
し
て
、
東
北
大
学
図
書
館
及
び
同
志
社
大
学
図
書
館
に
は
、
間
税
編
全
五
巻
、
同
志
社
大
学
図
書
館
に
は
、
税
務
雑
編
全

五
巻
、
一
橋
大
学
図
書
館
に
は
、
章
程
編
全
二
巻
所
蔵
の
情
報
も
付
さ
れ
て
い
る
。

5　

各
国
・
各
編
の
分
布
の
検
討

⑴　

第
1
表
（
実
数
表
）
に
よ
る
分
析

第
1
表
（
一
七
一
頁
）
は
、
各
国
、
各
編
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
項
目
の
実
数
と
使
わ
れ
た
頁
数
の
実
数
で
あ
る
。
全
四
編
が
一
二
〇
項

目
に
分
け
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
総
頁
数
が
六
、四
五
七
頁
で
あ
る
。

1）　

直
税
編
は
二
二
項
目
、
計
一
、〇
四
七
頁
あ
る
。
項
目
数
で
は
、
独
国
一
位
、
仏
国
二
位
、
米
国
三
位
、
英
国
四
位
で
あ
る
。
頁

数
で
は
、
独
国
五
三
三
頁
が
一
位
、
仏
国
二
四
八
頁
が
二
位
、
英
国
一
四
〇
頁
が
三
位
、
米
国
一
〇
六
頁
が
四
位
で
、
項
目
数
の
順
位
と

三
位
と
四
位
が
逆
転
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

2）　

間
税
編
は
四
六
項
目
、
計
一
、八
六
七
頁
で
あ
る
。
項
目
数
で
は
、
仏
国
一
位
、
英
国
二
位
、
独
国
と
露
国
が
三
位
、
米
国
と
瑞

国
が
五
位
で
あ
る
。
頁
数
で
は
、
英
国
八
七
二
頁
が
一
位
、
仏
国
五
〇
〇
頁
が
二
位
、
露
国
二
六
〇
頁
が
三
位
、
米
国
一
一
四
頁
が
四
位
、

瑞
国
六
八
頁
が
六
位
、
独
国
五
三
頁
が
七
位
で
あ
り
、
項
目
数
順
位
と
相
当
異
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
厚
い
一
冊
の
本
と
短
い
税
法
の

数
の
違
い
等
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

3）　

税
務
雑
編
は
三
六
項
目
、
計
二
、五
六
九
頁
で
あ
る
。
項
目
数
で
は
、
仏
国
一
位
、
独
国
二
位
、
米
国
三
位
、
英
国
四
位
、
露
国

五
位
、
白
国
六
位
で
あ
る
。
頁
数
で
は
、
仏
国
九
〇
九
頁
が
一
位
、
独
国
七
二
七
頁
が
二
位
、
米
国
三
五
八
頁
が
三
位
、
露
国
二
〇
〇
頁

が
四
位
、
英
国
一
四
四
頁
が
五
位
、
白
国
一
一
七
頁
が
六
位
で
あ
る
。
四
位
と
五
位
の
英
国
と
露
国
が
逆
転
し
て
い
る
だ
け
で
、
項
目
数

一
五
一



政
経
研
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第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
五
四
四
）

と
頁
数
の
順
位
は
、
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。

4）　

章
程
編
は
一
六
項
目
、
計
九
七
四
頁
で
あ
る
。
項
目
数
で
は
、
独
国
一
位
、
仏
国
二
位
、
米
国
三
位
、
英
国
四
位
で
あ
る
が
、

ペ
ー
ジ
数
は
米
国
一
位
（
三
九
〇
頁
）、
独
国
二
位
（
二
六
二
頁
）、
仏
国
三
位
（
二
二
二
頁
）、
英
国
四
位
（
九
四
頁
）
で
あ
る
。
そ
の
内
容

は
、
税
務
官
吏
の
採
用
配
置
、
等
級
等
の
人
事
、
大
蔵
省
や
税
務
官
庁
の
組
織
、
事
務
規
律
等
で
あ
り
、
こ
の
四
国
が
こ
れ
ら
を
詳
し
く

決
め
て
い
る
の
で
、
そ
の
細
部
が
研
究
さ
れ
て
い
る
。

⑵　

第
2
表
（
国
別
比
率
表
）
に
よ
る
分
析

次
に
国
別
又
は
編
別
に
、
ど
う
い
う
こ
と
に
重
点
を
お
い
て
、
調
査
、
研
究
さ
れ
た
か
を
、
国
別
比
率
表
と
編
別
比
率
表
で
分
析
し
た

も
の
が
、
次
の
第
2
表
と
第
3
表
で
あ
る
。

第
2
表
で
は
、
各
編
の
国
別
の
構
成
比
を
第
1
表
か
ら
算
出
し
て
比
較
検
討
し
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
ま
ず
国
別
の
ウ
エ
ー
ト
を
項
目
数
と
頁
数
の
構
成
比
に
よ
り
比
較
・
分
析
す
る
。

1）　

直
税
編
で
は
、
頁
数
構
成
比
は
、
第
一
位 
独
国
五
〇
・
九
％
、
第
二
位 

仏
国
二
三
・
七
％
、
第
三
位 

英
国
一
三
・
四
％
、
第
四
位 

米
国
一
〇
・
一
％
で
あ
る
。
独
国
が
直
税
編
頁
数
の
約
一
／
二
、
仏
国
が
約
一
／
四
で
両
国
だ
け
で
七
割
以
上
を
占
め
て
い
る
。

2）　

間
税
編
で
は
、
ペ
ー
ジ
数
構
成
比
は
、
第
一
位 

英
国
四
六
・
七
％
、
第
二
位 

仏
国
二
六
・
八
％
、
第
三
位 

露
国
一
三
・
九
％
、
独

国
二
・
八
％
で
あ
る
。
英
国
が
間
税
編
頁
数
の
約
一
／
二
、
仏
国
が
約
一
／
四
で
、
両
国
だ
け
で
七
割
以
上
を
占
め
て
い
る
。

3）　

税
務
雑
編
で
は
、
ペ
ー
ジ
数
構
成
比
は
、
第
一
位 

仏
国
三
五
・
四
％
、
第
二
位 

独
国
二
八
・
三
％
で
、
仏
国
が
こ
の
総
頁
数
の
一

／
三
強
、
独
国
が
一
／
三
弱
で
、
両
国
だ
け
で
、
六
割
以
上
を
占
め
て
い
る
。

4）　

章
程
編
で
は
、
ペ
ー
ジ
数
構
成
比
は
第
一
位 

米
国
四
〇
・
六
％
、
第
二
位 
独
国
二
六
・
九
％
、
第
三
位 

仏
国
二
二
・
八
％
、
第
四

一
五
二



明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
一
五
巻
及
び
明
治
三
五
年
〜
大
正
九
年
の
東
京
税
務
監
督
局
の
内
国
税
彙
纂
八
一
冊
（
𠮷
牟
田
）

（
五
四
五
）

位 

英
国
九
・
七
％
で
あ
る
。
米
国
は
こ
の
総
頁
数

の
四
割
、
独
国
が
三
割
弱
で
、
両
国
だ
け
で
七
割

弱
を
占
め
て
い
る
。

5）　

四
編
全
体
で
は
、
ペ
ー
ジ
数
構
成
比
は
、

第
一
位 

仏
国
二
九
・
一
％
、
第
二
位 

独
国

二
四
・
四
％
、
第
三
位 

英
国
一
九
・
四
％
、
第
四

位 

米
国
一
五
・
〇
％
、
第
五
位 

露
国
七
・
一
％
と

各
国
税
制
の
当
時
の
発
展
段
階
や
立
法
状
況
に
応

じ
た
常
識
的
な
参
考
順
位
、
分
量
と
な
っ
て
い
る

と
言
え
よ
う
。

⑶　

第
3
表
（
編
別
比
率
表
）
に
よ
る
分
析

次
に
、
各
国
編
別
の
構
成
比
を
主
と
し
て
頁
数

に
よ
り
分
析
す
る
。

1）　

英
国
は
、
①
間
税
編
六
九
・
八
％
、
②
税

務
雑
編
一
一
・
五
％
、
③
直
税
編
一
一
・
二
％
、
④

章
程
編
七
・
五
％
の
構
成
比
と
な
っ
て
い
る
。
間

税
編
の
比
率
が
圧
倒
的
に
大
き
く
、
税
務
雑
編
と

第 2表　国別比率表（項目数及び頁数）

編
国

直 税 編
％

間 税 編
％

税務雑編
％

章 程 編
％

計
（平均）％

英　国 項目数 9.1
頁数 13.4

15.2
46.7

11.1
5.6

12.5
9.7

12.5
19.4

米　国 13.6
10.1

2.2
6.1

13.9
13.9

18.8
40.6

10.0
15.0

仏　国 31.8
23.7

67.4
26.8

33.2
35.4

25.0
22.8

45.0
29.1

独　国 40.9
50.9

6.5
2.8

27.8
28.3

43.7
26.9

24.2
24.4

露　国 － 6.5
13.9

5.6
7.8 － 4.2

7.1

白　国 － － 2.8
4.6 － 0.8

1.8

瑞　国 － 2.2
3.7 － － 0.8

1.1

各　国
比　数

4.6
1.9 － 5.6

4.4 － 2.5
2.1

計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

一
五
三
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第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
五
四
六
）

直
税
編
が
同
様
の
一
割
強
と
な
っ
て
い
る
。
各
編

の
項
目
数
の
順
序
も
同
じ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

も
っ
と
も
古
典
的
な
資
本
主
義
の
本
格
的
蓄
積
期

の
段
階
の
国
の
割
合
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

2）　

米
国
は
、
①
章
程
編
四
〇
・
七
％
、
②
税

務
雑
編
三
六
・
八
％
、
③
間
税
編
一
一
・
七
％
、
④

直
税
編
一
〇
・
八
％
で
あ
る
。
し
か
し
項
目
数
で

の
構
成
比
の
順
序
は
、
①
税
務
雑
編
四
一
・
七
％
、

②
直
税
編
二
五
・
〇
％
、
③
章
程
編
二
五
・
〇
％
、

④
間
税
編
八
・
三
％
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
方
が

新
し
い
国
の
傾
向
を
よ
り
よ
く
示
し
て
い
る
と
見

ら
れ
る
。

3）　

仏
国
は
、
①
税
務
雑
編
四
八
・
四
％
、
②

間
税
編
二
六
・
六
％
、
③
直
税
編
一
三
・
二
％
、
④

章
程
編
一
一
・
八
％
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
項

目
数
で
の
順
序
は
、
①
間
税
編
五
七
・
四
％
、
②

税
務
雑
編
二
二
・
二
％
、
③
直
税
編
一
三
・
〇
％
、

第 3表　編別比率表（項目数及び頁数）

編
国

直 税 編
％

間 税 編
％

税務雑編
％

章 程 編
％

計
％

英　国 項目数 13.3
頁数 11.2

46.7
69.8

26.7
11.5

13.3
7.5 100.0

米　国 25.0
10.8

8.3
11.7

41.7
36.8

25.0
40.7 100.0

仏　国 13.0
13.2

57.4
26.6

22.2
48.4

7.4
11.8 100.0

独　国 31.0
33.8

10.4
3.4

34.5
46.2

24.1
16.6 100.0

露　国 － 60.0
56.5

40.0
43.5 － 100.0

白　国 － － 100.0
100.0 － 100.0

瑞　国 － 100.0
100.0 － － 100.0

各　国
比　数

33.3
14.9 － 66.7

85.1 － 100.0

計
（平均）

18.3
16.2

38.4
28.9

30.0
39.7

13.3
15.1 100.0

一
五
四
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治
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局
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租
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一
五
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び
明
治
三
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〜
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九
年
の
東
京
税
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𠮷
牟
田
）

（
五
四
七
）

④
章
程
編
七
・
四
％
と
な
り
、
一
位
と
二
位
が
逆
転
し
て
い
る
。
個
別
物
品
の
消
費
税
法
が
独
立
し
た
形
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
項
目
数

の
順
位
が
よ
り
実
状
に
近
く
、
全
項
目
の
四
五
・
〇
％
、
全
頁
数
の
二
九
・
一
％
を
仏
国
が
占
め
、
共
に
第
一
位
で
あ
る
。

4）　

独
国
は
、
①
税
務
雑
編
四
六
・
二
％
、
②
直
税
編
三
三
・
八
％
、
③
章
程
編
一
六
・
六
％
、
④
間
税
編
三
・
四
％
で
あ
る
。
地
租
（
土

地
評
価
制
度
を
含
む
。）
が
税
務
雑
編
に
含
ま
れ
て
い
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
結
果
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
遅
れ
て
出
発
し
た
近
代

国
家
と
し
て
日
本
の
参
考
に
な
る
税
制
も
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

5）　

露
国
、
白
（
ベ
ル
ギ
ー
）
国
、
瑞
（
ス
イ
ス
）
国
、
こ
れ
ら
各
国
の
構
成
比
率
は
四
編
の
う
ち
の
二
編
又
は
一
編
に
つ
い
て
し
か
な

い
。
露
国
の
間
税
編
五
六
・
五
％
は
、
酒
類
税
と
公
証
人
規
則
と
煙
草
税
で
あ
り
、
税
務
雑
編
四
三
・
五
％
は
、
統
計
原
理
、
地
価
評
定
法

で
あ
る
。

白
（
ベ
ル
ギ
ー
）
国
は
、
会
計
法
令
布
達
集
の
み
で
あ
り
、
瑞
（
ス
イ
ス
）
国
は
、
煙
草
税
に
つ
い
て
の
み
で
あ
る
。

6　

外
国
租
税
論
集
細
目
録

一　

直
税
編
（
明
治
二
〇
年
二
月
）

⑴　

上
巻

（
英
国
の
部
）

1　

英
国
地
租
弁　

一
八
七
〇
年　

ロ
ン
ド
ン
刊
行　

Ｍ
・
Ａ
・
ホ
ー
ル
デ
ン
著　

P
1

〜120　

原
書
名　

ラ
ン
ド
・
タ
ッ
ク
ス

2　

英
国
租
税
局
長
統
計
年
報　

一
八
七
〇
年　

ロ
ン
ド
ン
刊
行　

官
版　

P
121

〜140　

原
書
名　

レ
ポ
ー
ト　

オ
ブ　

ザ　

コ

一
五
五



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
五
四
八
）

ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
ス　

オ
ブ　

イ
ン
グ
ラ
ン
ド　

レ
ベ
ニ
ュ
ー

（
米
国
の
部
）

3　

米
国
租
税
律
令　

歳
入
税　

一
八
六
七
年　

ロ
ン
ド
ン
刊
行　

官
版　

P
141

〜151　

原
書
名　

ザ
・
イ
ン
タ
ー
ナ
ル
・
レ
ベ

ニ
ュ
ー
・
オ
ブ
・
ユ
ナ
イ
テ
ッ
ド
・
ス
テ
ー
ト
抄
訳

4　

北
米
合
衆
国
カ
リ
ホ
ル
ニ
ア
州
法
律
大
全　

一
八
七
二
年
刊
行　

Ｇ
・
Ｈ
・
ヒ
ッ
テ
ル
編　

P
152

〜201　

原
書
名　

ゼ
ネ
ラ
ル
・

ロ
ー
ズ
・
ザ
・
ス
テ
ー
ト
・
オ
ブ
・
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア

5　

北
米
合
衆
国
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ト
州
律
令　

刊
行
年
未
詳　

リ
チ
ャ
ル
ド
ソ
ン
・
サ
ン
ゲ
ル
両
氏
著　

P
201

〜246　

原
書
名　

ゼ
ネ
ラ
ル
・
ロ
ー
ズ
・
ザ
・
ス
テ
イ
ト
・
オ
ブ
・
マ
サ
チ
ュ
セ
ッ
ト

（
仏
国
の
部
）

6　

仏
国
直
税
編　

一
八
八
一
年　

パ
リ
刊
行　

モ
ー
リ
ス
・
ブ
ロ
ッ
ク
著　

P
247

〜368　

原
書
名　

デ
ィ
ク
シ
ョ
ン
ネ
ー
ル
・
ド

ウ
・
ラ
ド
ミ
ニ
ス
ト
ラ
シ
ョ
ン
・
フ
ラ
ン
ゼ
ー
ズ

⑵　

中
巻

（
仏
国
の
部
）

1　

仏
国
営
業
税
則　

モ
ー
リ
ス
・
ブ
ロ
ッ
ク
著　

刊
行
年
・
原
書
名
は
〔
直
税
編
上
巻
〕
に
同
じ　

P
1

〜18

（
プ
ロ
シ
ア
国
の
部
）

一
五
六



明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
一
五
巻
及
び
明
治
三
五
年
〜
大
正
九
年
の
東
京
税
務
監
督
局
の
内
国
税
彙
纂
八
一
冊
（
𠮷
牟
田
）

（
五
四
九
）

2　

普
国
営
業
税
規
則　

一
八
八
四
年　

シ
ュ
ワ
ン
刊
行　

グ
ロ
テ
フ
ェ
ン
ト
編　

P
19

〜150　

原
書
名　

ゲ
ゼ
ツ
・
ウ
ン
ト
・
フ

エ
ル
オ
ル
ト
マ
ン
ケ
ン
・
フ
ュ
ァ
・
プ
ロ
イ
セ
ン
ト
・
ド
イ
ツ
ラ
ン
ト
抄
訳

（
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
の
部
）

3　

澳
国
直
税
便
覧　

一
八
七
四
年　

ラ
ウ
プ
チ
ヒ
刊
行　

ヨ
ハ
ン
モ
リ
ッ
・
シ
ユ
ル
ッ
プ
著　

P
151

〜276　

原
書
名　

シ
ス
テ
マ

テ
ィ
ッ
シ
ェ
ス
・
ハ
ン
ド
ブ
ッ
フ
・
デ
ル
・
ジ
レ
ク
テ
ン
ス
ト
イ
エ
ル
抄
訳

1）　

澳
国
職
業
税　

P
277

〜308

2）　

澳
国
家
屋
税
・
家
賃
税
・
建
物
等
級
税
則　

P
309

〜364

3）　

澳
国
所
得
税　

P
365

〜372

4）　

澳
国
地
税
抜
抄　

P
373

〜376

5）　

澳
国
直
税
法
罰
則　

P
377

〜386

（
各
国
の
部
）

4　

各
国
営
業
税
摘
要　

一
八
六
六
年　

シ
ュ
ッ
ト
ガ
ル
ッ
ト
及
び
ラ
イ
プ
チ
ヒ
刊
行　

エ
ト
プ
ハ
イ
フ
ェ
ル
著　

P
387

〜406　

原

書
名　

ジ
ー
・
ス
タ
ア
ッ
ア
イ
ン
ナ
ー
メ
ン
抄
訳

 注）　

各
国
と
は
、
仏
国
、
澳
国
、
伊
国
、
ロ
シ
ア
国
、
プ
ロ
シ
ア
国
、
ウ
ユ
ル
テ
ン
ブ
ル
グ
国
、
バ
イ
エ
ル
ン
国
、
バ
ー
テ
ン

国
、
サ
ク
ソ
ン
国
で
あ
る
。

5　

北
米
合
衆
国
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ト
州
律
令　

刊
行
年
未
詳　

リ
チ
ャ
ル
ド
ソ
ン
・
サ
ン
ゲ
ル
両
氏
著　

P
232

〜246　

原
書
名　

ゼ
ネ
ラ
ル
・
ロ
ー
ズ
・
ザ
・
ス
テ
イ
ト
・
オ
ブ
・
マ
サ
チ
ュ
セ
ッ
ト

一
五
七



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
五
五
〇
）

（
仏
国
の
部
）

6　

仏
国
直
税
編　

モ
ー
リ
ス
・
ブ
ロ
ッ
ク
著　

原
書
名
・
刊
行
年
は
〔
直
税
編
上
級
〕
に
同
じ　

P
247

〜368
⑶　

下
巻

（
仏
国
の
部
）

1　

仏
国
営
業
免
許
税
則　

モ
ー
リ
ス
・
ブ
ロ
ッ
ク
著　

刊
行
年
・
原
書
名
は
〔
直
税
編
上
巻
〕
に
同
じ　

P
1

〜11

2　

仏
国
不
転
財
産
税
法　

著
者
・
刊
行
年
・
原
書
名
は
1
に
同
じ　

P
12

〜14

3　

仏
国
車
馬
税
法　

著
者
・
刊
行
年
・
原
書
名
は
1
に
同
じ　

P
15

〜21

4　

仏
国
度
量
衡
検
査
規
則　

著
者
・
刊
行
年
・
原
書
名
は
1
に
同
じ

5　

仏
国
鉱
山
規
則　

著
者
・
刊
行
年
・
原
書
名
は
1
に
同
じ　

P
61

〜108

（
プ
ロ
シ
ア
国
の
部
）

6　

普
国
地
税
規
則　

シ
ュ
ワ
ン
刊
行　

グ
ロ
テ
フ
エ
ン
ト
編　

刊
行
年
・
原
書
名
は
〔
直
税
編
中
巻
〕
に
同
じ　

P
109

〜189

7　

普
国
家
屋
税
規
則　

著
者
・
刊
行
年
・
原
書
名
は
6
に
同
じ　

P
190

〜273

二　

間
税
編
（
明
治
二
〇
年
三
月
）

⑴　

第
一
巻

（
米
国
の
部
）

一
五
八



明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
一
五
巻
及
び
明
治
三
五
年
〜
大
正
九
年
の
東
京
税
務
監
督
局
の
内
国
税
彙
纂
八
一
冊
（
𠮷
牟
田
）

（
五
五
一
）

1　

米
国
内
国
税
法　

一
八
七
九
年　

ワ
シ
ン
ト
ン
刊
行　

官
版　

原
書
名　

イ
ン
タ
ー
ナ
ー
ル
・
レ
ベ
ェ
ニ
ュ
ー
・
ロ
ー
抄
訳　

P
1

〜36

（
仏
国
の
部
）

2　

仏
国
間
税
編　

パ
リ
刊
行　

モ
ー
リ
ス
・
ブ
ロ
ッ
ク
著　

P
37

〜78　

刊
行
年
・
原
書
名
は
〔
直
税
編
上
巻
〕
に
同
じ

1）　

仏
国
動
産
貨
格
税
則 

P
79

〜92

2）　

仏
国
書
入
質
入
税
則 

P
93

〜104

3）　

仏
国
脂
質
税
則 

P
105

〜118

4）　

仏
国
油
税
則 

P
119

〜124

5）　

仏
国
紙
類
税
則 

P
125
〜144

6）　

仏
国
石
鹸
税
則 
P
145
〜150

7）　

仏
国
塩
税
則 

P
151

〜164

8）　

仏
国
酢
税
則 

P
165

〜172

9）　

仏
国
砂
糖
税
則 

P
173

〜200

10）　

仏
国
シ
コ
レ
ー
税
則 

P
201

11）　

仏
国
内
国
渡
航
税
則 

P
202

〜214

12）　

仏
国
海
外
渡
航
税
則 

P
215

〜224

13）　

仏
国
舟
車
営
業
税
則 

P
225

〜252

一
五
九



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
五
五
二
）

14）　

仏
国
集
会
税
則 

P
253

〜254
15）　

仏
国
玉
突
税
則 

P
255

〜258
16）　

仏
国
貧
民
救
助
税
則 

P
259

〜264

17）　

仏
国
振
出
小
切
手
規
則 

P
265

〜268

18）　

仏
国
駅
逓
規
則 

P
269

〜310

19）　

仏
国
文
案
税
則 

P
311

〜314

20）　

仏
国
旅
行
免
状
規
則 

P
315

〜320

21）　

仏
国
骨
牌
税
法 

P
321

〜326

（
独
国
の
部
）

3　

独
国
骨
牌
印
税　

一
八
七
八
年　

シ
ュ
ワ
ン
刊
行　

グ
ロ
ー
テ
フ
ェ
ン
編　

P
327

〜328　

原
書
名　

ゲ
ゼ
ェ
ツ
・
ウ
ン
ト
・

フ
ェ
ル
オ
ル
ト
マ
ン
ゲ
ン
・
フ
ュ
ル
・
プ
ロ
イ
セ
ン
・
ウ
ン
ト
・
ド
イ
ツ
ラ
ン
ド

⑵　

第
二
巻

（
英
国
の
部
）

1　

英
国
雑
税
官
必
携
・
酒
精
税
則　

一
八
六
五
年　

ロ
ン
ド
ン
刊
行　

ベ
ー
ト
マ
ン
編　

P
1

〜76　

原
書
名　

マ
ニ
ュ
ア
ル
・
オ

ブ
・
ザ
・
エ
キ
サ
サ
イ
ス
・
オ
フ
ィ
サ
ー

（
仏
国
の
部
）

一
六
〇



明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
一
五
巻
及
び
明
治
三
五
年
〜
大
正
九
年
の
東
京
税
務
監
督
局
の
内
国
税
彙
纂
八
一
冊
（
𠮷
牟
田
）

（
五
五
三
）

2　

仏
国
飲
料
税
則　

パ
リ
刊
行　

モ
ー
リ
ス
・
ブ
ロ
ッ
ク
著　

P
77

〜128　

刊
行
年
・
原
書
名
は
〔
直
税
編
上
巻
〕
に
同
じ

3　

仏
国
飲
料
税
検
査
法　

P
129

〜140　

原
書
名
・
刊
行
年
は
、
2
に
同
じ

4　

仏
国
蒸
溜
酒
税
徴
収
法　

P
141

〜154　

原
書
名
・
刊
行
年
は
2
に
同
じ

（
露
国
の
部
）

5　

露
国
酒
類
税
則　

一
八
五
七
年　

彼
得
保
（
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
）
刊
行　

官
版　

P
155

〜275　

原
書
名　

ピ
テ
ヌ
イ
・
ウ
ス
タ
ー
フ

（
独
国
の
部
）

6　

独
逸
国
醸
造
麦
芽
税　

一
八
六
八
年　

シ
ュ
ワ
ン
刊
行　

グ
ロ
ー
テ
フ
ェ
ン
編　

P
277　

原
書
名
は
、〔
直
税
編
中
巻
〕
に
同
じ

⑶　

第
三
巻

（
英
国
の
部
）

1　

英
国
印
税
規
則　

一
八
七
一
年　

ロ
ン
ド
ン
刊
行　

テ
イ
ー
・
ビ
ー
・
ヴ
ェ
ー
チ
ェ
ル
著　

P
1

〜438　

原
書
名　

ス
タ
ン
プ

ダ
ー
ケ
ー
ス

（
仏
国
の
部
）

2　

仏
国
印
税
規
則　

モ
ー
リ
ス
・
ブ
ロ
ッ
ク
著　

P
439

〜511　

刊
行
年
・
原
書
名
は
〔
直
税
編
上
巻
〕
に
同
じ

⑷　

第
四
巻

（
英
国
の
部
）

一
六
一



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
五
五
四
）

1　

英
国
歳
入
及
び
商
業
提
要　

金
銀
器
飾
規
則　

一
八
七
六
年　

ロ
ン
ド
ン
刊
行　

ジ
ー
・
ヂ
ー
・
ハ
ム
著　

P
1

〜44　

原
書
名　

レ
ベ
ニ
ュ
ー
・
ア
ン
ド
・
マ
ー
カ
ン
タ
イ
ル
・
ワ
ド
・
マ
ー
カ
ン

2　

英
国
雑
税
官
必
携
・
金
銀
飾
規
則　

一
八
六
五
年　

ロ
ン
ド
ン
刊
行　

ベ
ー
ト
マ
ン
著　

P
45

〜58　

原
書
名　

マ
ニ
ュ
ア
ー

ル
・
オ
ブ
・
エ
キ
サ
サ
イ
ス
・
オ
フ
ィ
サ
ー

3　

英
国
印
紙
税
則
及
び
罰
則
集　

器
飾
印
紙
税
則　

一
八
七
四
年　

ロ
ン
ド
ン
刊
行　

デ
ー
・
シ
ー
・
ク
リ
フ
ヒ
ッ
ス
著　

P
59

〜

62　

原
書
名　

ア
・
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
・
オ
ブ
・
ザ
・
ス
タ
ン
プ
・
デ
ュ
テ
イ
・
ア
ン
ド
・
オ
ブ
・
ザ
・
デ
ュ
テ
イ
レ
ア
ー
ル
・
デ
サ

イ
シ
ョ
ン
ス

4　

英
国
金
銀
匠
記
標
編　

一
八
七
五
年　

ロ
ン
ド
ン
刊
行　

ウ
イ
リ
ア
ム
・
チ
ヤ
ッ
フ
ェ
ル
著　

P
63

〜358　

原
書
名　

ハ
ー

ル
・
マ
ー
ク
ス
・
オ
ン
・
プ
レ
ー
ト

（
仏
国
の
部
）

5　

仏
国
金
銀
器
具
保
護
局
規
則　

パ
リ
刊
行　

モ
ー
リ
ス
・
ブ
ロ
ッ
ク
著　

P
359

〜398　

刊
行
年
・
原
書
名
は
〔
直
税
編
上
巻
〕

に
同
じ

（
米
国
の
部
）

6　

米
国
税
律
令
・
金
銀
器
飾
課
税
ノ
部　

一
八
六
七
年　

ワ
シ
ン
ト
ン
刊
行　

官
版　

P
399

〜405　

原
書
名　

ザ
・
イ
ン
タ
ー
ナ

ル
・
レ
ベ
ニ
ュ
ー
・
オ
ブ
・
ユ
ナ
イ
テ
ッ
ド
・
ス
テ
ー
ト

一
六
二



明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
一
五
巻
及
び
明
治
三
五
年
〜
大
正
九
年
の
東
京
税
務
監
督
局
の
内
国
税
彙
纂
八
一
冊
（
𠮷
牟
田
）

（
五
五
五
）

⑸　

第
五
巻

（
仏
国
の
部
）

1　

仏
国
登
記
税
法　

パ
リ
刊
行　

モ
ー
リ
ス
・
ブ
ロ
ッ
ク
著　

P
1

〜46　

刊
行
年
・
原
書
名
は
〔
直
税
編
上
巻
〕
に
同
じ

（
露
国
の
部
）

2　

露
国
公
証
人
規
則　

一
八
七
六
年　

モ
ス
ク
ア
刊
行　

官
版　

P
47

〜86　

原
書
名　

オ
ブ
・
ウ
ス
ト
ロ
イ
ス
ツ
ェ
・
ノ
タ
リ

ア
ー
リ
ィ
・
チ
ャ
ー
ス
チ
ー

（
専
売
の
部
）

3　

仏
国
煙
草
専
売
法　

パ
リ
刊
行　

モ
ー
リ
ス
・
ブ
ロ
ッ
ク
著　

P
87

〜110　

刊
行
年
・
原
書
名
は
〔
直
税
法
上
巻
〕
に
同
じ

4　

オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
煙
草
専
売
法　

一
八
八
〇
年　

ウ
イ
ン
刊
行　

イ
ス
チ
ン
・
フ
ロ
ン
ス
キ
ィ
著　

原
書
名　

フ
ィ
イ
ナ
ン
ツ
・

イ
ン
・
オ
ス
テ
ル
ラ
イ
ヒ
抄
訳　

P
111

〜140

5　

ス
イ
ス
国
煙
草
課
税
論　

刊
行
年
・
著
者
・
原
書
名
共
に
未
詳　

P
141

〜208

6　

仏
国
火
薬
及
び
硝
石
規
則　

パ
リ
刊
行　

P
209

〜220　

著
者
・
刊
行
年
・
原
書
名
は
1
に
同
じ

7　

仏
国
槢
付
木
税
則　

同
上　

P
221

〜232

8　

露
国
煙
草
税
法　

刊
行
年
未
詳　

官
版　

原
書
名
未
詳　

P
233

〜319

一
六
三



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
五
五
六
）

三　

税
務
雑
編
（
明
治
二
〇
年
三
月
）

⑴　

第
一
巻

（
仏
国
の
部
）

1　

仏
国
租
税
総
（
纂
）
論　

一
八
六
七
年　

パ
リ
刊
行　

エ
ス
キ
ル
ゥ
・
ド
・
パ
リ
ウ
著　

P
1

〜290　

原
書
名　

ト
レ
ー
テ
ー
・

デ
・
ザ
ム
ポ
ー

（
英
国
の
部
）

2　

合
衆
王
国
税
法
沿
革
史　

一
八
七
〇
年　

ロ
ン
ド
ン
刊
行　

ノ
ー
ブ
ル
著　

P
291

〜420　

原
書
名　

ク
ィ
ン
・
タ
ッ
ク
ス

（
露
国
の
部
）

3　

露
国
統
計
原
理　

一
八
七
五
年　

ペ
テ
ル
ス
ブ
ル
グ
刊
行　

イ
ワ
ノ
フ
ス
キ
ー
著　

P
421

〜536　

原
書
名　

ス
タ
チ
ー
ス
チ

カ
ー

⑵　

第
二
巻

（
露
国
の
部
）

1　

露
国
地
価
評
定
法　

一
八
六
二
年　

ペ
テ
ル
ス
ブ
ル
グ
刊
行　

ヤ
コ
ブ
・
ヨ
ン
ソ
ン
著　

P
1

〜82　

原
書
名　

ブ
ラ
ー
ウ
イ

ラ
・
オ
ッ
エ
ン
キ
ー
・
セ
リ
ス
コ
・
ハ
ジ
ヤ
イ
ス
ツ
ウ
エ
ン
ヌ
イ
フ
・
ゼ
メ
ー
リ

（
独
国
の
部
）

一
六
四



明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
一
五
巻
及
び
明
治
三
五
年
〜
大
正
九
年
の
東
京
税
務
監
督
局
の
内
国
税
彙
纂
八
一
冊
（
𠮷
牟
田
）

（
五
五
七
）

2　

独
国
地
租
台
帳
地
図
並
び
に
帳
簿
改
正　

一
八
八
二
年　

ベ
ル
リ
ン
刊
行　

官
版　

P
83

〜262　

原
書
名　

エ
ル
ネ
ウ
エ
ル
ン

ク
・
デ
ル
カ
ル
テ
ン
・
ウ
ン
ト
・
ビ
ユ
ツ
ヘ
ル
・
デ
ス
・
グ
ル
ン
ド
ス
ト
イ
エ
ル
・
カ
タ
ス
テ
ル
ス

（
仏
国
の
部
）

3　

仏
国
地
籍
調
査
規
則　

一
八
八
一
年　

パ
リ
刊
行　

モ
ー
リ
ス
・
ブ
ロ
ッ
ク
著　

P
263

〜284　

原
書
名
は
〔
直
税
編
上
巻
〕
に

同
じ

4　

仏
国
土
地
所
有
権
転
移
済
地
籍
台
帳
面
改
正
前
地
租
徴
収
法
（
同
上
）　

P
285

〜317

（
ベ
ル
ギ
ー
国
の
部
）

5　

ベ
ル
ギ
ー
国
地
籍
帳
保
存
規
則　

一
八
七
七
年　

ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
刊
行　

官
版　

P
318

〜434　

原
書
名　

レ
ー
グ
ル
マ
ン
・

シ
ュ
ー
ル
・
ラ
・
コ
ン
セ
ル
バ
シ
ョ
ン
・
デ
ュ
・
カ
ダ
ス
ト
ル

（
マ
イ
エ
ッ
ト
講
義
筆
記
）

6　

地
租
改
正
問
答　

P
435

〜460

（
プ
ロ
イ
セ
ン
国
の
部
）

7　

プ
ロ
イ
セ
ン
国
収
税
官
規
則　

地
租
収
入
官
事
務
章
程　

官
版　

P
461

〜487　

刊
行
年
・
著
者
・
原
書
名
共
未
詳

⑶　

第
三
巻

（
各
国
の
部
）

一
六
五



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
五
五
八
）

1　

米
国
大
蔵
卿
年
報　

一
八
八
四
年　

ワ
シ
ン
ト
ン　

官
版　

P
1

〜48
2　

米
国
租
税
局
長
報
告
書　

一
八
七
五
年　

ワ
シ
ン
ト
ン　

官
版　

P
49

〜142
3　

仏
国
入
市
税
則　

一
八
八
一
年　

パ
リ
刊
行　

モ
ー
リ
ス
・
ブ
ロ
ッ
ク
著　

P
143

〜208　

原
書
名
は
〔
直
税
編
上
巻
〕
に
同
じ

4　

英
仏
独
府
県
税　

刊
行
年
・
著
者
・
原
書
名
共
に
未
詳　

P
209

〜222

5　

プ
ロ
イ
セ
ン
国
地
方
税
法　

官
版　

同
上　

P
223

〜238

6　

合
衆
王
国
（
英
国
）
内
国
税
表　

官
版　

同
上　

P
239

〜270

7　

米
国
諸
税
率
納
期
略
表　

官
版　

同
上　

P
271

〜278

8　

仏
国
諸
税
率
納
期
略
表　

パ
リ
刊
行　

モ
ー
リ
ス
・
ブ
ロ
ッ
ク
著　

P
279

〜300　

刊
行
年
・
原
書
名
は
〔
直
税
編
上
巻
〕
に
同

じ
9　

仏
国
間
税
罰
則　

同
上　

P
301

〜316

10　

仏
国
罰
金
規
則　

同
上　

P
317

〜318

11　

英
国
雑
税
官
必
携
・
税
法
違
反
者
処
刑
の
件　

一
八
七
〇
年　

ロ
ン
ド
ン
刊
行　

ベ
ー
ト
マ
ン
編　

原
書
名
は
〔
間
税
編
第
二

巻
〕
に
同
じ　

P
319

〜328

12　

各
国
租
税
抜
粋
書　

刊
行
年
・
著
者
・
原
書
名
と
も
掲
載
せ
ず　

P
329

〜416

1）　

家
屋
税
を
課
す
る
国

2）　

所
得
税
を
課
す
る
国

3）　

プ
ロ
シ
ア
国
所
得
税
徴
収
法

一
六
六



明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
一
五
巻
及
び
明
治
三
五
年
〜
大
正
九
年
の
東
京
税
務
監
督
局
の
内
国
税
彙
纂
八
一
冊
（
𠮷
牟
田
）

（
五
五
九
）

4）　

仏
国
分
頭
税
・
伊
国
分
頭
税
・
米
国
人
頭
税
・
独
国
人
頭
税
な
ど

5）　

家
屋
税
の
非
理
な
る
こ
と
、
そ
の
他

13　

大
英
国
法
令　

漁
業
の
部　

一
八
七
三
年　

ロ
ン
ド
ン
刊
行　

官
版　

P
417

〜516　

原
書
名　

イ
ン
グ
リ
ス
・
ス
タ
チ
ュ
ー
ト

14　

仏
国
海
上
漁
猟
規
則　

パ
リ
刊
行　

モ
ー
リ
ス
・
ブ
ロ
ッ
ク
著　

P
517

〜534　

刊
行
年
・
原
書
名
は
〔
直
税
編
上
巻
〕
に
同
じ

15　

仏
国
河
川
漁
猟
規
則　

同
上　

P
535

〜555

⑷　

第
四
巻

（
米
国
の
部
）

1　

米
国
内
国
税
法
・
付
録
規
則　

一
八
七
九
年　

ワ
シ
ン
ト
ン
刊
行　

官
版　

P
1

〜44　

原
書
名　

イ
ン
タ
ー
ナ
ル
・
レ
ベ

ニ
ュ
ー
・
ロ
ー

2　

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
商
法
会
所
条
例　

一
八
七
八
年　

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
刊
行　

著
者
名
未
詳　

P
45

〜78　

原
書
名　

チ
ャ
ー
タ
ー
・

ア
ン
ド
・
バ
イ
ロ
ー
・
オ
ブ
・
ニ
ュ
ウ
ヨ
ー
ク
・
プ
ロ
ヂ
ェ
フ
・
エ
ク
ス
チ
エ
ン
ヂ　

（
澳
国
の
部
）

3　

オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
ウ
イ
ン
府
相
場
会
社
規
則　

ウ
イ
ン
刊
行　

シ
ー
エ
ン
著　

P
79

〜172　

原
書
名　

ウ
イ
ン
ネ
ル
・
ベ
ー
ル

セ
・
オ
ル
ド
ヌ
ン
ク

（
仏
国
の
部
）

4　

仏
国
官
省
簿
記
規
則　

パ
リ
刊
行　

モ
ー
リ
ス
・
ブ
ロ
ッ
ク
著　

P
173

〜224　

刊
行
年
・
原
書
名
は
〔
直
税
編
上
巻
〕
に
同
じ

一
六
七



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
五
六
〇
）

5　

仏
国
倉
庫
規
則　

同
上　

P
225

〜236
（
ベ
ル
ギ
ー
国
の
部
）

6　

ベ
ル
ギ
ー
国
会
計
法
令
布
達
類
集　

一
八
六
八
年　

ブ
リ
ユ
ッ
セ
ル
刊
行　

官
版　

P
237

〜308　

原
書
名　

ル
ク
イ
ュ
・
デ
・

ロ
ア
・
エ
・
ア
レ
チ
ー
・
ル
ラ
チ
ー
フ
・
ア
ラ
・
コ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
・
ピ
ュ
ウ
ブ
リ
ッ
ク

（
プ
ロ
シ
ア
国
の
部
）

7　

プ
ロ
シ
ア
国
租
税
強
徴
法　

一
八
五
八
年
及
び
一
八
六
七
年
布
告　

P
309

〜360

⑸　

付
録
（
巻
）

（
仏
国
の
部
）

1　

仏
国
財
政
論　

一
八
七
七
年　

パ
リ
刊
行　

ペ
ー
・
エ
ル
・
ボ
リ
ュ
ー
著　

原
書
名　

シ
ャ
ン
ス
・
デ
・
フ
ィ
ナ
ン
ス　

P
1

〜

352

（
バ
ア
バ
リ
ア
国
の
部
）

2　

バ
ア
バ
リ
ア
国
税
法　

一
八
六
三
年　

ウ
ェ
ル
ッ
ー
ブ
ル
グ
刊
行　

オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
シ
イ
ボ
ル
ト
氏
訳　

原
書
名　

ス
ト
イ
エ

ル
・
ゲ
ゼ
ー
ツ

（
普
国
の
部
）

3　

プ
ロ
シ
ア
国
分
等
税
及
び
分
等
収
入
税
規
則　

刊
行
年
・
著
者
・
原
書
名
共
不
詳　

P
565

〜686

4　

プ
ロ
シ
ア
国
所
得
税
徴
収
法　

刊
行
年
・
著
者
・
原
書
名
共
不
詳　

P
687

〜722

一
六
八



明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
一
五
巻
及
び
明
治
三
五
年
〜
大
正
九
年
の
東
京
税
務
監
督
局
の
内
国
税
彙
纂
八
一
冊
（
𠮷
牟
田
）

（
五
六
一
）

（
澳
国
の
部
）

5　

オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
租
税
滞
納
処
分
法　

一
八
七
五
年　

ヨ
ハ
ン
・
モ
リ
ッ
ツ
・
ク
ル
ッ
プ
及
び
リ
ッ
テ
ル
・
フ
ォ
ン
・
ク
ロ
ナ
ッ

共
著　

オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
直
税
書
中
抄
訳　

P
723

〜728
四　

章
程
編
（
明
治
二
〇
年
二
月
）

⑴　

上
巻

（
英
国
の
部
）

1　

英
国
租
税
官
必
携
・
租
税
官
採
用
規
則　

一
八
六
五
年　

ロ
ン
ド
ン
刊
行　

ベ
ー
ト
メ
ン
編　

P
1

〜28　

原
書
名　

マ
ニ
ュ

ア
ー
ル
・
オ
ブ
・
エ
キ
サ
イ
ス
・
オ
フ
ヒ
サ
ー
ル

2　

英
国
歳
入
税
及
び
住
家
税
収
税
官
心
得　

一
八
七
〇
年　

ロ
ン
ド
ン
刊
行　

官
版　

P
29

〜94　

原
書
名　

イ
ン
カ
ム
・
タ
ッ
ク

ス
・
ア
ン
ド
・
イ
ン
ハ
ビ
テ
ッ
ト
・
ハ
ウ
ス
デ
ュ
テ
イ

（
米
国
の
部
）

3　

北
米
合
衆
国
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
法
律
大
全
・
郡
区
法
の
部　

一
八
七
六
年　

リ
チ
ヤ
ル
ド
ソ
ン
編　

P
95

〜158　

原
書
名　

ゼ
ネ
ラ
ー
ル
・
ロ
ー
・
オ
ブ
・
セ
ー
・
ス
テ
ー
ト
・
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ

4　

合
衆
国
租
税
官
章
程　

官
版　

P
159

〜222

5　

米
国
租
税
法
則
提
要　

官
版　

P
223

〜490

一
六
九



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
五
六
二
）

⑵　

下
巻

（
仏
国
の
部
）

1　

仏
国
大
蔵
省
事
務
章
程
並
び
に
組
織　

一
八
八
五
年　

パ
リ
刊
行　

ジ
ョ
サ
ー
著　

P
1

〜152　

原
書
名　

ミ
ニ
ス
テ
ル
・

デ
・
フ
ィ
ナ
ン
ス
抄
訳

2　

仏
国
中
央
大
蔵
省
組
織　

官
版　

P
153

〜183

3　

仏
国
主
税
官
吏
配
置
法
並
び
に
等
級　

官
版　

P
184

〜196

4　

仏
国
徴
税
官
職
制
及
び
事
務
章
程　

官
版　

P
197

〜222

（
独
国
の
部
）

5　

オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
財
政
官
庁
組
織　

一
八
八
〇
年　

ウ
イ
ン
刊
行　

イ
チ
ス
ン
・
フ
ロ
ン
ス
キ
イ
著　

P
223

〜263　

原
書
名　

フ
ィ
ナ
ン
ツ
・
イ
ン
・
オ
ス
テ
ル
ラ
イ
ヒ
抄
訳

6　

租
税
事
務
要
覧　

官
版　

P
264

〜272

7　

プ
ロ
イ
セ
ン
国
大
蔵
省
組
織　

一
八
八
一
年　

ラ
イ
プ
チ
ッ
ヒ
刊
行　

シ
ユ
ッ
ッ
ェ
著　

P
273

〜326

8　

プ
ロ
イ
セ
ン
国
郡
収
税
吏
事
務
規
程　

官
版　

P
327

〜344

9　

プ
ロ
イ
セ
ン
国
官
省
録
抄
訳　

官
版　

P
345

〜372

10　

プ
ロ
イ
セ
ン
国
租
税
官
吏
規
則　

官
版　

P
373

〜440

11　

プ
ロ
イ
セ
ン
国
官
省
録
抄
訳　

オ
ス
ト
・
プ
ロ
イ
セ
ン
州
職
員　

官
版　

P
441

〜484

一
七
〇



明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
一
五
巻
及
び
明
治
三
五
年
〜
大
正
九
年
の
東
京
税
務
監
督
局
の
内
国
税
彙
纂
八
一
冊
（
𠮷
牟
田
）

（
五
六
三
）

7　

直
税
編
の
検
討

⑴　

直
税
編
の
構
成

直
税
編
三
巻
は
、
国
別
や
直
税
に
属
す
る
税
目
別
に
も
並
べ
て
な
い
が
、
こ
れ
を
国
別
に
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

①
英
国
…
地
租
（
上
巻
1
）
と
租
税
局
長
統
計
年
報
（
上
巻
2
）

②
米
国
…
国
税
の
歳
入
税
（
上
巻
3
）
と
地
方
税
の
分
頭
税
（
上
巻
4
）
及
び
財
産
税
（
上
巻
5
）

③
仏
国
…
不
動
産
税
、
人
別
動
産
税
、
門
窓
税
（
以
上
は
上
巻
6
）
と
営
業
税
（
中
巻
1
）
及
び
営
業
免
許
税
、
不
転
財
産
税
、
車
馬
税
、

度
量
衡
検
査
規
則
、
鉱
山
規
則
（
下
巻
1
〜
5
）

④
プ
ロ
シ
ア
国
…
営
業
税
（
中
巻
巻
3
）
と
地
税
及
び
家
屋
税
（
下
巻
6
、
7
）

⑤
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
…
地
税
（
一
般
・
特
別
）、
職
業
税
、
家
屋
税
、
家
賃
税
、
建
物
等
級
税
、
所
得
税
、
地
価
の
評
価
、
こ
れ
ら
の
税

の
罰
則
（
中
巻
3
〜
8
）

⑥
各
国
（
仏
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
イ
タ
リ
ア
、
ロ
シ
ア
、
プ
ロ
イ
セ
ン
、
ヴ
ェ
テ
ル
ブ
ル
グ
、
バ
イ
エ
ル
ン
、
バ
ー
デ
ン
、
サ
ク
ソ
ン
）
…
営
業
税

（
中
巻
7
）。
仏
、
プ
ロ
イ
セ
ン
は
、
中
巻
1
、
2
と
重
複
し
て
い
る
。

⑵　

直
税
編
の
主
要
論
文
の
検
討

①
英
国
地
租
弁
（
上
巻
1
）
…
英
国
の
地
税
の
沿
革
、
地
税
規
則
（
課
税
さ
れ
る
財
産
や
免
除
さ
れ
る
人
又
は
事
物
、
官
職
、
賦
課
徴
収
規
則
）

が
説
明
さ
れ
て
お
り
、
一
八
七
〇
年
（
明
治
三
年
）
の
Ｍ
．Ａ
．ボ
ー
ル
デ
ン
の
一
二
〇
頁
に
及
ぶ
書
籍
の
翻
訳
で
あ
る
。

②
英
国
租
税
局
長
統
計
年
報
（
上
巻
2
）
…
一
八
七
〇
年
（
明
治
三
年
）
の
租
税
局
長
の
統
計
年
報
の
翻
訳
書
で
あ
る
。

同
書
は
明
治
一
四
年
に
大
蔵
省
か
ら
出
版
の
横
尾
平
太
訳
の
合
衆
王
国
内
国
税
年
報
（
一
九
五
六
〜
一
九
六
九
年
）
の
編
集
書
で
、

一
七
一



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
五
六
四
）

五
二
〇
頁
の
大
冊
の
一
部
で
あ
る
。

な
お
、
税
務
雑
編
第
三
巻
に
は
「
1 

米
国
大
蔵
卿
年
報
（
一
八
四
〇
年
度
）」
と
「
2 

米
国
租
税
局
長
報
告
」
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

わ
が
国
の
「
主
税
局
統
計
年
報
書
」
は
、
明
治
九
年
か
ら
明
治
・
大
正
・
昭
和
│
国
税
庁
が
昭
和
二
四
年
に
創
設
さ
れ
て
か
ら
は
国
税
庁

統
計
年
報
書
と
し
て
、
こ
れ
ら
を
参
考
に
し
て
充
実
し
た
も
の
が
、
公
表
さ
れ
て
い
る
。

③
仏
国
財
政
論
（
上
巻
6
）
…
仏
国
の
財
政
学
者
モ
ー
リ
ス
・
ブ
ロ
ッ
ク
の
「
フ
ラ
ン
ス
行
政
辞
典
」
の
翻
訳
で
あ
る
。
一
八
八
一
年

（
明
治
一
四
年
）
に
発
行
さ
れ
た
本
書
は
、
直
税
編
の
み
で
な
く
他
の
三
編
で
も
何
回
も
翻
訳
、
引
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
フ
ラ
ン

ス
直
税
の
不
動
産
税
、
人
別
動
産
税
、
門
窓
税
の
賦
課
、
請
願
、
支
払
、
追
加
徴
収
、
直
税
に
関
す
る
費
用
、
直
税
中
央
局
及
び
そ
の
役

員
に
つ
い
て
、
二
二
四
頁
を
費
や
し
て
述
べ
て
い
る
。

④
営
業
税
則
と
各
国
比
較
（
中
巻
1
、
2
、
9
）
…
仏
国
は
、
モ
ー
リ
ス
・
ブ
ロ
ッ
ク
の
③
で
述
べ
た
「
フ
ラ
ン
ス
行
政
辞
典
」
の
翻
訳

で
、
プ
ロ
シ
ア
国
は
グ
ロ
テ
フ
ェ
ン
ト
編
の
「
プ
ロ
シ
ア
の
法
令
」（
一
八
八
四
年
、
明
治
一
七
年
）
の
翻
訳
、
仏
、
澳
、
伊
、
独
の
各
国

（
フ
ラ
ン
ス
、
オ
ー
ス
ト
リ
ー
、
バ
イ
エ
ル
ン
、
サ
ク
ソ
ン
等
）
に
つ
い
て
は
、
エ
ト
プ
バ
イ
フ
ェ
ル
の
「
各
国
国
内
法
規
要
覧
」（
一
八
六
六
年
、

慶
応
二
年
）
の
抄
訳
で
あ
る
。

⑤
澳
国
直
税
便
覧
（
中
巻
3
）
…
一
八
七
四
年
（
明
治
七
年
）
の
ヨ
ハ
ン
モ
リ
ツ
・
シ
ェ
ル
ッ
プ
著
の
「
直
接
税
の
体
系
的
案
内
」
の
翻

訳
で
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
の
直
税
（
直
税
の
意
義
、
直
税
税
務
の
機
関
（
中
央
局
、
地
方
局
、
区
局
）、
一
般
地
税
及
び
特
別
地
税
（
地
税
簿
と
地

価
決
定
の
手
続
）、
職
業
税
、
家
屋
税
（
家
賃
税
、
建
物
等
級
税
）、
所
得
税
、
直
税
法
罰
則
に
つ
い
て
、
詳
細
に
二
三
六
頁
に
わ
た
っ
て
述

べ
ら
れ
て
い
る
。

⑥
プ
ロ
シ
ア
の
地
税
規
則
と
家
屋
税
規
則
（
下
巻
6
、
7
）
…
④
で
前
述
し
た
一
八
八
四
年
（
明
治
一
七
年
）
の
グ
ロ
テ
フ
ェ
ン
ト
編
の

一
七
二



明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
一
五
巻
及
び
明
治
三
五
年
〜
大
正
九
年
の
東
京
税
務
監
督
局
の
内
国
税
彙
纂
八
一
冊
（
𠮷
牟
田
）

（
五
六
五
）

「
プ
ロ
シ
ア
の
法
令
」
の
翻
訳
で
あ
る
。
両
規
則
で
一
六
五
頁
に
わ
た
り
、
プ
ロ
シ
ア
の
地
税
と
家
屋
税
に
つ
い
て
、
詳
し
く
述
べ
ら
れ

て
い
る
。

8　

間
税
編
の
検
討

⑴　

間
税
編
の
構
成

間
税
編
五
巻
は
、
国
別
や
間
税
に
属
す
る
税
目
別
に
も
述
べ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
を
国
別
に
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

①
英
国
…
印
税
規
則
（
三
巻
1
）
と
英
国
才
入
及
び
商
業
提
要
・
金
銀
器
飾
規
則
、
雑
税
官
必
携
・
金
銀
器
飾
規
則
、
印
紙
税
則
及
び

罰
則
集
、
金
銀
匠
記
標
編
（
四
巻
1
〜
4
）

②
米
国
…
内
国
税
法
・
第
二
編
賦
税
及
び
収
税
の
部
（
一
巻
1
）、
税
律
令
・
金
銀
器
飾
課
税
の
部
（
四
巻
6
）

③
仏
国
…
佛
国
間
税
編
、
動
産
貨
格
税
則
、
書
入
質
入
税
則
、
脂
質
税
則
、
油
税
則
、
紙
類
税
則
等
の
全
部
で
二
一
に
及
ぶ
個
別
消
費

税
法
（
一
巻
2
〜
22
）
及
び
飲
料
税
法
、
飲
料
税
検
査
法
、
蒸
溜
酒
税
徴
収
法
（
二
巻
1
〜
3
）
並
び
に
印
税
規
則
（
三
巻
2
）
及
び
金

銀
器
具
保
護
局
規
則
（
四
巻
5
）
並
び
に
登
記
法
及
び
煙
草
専
売
法
並
び
に
火
薬
及
び
硝
石
規
則
並
び
に
摺
付
木
税
則
（
五
巻
1
、
3
、

6
、
7
）

④
独
国
（
プ
ロ
シ
ア
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
等
）
…
骨
牌
印
税
（
一
巻
24
）
及
び
醸
造
麦
芽
税
（
二
巻
6
）
並
び
に
墺
国
煙
草
専
売
法
（
五
巻
4
）

⑤
露
国
…
酒
類
税
則
（
二
巻
5
）
及
び
公
証
人
規
則
並
び
に
煙
草
税
法
（
五
巻
2
、
8
）

⑥
ス
イ
ス
国
…
煙
草
課
税
論
（
五
巻
5
）

一
七
三



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
五
六
六
）

⑵　

間
税
編
の
主
要
論
文
の
検
討

①
英
国
印
税
規
則
（
三
巻
1
）
…
一
八
七
一
年
（
明
治
四
年
）
の
Ｔ
．Ｂ
．ヴ
ェ
ー
チ
ェ
ル
著
の
印
税
規
則
を
課
税
方
式
（
従
価
税
と
貼
用
印

紙
）、
課
税
書
類
（
約
定
証
書
、
銀
行
紙
幣
、
為
替
手
形
、
金
銭
借
用
証
書
、
免
許
証
書
、
譲
渡
証
書
、
委
任
状
、
資
産
交
換
証
書
等
）
別
に
、
し
か

も
、
ケ
ー
ス
ご
と
に
、
印
税
規
則
の
条
を
組
み
直
し
、
課
否
の
別
等
を
詳
述
し
た
四
三
八
頁
に
及
ぶ
大
冊
で
あ
る
。

②
仏
国
間
税
編
及
び
油
・
紙
・
石
鹸
・
塩
・
砂
糖
・
集
会
・
玉
突
・
文
案
・
骨
牌
税
等
（
一
巻
2
〜
22
）
…
直
税
編
の
主
要
論
文
③
と

同
じ
モ
ー
リ
ス
・
ブ
ロ
ッ
ク
の
明
治
一
四
年
の
「
フ
ラ
ン
ス
行
政
辞
典
」
の
翻
訳
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
間
税
行
政
の
組
織
人
事
、
間
税

の
徴
収
、
訴
訟
、
罰
則
か
ら
、
脂
質
税
と
油
税
、
紙
類
税
等
の
個
別
の
物
品
や
、
内
国
・
外
国
の
渡
航
税
、
玉
突
税
、
貧
民
救
助
税
、
文

案
税
、
骨
牌
税
等
の
個
別
の
サ
ー
ビ
ス
等
の
二
一
の
間
税
税
則
を
詳
説
し
、
二
九
〇
頁
に
及
ん
で
い
る
。

別
に
同
著
者
の
同
じ
「
行
政
辞
典
」
の
飲
料
税
、
飲
料
税
検
査
法
、
蒸
溜
酒
税
徴
収
法
（
二
巻
2
、
3
、
4
）
も
説
明
し
て
い
る
。

さ
ら
に
同
辞
典
の
印
税
規
則
（
三
巻
2
）
の
部
分
を
七
五
頁
を
費
や
し
て
説
明
し
て
い
る
。

ま
た
、
登
記
税
法
（
五
巻
1
）
も
同
辞
典
に
よ
っ
て
説
明
し
、
さ
ら
に
、
煙
草
専
売
法
並
び
に
火
薬
及
び
硝
石
規
則
と
摺
付
木
規
則

（
五
巻
3
、
6
、
7
）
も
同
書
を
用
い
て
説
明
し
て
い
る
。
間
接
税
先
進
国
フ
ラ
ン
ス
の
多
く
の
個
別
間
税
が
こ
の
時
全
般
的
に
わ
が
国
に

紹
介
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
。

③
独
国
骨
牌
印
紙
税
（
一
巻
24
）
及
び
醸
造
麦
芽
税
（
五
巻
6
）
…
直
税
編
（
下
巻
6
、
7
）
と
同
じ
グ
ロ
テ
フ
ェ
ン
ト
編
の
「
プ
ロ
シ

ア
の
法
令
」（
明
治
一
七
年
）
に
よ
っ
て
、
簡
単
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
澳
国
煙
草
専
売
法
（
五
巻
4
）
は
、
一
八
八
〇
年
（
明
治

一
三
年
）
の
イ
ス
チ
ン
・
フ
ロ
ン
ス
キ
著
の
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
の
財
政
」
の
該
当
部
分
の
抄
訳
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
は
間
税
で
は
、
こ
の

二
論
稿
の
み
で
あ
り
、
大
し
て
参
考
に
し
た
い
も
の
は
な
い
と
言
え
よ
う
。

一
七
四



明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
一
五
巻
及
び
明
治
三
五
年
〜
大
正
九
年
の
東
京
税
務
監
督
局
の
内
国
税
彙
纂
八
一
冊
（
𠮷
牟
田
）

（
五
六
七
）

④
露
国
酒
類
税
則
（
二
巻
5
）
…
一
八
五
七
年
（
安
政
四
年
）
の
官
版
の
「
酒
類
税
則
」
の
翻
訳
で
あ
る
。
酒
類
税
徴
収
事
務
所
、
酒
造

場
の
酒
造
飲
料
税
の
徴
収
、
飲
料
販
売
、
犯
則
者
に
対
す
る
罰
料
及
び
処
分
法
等
が
一
二
三
頁
に
わ
た
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
露
国
公
証
人
規
則
（
五
巻
2
）
は
、
一
八
七
六
年
（
明
治
九
年
）
の
官
版
で
あ
る
。
公
証
事
務
の
構
成
や
公
証
人
長
の
事
務
取
扱

権
限
、
公
証
人
の
費
用
、
不
動
産
譲
渡
証
書
税
に
つ
い
て
、
四
〇
頁
を
費
や
し
て
述
べ
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
、
露
国
煙
草
税
（
五
巻
8
）
が
、
官
版
で
あ
る
が
刊
行
年
不
詳
と
し
て
、
一
五
三
頁
に
わ
た
り
、
煙
草
業
並
び
に
煙
草
税
、

煙
草
税
事
務
、
罰
則
並
び
に
裁
判
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

⑤
ス
イ
ス
国
煙
草
課
税
論
（
五
巻
5
）
…
刊
行
年
、
原
著
者
名
と
も
未
詳
と
さ
れ
て
い
る
が
、
煙
草
に
な
ぜ
課
税
す
べ
き
か
か
ら
、
諸

国
の
課
税
方
法
、
諸
国
の
煙
草
税
収
入
額
、
ス
イ
ス
煙
草
税
額
の
当
否
、
課
税
の
方
法
な
ど
六
八
頁
に
わ
た
り
、
広
い
検
討
を
行
っ
て
い

る
。9　

税
務
雑
編
の
検
討

⑴　

税
務
雑
編
の
構
成

税
務
雑
編
の
五
巻
（
四
巻
ま
で
で
、
五
巻
は
付
録
（
巻
）
と
な
っ
て
い
る
が
、
以
下
五
巻
と
表
示
す
る
。）
が
、
国
別
の
直
税
又
は
間
税
以
外
の

税
を
税
目
別
に
並
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
土
地
評
価
の
関
係
が
第
二
巻
に
露
、
独
、
仏
、
白
、
ベ
ル
ギ
ー
（
マ
イ
エ
ッ
ト
氏
講
義
筆
記

は
、
ド
イ
ツ
国
の
地
租
改
正
問
答
で
あ
る
。）
と
五
か
国
分
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
（
計
四
六
〇
頁
）。
し
か
し
、
直
税
編
中
巻
3
の
「
墺
国
直
税

便
覧
」
で
も
、
地
税
等
、
地
税
大
帳
簿
、
地
税
の
分
賦
等
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
統
計
原
理
（
一
巻
3
）、
商
法
会
所
条
令
や
相
場
会
社
規
則
、
官
省
簿
記
規
則
や
会
計
法
令
布
達
集
（
四
巻
2
、
3
、
5
、
7
）
は
、

一
七
五



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
五
六
八
）

こ
の
編
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
を
国
別
に
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

①
英
国
…
税
法
沿
革
史
（
一
巻
2
）、
英
仏
独
府
県
税
、
内
国
税
表
、
雑
税
官
必
携
・
税
法
違
犯
者
處
刑
の
件
、
大
英
国
法
令
・
漁
業
の

部
（
三
巻
4
、
6
、
11
、
13
）

②
米
国
…
大
蔵
卿
年
報
、
租
税
局
長
報
告
、
諸
税
率
納
期
略
表
、
各
国
租
税
抜
萃
書
（
米
国
関
係
の
人
頭
税
）、
仲
買
人
税
則
（
三
巻
1
、

2
、
7
、
12
）、
内
国
税
法
の
附
録
規
則
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
商
法
会
所
条
例
（
四
巻
1
、
2
）

③
仏
国
…
仏
国
租
税
論
（
一
巻
1
）、
地
籍
調
査
規
則
、
土
地
所
有
権
転
移
済
地
籍
台
帳
面
改
正
前
地
租
徴
収
法
（
二
巻
3
、
4
）、
入
市

税
則
、
英
仏
独
府
県
税
、
諸
税
率
納
期
略
表
、
間
税
罰
則
、
罰
金
規
則
、
各
国
租
税
抜
粋
書
（
仏
国
関
係
の
分
頭
税
、
塩
煙
草
専
売
等
）、

海
上
漁
猟
規
則
、
河
川
漁
猟
規
則
（
三
巻
3
、
4
、
8
、
9
、
10
、
12
、
14
、
15
）、
官
省
簿
記
規
則
、
倉
庫
規
則
（
四
巻
5
、
6
）、
仏

国
財
政
論
（
五
巻
1
）

④
独
国
…
地
租
台
帳
、
地
図
並
び
に
帳
簿
改
正
、
マ
イ
エ
ッ
ト
氏
・
地
租
改
正
問
答
、
プ
ロ
イ
セ
ン
国
収
税
官
規
則
（
二
巻
2
、
6
、

7
）、
英
仏
独
府
県
税
、
プ
ロ
イ
セ
ン
国
地
方
税
法
、
各
国
租
税
抜
粋
書
（
プ
ロ
シ
ア
国
所
得
税
及
び
人
頭
税
、
分
頭
税
）（
三
巻
4
、
5
、

12
）、
ウ
ィ
ン
府
大
蔵
省
通
達
、
バ
ー
バ
リ
ア
国
税
法
、
プ
ロ
シ
ア
国
分
等
税
及
び
分
等
収
入
税
規
則
、
プ
ロ
イ
セ
ン
国
所
得
税
徴

収
法
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
租
税
滞
納
処
分
法
（
五
巻
2
、
3
、
4
、
5
）

⑤
露
国
…
統
計
原
理
（
一
巻
3
）、
地
価
評
価
法
（
二
巻
1
）、
各
国
租
税
抜
萃
書
の
分
頭
税
（
三
巻
12
）　

⑥
白
（
ベ
ル
ギ
ー
）
国
…
地
籍
帳
保
存
規
則
（
二
巻
5
）、
会
計
法
令
布
達
類
集
（
四
巻
7
）

⑦
伊
（
イ
タ
リ
ア
）
国
…
各
国
租
税
抜
萃
書
の
煙
草
専
売
権
の
特
許
、
分
頭
税
（
三
巻
12
）

一
七
六



明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
一
五
巻
及
び
明
治
三
五
年
〜
大
正
九
年
の
東
京
税
務
監
督
局
の
内
国
税
彙
纂
八
一
冊
（
𠮷
牟
田
）

（
五
六
九
）

⑵　

税
務
雑
編
の
主
要
論
文
の
検
討

①
合
衆
王
国
税
法
沿
革
史
（
一
巻
2
）
…
英
国
の
消
費
品
等
の
税
法
の
沿
革
と
消
費
品
税
、
煙
草
及
び
嗅
煙
草
税
、
酒
精
及
び
精
酒
税
、

葡
萄
税
、
砂
糖
及
び
砂
糖
製
品
税
、
茶
税
、
コ
ー
ヒ
ー
及
び
チ
コ
リ
ィ
税
、
雑
品
税
、
麦
芽
麦
酒
及
び
そ
の
類
似
品
税
の
九
税
に
つ
い
て
、

一
八
七
〇
年
（
明
治
三
年
）
に
一
三
〇
頁
を
費
や
し
て
、
ノ
ー
ブ
ル
氏
が
詳
述
し
た
著
書
の
翻
訳
で
あ
る
。

②
米
国
大
蔵
卿
年
報
及
び
米
国
租
税
局
長
報
告
（
三
巻
1
、
2
）
…
直
税
編
で
英
国
の
明
治
三
年
の
租
税
局
長
の
統
計
年
報
（
上
巻
2
）

を
取
り
上
げ
た
が
、
米
国
の
そ
れ
に
対
応
す
る
も
の
が
、
こ
の
二
冊
で
あ
る
。
大
蔵
卿
年
報
は
、
一
八
八
四
年
（
明
治
一
七
年
）、
租
税
局

長
報
告
は
、
一
八
七
五
年
（
明
治
八
年
）
の
も
の
で
あ
る
。
年
報
の
方
は
、
組
織
別
（
管
税
官
部
、
法
規
部
、
蒸
溜
酒
精
部
、
煙
草
部
、
印
税
部
、

賦
税
部
、
計
算
部
）
に
、
事
務
成
績
、
犯
罪
者
告
発
や
処
罰
の
状
況
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
租
税
の
収
入
の
状
況
が
の
べ
ら
れ
て
お
り
、
国

の
歳
出
予
算
な
ど
の
こ
と
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
局
長
報
告
の
方
は
、
租
税
徴
収
方
法
、
訴
訟
・
調
停
の
状
況
、
収
税
官
及
び
俸
給

等
級
の
ほ
か
税
率
及
び
賦
課
徴
収
の
沿
革
、
一
八
七
五
年
の
税
率
の
増
加
、
賦
税
の
事
や
、
勧
告
す
べ
き
法
律
の
改
正
、
収
税
委
員
の
事

が
述
べ
ら
れ
、
両
書
で
一
四
二
頁
に
達
し
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
そ
れ
と
と
も
に
、
わ
が
国
の
税
務
統
計
年
報
書
（
明
治
七
年
創
刊
）
の

参
考
と
な
っ
て
い
る
。

③
バ
ー
バ
リ
ア
国
税
法
（
五
巻
2
）
…
こ
れ
よ
り
前
の
明
治
八
年
九
月
に
大
蔵
省
が
、
和
書
上
中
下
三
冊
で
出
版
し
た
も
の
の
再
録
で

あ
る
。
こ
の
明
治
八
年
の
本
に
は
大
蔵
省
雇
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
男
爵
シ
ー
ボ
ル
ト
訳
講
、
大
蔵
省
出
仕
古
賀
保
高
筆
次
と
書
か
れ
て
い
る

が
、
明
治
二
〇
年
の
税
務
雑
編
附
録
巻
に
は
、
古
賀
保
高
筆
次
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
両
書
に
全
く
同
文
の
古
賀
保
高
識
の
次

の
「
序
」
が
付
け
ら
れ
て
お
り
、
税
法
の
内
容
は
両
者
全
く
同
じ
で
あ
る
。（
た
だ
し
、
活
字
の
組
み
が
、
明
治
八
年
本
は
、
二
二
字
一
〇
行
で

あ
る
が
、
明
治
二
〇
年
本
は
四
〇
字
一
三
行
で
あ
る
た
め
、
総
頁
数
は
明
治
八
年
本
の
四
三
二
頁
に
対
し
、
明
治
二
〇
年
本
は
二
二
〇
頁
と
ほ
ぼ
半
分
で

一
七
七



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
五
七
〇
）

あ
る
（
5
）

。）

巴
華
釐
亞
國
税
法
序

輓
近
、
各
國
ノ
譯
書
上
梓
シ
テ
世
ニ
行
ハ
ル
ル
モ
ノ
汗
牛
充
棟
其
幾
多
部
ナ
ル
ヲ
知
ラ
ズ
。
然
リ
而
シ
テ
獨
リ
租
税
ノ
書
ニ
至
テ
ハ

寥
々
覯
ル
コ
ト
稀
ナ
リ
。
此
時
ニ
當
リ
此
書
ヲ
闕
ク
人
皆
以
テ
遺
憾
ト
ス
。
况
ヤ
其
官
ニ
立
チ
其
職
ニ
従
事
ス
ル
者
ニ
於
テ
ヲ
ヤ
。
盖

シ
、
理
財
ノ
運
用
ニ
関
シ
人
民
ノ
栄
枯
ニ
係
ル
者
、
租
税
法
ヨ
リ
大
ナ
ル
モ
ノ
ナ
ク
、
政
事
ノ
楨
幹
ト
謂
フ
ベ
シ
。
今
茲
ニ
、
明
治
乙

亥
二
月
、
保
高
、
大
藏
卿
ノ
命
ヲ
承
ケ
、
澳
國
男
、
亞
歴
山
徳
、
矢
伊
勃
兒
篤
氏
ニ
就
イ
テ
巴
華
釐
亞
國
租
税
法
一
篇
ヲ
譯
シ
（
此
原

書
ハ
千
八
百
六
十
三
年
「
ザ
ル
ツ
ブ
ル
グ
」
ニ
於
テ
刊
行
シ
タ
ル
「
ス
ト
イ
エ
ル
・
ゲ
セ
ー
ツ
」
ト
云
ウ
ナ
リ
）
三
月
ニ
至
リ
テ
始
テ
其
功
ヲ
竣

ム
。
夫
レ
巴
華
釐
亞
ノ
國
タ
ル
ヤ
政
體
ノ
沿
革
ハ
我
國
ト
稍
相
類
似
ス
ト
雖
モ
、
税
法
ノ
如
キ
ハ
彼
比
同
軌
ニ
至
ラ
ザ
ル
モ
ノ
ア
リ
、

及
チ
其
地
税
法
ノ
我
地
券
税
法
ト
同
ジ
カ
ラ
ザ
ル
、
免
税
、
商
工
税
ノ
未
ダ
我
ニ
於
テ
備
ワ
ザ
ル
、
家
税
、
収
入
税
、
元
金
利
息
税
ノ

未
ダ
曽
テ
行
ハ
ザ
ル
ガ
如
キ
是
ナ
リ
。
而
シ
テ
比
書
中
説
ク
所
、
規
則
極
テ
公
正
、
方
法
頗
ル
緻
密
殆
ド
備
レ
リ
ト
謂
フ
ベ
シ
。
若
シ

彼
ノ
長
ヲ
取
リ
、
我
ニ
補
フ
ア
ラ
バ
、
其
ノ
適
切
ナ
ル
、
恐
ク
ハ
他
各
國
ノ
比
ニ
ア
ラ
ザ
ル
ベ
シ
。
今
ヤ
我
國
将
ニ
租
税
法
ヲ
変
革
セ

ン
ト
ス
。
其
職
ニ
任
ズ
ル
ノ
諸
子
、
此
書
ニ
就
テ
参
稽
セ
バ
其
裨
盆
豈
尠
々
ト
云
ン
ヤ
。
保
高
素
ヨ
リ
彼
ノ
言
語
文
字
ニ
嫻
ハ
ズ
、
故

ニ
、
譯
字
ノ
妥
當
ヲ
得
ズ
、
造
語
措
辭
ノ
雅
訓
ヲ
欠
ク
者
ア
リ
ト
雖
モ
、
唯
ニ
速
成
ヲ
要
ス
ル
ヲ
以
テ
、
諸
ヲ
碩
學
ニ
質
シ
、
之
ガ
脩

飾
ヲ
ナ
ス
ニ
暇
ア
ラ
ザ
ル
ナ
リ
。
然
リ
ト
雖
モ
、
矢
伊
勃
兒
篤
氏
ノ
口
授
ス
ル
ヤ
、
微
ヲ
發
シ
幽
ヲ
闡
キ
、
旁
引
近
喩
必
ズ
其
兩
端
ヲ

叩
テ
竭
ス
。
保
高
モ
亦
、
敢
テ
疑
ヲ
遺
サ
ズ
、
反
覆
質
問
、
其
蘊
奥
ヲ
極
テ
後
筆
ス
。
彼
ノ
原
文
ニ
拘
泥
シ
或
ハ
徒
ラ
ニ
詞
藻
ヲ
粉
飾

ス
ル
モ
ノ
ニ
比
ス
レ
バ
、
其
旨
趣
ノ
適
實
ナ
ル
、
或
ハ
愈
ル
所
ナ
シ
ト
セ
ズ
。
看
者
其
レ
諸
ヲ
諒
セ
ヨ
。

一
七
八



明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
一
五
巻
及
び
明
治
三
五
年
〜
大
正
九
年
の
東
京
税
務
監
督
局
の
内
国
税
彙
纂
八
一
冊
（
𠮷
牟
田
）

（
五
七
一
）

　

明
治
八
年
乙
亥
春

大
藏
省
八
等
出
仕
古
賀
保
高
識

（
注
）
句
読
点
、
濁
点
は
、
筆
者
が
読
み
や
す
く
す
る
た
め
に
附
し
た
。

こ
の
バ
ー
バ
リ
ア
国
税
法
は
、
次
の
六
つ
の
税
法
の
条
文
全
文
の
和
訳
を
収
録
し
て
い
る
。

第
一　

地
税
法
は
、
一
八
二
八
年
（
文
政
一
〇
年
）
の
制
定
で
、
日
本
の
地
租
法
に
当
る
も
の
で
あ
る
。（
全
文
一
二
〇
条
）

第
二　

家
税
法
は
、
一
八
二
八
年
（
文
政
一
〇
年
）
の
制
定
で
、
日
本
の
家
屋
税
法
に
当
る
も
の
で
あ
る
。（
全
文
三
九
条
）

第
三　

免
税
法
は
、
一
八
三
四
年
（
天
保
四
年
）
の
制
定
で
、
日
本
の
災
害
減
免
法
に
当
る
も
の
で
あ
る
。（
全
文
一
五
条
）

第
四　

収
入
税
法
は
、
一
八
五
六
年
（
安
政
二
年
）
の
制
定
で
、
こ
のE

inekom
m
on steuer

は
日
本
の
所
得
税
法
に
当
る
も
の
で
あ

る
。（
全
文
七
二
条
）

第
五　

元
金
利
息
税
法
は
、
一
八
五
六
年
（
安
政
二
年
）
の
制
定
で
、
日
本
の
利
子
税
法
に
当
る
も
の
で
あ
る
。（
全
文
三
四
条
）

第
六　

商
工
税
法
は
、
一
八
五
六
年
（
安
政
二
年
）
の
制
定
で
、
日
本
の
営
業
税
法
に
当
る
も
の
で
あ
る
。（
全
文
六
八
条
。
た
だ
し
、
付

表
が
第
一
号
（
商
工
税
等
級
法
）、
第
二
号
（
商
工
業
税
規
則
表
）
で
合
計
八
五
頁
も
付
い
て
い
る
。）

こ
こ
で
古
賀
保
高
は
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
シ
ー
ボ
ル
ト
の
訳
の
口
述
筆
記
（
筆
次
）
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・

シ
ー
ボ
ル
ト
は
、
医
者
で
日
本
に
来
た
博
物
学
者
と
し
て
有
名
な
フ
ラ
ン
ツ
・
フ
ォ
ン
・
シ
ー
ボ
ル
ト
の
長
男
で
あ
り
、
や
は
り
同
様
に

日
本
に
来
た
外
交
官
で
、
日
本
古
代
文
化
研
究
家
で
あ
っ
た
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
シ
ー
ボ
ル
ト
の
兄
で
あ
る
。
こ
の
バ
ー
バ
リ
ア

国
税
法
を
訳
し
た
の
は
明
治
八
年
（
一
八
七
五
年
）
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
二
九
歳
の
と
き
で
あ
る
。
ア
レ
キ
サ
ン
ド
ル
は
、
一
八
六
九

一
七
九



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
五
七
二
）

年
に
二
三
歳
で
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
対
日
交
渉
の
功
労
に
対
し
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
皇
帝
か
ら
男
爵
位
を
授
与
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
一
八
七
〇
年
（
明
治
三
年
）
七
月
に
日
本
刑
部
省
、
一
八
七
三
年
（
明
治
六
年
）
の
一
月
に
正
院
出
仕
史
官
翻
訳
課
申
付
と
な
っ

て
い
る
。

そ
し
て
大
蔵
省
で
は
、
明
治
八
年
二
月
正
院
よ
り
午
後
だ
け
大
蔵
省
勤
務
と
な
り
、
五
月
に
大
蔵
省
専
属
雇
と
な
り
、
バ
ー
バ
リ
ア
税

法
は
そ
の
本
の
表
紙
に
明
治
八
年
九
月
発
行
と
あ
り
、
二
〜
三
月
の
間
で
筆
録
完
成
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
後
は
、
一
八
七
九
年
ベ
ル
リ

ン
日
本
公
使
館
。
一
九
八
二
年
井
上
外
務
卿
付
と
な
っ
て
い
る
（
6
）

。

④
マ
イ
エ
ッ
ト
氏
の
「
地
租
改
正
問
答
」（
二
巻
6
）
…
ド
イ
ツ
人
の
大
蔵
省
の
御
雇
外
国
人
マ
イ
エ
ッ
ト
氏
講
述
の
プ
ロ
イ
セ
ン
の

一
八
六
一
年
（
文
久
元
年
）
五
月
の
「
地
租
改
正
に
つ
い
て
の
問
答
」
で
、
明
治
八
年
九
月
二
七
日
か
ら
一
〇
月
二
二
日
ま
で
八
回
に
わ

た
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
（
7
）

。

第
一
回
（
九
月
二
七
日
）
…
地
租
改
正
は
、
土
地
税
と
家
屋
税
が
あ
る
が
、
今
回
は
、
土
地
税
に
つ
い
て
で
あ
る
。
課
税
方
法
は
、
こ

の
法
律
で
全
国
地
税
の
総
高
を
七
五
〇
万
円
と
定
め
、
そ
れ
を
土
地
の
純
益
高
に
応
じ
、
各
州
に
平
等
に
分
課
し
、
各
州
総
高
を
州
内
諸

郡
に
、
各
郡
税
高
を
郡
内
市
町
村
に
、
町
村
よ
り
各
地
に
分
課
す
る
。
地
租
改
正
の
純
益
を
算
出
す
る
役
員
は
、
大
蔵
省
は
大
蔵
卿
、
県

庁
内
は
最
上
委
員
、
郡
庁
内
は
中
央
委
員
と
す
る
。

第
二
回
（
九
月
三
〇
日
）
…
地
租
改
正
の
純
益
を
算
出
す
る
県
・
郡
の
委
員
は
、
県
委
員
は
大
抵
四
名
以
下
と
上
等
測
量
官
と
さ
れ
、

委
員
半
数
は
大
蔵
卿
任
命
、
半
数
は
州
会
選
出
で
あ
る
。
各
郡
に
は
、
課
税
委
員
を
置
く
が
、
半
数
は
県
官
、
半
数
は
郡
内
よ
り
総
代
を

出
す
。
こ
れ
に
下
等
測
量
官
を
付
け
た
す
。
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
、
多
年
の
平
均
純
益
額
に
課
す
る
プ
ロ
シ
ア
国
の
地
税
は
甚
だ
よ
い
の

で
あ
る
。

一
八
〇



明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
一
五
巻
及
び
明
治
三
五
年
〜
大
正
九
年
の
東
京
税
務
監
督
局
の
内
国
税
彙
纂
八
一
冊
（
𠮷
牟
田
）

（
五
七
三
）

第
三
回
（
一
〇
月
二
日
）
…
土
地
の
純
益
計
算
に
は
、
土
地
の
種
類
を
、
①
畑
地
、
②
園
地
、
③
草
地
、
④
牧
地
、
⑤
耕
地
、
⑥
湖
水

沼
地
、
⑦
不
毛
地
に
分
け
て
行
う
。

次
に
地
味
を
八
等
に
分
け
る
。

第
四
回
（
一
〇
月
一
一
日
）
…
さ
ら
に
㋐
土
地
の
性
質
（
土
質
）、
㋑
水
理
又
は
便
否
、
㋒
水
陸
の
運
路
、
㋓
住
民
に
関
す
る
件
（
市
街
と

田
野
の
住
民
の
別
、
郡
の
面
積
に
分
布
さ
れ
る
毎
方
里
の
住
民
の
数
、
都
市
及
び
村
落
の
数
、
工
商
業
の
形
況
、
都
内
貧
富
の
形
況
）、
㋔
天
産
（
鉱
物
、

森
、
食
獣
）
を
考
慮
す
る
。

第
五
回
（
一
〇
月
二
二
日
）
…
①
租
税
の
改
租
の
費
用
、
②
延
滞
を
償
う
費
用
、
③
検
地
帳
等
の
簿
冊
の
整
理
、
大
、
小
、
臨
時
検
査

の
費
用
、
④
土
地
売
買
、
譲
与
に
関
す
る
手
数
料
は
、
僅
少
で
あ
る
。
①
が
租
額
の
百
分
の
三
、
②
と
③
合
計
で
租
額
の
百
分
の
二
を
超

過
し
え
な
い
と
さ
れ
、
こ
の
う
ち
百
分
の
一
・
五
は
積
金
と
し
、
五
厘
を
編
成
費
、
検
査
の
費
用
に
供
し
、
残
り
が
あ
れ
ば
、
積
立
金
に

充
て
る
と
さ
れ
る
。
積
立
金
は
、
一
村
の
土
地
欠
損
等
に
よ
り
納
付
し
え
な
い
と
き
、
貧
困
、
疾
病
に
よ
り
貢
租
を
納
め
え
な
い
と
き
、

積
金
に
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
風
雨
蝗
害
等
に
よ
り
減
租
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
き
に
用
い
得
る
と
す
る
。

第
六
回
（
一
〇
月
二
三
日
）
…
㋕
耕
地
の
分
割
、
㋖
耕
作
の
状
況
、
㋗
土
地
の
貸
与
、
売
却
の
状
況
を
加
味
し
て
、
郡
課
税
委
員
は
地

種
別
、
等
級
別
の
一
モ
ル
ゲ
ン
純
益
高
の
等
級
表
（
様
式
指
定
）
を
作
る
。
ま
た
地
種
別
収
穫
高
の
「
等
級
度
表
」（
様
式
指
定
）
を
作
る
。

こ
の
第
六
回
で
は
、
質
問
が
一
〇
月
一
一
日
の
説
明
と
一
〇
月
一
八
日
の
説
明
に
対
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。

マ
イ
エ
ッ
ト
氏
は
、
一
八
七
六
年
（
明
治
九
年
）
東
京
医
学
校
の
ド
イ
ツ
語
及
び
ラ
テ
ン
語
教
師
と
し
て
雇
用
さ
れ
た
が
、
延
期
途
中

の
一
八
七
九
年
（
明
治
一
二
年
）
に
大
蔵
省
に
転
じ
、
大
蔵
省
顧
問
と
し
て
省
務
及
び
火
災
保
険
制
度
を
担
当
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

⑤
露
国
統
計
原
理
（
一
巻
3
）
と
地
価
評
定
法
（
二
巻
1
）
…
こ
の
四
編
一
五
巻
の
本
中
で
唯
一
、
統
計
学
を
取
り
上
げ
た
一
一
八
頁
の

一
八
一



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
五
七
四
）

本
で
あ
る
。
第
一
章 

統
計
学
の
本
義
、
第
二
章 

国
家
基
礎
力
の
起
源
、
第
三
章 

人
口
を
論
ず
、
第
四
章 

人
民
の
営
業
力
、
と
い
っ
た

国
家
基
礎
力
を
目
標
に
お
い
た
統
計
学
を
ロ
シ
ア
に
学
ぼ
う
と
し
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
一
八
七
五
年
（
明
治
八
年
）
に
イ
ワ
ノ

フ
ス
キ
ー
著
の
ペ
テ
ル
ス
ブ
ル
グ
刊
行
の
書
で
あ
る
。

地
価
評
定
法
も
、
一
八
六
二
年
（
文
久
二
年
）
ペ
テ
ル
ス
ブ
ル
グ
刊
行
の
ヤ
コ
ブ
コ
ン
ソ
ン
氏
著
の
翻
訳
で
八
二
頁
に
及
び
、
①
村
邑

地
の
種
類
（
田
地
、
圃
地
、
草
生
地
及
び
牧
畜
地
）、
②
土
地
収
入
の
計
算
（
地
位
の
査
定
、
収
入
の
計
算
）、
③
収
入
中
よ
り
生
ず
る
雑
費
及
び

差
引
計
算
、
④
最
大
利
益
の
金
額
の
計
算
と
評
価
の
慣
例
が
、
説
明
さ
れ
て
い
る
。

10　

章
程
編
の
検
討

⑴　

章
程
編
の
構
成

章
程
編
は
上
下
の
二
巻
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
が
、
他
の
編
と
異
な
り
、
国
別
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
内
容
は
、
①
人
事
（
採
用
、
配

置
、
等
級
、
職
制
、
職
員
録
等
）、
②
組
織
（
中
央
、
地
方
）、
③
事
務
章
程
（
租
税
官
心
得
・
規
則
）
等
で
あ
る
。

国
別
に
は
、
上
巻
が
英
国
と
米
国
、
下
巻
が
仏
国
と
独
国
で
あ
る
。

内
容
別
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

①
人
事
…
英
国
租
税
官
採
用
規
則
（
上
巻
1
）、
仏
国
配
置
法
並
び
に
等
級
（
下
巻
3
）、
独
国
官
省
録
抄
訳
（
大
蔵
省
職
員
及
び
オ
ス
ト
ロ

プ
ロ
イ
セ
ン
州
職
員
）（
下
巻
5
〜
7
）

②
組
織
…
米
国
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
法
律
大
全
郡
区
法
の
部
（
上
巻
3
）、
仏
国
大
蔵
省
組
織
及
び
仏
国
中
央
大
蔵
省
組
織
（
下
巻
1
、

2
）、
独
国
オ
ー
ス
ト
リ
ア
財
政
官
庁
組
織
及
び
プ
ロ
イ
セ
ン
大
蔵
省
組
織
（
下
巻
5
、
7
）

一
八
二



明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
一
五
巻
及
び
明
治
三
五
年
〜
大
正
九
年
の
東
京
税
務
監
督
局
の
内
国
税
彙
纂
八
一
冊
（
𠮷
牟
田
）

（
五
七
五
）

③
事
務
章
程
…
英
国
歳
入
税
及
び
住
家
税
収
税
官
心
得
（
上
巻
2
）、
米
国
租
税
官
章
程
及
び
米
国
租
税
法
則
提
要
（
上
巻
4
、
5
）、
仏

国
大
蔵
省
事
務
章
程
及
び
仏
国
徴
税
官
職
制
及
び
事
務
章
程
（
下
巻
1
、
4
）、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
租
税
事
務
要
覧
及
び
プ
ロ
イ
セ
ン

国
郡
収
税
吏
事
務
章
程
並
び
に
プ
ロ
イ
セ
ン
租
税
官
吏
規
則
（
下
巻
6
、
8
、
10
）

⑵　

章
程
編
の
主
要
論
文
の
検
討

①
米
国
租
税
法
則
提
要
（
上
巻
5
）
…
米
国
の
内
国
歳
入
法
令
実
務
を
詳
細
に
述
べ
て
お
り
、
現
在
、
毎
年
版
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。

“M
A
S
T
E
R
 T
A
X
 G
U
ID
E

”

の
前
身
と
み
ら
れ
る
。
内
地
収
税
委
員
の
事
か
ら
始
っ
て
蒸
溜
酒
、
蒸
溜
所
、
酒
精
印
紙
に
及
び
、
煙
草

税
に
つ
い
て
製
造
、
包
装
、
煙
草
印
紙
、
煙
草
検
査
官
に
及
ん
で
い
る
。
専
売
免
許
品
税
、
銀
行
税
、
承
継
及
び
相
続
税
か
ら
収
税
官
、

収
税
官
補
の
こ
と
ま
で
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
二
六
八
頁
に
達
し
て
い
る
。
出
版
年
、
原
著
者
は
不
明
で
あ
る
。

②
仏
国
大
蔵
省
事
務
章
程
並
び
に
組
織
（
下
巻
2
）
…
一
八
八
五
年
（
明
治
一
五
年
）
に
パ
リ
で
刊
行
さ
れ
た
ジ
ョ
サ
ー
氏
原
著
の
「
大

蔵
省
」
の
訳
で
あ
る
。
一
五
二
頁
に
及
ぶ
大
冊
で
、
大
蔵
中
央
本
省
と
財
政
官
衙
に
分
か
れ
、
事
務
が
課
単
位
で
細
か
く
規
定
さ
れ
て
い

る
。財

政
官
衙
に
は
、
直
税
局
と
登
記
局
の
二
局
が
あ
り
、
直
税
局
に
は
、
中
央
本
局
に
、
第
一
部
第
一
課
（
租
税
の
配
賦
と
営
業
税
の
賦
課
）

と
、
第
一
部
第
二
課
（
立
法
と
行
政
爭
訟
）
が
あ
る
。
第
二
部
第
一
課
が
一
般
の
事
務
で
、
第
二
部
第
二
課
が
地
籍
調
査
、
徴
税
切
符
調
成
、

配
賦
税
及
び
確
定
税
、
不
動
産
税
、
人
的
動
産
税
、
門
窓
税
、
営
業
税
の
こ
と
及
び
確
定
税
と
比
例
税
の
こ
と
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
。③

プ
ロ
シ
ア
国
租
税
官
吏
規
則
（
下
巻
10
）
…
主
要
と
い
う
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
日
本
の
明
治
・
大
正
か
ら
戦
前
の
昭
和
の
官
吏
制
度

と
の
比
較
で
興
味
が
あ
る
の
は
、
プ
ロ
シ
ア
国
で
は
、
官
吏
を
高
等
官
と
属
官
に
分
け
採
用
、
保
証
等
を
定
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

一
八
三



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
五
七
六
）

こ
れ
に
対
し
日
本
で
は
、
明
治
二
年
に
勅
任
官
、
奏
任
官
、
判
任
官
の
別
を
大
政
官
職
員
令
で
定
め
て
い
る
が
、
明
治
一
九
年
の
高
等

宮
官
等
俸
給
令
で
、
高
等
官
を
勅
任
官
、
奏
任
官
と
す
る
な
ど
を
定
め
、
明
治
二
三
年
の
各
省
官
制
通
則
で
、
各
省
の
判
任
官
を
属
と
呼

ぶ
こ
と
と
さ
れ
た
。
こ
の
段
階
で
、
日
本
も
プ
ロ
イ
セ
ン
同
様
の
高
等
官
、
属
で
同
じ
構
成
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
日
本
は
、
明
治
二
三

年
で
高
等
官
八
、四
三
二
人
、
判
任
官
三
五
、三
七
〇
人
で
あ
っ
た
。
日
本
の
税
務
官
吏
は
、
明
治
二
九
年
で
、
高
等
官
一
四
六
人
、
税
務

属
は
五
、二
〇
〇
人
が
定
員
と
さ
れ
て
い
た
（
8
）

。

第
二　

明
治
三
五
年
│
大
正
九
年
の
東
京
税
務
監
督
局
の
内
国
税
彙
纂

1　

出
版
の
概
要

内
国
税
彙
纂
と
は
、
明
治
三
五
年
か
ら
大
正
九
年
ま
で
に
、
東
京
税
務
監
督
（
管
理
）
局
が
約
二
〇
年
に
わ
た
り
、
合
計
八
一
冊
を
出

版
し
て
き
た
外
国
税
制
調
査
半
分
、
国
内
事
業
等
の
調
査
半
分
の
調
査
研
究
論
集
（
調
査
時
報
）
で
あ
る
。

各
号
は
、
一
つ
の
報
告
か
ら
な
る
も
の
が
多
い
が
、
五
つ
以
上
の
項
目
、
続
き
も
の
の
一
部
を
分
割
し
た
も
の
も
あ
る
。
そ
の
概
況
は
、

次
の
表
1
〜
表
3
で
示
す
と
お
り
で
あ
る
。

次
に
、
租
税
関
係
の
調
査
報
告
に
限
ら
ず
全
部
の
報
告
の
う
ち
頁
数
の
多
い
も
の
と
、
含
む
号
数
の
多
い
も
の
を
掲
げ
て
み
た
。
編
修

者
が
力
を
入
れ
た
重
要
な
も
の
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。（
表
4
、
5
及
び
表
6
参
照
）

2　
「
内
国
税
彙
纂
」
の
所
在

内
国
税
彙
纂
の
第
一
号
は
、
明
治
三
五
年
五
月
二
八
日
に
、
編
集
兼
発
行
者
東
京
税
務
管
理
局
と
し
て
発
行
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
税
務

一
八
四



明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
一
五
巻
及
び
明
治
三
五
年
〜
大
正
九
年
の
東
京
税
務
監
督
局
の
内
国
税
彙
纂
八
一
冊
（
𠮷
牟
田
）

（
五
七
七
）

表 1　暦年別発行数
年　次 発行数 年　次 発行数
明　35 3 大　元（明治45） 2
36 12 2 7
37 9 3 6
38 7 4 3
39 3 5 1
40 3 6 2
41 1 7 1
42 8 8 1
43 3 9 1
44 8

合　計 81
（注） 　内国税彙纂は、79号までが判明しているが、 4号の 2（明治36年）と13

号の次に号外（明治36年）が発行されているので合計81冊である。これに、
索引 1冊を加えると82冊になる。

表 2　標題数別号数
標題数別号数分布

標題数別 1 2 3 4 5 7 計
合計号数（数） 66 8 4 1 1 1 81
延べ件数（件） 66 16 12 4 5 7 110

（注） 　81号に延べ110件の報告等が掲載され、上欄から 1号 1報告書の号が66あ
り、 1号当りの報告等が平均1.4件であることが分かる。

　　　下欄は、報告等の合計が110であることを示す。

表 3　国別・税目別外国租税関係件数
税目別

国別 直税 所得 地租 相続他 酒税 砂糖 その他 地方税 計

フランス 3 3 2 1 9
アメリカ 1 2 3 6
ドイツ 1 3 4 1 2 1 4 1 17
イギリス 2 1 1 1 2 7
各国比較 1 1 3 5
諸　国 1 1 2 1 5
計 1 9 10 2 7 10 6 4 49

⑴　国別にはドイツの調査・報告が17で 1 位であり、次いでフランス、イギリ
ス、アメリカである。
⑵　税目別では、地租と砂糖税が10で 1 位、次いで所得税、酒税である。
⑶　総延件数110件のうち、外国租税関係が49件と全体の45％に当り、内国税彙
纂というが、半分は外国税の翻訳調査で、明治20年の外国租税調査の続編と
みることもできる。

号 号

一
八
五



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
五
七
八
）

表 4　国別・税目別外国租税関係件数比率
税目別

国別 直税 所得 地租 相続他 酒税 砂糖 その他 地方税 計

フランス
33.3 30.0 28.6 10.0 18.3

33.3 33.3 22.2 11.1 100.0

アメリカ
11.1 28.6 30.0 12.2

16.7 33.3 50.0 100.0

ドイツ
10.0 33.3 40.0 50.0 28.6 10.0 66.9 25.0 34.6

5.9 17.7 23.5 5.9 11.8 5.9 23.5 5.9 100.0

イギリス
22.2 10.0 50.0 10.0 50.0 14.8

28.5 28.5 14.3 14.3 42.9 100.0

各国比較
10.0 14.2 30.0 10.2

20.0 20.0 60.0 100.0

諸　国
10.0 10.0 33.3 25.0 10.2

20.0 20.0 40.0 20.0 100.0

計
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

　　2.0 18.4 20.4 4.1 14.3 20.4 12.2 8.2 100.0

〈注〉⑴　イ国別では、ドイツが最大で全体の34.6％、約1/3である。
　　⑵ 　税目別では、地租関係と砂糖消費税が共に件数の20％、約1/5づつであ

る。

表 5　頁数の多い報告、調査等の一覧

報告、調査等 頁数 掲載号数 順位

1）英国地方税報告（森賢吾） P516 第1、3、28 2

2）仏国・田家之所有地（ア・スーソン、小出拙蔵訳） P169 第14、18、19 10

3）独国・製糖調査報告（下斗米半治） P235 第11 7

4）沖縄法制史（大蔵省主税局） P90 第8 13

5）小笠原島調査復令書（平野貞次、丹波鉄治） P517 第1、4の1、48、49 1

6）本邦地方財政 P297 第5 6

7）塩業視察報告（田代保） P115 第13 12

8）地租関係書類彙纂（大蔵省主税局編） P264＋66 号外 5

9）フランスの租税（小出拙蔵訳） P198 第33 8

10）米国租税制度 P118 第78 11

11）各国租税制度の概要 P178 第79 9

12）砂糖消費税に関する調査報告等 P470 第1、9、12、18、19 3

13）酒類の検査監督（松田健彦） P417 第2、15、18 4

一
八
六



明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
一
五
巻
及
び
明
治
三
五
年
〜
大
正
九
年
の
東
京
税
務
監
督
局
の
内
国
税
彙
纂
八
一
冊
（
𠮷
牟
田
）

（
五
七
九
）

監
督
局
官
制
が
、
同
年
一
一
月
五
日
付
で
施
行
さ
れ
た
の
で
、
第
三
号
か
ら
東
京
税
務
監
督
局
発

行
と
な
り
、
そ
れ
か
ら
大
正
九
年
六
月
の
七
九
号
ま
で
（
四
号
の
二
、
あ
と
、
明
治
三
六
年
一
一
月
の

号
外
一
冊
を
加
え
）
八
一
冊
が
発
行
さ
れ
て
い
（
9
）

る
（
10
）

。

な
お
、
戦
前
の
大
蔵
省
文
庫
の
在
庫
目
録
は
、
大
蔵
財
務
協
会
の
雑
誌
「
財
政
」
の
昭
和
一
二

年
三
月
号
か
ら
六
月
号
ま
で
に
、
高
楯
俊
大
蔵
省
文
庫
長
に
よ
り
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
は

明
治
三
五
年
か
ら
明
治
四
三
年
の
四
三
号
ま
で
は
、
発
行
順
に
全
部
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
明
治

四
四
年
以
降
は
断
続
的
で
あ
る
。

現
在
、
大
蔵
省
以
外
で
こ
の
内
国
税
彙
纂
を
集
め
て
い
る
の
は
、
国
定
国
立
図
書
館N

D
L
-

O
P
A
C

に
、
第
一
号
│
第
三
一
号
及
び
索
引
一
冊
（
欠
が
あ
る
た
め
計
二
〇
冊
）、N

A
C
S
IS
-C
A
T

子
書
雑
情
報
に
、
一
か
ら
六
〇
ま
で
の
番
号
を
付
し
て
、
六
〇
冊
が
所
在
す
る
と
さ
れ
、
民
間
で

は
一
番
多
い
所
有
状
況
で
あ
る
。
大
学
図
書
館
は
、
阪
大
の
二
〇
冊
が
多
い
方
で
、
一
橋
大
、
京

大
、
同
志
社
大
等
は
三
〜
五
冊
程
度
所
有
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
目
録
等
を
精
査
し
て
、
全
七
九
号
プ
ラ
ス
二
号
合
計
八
一
号
と
索
引
号
の
標
題
、
出

版
年
月
、
頁
数
を
明
ら
か
に
し
、
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
等
の
研
究
標
題
の
統
合
、
分
割
に
努
め
、
内
容

の
研
究
を
行
っ
た
の
が
、
本
稿
で
あ
る
。

表 6　発行号数の多い報告、調査等

報告、調査等 発行号数 合計号数

1　小笠原島調査復命書 第1、4の1、48、49号 4

2　砂糖消費税に関する調査報告等 第1、9、12、18、19号 5

3　機業沿革調査（西陣、長浜、丹後等） 第24、25、30、77号 4

4　醤油・味噌・研究報告 第38、45 ～ 47、50、53、
55、56、58、61 ～ 64号 14

5　（酒類）醸造業指導に関する実績 第51、59、69、73号 4

発行号数が 4号以上のものを掲げた。

号

一
八
七



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
五
八
〇
）

3　

内
国
税
彙
纂
細
目
録

明
治
三
五
年

第
一
号　

1）　

英
国
地
方
税
ニ
関
ス
ル
報
告
（
一
）　

森
賢
吾
復
命
書　

P
47　

（
一
九
〇
二
年
五
月
）　

2）　

砂
糖
消
費
税
法
施
行
参
考

書　

P
29　

3）　

小
笠
原
島
調
査
復
命
書　

第
一
巻
（
平
野
与
次
及
ビ
丹
波
鉄
弥
）　

P
154　

4）　

小
笠
原
島
製
糖
同
業
組
合
定
款　

P
281　

5）　

砂
糖
消
費
税
法
施
行
方
報
告　

P
12　

6）　

砂
糖
消
費
税
法
取
締
要
目　

P
10　

7）　

砂
糖
製
造
取
引
調
査
書　

P
60

第
二
号　

1）　

北
米
合
衆
国
酒
類
検
査
監
督
ニ
関
ス
ル
調
査
事
項　
（
松
田
健
彦
復
命
）　

P
339　

（
一
九
〇
二
年
一
一
月
）　

2）　

ド
イ
ツ

会
計
検
査
官
（
検
査
院
）
コ
ン
ゲ
氏
意
見
書　
（
会
計
検
査
院
法
案
ニ
対
ス
ル
意
見
）　

P
8

第
三
号　

英
国
地
方
財
政
取
調
復
命
書
（
二
）　
（
森
賢
吾
）　

P
103　

（
一
九
〇
二
年
一
二
月
）

明
治
三
六
年

第
四
号
ノ
一　

小
笠
原
島
調
査
復
命
書
第
二
巻
（
平
野
与
次
及
ビ
丹
波
鉄
弥
）P

186　
（
一
九
〇
三
年
）

第
四
号
ノ
二　

1 

萬
国
自
由
貿
易
協
会
調
書　

砂
糖
問
題
及
ブ
リ
ュ
セ
ル
会
議　

P
20　

（
一
九
〇
三
年
）　

2 

売
買
地
ノ
事　
（
沽
券
ノ

問
ニ
対
シ
テ
言
フ
）　

P
6

第
五
号　

地
方
財
政
ノ
現
況　

P
297　

（
一
九
〇
三
年
）

第
六
号　

北
米
合
衆
国
ニ
於
ケ
ル
米
作
ニ
関
ス
ル
調
査
報
告　
（
森
広
）　
（
農
商
務
省
商
工
局
臨
時
報
告
転
載
）　

P
59　

（
一
九
〇
三
年
五
月
）

第
七
号　

1）　

仏
国
に
お
け
る
「
ア
ル
コ
ー
ル
」

税
沿
革
及
び
現
行
法　

P
30　

2）　

一
八
八
七
年
ニ
於
ケ
ル
（
仏
国
）
元
老
院
通

常
会
議　

同
年
二
月
七
日
ノ
会
議
筆
記
録　

衛
生
上
、
道
徳
上
、
国
庫
ノ
収
入
上
ノ
三
点
ヨ
リ
研
究
シ
「
ア
ル
コ
ー
ル
」
ノ
消
費
ニ

関
シ
速
ニ
編
成
ス
ル
コ
ト
ヲ
求
メ
ラ
レ
タ
ル
報
告
委
員
会
ノ
名
義
ニ
テ
提
出
セ
ル
報
告
書　
（
ボ
ー
シ
ユ
県
選
出
元
老
院
議
員
ク
ロ
ー
ド

一
八
八



明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
一
五
巻
及
び
明
治
三
五
年
〜
大
正
九
年
の
東
京
税
務
監
督
局
の
内
国
税
彙
纂
八
一
冊
（
𠮷
牟
田
）

（
五
八
一
）

氏
）　

P
28　

3）　

仏
国
に
お
け
る
葡
萄
酒
産
出
額　

P
42　

（
一
九
〇
三
年
五
月
）

第
八
号　

沖
縄
法
制
史　
（
大
蔵
主
税
局
編
）　

P
90　

（
一
九
〇
三
年
一
〇
月
）

第
九
号　

1）　

砂
糖
条
約
ニ
関
ス
ル
法
案　

P
2

　
（
一
九
〇
三
年
一
〇
月
）　

2）　

露
国
ニ
於
ケ
ル
甜
菜
ノ
栽
培
及
ビ
砂
糖
業　

P
6

　

3）　

仏
国
所
得
税
法
案
批
評　

P
4

第
一
〇
号　

1）　

ド
イ
ツ
ニ
於
ケ
ル
雹
害
保
険
問
題
│
学
理
的
、
歴
史
的
、
批
評
的
観
察　
（
ズ
ツ
ク
ス
オ
ン
ト
著
）　

P
42　

（
一
九
〇
三

年
一
一
月
）　

2）　

保
険
字
彙
抄
録　
（
英
ワ
ル
フ
オ
ー
ド
著
）　

P
11

第
一
一
号　

ド
イ
ツ
国
製
糖
調
査
報
告　
（
下
斗
米
半
治
）　

附
自
第
一
図
至
第
二
二
図　

P
235　

（
一
九
〇
三
年
一
一
月
）

第
一
二
号　

1）　

仏
国
ア
・
ス
ー
ソ
ン
著　

小
出
拙
藏
譯　

田
家
之
所
有
地　

第
一
編　

P
37　

（
一
九
〇
三
年
一
一
月
）　

2）　

矢
橋
技

師　

建
築
に
関
す
る
説
話　

P
43　

3）　

明
治
三
三
年
度　

一
段
歩
当
リ
国
税
地
方
税
額
調
及
納
額
表　

P
3

第
一
三
号　

塩
業
視
察
報
告　
（
田
代
保
）　

P
115　

（
一
九
〇
三
年
一
一
月
）

号　

外　

地
租
関
係
書
類
彙
纂
（
大
蔵
省
主
税
局
編
）　

P
264

＋66　
（
一
九
〇
三
年
一
一
月
）

明
治
三
七
年

第
一
四
号　

1）　

豪
州
土
地
所
有
権
法　

P
37　

（
一
九
〇
四
年
二
月
）　

2）　

仏
国
ア
・
ス
ー
ソ
ン
著　

田
家
之
所
有
地　

第
二
、
三
編　

P
61

第
一
五
号　

ド
イ
ツ
ニ
於
ケ
ル
酒
精
『
カ
ル
テ
ル
』
論　

P
43　

（
一
九
〇
四
年
二
月
）

第
一
六
号　

仏
国
一
般
所
得
税
法
案
及
ビ
説
明
書　

P
39　

（
一
九
〇
四
年
二
月
）

第
一
七
号　

1）　

ス
ェ
ー
デ
ン
国
制
度　

P
46　

（
一
九
〇
四
年
三
月
）　

2）　

ノ
ー
ル
ウ
ェ
国
制
度　

P
54　

3）　

デ
ン
マ
ー
ク
国
制
度　

一
八
九



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
五
八
二
）

P
36　

4）　

ベ
ル
ギ
ー
国
制
度　

P
54

第
一
八
号　

1）　

仏
国
ア
・
ス
ー
ソ
ン
著　

田
家
之
所
有
地　

第
四
編　

P
47　
（
一
九
〇
四
年
四
月
）　

2）　

ド
イ
ツ
外
一
五
国　

砂
糖

税
ニ
関
ス
ル
方
式
、
税
率
、
納
期
ノ
件　

P
19　

3）　

フ
ラ
ン
ス
外
五
国　

麦
酒
税
ニ
関
ス
ル
方
式
、
税
率
、
納
期
ノ
件　

P
24　

4）　

フ
ラ
ン
ス
外
八
国　

酒
精
税
ニ
関
ス
ル
方
式
、
税
率
、
納
期
ノ
件　

P
7

　

5）　

ベ
ル
ギ
ー
外
四
国　

葡
萄
酒
税
ニ
関
ス
ル
方

式
、
税
率
、
納
期
ノ
件　

P
14

第
一
九
号　

1）　

万
国
砂
糖
会
議
前
後
ニ
於
ケ
ル
砂
糖
ノ
趨
勢　

P
15　

（
一
九
〇
四
年
四
月
）　

2）　

仏
国
ア
・
ス
ー
ソ
ン
著　

田
家
之

所
有
地　

第
五
編　

P
24

第
二
〇
号　

ド
イ
ツ
帝
国
印
紙
税　

P
37　

（
一
九
〇
四
年
五
月
）

第
二
一
号　

1）　

仏
国
大
蔵
省
編
纂　

欧
州
動
産
財
政　

露
西
亜
ノ
部　

P
29　

（
一
九
〇
四
年
六
月
）　

2）　

仏
国
現
行
・
地
籍
台
帳
論

（
一
）　

仏
国
治
安
裁
判
所
判
事
エ
ヌ
・
ジ
ー
・
ピ
ー
・
ヘ
ン
ヌ
カ
ン
氏
発
行　

P
32

第
二
二
号　

1）　

大
蔵
省
主
税
局
長　

目
賀
田
種
太
郎　

欧
米
各
国
被
差
遣
復
命
書　

一
部
分　
（
一
九
〇
四
年
）　

⑴P
25　

⑵P
16　

⑶P
27　

⑷P
3

　

2）　

仏
国
大
蔵
省
編
纂　

欧
州
動
産
財
政
・
仏
国
ノ
部
上　

P
37　

3）　

仏
国
現
行
・
地
籍
台
帳
論
（
二
）　

仏

国
治
安
裁
判
所
判
事
エ
ヌ
・
ジ
ー
・
ピ
ー
・
ヘ
ン
ヌ
カ
ン
氏
発
行　

P
30

明
治
三
八
年

第
二
三
号　

欧
米
各
国
ニ
於
ケ
ル
砂
糖
ニ
関
ス
ル
制
度　
（
一
九
〇
五
年
二
月
）

第
二
四
号　

西
陣
機
業
沿
革
調
査
書　
（
一
九
〇
五
年
三
月
）

第
二
五
号　

1）　

長
浜
縮
緬
機
業
沿
革
調
査
書　
（
一
九
〇
五
年
三
月
）　

2）　

丹
後
機
業
沿
革
調
査
書

一
九
〇



明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
一
五
巻
及
び
明
治
三
五
年
〜
大
正
九
年
の
東
京
税
務
監
督
局
の
内
国
税
彙
纂
八
一
冊
（
𠮷
牟
田
）

（
五
八
三
）

第
二
六
号　

税
務
監
督
局
技
手
佐
藤
保
吉
・
韓
国
出
張
調
査
事
項
報
告　
（
一
九
〇
五
年
七
月
）

第
二
七
号　

1）　

植
民
制
度
論　

第
一
編　
（
一
九
〇
五
年
七
月
）　

2）　

仏
国
現
行
・
地
籍
台
帳
論
（
三
）
仏
国
治
安
裁
判
所
判
事
エ

ヌ
・
ジ
ー
・
ピ
ー
・
ヘ
ン
ヌ
カ
ン
氏
発
行　

3）　

仏
国
植
民
地
財
政
制
度

第
二
八
号　

英
国
地
方
財
政
取
調
復
命
書
（
三
）〈
森
賢
吾
〉　P
366　
（
一
九
〇
五
年
一
〇
月
）

第
二
九
号　

1）　

議
員
外
委
員
提
出　

所
得
税
概
報　
（
一
九
〇
五
年
一
〇
月
）　

2）　

仏
国
大
蔵
省
編
纂　

欧
州
動
産
財
政　

仏
国
ノ
部

下

明
治
三
九
年

第
三
〇
号　

1）　

織
物
一
班　
（
一
九
〇
六
年
四
月
）　

2）　

絹
糸
鑑
定
法　

3）　

織
物
繊
維
試
験
方
法

第
三
一
号　

米
国
『
ア
ル
コ
ー
ル
』
税
廃
止
法
案
並
ニ
此
ニ
関
ス
ル
諸
評
論
抄
訳
（
一
九
〇
四
〜
一
九
〇
五
年
）　
（
一
九
〇
六
年
六
月
）

第
三
二
号　

大
ブ
リ
テ
ン
及
ビ
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
ニ
於
ケ
ル
所
得
税
摘
要　
（
一
九
〇
六
年
六
月
）

明
治
四
〇
年

第
三
三
号　

フ
ラ
ン
ス
ノ
租
税　
（
小
出
拙
臓
訳
）　
（
一
九
〇
七
年
七
月
）　

P
198

第
三
四
号　

ド
イ
ツ
帝
国
火
酒
税
法
規　
（
一
九
〇
七
年
八
月
）

第
三
五
号　

世
界
各
国
手
形
印
紙
税　
（
一
九
〇
七
年
一
二
月
）

明
治
四
一
年

第
三
六
号　

プ
ロ
シ
ア
地
方
税
改
革
始
末
・
附
プ
ロ
シ
ア
地
方
團
體
公
課
法　

P
76　

（
一
九
〇
八
年
一
月
）

一
九
一



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
五
八
四
）

明
治
四
二
年

第
三
七
号　

仏
国
焼
酎
蒸
溜
業
者
ノ
手
引　
（
一
九
〇
九
年
三
月
）

第
三
八
号　

醤
油
ノ
酵
母
菌
類
ニ
関
ス
ル
研
究
報
告　

第
一
集　
（
一
九
〇
九
年
七
月
）

第
三
九
号　

一
九
〇
九
年
三
月
一
〇
日
仏
国
下
院
ヲ
通
過
シ
タ
ル
所
得
税
法
案　
（
一
九
〇
九
年
八
月
）

第
四
〇
号　

一
八
九
一
年
六
月
公
布
、
一
九
〇
六
年
六
月
改
正　

プ
ロ
シ
ア
王
国
所
得
税
法　
（
一
九
〇
九
年
八
月
）

第
四
一
号　

ド
イ
ツ
帝
国
財
政
改
革
要
領　

付
理
由
書　

P
34

＋24　
（
一
九
〇
九
年
八
月
）

第
四
二
号　

ド
イ
ツ
ニ
於
ケ
ル
土
地
増
価
税　
（
一
九
〇
九
年
九
月
）

第
四
三
号　

各
国
租
税
賦
課
法
綱
要　

P
469　
（
一
九
〇
九
年
九
月
）

第
四
四
号　

醤
油
ニ
関
ス
ル
化
学
的
研
究
報
告　
（
一
九
〇
九
年
一
〇
月
）

明
治
四
三
年

第
四
五
号　

醤
油
ノ
酵
母
菌
類
ニ
関
ス
ル
研
究
報
告　

第
二
集　
（
一
九
一
〇
年
）

第
四
六
号　

醤
油
ノ
酵
母
菌
類
ニ
関
ス
ル
研
究
報
告　

第
三
集　
（
一
九
一
〇
年
）

第
四
七
号　

醤
油
及
ビ
味
噌
ニ
関
ス
ル
研
究
報
告　

第
四
集　
（
一
九
一
〇
年
一
〇
月
）

明
治
四
四
年

第
四
八
号　

伊
豆
七
島
状
況
視
察
復
命
書　

第
三
巻　
（
一
九
一
一
年
三
月
）

第
四
九
号　

伊
豆
七
島
状
況
視
察
復
命
書　

第
四
巻　
（
一
号
、
四
号
の
一
、
四
八
号
及
び
四
九
号
ま
で
の
合
計P

517

）　
（
一
九
一
一
年
）

第
五
〇
号　

醤
油
及
ビ
味
噌
ニ
関
ス
ル
研
究
報
告　

第
五
集　
（
一
九
一
一
年
）

一
九
二



明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
一
五
巻
及
び
明
治
三
五
年
〜
大
正
九
年
の
東
京
税
務
監
督
局
の
内
国
税
彙
纂
八
一
冊
（
𠮷
牟
田
）

（
五
八
五
）

第
五
一
号　

醸
造
業
指
導
ニ
関
ス
ル
事
蹟
（
一
）　
（
一
九
一
一
年
六
月
）

第
五
二
号　

英
独
両
国
土
地
増
価
税
法　

P
74　

（
一
九
一
一
年
七
月
）

第
五
三
号　

醤
油
及
ビ
味
噌
ニ
関
ス
ル
研
究
報
告　

第
六
集　
（
一
九
一
一
年
）

第
五
四
号　

ド
イ
ツ
帝
国
印
紙
税
法　
（
一
九
一
一
年
一
二
月
）

第
五
五
号　

醤
油
及
ビ
味
噌
ニ
関
ス
ル
研
究
報
告　

第
七
集　
（
一
九
一
一
年
一
二
月
）

明
治
四
五
年

第
五
六
号　

醤
油
ニ
関
ス
ル
研
究
報
告　

第
八
集　
（
一
九
一
二
年
三
月
）

大
正
元
年

第
五
七
号　

兵
役
税
論　
（
一
九
一
二
年
一
〇
月
）

大
正
二
年

第
五
八
号　

醤
油
醸
造
関
係
事
項
及
ビ
味
醂
麹
ニ
関
ス
ル
研
究
報
告　

第
九
集　
（
一
九
一
三
年
三
月
）

第
五
九
号　

醸
造
業
指
導
ニ
関
ス
ル
事
蹟
（
二
）　
（
一
九
一
三
年
四
月
）

第
六
〇
号　

地
租
立
法
例　
（
一
九
一
三
年
五
月
）

第
六
一
号　

醤
油
ニ
関
ス
ル
研
究
報
告　

第
十
集　
（
一
九
一
三
年
五
月
）

第
六
二
号　

醤
油
ニ
関
ス
ル
研
究
報
告　

第
十
一
集　
（
一
九
一
三
年
）

第
六
三
号　

醤
油
ニ
関
ス
ル
研
究
報
告　

第
十
二
集　
（
一
九
一
三
年
一
二
月
）

第
六
四
号　

醤
油
ニ
関
ス
ル
研
究
報
告　

第
十
三
集　
（
一
九
一
三
年
一
二
月
）

一
九
三



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
五
八
六
）

大
正
三
年

第
六
五
号　

ド
イ
ツ
帝
国
相
続
税
法　
（
一
九
一
四
年
一
月
）

第
六
六
号　

英
国
相
続
税
法
概
要　
（
一
九
一
四
年
一
月
）

第
六
七
号　

ハ
ン
ガ
リ
ー
ニ
於
ケ
ル
税
制
改
革　
（
一
九
一
四
年
二
月
）

第
六
八
号　

セ
ル
ビ
ア
国
租
税
制
度
概
要　
（
一
九
一
四
年
二
月
）

第
六
九
号　

醸
造
業
指
導
ニ
関
ス
事
績
（
三
）　
（
一
九
一
四
年
）

第
七
〇
号　

ド
イ
ツ
帝
国
ノ
臨
時
非
常
兵
事
税
法
及
ビ
財
産
増
加
税
法　
（
一
九
一
四
年
七
月
）

大
正
四
年

第
七
一
号　

ド
イ
ツ
ノ
直
接
税
制
度　
（
一
九
一
五
年
三
月
）

第
七
二
号　

北
米
合
衆
国
所
得
税
法
│
一
九
一
三
年
│　

P
22　

（
一
九
一
五
年
五
月
）

第
七
三
号　

醸
造
業
指
導
ニ
関
ス
ル
事
績
（
四
）　
（
一
九
一
五
年
）

大
正
五
年

第
七
四
号　

英
国
所
得
税
法　
（
一
九
一
六
年
九
月
）

大
正
六
年

第
七
五
号　

戦
前
ド
イ
ツ
営
業
者
ノ
租
税
負
担
ニ
関
ス
ル
研
究
（
一
）
最
近
ド
イ
ツ
商
工
業
ノ
発
達　
（
一
九
一
七
年
八
月
）

第
七
六
号　

戦
前
ド
イ
ツ
営
業
者
ノ
租
税
負
担
ニ
関
ス
ル
研
究
（
二
）
所
得
税
及
び
財
産
税　
（
一
九
一
七
年
八
月
）

一
九
四



明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
一
五
巻
及
び
明
治
三
五
年
〜
大
正
九
年
の
東
京
税
務
監
督
局
の
内
国
税
彙
纂
八
一
冊
（
𠮷
牟
田
）

（
五
八
七
）

大
正
七
年

第
七
七
号　

メ
リ
ヤ
ス
及
ビ
フ
エ
ル
ト
ニ
関
ス
ル
調
査　
（
一
九
一
八
年
一
〇
月
）

大
正
八
年

第
七
八
号　

米
国
租
税
制
度　

P
118　

（
一
九
一
九
年
七
月
）

大
正
九
年

第
七
九
号　

各
国
租
税
制
度
ノ
概
要　

P
178

＋
付
録　
（
一
九
二
〇
年
六
月
）

4　

内
国
税
彙
纂
の
検
討

（
1
）
は
じ
め
に

内
国
税
彙
纂
に
つ
い
て
は
、
明
治
三
五
年
五
月
二
八
日
に
そ
の
第
一
号
が
出
版
さ
れ
、
そ
の
索
引
が
明
治
三
七
年
八
月
に
出
版
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
「
索
引
内
訳
」
は
三
七
六
頁
で
、
彙
纂
第
一
号
か
ら
第
二
二
号
ま
で
に
つ
い
て
は
、「
酒
類
検
査
監
督
ノ
部
」
と
か
、「
英
国

地
方
税
ノ
部
」
と
か
、
部
分
け
を
し
て
あ
り
、
同
じ
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
も
の
は
、
何
号
か
を
一
緒
に
し
、
又
は
同
じ
号
で
も
内
容
が
異

な
る
も
の
は
、
分
離
し
て
別
の
部
に
含
ま
せ
て
い
る
。

実
例
を
挙
げ
る
と
、
初
め
の
部
は
「
砂
糖
消
費
税
及
砂
糖
に
関
す
る
取
調
の
部
」
で
あ
る
。
こ
の
部
に
は
、
第
一
号
「
⑴
英
国
地
方
税

に
関
す
る
報
告
」
を
除
い
た
第
一
号
の
⑵
か
ら
⑺
ま
で
が
属
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
（
11
）

。

第
二
番
目
の
部
は
「
砂
糖
条
約
に
関
す
る
法
案
そ
の
他
砂
糖
に
関
す
る
部
」
と
さ
れ
、
こ
の
部
に
第
九
号
の
「
⑴
砂
糖
条
約
に
関
す
る

法
案
」
と
「
⑵
露
国
に
於
け
る
甜
菜
の
栽
培
及
砂
糖
業
」
が
含
め
ら
れ
て
い
る
。
九
号
⑶
は
仏
の
〝
所
得
税
法
案
〞
関
係
な
の
で
、
こ
の

一
九
五



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
五
八
八
）

部
か
ら
除
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
第
一
八
号
の
「
⑵
ド
イ
ツ
外
一
五
ヶ
国
砂
糖
税
に
関
す
る
方
式
、
税
率
、
納
期
の
件
」
が
こ

の
部
に
含
ま
れ
て
い
る
。
一
八
号
の
⑴
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
「
田
家
之
所
有
地
」、
⑶
か
ら
⑸
は
、
麦
酒
税
、
酒
精
税
、
葡
萄
酒
税
に
関
す

る
方
式
等
で
、
砂
糖
と
異
な
る
の
で
こ
の
部
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
。

第
三
番
目
の
部
は
、「
砂
糖
に
関
す
る
取
調
書
の
部
」
で
あ
り
、
こ
こ
に
第
一
一
号
〝
ド
イ
ツ
国
製
糖
調
査
報
告
〞
全
部
（
二
三
五
頁
に

附
図
二
二
）
と
、
第
一
九
号
「
⑴
万
国
砂
糖
会
議
前
後
に
於
け
る
砂
糖
の
趨
勢
」
が
属
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
様
に
長
く
引
用
し
た
の
は
、
内
国
税
彙
纂
全
八
一
冊
を
こ
の
彙
纂
の
索
引
の
よ
う
に
、
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
し
た
形
で
整
理
し
て
示
し

た
方
が
研
究
上
適
当
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

（
2
）
主
要
な
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
項
目
又
は
重
要
な
個
別
項
目
と
そ
の
検
討

①
砂
糖
消
費
税
と
砂
糖
に
関
す
る
調
査

㋐
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
…
第
一
号
⑵
⑶
⑷
⑸
⑹
⑺
に
第
四
号
ノ
二
、
第
九
号
⑴
⑵
、
第
一
一
号
、
第
一
八
号
⑵
及
び
第
一
九
号
⑴
（
明
治

三
五
年
〜
三
七
年
）

㋑
検
討
…
す
で
に
こ
の
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
に
つ
い
て
は
、（
1
）で
相
当
述
べ
た
が
、
第
九
号
⑵
の
「
ロ
シ
ア
の
甜
菜
の
栽
培
及
び
砂
糖

業
」、
第
一
一
号
の
「
ド
イ
ツ
国
製
糖
調
査
報
告
」
で
は
、
甜
菜
糖
の
農
業
的
調
査
、
工
場
概
況
と
製
糖
法
、
精
製
業
か
ら
わ
が
国
の
甜

菜
糖
業
に
関
す
る
意
見
、
万
国
砂
糖
条
約
ま
で
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

②
酒
類
の
検
査
監
督
及
び
指
導

㋐
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
…
第
二
号
（
⑴
米
国
の
酒
類
の
検
査
監
督
に
関
す
る
調
査
、
⑵
ド
イ
ツ
会
計
検
査
院
の
酒
類
の
検
査
監
督
に
関
す
る
意
見
書
）、

第
七
号
（
仏
国
に
お
け
る
ア
ル
コ
ー
ル
課
税
の
沿
革
と
現
行
法
上
の
問
題
点
│
衛
生
上
、
道
徳
上
、
国
庫
の
収
入
上
の
元
老
院
会
議
意
見
）
及
び
第

一
九
六



明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
一
五
巻
及
び
明
治
三
五
年
〜
大
正
九
年
の
東
京
税
務
監
督
局
の
内
国
税
彙
纂
八
一
冊
（
𠮷
牟
田
）

（
五
八
九
）

一
五
号
（
ド
イ
ツ
に
於
け
る
酒
精
カ
ル
テ
ル
論
）、
第
一
八
号
⑶
〜
⑸
（
ビ
ー
ル
税
、
酒
精
税
、
葡
萄
酒
税
に
関
す
る
課
税
方
式
、
税
率
等
）
並
び
に

第
三
一
号
（
ア
ル
コ
ー
ル
税
廃
止
法
案
に
対
す
る
書
評
論
等
）
及
び
第
三
四
号
（
ド
イ
ツ
帝
国
酒
税
法
）、
並
び
に
第
三
七
号
（
仏
国
焼
酎
蒸
溜
業

者
の
手
引
）
ま
で
（
明
治
三
五
年
〜
四
二
年
）

㋑
検
討
…
酒
税
及
び
酒
類
業
に
つ
い
て
は
、
明
治
三
二
年
か
ら
昭
和
一
〇
年
ま
で
は
少
し
の
例
外
は
あ
る
が
概
ね
酒
税
が
地
租
を
超
え
、

所
得
税
に
追
い
越
さ
れ
る
ま
で
税
収
第
一
位
の
税
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
よ
く
調
べ
ら
れ
て
い
る
。

③
英
国
地
方
財
政
取
調
復
命
書

㋐
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
…
第
一
号
四
七
頁
、
第
三
号
一
〇
三
頁
、
第
二
八
号
三
六
六
頁
、
合
計
頁
数
は
五
一
六
頁
に
達
す
る
。（
明
治
三
五
年

〜
三
八
年
）

㋑
検
討
…
最
終
復
命
書
提
出
当
時
（
明
治
三
八
年
）
は
、
司
税
官
兼
大
蔵
書
記
官
で
あ
っ
た
森
賢
吾
氏
が
、
明
治
三
四
年
三
月
か
ら
翌

年
五
月
ま
で
英
国
に
出
張
し
た
と
き
の
大
蔵
大
臣
に
対
す
る
英
国
の
地
方
税
財
政
に
関
す
る
報
告
書
で
あ
る
。
森
賢
吾
氏
は
、
そ
の
後
、

大
正
一
〇
年
五
月
に
は
、
ロ
ン
ド
ン
駐
在
の
財
務
官
で
、
外
債
業
務
に
従
事
さ
れ
、
津
島
寿
一
氏
の
「
芳
糖
随
想
」
第
十
一
集
と
第
十
二

集
は
「
森
賢
吾
さ
ん
の
こ
と
」
上
、
下
で
あ
る
。

こ
の
報
告
の
内
容
は
、
第
一
編 

地
方
団
体
の
組
織
権
限
と
各
団
体
の
財
政
の
大
要
、
第
二
編 

地
方
財
政
、
第
三
編 

地
方
財
政
と
地
方

経
済
、
第
四
編 

地
方
財
政
と
国
家
経
済
の
関
係
、
第
五
編 

現
状
に
対
す
る
英
国
経
世
家
の
意
見
と
な
っ
て
い
る
。

④
沖
縄
法
制
度

㋐
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
…
第
八
号
（
明
治
三
六
年
）
九
〇
頁

㋑
検
討
…
沖
縄
県
収
税
長
に
よ
る
沖
縄
法
制
と
税
制
の
調
査
報
告
で
単
一
で
あ
る
が
、
沖
縄
法
制
の
基
本
的
文
献
と
し
て
注
目
さ
れ
た

一
九
七



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
五
九
〇
）

資
料
で
あ
る
。

内
容
は
第
一
章
か
ら
第
一
一
章
ま
で
に
分
か
れ
、
1 

沖
縄
の
歴
史
、
2 

官
位
制
度
、
3 

地
方
制
度
、
4 

土
地
制
度
、
5 

租
税
制
度
、

6 

民
事
制
度
、
7 

刑
事
法
制
、
8 

内
法
制
度
、
9 

社
事
制
度
、
10 

通
商
沿
革
、
11 

土
地
整
理
事
業
の
影
響
に
分
け
て
説
明
さ
れ
て
い

る
。⑤

田
家
之
所
有
地

㋐
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
…
第
一
二
号
⑴
、
第
一
四
号
⑵
、
第
一
八
号
⑴
、
第
一
九
号
⑵
（
明
治
三
六
年
・
三
七
年
）
計
で
一
六
九
頁

㋑
検
討
…
仏
国
ア
・
ス
ー
ソ
ン
氏
著
の
翻
訳
で
四
回
に
分
載
さ
れ
、
小
出
拙
蔵
氏
の
訳
で
あ
る
。

内
容
は
、
⑴
国
家
の
所
有
地
の
土
地
の
幅
員
、
収
穫
、
耕
作
法
、
⑵
国
家
中
等
の
所
有
地
（
中
農
）、
大
農
の
所
有
地
、
小
農
の
細
分

割
地
と
の
比
較
、
⑶
国
家
所
有
地
の
負
担
、
⑷
国
家
所
有
地
の
法
制
設
計
、
⑸
田
家
の
所
有
地
の
負
担
軽
減
法
と
、
五
つ
に
区
分
し
て
、

中
農
地
方
地
主
の
保
存
策
を
提
案
し
て
い
る
。

⑥
欧
米
各
国
被
差
遺
復
命
書

㋐
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
…
第
二
二
号
（
明
治
三
七
年
）
七
一
頁　

被
差
遺
復
命
書
の
一
部
分
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
続
が
あ
る
の
か
と
思
っ

た
が
、
大
正
九
年
の
七
九
号
ま
で
に
は
、
出
さ
れ
て
い
な
い
。
目
賀
田
主
税
局
長
は
、
明
治
三
七
年
一
〇
月
一
八
日
に
、
若
槻
礼
次
郎
主

税
局
長
に
交
替
し
て
い
る
。

㋑
検
討
…
大
蔵
省
主
税
局
長
目
賀
田
種
太
郎
の
復
命
書
は
次
の
部
分
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
①
ロ
ン
ド
ン
市
制
摘
訳
、
②
ロ
ン
ド
ン

郡
会
才
出
と
そ
の
概
略
、
③
地
方
税
の
負
担
と
そ
の
負
担
者
、
④
オ
ー
ス
ト
リ
ー
帝
国
私
立
商
工
信
用
社
定
款
、
⑤
一
九
〇
一
年
オ
ー
ス

ト
リ
ー
国
煙
草
専
売
収
支
計
算
書
で
あ
る
。

一
九
八



明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
一
五
巻
及
び
明
治
三
五
年
〜
大
正
九
年
の
東
京
税
務
監
督
局
の
内
国
税
彙
纂
八
一
冊
（
𠮷
牟
田
）

（
五
九
一
）

⑦
機
業
沿
革
調
査

㋐
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
…
第
二
四
号
西
陣
機
業
、
第
二
五
号
①
長
浜
チ
リ
メ
ン
機
業
、
②
丹
後
機
業
、
第
三
〇
号
①
織
物
一
班
、
②
絹
糸
鑑

定
法
、
③
織
物
繊
維
試
験
方
法
、
第
七
七
号
メ
リ
ヤ
ス
及
び
フ
エ
ル
ト
に
関
す
る
調
査
。（
二
四
号
及
び
二
五
号
は
明
治
三
八
年
、
三
〇
号
は

明
治
三
九
年
、
第
七
七
号
は
大
正
七
年
発
行
）

㋑
検
討
…
織
物
消
費
税
は
、
明
治
三
七
年
に
日
露
戦
争
の
戦
費
調
達
の
た
め
、
毛
織
物
に
一
五
％
の
税
率
で
創
設
さ
れ
、
明
治
三
八
年

に
毛
織
物
以
外
に
一
〇
％
の
税
率
で
拡
充
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
戦
争
終
了
に
伴
う
整
理
で
、
明
治
四
三
年
に
税
率
一
律
一
〇
％
と
さ
れ
た
。

大
正
に
入
る
と
、
織
物
消
費
税
は
、
三
悪
税
の
一
つ
と
し
て
、
廃
止
運
動
の
対
象
と
な
り
、
大
正
一
一
年
に
海
軍
軍
縮
に
伴
う
減
税
で

課
税
範
囲
が
軽
減
さ
れ
、
大
正
一
五
年
に
綿
織
物
消
費
税
が
廃
止
さ
れ
た
。
戦
後
、
昭
和
二
一
年
八
月
の
改
正
で
物
品
税
に
統
合
さ
れ
た
。

こ
の
課
税
開
始
に
当
り
、
主
要
織
物
産
地
の
織
物
業
の
実
態
や
検
査
方
法
等
を
調
べ
た
も
の
で
あ
る
。

西
陣
機
業
は
、
京
都
市
西
陣
地
区
で
行
わ
れ
る
精
巧
で
高
級
な
絹
織
物
の
製
作
で
、
伝
統
と
技
術
が
高
く
他
の
追
随
を
許
さ
な
い
と
言

わ
れ
た
。

長
浜
チ
リ
メ
ン
機
業
は
、
滋
賀
県
琵
琶
湖
沿
岸
の
長
浜
市
で
生
産
さ
れ
る
縦
糸
に
よ
り
の
な
い
絹
糸
、
横
糸
に
よ
り
の
強
い
絹
糸
（
右

縒
り
と
左
縒
り
）
で
織
っ
た
細
い
し
わ
の
多
い
絹
織
物
を
製
造
す
る
機
業
で
あ
る
。

ま
た
、
丹
後
機
業
は
、
京
都
府
丹
後
地
方
で
生
産
さ
れ
る
事
業
で
、
他
の
地
方
の
チ
リ
メ
ン
と
比
べ
て
し
わ
が
細
か
い
絹
織
物
を
作
る

事
業
で
あ
る
。
毛
織
物
・
綿
織
物
に
比
べ
て
、
絹
織
物
は
、
高
級
少
量
生
産
で
課
税
上
も
研
究
を
要
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

⑧
醤
油
及
び
味
噌
（
酵
母
菌
類
又
は
味
噌
麹
を
含
む
。）
の
研
究

㋐
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
…
第
三
八
号
、
第
四
四
号
（
以
上
明
治
四
二
年
）、
第
四
五
号
、
第
四
六
号
、
第
四
七
号
（
以
上
、
明
治
四
三
年
）、
第

一
九
九



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
五
九
二
）

五
〇
号
、
第
五
三
号
、
第
五
五
号
（
以
上
明
治
四
四
年
）、
第
五
六
号
（
明
治
四
五
年
）、
第
五
八
号
、
第
六
一
号
、
第
六
二
号
、
第
六
三
号
、

第
六
四
号
（
以
上
大
正
二
年
）
の
一
四
冊
と
最
も
多
い
研
究
報
告
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
り
、
明
治
四
二
年
か
ら
大
正
二
年
の
五
年
間
に
わ

た
っ
て
い
る
。
第
一
集
か
ら
第
一
三
集
ま
で
と
さ
れ
て
い
る
が
、
細
か
く
表
記
は
三
つ
に
分
か
れ
て
い
る
が
、
五
つ
と
考
え
て
、
第
四
四

号
を
含
む
一
四
集
か
ら
な
る
グ
ル
ー
プ
と
考
え
る
方
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
表
現
の
違
う
五
グ
ル
ー
プ
と
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
㊀
醤

油
の
酵
母
菌
類
に
関
す
る
研
究
報
告
（
第
三
八
号
・
第
一
集
、
第
四
五
号
・
第
二
集
、
第
四
六
号
・
第
三
集
）、
㊁
醤
油
及
び
味
噌
に
関
す
る
研

究
報
告
（
第
四
七
号
・
第
四
集
、
第
五
〇
号
・
第
五
集
、
第
五
三
号
・
第
六
集
、
第
五
五
号
・
第
七
集
）、
㊂
醤
油
に
関
す
る
研
究
報
告
（
第
五
六

号
・
第
八
集
、
第
六
一
号
・
第
一
〇
集
、
第
六
二
号
・
第
一
一
集
、
第
六
三
号
・
第
一
二
集
、
第
六
四
号
・
第
一
三
集
）、
㊃
醤
油
に
関
す
る
化
学
的

研
究
報
告
（
第
四
四
号
）、
㊄
醤
油
醸
造
関
係
事
項
及
び
味
噌
麹
に
関
す
る
研
究
報
告
（
第
五
八
号
・
第
九
集
）
で
あ
る
。

㋑
検
討
…
醤
油
を
中
心
に
多
く
の
研
究
報
告
が
、
明
治
四
二
年
か
ら
大
正
二
年
に
か
け
て
行
わ
れ
て
い
る
の
は
、
明
治
一
八
年
に
醤
油

税
法
が
制
定
さ
れ
、
明
治
三
七
年
一
月
に
日
露
戦
争
の
た
め
大
幅
増
税
さ
れ
、
大
正
一
五
年
に
社
会
政
策
の
見
地
か
ら
悪
税
の
一
つ
と
し

て
廃
止
さ
れ
る
ま
で
続
い
た
こ
と
も
一
因
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
時
期
に
研
究
が
集
中
し
て
い
る
の
は
、
明
治
三
七
年
五
月

に
、
醸
造
試
験
所
が
大
蔵
省
に
設
け
ら
れ
た
こ
と
も
、
そ
の
理
由
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
次
の
醸
造
指
導
に
関
す
る
事
績
と
と
も
に
、
こ
の

時
代
の
特
別
の
研
究
報
告
で
あ
る
。

⑨
醸
造
業
指
導
に
関
す
る
事
績

㋐
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
…
第
五
一
号
（
明
治
四
四
年
）、
第
五
九
号
（
大
正
二
年
）、
第
六
九
号
（
大
正
三
年
）、
第
七
三
号
（
大
正
四
年
）

㋑
検
討
…
す
べ
て
酒
類
の
醸
造
業
に
つ
い
て
の
事
績
が
、
相
当
詳
し
く
記
録
さ
れ
て
い
る
。

⑩
地
租
関
係
書
類
彙
纂
（
大
蔵
省
主
税
局
編
）

二
〇
〇



明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
一
五
巻
及
び
明
治
三
五
年
〜
大
正
九
年
の
東
京
税
務
監
督
局
の
内
国
税
彙
纂
八
一
冊
（
𠮷
牟
田
）

（
五
九
三
）

㋐
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
…
単
一
で
あ
る
が
、「
明
治
初
年
以
降
本
邦
地
租
改
正
ニ
関
ス
ル
原
議
書
類
中
其
重
要
要
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
蒐
集
シ
」「
後

日
後
証
ノ
為
メ
」
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
、
明
治
三
六
年
一
一
月
に
内
国
税
彙
纂
号
外
と
し
て
、
主
税
局
編
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
頁

数264
＋66
＝330

に
及
ぶ
大
冊
で
あ
る
。
最
重
要
の
資
料
、
す
な
わ
ち
基
本
資
料
が
集
め
ら
れ
て
い
る
（
12
）

。

㋑
検
討
…
明
治
初
年
の
地
租
改
正
の
研
究
の
基
本
的
重
要
資
料
と
し
て
今
後
な
お
研
究
、
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

お
わ
り
に

本
稿
は
、
明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
一
五
巻
と
明
治
三
五
年
〜
大
正
九
年
の
東
京
税
務
監
督
局
の
内
国
税
彙
纂
七
九
号

ま
で
の
八
一
冊
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
項
目
（
テ
ー
マ
）
と
原
出
版
年
、
原
著
者
（
官
版
）、
頁
数
の
全
部
と
、
主
要
な
論
文
、
法
令
等
を

明
ら
か
に
し
よ
う
と
努
め
た
。

明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
に
眼
を
と
お
し
、
論
文
、
法
令
の
国
別
、
分
野
別
（
直
税
、
間
税
、

税
務
雑
、
章
程
ご
と
）
に
、
か
な
り
詳
し
く
分
析
で
き
た
が
、
東
京
税
務
監
督
局
の
内
国
税
彙
纂
に
つ
い
て
は
、
資
料
が
乏
し
く
、
一
号
か

ら
二
二
号
ま
で
は
、
詳
し
い
「
索
引
号
（P

376

）」
に
よ
る
分
析
が
で
き
た
が
、
二
三
号
か
ら
七
九
号
ま
で
は
、
筆
者
が
索
引
の
方
法
を

応
用
し
て
研
究
し
た
ほ
か
、
一
般
的
な
知
識
に
よ
っ
て
分
析
し
て
い
る
。

ま
た
、
内
国
税
彙
纂
は
、
全
容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
力
を
注
ぎ
、
内
容
の
研
究
は
、
筆
者
の
専
門
の
租
税
分
野
関
係
で
は
幾
分

行
っ
た
が
、
あ
ま
り
勉
強
し
た
こ
と
の
な
い
、
塩
、
煙
草
、
砂
糖
、
味
噌
、
醤
油
、
酒
、
織
物
な
ど
の
分
野
が
半
分
近
く
あ
り
、
あ
ま
り

分
析
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
こ
れ
か
ら
の
皆
様
の
研
究
に
期
待
し
た
い
。

な
お
、
後
続
の
研
究
者
に
、
大
蔵
省
、
国
税
庁
（
税
務
大
学
校
）
が
戦
後
に
租
税
史
基
本
資
料
と
な
る
史
料
を
非
売
品
と
し
て
、
出
版

二
〇
一



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
五
九
四
）

し
て
い
る
も
の
が
相
当
あ
る
の
で
、
特
に
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
。

①
租
税
資
料
叢
書
（
全
十
巻
）

（
昭
和
六
〇
年
〜
平
成
九
年
）

②
租
税
史
料
叢
書
（
五
巻
）

（
平
成
一
八
年
〜
二
二
年
続
刊
中
）

③
租
税
史
料
目
録
（
八
巻
）

（
平
成
一
二
年
〜
一
九
年
続
刊
中
）

（
1
） 

筆
者
が
始
め
て
明
治
二
〇
年
の
主
税
局
出
版
の
外
国
租
税
論
集
の
直
税
編
三
巻
、
間
税
編
五
巻
が
あ
る
の
を
知
っ
た
の
は
、
当
時
、
日
本
大
学

法
学
部
教
授
で
あ
っ
た
大
淵
利
男
氏
の
次
の
二
つ
の
著
書
を
通
じ
て
で
あ
り
、
平
成
一
〇
年
ご
ろ
で
あ
っ
た
。

①
「
明
治
初
期
西
欧
財
政
学
の
受
容
過
程
│
わ
が
国
財
政
学
前
史
に
関
す
る
一
資
料
│
」
大
淵
利
男　

八
千
代
出
版　
（
昭
五
三
・
五
）　P

942

②
「
明
治
期
西
欧
財
政
学
攝
取
史
│
わ
が
国
財
政
学
前
史
に
関
す
る
一
研
究
│
」
大
淵
利
男　

八
千
代
出
版　
（
昭
五
六
・
一
一
）　P

629

こ
の
二
著
は
両
方
と
も
、
直
税
編
、
間
税
編
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
、
税
務
雑
編
、
章
程
編
に
つ
い
て
は
、
全
く
述
べ
ら
れ
て
い
な

い
。ま

た
、
現
物
に
接
し
た
の
は
、
税
務
大
学
校
資
料
室
で
あ
る
が
、
注（
12
）の
「
租
税
史
料
目
録
明
治
前
期
編
」
に
よ
っ
て
、
直
税
編
下
巻
と
間
税

編
第
五
巻
が
資
料
室
に
所
蔵
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
知
り
、
補
充
に
協
力
し
、
す
で
に
直
税
編
下
巻
は
入
庫
、
間
税
編
五
巻
も
入
る
見
込
み
で
あ
る
。

（
2
） 

こ
の
論
文
の
漢
字
で
の
国
名
表
記
に
つ
い
て
は
、「
米
欧
回
覧
実
記
」
一
九
八
二
年
、
岩
波
書
店
、
久
米
邦
武
編
、
第
五
冊
の
第
八
九
巻
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
政
治
総
論
一
四
六
頁
〜
一
四
八
頁
の
フ
リ
ガ
ナ
付
の
各
国
表
記
を
主
と
し
て
参
考
と
し
、「
御
雇
外
国
人
・
姓
名
・
給
料
・
期
限
・
職
務
・

一
覧
」
明
治
五
年
（
一
八
七
二
年
）
中
外
堂
の
末
尾
の
人
員
総
括
二
一
四
人
の
国
名
別
一
一
国
分
の
フ
リ
ガ
ナ
付
の
表
記
で
補
足
し
た
。

（
13
）〜（
18
）

二
〇
二



明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
一
五
巻
及
び
明
治
三
五
年
〜
大
正
九
年
の
東
京
税
務
監
督
局
の
内
国
税
彙
纂
八
一
冊
（
𠮷
牟
田
）

（
五
九
五
）

（
3
） 

こ
の
明
治
二
〇
年
は
、
わ
が
国
の
所
得
税
法
が
公
布
（
同
年
三
月
一
九
日
、
同
年
七
月
一
日
施
行
）
さ
れ
た
年
で
あ
る
が
、
こ
の
年
に
は
、
主

税
局
の
四
編
一
五
巻
の
外
に
民
間
の
所
得
税
法
の
法
令
解
説
書
も
、
同
年
三
月
か
ら
八
月
ま
で
の
間
に
、
計
三
一
冊
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。（
税
務

大
学
校
論
叢
五
一
号
・
平
成
一
八
年
六
月
）
の
鈴
木
芳
行
「
所
得
税
導
入
初
期
の
執
行
体
制
」
六
三
〇
頁
「
明
治
二
〇
年
出
版
の
所
得
税
マ
ニ
ュ
ア

ル
」
で
出
版
月
日
・
編
著
者
名
・
書
名
等
と
一
緒
に
一
覧
表
で
示
さ
れ
て
い
る
。

（
4
） 

明
治
二
〇
年
に
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
四
編
全
一
五
巻
が
出
版
さ
れ
た
当
時
の
主
税
局
の
幹
部
職
員
を
参
考
ま
で
に
掲
げ
れ
ば
、
次
の
通
り

で
あ
る
。
原
資
料
は
、
大
蔵
省
百
年
史　

別
巻　

大
蔵
省
百
年
史
編
集
室
編
集　

大
蔵
財
務
協
会
発
行　

昭
和
四
四
年
一
〇
月
）P

38, 39

に
よ
る
。

主
税
局
長　
　

中
村
元
雄　
　

（
明
治
一
九
・
三
・
九
〜
同
三
・
二
六
）

　

〃　
　
　

中
野
健
明　
　

（
明
治
一
九
・
三
・
二
六
〜
明
治
二
一
・
三
・
五
）

局
次
長　
　
　

神
鞭
知
常　
　

（
明
治
一
九
・
三
・
九
〜
明
治
二
〇
・
一
二
・
二
一
）

調
査
課
長　
　

斯
波
有
造　
　

（
明
治
一
九
・
三
・
九
〜
明
治
二
〇
・
一
二
・
二
一
）

地
租
課
長　
　

有
尾
敬
重　
　

（
明
治
一
九
・
三
・
九
〜
明
治
二
六
・
五
・
三
）

酒
税
課
長　
　

小
嶋
正
一　
　

（
明
治
一
九
・
三
・
九
〜
同
一
一
・
一
）

　

〃　
　
　

是
恒
真
揖　
　

（
明
治
一
九
・
一
一
・
一
〜
明
治
二
〇
・
四
・
一
八
）

印
紙
税
課
長　

小
山
正
武　
　

（
明
治
一
九
・
三
・
九
〜
明
治
二
三
・
六
・
二
八
）

雑
種
税
課
長　

兵
頭
正
懿　
　

（
明
治
一
九
・
三
・
九
〜
明
治
二
二
・
四
・
二
）

地
方
税
課
長　

小
泉
信
吉　
　

（
明
治
一
九
・
三
・
九
〜
明
治
二
〇
・
一
〇
・
二
七
）

監
査
課
長　
　

目
賀
田
種
太
郎
（
明
治
一
九
・
三
・
九
〜
明
治
二
〇
・
一
二
・
三
一
）

計
算
課
長　
　

戸
叶
正
明　
　

（
明
治
一
九
・
三
・
九
〜
明
治
二
二
・
四
・
二
）

徴
税
費
課
長　

鈴
木
米
三
郎　

（
明
治
一
九
・
三
・
九
〜
明
治
二
四
・
五
・
二
九
）

統
計
課
長　
　

佐
伯
惟
馨　
　

（
明
治
一
九
・
三
・
九
〜
明
治
二
三
・
六
・
二
八
）

明
治
二
三
年
六
月
二
八
日
分
課
再
編
成
に
よ
り
、
こ
こ
に
示
し
た
一
〇
課
が
六
課
（
直
税
、
間
税
、
計
算
、
徴
税
費
、
統
計
、
徴
収
）
に
改
め
ら

二
〇
三



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
五
九
六
）

れ
た
。

（
5
） 

バ
ー
バ
リ
ア
国
税
法
の
原
本
は
、
明
治
八
年
の
大
蔵
省
版
で
あ
る
が
、
そ
の
表
紙
に
は
「
大
蔵
省
雇
墺
国
シ
ー
ボ
ル
ト
訳
講
」
と
「
大
蔵
省
八

等
出
仕
古
賀
保
高
筆
次
」
が
並
列
し
て
著
者
の
場
所
に
印
刷
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
明
治
二
十
年
の
税
務
雑
編
附
録
巻
の
こ
れ
に
あ
た
る
と
こ

ろ
に
は
「
墺
国
シ
ー
ボ
ル
ト
氏
訳
」
と
の
み
書
か
れ
て
い
る
（
同
書
三
五
三
頁
）。
そ
し
て
両
書
と
も
税
法
の
初
に
書
か
れ
て
い
る
「
バ
ー
バ
リ
ア

国
税
法
序
」
は
ま
っ
た
く
同
文
の
も
の
が
掲
げ
ら
れ
「
明
治
八
年
乙
亥
春
大
蔵
省
八
等
出
仕
古
賀
保
高
識
」
と
さ
れ
て
い
る
。

（
6
） 

ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
・
フ
ォ
ン
・
シ
ー
ボ
ル
ト
の
履
歴
、
業
績
全
般
に
つ
い
て
は
、「
来
日
西
洋
人
名
事
典
」
一
九
八
三
年
、
日
外
ア
ソ
シ
エ
ー

ツ
、
竹
内
博
編
集
、P

170

〜171

を
参
考
と
し
た
。
こ
の
シ
ー
ボ
ル
ト
の
明
治
三
年
七
月
一
九
日
（
一
八
七
〇
年
八
月
一
五
日
）
の
民
部
省
の
辞
令

交
付
か
ら
、
明
治
八
年
八
月
一
五
日
の
日
本
政
府
と
の
五
年
目
の
契
約
更
新
の
間
に
、
明
治
八
年
一
月
に
正
院
翻
訳
局
雇
に
な
り
、
明
治
八
年
二
月

一
九
日
に
、
大
蔵
省
雇
（
翻
訳
）
と
し
て
正
午
一
二
時
よ
り
出
頭
と
な
り
、
更
に
五
月
七
日
か
ら
大
蔵
省
翻
訳
御
用
専
務
と
な
っ
た
。
明
治
一
一
年

一
一
日
在
ベ
ル
リ
ン
公
使
館
勤
務
と
な
り
、
初
め
て
外
務
省
お
雇
外
国
人
と
な
っ
た
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。（「
お
雇
外
国
人
⑫
外
交
」
今
井
庄
次
著

（
昭
和
五
〇
年
一
〇
月
）
鹿
島
出
版
会P
70
〜73

）。

ま
た
、
こ
の
シ
ー
ボ
ル
ト
の
み
の
無
期
・
終
身
の
特
別
な
契
約
方
式
が
、
明
治
二
八
年
に
な
っ
て
、
通
常
の
期
限
の
本
契
約
と
な
り
、
明
治
二
九

年
三
月
か
ら
、
五
年
ご
と
の
雇
継
契
約
と
な
っ
た
。（
全
部
の
お
雇
外
国
人
に
汎
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。）
そ
し
て
、
シ
ー
ボ
ル
ト
は
明
治
四
四
年

六
五
歳
で
突
然
世
を
去
っ
た
。（
上
掲
書P

129

〜131
、P

140

〜142

）

（
7
） 

マ
イ
エ
ッ
ト
氏
の
お
雇
外
国
人
と
し
て
の
経
歴
、
業
績
に
つ
い
て
は
、
注（
6
）の
「
来
日
西
洋
人
名
事
典
」P

416

を
参
考
と
し
た
。

（
8
） 

官
僚
の
階
級
と
規
模
に
つ
い
て
は
、「
官
僚
の
風
貌
」
一
九
九
九
年
、
中
央
公
論
新
社
、
水
谷
三
公
著P

42

〜43

を
参
考
と
し
た
。

（
9
） 

内
国
税
彙
纂
に
つ
い
て
の
簡
単
な
紹
介
は
、
平
成
一
年
三
月
一
日
の
「
税
大
通
信
」（P

11

）
で
、
税
務
大
学
校
史
料
室
研
究
員
の
牛
米
努
氏

に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
時
六
冊
の
所
蔵
と
書
か
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
現
在
は
索
引
（
明
治
三
五
年
五
月P

376

）、
第
七
五
号
（
大
正
七
年
五
月P

232

）
な
ど
一
〇
冊
に
増
加
し
て
い
る
。
本
論
文
で
見
ら

れ
る
よ
う
に
、
現
在
は
、
創
刊
の
一
号
か
ら
廃
刊
の
七
九
号
ま
で
、
索
引
冊
付
で
八
二
冊
の
調
査
項
目
、
発
行
年
月
、
頁
数
（
一
部
不
明
）
が
明
ら

か
に
な
っ
た
。

二
〇
四



明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
一
五
巻
及
び
明
治
三
五
年
〜
大
正
九
年
の
東
京
税
務
監
督
局
の
内
国
税
彙
纂
八
一
冊
（
𠮷
牟
田
）

（
五
九
七
）

（
10
） 

内
国
税
彙
纂
は
明
治
三
五
年
に
創
刊
さ
れ
て
大
正
九
年
に
廃
刊
さ
れ
た
が
、
当
時
の
大
蔵
省
主
税
局
と
東
京
税
務
管
理
（
監
督
）
局
の
幹
部
職

員
を
参
考
ま
で
に
掲
げ
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。
原
資
料
は
、「
大
蔵
省
百
年
史　

別
巻　

大
蔵
省
百
年
史
編
集
室
編
集　

大
蔵
財
務
協
会
発
行　

昭
和
四
四
年
一
〇
月
」　P

40, 42, 59, 68

に
よ
る
。

〈
主
税
局
関
係
〉

創
設
時　

主
税
局
長　
　

目
賀
田
種
太
郎
（
明
治
二
七
・
七
〜
明
治
三
七
・
一
〇
）

廃
止
時　
　

〃　
　
　

松
本
重
威　
　

（
大
正
四
・
七
〜
大
正
一
二
・
四
）

創
設
時　

内
国
税
課
長　

若
槻
礼
次
郎　

（
明
治
三
〇
・
六
〜
明
治
三
七
・
一
〇
）

廃
止
時　

国
税
課
長　
　

勝　

正
憲　
　

（
大
正
五
・
一
二
〜
大
正
九
・
四
）

創
設
時　

経
理
課
長　
　

松
本
重
威　
　

（
明
治
三
五
・
三
〜
明
治
三
八
・
一
）

廃
止
時　
　

〃　
　
　

間
宮
修
治　
　

（
大
正
六
・
九
〜
大
正
一
三
・
一
〇
）

〈
東
京
税
務
管
理
（
監
督
）
局
関
係
〉

創
設
時　

東
京
税
務
管
理
局
長　

田
中
国
三
郎
（
明
治
三
三
・
七
〜
明
治
三
五
・
一
〇
）

廃
止
時　
　

〃　
　

監
督
局
長　

多
胡
敬
太
郎
（
大
正
五
・
八
〜
大
正
九
・
九
）

　
　
　
　
　

〃　
　
　
　
　
　
　

勝　

正
憲　

（
大
正
九
・
九
〜
大
正
一
二
・
四
）

（
11
） 

こ
の
砂
糖
消
費
税
法
に
つ
い
て
は
、
昭
和
一
二
年
と
後
の
法
律
に
つ
い
て
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
三
四
八
頁
の
松
隈
秀
雄
の
講
義
本
が
財
務
省

に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
の
で
参
考
に
し
た
。
こ
の
他
、
財
務
省
図
書
館
に
は
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
講
義
本
一
〇
〇
種
以
上
が
在
庫
し
て
い
る
。

松
隈
秀
雄　
　

砂
糖
消
費
税
法
講
義
案　

大
藏
省　

昭
和
一
二
年　

P
348

池
田
勇
人　
　

日
本
租
税
制
度
講
義
案　

税
務
講
習
会　

昭
和
一
七
年　

322, P
10

平
田
敬
一
郎　

相
続
税
法　

税
務
講
習
所　

昭
和
一
七
年　

P
284

忠　

佐
市　
　

酒
類
行
政
講
義
案　

大
蔵
省
税
務
講
習
会　

昭
和
一
八
年　

P
87

村
山
達
雄　
　

織
物
消
費
税
法　

税
務
講
習
所　

昭
和
一
七
年　

P
79

二
〇
五



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
五
九
八
）

吉
田
信
邦　
　

建
築
税
法
講
義
案　

大
蔵
省
税
務
講
習
会　

昭
和
一
八
年　

P
79

庭
山
慶
一
郎　

廣
告
税
法
講
義
案　

大
蔵
省
税
務
講
習
会　

昭
和
一
八
年　

P
56

（
12
） 
「
地
租
関
係
書
類
彙
纂
」
は
、
本
文
で
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
「
地
租
改
正
最
重
要
の
資
料
に
属
し
、
基
本
資
料
と
言
っ
て
よ
い
。」
と
評
価
さ

れ
て
い
る
が
、
こ
の
評
価
は
、
福
島
正
夫
「
地
租
改
正
」（
平
成
七
年
八
月
新
装
版
、
吉
川
弘
文
館
）
の
附
録
「
地
租
改
正
研
究
の
資
料
に
つ
い
て
」

P
312

）
に
よ
る
。
こ
の
資
料
が
大
内
兵
衡
、
土
屋
喬
雄
編
の
「
明
治
前
期
財
政
経
済
史
料
集
成
│
第
七
巻
に
、
復
刻
収
載
さ
れ
て
い
る
。

（
13
） 

「
史
料
目
録
明
治
前
期
編
」
に
は
、
近
世
以
降
の
史
料
（
古
文
書
、
地
券
、
税
辞
令
、
税
務
署
の
課
税
台
帳
等
、
租
税
法
規
集
や
取
扱
通
達
集
、

税
法
の
解
説
書
や
財
政
学
の
書
籍
等
）
が
、
受
付
日
付
で
区
分
し
て
、
目
録
化
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
昭
和
四
〇
年
分
以
後
の
「
昭
和
編
Ⅴ
」
以
下

は
、
作
成
次
第
、
続
刊
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

①
租
税
史
料
目
録　

近
世
編　
　
　

平
成
一
二
年
三
月　

P
170　

税
務
大
学
校
租
税
史
料
室
発
行

②
租
税
史
料
目
録　

明
治
前
期
編　

平
成
一
三
年
三
月　

P
296　

同
上

③
租
税
史
料
目
録　

明
治
後
期
編　

平
成
一
四
年
三
月　

P
312　

同
上

④
租
税
史
料
目
録　

大
正
編　
　
　

平
成
一
五
年
三
月　

P
175　

同
上

⑤
租
税
史
料
目
録　

昭
和
編
（
Ⅰ
）
昭
二
〜
一
〇　

平
成
一
六
年
三
月　

P
97　

同
上

⑥
租
税
史
料
目
録　

昭
和
編
（
Ⅱ
）
昭
一
一
〜
二
〇　

平
成
一
七
年
三
月　

P
188　

同
上

⑦
租
税
史
料
目
録　

昭
和
編
（
Ⅲ
）
昭
二
一
〜
三
〇　

平
成
一
八
年
四
月　

P
246　

同
上

⑧
租
税
史
料
目
録　

昭
和
編
（
Ⅳ
）
昭
三
一
〜
四
〇　

平
成
一
九
年
七
月　

P
212　

同
上

（
14
） 

次
の
「
租
税
史
料
叢
書
」
が
、
続
刊
中
で
あ
る
。
税
制
の
う
ち
重
要
な
「
地
租
」、「
所
得
税
」、「
酒
税
」
の
わ
が
国
で
の
創
設
か
ら
の
問
題
点

を
整
理
し
て
、
そ
の
時
々
に
作
成
さ
れ
た
資
料
が
示
さ
れ
て
い
る
基
本
資
料
集
で
あ
る
。

「
地
租
関
係
史
料
集
Ⅰ
〜
地
租
条
例
か
ら
宅
地
地
価
修
正
ま
で
〜
」　

税
務
大
学
校
租
税
資
料
室
編
著　

平
成
一
八
・
七　

P
648

「
地
租
関
係
史
料
集
Ⅱ
〜
田
畑
地
価
調
査
か
ら
臨
時
宅
地
賃
貸
価
格
修
正
ま
で
〜
」　

税
務
大
学
校
租
税
資
料
室
編
著　

平
成
一
九
・
六　

P
739

「
所
得
税
関
係
史
料
集
〜
導
入
か
ら
申
告
納
税
制
度
以
前
ま
で
〜
」　

税
務
大
学
校
租
税
資
料
室
編
著　

平
成
二
〇
・
七　

P
712

二
〇
六



明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
一
五
巻
及
び
明
治
三
五
年
〜
大
正
九
年
の
東
京
税
務
監
督
局
の
内
国
税
彙
纂
八
一
冊
（
𠮷
牟
田
）

（
五
九
九
）

「
酒
税
関
係
史
料
集
Ⅰ
〜
明
治
時
代
〜
」　

税
務
大
学
校
租
税
資
料
室
編
著　

平
成
二
一
・
一
二　

P
717

「
酒
税
関
係
史
料
集
Ⅱ
〜
大
正
時
代
か
ら
昭
和
終
戦
直
後
〜
」　

税
務
大
学
校
租
税
資
料
室
編
著　

平
成
二
二
・
七　

P
735

（
15
） 
次
の
租
税
資
料
叢
書
全
一
〇
巻
が
、
税
務
大
学
校
か
ら
、
出
版
さ
れ
て
い
る
。
第
五
巻
の
「
雑
誌
『
財
政
』
総
目
次
」
に
は
、
本
文
一
八
七
頁

で
引
用
し
た
高
楯
俊
「
明
治
大
正
大
蔵
省
刊
行
文
献
（
一
）
〜
（
五
）（
財
政
昭
和
一
二
年
三
月
〜
七
月
号
）
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

租
税
史
料
叢
書
全
一
〇
巻

第
一
巻　

南
部
藩
検
地
検
見
作
法
書　

税
務
大
学
校
租
税
資
料
室　

昭
和
六
〇
年　

P
191

第
二
巻　

明
治
前
期
国
税
徴
収
沿
革　

同　

昭
和
六
二
年　

P
201

第
三
巻　

明
治
前
期
国
税
徴
収
沿
革
（
参
考
法
令
編
）　

同　

昭
和
六
三
年　

P
366

第
四
巻　

明
治
前
期
所
得
税
法
令
類
集　

同　

昭
和
六
三
年　

P
354

第
五
巻　

雑
誌
『
財
政
』
総
目
次
付
執
筆
者
別
索
引　

同　

平
成
三
年　

P
324

第
六
巻　

関
義
臣
文
書
・
地
租
改
正
方
法
草
案
│
明
治
六
年
地
方
官
会
同
資
料
│　

同　

平
成
五
年　

P
146

第
七
巻　

国
家
行
政
機
関
関
係
法
令
規
類
集
Ⅰ　

同　

平
成
六
年　

P
345

第
八
巻　

同
上　

Ⅱ　

同　

平
成
七
年　

P
422

第
九
巻　

同
上　

Ⅲ　

同　

平
成
八
年　

P
328

第
一
〇
巻　

同
上　

Ⅳ　

同　

平
成
九
年　

P
340

（
16
） 

税
務
大
学
校
は
、
毎
年
度
特
別
展
示
を
行
い
、
そ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
（
カ
ラ
ー
版
で
二
〇
頁
程
度
）
を
出
し
て
い
る
。

平
成
一
八
年
度
は
「
所
得
税
の
導
入
と
調
査
委
員
制
度
」
の
六
頁
で
、
明
治
二
〇
年
の
「
直
税
編
上
巻
」
の
写
真
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
同
頁
に

明
治
四
年
出
版
の
「
英
国
賦
税
要
覧
」、
明
治
八
年
出
版
の
「
バ
ー
バ
リ
ア
国
税
法
」
の
写
真
も
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

平
成
二
二
年
版
は
「
酒
税
が
国
を
支
え
た
時
代
」
だ
が
、
五
頁
に
地
租
、
次
い
で
酒
税
、
そ
し
て
所
得
税
と
、
国
を
支
え
る
税
の
変
遷
が
示
さ
れ

て
い
る
。

（
17
） 

税
務
大
学
校
は
、「
租
税
史
資
料
年
報
」
を
毎
年
度
（
現
在
平
成
一
四
年
度
か
ら
平
成
二
一
年
度
ま
で
八
冊
）
発
行
し
て
お
り
、
毎
冊
二
つ
か

二
〇
七



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
六
〇
〇
）

三
つ
か
「
研
究
ノ
ー
ト
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
平
成
二
一
年
度
版
に
は
「
税
務
署
創
設
と
所
得
税
」（
牛
米
努
）、
平
成
一
八
年
度
版
に
は
「
所
得

税
と
調
査
委
員
制
度
」（
堀
亮
一
）、
平
成
一
七
年
度
版
に
は
「
所
得
税
名
考
│
諭
吉
の
所
得
、
卯
吉
の
所
得
税
」（
鈴
木
芳
行
）、
平
成
一
四
年
度
版

に
は
「
初
代
収
税
長
の
履
歴
に
つ
い
て
」（
牛
米
努
）
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
最
後
の
論
文
で
は
、
明
治
一
七
年
五
月
・
六
月
に
か
け
て
発
令
さ
れ

た
各
県
収
税
長
四
六
名
の
氏
名
、
月
給
、
生
年
、
属
籍
、
前
職
に
つ
い
て
調
べ
、
代
官
手
代
出
身
の
収
税
長
や
、
収
税
長
と
主
税
局
と
の
関
係
に
つ

い
て
も
調
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
18
） 

本
稿
作
成
に
当
っ
て
は
、
内
国
税
彙
纂
の
「
索
引
」
誌
、N
A
C
S
IS
-C
A
T

所
蔵
情
報
等
に
つ
い
て
、
税
務
大
学
校
史
料
室
の
牛
米
努
調
査
員

に
種
々
教
示
を
得
、
ま
た
、
こ
の
論
文
を
捧
げ
る
高
木
勝
一
教
授
に
は
明
治
二
〇
年
の
「
間
税
編
第
五
巻
」
の
探
査
等
で
お
世
話
に
な
り
、
更
に
城

西
大
学
薬
学
部
一
年
生
長
澤
尚
輝
君
に
は
資
料
の
整
理
、
原
稿
の
ワ
ー
プ
ロ
化
等
で
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
記
し
て
特
に
感
謝
の
意
を
表

し
て
お
き
た
い
。

（
追
記
）

高
木
勝
一
先
生
に
は
、
私
が
昭
和
五
五
年
三
月
に
大
蔵
省
の
役
人
を
辞
め
て
、
日
本
大
学
国
際
関
係
学
部
の
国
際
税
制
の
教
授
に
、
同

年
四
月
に
な
っ
た
時
に
静
岡
県
三
島
で
初
め
て
お
会
い
し
、
先
生
が
日
大
法
学
部
に
お
移
り
な
る
ま
で
御
一
緒
に
勤
め
た
の
が
初
め
で
し

た
。
同
じ
分
野
の
担
当
で
あ
っ
た
の
で
、
三
島
の
先
生
の
お
宅
に
も
二
度
ほ
ど
お
伺
い
し
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
。
私
が
日
大
国
際
関
係
学

部
か
ら
平
成
二
年
四
月
に
筑
波
大
学
大
学
院
政
策
科
学
研
究
科
企
業
法
専
攻
の
教
授
に
移
っ
た
後
は
、
法
学
部
の
研
究
会
等
で
、
お
会
い

し
ま
し
た
。
法
学
部
の
研
究
会
と
い
え
ば
、
法
学
部
の
故
北
野
弘
久
教
授
が
若
い
時
の
大
親
友
で
、
昭
和
三
〇
年
四
月
か
ら
昭
和
三
一
年

三
月
ま
で
の
一
年
間
は
、
国
税
庁
の
税
務
大
学
校
高
等
科
七
期
生
と
し
て
一
緒
で
し
た
。
特
に
後
期
半
年
は
北
野
君
の
強
い
希
望
で
、
寮

も
同
じ
部
屋
に
な
り
、
毎
晩
の
よ
う
に
、
間
も
な
く
書
く
予
定
の
「
租
税
法
律
主
義
の
具
体
的
内
容
と
展
開
」
の
内
容
の
口
述
を
聞
い
た

二
〇
八



明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
一
五
巻
及
び
明
治
三
五
年
〜
大
正
九
年
の
東
京
税
務
監
督
局
の
内
国
税
彙
纂
八
一
冊
（
𠮷
牟
田
）

（
六
〇
一
）

も
の
で
し
た
。

な
お
税
務
大
学
校
高
等
科
は
当
時
は
、
新
宿
区
若
松
町
に
あ
り
ま
し
た
が
、
北
野
兄
と
同
室
だ
っ
た
部
屋
は
二
階
で
真
下
の
部
屋
が
寮

監
室
で
、
そ
こ
に
寮
監
と
し
て
家
族
ぐ
る
み
で
住
ん
で
お
ら
れ
た
の
が
、
そ
の
後
、
日
大
商
学
部
教
授
に
な
ら
れ
た
井
上
久
弥
先
生
で
し

た
。
わ
れ
わ
れ
の
国
税
庁
税
務
講
習
所
長
が
国
税
庁
調
査
査
察
部
長
よ
り
移
っ
て
来
ら
れ
た
忠
佐
市
先
生
（
そ
の
後
日
大
商
学
部
教
授
に
な

ら
れ
た
。）
で
学
部
合
同
の
商
学
部
研
究
会
で
井
上
、
忠
両
先
生
か
ら
何
回
も
ご
指
導
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ま
た
、
現
在
、
商
学
部
教
授
の
平
野
嘉
秋
君
と
は
、
私
が
税
務
大
学
校
研
究
科
、
筑
波
大
学
大
学
院
修
士
課
程
、
博
士
課
程
で
指
導
し
、

法
学
博
士
論
文
の
公
開
審
査
が
筑
波
大
学
で
開
か
れ
た
時
は
答
弁
者
を
つ
と
め
ま
し
た
。。

法
学
部
で
ア
メ
リ
カ
憲
法
を
講
じ
ら
れ
て
い
た
阿
部
竹
松
前
教
授
は
、
私
の
日
大
国
際
関
係
学
部
時
代
一
〇
年
間
の
間
、
三
島
の
日
大

寮
で
阿
部
先
生
の
料
理
の
腕
を
奮
っ
た
夕
食
を
毎
食
ほ
と
ん
ど
欠
か
さ
ず
ご
馳
走
に
な
り
、
ま
た
国
際
関
係
学
部
に
い
た
期
間
は
い
ろ
い

ろ
と
教
授
会
な
ど
で
お
世
話
に
な
り
、
先
生
の
こ
の
「
政
経
研
究
」
の
古
希
記
念
号
第
四
一
巻
第
一
号
（
平
成
一
六
年
九
月
）
に
は
、
私
の

「
皇
国
租
税
理
念
調
査
会
小
史
」（P
439

〜P
496

）
を
書
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

法
学
部
前
教
授
田
代
有
嗣
先
生
と
は
、
昭
和
四
五
年
か
ら
四
六
年
に
か
け
て
私
が
大
蔵
省
主
税
局
税
制
第
三
課
課
長
補
佐
の
と
き
に
、

田
代
前
教
授
が
法
務
省
民
事
局
第
二
課
長
と
し
て
、
法
制
審
議
会
民
法
部
会
（
部
会
長
我
妻
栄
）
で
、
配
偶
者
の
法
定
相
続
分
の
改
正
（
一

／
三
か
ら
一
／
二
）
に
よ
る
か
、
相
続
税
法
の
配
偶
者
控
除
割
合
の
同
様
の
改
正
に
よ
る
か
等
を
議
論
し
た
際
に
、
主
税
局
長
（
同
会
幹
事
）

の
代
理
と
し
て
毎
回
出
席
し
て
い
た
の
で
、
そ
の
時
の
縁
で
、
二
人
と
も
日
大
の
教
授
に
な
っ
た
記
念
に
、
平
成
元
年
に
共
著
でP

564

の
「
海
外
子
会
社
の
法
律
と
税
務
」
を
商
事
法
務
研
究
会
か
ら
出
版
し
て
い
ま
す
。

経
済
学
部
で
は
、
前
教
授
田
中
啓
一
さ
ん
は
、
私
が
主
税
局
の
係
長
だ
っ
た
昭
和
三
五
年
頃
に
、
藤
田
工
業
（
？
）
の
社
長
の
藤
田
正

二
〇
九
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経
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第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
六
〇
二
）

明
さ
ん
が
国
会
議
員
で
、
大
蔵
政
務
次
官
に
な
ら
れ
た
と
き
に
議
員
秘
書
か
ら
同
政
務
次
官
秘
書
官
に
な
ら
れ
て
、
同
じ
大
蔵
省
ビ
ル
の

二
階
で
二
年
ほ
ど
働
き
、
政
務
次
官
室
に
私
が
大
蔵
省
提
出
税
法
法
律
案
、
主
税
局
の
国
会
提
出
資
料
の
説
明
に
通
っ
た
頃
に
親
交
を
結

び
、
そ
の
縁
で
昭
和
五
二
年
頃
に
新
設
さ
れ
る
予
定
の
日
大
国
際
関
係
学
部
へ
の
転
職
を
す
す
め
ら
れ
、
そ
の
後
「
資
産
政
策
と
資
産
課

税
」（
有
斐
閣
・
平
成
一
〇
年
）
を
数
人
の
友
人
と
出
版
し
て
い
ま
す
。

私
と
日
本
大
学
の
関
係
を
追
記
と
し
て
誌
し
た
次
第
で
す
。

二
一
〇
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四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
六
二
四
）

均等犠牲説による勤労所得税の公平性
─平成 7年から平成 22 年の家計調査を基にして─

藪　下　武　司

1 ．はじめに

2．課税の公平と均等犠牲説

3．分析結果

4．おわりに

5．補論（実証モデル）

1 ．はじめに

本稿の目的は、平成 7年から平成 22 年までの、勤労所得税の垂直的

公平性を検証することにある。

われわれは以前、昭和 55 年～平成 6年までの日本の勤労所得税が、

「均等犠牲」の原則に基づいた課税構造と一致しているかどうかについ

て検討を行った。そこでは、わが国では昭和 50 年代中頃から徐々に所

得税の不公平は改善されはじめ、平成元年の消費税の導入時には、ほ

ぼ所得税の公平性は確保されていたとの結論を得た。その後、平成元

年の税制改革以降は、中間所得層から高所得層にかけて幅広い所得層

で優遇税制になっていることを確認した⑴。

一方Young（1990）は、アメリカの所得税制度を中心にして、日・英・

独・伊の所得税が均等犠牲に対応しているかどうかについての分析を

行い、アメリカの 1986 年の税制改革に対して消極的な評価を行ってい

る。この改革は、税率が 15％と 28％の 2段階という大幅な簡素化と最

高税率の引き下げを行うという内容で、その後、各国の税制改革に影

1

二
三
二



均
等
犠
牲
説
に
よ
る
勤
労
所
得
税
の
公
平
性
（
藪
下
）

（
六
二
三
）

響を与えたが、均等犠牲の原則から判断して所得税の公平性を確保し

ていないというものであった⑵。

わが国においても、平成元年に税率表の 6段階から 5段階への簡素

化、最高税率 60％から 50％への軽減、平成 7年には税率表の変更・最

高税率の引き下げ、平成 11 年には税率表の 5段階から 4段階への簡素

化と税額の変更、さらに平成 19 年には、4段階から 6段階へと税率表

の多段階化と税額の変更という税制改革が行われた。本稿ではこれら

の税制改革、特に所得税制度の変更と公平性の関係についても検討す

ることとする。

第 2節では、「均等犠牲説」と累進構造との関係について説明する。

第 3節において、「家計調査」（総務省）の日本の実際のデータから効用

関数を推定し、「均等犠牲」に基づく理論値（最適税額）を導出する。

この理論値と実際の納税額との比較検討を通して、日本の所得税制の

特徴や税制改革の評価を行う。最後に本稿で得られた結果の要約と今

後の課題について述べる。補論として、本稿で用いた「均等犠牲」（「均

等絶対犠牲」）に基づいたものであるかどうかを検討するためのモデル

を提示する⑶。

注⑴　藪下・坂井（1993）, pp.195-205。これに対して、同時期の税制改革の
分析を行った本間・跡田（1989）は積極的な評価を与えていない。
⑵　Young.H.P（1990）, pp.253-266。
⑶　高木（2004）は、犠牲説を含めた公平性の概念について、「その本質を
経済学・財政学で規定することは難しく、社会が分化し複雑化してくる
と、それにつれて一義的・普遍的な解答を与えることは困難である」と
指摘する（pp.26-31）。

2 ．課税の公平と均等犠牲説

財政学の分野においては、アダム・スミス以来の主要な租税原則と

して公平性、中立性、費用最小（最小徴税費）の 3原則が挙げられる。

その中で公平の原則を取り上げると、従来から利益説（応益原則）と能

2

二
三
一
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第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
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月
）

（
六
二
二
）

力説（応能原則）に分けられる。前者は、公共サービスから受ける利益

に応じて税を負担することが公平であると考え、主として所得や富の

再分配に、後者は、個人の税の負担能力に応じて支払うことが公平だ

と考え、資源配分に関する理論的根拠を提供してきた。さらに能力説

は、等しい負担能力を有するものは等しい租税負担を公平とする水平

的公平性と、異なる負担能力を有するものは異なる租税負担を公平と

考える垂直的公平性をその基礎においている。

租税は反対給付を伴わない国民の支払いとみなされている。した

がって、この国民の強制的な支払いは国民にとって公平であると考え

られる税体系となっていなければならない。すなわち政府は、国民が

納得しうる経済力や支払能力の指標ないしは規準に基づいた課税方式

を国民に提示する必要がある。

J.S.Mill や F.Y.Edgeworth は、この支払能力を効用関数から説明し

ようとした。彼らの基本的租税原則は、国民がすべて等しい犠牲

（equal sacrifi ce）を負うことが最も公平な課税方式であると考える。効

用の損失を犠牲と想定し、効用理論に基づく課税方式を提示する学説

をここでは、「均等犠牲説」（equal sacrifi ce theory）と呼ぶことにする

（Atkinson and Stiglitz（1980）ch.13）。

所得 yに対応する総効用をU（y）、所得の関数である税額を tとする。

税額がすべての個人に対して等しい犠牲となるように決定されるとい

う均等犠牲の条件は次式によって示される⑴。

（ 1）　U（y）－U（y－t）＝s

sはあらゆる所得水準、所得階層において一定である犠牲＝効用の損

失である。すなわち課税によって失われる効用を意味している。この

効用の大きさが各個人に均等にするように課税するのが「均等犠牲」

あるいは「均等絶対犠牲」の原則である⑵。

図 1において、xBは所得、tBは所得税、yB＝xB－tBが受取り所得、

U（xB）は xBから得られる効用、U（yB）は yBから得られる効用とすると、
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U（xB）－U（yB）＝sとなる。同様に、異なる所得 xA対しても、U（xA）

－U（yA）＝sが、課税による効用の損失分（犠牲）だとすると、この犠

牲量 sの大きさを全ての所得階級に対して同一にするような方法が均

等犠牲原則である。

図 1

注⑴　（ 1）式の基準については、Musgrave（1961）第 5章、村上（1972）p.37 参
照。
⑵　限界効用の所得弾力性が－1より小さい場合、限界効用曲線が直角双
曲線よりも急であることと対応している。また、Samuelson（1961）によ
る限界効用の所得弾力性 yU'（y）/（y－t）U'（y－t）の定義では、この弾
力性が 1以下である場合に累進税率が適切となる（Samuelson（1967）
p.227、村上（1972）pp.34-42 参照）。

3 ．分析結果

3．1　平成 7年～22 年の最適税額の推定

実証分析は、以下の手順で進められている。第一に、変数 X＝

1/2lny（y－t）と変数 Y＝ln tのデータを利用して、相対的リスク回避度

を推定する。この推定結果は、一定の所得弾力性を持つ効用関数を特

定化することが可能となる。第二に、この効用関数を利用して、全て

の所得階層において税額による所得の効用の減少分、すなわち犠牲量

U（xB）

U（yB）

U（xA）

U（yA）

Ｕtility

s＝sacrifice（loss of utility）

Income　xyA xA yB

s

s

tA

tB

xB
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が同じになるように sを推定する。そして最後に、推定された相対的

リスク回避度と犠牲量から、均等犠牲に基づく理論的税額を導出し、

この理論的税額と実際に納税された税額とが一致しているかどうかを

検討する。

実証分析期間は、橋本内閣（平成 7年）、小渕内閣（平成 11 年）、安倍

内閣（平成 19 年）による税制改革の影響についても分析することから、

平成 7年から平成 22 年の 16 年間とした。所得 yと税額 tは、総務省

『家計調査年報』の勤労者世帯の 18 階級別のデータを利用した。所得

は「勤め先収入」、納税額は「勤労所得税」を用いた。

まず、「勤め先収入」yと「勤労所得税」tの変数について、X＝

1/2lny（y－t）、Y＝ln tに変換し、OLSにて相対的リスク回避度を推

定した。その推定結果が表 1の第 2列に示されている。平成 22 年の相

対的リスク回避度 cは 2.3401 であり、最大値は平成 20 年の 2.4867、最

小値は平成 8年の 2.0384 となっている。また、16 年間の平均は 2.1533、

標準偏差は 0.13 である。この推定結果からわれわれは、最近 16 年間の

日本における勤労者の相対的リスク回避度を 2.15 前後と予測すること

ができる。これらのことから判断すると、この期間の日本における勤

労者は、相対的によりリスク回避的行動をとっていたものとみなされ

る。したがって勤労者世帯の効用関数は、所得軸に対して凹型であり、

しかもその曲線はかなり湾曲していることになる⑴。

表 1の第 3列は、効用関数の所得弾力性を示している。平成 22 年の

効用関数は、U（y）＝－y－1.3401 となる。16 年間の所得弾力性の平均は、

－1.1533 であった。そして効用関数の所得弾力性は各年ともに 2以上

であり、その平均は 2.1533 となる。したがって日本の勤労者の効用関

数は、Frisch による限界効用の所得弾力性が 1以上の場合、均等犠牲

説による課税は累進税が最適であるという所得税の累進税率適用の条

件を満たしていることになる。

次に、効用関数の特定化に基づき、犠牲量 sを推定するためにU（y）

－U（y－t）を計算する。表 1の第 4列には、18 階級のデータを利用し

5
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た各年の犠牲量の平均と標準偏差が示されている。平成 22 年の平均は

2.7222×10－11、標準偏差は 2.7543×10－12 である。また平均の最大値は

平成 8年の 3.2706×10－9 であり、最小値は平成 20 年の 3.0188×10－12

である。

表 1　計測結果
年
平成

相対的リスク
回避度（c）

効用関数の
所得弾力性

犠牲量平均（上）
犠牲量標準偏差（下）

Et/tの変
動係数（%）

主な税制改革
（所得税）

7年 2.0446
（67.2812） －1.0446 3.0128×10－9

1.8871×10－10 5.8 税率引下げ（金額変
更）、定額減税

8年 2.0384
（61.1765） －1.0384 3.2706×10－9

2.2594×10－10 6.6 15％の定率減税

9年 2.0913
（70.7144） －1.0913 1.5862×10－9

9.8401×10－11 5.9

10 年 2.1470
（20.1196） －1.1470 5.5027×10－10

1.5652×10－10 17.0 定額減税

11 年 2.1036
（107.9235） －1.1036 1.0612×10－9

4.2573×10－11 3.9 税率区分変更（5→4
段階）、低率減税

12 年 2.1105
（41.8002） －1.1105 9.7563×10－10

1.1758×10－10 8.8 扶養控除見直し

13 年 2.0538
（49.9856） －1.0538 2.2103×10－9

1.9556×10－10 8.0

14 年 2.1517
（60.2725） －1.1517 5.2448×10－10

4.1321×10－11 7.0

15 年 2.0583
（57.1583） －1.0583 2.0216×10－9

1.5492×10－10 7.6 配偶者特別控除加算
部分廃止

16 年 2.0639
（51.0058） －1.0639 1.9177×10－9

1.6796×10－10 8.3 公的年金控除見直し、
老年者控除廃止

17 年 2.0701
（51.6432） －1.0701 1.7668×10－9

1.5688×10－10 8.0 定率減税縮減

18 年 2.1570
（58.1486） －1.1570 5.2287×10－10

3.8588×10－11 7.8 所得税減税、定率減
税廃止

19 年 2.1832
（19.7783） －1.1832 2.9563×10－10

7.7101×10－11 20.2 税率区分変更（4→6
段階）

20 年 2.4867
（53.4723） －1.4867 3.0188×10－12

2.8785×10－13 9.4

21 年 2.3523
（35.1230） －1.3523 2.2333×10－11

3.2142×10－12 12.4

22 年 2.3401
（51.0528） －1.3401 2.7222×10－11

2.7543×10－12 9.1

注 1 ．（　）内の数値は t値
　 2．Etは均等犠牲説にもとづいて推定された理論的税額
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以上の効用関数の特定化と犠牲量（効用の損失）sの推定を踏まえて、

均等犠牲説に基づく理論的税額（最適税額）t＝y－（y1－c＋s）1/（t－c）を推

定することとする。表 2は、平成 7年から 22 年までの 16 年間の所得

階層別における最適税額の推定結果である。各年の中央の列には実際

に納税した勤労所得税が、右側の列には最適税額と納税額との誤差が

示されている⑵。

・平成 7年～平成 10 年

平成 7年についてみると、200 万円未満、350 万円～400 万円未満、

450 万円～500 万円未満、500 万円～550 万円未満、800 万円～900 万円

未満の 5つの階級の最適税額と実際の納税額との差は千円以下である。

このことは、この 5つの階級の納税額は、均等犠牲に基づく最適税額

とほとんど一致していたことになる。

一方、900 万円～1000 万円未満、1000 万円～1250 万円未満、1500 万

円以上の 3つの階級の勤労者は、最適税額よりも 1万円以上も多く実

際に納税している。さらに、300 万円～350 万円未満、400 万円～450

万円未満、550 万円～600 万円未満、650 万円～700 万円未満、700 万円

～750 万円未満、750 万円～800 万円未満の 7つの階級、いわゆる中間

所得層は、いずれも実際の納税額が最適税額を千円以上下回っている。

特に、600 万円～650 万円、700 万円～750 万円、750 万円～800 万円の

3つの階級では、1万円以上も少ない納税額となる優遇税制となっている。

したがって、税負担の公平性を所得階層別にみてみると、平成 7年

の所得税制は、低所得層に対しては、概ね公平性の原則が成立してい

るものとみなされうるが、中間所得層の税負担は、公平性の原則から

みて小さく、彼らを優遇するような不公平税制であるといえる。また、

高所得層においては、1250万円～1500万円未満を除いて超過負担となっ

ており、この階層にとっては不公平税制となっていたものと考えられ

る。

このような中間所得層の優遇、高所得層の超過負担という所得税制

の構造は、平成 10 年頃までの一般的特徴として指摘することができる。
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表
2
　
最
適
税
額
の
推
定
結
果
（
平
成
7
～
10年

）

年
間
所
得
階
級

（
千
円
）

平
成
7
年

平
成
8
年

平
成
9
年

平
成
10
年

最
適
税
額

税
額

誤
差

最
適
税
額

税
額

誤
差

最
適
税
額

税
額

誤
差

最
適
税
額

税
額

誤
差

～
1999

16.3
17.0 

0.7
18.1

19.1
1.0 

14.7
15.6

0.9
15.0 

30.9
15.9

2000
～
2499

32.6
35.5

2.9
27.2

32.0 
4.8

34.1
36.8

2.7
22.6

20.7
－
1.9

2500
～
2999

36.7
38.9

2.2
40.1

37.9
－
2.2

44.1
50.1

6.0 
26.9

22.4
－
4.5

3000
～
3499

56.7
53.9

－
2.8

55.7
58.9

3.2
54.9

50.1
－
4.8

39.4
33.4

－
6.0 

3500
～
3999

68.8
68.7

－
0.1

73.8
68.1

－
5.7

71.8
67.6

－
4.2

51.6
44.1

－
7.5

4000
～
4499

88.2
86.5

－
1.7

78.9
68.4

－
10.5

84.6
75.6

－
9.0 

63.1
56.5

－
6.6

4500
～
4999

107.3
107.7

0.4
105.4

104.2 
－
1.2

106.8
105.9

－
0.9

80.6
65.5

－
15.1

5000
～
5499

115.0 
114.8

－
0.2

117.0 
111.1

－
5.9

128.5
122.1

－
6.4

91.1
75.1

－
16.0

5500
～
5999

144.1
134.2

－
9.9

133.5
127.6

－
5.9

146.1
143.1

－
3.0 

107.2
94.4

－
12.8

6000
～
6499

167.4
155.1

－
12.3

166.1
164.9

－
1.2

176.1
168.0 

－
8.1

135.3
116.6

－
18.7

6500
～
6999

198.9
189.0 

－
9.9

187.4
187.0 

－
0.4

209.7
205.0 

－
4.7

160.3
142.9

－
17.4

7000
～
7499

223.1
202.4

－
20.7

209.6
210.5

0.9
246.6

242.6
－
4.0 

172.8
150.8

－
22.0 

7500
～
7999

248.6
233.6

－
15.0 

240.3
226.2

－
14.1

267.3
266.8

－
0.5

213.2
201.9

－
11.3

8000
～
8999

282.3
282.3

0
293.6

286.2
－
7.4

320.0 
318.9

－
1.1

243.9
253.0 

9.1

9000
～
9999

344.0 
356.6

12.6
362.4

366.7
4.3

405.8
410.6

4.8
304.7

311.6
6.9

10000
～
12499

449.5
463.4

13.9
459.1

477.8
18.7

504.5
520.7

16.2
399.2

458.8
59.6

12500
～
14999

630.8
633.0 

2.2
651.9

675.3
23.4

719.3
721.3

2.0 
586.1

656.4
70.3

15000
～

927.9
1062.7

134.8
955.4

1026.4
71.0 

1093.1
1187.0 

93.9
840.1

971.9
131.8
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表
2
　
最
適
税
額
の
推
定
結
果
（
平
成
11～

14年
）

年
間
所
得
階
級

（
千
円
）

平
成
11
年

平
成
12
年

平
成
13
年

平
成
14
年

最
適
税
額

税
額

誤
差

最
適
税
額

税
額

誤
差

最
適
税
額

税
額

誤
差

最
適
税
額

税
額

誤
差

～
1999

11.0 
11.0 

0
10.6

9.4
－
1.2

10.4
9.9

－
0.5

8.3
7.3

－
1.0 

2000
～
2499

26.4
26.6

0.2
34.6

50.7
16.1

36.5
45.3

8.8
29.6

36.7
7.1

2500
～
2999

32.3
30.1

－
2.2

31.3
29.7

－
1.6

37.7
43.4

5.7
32.8

33.3
0.5

3000
～
3499

45.8
46.7

0.9
42.3

42.3
0

43.4
38.9

－
4.5

35.6
36.3

0.7

3500
～
3999

53.2
58.6

5.4
56.5

52.6
－
3.9

51.4
45.0 

－
6.4

47.7
46.5

－
1.2

4000
～
4499

61.5
62.2

0.7
69.6

68.8
－
0.8

64.9
64.8

－
0.1

58.4
57.3

－
1.1

4500
～
4999

88.1
91.8

3.7
82.6

78.1
－
4.5

75.3
78.5

3.2
70.2

68.5
－
1.7

5000
～
5499

104.7
101.1

－
3.6

100.4
99.3

－
1.1

92.4
90.7

－
1.7

89.0 
93.0 

4.0 

5500
～
5999

110.6
112.5

1.9
113.2

106.2
－
7.0 

117.6
112.4

－
5.2

103.3
103.1

－
0.2

6000
～
6499

133.2
126.5

－
6.7

140.4
134.3

－
6.1

134.2
128.3

－
5.9

117.0 
118.4

1.4

6500
～
6999

161.4
155.0 

－
6.4

153.5
153.3

－
0.2

142.1
132.0 

－
10.1

156.2
144.3

－
11.9

7000
～
7499

189.4
191.2

1.8
187.5

185.7
－
1.8

168.2
162.2

－
6.0 

159.6
164.0 

4.4

7500
～
7999

196.3
185.9

－
10.4

191.3
179.7

－
11.6

196.6
192.0 

－
4.6

201.8
184.7

－
17.1

8000
～
8999

237.5
234.7

－
2.8

257.4
245.2

－
12.2

244.0 
236.2

－
7.8

247.5
240.3

－
7.2

9000
～
9999

288.9
284.7

－
4.2

299.7
304.2

4.5
287.9

297.0 
9.1

285.7
287.1

1.4

10000
～
12499

375.8
388.9

13.1
387.9

395.5
7.6

364.9
379.8

14.9
384.0 

375.7
－
8.3

12500
～
14999

532.1
540.1

8.0 
552.8

556.3
3.5

567.6
543.1

－
24.5

529.5
493.7

－
35.8

15000
～

817.1
829.0 

11.9
850.1

875.2
25.1

820.6
885.7

65.1
887.7

974.8
87.1
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表
2
　
最
適
税
額
の
推
定
結
果
（
平
成
15～

18年
）

年
間
所
得
階
級

（
千
円
）

平
成
15
年

平
成
16
年

平
成
17
年

平
成
18
年

最
適
税
額

税
額

誤
差

最
適
税
額

税
額

誤
差

最
適
税
額

税
額

誤
差

最
適
税
額

税
額

誤
差

～
1999

9.0 
8.4

－
0.6

10.8
13.5

2.7
11.3

9.6
－
1.7

12.1
11.2

－
0.9

2000
～
2499

29.6
32.9

3.3
23.7

19.8
－
3.9

28.9
37.2

8.3
28.7

32.4
3.7 

2500
～
2999

31.0 
36.7

5.7
32.6

33.6
1.0 

29.1
31.7

2.6
32.1

34.7
2.6

3000
～
3499

38.5
31.7

－
6.8

40.5
35.3

－
5.2

41.5
40.3

－
1.2

44.7
36.0 

－
8.7

3500
～
3999

52.1
55.2

3.1
55.3

52.4
－
2.9

49.1
43.2

－
5.9 

55.1
56.3

1.2

4000
～
4499

62.6
65.7

3.1
65.6

65.6
0

62.9 
63.6

0.7
68.3

71.6
3.3 

4500
～
4999

80.8
75.3

－
5.5

78.5
79.6

1.1
73.9

73.6
－
0.3

78.6
81.4

2.8

5000
～
5499

87.5
84.8

－
2.7

92.9
87.6

－
5.3

88.2
90.5 

2.3
99.9

102.9
3.0

5500
～
5999

104.1
99.3

－
4.8

106.1
106.8

0.7
118.3

116.4 
－
1.9

117.4
116.0

－
1.4

6000
～
6499

129.7
123.2

－
6.5

137.3
134.4

－
2.9

120.9
115.2

－
5.7

142.1
145.0

2.9

6500
～
6999

143.0 
143.2

0.2
153.6

147.3
－
6.3

151.6
147.4 

－
4.2

151.8
142.4

－
9.4

7000
～
7499

164.9
164.6

－
0.3

178.2
174.8

－
3.4

187.5
182.0

－
5.5

180.3
186.6 

6.3

7500
～
7999

185.4
181.2

－
4.2

189.6
200.1

10.5
191.4

198.8
7.4

213.3
206.8

－
6.5

8000
～
8999

233.2
239.2

6.0 
246.1

248.1
2.0 

239.8
244.2

4.4 
254.1

256.2 
2.1

9000
～
9999

258.6
265.8

7.2
288.8

316.8
28.0

290.4
281.2

－
9.2 

349.1
344.2

－
4.9

10000
～
12499

364.7
378.0 

13.3
399.1

411.2
12.1

397.1
401.3 

4.2
451.0

451.3
0.3

12500
～
14999

513.4
496.7

－
16.7

452.7
442.7

－
10.0 

530.3
514.4

－
15.9

621.3
560.8

－
60.5

15000
～

881.9
883.4

1.5
856.4

859.3
2.9

834.5
841.0

6.5
995.6

1065.3
69.7
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表
2
　
最
適
税
額
の
推
定
結
果
（
平
成
19～

22年
）

年
間
所
得
階
級

（
千
円
）

平
成
19
年

平
成
20
年

平
成
21
年

平
成
22
年

最
適
税
額

税
額

誤
差

最
適
税
額

税
額

誤
差

最
適
税
額

税
額

誤
差

最
適
税
額

税
額

誤
差

～
1999

8.0 
14.0 

6.0 
7.3

6.3
－
1.0 

9.4
12.9

3.5
6.2

7.1
0.9

2000
～
2499

23.8
19.4

－
4.4

15.7
16.9

1.2
15.9

15.1
－
0.8

20.6
25.8

5.2

2500
～
2999

30.0 
42.9

12.9
21.0 

25.2
4.2

21.0 
24.9

3.9
21.6

20.9
－
0.7

3000
～
3499

36.3
29.0 

－
7.3

28.0 
26.9

－
1.1

30.1
28.9

－
1.2

29.5
29.0 

－
0.5

3500
～
3999

43.2
31.0 

－
12.2

32.8
38.0 

5.2
36.3

31.7
－
4.6

36.0 
31.1

－
4.9

4000
～
4499

52.0 
45.2

－
6.8

38.4
38.8

0.4
41.0 

40.9
－
0.1

45.4
41.6

－
3.8

4500
～
4999

71.4
58.2

－
13.2

53.6
51.4

－
2.2

59.7
51.9

－
7.8

59.4
54.6

－
4.8

5000
～
5499

78.5
66.9

－
11.6

73.6
60.9

－
12.7

63.5
56.2

－
7.3

70.4
66.8

－
3.6

5500
～
5999

94.8
74.9

－
19.9

93.3
84.1

－
9.2

84.3
70.5

－
13.8

87.0 
82.0 

－
5.0 

6000
～
6499

122.1
103.2

－
18.9

103.3
97.7

－
5.6

94.8
87.2

－
7.6

105.3
96.1

－
9.2

6500
～
6999

130.4
108.3

－
22.1

123.8
116.5

－
7.3

117.7
108.3

－
9.4

129.0 
119.2

－
9.8

7000
～
7499

157.9
154.1

－
3.8

145.8
157.7

11.9
141.8

120.9
－
20.9

155.5
146.0 

－
9.5

7500
～
7999

184.7
175.8

－
8.9

168.0 
168.9

0.9
157.9

152.3
－
5.6

180.6
187.4

6.8

8000
～
8999

216.3
217.1

0.8
222.4

234.8
12.4

197.4
204.9

7.5
227.1

226.6
－
0.5

9000
～
9999

273.8
286.9

13.1
289.2

299.9
10.7

260.9
260.8

－
0.1

270.2
295.1

24.9

10000
～
12499

372.9
401.8

28.9
400.1

405.0 
4.9

350.2
370.8

20.6
349.7

359.9
10.2

12500
～
14999

561.0 
619.0 

58.0 
566.8

528.9
－
37.9

519.8
545.7

25.9
598.9

583.9
－
15.0 

15000
～

812.2
1065.7

253.5
981.7

1012.7
31.0 

840.2
1044.8

204.6
845.1

971.3
126.2
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・平成 11 年～平成 18 年

しかし平成 11 年から平成 18 年頃にかけては、低所得層から中間所

得層で、それまでの優遇税制が弱まり、超過負担に変わった階層もあ

る。例えば 200 万円未満（平成 16 年）、200 万円～250 万円未満（平成 12、

13、14、15、17、18 年）、250 万円～300 万円未満（平成 13、15、17、18 年）、

350 万円～400 万円未満（平成 11、15 年）、450 万円～500 万円未満（平成

11、13、15、16、18 年）、500 万円～550 万円未満（平成 14、17、18 年）、

600 万円～650 万円（平成 18 年）、700 万円～750 万円（平成 14 年）、750

万円～800 万円（平成 16、17 年）などの階級である。

一方でこの時期には、高所得層の中でも優遇税制となる所得階級、

例えば 1250 万円～1500 万円未満（平成 13、14 年）、1250 万円～1500 万

円未満（平成 15、16、17、18 年）ができるなど、全体として階層別の特

徴がとらえにくい状況になった。ただし各階層のプラス、マイナスの

誤差はバラツキがあるものの相対的にその値は小さいため、この期間

中の変動係数は安定している。

・平成 19 年～平成 22 年

最後に平成 22 年についてみると、200 万円未満、250 万円～300 万円

未満、300 万円～350 万円未満、800 万円～900 万円未満の 4つの階級

の最適税額と実際の納税額との差は千円以下である。このことは、こ

の 4つの階級の納税額は、均等犠牲に基づく最適税額とほとんど一致

していたことになる。

一方、900 万円～1000 万円未満、1000 万円～1250 万円未満、1500 万

円以上～の 3つの階級の勤労者は、実際には最適税額よりも 1万円以

上も多く納税している。さらに、350 万円～400 万円未満、400 万円～

450 万円未満、450 万円～500 万円未満、500 万円～550 万円未満、550

万円～600 万円未満、600 万円～650 万円未満、650 万円～700 万円未満、

700 万円～750 万円未満の 8つの階級、すなわち中間所得層の幅広い階

級では、いずれも実際の納税額が最適税額を千円以上下回っている。

特に 1250 万円～1500 万円未満では、1万円以上も少ない納税額となる
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優遇税制となっている。

したがって、平成 19 年以降をみると、低所得層で超過負担が目立つ

ようになり、逆に中間所得層の幅広い階層で優遇税制となった。さら

に、1250 万円～1500 万円未満（平成 20、22 年を除く）の高所得層で、大

幅な超過負担となる傾向が続いている。特に平成 22 年は、低所得～中

間所得層の 900 万円未満の所得層で、最適税額と実際の納税額との差

が小さく、いずれも 1万円以内という特徴がみられる。一方で高所得

層の超過負担の割合が大きいことも特徴である。

3．2　垂直的公平性の指標

表 1の第 5列は、日本の勤労所得税の公平性あるいは不公平の指標

が示されている。この指標は、均等犠牲説に基づいて理論的に導出し

た最適税額と現実の税額との比の変動係数である。すなわち、この値

が小さいほど垂直的公平性が実現されているものと考えることができ

る。それによると平成 11 年の 3.9 が最も小さく、この年が最も公平性

が実現されていたものといえる。一方、平成 19 年の 20.2 が最も大きく、

次いで平成 10 年の 17.0 が大きい。したがって、この年が最も不公平の

程度が大きかったことになる。

一番右の列には、税制改革（所得税）の変更が記してある。累進制の

変更である累進税率の変更とこの変動係数の関係についてみると、平

成 7年の橋本内閣の税制改革では、変動係数は 8.9 から 5.8 に低下、平

成 11 年の小渕内閣の税制改革では、17.0 から 3.9 に低下しており、税

制変更時にはこれらに対応して、勤労所得税の垂直的不公平が是正さ

れていることがみてとれる。一方で、平成 19 年の安倍内閣の税制改革

では、変動係数が 7.7 から 20.2 へと増大し税率変更時に不公平が拡大

している。しかし、税制改革の行われていない平成 8年と平成 9年の

変動係数がそれぞれ 6.6 と 5.9 であった。このことは、税制改革（税率

や税額の変更）と公平性の実現ないしは不公平性の是正とは必ずしも一

致しているとはいえない結果を意味している。したがって平成 7年（橋
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本内閣）、11 年（小渕内閣）の税制改革によって垂直的公平が是正された

かどうかについては明確な評価を与えることができない。

今回検証した平成7年以降をみてみると、平成7年から9年、11年（平

成 10 年を除いて）は、均等犠牲による公正性は概ね保たれており勤労所

得税の累進性は公平であったと考えることができる。その後、平成 12

年から 18 年頃より公平性が保たれなくなり、平成 19 年以降には不公

平が拡大するような税制となっている様子が分かる⑶。石（2008b）は、

平成12年の扶養控除の見直し、平成15年の配偶者特別控除（加算部分）

の廃止、そして平成 16 年の公的年金等控除見直しと老年者控除の廃止

をとりあげ、これらが、戦後の所得税の変遷において、「あるべき税制

改革」の視点から本格的に取り組まれた改革だと述べている。

本稿で得た結果と先行研究とを比較検討してみる。まず、税率構造

はフラットを維持し、低所得層に税額控除を行うことにより不公平を

是正しようとする考え方である。

土居（2009）は、現行の所得税制では、所得控除が中心でそのままで税

率を変えても低所得層には所得税制を通した格差是正が及ばないこと、

所得階層別の社会保険料負担は逆進性が強くなることを指摘し、所得

控除を税額控除に代えつつ給付付税額控除を導入して低所得層に配慮

する方法を検討する。

田近・八塩（2006）、（2012）は、平成 11～18 年の定率減税、平成 16 年

の税制改革の影響について検討し、給与所得者に対しては、高所得層

の一部を除き税負担にはほとんど影響を与えなかったこと、課税ベー

スが大きく浸食されたままで税率を引き上げてもその税収効果は限定

的であることなどを指摘し、「所得税の三位一体改革」の必要性を主張

している。

一方、累進度の最適水準に関しては様々な意見がある。林（2011）は、

1980 年代以降の民間給与所得者の不平等度（ジニ係数）の推移を調べ、

平均以上の給与収入の納税者負担を引き上げることを指摘する。係数

は 80 年代から上昇傾向を示し 90 年代は横ばいに推移し、2002 年以降
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に急激に上昇する。90 年代中頃までは中～高所得層の増加で全体的な

給与水準が増加したが、2000 年代以降は、低所得層が増加し 400 万円

超の階級では減少する。結果的に所得全体に占める高所得層の割合が

高まり係数の上昇に結びついたとしている。これは、本稿での結果と

近似的な傾向を示している。

八田（1994）は、日本の中堅サラリーマンの所得税率は高くないと主張

する。多くの人にとって、むしろ各種控除を整理した課税最低限の引

き下げを伴う所得税増税の方が、消費税増税より有利であるとし、高

所得層の税率を少なくとも 1970 年前後、中曽根・竹下税制改革で所得

税の大幅減税が行われる前の水準に引き上げるべきであると主張する。

また、所得税の税率引下げの理由を、経済の国際化に求めることは、

現在のところはできないとする。

跡田・橘木（2001）は、1970、80 年代の所得税の累進度は、効率と公

平の兼ね合いの観点からほぼ最適水準に近いものだったとしている。

そして今日のフラットタックスの状況は最適課税からは逸脱しており、

最適所得税を追求するのであれば、所得税の累進度を強めるべきだと

主張する。さらに岩本（2012）は、所得税率だけをみると累進構造となっ

ているが、社会保険料を加えると、年間所得 700 万円～900 万円、1400

万円～1700 万円あたりの所得が最も税率が高くなるため、税収と社会

保障を同時に考える視点が必要となるとしている。貝塚（2005）は、1980

年代以降の不平等化は、賃金格差による経済的要因によって左右され

たものではなく、人口的要因の影響を強く受けたものであることを主

張する。租税による再分配の比重はわずかで、社会保険による比重が

圧倒的に高いことが原因であり、租税による所得再分配の役割をどの

ように考えるかという基本的問題を再考すべきとしている。

注⑴　相対的リスク回避度は、2前後であると予想されている。
⑵　誤差の値が＋の場合は超過負担を、－の場合は優遇税制を示している。
本稿では所得額の大きさによる誤差の考慮も必要と考えるが、誤差が千
円以下の場合を公平性が成立、誤差が 1万円以下の場合をほぼ公平性が
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保たれている状態、それ以上の誤差を不公平税制と考える。

4 ．おわりに

1980 年代以降、経済の効率化・国際化のために、所得税制のフラッ

ト化と包括的所得税制という理念の下で、わが国の税制改革も推進さ

れてきた。同時に、この頃から所得課税によって是正できる所得再分

配に限界のあることがはっきりと意識されてきた。

今回検討したわが国の勤労所得税の公平性においても、1980 年代～

90 年代前半にかけては概ね公平の原則が成立し、その後 90 年代中頃～

2000 年代中頃にかけて公平性が崩れはじめ、2000 年代後半以降は不公

平が拡大しつつあるという検討結果になった。所得階層別の結果を見

ても、公平性を保っていた低所得層が近年では一部の階層で超過負担

になったり、以前は超過負担が大きかった高所得層の中でも優遇税制

になる階層が出現したりと、最近では階層間の公平性の特徴が捉えに

くい状況になってきた。

80 年代以降に、わが国の手本とされた欧米の所得税のフラット化は、

現在アメリカでは 10％から 35％の 6段階に、イギリスでは 20％から

50％の 3段階へと累進段階がそれぞれ増加している。これらの国が、

どのような公平原則に基づいて税制改革を行ってきたのかをいま一度

確認する必要があろう。そして最近のOECD報告書やマーリーズ・レ

ビューの結果とわが国との比較検討も行わなければならない。

わが国が直面する少子高齢化、財政健全化等の諸問題に充分対応で

きるように早急に税制改革を行うべきである。税と社会保障の一体改

革が本格的に議論され、消費税がわが国税制の中心課題となっても、

まずは所得税の実態を分析し、それについて改革することは重要であ

ると考える。

本稿は、家計調査における勤労所得税だけを捉えているため、年金

所得や社会保険料といった所得階層別や年齢階層別の、公平性を考え
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る上で重要な諸要素が含まれていない。また家計調査以外にも、国民

生活基礎調査や国税庁統計年報書などとの比較、他の公平性の尺度と

の比較も重要である。これら多くの課題が残されている。

5．補論（実証モデル）

所得 yに対応する総効用をU（y）、所得の関数である税額を tとする。

税額がすべての個人に対して等しい犠牲となるように決定されるとい

う均等犠牲の条件は次式によって示される。

（ 1）　U（y）－U（y－t）＝s

sはあらゆる所得水準、所得階層において一定である犠牲＝効用の損

失である。すなわち課税によって失われる効用を意味している。この

効用の大きさが各個人に均等にするように課税するのが「均等犠牲」

あるいは「均等絶対犠牲」の原則である。

各個人の効用関数は千差万別であることが予想されうる。したがっ

て無数に存在する効用関数の形状を確定することは不可能であり、各

個人の効用関数に基づく課税は極めて困難なものとなる。そこで最も

妥当な方法は代表的個人の効用関数に基づいて議論することである。

われわれは以下において、あたかもすべての人が同じ効用関数を持っ

ているものとして取り扱うこととする。

効用関数の逆関数を用いると、「均等犠牲」に基づく税額は次式に

よって決定される。

（ 2）　t＝y－U－1［U（y）－s］

実際の税制が均等犠牲説に基づいたものであるかどうかを検証する

ためには、納税者の効用関数を特定化しなければならない。ここでは

Young（1990）の方法、すなわち課税データから直接効用関数を推定する

方法を検討する。均等犠牲仮説を検証するためには、特定化する効用

関数が理論的に効用理論と一致していること、そしてその効用関数か
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ら導出される均等犠牲の税額表が、実際の納税額と対応しているかど

うかを明らかにする必要がある。

リスクの存在下において合理的に行動する経済主体の効用関数を定

義する上において、Arrow と Pratt は二つの尺度を提示した。その一

つは絶対的リスク回避度で、もう一つは相対的リスク回避度である。

絶対的リスク回避度は、効用関数の二次の微係数と一次の微係数との

比によって示され、この比が大きいほどリスク回避的と解釈できる。

一方、相対的リスク回避度は、絶対的リスク回避度に所得を乗じたも

ので、所得水準に関係なく一定値cをとるものと仮定することができる。

相対的リスク回避度は次式となる。

（ 3）　c＝－
yU''（y）
U'（y）

実証分析結果から相対的リスク回避度 cの値は 1よりも大きく、2に

近い値とされているが、さまざまな計測結果が報告されている。ここ

では（ 3）をみたす関数形から、cの値が 1よりも大きい次式の効用関

数を前提とする⑴。

（ 4）　U（y）＝－Ay1－c＋B, A＞0, c＞1

以下で、課税データから（ 4）式の cを推定する。われわれはあらゆ

る所得水準において効用の損失 sが近似的に一定となる効用関数の存

在を仮定する。均等犠牲を表す式の両辺を税額 tで除し、次式を得る。

（ 5）　［U（y）－U（y－t）］/t＝s/t

平均値の定理から、（ 5）式の左辺は、yと y－tの間のある値wに

おける微係数に等しい。このwの値は効用関数U（y）が既知でないな

らば、正確に確認することはできない。しかし、ここではU（y）を確

認することなく、wを推定することを考える。（ 4）式の係数 cはwの

近傍において一定であり、かつ一般性を失うことなく、Ａ＝1、Ｂ＝0

であるものとみなす。したがって、U'（y）＝（c－1）y−cとなる。そして
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wに関して次式が得られる。

（ 6）　U'（w）＝（c－1）w−c

＝［U（y）－（y－t）］/t

＝［（y－t）1−c－y1−c］/t

（ 6）式をw/yについて解くと、次式を得る。

（ 7）　w/y＝
（c－1）（t/y）
（1－t/y）1−c－1

1/c

w/yの値は cの変化に対してほとんど反応しない。いま cの値が 2で

あるとき、wは yと y－tの幾何平均となる。したがってw＝√y（y－t）

と（ 5）式から、次式を得る。

（ 8）　U'（√y（y－t））＝s/t

ここで犠牲量を一般性を失うことなく、s＝1とする。そして（ 8）

について対数をとると、次式が成立する。

（ 9）　lnU'（√y（y－t））＝－ln t

ところで、相対的リスク回避度－zU''（z）/U'（z）は、lnzに関する

－lnU'（z）の変化率の比となっている。すなわち、

（10）　c＝
d（－lnU'（z））

d lnz
＝－

U''（z）
U'（z）

÷
1
z

である。X＝lnzおよび Y＝－lnU'（z）とするならば、われわれは、

Yを Xに回帰させ、その回帰係数を相対的リスク回避度 cの推定値と

みなすことができる。

そこで z＝√y（y－t）とすると、そのとき、Xと Yはそれぞれ次式と

なる。

（11）　X＝ln√y（y－t）＝
1
2
lny（y－t）
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（12）　Y＝ln t

このように、われわれは実際の課税所得 yと課税額 tを利用して、c

を推定することができる。（藪下武司・坂井吉良（1993）より抜粋）

注⑴　経済主体のリスク回避行動とリスク回避度の指標および効用関数の詳
細に関しては、青木（1979）、Arrow（1971）を参照。
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経
済
発
展
理
論
の
展
開
と
ア
シ
モ
グ
ル
の
制
度
論

稲　
　

葉　
　

守　
　

満

は
じ
め
に

最
近
開
発
経
済
学
者
達
の
間
で
経
済
制
度
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
っ
て
き
て
い
る
。
こ
れ
は
発
展
途
上
国
の
経
済
発
展

に
は
投
資
の
増
大
及
び
技
術
進
歩
ば
か
り
で
な
く
、
健
全
な
国
家
形
成
と
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
維
持
の
重
要
性
が
再
認
識
さ
れ
て
き
て
い
る
た

め
で
あ
ろ
う
。
即
ち
国
内
紛
争
、
政
治
不
安
、
政
治
家
・
官
僚
の
腐
敗
、
脆
弱
化
し
た
国
家
機
能
、
非
民
主
的
な
意
思
決
定
及
び
制
度
の

不
透
明
性
等
が
発
展
途
上
国
の
持
続
的
な
経
済
発
展
の
大
き
な
阻
害
条
件
に
な
っ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
発
展
途
上
国
経
済
が
持
続
的

に
発
展
の
た
め
に
は
、
政
府
が
健
全
な
市
場
経
済
制
度
を
確
立
し
、
そ
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
強
化
す
る
必
要
性
が
あ
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ

る
と
い
う
認
識
が
強
く
な
っ
て
き
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
在
来
開
発
経
済
学
者
達
が
展
開
し
て
き
た
経
済
発
展
政
策
や
戦
略
の
論
議
の

中
で
は
、
制
度
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
問
題
が
重
要
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
以
下
こ
こ
で
は
最
初
に
一
九
六
〇
年
代
以
降
開
発
経
済
学
者
達
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三
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が
論
じ
て
き
た
主
要
な
発
展
途
上
国
の
経
済
発
展
理
論
お
よ
び
パ
ラ
ダ
イ
ム
や
命
題
を
概
略
的
に
解
説
し
、
最
近
注
目
さ
れ
て
い
る
Ｄ
．

ア
シ
モ
グ
ル
の
政
治
経
済
学
的
な
発
展
途
上
国
の
制
度
分
析
の
方
法
と
内
容
を
紹
介
す
る
。
こ
の
作
業
を
通
し
て
何
故
経
済
制
度
の
ガ
バ

ナ
ン
ス
の
問
題
が
発
展
途
上
国
の
持
続
的
な
経
済
発
展
の
た
め
に
重
要
な
課
題
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。

1
．
一
九
五
〇
年
│
六
〇
年
代
の
開
発
戦
略

戦
後
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
地
域
か
ら
西
欧
先
進
国
の
植
民
地
か
ら
数
多
く
の
国
が
独
立
し
た
。
そ
れ
と
と
も
に
こ
れ
等
の
旧
植
民
地
国

の
近
代
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
論
じ
る
「
近
代
化
論
」
や
経
済
発
展
の
プ
ロ
セ
ス
を
研
究
す
る
開
発
経
済
学
が
主
に
ア
メ
リ
カ
で
急
速
に
発
展

し
た
。
当
時
ソ
連
と
の
冷
戦
状
態
に
あ
っ
た
ア
メ
リ
カ
の
大
学
で
は
当
然
の
ご
と
く
に
こ
れ
等
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
諸
国
の
近
代
化
の
プ

ロ
セ
ス
を
「
民
主
主
義
国
家
の
形
成
」
の
プ
ロ
セ
ス
、
ま
た
経
済
発
展
の
プ
ロ
セ
ス
を
「
資
本
主
義
的
な
市
場
経
済
体
制
」
の
形
成
の
プ

ロ
セ
ス
と
捉
え
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
ア
メ
リ
カ
は
世
界
各
地
か
ら
移
住
し
た
移
民
達
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
国
で
あ
り
、

戦
前
及
び
戦
後
に
ア
メ
リ
カ
に
移
住
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
の
発
展
途
上
国
の
知
識
人
達
が
、
ア
メ
リ
カ
資
本
主
義
経

済
の
正
統
派
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
対
抗
す
る
種
々
の
異
端
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
展
開
し
た
。
そ
し
て
正
統
派
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
異
端
的
パ
ラ
ダ
イ
ム

を
信
奉
す
る
開
発
経
済
学
者
達
の
間
で
し
ば
し
ば
論
争
が
展
開
さ
れ
た
（
1
）

。
以
下
こ
こ
で
一
九
六
〇
年
代
以
降
論
議
さ
れ
た
主
要
な
経
済
発

展
理
論
や
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
内
容
を
概
観
す
る
こ
と
に
す
る
。

⑴　

経
済
発
展
段
階
説
：
経
済
学
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ

開
発
経
済
学
の
分
野
で
は
経
済
史
の
視
点
か
ら
ロ
ス
ト
ウ
（W

.W
. R
ostow

）
が
、
近
代
の
経
済
発
展
の
プ
ロ
セ
ス
を
伝
統
的
社
会
が

資
本
主
義
市
場
へ
「
離
陸
」（take-off 

）
す
る
「
発
展
段
階
理
論
」
を
展
開
し
た
。
伝
統
的
社
会
か
ら
離
陸
す
る
先
行
条
と
し
て
ロ
ス
ト
ウ
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は
産
業
資
本
の
形
成
と
比
較
的
高
い
投
資
率
、
産
業
基
盤
の
形
成
、
私
有
財
産
制
度
等
の
市
場
経
済
制
度
の
形
成
、
主
導
的
産
業
の
発
展

が
重
要
で
あ
る
と
主
張
し
た
（
2
）

。
ロ
ス
ト
フ
の
発
展
段
階
説
は
ド
イ
ツ
の
歴
史
主
義
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
（
3
）

。
ま

た
ロ
シ
ア
か
ら
ア
メ
リ
カ
に
移
住
し
た
経
済
歴
史
学
者
Ａ
．ガ
ー
シ
ェ
ン
ク
ロ
ン
（A

lexander G
ershcenkron

）
は
経
済
の
近
代
化
の
プ
ロ

セ
ス
を
農
業
経
済
か
ら
工
業
経
済
へ
産
業
構
造
の
転
換
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
捉
え
、
こ
の
転
換
の
過
程
で
「
後
発
国
」
は
先
進
工
業
国
か

ら
容
易
に
先
進
技
術
を
導
入
し
て
生
産
技
術
を
改
善
し
、
工
業
製
品
を
先
進
国
の
市
場
に
輸
出
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
後
進
国
は
「
後

進
性
の
利
益
」
の
利
益
を
持
つ
こ
と
を
指
摘
し
た
（
4
）

。
こ
の
ガ
ー
シ
ェ
ン
ク
ロ
ン
の
命
題
は
後
に
開
発
経
済
学
者
が
、
発
展
途
上
国
が
先
進

工
業
国
に
キ
ャ
チ
ア
ッ
プ
す
る
要
因
の
一
つ
と
し
て
し
ば
し
ば
援
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
Ｍ
Ｉ
Ｔ
教
授
の
Ａ
．ア
ム
ス
デ
ン
は

韓
国
の
工
業
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
「
ガ
ー
シ
ェ
ン
ク
ロ
ン
の
後
進
性
の
利
益
の
命
題
」
が
具
体
化
さ
れ
た
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
（
5
）

。

戦
後
の
ア
メ
リ
カ
の
開
発
経
済
学
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
発
達
し
た
社
会
科
学
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
た
。
特
に
社
会
の
近
代
化
の
プ
ロ

セ
ス
に
つ
い
て
の
社
会
学
的
分
析
に
つ
い
て
は
Ｔ
．パ
ー
ソ
ン
ズ
（T

alcott P
arsons

）
の
「
社
会
シ
ス
テ
ム
ス
理
論
」
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
エ
ー
バ
ー
（M

ax W
eber

）
の
社
会
学
理
論
の
影
響
が
顕
著
で
あ
る
（
6
）

。
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
エ
ー
バ
ー
は
経
済
社
会
の
近

代
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
資
本
主
義
経
済
体
制
の
形
成
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
捉
え
、
そ
の
た
め
に
は
私
有
財
産
制
度
、
自
由
競
争
市
場
と
契
約
制

度
、
株
式
会
社
制
度
、「
資
本
主
義
の
精
神
」
を
体
現
す
る
企
業
人
の
出
現
が
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
と
く
に
禁
欲
的
な
達
成

意
欲
を
持
ち
経
済
合
理
性
を
身
に
付
け
た
企
業
人
の
出
現
が
不
可
欠
で
あ
る
と
す
る
（
7
）

。
特
に
そ
の
影
響
が
顕
著
な
の
は
古
い
社
会
制
度
を

「
創
造
的
に
破
壊
」
す
る
革
新
的
な
企
業
人
の
活
動
が
経
済
発
展
の
原
動
力
で
あ
る
と
考
え
る
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
（Joseph A

. 

S
chum

peter

）
の
経
済
発
展
理
論
で
あ
る
（
8
）

。
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
の
経
済
発
展
理
論
は
後
に
紹
介
す
る
「
内
生
的
経
済
成
長
理
論
」
及
び
Ｄ
．

ア
シ
モ
グ
ル
（D

aron A
cem
oglu

）
の
「
経
済
発
展
の
政
治
経
済
理
論
」
に
も
強
い
影
響
を
与
え
て
い
る
。
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⑵　

二
部
門
経
済
発
展
理
論

一
九
五
〇
年
代
及
び
六
〇
年
代
に
台
頭
し
た
の
が
「
二
部
門
経
済
発
展
理
論
」
で
あ
る
。
開
発
経
済
学
者
、
特
に
発
展
途
上
国
の
開
発

経
済
学
者
達
は
発
展
途
上
国
が
伝
統
的
部
門
で
あ
る
農
業
部
門
か
ら
近
代
的
部
門
で
あ
る
工
業
部
門
に
移
行
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
関
心
を

持
っ
た
。
こ
の
分
野
で
古
典
的
な
理
論
が
ル
イ
ス
（A

rthur W
. L
ew
is

）
と
ラ
ニ
ス
＝
フ
エ
イ
（G

ustav R
anis and J.C

.H
 F
ei

）
に
よ
っ

て
展
開
さ
れ
た
二
部
門
経
済
発
展
理
論
で
あ
る
（
9
）

。
こ
れ
等
二
部
門
経
済
発
展
理
論
の
内
容
は
次
の
よ
う
に
要
約
さ
れ
よ
う
。
①
発
展
途
上

国
に
は
過
剰
労
働
力
が
農
業
部
門
に
堆
積
し
、
こ
れ
等
過
剰
労
働
力
の
限
界
生
産
力
は
ゼ
ロ
で
あ
り
、
こ
れ
等
過
剰
労
働
力
は
「
生
存
最

低
賃
金
」
を
供
与
さ
れ
れ
ば
都
市
部
の
工
業
部
門
に
対
す
る
無
制
限
の
労
働
力
の
供
給
源
と
な
る
。
②
こ
の
よ
う
な
状
態
で
は
農
業
部
門

か
ら
過
剰
労
働
力
が
都
市
部
の
工
業
部
門
に
労
働
力
が
流
出
し
て
も
限
界
生
産
力
が
ゼ
ロ
な
の
で
農
業
生
産
に
は
影
響
を
も
た
ら
さ
な
い
。

③
工
業
部
門
で
は
農
業
部
門
か
ら
流
入
し
た
労
働
者
に
最
低
賃
金
を
支
払
い
、
工
業
経
営
者
が
余
剰
利
益
を
設
備
投
資
に
投
資
す
る
の
で

工
業
部
門
の
生
産
性
が
増
大
す
る
。
④
こ
の
工
業
部
門
の
持
続
的
な
発
展
は
農
業
部
門
の
限
界
生
産
性
が
ゼ
ロ
か
ら
プ
ラ
ス
に
転
じ
る

「
転
換
点
」
に
達
す
る
ま
で
続
行
す
る
。
日
本
で
は
日
本
の
工
業
化
の
プ
ロ
セ
ス
で
何
時
こ
の
「
転
換
点
」
に
達
し
た
か
と
い
う
「
転
換

点
論
争
」
が
展
開
さ
れ
た
（
10
）

。
し
か
し
工
業
部
門
が
発
展
す
る
と
工
業
労
働
者
の
所
得
が
上
昇
し
食
糧
需
要
が
増
大
す
る
。
農
業
部
門
で
は

非
肥
沃
地
ま
で
耕
地
を
拡
大
し
都
市
部
の
増
大
す
る
食
糧
需
要
に
対
応
し
と
す
る
。
そ
の
結
果
食
糧
の
生
産
コ
ス
ト
が
増
大
し
、
そ
れ
に

応
じ
て
都
市
部
の
労
働
力
コ
ス
ト
が
増
大
す
る
。
農
業
部
門
で
は
リ
カ
ー
ド
の
「
差
額
地
代
」
か
ら
肥
沃
な
土
地
を
所
有
す
る
富
裕
層
階

層
が
出
現
す
る
。
し
か
し
都
市
部
の
工
業
の
余
剰
所
得
及
び
設
備
投
資
が
減
少
し
工
業
は
停
滞
す
る
。
こ
の
現
象
を
日
本
の
開
発
経
済
学

者
の
速
水
佑
次
郎
は
「
複
合
経
済
の
リ
カ
ー
ド
の
罠
」
と
称
し
て
い
る
（
11
）

。

ル
イ
ス
、
ラ
ニ
ス=

フ
ェ
イ
の
二
部
門
経
済
発
展
理
論
を
Ｍ
．ト
ダ
ロ
（M

ichael P
.T
odaro

）
は
後
に
修
正
し
て
い
る
。
ト
ダ
ロ
は
発

二
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展
途
上
国
の
現
実
は
都
市
部
の
近
代
的
工
業
部
門
で
は
未
熟
練
労
働
市
場
の
失
業
率
が
高
い
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
農
村
部
か
ら
労
働
力
が
都
市
部
に
移
動
す
る
の
は
都
市
部
の
サ
ー
ビ
ス
産
業
部
門
に
雇
用
機
会
が
多
数
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
と
主
張

す
る
。
こ
の
理
論
は
「
ト
ダ
ロ
理
論
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。
発
展
途
上
国
に
見
ら
れ
る
最
近
の
急
激
な
都
市
化
傾
向
を
観
察
す
る

と
「
ト
ダ
ロ
理
論
」
が
よ
り
現
実
的
で
説
明
力
の
あ
る
理
論
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
（
12
）

。

⑶　

ク
ズ
ネ
ッ
ツ
の
「
逆
Ｕ
字
型
曲
線
」

ロ
シ
ア
か
ら
ア
メ
リ
カ
に
移
住
し
て
経
済
発
展
の
プ
ロ
セ
ス
を
研
究
し
た
サ
イ
モ
ン
・
ク
ズ
ネ
ッ
ツ
（S

im
on K

uznets

）
は
経
済
の
発

展
と
所
得
配
分
の
パ
タ
ー
ン
に
は
一
定
の
規
則
性
が
あ
り
、
後
に
「
ク
ズ
ネ
ッ
ツ
の
逆
Ｕ
字
型
曲
線
」
と
呼
ば
れ
る
命
題
を
一
九
五
五
年

に
発
表
し
た
論
文
の
中
で
提
示
し
た
（
13
）

。
す
な
わ
ち
資
本
主
義
経
済
体
制
の
初
期
の
段
階
で
は
所
得
や
資
産
が
少
数
の
富
裕
階
層
に
集
中
す

る
が
、
経
済
の
発
展
段
階
に
応
じ
て
所
得
配
分
の
平
等
化
が
進
展
す
る
と
い
う
命
題
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
①
経
済
発
展
に
と
も
な
っ

て
産
業
の
中
心
が
農
業
か
ら
工
業
に
移
行
し
、
資
産
保
有
の
平
等
化
が
進
展
す
る
こ
と
、
②
産
業
の
新
陳
代
謝
が
活
発
化
し
人
々
の
所
得

階
層
間
の
垂
直
移
動
が
可
能
と
な
る
こ
と
、
③
政
治
体
制
が
民
主
化
し
社
会
福
祉
政
策
が
実
施
さ
れ
社
会
的
弱
者
に
対
す
る
所
得
分
配
が

行
わ
れ
る
こ
と
等
の
理
由
か
ら
で
あ
る
。
所
得
分
配
の
不
平
等
度
の
分
布
を
、
所
得
分
配
の
ロ
ー
レ
ン
ツ
曲
線
か
ら
推
計
さ
れ
る
「
ジ
ニ

係
数
」
を
縦
軸
に
、
一
人
当
た
り
所
得
を
横
軸
に
と
っ
た
座
標
軸
で
描
く
と
丁
度
Ｕ
の
字
の
逆
の
形
状
を
示
す
の
で
「
逆
Ｕ
字
型
曲
線
」

と
呼
ば
れ
る
。

⑷　

ネ
ル
ソ
ン
の
「
低
位
均
衡
の
罠
」

Ｒ
．ネ
ル
ソ
ン
（R

ichard N
elson

）
は
一
九
五
六
年
の
論
文
の
中
で
戦
後
独
立
し
た
発
展
途
上
国
が
直
面
す
る
問
題
は
「
低
所
得
水
準

か
ら
脱
却
し
え
な
い
罠
」
に
嵌
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
即
ち
発
展
途
上
国
の
一
人
当
た
り
所
得
が
生
存
水
準
を
越
え
て
改

二
三
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善
さ
れ
る
と
、
そ
の
国
の
人
口
の
増
加
率
が
所
得
の
伸
び
率
を
越
え
て
高
く
な
り
、
結
果
的
に
一
人
当
た
り
所
得
水
準
は
元
の
貧
困
水
準

に
引
き
戻
さ
れ
低
い
所
得
水
準
か
ら
脱
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
罠
に
は
ま
っ
て
し
ま
う
と
い
う
矛
盾
を
指
摘
し
た
（
14
）

。
こ
の
ネ
ル
ソ
ン
の

「
低
位
均
衡
の
罠
」
理
論
は
後
述
す
る
よ
う
に
最
近
発
展
途
上
国
、
特
に
ア
フ
リ
カ
諸
国
の
「
貧
困
の
罠
」
の
問
題
し
て
復
活
す
る
。

⑸　

Ｈ
．チ
ェ
ネ
リ
ー
の
ギ
ャ
ッ
プ
理
論

ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
Ｈ
．チ
ェ
ネ
リ
ー
（H

ollis B
.C
henery

）
は
一
九
六
六
年
に
発
表
し
た
論
文
の
中
で
発
展
途
上
国
は
貯
蓄
と
投
資
の

ギ
ャ
ッ
プ
と
経
常
収
支
の
ギ
ャ
ッ
プ
の
二
重
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
悩
ま
さ
れ
る
宿
命
に
あ
る
と
指
摘
し
た
。
こ
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
た
め
に

先
進
国
政
府
は
政
府
開
発
援
助
に
よ
っ
て
途
上
国
政
府
に
資
金
援
助
を
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
説
い
た
（
15
）

。
チ
ェ
ネ
リ
ー
の
ギ
ャ
ッ
プ

理
論
を
国
民
所
得
勘
定
の
恒
等
式
か
ら
簡
素
化
し
て
説
明
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
国
内
総
生
産
（G

D
P

）
を
需
要
サ
イ
ド
か
ら
分

解
す
る
と
、
民
間
消
費
（C

p

）、
民
間
投
資
（Ip

）、
政
府
支
出
（G

）、
輸
出
（X

）、
輸
入
（M

）
と
す
る
。G

D
P

＝C
p

＋Ip

＋G

＋（X
－
M

）
①
と
表
示
す
る
。
国
民
総
生
産
（G

N
P

）
はG

D
P

に
海
外
か
ら
の
純
要
素
所
得
（F

P

）
を
付
加
さ
れ
た
内
容
と
な
る
。

従
っ
て
、G

N
P

＝G
D
P

＋F
P

　
②
と
書
け
る
。
輸
出
マ
イ
ナ
ス
輸
入
プ
ラ
ス
純
要
素
所
得
を
経
常
収
支
（C

A

）
と
す
る
。
②
式
の
両

辺
か
ら
政
府
税
収
入
（T

）
及
び
民
間
消
費
（C

p

）
を
引
く
と
、
民
間
貯
蓄
（S

p

）
は
次
の
よ
う
に
与
え
ら
れ
る
。Sp

＝Ip

＋（G
－
T

）

＋C
A

　
③　
こ
の
③
式
を
書
き
換
え
る
と
、C

A

＝（S
p
－
Ip

）＋（T
－
G

）
④
と
な
る
。
④
式
は
次
の
こ
と
を
表
す
。
す
な
わ
ち
経
常
収

支
（C

A

）
は
民
間
の
貯
蓄
と
投
資
の
ギ
ャ
ッ
プ
（S

p
－
Ip

）
と
政
府
の
財
政
収
支
（T

－
G

）
に
分
解
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
は
発

展
途
上
国
は
一
般
的
に
経
常
収
支
は
赤
字
で
あ
り
、
所
得
水
準
が
低
く
民
間
貯
蓄
（S

p

）
が
限
ら
れ
政
府
の
財
政
収
入
（T

）
も
限
ら
れ

て
い
る
の
で
、
民
間
の
貯
蓄
と
投
資
の
ギ
ャ
ッ
プ
と
政
府
の
財
政
収
支
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
も
た
ら
す
。
経
常
収
支
の
赤
字
は
主
に
資
本
収
支

の
黒
字
に
よ
っ
て
補
填
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
途
上
国
の
資
本
収
支
は
、
民
間
直
接
投
資
及
び
証
券
投
資
が
限
ら
れ
、
金
融
機
関
か
ら
の

二
四
〇



経
済
発
展
理
論
の
展
開
と
ア
シ
モ
グ
ル
の
制
度
論
（
稲
葉
）

（
六
三
三
）

借
入
も
リ
ス
ク
が
高
く
期
待
出
来
な
い
。
従
っ
て
経
常
収
支
の
赤
字
は
政
府
開
発
援
助
資
金
に
よ
っ
て
補
填
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
を

二
ギ
ャ
ッ
プ
な
い
し
は
三
ギ
ャ
ッ
プ
理
論
と
呼
ば
れ
る
（
16
）

。

⑹　

均
衡
発
展
理
論
と
不
均
衡
発
展
理
論

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
経
済
学
者
Ｒ
．ヌ
ル
ク
セ
（R

agnar N
urkse

）
は
発
展
途
上
の
経
済
発
展
を
促
進
す
る
た
め
に
は
途
上
国
政
府
が
積

極
的
に
市
場
に
介
入
し
、
財
政
資
金
を
主
要
な
産
業
分
野
や
産
業
基
盤
の
開
発
に
優
先
的
に
投
資
し
、
こ
れ
ら
分
野
を
同
時
並
行
的
に
発

展
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
主
張
し
た
。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
「
均
衡
発
展
理
論
」
と
呼
ば
れ
、
経
済
発
展
の
た
め
に
は
関
連
す
る
産
業
分

野
を
需
要
・
供
給
の
側
面
か
ら
同
時
並
行
的
に
発
展
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
主
張
は
多
く
の
開
発
経
済
学
者
の
支
持
を
得

た
（
17
）

。
こ
れ
に
対
し
て
Ｐ
．ス
ト
リ
ー
ト
ン
（P
aul S

treton

）
や
Ａ
．ヒ
ル
シ
ュ
マ
ン
（A

lbert H
irschm

an

）
等
は
、
こ
の
均
衡
発
展
理
論
は

途
上
国
の
限
ら
れ
た
財
政
資
源
や
人
材
不
足
、
低
い
技
術
水
準
を
考
え
る
と
非
現
実
的
で
あ
り
、
実
効
性
に
乏
し
い
と
主
張
す
る
。
こ
れ

に
対
し
て
産
業
波
及
効
果
及
び
前
方
・
後
方
関
連
効
果
の
高
い
主
導
的
産
業
に
資
本
、
人
的
資
源
を
集
中
的
に
投
資
す
る
「
不
均
衡
発
展

理
論
」
が
発
展
途
上
国
に
は
最
も
適
し
て
い
る
と
主
張
す
る
（
18
）

。

⑺　

構
造
主
義
理
論
と
従
属
主
義
理
論

「
構
造
主
義
」
理
論
は
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
経
済
学
者
ラ
ウ
ル
・
プ
レ
ビ
ッ
シ
ュ
（R

aul P
rebisch

）
等
が
一
九
五
〇
│
六
〇
年
代
に
主
張

し
た
「
輸
入
代
替
工
業
化
政
策
」
の
基
礎
と
な
っ
た
経
済
理
論
で
あ
る
。
こ
の
「
構
造
主
義
理
論
」
は
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。
即
ち
発

展
途
上
国
の
経
済
は
モ
ノ
カ
ル
チ
ャ
ー
経
済
構
造
を
持
ち
、
先
進
工
業
国
に
一
次
産
品
を
輸
出
し
、
先
進
工
業
国
か
ら
経
済
発
展
に
不
可

欠
な
工
業
製
品
を
輸
入
す
る
と
い
う
構
造
的
特
色
を
持
つ
。
し
か
し
途
上
国
の
対
先
進
工
業
国
と
の
貿
易
の
「
交
易
条
件
」
は
構
造
的
に

途
上
国
に
不
利
で
あ
る
。
こ
の
途
上
国
経
済
の
構
造
的
弱
点
を
克
服
す
る
た
め
に
は
先
進
国
か
ら
の
工
業
製
品
の
輸
入
を
制
限
し
て
、
自

二
四
一



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
六
三
四
）

国
内
で
こ
れ
等
工
業
を
保
護
育
成
す
る
必
要
が
あ
る
と
主
張
し
て
「
輸
入
代
替
工
業
化
政
策
」
を
実
施
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
（
19
）

。

「
従
属
性
理
論
」（D

ependency T
heory

）
は
主
に
チ
リ
ー
の
サ
ン
チ
ャ
ゴ
大
学
社
会
経
済
研
究
所
で
一
九
六
〇
年
代
以
降
活
躍
し
た
Ａ
．

Ｇ
．フ
ラ
ン
ク
（A

ndre G
under F

rank

）、
テ
オ
ト
ニ
オ
・
ド
ス
・
サ
ン
ト
ス
（T

heotonio D
os S

antos

）
及
び
エ
ジ
プ
ト
の
サ
ミ
ー
ル
・

ア
ミ
ー
ン
（S

am
ir A
m
in

）
等
が
主
張
し
た
開
発
理
論
で
、
一
般
に
「
新
マ
ル
ク
ス
主
義
」（N

eo-M
arxism

）
な
い
し
は
「
ラ
デ
ィ
カ
ル

政
治
経
済
学
理
論
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
Ａ
．Ｇ
．フ
ラ
ン
ク
は
ド
イ
ツ
生
ま
れ
で
苦
学
（
土
木
工
事
の
労
働
者
）
し
て
シ
カ
ゴ
大
学
で
経
済

学
（
ロ
シ
ア
経
済
論
）
の
博
士
号
を
取
得
す
る
。
ア
メ
リ
カ
・
カ
ナ
ダ
・
ブ
ラ
ジ
ル
・
チ
リ
・
メ
キ
シ
コ
・
イ
ギ
リ
ス
・
オ
ラ
ン
ダ
・
ド

イ
ツ
等
複
数
の
国
で
開
発
経
済
学
・
社
会
学
・
政
治
学
等
の
社
会
科
学
の
分
野
で
教
鞭
を
と
り
、
従
属
理
論
の
形
成
に
指
導
的
な
役
割
を

演
じ
た
。
フ
ラ
ン
ク
は
七
ケ
国
以
上
の
外
国
語
に
堪
能
で
三
六
冊
の
研
究
書
、
三
五
〇
以
上
の
研
究
論
文
が
あ
る
。
一
九
六
八
│
七
三
年

の
期
間
チ
リ
大
学
で
教
鞭
を
と
り
ア
ジ
ェ
ン
ダ
社
会
主
義
政
権
下
で
大
統
領
の
経
済
顧
問
と
な
る
。
ア
ジ
ェ
ン
ダ
大
統
領
は
一
九
七
三
年

九
月
Ｃ
Ｉ
Ａ
が
介
入
し
た
と
さ
れ
る
ピ
ノ
チ
ェ
ッ
ト
陸
軍
司
令
官
が
指
揮
す
る
軍
部
の
ク
ー
デ
タ
ー
部
隊
が
大
統
領
府
を
攻
撃
中
に
自
殺

す
る
。
フ
ラ
ン
ク
及
び
ド
ス
・
サ
ン
ト
ス
等
は
国
外
に
逃
亡
し
そ
れ
以
降
従
属
論
の
研
究
は
一
時
主
に
メ
キ
シ
コ
国
立
自
治
大
学
で
お
こ

な
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
チ
リ
で
は
ピ
ノ
チ
ェ
ッ
ト
軍
事
独
裁
体
制
が
一
九
九
〇
年
ま
で
継
続
し
た
。
こ
の
間
左
翼
勢
力
に
対
す
る
弾
圧

が
行
わ
れ
三
〇
〇
〇
人
以
上
が
死
亡
な
い
し
は
行
方
不
明
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ピ
ノ
チ
ェ
ッ
ト
政
権
下
で
チ
リ
政
府
は
シ
カ
ゴ

大
学
で
教
育
を
う
け
た
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
達
（
シ
カ
ゴ
・
ボ
ー
イ
ズ
）
が
中
心
と
な
っ
て
Ｉ
Ｍ
Ｆ
・
世
銀
の
経
済
自
由
化
政
策
（
ネ
オ
・
リ

ベ
ラ
リ
ス
ム
政
策
）
を
実
施
す
る
。

従
属
理
論
の
主
な
内
容
は
以
下
に
要
約
さ
れ
る
。
即
ち
世
界
の
資
本
主
義
経
済
体
制
は
、
世
界
経
済
を
支
配
す
る
中
核
的
な
西
欧
資
本

主
義
国
と
、
こ
れ
等
資
本
主
義
国
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
従
属
的
な
立
場
に
あ
る
周
辺
低
開
発
国
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
西
欧
資
本

二
四
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主
義
経
済
は
一
九
世
紀
末
ま
で
に
独
占
的
な
段
階
に
達
し
発
展
途
上
国
を
帝
国
主
義
的
に
植
民
地
化
し
た
。
低
開
発
国
は
こ
れ
等
先
進
資

本
主
義
国
が
必
要
と
す
る
鉱
物
資
源
、
農
作
物
等
の
一
次
産
品
を
供
給
し
、
先
進
国
が
生
産
す
る
工
業
製
品
の
輸
出
市
場
と
な
る
。
こ
の

よ
う
に
発
展
途
上
国
の
経
済
体
質
は
先
進
国
に
た
い
す
る
従
属
性
を
強
く
持
つ
こ
と
で
あ
る
（
20
）

。
こ
の
「
従
属
理
論
」
は
発
展
途
上
国
の
マ

ル
ク
ス
主
義
を
信
奉
す
る
知
識
人
達
が
自
国
の
経
済
発
展
を
分
析
す
る
基
本
的
な
理
論
的
枠
組
み
と
し
て
活
用
し
た
。

⑻　

ハ
ロ
ッ
ド
＝
ド
ー
マ
の
成
長
理
論

現
代
の
経
済
成
長
理
論
は
次
に
紹
介
す
る
ソ
ロ
ー
＝
ス
ワ
ン
の
新
古
典
派
成
長
理
論
が
主
流
と
な
っ
て
い
る
が
、
Ｒ
・
ハ
ロ
ッ
ド

（R
.F
.H
arrod

）
の
論
文
（
一
九
三
九
年
）
及
び
Ｅ
ド
ー
マ
（E

.D
om
ar

）
の
論
文
（
一
九
四
六
年
）
の
中
で
展
開
さ
れ
た
成
長
理
論
が
出
発
点

と
な
っ
て
い
る
。
ソ
ロ
ー
（R

.S
olow

）
は
現
代
の
経
済
成
長
理
論
の
五
〇
年
の
歴
史
の
中
で
、
三
つ
の
大
き
な
波
動
が
あ
り
、
そ
の
第
一

の
波
動
が
ハ
ロ
ッ
ド
＝
ド
ー
マ
理
論
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
第
二
の
波
動
は
ソ
ロ
ー
＝
ス
ワ
ン
の
新
古
典
派
成
長
理
論
で
あ
り
、
第

三
の
波
動
は
一
九
八
〇
年
代
後
半
以
降
展
開
さ
れ
た
「
内
生
的
成
長
理
論
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
（
21
）

。
ハ
ロ
ッ
ド
は
言
う
ま
で
も
な
く
イ
ギ

リ
ス
の
経
済
学
者
、
ド
ー
マ
は
ア
メ
リ
カ
の
経
済
学
者
で
あ
る
。
両
者
の
論
文
は
同
時
期
に
発
表
さ
れ
、
ほ
ぼ
同
じ
前
提
と
方
法
論
を
採

用
し
て
い
る
の
で
一
般
に
両
者
を
含
め
て
ハ
ロ
ッ
ド
＝
ド
ー
マ
の
成
長
理
論
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
ハ
ロ
ッ
ド
の
成
長
理
論
を
中

心
に
こ
の
理
論
の
要
点
を
解
説
す
る
こ
と
に
す
る
。
前
述
し
た
チ
ェ
ネ
リ
ー
の
ギ
ャ
ッ
プ
理
論
も
ハ
ロ
ッ
ド
＝
ド
ー
マ
の
成
長
理
論
が
そ

の
分
析
の
土
台
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
理
論
は
計
算
が
比
較
的
簡
単
な
の
で
過
去
発
展
途
上
国
が
一
定
の
経
済
成
長
率
を
実
現
す
る
た
め

に
必
要
と
す
る
投
資
資
金
を
推
計
す
る
理
論
的
方
法
と
し
て
頻
繁
に
使
わ
れ
て
き
た
。

最
初
に
こ
の
理
論
の
実
際
の
適
用
例
を
簡
単
に
紹
介
し
よ
う
。
ア
ジ
ア
開
発
銀
行
（
以
下
ア
ジ
銀
と
省
略
）
は
年
度
別
に
加
盟
国
に
対
す

る
融
資
額
を
策
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
数
値
は
加
盟
国
の
国
民
所
得
統
計
か
ら
ハ
ロ
ッ
ド
＝
ド
ー
マ
理
論
を
使
い
比
較
的
容
易
に
推

二
四
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計
可
能
と
な
る
。
そ
の
手
順
は
基
本
的
に
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
①
各
国
政
府
の
短
期
の
経
済
成
長
率
目
標
を
確
定
す
る
。
②
各
国
の

過
去
の
国
民
所
得
統
計
か
ら
「
限
界
資
本
係
数
」（IC

O
R
: increm

ental capital output ratio

）
の
数
値
を
計
算
す
る
。
③
こ
の
数
値
か
ら

必
要
と
さ
れ
る
年
度
毎
の
追
加
投
資
額
（
純
貯
蓄
額
）
を
推
計
し
、
④
推
計
さ
れ
る
純
国
内
貯
蓄
額
を
確
定
す
る
と
、
必
要
と
さ
れ
る
海

外
資
金
量
を
推
計
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
⑤
海
外
資
金
流
入
量
（foreign capital infl ow

s

）
が
推
計
さ
れ
る
と
国
際
開
発
金
融
機
関

別
、
二
国
間
の
政
府
開
発
援
助
毎
に
配
分
し
て
次
年
度
の
ア
ジ
銀
の
加
盟
国
別
の
融
資
目
標
額
を
確
定
す
る
と
い
う
手
順
で
あ
る
。

ハ
ロ
ッ
ド
の
成
長
理
論
を
理
解
す
る
に
は
、
ハ
ロ
ッ
ド
の
「
動
学
理
論
」
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
が
（
22
）

、
こ
こ
で
は
ハ
ロ
ッ
ド
の
最
初

の
論
文
（
一
九
三
九
年
）
及
び
日
本
の
経
済
学
者
に
よ
る
ハ
ロ
ッ
ド
の
経
済
動
学
の
解
釈
論
を
参
照
に
し
な
が
ら
そ
の
要
点
の
み
を
解
説

す
る
こ
と
に
す
る
（
23
）

。
ハ
ロ
ッ
ド
理
論
の
ポ
イ
ン
ト
は
以
下
に
要
約
さ
れ
る
。
①
一
国
の
経
済
は
単
一
の
同
質
的
な
財
（Y

）
を
産
出
す
る
。

②
こ
の
財
（Y

）
の
産
出
に
は
同
じ
く
同
質
的
な
生
産
要
素
の
資
本
（K

）
と
労
働
力
（L

）
が
使
用
さ
れ
る
。
③
生
産
技
術
に
変
化
は

な
い
と
仮
定
す
る
。
④
財
の
生
産
と
生
産
要
素
の
投
入
に
は
収
穫
一
定
の
原
則
を
前
提
と
す
る
。
⑤
所
得
の
一
定
比
率
が
貯
蓄
さ
れ
る

（
貯
蓄
率
が
一
定
）。
⑥
一
単
位
の
財
（Y

）
の
生
産
に
必
要
な
資
本
（K

）
の
投
入
量
（
資
本
係
数
）
及
び
労
働
力
（L

）
の
投
入
量
（
労
働

係
数
）
は
一
定
と
す
る
。
⑦
労
働
力
の
伸
び
率
（n

）
は
経
済
外
的
要
因
（exogenously given

）
で
あ
る
人
口
統
計
学
的
要
因
に
よ
り
一
定

で
あ
る
と
仮
定
す
る
。

以
上
の
前
提
か
ら
一
単
位
当
た
り
財
の
生
産
に
必
要
な
労
働
力
の
投
入
量
（
労
働
係
数
）
は
一
定
と
仮
定
さ
れ
て
い
る
の
で
財
（Y

）
の

生
産
の
伸
び
率
（g

）
は
労
働
力
の
伸
び
率
（n

）
を
長
期
間
越
え
る
こ
と
（g＞

n

）
は
無
い
。
し
か
し
財
の
生
産
の
伸
び
率
（g

）
よ
り

も
労
働
力
の
伸
び
率
（n

）
が
高
い
と
失
業
率
が
増
大
す
る
の
で
、
長
期
間
労
働
力
の
伸
び
率
が
財
の
生
産
の
伸
び
率
を
越
え
る
（n＞

g

）

こ
と
も
な
い
。
従
っ
て
財
市
場
と
労
働
市
場
の
均
衡
を
前
提
と
す
る
と
財
（Y
）
生
産
の
伸
び
率
（g

）
は
労
働
力
（L

）
の
伸
び
率
（n

）

二
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と
等
し
く
な
る
（g

＝n

）
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
を
ハ
ロ
ッ
ド
は
「
定
常
状
態
」（steady

│state

）
に
あ
る
経
済
の
「
自
然
成
長
率
」（gn

）

で
あ
る
と
す
る
。

一
方
資
本
（K

）
の
投
入
に
つ
い
て
は
、
均
衡
状
態
で
は
人
々
は
資
本
の
投
資
（I

）
の
た
め
に
必
要
な
部
分
所
得
の
一
部
を
貯
蓄
し

て
投
資
に
ま
わ
す
。
従
っ
て
投
資
と
貯
蓄
は
等
し
く
な
る
（I

＝S

）。
し
か
も
国
は
財
の
生
産
に
必
要
な
生
産
設
備
の
ス
ト
ッ
ク
と
し

て
の
資
本
（K

）
を
維
持
す
る
必
要
が
あ
る
。
資
本
の
伸
び
率
は
（△

K
/K

＝I/K

）
定
常
状
態
で
は
、
資
本
係
数
は
一
定
と
仮
定
し
て

い
る
の
で
財
（Y

）
の
生
産
の
伸
び
率
（g

）
と
等
し
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
伸
び
率
を
ハ
ロ
ッ
ド
は
「
適
正
成
長
率
」（gw

）

（w
arranted rate of grow

th
）
と
呼
ぶ
。
即
ちgw

＝I/K

＝I/Y

・Y
/K

＝s/v　
①
と
い
う
等
号
式
が
導
き
だ
さ
れ
る
。I/Y

はI

＝

S

な
の
で
貯
蓄
率
（s

）
を
表
し
、Y

/K

は
資
本
の
生
産
性
、
資
本
係
数v

＝（K
/Y

）
の
逆
数
で
あ
る
。
こ
の
様
に
し
て
ハ
ロ
ッ
ド
理

論
で
は
経
済
の
「
適
正
成
長
率
」
は
限
界
貯
蓄
係
数
（s

）
を
限
界
資
本
係
数
（v

）
で
割
っ
た
値
に
等
し
く
な
る
。
し
か
し
現
実
の
経
済

成
長
率
（gr

）
を△

Y
/Y

と
す
る
と
、
現
実
の
経
済
成
長
率
（gr

）
が
自
然
成
長
率
（gn

）
及
び
適
正
成
長
率
（gw

）
と
一
致
す
る
と

は
限
ら
な
い
。

⑼　

ソ
ロ
ー
の
新
古
典
派
成
長
理
論

一
九
五
六
年
に
Ｒ
・
ソ
ロ
ー
（R

obert S
olow

）
は
三
二
歳
の
時
固
定
投
入
係
数
を
前
提
と
し
た
ハ
ロ
ッ
ド
＝
ド
ー
マ
理
論
を
更
に
発
展

さ
せ
た
経
済
成
長
理
論
の
論
文
を
発
表
し
て
注
目
を
集
め
た
。
そ
こ
で
展
開
さ
れ
た
ソ
ロ
ー
の
経
済
成
長
理
論
は
新
古
典
派
生
産
関
を
活

用
し
た
変
動
投
入
係
数
を
織
り
込
ん
だ
数
理
的
に
精
緻
化
さ
れ
た
内
容
で
あ
っ
た
。
こ
れ
以
降
ソ
ロ
ー
は
経
済
の
成
長
理
論
及
及
び
実
証

研
究
に
つ
い
て
多
数
の
研
究
成
果
を
発
表
し
、
一
九
八
七
年
ノ
ー
ベ
ル
経
済
賞
を
受
賞
し
た
（
24
）

。
同
じ
時
期
に
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
経
済
学

者
Ｔ
．ス
ワ
ン
（T

.W
.S
w
an

）
も
ほ
ぼ
同
じ
内
容
の
経
済
成
長
理
論
を
展
開
し
て
い
る
の
で
、
ソ
ロ
ー
の
理
論
は
ソ
ロ
ー
＝
ス
ワ
ン
の
成

二
四
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長
理
論
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
（
25
）

。
ソ
ロ
ー
の
経
済
成
長
理
論
に
関
し
て
は
多
数
の
解
説
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
論
文
の
主
題
は

Ｄ
．ア
シ
モ
グ
ル
の
「
経
済
制
度
の
政
治
経
済
学
分
析
」
を
紹
介
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
、
代
表
的
な
解
説
書
に
依
拠
し
て
ソ
ロ
ー
の
成

長
理
論
の
要
点
だ
け
を
取
り
上
げ
て
解
説
す
る
こ
と
に
す
る
（
26
）

。

ソ
ロ
ー
の
経
済
成
長
の
基
本
形
は
、
変
動
投
入
係
数
（
変
動
す
る
限
界
資
本
・
労
働
投
入
係
数
）
及
び
規
模
に
一
定
の
収
穫
の
生
産
関
数

の
前
提
、
微
分
方
程
式
の
活
用
以
外
は
ハ
ロ
ッ
ド
＝
ド
ー
マ
理
論
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
（
27
）

。
先
ず
生
産
活
動
（Y

）
が
生
産
要
素
と
し
て
の

資
本
（K

）
と
労
働
力
（L
）
の
関
数
と
す
る
と
、Y

＝f

（K
, L

）
①
と
表
示
さ
れ
る
。
①
式
を
全
微
分
す
る
と
オ
イ
ラ
ー
の
公
式
か
ら
、

dY

＝∂
Y
/∂
K

・dK

＋∂
Y
/∂
L

・dL

　
②
と
な
る
。
こ
の
②
式
の
意
味
は
生
産
の
増
分
（dY

）
は
資
本
の
限
界
生
産
性
（∂

Y
/∂
K

）

に
資
本
の
投
入
量
の
増
分
（dK
）
を
掛
け
た
部
分
と
労
働
力
の
限
界
生
産
性
（∂

Y
/∂
L

）
に
労
働
力
の
増
分
を
掛
け
た
部
分
を
足
し

た
も
の
（
線
形
加
法
）
に
等
し
く
な
る
こ
と
で
あ
る
。
生
産
要
素
市
場
は
完
全
自
由
競
争
で
あ
る
と
い
う
前
提
か
ら
資
本
コ
ス
ト
（r

）
は
資

本
の
限
界
生
産
性
（∂

Y
/∂
K

）
に
等
し
く
、
労
力
の
コ
ス
ト
、
即
ち
賃
金
率
（w

）
は
労
働
力
の
限
界
生
産
性
（∂

Y
/∂
L

）
に
等
し

い
と
仮
定
さ
れ
る
。
所
得
の
一
定
割
合
（s

）
は
貯
蓄
（S

）
さ
れ
、s

＝S
/Y

と
い
う
関
係
が
成
立
し
、
限
界
貯
蓄
性
向
（s

）
は
一
定

と
仮
定
さ
れ
る
。
閉
鎖
経
済
の
前
提
か
ら
貯
蓄
（S
）
は
投
資
（I

）
に
等
し
く
、
ス
ト
ッ
ク
と
し
て
の
資
本
（K

）
の
増
分
（dK

）
は

当
期
の
投
資
（I

）
に
等
し
く
な
る
。
し
か
し
資
本
（K

）
は
時
間
と
と
も
に
一
定
の
割
合
（δ

）
で
減
耗
す
る
。
従
っ
て
ネ
ッ
ト
の
資

本
の
増
分
はdK

＝sY
－
δ
K

　
③
と
な
る
。
資
本
の
増
分
（dK
＝K

t

＋1 －
K
t

）
の
変
化
率
は
時
間
の
関
数
と
し
て
（dK

/dt

）
と

し
て
表
さ
れ
、dK

/dt

＝sY
－
δ
K

　
④
と
定
義
さ
れ
る
。

生
産
関
数
と
し
て
は
「
一
次
同
次
」
の
斉
次
方
程
式
、
即
ち
「
規
模
に
関
し
て
収
穫
が
一
定
」
の
関
数
、
コ
ブ
・
ダ
グ
ラ
ス
型
の
生
産

関
数
が
用
い
ら
れ
る
。
規
模
に
関
し
て
収
穫
が
一
定
（constant returns to scale
）
の
生
産
関
数
は
ミ
ク
ロ
経
済
学
や
経
済
数
学
で
説
明

二
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さ
れ
る
よ
う
に
、
生
産
要
素
の
投
入
量
が
そ
れ
ぞ
れ
ｍ
倍
さ
れ
る
と
生
産
量
も
同
じ
割
合
で
ｍ
倍
さ
れ
る
生
産
関
数
を
さ
す
。
す
な
わ
ち

m
Y

＝f
（m

K
, m
L

）
と
な
る
関
数
を
さ
す
。
コ
ブ
・
ダ
グ
ラ
ス
（C

obb-D
ouglass

）
生
産
関
数
は
、Y

＝f

（K
α
, L

β

）
の
関
数
が
（α

＋β

＝1
）
の
場
合
を
さ
す
。
こ
の
場
合
Ｋ
、
Ｌ
そ
れ
ぞ
れ
を
ｍ
倍
す
る
と
、（m

K

）α

、（m
L

）β

と
な
り
、m

α
＋
β

（K
α
, L

β

）
と
な
る
（
28
）

。

従
っ
て
生
産
関
数Y

＝f

（K
, L

）
が
コ
ブ
・
ダ
グ
ラ
ス
型
と
仮
定
す
る
と
、
両
辺
を1/L

倍
す
る
と
、Y

/L

＝（K
/L
, 1

）
と
な
り
、

一
人
当
た
り
の
関
数
の
形
、y

＝f

（k

）「（y

＝K
/L
, k

＝K
/L

）
に
書
き
換
え
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
コ
ブ
・
ダ
グ
ラ

ス
型
の
関
数
を
前
提
に
す
る
と
一
人
当
た
り
の
変
数
と
し
て
数
式
の
展
開
が
可
能
と
な
る
。

一
人
当
た
り
労
働
者
の
資
本
ス
ト
ッ
クk

＝K
/L

を
対
数
に
書
き
換
え
る
とlog k

＝log K
－
log L

　
⑤
と
な
る
。
こ
れ
を
変
化

率
に
書
き
換
え
る
と
、（dk/dt

）/k
＝（dK

/dt

）/K
－

（dL
/dt

）/L

　
⑥
と
書
き
か
え
ら
れ
、
一
人
当
た
り
労
働
者
の
資
本
ス
ト
ッ
ク
の

伸
び
率
は
、
資
本
の
伸
び
率
か
ら
労
働
力
の
伸
び
率
を
引
い
て
求
め
ら
れ
る
。
労
働
力
の
伸
び
率
は
人
口
の
伸
び
率
と
等
し
く
（n

）、
伸

び
率
は
外
生
的
（exogenously

）
に
与
え
ら
れ
る
と
仮
定
す
る
。
ま
た
一
人
当
た
り
生
産
が
一
人
当
た
り
資
本
ス
ト
ッ
ク
の
関
数
（y

＝k
α

）

と
す
る
と
、
こ
れ
を
対
数
に
直
す
とlog y

＝α

 log k

と
な
り
、
こ
れ
を
書
き
直
す
と
、dy/y

＝α

（dk/k

）
と
な
り
、
一
人
当
た
り

生
産
の
伸
び
率
は
、
一
人
当
た
り
資
本
の
伸
び
率
を
係
数
（α

）
で
修
正
し
た
数
値
に
ひ
と
し
く
な
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
資
本
ス
ト
ッ
ク
の
伸
び
率dK

/dt
＝sY

－
α
K

　
④
式
を
一
人
当
た
り
伸
び
率
に
書
き
か
え
る
と
、（dk/dt

）/k

＝sY
/K
－
n
－
δ

＝sy/k
－
n
－
δ

　
⑦
、dk/dt

＝sy
－

（n
＋δ
）k　
⑧
と
な
る
。
⑧
式
は
一
人
当
た
り
資
本
ス
ト
ッ
ク
の
伸
び
率
は
、

一
人
当
た
り
貯
蓄
（sy

）
即
ち
一
人
当
た
り
投
資
か
ら
、
労
働
力
の
増
分
（n

）
及
び
資
本
の
減
耗
（δ

）
に
よ
っ
て
減
殺
さ
れ
る
一
人

当
た
り
資
本
ス
ト
ッ
ク
を
引
い
た
分
量
と
な
る
。
一
人
当
た
り
生
産
（G

D
P

）
が
一
人
当
た
り
資
本
ス
ト
ッ
ク
の
関
数
﹇y

＝f

（k

）﹈

と
す
る
と
、
生
産
の
増
大
は
⑧
式
が
表
す
一
人
当
た
り
資
本
の
増
大
、
即
ち
投
資
（
貯
蓄
）
の
増
大
が
必
要
と
な
る
。
こ
れ
を
図
に
表
す

二
四
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と
、
図
1
、
図
2
の
と
お
り
と
な
る
。
こ
れ
等
の
図
で
（sy

）
曲
線
と
（n

＋d

）k

直
線
の
交
点
でdk/dt

が
ゼ
ロ
と
な
る
。
こ
の
点
を

定
常
状
態
（steady state

）
と
考
え
、
こ
の
状
態
で
は
一
人
当
た
り
生
産
は
増
減
し
な
い
。
こ
の
状
態
か
ら
一
人
当
た
り
生
産
を
増
大
さ

せ
る
た
め
に
は
短
期
的
に
は
貯
蓄
曲
線
（sy

）
を
上
方
に
シ
フ
ト
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
政
府
は
金
融
・
財
政
政
策
に

よ
っ
て
人
々
の
貯
蓄
行
動
を
誘
導
す
る
政
策
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
。

⑽　

技
術
変
化
の
経
済
効
果

一
九
五
六
年
の
論
文
の
中
で
は
ソ
ロ
ー
の
関
心
は
技
術
の
進
歩
の
問
題
は
主
要
な
関
心
領
域
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
以
降
の
論

文
で
技
術
進
歩
の
経
済
効
果
の
分
析
が
行
わ
れ
て
い
る
（
29
）

。
し
か
し
ソ
ロ
ー
の
こ
れ
等
論
文
の
中
で
行
っ
た
技
術
進
歩
の
分
析
は
、

一
九
三
〇
年
代
以
来
主
に
イ
ギ
リ
ス
の
新
古
典
経
済
学
者
達
が
論
議
し
て
き
た
文
脈
の
中
で
行
わ
れ
た
。
即
ち
技
術
進
歩
の
効
果
を
一
定

の
基
準
に
従
っ
て
分
類
し
、
経
済
効
果
を
分
析
す
る
こ
と
が
主
な
課
題
で
あ
っ
た
（
30
）

。
即
ち
一
定
の
技
術
進
歩
を
労
働
節
約
的
（
資
本
集
約

的
）、
資
本
節
約
的
（
労
働
集
約
的
）、
或
い
は
こ
れ
等
に
中
立
的
な
効
果
を
持
つ
か
と
い
う
分
類
を
一
定
の
基
準
（
要
素
価
格
比
率
、
資
本
と

労
働
の
限
界
代
替
率
、
要
素
集
約
度
、
所
得
分
配
率
等
）
で
行
い
、
そ
の
経
済
効
果
の
分
析
を
ど
の
よ
う
な
理
論
的
な
枠
組
み
、
即
ち
生
産
関

数
或
い
は
等
生
産
曲
線
の
シ
フ
ト
と
し
て
捉
え
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
（
30
）

。

一
般
的
に
は
技
術
進
歩
を
「
ヒ
ッ
ク
ス
的
分
類
基
準
」
か
「
ハ
ロ
ッ
ド
的
分
類
基
準
」
に
よ
っ
て
分
類
し
そ
の
効
果
を
分
析
す
る
こ
と

で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
以
下
を
前
提
と
し
て
論
議
さ
れ
た
。
即
ち
①
生
産
過
程
が
同
一
で
、
生
産
物
が
資
本
と
労
働
の
二
つ
の
生
産
要
素
に

よ
っ
て
一
次
同
次
の
生
産
関
数
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
る
。
②
要
素
価
格
（w

/r

）
が
一
定
に
保
た
れ
て
い
る
時
、
資
本
・
労
働
の
比
率

（
資
本
集
約
度
）
の
変
化
率
を
β
、
資
本
と
労
働
の
代
替
の
弾
力
性
を
α
、
資
本
の
投
入
係
数
（K

/Y

）
が
一
定
の
時
の
労
働
生
産
性
（Y

/

L

）
の
成
長
率
を
π
と
き
、
ヒ
ッ
ク
ス
型
の
技
術
進
歩
の
分
類
基
準
は
β
の
値
に
よ
っ
て
労
働
節
約
（
資
本
集
約
的
）、
資
本
節
約
的
（
労

二
四
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図 1： 1人当たり資本と生産

図 2：貯蓄率の増大と生産

資料：Charles I. Jones, Introduction to Economic Growth, W.W.Norton, 1998, 
pp.26-28.

1 人当り資本

1人当り生産

　消費
＝所得－貯蓄
＝y*－sy*

kk*

y*
y＝f（k）

（n＋d）k

sy
sy＝sf（k）
s：限界貯蓄性向

sy*

1 人当り資本

1人当り生産

k

y

k**k*

（n＋d）k

sy

s’y

貯蓄率の増大
s → s’
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働
集
約
的
）
及
び
こ
れ
ら
等
に
中
立
的
な
変
化
と
分
類
す
る
。
ハ
ロ
ッ
ド
型
の
分
類
基
準
は
資
本
の
投
入
係
数
（K

/Y

）
が
一
定
の
と
き
、

資
本
と
労
働
の
代
替
弾
力
性
α
に
よ
っ
て
労
働
生
産
性
の
変
化
率
が
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
か
に
よ
る
分
類
す
る
（
31
）

。
こ
の
基
準
を

フ
ァ
ー
ガ
ソ
ン
（C

.E
.F
erguson

）
は
短
期
の
基
準
と
長
期
の
基
準
に
よ
る
分
類
と
し
て
い
る
。
開
発
経
済
学
は
長
期
の
視
点
に
立
っ
て

発
展
途
上
国
の
経
済
発
展
を
考
察
す
る
こ
と
が
主
な
課
題
で
あ
る
の
で
、
ハ
ロ
ッ
ド
型
の
技
術
進
歩
の
効
果
を
見
て
み
よ
う
。

前
述
し
た
一
人
当
た
り
で
の
生
産
関
数
、y

＝f

（k

）
で
、
労
働
生
産
性
（y

＝Y
/L

）
を
縦
軸
に
、
資
本
装
備
率
（k

＝K
/L

）
を

横
軸
に
と
っ
た
図
3
に
よ
っ
て
技
術
変
化
の
経
済
効
果
を
見
て
み
よ
う
。
技
術
進
歩
を
生
産
関
数
の
シ
フ
ト
と
定
義
す
る
と
次
の
図
に
示

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
技
術
進
歩
に
よ
っ
て
生
産
曲
線
は
f1
か
ら
f2
に
シ
フ
ト
す
る
。
f1
の
生
産
曲
線
で
は
資
本
装
備
率
が
k0
の
と
き
、

労
働
生
産
性
は
y0
で
あ
り
、
ａ
点
と
原
点
を
結
ぶ
直
線
の
勾
配
はY

/K

で
資
本
生
産
性
を
示
す
。
技
術
進
歩
の
結
果
生
産
曲
線
が
f1
か

ら
f2
に
シ
フ
ト
す
る
と
、
k0
の
資
本
装
備
率
で
は
労
働
生
産
性
は
y2
の
水
準
に
増
大
し
、
ｅ
点
と
原
点
を
結
ぶ
直
線
の
勾
配
は
急
に
な
り

資
本
の
生
産
性
は
増
大
し
、
y0
か
ら
y1
へ
の
労
働
生
産
性
の
増
大
部
分
は
技
術
進
歩
の
効
果
で
あ
る
。

技
術
変
化
の
効
果
を
等
生
産
量
曲
線
で
解
析
す
る
と
、
技
術
進
歩
の
効
果
は
等
生
産
力
曲
線
が
下
方
に
f0
か
ら
f1
に
シ
フ
ト
す
る
と
解

釈
す
る
。
即
ち
一
定
単
位
の
財
を
生
産
す
る
の
に
よ
り
少
な
い
資
本
・
労
働
力
の
投
入
で
生
産
が
可
能
と
な
る
と
解
釈
す
る
。
当
初
f0
の

生
産
曲
線
上
の
ａ
点
で
生
産
し
て
い
た
と
す
る
と
、
ａ
点
と
原
点
を
結
ぶ
直
線
の
勾
配
はK

/L

で
資
本
装
備
率
（
資
本
集
約
度
）
を
表
す
。

ａ
点
で
生
産
曲
線
と
接
す
る
接
線
の
勾
配
は
（w

/r

）
生
産
要
素
価
格
比
率
（
資
本
と
労
働
の
限
界
代
替
率
）
を
表
す
。
技
術
進
歩
の
結
果

等
生
産
量
曲
線
は
f1
に
下
方
に
シ
フ
ト
す
る
。
こ
の
線
上
の
ｂ
点
で
生
産
が
行
わ
れ
る
と
資
本
装
備
率
（
資
本
集
約
度
）
及
び
要
素
価
格

比
率
（w
/r

）、
従
っ
て
資
本
と
労
働
の
限
界
代
替
率
は
変
化
し
な
い
。
し
か
し
ｃ
点
で
生
産
が
行
わ
れ
る
と
資
本
集
約
的
（
労
働
節
約
的
）

と
な
り
要
素
価
格
比
率
（
限
界
代
替
率
）
も
変
化
す
る
。
技
術
進
歩
が
進
む
と
労
働
者
の
技
術
水
準
が
上
昇
し
、
労
賃
も
上
昇
す
る
結
果
、

二
五
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図 3：技術進歩の経済効果：生産曲線のシフト

図 4：技術進歩の経済効果：等生産量曲線のシフト
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要
素
価
格
比
率
（w

/r

）
が
上
昇
し
企
業
経
営
者
は
労
働
を
節
約
し
資
本
集
約
的
な
生
産
技
術
の
革
新
を
行
う
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ

る
。
ｄ
点
で
の
生
産
は
そ
の
反
対
に
労
働
集
約
的
（
資
本
節
約
的
）
と
な
る
。

生
産
技
術
の
進
歩
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
産
業
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
る
。
鉄
鋼
・
石
油
化
学
・
電
力
・
セ
メ
ン
ト
等
は
資
本
集
約
的
産
業

の
典
型
で
あ
り
、
半
導
体
産
業
・
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
開
発
・
自
動
車
産
業
・
電
気
・
電
子
産
業
は
資
本
集
約
的
・
技
術
集
約
的
産
業
で
あ
り
、

ア
パ
レ
ル
産
業
及
び
サ
ー
ビ
ス
産
業
の
多
く
は
労
働
集
約
な
産
業
で
あ
る
。
従
っ
て
国
全
体
の
生
産
活
動
を
資
本
と
労
働
を
投
入
し
て
単

一
の
財
を
生
産
す
る
集
計
的
な
現
象
と
仮
定
し
て
、
技
術
進
歩
の
効
果
の
経
済
効
果
を
分
析
す
る
と
い
う
方
法
は
現
実
か
ら
乖
離
し
た
疑

似
的
な
分
析
方
法
で
あ
る
と
い
う
誹
り
を
免
れ
な
い
。
社
会
科
学
は
本
来
実
践
的
な
政
策
科
学
で
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
理
論
的
な
モ
デ
ル

は
実
践
的
な
政
策
を
提
示
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
が
筆
者
の
立
場
で
あ
る
。
従
っ
て
技
術
進
歩
の
効
果
も
個
々
的
な
産
業
別
に
そ
の
効

果
を
分
析
を
行
う
べ
き
で
、
技
術
一
般
の
経
済
効
果
を
分
析
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
政
策
的
に
意
味
が
あ
る
論
議
で
あ
る
と
思
え
な
い
。

⑾　

全
要
素
生
産
性
（
Ｔ
Ｆ
Ｐ
）；

「
ソ
ロ
ー
の
残
余
」（The S

orow
 R
esidual

）

ソ
ロ
ー
の
新
古
典
派
成
長
理
論
は
そ
の
後
経
済
成
長
率
の
「
成
長
会
計
分
析
」（grow

th accounting

）
と
い
う
各
国
の
成
長
率
の
実
証

分
析
の
理
論
的
基
礎
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
る
。
先
ず
技
術
進
歩
が
中
立
的
経
済
効
果
で
あ
る
と
仮
定
し
て
、
生
産
関
数
を
一
次
同
次
の

関
数
と
す
る
と
、Y

＝A
f

（K
α
, L

β

）
①
と
す
る
。
一
次
同
次
の
仮
定
か
らα

＋β

＝1

で
あ
る
。
し
か
し
煩
瑣
に
な
る
の
で
∂
、
β

は
一
時
無
視
し
て
式
を
展
開
す
る
。
Ａ
は
技
術
進
歩
を
表
す
係
数
で
あ
り
、
経
済
シ
ス
テ
ム
全
体
の
生
産
性
（T

F
P
: total  factor 

productivity

）、「
全
要
素
生
産
性
」
を
示
す
係
数
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
①
式
を
全
微
分
す
る
と
、dY

＝∂
Y
/∂
K

・dK

＋∂
Y
/∂
L

・

dL

＋f

（K
α
, L

β

）・dA

　
②　
こ
の
②
式
の
両
辺
を
①
式
で
割
る
と
、dY

/Y
＝∂

Y
/∂
K

・dK
/Y

＋∂
Y
/∂
Y

・dL
/Y

＋dA
/A

　
③　

③
式
の
第
一
項
にK

/K

第
二
項
にL

/L

を
掛
け
て
整
理
す
る
と
、dY

/Y

＝（∂
Y
/∂
K

・K

）/Y

・dK
/K

＋（∂
Y
/∂
K

・L

）/Y

・

二
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dL
/L

＋dA
/A

　
④
、
生
産
要
素
市
場
が
完
全
自
由
競
争
市
場
で
あ
る
と
仮
定
す
る
と
（∂

Y
/∂
K

）
＝r

、（∂
Y
/∂
L

）＝w

と
な
り
、

資
本
の
限
界
生
産
性
は
資
本
の
利
潤
率
、
労
働
の
限
界
生
産
性
は
賃
金
率
に
等
し
く
な
る
の
で
、
④
式
の
第
一
項
は
資
本
の
分
配
率
に
資

本
の
増
加
率
（dK

/K

）
を
掛
け
た
数
値
、
第
二
項
は
労
働
の
分
配
率
に
労
働
の
増
加
率
（dL

/L

）
を
掛
け
た
数
値
を
あ
ら
わ
す
。
資
本

と
労
働
の
分
配
率
はY

＝r

・K

＋w

・L

　
⑤
と
定
義
さ
れ
、
⑤
式
を
Ｙ
で
割
る
と
、1

＝（r

・K

）/Y

＋（w

・L

）/Y

　
⑥　Y

＝K
α

を

Ｋ
で
微
分
す
る
と
、dY

/dK

＝α
K
α
－
1

＝α
K
α
/K

　
⑦　
資
本
の
分
配
率
は
、（r

・K

）/Y

＝（α
K
α
/K

）・K
/Y

＝α
Y
/K

・K
/Y

＝

α

　
⑧
と
な
り
、
資
本
の
ベ
キ
乗
α
は
資
本
の
分
配
率
と
等
し
く
な
る
。
同
じ
く
労
働
Lβ
の
β
は
労
働
の
分
配
率
を
表
す
（
32
）

。

以
上
か
ら
④
式
は
、dY

/Y
＝α

dK
/K

＋β
dL
/L

＋dA
/A

　
⑨
と
簡
略
化
さ
れ
る
。
⑨
式
は
以
下
を
表
す
。
即
ち
経
済
の
成
長
率

は
資
本
投
入
の
増
加
率
と
労
働
投
入
の
増
加
率
を
そ
れ
ぞ
れ
の
分
配
率
で
加
重
平
均
し
た
数
値
と
全
要
素
生
産
性
の
増
加
率
に
分
解
さ
れ

る
。
経
済
の
成
長
率
及
び
資
本
と
労
働
の
分
配
率
は
過
去
の
所
得
統
計
か
ら
推
計
可
能
だ
が
、
全
要
素
生
産
性
の
増
加
率
は
直
接
推
計
出

来
な
い
。
そ
こ
で
取
ら
れ
た
方
法
は
、
全
要
素
生
産
性
と
し
て
の
経
済
シ
ス
テ
ム
の
生
産
性
の
増
加
率
（dA

/A

）
を
実
際
の
経
済
の
成

長
率
か
ら
資
本
及
び
労
働
力
の
投
入
量
の
増
加
の
貢
献
分
を
ひ
い
た
「
残
余
」
と
し
て
推
計
す
る
方
法
で
あ
る
。
即
ちdA

/A

＝dY
/Y

－

（α
dK
/K

＋β
dL
/L

）
⑨
と
定
義
し
て
全
要
素
生
産
性
の
増
加
分
（dA

/A

）
を
推
計
す
る
方
法
で
あ
る
。
し
か
し
経
済
成
長
の
実

際
の
時
系
列
的
な
統
計
デ
ー
タ
ー
か
ら
計
算
さ
れ
る
経
済
の
成
長
率
か
ら
資
本
・
労
働
力
の
投
入
量
の
増
加
に
よ
っ
て
説
明
出
来
る
部
分

を
引
い
た
「
残
余
」
を
経
済
シ
ス
テ
ム
の
生
産
性
の
上
昇
に
よ
る
「
貢
献
分
」
と
定
義
す
る
方
法
は
経
済
学
者
の
「
無
知
」
を
告
白
す
る

よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
非
難
さ
れ
て
い
る
（
33
）

。
し
か
し
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
世
界
各
国
の
経
済
成
長
率
の
格
差
の
要
因
の
実
証
分
析
が
多
数

行
わ
れ
た
。
特
に
有
名
と
な
っ
た
の
は
「
東
ア
ジ
ア
の
奇
跡
」
と
し
て
喧
伝
さ
れ
た
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
・
台
湾
・
韓
国
・
香
港
の
驚
異
的
な

経
済
成
長
率
の
分
析
で
あ
り
、「
成
長
会
計
分
析
」
の
結
果
は
、
技
術
導
入
に
よ
る
全
要
素
生
産
性
の
上
昇
要
因
の
効
果
は
限
定
的
で
、
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経
済
成
長
の
主
要
な
要
因
は
資
本
・
労
働
力
の
投
入
力
の
増
大
で
あ
る
と
い
う
Ａ
．ヤ
ン
グ

（A
lw
yn Y

oung

）
研
究
で
あ
る
（
表
1
参
照
）。

イ
ン
ド
経
済
は
一
九
四
七
年
以
降
政
府
指
導
型
の
社
会
主
義
経
済
政
策
を
実
施
し
て
き
た
。

そ
の
結
果
イ
ン
ド
経
済
は
長
期
間
低
迷
し
、
年
平
均
の
経
済
成
長
率
は
一
九
八
〇
年
代
ま
で

三
・
〇
│
五
・
〇
％
以
下
と
低
迷
し
て
き
た
。
し
か
し
イ
ン
ド
政
府
は
一
九
九
〇
年
代
初
頭
か
ら

Ｉ
Ｍ
Ｆ
・
世
銀
の
支
援
を
受
け
入
れ
経
済
自
由
化
政
策
（
投
資
・
貿
易
の
自
由
化
・
政
府
規
制
の

緩
和
等
）
を
実
施
し
た
。
そ
の
結
果
一
九
九
〇
年
代
以
降
年
平
均
の
経
済
成
長
率
は
六
・
〇
％

を
越
え
、
特
に
二
〇
〇
〇
年
以
降
は
八
・
〇
％
代
を
達
成
す
る
よ
う
に
な
る
。
イ
ン
ド
の
経
済

学
者
達
は
こ
の
イ
ン
ド
政
府
が
実
施
し
た
経
済
自
由
化
政
策
の
経
済
効
果
を
成
長
会
計
分
析
か

ら
「
全
要
素
生
産
性
」（
Ｔ
Ｆ
Ｐ
）
の
改
善
効
果
の
推
計
を
通
し
て
計
量
的
に
測
定
し
、
自
由
化

政
策
の
効
果
論
争
を
展
開
し
た
（
34
）

。
日
本
の
開
発
経
済
学
者
、
速
水
佑
次
郎
も
世
界
各
国
の
経
済

成
長
率
の
格
差
分
析
を
「
成
長
会
計
分
析
」
を
通
し
た
Ｔ
Ｆ
Ｐ
の
推
計
作
業
を
行
っ
て
い
る
（
35
）

。

⑿　

新
古
典
派
成
長
理
論
の
問
題
点

以
上
み
て
き
た
新
古
典
派
経
済
成
長
理
論
は
ソ
ロ
ー
を
中
心
に
一
九
五
〇
│
六
〇
年
代
に
発

展
し
た
理
論
で
あ
る
が
、
そ
の
後
種
々
の
問
題
や
課
題
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は

理
論
的
な
問
題
と
構
造
的
な
問
題
に
整
理
し
て
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
の
経
済
成
長
理
論
の
動

向
を
整
理
す
る
こ
と
に
す
る
。
理
論
的
な
問
題
の
第
一
は
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
に
発
生
し
た

表 1：全要素生産性（TFP）と資本・労働力投入の年平均伸び率（％）

シンガポール 韓国 台湾 香港

全要素生産性の伸び率 0.2 1.7 2.6 2.3

資本の伸び率 11.5 13.7 12.3 8.0

労働力の伸び率 5.7 6.4 4.9 3.2

資料：Alwyn Young, “The Tyranny of Numbers: Confronting the Statistical 
Realties of the East Asian Growth Experience,” The Quarterly Journal of 
Economics, August 1995, pp.643-679.

（1966─1990）
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石
油
危
機
や
環
境
問
題
に
直
面
し
て
経
済
の
安
定
的
は
成
長
神
話
を
修
正
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
ソ
ロ
ー
の
理
論
で
は
経

済
の
成
長
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
源
で
あ
る
「
技
術
革
新
や
進
歩
」
は
「
外
生
的
な
所
与
の
条
件
」
と
し
て
考
え
ら
れ
た
。
一
九
八
〇
年
代

の
後
半
発
表
さ
れ
た
Ｒ
．ル
ー
カ
ス
（R

obert E
.L
ucas

）
の
論
文
（
一
九
八
八
年
）
と
Ｐ
．Ｍ
．ロ
ー
マ
ー
（P

.M
.R
om
er

）
の
論
文

（
一
九
八
六
年
）
を
契
機
に
新
古
典
派
経
済
学
者
達
は
所
謂
「
内
生
的
成
長
理
論
」（E

ndogenous G
row
th T

heory

）
を
論
ず
る
よ
う
に
な

る
（
36
）

。
こ
の
「
内
生
的
成
長
理
論
」
は
、
技
術
革
新
、
学
習
効
果
、
規
模
の
効
果
、
技
術
の
波
及
プ
ロ
セ
ス
、
貿
易
の
効
果
等
経
済
成
長
を

促
進
す
る
要
因
を
理
論
モ
デ
ル
の
内
部
（endogenously

）
に
取
り
こ
み
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
分
析
す
る
理
論
で
あ
り
、
現
代
の
経
済
成
長

理
論
の
主
流
と
な
っ
て
い
る
。
第
二
の
理
論
的
な
問
題
は
、
ソ
ロ
ー
の
新
古
典
派
成
長
理
論
が
一
次
同
次
の
生
産
関
数
を
前
提
と
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
一
次
同
次
の
前
提
は
理
論
的
に
は
明
解
で
あ
る
が
、
現
代
の
先
進
国
の
産
業
の
中
心
で
あ
る
内
的
・
外
的
規
模
の
効
果

を
持
つ
先
端
技
術
集
約
的
な
大
量
生
産
体
制
の
経
済
で
は
現
実
を
反
映
し
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
特
に
「
生
産

関
数
」
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
は
工
業
部
門
の
生
産
活
動
及
び
生
産
設
備
投
資
を
想
定
し
て
理
論
化
さ
れ
て
お
り
、
国
内
総
生
産
の
内
サ
ー

ビ
ス
産
業
の
比
重
が
非
常
に
高
い
現
代
の
西
欧
先
進
国
で
は
現
実
か
ら
乖
離
し
て
い
る
。
特
に
ア
メ
リ
カ
（
七
九
％
）、
フ
ラ
ン
ス

（
七
九
％
）、
イ
ギ
リ
ス
（
七
八
％
）、
日
本
（
七
二
％
）、
ド
イ
ツ
（
七
一
％
）
の
実
情
か
ら
乖
離
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
発
展
途
上
国
で
も

サ
ー
ビ
ス
産
業
の
ウ
エ
イ
ト
は
ケ
ニ
ア
（
六
七
％
）
バ
ン
グ
ラ
デ
ッ
シ
ュ
（
五
三
％
）、
ガ
ー
ナ
（
五
一
％
）、
イ
ン
ド
（
五
五
％
）
等
以
上
に

高
い
の
で
あ
り
産
業
の
新
陳
代
謝
を
考
慮
し
た
経
済
の
発
展
成
長
理
論
を
構
築
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
第
三
の
理
論
的
問
題
が
新
古
典

派
理
論
は
貯
蓄
＝
投
資
と
単
純
化
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
金
融
経
済
と
実
体
経
済
の
成
長
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
解
明
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と

で
あ
る
。
特
に
現
代
の
国
際
金
融
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
さ
れ
国
際
間
の
資
本
取
引
が
大
規
模
化
・
加
速
化
さ
れ
て
お
り
金
融
経
済
の
メ
カ
ニ

ズ
ム
を
無
視
し
え
な
い
。
発
展
途
上
国
の
経
済
発
展
に
つ
い
て
は
Ｒ
．マ
キ
ン
ノ
ン
（R

onald M
cK
innon

）
が
一
九
七
〇
年
代
の
初
頭
以

二
五
五
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降
「
金
融
と
経
済
」
発
展
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
研
究
し
て
い
る
（
37
）

。
さ
ら
に
技
術
革
新
・
進
歩
の
国
際
間
の
波
及
効
果
が
特
に
発
展
途
上
国
の

経
済
発
展
に
重
要
と
な
っ
て
き
て
い
る
が
、
ソ
ロ
ー
の
経
済
成
長
理
論
は
「
閉
鎖
経
済
」
を
前
提
し
て
構
築
さ
れ
て
お
り
、
貿
易
の
効
果

及
び
技
術
波
及
効
果
の
分
析
が
加
味
さ
れ
て
い
な
い
。
特
に
新
興
工
業
国
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
・
台
湾
・
韓
国
の
経
済
発
展
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

は
貿
易
の
効
果
を
無
視
し
て
は
理
解
し
え
な
い
。 

グ
ロ
ー
バ
ル
化
さ
れ
た
現
代
の
国
際
経
済
で
は
資
本
の
流
入
・
流
出
ば
か
り
で
な
く

技
術
の
波
及
効
果
を
無
視
し
て
は
理
解
し
え
な
い
。
新
古
典
派
成
長
理
論
の
構
造
的
な
問
題
に
つ
い
て
は
Ｄ
．ア
シ
モ
グ
ル
（D

aron 

A
cem
oglu

）
の
経
済
発
展
の
政
治
経
済
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
紹
介
を
通
し
て
見
て
行
く
こ
と
に
す
る
。

2
．
ア
シ
モ
グ
ル
（D

aron A
cem
oglu

）
の
制
度
論

⑴　

開
発
経
済
学
の
最
近
の
潮
流

最
近
そ
の
研
究
活
動
が
注
目
さ
れ
て
い
る
二
人
の
発
展
途
上
国
出
身
の
開
発
経
済
学
者
が
い
る
。
二
人
と
も
新
古
典
経
済
成
長
理
論
に

批
判
的
で
あ
る
。
一
人
は
イ
ン
ド
生
ま
れ
の
Ａ
．バ
ナ
ー
ジ
ー
（A

bhijit V
. B
anerjee

）
で
あ
り
、
も
う
一
人
は
こ
こ
で
紹
介
す
る
ト
ル
コ

生
ま
れ
の
Ｄ
．ア
シ
モ
グ
ル
（D

aron A
cem
oglu

）
で
あ
る
。
Ａ
．バ
ナ
ー
ジ
ー
は
イ
ン
ド
の
カ
ル
カ
ッ
タ
の
貧
困
地
域
に
生
ま
れ

（
一
九
六
一
年
）
イ
ン
ド
の
大
学
で
経
済
学
を
学
ん
だ
後
に
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
で
博
士
過
程
を
修
了
し
、
現
在
は
Ｍ
Ｉ
Ｔ
の
大
学
院
で
開
発

経
済
学
を
教
え
て
い
る
。
Ａ
．バ
ナ
ー
ジ
ー
は
新
古
典
派
経
済
成
長
理
論
の
前
提
は
発
展
途
上
国
の
現
実
か
ら
非
常
に
乖
離
し
て
い
る
と

考
え
る
。
し
か
し
イ
ン
ド
政
府
が
過
去
行
っ
た
開
発
投
資
の
経
済
効
果
は
非
常
に
低
く
、
経
済
が
長
期
間
停
滞
し
た
根
本
的
な
原
因
は
イ

ン
ド
特
有
の
経
済
制
度
と
い
う
構
造
的
問
題
（
政
府
の
市
場
介
入
、
制
度
の
未
確
立
、
腐
敗
、
カ
ス
ト
制
度
の
存
在
等
の
イ
ン
ド
の
伝
統
的
な
価
値

観
と
行
動
規
範
等
）
に
起
因
す
る
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
新
古
典
派
経
済
成
長
理
論
の
モ
デ
ル
に
依
拠
し
た
Ｊ
．サ
ッ
ク
ス
（Jeff rey 

二
五
六
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D
.S
acks

）
等
が
主
張
す
る
「
貧
困
の
罠
」
を
脱
出
す
る
政
策
と
し
て
の
大
規
模
な
開
発
援
助
資
金
を
投
入
す
る
政
策
を
推
奨
す
る

「
ビ
ッ
グ
プ
ッ
シ
ュ
」
理
論
に
批
判
的
で
あ
る
。
バ
ナ
ー
ジ
ー
は
発
展
途
上
国
が
「
貧
困
の
罠
」
か
ら
脱
却
す
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
は
、

個
々
的
な
貧
困
状
態
を
「
実
験
計
画
的
手
法
」
に
よ
っ
て
実
践
的
に
改
善
す
る
ミ
ク
ロ
の
状
況
で
の
具
体
的
な
努
力
が
必
要
で
あ
る
と
主

張
す
る
。
そ
し
て
グ
ラ
ミ
ン
銀
行
等
が
実
施
し
た
ミ
ク
ロ
開
発
政
策
は
有
効
な
政
策
で
は
あ
る
が
種
々
の
弊
害
が
あ
る
と
主
張
す
る
（
38
）

。

Ｄ
．ア
シ
モ
グ
ル
は
イ
ギ
リ
ス
の
ヨ
ー
ク
大
学
で
政
治
学
を
勉
強
し
、
ロ
ン
ド
ン
大
学
（
Ｌ
Ｓ
Ｅ
）
の
大
学
院
で
経
済
学
の
博
士
過
程
を

修
了
し
（
一
九
九
二
年
）、
一
九
九
三
年
か
ら
Ｍ
Ｉ
Ｔ
で
開
発
経
済
学
、
開
発
マ
ク
ロ
経
済
学
、
経
済
成
長
理
論
を
教
え
て
い
る
。
主
な
関

心
領
域
は
政
治
経
済
学
で
あ
り
、
勢
力
的
に
研
究
成
果
を
発
表
し
て
お
り
、
過
去
三
冊
の
研
究
書
、
一
三
〇
以
上
の
研
究
論
文
を
出
版
し

て
い
る
（
39
）

。
Ｄ
．ア
シ
モ
グ
ル
は
最
近
顕
著
に
な
っ
て
き
た
開
発
経
済
学
の
新
し
い
潮
流
の
非
常
に
優
秀
な
研
究
者
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

発
展
途
上
国
出
身
の
開
発
経
済
学
者
は
概
し
て
、
ス
テ
ィ
グ
リ
ッ
ツ
が
揶
揄
す
る
「
市
場
原
理
主
義
」
的
な
新
古
典
派
経
済
理
論
と
そ

の
牙
城
で
あ
る
ブ
レ
ト
ン
・
ウ
ッ
ズ
体
制
が
実
施
し
た
経
済
自
由
化
政
策
に
懐
疑
的
で
あ
る
（
40
）

。
ジ
ア
ス
・
ア
レ
ハ
ン
ド
ロ
（C

arlos D
iaz 

A
lejandro

）
は
「
金
融
規
制
左
様
な
ら
、
今
日
は
金
融
危
機
！
」
と
Ｉ
Ｍ
Ｆ
・
世
銀
が
実
施
し
た
金
融
経
済
自
由
化
政
策
を
批
判
す
る
（
41
）

。

ま
た
南
ア
メ
リ
カ
出
身
の
Ｓ
・
エ
ド
ワ
ー
ド
（S

ebastian E
dw
ard

）
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
／
世
銀
が
支
援
し
て
実
施
し
た
一
九
八
〇
年
代
の
経
済
自

由
化
政
策
、
特
に
貿
易
の
自
由
化
政
策
の
効
果
に
懐
疑
的
で
あ
る
（
42
）

。
し
か
し
発
展
途
上
国
が
過
去
実
施
し
た
国
家
指
導
型
の
開
発
政
策
が

概
し
て
失
敗
で
あ
っ
た
こ
と
は
イ
ン
ド
の
経
済
学
者
の
Ｄ
．ラ
ル
（D

eepak L
al

）
は
認
め
ざ
る
を
え
な
い
と
考
え
て
い
た
（
43
）

。
他
方
Ｉ
Ｍ

Ｆ
・
世
銀
も
「
市
場
原
理
主
義
的
」
な
経
済
政
策
が
発
展
途
上
国
の
必
ず
し
も
有
効
な
政
策
で
な
い
こ
と
を
反
省
す
る
よ
う
に
な
る
。

一
九
九
七
年
に
発
生
し
た
ア
ジ
ア
通
貨
危
機
に
対
し
て
取
っ
た
ブ
レ
ト
ン
・
ウ
ッ
ズ
体
制
、
特
に
Ｉ
Ｍ
Ｆ
が
行
っ
た
支
援
政
策
は
必
ず
し

も
適
切
で
な
か
っ
た
と
Ｉ
Ｍ
Ｆ
自
身
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
（
44
）

。
世
銀
は
一
九
八
〇
年
代
以
降
実
施
し
た
経
済
自
由
化
政
策
を
柱
と
す
る

二
五
七
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「
構
造
改
革
政
策
」
が
発
展
途
上
国
の
実
情
に
合
わ
ず
期
待
し
た
成
果
を
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
と
反
省
す
る
こ
と
と
な
る
（
45
）

。

以
上
の
よ
う
な
こ
と
を
背
景
に
し
て
Ｄ
．ア
シ
モ
グ
ル
は
近
代
的
な
資
本
主
義
経
済
体
制
の
形
成
と
発
展
に
は
、
新
古
典
派
開
発
経
済

学
が
軽
視
し
て
き
た
経
済
制
度
及
び
政
治
制
度
の
統
治
性
（
ガ
バ
ナ
ン
ス
）
の
確
立
と
発
展
が
不
可
欠
の
要
件
で
あ
る
と
主
張
す
る
よ
う

に
な
る
。

⑵　

ア
シ
モ
グ
ル
の
政
治
経
済
学
的
制
度
論

最
近
制
度
や
組
織
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
が
経
済
発
展
や
経
済
政
策
の
不
可
欠
の
条
件
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
高
ま
っ
て
き
て
い
る
。
ア
ジ
銀

の
よ
う
な
国
際
開
発
援
助
機
は
一
九
九
〇
年
代
以
降
発
展
途
上
国
の
「
組
織
の
能
力
開
発
」（C

apacity D
evelopm

ent

）
を
開
発
援
助
業
務

の
重
要
な
使
命
で
あ
る
と
強
調
す
る
よ
う
に
な
る
。
Ｉ
Ｍ
Ｆ
や
世
銀
も
市
場
経
済
を
支
え
る
種
々
の
経
済
制
度
が
順
調
に
機
能
す
る
こ
と

が
重
要
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
強
め
て
い
る
（
46
）

。
日
本
で
は
在
来
「
経
済
体
制
論
」
や
「
経
済
シ
ス
テ
ム
論
」
と
し
て
資
本
主
義
経
済
体
制

や
社
会
主
義
経
済
体
制
の
「
比
較
制
度
分
析
」
の
対
象
と
し
て
経
済
制
度
が
捉
え
ら
れ
て
き
た
（
47
）

。
ア
メ
リ
カ
で
は
Ｔ
．ヴ
ェ
ブ
レ
ン

（T
horstein B

.V
eblen

）
の
よ
う
な
経
済
制
度
を
社
会
学
的
に
分
析
す
る
制
度
論
を
「
旧
制
度
論
」、
Ｏ
．ウ
イ
リ
ア
ム
ソ
ン
（O

liver E
.

W
illiam

son

）
等
の
よ
う
に
制
度
を
「
取
引
コ
ス
ト
理
論
」
や
「
ゲ
ー
ム
理
論
」
の
視
点
か
ら
分
析
す
る
の
を
「
新
制
度
論
」
と
呼
ん
で

い
る
（
48
）

。
Ｏ
．ウ
イ
リ
ア
ム
ソ
ン
は
こ
の
理
論
を
発
展
さ
せ
た
功
績
で
ノ
ー
ベ
ル
経
済
賞
を
受
賞
し
て
い
る
。
し
か
し
ウ
イ
リ
ア
ム
ソ
ン
は

「
方
法
論
的
個
人
主
義
」（m

ethodological individualism

）
の
分
析
の
道
具
で
あ
る
「
取
引
コ
ス
ト
」
の
視
点
か
ら
、
資
本
主
義
制
度
の
ガ

バ
ナ
ン
ス
の
問
題
を
論
議
し
て
い
る
が
歴
史
的
な
洞
察
力
を
欠
き
、
実
践
的
な
示
唆
が
乏
し
い
（
49
）

。

ア
シ
モ
グ
ル
の
制
度
論
は
制
度
の
形
成
と
発
展
の
枠
組
み
の
中
で
制
度
の
政
治
経
済
学
的
現
象
を
分
析
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
非
常

に
歴
史
主
義
的
で
あ
り
動
態
的
で
あ
る
。
仮
説
や
命
題
を
提
起
し
多
く
の
場
合
数
学
的
モ
デ
ル
を
構
築
し
、
計
量
的
な
歴
史
デ
ー
タ
ー
を

二
五
八
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収
集
し
仮
説
を
計
量
経
済
学
的
方
法
に
よ
っ
て
検
定
し
よ
う
と
す
る
。
経
済
制
度
を
構
築
・
維
持
・
変
革
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
経
済
的
レ

ン
ト
を
得
る
は
一
定
の
政
治
エ
リ
ー
ト
集
団
で
あ
る
と
い
う
認
識
か
ら
ア
シ
モ
グ
ル
の
制
度
分
析
は
政
治
経
済
学
的
側
面
を
強
く
持
つ
。

ア
シ
モ
グ
ル
は
学
生
時
代
従
属
理
論
や
ネ
オ
・
マ
ル
ク
シ
ス
ム
理
論
に
傾
倒
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
ア
シ
モ
グ
ル
の
方
法

論
を
特
徴
づ
け
る
と
ラ
ン
ス
・
テ
イ
ラ
ー
（L

ance T
aylor

）
の
理
論
に
近
似
す
る
「
動
態
的
構
造
主
義
理
論
」
と
で
も
言
え
よ
う
か
（
50
）

。
ア

シ
モ
グ
ル
は
数
学
的
分
析
能
力
に
特
に
秀
で
て
お
り
、
大
学
院
時
代
か
ら
発
表
し
た
論
文
は
高
く
評
価
さ
れ
四
〇
歳
以
下
の
優
秀
な
経
済

学
者
に
授
与
さ
れ
る
「
ジ
ョ
ン
・
ベ
イ
ツ
・
ク
ラ
ー
ク
賞
」
を
受
賞
し
て
い
る
。
ア
シ
モ
グ
ル
の
最
近
の
著
作
「
近
代
経
済
成
長
論
入

門
」（M

odern E
conom

ic G
row
th

）
は
二
三
章
、
九
〇
〇
頁
を
越
え
る
大
著
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
の
大
学
院
の
「
経
済
成
長
論
」
の
講
座

の
教
材
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
著
作
の
内
一
〇
章
以
上
は
新
古
典
派
成
長
理
論
の
「
動
態
的
最
適
成
長
理
論
」
を
含
む
数
学
的

展
開
と
解
析
に
割
か
れ
て
お
り
、
ア
メ
リ
カ
の
主
要
な
大
学
の
大
学
院
の
経
済
成
長
理
論
の
教
材
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
以
下

こ
こ
で
は
ア
シ
モ
グ
ル
の
「
動
態
的
構
造
主
義
理
論
」
の
主
要
な
命
題
を
抽
出
し
て
解
説
す
る
こ
と
に
す
る
。

⑶　

経
済
発
展
の
構
造
的
要
因

新
古
典
派
生
産
関
数
を
使
っ
た
ソ
ロ
ー
の
経
済
成
長
理
論
は
ラ
ン
ス
・
テ
イ
ラ
ー
（L

anceT
aylor

）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
方
法
論
的

個
人
主
義
視
点
か
ら
抽
象
化
さ
れ
た
合
理
的
行
動
」（M

IR
A
: M
ethodological individualism

 and rational action

）
を
前
提
と
す
る
実
体

の
な
い
機
械
の
よ
う
な
人
間
の
生
産
活
動
を
想
定
し
て
い
る
（
51
）

。
そ
こ
に
は
Ｍ
．ウ
エ
ー
バ
ー
（M

ax W
eber

）
が
描
く
「
資
本
主
義
の
精
神

構
造
と
市
民
社
会
人
と
し
て
の
歴
史
意
識
」
を
持
つ
社
会
的
実
体
と
し
て
の
近
代
的
な
経
済
人
は
存
在
し
な
い
（
52
）

。
そ
こ
に
は
ま
た
部
族
紛

争
に
明
け
暮
れ
集
団
虐
殺
の
犠
牲
と
な
る
「
貧
困
の
罠
」
に
嵌
っ
た
ア
フ
リ
カ
の
最
貧
国
の
飢
餓
線
上
の
人
間
の
存
在
も
意
識
さ
れ
て
い

な
い
。

二
五
九
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し
か
し
ア
シ
モ
グ
ル
は
西
欧
先
進
国
の
植
民
地
支
配
の
負
の
遺
産
の
桎
梏
に
喘
ぐ
現
代
の
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
の
発
展
途
上
国
の
長
期

的
経
済
発
展
の
問
題
と
課
題
に
先
ず
関
心
を
持
つ
。
従
っ
て
先
進
国
の
短
期
の
経
済
成
長
の
分
析
に
は
新
古
典
派
経
済
成
長
理
論
は
有
効

で
あ
る
と
認
め
つ
つ
も
、
発
展
途
上
国
の
長
期
的
経
済
発
展
を
分
析
す
る
た
め
に
は
、
長
期
的
・
構
造
的
要
因
と
し
て
地
理
的
条
件
、
文

化
的
伝
統
及
び
制
度
的
要
因
が
重
要
で
あ
る
と
強
調
す
る
。
ア
シ
モ
グ
ル
は
Ｄ
．ノ
ー
ス
（D

ouglas C
.N
orth

）
の
定
義
に
従
い
「
制
度
と

は
人
間
関
係
及
び
行
動
を
規
律
す
る
伝
統
・
慣
習
及
び
法
律
等
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
及
び
フ
ォ
ー
マ
ル
な
規
則
」
で

あ
り
、「
経
済
的
制
度
と
は
人
間
の
経
済
行
為
や
価
値
や
資
源
の
配
分
の
仕
方
を
定
め
た
ル
ー
ル
」
で
あ
り
、
こ
れ
等
は
人
間
が
人
為
的

に
定
め
た
規
則
で
あ
る
。
経
済
の
進
化
と
発
展
の
歴
史
は
経
済
的
制
度
の
形
成
・
進
化
・
発
展
と
密
接
に
関
係
し
た
歴
史
で
あ
り
、「
近

代
的
経
済
制
度
の
根
幹
は
私
有
財
産
制
度
、
市
場
取
引
制
度
、
契
約
及
び
株
式
会
社
制
度
」
で
あ
る
と
考
え
る
（
53
）

。

⑷　

近
代
的
経
済
制
度
の
形
成
と
拡
散

私
有
財
産
制
度
、
市
場
取
引
制
度
を
核
と
す
る
近
代
的
資
本
主
義
経
済
制
度
は
先
ず
イ
ギ
リ
ス
に
発
達
し
、
新
大
陸
の
植
民
地
化
に

よ
っ
て
新
大
陸
に
拡
散
し
て
行
っ
た
。
ア
シ
モ
グ
ル
の
制
度
論
は
Ｉ
．ワ
ー
ラ
ス
テ
ィ
ン
（Im

m
anuel W

allerstein

）
の
「
世
界
シ
ス
テ
ム

論
」
や
前
述
し
た
従
属
主
義
理
論
や
構
造
主
義
理
論
に
近
似
し
て
い
る
（
54
）

。
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
市
場
経
済
制
度
の
発
展
は
新
大
陸
と

の
大
西
洋
貿
易
に
よ
っ
て
富
を
蓄
積
し
た
市
民
階
級
（
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
）
の
台
頭
を
も
た
ら
し
、
こ
れ
等
市
民
階
級
は
市
民
革
命
を
と
し

て
政
治
制
度
の
民
主
化
を
通
し
て
政
治
権
力
を
獲
得
し
、
私
有
財
産
制
度
を
核
と
す
る
近
代
的
な
経
済
制
度
を
発
展
強
化
し
て
行
っ
た
（
55
）

。

南
北
ア
メ
リ
カ
大
陸
、
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
・
太
平
洋
地
域
の
西
欧
社
会
に
よ
る
植
民
地
支
配
の
過
程
で
現
地
社
会
の
状
況
（
自
然
条
件
、

資
源
の
存
否
・
風
土
病
・
土
着
文
化
）
に
対
応
し
て
イ
ギ
リ
ス
型
の
「
柔
軟
的
・
開
放
的
経
済
制
度
」（inclusive institutions

）
と
ス
ペ
イ

ン
・
ポ
ル
ト
ガ
ル
型
の
「
閉
鎖
的
・
権
威
主
義
的
経
済
制
度
」（extractive institutions

）
が
こ
れ
等
地
域
で
形
成
さ
れ
た
。
イ
ギ
リ
ス
型

二
六
〇
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の
制
度
は
「
柔
軟
的
・
開
放
的
」
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
・
カ
ナ
ダ
・
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
で
進
化
・
発
展
し
た
。
こ

の
制
度
は
個
人
の
達
成
意
欲
及
び
個
人
主
義
的
な
価
値
観
を
造
成
し
、
環
境
の
変
化
に
対
応
し
て
制
度
自
体
を
革
新
す
る
「
プ
ラ
ス
の
循

環
及
び
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
」
に
よ
っ
て
経
済
社
会
に
活
力
を
も
た
ら
し
た
。
こ
れ
に
反
し
て
ス
ペ
イ
ン
・
ポ
ル
ト
ガ
ル
型
の
「
閉
鎖
的
・

権
威
主
義
的
制
度
」
は
主
に
南
ア
メ
リ
カ
大
陸
の
金
・
銀
等
の
鉱
物
資
源
を
「
搾
取
・
掠
奪
す
る
制
度
」
と
し
て
発
展
し
「
マ
イ
ナ
ス
の

循
環
・
負
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
」
が
働
き
こ
れ
等
社
会
の
長
期
的
停
滞
の
構
造
的
要
因
と
な
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
型
の
「
柔
軟
的
・
開
放
的

制
度
」
は
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
的
な
「
創
造
的
破
壊
」
を
可
能
に
し
て
技
術
進
歩
及
び
経
済
発
展
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
源
泉
と
な
る
（
56
）

。
こ
の

よ
う
に
文
明
の
興
亡
、
発
展
す
る
経
済
と
衰
退
す
る
経
済
、
活
力
の
あ
る
国
家
と
衰
退
す
る
国
家
の
歴
史
は
、
制
度
の
形
成
と
発
展
、
進

化
と
退
化
及
び
制
度
の
新
陳
代
謝
の
歴
史
で
あ
る
と
考
え
る
（
57
）

。
し
か
し
イ
ギ
リ
ス
型
の
経
済
制
度
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
源
泉
は
何
処
に
あ

る
の
か
？
必
ず
し
も
ア
シ
モ
グ
ル
は
明
確
に
説
明
し
て
い
な
い
。
計
量
的
経
済
史
の
研
究
者
の
Ａ
．マ
ジ
ソ
ン
（A

ngus M
addison

）
は
、

西
欧
先
進
工
業
国
が
産
業
革
命
以
降
一
九
世
紀
前
半
か
ら
持
続
的
に
発
展
し
た
要
因
と
し
て
、
①
技
術
進
歩
、
②
資
本
の
蓄
積
、
③
人
的

資
本
の
改
善
、
④
貿
易
の
拡
大
を
掲
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
等
の
要
因
が
資
本
主
義
的
経
済
制
度
の
進
化
・
発
展
に
ど
の
よ
う
な
経
路
で
影

響
を
も
た
ら
し
た
の
か
必
ず
し
も
明
確
で
な
い
（
58
）

。

⑸　

権
威
主
義
的
政
治
制
度
と
経
済
の
停
滞

ア
シ
モ
グ
ル
は
具
体
的
な
事
例
を
挙
げ
て
権
威
主
義
的
政
治
制
度
は
持
続
的
な
経
済
発
展
を
阻
害
す
る
と
主
張
す
る
。
権
威
主
義
的
政

治
体
制
で
は
少
数
の
エ
リ
ー
ト
が
政
治
権
力
と
富
を
独
占
し
、
反
対
勢
力
で
あ
る
土
着
の
民
族
資
本
の
自
由
闊
達
な
発
展
を
阻
止
し
、
革

新
勢
力
を
抑
圧
し
よ
う
と
す
る
の
で
経
済
は
停
滞
す
る
こ
と
に
な
る
。
具
体
的
な
事
例
と
し
て
ア
フ
リ
カ
の
ガ
ー
ナ
の
エ
ン
ク
ル
マ
体
制
、

ジ
ン
バ
ブ
エ
の
ム
ガ
ベ
体
制
、
北
朝
鮮
の
社
会
主
義
体
制
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
マ
ル
コ
ス
政
権
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
ス
ハ
ル
ト
政
権
、
ア
ル

二
六
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ゼ
ン
チ
ン
や
チ
リ
の
軍
部
独
裁
体
制
、
共
産
党
独
裁
体
制
下
の
ソ
連
と
中
国
等
の
事
例
を
挙
げ
て
い
る
。
ア
シ
モ
グ
ル
は
中
国
は
現
在
の

共
産
党
独
裁
体
制
が
変
革
さ
れ
な
い
限
り
一
九
八
〇
年
代
以
降
継
続
し
た
高
い
経
済
成
長
率
は
持
続
可
能
で
な
い
と
予
想
す
る
（
59
）

。

こ
の
視
点
は
Ｄ
．ラ
ン
デ
ス
（D

avid S
.L
andes

）
等
の
経
済
史
の
研
究
者
が
指
摘
す
る
歴
史
的
命
題
で
も
あ
る
（
60
）

。
ま
た
経
済
歴
史
学
者

Ｓ
．エ
ン
ガ
ー
マ
ン
＝
Ｋ
．ソ
コ
ロ
フ
は
ス
ペ
イ
ン
・
ポ
ル
ト
ガ
ル
が
植
民
地
化
し
た
南
ア
メ
リ
カ
社
会
は
こ
れ
等
旧
宗
主
国
の
権
威
主
義

的
な
文
化
（
大
土
地
所
有
制
度
、
寡
頭
支
配
、
軍
部
・
教
会
の
保
守
勢
力
）
が
南
ア
メ
リ
カ
の
資
源
腑
存
状
態
と
地
理
的
条
件
（
金
・
銀
等
の
鉱

物
資
源
、
砂
糖
・
コ
ー
ヒ
ー
等
の
一
次
産
品
の
大
規
模
経
営
に
適
し
た
自
然
条
件
）
と
相
俟
っ
て
寡
頭
支
配
の
権
威
主
義
的
政
治
文
化
を
形
成
し
、

こ
れ
が
南
ア
メ
リ
カ
の
経
済
の
長
期
的
停
滞
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
命
題
を
提
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
反
し
て
北
ア
メ
リ
カ
の
国

家
形
成
は
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
開
拓
精
神
に
富
ん
だ
比
較
的
小
規
模
の
自
作
農
民
が
担
う
個
人
主
義
的
な
政
治
文
化
が
土
台
と
な
っ
て
お
り
、

ア
メ
リ
カ
の
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
精
神
が
政
治
文
化
の
根
幹
を
な
し
て
い
る
と
考
え
る
（
61
）

。
し
か
し
権
威
主
義
的
政
治
体
制
も
一
定
の
条
件
で

は
経
済
発
展
を
加
速
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
国
別
の
状
況
を
更
に
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
。
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
リ
ー
ク
ワ
ン
ユ
ー

体
制
、
韓
国
の
朴
体
制
、
台
湾
の
国
民
党
独
裁
体
制
の
更
に
詳
細
な
政
治
経
済
学
的
分
析
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

ア
シ
モ
ル
グ
等
は
民
主
主
義
的
な
政
治
制
度
が
透
明
性
・
有
責
性
・
開
放
性
・
政
治
エ
リ
ー
ト
の
新
陳
代
謝
等
の
理
由
か
ら
長
期
的
経

済
発
展
の
た
め
に
は
望
ま
し
い
制
度
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
治
制
度
の
政
治
経
済
学
的
分
析
の
方
法
と
結
果
は
残
念
な
が
ら
説
得
力
の

あ
る
内
容
と
な
っ
て
い
な
い
（
62
）

。
民
主
的
政
治
制
度
の
形
成
と
発
展
の
条
件
に
つ
い
て
は
Ｓ
．リ
プ
セ
ッ
ト
（S

eym
our M

artin L
ipset 

）
の

古
典
的
な
論
文
（
一
九
五
九
年
）
以
来
ア
メ
リ
カ
の
社
会
科
学
者
の
研
究
の
対
象
と
な
っ
て
き
た
（
63
）

。
基
本
的
な
認
識
は
民
主
的
制
度
が
形

成
さ
れ
機
能
す
る
に
は
、
利
益
集
団
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
・
利
害
の
理
性
的
な
論
議
と
調
整
、
市
民
の
政
治
意
識
の
高
揚
及
び
積
極
的
参
加
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
の
発
達
等
の
理
由
か
ら
比
較
的
高
い
所
得
水
準
の
達
成
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
即
ち
民
主
主
義
政

二
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治
制
度
は
経
済
発
展
の
結
果
で
あ
り
原
因
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
た
。
さ
ら
に
最
近
の
実
証
的
な
研
究
結
果
に
よ
る
と
政
治
制
度
と
経
済

発
展
に
は
直
接
の
因
果
関
係
は
認
め
ら
れ
ず
、
政
治
と
経
済
の
相
互
関
係
は
国
別
の
状
況
に
よ
っ
て
異
な
る
と
い
う
傾
向
が
認
め
ら
れ
て

い
る
（
64
）

。
⑹　

国
家
形
成
と
経
済
発
展

ア
シ
モ
グ
ル
は
一
九
六
〇
年
代
以
降
ア
メ
リ
カ
の
社
会
学
者
や
政
治
学
者
達
が
発
展
途
上
国
の
「
近
代
化
論
」
と
し
て
論
議
し
て
き
た

命
題
、
即
ち
経
済
体
制
の
近
代
化
に
は
国
家
形
成
（nation-building

）
と
健
全
な
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
と
政
治
的
安
定
が
不
可
欠
の
条
件
で
あ

る
と
い
う
命
題
を
確
認
し
て
い
る
（
65
）

。
最
近
発
展
途
上
国
で
多
発
す
る
紛
争
、
恒
久
的
な
政
治
不
安
、
蔓
延
す
る
腐
敗
等
が
象
徴
す
る
国
家

機
能
の
脆
弱
性
あ
る
い
は
「
国
家
の
崩
壊
」（state failures

）
及
び
「
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
の
欠
如
」
等
が
発
展
途
上
国
の
貧
困
や
経
済
の
停

滞
の
原
因
で
あ
る
と
最
近
政
治
経
済
学
者
が
頻
繁
に
主
張
す
る
。
こ
の
論
議
の
一
つ
の
帰
結
は
「
こ
れ
等
発
展
途
上
国
の
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス

の
欠
如
は
西
欧
植
民
地
支
配
が
も
た
ら
し
た
過
去
の
負
の
遺
産
で
あ
る
」
と
い
う
西
欧
の
植
民
支
配
責
任
論
で
あ
る
。
ア
シ
モ
グ
ル
が
主

張
す
る
命
題
の
一
つ
で
あ
る
「
文
明
の
逆
転
」（reversal of fortune

）
現
象
も
西
欧
社
会
の
植
民
地
支
配
責
任
論
の
一
つ
の
表
れ
で
あ
ろ

う
。
西
欧
列
強
は
発
展
途
上
国
の
植
民
地
化
の
過
程
で
現
地
社
会
に
発
展
し
た
土
着
の
文
明
及
び
制
度
を
根
底
か
ら
破
壊
し
、
西
欧
の
文

明
や
制
度
を
移
植
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
過
程
で
現
地
社
会
に
存
在
し
た
社
会
構
造
や
伝
統
的
価
値
感
は
根
底
か
ら
崩
壊
さ
れ
た
。
こ
れ

が
発
展
途
上
国
の
経
済
発
展
の
阻
害
要
因
と
な
り
現
代
の
国
際
社
会
の
所
得
格
差
の
ル
ー
ツ
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
歴
史
認
識
で
あ
る
（
66
）

。

不
用
意
で
即
急
な
「
脱
植
民
地
化
」
が
国
家
形
成
を
未
熟
化
な
も
の
に
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
植
民
地
総
督
政
府
が
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
・
シ
エ
ラ

レ
オ
ネ
・
リ
ベ
リ
ア
等
で
実
施
し
た
間
接
統
治
が
伝
統
的
な
部
族
間
の
亀
裂
を
温
存
し
、
部
族
間
紛
争
の
原
因
と
な
っ
た
と
い
う
反
省
も

あ
る
。
特
に
衝
撃
的
な
の
は
小
説
家
ジ
ョ
セ
フ
・
コ
ン
ラ
ッ
ド
（Joseph C

onrad
）
が
ベ
ル
ギ
ー
の
レ
オ
ポ
ル
二
世
政
府
が
行
っ
た
過

二
六
三
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酷
・
残
虐
な
コ
ン
ゴ
ー
の
植
民
地
支
配
に
対
す
る
告
発
で
あ
る
（
67
）

。
ま
た
数
世
紀
に
及
ぶ
奴
隷
貿
易
が
ア
フ
リ
カ
の
現
地
社
会
の
部
族
共
同

体
的
帰
属
意
識
や
団
結
心
を
根
底
か
ら
破
壊
し
、
深
層
心
理
に
人
間
に
対
す
る
猜
疑
心
を
植
え
付
け
た
と
い
う
告
発
で
あ
ろ
う
（
68
）

。

お
わ
り
に

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
戦
後
独
立
し
た
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
諸
国
の
経
済
発
展
の
プ
ロ
セ
ス
と
戦
略
を
研
究
す
る
こ
と
を
主
な
課
題
と

し
て
出
発
し
た
開
発
経
済
学
は
一
九
六
〇
年
代
以
降
時
代
環
境
の
変
化
と
と
も
に
種
々
の
問
題
意
識
・
命
題
・
パ
ラ
ダ
イ
ム
・
政
策
課
題

を
論
議
し
て
き
た
。
開
発
経
済
学
の
最
近
の
潮
流
の
一
つ
は
経
済
発
展
の
構
造
的
要
因
で
あ
る
経
済
制
度
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
つ
い
て
の
論

議
の
高
ま
り
で
あ
ろ
う
。
そ
の
代
表
的
な
研
究
者
の
一
人
が
こ
こ
で
紹
介
し
た
Ｄ
．ア
シ
モ
グ
ル
で
あ
る
。
現
代
の
開
発
経
済
学
の
正
統

派
学
説
で
あ
る
新
古
典
派
経
済
は
市
場
の
均
衡
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
数
学
的
に
分
析
す
る
が
、
市
場
の
均
衡
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
構
造
的
要
件
で

あ
る
市
場
制
度
の
実
態
分
析
を
怠
っ
て
き
た
。
開
発
マ
ク
ロ
経
済
学
理
論
の
中
で
も
マ
ク
ロ
市
場
均
衡
政
策
の
前
提
で
あ
る
発
展
途
上
国

の
制
度
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
態
の
分
析
は
未
だ
不
十
分
で
あ
る
（
69
）

。
Ｊ
．ス
テ
ィ
グ
リ
ッ
ツ
（Joseph E

.S
tiglitz

）
が
最
近
ア
フ
リ
カ
の
経

済
発
展
の
構
造
的
問
題
は
「
制
度
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
」
の
問
題
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
反
省
し
て
世
銀
は
近
年
発
展
途
上

国
の
経
済
発
展
の
構
造
的
問
題
に
対
す
る
関
心
を
高
め
て
き
て
お
り
、「
紛
争
と
経
済
発
展
」
に
関
す
る
政
治
経
済
学
的
側
面
の
分
析
成

果
を
発
表
し
て
き
て
い
る
（
70
）

。
以
上
の
こ
と
か
ら
教
訓
と
し
て
学
ぶ
べ
き
こ
と
は
、
日
本
の
開
発
援
助
政
策
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
発
展
途

上
国
の
「
制
度
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
」
を
強
化
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
技
術
協
力
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
特
に
人
材
開
発
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
重
視
す
べ

き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
国
別
の
経
済
制
度
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
問
題
と
課
題
の
実
証
的
な
政
治
経
済
学
的
分
析
を

行
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
非
常
に
参
考
に
な
る
の
は
Ｒ
．ロ
ビ
ソ
ン
（R

ichard R
obison

）
が
行
っ
て
き
た
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
経
済
発

二
六
四
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展
の
政
治
経
済
学
的
分
析
の
方
法
と
そ
の
成
果
で
あ
る
（
71
）

。

結
論
と
し
て
言
え
る
こ
と
は
、
発
展
途
上
国
の
長
期
的
な
開
発
戦
略
は
以
下
を
内
容
と
す
る
「
総
合
的
な
開
発
戦
略
」
で
あ
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
①
マ
ク
ロ
開
発
経
済
政
策
、
②
産
業
開
発
戦
略
、
③
人
口
政
策
、
④
開
発
投
資
・
金
融
政
策
、
⑤
地
域
開
発
政
策
、
⑥
環
境
・

エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
、
⑦
人
材
開
発
政
策
、
⑧
貧
困
・
社
会
福
祉
政
策
、
⑨
国
家
形
成
と
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
政
策
。

（
1
） 

こ
こ
で
は
科
学
の
発
展
を
「
正
統
派
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
対
す
る
異
端
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
の
対
立
・
抗
争
と
捉
え
る
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
科
学
の
哲

学
者
ト
ー
マ
ス
・
ク
ー
ン
（T

hom
as S

.K
uhn

）
の
科
学
の
方
法
論
の
視
座
か
ら
考
え
る
。T

hom
as S

.K
uhn, T

h
e S

tru
ctu

re of S
cien

tifi c 

R
evolu

tion,  U
niversity of C

hicago P
ress, 1962.

（
2
） W

.W
. R
ostow

, T
h

e S
tages of E

con
om

ic G
row

th
; A

 N
on

-C
om

m
u

n
ist M

an
ifesto, C

am
bridge U

niversity P
ress, 1960, pp.17-

35.

（
3
） 

ド
イ
ツ
の
歴
史
主
義
に
つ
い
て
は
以
下
の
文
献
を
参
照
の
こ
と
。T

hom
as R

iha, G
erm

an
 P

olitical E
con

om
y, M

C
B
 U
niversity, 

1985; 

（
邦
訳
）
原
田
哲
史
他
訳
『
ド
イ
ツ
政
治
経
済
学
』、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
二
年
、
一
一
一
│
一
九
八
頁
。

（
4
） G

erschenkron, A
lexander., E

con
om

ic B
ackw

ard
n

ess in
 H

istorical P
erspective, H

arvard U
niversity P

ress, 1962, pp.5-30.

（
5
） A

m
sden, A

lice H
., A

sia’s N
ext G

ian
t: S

ou
th

 K
orea an

d
 L

ate In
d

u
strialization, O

xford U
niversity P

ress, 1989.

（
6
） P

arsons, T
alcott., et al.,ed., T

h
e T

h
eories of S

ociety; F
ou

n
d

ation
s of M

od
ern

 S
ociological T

h
eory, T

he F
ree P

ress, 1961.

（
7
） M

ax W
eber, W

irtsch
aftgesch

ih
ite, 1924; 

（
邦
訳
）
青
山
秀
夫
他
訳
『
一
般
社
会
経
済
史
要
綱
』、
岩
波
書
店
、
一
九
五
五
年
、
下
巻
、

一
一
九
│
二
五
八
頁
。
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
エ
ー
バ
ー
著
大
塚
久
雄
訳
『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
』、
岩
波
文
庫
、

一
九
八
九
年
。
大
塚
久
雄
著
「
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
エ
ー
バ
ー
に
お
け
る
資
本
主
義
の
精
神
」、
大
塚
久
雄
著
作
集
、
第
八
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
九

年
、
三
│
一
〇
〇
頁
。

（
8
） 

シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
の
経
済
発
展
理
論
の
ド
イ
ツ
語
版
、T

h
eorie d

er W
irtsch

aftlich
en

 E
n

tw
icklu

n
g

は
一
九
二
六
年
、
シ
ュ
ン
ペ
ー

二
六
五
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タ
ー
が
四
三
歳
の
時
に
出
版
さ
れ
て
い
る
。（
邦
訳
）
東
畑
精
一
・
中
山
伊
知
郎
他
訳
『
経
済
発
展
の
理
論
』、
岩
波
文
庫
、
上
・
下
巻
、
一
九
七
七

年
。
英
語
版
は
一
九
六
一
年
に
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
出
版
部
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
る
。R

ichard S
w
edberg, Joseph

 A
. S

ch
u

m
peter, T

h
e 

E
con

om
ics an

d
 S

ociology of C
apitalism

, P
rinceton U

niversity P
ress, 1991

参
照
の
こ
と
。

（
9
） L

ew
is, A

.W
., “E

conom
ic D
evelopm

ent w
ith U

nlim
ited S

upplies of L
abour, ” T

h
e M

an
ch

ester S
ch

ool of E
con

om
ics an

d
 

S
ocial S

tu
d

ies, M
ay 1954, pp.139-191; “U

nlim
ited L

abour; F
urther N

otes, ” January 1958, pp.1-32. 

ル
イ
ス
は
西
イ
ン
ド
諸
島
出
身

の
開
発
経
済
学
者
で
ロ
ン
ド
ン
大
学
で
博
士
号
を
取
得
後
短
期
間
ガ
ー
ナ
の
エ
ン
ク
ル
マ
大
統
領
の
経
済
顧
問
を
務
め
た
後
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
で

開
発
経
済
学
を
講
じ
た
。
ル
イ
ス
の
開
発
経
済
学
理
論
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
文
献
に
詳
し
い
。R

obert L
.T
ignor, W

. A
rth

u
r L

ew
is an

d
 

th
e B

irth
 of D

evelopm
en

t E
con

om
ics, P

rinceton U
niversity P

ress, 2006. G
.R
anis and J.C

.F
ei, “A

 T
heory of E

conom
ic 

D
evelopm

ent, ” A
m

erican
 E

con
om

ic R
eview

, S
eptem

ber, 1961; 

最
近
の
ラ
ニ
ス
＝
フ
エ
イ
の
二
部
門
経
済
発
展
理
論
の
展
開
に
つ
い
て
は
、

以
下
を
参
照
の
こ
と
。John C

.H
.F
ei and G

ustav R
anis, G

row
th

 an
d

 D
evelopm

en
t F

rom
 A

n
 E

volu
tion

ary P
erspective, B

lackw
ell, 

1997.

（
10
） 

南
亮
進
著
『
日
本
の
経
済
発
展
』、
第
二
版
、
東
洋
経
済
新
報
社
、
二
二
〇
│
二
四
七
頁
。

（
11
） 

速
水
祐
次
郎
著
『
新
版　

開
発
経
済
学
』、
創
文
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
八
〇
│
九
〇
頁
。

（
12
） M

ichael P
.T
odaro, “A

 m
odel of labor m

igration and urban unem
ploym

ent in less D
eveloped countries, ” A

m
erican

 

E
con

om
ic R

eview
 59, 1969, pp.138-148; John R

.H
arris and M

ichael P
.T
odaro, “M

igration, unem
ploym

ent, and developm
ent: A

 

tw
o-sector analysis, ” A

m
erican

 E
con

om
ic R

eview
, 60, 1970, pp.126-142; M

ichael P
.T
odaro and S

tephen C
.S
m
ith, E

con
om

ic 

D
evelopm

en
t, 9

th E
dition, P

earson, A
ddison W

esley, 2006, pp.337-359. 

（
13
） K
uznets, S

im
on., “E

conom
ic G
row
th and Incom

e Inequality, ” T
h

e A
m

erican
 E

con
om

ic R
eview

, M
arch 1955, pp.1-28.

（
14
） N
elson, R

ichard R
., “A

 T
heory of the L

ow
 ‒L
evel E

quilibrium
 T
rap in U

nderdeveloped E
conom

ies, ” T
h

e A
m

erican
 

E
con

om
ic R

eview
, V
ol46, 1956, pp.894-908.

（
15
） C

henery, B
.H
ollis and A

lan M
. S
trout., “F

oreign A
ssistance and E

conom
ic D

evelopm
ent, ” T

h
e A

m
erican

 E
con

om
ic 

二
六
六
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R
eview

, S
eptem

ber 1966, pp. 679-733.
（
16
） T

aylor, L
ance.,ed., T

h
e R

ocky R
oad

 to R
eform

, L
ance T

aylor, “A
 T
hree-G

ap A
nalysis of F

oreign R
esource F

low
s and 

D
eveloping C

ountry G
row
th, ” T

he M
IT
 P
ress, 1993, pp.9-37; E

dm
ar L

. B
acha, “A

 T
hree-G

ap M
odel of F

oreign T
ransfers and 

the G
D
P
 G
row
th R
ate in D

eveloping C
ountries, ” Jou

rn
al of D

evelopm
en

t E
con

om
ics, 32, 1990, pp.279-296.

（
17
） N

urkse, R
agnar., P

roblem
s of C

apital F
orm

ation
s in

 U
n

d
erd

eveloped
 C

ou
n

tries, O
xford, B

lackw
ell, 1960, pp.4-31;  

M
.F
lem
ing, “E

xternal E
conom

ies and the D
octrine of B

alanced G
row
th, ” T

h
e E

con
om

ic Jou
rn

al, June, 1955, pp.239-256; 

K
.N
ath, “T

he T
heory of B

alanced G
row
th, ” O

xford
 E

con
om

ic P
apers, 1962, pp.138-153.

（
18
） S

treton, P
aul., “ U

nbalanced G
row
th, ” O

xford
 E

con
om

ic P
apers, 1959, pp.167-190. A

lbert O
.H
irschm

an, T
h

e S
trategy of 

E
con

om
ic D

evelopm
en

t, Y
ale U

niversity P
ress, 1958, pp.50-75. 

（
19
） P

rebisch, P
aul., T

ow
ard

s a N
ew

 T
rad

e P
olicy for D

evelopm
en

t, U
N
C
T
A
D
, 1964; “International T

rade and P
aym
ents in 

A
n E
ra of C

oexistence;  C
om
m
ercial P

olicy in the U
nderdeveloped C

ountries, ” A
m

erican
 E

con
om

ic R
eview

, V
ol.49, 1959, 

pp.251-273.

（
20
） 

構
造
主
義
理
論
及
び
従
属
理
論
に
つ
い
て
は
以
下
の
文
献
に
詳
し
い
解
説
が
あ
る
。D

iana H
unt, E

con
om

ic T
h

eories of D
evelopm

en
t : 

A
n

 an
alysis of com

petin
g parad

igm
s, H
arvester, 1989, pp.121-224. 

Ａ
．フ
ラ
ン
ク
の
従
属
理
論
に
つ
い
て
は
以
下
に
詳
し
い
紹
介
が
あ

る
。S

ing C
. C
hew
 and R

obert A
. D
enem

ark, ed., T
h

e U
n

d
erd

evelopm
en

t of D
evelopm

en
t; E

ssays in
 H

on
or of A

n
d

re G
u

n
d

er 

F
ran

k, S
age P

ublication,1996; 

テ
オ
ト
ニ
オ
・
ド
ス
・
サ
ン
ト
ス
著
青
木
芳
夫
他
訳
『
帝
国
主
義
と
従
属
』、
拓
植
書
房
、
一
九
八
三
年；

サ

ミ
エ
ル
・
ア
ミ
ー
ン
著
北
沢
正
雄
訳
『
帝
国
主
義
と
不
均
等
発
展
』、
第
三
書
館
、
一
九
八
一
年
。

（
21
） Jones, G

.H
yw
ell., A

n
 In

trod
u

ction
 to M

od
ern

 T
h

eories of E
con

om
ic G

row
th, T

hom
as N

elson &
 S
ons, 1975; 

（
邦
訳
）
松
下

勝
弘
訳
『
現
代
経
済
成
長
理
論
』、
マ
ク
グ
ロ
ウ
ヒ
ル
好
学
社
、
昭
和
五
五
年
、
五
三
頁
。R

obert M
.S
olow

, “P
erspectives on G

row
th 

T
heory, ” J ou

rn
al of E

con
om

ic P
erspectives, W

inter 1994, pp.45-54. 

（
22
） H

arrod.R
.F
., 

（1948

） T
ow

ard
s a D

yn
am

ic E
con

om
ics, M

acm
illan

（
高
橋
長
太
郎
・
鈴
木
諒
一
訳
『
動
態
経
済
学
説
』、
有
斐
閣
、

二
六
七



政
経
研
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第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
六
六
〇
）

一
九
五
三
年
）; （1973

） E
conom

ic D
ynam

ics, M
acm
illan

（
宮
崎
義
一
訳
『
経
済
動
学
』、
丸
善
、
一
九
七
六
年
）.

（
23
） H

arrod.R
.H
., “A

n E
ssay in D

ynam
ic T
heory, ” E

con
om

ic Jou
rn

al, 49, M
arch 1939, pp.14-33; 

篠
崎
敏
雄
著
『
ハ
ロ
ッ
ド
動
学
的

経
済
学
の
研
究
』、
風
間
書
房
、
昭
和
四
八
年
。
中
村
隆
之
著
『
ハ
ロ
ッ
ド
の
思
想
と
動
態
経
済
学
』、
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
八
年
。
し
か
し
最
も

簡
潔
で
解
り
易
い
の
は
以
下
の
文
献
に
よ
る
解
説
で
あ
る
。F

.H
.H
ahn and R

.C
.O
. M
atthew

s, “T
he T

heory of E
conom

ic G
row
th; A

 

S
urvey, ” T

h
e E

con
om

ic Jou
rn

al, D
ecem

ber 1964, pp.783-786.

（
24
） R

obert M
.S
olow

, “A
 C
ontribution of the T

heory of E
conom

ic G
row
th, ” Q

u
arterly Jou

rn
al of E

con
om

ics, F
ebruary 1956, 

pp.65-94; G
row

th
 T

h
eory; A

n E
xposition, C

larendon P
ress, 1970; 

な
お
一
連
の
ソ
ロ
ー
の
経
済
成
長
に
関
す
る
論
文
は
日
本
語
に
翻
訳

さ
れ
て
出
版
さ
れ
て
い
る
。
福
岡
・
神
谷
・
川
又
訳
『
ソ
ロ
ー
：
資
本
・
成
長
・
技
術
進
歩
』、
竹
内
書
店
新
社
、
一
九
七
〇
年
。

（
25
） S

w
an, T

.W
., “E
conom

ic G
row
th and C

apital F
orm
ation, ” T

h
e E

con
om

ic R
ecord

s, V
ol.32, 1956, pp.334-361.

（
26
） 

以
下
の
文
献
が
ソ
ロ
ー
の
経
済
成
長
理
論
の
解
説
書
と
し
て
は
し
ば
し
ば
参
照
さ
れ
る
。C

harles I. Jones, In
trod

u
ction

 to E
con

om
ic 

G
row

th, W
.W
.N
orton, 1998; D

avid N
. W
eil, E

con
om

ic G
row

th, P
earson, A

ddition W
esley, 2009; 

日
本
語
の
文
献
の
入
門
書
と
し

て
は
秋
山
裕
著
『
経
済
発
展
入
門
』、
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
九
九
年
。
よ
り
専
門
的
な
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
荒　
憲
治
郎
著
『
経
済
成
長
論
』、
岩
波

書
店
、
一
九
六
九
年
が
良
書
で
あ
る
。

（
27
） S

olow
.R
., 

（1956

）, ibid., pp.65-68: 

（1969
）, ibid., pp.8-16.

（
28
） C

hiang, A
lpha C

., and K
evin W

ainw
right, F

u
n

d
am

en
tal M

eth
od

s of M
ath

em
atical E

con
om

ics, 4
th E
dition, M

cG
raw
 H
ill, 

2005, pp.386-390.

（
29
） 

“T
echnical C

hange and the A
ggregate P

roduction F
unction, ” 1957; “Investm

ent and T
echnical P

rogress, ” 1960; “T
echnical 

P
rogress, C

apital F
orm
ation, and E

conom
ic G
row
th, ” 1962. 

こ
れ
等
の
論
文
は
福
岡
・
神
谷
・
川
又
訳
『
ソ
ロ
ー
：
資
本
・
成
長
・
技
術

進
歩
』、
前
掲
書
、
一
九
七
〇
年
の
中
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
30
） 

こ
の
論
議
は
ヒ
ッ
ク
ス
（J.R

.H
icks

）
と
ロ
ビ
ン
ソ
ン
（Joan R

obinson
）
の
論
議
が
出
発
点
と
さ
れ
る
。J.R

.H
icks, T

h
e T

h
eory of 

W
ages, M

acM
illan, 1932, pp.121-135; Joan R

obinson, “T
he classifi cation of inventions, ” R

eview
 of E

con
om

ic S
tu

d
ies, V

, 1938, 

二
六
八



経
済
発
展
理
論
の
展
開
と
ア
シ
モ
グ
ル
の
制
度
論
（
稲
葉
）

（
六
六
一
）

pp.139-42. J.E
.M
eade, A

 N
eo-C

lassical T
h

eory of E
con

om
ic G

row
th, G

eorge A
llen &

 U
nw
in, 1961, pp.39-44. “T

he T
heory of 

E
conom

ic G
row
th : A

 S
urvey, ” T

h
e E

con
om

ic Jou
rn

al, D
ecem

ber, 1964, pp.825-853. 

技
術
効
果
の
経
済
効
果
の
分
析
は
、
そ
の
効
果

を
短
期
的
か
或
い
は
長
期
的
が
問
題
と
し
て
捉
え
る
か
に
よ
っ
て
考
え
方
が
違
っ
て
こ
よ
う
。
こ
の
説
明
は
以
下
の
論
文
に
詳
し
い
。

C
.E
.F
erguson, T

h
e N

eo-classical T
h

eory of P
rod

u
ction

 &
 D

istribu
tion, C

am
bridge U

niversity P
ress, 1969, pp.215-234.

（
31
） 

天
野
明
弘
著
「
技
術
進
歩
と
経
済
成
長
」、
筑
井
甚
吉
・
村
上
泰
亮
編
『
経
済
成
長
理
論
の
展
望
』、
岩
波
書
店
、
一
九
六
八
年
、
三
│
三
二
頁
。

（
32
） 

以
上
の
説
明
の
簡
単
な
解
説
は
以
下
の
文
献
参
照
の
こ
と
。R

udiger D
ornbusch, S

tanley F
ischer and R

ichard S
tartz, 

M
acroecon

om
ics, M

cG
raw
hill, 9

th E
dition, 2004, pp.52-75. 

荒　
憲
治
郎
著
『
経
済
成
長
論
』、
岩
波
書
店
、
一
九
六
九
年
、
二
一
│
二
五
頁
。

（
33
） A

bram
ovitz, M

oses., “T
he S

earch for the S
ources of G

row
th: A

reas of Ignorance, O
ld and N

ew
, ” T

h
e Jou

rn
al of 

E
con

om
ic H

istory, June 1993, pp.217-243.

（
34
） E

conom
ic and P

olitical W
eekly

誌
に
多
数
の
研
究
論
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
稲
葉
守
満
著
『
イ
ン
ド
の
産
業
政
策
』、
稲
葉
守
満
著

『
開
発
政
策
』、
時
潮
社
、
二
〇
〇
七
年
、
三
四
一
│
三
九
二
頁
参
照
。

（
35
） 

速
水
祐
次
郎
著
『
新
版　

開
発
経
済
学
』、
創
文
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
二
三
│
一
五
九
頁
。

（
36
） L

ucas, R
.E
., “O

n the M
echanics of E

conom
ic D
evelopm

ent, ” Jou
rn

al of M
on

etary E
con

om
ics, 22

（1

）, 1988, pp.3-42; P
aul 

M
.R
om
er, “Increasing R

eturns and L
ong R

un G
row
th, ” Jou

rn
al of P

olitical E
con

om
y, 94

（5

）, 1986, pp.1022-1037; “E
ndogenous 

T
echnological C

hange, ” Jou
rn

al of P
olitical E

con
om

y, V
ol.98. 1988, pp.71-102. 

内
生
的
成
長
理
論
に
つ
い
て
の
解
説
は
以
下
の
文
献

に
詳
し
い
。P
hilippe A

ghion and P
eter H

ow
itt, E

n
d

ogen
ou

s G
row

th
 T

h
eory, T

he M
IT
 P
ress, 1998 and T

h
e E

con
om

ics of 

G
row

th, T
he M

IT
 P
ress, 2009. P

aul M
.R
om
er, “T

he O
rigins of E

ndogenous G
row
th T
heory, ” pp.3-22; G

ene M
 G
rossm

an and 

E
lhanan  H

elpm
an, “E

ndogenous  Innovation in the T
heory of G

row
th, ” pp.23-44; R

obert M
.S
olow
, “P
erspectives on G

row
th 

T
heory, ” pp.45-54; H

ow
ard P

ack, “E
ndogenous G

row
th T

heory; Intellectual A
ppeal and E

m
pirical S

hortcom
ings, ” pp.55-72, 

T
h

e Jou
rn

al of E
con

om
ic P

erspectives, W
inter 1994.

（
37
） M

cK
innon, R

onald I., M
on

ey an
d

 C
apital in

 E
con

om
ic D

evelopm
en

t, B
rookings Institution, 1973; T

h
e O

rd
er of E

con
om

ic 

二
六
九
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L
iberalization, Johns H

opkins U
niversity P

ress, 1993.
（
38
） B

anerjee, A
bhijit V

., and E
sther D

ufl o, “G
row
th T

heory through the L
ens of D

evelopm
ent E

conom
ics, ” H

an
d

book of 

E
con

om
ic G

row
th, V

ol.1A
., ed., by P

hlippe A
ghion and S

teven N
. D
urlauf, E

laseview
, 2005, pp.473-352; P

oor E
con

om
ics: A

 

R
ad

ical R
eth

in
kin

g of th
e W

ay to F
igh

t G
lobal P

overty, P
ublic A

ff airs, 2011; A
bhijit B

anerjee and R
uim
in H
e, “M

aking A
id 

W
ork, ” R

ein
ven

tin
g F

oreign
 A

id, ed., by W
illiam

 E
asterly, T

he M
IT
 P
ress, 2008, pp.47-92. 

サ
ッ
ク
ス
の
「
貧
困
の
罠
」
理
論
に
つ

い
て
は
、
以
下
を
参
照
の
こ
と
。
稲
葉
守
満
著
『
開
発
の
政
治
経
済
学
』、
時
潮
社
、
二
〇
一
〇
年
、
一
九
〇
│
一
九
三
頁
。

（
39
） D

.A
cem
oglu　

Ｃ
Ｖ
参
照
。
ア
シ
モ
グ
ル
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
雑
誌
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

S
im
on W

ilson, “B
reacher of the P

eace: D
aron A

cem
oglu, ” F

in
an

ce &
 D

evelopm
en

t, M
arch 2010, pp.2-5. 

主
な
著
作
は
以
下
の

通
り
。

D
aron A

cem
oglu w

ith Jam
es A

. R
obinson, E

con
om

ic O
rigin

s of D
ictatorsh

ip A
n

d
 D

em
ocracy, C

am
bridge U

niversity 

P
ress, 2006.

D
aron A

cem
oglu, In

trod
u

ction
 to M

od
ern

 E
con

om
ic G

row
th, P

rinceton U
niversity P

ress, 2009.

D
aron A

cem
oglu w

ith Jam
es A

. R
obinson, W

h
y N

ation
s F

ail: T
h

e O
rigin

s of P
ow

er, P
rosperity, an

d
 P

overty, C
row
n 

B
usiness, 2012.

ア
シ
モ
グ
ル
の
研
究
書
及
び
論
文
の
多
く
は
政
治
学
者J.R

obinson

（
現
在
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
教
授
）
と
の
共
同
作
業
で
あ
る
。
参
照
す
る
論
文

は
必
要
に
応
じ
て
明
記
す
る
。
言
及
す
る
著
作
は
以
下
の
省
略
を
使
用
す
る
。

E
conom

ic O
rigins

（2006

）

M
odern E

conom
ic G
row
th

（2009

）

N
ations F

ail

（2012

）

（
40
） S

tiglitz, Joseph E
., G

lobalization
 an

d
 Its D

iscon
ten

ts, W
.W
.N
orton, 2002, page 14, 58, 102 etc.

（
41
） D

iaz-A
lejandro,C

arlos., “G
oodbye F

inancial R
epression, H

ello F
inancial C

rash, ” Jou
rn

al of D
evelopm

en
t E

con
om

ics, 19, 

二
七
〇
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S
eptem

ber-O
ctober, 1985, pp.1-24.

（
42
） E

dw
ard, S

ebastian., “O
penness, T

rade L
iberalization, and G

row
th in D

eveloping C
ountries, ” Jou

rn
al of E

con
om

ic 

L
iteratu

re, S
eptem

ber 1993, pp.1358-1393.

（
43
） L

al, D
eepak., T

h
e P

overty of D
evelopm

en
t E

con
om

ics, H
arvard U

niversity P
ress, 1985.

（
44
） F

ischer, S
tanley., “IM

F
 and the A

sian C
risis, ” IM

F
 E

ssays from
 A

 T
im

e of C
risis, T

he M
IT
 P
ress, pp.71-114. 

（
45
） T

he W
orld B

ank, E
con

om
ic G

row
th

 in
 th

e 1990s: L
earn

in
g from

 a D
ecad

e of R
eform

, 2005.

（
46
） IM

F
, “B
uilding Institutions, ” W

orld
 E

con
om

ic O
u

tlook, S
eptem

ber 2005, pp.125-160. W
orld B

ank, B
u

ild
in

g In
stitu

tion
s 

for M
arkets, W

orld D
evelopm

ent R
eport 2002.

（
47
） 

村
上
泰
亮
・
熊
谷
尚
夫
・
公
文
俊
平
著
『
経
済
体
制
』、
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年；

青
木
昌
彦
・
奥
野
正
寛
編
著
『
経
済
シ
ス
テ
ム
の
比
較

制
度
分
析
』、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
六
年
。
最
近
青
木
昌
彦
教
授
が
新
し
い
視
点
か
ら
経
済
制
度
を
分
析
し
よ
う
と
し
て
お
り
注
目
さ
れ
る
。

青
木
昌
彦
著
『
比
較
制
度
分
析
に
向
け
て
』、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、
二
〇
〇
一
年
。

（
48
） H

odgson, G
eoff rey M

. “T
he A

pproach of Institutional E
conom

ics, ” Jou
rn

al of E
con

om
ic L

iteratu
re, M

arch 1998, pp.166-

192; O
liver E

. W
illiam

son, “T
he N

ew
 Institutional E

conom
ics: T

aking S
tock, L

ooking A
head, ” J

ou
rn

a
l of E

con
om

ic 

L
iteratu

re, S
eptem

ber 2000, pp.595-613.

（
49
） O

liver E
. W
illiam

son, T
h

e E
con

om
ic In

stitu
tion

s of C
apitalism

, T
he F

ree P
ress, 1985.

（
50
） L

ance T
aylor, R

econ
stru

ctin
g M

acroecon
om

ics; S
tru

ctu
ralist P

roposals an
d

 C
ritiqu

es of T
h

e M
ain

stream
, H
arvard 

U
niversity P

ress, 2004; 

ラ
ン
ス
・
テ
イ
ラ
ー
は
残
念
な
が
ら
新
古
典
派
経
済
成
長
理
論
に
代
替
す
る
「
構
造
主
義
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
を
展
開
す

る
に
至
っ
て
い
な
い
。

（
51
） L
ance T

aylor, ibid., pp.349-378. 

（
52
） 

大
塚
久
雄
著
「
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
エ
ー
ヴ
ア
ー
に
お
け
る
資
本
主
義
の
精
神
」、
大
塚
久
雄
著
作
集
、
第
八
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
九
年
、
三

│
一
〇
〇
頁
。
菅
野
正
著
『
ウ
エ
ー
バ
ー
と
近
代
化
論
』、
恒
星
社
厚
生
閣
、
一
九
九
三
年
。

二
七
一
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（
53
） A

cem
oglu, D

aron., M
odern E

conom
ic G
row
th 

（2009

）, pp.109-143; pp.781-830; D
aron A

cem
oglu, S

im
on Johnson and Jam

es 

A
.R
obinson, “Institutions as a C

ause of L
ong-R

un G
row
th, ” H

an
d

book of E
con

om
ic G

row
th, ed., by P

hilippe A
ghion and 

S
teven N

. D
urlauf, E

lsvier, 2005, pp.385-472; D
aron A

cem
oglu and S

im
on Johnson, “U

nbudling Institutions, ” N
ation

al B
u

rea 

of E
con

om
ic R

esearch
, W

orkin
g P

aper 9934, A
ugust 2003. D

ouglas C
.N
orth, “Institutions, ” Jou

rn
al of E

con
om

ic P
erspectives, 

W
inter 1991, pp.97-112.

（
54
） 

近
代
資
本
主
義
経
済
制
度
の
「
世
界
シ
ス
テ
ム
」
化
の
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
の
こ
と
。Im

m
anuel W

allerstein, T
h

e  

M
od

ern
 W

orld
 S

ystem
, I., 1974, II, 1980, III, 1989, A
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pirical Investigation, ” T

h
e A
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ic R

eview
, D
ecem

ber 2001, pp.1369-1401.

（
57
） 

ア
シ
モ
グ
ル
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は
こ
の
様
な
視
点
か
ら
国
家
の
存
亡
の
歴
史
を
最
新
の
著
作
の
中
で
詳
細
に
分
析
し
て
い
る
。D

aron A
cem
oglu and Jam

es 

A
. R
obinson, W

h
y N

ation
s F

ail; T
h

e O
rigin
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ow

er, P
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d
 P
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 D
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eview

, F
ebruary 2006, pp.115-131.
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ifferential P
aths of G
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th 
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ew
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orld E

conom
ies, ” H

ow
 L

atin
 A

m
erica F
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 D
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.B
ates, W

h
en

 T
h

in
gs F

ell A
part, 

C
am
bridge U

niversity P
ress, 2008; “Institutions and D

evelopm
ent, ” Jou

rn
al of A

frican
 E

con
om

ies, V
ol.15, 2006, pp.10-61.

（
67
） C

onrad, Joseph., H
eart of D

arkn
ess, an

d
 th

e C
on

go D
iary, 1899 published in P

enguin C
lassics, 2007. 

（
68
） N

unn, N
athan., “H

istorical legacies: A
 M
odel linking A

fria ’s past to its current underdevelopm
ent, ” J

ou
rn

a
l of 

D
evelopm

en
t E

con
om

ics, 83, 2007, pp.157-175; w
ith L

eonard W
antchekon, “T

he S
lave T

rade and the O
rigins of M

istrust in 

A
frica, ” T

h
e A

m
erican

 E
con

om
ic R

eview
, D
ecem

ber 2011, pp.3196-3252.

（
69
） A

genor, P
ierre-R

ichard., T
h

e E
con

om
ics of A

d
ju

stm
en

t an
d

 G
row

th, A
cadem

ic P
ress, 2000; W

ith P
eter J. M

ontiel, 

D
evelopm

en
t M

acroecon
om

ics, 3
rd E
dition, P

rinceton U
niversity P

ress, 2008.

（
70
） W
orld B

ank, B
reakin

g th
e C

on
fl ict T

rap; C
ivil W

ar an
d

 D
evelopm

en
t P

olicy, 2003; W
orld D

evelopm
ent R

eport 2011: 

C
on

fl ict, S
ecu

rity an
d

 D
evelopm

en
t.

（
71
） R

obison, R
ichard., In

d
on

esia: T
h

e R
ise of C

apital, S
ydney; A

llen and U
nw
in, 1986; W

ith E
di R
. H
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長
期
定
常
成
長
の
動
学
的
不
安
定
性
に
つ
い
て
（
本
間
）

（
六
六
七
）

長
期
定
常
成
長
の
動
学
的
不
安
定
性
に
つ
い
て

本　
　

間　
　

祥　
　

介

ま
え
が
き

二
〇
〇
八
年
秋
の
い
わ
ゆ
る
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
は
ケ
イ
ン
ズ
的
な
成
長
理
論
に
お
け
るknife-edge

の
動
学
的
不
安
定
性
に
よ
っ

て
大
ま
か
な
意
味
づ
け
が
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

当
時
、
リ
ー
マ
ン
・
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
大
手
証
券
会
社
は
、
ポ
ン
ジ
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
に
お
い
て
（
1
）

、
リ
ス
ク
を
取
り
過
ぎ
た
各
種
デ
リ
ヴ
ァ

テ
ィ
ブ
を
一
日
も
早
く
よ
り
高
く
売
り
抜
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
経
営
状
態
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
い
わ
ばm

ake m
arketing （2

）

に

失
敗
し
、
破
綻
す
る
、
そ
の
結
果
金
融
市
場
を
混
乱
に
お
と
し
い
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
他
方
で
は
、
そ
の
余
波
と
し
て
、
手
形
の
現

金
化
の
停
止
、
貸
し
し
ぶ
り
等
を
通
じ
て
、
経
済
活
動
が
全
般
に
わ
た
っ
て
一
時
的
に
麻
痺
す
る
、
と
い
う
経
済
、
金
融
危
機
が
世
界
を

と
つ
ぜ
ん
襲
っ
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。

二
七
五
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他
方
、
ケ
イ
ン
ズ
派
成
長
理
論
に
お
け
る
宇
沢
先
生
の
基
本
的
動
学
方
程
式
体
系
は
（
3
）

、
位
相
図
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、「
長
期
均
衡
点

に
近
づ
く
安
定
的
な
径
路
は
二
つ
し
か
な
く
、
そ
れ
以
外
の
径
路
に
つ
い
て
は
、
市
場
利
子
率
i
は
o
に
収
歛
す
る
か
、
プ
ラ
ス
∞
に

発
散
す
る
（
4
）

」
こ
と
を
示
す
。
換
言
す
れ
ば
、
ハ
ロ
ッ
ド
＝
ド
マ
ー
的
なknife-edge

、
つ
ま
り
長
期
均
衡
成
長
径
路
以
外
の
動
学
的
に
不

安
定
的
な
成
長
径
路
は
す
べ
て
市
場
利
子
率
i
を
o
か
無
限
大
に
向
わ
せ
る
性
質
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
大
ま
か
な
動
学
的
不
安
定
性
の
解
釈
を
三
節
に
わ
た
っ
て
、
プ
ラ
イ
ス
・
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
機
能
に
全
幅
の
信
頼
を
寄
せ
る
貨
幣

的
経
済
成
長
の
新
古
典
派
理
論
を
挿
入
し
な
が
ら
、
詳
述
す
る
。

Ⅰ
．
貨
幣
的
成
長
の
新
古
典
派
理
論

新
古
典
派
の
貨
幣
的
成
長
理
論
に
お
い
て
は
（
5
）

、
動
学
体
系
の
解
径
路
は
長
期
定
常
状
態
に
循
環
的
に
収
束
す
る
か
、
そ
の
状
態
の
周
囲

の
リ
ミ
ッ
ト
・
サ
イ
ク
ル
均
衡
に
巻
き
つ
く
か
、
ど
ち
ら
か
で
あ
る
（
6
）

。
し
た
が
っ
て
、
も
し
リ
ー
マ
ン
・
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
が
救
済
さ
れ
た
と

す
れ
ば
、
安
定
的
な
成
長
径
路
は
ゆ
が
め
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
危
惧
が
生
ず
る
で
あ
ろ
う
。
ケ
イ
ン
ズ
派
の
成
長
理
論
に
お

け
る
動
学
的
不
安
定
性
に
つ
い
て
は
、
現
行
市
場
利
子
率
i
と
完
全
雇
用
維
持
利
子
率
i＊

と
の
乖
離
に
応
じ
て
、
弾
力
的
な
貨
幣
供
給

政
策
を
取
る
こ
と
が
考
へ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
両
派
の
相
違
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
本
節
は
貨
幣
的
成
長
の
新
古
典
派
理
論
を
一

瞥
す
る
（
7
）

。

ま
ず
、
物
的
産
出
量
と
価
格
水
準
、
貨
幣
量
と
の
間
の
関
係
を
考
慮
す
る
た
め
に
、
名
目
的
な
い
し
貨
幣
的
国
民
所
得
を

P
F

（K
, N

）＋M

・

と
定
義
す
る
、
た
ゞ
し
P
は
価
格
水
準
、
F
は
資
本
K
と
労
働
N
の
新
古
典
派
的
生
産
関
数
、
そ
し
てM

・

（

≡dM
/ d

t

）
は
貨
幣
量

二
七
六
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の
変
化
で
あ
る
。
こ
ゝ
で
産
出
量
額
に
貨
幣
の
変
化
分
が
加
算
さ
れ
る
の
は
、
貨
幣
所
有
は
効
用
水
準
を
高
め
る
、
あ
る
い
は
保
有
貨
幣

と
生
産
財
と
は
完
全
に
代
替
的
で
あ
る
、
と
い
う
認
識
に
基
づ
い
て
、
貨
幣
自
体
が
所
得
な
い
し
資
産
と
み
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ

ぎ
に
、
価
格
水
準
の
期
待
上
昇
率
を

π
e

＝（P
・/P

）e

と
し
、
こ
れ
を
実
質
現
金
残
高
の
目
減
り
分
と
す
れ
ば
、
実
質
国
民
所
得
Y
は
、

Y

＝F

（K
, N

）＋（M
・/P

）－π
eM
/P

と
な
る
が
、
さ
ら
に
貨
幣
供
給
の
増
加
率
を

μ

＝M

・/M

と
す
れ
ば
、
こ
れ
を
加
へ
て

実
質
国
民
所
得
Y
はY

＝F

（K
, N

）＋（μ

－π
e

）（M
/P

）
と
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
、
平
均
貯
蓄
性
向
を
s
と
す
れ
ば
、
貯
蓄
額S

＝sP
F

＋sM

・

は
、
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
選
択
の
均
衡
条
件
が
満
足
さ
れ
る
よ

う
に
、
資
本
財
の
購
入P
K

・

か
現
金
残
高
の
増
加
か
の
い
づ
れ
か
に
配
分
さ
れ
る
、
し
た
が
っ
て
、S

＝P
K

・

＋μ
M

か
ら
、
資
本
蓄
積K

・

に
つ
い
て
は
、

K

・

＝sF

（K
, N

）－（1

－s

）（μ

－π
e

）M/P

が
成
立
す
る
。

他
方
、
貨
幣
需
要
に
つ
い
て
は
、
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
選
択
行
動
に
よ
る
最
適
な
資
産
構
成
の
達
成
の
目
的
か
ら
、
実
物
資
産
の
利
潤
率

と
貨
幣
保
有
の
機
会
費
用
（
あ
る
い
は
収
益
率
）
と
が
相
等
し
く
な
る
よ
う
に
貨
幣
需
要
が
決
定
さ
れ
る
。
こ
の
規
準
は
、
貨
幣
需
要
が
資

二
七
七
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本
の
限
界
生
産
r
と
価
格
水
準
P
と
の
関
数
で
あ
る
が
、
明
示
的
に
、
実
質
現
金
残
高
の
需
要
関
数
は
、

λ

（i, Y
/K

）

の
よ
う
に
設
定
さ
れ
る
、
た
ゞ
し
、
i
は
市
場
利
子
率
で
、i

＝ρ

＋π
e

、
す
な
わ
ち
、
実
質
利
子
率
と
価
格
水
準
の
期
待
上
昇
率
と
の

和
で
あ
る
。

以
下
の
比
例
諸
変
数
に
よ
っ
て
、
当
該
理
論
の
基
本
的
動
学
方
程
式
が
導
か
れ
る
。

m

＝M
/P
K

：
資
本
1
単
位
当
り
の
実
質
貨
幣
残
高

y

＝Y
/K

：
資
本
1
単
位
当
り
の
国
民
所
得

n

＝N
/K

：
資
本
1
単
位
当
り
の
労
働

こ
れ
ま
で
の
Y
の
定
義
と
資
産
市
場
の
均
衡
条
件
か
ら
、
短
期
均
衡
は

y

＝f

（n

）＋（μ

－π
e

）m

m

＝λ

（i, y

）

の
よ
う
に
表
わ
さ
れ
る
、
た
ゞ
し
、i

＝ρ

＋π
e, ρ

＝r
＝f
（n

）－
n

f

′（n

）
で
、
r
は
利
潤
率
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
短
期
均
衡
点
は
時
間
の

経
過
と
と
も
に
変
化
す
る
か
ら
、

n

・/ n

＝N

・/N

－K

・/K

＝ν

－〔f

（n

）－（1

－s

）y

〕

が
成
立
す
る
。
こ
の
微
分
方
程
式
が
基
本
的
動
学
方
程
式
と
な
る
。
労
働
増
加
率ν

≡N

・/N

、
貨
幣
供
給
増
加
率μ

≡M

・/M

は
外
生
的

に
決
定
さ
れ
る
定
数
で
あ
る
。

基
本
方
程
式
の
最
右
辺
全
体
を
ゼ
ロ
に
す
る
n
の
値
n＊

が
長
期
定
常
点
で
あ
る
。
右
辺
は
n
の
単
調
減
少
関
数
で
あ
る
か
ら
、

二
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n＜
n

＊

に
お
い
て
は
、n

・＞
0

で
、
n
は
増
加
す
る
。
逆
にn＞

n

＊

に
お
い
て
は
、n

・＜
0

で
、
n
は
減
少
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
長
期

定
常
成
長
状
態
n＊

は
動
学
的
に
安
定
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
経
済
の
変
動
過
程
に
お
い
て
は
期
待
価
格
上
昇
率π

e（

≡（P

・/P

）e

）
の
影
響
は
大
き
い
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
が
、N

erlove-

C
agan

の
期
待
調
整
仮
説
に
基
づ
い
て
、
期
待
調
整
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、

β
＞
0

を
期
待
調
整
係
数
と
し
て

π

・e

＝β

（π

－π
e

）,  π

＝P

・/P

の
よ
う
に
定
式
化
さ
れ
る
（
8
）

。
そ
し
て
、
こ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
本
節
の
基
本
的
動
学
方
程
式
と
が
連
立
さ
れ
る
と
き
、
一
つ
の
動
学
体
系
が

形
成
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
体
系
に
つ
い
て
は
、
期
待
調
整
速
度
β
が
非
常
に
小
さ
い
と
き
、
解
径
路
（n, π

e

）

は
長
期
定
常
点
（n

＊, π
e

＊

）
に
収
束
し
、
動
学
的
に
安
定
で
あ
る
体
系
と
な
る
。

さ
ら
に
、
極
限
的
な
ケ
ー
ス
（
9
）

、
す
な
わ
ち
、
調
整
速
度
が
無
限
大
で
あ
り
、
か
つ
価
格
の
期
待
上
昇
率
と
現
行
価
格
上
昇
率
と
が
一
致

す
る
、
し
た
が
っ
て
、

π
e

＝π

＝P

・/P

で
あ
る
よ
う
な
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
新
古
典
派
の
貨
幣
的
成
長
モ
デ
ル
の
安
定
性
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

当
該
短
期
均
衡
の
状
態

y

＝f

（n

）＋（μ

－π

）m

m

＝λ

（i, y

）i

＝ρ

＋π
,  ρ

＝r

＝f

（n

）－n
f

′（n

）

二
七
九
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に
お
い
て
は
、
労
働
・
資
本
比
率
と
資
本
一
単
位
当
り
の
実
質
貨
幣
残
高
に
関
す
る
微
分
方
程

式
体
系

n

・/ n

＝ν

－〔f

（n

）－（1

－s

）y

〕

m

・/ m

＝μ

－π

－〔f

（n

）－（1

－s

）y

〕

が
同
時
的
に
成
立
す
る
（
10
）

。
こ
の
動
学
体
系
の
解
径
路
の
性
質
に
つ
い
て
は
、
安
定
渦
状
点
は
別

に
し
て
、
宇
沢
先
生
の
「
位
相
図
」
と
「
ポ
ア
ン
カ
レ
ー
・
ベ
ン
デ
ィ
ク
ソ
ン
の
定
理
」
に
寄

る
こ
と
と
す
る
（
11
）

。

「
位
相
図
」
か
ら
見
て
と
れ
る
よ
う
に
、
本
動
学
体
系
の
解
径
路
（
矢
印
の
つ
い
た
曲
線
）
は

長
期
定
常
状
態
（
A
A
曲
線
と
B
B
曲
線
と
の
交
点
）
に
循
環
的
に
収
束
す
る
か
、
そ
の
定
常
状

態
の
周
囲
の
リ
ミ
ッ
ト
・
サ
イ
ク
ル
に
巻
き
つ
く
か
、
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
解

径
路
が
無
限
に
発
散
し
な
い
と
い
う
意
味
で
、
長
期
恒
常
的
な
貨
幣
的
成
長
プ
ロ
セ
ス
は
動
学

的
安
定
性
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。

リ
ミ
ッ
ト
・
サ
イ
ク
ル
に
つ
い
て
把
握
す
る
一
つ
の
よ
す
が
と
し
て
「
ポ
ア
ン
カ
レ
・
ベ
ン

デ
ィ
ク
ソ
ン
の
定
理
（
12
）

」
を
こ
こ
に
参
照
す
る
。「
定
理　

n

＝2

の
と
き
の
微
分
方
程
式
体
系

30

（x

・

＝f

（x

））
の
解φ

（t
）
が
す
べ
て
のt≧

t0

に
対
し
て
、
定
義
さ
れ
て
い
て
、
あ
る
有
界

な
閉
集
合
の
な
か
に
入
っ
て
い
る
と
す
る
。
い
ま
B
を
、
こ
の
解φ

（t

）
の
ω
極
限
点
の
集

合
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、

0
N
Kn＝

m＝ MPK

・n＝ 0B

B

A

A・m＝ 0

N
Kn＝

・n＝ 0

B

B

A

Am＝ MPK

0

リミット・
サイクル

図 1 図 2
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長
期
定
常
成
長
の
動
学
的
不
安
定
性
に
つ
い
て
（
本
間
）

（
六
七
三
）

B

＝｛b

：b

＝limk
→
∞ φ

（tk

）（
あ
る
時
間
列t1 ＜

tz ＜

…tk ＜

…lim
k
→
∞

tk

＝

∞

に
つ
い
て
）｝

も
し
、
B
の
な
か
に
均
衡
点
が
存
在
し
な
い
と
す
れ
ば
、
B
は
一
つ
の
開
曲
線
と
な
る
。
こ
の
場
合
つ
ぎ
の
二
つ
の
場
合
が
起
こ
り
う
る
。

ⅰ　

φ

（t
）
が
B
の
上
を
動
く
周
期
関
数
と
な
る
。

ⅱ　

φ

（t

）
はt
↓∞

の
と
き
、
B
に
螺
旋
的
に
巻
き
つ
い
て
ゆ
く
。」
ⅰ
の
場
合
は
、φ

（t

）
が
循
環
的
に
B
の
境
界
を
め
ぐ
る
ケ
ー
ス

で
あ
り
、
ⅱ
の
場
合
は
、
均
衡
点
以
外
の
孤
立
し
た
周
期
解
の
存
在
が
示
さ
れ
る
ケ
ー
ス
で
あ
ろ
う
（
13
）

。

Ⅱ　

新
ケ
イ
ン
ズ
派
の
国
民
所
得
決
定
論

本
節
は
、
期
待
と
価
格
が
明
示
的
に
導
入
さ
れ
る
と
き
、
旧
ケ
イ
ン
ズ
派
の
国
民
所
得
決
定
理
論
が
ど
の
よ
う
に
書
き
あ
ら
た
め
ら
れ

て
い
く
か
を
概
観
す
る
も
の
で
あ
る
。

集
計
的
生
産
関
数
をQ

＝F

（N

）
と
お
く
と
き
、
す
な
わ
ち
、
産
出
量
Q
を
雇
用
労
働
量
N
の
み
の
関
数
と
す
る
な
ら
ば
、
利
潤
最

大
化
の
条
件
式
は

F

′（N

）＝W
/P

で
あ
る
。
W
は
貨
幣
賃
金
率
、
P
は
価
格
水
準
で
あ
る
か
ら
、
労
働
雇
用
量
N
と
産
出
量
Q
と
は
実
質
賃
金
率W

/P

の
減
小
関
数

で
あ
る
。
そ
し
てP
Q
/W

＝Z

と
お
い
た
Z
が
ケ
イ
ン
ズ
の
『
一
般
理
論
（
14
）

』
の
総
供
給
価
格
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
総
供
給
価
格
Z

と
は
賃
金
単
位
で
測
っ
た
雇
用
労
働
量
な
い
し
産
出
量
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
定
義
に
お
け
る
P
と
Z
と
の
関
係
は
図
第
三

に
お
け
る
Z
曲
線
で
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
貨
幣
を
含
む
資
産
A
を
国
民
所
得
Y
に
含
め
れ
ば
、
賃
金
単
位
表
示
の
国
民

所
得Y

w

は
、

二
八
一
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PW
Y

＝PW

・WP
N

＋ρ

・PW
A

で
あ
る
か
ら
、

Y
w

＝N

＋ρ
A
w

と
示
さ
れ
る
、
た
ゞ
し
ρ
は
実
質
利
子
率
で
あ
る
。

戝
・
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
総
需
要
は
消
費
需
要
、
投
資
需
要
、
と
財
政
支
出
の
和
で
あ
る
。
消
費
需
要C

W

は
、
期
待
実
質
利
子
率

eρ
と
永
久
実
質
所
得Y

w
e

の
関
数
で
あ
る
が
、
時
間
選
好
関
係
が
ホ
モ
セ
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
り
、
永
久
実
質
所
得
に
関
す
る
消
費
需
要
の

弾
力
性
が
1
で
あ
る
こ
と
が
仮
定
さ
れ
る
な
ら
ば
、
消
費
関
数
と
し
て
、

　
　
　
　

C
w

＝〔1

－s

（ρ
e

）〕Yw
e

で
あ
る
。
こ
ゝ
で
、s

（ρ
e

）
は
、

eρ
を
無
視
す
れ
ば
、
定
数
の
貯
蓄
性
向
で
あ
る
。

投
資
需
要
に
は
投
資
関
数Φ

＝φ

（ρ
e, n

）K

が
代
入
さ
れ
る
。
要
す
る
に
、
将
来
に
わ
た

るnet cash flow
s

の
割
引
現
在
価
値
を
最
大
化
す
る
よ
う
な
資
本
蓄
積
率α

＝K

・/K

は
eρ

と
r
（
利
潤
率
）
の
関
数
で
あ
る
か
ら
、α

＝α

（ρ
e, r

）
で
あ
る
、
ま
た
、
資
本
蓄
積
行
動
が

投
資
を
左
右
す
る
か
ら
、
投
資
効
果
関
数φ

＝φ

（α

）＝φ

（ρ
e, r

）
が
成
立
す
る
。
し
た

が
っ
て
、
両
式
を
ま
と
め
る
と
、
投
資
関
数Φ

＝φ

（ρ
e, r

）K

が
設
定
さ
れ
る
。

政
府
支
出G

w

は
、
定
数
g
を
政
府
支
出
係
数
と
し
て
、G

w

＝gY
w

で
あ
る
。
か
く

し
て
、
総
需
要
D
は

　
　
　
　

D

＝（1

－s

）Yw
e

＋P
wφ

（ρ
e, r

）K

＋gY
w

総供給価格
または
総需要価格

0 P

Z

D

P
価格水準

図 3
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と
書
か
れ
る
。
図
第
三
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
価
格
水
準
の
上
昇
は
雇
用
労
働
量
の
増
加
と
利
潤
率
の
高
ま
り
と
を
も
た
ら
す
の
で
、

総
供
給
価
格
曲
線
よ
り
も
勾
配
の
小
さ
い
右
上
が
り
の
総
需
要
曲
線
が
描
か
れ
る
。

ケ
イ
ン
ズ
の
『
一
般
理
論
』
の
有
効
需
要
の
原
理
と
同
じ
く
、
雇
用
、
産
出
量
お
よ
び
価
格
水
準
はD

＝S

、
す
な
わ
ち
、

（1

－s
）Yw

e

＋P
wφ

（ρ
e, r

）K

＋gY
w

＝Y
w

に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
こ
の
定
式
化
は
、
非
自
発
的
失
業
が
存
在
す
る
か
ぎ
り
価
格
水
準
は
一
定
で
あ
る
と
い
う
ケ
イ
ン
ズ
の
前
提
と

は
異
な
り
、
価
格
水
準
を
内
生
的
に
決
定
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

I
S
│

L
M
分
析
の
よ
う
に
、
短
期
均
衡
の
決
定
の
た
め
に
、

eρ
と
n
、
あ
る
い
は
i
（
市
場
利
子
率
）
と
n
、
と
の
間
の
関
係
を

定
め
て
、
生
産
物
市
場
と
貨
幣
市
場
の
均
衡
を
検
討
す
る
。

こ
れ
ま
で
の
国
民
所
得
決
定
の
モ
デ
ル
か
ら
、
純
投
資
と
純
貯
蓄
の
均
等
式
は

　
　
　
　

φ

（ρ
e, r

）＝（s

－g

）f（n

）＋（1

－s

）（r

－ρ
ea

）

と
書
か
れ
る
。

eρ
の
低
下
は
左
辺
の
投
資
の
増
加
、
そ
し
て
雇
用
、
産
出
量
の
増
加
は
右
辺

の
増
加
、
こ
の
よ
う
に
貯
蓄
と
投
資
を
均
等
に
さ
せ
る
よ
う
な
、

eρ
と
n
と
の
均
衡
関
係
は
、

図
第
四
の
よ
う
に
下
方
傾
斜
の
I
S
曲
線
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
（
15
）

。

貨
幣
市
場
の
均
衡
、λ
（i
）Yw

＝M
w

（

≡M
/W

）
は
、
一
定
のY

w

に
お
い
て
、
貨
幣
需
給

を
等
し
く
さ
せ
る
よ
う
な
利
子
率
水
準
に
お
い
て
も
た
ら
さ
れ
る
。
何
故
な
ら
、
貨
幣
需
要
は
、

た
と
へ
ば
取
引
量
の
増
大
期
待
な
い
し
利
子
率
上
昇
の
予
想
は
貨
幣
需
要
を
増
加
さ
せ
る
か
ら

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
つ
ね
に
増
加
す
る
貨
幣
供
給
に
よ
っ
て
右
下
方
に
シ
フ
ト
す
る
n

L

MI

S

n

p　または i

N
Kn＝

0

i

p　*

e

e

図 4
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と
i
と
の
均
衡
関
係
は
、
図
第
四
の
よ
う
に
、
右
上
り
の
曲
線
L
M
で
示
さ
れ
る
。

最
後
に
過
少
雇
用
均
衡
を
考
慮
に
入
れ
て
、
こ
の
図
第
四
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
現
時
点
で
の
期
待
実
質
利
子
率
を

e＊ρ
と
す
れ
ば
、

I
S
曲
線
に
よ
っ
て
こ
の
図
の
横
軸
の
n
が
定
ま
り
、
こ
の
n
に
対
し
て
L
M
曲
線
か
ら
i
が
と
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
時
点

で
は
市
場
利
子
率
i
と
期
待
実
質
利
子
率

e＊ρ
の
間
に
は
開
き
が
存
在
す
る
。
か
く
し
て
、
短
期
均
衡
、
す
な
わ
ち
、
ケ
イ
ン
ズ
派
の

不
完
全
雇
用
均
衡
は
i
と

eρ
と
の
乖
離
に
よ
っ
て
も
特
徴
づ
け
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

Ⅲ
．
ケ
イ
ン
ズ
派
の
成
長
理
論

本
節
は
、
完
全
雇
用
下
の
経
済
成
長
過
程
を
新
ケ
イ
ン
ズ
派
の
立
場
か
ら
一
考
す
る
も
の
で
あ
る
。
宇
沢
先
生
の
基
本
的
動
学
方
程
式

に
よ
れ
ば
、
図
第
五
に
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
長
期
均
衡
点
に
近
づ
く
安
定
的
な
径
路
は
二
つ
し
か
な
く
、
そ
れ
以
外
の
径
路
に

つ
い
て
は
、
市
場
利
子
率
i
は
o
に
収
歛
す
る
か
、
プ
ラ
ス
∞
に
発
散
す
る
こ
と
に
な
る
（
16
）

。」
あ
る
い
は
、
本
節
で
は
、
自
然
成
長
率

と
保
証
成
長
率
の
全
く
の
偶
然
の
一
致
で
し
か
な
い
ハ
ロ
ッ
ド
＝
ド
マ
ー
的
なknife-edge

上
を
進
行
で
き
な
い
不
安
定
的
な
径
路
が

着
目
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
17
）

。

長
期
定
常
的
成
長
過
程
に
お
い
て
、
貨
幣
供
給
と
労
働
供
給
の
増
加
率
は
と
も
に
外
生
的
に
与
へ
ら
れ
て
、

M

・/M

＝μ
,  N

・/N

＝ν

で
あ
る
。
期
待
実
質
利
子
率

eρ
は
、
ケ
イ
ン
ズ
派
の
前
節
の
I
S
曲
線
上
で
、
完
全
雇
用
を
も
た
ら
す
有
効
需
要
に
対
応
す
る
労
働

－
資
本
比
率n

＝N
/K

と
と
も
に
仮
定
さ
れ
る
、
換
言
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の

eρ
と
n
と
は
当
モ
デ
ル
の
純
投
資

－

貯
蓄
均
等
式
を
満

足
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
次
い
で
、

eρ
と
政
府
支
出
係
数
g
と
を
所
与
と
す
れ
ば
、
完
全
雇
用
の
n
は
関
数n

（ρ
e, g

）

二
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期
定
常
成
長
の
動
学
的
不
安
定
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間
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に
よ
っ
て
表
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
ゝ
で
、

eρ
に
関
す
る
完
全
雇
用

n
の
弾
力
性
η
を
定
義
す
れ
ば
、

η

＝
－1n

 ∂
n
∂ρ

e ＞
0,  n ・n

＝ρ

・e

・η

と
計
算
で
き
る
。
さ
ら
に
、
実
質
資
本
K
の
増
加
率
が
、
前
節
の
よ
う

にnet cash fl ow
s

の
割
引
現
在
価
値
の
最
大
化
を
通
じ
て
、

K

・/K

＝α

＝α

（ρ
e, r

）

で
あ
る
か
ら
（
た
ゞ
し
r
は
利
潤
率
）、
完
全
雇
用
下
の
n
の
変
化
率
は
、

n

・/ n

＝ν

－α

と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
明
ら
か
に
、
長
期
恒
常
の
成
長
プ
ロ
セ
ス
に
お

い
て
、

ρ

・e

＝（1/η

）（α

－ν

）

が
成
立
し
て
い
る
。

他
方
、
ρ
は
、N

erlove-C
agan

的
な
適
応
期
待
の
仮
説
に
よ
っ
て
、

ρ

・e

＝β

（ρ

－ρ
e

）,  ρ

＝i

－π
,

　
　
　

β
は
調
整
速
度
、

が
成
立
し
て
い
て
、
か
つ
完
全
雇
用
の
下
で
、

ρ

・e

＝（1η
）（α

－ν

）＝β

（ρ

－ρ
e

）

市場利子率

安定的径路

安定的径路

定常的貨幣賃金率
w＝ 0

定常的価格水準
π＝ 0

A

B

B

C

C

D

D

A
y＝Y
N

＝ 0di
dt

0 一人当り実質所得

＝ 0di
dt

ハイパーインフー
レション径路

̂

図 5
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で
あ
る
か
ら
、
定
常
的
成
長
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、

i

－π

＝ρ

＝ρ
e

＋（

1βη

）（α

－ν

）

な
い
し
、π

＝i

－ρ
e

－（

1βη

）（α

－ν

）

の
関
係
式
が
導
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

労
働
市
場
の
均
衡
を
維
持
す
る
た
め
に
貨
幣
賃
金
率
W
も
変
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
必
要
変
化
率ω

＝W

・/W

は
、

f

′（n

）＝W
/P

に
よ
っ
て
、

ω

＝π

＋ε

（α

－ν

）

で
あ
る
。
た
ゞ
し
、
ε
は
労
働
の
限
界
生
産
の
弾
力
性
（d

f′（
n）

f′（
n）
/ d

nn

）
で
あ
る
。
な
お
、
さ
ら
にε

＝S
K /σ

と
表
わ
さ
れ
る
、
た
ゞ
し
、

SK
は
資
本
の
相
対
的
シ
ェ
ア
（（f

－n
f

′）/ f
）
を
、
σ
は
労
働
と
資
本
の
代
替
の
弾
力
性
（（f

′・（f

－n
f

′）/ n
f

″・f

）
を
そ
れ
ぞ
れ
に
示
す
。

最
後
に
、
当
モ
デ
ル
の
実
質
資
本
で
測
っ
た
貨
幣
市
場
の
均
衡
は

λ

（i

）f（n

）＝M
/P
K

に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
が
、
成
長
プ
ロ
セ
ス
下
の
均
衡
式
は
、
市
場
利
子
率
と
一
人
当
た
り
実
質
所
得
の
成
長
率
に
つ
い
て
、
貨
幣
需
要

λ
の
市
場
利
子
率
i
に
関
す
る
弾
力
性
をγ

＝

－1λ
dλd

i ＞
0

と
し
て
、

－γ
d

i
d

t

＋（1

－S
K

）d
nd
t

＝μ

－π

－α

が
成
立
す
る
が
、
さ
ら
に
、n ・n

＝ν

－α

を
用
い
れ
ば
、
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d
i

d
t

＝1γ
π

－（μ

－ν

）＋S
K

（α

－ν

）

を
、
あ
る
い
は
、
既
述
の
π
に
か
ん
す
る
関
係
式
を
使
う
と
、

d
i

d
t

＝1γ
i

－ρ
e

－（μ

－ν

）－（

1βη

－S
K

）（α

－ν

）

を
最
終
的
に
導
く
こ
と
が
で
き
る
。
他
方
、
一
人
当
り
の
実
質
所
得
の
成
長
率
に
つ
い
て
は
、ŷ

＝f

（n

）/ n

か
ら
、

1ŷ
d

ŷd
t

＝S
K

（α

－ν

）

が
導
か
れ
る
。
か
く
し
て
、
完
全
雇
用
の
定
常
的
成
長
過
程
下
で
は
、
こ
れ
ら
最
後
の
二
つ
の
微
分
方
程
式
が
成
立
す
る
が
、
こ
れ
ら
が

新
ケ
イ
ン
ズ
派
の
基
本
的
動
学
方
程
式
で
あ
る
（
18
）

。

こ
の
動
学
体
系
の
解
径
路
の
性
質
に
つ
い
て
は
、
宇
沢
先
生
の
「
位
相
図
」
図
五
に
よ
る
と
す
れ
ば
、
鞍
点
に
収
束
す
る
二
本
の
安
定

的
な
成
長
径
路
以
外
の
径
路
は
す
べ
て
無
限
に
発
散
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
市
場
利
子
率
な
い
し
諸
々
の
証
券
価
格
の
暴
騰
、
暴
落
の
現

象
は
、
こ
れ
ら
不
安
定
的
な
径
路
に
よ
っ
て
大
ま
か
に
説
明
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

Ⅳ　

あ
と
が
き

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
本
稿
の
モ
デ
ル
全
体
は
長
期
恒
常
状
態
の
成
長
モ
デ
ル
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
新
ケ
イ
ン
ズ
派
の

成
長
モ
デ
ル
と
す
れ
ば
、
マ
ネ
タ
リ
ス
ト
な
い
し
合
理
的
期
待
形
成
学
派
の
一
般
的
な
マ
ク
ロ
動
学
理
論
と
ど
の
よ
う
に
異
な
る
か
、
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
（
19
）

。

（
1
） 

伊
藤
誠
、
Ｃ
．ラ
バ
ヴ
ィ
ツ
ァ
ス
、『
貨
幣
・
金
融
の
政
治
経
済
学
』、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
、
六
、
四
、
三
、
一
五
九
〜
一
六
三
頁
。
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R
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の
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著
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に
掲
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R
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） Ibid., P
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民主主義のチャンネル効果と経済成長

坂　井　吉　良
1 ．序

2 ．民主主義と経済成長：チャンネル変数

3 ．チャンネル効果の分析方法

4 ．実証分析結果

5 ．むすび

1 ．序

「民主主義は、政治家を定期的な公的監視につけることや、野党の形

成における現実的代替案を推進することによって、権力の乱用を点検

しつつ、政策形成の質をコントロールすることをより容易くしている」

（Tavares and Wacziarg （2001）、p.1344）。一方、「民主主義は政府の統治機

構の質に影響を与えるかも知れない。自由裁量をもつ統治者は、一般

国民の支出でインサイダーの小さな集団を利する歪んだ政策を形成す

る傾向にある」（同）。前者の民主主義の側面は、社会や経済成長に正の

効果を与えるが、後者の側面は逆に負の効果を伴うことが予想される。

このように民主主義には、すべての国民が支持する側面と否定する

側面とがある。しかし、後者のすべてを排除することは、民主主義そ

れ自体の否定にもつながることになる。民主主義には、国民に便益を

もたらす側面と民主主義を維持するための何らかのコストを国民に強

いるという側面を伴っている。この論文は、民主主義の経済成長に与

えるチャンネルを特定化し、民主主義の経済成長に与える各チャンネ

ル効果（間接効果）とその総効果である民主主義の経済成長（所得）に

与える全体効果を、世界銀行の Worldwide Governance Indicators：

1

三
二
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WGI や OECD の経済データ等を利用して推定することを目的としてい

る。すなわち、われわれの目的は、民主主義の正と負の両面の効果を

伴う間接（個別）効果についての数量効果とその総和である民主主義の

全体効果を数量的に把握することである。

われわれのアプローチは、Tavares and Wacziarg （2001）に基づいて

いる。彼らは経済成長（所得）と民主主義のチャンネル変数を決定する

方程式を特定化し、その方程式を完全システムで推定することによっ

て、民主主義の間接効果と全体効果を推定している。すなわち、彼ら

は経済成長を決定し、かつ民主主義に影響されるという両方の側面を

もつ変数を特定化し、そのような変数の相互依存関係を前提とする民

主主義と市場経済との連立方程式体系に基づき、民主主義が経済成長

に与えるメカニズムの解明を行っている。このアプローチのメリット

について、彼らは以下の 3 つのことを指摘している。

第 1 は、民主主義の成長に与える直接的効果は、十分に理論的な基

礎づけがなされていないことから、その間接的効果の解明は、この分

野の研究の核心的論点を明らかに追求していることである。第 2 は、

特定の民主主義の因果関係のチャンネルが無関係として退けられた場

合、どのチャンネルのリンクを分析するかを的確に決定できることで

ある。第 3 に、どの民主主義の特徴が成長にとって最も重要であるか

を明確にするために、民主主義のさまざまな効果の大きさを計量的に

把握することが可能であるということである（p.1371-2）。

Tavares and Wacziarg （2001）は、1970-1989 年の 65 カ国の先進国の

パネルデータを利用した 8 つの内生変数の 3SLS による推定結果から、

3 つの主要な実証分析結果を提示している。先ず、民主主義は人的資本

を蓄積し、物的投資率を減少させるという、ロバストな因果関係が存

在していることである。また、民主主義の促進→不平等の是正→高い

経済成長という、所得の不平等の是正を通した民主主義の成長効果と、

民主主義の促進→政府消費の拡大→低成長という、政府消費の拡大を

通した民主主義の成長効果は、ロバストではないという事実を示した。

三
二
五
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最後に、ガバナンスの質や政治的安定性、貿易やマクロ経済政策の安

定性を通した民主主義の経済成長に対して、強力なインパクトを与え

る事実がないということを示した（p.1372）。このような実証分析結果

から彼らは、「民主主義は、人的資本の蓄積の改善と所得の不平等の是

正によって成長を促進している。他方、物的資本の蓄積率の低下と政

府消費比率（GDP 比）の上昇によって成長率を引き下げている。これ

らの間接効果のすべてが考慮されるならば、経済成長に関する民主主

義の全体的な効果は、極端ではないが負である」と要約している

（p.1341）。

この Tavares and Wacziarg （2001）をはじめとして、民主主義が経済

成長に与える効果に関する実証研究の蓄積は豊富であり、その効果に

ついてはさまざまな分析結果が提示されている。Barro （1996）、（1997）

の実証研究では、両者の間には非線形関係が存在していることを明ら

かにしている。また、坂井・坂本（2012）の OECD 諸国を対象とした

2000 年代のデータによる 2SLS の推定結果では、3 つの民主主義の係

数が負であり、「民主主義は経済成長に対して正の効果を伴うというよ

りも、負の影響を与えている可能性が高いということができる」とい

う実証分析結果を提示している　（p.211）。最近の研究である Giavazzi 

and Tabellini （2005）や、Pesson and Tabellini （2006）、（2008）、（2009）

では、民主主義の経済成長効果が確認されている。しかし、これらの

研究は独裁政治から民主主義への移行による効果を推定したものであ

る。一方、負であるという研究には、Helliwell （1994）と Tavares and 

Wacziarg （2001）がある。Barro （1996）、（1997）や Tavares and Wacziarg 

（2001）及び坂井・坂本（2012）の研究結果を踏まえると、民主主義の成

長効果は確実に存在するが、それは民主主義の初期段階であり、民主

主義が強固な制度として確立した段階では、その効果は正ではなく、

負である可能性が高いことを示唆している。

また、選挙制度や政府の形が、政府の選択する財政政策に影響を与

えていることから、民主主義制度の特徴が経済的パフォーマンスに影
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響を与えていることが予想される（Pesson and Tabellini （2000）、（2003）、

（2004）、坂井・岩井（2011）、坂井（2012））。したがって、民主主義のチャ

ンネル効果は、民主主義制度の特徴を考慮した分析を行う必要がある。

本稿ではこの民主主義の制度的な特徴を前提とした分析を行うことを

目的としている。なお、民主主義が経済成長に与える効果と経済成長

（所得）が民主主義に与える効果に関するサーヴェイは、坂井・坂本

（2012）を参照。また、政府の形と選挙制度と経済成長に関するサー

ヴェイは坂井（2012）を参照。さらに、民主主義と経済成長に関する簡

単なサーヴェイが、本稿の付録 A に示されている。

本稿では、以上の経済成長に関する民主主義の効果に関する研究を

踏まえて、民主主義のチャンネル効果とその全体効果を把握する。

Tavares and Wacziarg （2001）のガバナンスに関するデータは、Barro 

and Lee （1993）から各年ごとの革命とクーデター数を政治的安定性の

指標として、また、ガバナンスの質（腐敗）の指標として、外国為替市

場における公定レートとブラックマーケットレートとの乖離の 2 つを

利用している。21世紀の先進諸国では、前者が観察されることは少なく、

また、後者のデータも、その乖離は小さく、変動も小さいことが予想

される。本稿では、ガバナンスの指標として、後に詳述する世界銀行

の 6 つの WGI を利用し、経済と民主主義のメカニズムを解明すること

を意図している。

本稿の構成は以下の通りである。第 2 節では、民主主義と経済成長

をリンクしているチャンネルについて考察する。第 3 節では、本稿で

利用する分析方法とデータについて説明する。第 4 節では、実証分析

結果を提示する。最後に、本稿の要約と課題について述べる。

2 ．民主主義と経済成長：チャンネル変数

市場経済と政治（民主主義による政策決定）が相互依存関係にあること

は研究者だけでなく、多くの人が認識し、かつ、理解していることで

ある。しかし、Persson and Tabellini （2003）が指摘しているように、
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従来の政治経済学の分析枠組は、経済学の研究領域と政治学の研究領

域とが独立であり、両者を結びつけるリンクが欠如している。それゆ

えに、民主主義制度（憲法上）の特徴が経済的パフォーマンスに与える

効果の理論的・実証的解明と、政策結果である経済的パフォーマンス

に基づく国民の政策選好が、民主主義制度（憲法上の規定）に基づき

（政治的プロセスを経て）、どのように決定されているかの理論的・実証

的解明が不完全なものとなっている⑴。そこで、Tavares and Wacziarg 

（2001）に基づき、まず、経済と政治をリンクさせるチャンネル変数に

ついて考察する。このチャンネル変数は、直接的または間接的に政府

の権力の行使に関わる変数であり、チャンネル方程式の従属変数とな

り、成長方程式の説明変数ともなる。このようにチャンネル変数は、

政治と経済をリンクさせる内生変数である。

2 ．1 　政治的安定性

革命やクーデターは、政治の不安定要因であり、経済成長に負の影

響をもたらす。また、政権交代も政治の不安定要因となる可能性があ

る。これらは、ガバナンスの安定性に関わる要因であり、政府の統治

機構の重要な特徴である。政治権力の平和的で予想できる移行が行わ

れている場合には、将来の政策について不確実性を低くし、投資と成

長の促進が可能となる。このガバナンスの安定性は、その政府の形や

選挙制度という民主主義制度に大きく作用されており、民主主義の質

によって決定されている。また、所得水準、所得分配の公平性や公共

財の提供（政府の規模）なども、ガバナンスの安定性に影響を与える要

因と考えられる。

2 ．2 　腐敗：ガバナンスの質

最初に述べたように、民主主義はガバナンスの質に影響を与えてい

る。民主主義国における政権（行政府）の信任要件やチェックが機能し

ている場合でも、権力を付与された政策責任者は、自己の利益に結び
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付く政策を採る傾向があり、政策の質的改善が十分になされない可能

性がある。権力の乱用を防止し、国民にとって最適な政策を実現する

ような理想的な民主主義制度が実現されていない現状においては、ガ

バナンスの質も民主主義制度に依存している。政治家の汚職や不正は、

政治的な不安定性に起因していることから、政治的安定性や教育水準

（人的資本）、政府の規模、所得水準もガバナンスの質を決定する要因で

ある。さらに、国際貿易による不利益を受ける産業や企業と政策責任

者との結託を生み出す可能性が高いことから、貿易政策は、政府の腐

敗と密接な関係にあることが予想される。

2 ．3 　政府の規模

憲法上の特徴と財政政策に関する最近の研究の「一般的な理論予想

は、比例制選挙と議院内閣制度は、より多くの公共財、より広範な福

祉プログラム、そして全体的により大きな政府規模と結びついている」

（Persson and Tabellini（2004）、p.25）、というものである。しかし、政府

の規模が経済成長に与える効果に関する議論は、明確とはなっていな

い⑵。

公共選択論（バージニア学派）の政府規模に関する多くの議論は、政

府の不効率性を強調しており、両者の関係が負であることを予想して

いる⑶。しかし、政府の役割は、「経済的自由を認めながら、政府が課

税等を通じて、経済変動や所得の不平等や国民が必要とする財の供給

不足に陥ってしまうという市場経済の欠陥を補う」、というものであり、

政府の提供する財・サービスの不足は、供給サイドのボトルネックと

なり、経済成長を抑制することになる。

民主主義における政府支出の決定が、経済成長を最大にするように

決定される場合、政府の規模と経済成長の関係は正であることが予想

される。Barro and Sala-i-Martin （1992）は、政府支出が生産的である

単純な内生的成長モデルにおいて、成長を最大にしている課税の率が

存在することを示している。しかし、成長に関する政府の活動の諸効
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果は、政府活動の財政資金を賄うために必要とされる歪められた課税

の費用とその活動が提供する便益との間のトレードオフを含んでいる。

「民主主義は多数の貧困者の声を少ない富裕層の人たちに加えている。

そして、それは政治過程に影響を与えながら効果的に一般市民の構成

を変えることによって行っている」。また、「政治決断が政治家のコン

トロールを超えるという制約により敏感になるという意味で、それは

権力の自由裁量の性質を減少させている」（Tavares and Wacziarg （2001）、

p.1344）、という 2 つの特徴をもつ政治的システムにおいて課税や政府

支出が決定されている場合、民主主義は政府規模の拡大を必然的に追

い求めることになり、最適税率からの乖離は避けられない宿命ともい

える。すなわち、高い税率と不効率な政府支出と低い経済成長が対応

していることが予想される。特に、GDP に対する政府の消費支出の拡

大は、民間経済の圧迫とともに政府部門の浪費とも結びついている可

能性がある。この GDP に対する政府の消費支出の比を政府の規模とす

る場合、民主主義国には政府の規模と経済成長との間には負の関係を

引き起こすチャンネルが存在しているものと考えられる。

2 ．4 　人的資本

人的資本の蓄積（教育水準）は、経済成長と正の関係にあることが、

多くの研究者の支持しているところである。それは労働の質を改善し、

労働生産性を上昇させるからである。しかし、この教育支出の増加と

経済成長との間の正の関係について否定的な議論もある。その理由は

人的資本の定義とそのデータさらに先進諸国における教育支出に占め

る消費的経費の拡大に基づくものである。また、教育支出の相当な部

分は、公的支出から賄われており、このように教育支出は強力な所得

の再分配の要素を含んでいる。この政治的プロセスによって決定され

る教育支出（教育政策）は、経済成長との関係を複雑にしている⑷。

Mankiw, Romer and Weil （1999）は、人的資本が労働者 1 人当たりの

所得水準に有意な影響を与えていることを明らかにしているとともに、
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人的資本蓄積率の約 12％の格差が、10 倍近い所得格差を生み出してい

るという、推定結果を提示している（Acemoglu（2009）、p.94）。また、

Barro（1999）は、「25 歳以上の男性についての中等学校教育以上の水

準の教育年数」が成長に有意で正の効果をもち、さらに、「25 歳以上の

男性の上級水準以上の教育年数」が説明変数に追加された場合、成長

が促進され、「25 歳以上の男性の初等教育年数」は有意ではないという、

研究結果を示している。先進国では、初等教育や中等教育は、経済成

長にもはやあまり影響を及ぼさないことが予想されるが、Hall and Jones

（1999）は、経済成長にとって人的資本が、物的資本以上に中心役割を

果たしていることを明らかにしている。そして、Prescott （2002）は、

先進主要国の景気後退と繁栄は、技術と資本の 2 つの要因以上に労働

要因が重要であることを指摘している（p.13）。このように、「物的資本

や技術進歩で長期にわたる成長や国家間の所得格差の大部分は説明で

きない」（Romer（2006）、p.115）という見方が、経済成長に関する最近

の研究動向であり、人的資本や制度が経済成長に影響を与える重要な

要因と考えられている⑸。「結論として、人的資本は民主主義から成長

への因果関係をもつ潜在的に重要なチャンネルである」（Tavares and 

Wacziarg（2001）、p.1347）。

2 ．5 　所得の不平等

ローマ帝国の滅亡のひとつの背景要因として、所得分配の不平等が

あげられている。その不平等が国民の勤労意欲を低下させ、貯蓄不足

さらには財政破綻を引き起こしたというメカニズムである。国民の少

数派である 1％の富裕層が、国民所得の 90％を占めるような社会にお

いては、所得分配が労働インセンティブと独立であるとは考えにくい。

旧社会主義国のような過度の所得分配の平等も、そして、市場経済が

未発達な社会や独裁政権における極端な所得分配の不平等のいずれも

労働インセンティブに影響を与え、経済成長に悪影響を与えている。

市場経済は所得の不平等を必然的に生み出す。その所得の不平等を是
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正することが民主主義社会における政府の役割であり、所得の不平等

の是正は経済成長を実現させる重要なチャンネルである。

「所得の不平等の程度は、政治体制によって影響されている社会選択

の結果である」（Tavares and Wacziarg （2001）、p.1347）。民主主義社会は、

意思決定において貧困者の選好により大きなウェイトを与えることが

予想される。選挙権を付与された貧しい者は、自身の便益のために政

治過程を利用し、所得再分配を縮小させている政府に影響力を与える

かもしれない。成長に関する所得の不平等の効果は、幅広い研究がな

されている。多くの研究は、不平等と成長との間に負の実証的関連を

示している⑹。

2 ．6 　貿易の市場開放

比較優位の原理に基づく自由貿易は、国民生活を改善するひとつの

政策である。しかし、民主主義社会はそれを拒む背景要因があり、貿

易の開放の程度は、政治的意思決定によって影響されている。市場開

放は国民に多くの便益を与えるが、それは広く薄いという特徴がある。

一方、市場開放による被害者は、ある産業や企業に集中することが予

想される。そのために便益享受者と被害者の貿易政策に対する反応は

非対称的となる。すなわち、便益享受者は、市場開放政策に対して明

確な態度を表明しないが、被害者は明確な反対の態度表明を行う。そ

して、この被害者が小グループである場合でも、彼らが利する保護主

義的貿易政策が政治的に決定されるのである。このことが民主主義に

おいて、保護主義を容易に生み出す背景要因となり、市場開放を拒む

要因となっている。

多くの研究が、経済成長に関する市場開放のロバストで正の効果を

提示している。国際貿易は各国が、比較優位の十分な利益を得ること

を容認している。このように、定常状態の一人あたりの国民所得と過

度期の成長率の両方を引き上げる。また、貿易は、財市場の国内競争

を高め、技術移転を刺激し、大きな市場への道を開くものであり、そ
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して、地域のまたは国際的な経済調整を通して、より崇高な貿易政策

の枠組のためのインセンティブを与える可能性がある（Tavares and 

Wacziarg （2001）、p.1347-8）。

2 ．7 　物的資本形成

物的資本は技術や労働とともに重要な経済成長要因であり、政府の

政策によって変化する。投資のリスク回避のための政策や国民所得の

分配率に影響を与える税制は、資本の収益率や労働分配率に影響を与

え、企業の物的資本投資に対するインセンティブを変更させる。独裁

政権とは異なり民主主義社会には、政治的、社会的、経済的な不確実

性の範囲を引き下げることによって、企業の投資環境を改善するため

の政策を提示することが期待されている。このチャンネルは、政治的

安定性のチャンネルと密接な関連を予想されるが、そのチャンネルと

は異なる政府の政策が、将来の支出決定に大きな影響を与えている。

市場経済におけるさまざまな不確実性の程度を引き下げることは、

政府の役割であり、その不確実性を改善する政策は、民主主義の質的

水準や分配をめぐる政治的対立にも依存している。

3 ．チャンネル効果の分析方法

3 . 1 　計量分析の方法

民主主義が成長に影響を与えるわれわれのチャンネル分析は、連立

方程式モデルの特徴に基づく推定方法が必要となる。基本的な計量モ

デルの特定化は、内生変数の行動を記述している 8 つの構造関係の体

系から構成されている。そのモデルは成長方程式と前節で検討した各

チャンネル変数の 7 つの方程式から構成されている。成長率とチャン

ネル変数は内生変数であり、それは体系におけるすべての外生変数に

よって操作されている。まず、成長方程式とチャンネル変数は、それ

ぞれ次式で定式化されている。
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（ 1 ）　lypdot＝α＋
7

i＝1
βi xi＋Zhδh＋ej，i＝1,…,7，h＝1,…,H，

　　j＝1,…,J.

（ 2 ）　xi ＝γ＋μi m＋
7

k＝1
φi xk＋Rsϕ i＋uj，k＝1,…,7，i＝1,…,7，

　　s＝1,…,S，j＝1,…,J.

ただし、i＝k のとき、xk＝0

（ 1 ）式の lypdot は、1 人当たりの GDP 成長率であり、xi は 7 つの

チャンネル変数であり、内生変数である。そして、Zi は外生変数のベ

クトル、α、βi、δh はパラメータ、ej 撹乱項である。（ 2 ）式の m が

民主主義の指標であり、外生変数である。そして、Ri は外生変数のベ

クトル、γ、μi、φi、ϕ i はパラメータ、uj 撹乱項である。

民主主義の各チャンネル効果（間接効果）は、民主主義 m がチャン

ネル変数 xi に与える効果μi とチャンネル変数が経済成長に与える効果

βiの積βiμiとなる。そして、民主主義の経済成長に与える全体効果は、

各チャンネル効果の総和として次式で与えられる。

（ 3 ）　
7

i＝1

∂y
∂xi

 ∂xi

∂m
＝

7

i＝1
βiμi

以上のモデルは、8 つの内生変数と 8 つの構造方程式から構成されて

いる。このモデルを 3SLS で推定し、そのパラメータの推定値を利用

して、民主主義の各チャンネル効果とその全体効果を推定する。

このモデルの特徴は、すべてのチャンネル方程式に民主主義の変数

が、説明変数として右辺に表れていることである。そして、この民主

主義の変数は、成長方程式には含まれていないことである。その理由

は、民主主義の経済成長に与える直接効果ではなく、間接効果を推定

することを意図したモデルであり、民主主義の経済成長に与える明確
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な直接効果に関する理論的関係が解明されていないことによるもので

ある。

Tavares and Wacziarg （2001）は、外生変数として以下の 5 つの主要

なデータを利用している。文化（言語、宗教）、歴史（植民地、戦争、民主

主義の経過年数）、地理的要因（国土面積、大陸、原油輸出国、主要な貿易国

との距離）、人口（規模、人口構成比率）、経済変数（ 1 人当たりの GDP、

GDP の初期値）などである。本稿では、文化、歴史、地理的な外生変数

を除き、民主主義制度の特徴を踏まえて、以下のデータを利用してい

る。選挙制度 maj、政府の形 pres、財政赤字 gdefi t、社会保障支出

ssw、民主主義の経過年数 age、人口 lpop、GDP の初期値 inigdp、生

産年齢人口比率 prop1564、65 歳以上の人口構成比率 prop6505、人口

lpop、一人当たりの実質 GDP 成長率 lypdot。なお、データの詳細につ

いては、付録 B を参照。

3 ．2 　データ

本研究は、OECD 加盟国 34 カ国の 2000 年代のガバナンス、経済・

財政・人口・民主主義等に関するデータを利用している。主要なデー

タ出所は、世界銀行の Web site （World Government Indicators）と OECD

の Web site （OECD Economic Outlook No.81 Annex Table）であり、データ

の詳細は付録 B に示されている。

政治的安定と腐敗等のデータは、世界銀行の世界ガバナンス指標

World Government Indicators：WGI を利用している。世界銀行の WGI

は、D.Kaufmann らが中心となって、世界銀行研究所（World Bank 

Institute：WBI）が開発したものであり、ガバナンスを次のように定義

している。「ガバナンスは、政府が行使する諸々な伝統と諸制度から構

成されている。これには、 政府が選ばれて、監視され、交代するプロ

セス、正しい政策を効果的に形成し、実行する政府の能力、そして、

市民の利害（関心・尊厳）と経済・社会と国民との間の相互作用を統治

する諸制度についての状態が含まれている」。このガバナンスの定義に

三
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基づき、以下の 6 つのガバナンス指標が作成されている⑺。

1 ．国民の発言権とアカンタビリティ Voice and Accountability：

account

国民の表現、結社や報道の自由と同様に、国民が政府を選択するこ

とにどの程度参加することができるかという、国民の認識を示す。す

なわち、政府の形の選択やその形成に参加でき、それを改善しうるか

どうかの程度についての国民の認識を示す指標である。

2 ．政治的安定性と暴力やテロのない社会 Political Stability and 

Absence of Violence/Terrorism：postabl

憲法に基づく手段ではなく、また、暴力やテロという方法で政治体

制を変更するという可能性に関する国民の認識を表わす指標。すなわ

ち、政府の形や政策の変更が平和的であり、国民がその移行や変更が

予測可能性に関する認識を表わす指標である。

3 ．政府の完全性（政府の質）Government Eff ectiveness：goveff

公的サービスの質、公務員の質、政治的圧力からの独立、政策形成

の質や政府の政策の実行とその実現についての信憑性に関する国民の

認識を表わす指標。すなわち、政府サービスの質と政府の政策の実行

可能性と実現可能性さらには政策の有効性に関する国民の認識を示す

指標である。

4 ．規制の内容と質（政府と民間部門との適切な関係）Regulatory 

Quality：regula

民間部門の発展を可能にし、促進させるような正しい政策や規制を

形成・実行する政府の能力に関する認識を表わす指標である。

5 ．法の支配 Rule of Law：rulelaw

政治家が法（社会的なルール）に信頼を置き、どの程度忠実に守って

いるかに関する認識を表わす指標。特に、犯罪や暴力と同様に、契約

の遂行、財産権、治安や裁判等が、どの程度法に基づいて行使してい

るかの指標である。

三
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6 ．腐敗の抑制 Control of Corruption：corrup

エリート集団と個人的な利害による国の支配と同様に、汚職（腐敗）

の大小の形を含めて、公権力が、個人的な利得のために行使されてい

るという程度に関する指標である。

以上の指標は、当初、隔年データであったが、2003 年以後継続的デー

タとして公表されている。本研究では、2000 年から 2010 年の平均を利

用している（なお、2002 年は欠損値）。

以上の 6 つの集計指標は、ガバナンスに関する世界中の多数の調査

回答者と専門家の評価の結果であり、2010 年では、213 の国と地域を

対象として、家計と企業へのアンケート調査 9 項目、専門家へのアン

ケート項目 21 の合計 30 のデータ・ソースに基づいている。1960-2010

年間の約 200 カ国のガバナンス指標推定に利用されているデータソー

ス数は、各国および各年で異なっている。従って、6 つのガバナンス指

標が主観的な評価に基づいているという理由とともに、データソース

数の相違からも、このガバナンス指標のバイアスが予想される。しか

し、OECD 諸国のデータソース数はほぼ近似している。このガバナン

ス指標の作成に利用されている Unobserved Components Model は、ま

ず、個別の質問に対する回答の個票データの値を、比較可能な 0 と 1

の範囲をとるデータに変換され、複数の個票データから集計される各

ガバナンス指標（合成指数）が、近似的に－2.5～2.5 の値をとる平均ゼ

ロ、分散 1 の標準正規分布に従う確率変数の推定値として導出する方

法である。大きい推定値は良いガバナンスに対応している。WGI には

各国の各ガバナンス指標の推定値とともに標準偏差、データソース数、

90％の信頼区間、およびパーセンテージタームのランキングも示され

ている。なお、指標の基礎データ・ソース、集計方法及び指標の解釈

に関する詳細は、WGI の方法論の論文（Kaufmann, et al. （2010））におい

て説明されている⑻。

表 1 は、日本と OECD の 2010 年の各ガバナンス指標である。この

日本のガバナンス指標に基づくならば、日本政府が国民に対して行使

三
一
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する諸制度と慣習に基づく統治機構は、世界の上位 20％に入っている

ことを意味しており、国民の発言権と accountability、規制の質以外は、

OECD34 カ国の平均よりも高いが、世界のモデルではないことも示唆

している⑼。われわれは、このデータを利用して、民主主義のチャンネ

ル効果を推定する。

表 2 は、10 年間の OECD 諸国の 6 つのガバナンス指標の基本統計量

である。平均は postabl が最も小さく、corrup が最も大きい。そして、

この 2 つのガバナンス指標の標準偏差が大きく、各国間に有意な差が

存在している可能性が高い。逆に、account と regula の標準偏差は小

さい。なお、本稿では最小値や最大値の異常値の処理は行っていない。

表 3 は、6 つのガバナンス指標の相関係数である。6 つのガバナンス

指標が正の高い相関関係にある。特に、corrup は、postabl 以外のガ

バナンス指標と高い相関関係となっている。これは、腐敗、国民の自

由や政府の Accountability、政府の完全性、法規制、法の支配等の指標

は、ガバナンスの質に関する指標と考えられることに基づいている。

そして、postabl は政治の安定性を測る尺度であり、他の 5 つの質的な

ガバナンス指標とは異なっている。予想されるよう postabl と他の 5

つのデータとの相関係数は、特に小さい。そこで、本稿では、腐敗

（政府の質）のデータは、postabl 以外の 5 つのデータの平均値を政府の

質 qualgov（政府機能の歪み）の指標として利用している。

表 4 は、民主主義とガバナンス指標及び経済データの基礎データで

ある。表 4 は選挙制度と政府の形の相違が、基礎データに有意な差の

あることを示している。特に、ガバナンス指標は、政治的安定性の指

表 1　2010 年の日本とOECDの 6つのガバナンス指標

変　数 account postabl goveff regula rulelaw corrup

日本の推定値 1.047643 0.873701 1.397549 0.980113 1.313771 1.537606

日本のランキング 82.46％ 76.89％ 88.52％ 80.86％ 88.15％ 91.87％

OECD の推定値 1.159226 0.637697 1.341084 1.291511 1.297892 1.260304
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標を除いて、比例選挙制度を採用している国が、多数制よりもすべて

のガバナンス指標において、優れていることを示している。また、政

府の形については、すべてのガバナンス指標が大統領制よりも、議院

内閣制が優れており、有意差のあることを示している。

表 4 のガバナンス以外のデータについては、坂井・坂本（2012）の

データを利用している。OECD 諸国の選挙制度と政府の形のデータは、

Persson and Tabellini （2004）、Persson （2005）に基づいている（坂井・

坂本（2012）の付録 B 参照）。そして、民主主義に関するデータは、

Persson and Tabellini （2003）、（2004）の先行研究に基づき、Freedom 

House による Gastil indexe（政治的権利と市民権の平均）：gastil を利用

している。この指標は 1 と 7 の間の値をとり、小さい値が良い民主主

表 2　ガバナンス指標の平均値、N＝340

変数 平均 標準偏差 最小値 最大値

account 1.1838282 0.4069784 －0.3240430 1.8255170

postabl 0.7298778 0.6594851 －1.7295740 1.6627760

goveff 1.3798164 0.5723221 －0.0657900 2.3379170

regula 1.2961703 0.4220316 　0.0477620 2.0578060

rulelaw 1.2759360 0.6039000 －0.7055990 2.0141960

corrup 1.3288972 0.8063523 －0.7095580 2.5907720

表 3　ガバナンス指標のPearson の相関係数、N＝340

変数 account postabl goveff regula rulelaw corrup

account 1.00000

postabl 0.77162 1.00000

goveff 0.84784 0.59621 1.00000

regula 0.85429 0.60833 0.86723 1.00000

rulelaw 0.88291 0.64882 0.93939 0.88524 1.00000

corrup 0.84840 0.60838 0.94223 0.86987 0.94863 1.00000
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表
4　
基
礎
デ
ー
タ

変
　

数
d

em
oin

d
e

polityIV
gastil

accou
n

ta
postabl

goveff
regu

la
ru

lelaw
corru

p

標
　

本
34

指
数

347
指

数
374

指
数

340
指

数
340

指
数

340
指

数
340

指
数

340
指

数
340

指
数

総
平

均
34

8.27
9.73

1.24
1.184

0.73
1.38

1.296
1.276

1.329

多
数

制
6

8.43
9.75

1.11
1.289

0.752
1.617

1.494
1.564

1.72

比
例

制
28

8.22
9.55

1.27
1.152

0.723
1.307

1.235
1.187

1.209

m
aj＝

pro
0.4947

0.0086
0.0001

0.0002
0.6406

0.0001
0.0001

0.0001
0.0001

大
統

領
5

8.00
9.34

1.45
0.927

0.39
1.199

1.155
1.013

1.045

議
院

内
29

8.31
9.64

1.20
1.228

0.789
1.411

1.32
1.321

1.378

pres＝
parl

0.4472
0.0364

0.0028
0.0001

0.0001
0.0929

0.0357
0.0139

0.0113

変
　

数
一

人
当

た
り

実
質

G
D
P

実
質

資
本

形
成

成
長

人
的

資
本

ed
u

ca

ジ
ニ

係
数

gin
i

政
府

規
模

sizegov

輸
出

入
trad

e

人
口

lpop

人
口

65
以

上
1
人

当
り

実
質

G
D
P
10$

標
　

本
306

成
長

率
374

率
210

シ
ェ

ア
34

指
数

238
シ

ェ
ア

240
シ

ェ
ア

364
百

万
374

シ
ェ

ア
374

初
期

値

総
平

均
34

1.56
2.18

24.46
0.31

19.47
44.80

34.36
14.18

2764.5

多
数

制
6

1.12
2.89

33.64
0.354

18.66
24.22

76.78
13.81

2547.8

比
例

制
28

1.69
1.96

21.48
0.301

19.72
51.06

21.95
14.29

449.9

m
aj＝

pro
0.0984

0.3268
0.0001

0.0546
0.0688

0.0001
0.0001

0.256
0.0001

大
統

領
5

1.86
3.36

27.25
0.393

13.06
31.26

94.3
10.10

2759.4

議
院

内
29

1.51
1.97

23.87
0.30

20.57
46.88

24.33
14.88

630.5

pres＝
parl

0.4325
0.2136

0.0623
0.0777

0.0001
0.0017

0.001
0.0001

0.0006

注
 　

m
aj＝

pro
と

pres＝
parlは

、
帰

無
仮

説
が

多
数

制
＝

比
例

制
、

大
統

領
制

＝
議

院
内

閣
制

で
あ

り
、

そ
の

数
値

は
p
値

で
あ

る
。

な
お

、
こ

こ
で

は
不

均
一

分
散

の
両

側
検

定
で

あ
る

（
S
A
S
/S

T
A
T
9.1，

p.4784-8.）。
坂

井
・

坂
本

（
2012）

表
2
参

照
。
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義である。また、世界の政治体制を格付けしている Polity Ⅳ：polity

は－10 から＋10 の値をとり、大きい値が良い民主主義国家である。さ

らに、Economist Intelligent Unit Limited （2010）から民主主義の指標

Democracy Index 2010 （demoinde）を利用している。この指標は、選挙

プロセスと社会的価値の多様性、政府の機能、政治参加、政治的文化、

市民の自由の 5 つの指標の平均であり、0 と 10 の間の値をとり、大き

い値がよい民主主義である。なお、本稿での計量分析では、3 つの民主

主義の指標の整合性をとるために、gastil は源データにマイナスを付

与し、大きい値が良い民主主義であるデータに変換している。

この各国の民主主義に関する 3 つの民主主義指標による評価は、

demoinde による大統領制が議院内閣制よりも若干劣る程度であり、有

意な差は確認されないが、polity と gastl の 2 つの民主主義による評価

では、いずれも統計的に有意な格差があり、大統領制は議院内閣制よ

り劣る民主主義である。また、選挙制度ではdemoindeの指標を除いて、

多数制が比例制よりも良い民主主義となっている。

このように以上の基礎データからの以外な事実は、憲法上の特徴と

民主主義の質的状態及び政府の統治機構の質的な状態を表わしている

ガバナンス指標とが必ずしも整合的な関係となっていないことである。

すなわち、多数制選挙制度の国は、比例選挙制度の国よりも民主主義

の質的改善を実現しているが、ガバナンス指標では、多数制の国が比

例制の国よりも劣っているということである。このような関係は、政

府の形の相違については確認できない。大統領制と比較して議院内閣

制の良い民主主義と議院内閣制の良いガバナンスが対応している。

4 ．実証分析結果

表 5-1～表 5-3 は、民主主義がどのように経済成長に影響を与えてい

るかの実証分析結果を示したものである。3 つの表は、民主主義の指標

が、各々 demoinde、polity と gastil であり、チャンネル変数はすべて

同じである。また、計量モデルは基本的には同じであり、表 5 の推定
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値は、われわれが 3SLS で推定した 8 本の連立体系の構造パラメータ

の推定値であり、その推定結果の詳細は、付録 C　表 6-1～表 6-3 に示

されている。

表 5 の第 2 列は、異なる 7 つのチャンネル方程式における民主主義

のチャンネル変数に与える効果μi の推定値であり、第 1 列のチャンネ

ル変数が従属変数、民主主義が説明変数となっている。この値は民主

主義の間接効果の大きさである。表 5 の第 3 列は、成長方程式のチャ

ンネル変数の係数βi の推定値であり、従属変数が 1 人当たりの成長率、

説明変数が第 1 列のチャンネル変数である。そして、第 4 列は、民主

主義がチャンネル変数を通して経済成長に与える民主主義の効果βiμi

の推定値であり、その値は第 2 列と第 3 列の積であり、その総和が民

主主義の経済成長に与える全体効果である。

まず、第 2 列のチャンネルに関する民主主義の効果の推定値は、民

主主義が物的資本の蓄積を促進している。gastil は有意ではないが、他

は有意であり、その効果は大きい。この推定結果は、Tavares and 

Wacziarg （2001）の民主主義は、物的資本の蓄積を犠牲にしているとい

う、その民主主義の効果が負で大きく、かつロバストである、という

結果とは逆となっている。また、彼らの研究では、民主主義が人的資

本の蓄積を促進し、高い政府の消費支出とより低い貿易開放度と所得

分配の不平等を是正する、という有意な結果を得ているが、本稿では、

人的資本の蓄積と所得分配の不平等を是正に関する係数の符号につい

ては、3 つのモデルは同符号であるが、すべてが統計的に有意ではない。

また、貿易開放度の係数は、すべて負（市場開放の制限）であり、かつ、

demoinde だけが有意である。また、政府の規模は正と負があり、すべ

て統計的に有意ではない。そして、ガバナンスに関する民主主義の効

果については、polity モデルが、民主主義の質的改善はガバナンスの

質を低下させるということを示している。しかし、他の 2 つモデルの

符号は正と負であり、有意ではない。しかし、民主主義の政治的安定

性に関する効果は、すべて正でかつ有意である。この実証分析結果は、
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表 5‒1　民主主義の経済成長の効果：demoinde

チャンネル チャンネルに関する
民主主義の効果μi

成長に関する
チャンネルの効果βi

成長に関する
民主主義の効果βiμi

人的資本
educa

4.921973
（0.0011）

0.17077
（0.0066）

0.840525

所得の不平等
gini

－0.01546
（0.0340）

－29.8911
（0.0010）

0.462116

政治的安定性
postabl

0.274868
（0.0200）

－3.6506
（0.0021）

－1.00343

政府の質
qualgo

0.02974
（0.8658）

0.921031
（0.4756）

0.027391

貿易の市場開放
trade

－26.3971
（0.0143）

0.036075
（0.0529）

－0.95228

政府の規模
sizegov

－2.91096
（0.1319）

－0.00215
（0.033）

0.006259

投資率
Invesha

4.91646
（0.0136）

0.196269
（0.0557）

0.964949

総効果 0.345532

表 5‒2　民主主義の経済成長の効果：polity

チャンネル チャンネルに関する
民主主義の効果μi

成長に関する
チャンネルの効果βi

成長に関する
民主主義の効果βiμi

人的資本
educa

1.54601
（0.5675）

0.18549
（0.0069）

0.28676

所得の不平等
gini

－0.0041
（0.033）

－23.538
（0.0465）

0.09627

政治的安定性
postabl

0.25778
（0.0406）

－3.384
（0.0170）

－0.87232

政府の質
qualgo

－0.273
（0.0561）

0.17997
（0.8936）

－0.0491

貿易の市場開放
trade

－7.0933
（0.4434）

0.0448
（0.0296）

－0.3178

政府の規模
sizegov

－0.5926
（0.6549）

0.06011
（0.6128）

－0.0356

投資率
Invesha

2.36233
（0.0687）

0.15984
（0.1438）

0.3776

総効果 －0.5142
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民主主義が政治的安定性を実現していることがうかがえる。Tavares 

and Wacziarg （2001）では、民主主義の質的改善は、政府の腐敗や汚職

という歪みを是正する結果となっているが、有意ではない。

第 3 列の成長に関するチャンネル変数の効果の推定値は、人的資本、

所得の不平等、貿易の開放について、すべてのモデルが理論予想と整

合的であり、かつ、統計的に有意である。しかし、政治的安定性の符

号は負であり、統計的に有意である。このことは、政治的安定性が経

済成長に対して負の効果を与えることを意味しており、革命やクー

データーという政治的不安定要因は、経済成長を引き下げるという理

論予想と逆の因果関係が確認されている。OECD 諸国では、革命やクー

データーが起こる可能性は低いので、先進国における政治的安定要因

は、成長とは結びつかないメカニズムの可能性が否定できない。例え

ば、政治的安定性を優先するために、資源配分を歪め、国民のインセ

ンティブに悪影響を与えることも予想される。なお、Tavares and 

表 5‒3　民主主義の経済成長の効果：gastil

チャンネル チャンネルに関する
民主主義の効果μi

成長に関する
チャンネルの効果βi

成長に関する
民主主義の効果βiμi

人的資本
educa

3.3585
（0.4755）

0.15416
（0.0139）

0.51774

所得の不平等
gini

－0.0048
（0.8127）

－16.843
（0.0688）

0.08034

政治的安定性
postabl

0.47462
（0.0281）

－2.6904
（0.0126）

－1.2769

政府の質
qualgo

－0.0866
（0.6989）

0.47207
（0.7017）

－0.0409

貿易の市場開放
trade

－4.2998
（0.7889）

0.04372
（0.0251）

－0.188

政府の規模
sizegov

1.34099
（0.5840）

0.0457
（0.6679）

0.06129

投資率
Invesha

5.18139
（0.1317）

0.17054
（0.0835）

0.88362

総効果 0.03727
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Wacziarg （2001）の政治的安定要因は正であるが、統計的に有意ではな

い。また、彼らは政府の規模（政府消費）が、経済成長に負の影響（ロ

バストではない）を与えているという結果を提示しているが、本研究で

は統計的に有意ではなく、正が 2 つ、負が 1 つである（demoinde は有意

であり、政府の規模拡大が成長を抑制するという推定結果である）。また、投

資率と政府の質も理論的符号条件は、満たしているが、後者は特に不

安定な推定結果である。前者は 2 つが有意であり、投資が成長推進要

因となっている。

表 5 の第 4 列が、第 2 列と第 3 列係数の積であり、この値は民主主

義のチャンネル変数を通した成長効果を示している。本研究では、3 つ

のモデルがすべて統計的に有意なチャンネルは、政治的安定性のみで

ある。しかし、このチャンネルは、民主主義は政治的安定性を実現さ

せるが、その政治的安定性は経済成長を抑制するというものである。

しかも、その成長減速効果は大きく、年 0.9％～1.3％である。この負の

成長抑制効果は、民主主義の質的改善が投資を促進し、その投資の増

加が経済成長を促進するというチャンネル効果 0.4％～1％の正の成長

効果よりも大きい。また、3 つのモデルの符号が共通で、かつ成長に関

する有意なチャンネル効果の変数 educa,gini,trade については、以下

のように述べることができる⑽。

民主主義制度は、人的資本の蓄積、所得分配の不平等の是正と貿易

の市場開放を行うことにより、経済成長を実現できるということであ

る。しかしながら、民主主義制度が人的資本の蓄積、所得分配の不平

等の是正と貿易の市場開放を推進し、それを実現していると述べるこ

とはできない。また、民主主義制度は投資を促進しているが、その投

資の増加が経済成長を推進しているという、ロバストなチャンネルの

存在は確認できない。そして、民主主義制度は、政治的安定性を実現

する制度と予想されるが、政治的安定性が経済成長とはトレードオフ

関係にあることが予想されるということである。

民主主義の経済成長に与える全体効果の推定結果は、表 5 の第 4 列
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の最下段に示されている。3 つの民主主義の経済成長に与える総効果は、

0.346、－0.514、0.037 である。この総効果は、各民主主義の指標が異

なるが以下のように解釈することができる。民主主義の質的改善が 1

ポイント上昇すると経済成長は 0.3％上昇、0.5％低下、微増することに

なる。

ただし、各民主主義の指標の範囲はそれぞれ、0～10、－7～－1、

－10～10 となっているので、その成長率に与える効果の大きさを比較

することはできない（詳細は付録 B 参照）。しかし、3 つの民主主義指標

に基づく推定結果から以下のように要約できる⑾。2000 年代の OECD

諸国における成長に関する民主主義の正と負の間接効果とその効果の

不安定な実証分析結果は、民主主義の経済成長に与える全体効果の存

在とその大きさを明確にできなかったということであるが、その全体

効果は大きくはないものと予想されるということである。また、民主

主義の経済成長に与える多様なチャンネルの存在から、投資の蓄積を

促進させる正のチャンネル効果が、政治的安定性を実現させる負の

チャンネル効果が存在しているように、民主主義の経済成長に与える

全体効果は、民主主義の制度設計、すなわち、民主主義がチャンネル

変数を通して成長に与える間接効果の大きさに依存しているというこ

とである。

5 ．むすび

Tavares and Wacziarg （2001）は、実証分析結果から民主主義制度が、

以下のようなものであると述べている。「それは、教育への機会・道

access を拡大させることと所得の不平等を引き下げることによって、

貧しい人々の要求に応えるというものである。しかし、それは物的資

本の蓄積を犠牲にして行うという制度である」（p.1341）

われわれの実証分析結果からの民主主義制度とは、「物的資本の蓄積

を促進しているが、所得の不平等の是正、教育機会の拡大、貿易の市

場開放さらには政府消費の削減を実現することが容易い制度ではなく、
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むしろ困難な制度とも予想される。それは、また、政治的安定を実現

する制度であるが、豊かさを犠牲にして行うという制度でもある」と

要約できる。

この前者の結論は、われわれに厳しい民主主義の実情を提示してい

る。民主主義制度が所得の不平等の是正、教育機会の拡大を実現でき

ないということは、民主主義の存続自体の危機を招くことになりかね

ない。所得の不平等の是正、教育機会の拡大が、経済成長に有意な効

果を伴っていることを踏まえれば、所得分配の公平性と教育機会の拡

大は、国民が民主主義の質的改善と経済的豊かさを同時に享受できる

ゴールデンパースを切り開くことになる。

一方、後者の結論は、われわれに厳しい選択を課している。後者も

受け入れなければならない国民の宿命であるならば、われわれの重要

なテーマは、後者による犠牲が小さい民主主義制度を選択することで

ある。これは民主主義を維持し、質的改善を実現するためにコストと

考えることもできる。この国民の犠牲は、どのような政府の形や選挙

制度を選択するかをはじめとして、ガバナンスに影響を与える様々な

慣習や制度選択に依存しているのである。民主主義制度（政治）と市場

経済の最適な組み合わせを解明する基本的な分析枠組とそれを検証す

る研究が、政治経済学に課せられているものといえる。

注
＊　本稿作成の過程において、瀧本太郎准教授（九州大学大学院経済学研究

院）、坂本直樹准教授（東北文化学園大学）中嶌一憲准教授（兵庫県立大
学）から貴重なコメントを頂いた。記して感謝申し上げたい。残る過誤は
筆者の責任である。

＊　本稿におけるモデルの推定・検定は、統計ソフト SAS を利用している。
⑴ 経済と政治の相互関係を踏まえた政治的な結果と政策とのリンクは、な

ぜ、異なる社会が異なる政策を選択しているのか、なぜ、社会は異なる政
治制度（憲法上の特徴）をもつことになるのかを分析するための枠組みを
与 え て い る（Persson and Tabellini （2006）、p.2-5、Acemoglu （2005）、
p.1026-7、坂井・岩井（2011）、p.7 参照）。

⑵ Persson and Tabellini （2003）の表 2.1 と 9.1、及び坂井・岩井（2011）
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の表 1 参照。
⑶ 一般的にバージニア学派は、リバイヤサンモデルに代表されるように、

所与の制度的枠組みを前提として、主に「政府の失敗」に関わる命題を導
出している（Persson and Tabellini （2000）、p.69 参照）。

⑷ 広い意味で人的投資は、家計の教育支出や一般政府の教育支出さらには
企業の人材育成のための支出（職場訓練費用）も含まれる。Becker （1975）
の人的投資の定義は、「人々のもつ資源を増大することによって、将来の
貨幣的および精神的所得の両者に影響を与えるような諸活動」である

（p.11）。また、Acemogul （2009）の人的資本の定義は、「労働者に備わっ
ている特有な価値を高めている技能、教育、能力や他の生産性に関するス
トック」（p.85）であり、Mankiw （2000）は、「ヘッドスタート計画（就学
前の経済的・文化的に恵まれない児童に教育を提供するプログラム）のよ
うな幼児プログラムから、労働力としての成人に対する職場訓練（OJB）
に至るまでの、教育を通して労働者が獲得する知識や訓練のことである」

（p.51）と定義している。Barro （2008）は、「人的資本には、労働者の技能
を高めるための教育・訓練の効果、労働者の健康を維持するための医療、
栄養、衛生面の配慮の効果が織り込まれている」（p.67）と定義している。
さらに、Romer （2006）は、「各労働者の人的資本は、その個人が受けた教
育年数のみに依存する」という仮定に基づき、Solow （1956）の成長モデ
ルの拡張を行っている。そして、Mankiw, Romer and Weil （1999）は、「15
歳から 64 歳人口に占める中学卒業者の比率」を人的資本の代理変数とし
て、Hall and Jones （1999）は、「就学年数」を用いて人的資本・効率労働
である労働サービスのストックを推定している。また、西村（2003）は、

「人間の能力が、教育によって向上する人的資本（能力までもを考慮して
測った労働力）とみなされ、そして、教育は、人的資本を蓄積する投資と
みなされる」と定義している（伊藤隆俊・西村和雄編（2003）「第 2 章「ゆ
とり教育」を経済学で評価する」、p.20）。また、Barro （1999）は、「男性
の 25 歳以上の人口の中等教育以上の水準における就学年数」を人的資本
の代理変数として実証分析を行っている。

⑸ 坂井（2010）は、1980～2008 の日本のデータから経済成長に対する寄与
は、人的資本が 22％であり、物的資本 51％、効率労働 32％に比べて低い
ものであり、かつその変動も大きなものであった、という実証分析結果を
示している。

⑹ 坂井・坂本（2012）は、ジニ係数 0.01 ポイントの引き下げが、経済成長
率を年 0.2～0.3％引き上げる強力な効果のあることを示している。Tavares 
and Wacziarg （2001）、p.1347 参照。

⑺ 世界銀行のガバナンスの定義、6 つのガバナンス指標の説明、データソー
ス、指標の作成方法とその特徴については、以下の Web site に紹介され
ている。http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp
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⑻ Kaufmann et al. （2010）の論文は、以下の Web site からダウンロードで
きる。http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1682130

⑼ 2010 年の日本の 6 つの集計ガバナンス指標のデータソース数は、8（最
大データ数 18）、8（同 8）、7（同 12）、7、（同 12）、11（同 17）、10（同
15）であり、1 つのデータソースがガバナンス指標という国もある。

⑽ われわれは、この民主主義のチャンネル効果の有意性検定をしていない。
なお、Tavares and Wacziarg （2001）は、この有意性検定を行っている

（p.1357）。
⑾ Democracy Index のデータは、2010 年のデータであり、他のデータは、

2000 年代の平均であり、両者の間のデータの整合性が欠けている。付録 B
のデータの詳細を参照。

付録A　民主主義と経済的パフォーマンスの関係に関する survey

文　　献
民主主義と

経済的パフォーマンスの関係
基本モデル データ

Barro （1996）, 
（1997）

非線形関係（民主主義の係数が
正、べき乗の係数負）

クロスセクション
データ IV、3SLS

1960-1990
100 カ国

Barro （1999） 所得⇒民主主義の検証
Lipset/Ariatole 仮説是認

Panel （SUR）
1960-1995
100 カ国

Acemoglu, oth 
（2005）, 
HandBook, Growth

成長促進の政治制度：権力配
分、有効な制約と小レント

経済制度と政治制度
が内生変数

1perGDP,
1995

Acemoglu, et al. 
（2008）
AER

所得⇒民主主義の検証
Lipset/Ariatole 仮説棄却

Panel （OLS, 2SLS, 
GMM）

1970-1995
1990-2000

Acemoglu, et al. 
（2005）
AER

所得⇒民主主義の検証
Lipset/Ariatole 仮説棄却

Panel （FE）
教育の効果

1960-2000

Tavares and
Wacziarg （2001）

人的資本と不平等是正、物的資
本減少負、全体は負

Panel、CS （3SLS, 
8 内生変数）

1970-1989,
65 の先進国

Desai et al. 
（2003）

ジニ係数が低い国低インフレ、
高い国インフレ（不平等とイン
フレ正）

インフレ率＝f
（GINI, POL, X）

1960-1999,
100 カ国

Krieckhaus 
（2006）

民主主義と成長：ラテンアメリ
カとアジアは負、アフリカは正

CS （OLS），
Panel （pooled）

地域別
1960-2000
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文　　献
民主主義と

経済的パフォーマンスの関係
基本モデル データ

Persson and
Tabellini （2003）, 
Ch.7

大統領制とレントと関係無、
議院内閣制と生産性は正

OLS, 2 SLS, 
Matching

1990 年代
55-78 カ国

Persson and
Tabellini （2004）

大統領制は小さい政府、多数制
は小さい政府で少ない福祉プロ
グラム

政府の形と選挙制度
の政策
2SLS, Matching

1990-1998 年
平均データ、
80 カ国

Persson （2005）
議院内閣、比例、恒久的改革は
成長促進。大統領、多数、一時
的は成長促進無し

DD、民主主義の改革
効果推定、perGDP

1960-2000
140 カ国
131 体制変化

Persson and
Tabellini （2006）

民主化 0.75％成長加速、自由化
後の民主化 3.5％、議院内閣制
1.5％成長減、選挙？

DD、民主主義改革と
体制変化の効果推定

1960-2000
150 カ国
140 体制変化

Persson and
Tabellini （2008）， 
Ch.11

民主主義の成長効果は正。民主
主義の放棄は、 1 人当たりの
所得 45％低下

DD と Matching 民主
主義の改革効果推定

1960-2000
138 カ国

Giavazzi and
Tabellini （2005）

自由化 1.32、民主化 0.78、結合
効果自由化 2.2、民主化 1.53％。
自由化⇒民主化

DD、民主主義の改
革効果と改革の順序
の推定

1960-2000
140 カ国

Persson and
Tabellini （2009）

所得と民主主義の強化、物的資
本と民主主義の蓄積が相互補強
する好循環を示唆

DD、民主と物的資
本の相互作用の推定

1820-2000
150 カ国

Paoaioannou and
Siourounis （2008）

所得を 1 ％増加、移行の間は
低く、中長期的には安定的かつ
高い水準

DD、民主主義の経
済効果の推定
PT （2006）に近い

1960-2003
166 カ国

Rodrik （1999） 民主主義と製造業の賃金は正の
関係（一時不安的）

CS、Panel データ
1960-1994
106 カ国

Rodrik and
Wacziarg （2005）

民主主義と経済パフォーマンス
と正の関係（一時不安的）

Panel （With-
country eff ect）

1950-2000
154 カ国

Bertrand
et al. （2004）

長期データ利用、系列相関の存
在、treatment 変化が小さいた
めに SD 過小推定

DD の推定方法の問
題⇒ GLS・GMM の
提案

92 論文サー
ヴェイ、期
間 16.5、DD

Helliwell, Jhon
（1994）

高い所得の国は政府の形民主主
義。民主主義が成長に与える影
響は正よりも負

CS データ、IV
（民主主義の物的・
人的投資正）

1960-1985
125 カ国

Mobarak, A.M.
（2005）

民主主義の質的改善と多様性が
経済変動を緩和し、経済変動と
経済成長は負の関係

成長と変動の同時決
定モデル。SD の決
定要因。

1970-2000、
77 カ国、世
銀 WGI, IMF
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付録B　データの詳細
世界銀行研究所の Worldwide Governance Indicators は、以下の Web site

を利用している。http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp およ
び http://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/wgidataset.xls

OECD の主要データは、Web site（http://www.oecd.org/document/0,3746,
en_2649_201185_46462759_1_1_1_1,00.html）を利用している。以下は、本稿
において利用したデータと出所の詳細である。

demoinde：Democracy Index 2010, Electoral process and pluralism （選挙
プロセス社会的な価値の多様性）、Functioning of government （政府の機能）、
political participation （政治参加）、Political culture （政治的文化）、Civil 
liberties （市民の自由）の 5 つの指標の平均、0～10。大きい値がよい民主主
義。Economist Intelligent Unit Limited 2010.

gastil：Gastil　Index：Political rights （政治的権利）と Civil rights （市
民権）の平均、2000-2010 年の平均、1～7。小さい値がよい民主主義、
Freedom House （2011）、（2007）、Freedom in the World。本稿では、Gastil 
Index にマイナス付け、－1 を良い民主主義に、－7 を悪い民主主義に変換し
ている。

polity：Polity Ⅳ：－10 ～＋10。－10 は強固な独裁国家、＋10 は強固な民
主国家。2000-2010 年の平均。http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.
htm.

lyp： 一 人 当 た り 実 質 GDP（ 対 数 ）：2005 年 価 格、2001-2010 平 均、
OECD.Stat （2012）.

gdpdot： 実 質 GDP 成 長 率（ ％）（2005 年 価 格 ）：2000-2010 年 平 均、
OECD Annex Table 1. Real GDP.

kdot：実質総固定資本形成成長率（％）（2005 年価格）。2000-2010 年平均、
OECD Annex Table 5. Real total gross fi xed capital formation.

trade：貿易シェア（％）：（名目輸出＋名目輸入）÷名目 GDP（％）：2001-
2008 年平均、ISSN 2074-3920｠- © OECD｠2010.

cpi：消費者物価上昇率（％）：2000-2010 年平均、OECD Annex Table 18. 
Consumer price indices.

def：GDP デフレーター上昇率（％）：2000-2010 年平均、OECD Annex 
Table 16. GDP defl ators

invesha：物的資本投資率（％）：名目総固定資本形成÷名目 GDP、2004-
2010 平均、OECD - ISSN 2074-384x - © OECD 2012,

lypdot：一人当たり実質 GDP 成長率（％）：2002-2010 年平均。
sizegov：政府の規模（％）：名目政府最終消費支出÷名目 GDP、2004-

2010 平均、OECD National Accounts Statistics （database）
gdefi t：一般政府の財政赤字（％）：一般政府の財政赤字÷名目 GDP、

2001-2010 平 均、OECD Annex Table 27. General government financial 
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balances.
ssw：一般政府の社会保障支出（％）：一般政府の社会保障支出÷名目

GDP、2001-2010 平均。OECD Social Expenditure Statistics （database）
ingdp：一人当たり実質 GDP 初期値：2001 年（2005 年価格）、100 億ドル、

OECD.Stat （2012）.
gini：ジニ係数：Income distribution - Inequality、Total population、2000

年代後半、OECD.Stat （2012）.
educa：人的資本（％）：人口 25-64 歳に占める第 3 教育機関に卒業者に占

める割合、2000-2006 年の平均、Education：Key tables from OECD - ISSN 
2075-5120｠- © OECD｠2009

lpop： 人 口（ 百 万 人 ）：2000 年 代 の 平 均、OECD Factbook 2011：
Economic、Environmental and Social Statistics.

prop1564：生産年齢人口比率（％）、2000 年代の平均、OECD.Stat （2012）.
prop6505：65 歳以上の人口比率（％）、2005 年、OECD Factbook 2011
prop6510：65 歳以上の人口比率（％）、2010 年、OECD Factbook 2011
demoage：民主主義の成立年（西暦）、Pesson and Tabellini （2003）、表 4.1
age：民主主義の経過年数：指数＝（2005-demoage）÷205、Pesson and 

Tabellini （2003）、p.81.
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表 6-1　Base model の 3SLS の推定結果（demoinde）

従属変数
成長率
lypdot

人的資本
educa

不平等
gini

政治安定
postabl

政府の質
qualgov

貿易
trade

政府規模
sizegov

投資率
invesha

切　　片 44.77922 －12.2542 0.561007 0.836807 －4.06045 207.2303 51.40485 －6.65124

民主主義

m

4.921973

（0.0011）

－0.01546

（0.0340）

0.274868

（0.0200）

0.029740

（0.8658）

－26.3971

（0.0143）

－2.91096

（0.1319）

4.916460

（0.0136）

inigdp －4.19115

（0.0001）

－0.08032

（0.7585）

0.428003

（0.0406）

0.506907

（0.9730）

educa 0.170777

（0.0066）

0.01520

（0.1510）

0.177356

（0.2415）

gini －29.8911

（0.0010）

－5.29282

（0.0046）

－54.3805

（0.0101）

postabl －3.6506

（0.0021）

0.546315

（0.0427）

62.20241

（0.0005）

qualgov 0.921031

（0.4756）

7.006143

（0.0443）

－12.4222

（0.0002）

trade 0.036075

（0.0529）

－0.22839

（0.0022）

－0.00115

（0.0003）

sizegov －0.00215

（0.9818）

－0.00474

（0.0096）

invesha 0.196269

（0.0557）

age 13.6846

（0.0071）

0.036944

（0.0882）

0.390063

（0.1068）

lpop －0.00166

（0.1160）

－0.01379

（0.3189）

SW－MSE 1.9336

自由度 182

R－Square 0.7489

注：（　）内の値は p 値である。
注：SW-MSE は、System Weighted MSE、R-Square は System Weighted R-Square
　　a は、65 歳以上の人口比率の係数である。
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表 6-2　Base model の 3SLS の推定結果（polity）

従属変数
成長率
lypdot

人的資本
educa

不平等
gini

政治安定
postabl

政府の質
qualgov

貿易
trade

政府規模
sizegov

投資率
invesha

切　　片 38.43377 19.45840 0.596387 －2.77585 －1.91201 349.6221 3893405 5.054563

民主主義

m

1.546013

（0.5675）

－0.00409

（0.7433）

0.257778

（0.0406）

－0.27303

（0.0561）

－7.09329

（0.4434）

－0.59262

（0.6549）

2.362330

（0.0687）

inigdp －3.79853

（0.0021）

5.390857

（0.3572）

－0.00313

（0.8960）

0.080090

（0.7082）

0.460135

（0.0570）

－26.4957

（0.0404）

educa 0.185486

（0.0069）

－0.00212

（0.1532）

0.021867

（0.0616）

0.327976

（0.0242）

gini －23.5383

（0.0465）

－131.270

（0.0318）

－2.71073

（0.1752）

－53.0196

（0.0091）

postabl －3.38400

（0.0170）

0.809516

（0.0022）

38.31904

（0.0100）

qualgov 0.179972

（0.8936）

2.077922

（0.1937）

－7.63440

（0.0020）

trade 0.044796

（0.0296）

－0.28907

（0.0131）

－0.00147

（0.0007）

0.001803

（0.6520）

sizegov 0.060110

（0.6128）

－0.97481

（0.0908）

－0.00669

（0.0020）

0.047377

（0.0139）

invesha 0.159843

（0.1438）

age 16.90996

（0.0222）

0.06703

（0.0648）

0.489460

（0.0569）

－0.22100a

（0.0082）

lpop －0.00214

（0.0399）

－0.03348

（0.0082）

SW－MSE 1.8325

自由度 166

R－Square 0.7706

注：（　）内の値は p 値である。
注：SW-MSE は、System Weighted MSE、R-Square は System Weighted R-Square
　　a は、65 歳以上の人口比率の係数である。
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表 6-3　Base model の 3SLS の推定結果（gstil）

従属変数
成長率
lypdot

人的資本
educa

不平等
gini

政治安定
postabl

政府の質
qualgov

貿易
trade

政府規模
sizegov

投資率
invesha

切　　片 37.05654 8.270741 0.563925 － 0.46741 － 4.61859 296.5544 32.53310 37.23163

民主主義

m

3.358497

（0.4755）

－ 0.00477

（0.8127）

0.474615

（0.00281）

－ 0.08657

（0.6989）

－ 4.29978

（0.7889）

1.340992

（0.5840）

5.181388

（0.0268）

inigdp － 3.86736

（0.0012）

8.099450

（0.1751）

－ 0.00748

（0.7795）

0.139787

（0.5374）

0.461669

（0.0596）

－ 38.4663

（0.0290）

educa 0.154159

（0.0139）

－ 0.00219

（0.2207）

0.022798

（0.0452）

0.419698

（0.0066）

gini － 16.8426

（0.0688）

－ 104.555

（0.1009）

－ 0.65166

（0.7679）

－ 39.9821

（0.0682）

postabl － 2.69036

（0.0126）

0.517797

（0.0460）

35.51220

（0.0345）

qualgov 0.472069

（0.7017）

0890591

（0.6519）

－ 10.3980

（0.0012）

trade 0.043715

（0.0251）

－ 0.25268

（0.0314）

－ 0.00148

（0.0016）

0.004691

（0.2388）

sizegov 0.045703

（0.6679）

－ 1.22486

（0.0412）

－ 0.00503

（0.0384）

0.029215

（0.1719）

invesha 0.170537

（0.0835）

age 13.19352

（0.0706）

0.065971

（0.0733）

0.423435

（0.1249）

－ 0.29395a

（0.1317）

lpop － 0.00337

（0.0076）

－ 0.03902

（0.0036）

SW－MSE 1.2813

自由度 174

R－Square 0.7409

注：（　）内の値は p 値である。
注：SW-MSE は、System Weighted MSE、R-Square は System Weighted R-Square
　　a は、65 歳以上の人口比率の係数である。
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第
三
章　

日
本
経
済

【
第
一
編　

経
済
】





（
七
二
一
）

日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
と
報
酬
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
（
谷
田
部
）

日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
と
報
酬
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

谷
田
部　
　

光　
　

一

一　

は
じ
め
に

筆
者
は
、
先
の
論
文
「
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
働
き
が
い
」
で
、
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
働
き
が
い
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
た
（
1
）

。
そ

こ
で
は
、
①
労
働
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
、
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
、
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
と
い
っ
た
概
念
を
含
む
労
働
Ｃ
Ｓ
Ｒ
の
充

足
を
「
働
き
や
す
さ
」
の
近
似
値
と
捉
え
、
②
そ
れ
を
基
盤
と
し
て
Ｑ
Ｗ
Ｌ
（Q

uality of W
orking L

ife

＝
労
働
の
人
間
化
）
や
Ｅ
Ｓ

（E
m
ployee S

atisfaction

＝
従
業
員
満
足
）
へ
発
展
す
る
こ
と
で
「
働
き
が
い
」
の
下
部
構
造
を
形
成
し
、
③
働
く
こ
と
の
動
機
づ
け
（
モ

チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
）
と
組
織
コ
メ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
働
き
が
い
の
中
間
項
と
し
、
④
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
諸
制
度
を
媒
体
と
し
て
、
⑤
働
き

が
い
（
の
状
態
）
を
実
現
す
る
と
い
う
枠
組
み
を
論
じ
た
（
2
）

。
つ
ま
り
、
働
き
が
い
（
の
状
態
）
と
は
、
前
提
と
な
る
働
き
や
す
さ
の
条
件
を

備
え
た
上
で
、
動
機
づ
け
の
機
会
が
多
く
か
つ
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
高
い
状
態
で
あ
り
、
こ
う
し
た
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
提
供
す
る
組
織

三
二
九
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に
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
し
た
状
態
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
、
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
諸
シ
ス
テ
ム
が
、
動
機
づ
け
や
組
織
コ
ミ
ッ

ト
メ
ン
ト
と
相
互
規
定
関
係
の
下
に
、
抽
象
的
、
主
観
的
な
働
き
が
い
の
認
識
を
具
体
化
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
筆
者
が
想
定
す
る
枠
組
み
で
は
、
働
き
が
い
（
の
状
態
）
を
も
た
ら
す
中
心
的
な
要
因
は
働
く
こ
と
の
動
機
づ
け

（
ワ
ー
ク
・
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
＝w

ork m
otivation

）
で
あ
る
。
同
上
論
文
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
日
常
用
語
と
し
て
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン

と
い
う
言
葉
は
、
動
機
づ
け
の
手
段
・
方
法
を
指
す
場
合
と
、
そ
れ
ら
の
手
段
・
方
法
で
動
機
づ
け
ら
れ
た
状
態
（
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
高

い
、
労
働
意
欲
が
旺
盛
）
を
指
す
場
合
と
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
前
者
の
動
機
づ
け
の
手
段
・
方
法
の
う
ち
、
と
く
に
企
業
に
お
い
て
重
要

な
役
割
を
担
っ
て
い
る
報
酬
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
こ
の
場
合
の
報
酬
は
、
具
体
的
に
は
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
制
度
・
施
策
を
媒
体
と

し
て
表
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
単
に
金
銭
的
報
酬
だ
け
で
な
く
、
か
な
り
広
く
捉
え
た
非
金
銭
的
報
酬
も
対
象
に
し
、
外
的
報

酬
だ
け
で
な
く
内
的
報
酬
も
含
め
て
論
ず
る
。
つ
ま
り
、
働
く
こ
と
の
動
機
づ
け
に
お
い
て
不
可
欠
で
、
か
つ
中
心
的
な
位
置
づ
け
に
あ

る
企
業
内
報
酬
シ
ス
テ
ム
全
体
を
議
論
の
対
象
に
す
る
。
変
化
の
過
程
に
あ
る
日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
企
業
内
報
酬
シ
ス
テ
ム

の
あ
り
方
に
関
す
る
検
討
で
も
あ
る
。
な
お
本
稿
で
は
、
過
去
の
実
績
に
対
す
る
報
酬
（rew

ard

）
と
、
将
来
の
業
績
に
対
す
る
イ
ン
セ

ン
テ
ィ
ブ
（incentive

＝
誘
因
）
の
両
者
を
包
含
し
て
報
酬
と
捉
え
る
こ
と
に
す
る
（
3
）

。

本
稿
の
構
成
は
、
企
業
内
報
酬
シ
ス
テ
ム
の
構
成
を
整
理
し
た
上
で
、
ま
ず
外
的
報
酬
と
し
て
の
金
銭
的
報
酬
と
非
金
銭
的
報
酬
に
関

し
て
検
討
し
、
次
ぎ
に
金
銭
的
報
酬
で
あ
る
賃
金
と
動
機
づ
け
に
関
し
て
考
察
す
る
。
続
い
て
外
的
報
酬
と
内
的
報
酬
と
の
関
連
、
外
的

報
酬
が
内
発
的
動
機
づ
け
を
も
た
ら
す
条
件
を
検
討
し
、
こ
こ
で
は
賃
金
と
内
発
的
動
機
づ
け
に
つ
い
て
論
じ
る
。
以
上
を
踏
ま
え
て
、

日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
と
そ
の
変
化
の
実
態
を
概
観
し
、
こ
れ
か
ら
の
報
酬
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
あ
り
方
を
提
案
す
る
。
む
す
び
は
全
体
の

ま
と
め
で
あ
る
。

三
三
〇
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七
二
三
）

日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
と
報
酬
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
（
谷
田
部
）

二　

企
業
内
報
酬
シ
ス
テ
ム
の
構
成

本
稿
で
検
討
の
対
象
と
す
る
の
は
、
あ
く
ま
で
企
業
（
会
社
、
団
体
）
に
お
け
る
報
酬
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
そ
の
全
体
的
な
構
成
は
図

表
1
に
示
す
と
お
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
企
業
が
付
与
す
る
あ
る
い
は
企
業
か
ら
得
ら
れ
る
報
酬
は
、
外
的
報
酬
と
内
的
報
酬
に
大
き
く
分

類
で
き
る
。
外
的
報
酬
は
、
組
織
（
企
業
）
や
上
司
、
同
僚
な
ど
外
部
か
ら
与
え
ら
れ
る
も
の
で
、
さ
ら
に
金
銭
的
報
酬
と
非
金
銭
的
報

酬
に
区
分
す
る
。
金
銭
的
報
酬
は
、
①
賃
金
と
②
付
加
的
給
付
で
あ
る
。
報
酬
と
い
う
場
合
、
一
般
的
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
の
は
賃
金
を

中
心
と
し
た
金
銭
的
報
酬
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
広
く
捉
え
た
非
金
銭
的
報
酬
も
報
酬
の
重
要
な
側
面
と
し
て
位
置
づ
け
る
。
非
金
銭
的

報
酬
を
拡
大
し
て
捉
え
る
と
、
①
組
織
上
の
地
位
・
ス
テ
イ
タ
ス
や
②
承
認
・
称
讃
だ
け
で
な
く
、
③
評
価
制
度
、
④
次
の
仕
事
、

⑤
キ
ャ
リ
ア
開
発
・
形
成
の
機
会
、
⑥
能
力
開
発
の
機
会
、
⑦
雇
用
保
障
、
と
い
う
よ
う
に
多
様
に
展
開
で
き
る
。

外
的
報
酬
に
対
し
て
内
的
報
酬
は
、
例
え
ば
達
成
感
、
充
実
感
、
成
長
感
、
有
能
感
、
仕
事
自
体
へ
の
興
味
な
ど
、
職
務
遂
行
の
過
程

や
結
果
か
ら
個
人
の
内
部
で
主
観
的
に
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。
動
機
づ
け
の
観
点
か
ら
は
、
こ
れ
ま
で
内
的
報
酬
の
方
が
重
視
さ
れ
て
き

た
（
4
）

。
本
稿
は
内
的
報
酬
を
軽
ん
じ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
立
場
か
ら
、
外
的
報
酬
の
存
在
意
義
に
つ
い
て
改
め
て

確
認
す
る
こ
と
に
な
る
。

外
的
報
酬
を
得
る
こ
と
に
動
機
づ
け
ら
れ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
外
的
報
酬
を
得
た
こ
と
に
よ
り
動
機
づ
け
ら
れ
る
こ
と
、
つ
ま
り
外
的

報
酬
と
関
連
す
る
動
機
づ
け
を
「
外
発
的
動
機
づ
け
」
と
い
う
。
一
方
、
内
的
報
酬
を
得
る
こ
と
に
動
機
づ
け
ら
れ
る
こ
と
、
あ
る
い
は

内
的
報
酬
を
得
た
こ
と
に
よ
り
動
機
づ
け
ら
れ
る
こ
と
、
つ
ま
り
内
的
報
酬
と
関
連
す
る
動
機
づ
け
を
「
内
発
的
動
機
づ
け
」
と
い
う
（
5
）

。

外
的
報
酬
と
内
的
報
酬
と
の
関
連
、
外
的
報
酬
と
内
発
的
動
機
づ
け
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
別
章
で
や
や
詳
し
く
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。

三
三
一
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三　

外
的
報
酬
の
概
要

1　

金
銭
的
報
酬

⑴　

賃
金
（
月
例
賃
金
、
賞
与
・
一
時
金
、
退
職
金
）

報
酬
と
り
わ
け
金
銭
的
報
酬
と
い
っ
た
場
合
に
は
、
前
述
し

た
と
お
り
一
般
的
に
は
ま
ず
賃
金
を
思
い
浮
か
べ
る
。
賃
金
も
、

月
々
支
給
す
る
月
例
賃
金
と
、
年
に
二
〜
三
回
支
給
す
る
賞

与
・
一
時
金
、
そ
れ
に
退
職
時
に
支
給
す
る
退
職
金
と
に
大
別

さ
れ
る
。

月
例
賃
金
は
通
常
「
基
本
給
（
部
分
）
＋
諸
手
当
」
で
構
成

さ
れ
る
が
、
基
本
給
と
諸
手
当
そ
れ
ぞ
れ
に
企
業
の
ポ
リ
シ
ー

に
よ
り
特
定
の
賃
金
決
定
要
素
が
反
映
さ
れ
、
組
み
合
わ
さ
れ

る
。
そ
の
賃
金
決
定
要
素
の
主
な
も
の
は
、
①
仕
事
要
素
（
職

務
、
役
割
（
6
）

、
職
種
）、
②
能
力
要
素
（
職
務
遂
行
能
力
）、
③
業
績

要
素
（
成
果
、
業
績
、
成
績
）、
④
年
功
要
素
（
勤
続
＋
副
次
的
に

年
齢
）、
⑤
生
計
費
要
素
で
あ
る
。
報
酬
と
し
て
の
賃
金
は
、

成
果
主
義
賃
金
つ
ま
り
成
果
給
、
業
績
給
だ
け
に
限
ら
な
い
。

図表 1　企業内報酬システムの構成

1．外的報酬 ⑴ 金銭的報酬 ① 賃金（月例賃金、賞与・一時金、退職金）

② 付加的給付（報奨金、ストック・オプ
ション、福利厚生）

⑵ 非金銭的報酬 ① 組織上の地位・ステイタス
　（役職昇進、等級・資格の昇級・昇格）

② 承認・称讃（褒賞・報奨制度、表彰制
度、従業員相互称讃制度、特別休暇制度）

③ 評価制度

④ 次の仕事

⑤ キャリア開発・形成の機会

⑥ 能力開発の機会

⑦ 雇用保障

2．内的報酬 （達成感、充実感、成長感、有能感、自己効力感、自己決定感、
仕事自体の有意味感、仕事自体への興味、仕事自体のおもし
ろさ）

三
三
二



（
七
二
五
）

日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
と
報
酬
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
（
谷
田
部
）

重
要
な
職
務
、
困
難
な
役
割
、
特
殊
な
職
種
を
担
当
し
て
い
る
こ
と
の
報
酬
と
し
て
の
仕
事
給
、
職
務
遂
行
能
力
の
高
低
と
能
力
の
発
揮

度
に
応
じ
た
報
酬
で
あ
る
能
力
給
の
ほ
か
、
主
と
し
て
勤
続
に
よ
る
貢
献
と
能
力
向
上
を
反
映
す
る
年
功
給
も
報
酬
で
あ
る
。
生
計
費
要

素
は
従
業
員
の
生
活
安
定
を
目
的
と
し
た
報
酬
で
あ
る
生
活
給
（
年
齢
給
）
の
形
を
と
る
こ
と
も
あ
る
が
、
①
〜
④
の
各
要
素
に
基
づ
く

賃
金
の
決
定
自
体
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

月
例
賃
金
と
い
っ
て
も
、
基
本
給
の
場
合
は
賃
金
決
定
要
素
を
毎
月
反
映
し
て
変
動
さ
せ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
業
績
給
は
短
期
変

動
型
の
場
合
も
あ
る
が
、
そ
の
他
の
賃
金
は
一
年
単
位
（
半
年
単
位
の
例
も
希
に
あ
る
）
の
固
定
給
で
あ
る
。
基
本
給
が
頻
繁
に
増
減
し
た

の
で
は
生
活
設
計
を
不
安
定
に
す
る
し
、
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
低
下
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
通
常
は
一
年
に
一
度
、
昇
給
査
定

に
基
づ
い
て
昇
給
さ
せ
る
か
ど
う
か
、
い
く
ら
昇
給
さ
せ
る
か
（
あ
る
い
は
減
額
す
る
か
）
決
定
す
る
。
こ
う
し
た
昇
給
管
理
自
体
も
外
的

報
酬
に
よ
る
動
機
づ
け
に
な
る
。
な
お
、
諸
手
当
は
基
本
給
で
は
吸
収
で
き
な
い
個
別
の
特
定
条
件
・
要
素
の
小
刻
み
な
変
化
を
受
け
止

め
、
反
映
さ
せ
る
可
変
的
賃
金
項
目
で
あ
る
。
支
給
条
件
・
要
素
の
変
動
で
、
例
え
ば
扶
養
家
族
数
の
増
減
に
よ
り
生
活
関
連
手
当
で
あ

る
家
族
手
当
が
増
減
す
る
よ
う
に
、
基
本
給
と
は
異
な
り
随
時
変
動
す
る
。

賞
与
・
一
時
金
、
い
わ
ゆ
る
ボ
ー
ナ
ス
は
典
型
的
な
成
果
・
業
績
賃
金
で
あ
る
。
し
か
し
、
単
純
に
成
果
に
対
す
る
報
酬
と
い
う
性
格

だ
け
で
は
な
い
。
賞
与
・
一
時
金
の
「
賞
与
」
は
、
業
績
反
映
部
分
（
業
績
変
動
部
分
）
を
表
し
て
お
り
、「
一
時
金
」
は
個
人
あ
る
い
は

企
業
の
業
績
を
反
映
さ
せ
な
い
部
分
（
固
定
部
分
、
保
障
部
分
）
で
あ
り
、
生
活
一
時
金
部
分
を
示
し
て
い
る
。
わ
が
国
の
賞
与
・
一
時
金

は
実
態
と
し
て
、
業
績
変
動
部
分
だ
け
で
は
な
く
、
生
計
費
に
配
慮
し
た
生
活
給
部
分
と
で
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
7
）

。
つ
ま
り
、
賞

与
・
一
時
金
は
単
な
る
成
果
・
業
績
を
反
映
す
る
報
酬
で
は
な
く
、
生
計
費
配
慮
の
報
酬
で
も
あ
る
。

賞
与
・
一
時
金
は
、
一
般
的
に
は
半
年
単
位
で
夏
季
と
年
末
の
年
二
回
支
給
さ
れ
る
が
、
企
業
に
よ
っ
て
は
さ
ら
に
三
月
の
年
度
末
に

三
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期
末
賞
与
を
支
給
す
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
年
二
回
の
例
で
い
え
ば
、
半
年
単
位
で
測
定
し
た
企
業
業
績
、
各
部
門
業
績
、
個
人
業
績
を
反

映
す
る
報
酬
で
あ
る
。
な
お
、
月
例
賃
金
と
賞
与
を
一
体
化
し
た
成
果
・
業
績
賃
金
が
年
俸
制
で
あ
る
。
一
年
間
の
成
果
・
業
績
を
反
映

し
て
次
年
度
の
報
酬
で
あ
る
年
俸
を
決
定
す
る
。
個
人
業
績
に
よ
っ
て
年
俸
が
ア
ッ
プ
、
ダ
ウ
ン
す
る
刺
激
的
な
報
酬
で
あ
る
。
た
だ
し
、

部
・
課
長
以
上
で
あ
る
年
俸
制
適
用
者
の
賃
金
水
準
は
も
と
も
と
高
く
、
減
額
さ
れ
て
も
一
定
の
水
準
は
保
た
れ
て
い
る
。

退
職
金
は
、
定
年
あ
る
い
は
定
年
間
近
ま
で
勤
務
す
れ
ば
、
約
四
〇
年
間
の
労
働
（
貢
献
）
に
対
す
る
報
酬
に
な
る
。
退
職
金
の
性
格
、

役
割
に
関
し
て
は
諸
説
あ
る
が
、「
功
労
報
奨
説
」「
生
活
保
障
説
」「
賃
金
の
後
払
い
説
」
に
集
約
さ
れ
る
。
筆
者
自
身
は
、
①
企
業
に

対
す
る
在
職
中
の
何
ら
か
の
功
労
、
貢
献
を
基
準
に
退
職
金
を
算
定
し
（
功
労
報
奨
）、
②
退
職
後
と
く
に
定
年
退
職
後
の
生
計
費
の
一
部

を
補
填
す
る
（
生
活
保
障
）
の
が
、
賃
金
論
か
ら
み
た
今
日
的
な
退
職
金
の
役
割
と
機
能
だ
と
考
え
て
い
る
。
退
職
金
は
形
と
し
て
は

「
事
後
的
な
特
別
給
与
」
だ
が
、
賃
金
後
払
い
説
は
労
働
者
保
護
を
目
的
と
す
る
法
的
な
理
論
構
成
に
お
け
る
通
説
に
止
ま
る
。

こ
れ
ま
で
多
く
の
企
業
で
用
い
ら
れ
て
い
る
退
職
一
時
金
の
算
定
式
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

「
退
職
金
＝
算
定
基
礎
給
×
勤
続
年
数
別
支
給
率
×
退
職
事
由
別
係
数
＋
功
労
等
各
種
加
算
」

算
定
基
礎
給
は
基
本
給
ま
た
は
そ
の
一
定
割
合
で
、
勤
続
年
数
別
支
給
率
は
高
勤
続
ほ
ど
急
激
に
増
加
幅
が
大
き
く
な
る
。
ま
た
、
会

社
都
合
と
自
己
都
合
退
職
で
は
、
退
職
事
由
別
係
数
を
掛
け
る
こ
と
で
格
差
が
付
く
。
た
だ
、
こ
の
算
式
で
は
算
定
基
礎
給
が
月
例
賃
金

と
連
動
し
て
い
て
毎
年
の
賃
上
げ
が
即
反
映
さ
れ
る
し
、
基
本
給
が
年
功
的
で
あ
れ
ば
退
職
金
も
直
接
的
に
そ
の
影
響
を
受
け
る
。

そ
こ
で
コ
ス
ト
面
、
制
度
面
か
ら
退
職
金
制
度
の
改
定
、
合
理
化
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
主
要
な
方
向
性
は
、
賃
金
分
離
型
の
算

定
方
式
導
入
と
年
金
化
で
あ
る
。
現
在
、
大
企
業
を
中
心
に
導
入
さ
れ
て
い
る
ポ
イ
ン
ト
制
退
職
金
制
度
が
前
者
の
到
達
点
と
い
え
る
。

社
員
等
級
や
勤
続
階
層
別
に
設
定
さ
れ
た
勤
続
一
年
当
た
り
の
ポ
イ
ン
ト
を
累
積
し
、
退
職
時
の
総
ポ
イ
ン
ト
（
例
え
ば
二
〇
〇
〇
点
）
に

三
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（
七
二
七
）

日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
と
報
酬
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
（
谷
田
部
）

一
点
単
価
（
例
え
ば
一
万
円
）
を
掛
け
て
退
職
金
（
二
〇
〇
〇
万
円
）
を
算
出
す
る
仕
組
み
で
あ
る
。
し
か
も
、
同
じ
社
員
等
級
で
も
そ
の

年
の
評
価
に
よ
っ
て
加
算
ポ
イ
ン
ト
に
差
を
付
け
る
企
業
事
例
も
出
て
い
る
。
本
来
は
長
期
的
な
貢
献
に
対
す
る
報
酬
で
あ
っ
た
退
職
金

が
、
短
期
的
な
業
績
に
対
す
る
報
酬
に
変
化
し
た
例
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
月
々
あ
る
い
は
賞
与
時
に
支
給
す
る
退
職
金
の
前
払
い
制
度

を
導
入
す
る
企
業
や
、
退
職
金
制
度
自
体
を
廃
止
す
る
企
業
も
あ
る
な
ど
、
こ
の
と
こ
ろ
退
職
金
制
度
の
変
化
は
激
し
い
（
8
）

。

さ
ら
に
、
退
職
一
時
金
を
原
資
に
多
く
の
企
業
で
確
定
給
付
企
業
年
金
や
確
定
拠
出
年
金
（
日
本
版
4
0
1
ｋ
プ
ラ
ン
）
を
導
入
し
て
い

る
。
確
定
拠
出
年
金
の
場
合
は
、
掛
け
金
の
拠
出
時
点
で
企
業
の
報
酬
支
払
い
は
終
了
す
る
が
、
確
定
給
付
企
業
年
金
の
場
合
は
、
仮
に

一
〇
年
の
有
期
年
金
と
す
れ
ば
報
酬
の
支
給
期
間
が
一
〇
年
続
く
こ
と
に
な
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
最
近
の
退
職
一
時
金
・
年
金
は
、
退

職
給
付
会
計
や
企
業
年
金
制
度
の
改
定
と
い
っ
た
外
的
要
因
と
相
ま
っ
て
、
報
酬
と
し
て
の
意
味
づ
け
が
多
様
化
し
て
い
る
。

⑵　

付
加
的
給
付
（
フ
リ
ン
ジ
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
＝fringe benefi ts

）

付
加
的
給
付
は
、
⑴
で
述
べ
た
狭
義
の
賃
金
に
比
べ
金
銭
的
報
酬
と
し
て
は
間
接
的
に
な
る
。
図
表
1
で
は
、
報
奨
金
、
ス
ト
ッ
ク
・

オ
プ
シ
ョ
ン
、
福
利
厚
生
を
例
示
し
た
。
こ
の
う
ち
、
報
奨
制
度
に
基
づ
く
金
銭
的
報
酬
と
し
て
の
報
奨
金
（
商
品
券
な
ど
の
金
券
も
含

む
）
は
、
月
例
賃
金
の
性
格
を
持
つ
月
次
報
奨
金
の
場
合
も
あ
る
が
、
通
常
は
月
例
賃
金
と
は
切
り
離
し
て
支
給
す
る
。
と
い
う
の
も
、

も
と
も
と
報
奨
制
度
は
狭
義
の
賃
金
に
結
び
つ
け
る
こ
と
が
相
応
し
く
な
い
個
人
や
グ
ル
ー
プ
の
成
果
・
業
績
に
何
ら
か
の
方
法
で
報
い
、

処
遇
す
る
た
め
の
制
度
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
報
奨
の
形
態
は
金
銭
に
限
ら
な
い
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
例
え
ば
四
半
期
〜
一
年

単
位
で
審
査
す
る
報
奨
制
度
で
の
金
銭
給
付
、
あ
る
い
は
随
時
実
施
さ
れ
る
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
時
の
報
奨
金
な
ど
の
金
銭
的
報
酬
を
想
定
し

て
い
る
。
報
奨
の
対
象
と
し
て
は
、
業
務
改
善
、
業
績
ア
ッ
プ
に
つ
な
が
る
提
案
、
新
製
品
開
発
、
新
技
術
開
発
、
重
点
商
品
の
販
売

額
・
販
売
数
な
ど
多
様
な
例
が
考
え
ら
れ
る
。

三
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ス
ト
ッ
ク
・
オ
プ
シ
ョ
ン
と
は
、
あ
ら
か
じ
め
決
め
ら
れ
た
価
格
で
、
一
定
期
間
内
に
一
定
数
の
自
社
株
を
購
入
で
き
る
権
利
の
こ
と

で
あ
る
。
例
え
ば
一
株
千
円
で
自
社
株
を
購
入
す
る
権
利
を
付
与
さ
れ
、
市
場
価
格
二
千
円
の
と
き
に
権
利
を
行
使
し
て
購
入
し
、
三
千

円
に
値
上
が
り
し
た
と
き
売
却
す
れ
ば
、
一
株
当
た
り
二
千
円
の
利
益
（
報
酬
）
を
得
る
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ば
業
績
連
動
型
報
酬
で
あ

り
、
株
価
の
上
昇
に
つ
な
が
る
よ
う
な
、
や
や
長
期
的
な
業
績
向
上
努
力
に
対
す
る
報
酬
で
あ
る
。
将
来
の
業
績
に
対
す
る
イ
ン
セ
ン

テ
ィ
ブ
で
あ
る
が
、
付
与
す
る
株
式
数
を
過
去
の
個
人
業
績
に
応
じ
て
配
分
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
役
員
に
限
ら
ず
従
業
員
に
も
ス
ト
ッ

ク
・
オ
プ
シ
ョ
ン
を
付
与
す
る
会
社
は
多
い
が
、
本
人
の
業
績
が
会
社
業
績
に
明
確
に
反
映
す
る
管
理
職
層
以
上
に
限
定
す
る
企
業
も
あ

る
。
株
価
が
上
昇
し
な
け
れ
ば
権
利
を
行
使
す
る
必
要
は
な
い
の
で
、
従
業
員
は
損
失
を
被
る
こ
と
が
な
い
反
面
、
株
価
次
第
の
報
酬
と

い
う
側
面
も
あ
る
。
ま
た
、
株
式
を
上
場
し
て
い
る
か
上
場
す
る
予
定
の
企
業
で
な
け
れ
ば
導
入
す
る
メ
リ
ッ
ト
は
な
い
。

こ
れ
ま
で
に
概
観
し
た
各
種
金
銭
的
報
酬
は
、
労
務
の
提
供
に
対
す
る
対
価
で
あ
る
が
、
福
利
厚
生
を
報
酬
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
と

明
ら
か
に
性
格
が
異
な
る
。
つ
ま
り
、
従
業
員
と
し
て
の
地
位
に
基
づ
く
報
酬
と
い
う
性
格
付
け
で
あ
る
。
福
利
厚
生
と
い
う
報
酬
に
は
、

①
従
業
員
個
人
に
直
接
金
銭
が
提
供
さ
れ
る
制
度
・
施
策
と
、
②
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
・
セ
ミ
ナ
ー
な
ど
金
銭
の
提
供
が
な
い
制
度
・
施
策
、

そ
れ
に
③
社
宅
・
独
身
寮
、
保
養
所
、
社
食
な
ど
、
間
接
的
に
金
銭
的
利
益
を
得
た
こ
と
に
な
る
中
間
的
な
制
度
・
施
策
と
が
あ
る
。
従

業
員
個
人
に
直
接
金
品
が
提
供
さ
れ
る
の
は
、
例
え
ば
人
間
ド
ッ
ク
費
用
補
助
、
住
宅
ロ
ー
ン
利
子
補
給
、
自
己
啓
発
援
助
、
業
務
・
通

勤
災
害
法
定
外
（
上
積
み
）
補
償
、
死
亡
弔
慰
金
、
傷
病
見
舞
金
、
災
害
見
舞
金
、
結
婚
祝
金
、
出
産
祝
金
、
子
の
入
学
祝
金
な
ど
で
あ

る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
法
定
福
利
費
（
社
会
保
険
、
労
働
保
険
等
に
お
け
る
保
険
料
の
事
業
主
負
担
部
分
）
以
外
の
法
定
外
福
利
費
の
部
分

に
な
る
。

な
お
、「
カ
フ
ェ
テ
リ
ア
プ
ラ
ン
（
選
択
型
福
利
厚
生
制
度
）」
は
、
従
業
員
に
毎
年
一
定
の
利
用
枠
（
持
ち
ポ
イ
ン
ト
）
を
付
与
し
、
そ
の

三
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（
七
二
九
）

日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
と
報
酬
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
（
谷
田
部
）

範
囲
内
で
従
業
員
が
必
要
な
福
利
厚
生
制
度
・
施
策
（
制
度
・
施
策
に
よ
っ
て
必
要
ポ
イ
ン
ト
数
は
異
な
る
）
を
選
択
し
、
組
み
合
わ
せ
る
制

度
で
あ
る
。
企
業
の
コ
ス
ト
対
策
と
従
業
員
側
の
個
別
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
た
効
果
的
な
福
利
厚
生
の
実
現
な
ど
を
目
的
に
、
大
手
の
企
業

で
導
入
さ
れ
て
い
る
。
わ
が
国
に
お
け
る
現
行
の
福
利
厚
生
を
す
べ
て
カ
バ
ー
す
る
制
度
で
は
な
い
が
、
よ
り
金
銭
的
報
酬
に
接
近
し
た

仕
組
み
と
い
え
る
。

2　

非
金
銭
的
報
酬

⑴　

組
織
上
の
地
位
・
ス
テ
イ
タ
ス

非
金
銭
的
報
酬
の
代
表
的
な
も
の
は
、
組
織
上
の
地
位
や
ス
テ
イ
タ
ス
の
付
与
・
上
昇
で
あ
る
。
わ
が
国
の
場
合
、
そ
れ
に
は
二
種
類

あ
る
。
一
つ
は
、
課
長
、
部
長
と
い
っ
た
役
職
の
付
与
と
そ
の
上
昇
＝
「
昇
進
」
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
社
員
等
級
制
度
上
の
「
昇
級
・

昇
格
」
で
あ
る
。

実
は
、
役
職
も
大
き
く
分
け
る
と
さ
ら
に
二
系
統
あ
る
（
図
表
2
参
照
）。
課
長
、
部
長
、
本
部
長
、
事
業
部
長
な
ど
、
一
定
組
織
の
長

で
あ
る
ラ
イ
ン
（
＝
指
揮
命
令
系
統
）
管
理
職
と
、
係
長
、
課
長
代
理
な
ど
の
監
督
職
、
つ
ま
り
通
常
は
部
下
が
い
る
管
理
・
監
督
職
の
系

統
で
あ
る
。
能
力
が
高
ま
り
、
業
績
を
上
げ
、
適
性
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
、
ポ
ス
ト
が
あ
れ
ば
、
係
長
↓
課
長
↓
部
長
と
組
織
上
の
地
位

が
上
が
っ
て
い
き
、
仕
事
の
権
限
と
責
任
は
増
加
す
る
。
こ
れ
を
昇
進
と
い
う
。
も
う
一
つ
の
役
職
の
系
統
は
、
管
理
・
監
督
職
と
同
等

に
扱
わ
れ
る
が
、
通
常
は
部
下
の
い
な
い
専
門
職
（
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
）、
専
任
職
（
エ
キ
ス
パ
ー
ト
）、
ス
タ
ッ
フ
職
な
ど
、
つ
ま
り
専
門

職
の
系
統
で
あ
る
（
9
）

。
こ
の
系
統
に
つ
い
て
も
、
専
門
（
専
任
）
係
長
↓
専
門
（
専
任
）
課
長
↓
専
門
（
専
任
）
部
長
と
昇
進
す
る
。

等
級
制
度
に
は
、
従
業
員
を
等
級
づ
け
る
基
準
の
相
違
に
よ
っ
て
、
①
職
務
等
級
制
度
、
②
役
割
等
級
制
度
、
③
職
能
等
級
制
度
な
ど
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が
あ
る
。
職
務
の
大
き
さ
、
困
難
度
、
重
要
度
な
ど
で
ラ
ン
ク
付
け
る
の
が
職
務
等
級
制
度
、
役
割
の

大
き
さ
、
重
要
度
な
ど
で
ラ
ン
ク
付
け
る
の
が
役
割
等
級
制
度
、
職
務
遂
行
能
力
の
程
度
で
ラ
ン
ク
付

け
る
の
が
職
能
等
級
制
度
（
職
能
資
格
制
度
）
で
、
い
ず
れ
も
五
〜
一
二
段
階
程
度
の
等
級
を
設
定
す

る
。
上
位
の
職
務
や
役
割
を
担
当
す
る
よ
う
に
な
る
場
合
や
、
職
務
遂
行
能
力
が
質
的
に
向
上
し
た
場

合
は
、
上
位
等
級
に
昇
級
・
昇
格
し
、
基
本
給
も
ア
ッ
プ
す
る
。

役
職
と
等
級
に
は
一
定
の
対
応
関
係
を
持
た
せ
る
が
、
原
則
的
に
分
離
し
て
運
用
す
る
。
ポ
ス
ト
数

の
関
係
で
役
職
の
昇
進
を
報
酬
と
し
て
提
供
で
き
な
い
場
合
も
、
等
級
の
昇
級
・
昇
格
は
提
供
で
き
る
。

し
か
も
基
本
給
の
金
額
は
主
と
し
て
等
級
で
決
ま
る
企
業
が
多
い
。
と
こ
ろ
が
、
等
級
の
ラ
ン
ク
は
一

等
級
、
二
等
級
と
い
っ
た
数
字
で
表
し
た
り
、
主
務
、
主
事
、
主
査
、
参
事
と
い
っ
た
等
級
呼
称
で
表

記
す
る
が
、
企
業
に
よ
っ
て
呼
称
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
り
、
同
じ
数
字
や
呼
称
で
も
企
業
に
よ
っ
て
上
下

関
係
は
異
な
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。
し
た
が
っ
て
従
業
員
の
ス
テ
イ
タ
ス
欲
求
を
満
た
す
こ
と
は
難

し
く
、
い
ま
だ
に
役
職
と
く
に
管
理
・
監
督
職
系
統
の
役
職
に
対
す
る
従
業
員
の
選
好
は
根
強
い
。

⑵　

承
認
・
称
讃

承
認
・
称
讃
に
は
、
上
司
や
同
僚
に
よ
る
個
人
的
な
も
の
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
対
象
に
す
る
の
は
企

業
が
実
施
す
る
制
度
的
な
も
の
で
あ
る
。
代
表
的
な
制
度
・
施
策
は
、
褒
賞
（praise

）
制
度
や
報
奨

（rew
ard

）
制
度
、
表
彰
制
度
な
ど
で
あ
る
。
報
奨
金
の
項
で
も
述
べ
た
と
お
り
、
こ
れ
ら
は
狭
義
の

賃
金
に
結
び
つ
け
る
こ
と
が
な
じ
ま
な
い
個
人
ま
た
は
グ
ル
ー
プ
の
成
果
・
業
績
に
、
何
ら
か
の
形
で

役　職　者

（ライン）管理職、監督職

（管理・監督職と同等の）

　専門職、専任職、スタッフ職

図表 2　役職者と管理・監督職、専門職等の関係

三
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日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
と
報
酬
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
（
谷
田
部
）

報
い
る
た
め
の
制
度
で
あ
る
。
対
象
と
な
る
の
は
、
①
一
時
的
、
非
定
期
的
で
顕
著
な
成
果
・
業
績
、
②
通
常
の
賃
金
制
度
の
枠
組
み
で

は
対
応
で
き
な
い
よ
う
な
め
ざ
ま
し
い
成
果
・
業
績
、
③
企
業
の
発
展
に
間
接
的
に
貢
献
す
る
間
接
業
績
、
④
企
業
の
将
来
の
発
展
に
寄

与
す
る
ス
ト
ッ
ク
業
績
な
ど
で
あ
る
。

も
う
少
し
具
体
的
に
は
、
例
え
ば
収
益
に
多
大
に
貢
献
し
た
職
務
発
明
、
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
は
じ
め
と
す
る
各
種
の
著
名
な
あ
る
い
は
公

的
な
賞
の
受
賞
、
善
行
な
ど
企
業
の
社
会
的
評
価
が
上
が
る
よ
う
な
社
会
貢
献
、
そ
れ
に
業
務
改
善
、
業
績
ア
ッ
プ
に
つ
な
が
る
提
案
、

新
製
品
開
発
、
新
技
術
開
発
な
ど
で
あ
る
。
社
長
表
彰
、
事
業
部
長
表
彰
な
ど
の
形
を
と
り
、
金
銭
的
報
酬
も
併
せ
て
支
給
さ
れ
る
こ
と

が
多
い
が
、
こ
こ
で
は
精
神
的
栄
誉
、
評
価
的
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
部
分
に
焦
点
を
当
て
た
。
ま
た
、
研
究
開
発
者
が
多
大
な
貢
献
を
し

た
場
合
は
、
本
人
の
名
前
を
冠
し
た
研
究
施
設
を
与
え
る
例
も
あ
る
。
そ
こ
ま
で
の
大
き
な
貢
献
で
な
く
て
も
、
一
定
の
成
果
・
業
績
に

対
す
る
褒
賞
や
報
奨
と
し
て
、
有
給
の
特
別
休
暇
を
付
与
す
る
方
法
も
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
従
業
員
間
の
個
人
的
な
承
認
・
称
讃
を
企
業
が
制
度
化
し
た
ケ
ー
ス
が
あ
る
。「
ホ
メ
ー
ル
」「
サ
ン
ク
ス
カ
ー
ド
」「
サ
ン
キ
ュ

ウ
カ
ー
ド
」
な
ど
の
名
称
で
、
従
業
員
が
相
互
に
仲
間
を
ほ
め
、
感
謝
す
る
仕
組
み
で
あ
る
。
対
象
と
な
る
行
動
は
、
職
場
を
明
る
く
し

た
、
仕
事
で
困
っ
て
い
る
同
僚
を
助
け
た
な
ど
軽
微
な
も
の
で
も
良
い
。
筆
者
は
仮
に
、
従
業
員
相
互
称
讃
制
度
と
呼
ん
で
い
る
。

⑶　

評
価
制
度

こ
こ
で
い
う
評
価
制
度
は
、
人
事
評
価
制
度
あ
る
い
は
人
事
考
課
制
度
の
こ
と
で
あ
る
。
今
日
的
な
人
事
考
課
の
第
一
の
役
割
は
「
人

材
の
育
成
・
開
発
・
活
用
」
で
あ
り
、
考
課
結
果
を
通
じ
て
把
握
し
た
育
成
の
必
要
性
と
方
向
性
を
基
に
、
教
育
訓
練
・
研
修
、
能
力
開

発
・
育
成
に
結
び
付
け
、
育
成
・
開
発
し
た
人
材
を
能
力
と
適
性
に
応
じ
て
配
置
・
異
動
し
、
活
用
す
る
側
面
で
あ
る
。
第
二
の
役
割
は

「
選
別
と
処
遇
へ
の
反
映
」
で
あ
り
、
考
課
結
果
に
よ
っ
て
昇
級
・
昇
格
者
、
役
職
任
用
・
昇
進
者
を
選
別
し
、
昇
給
や
賞
与
を
決
定
す
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る
な
ど
、
賃
金
・
処
遇
へ
反
映
す
る
側
面
で
あ
る
（
10
）

。

ど
の
役
割
・
側
面
に
し
て
も
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は
評
価
の
結
果
を
本
人
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
る
必
要
が
あ
る
。

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
る
の
は
総
合
評
価
や
考
課
要
素
ご
と
の
ラ
ン
ク
（
例
え
ば
Ｓ
、
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ
）
だ
け
で
な
く
、
本
人
の
能
力
の
強

み
と
弱
み
、
育
成
点
と
方
向
性
、
業
務
遂
行
方
法
の
改
善
点
な
ど
で
あ
る
。
上
司
と
部
下
が
考
課
面
談
を
通
じ
て
話
し
合
い
、
短
期
や
中

期
の
人
材
育
成
へ
展
開
す
る
。
後
述
す
る
能
力
開
発
の
機
会
に
つ
な
が
る
こ
と
も
含
め
て
、
評
価
制
度
を
非
金
銭
的
報
酬
と
捉
え
た
。
ま

た
、
選
別
と
処
遇
へ
の
反
映
で
は
、
役
職
昇
進
、
昇
級
・
昇
格
、
賃
金
・
賞
与
に
結
び
つ
く
評
価
を
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
る
こ
と
自
体
が

非
金
銭
的
報
酬
と
い
え
る
。

⑷　

次
の
仕
事

優
れ
た
業
務
遂
行
や
仕
事
で
実
績
、
成
果
を
上
げ
た
従
業
員
に
、
さ
ら
に
や
り
が
い
の
あ
る
仕
事
を
付
与
す
る
こ
と
を
非
金
銭
的
報
酬

の
一
種
と
捉
え
た
（
11
）

。
そ
う
し
て
次
第
に
昇
進
、
昇
級
・
昇
格
す
れ
ば
金
銭
的
報
酬
も
増
加
す
る
。
た
だ
、
こ
の
報
酬
は
中
小
零
細
企
業
で

は
限
界
が
あ
る
。
次
々
と
難
し
い
仕
事
、
上
位
の
仕
事
を
付
与
す
る
に
は
、
中
小
企
業
の
仕
事
の
括
り
は
大
ま
か
で
、
仕
事
の
種
類
も
大

企
業
の
よ
う
に
は
多
く
な
く
、
組
織
構
造
も
階
層
的
に
薄
い
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、「
次
の
仕
事
」
を
上
位
の
難
し
い
仕
事
に
限
定

せ
ず
、
当
人
の
ア
イ
デ
ア
を
採
り
入
れ
た
革
新
的
で
チ
ャ
レ
ン
ジ
ン
グ
な
仕
事
を
担
当
す
る
こ
と
も
含
ま
れ
る
と
考
え
れ
ば
、
企
業
規
模

に
は
関
係
な
く
非
金
銭
的
報
酬
に
な
る
。

⑸　

キ
ャ
リ
ア
開
発
・
形
成
の
機
会

前
述
し
た
「
次
の
仕
事
」
と
後
述
す
る
能
力
開
発
の
機
会
と
も
関
連
す
る
が
、
キ
ャ
リ
ア
開
発
・
形
成
の
機
会
も
働
く
こ
と
に
対
す
る

非
金
銭
的
報
酬
で
あ
る
。
部
門
や
職
種
、
職
務
、
勤
務
地
の
選
択
に
お
い
て
、
従
業
員
の
意
思
を
尊
重
し
、
従
業
員
本
人
の
キ
ャ
リ
ア
・

三
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ネ
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ン
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（
谷
田
部
）

ビ
ジ
ョ
ン
に
沿
っ
た
仕
事
経
験
の
連
鎖
が
実
現
で
き
る
機
会
を
提
供
す
る
。
実
際
に
は
、
上
司
と
部
下
の
キ
ャ
リ
ア
面
談
を
通
じ
て
支
援

す
る
こ
と
に
な
る
。
働
く
こ
と
の
非
金
銭
的
報
酬
と
し
て
、
今
後
は
こ
の
キ
ャ
リ
ア
開
発
・
形
成
の
機
会
が
重
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

⑹　

能
力
開
発
の
機
会

能
力
開
発
の
機
会
は
、
前
述
し
た
仕
事
経
験
の
連
鎖
と
教
育
訓
練
、
研
修
な
ど
を
体
系
化
し
た
能
力
開
発
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
能
力
開

発
体
系
は
、
階
層
別
研
修
、
職
能
別
研
修
、
目
的
別
研
修
な
ど
か
ら
構
成
さ
れ
、
能
力
開
発
の
手
段
と
し
て
は
Ｏ
Ｊ
Ｔ
、
Ｏ
ｆ
ｆ
│

Ｊ
Ｔ
、

自
己
啓
発
援
助
制
度
が
三
本
柱
で
あ
る
。
教
育
・
研
修
に
は
、
従
業
員
の
主
体
的
、
自
律
的
な
選
択
を
尊
重
す
る
選
択
型
研
修
が
導
入
さ

れ
る
一
方
、
会
社
主
導
型
を
強
化
し
、
育
成
対
象
を
一
部
の
優
秀
者
に
限
定
す
る
選
別
型
の
研
修
も
導
入
さ
れ
て
い
る
。
将
来
の
経
営
層
、

幹
部
層
を
選
抜
し
て
育
成
す
る
後
継
者
育
成
計
画
（
サ
ク
セ
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
）
は
そ
の
代
表
で
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ユ
ニ
バ
ー
シ
テ
ィ
（
企

業
内
大
学
：
物
理
的
な
施
設
で
は
な
く
機
能
を
指
し
て
い
る
）
を
設
立
し
て
、
育
成
の
場
に
し
て
い
る
先
進
大
手
企
業
が
あ
る
。
能
力
開
発
を

受
け
る
機
会
、
と
く
に
選
別
型
の
研
修
対
象
に
選
出
さ
れ
る
こ
と
は
大
き
な
非
金
銭
的
報
酬
と
い
え
る
。

⑺　

雇
用
保
障

安
定
的
な
雇
用
を
保
障
す
る
こ
と
も
非
金
銭
的
報
酬
の
一
つ
で
あ
る
。
よ
く
、
日
本
の
雇
用
シ
ス
テ
ム
の
特
徴
と
し
て
「
終
身
雇
用
」

が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
わ
が
国
に
は
文
字
ど
お
り
の
意
味
で
の
終
身
雇
用
は
も
と
も
と
存
在
し
な
か
っ
た
。
存
在
し
た
の
は
雇
用
調

整
シ
ス
テ
ム
を
併
せ
持
つ
長
期
継
続
雇
用
、
長
期
安
定
雇
用
で
あ
り
、
そ
れ
も
制
度
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
労
使
の
意
識
と
慣
行
で

し
か
存
在
し
な
い
（
12
）

。

言
葉
の
問
題
で
い
う
と
、
寿
命
が
延
び
た
今
日
、
六
〇
歳
が
一
般
的
で
あ
る
定
年
後
の
余
生
は
長
く
、
と
て
も
終
身
の
雇
用
と
は
言
え

な
い
。
実
態
面
で
い
う
と
、
そ
の
定
年
ま
で
継
続
し
て
同
一
企
業
で
働
い
て
い
る
の
は
大
企
業
の
男
性
基
幹
労
働
者
で
、
中
小
企
業
に
お

三
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け
る
離
職
率
は
高
く
、
女
性
が
同
一
企
業
で
定
年
ま
で
働
き
続
け
る
ケ
ー
ス
は
ま
だ
少
な
い
。
大
企
業
の
男
性
労
働
者
に
し
て
も
、
五
〇

歳
前
後
に
な
る
と
定
年
ま
で
そ
の
企
業
に
残
れ
る
従
業
員
と
退
出
す
べ
き
層
が
選
別
さ
れ
、
関
連
会
社
等
へ
出
向
や
転
籍
を
す
る
。
こ
の

長
期
雇
用
慣
行
が
確
立
し
た
と
さ
れ
る
一
九
六
〇
年
代
の
高
度
経
済
成
長
期
以
降
、
今
日
ま
で
の
約
五
〇
年
間
を
見
て
も
、
不
況
の
度
に

希
望
退
職
の
募
集
や
整
理
解
雇
が
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
。〝
終
身
雇
用
〞
の
対
象
と
な
る
の
は
正
規
社
員
だ
が
、
最
近
は
有
期
契
約
社
員
、

パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
、
登
録
型
派
遣
社
員
な
ど
、
長
期
雇
用
慣
行
の
対
象
外
で
あ
る
非
正
規
社
員
が
平
成
二
三
年
で
35
・
1
％
に
達
し

て
い
る
（
総
務
省
『
労
働
力
調
査
（
詳
細
集
計
│
補
完
推
計
値
）』）。
報
酬
と
し
て
の
雇
用
保
障
の
意
義
は
従
来
に
も
増
し
て
重
要
に
な
っ
て
い
る
。

四　

賃
金
と
動
機
づ
け

1　

ハ
ー
ズ
バ
ー
グ
の
二
要
因
理
論

外
的
報
酬
の
金
銭
的
報
酬
の
う
ち
、
こ
こ
で
は
と
く
に
月
例
賃
金
と
賞
与
を
中
心
に
、
賃
金
と
動
機
づ
け
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

賃
金
は
第
一
義
的
に
経
営
に
と
っ
て
は
コ
ス
ト
で
あ
り
、
労
働
者
に
と
っ
て
は
生
活
の
糧
で
あ
る
。
し
か
し
、
双
方
に
と
っ
て
労
働
の
対

価
以
上
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
経
営
側
か
ら
す
る
と
従
業
員
の
動
機
づ
け
の
材
料
、
誘
因
（
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
）
で
あ
り
、
や
る
気
を
高

め
る
源
泉
で
あ
る
。
一
方
、
労
働
者
に
と
っ
て
は
自
己
の
職
業
能
力
評
価
の
具
体
的
指
標
で
あ
り
、
働
く
目
的
の
重
要
な
要
素
で
あ
る
。

最
終
的
に
は
従
業
員
に
働
き
が
い
を
与
え
、
企
業
業
績
を
向
上
さ
せ
る
ツ
ー
ル
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
賃
金
は
動
機
づ
け
の
要
因
に
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
説
が
あ
る
。
ハ
ー
ズ
バ
ー
グ
の
有
名
な
「
動
機
づ
け
・
衛
生
要
因
理

論
」
あ
る
い
は
「
二
要
因
理
論
」
で
あ
る
。
こ
の
説
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
今
日
で
は
理
論
的
に
批
判
さ
れ
て
い
る
が
、
実
務
界
で
は
依

然
と
し
て
根
強
い
支
持
を
得
て
い
る
考
え
方
で
あ
る
。
ハ
ー
ズ
バ
ー
グ
た
ち
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
職
務
満
足
を
決
定
づ
け
る
要
因
と
し
て

三
四
二
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五
）
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本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
と
報
酬
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
（
谷
田
部
）

は
、
①
（
仕
事
の
）
達
成
、
②
（
仕
事
で
の
）
承
認
、
③
仕
事
そ
の
も
の
（
の
魅
力
）、
④
（
仕
事
の
）
責
任
、
⑤
昇
進
な
ど
で
あ
り
、
や
る

気
に
つ
な
が
る
と
い
う
こ
と
か
ら
「
動
機
づ
け
要
因
」
と
名
付
け
た
。
一
方
、
①
会
社
の
政
策
と
経
営
、
②
監
督
技
術
、
③
賃
金
（
邦
訳

で
は
給
与
）、
④
対
人
関
係
、
⑤
作
業
条
件
は
、
そ
れ
ら
が
劣
っ
て
い
れ
ば
職
務
不
満
に
つ
な
が
る
が
、
充
足
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
職

務
満
足
に
は
つ
な
が
ら
な
い
要
因
だ
と
し
て
、
こ
れ
ら
を
「
衛
生
要
因
」
と
名
付
け
た
（
13
）

。

こ
の
説
の
特
徴
は
、
そ
れ
ま
で
職
務
満
足
と
不
満
足
と
を
連
続
（
職
務
満
足
│
不
満
足
）
す
る
も
の
と
し
て
一
元
的
に
捉
え
て
い
た
の
に

対
し
、
二
元
的
に
捉
え
た
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
動
機
づ
け
要
因
を
充
足
す
れ
ば
満
足
す
る
が
、
動
機
づ
け
要
因
が
欠
如
し
た
か
ら
と

い
っ
て
不
満
足
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
一
方
、
衛
生
要
因
が
欠
乏
す
れ
ば
不
満
足
感
が
生
じ
る
が
、
衛
生
要
因
が
満
た
さ
れ
た
か
ら

と
い
っ
て
満
足
す
る
も
の
で
は
な
い
と
主
張
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
動
機
づ
け
要
因
は
満
足
感
に
作
用
し
て
不
満
足
感
に
は
作
用
せ
ず
、

ま
た
、
衛
生
要
因
は
不
満
足
感
に
作
用
し
て
満
足
感
に
は
作
用
し
な
い
。
要
す
る
に
、
満
足
を
も
た
ら
す
要
因
と
不
満
足
を
も
た
ら
す
要

因
は
全
く
別
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
二
要
因
理
論
と
も
い
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
た
動
機
づ
け
要
因
は
遂
行
し
て
い
る
仕
事
と
そ
れ
に
伴
う
成
長
に
関
連
し
た
項
目
で
あ
り
、
衛
生
要
因

は
仕
事
を
遂
行
す
る
上
で
の
環
境
的
要
素
と
い
え
る
の
で
、
性
格
的
に
は
異
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
動
機
づ
け
要
因
の
欠
如
は
不
満
足

に
つ
な
が
ら
ず
、
単
に
没
満
足
で
あ
る
（
満
足
で
は
な
い
）
と
い
う
点
に
疑
問
を
感
じ
る
。
企
業
の
実
態
を
み
れ
ば
、
達
成
感
が
得
ら
れ

な
い
仕
事
や
魅
力
の
な
い
仕
事
、
あ
る
い
は
仕
事
で
評
価
さ
れ
な
い
こ
と
に
対
す
る
不
満
で
転
職
す
る
人
は
多
い
（
14
）

。
や
は
り
、
動
機
づ
け

要
因
の
欠
如
は
不
満
足
感
に
つ
な
が
り
、
ま
た
衛
生
要
因
の
充
実
は
満
足
を
生
じ
る
、
と
考
え
た
方
が
経
験
則
と
実
感
に
合
致
し
、
納
得

性
が
高
い
。
筆
者
は
こ
の
二
元
的
解
釈
に
は
批
判
的
だ
が
、
そ
う
考
え
る
の
は
筆
者
一
人
で
は
な
い
（
15
）

。

三
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2　

動
機
づ
け
要
因
と
し
て
の
賃
金

動
機
づ
け
・
衛
生
要
因
理
論
の
最
大
の
問
題
点
は
、
賃
金
を
衛
生
要
因
と
し
て
、
動
機
づ
け
に
つ
な
が
ら
な
い
と
し
た
点
で
あ
る
。
賃

金
は
低
い
と
不
満
が
出
る
が
、
高
い
か
ら
と
い
っ
て
や
る
気
は
出
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ハ
ー
ズ
バ
ー
グ
た
ち
の
研
究
は
、
会
計
士

や
技
術
者
を
対
象
と
し
た
聞
き
取
り
調
査
が
基
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
他
の
研
究
者
に
よ
り
も
う
少
し
多
様
な
職
業
従
事
者
を
対
象

に
し
た
調
査
が
行
わ
れ
た
が
、
同
様
な
結
果
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
研
究
の
対
象
者
も
、
や
は
り
専
門
職
や
管
理
・
監
督
職
な

ど
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
相
対
的
に
賃
金
が
高
く
、
仕
事
で
自
尊
の
欲
求
を
満
た
し
た
い
、
自
己
実
現
し
た
い
と
望
ん
で
い

る
知
的
・
専
門
的
職
業
人
を
主
な
対
象
層
と
す
る
調
査
研
究
で
あ
る
。
そ
こ
に
こ
の
理
論
の
限
界
が
あ
る
。

考
え
て
み
る
に
、
職
務
遂
行
能
力
の
伸
び
を
反
映
し
て
昇
給
す
る
こ
と
、
業
績
を
上
げ
た
結
果
と
し
て
高
い
賃
金
や
賞
与
を
支
給
さ
れ

る
こ
と
は
動
機
づ
け
と
無
縁
で
は
な
い
。
高
い
賃
金
（
外
的
報
酬
）
は
、
組
織
や
上
司
が
本
人
の
能
力
の
伸
び
や
能
力
の
発
揮
度
を
高
く

評
価
し
た
結
果
で
あ
り
、
賃
金
の
高
さ
（
外
発
的
動
機
づ
け
）
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
む
し
ろ
、
認
め
ら
れ
た
、
高
く
評
価
さ
れ
た
と
い
う

満
足
感
（
内
的
報
酬
）
が
動
機
付
け
る
の
で
あ
る
（
内
発
的
動
機
づ
け
）。
し
た
が
っ
て
、
賃
金
は
動
機
づ
け
要
因
に
も
な
る
と
考
え
る
方
が

妥
当
で
あ
る
（
16
）

。
た
だ
、
従
業
員
個
々
人
に
よ
っ
て
賃
金
の
持
つ
価
値
に
は
強
弱
が
あ
り
、
動
機
づ
け
要
因
と
し
て
の
優
先
順
位
に
違
い
が

あ
る
。
ま
た
同
一
の
従
業
員
で
も
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
の
時
期
、
組
織
に
お
け
る
地
位
、
配
属
部
署
（
営
業
部
門
か
否
か
な
ど
）
に
よ
っ
て
賃

金
の
動
機
づ
け
要
因
と
し
て
の
強
さ
、
順
位
は
違
っ
て
く
る
。
そ
の
意
味
で
、
他
の
動
機
づ
け
要
因
も
同
様
だ
が
、
賃
金
が
人
を
動
機
づ

け
る
と
い
っ
て
も
き
わ
め
て
「
相
対
的
」
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
賃
金
は
仕
事
へ
の
動
機
づ
け
の
要
素
に
は
な
る
が
、
我
々
の
経
験
則
上
、
動
機
づ
け
要
因
と
し
て
は
き
わ
め
て
不
安
定

で
、
不
満
の
原
因
で
あ
る
「
衛
生
要
因
」
に
い
つ
で
も
変
化
す
る
。
従
業
員
の
や
る
気
に
影
響
す
る
の
は
賃
金
水
準
、
個
人
別
の
収
入
の

三
四
四



（
七
三
七
）

日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
と
報
酬
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
（
谷
田
部
）

多
寡
と
考
え
が
ち
だ
が
、
実
は
そ
れ
以
上
に
動
機
づ
け
に
影
響
す
る
の
は
、
賃
金
の
決
め
方
、
仕
組
み
で
あ
る
。
合
理
的
で
納
得
性
が
あ

り
、
し
か
も
動
機
づ
け
に
つ
な
が
る
仕
組
み
が
必
要
で
あ
る
。
明
確
で
適
正
な
賃
金
体
系
、
賃
金
制
度
を
設
計
し
、
公
正
か
つ
公
平
に
運

用
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

動
機
づ
け
・
衛
生
要
因
理
論
は
、
決
し
て
衛
生
要
因
を
軽
ん
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
不
満
足
に
つ
な
が
る
衛
生
要
因
の
充

実
は
必
要
だ
と
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
例
え
ば
賃
金
だ
け
を
高
く
し
て
も
従
業
員
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
保
て
な
い
と
、
や
り
が
い
の

あ
る
仕
事
な
ど
動
機
づ
け
に
つ
な
が
る
要
因
の
重
要
性
を
強
調
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
仕
事
を
通
じ
た
動
機
づ
け
の
面
を
明
ら
か
に
し
た

こ
と
が
実
務
界
へ
の
貢
献
と
言
え
る
。
た
だ
、
動
機
づ
け
要
因
や
衛
生
要
因
の
項
目
は
、
前
述
し
た
賃
金
の
例
で
み
る
よ
う
に
、
個
人
に

よ
っ
て
も
異
な
り
、
か
つ
固
定
的
な
も
の
で
は
な
い
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
同
理
論
に
関
し
て
は
、
研
究
の
方
法
論
、
調
査
結
果
の
解
釈
の

仕
方
な
ど
学
術
的
に
様
々
な
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
（
17
）

。

五　

報
酬
と
内
発
的
動
機
づ
け

1　

内
的
報
酬
と
外
的
報
酬

内
的
報
酬
の
内
容
・
要
素
は
、
図
表
1
の
よ
う
に
①
仕
事
の
達
成
感
、
②
仕
事
の
充
実
感
、
③
仕
事
を
通
じ
た
成
長
感
、
④
有
能
感
、

⑤
自
己
効
力
感
、
⑥
仕
事
の
自
己
決
定
感
、
⑦
仕
事
自
体
の
有
意
味
感
、
⑧
仕
事
自
体
へ
の
興
味
、
⑨
仕
事
自
体
の
お
も
し
ろ
さ
な
ど
で

あ
る
。
い
ず
れ
も
、
職
務
遂
行
の
過
程
や
結
果
か
ら
、
個
人
の
内
面
で
主
観
的
に
生
じ
る
感
覚
、
あ
る
い
は
認
知
で
あ
る
。
仕
事
自
体
の

有
意
味
感
や
興
味
、
お
も
し
ろ
さ
な
ど
は
純
粋
に
仕
事
と
そ
の
遂
行
過
程
、
そ
れ
に
結
果
そ
の
も
の
か
ら
感
じ
る
場
合
も
あ
る
が
、
外
的

報
酬
が
内
的
報
酬
に
作
用
す
る
こ
と
を
無
視
で
き
な
い
。

三
四
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動
機
づ
け
研
究
で
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
内
的
報
酬
に
基
づ
く
内
発
的
動
機
づ
け
が
重
視
さ
れ
て
き
た
。
た
し
か
に
外
的
報
酬
、
な
か

で
も
金
銭
的
報
酬
に
基
づ
く
動
機
づ
け
は
不
安
定
で
、
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
持
続
期
間
も
長
く
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
担
当
し
て
い

る
仕
事
自
体
の
有
意
味
感
や
興
味
、
仕
事
を
通
じ
て
得
た
有
能
感
や
成
長
感
は
、
自
ら
進
ん
で
仕
事
を
遂
行
す
る
と
い
う
面
で
、
比
較
的

安
定
し
た
動
機
づ
け
に
な
る
蓋
然
性
は
高
い
。
し
か
し
、
組
織
（
企
業
）
で
仕
事
を
遂
行
す
る
場
合
の
動
機
づ
け
は
、
外
的
報
酬
に
基
づ

く
外
発
的
動
機
づ
け
を
抜
き
に
し
て
は
語
れ
な
い
。
実
際
に
も
、
当
初
は
外
発
的
に
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
た
行
動
が
、
次
第
に
内
発
的
に

動
機
づ
け
ら
れ
る
行
動
に
変
化
す
る
ケ
ー
ス
は
多
い
。
外
的
報
酬
が
内
的
報
酬
に
転
化
し
た
り
、
内
的
報
酬
を
招
来
す
る
こ
と
が
あ
る
の

だ
。
企
業
内
で
従
業
員
は
、
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
諸
制
度
・
施
策
を
媒
介
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
外
的
報
酬
と
内
的
報
酬
の
双
方
に
動

機
づ
け
ら
れ
て
働
く
の
で
あ
る
。
働
く
環
境
や
状
況
、
そ
れ
に
個
人
の
心
理
状
態
に
よ
っ
て
従
業
員
が
準
拠
す
る
報
酬
と
そ
の
ウ
エ
イ
ト

は
常
に
変
化
す
る
し
、
外
的
報
酬
と
内
的
報
酬
は
相
互
作
用
す
る
。
動
機
づ
け
は
複
合
的
で
あ
り
（
18
）

、
か
つ
流
動
的
で
あ
る
と
理
解
す
る
方

が
実
態
に
合
っ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
内
発
的
に
動
機
づ
け
ら
れ
た
従
業
員
の
職
務
行
動
は
、
主
体
的
か
つ
自
律
的
で
あ
り
、
積
極
的
で
あ
り
前
向
き
で
あ

る
。
従
業
員
に
と
っ
て
は
も
ち
ろ
ん
、
企
業
に
と
っ
て
も
望
ま
し
い
職
務
遂
行
の
形
で
あ
る
こ
と
は
論
を
待
た
な
い
。
た
だ
、
内
的
報
酬

は
既
述
の
よ
う
に
個
人
の
主
観
に
依
存
し
て
い
て
、
そ
の
有
無
と
強
弱
を
客
観
的
に
把
握
で
き
な
い
。
そ
こ
で
企
業
と
し
て
は
、
外
的
報

酬
の
源
泉
で
あ
る
人
事
・
処
遇
シ
ス
テ
ム
の
設
計
と
運
用
を
通
じ
て
、
従
業
員
が
内
的
報
酬
を
得
や
す
い
仕
組
み
を
作
る
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
次
ぎ
に
は
、
外
的
報
酬
と
く
に
そ
の
源
泉
で
あ
る
人
事
・
処
遇
シ
ス
テ
ム
の
視
点
か
ら
、
内
的
報
酬
に
も
転
化
可
能
な
方
法
を
検

討
す
る
。

三
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2　

外
的
報
酬
が
内
発
的
動
機
づ
け
を
も
た
ら
す
条
件

こ
こ
で
は
、
図
表
1
の
枠
組
み
の
う
ち
、
制
度
的
な
外
的
報
酬
と
仕
事
を
対
象
に
す
る
。
制
度
的
報
酬
と
し
て
は
、
金
銭
的
報
酬
（
賃

金
、
付
加
的
給
付
）、
そ
れ
に
非
金
銭
的
報
酬
の
う
ち
組
織
上
の
地
位
・
ス
テ
イ
タ
ス
（
昇
進
・
昇
格
）、
承
認
・
称
讃
、
評
価
制
度
が
挙
げ

ら
れ
る
。「
次
の
仕
事
」
に
つ
い
て
は
、
次
を
条
件
と
し
な
い
仕
事
そ
の
も
の
を
検
討
す
る
。
な
お
、
そ
れ
ぞ
れ
の
制
度
ご
と
で
は
な
く
、

共
通
す
る
条
件
・
要
件
を
ま
と
め
て
考
え
る
。
こ
れ
ら
の
制
度
的
報
酬
か
ら
内
的
報
酬
へ
の
転
換
・
移
行
あ
る
い
は
内
的
報
酬
の
醸
成
を

期
待
す
る
た
め
に
は
、
ど
の
外
的
報
酬
で
あ
っ
て
も
ま
ず
は
制
度
を
ク
リ
ア
に
設
計
し
て
、
オ
ー
プ
ン
に
運
用
す
る
こ
と
が
肝
要
だ
か
ら

で
あ
る
。
具
体
的
な
条
件
は
以
下
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
月
例
賃
金
と
昇
進
・
昇
格
（
昇
級
）
を
代
表
さ
せ
た
。

①
各
制
度
の
理
念
や
ポ
リ
シ
ー
の
明
確
化
と
従
業
員
へ
の
開
示
、
オ
ー
プ
ン
化
。

②
制
度
の
設
計
と
仕
組
み
の
開
示
、
オ
ー
プ
ン
化
。
制
度
の
説
明
会
の
開
催
、
説
明
用
冊
子
の
作
成
、
イ
ン
ト
ラ
ネ
ッ
ト
で
の
公
開
な
ど

に
よ
る
従
業
員
の
制
度
理
解
の
徹
底
。

③
賃
金
決
定
要
素
・
基
準
、
役
職
基
準
（
役
割
基
準
と
人
材
要
件
）、
等
級
基
準
な
ど
の
明
確
化
と
開
示
。
前
述
し
た
賃
金
の
決
定
要
素
の

ど
れ
を
基
準
に
賃
金
を
決
定
す
る
の
か
、
等
級
基
準
の
要
素
は
職
務
か
、
役
割
か
、
職
務
遂
行
能
力
か
な
ど
。

④
賃
金
の
決
定
方
法
（
昇
給
の
仕
組
み
）、
昇
進
要
件
、
昇
格
要
件
の
明
確
化
と
開
示
。

⑤
具
体
的
な
昇
給
方
法
、
昇
進
手
続
き
、
昇
格
手
続
き
の
開
示
。

⑥
結
果
の
開
示
と
て
い
ね
い
な
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
。

な
お
、
評
価
制
度
は
他
の
制
度
（
賃
金
、
昇
進
・
昇
格
な
ど
）
の
運
用
に
あ
た
っ
て
不
可
欠
で
あ
る
。「
四
│
2
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、

外
的
報
酬
が
評
価
の
認
知
を
媒
介
と
し
て
内
的
報
酬
に
な
り
、
内
発
的
動
機
づ
け
を
も
た
ら
す
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
評
価
制
度

三
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に
関
し
て
は
制
度
、
仕
組
み
の
事
前
開
示
と
と
も
に
、
評
価
結
果
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
が
特
に
重
視
さ
れ
る
。
ま
た
、
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

面
談
の
場
は
、「
三
│
2
│
⑶
」
で
説
明
し
た
と
お
り
単
に
評
価
ラ
ン
ク
を
伝
え
る
だ
け
で
な
く
、
上
司
と
部
下
が
結
果
の
原
因
を
探
求

し
、
業
務
遂
行
方
法
の
改
善
や
今
後
の
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
、
当
面
の
能
力
開
発
プ
ラ
ン
な
ど
を
話
し
合
う
場
で
あ
る
。
キ
ャ
リ
ア
開
発
・

形
成
の
機
会
や
能
力
開
発
の
機
会
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
。

以
上
の
よ
う
に
制
度
を
適
正
に
設
計
し
、
従
業
員
に
オ
ー
プ
ン
に
し
、
従
業
員
に
仕
組
み
を
理
解
し
て
も
ら
い
、
結
果
を
確
実
に

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
る
と
と
も
に
、
能
力
開
発
や
キ
ャ
リ
ア
開
発
・
形
成
に
つ
な
げ
る
こ
と
で
、
単
に
外
的
報
酬
で
は
な
く
次
第
に
内
的

報
酬
、
そ
し
て
内
発
的
動
機
づ
け
に
転
化
す
る
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
招
来
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

仕
事
そ
の
も
の
を
通
じ
た
動
機
づ
け
に
関
し
て
は
別
稿
で
述
べ
た
の
で
（
19
）

、
こ
こ
で
は
要
約
的
に
示
す
。
①
業
務
活
動
の
意
思
決
定
へ
の

参
加
・
参
画
、
②
配
置
や
働
き
方
に
お
け
る
本
人
の
意
思
尊
重
、
③
挑
戦
的
で
意
義
あ
る
仕
事
の
付
与
、
④
完
結
し
た
ひ
と
ま
と
ま
り
の

仕
事
の
付
与
、
⑤
権
限
の
移
譲
・
付
与
、
⑥
広
範
な
裁
量
権
と
自
律
的
業
務
遂
行
、
⑦
目
標
の
自
己
設
定
と
自
己
評
価
、
⑧
能
力
の
開
発

と
活
用
の
機
会
、
⑨
成
長
の
実
感
で
き
る
仕
事
、
⑩
キ
ャ
リ
ア
開
発
・
形
成
の
機
会
、
⑪
仕
事
の
結
果
や
能
力
・
適
性
の
現
状
の
フ
ィ
ー

ド
バ
ッ
ク
、
⑫
公
正
・
公
平
な
処
遇
、
な
ど
で
あ
る
。
こ
う
し
た
仕
事
を
付
与
し
、
仕
事
の
遂
行
方
法
の
裁
量
性
と
自
律
性
を
高
め
る
こ

と
で
、
外
的
報
酬
が
内
発
的
動
機
づ
け
に
つ
な
が
る
蓋
然
性
が
高
ま
る
。

3　

賃
金
と
内
発
的
動
機
づ
け

動
機
づ
け
理
論
の
一
つ
に
、
内
的
報
酬
に
基
づ
く
内
発
的
動
機
づ
け
を
重
視
す
る
立
場
が
あ
る
。
デ
シ
（D

eci, E
. L
.

）
が
代
表
的
提

唱
者
と
な
っ
て
い
る
「
内
発
的
動
機
づ
け
理
論
」
で
あ
る
。
デ
シ
は
、
内
発
的
動
機
づ
け
に
は
有
能
さ
と
自
己
決
定
（
自
律
性
）
へ
の
欲

三
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テ
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ネ
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（
谷
田
部
）

求
が
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
。
人
は
自
己
の
有
能
感
や
仕
事
の
自
己
決
定
感
が
得
ら
れ
る
場
合
に
、
内
発
的
に
動
機
づ
け
ら
れ
た
行
動
を

と
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
理
論
に
よ
る
と
、
せ
っ
か
く
内
発
的
に
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
て
も
、
外
的
報
酬
と
く
に
金
銭
を
与
え
る

と
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
低
減
す
る
、
と
実
験
室
実
験
の
結
果
か
ら
主
張
す
る
。
こ
れ
を
ア
ン
ダ
ー
マ
イ
ニ
ン
グ
現
象
（
効
果
）
と
い
う
。

そ
れ
な
ら
ば
、
賃
金
を
与
え
な
い
方
が
良
く
働
く
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、
さ
す
が
に
そ
れ
は
否
定
す
る
。
職
務
に
就
か
せ
る

た
め
に
賃
金
を
用
い
る
こ
と
と
、
効
果
的
に
仕
事
を
す
る
誘
因
と
し
て
賃
金
を
使
用
す
る
こ
と
は
異
な
る
か
ら
だ
。

そ
こ
で
、
外
的
報
酬
に
は
自
己
決
定
感
を
低
下
さ
せ
る
「
統
制
（
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
）
的
側
面
」
と
、
有
能
感
や
自
己
決
定
感
を
フ
ィ
ー

ド
バ
ッ
ク
す
る
「
情
報
的
側
面
」
が
あ
る
と
理
論
付
け
る
。
外
的
報
酬
が
統
制
的
で
あ
れ
ば
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
低
下
す
る
が
、
肯
定
的

な
情
報
的
側
面
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
で
あ
れ
ば
、
む
し
ろ
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
高
ま
る
こ
と
に
な
る
（
エ
ン
ハ
ン
シ
ン
グ
現
象
）。
外
的
報

酬
の
う
ち
金
銭
の
場
合
は
統
制
的
側
面
が
強
く
働
き
や
す
く
、
と
く
に
成
果
・
業
績
に
応
じ
て
変
化
す
る
賃
金
は
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
低

下
す
る
と
い
う
（
20
）

。
デ
シ
と
そ
の
共
同
研
究
者
た
ち
の
理
論
は
、
例
え
ば
、
自
律
性
（
自
己
決
定
）
や
有
能
感
に
加
え
て
関
係
性
の
概
念
を

導
入
す
る
な
ど
、
そ
の
後
の
研
究
で
発
展
し
変
化
し
て
い
る
（
21
）

。
し
か
し
、
動
機
づ
け
に
関
し
て
金
銭
的
報
酬
を
否
定
的
に
捉
え
る
論
者

は
、
右
の
よ
う
な
初
期
の
研
究
を
引
き
合
い
に
出
す
。

こ
の
理
論
で
第
一
に
問
題
と
し
た
い
の
は
、
ア
ン
ダ
ー
マ
イ
ニ
ン
グ
現
象
（
効
果
）
が
発
見
さ
れ
た
の
は
、
実
験
室
に
お
け
る
パ
ズ
ル

を
使
っ
た
研
究
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
人
は
生
活
の
た
め
に
雇
用
労
働
者
と
な
っ
て
賃
金
を
得
る
た
め
に
働
い
て
い
る
の

で
あ
る
。
遊
び
と
職
業
生
活
に
お
け
る
報
酬
の
意
味
は
全
く
異
な
る
。
賃
金
が
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
低
下
さ
せ
る
と
い
う
な
ら
、
実
験
室

に
お
け
る
パ
ズ
ル
遊
び
で
な
く
、
生
き
る
た
め
に
働
い
て
い
る
労
働
者
を
対
象
に
調
査
、
研
究
す
る
必
要
が
あ
る
（
22
）

。
次
ぎ
に
こ
の
理
論
で

問
題
と
な
る
の
は
、
当
該
実
験
で
は
パ
ズ
ル
を
解
く
の
を
楽
し
ん
で
い
た
被
験
者
に
金
銭
的
報
酬
を
与
え
た
と
こ
ろ
、
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン

三
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が
低
下
し
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
実
際
の
雇
用
労
働
者
は
、
ど
れ
だ
け
の
人
数
が
仕
事
を
楽
し
ん
で
い
る
だ
ろ
う
か
。
自
分
が
希
望
す
る

や
り
が
い
の
あ
る
仕
事
に
ど
れ
だ
け
の
人
が
従
事
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
そ
う
し
た
人
た
ち
で
も
仕
事
の
中
で
や
り
が
い
、
達

成
感
、
有
能
感
を
感
じ
る
と
き
は
あ
る
が
、
常
に
感
じ
る
も
の
で
は
な
い
し
長
期
的
に
持
続
す
る
こ
と
は
少
な
い
。

デ
シ
た
ち
の
理
論
は
、
賃
金
を
動
機
づ
け
の
手
段
と
し
て
は
否
定
的
に
捉
え
る
点
で
、「
四
」
で
筆
者
が
批
判
し
た
ハ
ー
ズ
バ
ー
グ
の

二
要
因
理
論
と
相
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
こ
で
も
筆
者
は
、
賃
金
は
必
ず
し
も
内
発
的
動
機
づ
け
を
低
減
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
と

主
張
す
る
。
実
際
、
ア
ン
ダ
ー
マ
イ
ニ
ン
グ
効
果
を
否
定
す
る
研
究
も
少
な
く
な
い
と
い
う
（
23
）

。
賃
金
制
度
の
設
計
内
容
と
運
用
方
法
、
仕

組
み
の
開
示
と
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
の
方
法
に
よ
っ
て
、
ま
た
、
従
業
員
が
仕
事
へ
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
し
て
い
る
程
度
に
よ
っ
て
、
内
発
的

な
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
高
ま
る
こ
と
も
低
下
す
る
こ
と
も
あ
る
、
と
理
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

六　

日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
と
報
酬
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

1　

こ
れ
ま
で
の
日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
と
そ
の
変
化

こ
れ
ま
で
の
日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
、
終
身
雇
用
や
年
功
制
な
ど
の
抽
象
的
な
概
念
で
は
な
く
、
採
用
か
ら
退
職
ま
で
の
具

体
的
な
雇
用
制
度
、
人
事
・
処
遇
シ
ス
テ
ム
、
雇
用
・
処
遇
の
運
用
ル
ー
ル
か
ら
把
握
す
る
と
、
次
の
①
〜
⑦
の
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
で
構
成

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
日
本
的
雇
用
・
処
遇
制
度
の
特
徴
を
象
徴
的
に
表
現
し
た
も
の
だ
が
、
大
企
業
に
典
型
的
で
、
中
堅
企
業
に
も

か
な
り
の
程
度
該
当
す
る
も
の
の
、
中
小
・
零
細
企
業
に
は
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
ら
な
い
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
適
用

さ
れ
る
の
は
正
規
社
員
で
あ
り
、
非
正
規
社
員
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。
以
下
、
各
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
ご
と
に
、
簡
単
な
説
明
と
変
化
の
ポ
イ

ン
ト
を
述
べ
る
こ
と
に
す
る
（
24
）

。

三
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日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
と
報
酬
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
（
谷
田
部
）

①
新
卒
・
定
期
・
一
括
採
用

採
用
の
対
象
が
新
規
学
卒
者
主
体
で
あ
り
、
定
期
的
と
く
に
春
季
に
、
職
種
を
限
定
せ
ず
社
員
と
し
て
一
括
採
用
す
る
。
こ
れ
以
外
の

方
法
で
採
用
さ
れ
た
中
途
採
用
者
は
、
人
事
処
遇
、
賃
金
な
ど
で
新
卒
者
に
比
べ
て
長
期
的
に
劣
位
に
お
か
れ
る
。

い
ま
で
も
新
卒
・
定
期
・
一
括
採
用
が
主
流
だ
が
、
最
近
は
大
企
業
で
も
キ
ャ
リ
ア
採
用
と
称
す
る
即
戦
力
の
中
途
採
用
を
実
施
す
る

こ
と
が
珍
し
く
な
く
な
っ
た
し
、
第
二
新
卒
、
秋
季
定
期
採
用
、
通
年
・
随
時
採
用
、
職
種
別
採
用
な
ど
の
形
態
が
増
加
し
て
い
る
。

②
異
動
（
配
置
転
換
）、
ジ
ョ
ブ
・
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン

企
業
主
導
に
よ
り
、
数
年
単
位
で
部
署
、
職
種
を
定
期
的
に
異
動
さ
せ
、
従
業
員
の
適
性
・
能
力
と
仕
事
の
マ
ッ
チ
ン
グ
、
つ
ま
り
適

材
適
所
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
人
材
活
用
だ
け
で
な
く
、
組
織
活
性
化
、
そ
れ
に
多
様
な
部
署
、
職
種
、
職
務
を
経

験
す
る
こ
と
に
よ
る
人
材
育
成
も
目
的
で
あ
る
。

異
動
、
配
置
の
運
用
で
、
会
社
主
導
一
辺
倒
で
な
く
、
従
業
員
の
意
向
を
尊
重
す
る
事
例
が
増
え
て
い
る
。
具
体
的
に
は
自
己
申
告
制

度
、
社
内
人
材
公
募
制
度
、
社
内
Ｆ
Ａ
制
度
な
ど
の
導
入
で
あ
る
。

③
継
続
的
人
材
育
成

異
動
、
配
置
、
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
方
法
も
含
め
、
企
業
が
長
期
的
視
点
に
立
っ
て
継
続
的
に
人
材
を
育
成
す
る
。
能
力
開
発
主

義
の
理
念
の
下
に
、
教
育
訓
練
・
研
修
体
系
、
能
力
開
発
体
系
を
整
備
し
、
一
部
の
エ
リ
ー
ト
に
限
定
せ
ず
従
業
員
全
体
の
能
力
向
上
に

力
を
入
れ
る
。

人
材
育
成
で
は
、
従
業
員
の
自
主
性
、
主
体
性
に
重
き
を
置
い
た
選
択
型
研
修
が
拡
大
さ
れ
る
一
方
で
、
将
来
の
経
営
層
を
育
成
す
る

サ
ク
セ
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
な
ど
の
選
抜
型
研
修
を
導
入
す
る
企
業
が
増
え
て
い
る
こ
と
は
「
三
│
2
│
⑹
」
で
既
に
ふ
れ
た
。

三
五
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④
内
部
昇
進
制

役
職
昇
進
者
の
決
定
や
昇
進
の
運
用
に
際
し
て
、
企
業
内
部
の
生
え
抜
き
人
材
を
中
心
に
登
用
す
る
。
従
業
員
側
か
ら
み
る
と
、
同
一

企
業
で
継
続
勤
務
す
れ
ば
、
企
業
内
で
役
職
の
階
梯
を
順
次
上
が
っ
て
い
く
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

今
日
で
も
大
企
業
で
は
内
部
昇
進
が
メ
イ
ン
で
あ
る
が
、
中
途
採
用
が
珍
し
く
な
く
な
り
、
転
職
労
働
市
場
が
拡
大
し
て
く
れ
ば
、
外

部
人
材
を
役
職
者
や
幹
部
社
員
に
登
用
す
る
例
が
増
え
て
く
る
。

⑤
定
期
昇
給
制
度

定
期
昇
給
（
定
昇
）
は
、
賃
金
制
度
に
基
づ
き
、
毎
年
一
定
の
時
期
（
通
常
は
春
季
）
に
昇
給
を
実
施
す
る
制
度
的
昇
給
を
い
う
。
自
動

昇
給
よ
り
は
査
定
昇
給
部
分
の
割
合
が
高
い
。
企
業
は
人
件
費
を
計
画
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
、
従
業
員
は
仕
事
や
能
力
の
向
上
、
生

計
費
の
増
加
に
応
じ
て
賃
金
が
増
え
る
の
で
、
生
涯
生
活
設
計
が
立
て
や
す
く
生
活
の
安
定
に
つ
な
が
る
。

総
額
人
件
費
が
定
期
的
に
増
額
す
る
定
期
昇
給
制
度
は
、
今
日
の
経
済
、
経
営
環
境
で
は
企
業
の
負
担
に
な
る
。
そ
こ
で
、
賃
金
体
系

を
改
定
し
て
定
昇
額
・
率
を
抑
制
す
る
企
業
や
、
定
昇
を
廃
止
す
る
企
業
が
増
え
た
。
賃
金
水
準
が
相
対
的
に
高
い
管
理
・
専
門
職
層
に

限
定
し
て
定
昇
を
廃
止
し
、
育
成
・
成
長
過
程
に
あ
る
非
管
理
職
層
に
は
依
然
と
し
て
定
昇
を
存
続
さ
せ
る
企
業
も
少
な
く
な
い
。

⑥
福
利
厚
生
制
度

福
利
厚
生
は
副
次
的
労
働
条
件
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
法
定
福
利
で
は
な
く
法
定
外
福
利
が
焦
点
に
な
る
。
大
企
業
で
は
衣
・
食
・
住
か

ら
健
康
維
持
、
レ
ク
、
融
資
ま
で
実
に
広
範
囲
で
多
様
な
施
策
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
生
活
の
援
助
に
よ
る
経
済
的
安
定
と
安
心
感
に
よ

り
、
従
業
員
の
や
る
気
と
企
業
帰
属
意
識
を
醸
成
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。

法
定
福
利
費
が
増
額
傾
向
に
あ
る
の
に
反
比
例
し
て
、
法
定
外
複
利
厚
生
費
は
減
額
傾
向
に
あ
る
（
25
）

。
コ
ス
ト
の
面
も
あ
る
が
、
豊
か
な

三
五
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五
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日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
と
報
酬
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
（
谷
田
部
）

時
代
に
こ
れ
ま
で
の
様
な
多
岐
に
わ
た
る
福
利
厚
生
施
策
を
提
供
す
る
必
要
性
へ
の
疑
問
で
あ
る
。
制
度
自
体
の
意
義
を
見
直
す
一
つ
の

動
き
が
、
選
択
型
福
利
厚
生
で
あ
る
前
述
し
た
カ
フ
ェ
テ
リ
ア
プ
ラ
ン
の
導
入
で
あ
る
。

⑦
一
律
定
年
制

現
在
は
六
〇
歳
が
一
般
的
な
一
律
定
年
制
は
、
従
業
員
に
対
し
て
定
年
ま
で
の
雇
用
の
安
定
感
を
与
え
る
と
と
も
に
、
企
業
に
と
っ
て

は
一
定
年
齢
で
一
律
に
雇
用
関
係
を
終
了
で
き
る
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。
た
だ
し
、
実
際
に
は
全
員
が
定
年
ま
で
在
籍
す
る
わ
け
で
は
な
い

こ
と
は
「
三
│
2
│
⑺
」
で
述
べ
た
。

今
日
で
は
、
早
期
退
職
優
遇
制
度
（
26
）

で
定
年
前
に
退
職
す
る
一
方
、
再
雇
用
制
度
や
勤
務
延
長
制
度
で
定
年
後
も
引
き
続
き
雇
用
さ
れ
る

従
業
員
が
い
る
。
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
の
改
正
で
、
一
律
定
年
制
は
維
持
し
な
が
ら
、
定
年
以
降
も
希
望
者
を
継
続
雇
用
す
る
企
業
が

一
般
的
に
な
ろ
う
（
27
）

。

以
上
に
説
明
し
た
日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
の
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
は
、
長
期
継
続
雇
用
慣
行
を
前
提
に
成
立
し
て
い
る
。
新
卒
中
心
に
採
用

し
て
、
異
動
や
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
を
実
施
し
、
継
続
的
に
職
業
能
力
の
開
発
を
行
い
、
そ
う
し
て
育
成
し
た
生
え
抜
き
社
員
を
長
い
競
争

の
中
で
昇
進
さ
せ
て
い
く
。
定
期
昇
給
制
度
に
よ
っ
て
賃
金
は
毎
年
少
し
ず
つ
だ
が
確
実
に
増
額
し
、
手
厚
い
福
利
厚
生
制
度
と
相
ま
っ

て
生
活
は
安
定
し
、
企
業
帰
属
意
識
と
モ
ラ
ー
ル
が
高
ま
る
。
定
年
ま
で
の
雇
用
は
一
応
保
障
す
る
が
、
そ
の
見
返
り
に
企
業
は
柔
軟
で

広
範
な
人
事
権
を
確
得
し
て
人
材
を
有
効
に
活
用
し
、
定
年
年
齢
に
な
る
と
雇
用
関
係
は
自
動
的
に
終
了
す
る
。
安
定
し
た
雇
用
と
処
遇

と
賃
金
の
下
で
、
従
業
員
は
安
心
し
て
長
期
的
な
観
点
か
ら
職
業
人
生
を
送
り
、
企
業
も
従
業
員
の
全
人
格
的
な
貢
献
を
享
受
で
き
る
。

つ
ま
り
、
日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
を
構
成
す
る
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
は
、
長
期
雇
用
慣
行
を
ベ
ー
ス
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
相
互
規
定
関
係
、
相
補

三
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関
係
に
あ
る
と
い
え
る
。

こ
れ
ま
で
の
日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
の
特
徴
と
併
せ
て
変
化
の
ポ
イ
ン
ト
を
述
べ
た
が
、
そ
の
方
向
性
は
従
業
員
意
思
の
尊
重
、
従
業

員
の
選
択
肢
の
拡
大
つ
ま
り
「
自
律
性
」
で
あ
り
、
逆
に
い
え
ば
自
己
責
任
領
域
の
拡
大
、「
自
己
責
任
化
」
で
あ
る
。
ま
た
、「
多
様

化
」「
複
線
化
」「
雇
用
の
柔
軟
化
」「
成
果
主
義
へ
の
傾
斜
」
も
ト
レ
ン
ド
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
変
化
の
ポ
イ
ン

ト
あ
る
い
は
変
化
の
方
向
性
に
沿
っ
て
日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
、
人
事
・
処
遇
制
度
が
す
べ
て
転
換
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ

こ
れ
ま
で
の
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
が
根
強
く
残
っ
て
い
る
の
が
実
態
で
あ
る
。
現
時
点
で
は
中
期
的
変
化
の
過
渡
期
に
あ
り
、
今
後
と
も
方
向

性
、
ト
レ
ン
ド
が
さ
ら
に
変
化
す
る
可
能
性
は
大
で
あ
る
。

2　

こ
れ
か
ら
の
報
酬
シ
ス
テ
ム
、
報
酬
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
あ
り
方

こ
こ
で
は
、
変
化
の
過
渡
期
に
あ
る
日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
こ
れ
か
ら
の
報
酬
シ
ス
テ
ム
、
報
酬
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
、

具
体
的
な
シ
ス
テ
ム
の
設
計
で
は
な
く
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
理
念
を
提
示
す
る
。

ま
ず
基
本
に
な
る
の
は
、
企
業
ニ
ー
ズ
の
多
様
化
と
、
従
業
員
の
ニ
ー
ズ
・
価
値
観
の
多
様
化
に
対
応
す
る
「
複
線
型
報
酬
シ
ス
テ

ム
」
で
あ
る
。
賃
金
制
度
の
複
線
化
、
社
員
等
級
制
度
の
複
線
化
、
役
職
制
度
の
複
線
化
な
ど
が
そ
の
例
で
あ
る
。
従
業
員
個
々
の
意
思

を
尊
重
し
、
価
値
観
や
キ
ャ
リ
ア
志
向
の
多
様
化
に
対
応
で
き
る
選
択
肢
を
提
供
す
る
た
め
に
も
、
報
酬
シ
ス
テ
ム
の
複
線
化
は
必
要
不

可
欠
で
あ
る
。

報
酬
シ
ス
テ
ム
の
複
線
化
、
多
様
化
は
、
賃
金
、
付
加
的
給
付
、
役
職
コ
ー
ス
、
キ
ャ
リ
ア
開
発
・
形
成
、
能
力
開
発
、
雇
用
保
障
な

ど
で
従
業
員
の
選
択
肢
の
幅
が
広
が
る
「
選
択
型
報
酬
シ
ス
テ
ム
」
と
い
え
る
が
、
企
業
主
導
に
よ
る
「
選
別
型
報
酬
シ
ス
テ
ム
」
の
面

三
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を
強
め
た
運
用
も
可
能
で
あ
る
し
、
そ
れ
を
否
定
す
る
必
要
は
な
い
。
従
業
員
意
思
を
尊
重
し
た
選
択
型
の
報
酬
シ
ス
テ
ム
は
ま
た
、

「
参
加
・
参
画
型
報
酬
シ
ス
テ
ム
」
で
も
あ
る
。
仕
事
の
配
分
、
配
置
・
異
動
、
能
力
開
発
、
評
価
制
度
な
ど
で
シ
ス
テ
ム
設
計
へ
の
参

加
・
参
画
と
、
シ
ス
テ
ム
運
用
に
お
け
る
参
加
・
参
画
が
進
ん
で
い
る
。
選
択
型
や
参
加
・
参
画
型
の
報
酬
シ
ス
テ
ム
は
、
従
業
員
の
自

律
を
求
め
、
ま
た
自
己
責
任
領
域
も
拡
大
す
る
。
た
だ
し
、
従
業
員
の
自
律
や
自
己
責
任
を
求
め
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
企
業
が
積
極

的
に
支
援
す
る
「
従
業
員
自
律
・
企
業
支
援
型
（
28
）

」
の
報
酬
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
そ
れ
は
福
利
厚
生
や
キ
ャ
リ
ア
開
発
・
形
成
の
機
会
、
能

力
開
発
の
機
会
で
と
く
に
顕
著
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
複
線
型
」「
選
択
・
選
別
型
」「
参
加
・
参
画
型
」「
従
業
員
自
律
・
企
業
支
援
型
」
が
こ
れ
か
ら
の
報
酬
シ
ス
テ
ム
の

方
向
性
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
有
機
的
に
関
連
さ
せ
た
報
酬
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
必
要
に
な
る
。
こ
う
し
た
報
酬
シ
ス
テ
ム
を
円
滑
に
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
す
る
た
め
に
必
要
な
の
が
、
人
材
育
成
、
能
力
開
発
、
能
力
活
用
、
キ
ャ
リ
ア
開
発
・
形
成
へ
の
展
開
を
重
視
す
る
「
育
成
・
開

発
・
活
用
型
」
の
人
事
考
課
（
人
事
評
価
）
制
度
と
、
そ
れ
と
セ
ッ
ト
に
な
る
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
そ
れ
も
含
め
て
肝

要
な
の
は
、
繰
り
返
し
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
、
理
念
と
基
準
を
明
確
に
し
た
ク
リ
ア
な
報
酬
シ
ス
テ
ム
を
設
計
し
て
、
オ
ー
プ
ン
な
運

営
で
納
得
性
を
高
め
る
こ
と
で
あ
る
。

企
業
内
報
酬
シ
ス
テ
ム
を
設
計
し
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
す
る
に
あ
た
っ
て
の
基
本
原
則
は
、「
職
務
・
能
力
主
義
＋
成
果
・
業
績
主
義
」

に
お
く
。
担
当
す
る
仕
事
（
職
務
、
役
割
）
と
そ
の
仕
事
が
で
き
る
能
力
を
基
準
に
す
る
職
務
・
能
力
主
義
を
ベ
ー
ス
に
、
仕
事
の
成
果
、

業
績
を
基
準
に
す
る
成
果
・
業
績
主
義
も
組
み
合
わ
せ
た
、
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ト
（H

ybrid

＝
複
合
）
型
の
人
事
・
処
遇
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す

る
の
で
あ
る
（
29
）

。
こ
の
場
合
、
能
力
、
仕
事
、
業
績
な
ど
の
人
事
・
処
遇
要
素
の
ど
れ
を
選
択
し
、
ど
う
組
み
合
わ
せ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ウ
エ

イ
ト
を
ど
う
す
る
か
、
バ
ラ
ン
ス
を
ど
う
取
る
か
、
と
い
う
配
分
ミ
ッ
ク
ス
に
対
す
る
企
業
な
り
の
ポ
リ
シ
ー
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

三
五
五
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七　

む
す
び

本
稿
で
は
、
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
制
度
・
施
策
を
媒
体
と
す
る
報
酬
シ
ス
テ
ム
に
関
し
て
論
じ
た
。
ま
ず
、
企
業
内
報
酬
シ
ス
テ
ム

を
広
く
捉
え
た
上
で
、
外
的
報
酬
と
し
て
の
金
銭
的
報
酬
と
非
金
銭
的
報
酬
に
関
し
て
検
討
し
た
。
次
い
で
、
内
的
報
酬
と
外
的
報
酬
、

外
的
報
酬
と
内
発
的
動
機
づ
け
の
関
連
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
併
せ
て
、
賃
金
と
動
機
づ
け
の
関
係
に
つ
い
て
否
定
的
な
二
つ
の
学
説

（
理
論
）
を
批
判
し
て
い
る
。
最
後
に
日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
と
変
化
の
実
態
を
概
観
し
、
こ
れ
か
ら
の
報
酬
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
あ
り
方

に
つ
い
て
概
略
を
提
示
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
前
述
し
た
ハ
ー
ズ
バ
ー
グ
は
か
つ
て
、
賃
金
や
労
働
時
間
、
フ
リ
ン
ジ
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
な
ど
の
諸
施
策
に
よ
る
動
機
づ

け
を
「
尻
を
蹴
飛
ば
す
」
方
法
＝
Ｋ
Ｉ
Ｔ
Ａ
（K

ick in the pants

）
だ
と
否
定
し
た
。
つ
ま
り
Ｋ
Ｉ
Ｔ
Ａ
は
彼
の
い
う
衛
生
要
因
に
し
か

過
ぎ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
垂
直
的
職
務
負
荷
で
あ
る
職
務
充
実
こ
そ
動
機
づ
け
の
促
進
要
因
だ
と
い
う
（
30
）

。
し
か
し
こ
れ

は
、
一
九
六
〇
年
代
ま
で
の
米
国
に
お
け
る
人
事
管
理
の
諸
制
度
を
前
提
に
し
た
批
判
で
あ
る
。
企
業
目
的
の
達
成
と
い
う
組
織
ニ
ー
ズ

と
併
せ
て
、
従
業
員
の
欲
求
充
足
と
い
う
個
人
ニ
ー
ズ
へ
の
同
時
的
対
応
が
、
絶
対
的
な
条
件
と
し
て
求
め
ら
れ
て
い
る
今
日
の
人
材
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
の
諸
シ
ス
テ
ム
に
は
、
当
然
な
が
ら
Ｋ
Ｉ
Ｔ
Ａ
と
は
異
な
る
意
義
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
筆
者
自
身
も
本
稿

「
五
│
2
」
や
別
稿
で
は
、
職
務
充
実
的
な
視
点
を
組
み
込
み
な
が
ら
動
機
づ
け
に
つ
な
が
る
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
施
策
＝
報
酬
を
検
討

し
て
い
る
が
（
31
）

、
動
機
づ
け
の
方
法
を
職
務
充
実
だ
け
に
限
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
職
務
充
実
だ
け
で
な
く
、
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に

お
け
る
報
酬
（
制
度
・
施
策
）
は
そ
れ
ぞ
れ
が
動
機
づ
け
に
つ
な
が
る
し
、
つ
な
が
る
よ
う
に
設
計
、
運
用
す
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
。

そ
の
理
論
的
な
整
理
を
本
稿
で
は
試
み
た
つ
も
り
で
あ
る
。

三
五
六



（
七
四
九
）

日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
と
報
酬
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
（
谷
田
部
）

た
だ
、
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
制
度
・
施
策
と
し
て
の
外
的
報
酬
が
内
的
報
酬
に
転
化
し
、
あ
る
い
は
内
的
報
酬
を
招
来
し
て
内
発
的

動
機
づ
け
に
つ
な
が
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
関
し
て
は
、
期
待
を
述
べ
た
側
面
が
強
く
、
納
得
的
な
理
論
づ
け
、
説
得
的
な
展
開
が
な
さ
れ
て

い
な
い
。
こ
れ
が
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
な
お
、
本
稿
で
は
人
間
関
係
に
つ
い
て
は
言
及
し
な
か
っ
た
。
制
度
的
な
報
酬
を
中
心
に
論
じ

た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
上
司
と
部
下
、
同
僚
間
、
職
場
、
組
織
の
人
間
関
係
も
報
酬
の
一
種
で
あ
る
こ
と
を
最
後
に
確
認
し
て
お
く

こ
と
に
す
る
。

（
1
） 

谷
田
部
光
一
「
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
働
き
が
い
」（『
政
経
研
究
』
第
四
九
巻
第
二
号
、
二
〇
一
二
年
）
一
頁
以
下
。

（
2
） 

本
段
落
に
お
け
る
働
き
や
す
さ
と
働
き
が
い
を
構
成
す
る
各
概
念
に
関
し
て
は
、
同
上
論
文
参
照
。

（
3
） 

同
旨
、
小
野
公
一
『
働
く
人
々
のw
ell-being

と
人
的
資
源
管
理
』（
白
桃
書
房
、
二
〇
一
一
年
）
二
〇
頁
。

（
4
） 

エ
ド
ワ
ー
ド
・
Ｌ
・
デ
シ
、
安
藤
延
男
・
石
田
梅
男
訳
『
内
発
的
動
機
づ
け
│
実
験
社
会
心
理
的
ア
プ
ロ
ー
チ
』（
誠
信
書
房
、
一
九
八
〇
年
）、

同
・
石
田
梅
男
訳
『
自
己
決
定
の
心
理
学
│
内
発
的
動
機
づ
け
の
鍵
概
念
を
め
ぐ
っ
て
』（
誠
信
書
房
、
一
九
八
五
年
）、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
Ｌ
・
デ
シ

／
リ
チ
ャ
ー
ド
・
フ
ラ
ス
ト
、
桜
井
茂
男
監
訳
『
人
を
伸
ば
す
力　

内
発
と
自
律
の
す
す
め
』（
新
曜
社
、
一
九
九
九
年
）
参
照
。

（
5
） 

谷
田
部
・
前
掲
論
文
、
一
五
頁
│
一
六
頁
。

（
6
） 

「
役
割
」
は
必
ず
し
も
確
立
し
た
概
念
で
は
な
く
、
企
業
実
務
上
で
は
い
ま
だ
に
多
様
な
捉
え
方
が
な
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
自
身
は
、「
①
役
割

と
は
成
果
責
任
と
の
関
連
で
み
た
組
織
上
の
役
割
分
担
あ
る
い
は
機
能
で
あ
り
、
企
業
に
対
す
る
業
績
貢
献
の
態
様
で
あ
る
。
②
そ
の
範
囲
は
実
際

の
担
当
者
に
よ
っ
て
も
変
動
す
る
緩
や
か
な
職
務
概
念
で
あ
る
。」
と
定
義
付
け
て
い
る
。

（
7
） 

賞
与
の
役
割
、
機
能
等
に
関
し
て
は
、
谷
田
部
光
一
『
改
訂
版　

成
果
・
業
績
賃
金
の
実
務
』（
経
営
書
院
、
一
九
九
九
年
）
参
照
。

　
　

な
お
、
平
成
二
四
年
人
事
院
勧
告
の
参
考
資
料
で
あ
る
職
種
別
民
間
給
与
実
態
調
査
に
よ
る
と
、
平
成
二
三
年
冬
季
賞
与
は
、
係
員
で
一
律
定
率

（
額
）
分
56
・
3
％
、
考
課
査
定
分
43
・
7
％
、
課
長
級
が
一
律
定
率
（
額
）
分
51
・
1
％
、
考
課
査
定
分
48
・
9
％
、
非
役
員
の
部
長
級
は
一
律
定
率

三
五
七



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
七
五
〇
）

（
額
）
分
50
・
1
％
、
考
課
査
定
分
49
・
9
％
と
い
う
配
分
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
一
律
部
分
が
五
割
を
超
え
て
い
る
。

（
8
） 

退
職
金
制
度
に
関
し
て
は
、
谷
田
部
光
一
『
ポ
イ
ン
ト
制
退
職
金
の
設
計
と
運
用
』（
経
営
書
院
、
二
〇
〇
一
年
）
参
照
。

（
9
） 
専
門
職
制
度
に
関
し
て
は
、
谷
田
部
光
一
『〔
改
訂
新
版
〕
専
門
職
制
度
の
設
計
と
運
用
』（
経
営
書
院
、
一
九
九
五
年
）、
同
「
専
門
職
制
度

と
キ
ャ
リ
ア
開
発
・
形
成
」（『
政
経
研
究
』
第
四
四
巻
第
四
号
、
二
〇
〇
八
年
）
六
五
頁
以
下
参
照
。

（
10
） 

人
事
考
課
に
関
し
て
は
、
谷
田
部
光
一
『
キ
ャ
リ
ア
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
│
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
視
点
か
ら
│
』（
晃
洋
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）

九
四
頁
以
下
、
同
「
人
事
考
課
と
キ
ャ
リ
ア
開
発
・
形
成
」（『
政
経
研
究
』
第
四
四
巻
第
一
号
、
二
〇
〇
七
年
）
六
三
頁
以
下
参
照
。

（
11
） 

高
橋
伸
夫
『
虚
妄
の
成
果
主
義
│
日
本
型
年
功
制
復
活
の
ス
ス
メ
』（
日
経
Ｂ
Ｐ
社
、
二
〇
〇
四
年
）
第
一
章
参
照
。
た
だ
し
、
著
者
に
よ
る

日
本
型
年
功
制
の
解
釈
は
正
確
で
は
な
い
。

（
12
） 

終
身
雇
用
の
実
像
に
関
し
て
は
、
野
村
正
實
『
終
身
雇
用
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
）、
同
『
日
本
的
雇
用
慣
行
│
全
体
像
構
築
の
試

み
│
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
七
年
）
第
二
章
、
島
田
晴
雄
『
日
本
の
雇
用
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
四
年
）
参
照
。

（
13
） 

フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ハ
ー
ズ
バ
ー
グ
、
北
野
利
信
訳
『
仕
事
と
人
間
性
』（
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
六
八
年
）。

（
14
） 

厚
生
労
働
省
「
平
成
一
八
年 

転
職
者
実
態
調
査
」
に
よ
る
と
、
一
般
正
社
員
の
転
職
入
職
者
が
前
職
を
辞
め
た
理
由
は
（
三
つ
ま
で
の
複
数

回
答
）、「
会
社
の
将
来
に
不
安
を
感
じ
た
」
30
・
9
％
、「
労
働
条
件
（
賃
金
以
外
）
が
よ
く
な
か
っ
た
」
29
・
0
％
、「
賃
金
が
低
か
っ
た
」

23
・
2
％
、
と
並
ん
で
「
満
足
の
い
く
仕
事
内
容
で
な
か
っ
た
」
29
・
4
％
、「
能
力
・
実
績
が
正
当
に
評
価
さ
れ
な
い
」
17
・
8
％
で
あ
っ
た
。

（
15
） 

例
え
ば
、
林 

伸
二
『
組
織
心
理
学
』（
白
桃
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
）
一
二
五
頁
、
小
野
公
一
『
職
務
満
足
と
生
活
満
足
感
』（
白
桃
書
房
、

一
九
九
三
年
）
三
三
頁
、
坂
下
昭
宣
『
組
織
行
動
研
究
』（
白
桃
書
房
、
一
九
八
五
年
）
四
六
頁
参
照
。

（
16
） 

田
尾
雅
夫
『
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
入
門
』（
日
本
経
済
新
聞
出
版
社
、
一
九
九
八
年
）
七
四
頁
│
九
三
頁
、
上
田 

泰
『
組
織
行
動
研
究
の
展
開
』

（
白
桃
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）
一
三
四
頁
。
開
本
浩
矢
『
研
究
開
発
の
組
織
行
動
』（
中
央
経
済
社
、
二
〇
〇
六
年
）
に
よ
る
と
、「
給
与
や
昇
進
を

単
純
に
外
発
的
報
酬
と
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
内
発
的
報
酬
で
あ
る
仕
事
の
達
成
に
対
す
る
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
と
と
ら
え
る
こ
と
で
、
給
与
や
昇

進
が
モ
チ
ベ
ー
タ
と
し
て
機
能
す
る
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
」（
四
七
頁
）。

（
17
） 

坂
下
・
前
掲
書
、
四
三
頁
│
四
七
頁
、
林
・
前
掲
書
、
一
二
五
頁
参
照
。

三
五
八



（
七
五
一
）

日
本
的
雇
用
シ
ス
テ
ム
と
報
酬
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
（
谷
田
部
）

（
18
） 

開
本
・
前
掲
書
で
は
、
研
究
開
発
技
術
者
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
関
し
て
だ
が
、
内
発
的
報
酬
に
よ
る
動
機
づ
け
だ
け
で
な
く
、
外
発
的
報
酬

に
よ
る
動
機
づ
け
の
効
果
も
あ
る
（
合
成
的
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
）
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
二
〇
八
頁
│
二
一
一
頁
）。

（
19
） 
谷
田
部
・
前
掲
論
文
、
一
七
頁
│
一
八
頁
。

（
20
） 
前
掲
・
注（
4
）の
文
献
参
照
。

（
21
） 

宮
本
美
沙
子
・
奈
須
正
裕
編
『
達
成
動
機
の
理
論
と
展
開　

続
・
達
成
動
機
の
心
理
学
』（
金
子
書
房
、
一
九
九
五
年
）
第
六
章
・
第
九
章
、

上
淵 

寿
編
著
『
動
機
づ
け
研
究
の
最
前
線
』（
北
大
路
書
房
、
二
〇
〇
四
年
）
第
一
章
・
第
二
章
参
照
。

（
22
） 

参
考
ま
で
に
、
筆
者
の
授
業
を
受
講
し
て
い
る
学
生
に
対
し
て
、
ア
ル
バ
イ
ト
の
時
給
が
上
が
る
と
や
る
気
を
な
く
す
か
否
か
質
問
し
た
と
こ

ろ
、
ど
の
教
室
で
も
受
講
生
全
員
が
答
え
は
否
で
あ
っ
た
。
昇
給
に
よ
っ
て
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
上
が
る
の
は
一
時
的
に
し
て
も
、
少
な
く
と
も
モ

チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
下
が
ら
な
い
だ
ろ
う
。
学
生
が
ア
ル
バ
イ
ト
を
す
る
目
的
は
、
も
っ
ぱ
ら
金
銭
的
報
酬
が
目
的
だ
か
ら
当
然
で
あ
る
。
た
だ
し
、

生
涯
を
か
け
よ
う
と
す
る
仕
事
の
場
合
は
、
多
様
な
回
答
が
存
在
す
る
と
思
わ
れ
る
。

（
23
） 

開
本
浩
矢
編
著
『
入
門　

組
織
行
動
論
』（
中
央
経
済
社
、
二
〇
〇
七
年
）
二
三
頁
、
二
村
敏
子
編
『
現
代
ミ
ク
ロ
組
織
論
』（
有
斐
閣
、

二
〇
〇
四
年
）
一
〇
一
頁
参
照
。

（
24
） 

詳
し
く
は
、
谷
田
部
・
前
掲
『
キ
ャ
リ
ア
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
│
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
視
点
か
ら
│
』
第
一
章
参
照
。

（
25
） 

厚
生
労
働
省
の
「
平
成
二
三
年　

就
労
条
件
総
合
調
査
」
の
労
働
費
用
調
査
結
果
や
、
日
本
経
済
団
体
連
合
会
「
福
利
厚
生
費
調
査
（
各
年

度
）」
参
照
。

（
26
） 

早
期
退
職
優
遇
制
度
は
キ
ャ
リ
ア
の
選
択
肢
で
あ
り
、
一
定
条
件
の
下
で
定
年
前
に
退
職
す
る
従
業
員
に
、
退
職
金
の
加
算
な
ど
で
優
遇
す
る

恒
常
的
な
制
度
で
あ
る
。
同
じ
退
職
金
加
算
が
あ
っ
て
も
、
雇
用
調
整
の
一
環
と
し
て
時
限
的
に
実
施
さ
れ
る
希
望
退
職
と
は
本
来
の
目
的
が
異
な

る
。

（
27
） 

厚
生
労
働
省
の
平
成
二
四
年
「
高
齢
者
の
雇
用
状
況
」
集
計
結
果
に
よ
る
高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
の
内
訳
で
は
、
定
年
制
廃
止
2
・
7
％
、

定
年
年
齢
引
き
上
げ
14
・
7
％
に
対
し
て
、
継
続
雇
用
制
度
導
入
82
・
5
％
と
、
継
続
雇
用
で
対
応
す
る
比
率
が
高
い
。

（
28
） 

日
本
経
営
者
団
体
連
盟
「
エ
ン
プ
ロ
イ
ヤ
ビ
リ
テ
ィ
の
確
立
を
目
指
し
て
│
『
従
業
員
自
律
・
企
業
支
援
型
』
の
人
材
育
成
を
│
」（
エ
ン
プ

三
五
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政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
七
五
二
）

ロ
イ
ヤ
ビ
リ
テ
ィ
検
討
委
員
会
報
告
、
一
九
九
九
年
）
九
頁
。

（
29
） 

谷
田
部
光
一
「
こ
れ
か
ら
の
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
使
命
」（『
政
経
研
究
』
第
四
八
巻
第
一
号
、
二
〇
一
一
年
）
七
三
頁
。

（
30
） 
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ハ
ー
ズ
バ
ー
グ
「
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
は
何
か
」D
IA
M
O
N
D

ハ
ー
バ
ー
ド
・
ビ
ジ
ネ
ス
・
レ
ビ
ュ
ー
編
集
部
編
・
訳
『
新

版　

動
機
づ
け
る
力
│
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
理
論
と
実
践
』（
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、
二
〇
〇
九
年
）
第
一
章
。
な
お
、
藤
田
英
樹
『
コ
ア
・
テ
キ
ス

ト　

ミ
ク
ロ
組
織
論
』（
新
世
社
、
二
〇
〇
九
年
）
第
八
章
参
照
。

（
31
） 

前
掲
・
注（
19
）参
照
。

三
六
〇



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
七
九
二
）

日本経済のパターン分析⑴

武　縄　卓　雄

はじめに

産業連関分析においてはポピュラーな測度である影響力係数（index 

of power dispersion）と感応度係数（index of sensitivity dispersion）を用い

て、1970 年以降における日本の経済構造の変化パターンを分析するこ

とが本稿の目的である。

第 2節では、雛形を用いて、本稿で使用する分析手法を提示する。

第 1項では投入係数を用いた波及効果の測定法とレオンチェフ逆行列

の経済学的意味を要約する。第 2項では、7部門の逆行列係数表を利用

して、影響力係数と感応度係数の導出法と経済学的意味を要約する⑵。

第 3節では、経済産業研究所のデータを使用して、1970 年から 2007 年

までの 37 年間の影響力係数と感応度係数を 33 部門の産業別に測定し、

日本経済のパターン分析を行う。

さて、前述したように影響力係数と感応度係数はポピュラーな分析

測度であるため、先行研究は枚挙にいとまがない。しかし、それら諸

研究の多くは、一時点における構造分析、もしくは、5年から 10 年間

の比較分析となっている。一方、本研究では、37 年間という長期にわ

たり比較分析をしている。この点が本研究の新たな視点である。

なお、本稿では、使用した基礎データである 108 部門で構成されて

いる産業連関表を 33 部門に統合することにより、分析に対応した産業

連関表に組み替えて、これらの係数を測定した。この部門統合により

どの程度のバイアスが生じるかに関しては考察していない。また、東

1
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〇
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日本大震災が今後の日本経済に与える影響を予想することは、今回使

用したデータと手法だけでは不可能であるため、将来の予想に着手せ

ず、2007 年までの分析にとどまっている。

1　分析対象期間と使用データ

使用データは独立行政法人経済産業研究所（2010）『JIP データベー

ス 2010　産業連関表』で、実質値（1995 年＝ 100）の国ベースの産業連

関表である。データ期間は、昭和 45（1970）年から平成 19（2007）年の 37

年間で構成されている⑶。

2 　分析手法

2-1　投入係数と逆行列係数による波及効果の測定法

海外との取引を捨象した n部門の産業からなる経済モデルを想定し、

Fを n×1の最終需要列ベクトルとする。この最終需要 Fを満たすのに

必要な各産業の産出量は投入係数行列 A（n×n）を用いて求めることがで

きる。

まず、最終需要 Fを満たすために、直接効果として Fと同じ産出量

が生じる。次いで、この Fを生産するための原材料が新たに注文され

る。その注文に対応した産出量をX（1）とするとX（1）は、投入係数 A

を用いて、

X（1）＝A・F

となる。さらに、このX（1）を生産するための原材料が新たに注文され

る。その注文に対応した産出量をX（2）とするとX（2）は、

X（2）＝A・X（1）＝ A2・F

となる。以下、同様の波及効果が継続すると仮定する。さらに、これ

らの波及効果と最初の直接効果との合計である産業別産出量列ベクト

ルを Xとすると、

X＝F＋A・F＋A2・F＋････＋An・F （ 1 ）

となる。この Xは最終需要 Fを満たすのに必要な各産業の産出量を示
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す n×1の列ベクトルである。基本表から得られる投入係数行列 Aを用

いて産業別産出量 Xが求められることを（ 1）式は示している。しかし、

（ 1）式の右辺で示される計算式は無限に続く列ベクトルの和で構成さ

れているため、このままでは計算不可能である。

ここで、（ 1）式の両辺を A倍した式を新たに作り、それと（ 1）式を利

用すると、

X＝（ I－A）－1・F （ 2 ）

を得る。（ 2）式の右辺の（ I－A）－1 は（ I－A）の逆行列である。この逆行

列が計算可能な場合には、その逆行列を用いて産業別産出量 Xが求め

られることを（ 2）式は示している⑷⑸。この逆行列（ I－A）－1 をレオン

チェフ逆行列と呼ぶ。

［レオンチェフ逆行列の経済学的意味］

単純化した 3部門モデルを想定すると、bijを要素とするレオンチェ

フ逆行列表 Bは次のようになる。

（ I－A）－1＝B＝

b11 b12 b13

b21 b22 b23

b31 b32 b33

 （ 3 ）

ここで第 1部門に対してだけ 1単位の最終需要が生じたとすると、最

終需要列ベクトル Fは、

F＝

1

0

0

 （ 4 ）

となる。（ 2）式に（ 3）式と（ 4）式とを代入すると、産出量列ベクトル X

は、

X＝

b11 b12 b13

b21 b22 b23

b31 b32 b33

1

0

0

＝

b11

b21

b31

 （ 5 ）

となる。（ 5）式右辺の列ベクトルは、レオンチェフ逆行列 Bの第 1列
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の要素と同じである。

同様に、第 2部門に対してだけ 1単位の最終需要が生じたとすると、

X＝

b11 b12 b13

b21 b22 b23

b31 b32 b33

0

1

0

＝

b12

b22

b32

 （ 6 ）

となり、（ 6）式右辺の列ベクトルは、レオンチェフ逆行列 Bの第 2列

の要素と同じである。さらに、第 3部門に対してだけ 1単位の最終需

要が生じたとすると、

X＝

b11 b12 b13

b21 b22 b23

b31 b32 b33

0

0

1

＝

b13

b23

b33

 （ 7 ）

となり、（ 7）式右辺の列ベクトルは、レオンチェフ逆行列 Bの第 3列

の要素と同じである。したがって、レオンチェフ逆行列 Bの要素 bijは、

第 j 部門に 1単位の最終需要が生じたとき、それを満たすのに必要な

第 i 部門の産出量を意味している。

2-2　影響力係数と感応度係数

［影響力係数］

産業構造が高度化するのに対応して生産過程は複雑になり産業間の

取引も多くなると同時に、産業部門数も多くなるが、ここでは、表 1

として 1973（昭和 48）年の 7部門逆行列係数表を示した⑹。前項で述べ

たように、レオンチェフ逆行列Bの要素 bijは、第 j 部門に 1単位の最

終需要が生じたとき、それを満たすのに必要な第 i 部門の産出量を意

味している。

表 1の表頭の製造業と表側の農林水産業が交差する値 0.0885645 は、

例えば、製造業に 100 億円の最終需要が生じた場合には農林水産業で

約 8億 8,600 万円の産出が生じることを意味している。また、製造業だ

けに 100 億円の最終需要が生じた場合、経済全体では約 229 億 8,900 万

円の産出が生じることが、製造業の列和の 2.2988612 で分かる。した
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表
1
　
逆
行
列
係
数
表
（
19
73
年
）

平
均
値
＝
1.
88
87
13

農
林
水
産
業

鉱
業

製
造
業

建
設

電
力
・
ガ
ス

運
輸

サ
ー
ビ
ス
・
他

行
和

感
応
度
係
数

農
林
水
産
業

1.
12
93
08

0.
02
75
8

0.
08
85
65

0.
03
02
86

0.
02
53
23

0.
01
56
15

0.
01
31
60

1.
32
98
34

0.
70
40
95

鉱
業

0.
00
49
42

1.
00
73
1

0.
02
23
48

0.
01
04
60

0.
02
70
14

0.
00
43
32

0.
00
30
52

1.
07
94
56

0.
57
15
30

製
造
業

0.
38
14
18

0.
48
84
9

1.
75
76
95

0.
57
81
97

0.
49
16
38

0.
29
44
18

0.
19
32
27

4.
18
50
85

2.
21
58
39

建
設

0.
00
89
68

0.
02
37
2

0.
01
66
17

1.
01
09
38

0.
04
75
74

0.
02
16
70

0.
03
18
63

1.
16
13
47

0.
61
48
88

電
力
・
ガ
ス

0.
01
35
20

0.
04
95
6

0.
04
73
51

0.
02
29
60

1.
03
75
30

0.
03
14
18

0.
02
18
48

1.
22
41
91

0.
64
81
61

運
輸

0.
02
89
97

0.
09
00
3

0.
05
91
09

0.
04
17
81

0.
03
46
05

1.
08
69
81

0.
03
07
09

1.
37
22
13

0.
72
65
33

サ
ー
ビ
ス
・
他

0.
14
63
16

0.
44
22
3

0.
30
71
78

0.
23
75
50

0.
22
30
89

0.
24
12
98

1.
27
12
03

2.
86
88
66

1.
51
89
53

列
和

1.
71
34
69

2.
12
89
2

2.
29
88
61

1.
93
21
71

1.
88
67
72

1.
69
57
33

1.
56
50
62

影
響
力
係
数

0.
90
72
15

1.
12
71
8

1.
21
71
58

1.
02
30
09

0.
99
89
73

0.
89
78
25

0.
82
86
39

資
料
出
所
：
資
料
3-
2、
資
料
3-
4、
資
料
3-
7
か
ら
作
成
。
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がって、レオンチェフ逆行列の列和は第 j 部門に 1単位の最終需要が

生じた場合、それが自部門も含めた全部門に与える第 j 部門の生産誘

発効果の合計を意味する。

そのような生産誘発効果の相対的大きさを測定するために、全産業

の列和の平均値からの乖離度を測定する係数が考案されている。その

係数を影響力係数と呼び、次式で定義される。

第 j 部門の影響力係数　≡　

　　　　　第 j 部門の列和／列和合計の平均値 （ 8）

（ 8）式の値が 1より大きい場合、その部門は経済全体に与える影響が

平均より大きい部門であることを意味する。逆に 1より小さい場合、

その部門は経済全体に与える影響が平均より小さい部門であることを

意味する。例えば、製造業の 1.217158 は、

製造業の列和 2.298861／列和合計の平均値 1.888713

で求められる。

［感応度係数］

他方、表 1のレオンチェフ逆行列の行和は、表頭の各部門に 1単位

の最終需要が生じた場合、表側の各部門へ与える生産誘発の大きさを

示している。例えば、農林水産業、鉱業、製造業、建設業、電力・ガ

ス業、運輸業、サービス・他で100億円の最終需要が同時に生じた場合、

農林水産業の行和の値から、農林水産業においては約 132 億 9,800 万円

の産出の増加となる。したがって、レオンチェフ逆行列の行和は表頭

部門に 1単位の最終需要が生じた場合、それらが表側の第 i 部門に与

える生産誘発効果の合計を意味する。

そのような生産誘発効果の相対的大きさを測定するために、全産業

の行和の平均値からの乖離度を測定する係数が考案されている。その

係数を感応度係数と呼び、次式で定義される。

第 i 部門の感応度係数　≡　

　　　　　第 i 部門の行和／行和合計の平均値 （ 9）

（ 9）式の値が 1より大きい場合、その部門は影響を受けやすい部門で

三
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あることを意味する。逆に 1より小さい場合、その部門は影響を受け

にくい部門であることを意味する。例えば、製造業の感応度係数

2.215839 は、

製造業の行和 4.185085／行和合計の平均値 1.888713

で求められる。

以上より、1973 年の製造業を例にすると、影響力係数 1.217158、感

応度係数 2.215839 で共に 1以上であることから、各部門へ与える影響

度が平均以上であると同時に、各部門から受ける影響度も平均以上で

あることが分かる。表 1の影響力係数と感応度係数とを組み合わせた 7

部門の点が図 1に示されている。さらに、縦軸の感応度係数が 1のレ

ベルと横軸の影響力係数が 1のレベルを基準にして、図 1はパターン 1

からパターン 4の 4つの領域に分類できる。各領域は、そこに属する

図 1　影響力係数と感応度係数による産業分類（1973 年）

資料出所：資料 3-2、資料 3-4、資料 3-7 より作成
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産業の影響度に関する授与パターンを示している。

パターン1では、感応度係数が1以上で他各門から影響を受けやすく、

影響力係数が1未満で各部門へ与える影響は小さい、という特徴がある。

パターン 2では、感応度係数が 1未満で各部門から影響を受けにくく、

影響力係数も1未満で各部門へ与える影響は小さい、という特徴がある。

パターン 3では、感応度係数が 1未満で各部門から影響を受けにくく、

影響力係数が1以上で各部門へ与える影響は大きい、という特徴がある。

前述の製造業が属するパターン 4では、感応度係数が 1以上で各部門

から影響を受けやすく、影響力係数も 1以上で各部門へ与える影響は

大きい、という特徴がある⑺。

3 　産業別影響力係数と産業別感応度係数による分析結果

図 1では産業部門の 1時点における影響授与度パターンを示した。

その手法を時系列分析に拡張し、日本経済を支えている産業部門の影

響授与度がどのように推移しているか確認することを通じて、日本経

済のパターン分析するのが本節での目的である。

3-1　分析準備

まず、108 部門で構成されている基礎資料（資料 5-2、資料 5-4 および

資料 5-7）から 33 部門の産業別基本取引金額表を作成した⑻。表 2はそ

の部門分類対応表である。

基本表から作成した逆行列係数表を基にして、1971 年と 1972 年を除

いた、1970 年から 2007 年までの 37 年間の産業別影響力係数表と産業

別感応度係数表を作成し、付表 3として後掲してある。

付表 3に示されている値の中から、1970 年と 2007 年の 2時点におけ

る、影響力係数と感応度係数の値を抜き出した一覧表が表 3である。

さらに、影響力係数と感応度係数の値を組み合わせた点が、パターン 1

からパターン 4のどこに位置するかを示したのが図 2と図 3である⑼。

これらの図表を使って、産業別の変動パターンを次に整理する。
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3-2　分析結果

まず、1970 年と 2007 年の 2時点に限定した場合、影響力・感応度パ

ターンの各部門数は、パターン 1（1970 年：8、2007 年 8）、パターン 2

（同 14、同 11）、パターン 3（同 7、同 9）、パターン 4（同 4、同 5）と 37

年間に大きい変化はない。また、影響力・感応度パターンが変化して

いない部門数は次のようになっている。まず、部門全体に与える影響

力は低いが、感応度は高いパターン 1には商業、運輸、情報通信およ

び対事業所サービスの 4部門で、各部門に対してサービス提供を多く

する部門が属している。次に、影響力も感応度も低いパターン 2には 7

部門で、水道 ･廃棄物処理、不動産、公務などの独立型部門のほか、

繊維製品、教育 ･研究、医療 ･保険 ･社会保障 ･介護およびその他の

公共サービスが属している。また、部門全体に対する影響力は強いが

生産波及効果はそれほど無いパターン 3には 3部門で、金属製品、一

般機械および電気機械などの最終財の製造部門が多く属している。最

後に、産業全体に対する影響力が強く、かつ、影響も受けやすいパ

ターン 4には 3部門で、パルプ ･紙・木製品、化学製品および鉄鋼な

どの原材料製造部門が属している。以上 33 部門中 17 部門、約 51％の

部門が、37 年間、同じ活動パターンである。

次に、表 3の「変化方向」の欄において、この 2時点における移動

方向が示されている。表3では、左上移動が5部門、左下移動が1部門、

右上移動が 14 部門、右下移動が 13 部門となっている。これらの移動

の中で、左移動が 6部門、右移動が 27 部門となっており、全体へあた

える各部門の影響力が強まっている傾向が推察できる。他方、上移動

が 19 部門、下移動が 14 部門となっており、全体から受ける影響力も

強まっている傾向が推察できる。以上から、日本経済は 1970 年から

2007 年の 37 年間に、各部門は、全体へ与える影響と全体から受ける影

響の双方において、それらの傾向が強まっていると推察できる。

この傾向は金額ベースでも確認できる。表 4はパターン別構成比の
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表 2　部門分類対応表

33 部門 108 部門

1 農林水産業
米麦生産業、その他の耕種農業、畜産・養蚕業、農業サー
ビス、林業、漁業、たばこ

2 鉱業 鉱業

3 飲食料品
畜産食料品、水産食料品、精穀・製粉、その他の食料品、
飼料・有機質肥料、飲料、

4 繊維製品 繊維製品、製材・木製品、家具・装備品

5
パルプ・紙・
木製品

パルプ・紙・板紙・加工紙、紙加工品

6 化学製品
化学肥料、無機化学基礎製品、有機化学基礎製品、有機化
学製品、化学繊維、化学最終製品、医薬品

7
石油・
石炭製品

石油製品、石炭製品

8
窯業・
土石製品

ガラス・ガラス製品、セメント・セメント製品、陶磁器、
その他の窯業・土石製品

9 鉄鋼 銑鉄・粗鋼、その他の鉄鋼

10 非鉄金属 非鉄金属精錬・精製、非鉄金属加工製品

11 金属製品 建設・建築用金属製品、その他の金属製品

12 一般機械
一般産業機械、特殊産業機械、その他の一般機械、事務
用・サービス用機器

13 電気機械 重電機器、その他の電気機器

14
情報・
通信機器

電子計算機・同付属装置、通信機器

15 電子部品
民生用電子・電気機器、電子応用装置・電気計測器、半導
体素子・集積回路、電子部品

16 輸送機械 自動車、自動車部品・同付属品、その他の輸送用機械

17 精密機械 精密機器

三
九
一
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表 2　部門分類対応表

33 部門 108 部門

18
その他の製造
工業製品

印刷・製版・製本、皮革・皮革製品・毛皮、ゴム製品、プ
ラスチック製品、その他の製造工業製品

19 建設 建築業、土木業

20
電力・ガス・
熱供給

電気業、ガス・熱供給業

21
水道・
廃棄物処理

上水道業、工業用水道業、廃棄物処理

22 商業 卸売業、小売業

23 金融・保険 金融業、保険業

24 不動産 不動産業、住宅

25 運輸
鉄道業、道路運送業、水運業、航空運輸業、その他運輸
業・梱包

26 情報通信
電信・電話業、郵便業、放送業、情報サービス業、出版・
新聞業、その他の映像・音声・文字情報制作業

27 公務 その他（政府）

28 教育・研究
教育（民間・非営利）、研究機関（民間）、研究機関（政
府）、研究機関（非営利）、その他（非営利）

29
医療・保健・
社会保障・介護

医療（民間）、保健衛生（民間・非営利）、医療（政府）、
保健衛生（政府）、社会保険・社会福祉（政府）、医療（非
営利）、社会保険・社会福祉（非営利）

30
その他の
公共サービス

その他公共サービス

31
対事業所
サービス

広告業、業務用物品賃貸業、自動車整備・修理業、その他
の対事業所サービス

32
対個人
サービス

娯楽業、飲食店、旅館業、洗濯・理容・美容・浴場業、そ
の他の対個人サービス

33 分類不明 分類不明

三
九
〇

11



日
本
経
済
の
パ
タ
ー
ン
分
析
（
武
縄
）

（
七
八
一
）

表
3　
影
響
力
係
数
と
感
応
度
係
数
の
2
時
点
比
較
表

19
70
年

20
07
年

変
化
方
向

部
門
分
類

部
門
名

影
響
力
係
数

感
応
度
係
数

影
響
力
係
数

感
応
度
係
数

1
　
農
林
水
産
業

0.
80
37
88

1.
01
05
91

0.
94
90
86

0.
86
64
22

右
下
 1
2

2
　
鉱
業

0.
86
96
17

0.
74
11
87

1.
09
36
33

0.
65
31
41

右
下
 2
3

3
　
飲
食
料
品

0.
91
22
11

0.
70
95
23

1.
11
32
27

0.
85
29
55

右
上
 2
3

A
4
　
繊
維
製
品

0.
55
11
60

0.
46
87
57

0.
67
74
36

0.
57
38
89

右
上
 2
2

A
5
　
パ
ル
プ
・
紙
・
木
製
品

1.
07
77
46

1.
61
74
01

1.
17
59
61

1.
06
09
78

右
下
 4
4

A
6
　
化
学
製
品

1.
41
14
67

1.
51
47
81

1.
15
95
70

1.
20
84
56

左
下
 4
4

A
7
　
石
油
・
石
炭
製
品

0.
59
48
28

1.
95
38
16

0.
80
62
34

0.
89
63
25

右
下
 1
2

A
8
　
窯
業
・
土
石
製
品

0.
85
43
54

0.
80
62
40

1.
02
71
38

0.
76
99
78

右
下
 2
3

A
9
　
鉄
鋼

1.
35
66
40

2.
40
15
25

1.
51
62
38

1.
57
23
44

右
下
 4
4

A
10
　
非
鉄
金
属

1.
00
92
01

1.
18
22
73

1.
08
61
54

0.
85
77
48

右
下
 4
3

A
11
　
金
属
製
品

1.
12
71
40

0.
78
63
24

1.
21
85
43

0.
82
92
99

右
上
 3
3

A
12
　
一
般
機
械

1.
15
72
26

0.
81
49
16

1.
14
08
36

0.
81
91
85

左
上
 3
3

A
13
　
電
気
機
械

1.
52
37
29

0.
67
61
09

1.
05
13
82

0.
72
78
09

左
上
 3
3

A
14
　
情
報
・
通
信
機
器

2.
30
65
27

0.
45
43
41

0.
86
64
76

0.
68
96
47

左
上
 3
2

A
15
　
電
子
部
品

2.
64
98
07

0.
78
05
38

0.
94
01
84

1.
17
61
42

左
上
 3
1

A
16
　
輸
送
機
械

1.
43
76
43

0.
76
95
73

1.
44
86
07

1.
20
65
20

右
上
 3
4

A
17
　
精
密
機
械

1.
28
90
71

0.
58
46
78

0.
99
99
72

0.
59
05
30

左
上
 3
2

A
18
　
そ
の
他
の
製
造
工
業
製
品

0.
99
11
36

1.
46
83
27

1.
11
89
72

1.
21
71
73

右
下
 1
4

A
19
　
建
設

0.
85
61
94

0.
87
61
63

1.
07
65
10

0.
86
81
37

右
下
 2
3

A
20
　
電
力
・
ガ
ス
・
熱
供
給

0.
77
23
12

0.
93
12
33

0.
92
21
36

1.
07
99
70

右
上
 2
1

B
2

21
　
水
道
・
廃
棄
物
処
理

0.
56
31
97

0.
59
40
80

0.
86
44
42

0.
70
22
89

右
上
 2
2

B
2

22
　
商
業

0.
84
32
32

1.
51
90
70

0.
86
70
95

1.
60
99
43

右
上
 1
1

B
1

23
　
金
融
・
保
険

0.
81
53
56

0.
98
34
56

0.
91
98
10

1.
75
12
15

右
上
 2
1

B
1

24
　
不
動
産

0.
53
80
42

0.
95
83
01

0.
69
71
56

0.
83
14
44

右
下
 2
2

B
2
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25
　
運
輸

0.
71
68
40

1.
39
35
86

0.
94
57
31

1.
31
96
45

右
下
 1
1

B
1

26
　
情
報
通
信

0.
81
48
93

1.
06
37
03

0.
99
09
67

1.
37
39
93

右
上
 1
1

B
2

27
　
公
務

0.
55
71
71

0.
45
96
90

0.
84
80
50

0.
71
71
31

右
上
 2
2

B
2

28
　
教
育
・
研
究

0.
52
82
93

0.
46
96
36

0.
75
10
68

0.
62
90
50

右
上
 2
2

B
2

29
　
医
療
・
保
健
・
社
会
保
障
・
介
護

0.
69
19
49

0.
48
57
84

0.
93
22
28

0.
59
95
30

右
上
 2
2

B
2

30
　
そ
の
他
の
公
共
サ
ー
ビ
ス

0.
82
27
22

0.
52
32
92

0.
90
06
32

0.
60
98
09

右
上
 2
2

B
2

31
　
対
事
業
所
サ
ー
ビ
ス

0.
84
85
96

2.
01
45
88

0.
89
14
36

2.
66
94
87

右
上
 1
1

B
1

32
　
対
個
人
サ
ー
ビ
ス

0.
71
72
46

1.
21
67
82

0.
98
08
88

0.
95
51
55

右
下
 1
1

B
2

33
　
分
類
不
明

0.
99
06
66

0.
76
97
33

1.
02
22
03

0.
71
46
61

右
下
 2
3

1）
部
門
分
類
の
A
は
製
造
業
、
B
1
は
主
に
企
業
に
関
連
し
た
非
製
造
業
、
B
2
は
主
に
家
計
に
関
連
し
た
非
製
造
業
で
あ
る
。

2）
変
化
方
向
の
欄
に
あ
る
数
字
は
、
前
に
あ
る
数
字
が
変
化
前
の
パ
タ
ー
ン
、
後
に
あ
る
数
字
が
変
化
後
の
パ
タ
ー
ン
を
示
し
て
い
る
。

左
上
移
動

5
左
移
動

6
左
下
移
動

1
右
移
動

27
右
上
移
動

14
上
移
動

19
右
下
移
動

13
下
移
動

14

部
門
数
の
変
化

19
70
年

20
07
年

パ
タ
ー
ン
1

8
8

パ
タ
ー
ン
2

14
11

パ
タ
ー
ン
3

7
9

パ
タ
ー
ン
4

4
5

資
料
出
所
：
資
料
3-
2、
資
料
3-
4、
資
料
3-
7
よ
り
作
成
。 表
4　
産
出
額
構
成
比
に
よ
る
ウ
ェ
イ
ト
の
推
移

19
70
年

小
計
B

パ
タ
ー
ン
1

36
%

パ
タ
ー
ン
4

14
%

50
%

パ
タ
ー
ン
2

41
%

パ
タ
ー
ン
3

9%
50
%

77
%

小
計
A

23
%

資
料
出
所
：
資
料
3-
2、
資
料
3-
4、
資
料
3-
7
よ
り
作
成
。

20
07
年

小
計
B

パ
タ
ー
ン
1

41
%

パ
タ
ー
ン
4

14
%

55
%

パ
タ
ー
ン
2

26
%

パ
タ
ー
ン
3

19
%

45
%

66
%

小
計
A

34
%

四
捨
五
入
の
た
め
合
計
が
合
わ
な
い
場
合
が
あ
る
。
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日
本
経
済
の
パ
タ
ー
ン
分
析
（
武
縄
）

（
七
七
九
）

変化を産出額ベースで表している。小計Aは影響力係数ベースの産出

額構成比、小計Bは感応度係数ベースの産出額構成比である。例えば、

1970 年のパターン 1の産出額構成比は、1970 年にパターン 1に属する

部門の産出額合計を、1970 年の全部門の産出額合計で割ることにより

得られる。1970 年時点でパターン毎の構成比をみると、パターン 1が

36％、パターン 2が 41％、パターン 3が 9％、パターン 4が 14％で、

パターン 2の構成比が一番大きい。なお、感応度係数ベースで見ると、

パターン 2がパターン 1を 5ポイント上回っているが、パターン 4が

パターン 3を 5ポイント下回っている。したがって、感応度係数ベー

スの構成比が 1以上と 1未満の構成比が共に 50％となり、感応度から

は特徴が読み取れない。他方、影響力係数ベースの構成比では 1未満

が 77％、1以上が 23％となっている。これらより、1970 年の日本経済は、

感応度係数ベースからは特徴が得られないが、影響力係数ベースから、

「影響を与えにくい」経済構造になっていると推察できる。

同じく、2007 年時点ではパターン 1が 41％と高い数値を示している。

パターン 1は、影響力係数が 1未満、感応度係数が 1以上のため、「依

存型」の傾向が強まっていると推察できる。また、感応度係数ベース

の構成比に関しては、1以上が 55％、1未満が 45％となって、感応度

が高い傾向が示されている。影響力係数ベースでは、1970 年と同様に

1以下の構成比が大きいが、相対的な構成比では 1以上の構成比が増加

している。これらより、2007 年の日本経済は、「影響を与える」傾向が

強まりながらも、「依存型」傾向を強める経済構造になっていると推察

できる。

さらに、時間の経過に対応した両係数の変化を見る。影響力係数

ベースで見ると、1以上の構成比が 23％から 34％へと 11 ポイント高ま

り、感応度係数ベースで 1以上の構成比も 50％から 55％へと 5ポイン

ト高まっている。

産出額構成比の推移に関する以上の考察からも、1970 年から 2007 年

にかけて、「影響を与えにくい」経済構造から、「依存型」経済構造へ

14
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と日本の経済構造が変移していると推察できる。

表 3の部門分類の欄には、33 部門の内、農林水産業、鉱業および分

類不明の 3部門を除いた 30 部門が、「A製造業」、「B1主に企業に関連

した非製造業」そして「B2主に家計に関連した非製造業」という 3種

類のカテゴリーに分類されている。「B1主に企業に関連した非製造業」

には、「22 商業」、「23 金融・保険」、「25 運輸」および「31 対事業所

サービス」の 4部門、「B2主に家計に関連した非製造業」には「20 電

力・ガス・熱供給」、「21 水道・廃棄物処理」、「24 不動産」、「26 情報通

信」、「27 公務」、「28 教育・研究」、「29 医療・保険・社会保障・介護」、

「30 その他の公共サービス」および「32 対個人サービス」の 9部門、

そして「A製造業」には残りの 17 部門が属している。このカテゴリー

の範囲が図 2および図 3で描かれている。

1970年においては、カテゴリーB1に属する4部門のうち「23金融・

保険」はパターン 2にあるが、他のすべてがパターン 1の中にあり、

カテゴリー B2に属する 9部門のうち、「26 情報通信」と「32 対個人

サービス」はパターン1にあるが、他のすべてがパターン2の中にある。

カテゴリーAの製造業の多くはパターン 2とパターン 3にあるが、パ

ターン 1やパターン 4にもあり、図 2に示されているように広範囲に

広がっている。

2007 年においては、カテゴリー B1に属する 4部門はパターン 1の

中にある。1970 年の領域と比較すると、2007 年の領域は右上に位置し、

感応度係数と影響力係数は共に高くなっている。カテゴリー B2は、

「26 情報通信」と「32 対個人サービス」に加えて「20 電力・ガス・熱

供給」がパターン 1にあり、残りの 6部門はパターン 2にある。1970

年の領域と比較すると、カテゴリー B1と同様に、2007 年の領域は右

上に位置し、感応度係数と影響力係数共に高くなっている。カテゴ

リーAはパターン 1部門に（1970 年、2部門）、パターン 4に 1部門（同、

4部門）ずつ、パターン 2に 3部門（同、4部門）、そしてパターン 3に

残りの 8部門（同、7部門）となっているが、1970 年と比較すると、そ

15
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日
本
経
済
の
パ
タ
ー
ン
分
析
（
武
縄
）

（
七
七
七
）

図
2　
19
70
年
の
産
業
別
感
応
度
・
影
響
力
係
数

資
料
出
所
：
資
料
3-
2、
資
料
3-
4、
資
料
3-
7
よ
り
作
成
。
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図
3　
20
07
年
の
産
業
別
感
応
度
係
数
・
影
響
力
係
数

資
料
出
所
：
資
料
3-
2、
資
料
3-
4、
資
料
3-
7
よ
り
作
成
。
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日
本
経
済
の
パ
タ
ー
ン
分
析
（
武
縄
）

（
七
七
五
）

の領域は右下へ位置し、感応度は低くなっているが、影響力係数は強

くなって、コンパクトな範囲に収まっている。

以上より、1970 年から 2007 年にかけて、日本経済の非製造部門は感

応度、影響力共に強まっており、製造業では感応度は低下傾向にある

が、影響力は強まっている。したがって、全体的には各部門へ与える

影響力が強まっていると推察できる。

結びにかえて

本稿では、産業連関分析の基本的な分析手段である影響力係数と感

応度係数を用いて、日本経済の活動パターンの変移を考察した。影響

力係数と感応度係数を用いて行われる従来の手法に加えて、産出額構

成比の移動を考慮した分析法を使った点が、従来とは異なる観点であ

る。その手法と産業別のデータから得られた点を整理して、結びに代

えたい。

まず、各産業別に影響力係数と感応度係数を組み合わせた点が、4パ

ターンのどこに属するかという部門数の推移で比較すると、全体へ与

える影響と全体から受ける影響の双方において、それらが強まる傾向

を見た。ただし、この傾向は、部門毎のウェイトを考慮していないの

で経済的意味は小さい。

次に、産出額構成比ベースの考察からは、「影響を与えにくい」経済

構造から、感応度は高いが影響度が弱い「依存型」経済構造へと日本

の経済構造が変移している傾向を見た。ただし、相対的には影響を与

える傾向が強まっていることも見た。

最後に、カテゴリーベースの考察からも、各部門へ与える影響力が

強まっている傾向を見た。

以上の傾向から総合判断すると、1970 年から 2007 年にかけて日本の

経済構造は、非製造業を中心に感応度が強まる「依存型」と、全部門

において影響力が強まる方向へ推移していると考える。影響力が強ま

ることは「川上産業」の増加を意味し、最終需要次第で今後の経済成
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長に期待が持てることにもなる。また、1970 年と比較して顕著な「少

子高齢化」が進行している今日においては、耐久消費財が満たされて

いる高齢者の消費が製造業部門の製品から医療サービスへ向かう傾向

を予測できるため、「B2家計に関連した非製造業」と「A製造業」の

今後の動きに注目する必要がある。

注
⑴ 本稿は、平成 21 年度日本大学学術研究助成金（課題番号：個 09─005）
の報告書を兼ねている。
⑵ 宍戸駿太郎他（2010.10）の p.38-p.39に、Rusmussen が 1956 年に “Studies 
in Inter-Sectoral Relations”,North-Holland（筆者未読）において提唱した、
とある。
⑶ 最新版のデータは『JIP データベース 2011　産業連関表』があるが、い
ずれのデータにおいても、1971 年と 1972 年のデータは欠落している。
⑷ 貿易を考慮していない単純な経済モデルに対応した逆行列であるが、基
本原理としてはこれで十分である。
⑸ （ 2 ）式は F＝（ I－A）・Xと変形できる。この式より、産出量 Xが所与
の場合には、その産出量で満たされる最終需要 Fを求めることも可能にな
る。
⑹ この逆行列係数表の基になった 7部門の基本取引表が付表 1に示されて
いる。
⑺ 図 1 によると、1973 年時にはパターン 3に一つも部門が存在していない。
しかし、これは産業部門数を 7部門に限定したためであり、部門数を増や
すとパターン 3に該当する部門も現れる。したがって、正確な分析結果を
得るには、出来るだけ部門統合をしない基本表を用いることが必要である。
⑻ 組み替えた 33 部門基本表の内、1970 年表を付表 2として後掲した。なお、
本稿の分析では取り扱わない粗付加価値部門は省いている。
⑼ 1970-1980-1990-2000-2007 年の 5時点の期間における、産業別の影響
力・感応度パターンの推移を描いた 33 部門のグラフが付図 1である。た
だし、「11 金属製品」、「19 建設」、「22 商業」と「30 その他の公共サービ
ス」の 4つの部門は初期値と最終値での移動（矢印線→）では右上がりで
分類したが、傾向線（破線 ）で見ると右下がり、「33 分類不明」は矢
印線→では右下がりに分類したが、破線の傾向線では右上がりになる。
一般的傾向として、影響力係数に関しては自動車、電気機械のように広
い分野にわたり投入原材料を必要とする製造業は 1以上の値をとる。その
ような製造業と比較すると投入原材料が少ない商業、金融、保険、運輸な
どのサービス関連部門は 1以下の値をとる傾向がある。感応度係数に関し

19

三
八
二



日
本
経
済
の
パ
タ
ー
ン
分
析
（
武
縄
）

（
七
七
三
）

ては鉄鋼、化学などの基礎素材部門およびサービス関連部門は 1以上の値
をとる傾向があり、農林水産業、通信・放送、不動産、公務などの独立型
部門は 1以下の値をとる傾向がある。
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2　佐藤創・桑森啓（2009.3）「第 3章　インドの産業構造」『2005 年 BRICs
国際産業連関表の作成と利用』　アジア国際産業連関シリーズNo.73　アジ
ア経済研究所．
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ク」『東アジアの挑戦：経済統合・構造改革・制度構築』　研究双書［551］
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付表 2　33 部門基本表（1970 年）
1 2 3 4 5 6 7 8

農林
水産業

鉱業 飲食料品 繊維製品
パルプ・
紙・
木製品

化学製品
石油・
石炭製品

窯業・
土石製品

1 農林水産業 2,151,439 4,197 5,578,295 170,857 1,531,654 30,498 3,004 1,754 

2 鉱業 0 4,458 16 276 30,637 118,612 5,375,848 886,102 

3 飲食料品 1,029,659 4,320 2,093,235 566 57,119 85,280 6,075 8,851 

4 繊維製品 1,510 1,250 3,274 5,245 8,141 6,429 1,635 2,611 

5 パルプ・紙・木製品 201,134 14,342 240,992 14,159 6,124,057 425,184 18,608 233,099 

6 化学製品 805,316 19,565 179,090 1,274 1,352,289 3,852,362 58,202 67,980 

7 石油・石炭製品 562,552 439,149 278,664 1,374 397,105 1,927,096 612,180 604,215 

8 窯業・土石製品 44,314 969 169,430 108 30,613 77,840 9,723 558,382 

9 鉄鋼 2,356 9,123 0 0 78,471 0 0 45,051 

10 非鉄金属 0 56 12,994 5,524 8,996 54,845 1 12,430 

11 金属製品 40,189 45,976 167,887 971 198,578 78,810 18,916 25,858 

12 一般機械 2 4,191 5 0 4,460 81 10 4,177 

13 電気機械 464 7,427 506 9 3,834 977 253 404 

14 情報・通信機器 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 電子部品 21 21 75 5 308 225 32 78 

16 輸送機械 71,539 192 0 0 0 0 0 0 

17 精密機械 772 51 63 53 619 348 95 169 

18 その他の製造工業製品 132,587 27,803 207,394 36,588 981,828 219,041 22,299 95,417 

19 建設 53,096 32,195 43,404 8,867 73,325 96,487 23,640 50,762 

20 電力・ガス・熱供給 19,609 66,288 112,022 2,568 440,181 493,929 34,500 175,204 

21 水道・廃棄物処理 851 5,648 60,324 663 64,458 174,173 8,794 33,607 

22 商業 182,233 63,964 469,078 4,980 1,069,447 349,026 70,698 238,311 

23 金融・保険 242,915 52,277 139,952 2,865 337,704 273,920 100,044 113,001 

24 不動産 58,105 21,254 98,513 21 160,894 172,185 36,316 66,525 

25 運輸 223,951 166,082 417,148 23,766 1,027,906 421,051 145,252 406,618 

26 情報通信 8,701 14,528 65,533 1,326 134,350 102,977 22,266 38,482 

27 公務 1,561 81 710 27 913 3,427 225 563 

28 教育・研究 201 470 5,242 0 2,528 43,032 327 5,872 

29 医療・保健・社会保障・介護 3,116 2,557 6,644 115 16,447 12,828 3,376 5,333 

30 その他の公共サービス 1,526 3,882 35,491 0 40,863 54,088 12,236 16,289 

31 対事業所サービス 90,883 223,284 627,480 2,698 470,234 911,682 60,428 144,059 

32 対個人サービス 61,899 51,268 134,330 2,420 333,843 259,052 67,042 107,072 

33 分類不明 108,556 11,766 77,126 2,914 81,583 67,784 38,022 11,825 

中間投入計 6,101,054 1,298,633 11,224,918 290,239 15,063,385 10,313,270 6,750,050 3,960,099 

産出計 14,849,774 2,263,029 19,424,319 2,223,721 22,798,287 10,326,729 14,721,054 6,444,538 

資料出所：資料 3-2、資料 3-4、資料 3-7 から作成。 （100 万円単位）
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付表 2　33 部門基本表（1970 年）
9 10 11 12 13 14 15 16

鉄鋼 非鉄金属 金属製品 一般機械 電気機械
情報・
通信機器

電子部品 輸送機械

1 農林水産業 3,706 831 2,302 1,874 2,208 313 513 1,894 

2 鉱業 329,282 265,028 2,035 2,561 0 0 0 1,163 

3 飲食料品 10,762 3,033 11,260 10,713 12,712 1,766 2,997 10,930 

4 繊維製品 3,075 866 3,259 3,101 3,679 511 868 3,163 

5 パルプ・紙・木製品 63,171 76,206 80,082 81,660 274,568 11,680 49,664 180,250 

6 化学製品 57,594 52,285 35,713 29,084 80,594 7,769 19,503 105,405 

7 石油・石炭製品 1,602,978 138,842 222,238 163,153 95,219 8,208 24,011 131,955 

8 窯業・土石製品 138,349 27,823 102,197 87,069 86,238 6,642 59,486 81,068 

9 鉄鋼 8,461,614 28,467 1,862,977 1,426,181 539,576 15,536 20,363 1,199,233 

10 非鉄金属 114,678 545,982 155,193 196,476 558,852 48,287 183,192 358,246 

11 金属製品 30,694 12,754 450,161 338,995 132,323 7,761 32,704 279,976 

12 一般機械 11,361 4,826 25,198 2,288,948 172,739 6,508 13,034 498,600 

13 電気機械 476 134 785 308,897 519,032 6,096 38,617 347,748 

14 情報・通信機器 0 0 0 2 36 4,079 14 7,489 

15 電子部品 122 491 4,659 20,046 163,937 58,687 148,321 7,117 

16 輸送機械 0 0 0 0 0 0 0 3,324,240 

17 精密機械 57 37 126 84,540 32,006 33 488 71,802 

18 その他の製造工業製品 59,504 231,653 73,528 281,305 354,843 31,631 60,581 557,730 

19 建設 56,435 8,995 35,872 27,122 30,828 1,064 3,971 62,100 

20 電力・ガス・熱供給 435,741 169,693 71,096 71,158 53,170 7,080 25,110 105,962 

21 水道・廃棄物処理 38,359 9,691 19,084 52,124 21,882 2,298 6,075 41,609 

22 商業 439,856 122,303 352,848 473,911 392,205 42,645 89,410 579,014 

23 金融・保険 117,890 79,543 82,730 137,215 147,774 10,012 31,057 237,352 

24 不動産 87,621 50,362 75,386 63,552 65,231 24,751 20,363 56,521 

25 運輸 319,760 122,654 213,298 218,914 157,231 13,516 42,446 219,581 

26 情報通信 58,457 16,644 69,915 57,372 76,372 17,622 26,906 56,669 

27 公務 2,792 128 1,958 461 549 8 50 379 

28 教育・研究 3,951 526 5,054 3,781 2,649 282 946 20,766 

29 医療・保健・社会保障・介護 6,321 1,754 6,514 6,349 7,558 1,052 1,785 6,500 

30 その他の公共サービス 50,349 8,058 15,699 27,571 21,241 2,086 5,232 38,693 

31 対事業所サービス 169,116 61,268 192,677 307,956 465,961 89,184 128,016 225,258 

32 対個人サービス 126,084 35,563 133,635 127,171 151,433 20,959 35,574 129,714 

33 分類不明 89,699 86,652 28,983 7,924 16,512 173 995 8,840 

中間投入計 12,889,852 2,163,094 4,336,463 6,907,184 4,639,161 448,237 1,072,291 8,956,967 

産出計 15,801,321 3,062,567 6,822,164 10,530,427 4,645,056 268,862 557,613 10,708,026 

資料出所：資料 3-2、資料 3-4、資料 3-7 から作成。 （100 万円単位）
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付表 2　33 部門基本表（1970 年）
17 18 19 20 21 22 23 24

精密機械
その他の
製造工業
製品

建設
電力・
ガス・
熱供給

水道・
廃棄物
処理

商業
金融・
保険

不動産

1 農林水産業 733 620,668 50,537 517 79 14,513 5,663 128 

2 鉱業 0 60,270 842,832 613,876 37 0 0 0 

3 飲食料品 4,251 74,709 51,382 3,056 474 109,065 29,669 767 

4 繊維製品 1,230 6,348 14,871 885 137 23,463 8,587 222 

5 パルプ・紙・木製品 35,667 1,106,691 3,784,933 11,414 8,726 671,291 43,839 6,466 

6 化学製品 7,887 1,194,178 135,424 4,357 74,245 47,634 136,322 591 

7 石油・石炭製品 18,174 160,436 1,097,655 1,619,052 80,915 1,239,062 28,600 11,235 

8 窯業・土石製品 17,052 54,422 4,154,761 3,902 656 69,346 5,796 167 

9 鉄鋼 105,320 64,288 867,614 0 50 0 0 0 

10 非鉄金属 92,693 68,922 566,591 0 172 0 0 0 

11 金属製品 15,047 91,658 3,474,101 3,290 177 252,346 1,578 1,486 

12 一般機械 51,457 2,237 263,203 1 177 6 2 0 

13 電気機械 24,988 2,176 406,507 199 21 77,335 1,328 34 

14 情報・通信機器 0 0 5,890 0 0 0 0 0 

15 電子部品 220 3,857 5,399 46 3 2,643 802 8 

16 輸送機械 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 精密機械 253,761 187 1,109 1 16 101,100 525 5 

18 その他の製造工業製品 103,805 1,015,319 575,441 15,276 4,405 173,030 198,964 35,687 

19 建設 10,444 34,855 92,982 230,009 56,087 566,531 192,132 1,903,789 

20 電力・ガス・熱供給 12,852 112,711 103,870 72,978 47,286 376,082 60,299 29,183 

21 水道・廃棄物処理 8,675 20,876 91,296 11,951 2,928 30,078 39,121 3,400 

22 商業 111,211 437,426 1,541,065 15,820 11,669 642,261 59,406 8,999 

23 金融・保険 32,854 149,300 310,972 56,056 6,769 1,451,050 87,040 162,234 

24 不動産 11,340 91,247 181,051 49,995 14,217 1,886,300 585,487 43,008 

25 運輸 47,530 342,611 1,115,765 69,833 15,576 1,354,047 147,504 6,354 

26 情報通信 14,810 71,231 213,468 30,343 7,808 542,115 262,913 14,062 

27 公務 121 312 3,431 864 156 3,982 770 85 

28 教育・研究 2,234 1,251 9,992 15,134 394 46,343 0 27 

29 医療・保健・社会保障・介護 2,520 12,994 30,237 1,828 283 50,366 17,746 468 

30 その他の公共サービス 5,424 20,073 68,337 8,647 2,612 35,672 21,137 1,407 

31 対事業所サービス 98,772 220,877 1,568,320 157,179 51,816 3,205,529 1,113,608 141,696 

32 対個人サービス 50,453 261,146 609,791 36,280 5,627 965,145 352,118 9,109 

33 分類不明 3,389 136,668 23,145 4,670 4,142 3,278 18,433 15,138 

中間投入計 1,144,915 6,439,945 22,261,972 3,037,457 397,663 13,939,614 3,419,383 2,395,757 

産出計 1,369,790 11,467,517 49,795,599 5,092,440 2,933,716 27,083,992 7,363,899 22,206,780 

資料出所：資料 3-2、資料 3-4、資料 3-7 から作成。 （100 万円単位）
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付表 2　33 部門基本表（1970 年）
25 26 27 28 29 30 31 32

運輸 情報通信 公務
教育・
研究

医療・保健・
社会保障・
介護

その他の
公共

サービス

対事業所
サービス

対個人
サービス

1 農林水産業 5,365 2,791 2,317 1,424 88,105 519 5,007 210,039 

2 鉱業 8,871 1 2,047 1,213 51 0 3,172 2,371 

3 飲食料品 29,338 16,243 12,068 6,139 178,093 3,105 30,598 799,874 

4 繊維製品 8,216 4,701 2,978 1,628 1,137 899 7,863 8,108 

5 パルプ・紙・木製品 436,471 372,706 35,012 58,139 91,664 12,505 106,209 152,879 

6 化学製品 7,040 61,163 11,982 8,334 392,788 21,167 38,272 109,465 

7 石油・石炭製品 1,496,247 52,445 107,249 83,483 63,498 15,674 88,833 177,637 

8 窯業・土石製品 6,365 3,126 2,582 6,911 39,489 1,656 11,718 23,153 

9 鉄鋼 5,899 0 2,994 1 0 0 18,087 17,566 

10 非鉄金属 10 963 4,198 9 0 0 2,808 2,278 

11 金属製品 20,079 1,503 9,993 853 5,731 386 11,153 22,233 

12 一般機械 119 2 3,502 4 0 0 603,234 510 

13 電気機械 2,607 720 16,317 1,022 579 139 128,104 2,846 

14 情報・通信機器 0 0 1,341 0 0 0 1,166 0 

15 電子部品 125 2,231 3,923 220 34 30 53,763 110 

16 輸送機械 639,266 0 105,801 444 0 0 293,560 10,937 

17 精密機械 1,335 2,646 2,218 88 24,183 1 102,106 2,852 

18 その他の製造工業製品 172,836 780,944 144,732 121,966 86,839 42,371 939,236 205,109 

19 建設 228,671 50,935 70,915 99,419 127,473 4,259 65,211 453,890 

20 電力・ガス・熱供給 154,692 47,363 10,394 35,338 105,975 2,928 49,038 196,379 

21 水道・廃棄物処理 134,564 48,841 77,982 36,299 78,994 1,182 15,999 325,376 

22 商業 129,763 140,765 45,557 75,531 512,206 31,322 364,153 459,226 

23 金融・保険 340,325 71,715 258,287 38,544 36,027 4,825 130,965 98,246 

24 不動産 338,653 127,441 72,805 44,213 57,283 21,679 148,538 356,246 

25 運輸 1,338,188 211,713 261,712 72,159 92,814 39,824 91,374 364,355 

26 情報通信 116,133 192,279 53,023 91,305 41,366 14,905 2,445,561 152,731 

27 公務 114,228 531 87 526 2,399 230 442 4,676 

28 教育・研究 5,055 8,267 9 0 359 0 1,063 22 

29 医療・保健・社会保障・介護 17,266 9,619 6,153 3,636 49,389 1,863 16,194 16,616 

30 その他の公共サービス 27,588 10,908 58,418 3,318 222 0 36,004 5,040 

31 対事業所サービス 1,133,807 595,612 152,151 152,214 125,728 21,870 733,724 237,043 

32 対個人サービス 339,502 351,983 122,275 75,605 52,493 36,854 319,999 378,222 

33 分類不明 17,980 236,324 3,773 184,514 38,056 18,416 30,655 3,396,479 

中間投入計 7,276,603 3,406,482 1,664,796 1,204,500 2,292,974 298,609 6,893,810 8,192,513 

産出計 21,294,280 8,041,923 12,525,097 12,206,166 8,524,856 665,654 15,737,225 26,123,390 

資料出所：資料 3-2、資料 3-4、資料 3-7 から作成。 （100 万円単位）
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付表 2　33 部門基本表（1970 年）

33

分類不明
中間
需要計

国内最終
需要

輸出 輸入 産出計

1 農林水産業 16,764 10,510,509 5,348,101 97,960 －1,106,795 14,849,774 

2 鉱業 34,022 8,584,780 146,712 7,882 －6,476,345 2,263,029 

3 飲食料品 37,543 4,735,652 14,904,409 236,088 －451,830 19,424,319 

4 繊維製品 38,466 178,355 2,050,516 488 －5,638 2,223,721 

5 パルプ・紙・木製品 295,311 15,318,780 6,958,659 909,578 －388,730 22,798,287 

6 化学製品 51,718 9,026,592 1,035,250 578,847 －313,959 10,326,729 

7 石油・石炭製品 52,566 13,601,699 2,389,033 173,332 －1,443,009 14,721,054 

8 窯業・土石製品 18,963 5,900,317 344,227 221,453 －21,459 6,444,538 

9 鉄鋼 268,256 15,039,024 35,630 853,769 －127,102 15,801,321 

10 非鉄金属 51,753 3,046,150 142,449 78,176 －204,208 3,062,567 

11 金属製品 593 5,774,762 578,008 496,015 －26,622 6,822,164 

12 一般機械 1,214 3,959,810 6,128,607 771,904 －329,893 10,530,427 

13 電気機械 4,124 1,904,706 2,374,476 431,639 －65,766 4,645,056 

14 情報・通信機器 585 20,603 240,932 17,451 －10,123 268,862 

15 電子部品 5,182 482,742 62,576 26,535 －14,240 557,613 

16 輸送機械 2,718 4,448,696 4,535,496 1,869,587 －145,754 10,708,026 

17 精密機械 1,972 685,361 599,814 163,252 －78,637 1,369,790 

18 その他の製造工業製品 70,770 8,060,460 2,859,997 728,822 －181,762 11,467,517 

19 建設 473,825 5,269,588 44,526,011 0 0 49,795,599 

20 電力・ガス・熱供給 10,628 3,711,306 1,381,134 0 0 5,092,440 

21 水道・廃棄物処理 81,770 1,548,972 1,384,677 198 －131 2,933,716 

22 商業 225,753 9,752,060 16,782,313 623,939 －74,321 27,083,992 

23 金融・保険 118,302 5,459,763 1,889,415 31,865 －17,143 7,363,899 

24 不動産 252 5,087,356 17,101,758 17,666 0 22,206,780 

25 運輸 101,581 9,812,117 10,329,245 1,396,302 －243,383 21,294,280 

26 情報通信 22,893 5,055,066 2,976,463 47,374 －36,980 8,041,923 

27 公務 14,503 161,174 12,374,090 22,700 －32,867 12,525,097 

28 教育・研究 9,530 195,308 12,010,857 0 0 12,206,166 

29 医療・保健・社会保障・介護 37,255 362,683 8,162,173 0 0 8,524,856 

30 その他の公共サービス 27,542 665,654 0 0 0 665,654 

31 対事業所サービス 35,507 13,915,635 1,885,622 24,491 －88,523 15,737,225 

32 対個人サービス 914,278 6,657,938 19,509,567 109,046 －153,160 26,123,390 

33 分類不明 1,286 4,775,700 0 171,307 －181,321 4,765,685 

中間投入計 3,027,425 183,709,317 201,048,216 10,107,664 －12,219,704 382,645,493 

産出計 4,765,685 

資料出所：資料 3-2、資料 3-4、資料 3-7 から作成。　　　　　　　（100 万円単位）
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付表 3　産業別影響力係数表と産業別感応度係数表
影響力係数

1 2 3 4 5 6 7 8 9

農林
水産業

鉱業 飲食料品 繊維製品
パルプ・
紙・
木製品

化学製品
石油・
石炭製品

窯業・
土石製品

鉄鋼

1970 0.803788 0.869617 0.912211 0.551160 1.077746 1.411467 0.594828 0.854354 1.356640

1973 0.778689 0.930236 0.911777 0.548609 1.075855 1.384562 0.638065 0.895588 1.349836

1974 0.789459 0.959854 0.924872 0.556257 1.071402 1.427254 0.660534 0.901328 1.404643

1975 0.791956 0.931736 0.955352 0.557981 1.076496 1.552974 0.646283 0.906219 1.413433

1976 0.819171 0.888646 0.969206 0.565366 1.079822 1.442321 0.655152 0.927019 1.421421

1977 0.838637 0.894577 0.954781 0.564205 1.089810 1.422024 0.654546 0.943498 1.448432

1978 0.849402 0.930333 0.987409 0.568272 1.088048 1.348330 0.648961 0.945079 1.405909

1979 0.864351 0.976488 0.967537 0.573785 1.086419 1.376469 0.683886 0.964949 1.367534

1980 0.889659 0.932225 0.981898 0.591026 1.084731 1.369448 0.754188 0.985828 1.389107

1981 0.893215 0.935920 0.992209 0.602575 1.070749 1.318875 0.737213 0.968224 1.415100

1982 0.882231 0.906481 0.999341 0.608235 1.072842 1.284192 0.730129 0.970709 1.433702

1983 0.889043 0.920261 1.007277 0.609902 1.080794 1.283693 0.756255 0.977848 1.485736

1984 0.896608 0.946293 1.031325 0.618068 1.094281 1.256469 0.748894 0.982950 1.426775

1985 0.926745 0.979487 1.051474 0.637212 1.078992 1.249213 0.755698 0.979627 1.428642

1986 0.932369 0.988043 1.059435 0.641665 1.079389 1.212193 0.811460 1.007046 1.429301

1987 0.911795 1.017583 1.070890 0.646228 1.074497 1.211159 0.771001 1.000144 1.389082

1988 0.929548 1.034703 1.078880 0.638314 1.078877 1.217383 0.778884 1.002676 1.357556

1989 0.922848 1.071867 1.075258 0.643556 1.085672 1.195034 0.758309 0.997623 1.342798

1990 0.921324 0.993396 1.096988 0.665591 1.091288 1.211312 0.742760 1.005007 1.356878

1991 0.959531 1.006961 1.099667 0.668488 1.100323 1.205576 0.742104 1.020244 1.384276

1992 0.950329 1.021459 1.099218 0.675417 1.110730 1.188354 0.725129 1.006176 1.377913

1993 0.966293 1.024948 1.100772 0.676140 1.107214 1.182297 0.736253 1.010479 1.400260

1994 0.964345 1.059606 1.087724 0.670382 1.117595 1.171820 0.727824 1.012274 1.374588

1995 0.986106 1.070953 1.086868 0.659320 1.121961 1.185183 0.733785 1.021316 1.376540

1996 0.944459 1.067881 1.086756 0.659044 1.125590 1.186976 0.732939 1.021044 1.380832

1997 0.958947 1.060373 1.094154 0.664367 1.130537 1.185084 0.719272 1.015000 1.388970

1998 0.940806 1.060115 1.090580 0.658995 1.128480 1.194679 0.791700 1.037296 1.425227

1999 0.944516 1.073190 1.092527 0.669474 1.138028 1.167620 0.767481 1.030777 1.388989

2000 0.938642 1.055416 1.096415 0.672047 1.132975 1.185774 0.766971 1.020614 1.389151

2001 0.929479 1.020817 1.082543 0.661607 1.128315 1.170925 0.763021 1.015752 1.387240

2002 0.913786 1.027449 1.083583 0.660868 1.136081 1.159991 0.772063 1.017429 1.403815

2003 0.927934 1.020952 1.089870 0.665647 1.141993 1.155368 0.777570 1.014450 1.385494

2004 0.959521 1.061690 1.101555 0.673470 1.141168 1.160982 0.792285 1.009584 1.400784

2005 0.961046 1.053265 1.115585 0.676999 1.133169 1.172096 0.778294 1.014336 1.413429

2006 0.966551 1.076539 1.116715 0.676990 1.154927 1.185041 0.794033 1.017737 1.478408

2007 0.949086 1.093633 1.113227 0.677436 1.175961 1.159570 0.806234 1.027138 1.516238

資料出所：資料 3-2、資料 3-4、資料 3-7 から作成。
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付表 3　産業別影響力係数表と産業別感応度係数表
影響力係数

10 11 12 13 14 15 16 17 18

非鉄金属 金属製品 一般機械 電気機械
情報・
通信機器

電子部品 輸送機械 精密機械
その他の
製造工業
製品

1970 1.009201 1.127140 1.157226 1.523729 2.306527 2.649807 1.437643 1.289071 0.991136

1973 1.016782 1.123267 1.187799 1.397700 2.296707 2.339298 1.490380 1.197842 1.057106

1974 1.038520 1.174922 1.184153 1.375807 2.225559 2.210890 1.440260 1.147056 1.059311

1975 1.046937 1.155229 1.157696 1.400325 2.242863 2.156768 1.459229 1.151674 1.063456

1976 1.074377 1.192837 1.173693 1.413410 2.123636 2.058651 1.410226 1.163528 1.052533

1977 1.104126 1.183475 1.172201 1.401630 2.066281 2.019030 1.424813 1.148574 1.063438

1978 1.086556 1.167240 1.183390 1.378390 2.106363 1.978443 1.378879 1.162588 1.074867

1979 1.082373 1.157698 1.168130 1.332832 2.042079 1.907116 1.394934 1.127861 1.081890

1980 1.105425 1.182324 1.155178 1.315950 1.959733 1.875757 1.344221 1.119521 1.099655

1981 1.073207 1.174037 1.151532 1.291585 2.204945 1.816849 1.340795 1.122897 1.075730

1982 1.056209 1.163231 1.139768 1.246585 2.294532 1.808884 1.355101 1.110016 1.066046

1983 1.087320 1.168979 1.153984 1.305133 2.086121 1.671655 1.359254 1.086110 1.071997

1984 1.069691 1.164860 1.158075 1.367931 1.945210 1.563064 1.373885 1.089925 1.082004

1985 1.056911 1.136998 1.171270 1.271634 1.767168 1.762395 1.331832 1.059496 1.083833

1986 1.025472 1.135154 1.163698 1.251725 1.747292 1.703655 1.340499 1.055018 1.073818

1987 1.042352 1.136231 1.155991 1.211687 1.775079 1.637489 1.306057 1.069989 1.059009

1988 1.055884 1.136826 1.147613 1.241590 1.590203 1.547175 1.306819 1.055119 1.071041

1989 1.052313 1.146165 1.146456 1.223701 1.497730 1.529315 1.333301 1.034624 1.075319

1990 1.053678 1.152731 1.149332 1.162784 1.532851 1.451551 1.427758 1.064793 1.093573

1991 1.068734 1.171555 1.152652 1.174454 1.457465 1.386552 1.443691 1.059351 1.096623

1992 1.095839 1.171519 1.146885 1.184549 1.396997 1.343050 1.463518 1.084433 1.100956

1993 1.123916 1.173539 1.157224 1.170845 1.459051 1.293390 1.455041 1.081089 1.106764

1994 1.113238 1.170564 1.176367 1.185187 1.385133 1.225623 1.450247 1.090643 1.098817

1995 1.085274 1.158604 1.170818 1.162128 1.323936 1.161862 1.424986 1.066654 1.109456

1996 1.101445 1.169342 1.180056 1.159044 1.295858 1.163916 1.450105 1.072567 1.121958

1997 1.073307 1.161050 1.178012 1.158970 1.268036 1.146784 1.499204 1.085585 1.123513

1998 1.105619 1.160973 1.176382 1.134576 1.200834 1.178055 1.448773 1.087756 1.124443

1999 1.093845 1.147863 1.171078 1.129011 1.194724 1.177359 1.416076 1.076226 1.128815

2000 1.065346 1.142099 1.171770 1.143942 1.195200 1.058261 1.442351 1.062934 1.126593

2001 1.085795 1.151266 1.179805 1.172721 1.144698 1.154006 1.453690 1.081378 1.129067

2002 1.115285 1.176602 1.181640 1.145781 1.091910 1.084454 1.432134 1.083688 1.126709

2003 1.106684 1.167443 1.165829 1.109439 1.019659 1.050009 1.484776 1.090365 1.119907

2004 1.078591 1.185691 1.159467 1.074598 0.974974 1.023238 1.474989 1.066815 1.098960

2005 1.064812 1.183332 1.151128 1.074509 0.895342 0.995126 1.464290 1.046204 1.095124

2006 1.042993 1.205165 1.147567 1.065780 0.901104 0.923998 1.478455 0.998214 1.118638

2007 1.086154 1.218543 1.140836 1.051382 0.866476 0.940184 1.448607 0.999972 1.118972

資料出所：資料 3-2、資料 3-4、資料 3-7 から作成。
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付表 3　産業別影響力係数表と産業別感応度係数表
影響力係数

19 20 21 22 23 24 25 26 27

建設
電力・
ガス・
熱供給

水道・
廃棄物
処理

商業
金融・
保険

不動産 運輸 情報通信 公務

1970 0.856194 0.772312 0.563197 0.843232 0.815356 0.538042 0.716840 0.814893 0.557171

1973 0.888759 0.881066 0.588921 0.813663 0.779205 0.542778 0.766824 0.815043 0.595100

1974 0.896145 0.889597 0.597403 0.820571 0.813782 0.545937 0.783519 0.789629 0.599953

1975 0.875418 0.858084 0.592420 0.802079 0.789348 0.540413 0.777684 0.784671 0.596273

1976 0.902705 0.871054 0.604712 0.805658 0.802979 0.541574 0.792255 0.797605 0.601357

1977 0.916581 0.896709 0.615050 0.800875 0.779608 0.542449 0.791602 0.795509 0.608435

1978 0.908277 0.896255 0.619476 0.793354 0.759289 0.542729 0.805339 0.810240 0.613049

1979 0.914163 0.916296 0.635121 0.793140 0.768313 0.551219 0.834543 0.809937 0.629642

1980 0.937539 0.871218 0.636412 0.795735 0.775115 0.563511 0.828730 0.799945 0.649626

1981 0.925448 0.862443 0.650685 0.794762 0.790369 0.569291 0.824075 0.820281 0.663239

1982 0.927781 0.840175 0.664532 0.792101 0.797912 0.581929 0.826338 0.810637 0.667097

1983 0.954747 0.852654 0.680241 0.804183 0.801549 0.588458 0.835459 0.822993 0.680074

1984 0.945843 0.856360 0.697724 0.816164 0.807546 0.580328 0.834034 0.836333 0.690074

1985 0.988171 0.857496 0.727552 0.833934 0.819751 0.591887 0.844772 0.854633 0.709643

1986 1.002779 0.891755 0.737007 0.827955 0.808978 0.585842 0.835597 0.844380 0.718369

1987 0.989048 0.890115 0.739633 0.826040 0.815355 0.593536 0.840241 0.843197 0.738404

1988 0.992489 0.889551 0.751172 0.827641 0.801934 0.599122 0.842899 0.904503 0.752288

1989 0.992211 0.875442 0.751107 0.830737 0.824597 0.618518 0.845488 0.929446 0.769975

1990 0.983589 0.851915 0.770480 0.823220 0.749457 0.632188 0.855486 0.947352 0.796957

1991 1.002513 0.864584 0.789213 0.820432 0.727002 0.637690 0.861061 0.927380 0.813710

1992 1.007456 0.880981 0.805693 0.820351 0.782565 0.644603 0.872808 0.913106 0.819962

1993 1.009296 0.903397 0.813422 0.811191 0.770118 0.639761 0.879102 0.911427 0.827715

1994 1.026843 0.925142 0.829426 0.807831 0.779388 0.641603 0.889745 0.911309 0.826620

1995 1.038149 0.935341 0.830538 0.816732 0.808881 0.650694 0.899562 0.914371 0.830505

1996 1.052642 0.917959 0.843154 0.823372 0.823282 0.658692 0.900613 0.913109 0.844341

1997 1.051672 0.902919 0.849213 0.823335 0.830151 0.663339 0.904192 0.916349 0.845778

1998 1.043492 0.924491 0.852499 0.819371 0.835863 0.666063 0.917146 0.911282 0.851845

1999 1.040042 0.919604 0.857936 0.826057 0.836070 0.672693 0.919619 0.937873 0.863230

2000 1.046044 0.912414 0.861758 0.834549 0.843670 0.676548 0.919632 0.959646 0.860982

2001 1.036629 0.901606 0.853703 0.830385 0.840878 0.674023 0.912888 0.952561 0.851360

2002 1.039402 0.905142 0.867188 0.834716 0.841825 0.677938 0.912934 0.952683 0.848327

2003 1.052199 0.908370 0.876693 0.848556 0.841743 0.685930 0.924412 0.960355 0.855715

2004 1.041682 0.908829 0.871470 0.851315 0.857125 0.687943 0.925807 0.972142 0.857283

2005 1.055347 0.885836 0.858331 0.861828 0.876439 0.695820 0.934359 0.979892 0.857304

2006 1.065419 0.895806 0.868786 0.869807 0.900188 0.702497 0.945863 0.986892 0.851096

2007 1.076510 0.922136 0.864442 0.867095 0.919810 0.697156 0.945731 0.990967 0.848050

資料出所：資料 3-2、資料 3-4、資料 3-7 から作成。
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付表 3　産業別影響力係数表と産業別感応度係数表
影響力係数

28 29 30 31 32 33

教育・
研究

医療・保健・
社会保障・
介護

その他の
公共
サービス

対事業所
サービス

対個人
サービス

分類不明

1970 0.528293 0.691949 0.822722 0.848596 0.717246 0.990666

1973 0.551663 0.706612 0.763695 0.865026 0.740549 1.080998

1974 0.560171 0.717051 0.738812 0.857480 0.744149 1.093720

1975 0.555803 0.722084 0.720921 0.861544 0.731205 1.125448

1976 0.566864 0.726458 0.740982 0.876689 0.746364 1.191729

1977 0.573559 0.723825 0.742169 0.870621 0.743877 1.205053

1978 0.583580 0.730453 0.757922 0.883214 0.758251 1.250110

1979 0.605825 0.735155 0.763430 0.882255 0.758006 1.246622

1980 0.619993 0.739972 0.768272 0.871727 0.760249 1.246080

1981 0.618140 0.754540 0.731146 0.879956 0.760113 1.169855

1982 0.618488 0.757730 0.717471 0.871130 0.770175 1.228271

1983 0.623718 0.769094 0.702315 0.879339 0.786094 1.217719

1984 0.626197 0.766809 0.693109 0.882286 0.783080 1.367804

1985 0.642117 0.805918 0.697607 0.897662 0.804221 1.196007

1986 0.643303 0.810952 0.722355 0.932374 0.811229 1.169895

1987 0.646622 0.829918 0.735951 0.970688 0.821593 1.233400

1988 0.652446 0.851409 0.758415 0.980087 0.828699 1.298251

1989 0.660392 0.857926 0.816550 1.001255 0.835377 1.259090

1990 0.670000 0.884873 0.889190 0.981773 0.846231 1.143696

1991 0.680196 0.894247 0.862075 0.983610 0.863545 1.074497

1992 0.686267 0.911861 0.866422 0.977359 0.885190 0.982903

1993 0.692620 0.919784 0.857941 0.960849 0.888917 0.888945

1994 0.690317 0.918676 0.866710 0.954299 0.906368 0.943745

1995 0.698483 0.927991 0.891388 0.949895 0.922396 0.979322

1996 0.708448 0.938599 0.928397 0.947723 0.935079 0.844780

1997 0.706534 0.932724 0.902948 0.955039 0.932113 0.872530

1998 0.702360 0.927044 0.834493 0.941154 0.928602 0.899005

1999 0.708516 0.931054 0.859462 0.961241 0.938575 0.920430

2000 0.712413 0.932408 0.895177 0.964942 0.950250 0.963065

2001 0.705517 0.920607 0.949749 0.949519 0.951132 0.957319

2002 0.712182 0.924616 1.025865 0.939273 0.948924 0.955720

2003 0.726039 0.927227 1.042545 0.935747 0.958679 0.962403

2004 0.738674 0.931156 1.043702 0.929404 0.973191 0.971917

2005 0.750910 0.942258 1.117319 0.916325 0.988725 0.991222

2006 0.752712 0.945052 0.966249 0.900503 0.986547 1.013730

2007 0.751068 0.932228 0.900632 0.891436 0.980888 1.022203

資料出所：資料 3-2、資料 3-4、資料 3-7 から作成。
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付表 3　産業別影響力係数表と産業別感応度係数表
感応度係数

1 2 3 4 5 6 7 8 9

農林
水産業

鉱業 飲食料品 繊維製品
パルプ・
紙・
木製品

化学製品
石油・
石炭製品

窯業・
土石製品

鉄鋼

1970 1.010591 0.741187 0.709523 0.468757 1.617401 1.514781 1.953816 0.806240 2.401525

1973 0.914470 0.719781 0.701018 0.517857 1.468593 1.500876 1.913453 0.792707 2.280987

1974 0.920996 0.717788 0.717741 0.540244 1.484599 1.553674 1.948225 0.771975 2.301940

1975 0.952978 0.696459 0.762962 0.561912 1.482455 1.440676 1.790819 0.753709 2.244319

1976 0.957815 0.693334 0.770114 0.554280 1.527639 1.497674 1.791884 0.758993 2.208858

1977 0.960046 0.707527 0.784263 0.540953 1.527285 1.558662 1.789537 0.762317 2.058355

1978 0.960476 0.705775 0.794961 0.525781 1.542224 1.596621 1.677983 0.749362 2.019122

1979 0.943155 0.700026 0.790271 0.519445 1.520746 1.601875 1.682065 0.752616 2.072684

1980 0.939283 0.718756 0.789995 0.522230 1.511190 1.599117 1.461247 0.777187 2.090850

1981 0.940563 0.713749 0.815164 0.524234 1.498074 1.566429 1.398242 0.775101 1.952972

1982 0.945441 0.702724 0.827667 0.528691 1.473477 1.591271 1.326565 0.780600 1.945283

1983 0.942351 0.684619 0.836968 0.524821 1.455448 1.573112 1.292044 0.784027 1.903242

1984 0.940314 0.660348 0.835338 0.518213 1.410547 1.597392 1.269363 0.785270 1.912628

1985 0.945301 0.669523 0.865526 0.519704 1.379326 1.540337 1.205621 0.803718 1.866306

1986 0.943028 0.667663 0.868772 0.513139 1.368431 1.510618 1.152121 0.785809 1.788481

1987 0.939024 0.659582 0.865716 0.511388 1.354302 1.499172 1.091831 0.778556 1.763829

1988 0.922799 0.664222 0.869887 0.514392 1.356109 1.499272 1.073253 0.780483 1.717113

1989 0.931497 0.666910 0.865008 0.520753 1.355518 1.511395 1.038908 0.777316 1.668972

1990 0.953424 0.681294 0.855362 0.531724 1.345526 1.517208 0.999307 0.788078 1.654306

1991 0.924848 0.668637 0.858563 0.532991 1.335595 1.482747 1.029255 0.784566 1.658390

1992 0.925304 0.662411 0.860895 0.535753 1.321252 1.493969 1.023540 0.775252 1.633683

1993 0.900489 0.653816 0.864051 0.537165 1.299736 1.477554 1.037991 0.772094 1.625490

1994 0.909323 0.633747 0.860633 0.534718 1.274224 1.448831 1.049113 0.766859 1.598384

1995 0.894600 0.630439 0.862708 0.536538 1.269407 1.415817 1.034932 0.767809 1.607397

1996 0.885832 0.640750 0.854290 0.545194 1.247445 1.428702 1.055824 0.780585 1.583839

1997 0.884702 0.635170 0.854357 0.545600 1.227348 1.437790 1.044265 0.780504 1.597923

1998 0.865906 0.627675 0.852264 0.539995 1.200833 1.418115 1.053289 0.772938 1.520881

1999 0.878725 0.631638 0.853149 0.542220 1.173861 1.364091 1.006585 0.769156 1.495364

2000 0.879703 0.643027 0.854123 0.547440 1.156804 1.339435 1.005517 0.772447 1.539280

2001 0.854490 0.638394 0.850917 0.541126 1.123196 1.312271 0.969217 0.767910 1.522271

2002 0.871639 0.639062 0.850390 0.542615 1.102215 1.278879 0.950642 0.755563 1.469468

2003 0.864947 0.643512 0.853997 0.550217 1.099252 1.272056 0.934081 0.758608 1.479444

2004 0.866672 0.646457 0.862097 0.557099 1.093173 1.242057 0.919403 0.763102 1.471890

2005 0.876643 0.653606 0.860368 0.565934 1.093692 1.198296 0.902608 0.766741 1.508728

2006 0.871872 0.655003 0.855437 0.572598 1.067735 1.222606 0.904863 0.752294 1.564665

2007 0.866422 0.653141 0.852955 0.573889 1.060978 1.208456 0.896325 0.769978 1.572344

資料出所：資料 3-2、資料 3-4、資料 3-7 から作成。
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付表 3　産業別影響力係数表と産業別感応度係数表
感応度係数

10 11 12 13 14 15 16 17 18

非鉄金属 金属製品 一般機械 電気機械
情報・
通信機器

電子部品 輸送機械 精密機械
その他の
製造工業
製品

1970 1.182273 0.786324 0.814916 0.676109 0.454341 0.780538 0.769573 0.584678 1.468327

1973 1.240349 0.832005 0.861226 0.706068 0.461363 0.831414 0.828828 0.576247 1.395739

1974 1.150066 0.800069 0.871228 0.685476 0.474446 0.855521 0.833614 0.585122 1.269537

1975 1.159662 0.752921 0.844845 0.661793 0.476218 0.858195 0.836102 0.552793 1.257624

1976 1.144251 0.748011 0.830170 0.680275 0.474888 0.787906 0.833594 0.555848 1.302398

1977 1.116513 0.748235 0.836877 0.696613 0.476135 0.811198 0.803262 0.561605 1.297979

1978 1.100234 0.762590 0.826351 0.700265 0.474296 0.792346 0.813901 0.559929 1.345172

1979 1.069279 0.773401 0.814907 0.712367 0.483042 0.801054 0.847402 0.562053 1.324565

1980 1.039495 0.791077 0.843800 0.732696 0.498363 0.864284 0.831967 0.575976 1.296142

1981 1.045654 0.818320 0.859787 0.756677 0.516616 0.890184 0.852064 0.593538 1.345034

1982 1.012205 0.840155 0.840747 0.770972 0.528774 0.892781 0.854760 0.600797 1.343844

1983 0.964670 0.844060 0.832661 0.785726 0.535194 0.887786 0.862253 0.595119 1.355353

1984 0.955898 0.847545 0.828722 0.801944 0.541738 0.917539 0.863278 0.584053 1.352197

1985 0.955917 0.865097 0.816384 0.799212 0.546089 0.955370 0.900967 0.607442 1.355282

1986 0.951367 0.879518 0.785805 0.822018 0.537661 0.985168 0.993402 0.602143 1.379511

1987 0.924212 0.863178 0.770849 0.825041 0.538799 0.989097 0.976292 0.596863 1.410795

1988 0.921076 0.863502 0.779393 0.836298 0.547144 0.981514 0.983256 0.594488 1.424801

1989 0.919908 0.866955 0.808223 0.848556 0.559981 0.966470 1.000416 0.598514 1.434058

1990 0.959572 0.882873 0.836758 0.863586 0.568213 0.965484 1.027450 0.615856 1.462416

1991 0.962822 0.883870 0.846678 0.879556 0.569178 0.975227 1.078110 0.617401 1.448607

1992 0.943998 0.878681 0.823411 0.862268 0.563391 0.934074 1.107936 0.614510 1.423059

1993 0.953422 0.878553 0.811840 0.850713 0.568552 0.952663 1.096986 0.608056 1.419161

1994 0.925750 0.865279 0.803454 0.830430 0.569962 1.004490 1.080392 0.600750 1.377798

1995 0.921099 0.865601 0.791005 0.816280 0.576637 1.001950 1.075428 0.596916 1.364566

1996 0.930453 0.875425 0.802151 0.791834 0.601853 0.995165 1.083319 0.609674 1.359335

1997 0.921115 0.869850 0.808900 0.788213 0.605775 1.042956 1.092217 0.611419 1.349290

1998 0.912183 0.860684 0.805235 0.767699 0.597537 1.015842 1.098229 0.608461 1.331602

1999 0.912211 0.848573 0.800983 0.761001 0.604489 1.079805 1.095592 0.603857 1.308709

2000 0.909733 0.849815 0.793890 0.752619 0.611990 1.097773 1.090964 0.604888 1.308020

2001 0.890437 0.844163 0.793764 0.744134 0.610500 1.072799 1.095305 0.591583 1.297727

2002 0.899152 0.832232 0.779972 0.724401 0.605718 1.080121 1.121510 0.575782 1.286228

2003 0.888667 0.824062 0.777767 0.712588 0.628079 1.177734 1.155795 0.577559 1.271968

2004 0.873259 0.814768 0.786464 0.716348 0.643546 1.186297 1.159366 0.577182 1.259670

2005 0.887097 0.823316 0.791967 0.716983 0.643518 1.157041 1.176255 0.579224 1.233368

2006 0.850186 0.827890 0.797776 0.732383 0.659935 1.180640 1.202939 0.588450 1.221276

2007 0.857748 0.829299 0.819185 0.727809 0.689647 1.176142 1.206520 0.590530 1.217173

資料出所：資料 3-2、資料 3-4、資料 3-7 から作成。
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付表 3　産業別影響力係数表と産業別感応度係数表
感応度係数

19 20 21 22 23 24 25 26 27

建設
電力・
ガス・
熱供給

水道・
廃棄物
処理

商業
金融・
保険

不動産 運輸 情報通信 公務

1970 0.876163 0.931233 0.594080 1.519070 0.983456 0.958301 1.393586 1.063703 0.459690

1973 0.836983 0.985775 0.621473 1.440964 1.178593 0.928808 1.302032 0.991814 0.474959

1974 0.781786 1.009750 0.629590 1.428204 1.127402 0.948152 1.332545 0.952925 0.496356

1975 0.800488 1.011835 0.639346 1.476965 1.220113 0.931238 1.373201 1.006585 0.500105

1976 0.798491 1.014059 0.645138 1.518458 1.204116 0.924471 1.374331 1.012355 0.504532

1977 0.810879 1.034414 0.646907 1.587998 1.257046 0.929973 1.298179 1.020664 0.507078

1978 0.827902 1.030039 0.641064 1.641155 1.309663 0.922263 1.296708 1.036090 0.508628

1979 0.806842 1.051657 0.641407 1.639467 1.286945 0.919149 1.263178 1.039884 0.522939

1980 0.814194 1.053852 0.641830 1.742874 1.267601 0.939099 1.294811 1.042516 0.529071

1981 0.834084 1.061227 0.643667 1.742930 1.271465 0.954308 1.338525 1.053609 0.545315

1982 0.883864 1.054548 0.645027 1.720026 1.247095 0.962427 1.315369 1.058060 0.562308

1983 0.925032 1.059834 0.645052 1.720361 1.306013 0.964184 1.359884 1.049337 0.569586

1984 1.026652 1.038166 0.639050 1.644373 1.355090 0.963530 1.377328 1.037980 0.582540

1985 0.998143 1.041066 0.643864 1.546537 1.412891 0.980622 1.392701 1.042410 0.606381

1986 0.967874 1.020697 0.638390 1.615785 1.520333 0.962035 1.377408 1.067980 0.597543

1987 1.012824 1.015423 0.634831 1.676211 1.645935 0.969494 1.368659 1.082348 0.590967

1988 0.995643 1.017451 0.635819 1.685047 1.649407 0.958114 1.378702 1.100495 0.593870

1989 0.983399 1.016657 0.640134 1.667030 1.639795 0.932865 1.403206 1.130242 0.592697

1990 0.988967 1.034355 0.638401 1.694043 1.533792 0.903123 1.373361 1.129073 0.586551

1991 0.962254 1.048493 0.654294 1.788075 1.438714 0.877752 1.381689 1.128753 0.587057

1992 0.933602 1.062134 0.664613 1.860710 1.490171 0.868859 1.371799 1.118265 0.592177

1993 0.909392 1.082641 0.668056 1.894645 1.533347 0.867826 1.408178 1.116922 0.592830

1994 0.932816 1.109750 0.680958 1.932853 1.586910 0.860420 1.437785 1.117208 0.612821

1995 0.851696 1.112185 0.691086 1.982784 1.664194 0.844777 1.449591 1.142735 0.650133

1996 0.847792 1.124244 0.697781 1.945850 1.592265 0.842514 1.351702 1.193592 0.644439

1997 0.841384 1.105794 0.693877 1.939428 1.617497 0.828503 1.340896 1.241301 0.654954

1998 0.853113 1.135973 0.690223 1.957319 1.621945 0.821135 1.390453 1.317349 0.667255

1999 0.865369 1.138988 0.694939 1.971178 1.691087 0.812926 1.346855 1.396563 0.678382

2000 0.852546 1.122306 0.695507 1.851966 1.711492 0.827052 1.308579 1.440368 0.694761

2001 0.855206 1.122365 0.691260 1.897002 1.773500 0.833490 1.323824 1.502037 0.693587

2002 0.869460 1.124339 0.688864 1.879258 1.834835 0.836043 1.331988 1.529356 0.694360

2003 0.861268 1.108824 0.692001 1.802898 1.816913 0.833399 1.326853 1.496016 0.703460

2004 0.865836 1.103133 0.696074 1.781218 1.787287 0.834298 1.332054 1.465841 0.711863

2005 0.846326 1.090333 0.699673 1.752332 1.781219 0.834895 1.315782 1.420398 0.711916

2006 0.858843 1.082135 0.702680 1.651867 1.770108 0.832266 1.313555 1.388172 0.717198

2007 0.868137 1.079970 0.702289 1.609943 1.751215 0.831444 1.319645 1.373993 0.717131

資料出所：資料 3-2、資料 3-4、資料 3-7 から作成。

33

三
六
八



日
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経
済
の
パ
タ
ー
ン
分
析
（
武
縄
）

（
七
五
九
）

付表 3　産業別影響力係数表と産業別感応度係数表
感応度係数

28 29 30 31 32 33

教育・
研究

医療・保健・
社会保障・
介護

その他の
公共
サービス

対事業所
サービス

対個人
サービス

分類不明

1970 0.469636 0.485784 0.523292 2.014588 1.216782 0.769733

1973 0.479079 0.531877 0.542743 2.093913 1.218146 0.829863

1974 0.491215 0.575117 0.560842 2.112642 1.254176 0.817036

1975 0.490985 0.586421 0.570444 2.045340 1.347523 0.912968

1976 0.496218 0.579299 0.579129 2.021900 1.284534 0.925035

1977 0.498370 0.577315 0.588345 2.077613 1.240401 0.887456

1978 0.501784 0.575499 0.594784 2.074395 1.221590 0.871045

1979 0.514026 0.602827 0.604851 2.113362 1.162351 0.860162

1980 0.532570 0.596083 0.622216 2.084168 1.106853 0.848606

1981 0.546282 0.545009 0.611055 2.081651 1.138577 0.769896

1982 0.552434 0.533884 0.609105 2.040944 1.165350 0.842809

1983 0.551732 0.528285 0.625199 2.042973 1.181486 0.811588

1984 0.546203 0.521605 0.637950 2.035203 1.176289 0.795712

1985 0.562692 0.532756 0.658309 2.021863 1.184790 0.777855

1986 0.563694 0.532633 0.629160 2.039469 1.173882 0.758465

1987 0.569366 0.534237 0.605433 2.049180 1.151939 0.734627

1988 0.575886 0.540679 0.587600 2.114923 1.129560 0.707803

1989 0.582278 0.547781 0.572517 2.152289 1.109768 0.689981

1990 0.588111 0.556573 0.565531 2.147140 1.065396 0.687146

1991 0.593874 0.555828 0.566395 2.140955 1.056208 0.682621

1992 0.602572 0.557269 0.569974 2.127474 1.068088 0.728908

1993 0.604336 0.558152 0.573387 2.109255 1.077495 0.695208

1994 0.601775 0.557412 0.571625 2.091293 1.089858 0.682376

1995 0.602980 0.558630 0.573635 2.073722 1.091571 0.681150

1996 0.611088 0.568906 0.581526 2.100006 1.087646 0.738979

1997 0.608804 0.571098 0.581537 2.097811 1.067551 0.712171

1998 0.606418 0.566963 0.583799 2.155980 1.066227 0.716479

1999 0.605099 0.570190 0.580813 2.141130 1.063580 0.712891

2000 0.605776 0.575292 0.579540 2.215721 1.053163 0.708462

2001 0.597921 0.568713 0.566157 2.300386 1.059098 0.695250

2002 0.600462 0.570434 0.570953 2.352407 1.057499 0.694153

2003 0.606482 0.577588 0.584322 2.386607 1.031226 0.701813

2004 0.616087 0.584276 0.596570 2.458856 1.022289 0.705472

2005 0.623209 0.591928 0.604672 2.590931 0.993313 0.707690

2006 0.627746 0.598144 0.608544 2.632392 0.975738 0.712064

2007 0.629050 0.599530 0.609809 2.669487 0.955155 0.714661

資料出所：資料 3-2、資料 3-4、資料 3-7 から作成。
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付図１　産業別の影響力・感応度パターンの推移（1970年～2007年）

資料出所：資料 3-2、資料 3-4、資料 3-7 より作成。
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付図１　産業別の影響力・感応度パターンの推移（1970年～2007年）

資料出所：資料 3-2、資料 3-4、資料 3-7 より作成。
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付図１　産業別の影響力・感応度パターンの推移（1970年～2007年）

資料出所：資料 3-2、資料 3-4、資料 3-7 より作成。

37

三
六
四



日
本
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武
縄
）

（
七
五
五
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付図１　産業別の影響力・感応度パターンの推移（1970年～2007年）

資料出所：資料 3-2、資料 3-4、資料 3-7 より作成。
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付図１　産業別の影響力・感応度パターンの推移（1970年～2007年）

資料出所：資料 3-2、資料 3-4、資料 3-7 より作成。
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付図１　産業別の影響力・感応度パターンの推移（1970年～2007年）

資料出所：資料 3-2、資料 3-4、資料 3-7 より作成。
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第
四
章　

国
際
経
済

【
第
一
編　

経
済
】





ア
メ
リ
カ
の
貿
易
政
策
に
お
け
る
保
護
主
義
と
そ
の
変
容
（
山
城
）

（
七
九
五
）

ア
メ
リ
カ
の
貿
易
政
策
に
お
け
る
保
護
主
義
と
そ
の
変
容

山　
　

城　
　

秀　
　

市

第
二
次
世
界
大
戦
後
、
ア
メ
リ
カ
は
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
体
制
を
主
導
し
、
世
界
経
済
の
復
興
と
発
展
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
ア
メ
リ
カ
の
経
常
収
支
赤
字
が
拡
大
し
、
他
方
で
、
八
〇
年
代
の
新
興
産
業
国
家
の
台
頭
は
貿
易
市
場

の
競
争
を
激
化
さ
せ
世
界
貿
易
の
シ
ェ
ア
を
増
大
さ
せ
て
い
く
。
こ
れ
ら
の
国
々
で
は
、
輸
出
信
用
に
対
し
て
公
的
資
金
を
投
入
し
支
援

し
て
い
た
が
、
ア
メ
リ
カ
の
輸
出
産
業
は
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
悩
み
ド
ル
高
と
記
録
的
な
高
金
利
に
苦
し
ん
で
い
た
。
そ
の
な
か
で
、

ア
メ
リ
カ
産
業
の
国
際
競
争
力
の
減
退
は
国
内
政
策
だ
け
で
な
く
対
外
政
策
に
も
影
響
を
与
え
て
い
く
。

本
稿
は
、
ア
メ
リ
カ
の
貿
易
政
策
に
お
け
る
保
護
主
義
の
台
頭
と
そ
の
変
容
が
叙
述
課
題
で
あ
る
。
第
一
節
で
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け

る
保
護
貿
易
主
義
台
頭
の
背
景
と
し
て
七
〇
年
代
初
頭
の
貿
易
収
支
の
大
幅
赤
字
の
推
移
を
み
た
後
、
そ
の
契
機
が
一
九
七
一
年
八
月
の

ニ
ク
ソ
ン
声
明
と
こ
れ
に
も
と
づ
く
新
経
済
政
策
、
お
よ
び
七
四
年
四
月
の
通
商
改
革
法
に
あ
っ
た
こ
と
を
み
る
。四

〇
三
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第
二
節
で
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
前
の
貿
易
政
策
を
ホ
ー
レ
イ
＝
ス
ム
ー
ト
関
税
法
及
び
互
恵
通
商
協
定
法
に
よ
っ
て
保
護
主
義
を
説

明
し
た
。
一
九
三
〇
年
の
非
合
理
的
な
ホ
ー
レ
イ
＝
ス
ム
ー
ト
関
税
法
に
よ
る
大
幅
な
関
税
引
き
上
げ
は
各
国
の
報
復
を
招
い
た
。
こ
れ

ら
関
税
引
き
上
げ
は
、
世
界
貿
易
の
減
退
を
加
速
さ
せ
、
世
界
経
済
の
縮
小
を
も
た
ら
し
た
。

第
三
節
は
、
七
〇
年
代
以
降
の
保
護
主
義
の
変
容
の
詳
細
に
つ
い
て
説
明
す
る
。
八
〇
年
代
に
入
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
の
貿
易
政
策
は
議

会
を
中
心
に
保
護
主
義
的
傾
向
を
強
め
る
。
ニ
ク
ソ
ン
政
権
は
七
四
年
通
商
法
三
〇
一
条
の
積
極
的
な
発
動
、
不
公
正
貿
易
慣
行
の
是
正
、

二
国
間
交
渉
の
強
化
、
Ｆ
Ｔ
Ａ
の
推
進
等
々
、
貿
易
政
策
の
重
点
を
自
由
貿
易
か
ら
公
正
貿
易
に
移
行
さ
せ
る
。
一
九
八
八
年
包
括
通

商
・
競
争
力
法
は
三
〇
一
条
の
大
幅
修
正
に
よ
っ
て
よ
り
強
化
さ
れ
た
ス
ー
パ
ー
三
〇
一
条
が
適
用
さ
れ
る
。

第
四
節
、
輸
入
保
護
主
義
は
三
〇
一
条
規
定
を
バ
グ
ワ
テ
ィ
の
所
説
に
よ
っ
て
説
明
し
た
。
不
公
正
な
貿
易
の
結
果
、
二
国
間
貿
易
に

お
け
る
数
量
重
視
の
偏
向
、
一
国
の
輸
入
に
つ
い
て
の
輸
出
自
主
規
制
、
輸
出
に
つ
い
て
の
輸
入
自
主
拡
大
等
々
、
代
替
手
段
が
と
ら
れ

る
こ
と
の
危
険
性
の
指
摘
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
で
は
管
理
貿
易
が
推
進
さ
れ
、
一
方
で
国
内
政
策
と
し
て
ア
メ
リ
カ
産

業
の
競
争
力
低
下
に
対
応
す
る
競
争
力
強
化
策
が
と
ら
れ
る
。

一　

自
由
貿
易
主
義
対
保
護
貿
易
主
義

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
保
護
貿
易
主
義
が
現
在
に
つ
な
が
る
形
で
最
も
顕
著
に
な
っ
て
き
た
の
は
い
つ
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
背
景
の
も

と
に
制
度
化
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
は
変
化
す
る
貿
易
政
策
課
題
の
な
か
で
も
大
き
な
も
の
で
あ
る
。
本
来
、
保
護
主
義
が

有
害
な
も
の
で
、
そ
れ
が
広
が
る
の
を
防
ぐ
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
世
界
的
に
明
確
に
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
第
二
次
世

界
大
戦
後
で
あ
ろ
う
。
戦
前
の
関
税
引
き
上
げ
競
争
や
ブ
ロ
ッ
ク
経
済
化
の
反
省
か
ら
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
が
設
立
さ
れ
、
数
次
の
ラ
ウ
ン
ド
（
協

四
〇
四



ア
メ
リ
カ
の
貿
易
政
策
に
お
け
る
保
護
主
義
と
そ
の
変
容
（
山
城
）

（
七
九
七
）

定
）
を
経
て
、
関
税
引
下
げ
な
ど
自
由
貿
易
化
の
動
き
が
大
き
く
進
展
し
た
。
し
か
し
、
二
度
の
石
油
危
機
に
よ
る
低
成
長
経
済
へ
の
移

行
を
契
機
に
、
七
〇
年
代
以
降
、
世
界
経
済
は
再
び
保
護
主
義
が
台
頭
し
、
と
く
に
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
保
護
貿
易
主
義
は
著
し
く
変
容

し
、
推
移
し
て
い
る
。

一
九
四
七
年
の
Ｉ
Ｍ
Ｆ
体
制
の
発
足
以
来
、
ア
メ
リ
カ
は
国
際
貿
易
、
国
際
資
本
取
引
の
促
進
に
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
た
。
と
く

に
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
中
心
と
し
た
大
戦
後
の
世
界
貿
易
の
復
興
は
、
ア
メ
リ
カ
の
対
外
経
済
政
策
に
よ
る
ド
ル
資
本
の
供
給
に
よ
っ
て

な
し
と
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
五
〇
年
代
以
降
、
世
界
主
要
国
の
経
済
は
急
速
に
進
展
、
そ
れ
ま
で
ア
メ
リ
カ
か
ら
流
出
し
た
ド

ル
が
こ
れ
ら
諸
国
に
蓄
積
さ
れ
て
い
く
。
加
え
て
、
ア
メ
リ
カ
の
国
際
収
支
悪
化
に
伴
っ
て
対
外
ド
ル
残
高
の
累
積
と
金
流
出
が
増
加
し
、

国
際
通
貨
と
し
て
の
ド
ル
危
機
が
発
生
す
る
。
Ｉ
Ｍ
Ｆ
体
制
の
も
と
で
は
国
際
流
動
性
が
不
足
す
る
時
期
に
は
、
国
際
通
貨
供
給
国
と
し

て
の
ア
メ
リ
カ
の
国
際
収
支
赤
字
は
ド
ル
過
剰
を
も
た
ら
し
、
国
際
通
貨
体
制
は
危
機
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
状
態
の

も
と
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
国
際
収
支
改
善
が
国
の
内
外
か
ら
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
六
〇
年
代
初
頭
の
ア
メ
リ
カ
は
ま
さ
に
こ
の

よ
う
な
立
場
に
立
た
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
は
六
〇
年
代
を
通
し
て
国
際
収
支
改
善
に
さ
ま
ざ
ま
な
対
策
を
講
じ
た
が
、
ド

ル
危
機
は
ま
す
ま
す
強
ま
り
、
七
一
年
八
月
、
つ
い
に
ド
ル
の
金
交
換
が
停
止
さ
れ
Ｉ
Ｍ
Ｆ
体
制
は
実
質
的
に
崩
壊
す
る
に
至
る
。

一
九
七
一
年
八
月
一
五
日
、
ニ
ク
ソ
ン
大
統
領
は
ジ
ョ
ン
・
コ
ナ
リ
ー
財
務
長
官
に
駆
り
立
て
ら
れ
て
声
明
を
発
表
、
ド
ル
の
平
価
切

り
下
げ
を
主
要
な
目
的
と
し
て
い
く
つ
か
の
関
連
す
る
手
段
を
伴
う
画
期
的
な
経
済
政
策
を
打
ち
出
し
た
。
こ
れ
は
対
外
及
び
対
内
経
済

政
策
を
含
む
総
合
的
な
も
の
で
、
対
外
政
策
と
し
て
は
、
金
と
ド
ル
の
交
換
を
一
時
停
止
す
る
と
と
も
に
、
国
際
収
支
改
善
の
た
め
に
輸

入
に
対
し
て
一
時
的
に
一
律
一
〇
％
の
課
徴
金
を
課
す
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ニ
ク
ソ
ン
の
演
説
に
よ
る
そ
の
狙
い
は
、「
不
公
正
な

為
替
レ
ー
ト
に
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
製
品
が
不
利
益
を
こ
う
む
ら
な
い
よ
う
に
す
る
（
1
）

」
の
を
確
実
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、「
不
公
正
な
措
置

四
〇
五
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が
な
く
な
れ
ば
、
輸
入
関
税
も
同
時
に
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
（
1
）

」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
、
保
護
貿
易
主
義
が
台
頭
す
る
契
機
と
な
る
七
〇
年
代
初
頭
の
国
際
収
支
状
況
に
触
れ
る
。
五
〇
年
代
後
半
か
ら
六
〇
年
代
初

の
国
際
収
支
の
動
向
は
、
五
七
年
ま
で
は
比
較
的
安
定
を
保
つ
が
、
五
八
年
〜
六
〇
年
の
間
の
総
合
収
支
は
年
三
五
億
ド
ル
以
上
の
大
幅

な
赤
字
を
計
上
す
る
。
こ
れ
を
詳
細
に
み
る
と
、
五
八
年
〜
五
九
年
の
貿
易
収
支
の
黒
字
激
減
が
総
合
収
支
赤
字
の
決
定
的
要
因
と
な
っ

て
い
る
が
、
こ
れ
が
六
〇
年
に
は
、
民
間
資
本
収
支
の
赤
字
、
と
く
に
短
期
資
本
の
大
量
流
出
と
政
府
借
款
の
増
大
が
決
定
的
要
因
と

な
っ
て
い
る
。
七
〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ
の
対
外
経
済
取
引
に
お
け
る
特
徴
は
、
貿
易
収
支
の
顕
著
な
変
動
で
あ
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、

貿
易
収
支
が
七
一
年
戦
後
は
じ
め
て
大
幅
赤
字
に
転
化
し
た
こ
と
に
あ
る
。
六
〇
年
を
み
て
み
る
と
、
六
四
年
に
六
八
億
ド
ル
の
大
幅
赤

字
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
七
一
年
の
貿
易
収
支
が
約
二
二
億
ド
ル
の
赤
字
、
そ
れ
が
七
二
年
に
は
約
六
四
億
ド
ル
と
大
幅
な
赤
字
を

計
上
す
る
に
至
る
。
六
〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ
経
済
は
一
九
四
七
年
以
降
の
戦
後
復
興
需
要
期
を
経
て
、
い
わ
ゆ
る
輸
出
競
争
力
一
般
に
よ

る
貿
易
収
支
黒
字
の
ピ
ー
ク
は
六
四
年
に
あ
っ
た
。
こ
れ
を
境
に
黒
字
が
減
少
し
六
八
年
、
六
九
年
に
は
両
年
と
も
わ
ず
か
六
億
ド
ル
の

黒
字
へ
と
収
縮
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
現
在
に
続
く
ア
メ
リ
カ
の
一
般
工
業
製
品
の
国
際
競
争
力
低
下
の
始
点
が
六
〇
年
代
の
中
葉

に
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
（
2
）

。

七
〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ
の
国
際
収
支
問
題
の
推
移
は
、
六
〇
年
代
の
国
際
収
支
の
悪
化
に
よ
り
国
際
通
貨
不
安
が
た
か
ま
り
、
他
方
、

六
〇
年
代
後
半
か
ら
深
刻
化
し
て
き
た
国
内
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
大
き
な
影
響
を
与
え
、
こ
れ
が
ま
た
国
際
収
支
に
重
大
な
危
機
を

も
た
ら
し
た
。（
表
Ⅰ

－

1
）
七
〇
年
代
初
頭
の
貿
易
収
支
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
七
二
年
の
六
四
億
ド
ル
に
の
ぼ
る
大
幅
赤
字
で
あ
る
。

こ
れ
が
七
三
年
一
〇
月
の
第
一
次
石
油
危
機
の
勃
発
に
よ
っ
て
七
四
年
に
は
五
三
億
ド
ル
の
貿
易
収
支
赤
字
を
計
上
す
る
。
七
四
年
ま
で

の
品
目
別
貿
易
収
支
は
原
料
・
燃
料
の
輸
入
で
七
三
年
、
七
四
年
の
対
前
年
度
比
の
増
加
が
著
し
い
。
七
三
年
、
七
四
年
対
前
年
度
比
増

四
〇
六
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表
Ⅰ
－
1
　
ア
メ
リ
カ
の
国
際
収
支
（
1958－

75年
）

 
（
100万

ド
ル
、
四
半
期
デ
ー
タ
は
季
節
調
整
済
み
、
注
釈
を
除
く
）

年
財
・
2

軍
事
取
引

純
投
資
所
得

純
旅
行

輸
送
受
取
そ
の
他

サ
ー
ビ
ス

財
・

サ
ー
ビ
ス

収
 

支
4

送
金
・
年
金

そ
の
他
一
方
的

移
 

転
1
経
常
収
支

輸
　
出

輸
　
入

純
収
支

直
接
支
出

売
　
却

純
収
支

民
　
間
3
政
　
府

1958 ...
1959 ...

1960 ...
1961 ...
1962 ...
1963 ...
1964 ...

1965 ...
1966 ...
1967 ...
1968 ...
1969 ...

1970 ...
1971 ...
1972 ...
1973 ...
1974 ...

1975 ...

16,414
16,458

19,650
20,108
20,781
22,272
25,501

26,461
29,310
30,666
33,626
36,414

8 42,469
43,319
49,381
71,410
98,310

107,088

－
12,952
－
15,310

－
14,758
－
14,537
－
16,260
－
17,048
－
18,700

－
20,510
－
25,493
－
26,866
－
32,991
－
35,807

8 －
39,866
－
45,579
－
55,797
－
70,499

－
103,679

－
98,058

3,462
1,148

4,892
5,571
4,521
5,224
6,801

4,951
3,817
3,800
635
607

8 2,603
－
2,260
－
6,416
911

－
5,369

9,030

－
3,435
－
3,107

－
3,087
－
2,998
－
3,105
－
2,961
－
2,880

－
2,952
－
3,764
－
4,378
－
4,535
－
4,856

－
4,855
－
4,819
－
4,784
－
4,629
－
5,035

－
4,780

300
302

335
402
656
657
747

830
829
1,152
1,392
1,528

1,501
1,926
1,163
2,342
2,952

3,897

－
3,135
－
2,805

－
2,753
－
2,596
－
2,448
－
2,304
－
2,133

－
2,122
－
2,935
－
3,226
－
3,143
－
3,328

－
3,355
－
2,893
－
3,621
－
2,287
－
2,083

－
883

2,008
2,147

2,270
2,832
3,177
3,227
3,926

4,143
3,543
3,865
3,941
3,471

3,631
5,659
6,208
8,188
13,461

9,430

1686817
105
13498926554163
156

－
112
－
956

－
1,888
－
3,010
－
3,234

－
3,423

－
633
－
821

－
964
－
978

－
1,152
－
1,309
－
1,146

－
1,280
－
1,331
－
1,750
－
1,548
－
1,763

－
2,023
－
2,315
－
3,028
－
3,086
－
3,107

－
2,503

486
573

579
594
809
960
1,041

1,387
1,365
1,612
1,630
1,833

2,190
2,509
2,789
3,188
3,919

4,666

2,356
310

4,040
5,529
5,042
5,897
8,499

7,105
4,514
4,340
1,578
977

2,938
－
256

－
5,954
3,905
3,586

16,316

－
2,361
－
2,448

－
2,308
－
2,524
－
2,638
－
2,754
－
2,781

－
2,854
－
2,932
－
3,125
－
2,951
－
2,994

－
3,294
－
3,701
－
3,848
－
3,883

8 －
7,184

－
4,620

－
5

－
2,138

1,732
3,005
2,404
3,143
5,718

4,251
1,582
1,215
－
1,374
－
2,017

－
356

－
3,957
－
9,80222
－
3,598

11,697
1
．
軍
事
補
助
金
を
除
く
。

2
．
評
価
額
、
カ
バ
リ
ッ
ジ
、
お
よ
び
時
間
的
調
整
に
お
け
る
差
額
は
統
計
調
査
デ
ー
タ
か
ら
調
査
済
み
。

3
．
合
衆
国
に
お
け
る
合
衆
国
海
外
直
接
投
資
あ
る
い
は
海
外
の
直
接
投
資
の
手
数
料
、
特
許
権
使
用
料
は
純
投
資
所
得
か
ら
除
き
、
そ
の
他
サ
ー
ビ
ス
に
含
め
た
、
純
額
。

4
 ．
概
念
上
、
経
常
勘
定
収
支
の
統
計
お
よ
び
特
別
引
出
権
（
S
D
R
）
の
割
当
て
は
、
そ
の
2
項
目
が
修
正
と
限
定
さ
れ
た
品
目
等
の
点
で
異
な
る
が
、
国
民
所
得
お
よ
び
生

産
勘
定
に
お
け
る
純
海
外
投
資
に
等
し
い
。

出
所
）
Ibid, 1977年

、
P
-296

四
〇
七
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表
Ⅰ
－
1
　
ア
メ
リ
カ
の
国
際
収
支
1960－

75年
（
続
き
）

 
（
100万

ド
ル
、
四
半
期
デ
ー
タ
は
季
節
調
整
済
み
、
注
釈
を
除
く
）

年
・
四
半
期

合
衆
国
海
外
資
産
、
純
額
［
増
加
／
資
本
流
出
（
－
）］
合
衆
国
に
お
け
る
海
外
資
産
、
純
額［
増
加
／
資
本
流
入（
＋
）］
特
別
引
出
権

（
SDR）

割
　
当
　
て

統
計
上
の
不
整
合

合
衆
国
準
備
、

資
産
、
純
額

（
非
調
整
、

期
間
終
了
）

合
　
　
計

合
衆
国
外
貨

準
備
資
産
そ
の
他

合
衆
国

政
府
資
産
合
衆
国

民
間
資
産
合
　
　
計

海
外
公
的
資
産

そ
の
他

海
外
資
産

合
　
　
計

（
破
棄
署
名
な

し
の
品
統
計
）
四
半
期
調
整

の
不
一
致

合
　
　
計
海
外
公
的

準
備
機
関

1960 ...........
1961 ...........
1962 ...........
1963 ...........
1964 ...........
1965 ...........
1966 ...........
1967 ...........
1968 ..........
1969 ...........
1970 ...........
1971 ...........
1972 ...........
1973 ...........
1974 ...........
1975 ...........

－
2,833
－
4,484
－
2,979
－
5,764
－
8,128
－
4,176
－
5,530
－
8,025
－
8,572
－
8,823
－
6,032
－
9,596

－
10,245
－
16,434
－
33,392
－
31,593

2,145
606
1,533
377
171
1,222
56852
－
880

－
1,187
2,477
2,34832
209

－
1,434
－
607

－
1,100
－
910

－
1,085
－
1,662
－
1,680
－
1,605
－
1,543
－
2,423
－
2,274
－
2,200
－
1,589
－
1,884
－
1,568
－
2,645
9 365

－
3,463

－
3,878
－
4,180
－
3,426
－
4,479
－
6,618
－
3,793
－
4,554
－
5,653
－
5,418
－
5,436
－
6,920

－
10,060
－
8,708

－
13,998
－
32,323
－
27,523

2,120
2,467
1,697
2,981
3,317
382
3,320
6,938
9,439
12,270
5,923
22,445
21,127
18,519
32,433
15,326

1,473
765
1,270
1,986
1,661
132
－
674
3,450
－
776

－
1,301
6,907
26,895
10,705
6,299
10,981
6,899

1,258
741
1,118
1,558
1,36367
－
787
3,367
－
761

－
1,552
7,362
27,405
10,322
5,145
10,257
5,166

647
1,701
427
995
1,656
249
3,994
3,488
10,215
13,571
－
984

－
4,450
10,422
12,220
21,452
8,427

................
................
................
................
................
................
................
................
................
................

867
717
710

................
................
................

－
1,019
－
988

－
1,122
－
360
－
907
－
457
628
－
128
507

－
1,430
－
402

－
9,609
－
1,790
－
2,107
4,557
4,570

................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................

19,359
18,753
17,220
16,843
16,672
15,450
14,882
14,830
15,710
16,964
14,487
12,167
13,151
14,378
15,883
16,226

5
．
金
、
特
別
引
出
権
（
S
D
R
）、
兌
換
通
貨
お
よ
び
IM
F
外
貨
準
備
持
高
か
ら
成
る
。

6
 ．
増
加
（
100万

ド
ル
）
に
含
め
ら
れ
る
の
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
1969年

10月
の
ド
イ
ツ
マ
ル
ク
の
平
価
切
上
げ
に
よ
る
6,700万

ド
ル
。
1971年

10月
31日

外
貨
の

ド
ル
価
値
の
市
場
為
替
相
場
を
反
映
し
た
再
評
価
額
、
2,800万

ド
ル
。

1972年
5
月
8
日
、
為
替
平
価
で
の
交
換
か
ら
1,016百

万
ド
ル
。
1973年

10月
18日

の
ド
ル
平
価
で
の
交
換
か
ら
1,436百

万
ド
ル
。

1974年
7
月
初
、
S
D
R
の
価
値
と
IM
F
の
外
貨
準
備
持
高
は
加
盟
16ヶ

国
通
貨
の
為
替
レ
ー
ト
の
加
重
平
均
を
ベ
ー
ス
に
す
る
。
1974年

7
月
以
前
で
は
1974年

12月
31

日
の
外
貨
準
備
資
産
は
15,812百

万
ド
ル
。

1975年
12月

31日
、
16,366百

万
ド
ル
。
1976年

18,895百
万
ド
ル
。

7
．
個
別
に
は
利
用
不
可
能

8
．
1970年

初
の
デ
ー
タ
は
初
期
の
デ
ー
タ
で
は
厳
密
に
比
較
で
き
な
い
。

9
．
イ
ン
ド
と
の
合
衆
国
政
府
特
別
取
引
を
含
む
。

注
）
合
衆
国
外
貨
準
備
資
産
、
合
衆
国
海
外
民
間
資
産
お
よ
び
合
衆
国
の
海
外
資
産
の
四
半
期
デ
ー
タ
は
季
節
末
調
整
。

出
所
）
Ibid., 1977年

、
P
-197

四
〇
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メ
リ
カ
の
貿
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主
義
と
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変
容
（
山
城
）

（
八
〇
一
）

加
は
そ
れ
ぞ
れ
約
一
四
六
億
ド
ル
、
約
一
八
三
億
ド
ル
、
増
加
率
が
三
四
・
二
％
、
五
七
・
七
％
で
あ
る
。
前
記
七
四
年
の
五
三
億
ド
ル
の

赤
字
は
、
第
一
次
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
の
影
響
を
か
な
り
忠
実
に
反
映
し
た
も
の
と
い
え
る
（
3
）

。
し
か
し
、
七
六
年
の
九
四
億
ド
ル
の
赤
字
再

転
化
を
前
兆
と
し
て
、
七
七
年
以
降
、
貿
易
赤
字
は
年
間
平
均
三
〇
〇
億
ド
ル
を
越
え
、
以
来
、
止
ま
る
と
こ
ろ
知
ら
な
い
大
幅
な
赤
字

が
継
続
し
た
。
民
間
長
期
資
本
収
支
は
、
六
七
年
以
降
、
年
間
五
〇
億
ド
ル
強
の
資
本
流
出
が
続
い
て
い
る
が
、
そ
れ
が
七
一
年
一
〇
〇

億
ド
ル
、
政
府
資
本
収
支
黒
字
を
差
し
引
い
て
も
九
五
億
ド
ル
の
資
本
流
出
で
あ
る
。
こ
れ
が
七
四
年
に
は
、
そ
れ
ま
で
黒
字
を
計
上
し

て
い
た
政
府
公
的
準
備
が
一
四
億
ド
ル
減
少
し
、
民
間
長
期
資
本
収
支
三
二
三
億
ド
ル
と
の
合
計
収
支
は
三
三
三
億
ド
ル
の
資
本
流
出
を

記
録
し
た
。
こ
の
間
に
国
際
通
貨
不
安
が
強
ま
り
、
マ
ル
ク
へ
の
投
機
が
激
化
し
た
た
め
、
一
九
七
一
年
五
月
五
日
西
ド
イ
ツ
の
為
替
市

場
は
閉
鎖
さ
れ
、
マ
ル
ク
の
フ
ロ
ー
ト
移
行
が
決
定
さ
れ
、
そ
れ
に
オ
ラ
ン
ダ
が
追
随
し
た
。
こ
の
マ
ル
ク
投
資
に
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
か

ら
の
短
期
資
本
流
出
に
拍
車
が
か
か
り
、
七
一
年
前
半
の
短
期
資
本
の
流
出
は
八
〇
億
ド
ル
近
く
に
の
ぼ
り
、
七
一
年
前
半
期
の
国
際
収

支
は
純
流
動
性
ベ
ー
ス
で
一
六
六
億
ド
ル
、
公
的
決
済
ベ
ー
ス
で
二
三
八
億
ド
ル
の
巨
大
な
赤
字
と
な
っ
た
（
4
）

。

こ
の
よ
う
な
危
機
に
直
面
し
て
ニ
ク
ソ
ン
大
統
領
は
、
前
述
、
一
九
七
一
年
八
月
の
ニ
ク
ソ
ン
声
明
に
よ
っ
て
総
合
的
な
対
外
お
よ
び

対
内
経
済
政
策
を
打
ち
出
し
た
。
金
と
ド
ル
の
一
時
交
換
停
止
は
、
ド
ル
が
六
八
年
の
金
の
二
重
価
格
制
で
す
で
に
形
骸
化
し
て
い
た
金

の
裏
づ
け
を
公
的
に
も
喪
失
し
た
。
こ
の
ニ
ク
ソ
ン
政
権
の
新
経
済
政
策
の
発
表
に
よ
っ
て
世
界
主
要
国
は
相
次
い
で
変
動
相
場
制
に
移

行
し
て
い
た
が
、
こ
の
強
行
手
段
に
よ
っ
て
も
ア
メ
リ
カ
の
国
際
収
支
改
善
に
は
即
時
的
効
果
を
あ
げ
る
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
。
輸
入

課
徴
金
の
導
入
に
よ
っ
て
も
貿
易
収
支
赤
字
が
わ
ず
か
に
緩
和
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
輸
入
は
減
少
し
た
も
の
の
、
そ
れ
を
上
回
る
輸
出

の
減
少
に
よ
り
、
七
一
年
の
貿
易
収
支
は
年
間
を
通
じ
て
二
三
億
ド
ル
の
赤
字
を
記
録
し
た
。
ま
た
、
国
際
通
貨
不
安
を
反
映
し
て
七
一

年
末
に
も
一
三
二
億
ド
ル
に
の
ぼ
る
短
期
資
本
が
流
出
し
て
い
っ
た
た
め
七
一
年
の
国
際
収
支
は
純
流
動
性
ベ
ー
ス
で
は
二
九
七
億
ド
ル

四
〇
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を
こ
え
る
大
幅
な
赤
字
を
計
上
し
た
。
戦
後
ア
メ
リ
カ
の
国
際
収
支
の
基
本
構
造
は
、
前
述
の
国
際
流
動
性
充
足
の
た
め
に
、
ア
メ
リ
カ

の
国
際
収
支
赤
字
に
よ
る
ド
ル
過
剰
を
必
然
化
さ
せ
、
一
方
で
、
こ
れ
が
貿
易
収
支
の
黒
字
に
よ
っ
て
相
殺
さ
れ
る
関
係
が
基
本
と
な
っ

て
い
た
。
そ
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
産
業
上
の
優
位
が
後
退
し
外
国
製
品
の
輸
入
が
増
大
し
て
く
る
の
に
と
も
な
っ
て
ア
メ
リ
カ
で
は
六
〇

年
代
末
か
ら
保
護
貿
易
主
義
が
台
頭
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
輸
入
競
争
に
よ
っ
て
被
害
を
受
け
た
産
業
の
関
係
者
た
ち
は
、
政
府
に
輸
入

制
限
の
実
施
を
要
求
、
そ
の
圧
力
に
よ
り
議
会
に
は
多
く
の
保
護
法
案
が
提
出
さ
れ
た
。
七
〇
年
の
ミ
ル
ズ
法
案
、
七
二
年
の
バ
ー
ク
＝

ハ
ー
ト
ケ
法
案
は
そ
の
顕
著
な
事
例
で
あ
り
、
ま
た
八
二
年
の
ロ
ー
カ
ル
・
コ
ン
テ
ン
ツ
法
案
（
自
動
車
部
品
国
内
調
達
法
案
）
も
分
野
が

限
定
さ
れ
て
い
る
が
こ
の
種
の
法
案
で
あ
る
（
5
）

。
こ
う
し
た
状
態
は
戦
後
ア
メ
リ
カ
の
圧
倒
的
な
経
済
優
位
の
崩
壊
を
反
映
す
る
も
の
と
み

ら
れ
た
。
そ
の
結
果
、
ア
メ
リ
カ
の
産
業
や
企
業
と
労
働
者
は
よ
り
大
き
な
対
外
競
争
を
経
験
す
る
こ
と
と
な
り
、
政
府
は
新
た
な
貿
易

規
制
を
求
め
る
圧
力
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
保
護
を
求
め
て
圧
力
を
か
け
始
め
た
産
業
と
は
、
人
造
繊
維
製
品
の
輸
入
増
加
を

憂
慮
し
た
繊
維
・
衣
料
製
造
業
者
、
Ｅ
Ｅ
Ｃ
結
成
に
よ
っ
て
高
成
長
を
続
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
高
度
成
長
を
実
現
し
た
日
本
と
の
競
争
を

懸
念
し
た
鉄
鋼
会
社
で
あ
る
。
ケ
ネ
デ
ィ
・
ラ
ウ
ン
ド
を
支
持
し
て
労
働
界
（
Ａ
Ｆ
Ｌ
│

Ｃ
Ｉ
Ｏ
）
は
新
し
い
競
争
状
態
に
よ
っ
て
「
旧
来

の
自
由
貿
易
」
の
概
念
と
そ
の
反
対
概
念
の
「
保
護
主
義
」
が
急
速
に
時
代
遅
れ
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
論
じ
、
い
ま
や
「
秩
序

あ
る
世
界
貿
易
の
発
展
」
を
目
的
と
し
た
政
策
を
要
求
す
る
（
6
）

。

保
護
主
義
へ
の
一
定
の
譲
歩
、
外
圧
に
よ
る
日
本
や
そ
の
他
諸
国
に
対
す
る
市
場
開
放
の
促
進
、
ド
ル
切
り
下
げ
効
果
の
発
現
な
ど
が

ア
メ
リ
カ
の
貿
易
政
策
の
展
開
を
可
能
に
し
た
。
ニ
ク
ソ
ン
政
権
は
一
九
七
三
年
四
月
一
〇
日
五
年
間
の
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
の
多
角
的
通
商
権
限

を
得
る
た
め
に
通
商
改
革
法
案
を
提
出
し
た
（
7
）

。
こ
の
法
案
に
は
、
大
統
領
に
対
す
る
多
角
的
通
商
交
渉
権
限
の
授
権
、
非
関
税
貿
易
障
壁

削
減
交
渉
権
限
の
授
権
、
不
公
正
貿
易
相
手
国
か
ら
の
輸
入
制
限
の
授
権
、
エ
ス
ケ
ー
プ
・
ク
ロ
ー
ズ
に
よ
る
貿
易
救
済
条
件
の
緩
和
、

四
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途
上
国
へ
の
経
済
援
助
と
し
て
、
ほ
と
ん
ど
の
製
品
と
半
導
体
輸
入
に
対
す
る
関
税
の
撤
廃
、
等
々
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
（
8
）

。
こ
れ
は

七
二
年
外
国
貿
易
投
資
法
案
（
い
わ
ゆ
る
バ
ー
ク
・
ハ
ー
ト
ケ
法
案
）
で
あ
り
、
Ａ
Ｆ
Ｌ
│

Ｃ
Ｉ
Ｏ
が
起
草
し
、
民
主
党
上
院
議
員
バ
ー
ク

（B
urke

）
が
提
案
者
と
な
り
、
民
主
党
下
院
議
員
で
下
院
歳
入
委
員
会
委
員
長
の
ミ
ル
ズ
（W

illbur D
. M
ills

）
が
支
持
し
た
。
同
法
案
は

多
国
籍
企
業
の
対
外
投
資
を
規
制
し
、
輸
入
に
数
量
制
限
を
課
そ
う
と
す
る
保
護
主
義
法
案
で
あ
っ
た
が
、
上
院
歳
入
委
員
会
で
否
決
さ

れ
た
。
こ
れ
に
代
わ
っ
て
ニ
ク
ソ
ン
政
権
が
提
案
し
た
通
商
法
案
が
七
四
年
通
商
改
革
法
と
し
て
成
立
し
た
。
こ
の
七
四
年
通
商
法
は
保

護
貿
易
勢
力
へ
の
重
大
な
譲
歩
を
代
償
と
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
一
定
の
妥
協
の
も
と
で
は
あ
る
が
、
自
由
貿
易
と
保
護
貿
易

の
両
勢
力
の
間
で
「
公
正
な
通
商
」
と
い
う
共
通
の
基
盤
が
で
き
つ
つ
あ
っ
た
。
保
護
主
義
条
項
は
強
化
さ
れ
、
通
商
法
の
枠
外
で
繊
維
、

鉄
鋼
そ
の
他
輸
入
品
に
輸
入
規
制
措
置
（
あ
る
い
は
対
米
輸
出
自
主
規
制
）
が
導
入
さ
れ
る
。

二　

第
二
次
世
界
大
戦
前
の
貿
易
政
策

七
〇
年
代
以
降
の
貿
易
政
策
・
個
別
法
に
お
け
る
保
護
主
義
の
変
化
の
詳
細
を
み
る
前
に
、
第
二
次
大
戦
前
の
保
護
主
義
的
通
商
法
に

簡
単
に
触
れ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
一
九
二
九
年
〜
三
三
年
の
世
界
大
恐
慌
は
、
そ
の
規
模
の
大
き
さ
、
深
さ
で
資
本
主
義
の
歴
史
に
お

い
て
未
曾
有
な
も
の
と
さ
れ
る
が
、
も
っ
と
も
深
刻
な
破
壊
と
衝
撃
を
う
け
た
の
は
ア
メ
リ
カ
で
あ
っ
た
。
こ
の
大
不
況
に
よ
っ
て
ア
メ

リ
カ
経
済
の
受
け
た
影
響
は
国
内
の
経
済
状
況
の
悪
化
に
と
ど
ま
ら
ず
、
外
国
貿
易
の
低
落
傾
向
に
お
い
て
示
さ
れ
た
数
値
は
さ
ら
に
衝

撃
的
で
あ
る
。
そ
の
一
般
的
な
特
徴
は
次
の
よ
う
に
要
約
で
き
る
。
①
ア
メ
リ
カ
国
内
だ
け
で
な
く
世
界
の
市
場
の
ど
こ
で
も
見
ら
れ
た

購
買
力
の
減
退
、
②
一
九
二
九
年
以
降
の
ア
メ
リ
カ
の
対
外
貸
付
金
の
停
止
、
③
外
国
為
替
取
引
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
ド
ル
の
手
数
料
は

ア
メ
リ
カ
商
品
に
対
す
る
購
買
力
を
妨
げ
た
、
④
ア
メ
リ
カ
の
高
関
税
政
策
は
ア
メ
リ
カ
商
品
に
対
す
る
報
復
関
税
と
許
認
可
あ
る
い
は

四
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割
当
政
策
に
よ
る
特
別
な
差
別
化
を
も
た
ら
し
た
（
9
）

。

一
九
三
〇
年
代
の
大
不
況
に
よ
っ
て
は
、
ア
メ
リ
カ
資
本
の
引
揚
げ
と
ア
メ
リ
カ
国
内
お
よ
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
購
買
力
の
減
退
が

国
際
貿
易
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
こ
れ
ら
が
世
界
的
な
物
価
下
落
と
結
び
つ
い
て
、
今
度
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
工
業
国
に
累
積
的
な
不
況
を
及

ぼ
し
て
い
く
。
こ
の
こ
と
が
ま
た
、
世
界
各
地
域
に
お
い
て
商
品
の
需
要
を
一
層
減
退
さ
せ
、
卸
売
物
価
の
低
下
と
世
界
貿
易
の
減
少
に

拍
車
を
か
け
た
。
そ
こ
で
世
界
各
国
は
世
界
経
済
不
況
に
対
応
す
る
手
段
と
し
て
、
金
本
位
制
か
ら
の
離
脱
と
国
内
経
済
の
自
立
計
画
の

着
手
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
よ
り
直
接
的
に
は
自
国
の
工
業
と
農
業
を
外
国
の
価
格
切
り
下
げ
競
争
か
ら
輸
入
削
減
に
よ
る
国

際
収
支
の
維
持
の
た
め
に
、
各
国
は
輸
入
関
税
の
改
定
お
よ
び
切
上
げ
を
行
い
、
さ
ら
に
輸
入
の
数
量
制
限
を
お
こ
な
っ
た
。
こ
れ
ら
世

界
各
国
の
貿
易
政
策
は
、
さ
ら
に
報
復
措
置
と
一
層
の
需
要
減
退
、
価
格
下
落
を
招
き
、
と
く
に
ア
メ
リ
カ
の
輸
出
に
き
び
し
く
は
ね
か

え
っ
て
き
た
（
10
）

。

ホ
ー
レ
イ
＝
ス
ム
ー
ト
関
税
法
（H
aw
ley-S

m
oot A

ct of 1930

）
は
、
共
和
党
フ
ー
バ
ー
政
権
の
も
と
で
一
九
二
九
年
五
月
に
下
院
を

通
過
し
た
後
、
三
〇
年
に
上
院
を
通
過
し
、
四
月
に
は
両
院
協
議
会
で
討
議
さ
れ
て
最
終
的
に
可
決
さ
れ
、
三
〇
年
六
月
一
七
日
に
成
立

し
た
。
同
法
は
農
業
不
況
の
も
と
で
農
産
物
関
税
引
き
上
げ
の
政
治
的
な
意
図
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
関
税
措
置
と
し
て

一
九
二
一
年
の
緊
急
関
税
法
、
フ
ォ
ー
ド
ニ
イ
＝
マ
ッ
カ
ン
バ
ー
関
税
法
（F

ordney-M
cC
um
ber T

ariff  of 1922

）
と
同
様
、
保
護
関
税

の
性
格
を
強
く
も
っ
て
い
た
。
当
時
、
ア
メ
リ
カ
国
内
に
は
諸
外
国
と
の
競
争
激
化
を
恐
れ
る
声
が
上
が
っ
て
い
た
。
製
造
業
者
は
第
一

次
世
界
大
戦
後
の
競
争
激
化
に
よ
る
輸
出
減
少
を
恐
れ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
経
済
状
況
は
不
安
定
で
、
通
貨
は
混
乱
し
て
い
る
上
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
を
は
じ
め
と
す
る
諸
国
家
が
ダ
ン
ピ
ン
グ
、
政
府
の
補
助
金
な
ど
を
通
し
て
不
公
正
な
方
法
を
追
求
し
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
恐
れ
が
ア
メ
リ
カ
国
内
に
強
ま
っ
た
。

四
一
二



ア
メ
リ
カ
の
貿
易
政
策
に
お
け
る
保
護
主
義
と
そ
の
変
容
（
山
城
）

（
八
〇
五
）

ホ
ー
レ
イ
＝
ス
ム
ー
ト
法
の
基
本
的
特
徴
は
、
第
一
に
広
範
囲
に
わ
た
る
高
関
税
と
い
う
こ
と
、
第
二
に
歴
史
的
に
み
て
課
税
品
目
の

平
均
税
率
が
高
い
こ
と
、
第
三
は
、
当
時
の
諸
外
国
と
比
較
し
て
も
高
関
税
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
11
）

。
ホ
ー
レ
イ
＝
ス
ム
ー
ト
法
の
関
税
引

き
上
げ
は
、
農
産
物
の
み
な
ら
ず
化
学
品
、
油
、
ペ
イ
ン
ト
、
陶
磁
器
、
ガ
ラ
ス
器
、
金
属
、
金
属
製
品
、
綿
製
品
、
亜
麻
製
品
、
羊
毛

製
品
、
絹
製
品
、
人
絹
製
品
な
ど
の
工
業
製
品
を
も
含
む
広
範
囲
な
も
の
で
あ
っ
た
。
第
二
の
特
徴
に
関
し
て
は
、
全
輸
入
平
均
関
税
率

は
さ
ほ
ど
引
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
課
税
品
平
均
税
率
は
ホ
ー
レ
イ
＝
ス
ム
ー
ト
法
に
よ
り
相
当
引
上
げ
ら
れ
た
。
諸
外
国
と
の

比
較
に
よ
る
関
税
水
準
に
つ
い
て
も
、
一
九
二
〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ
の
関
税
水
準
は
諸
外
国
と
比
べ
て
高
か
っ
た
。
ス
ペ
イ
ン
に
次
い
で

高
率
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
ベ
ル
ギ
ー
、
オ
ラ
ン
ダ
、
イ
タ
リ
ア
な
ど
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
よ
り
か
な
り
高
か
っ

た
。
そ
れ
が
ホ
ー
レ
イ
＝
ス
ム
ー
ト
法
に
よ
り
さ
ら
に
引
上
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
フ
ォ
ー
ド
ニ
ィ
＝
マ
ッ
カ
ン
バ
ー
法
は
化
学
製
品
な

ど
を
含
め
て
広
範
囲
に
わ
た
り
大
幅
に
引
上
げ
た
と
し
て
ホ
ー
レ
イ
＝
ス
ム
ー
ト
法
と
同
様
に
高
関
税
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
両

者
の
成
立
前
後
の
状
況
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
た
め
、
諸
外
国
に
与
え
た
影
響
は
さ
ほ
ど
大
き
く
な
か
っ
た
（
12
）

。
こ
れ
に
よ
っ
て
税
率
の

引
上
げ
ら
れ
た
も
の
が
八
九
〇
品
目
、
引
き
下
げ
ら
れ
た
も
の
二
三
五
品
目
で
、
関
税
委
員
会
の
報
告
に
よ
る
と
、
農
業
原
材
料
に
対
す

る
平
均
税
率
は
従
来
の
三
八
・
一
％
か
ら
四
八
・
九
二
％
に
引
上
げ
ら
れ
、
農
産
物
以
外
の
平
均
従
価
税
率
は
三
一
・
〇
二
％
か
ら

三
四
・
三
％
に
引
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
（
13
）

。
同
法
に
よ
る
大
幅
な
関
税
引
き
上
げ
は
、
た
だ
ち
に
各
国
の
報
復
を
招
い
た
。
ス
イ
ス
は
ア
メ

リ
カ
の
輸
出
品
を
ボ
イ
コ
ッ
ト
、
ス
ペ
イ
ン
が
パ
イ
ス
関
税
を
も
っ
て
、
カ
ナ
ダ
は
三
二
年
八
月
の
オ
タ
ワ
協
定
ま
で
三
回
に
わ
た
っ
て

関
税
を
引
上
げ
、
イ
タ
リ
ア
は
ア
メ
リ
カ
製
自
動
車
に
対
し
報
復
措
置
を
と
っ
た
。
さ
ら
に
、
三
一
年
九
月
に
イ
ギ
リ
ス
が
金
本
位
制
を

離
脱
し
た
後
、
通
貨
不
安
に
よ
っ
て
関
税
引
き
上
げ
な
ど
の
貿
易
制
限
措
置
が
相
次
い
で
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
ら
関
税
引
き

上
げ
競
争
は
世
界
経
済
の
縮
小
を
招
い
た
。
し
か
し
、
非
合
理
的
な
三
〇
年
ホ
ー
レ
イ
＝
ス
ム
ー
ト
法
と
高
率
関
税
の
実
施
は
そ
れ
自
体

四
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の
中
に
自
己
修
正
す
べ
き
要
因
を
含
み
、
こ
の
な
か
で
孤
立
す
る
こ
と
は
ア
メ
リ
カ
の
利
益
に
反
す
る
と
い
う
こ
と
が
自
覚
さ
せ
ら
れ
る

に
至
る
。
一
九
三
三
年
に
始
ま
る
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
政
策
で
は
当
面
す
る
大
不
況
の
克
服
を
目
的
と
す
る
国
内
政
策
が
中
心
を
占
め
、
関

税
政
策
は
副
次
的
な
も
の
だ
っ
た
が
、
議
会
に
お
い
て
も
関
税
制
度
を
合
理
化
す
べ
き
と
の
反
省
が
生
ま
れ
て
き
た
。
こ
こ
に
お
い
て
、

互
恵
通
商
協
定
を
通
じ
て
関
税
率
を
引
き
下
げ
る
方
向
が
模
索
さ
れ
る
。

一
九
三
四
年
六
月
一
二
日
互
恵
通
商
協
定
法
案
（R

eciprocal T
rade A

greem
ent A

cts, P
ublic L

aw
 N
o.316, 73

rd C
ongress

）
は
議
会

を
通
過
し
、
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
大
統
領
が
こ
れ
に
署
名
し
た
。
同
法
案
は
三
〇
年
関
税
法
の
修
正
法
で
わ
ず
か
三
頁
の
法
律
に
す
ぎ
な
い
が
、

大
幅
な
関
税
権
限
を
大
統
領
に
認
め
、
国
際
協
定
を
重
視
す
る
行
政
主
導
の
通
商
政
策
へ
の
政
策
転
換
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
（
14
）

。
互

恵
通
商
協
定
法
の
通
過
の
意
義
は
輸
入
か
ら
の
国
内
産
業
の
保
護
で
は
な
く
、
輸
出
拡
大
を
通
じ
て
景
気
拡
大
を
は
か
る
と
い
う
こ
と
と

同
時
に
、
関
税
引
下
げ
に
よ
る
輸
入
の
拡
大
も
や
む
を
得
な
い
と
公
式
に
認
め
た
点
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
保
護
関
税
の
孤
立
主
義
的
政
策

か
ら
自
由
主
義
的
政
策
へ
の
転
換
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
情
勢
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
政
策
転
換
の
動
因
は
世
界
恐
慌
と

ホ
ー
レ
イ
＝
ス
ム
ー
ト
法
の
関
税
の
も
と
で
の
四
年
間
の
国
内
・
国
外
に
お
け
る
経
済
困
難
の
深
刻
化
に
あ
っ
た
。
こ
れ
に
は
、
一
方
で

輸
入
の
拡
大
か
ら
自
国
産
業
を
保
護
す
る
と
い
う
産
業
育
成
論
が
伝
統
的
に
根
強
く
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
ア
メ
リ

カ
の
貿
易
構
造
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
工
業
国
に
対
し
て
は
農
産
物
を
輸
出
し
て
工
業
製
品
を
輸
入
、
南
米
、
ア
ジ
ア
等
低
開
発
国
に
対
し
て

は
農
産
物
、
そ
の
他
の
原
材
料
を
輸
入
し
て
工
業
製
品
を
輸
出
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
互
恵
通
商
が
国
内
工
業
と
農
業
を
世
界
と
の
競
争

に
さ
ら
す
こ
と
に
な
る
と
い
う
農
業
保
護
の
見
地
に
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
（
15
）

。
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ア
メ
リ
カ
の
貿
易
政
策
に
お
け
る
保
護
主
義
と
そ
の
変
容
（
山
城
）

（
八
〇
七
）

三　

保
護
貿
易
主
義
の
変
容

七
〇
年
代
以
降
の
保
護
貿
易
主
義
を
み
る
前
に
、
そ
の
背
景
と
な
っ
た
貿
易
収
支
の
推
移
と
為
替
政
策
に
つ
い
て
触
れ
る
。
七
〇
年
代

前
半
の
ア
メ
リ
カ
の
貿
易
収
支
は
一
九
七
一
年
に
は
五
〇
年
代
、
六
〇
年
代
の
黒
字
基
調
か
ら
一
転
し
、
そ
の
後
は
七
三
年
、
七
五
年
を

除
き
、
恒
常
的
な
赤
字
が
継
続
す
る
。
七
〇
年
代
の
世
界
経
済
は
固
定
相
場
制
か
ら
変
動
相
場
制
へ
の
移
行
、
二
度
の
石
油
危
機
等
大
き

な
変
化
に
直
面
す
る
が
、
一
九
七
一
年
の
貿
易
収
支
の
赤
字
化
も
こ
う
し
た
時
代
の
転
換
点
を
示
す
も
の
と
い
え
る
。
そ
の
後
、

一
九
七
七
年
か
ら
八
二
年
の
間
の
ア
メ
リ
カ
の
貿
易
収
支
は
、
お
よ
そ
三
〇
〇
億
ド
ル
程
度
の
赤
字
を
継
続
す
る
が
、
レ
ー
ガ
ン
政
権
の

経
済
政
策
に
よ
り
貿
易
収
支
赤
字
は
八
三
年
か
ら
急
激
な
増
加
を
始
め
、
八
七
年
に
は
一
、五
九
五
億
ド
ル
と
歴
史
的
な
赤
字
を
記
録
す

る
こ
と
に
な
る
。（
表
Ⅲ

－

1
）
輸
出
の
停
滞
と
輸
入
の
増
大
に
よ
り
貿
易
収
支
が
急
速
に
変
化
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
高
金
利
に
よ

り
イ
ン
フ
レ
率
が
低
下
し
た
こ
と
も
作
用
し
た
が
（
16
）

、
変
動
為
替
相
場
は
一
九
八
〇
年
七
月
か
ら
ピ
ー
ク
の
八
五
年
二
月
ま
で
に
八
七
％
の

上
昇
と
な
っ
た
。
八
〇
年
か
ら
八
五
年
の
四
年
間
の
輸
出
数
量
の
年
増
加
率
は
わ
ず
か
〇
・
三
六
％
に
す
ぎ
な
い
。
ア
メ
リ
カ
の
輸
入
増

加
は
、
第
二
次
石
油
危
機
後
の
不
況
に
苦
し
ん
で
い
た
世
界
経
済
を
立
ち
直
ら
せ
る
契
機
と
な
っ
た
が
、
ア
メ
リ
カ
産
業
の
国
際
競
争
力

の
低
下
も
示
し
て
い
る
。
八
八
年
以
降
の
ア
メ
リ
カ
の
貿
易
収
支
は
、
八
五
年
の
プ
ラ
ザ
合
意
以
降
の
ド
ル
安
の
効
果
も
あ
り
、
徐
々
に

改
善
傾
向
を
た
ど
る
。

一
九
八
〇
年
代
前
半
、
台
湾
、
メ
キ
シ
コ
、
ブ
ラ
ジ
ル
等
新
産
業
国
家
の
台
頭
は
貿
易
市
場
の
競
争
を
一
層
激
化
さ
せ
、
世
界
貿
易
の

シ
ェ
ア
を
増
大
さ
せ
て
い
く
。
こ
れ
ら
の
国
々
は
ま
た
、
輸
出
信
用
に
対
し
て
公
的
資
金
を
投
入
し
支
援
し
て
い
た
が
、
ア
メ
リ
カ
の
輸

出
業
者
は
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
悩
み
、
ド
ル
高
と
記
録
的
な
高
金
利
が
進
行
し
て
い
た
。
ア
メ
リ
カ
経
済
は
八
二
年
後
半
、
景
気
後
退
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第
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九
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［100万ドル、四半期データは季調済み、貸方（＋）、借方（－）］

年/四半期

財 サービス
財・

サービス
収支

所得受取・支払
経常移転
収支2 経常収支

輸出 輸入 貿易収支
軍事取引
収支1

旅行・
輸送収支

その他
サービス
収支

受取 支払 所得収支

1952 13,449 －10,838 2,611 528 83 309 3,531 2,751 －555 2,196 －5,113 614

1953 12,412 －10,975 1,437 1,753 －238 307 3,259 2,736 －624 2,112 －6,657 －1,286

1954 12,929 －10,353 2,576 902 －269 305 3,514 2,929 －582 2,347 －5,642 219

1955 14,424 －11,527 2,897 －113 －297 299 2,786 3,406 －676 2,730 －5,086 430

1956 17,556 －12,803 4,753 －221 －361 447 4,618 3,837 －735 3,102 －4,990 2,730

1957 19,562 －13,291 6,271 －423 －189 482 6,141 4,180 －796 3,384 －4,763 4,762

1958 16,414 －12,952 3,462 －849 －633 486 2,466 3,790 －825 2,965 －4,647 784

1959 16,458 －15,310 1,148 －831 －821 573 69 4,132 －1,061 3,071 －4,422 －1,282

1960 19,650 －14,758 4,892 －1,057 －964 639 3,508 4,616 －1,238 3,379 －4,062 2,824

1961 20,108 －14,537 5,571 －1,131 －978 732 4,195 4,999 －1,245 3,755 －4,127 3,822

1962 29,781 －16,260 4,521 －912 －1,152 912 3,370 5,618 －1,324 4,294 －4,277 3,387

1963 22,272 －17,048 5,224 －742 －1,309 1,036 4,210 6,157 －1,560 4,596 －4,392 4,414

1964 25,501 －18,700 6,801 －794 －1,146 1,161 6,022 6,824 －1,783 5,041 －4,240 6,823

1965 26,461 －21,510 4,951 －487 －1,280 1,480 4,664 7,437 －2,088 5,350 －4,583 5,431

1966 29,310 －25,493 3,817 －1,043 －1,331 1,497 2,940 7,528 －2,481 5,047 －4,955 3,031

1967 30,666 －26,866 3,800 －1,187 －1,750 1,742 2,604 8,021 －2,747 5,274 －5,294 2,583

1968 33,626 －32,991 635 －596 －1,548 1,759 250 9,367 －3,378 5,990 －5,629 611

1969 36,414 －35,807 607 －718 －1,763 1,964 91 10,913 －4,869 6,044 －5,735 399

1970 42,469 －39,866 2,603 －641 －2,038 2,330 2,254 11,748 －5,515 6,233 －6,156 2,331

1971 43,319 －45,579 －2,260 653 －2,345 2,649 －1,303 12,707 －5,435 7,272 －7,402 －1,433

1972 49,381 －55,797 －6,416 1,072 －3,063 2,965 －5,443 14,765 －6,572 8,192 －8,544 －5,795

1973 71,410 －70,499 911 740 －3,158 3,406 1,900 21,808 －9,655 12,153 －6,913 7,140

1974 98,306 －103,811 －5,505 165 －3,184 4,231 －4,292 27,587 －12,084 15,503 －9,249 1,962

1975 107,088 －98,185 8,903 1,461 －2,812 4,854 12,404 25,351 －12,564 12,787 －7,075 18,116

1976 114,745 －124,228 －9,483 931 －2,558 5,027 －6,082 29,375 －13,311 16,063 －5,686 4,295

1977 120,816 －151,907 －31,091 1,731 －3,565 5,680 －27,246 32,354 －14,217 18,137 －5,226 －14,335

1978 142,075 －176,002 －33,927 857 －3,573 6,879 －29,763 42,088 －21,680 20,408 －5,788 －15,143

1979 184,439 －212,007 －27,568 －1,313 －2,935 7,251 －24,565 63,834 －32,961 30,873 －6,593 －285

1980 224,250 －249,750 －25,500 －1,822 －997 8,912 －19,407 72,606 －42,532 30,073 －8,349 2,317

1981 237,044 265,067 －28,023 －844 144 12,552 －16,172 86,529 －53,626 32,903 －11,702 5,030

1982 211,157 －247,642 －36,485 112 －992 13,209 －24,156 91,747 －56,583 35,164 －16,544 －5,536

1983 201,799 －268,901 －67,102 －563 －4,227 14,124 －57,767 90,000 －53,614 36,386 －17,310 －38,691

1984 219,926 －332,418 －112,492 2,547 －8,438 14,404 －109,073 108,819 －73,756 35,063 －20,335 －94,344

1985 215,915 －338,088 －122,173 －4,390 －9,798 14,483 －121,880 98,542 －72,819 25,723 －21,998 －118,155

1986 223,344 －368,425 －145,081 －5,181 －8,779 20,502 －138,538 97,064 －81,571 15,494 －24,132 －147,177

1987 250,208 －409,765 －159,557 －3,844 －8,010 19,728 －151,684 108,184 －93,891 14,293 －23,265 －160,655

1988 320,230 －447,189 －126,959 －6,320 －3,013 21,725 －114,566 136,713 －118,026 18,687 －25,274 －121,153

1989 359,916 －477,665 －117,749 －6,749 3,551 27,805 －93,142 161,287 －141,463 19,824 －26,169 －99,486

1990 387,401 －498,438 －111,037 －7,599 7,501 30,270 －80,864 171,742 －143,192 28,550 －26,654 －78,968

1991 414,083 －491,020 －76,937 －5,274 16,561 34,516 －31,135 149,214 －125,084 24,130 9,904 2,898

1992 439,631 －536,528 －96,897 －1,448 19,969 39,164 －39,212 133,766 －109,531 24,234 －36,636 －51,613

1993 456,943 －589,394 －132,451 1,385 19,714 41,041 －70,310 136,057 －110,741 25,316 －39,812 －84,806

1994 502,859 －668,690 －165,831 2,570 16,305 48,463 －98,493 166,521 －149,375 17,146 －40,265 －121,612

1995 575,204 －749,374 －174,170 4,600 21,772 51,414 －96,384 210,244 －189,353 20,891 －38,074 －113,567

1996 612,113 －803,113 －191,000 5,385 25,015 56,535 －104,065 226,129 －203,811 22,318 －43,017 －124,764

1997 678,366 －876,794 －198,428 4,968 22,152 63,035 －108,273 256,804 －244,195 12,609 －45,062 －140,726

1998 670,416 －918,637 －248,221 5,220 10,210 66,651 －166,140 261,819 －257,554 4,265 －53,187 －215,062

1999 698,034 －1,034,345 －336,310 －7,245 6,836 72,481 －264,239 293,925 －280,037 13,888 －50,428 －300,779

2000 784,181 －1,230,413 －446,233 －6,610 2,714 71,349 －378,780 350,918 －329,864 21,054 －58,645 －416,371

2001 730,277 －1,152,257 －421,980 －8,398 －3,217 69,201 －364,393 290,797 －259,075 31,722 －64,487 －397,158

2002 696,268 －1,171,613 －475,345 －12,761 －4,334 71,916 －420,524 280,942 －253,544 27,398 －64,948 －458,074

2003 728,258 －1,269,802 －541,544 －17,062 －12,249 76,671 －494,183 320,456 －275,147 45,309 －71,794 －520,668

2004 819,870 －1,485,501 －665,631 －17,232 －15,328 88,846 －609,345 413,739 －346,519 67,219 －88,362 －630,488

2005 909,016 －1,692,817 －783,801 －15,512 －13,121 98,258 －714,176 535,263 －462,905 72,358 －105,772 －747,590

2006 1,035,868 －1,875,324 －839,456 －11,652 －9,743 101,611 －759,240 682,221 －634,136 48,085 －91,481 －802,636

2007 1,160,366 －1,983,558 －823,192 －10,701 4,576 127,217 －702,099 829,602 －730,049 99,553 －115,548 －718,094

2008 1,304,896 －2,139,548 －834,652 －13,375 19,103 130,122 －698,802 796,528 －644,554 151,974 －122,026 －668,854

2009 1,068,499 －1,575,443 －506,944 －13,378 14,951 130,463 －374,908 588,203 －466,783 121,419 －124,943 －378,432

1　センサス・データをベースに、国際・国民経済計算体系と概念上および定義上の整合性を図るため所定の調整を行ったもの。センサス対象外のデータの補足、国際経済計
算上別勘定で記録されている重複データの削除、標準的定義に基づく取引の評価のほか、古い時期のデータについては、期間帰属の適切性を図るための調整が行われている。
2　米国の無償軍事協力プログラムのもとでの財・サービスの移転を含む。
3　金、ＩＭＦ特別引き出し権（ＳＤＲ）、外国通貨、米国のＩＭＦリザーブ・ポジションからなる。
次ページに続く
出所）　「米国経済白書　2012」「エコノミスト」毎日新聞社、2012年 5 月、383 ～ 384頁

表Ⅲ－ 1　米国の国際収支（1952～2010年）
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ア
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貿
易
政
策
に
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け
る
保
護
主
義
と
そ
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変
容
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城
）

（
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〇
九
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［100万ドル、四半期データは季調済み、貸方（＋）、借方（－）］

年/四半期
その他の
資本移転
収支

対外資産負債残高の増減 統計的不突合
米国保有海外資産の純増、
金融デリバティブを除く
［増加/金融流出（－）］

外国保有米国資産の純増、
金融デリバティブを除く
［増加/金融流入（＋）］ 金融

デリバティブ
収支

合計
（各項目の
合計、

符号は逆）

季調による
不突合分

合計
米国保有の
公的

準備資産3

その他の
米国政府
保有

海外資産

米国民間
保有

海外資産
合計

外国保有の
公的

米国資産

その他の
外国保有
米国資産

1952   －415         
1953   1,256         
1954   480         
1955   182         
1956   －869         
1957   －1,165         
1958   2,292         
1959   1,035         

1960  －4,099 2,145 －1,100 －5,144 2,294 1,473 821  －1,019  
1961  －5,538 607 －910 －5,235 2,705 765 1,939  －989  
1962  －4,174 1,535 －1,085 －4,623 1,911 1,270 641  －1,124  
1963  －7,270 378 －1,662 －5,986 3,217 1,986 1,231  －360  
1964  －9,560 171 －1,680 －8,050 3,643 1,660 1,983  －907  
1965  －5,716 1,225 －1,605 －5,336 742 134 607  －457  
1966  －7,321 570 －1,543 －6,347 3,661 －672 4,333  629  
1967  －9,757 53 －2,423 －7,386 7,379 3,451 3,928  －205  
1968  －10,977 －870 －2,274 －7,833 9,928 －774 10,703  438  
1969  －11,585 －1,179 －2,200 －8,206 12,702 －1,301 14,002  －1,516  

1970  －9,337 2,481 －1,589 －10,229 7,226 7,775 －550  －219  
1971  －12,475 2,349 －1,884 －12,940 23,687 27,596 －3,909  －9,779  
1972  －14,497 －4 －1,568 －12,925 22,171 11,185 10,986  －1,879  
1973  －22,874 158 －2,644 －20,388 18,388 6,026 12,362  －2,654  
1974  －34,745 －1,467 366 －33,643 35,227 10,546 24,682  －2,444  
1975  －39,703 －849 －3,474 －35,380 16,870 7,027 9,843  4,717  
1976  －51,269 －2,558 －4,214 －44,498 37,839 17,693 20,147  9,134  
1977  －34,785 －375 －3,693 －30,717 52,770 36,816 15,954  －3,650  
1978  －61,130 732 －4,660 －57,202 66,275 33,678 32,597  9,997  
1979  －66,054 －1,133 －3,746 －61,176 40,693 －12,526 53,218  25,647  

1980  －86,967 －8,155 －5,162 －73,651 62,037 16,649 45,388  22,613  
1981  －114,147 －5,175 －5,097 －103,875 85,684 6,053 79,631  23,433  
1982  －127,882 －4,965 －6,131 －116,786 95,056 3,593 91,464  38,362  
1983  －66,373 －1,196 －5,006 －60,172 87,399 5,845 81,554  17,666  
1984  －40,376 －3,131 －5,489 －31,757 116,048 3,140 112,908  18,672  
1985  －44,752 －3,858 －2,821 －38,074 144,231 －1,119 145,349  18,677  
1986  －111,723 312 －2,022 －110,014 228,330 35,648 192,681  30,570  
1987  －79,296 9,149 1,006 －89,450 247,100 45,387 201,713  －7,149  
1988  －106,573 －3,912 2,967 －105,628 244,833 39,758 205,075  －17,107  
1989 －207 －175,383 －25,293 1,233 －151,323 222,777 8,503 214,274  52,299  

1990 －7,220 －81,234 －2,158 2,317 －81,393 139,357 33,910 105,447  28,066  
1991 －5,130 －64,388 5,763 2,924 －73,075 108,221 17,389 90,833  －41,601  
1992 1,449 －74,410 3,901 －1,667 －76,644 168,349 40,477 127,872  －43,775  
1993 －714 －200,552 －1,379 －351 －198,822 279,758 71,753 208,005  6,314  
1994 －1,111 －178,937 5,346 －390 －183,893 303,174 39,583 263,591  －1,514  
1995 －222 －352,264 －9,742 －984 －341,538 435,102 109,880 325,222  30,951  
1996 －7 －413,409 6,668 －989 －419,088 547,885 126,724 421,161  －9,705  
1997 －256 －485,475 －1,010 68 －484,533 704,452 19,036 685,416  －77,995  
1998 －8 －353,829 －6,783 －422 －346,624 420,794 －19,903 440,697  148,105  
1999 －4,176 －504,062 8,747 2,750 －515,559 742,210 43,543 698,667  66,807  

2000 －1 －560,523 －290 －941 －559,292 1,038,224 42,758 995,466  －61,329  
2001 13,198 －382,616 －4,911 －486 －377,219 782,870 28,059 754,811  －16,294  
2002 －141 －294,646 －3,681 345 －291,310 795,161 115,945 679,216  －42,300  
2003 －1,821 －325,424 1,523 537 －327,484 858,303 278,069 580,234  －10,391  
2004 3,049 －1,000,870 2,805 1,710 －1,005,385 1,533,201 397,755 1,135,446  95,107  
2005 13,116 －546,631 14,096 5,539 －566,266 1,247,347 259,268 988,079  33,758  
2006 －1,788 －1,285,729 2,374 5,346 －1,293,449 2,065,169 487,939 1,577,230 29,710 －4,727  
2007 384 －1,475,719 －122 －22,273 －1,453,324 2,107,655 481,043 1,626,612 6,222 79,552  
2008 6,010 156,077 －4,848 －529,615 690,540 454,722 550,770 －96,048 －32,947 84,991  
2009 －140 －140,465 －52,256 541,342 －629,552 305,736 450,030 －144,294 50,804 162,497   

2009：Ⅰ －20 112,726 －982 244,102 －130,394 －111,916 107,912 －219,828 7,221 87,565 7,761
Ⅱ －29 31,734 －3,632 193,750 －158,384 －28,348 128,667 －157,015 11,275 69,815 －1,796
Ⅲ －36 －276,241 －49,021 57,736 －284,956 342,385 96,616 245,769 11,496 19,899 －19,298
Ⅳ －56 －8,685 1,379 45,754 －55,817 103,615 116,835 －13,220 20,812 －14,779 13,336

2010：Ⅰ －3 －301,389 －773 9,433 －310,048 320,217 72,507 247,710 15,838 74,494 11,715
Ⅱ －2 －141,177 －165 －2,441 －138,572 162,096 43,568 118,528 10,048 92,249 －4,273
Ⅲρ －8 －324,506 －1,096 571 －323,981 506,126 141,614 364,512  －54,385 －19,773

（注）　国際収支に基づくデータ。1999年以降においては、米国海外軍需品販売プログラムによる軍需品輸出および米軍関係機関による海外での石油輸入は「財」に含まれ、
「軍事取引収支」から除かれている。同じく1999年以降、航空機や船舶が海外で購入した燃料は、「旅行・輸送収支」ではなく「財」の輸出入に分類されている。
（出所）米国商務省（経済分析局）

表Ⅲ－ 1続き　米国の国際収支（1952～2010年）
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政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
八
一
〇
）

か
ら
回
復
を
始
め
た
も
の
の
、
八
三
年
の
世
界
貿
易
は
三
年
連
続
縮
小
し
、
世
界
経
済
の
景
気
後
退
に
加
え
、
国
内
の
対
応
措
置
は
ア
メ

リ
カ
の
輸
出
に
対
す
る
需
要
を
一
層
制
約
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
う
し
た
国
内
の
経
済
環
境
に
加
え
、
国
際
貿
易
の
困
難
が
拡
大
し
た
こ
と
に
対
応
し
て
、
八
〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ
の
貿
易
政
策
は
議

会
を
中
心
に
保
護
貿
易
主
義
的
傾
向
を
強
め
た
。
レ
ー
ガ
ン
大
統
領
が
発
表
し
た
新
通
商
政
策
は
「
自
由
・
公
正
貿
易
」
の
実
現
を
目
標

に
、
海
外
の
不
公
正
な
貿
易
慣
行
へ
の
対
抗
に
主
眼
を
置
い
た
の
が
最
大
の
特
徴
で
あ
っ
た
。「
一
九
七
四
年
通
商
改
革
法
」
三
〇
一
条

（
不
公
正
な
貿
易
慣
行
に
対
す
る
報
復
措
置
の
適
用
）
の
積
極
的
活
用
で
あ
る
。
レ
ー
ガ
ン
政
権
は
発
足
以
来
、
と
も
か
く
も
「
新
自
由
貿
易

主
義
」
を
と
な
え
、
新
通
商
政
策
の
ね
ら
い
の
ひ
と
つ
が
議
会
に
対
し
て
保
護
主
義
機
運
の
圧
力
を
か
わ
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

三
〇
一
条
は
「
八
四
年
通
商
関
税
法
」
三
〇
四
条
の
改
正
（
17
）

で
適
用
範
囲
が
拡
大
さ
れ
る
。
と
く
に
、
下
院
に
お
い
て
地
域
利
害
が
ス
ト

レ
ー
ト
に
連
邦
レ
ベ
ル
の
政
策
措
置
に
つ
な
が
り
や
す
く
、
厳
し
さ
を
増
し
て
い
く
貿
易
摩
擦
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
作
用
し
て
い
た
。
こ

の
よ
う
な
保
護
貿
易
主
義
の
圧
力
は
下
院
で
「
八
七
年
貿
易
・
国
際
経
済
政
策
改
革
法
」、
上
院
で
は
「
八
七
年
包
括
貿
易
法
案
」
が
そ

れ
ぞ
れ
提
出
さ
れ
る
と
い
う
動
き
に
な
っ
て
き
た
。
レ
ー
ガ
ン
政
権
の
貿
易
政
策
は
全
体
と
し
て
み
れ
ば
、
自
由
貿
易
を
標
榜
し
な
が
ら
、

現
実
に
は
保
護
主
義
的
措
置
が
拡
大
す
る
と
い
う
矛
盾
に
満
ち
た
も
の
と
な
っ
た
。「
大
統
領
の
一
貫
し
た
目
標
は
、
国
内
お
よ
び
国
外

双
方
に
お
け
る
自
由
貿
易
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
国
内
の
政
治
的
圧
力
に
対
応
し
て
、
レ
ー
ガ
ン
政
権
は
フ
ー
バ
ー
政
権
以
来
の

ど
の
政
権
よ
り
も
貿
易
に
関
し
て
よ
り
新
た
な
制
限
を
押
し
付
け
た
（
18
）

。」
こ
う
し
た
レ
ー
ガ
ン
政
権
の
貿
易
政
策
は
八
〇
年
代
の
産
業
再

生
の
も
う
ひ
と
つ
の
枠
組
み
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
を
制
度
的
枠
組
み
と
し
た
戦
後
自
由
貿
易
体
制
に
大
き
く

変
質
を
迫
る
も
の
で
あ
り
、
戦
後
パ
ッ
ク
ス
・
ア
メ
リ
カ
ー
ナ
の
世
界
的
な
政
治
経
済
秩
序
の
変
質
を
示
す
重
要
な
転
換
点
と
な
っ
た
。

一
九
七
四
年
通
商
法
三
〇
一
条
の
積
極
的
適
用
や
ド
ル
高
是
正
へ
の
協
調
介
入
（
一
九
八
五
年
九
月
の
プ
ラ
ザ
合
意
）
等
に
よ
っ
て
期
待
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ア
メ
リ
カ
の
貿
易
政
策
に
お
け
る
保
護
主
義
と
そ
の
変
容
（
山
城
）

（
八
一
一
）

さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
の
貿
易
赤
字
の
縮
小
は
、
対
日
赤
字
に
関
し
て
は
ほ
と
ん
ど
効
果
が
な
か
っ
た
。
そ
の
間
、
ア
メ
リ
カ
で
は
産
業
の
地

盤
沈
下
、
競
争
力
低
下
に
対
す
る
危
機
感
が
強
ま
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
外
国
の
不
公
正
貿
易
慣
行
に
対
す
る
報
復
が
大
統
領
に
委
ね

ら
れ
て
い
る
た
め
に
三
〇
一
条
が
十
分
に
活
用
さ
れ
ず
、
ま
た
そ
の
実
施
手
続
き
に
時
間
が
か
か
り
過
ぎ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
三
〇
一

条
が
外
国
の
市
場
開
放
の
手
段
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
る
と
い
う
批
判
が
強
く
な
っ
て
い
く
。
そ
こ
で
議
会
は
、
通
商
・
金
融
等
の
分
野

に
お
け
る
規
制
強
化
に
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
産
業
の
利
益
擁
護
、
輸
出
促
進
、
競
争
力
強
化
を
図
る
た
め
の
教
育
・
訓
練
と
と
も
に
三
〇
一

条
の
強
化
（
ス
ー
パ
ー
三
〇
一
条
）
を
盛
り
込
ん
だ
一
九
八
八
年
包
括
通
商
・
競
争
力
法
を
制
定
し
た
（
19
）

。

一
九
八
八
年
包
括
通
商
・
競
争
力
法
（O

m
nibus T

rade and C
om
petitiveness A

ct of 1988

）
は
、
一
九
八
八
年
八
月
二
三
日
に
レ
ー
ガ

ン
大
統
領
の
署
名
を
得
て
発
効
し
た
。
法
案
は
上
下
両
院
に
お
け
る
三
年
以
上
に
わ
た
る
超
党
派
的
な
努
力
の
結
果
で
あ
り
、
一
九
八
五

年
に
提
案
さ
れ
、
八
八
年
四
月
二
一
日
市
場
閉
鎖
の
事
前
通
告
に
関
す
る
条
項
に
反
対
す
る
と
い
う
レ
ー
ガ
ン
政
権
の
主
張
を
ほ
ぼ
取
り

入
れ
、
妥
協
案
が
成
立
し
た
。
下
院
は
三
一
二
対
一
〇
七
、
一
週
間
後
に
上
院
も
六
三
対
三
六
で
可
決
し
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず

レ
ー
ガ
ン
大
統
領
は
保
護
主
義
的
色
彩
が
強
す
ぎ
る
と
し
て
拒
否
権
を
行
使
し
た
が
一
部
削
除
の
う
え
議
会
に
再
提
出
さ
れ
下
院
が

三
七
六
対
四
五
で
通
過
、
上
院
八
五
対
一
一
で
可
決
成
立
し
た
（
20
）

。
同
法
の
特
徴
は
、
単
に
貿
易
に
関
す
る
施
策
だ
け
で
な
く
、
教
育
な
ど

の
国
内
政
策
も
含
ん
だ
総
合
的
な
も
の
で
あ
る
。
反
ダ
ン
ピ
ン
グ
法
の
強
化
と
相
殺
関
税
法
の
改
正
、
外
国
の
不
公
正
貿
易
慣
行
へ
の
規

制
強
化
、
知
的
所
有
権
の
保
護
と
プ
ロ
セ
ス
保
護
の
た
め
の
特
許
法
、
エ
ク
ソ
ン
・
フ
ロ
リ
オ
（E

xon-F
lorio

）
条
項
（
21
）

な
ど
の
ほ
か
、
先

述
の
競
争
力
強
化
の
た
め
の
教
育
・
訓
練
の
規
定
を
含
み
、
経
済
力
な
い
し
国
際
競
争
力
の
低
下
し
た
ア
メ
リ
カ
産
業
に
対
し
広
範
な
分

野
の
対
応
措
置
を
規
定
し
た
（
22
）

。
八
八
年
包
括
通
商
・
競
争
力
法
三
〇
一
条
は
七
四
年
通
商
改
革
法
の
第
三
〇
一
条
を
大
幅
に
修
正
し
た
も

の
で
、
通
常
の
三
〇
一
条
よ
り
強
力
で
あ
る
た
め
ス
ー
パ
ー
三
〇
一
条
と
呼
ば
れ
る
。
こ
れ
は
「
不
公
正
」
な
貿
易
の
ケ
ー
ス
と
認
定
さ
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政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
八
一
二
）

れ
た
場
合
、
そ
の
不
公
正
貿
易
慣
行
に
関
し
て
調
査
期
間
と
必
要
な
場
合
の
対
抗
措
置
の
発
動
の
権
限
を
大
統
領
か
ら
通
商
代
表
部
（
Ｕ

Ｓ
Ｔ
Ｒ
）
に
委
譲
す
る
よ
う
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
大
統
領
は
依
然
、
報
復
の
手
法
と
タ
イ
ミ
ン
グ
に
関
す
る
管
理
権
限
を
保

持
し
て
い
た
（
23
）

。
当
初
、
ス
ー
パ
ー
三
〇
一
条
は
二
年
間
の
時
限
立
法
で
あ
っ
た
が
、
一
九
九
四
年
三
月
に
は
再
び
ク
リ
ン
ト
ン
大
統
領
の

署
名
を
得
て
二
年
間
復
活
し
、
さ
ら
に
そ
の
後
、
大
統
領
行
政
令
に
よ
り
九
七
年
ま
で
延
長
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
九
九
年
一
月
に
も
ク
リ

ン
ト
ン
大
統
領
の
行
政
令
に
よ
り
再
び
二
年
間
の
時
限
で
復
活
し
た
。

八
八
年
法
で
は
こ
の
一
三
〇
一
条
（
い
わ
ゆ
る
ス
ー
パ
ー
三
〇
一
条
）
に
加
え
、
第
一
三
〇
三
条
（
い
わ
ゆ
る
特
定
三
〇
一
条
）
を
追
加
し

た
。
こ
れ
は
知
的
財
産
保
護
が
不
十
分
な
た
め
自
国
企
業
の
公
正
な
市
場
ア
ク
セ
ス
が
阻
害
さ
れ
て
い
る
場
合
に
国
を
特
定
し
て
第

三
〇
一
条
を
よ
り
迅
速
に
適
用
す
る
も
の
で
あ
る
。
Ｕ
Ｓ
Ｔ
Ｒ
は
知
的
財
産
権
の
適
切
か
つ
効
果
的
な
保
護
を
拒
否
し
て
い
る
国
を
交
渉

優
先
国
と
し
て
特
定
し
、
三
〇
日
以
内
に
三
〇
一
条
調
査
が
開
始
さ
れ
た
場
合
、
三
〇
日
以
内
に
報
復
措
置
を
取
る
と
し
た
。
そ
の
他
の

特
定
三
一
〇
条
の
特
徴
と
し
て
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
に
よ
る
ウ
ル
グ
ァ
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
に
お
け
る
交
渉
継
続
の
権
限
を
大
統
領
に
認
め
た
。
と
く
に
、

大
統
領
は
銀
行
業
、
保
険
そ
の
他
サ
ー
ビ
ス
分
野
で
市
場
開
放
に
向
け
た
協
定
・
交
渉
の
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
努
力
を
尽
く
し
た
。
ま
た
早

速
、
日
本
に
対
し
て
東
芝
機
械
の
親
会
社
、
東
芝
か
ら
の
政
府
調
達
に
関
し
て
三
年
間
の
禁
止
措
置
を
要
求
し
た
。
こ
れ
は
ソ
連
に
向
け

た
技
術
売
却
に
伴
い
、
輸
出
管
理
に
違
反
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
特
定
三
〇
一
条
の
新
設
に
お
い
て
も
知
的
財
産
権
を
貿
易
政
策

と
し
て
重
視
す
る
ア
メ
リ
カ
の
意
図
が
あ
っ
た
（
24
）

。

八
八
年
包
括
通
商
・
競
争
力
法
は
そ
の
目
的
と
し
て
自
由
貿
易
（free trade

）
か
ら
公
正
貿
易
（fair trade

）
へ
の
転
換
を
意
味
し
た
。

す
な
わ
ち
貿
易
赤
字
が
拡
大
す
る
に
と
も
な
い
、
そ
れ
が
政
治
的
お
よ
び
経
済
問
題
と
な
り
、
保
護
貿
易
主
義
者
に
よ
る
同
法
の
議
会
ロ

ビ
ー
活
動
が
活
発
化
す
る
に
至
り
政
府
と
国
民
の
関
心
は
自
由
貿
易
に
対
す
る
支
持
を
外
国
政
府
の
主
張
（agents

）
と
み
な
す
よ
う
に

四
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な
っ
た
（
25
）

。
ア
メ
リ
カ
政
府
は
外
国
政
府
が
基
本
的
に
互
恵
的
な
貿
易
政
策
を
執
ら
な
い
か
ぎ
り
他
諸
国
の
財
・
サ
ー
ビ
ス
に
対
し
て
ア
メ

リ
カ
国
内
市
場
を
開
放
す
る
こ
と
は
な
い
と
し
た
。
む
し
ろ
、
不
公
正
な
貿
易
慣
行
と
み
な
さ
れ
る
取
引
に
反
対
す
る
に
あ
た
っ
て
は
将

来
に
報
復
す
る
意
志
を
示
し
た
（
26
）

。
そ
し
て
、
八
八
年
包
括
通
商
・
競
争
力
法
の
成
立
は
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
体
制
に
お
け
る
多
国
間
協
議
に
よ
る
交

渉
を
避
け
る
た
め
に
、
二
国
間
あ
る
い
は
一
方
的
な
通
商
交
渉
に
重
点
を
移
し
て
い
っ
た
。
こ
の
強
権
的
か
つ
市
場
開
放
的
な
貿
易
政
策

は
ア
メ
リ
カ
企
業
の
収
益
性
低
下
と
失
業
者
増
大
を
背
景
に
ま
す
ま
す
必
要
性
か
ら
強
調
さ
れ
る
に
至
り
、
戦
後
通
商
体
制
の
決
定
的
な

転
換
を
意
味
し
た
。

先
述
し
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
の
貿
易
政
策
理
念
は
一
九
八
五
年
の
レ
ー
ガ
ン
政
権
の
新
通
商
政
策
に
よ
っ
て
自
由
貿
易
主
義
か
ら
公

正
貿
易
主
義
へ
の
転
換
を
意
味
し
た
。
ア
メ
リ
カ
は
公
正
貿
易
を
「
同
じ
土
俵
で
の
競
争
（
27
）

」
と
み
な
し
て
お
り
、
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
と
諸

外
国
と
の
間
の
貿
易
を
め
ぐ
る
競
争
条
件
等
を
同
等
の
も
の
と
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
の
公
正
貿
易
の
要
求

は
新
し
い
相
互
主
義
と
い
わ
れ
る
。
同
時
に
制
裁
の
脅
し
を
伴
う
相
互
主
義
で
あ
る
が
、
異
な
る
競
争
条
件
の
も
と
で
の
競
争
が
先
端
技

術
部
門
、
農
業
、
サ
ー
ビ
ス
産
業
等
ア
メ
リ
カ
の
競
争
力
の
強
い
部
門
の
輸
出
を
抑
制
し
、
そ
れ
が
経
済
全
体
の
収
支
不
均
衡
の
原
因
に

な
っ
て
い
る
と
い
う
見
方
で
あ
る
。
そ
こ
で
の
貿
易
政
策
理
念
上
の
特
徴
は
、
一
方
的
貿
易
主
義
か
ら
の
乖
離
を
意
味
す
る
点
で
あ
る
（
28
）

。

す
な
わ
ち
、
諸
外
国
は
ア
メ
リ
カ
市
場
へ
の
自
由
な
ア
ク
セ
ス
が
確
保
さ
れ
て
い
る
一
方
で
、
自
ら
の
市
場
は
不
公
正
な
障
壁
で
保
護
し

ア
メ
リ
カ
製
品
の
ア
ク
セ
ス
を
妨
げ
て
い
る
と
し
、
貿
易
相
手
国
の
一
方
的
市
場
開
放
や
輸
入
の
自
主
拡
大
を
要
求
す
る
と
い
う
相
互
主

義
的
貿
易
政
策
に
転
換
し
た
の
で
あ
る
。
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四　

輸
入
保
護
主
義

ア
メ
リ
カ
の
保
護
主
義
は
、
一
九
八
〇
年
代
に
入
る
と
七
〇
年
代
以
降
の
輸
入
保
護
主
義
を
継
続
し
つ
つ
も
大
き
く
変
質
す
る
。
こ
れ

は
前
述
の
三
〇
一
条
ア
プ
ロ
ー
チ
と
地
域
主
義
の
台
頭
で
あ
る
が
、
と
く
に
三
〇
一
条
ア
プ
ロ
ー
チ
は
バ
グ
ワ
テ
ィ
に
よ
っ
て
輸
入
保
護

主
義
と
呼
ば
れ
た
（
29
）

。
ア
メ
リ
カ
の
輸
出
を
阻
害
す
る
不
公
正
貿
易
慣
行
の
申
し
立
て
は
、
通
商
法
三
〇
一
条
に
よ
っ
て
お
こ
な
う
こ
と
が

で
き
る
が
、
こ
の
条
項
は
八
〇
年
代
初
頭
、
精
力
的
に
使
わ
れ
た
。
こ
の
「
ば
か
げ
て
い
て
し
か
も
危
険
な
三
〇
一
条
規
定
」
は
国
際
収

支
黒
字
の
諸
国
を
ね
ら
い
、
こ
れ
ら
諸
国
に
対
し
て
苛
酷
な
対
応
を
求
め
て
い
る
（
30
）

。

バ
グ
ワ
テ
ィ
に
よ
る
と
、
輸
出
を
不
法
に
阻
害
す
る
の
が
不
公
正
貿
易
慣
行
だ
と
す
る
と
、
単
に
危
険
な
通
商
立
法
や
三
〇
一
条
適
用

の
活
発
化
を
招
く
だ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
が
ま
た
、
市
場
の
開
放
性
や
公
正
な
参
入
と
い
う
問
題
が
規
則
に
照
ら
し
て
判
定
さ
れ
る
の
で

は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
「
結
果
」
を
基
準
に
し
て
判
断
さ
れ
る
と
い
る
、
と
い
う
（
31
）

。
望
ん
で
い
た
輸
出
量
と
い
う
結
果
が
は
っ
き
り
と
目
に

見
え
な
い
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
不
可
解
か
つ
不
公
正
な
保
護
が
あ
る
確
実
な
証
拠
と
解
釈
さ
れ
る
。
不
公
正
な
貿
易
を
め
ぐ
る
、
こ
う
し
た

雰
囲
気
が
現
実
に
生
み
出
す
結
果
は
、
二
国
間
貿
易
に
つ
い
て
の
数
量
重
視
と
と
も
に
、
一
国
の
輸
入
に
つ
い
て
の
「
輸
出
自
主
規
制

（voluntary export　

restraints

：
Ｖ
Ｅ
Ｒ
）」
が
あ
り
、
バ
グ
ワ
テ
ィ
は
、
一
国
の
輸
出
に
つ
い
て
の
「
輸
入
自
主
拡
大
（voluntary im

port 

expansions

：
Ｖ
Ｉ
Ｅ
）」
に
よ
っ
て
代
替
さ
せ
て
、
こ
の
動
き
を
危
険
な
も
の
と
見
な
し
て
い
る
（
32
）

。

こ
う
し
た
保
護
貿
易
主
義
が
台
頭
す
る
経
緯
と
背
景
に
触
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
貿
易
政
策
は
ケ
ネ
デ
ィ
政
権
後
、
鉄
鋼
、
家
電
品
、
通

信
機
器
、
自
動
車
等
の
輸
入
が
急
増
し
た
。
そ
れ
に
伴
っ
て
、
こ
れ
ら
産
業
の
経
営
者
と
労
働
組
合
は
輸
入
規
制
を
求
め
て
議
会
に
強
く

働
き
か
け
た
。
ア
メ
リ
カ
の
最
大
の
労
働
組
合
Ａ
Ｆ
Ｌ
│

Ｃ
Ｉ
Ｏ
は
、
こ
れ
ま
で
自
由
貿
易
政
策
の
支
持
者
で
あ
っ
た
が
、
輸
入
競
争
に

四
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よ
る
失
業
の
増
大
と
い
う
事
態
に
直
面
し
て
保
護
貿
易
政
策
支
持
へ
と
転
換
し
た
。
議
会
に
提
出
さ
れ
た
保
護
貿
易
政
策
支
持
者
に
よ
る

輸
入
規
制
法
案
は
前
述
の
七
〇
年
の
ミ
ル
ズ
法
案
と
七
二
年
の
バ
ー
ク
・
ハ
ー
ト
ケ
法
案
が
顕
著
で
あ
る
。
加
え
て
、
七
四
年
通
商
改
革

法
は
関
税
お
よ
び
非
関
税
障
壁
の
軽
減
撤
廃
を
図
り
な
が
ら
、
他
方
で
そ
の
枠
外
で
繊
維
、
鉄
鋼
、
そ
の
他
の
輸
入
品
に
輸
入
規
制
措
置

（
対
米
輸
入
自
主
規
制
）
が
導
入
さ
れ
た
。
先
述
の
農
産
品
に
つ
づ
き
、
工
業
品
に
お
い
て
も
繊
維
製
品
の
よ
う
な
労
働
集
約
的
な
軽
工
業

品
か
ら
輸
入
抑
制
が
は
じ
ま
っ
た
。
繊
維
製
品
の
輸
入
が
顕
著
な
た
め
日
本
政
府
に
繊
維
製
品
の
輸
出
自
主
規
制
（voluntary export 

restraints

：
Ｖ
Ｅ
Ｒ
）
を
要
請
し
、
一
九
九
七
年
か
ら
五
年
間
の
自
主
規
制
協
定
（voluntary restraints agreem

ents

：
Ｖ
Ｒ
Ａ
）
が
結
ば

れ
た
（
33
）

。
さ
ら
に
、
繊
維
製
品
の
輸
入
規
制
を
包
括
的
に
発
展
途
上
国
か
ら
の
輸
入
全
体
の
抑
制
を
す
べ
く
国
際
協
定
の
作
成
を
め
ざ
し

た
。
こ
れ
は
一
九
の
主
要
貿
易
国
の
間
で
一
九
六
一
年
に
綿
製
品
貿
易
に
関
す
る
短
期
取
決
め
（S

hort-T
erm
 A
greem

ent on C
otton 

T
extile T

rade

：
Ｓ
Ｔ
Ａ
）、
一
九
六
二
年
の
有
効
期
間
五
年
間
の
綿
製
品
貿
易
に
関
す
る
長
期
取
決
め
（L

ong-T
erm
 A
greem

ent on 

C
otton T

extile T
rade

：
Ｌ
Ｔ
Ａ
）
と
し
て
締
結
さ
れ
た
。
Ｌ
Ｔ
Ａ
は
期
間
を
五
年
と
し
て
締
結
、
六
七
年
、
七
〇
年
、
七
三
年
に
更
新
さ

れ
、
六
〇
年
代
を
通
じ
て
綿
製
品
貿
易
を
規
制
し
た
（
34
）

。
Ｓ
Ｔ
Ａ
、
Ｌ
Ｔ
Ａ
と
も
に
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
の
枠
組
み
の
下
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
が
、

数
量
制
限
を
導
入
す
る
保
護
主
義
的
協
定
で
あ
り
（
35
）

、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
の
基
本
原
則
に
背
く
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
Ｓ
Ｔ
Ａ
、
Ｌ
Ｔ
Ａ
の
締
結

に
先
立
っ
て
、
一
九
五
九
年
、
六
〇
年
の
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
協
議
で
は
ア
メ
リ
カ
主
導
に
よ
り
市
場
撹
乱
（M

arket disruption

）
に
つ
い
て
議
論

さ
れ
た
こ
と
に
も
と
づ
い
て
い
る
。

輸
出
自
主
規
制
（
Ｖ
Ｅ
Ｒ
）
と
輸
入
自
主
規
制
（
Ｖ
Ｉ
Ｅ
）
は
と
も
に
、
自
由
貿
易
の
原
則
か
ら
す
る
と
、
逆
説
的
で
あ
る
が
、
問
題
と

さ
れ
る
の
は
規
則
で
あ
っ
て
、
量
的
な
結
果
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
輸
出
自
主
規
制
は
特
定
の
諸
国
へ
の
輸
出
割
当
と
規
制
の
適
用
を
強

制
す
る
こ
と
で
、
そ
の
特
定
国
か
ら
の
特
定
商
品
の
輸
入
を
制
限
す
る
。
一
方
、
輸
入
自
主
拡
大
は
、
あ
ら
ゆ
る
可
能
な
手
段
に
よ
っ
て
、

四
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特
定
諸
国
に
よ
る
特
定
商
品
の
輸
入
を
要
求
す
る
。
輸
出
自
主
規
制
は
輸
入
保
護
主
義
を
反
映
し
、
輸
入
自
主
拡
大
は
輸
出
保
護
主
義
を

構
成
す
る
。
ま
た
、
ア
ン
チ
ダ
ン
ピ
ン
グ
措
置
は
、
行
政
的
価
格
設
定
や
補
助
金
相
殺
措
置
等
の
価
格
規
制
措
置
（price control 

m
easures

）
と
と
も
に
非
関
税
措
置
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。
ア
ン
チ
ダ
ン
ピ
ン
グ
措
置
は
先
述
の
一
九
八
八
年
包
括
通
商
・
競
争
力
法

に
お
い
て
、
国
内
政
策
も
含
み
強
化
が
図
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
は
反
ダ
ン
ピ
ン
グ
法
と
と
も
に
相
殺
関
税
法
の
改
正
と
も
外

国
の
不
公
正
貿
易
慣
行
へ
の
規
定
強
化
、
知
的
所
有
権
の
保
護
と
プ
ロ
セ
ス
保
護
の
た
め
の
特
許
法
、
エ
ク
ソ
ン
・
フ
ロ
リ
オ
条
項
等
が

あ
る
。
ア
ン
チ
ダ
ン
ピ
ン
グ
措
置
は
一
九
五
〇
年
代
後
半
か
ら
ア
メ
リ
カ
の
鉄
鋼
輸
入
が
次
第
に
増
加
し
、
鉄
鋼
輸
入
を
制
限
し
よ
う
と

す
る
動
き
が
高
ま
っ
た
こ
と
に
端
緒
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
は
ア
メ
リ
カ
の
鉄
鋼
業
者
に
よ
る
ダ
ン
ピ
ン
グ
提
訴
が
お
こ
な
わ
れ
た
ほ

か
議
会
に
お
い
て
も
輸
入
制
限
立
法
活
動
が
繰
り
返
し
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
日
本
や
Ｅ
Ｃ
諸
国
の
鉄
鋼
業
者
は
こ
の
圧
力
の

前
に
一
九
六
九
年
か
ら
三
年
間
、
さ
ら
に
七
二
年
か
ら
二
年
半
の
対
ア
メ
リ
カ
鉄
鋼
輸
出
に
つ
い
て
の
輸
出
自
主
規
制
（
Ｖ
Ｅ
Ｒ
）
を
お

こ
な
え
な
い
状
況
に
追
い
込
ま
れ
た
。
ま
た
、
輸
出
自
主
規
制
は
対
ア
メ
リ
カ
輸
出
量
の
伸
び
を
二
・
五
〜
三
％
に
抑
え
る
と
い
う
も
の

で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
状
況
は
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
に
お
け
る
貿
易
政
策
に
お
い
て
自
国
の
経
済
的
覇
権
の
た
め
の
競
争
力
強
化
や
経
済
成
長
と
雇
用

の
確
保
、
そ
し
て
そ
の
た
め
に
必
要
な
輸
出
の
拡
大
策
を
と
る
な
ど
経
済
を
安
全
保
障
の
中
心
に
お
く
経
済
安
全
保
障
を
掲
げ
る
。
対
外

経
済
政
策
の
調
整
と
立
案
を
お
こ
な
う
国
家
経
済
会
議
（
Ｎ
Ｅ
Ｃ
）
を
設
け
、
自
国
の
経
済
的
利
益
を
最
優
先
さ
せ
る
ア
メ
リ
カ
優
先
主

義
を
掲
げ
、
ア
メ
リ
カ
自
身
の
強
化
を
目
指
し
た
。
と
く
に
、
対
日
要
求
は
よ
り
強
硬
と
な
り
、
ス
ー
パ
ー
三
〇
一
条
の
復
活
と
数
値
目

標
の
設
定
、
結
果
を
重
視
す
る
管
理
貿
易
に
傾
斜
し
、
保
護
貿
易
主
義
の
強
化
を
指
向
す
る
。
一
般
に
、
管
理
貿
易
に
つ
い
て
は
、
素
朴

な
意
味
で
の
自
由
貿
易
政
策
に
含
め
ら
れ
な
い
も
の
す
べ
て
を
管
理
貿
易
と
位
置
付
け
る
こ
と
も
で
き
る
。
ま
ず
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ

四
二
四



ア
メ
リ
カ
の
貿
易
政
策
に
お
け
る
保
護
主
義
と
そ
の
変
容
（
山
城
）

（
八
一
七
）

の
枠
組
み
に
お
い
て
認
め
ら
れ
て
い
る
諸
措
置
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
は
譲
許
税
率
の
決
定
・
運
用
、
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
（
緊
急
輸
入
制

限
）
の
発
動
、
ダ
ン
ピ
ン
グ
防
止
税
や
相
殺
関
税
の
賦
課
、
発
展
途
上
国
に
対
す
る
一
般
特
恵
関
税
の
適
用
な
ど
が
あ
り
、
効
率
的
か
つ

公
平
な
貿
易
構
造
の
実
現
と
多
角
的
あ
る
い
は
ル
ー
ル
志
向
的
な
管
理
貿
易
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
、
二
国
間
ベ
ー
ス
で
取
り
き

め
ら
れ
る
輸
出
自
主
規
制
や
そ
の
他
の
市
場
秩
序
維
持
協
定
（O
rderly M

arketing A
greem

ent

：
Ｏ
Ｍ
Ａ
）
な
ど
の
結
果
主
義
的
貿
易
政

策
も
管
理
貿
易
に
含
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
で
は
、
前
述
結
果
を
重
視
す
る
管
理
貿
易
を
推
進
す
べ
く
、
そ
れ
ま
で
各
省

庁
ご
と
に
分
散
し
て
い
た
輸
出
促
進
策
を
統
合
し
て
「
国
家
輸
出
戦
略
」
を
は
じ
め
て
策
定
し
た
。
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
の
貿
易
政
策
は
さ

ら
に
、
ウ
ル
グ
ァ
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
を
推
進
す
る
多
国
間
主
義
、
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
策
定
等
の
地
域
主
義
、
そ
し
て
対
日
、
対
Ｅ
Ｃ
貿
易
交
渉
等

の
二
国
間
主
義
か
ら
成
っ
て
い
た
。

ブ
ッ
シ
ュ
政
権
に
お
け
る
貿
易
政
策
は
「
競
争
的
自
由
主
義
」
と
い
う
政
策
理
念
を
掲
げ
る
も
の
の
、
経
常
収
支
赤
字
は
継
続
し
、
ク

リ
ン
ト
ン
政
権
の
貿
易
政
策
を
継
承
す
る
。
と
く
に
、
経
常
収
支
赤
字
の
拡
大
の
原
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て

最
大
の
貿
易
相
手
国
と
な
っ
た
中
国
の
台
頭
で
あ
る
。
中
国
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
の
通
商
交
渉
の
基
本
方
針
は
、
対
話
と
圧
力
と
い
う
硬

軟
両
面
作
戦
で
の
ぞ
ん
だ
。
オ
バ
マ
政
権
の
も
と
で
も
米
中
戦
略
・
経
済
対
話
（
Ｓ
＆
Ｅ
Ｄ
）
や
米
中
合
同
商
業
通
商
委
員
会
（
Ｊ
Ｃ
Ｃ
Ｔ（36
）

）

な
ど
で
対
話
し
な
が
ら
、
一
方
で
中
国
の
保
護
的
措
置
に
対
し
て
Ｗ
Ｔ
Ｏ
提
訴
、
ア
ン
チ
ダ
ン
ピ
ン
グ
税
や
相
殺
関
税
の
賦
課
と
い
っ
た

通
商
救
済
ル
ー
ル
の
活
用
等
、
積
極
的
な
手
法
を
と
る
。

ア
メ
リ
カ
の
貿
易
収
支
赤
字
は
中
国
に
対
し
て
の
み
拡
大
し
た
の
で
は
な
く
、
二
〇
〇
二
年
以
降
、
カ
ナ
ダ
、
メ
キ
シ
コ
等
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ

Ａ
で
お
よ
そ
九
五
〇
億
ド
ル
、
Ｅ
Ｃ
に
対
し
て
も
約
九
〇
〇
億
ド
ル
と
悪
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
貿
易
収
支
赤
字
の
拡
大
は
か
つ
て
の

日
米
摩
擦
に
照
ら
し
て
も
ア
メ
リ
カ
国
内
に
お
け
る
保
護
主
義
圧
力
の
上
昇
を
示
す
指
標
で
あ
る
が
、
ア
メ
リ
カ
産
業
、
労
働
者
へ
の
打

四
二
五



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
八
一
八
）

撃
と
い
う
点
か
ら
ア
メ
リ
カ
国
内
の
懸
念
を
増
幅
さ
せ
て
い
る
の
が
企
業
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
や
国
際
調
達
（
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
）
の
進
展

で
あ
る
。
と
く
に
、
ア
メ
リ
カ
製
造
業
は
輸
入
の
拡
大
に
よ
る
打
撃
や
政
府
規
制
、
税
、
社
会
保
障
負
担
、
医
療
制
度
な
ど
に
よ
り
ア
メ

リ
カ
産
業
の
競
争
力
低
下
に
対
す
る
危
機
感
を
強
め
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
政
府
は
、
ア
メ
リ
カ
製
造
業
の
直
面
す
る
問
題
を
探
る
と

と
も
に
、
産
業
界
の
要
望
を
政
策
に
反
映
さ
せ
る
た
め
の
窓
口
と
し
て
「
大
統
領
製
造
業
評
議
会
」（P

resident ’s M
anufacturing 

C
ouncil

）
を
設
置
し
て
技
術
革
新
、
教
育
、
政
府
規
制
の
コ
ス
ト
軽
減
、
ヘ
ル
ス
ケ
ア
制
度
改
革
等
々
の
国
内
問
題
に
関
し
て
提
言
を

行
っ
て
い
る
。
対
外
政
策
の
貿
易
関
連
で
は
ア
メ
リ
カ
企
業
が
内
外
の
市
場
で
公
正
な
競
争
機
会
獲
得
の
た
め
の
外
国
の
障
壁
除
去
や
市

場
開
放
と
貿
易
協
定
尊
守
の
確
保
を
強
く
求
め
た
。
一
方
で
ア
メ
リ
カ
国
内
の
産
業
を
保
護
し
た
り
補
助
金
を
供
与
す
る
の
は
自
由
貿
易

主
義
の
政
策
理
念
に
反
す
る
も
の
と
の
姿
勢
を
貫
い
て
い
る
。

（
1
） I. M

. D
estler, “A

m
erican T

rade P
olitics

：S
ystem

 U
nder S

tress, ”

　

Institute for International E
conom

ics, T
he T

w
entieth C

entury F
und, 1986, P

P
.37-38

　
　

こ
の
行
動
は
、
一
九
七
二
年
の
大
統
領
選
挙
の
前
に
、
主
に
イ
ン
フ
レ
を
悪
化
さ
せ
ず
に
ア
メ
リ
カ
経
済
を
活
気
づ
け
る
こ
と
を
め
ざ
し
た
も
の

で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
ま
た
、
国
内
の
景
気
刺
激
手
段
と
賃
金
お
よ
び
物
価
の
統
制
を
も
含
ん
で
い
た
。

（
2
） 

松
村
文
武
「
現
代
ア
メ
リ
カ
国
際
収
支
の
研
究
」
東
洋
経
済
新
報
社
、
昭
和
六
〇
年
六
月
、
六
八
頁

（
3
） E
conom

ic R
eport of the P

resident, January 1977, P
.298

（
4
） Ibid., January 1970, P

P
.126

〜132

（
5
） 

石
崎
昭
彦
、
佐
々
木
隆
雄
、
鈴
木
直
次
、
春
田
素
夫
著
「
現
代
の
ア
メ
リ
カ
経
済
」
東
洋
経
済
新
報
社
、
昭
和
六
二
年
八
月
、
一
九
六
頁

（
6
） I. M

. D
estler, op. cit., P

.39

四
二
六



ア
メ
リ
カ
の
貿
易
政
策
に
お
け
る
保
護
主
義
と
そ
の
変
容
（
山
城
）

（
八
一
九
）

（
7
） 

戦
後
国
際
経
済
体
制
の
理
念
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
自
由
・
無
差
別
多
角
的
貿
易
体
制
で
あ
る
が
、
ア
メ
リ
カ
の
当
初
の
目
標
は
自
由
貿
易
よ

り
も
無
差
別
多
角
的
貿
易
体
制
に
あ
り
、
そ
の
実
現
の
た
め
に
は
関
税
引
き
下
げ
よ
り
も
差
別
撤
廃
を
重
視
し
て
い
た
。
こ
れ
は
為
替
管
理
と
貿
易

数
量
制
限
の
撤
廃
、
同
時
に
市
場
開
放
や
機
会
均
等
要
求
に
も
と
づ
い
て
特
恵
関
税
や
保
護
関
税
よ
り
も
差
別
を
悪
と
み
な
し
て
い
た
。
こ
れ
に
は

第
二
次
大
戦
の
原
因
が
ブ
ロ
ッ
ク
化
な
ど
の
経
済
的
差
別
に
あ
る
と
の
一
般
的
認
識
も
あ
り
、
無
差
別
原
則
は
国
際
経
済
体
制
に
お
け
る
理
念
と
し

て
一
層
強
調
さ
れ
て
い
た
。

（
8
） 

中
本
悟
「
現
代
ア
メ
リ
カ
の
通
商
政
策
」
有
斐
閣
、
一
九
九
九
年
一
〇
月
、
三
二
頁

（
9
） H

arold U
nderw

ood F
aulkner, “A

m
erican E

conom
ic H
istory, ” H

arper &
 R
ow
, 1960, P

.647

（
10
） H

. W
. A
rndt, “T

he E
conom

ic L
essons of N

ineteen-T
hirties, ”F

rank C
ass &

 L
o L
.T
.D
., 1963, P

P
.31

〜32

（
11
） 

小
山
久
美
子
「
米
国
関
税
の
政
策
と
制
度
」
お
茶
の
水
書
房
、
二
〇
〇
六
年
一
月
、
一
二
〜
一
五
頁

　

ホ
ー
レ
イ
＝
ス
ム
ー
ト
法
と
フ
ォ
ー
ド
ニ
ィ
＝
マ
ッ
カ
ン
バ
ー
法
の
成
立
要
因
に
着
目
す
る
。
フ
ォ
ー
ド
ニ
ィ
＝
マ
ッ
カ
ン
バ
ー
法
を
ホ
ー
レ
イ
＝

ス
ム
ー
ト
法
伸
縮
関
税
条
項
と
関
連
づ
け
て
同
条
項
成
立
の
意
義
を
取
り
上
げ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
伸
縮
関
税
条
項
成
立
を
フ
ォ
ー
ド
ニ
ィ
＝

マ
ッ
カ
ン
バ
ー
法
に
遡
り
考
察
し
て
い
る
。

（
12
） C

. P
. K
inndleberger, “T

he W
orld in D

epression　

1929

〜1939, ” P
P
.131

〜135　
（
石
崎
昭
彦
、
木
村
一
朗
訳
「
大
不
況
の
世
界　

一
九
二
九
年
〜
一
九
三
九
年
」、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
二
年
一
月
、
一
〇
九
頁
）

（
13
） H

arold U
nderw

ood F
aulkner, op. cit., P

.647

（
14
） A

braham
 B
erglund, “T

he R
eciprocal T

rade A
greem

ent A
ct of 1934, ” T

he A
m
erican E

conom
ic R
eview

, S
eptem

ber 1935, 

V
ol xxx, N

o 3, P
P
.415

〜417

（
15
） F
rederick K

. A
dam
s, “E

conom
ic D

iplom
acy

：T
he E

xport-Im
port B

ank and A
m
erican F

oreign P
olicy, ”U

niversity of 

M
issouri P

ress, 1976, P
P
.87

〜90

　
　

互
恵
通
商
協
定
を
め
ぐ
っ
て
は
、
国
務
長
官
の
コ
ー
デ
ル
・
ハ
ル
（C

ordel H
ull

）
と
ブ
レ
ー
ン
で
あ
っ
た
セ
イ
ヤ
ー
（F

rancis B
. S
ayre

）

と
農
業
調
整
局
に
い
た
ピ
ー
ク
（G

eorge N
. P
eek

）
の
対
立
と
と
も
に
議
会
に
お
い
て
も
与
党
と
野
党
の
対
立
が
あ
っ
た
。

四
二
七



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
八
二
〇
）

（
16
） E

conom
ic R
eport of the P

resident, F
ebruary 1990, P

.91
　
　

一
九
八
二
年
か
ら
八
七
年
の
経
常
収
支
赤
字
は
、
高
金
利
に
よ
る
イ
ン
フ
レ
率
の
低
下
の
ほ
か
、
国
内
貯
蓄
率
の
低
下
と
そ
れ
以
上
の
投
資
過
剰

に
も
あ
っ
た
。
貯
蓄
率
が
回
復
す
る
に
し
た
が
い
、
ピ
ー
ク
の
八
七
年
以
降
、
経
常
収
支
赤
字
は
三
〇
％
以
上
が
削
減
さ
れ
た
。

（
17
） 
地
主
敏
樹
、
村
山
裕
三
、
加
藤
一
誠
編
著
「
現
代
ア
メ
リ
カ
経
済
論
」
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
二
年
四
月
、
二
三
三
頁

　

第
二
期
目
の
レ
ー
ガ
ン
政
権
は
、
議
会
の
圧
力
に
抗
し
き
れ
ず
、
通
商
政
策
の
重
点
を
自
由
貿
易
か
ら
公
正
貿
易
に
移
し
、
七
四
年
通
商
法
三
〇
一

条
の
積
極
的
な
発
動
と
一
方
主
義
を
使
っ
た
外
国
政
府
の
不
公
正
貿
易
慣
行
の
是
正
、
二
国
間
交
渉
の
強
化
、
さ
ら
に
Ｆ
Ｔ
Ａ
の
推
進
を
表
明
し
た
。

（
18
） J. D

avid R
ichardson, “U

. S
. T
rade P

olicy in the 1980 ’s

：T
urns and R

oad. N
ot T

aken, ” M
artin F

eldsten, 

（ed

）Am
erican 

E
conom

ic P
olicy in the 1980 ’s, U

niversity of C
hicago P

ress, 1994, P
.628 

（
19
） E

dw
ard S

. K
aplan, “A

m
erican T

rade P
olicy 1923

〜1995, ” G
reenw

ood P
ress, 1996, P

.114

（
20
） Ibid., P

.116

（
21
） 

通
商
摩
擦
問
題
研
究
会
編　

福
島
栄
一
監
修
、「
米
国
の
八
八
年
包
括
通
商
・
競
争
力
法
」
日
本
貿
易
振
興
会
、
一
九
八
九
年
四
月
、
一
一
〜

一
五
頁

　
　

こ
れ
は
一
九
五
〇
年
国
防
生
産
法
（D

efence P
roduction A

ct

）
の
修
正
で
、
諸
外
国
の
対
米
直
接
投
資
に
影
響
を
与
え
る
と
予
想
さ
れ
た
条

項
で
あ
る
。
こ
の
条
項
は
国
防
関
連
の
企
業
の
合
併
、
買
収
、
取
得
が
国
家
安
全
保
障
を
損
な
う
と
判
断
さ
れ
た
場
合
、
大
統
領
は
そ
の
取
引
を
中

止
ま
た
は
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
条
項
が
八
八
年
包
括
通
商
・
競
争
力
法
の
中
に
盛
り
込
ま
れ
た
直
接
の
契

機
は
、
富
士
通
の
フ
ェ
ア
チ
ャ
イ
ド
買
収
の
動
き
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

（
22
） 

前
書
、
一
〇
一
〜
一
〇
三
頁

（
23
） E
dw
ard S

. K
aplan, op. cit., P

.116

（
24
） Ibid.,

（
25
） Ibid.,

（
26
） 

通
商
摩
擦
問
題
研
究
会
編
「
米
国
の
八
八
年
包
括
通
商
・
競
争
力
法
」
前
書　

一
一
〜
一
二
頁

四
二
八



ア
メ
リ
カ
の
貿
易
政
策
に
お
け
る
保
護
主
義
と
そ
の
変
容
（
山
城
）

（
八
二
一
）

（
27
） 

佐
々
木
隆
雄
「
ア
メ
リ
カ
の
通
商
政
策
」
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
一
〇
月
、
一
九
九
頁

（
28
） I. M

. D
estler, op. cit., P

.6
（
29
） Jagdish B

hagw
ati, “P

rotectionism
, ” M
IT
 P
ress, 1988, P

.82　
（
渡
辺
敏
訳
「
保
護
主
義
」
サ
イ
マ
ル
出
版
会　

一
九
八
九
年
二
月　

九
八
〜
九
九
頁
）

　
　
「
米
国
の
輸
出
を
阻
害
す
る
不
公
正
保
護
貿
易
の
申
し
立
て
は
、
米
国
通
商
法
三
〇
一
条
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
条
項
は
近
年

精
力
的
に
使
わ
れ
は
じ
め
て
き
た
。
目
下
議
会
で
審
議
中
の
新
通
商
法
案
も
依
然
と
し
て
そ
の
な
か
に
、
馬
鹿
げ
て
し
か
も
危
険
な
〝
ス
ー
パ
ー

三
〇
一
条
〞
規
定
を
含
ん
で
お
り
、
国
際
収
支
黒
字
を
も
つ
諸
国
を
ね
ら
い
、
こ
れ
ら
諸
国
に
対
し
て
苛
酷
な
行
動
を
求
め
て
い
る
。」

（
30
） Ibid.,

（
31
） Ibid.,

（
32
） Ibid., P

P
.82

〜83

（
33
） I. M

. D
estler, H

aruhiro F
ukui, H

ideo S
ato, “T

he T
extile W

rangle, ” C
ornell U

niversity P
ress, 1979, P

P
.121

〜139　
（
邦
訳

「
日
米
繊
維
紛
争
」
日
本
経
済
新
聞
社　

昭
和
五
五
年
二
月
、
九
六
〜
一
一
四
頁
）

（
34
） 

福
島
栄
一
監
訳
「
米
国
の
通
商
関
連
法
：
そ
の
背
景
と
法
律
解
説
」
日
本
貿
易
振
興
会
、
一
九
八
九
年
、
一
二
五
〜
一
二
七
頁

（
35
） 

輸
入
数
量
制
限
（
輸
入
割
当
）
は
、
必
ず
し
も
輸
入
制
限
そ
の
も
の
を
目
的
と
し
て
い
な
い
も
の
の
、
他
の
不
当
と
は
考
え
ら
れ
な
い
も
の
も

含
め
、
非
関
税
措
置
（nontariff  m

easures

）
と
呼
ば
れ
る
。
外
国
製
品
の
輸
入
数
量
を
割
当
や
許
可
制
度
等
の
手
段
に
よ
っ
て
一
定
水
準
以
下

に
抑
制
す
る
政
策
。
輸
入
規
制
は
関
税
と
は
異
な
り
、
関
税
に
よ
る
貿
易
障
壁
が
技
術
革
新
な
ど
費
用
削
減
活
動
に
よ
っ
て
も
克
服
で
き
な
い
も
の

で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
数
量
制
限
は
関
税
よ
り
も
強
く
貿
易
活
動
を
歪
曲
さ
せ
る
効
果
を
も
つ
。
さ
ら
に
、
数
量
制
限
以
上
に
国
内
所
得
分
配
を
歪

曲
さ
せ
る
効
果
も
あ
る
。
こ
れ
に
は
関
税
収
入
が
政
府
の
一
般
財
源
に
組
み
込
ま
れ
、
特
定
の
個
人
、
団
体
の
収
入
と
な
る
可
能
性
が
低
い
の
に
対

し
、
数
量
制
限
の
場
合
、
過
去
の
輸
入
実
積
や
国
内
市
場
シ
ェ
ア
等
非
競
争
的
要
因
に
も
と
づ
い
て
規
制
枠
の
割
当
が
行
わ
れ
る
。
数
量
制
限
に
は

規
制
枠
の
人
為
的
・
非
競
争
的
割
当
を
差
し
引
い
た
所
得
再
分
配
効
果
も
そ
の
効
果
に
加
え
ら
れ
る
。

（
36
） 

真
銅
竜
日
郎
、
桜
内
政
大
編
著
「
米
国
経
済
の
基
礎
知
識
」
ジ
ェ
ト
ロ
、
二
〇
一
一
年
一
月
、
一
四
六
頁

四
二
九
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（
八
二
二
）

　
　

Ｓ
Ｅ
Ｄ
（S

trategic E
conom

ic D
ialogue

）
は
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
の
も
と
二
〇
〇
六
年
ヘ
ン
リ
ー
・
ポ
ー
ル
ソ
ン
財
務
長
官
の
主
導
で
始
ま
っ
た

米
中
間
の
閣
僚
級
経
済
対
話
。
Ｓ
＆
Ｅ
Ｄ
（S

trategic and E
conom

ic D
ialogue

）
は
オ
バ
マ
政
権
の
も
と
、
経
済
に
加
え
、
安
全
保
障
分
野
も

対
象
に
加
え
た
米
中
対
話
。
Ｊ
Ｃ
Ｃ
Ｔ
は
両
国
の
通
商
問
題
の
特
定
、
解
決
と
通
商
機
会
の
拡
大
の
場
と
し
て
利
用
す
る
。
一
九
八
三
年
に
設
置
、

二
〇
〇
四
年
か
ら
閣
僚
級
に
格
上
げ
さ
れ
た
。
Ｓ
Ｅ
Ｄ
、
Ｓ
＆
Ｅ
Ｄ
で
は
、
両
国
の
マ
ク
ロ
経
済
や
金
融
制
度
、
貿
易
・
投
資
な
ど
の
総
論
的
な
事

項
を
、
Ｊ
Ｃ
Ｃ
Ｔ
（Joint C

om
m
ission on C

om
m
erce and T

rade

）
で
は
貿
易
・
投
資
に
関
す
る
各
論
的
・
実
務
的
な
事
項
を
協
議
す
る
。
ま

た
、
Ｊ
Ｃ
Ｃ
Ｔ
の
会
合
は
ハ
イ
テ
ク
製
品
、
農
業
お
よ
び
知
的
財
産
権
保
護
に
関
し
て
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
紛
争
と
な
り
得
る
七
件
の
問
題
を
解
決
し
た
。

四
三
〇



国
際
貸
借
論
を
め
ぐ
る
諸
学
説
（
小
林
）

（
八
二
三
）

国
際
貸
借
論
を
め
ぐ
る
諸
学
説

小　
　

林　
　
　
　
　

通

は
じ
め
に

一
般
に
国
際
間
で
貿
易
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
当
事
国
間
に
あ
っ
て
は
必
然
的
に
貸
借
関
係
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
こ

と
は
自
明
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
国
際
貸
借
（balance of international indebtedness

）
の
各
項
目
が
、
悉
く
た
だ
ち
に
受
払
い
の

対
象
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
中
に
は
数
ヵ
月
後
ま
た
数
年
後
に
は
じ
め
て
受
払
い
さ
れ
る
も
の
も
あ
る
。
現
実
に
受
払
い
さ
れ
る
べ
き

勘
定
は
、
国
際
収
支
（balance of international paym

ents

）
の
勘
定
で
あ
る
。
国
際
貸
借
は
国
際
収
支
と
同
義
語
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
場

合
が
多
い
が
、
こ
れ
ら
の
二
つ
は
概
念
上
区
別
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
国
際
貸
借
と
は
、
一
国
が
他
の
諸
国
に
対
し
て
有
す
る
一
切
の
対
外
資
産
負
債
の
残
高
を
あ
る
一
定
時
点
に
お
い
て
捉
え
た

概
念
で
あ
る
。
そ
れ
は｢

ス
ト
ッ
ク｣

と
し
て
の
性
格
を
意
味
し
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
あ
る
時
点
に
お
い
て
財
貨
や
サ
ー
ビ
ス
の
輸

四
三
一
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出
に
よ
っ
て
受
取
る
債
権
を｢

貸｣

と
し
て
、
財
貨
や
サ
ー
ビ
ス
の
輸
入
に
よ
っ
て
生
じ
た
債
務
を｢

借｣

と
し
て
綜
合
し
対
照
し
た
も

の
で
あ
る
。
国
際
収
支
と
は
、
一
国
経
済
が
一
定
期
間
（
通
常
一
カ
年
間
）
に
亙
る
他
の
諸
国
と
の
間
の
対
外
収
支
状
況
を
明
ら
か
に
し

た
も
の
で
「
フ
ロ
ー
」
の
概
念
で
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
国
際
貸
借
と
国
際
収
支
と
の
関
係
は
国
際
貸
借
が
原
因

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
後
者
の
そ
れ
は
結
果
と
な
る
も
の
で
あ
る
（
1
）

。
こ
の
よ
う
に
国
際
間
に
お
け
る
貸
借
関
係
は
、
そ
の
ま
ま
貸
借
に
対
す

る
為
替
の
需
給
状
況
の
変
化
か
ら
為
替
相
場
の
決
定
や
変
動
原
因
を
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
国
際
貸
借
説

（theory of international indebtedness

）
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

一
般
に
外
国
為
替
に
関
す
る
学
説
は
、
そ
の
中
心
と
す
る
課
題
が
、
外
国
為
替
相
場
が
ど
の
よ
う
に
決
定
さ
れ
、
ま
た
変
動
す
る
諸
原

因
が
何
か
を
追
求
し
、
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
外
国
為
替
相
場
の
決
定
は
、
一
般
の
商
品
価
格
が
市
場
に
お
い
て

そ
の
需
要
と
供
給
関
係
に
よ
っ
て
変
動
し
た
り
、
ま
た
決
定
し
た
り
す
る
と
同
様
に
為
替
に
対
す
る
供
給
と
需
要
が
直
接
的
な
要
因
と

な
っ
て
相
場
が
変
動
し
た
り
決
定
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
外
国
為
替
変
動
の
原
因
お
よ
び
決
定
の
起
源
と
進
歩
の
時
代
と
な
っ
た
一
六

世
紀
に
、
さ
ら
に
第
一
次
世
界
大
戦
後
半
に
起
源
を
も
つ
近
代
的
外
国
為
替
理
論
に
お
い
て
も
十
分
に
共
通
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
為

替
に
対
す
る
需
給
が
い
か
な
る
要
因
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
、
ま
た
そ
の
正
常
な
相
場
と
な
る
帰
着
点
は
、
ど
こ
に
な
る
の
か
の
観
点
に
於

い
て
学
説
が
相
違
す
る
こ
と
と
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
相
違
は
、
時
代
的
な
背
景
に
よ
っ
て
か
な
り
条
件
が
違
っ
て
く
る
。

外
国
為
替
理
論
は
、
外
国
為
替
変
動
の
要
因
お
よ
び
結
果
と
経
済
制
度
に
つ
い
て
の
分
析
と
い
う
意
味
で
は
、
ス
コ
ラ
学
派
の
論
者
、

政
府
の
経
済
専
門
家
、
商
人
な
ど
に
よ
っ
て
既
に
一
六
世
紀
、
一
七
世
紀
お
よ
び
一
八
世
紀
の
間
中
に
生
成
、
発
展
し
た
も
の
と
い
わ
れ

て
い
る
。
Ｐ
．ア
ィ
ン
チ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
例
え
ば
そ
れ
は
、
⑴
投
機
ま
た
は
「
陰
謀
」
理
論
、
⑵
貿
易
収
支
説
、
⑶
貸
借
差
額
説
、
⑷

正
貨
現
送
点
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
理
論
、
⑸
物
価
に
対
す
る
為
替
相
場
の
影
響
に
関
す
る
理
論
、
⑹
需
給
説
、
⑺
数
量
説
、
⑻
購
買
力
平
価
説
、

四
三
二



国
際
貸
借
論
を
め
ぐ
る
諸
学
説
（
小
林
）

（
八
二
五
）

⑼
交
易
条
件
説
、
⑽
利
子
説
な
ど
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
2
）

。
こ
れ
ら
の
中
の
古
典
的
な
国
際
貸
借
説
・
購
買
力
平
価
説
・
為
替
心
理
説
な

ど
は
、
そ
の
後
の
為
替
学
説
の
有
益
な
基
盤
と
な
っ
て
い
る
。
特
に
国
際
貸
借
説
は
、
為
替
相
場
成
立
の
要
因
、
変
動
過
程
を
分
析
す
る

う
え
で
、
国
際
間
の
取
引
で
あ
る
輸
出
入
に
お
い
て
発
生
す
る
貸
借
関
係
が
そ
の
決
済
方
式
と
し
て
外
国
為
替
を
用
い
る
こ
と
に
な
る
と

し
て
、
一
六
世
紀
中
葉
か
ら
の
貿
易
全
盛
期
で
あ
っ
た
重
商
主
義
時
代
以
前
か
ら
、
そ
の
中
心
課
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ

る
。（

1
） 

拙
著
『
外
国
貿
易
論
』
高
文
堂
出
版
社　

平
成
元
年
、
一
〇
二
〜
一
〇
三
頁
。

（
2
） P

aul E
inzig, T

h
e T

h
eory of F

oreign
 E

xch
an

ges, 1962. P
.139.

小
野
朝
男
他
訳
『
外
国
為
替
の
歴
史
』
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、
昭
和
四
〇

年
、
一
六
三
頁
。

重
商
主
義
期
の
為
替
論

重
商
主
義
時
代
は
、
そ
れ
自
体
の
性
格
上
概
念
解
釈
の
相
違
は
も
と
よ
り
、
時
代
的
分
起
点
に
お
い
て
も
一
六
世
紀
中
葉
か
ら
一
八
世

紀
中
葉
期
の
約
三
〇
〇
年
の
期
間
と
し
て
捉
え
る
場
合
と
時
代
的
発
展
段
階
の
相
違
す
る
欧
州
各
国
に
お
い
て
出
現
し
形
成
さ
れ
た
新
経

済
体
制
と
し
て
の
そ
の
政
策
的
特
徴
を
す
べ
て
包
含
す
る
と
し
て
、
そ
の
時
代
を
さ
ら
に
広
義
の
意
味
で
捉
え
る
場
合
と
が
あ
る
（
1
）

。

重
商
主
義
時
代
以
前
の
一
三
世
紀
以
来
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
土
に
お
け
る
イ
タ
リ
ア
系
銀
行
家
た
ち
の
金
融
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
市
場
と
比
較
し

て
、
非
常
に
貧
弱
で
あ
っ
た
イ
ギ
リ
ス
金
融
業
者
た
ち
の
そ
れ
は
、
ロ
ン
ド
ン
と
ア
ン
ト
ワ
ー
プ
と
い
う
市
場
の
み
で
し
か
羊
毛
と
毛
織

物
の
輸
出
取
引
を
行
な
え
な
か
っ
た
イ
ギ
リ
ス
貿
易
商
人
と
呼
応
し
て
、
ロ
ン
ド
ン
市
場
に
お
い
て
ポ
ン
ド
・
ス
タ
ー
リ
ン
グ
の
相
場
を

四
三
三
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高
値
に
シ
フ
ト
さ
せ
る
為
替
政
策
を
行
い
、
ま
た
そ
の
た
め
の
理
論
は
グ
レ
シ
ャ
ム
（S

ir T
hom
as G

resham

：1519-79

）
に
お
い
て
既

に
見
出
せ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
為
替
の
出
現
は
、
イ
ギ
リ
ス
で
の
第
一
次
エ
ン
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
の
進
行
後
、
輸
出
と
関
連
し
た
商

人
や
産
業
資
本
層
の
急
速
な
台
頭
が
、
旺
盛
な
資
金
需
要
を
も
た
ら
し
商
売
上
で
貨
幣
の
欠
乏
が
足
枷
と
な
っ
た
。
当
然
の
よ
う
に
、
そ

れ
は
、
そ
の
需
要
を
満
た
し
そ
れ
に
代
わ
る
も
の
の
出
現
に
よ
っ
て
補
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
正
に
信
用
創
造
と

し
て
の
為
替
の
形
態
で
あ
っ
た
（
2
）

。

こ
れ
ら
を
背
景
に
一
七
世
紀
初
頭
に
お
い
て
、
当
時
の
実
務
経
済
学
者
た
ち
の
間
で
貨
幣
、
為
替
、
外
国
貿
易
に
関
す
る
論
争
が
展
開

さ
れ
た
。
重
商
主
義
時
代
の
経
済
的
特
徴
は
、
一
六
二
〇
年
代
初
期
に
お
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
金
銀
の
海
外
流
出
が
増
加
し
た
た
め
通

貨
不
足
が
深
刻
化
し
、
そ
れ
が
原
因
と
な
っ
て
国
内
の
不
況
の
原
因
と
さ
れ
た
。
事
実
そ
の
こ
と
に
関
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
考
え
方
が
現
れ

て
き
た
（
3
）

。

そ
れ
は
ジ
ェ
ラ
ル
・
ド
・
マ
リ
ー
ン
ズ
（G

errard

﹇G
erard

﹈de M
alynes

﹇M
alines

﹈：fl.1586-1641

）、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ミ
ッ
セ
ル
デ

ン
（E

dw
ard M

isselden

：fl.1608-54

）、
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
（T

hom
as M

un

：1571-1641

）
な
ど
で
あ
っ
た
（
4
）

。
例
え
ば
、
マ
リ
ー
ン
ズ
は
、

金
銀
の
流
出
原
因
を
イ
ギ
リ
ス
の
為
替
レ
ー
ト
の
過
小
評
価
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
た
め
、
輸
入
財
が
高
価
に
な
り
反
対
に
輸
出
財
が
安

価
と
な
っ
て
、
そ
の
結
果
貿
易
上
の
収
支
が
逆
調
と
な
る
と
考
え
た
。
ま
た
マ
ン
や
ミ
ッ
セ
ル
デ
ン
は
、
わ
が
国
の
財
宝
を
運
び
去
る
の

は
、
為
替
に
お
け
る
わ
が
国
の
貨
幣
に
対
す
る
低
い
評
価
で
は
な
く
て
、
わ
が
国
の
貿
易
の
不
足
額
で
あ
る
と
考
え
た
。
す
な
わ
ち
貿
易

上
の
輸
出
と
輸
入
と
に
お
け
る
順
バ
ラ
ン
ス
が
崩
壊
す
る
こ
と
が
不
況
の
原
因
と
し
た
の
で
あ
る
。

（
1
） 

Ｗ
．フ
ェ
ル
ナ
ー
は
、「
そ
の
時
代
を
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
と
一
八
世
紀
末
葉
の
英
国
産
業
革
命
と
の
間
の
時
代
に
は
さ
ま
れ
る
五
〇
〇
年
の

四
三
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説
（
小
林
）

（
八
二
七
）

期
間
の
後
半
期
に
当
た
っ
て
い
る
」
と
し
て
い
る
。（C

f. W
illiam

 F
ellner, E

m
ergen

ce an
d

 C
on

ten
t of M

od
ern

 E
con

om
ic A

n
alysis, 

1960. T
he M

cG
raw
-H
ill B

ook C
o., Inc., N

.Y
. pp.28-30.

松
代
和
郎
訳
『
近
代
経
済
分
析
│
そ
の
発
生
過
程
と
内
容
│
』
創
文
社
、
昭
和

四
三
年
、
三
六
〜
三
八
頁
参
照
）。

（
2
） 
森
本
義
輝
「
ト
マ
ス
・
グ
レ
シ
ャ
ム
論
の
進
展
」『
秋
田
経
済
大
学
論
叢
』
第
一
五
号
別
冊
参
照
。

（
3
） 

一
七
世
紀
初
頭
の
ロ
ン
ド
ン
の
輸
出
貿
易
に
関
し
て
は
、F

.J. F
isher, 

‘London ’s E
xport T

rade in the E
arly S

eventeenth C
entury ’, 

T
h

e E
con

om
ic H

istory R
eview

. second series, vol.Ⅲ
, N
o.2.

を
参
照
。
ト
マ
ス
・
グ
レ
シ
ャ
ム
に
関
し
て
は
、H

. B
uckley, 

‘Sir 

T
hom
as G

resham
 and the F

oreign E
xchanges ’, T

h
e E

con
om

ic Jou
rn

al, vol.34, 1924. F
.W
. F
etter, ’S

om
e N
eglected A

spects of 

G
resham

’s L
aw
 sum

m
ary, T

h
e Q

u
arterly Jou

rn
al of E

con
om

ics, vol. X
L
V
I, 1964.

を
参
照
。

（
4
） 

経
済
的
時
代
背
景
を
取
り
入
れ
な
が
ら
当
時
の
為
替
論
争
を
取
り
扱
っ
た
も
の
と
し
て
、
山
之
内
靖
「
イ
ギ
リ
ス
市
民
革
命
期
に
お
け
る
為
替

論
争
の
経
済
的
背
景
」『
土
地
制
度
史
学
』
第
九
号
、
お
茶
の
水
書
房
、
一
九
六
〇
年
、
二
一
〜
三
九
頁
を
参
照
。
こ
れ
ら
三
人
に
つ
い
て
の
理
論

比
較
は
、C

f. T
erence H

utchison, B
efore A

d
am

 S
m

ith
 T

h
e E

m
ergen

ce of P
olitical E

con
om

y, 1662-1776. B
asil B

lackw
ell L

td,. 

1988. pp.12-24.

拙
著
『
国
際
分
業
論
前
史
の
研
究
』
時
潮
社
、
平
成
九
年
を
参
照
。

⑴　

ジ
ェ
ラ
ル
・
ド
・
マ
リ
ー
ン
ズ
の
為
替
論

ブ
リ
オ
ニ
ス
ト
（bullionst

）
と
し
て
の
マ
リ
ー
ン
ズ
の
為
替
論
は
、
そ
の
消
極
的
な
貿
易
観
、
す
な
わ
ち
、｢

（
国
家
は
一
大
家
族
以
外
の

何
も
の
で
も
な
い
）、
し
か
も
君
主
は
、（
そ
の
家
長
で
あ
る
）、
彼
の
王
国
と
他
国
と
の
貿
易
や
通
商
に
お
い
て
、
あ
る
種
の
平
等
を
維
持
し

て
、
国
内
商
品
に
対
し
て
外
国
商
品
が
、
オ
ー
バ
ー
・
バ
ラ
ン
シ
ン
グ
（overballancing

）
し
な
い
よ
う
に
、
す
な
わ
ち
販
売
す
る
以
上

に
購
入
し
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
君
主
の
財
宝
と
王
国
の
富
と
は
減
少
し
、
い
わ
ば
彼
の
支

四
三
五



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
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八
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出
は
比
較
的
大
き
く
な
り
、
所
得
あ
る
い
は
収
入
を
超
過
す
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
（
1
）｣

こ
と
に
依
拠
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

彼
は
、
国
家
の
地
金
銀
や
貨
幣
な
ど
が
流
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
す
ま
す
国
富
が
減
少
す
る
の
は
、
国
際
取
引
上
に
お
け
る
交
易

条
件
の
悪
化
に
基
づ
く
国
際
収
支
上
の
逆
調
を
来
た
す
こ
と
を
指
摘
し
た
。｢

こ
の
王
国
の
富
は
、
正
に
三
つ
の
方
法
以
外
に
は
減
少
す

る
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、（
一
つ
目
は
）
国
外
へ
現
金
や
地
金
を
流
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、（
二
つ
目
は
）
国
内
商
品
を
あ
ま
り
に

も
廉
価
で
販
売
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
（
三
つ
目
は
）
外
国
商
品
を
余
り
に
高
価
に
買
い
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
そ
し
て

主
と
し
て
こ
の
点
に
オ
ー
バ
ー
・
バ
ラ
ン
シ
ン
グ
が
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
不
均
衡
の
原
因
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
結
局
そ
れ
と

交
換
に
外
国
財
貨
を
獲
得
す
る
た
め
に
、
貨
幣
と
財
貨
と
の
二
つ
を
与
え
る
の
で
あ
る
（
2
）

」
と
し
て
い
る
。

地
金
銀
や
貨
幣
が
国
外
へ
流
出
す
る
こ
と
は
国
富
の
減
少
を
意
味
し
、
そ
れ
は
貿
易
上
の
交
易
条
件
悪
化
が
原
因
で
あ
る
と
す
る
。
換

言
す
れ
ば
そ
れ
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
す
べ
て
の
貿
易
衰
退
の
原
因
が
、
貨
幣
不
足
に
結
果
す
る
も
の
で
あ
る
と
同
義
語
と
な
ろ

う
。
さ
ら
に
彼
は
、
為
替
手
形
に
よ
る
低
い
為
替
相
場
に
よ
っ
て
生
じ
た
わ
が
国
の
正
金
の
運
搬
と
い
う
よ
う
な
、
貨
幣
・
地
金
銀
の
国

外
流
出
に
は
為
替
に
よ
る
と
い
う
限
定
が
介
入
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
と
し
な
が
ら
、
貿
易
衰
退
の
原
因
と
し
て
為
替
手
形
に
よ
る
わ
が

国
の
貨
幣
の
低
評
価
、
そ
れ
に
対
す
る
外
国
鋳
貨
の
高
評
価
を
挙
げ
て
い
る
（
3
）

。

と
こ
ろ
で
マ
リ
ー
ン
ズ
は
、
貿
易
に
関
連
し
て
最
も
重
要
な
地
位
を
為
替
に
与
え
、「
地
金
銀
が
泉
で
あ
り
、
貨
幣
は
水
に
過
ぎ
な
い

が
、
為
替
は
総
て
の
個
人
の
利
益
に
サ
ー
ビ
ス
す
る
川
で
あ
る
（
4
）

」
と
し
て
為
替
を
大
き
く
評
価
し
て
い
る
。
本
来
為
替
は
、「
貨
幣
の
現

送
を
避
け
る
た
め
に
、
等
価
値
に
従
っ
て
各
国
の
貨
幣
の
量
目
、
純
分
、
価
値
付
け
を
基
に
し
て
考
案
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
5
）

」
と
し
て
、

外
国
為
替
の
本
質
を
次
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
わ
が
国
と
外
国
と
の
間
の
す
べ
て
の
取
引
に
お
け
る
財
貨
、
貨
幣
、

外
国
と
の
手
形
に
よ
る
貨
幣
の
交
換
（
す
な
わ
ち
外
国
為
替
）
が
、
人
間
の
基
本
的
な
三
つ
の
部
分
で
あ
る
身
体
、
心
、
精
神
に
そ
れ
ぞ
れ

四
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置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。
そ
し
て
そ
の
中
で
外
国
為
替
は
、
精
神
お
よ
び
心
の
機
能
と
し
て
働
き
、
財
貨
、
貨
幣
の
価
格
や

価
値
を
支
配
し
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
、
取
引
の
活
力
を
強
化
す
る
も
の
で
あ
る
と
論
及
す
る
（
6
）

。

そ
し
て
貨
幣
が
最
も
純
粋
な
金
属
で
あ
る
金
・
銀
か
ら
、
国
内
に
お
け
る
一
切
の
財
貨
や
そ
の
他
の
も
の
に
価
格
を
与
え
る
標
準
尺
度

と
し
て
鋳
造
さ
れ
る
よ
う
に
考
案
さ
れ
、
そ
の
た
め
共
通
の
尺
度
と
呼
ば
れ
る
に
至
っ
た
貨
幣
と
同
様
に
、
貨
幣
の
交
換
で
あ
る
為
替
は
、

わ
が
国
と
外
国
と
の
共
通
の
尺
度
で
あ
る
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
（
7
）

。

ま
た
同
様
に
「
時
計
の
場
合
で
は
、
多
く
の
歯
車
が
あ
っ
て
、
そ
の
最
初
の
歯
車
が
動
か
さ
れ
て
、
第
二
番
目
を
動
か
し
、
そ
れ
が
第

三
番
目
の
歯
車
を
動
か
し
、
こ
う
し
て
最
後
に
、
最
後
の
第
四
番
目
の
歯
車
が
時
刻
を
打
つ
器
具
を
動
か
す
の
で
あ
る
。
為
替
に
お
い
て

も
同
様
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
貨
幣
が
考
案
さ
れ
て
財
貨
と
い
う
歯
車
を
刺
激
し
、
そ
れ
を
動
か
す
最
初
の
歯
車
と
な
っ
た
。
し
か
し
国
際

間
の
貨
幣
の
為
替
と
い
う
歯
車
は
、
時
計
の
時
を
打
つ
器
具
に
似
て
い
る
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
為
替
が
能
動
的
な
も
の
（active

）
で

あ
り
、
財
貨
、
貨
幣
は
受
動
的
な
も
の
（passive
）
と
な
る
（
8
）

」
と
も
述
べ
て
い
る
。

こ
の
点
で
考
慮
す
る
と
、
マ
リ
ー
ン
ズ
に
お
け
る
外
国
為
替
論
は
、
貨
幣
の
購
買
力
と
貨
幣
価
値
と
同
一
視
す
る
理
論
で
あ
る
素
朴
な

購
買
力
平
価
説
と
称
さ
れ
る
向
き
が
あ
る
（
9
）

。
そ
れ
は
、
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
治
世
の
初
期
に
イ
ギ
リ
ス
が
そ
の
被
害
を
被
っ
て
い
た
す
べ
て
の

経
済
的
紛
争
の
責
任
を
投
機
的
業
者
に
負
わ
す
理
論
を
打
ち
立
て
、
科
学
的
根
拠
を
与
え
よ
う
と
努
め
た
こ
と
に
関
連
し
て
お
り
、
マ

リ
ー
ン
ズ
が
為
替
の
諸
操
作
に
関
し
て
、
意
図
的
に
も
っ
と
言
え
ば
故
意
的
に
叙
述
し
た
こ
と
で
裏
付
け
ら
れ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
と

の
考
え
方
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
マ
リ
ー
ン
ズ
が
為
替
の
理
論
と
国
際
貿
易
の
理
論
と
の
表
裏
を
取
違
え
、
問
題
を
置
き
換

え
た
点
が
あ
り
、
そ
れ
は
大
い
に
問
題
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
当
時
の
経
済
発
展
段
階
で
の
経
済
構
造
が
ま
だ
十
分

発
達
で
き
て
は
い
な
い
生
産
過
程
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
国
富
（
Ｇ
Ｄ
Ｐ
）
を
獲
得
で
き
る
よ
う
に
は
な
っ
て
お
ら
ず
、
ま
だ
ま
だ
流
通
過

四
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程
か
ら
の
み
か
ら
の
国
富
（
Ｇ
Ｄ
Ｐ
）
の
増
殖
に
依
存
し
て
い
た
時
代
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
当
然
の
よ
う
に
輸
入
を
制
限
し
輸
出
を

奨
励
し
な
け
れ
ば
富
の
流
入
は
期
待
で
き
な
い
。
マ
リ
ー
ン
ズ
の
よ
う
に
、
富
で
あ
る
貨
幣
（
金
銀
な
ど
の
貴
金
属
、
地
金
）
の
減
少
に
つ

な
が
る
海
外
流
出
を
防
ぎ
、
海
外
か
ら
の
貨
幣
の
流
入
を
も
た
ら
す
よ
う
な
政
策
は
当
然
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
極
端
な
輸
入
禁
止

令
や
そ
れ
に
関
連
す
る
一
連
の
政
策
の
す
べ
て
は
為
替
が
先
行
し
て
お
り
、
本
来
の
貿
易
を
繁
栄
さ
せ
国
内
の
富
を
増
加
さ
せ
よ
う
と
す

る
考
え
が
第
二
次
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
貨
幣
数
量
説
の
貨
幣
数
量
の
減
少
↓
国
内
物
価
の
下
落
↓
自
国
貨
幣
の
購
買

力
の
増
加
↓
為
替
相
場
の
上
昇
と
い
う
展
開
か
ら
為
替
の
悪
用
↓
貨
幣
流
出
↓
国
内
物
価
安
（
外
国
物
価
高
）
↓
貿
易
の
オ
ー
バ
ー
・
バ

ラ
ン
ス
と
い
う
図
式
が
描
か
れ
た
。
マ
リ
ー
ン
ズ
は
、
揶
揄
す
れ
ば
「
為
替
平
価
」
こ
そ
が
真
の
「
バ
ラ
ン
ス
・
オ
ブ
・
ト
ゥ
レ
イ
ド
」

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
理
論
は
、
三
つ
の｢

Ｍ｣

│
一
方
で
は
マ
リ
ー
ン
ズ
、
他
方
で
は
ミ
ッ
セ
ル
デ
ン
と
マ
ン
│
の
間
の
外
国
為
替
史
に
お
け
る
最
も

重
要
な
論
争
の
一
つ
の
出
発
点
を
提
供
し
た
。
マ
リ
ー
ン
ズ
の
二
人
の
反
対
者
た
ち
は
、
正
貨
の
損
失
が
貿
易
収
支
の
逆
調
に
よ
る
も
の

と
主
張
し
た
（
10
）

。
結
局
ブ
リ
オ
ニ
ス
ト
と
し
て
代
表
さ
れ
る
マ
リ
ー
ン
ズ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
土
に
お
け
る
バ
ン
カ
ー
た
ち
に
よ
る
諸
処
で

の
為
替
に
お
け
る
悪
用
が
、
イ
ギ
リ
ス
商
品
の
外
国
商
品
に
対
す
る
相
対
的
低
位
を
も
た
ら
し
、
そ
の
結
果
の
交
易
条
件
悪
化
に
リ
ン
ク

し
国
外
へ
の
貨
幣
流
出
と
な
り
、
貨
幣
不
足
と
な
る
と
結
論
す
る
（
11
）

。

（
1
） G
erard de M

alynes, A
 T

reatise of th
e C

an
ker of E

n
glan

d
s C

om
m

on
 W

ealth
. D

evid
ed

 in
to th

ree parts : w
h

erein
 th

e 

A
u

th
or im

itatin
g th

e ru
le of good

 P
h

isition
s, F

irst, d
eclareth

 th
e d

isease. S
econ

d
arily, sh

ew
eth

 th
e effi cien

t cau
se th

ereof. 

L
astly, a rem

ed
y for th

e sam
e. L
ondon, 1601. pp.2-3. T

he E
nglish E

xperience, N
um
ber880. W

. J. Johnson, Inc. 1977. 

以
下
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C
an

ker

と
略
称
。

（
2
） M

alynes, C
an

ker, pp.3-4. C
f. P
. J. T

hom
as, M

ercan
tilism

 an
d

 th
e E

ast In
d

ia T
rad

e, F
rank C

ass&
C
o. L
td 1963. 

ま
た
マ

リ
ー
ン
ズ
の
時
代
は
、
そ
の
他
の
当
時
の
経
済
著
作
者
以
上
に
ス
コ
ラ
学
派
か
ら
重
商
主
義
へ
の
過
渡
期
で
あ
り
、
彼
が
そ
の
時
代
を
代
表
し
て
い

た
と
い
う
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
マ
リ
ー
ン
ズ
の
経
済
理
論
の
根
幹
に
常
に
ス
コ
ラ
学
派
的
理
論
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
は
異
論
の
余
地
は
な
い

だ
ろ
う
。（C

f., M
. B
eer, E

arly B
ritish

 E
con

om
ics from

 X
IIIth

 to th
e m

id
d

le of X
V

IIIth
 cen

tu
ry. L

ondon. G
. A
llen&

U
nw
in. 

1938. pp.130-131.
）
例
え
ば
マ
リ
ー
ン
ズ
は
、「
流
通
（
交
換
）
的
正
義
（C

om
m
utative Justice

）
は
交
易
を
包
含
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ

は
、
平
等
や
公
正
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
王
国
や
国
家
を
富
ま
せ
る
唯
一
の
平
穏
な
手
段
で
あ
る
」（G

erard de M
alynes, C

on
su

en
tu

d
o, V

el 

L
ex M

ercatoria, or th
e A

n
tien

t L
a-M

erch
an

t D
ivid

ed
 Iu

d
ges, M

agistrates, T
em

porall an
d

 C
iu

ile L
aw

yers, M
in

t-m
an

, 

M
erch

an
ts, M

arin
ers, an

d
 all oth

ers n
egotiatin

g in
 all places of th

e W
orld

. L
ondon. 1622. P

.A
. 3. 1979. T

he E
nglish 

E
xperience, N

um
ber940. W

. J. Johnson, Inc. 1979. 

以
下L

ex M
ercatoria

と
略
称
）
と
述
べ
て
い
る
。

（
3
） C

f. M
ain

ten
an

ce, p.77；
L

ex, p.45. pp.329-330；
C

en
ter, p.44.

（
4
） 

C
an

ker, p.139.

（
5
） 

Ibid
., p.14.

（
6
） 

M
ain

ten
an

ce., pp.2-3.

（
7
） C

f. ibid
.,pp.3-4. Jam

es W
. A
ngell, T

h
e T

h
eory of In

tern
ation

al P
rices H

istory, C
riticism

 an
d

 R
estatem

en
t. R
eprints of 

E
conom

ic C
lassics A

ugustus, M
. K
elley B

ookseller 1965
（reprinted

）pp.12-13.

（
8
） 

Ibid
., p.6.

（
9
） J. A
. S
chum

peter, H
istory of E

con
om

ic A
n

alysis, p.737.
東
畑
精
一
訳
『
経
済
分
析
の
歴
史
』
岩
波
書
店
、
一
五
四
四
頁
参
照
。

（
10
） 

ミ
ッ
セ
ル
デ
ン
の
場
合
に
は
、
平
価
切
下
げ
に
よ
っ
て
阻
止
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
阻
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
た
の
に
対
し

て
、
マ
ン
の
場
合
に
は
、
鋳
造
貨
幣
の
価
値
の
変
更
が
他
の
手
段
に
よ
っ
て
改
善
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
貿
易
収
支
に
は
影
響
し
な
い
だ
ろ
う
と
い
う

静
態
論
を
採
用
し
た
。P

aul E
inzig, T

h
e H

istory of F
oreign

 E
xch

an
ge, M

acm
illan. 1962. pp.143-144.

小
野
朝
男
他
訳
『
外
国
為
替
の

四
三
九
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歴
史
』
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、
昭
和
四
〇
年
、
一
六
八
頁
参
照
。

（
11
） 

マ
リ
ー
ン
ズ
は
、
自
国
貨
幣
の
再
評
価
そ
の
管
理
、
さ
ら
に
は
公
的
独
占
の
確
立
を
提
案
し
、
東
イ
ン
ド
会
社
の
活
動
を
批
判
し
た
が
、
そ
れ

は
あ
る
意
味
で
は
、
彼
が
奢
侈
品
の
輸
入
や
イ
ギ
リ
ス
製
品
と
競
合
す
る
よ
う
な
商
品
の
輸
入
に
対
し
て
危
惧
し
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。

⑵
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
の
為
替
論

一
七
世
紀
初
頭
に
お
い
て
支
配
的
で
あ
っ
た
重
金
主
義
（
ブ
リ
オ
ニ
ズ
ム
）
は
、
貿
易
が
世
界
的
規
模
に
ま
で
拡
大
す
る
に
つ
れ
て
弔

鐘
が
打
ち
鳴
ら
さ
れ
、
こ
れ
に
代
わ
っ
て
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
が
主
張
し
た
貿
易
差
額
説
（
バ
ラ
ン
ス
・
オ
ヴ
・
ト
レ
イ
ド
論
）
が
台
頭
し
て

き
た
。
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
東
イ
ン
ド
会
社
の
重
役
と
い
う
立
場
か
ら
東
イ
ン
ド
会
社
を
弁
護
し
て
、
一
国
の
総
輸
出
が

総
輸
入
を
超
過
す
る
状
況
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
富
で
あ
る
貨
幣
（
金
銀
）
は
必
然
的
に
国
内
に
流
入
し
、
そ
れ
が
増
大
す
る
と
い
う
一
般

論
を
導
き
出
し
た
の
で
あ
る
（
1
）

。
ま
た
特
に
こ
の
時
期
は
、
イ
ギ
リ
ス
毛
織
物
工
業
に
と
っ
て
海
外
の
消
費
地
で
の
嗜
好
や
流
行
の
変
化
に

よ
る
そ
の
国
際
市
場
に
お
け
る
競
争
力
の
低
下
、
白
地
広
幅
織
の
輸
出
減
少
な
ど
が
、
イ
ギ
リ
ス
商
人
に
こ
れ
ま
で
に
観
ら
れ
な
い
ほ
ど

の
ダ
メ
ー
ジ
を
あ
た
え
て
い
た
。
そ
し
て
同
時
に
こ
の
不
況
は
、
国
民
経
済
全
体
の
一
般
的
不
況
の
様
相
を
す
ら
呈
し
て
き
た
時
期
で
も

あ
っ
た
（
2
）

。

ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
は
、
貿
易
上
の
差
額
が
単
に
商
品
の
輸
出
入
に
関
す
る
差
額
を
意
味
す
る
だ
け
で
な
く
、
国
際
間
の
全
支
払
差
額
も

包
含
し
、
国
際
収
支
上
見
え
る
取
引
（visible trade

）
と
し
て
の
貿
易
収
支
と
同
一
視
す
る
の
で
は
な
く
、
見
え
ざ
る
取
引
（invisible 

trade

）
と
し
て
の
貿
易
外
収
支
・
サ
ー
ビ
ス
収
支
な
ど
を
含
め
た
も
の
と
し
て
国
際
収
支
を
捉
え
て
い
た
。

四
四
〇
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こ
の
貿
易
差
額
説
の
上
に
立
っ
て
、
マ
ン
は
、
外
国
為
替
に
関
す
る
本
質
を
次
の
よ
う
に
論
述
し
て
い
る
。「
わ
が
国
の
貿
易
上
の
差

額
は
、
超
過
を
示
す
か
不
足
を
示
す
か
に
よ
っ
て
実
際
に
貨
幣
が
潤
沢
に
な
っ
た
り
不
足
し
た
り
す
る
。
一
国
内
に
お
け
る
貨
幣
が
潤
沢

で
あ
る
か
不
足
し
て
い
る
か
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
財
貨
が
あ
る
い
は
高
く
な
り
あ
る
い
は
安
く
な
る
よ
う
に
、
そ
れ
を
交
換
す
る
上
で

は
常
に
反
対
の
作
用
が
な
さ
れ
る
の
と
同
様
に
、
為
替
相
場
に
お
い
て
も
同
じ
作
用
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
貨
幣
が
潤
沢
で
あ
る
か

不
足
し
て
い
る
か
に
よ
っ
て
、
為
替
の
価
格
が
高
め
ら
れ
た
り
低
め
ら
れ
た
り
す
る
の
で
あ
る
。
為
替
は
、
貨
幣
の
そ
れ
ぞ
れ
の
量
目
と

純
金
に
応
ず
る
と
こ
ろ
の
等
価
に
よ
っ
て
契
約
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
第
一
に
、
貨
幣
を
引
き
渡
す
人
は
債
券
に
伴
う
危
険

と
忍
耐
期
間
を
顧
慮
す
る
か
ら
で
あ
り
、
し
か
も
為
替
で
貨
幣
が
安
価
に
あ
る
い
は
高
価
に
評
価
せ
ら
れ
る
の
は
、
為
替
が
組
ま
れ
る
場

所
に
お
け
る
貨
幣
が
贅
沢
で
あ
る
か
不
足
し
て
い
る
か
に
よ
る
（
3
）

」
と
論
及
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
本
来
外
国
為
替
は
、
貿
易
の
輸
出
入
に
お
け
る
決
済
に
際
し
て
そ
の
手
段
と
し
て
作
用
す
る
も
の
で
あ
り
、

こ
れ
は
手
形
に
よ
る
貨
幣
の
為
替
取
引
の
み
を
業
務
と
し
て
い
る
商
人
は
、
わ
が
国
に
財
宝
を
増
加
す
る
こ
と
も
減
少
す
る
こ
と
も
で
き

な
い
の
で
あ
る
と
捉
え
る
。
す
な
わ
ち
彼
ら
は
、
単
に
為
替
の
専
門
業
者
と
し
て
自
分
自
身
の
利
益
目
当
て
に
為
替
に
従
事
す
る
の
み
で

商
品
を
輸
入
し
な
け
れ
ば
、
輸
出
も
し
な
い
こ
と
に
な
る
。「
国
内
も
し
く
は
海
外
で
わ
が
国
の
貨
幣
が
為
替
手
形
に
よ
っ
て
授
受
さ
れ

る
場
合
、
そ
の
評
価
が
過
少
で
あ
ろ
う
と
も
我
が
国
の
財
宝
を
減
少
せ
し
め
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
手
形
に
よ
る
商
人
の
為
替
と
い
う

も
の
は
、
あ
る
国
に
貨
幣
を
所
有
し
て
い
る
人
が
、
そ
れ
を
引
き
渡
し
、
同
意
を
み
た
特
定
の
日
時
と
相
場
で
、
別
の
国
で
再
び
受
取
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
一
手
段
で
あ
り
、
慣
行
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
貸
手
と
借
手
と
は
便
宜
を
受
け
、
国
か
ら
国
へ
と
金
銀

を
搬
送
す
る
要
が
な
く
な
る
も
の
で
あ
る
（
4
）

。」

マ
ン
は
、
わ
が
国
の
国
富
で
あ
る
貨
幣
が
流
出
す
る
際
に
、
為
替
に
対
す
る
評
価
が
ど
の
よ
う
に
影
響
す
る
の
か
に
つ
い
て
、「
わ
が

四
四
一



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
八
三
四
）

国
の
財
宝
を
運
び
去
る
の
は
、
為
替
に
お
け
る
貨
幣
に
対
す
る
低
い
評
価
で
は
な
く
て
、
わ
が
国
の
貿
易
の
不
足
差
額
だ
と
い
う
こ
と
で

あ
り
（
5
）

」、「
為
替
に
お
い
て
わ
が
国
の
貨
幣
が
低
く
評
価
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
る
人
々
（
こ
れ
は
マ
リ
ー
ン
ズ
を
指
す
、
筆
者
）
の
憶

測
と
は
違
い
王
国
外
に
貨
幣
を
運
び
出
す
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
平
価
で
行
な
わ
れ
る
場
合
よ
り
も
貨
幣
の
輸
出
量
を
少
な
く
す
る
一

手
段
で
あ
る
と
い
う
こ
と
（
6
）

」
に
な
る
。
そ
れ
は
外
国
人
の
損
失
と
な
る
が
わ
が
国
に
と
っ
て
利
益
と
な
る
と
論
及
す
る
。

マ
リ
ー
ン
ズ
は
、「
為
替
こ
そ
貿
易
の
本
質
的
要
因
で
あ
る
と
し
、
能
動
的
で
優
越
的
で
あ
り
、
商
品
と
貨
幣
の
価
格
を
制
圧
す
る
も

の
で
あ
り
、
生
命
で
あ
り
精
神
で
あ
り
、
ま
た
驚
く
べ
き
諸
操
作
の
遂
行
者
で
あ
る
と
し
て
い
る
（
7
）

」
が
、
こ
れ
ら
の
奇
跡
が
い
か
に
し
て

引
き
起
こ
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
、
全
く
言
及
し
て
い
な
い
と
マ
ン
は
捉
え
て
い
る
。

マ
リ
ー
ン
ズ
は
為
替
の
悪
用
が
廃
止
さ
れ
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
に
と
っ
て
は
多
く
の
利
益
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
い
た
と
思
わ
れ

る
所
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
こ
の
為
替
の
流
れ
が
悪
用
さ
れ
、
こ
の
所
そ
れ
は
、
貨
幣
の
多
寡
、
時
間
の
隔
た
り
、
場
所
の
違
い
に

従
っ
て
、
価
格
に
お
け
る
上
下
の
変
化
を
起
こ
す
取
引
と
な
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
財
貨
と
貨
幣
の
流
れ
を
支
配
し
統
制
す
る
よ
う
に
な

り
、
そ
し
て
そ
れ
は
、
正
に
財
貨
の
オ
ー
バ
ー
・
バ
ラ
ン
シ
ン
グ
に
な
り
、
そ
の
結
果
わ
が
富
の
減
少
や
わ
が
貨
幣
の
搬
出
の
根
本
原
因

と
な
っ
た
（
8
）

」
と
し
て
、
銀
行
家
た
ち
に
よ
っ
て
、
為
替
相
場
の
変
動
が
生
じ
れ
ば
、
そ
れ
が
貨
幣
や
地
金
銀
が
流
出
し
て
い
く
原
因
と
な

る
と
捉
え
た
。
こ
の
よ
う
に
為
替
の
悪
用
阻
止
は
、
貨
幣
の
流
出
を
防
止
し
、
国
内
財
貨
を
割
高
に
販
売
し
、
外
国
財
貨
を
割
安
に
購
入

で
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
オ
ー
バ
ー
・
バ
ラ
ン
シ
ン
グ
が
阻
止
で
き
る
も
の
と
考
え
た
。
本
来
こ
の
点
は
、
マ
ン
の
展
開
の
よ
う
に
国
富

の
増
加
を
流
通
面
か
ら
捉
え
、
そ
れ
を
生
産
面
で
素
朴
で
は
あ
る
が
国
内
の
生
産
過
程
の
循
環
の
中
で
、
富
の
形
成
が
あ
っ
て
か
ら
始
め

て
論
述
さ
れ
る
問
題
で
あ
る
。
そ
の
点
で
は
マ
リ
ー
ン
ズ
の
思
考
は
、
一
面
的
で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
ず
、
そ
れ
は
当
然
マ
ン
の
批

判
に
繋
が
っ
た
の
で
あ
る
。

四
四
二
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め
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（
小
林
）

（
八
三
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）

（
1
） 

当
時
海
外
、
特
に
東
イ
ン
ド
へ
の
貨
幣
（
金
銀
）
の
流
出
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
マ
リ
ー
ン
ズ
達
の
非
難
の
声
が
起
こ
り
、
世
論
へ
の
影
響
も

拡
大
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
マ
ン
は
、
一
六
二
一
年
に
『
イ
ギ
リ
ス
の
東
イ
ン
ド
貿
易
に
関
す
る
一
論
』（A

 D
iscovrse of T

rade, From
 E

ngland
 

vn
to th

e E
ast-In

d
ies

：A
n

sw
erin

g to d
iu

erse obiection
s w

h
ich

 are vsu
ally m

ad
e again

st th
e sam

e. 1621

）
を
著
し
、
ま
た
ジ
ェ

イ
ム
ズ
一
世
時
に
設
け
ら
れ
た
貿
易
常
設
委
員
会
の
委
員
と
し
て
、
東
イ
ン
ド
会
社
を
弁
護
し
反
対
者
を
沈
黙
さ
せ
た
。

（
2
） 

船
山
栄
一
「
イ
ギ
リ
ス
貿
易
の
構
造
変
化
」『
社
会
経
済
史
学
』vol.37-1

、
昭
和
四
六
年
、
五
│
二
七
頁
参
照
。

（
3
） T

. M
un, E

n
glan

d
’s T

reasu
re by F

orraign
 T

rad
e. O

r, T
h

e B
alan

ce of ou
r F

orraign
 T

rad
e is th

e R
u

le of ou
r T

reasu
re. 

1664 pp.39-40.

渡
邊
源
次
郎
訳
『
外
国
貿
易
に
よ
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
財
宝
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
一
年
、
七
二
頁
。

（
4
） 

Ibid
.,p.39.

邦
訳
七
一
頁
。

（
5
） 

Ibid
.,p.41.

邦
訳
七
四
頁
。

（
6
） 

Ibid
.,pp.41-42.

邦
訳
七
五
頁
。
こ
の
点
に
関
し
て
も
マ
ン
は
、「
王
国
を
富
ま
せ
も
し
貧
し
く
さ
せ
も
す
る
こ
の
重
要
な
作
用
が
、
何
ゆ
え

に
為
替
に
帰
せ
し
め
ら
れ
る
べ
き
な
の
か
。
そ
れ
は
、
わ
が
国
の
外
国
貿
易
を
受
取
差
額
に
し
た
り
支
払
差
額
に
し
た
り
す
る
と
こ
ろ
の
諸
手
段
に

よ
っ
て
の
み
な
さ
れ
る
こ
と
を
既
に
明
ら
か
に
し
た
こ
と
で
あ
る
（
7
）
」（Ibid

.,pp.41-42.

邦
訳
七
五
頁
）
と
し
て
、「
貿
易
こ
そ
支
配
的
で
あ
り
能
動

的
な
の
で
あ
っ
て
、
為
替
の
価
格
を
あ
る
い
は
高
め
あ
る
い
は
低
め
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
為
替
は
受
動
的
な
も
の
で
あ
る
」（Ibid

.,p.49.

邦
訳
八
七
頁
。）
と
述
べ
て
い
る
。

（
7
） 

Ibid
.,p.55.

邦
訳
九
七
頁
。

（
8
） 

C
an

ker, pp.15-16.

一
六
世
紀
初
期
以
来
に
お
い
て
は
経
済
事
情
が
不
安
定
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、
国
富
を
維
持
増
大
す
る
上
で
、
為
替
に
対

す
る
見
解
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
例
え
ば
、「（
マ
リ
ー
ン
ズ
は
、）
貨
幣
売
買
為
替
な
る
癌
（canker of m

archandizing 

exchange

）
こ
そ
イ
ギ
リ
ス
の
未
知
の
疾
病
の
原
因
で
あ
る
と
断
じ
止
ま
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
為
替
観
は
、
一
六
世
紀
以
来
、
ク
レ

メ
ン
ト
・
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
、
ト
ー
マ
ス
・
グ
レ
シ
ャ
ム
、
ト
ー
マ
ス
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
、
マ
イ
ル
ズ
・
モ
ス
等
、
イ
ギ
リ
ス
に
置
い
て
ほ
ぼ
一
貫

し
て
主
張
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
マ
リ
ー
ン
ズ
に
至
っ
て
絶
頂
に
達
し
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
」（
渡
邊
源
次
郎
『
イ
ギ
リ
ス
初
期

重
商
主
義
研
究
』
未
来
社
、
一
九
五
九
年
、
一
七
九
頁
。）

四
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Ｊ
．Ｓ
．ミ
ル
の
為
替
論

広
義
的
視
点
に
立
て
ば
、
外
国
為
替
の
本
質
は
、
遠
隔
地
間
の
債
権
債
務
の
関
係
を
貨
幣
（
金
）
な
ど
の
現
金
を
用
い
ず
し
て
、
手
形

な
ど
の
取
立
支
払
指
図
書
に
よ
っ
て
決
済
す
る
方
法
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。
古
代
か
ら
中
世
に
お
い
て
は
、
外
国
為
替
は
、
硬
貨

の
取
引
を
そ
の
中
心
と
し
た
小
口
為
替
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
次
第
に
手
形
に
よ
る
為
替
で
あ
る
証
券
為
替
が
、
当
時
の
貨
幣
取
引
の

専
門
家
や
バ
ン
カ
ー
に
と
っ
て
関
心
が
増
大
し
て
い
っ
た
。
国
際
間
で
の
輸
出
入
に
お
け
る
貸
借
関
係
を
古
典
学
派
に
お
い
て
の
為
替
論

は
、
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

古
典
学
派
の
一
人
で
あ
る
Ｊ
．Ｓ
．ミ
ル
は
、
為
替
の
必
要
性
や
役
割
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
あ
る

国
の
種
々
の
輸
出
品
と
輸
入
品
と
は
、
ひ
と
り
互
い
に
直
接
に
交
換
さ
れ
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
多
く
の
場
合
は
、
同
じ
人
の
手
を
通
り

さ
せ
も
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
も
の
が
、
別
々
に
購
入
さ
れ
、
貨
幣
を
持
っ
て
支
払
わ
れ
る
。
し
か
し
同
じ
国
の
う
ち
で
さ

え
も
、
貨
幣
は
、
既
に
見
た
よ
う
に
貨
幣
を
持
っ
て
購
買
が
な
さ
れ
る
た
び
ご
と
に
、
実
際
に
人
の
手
を
転
々
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、

こ
の
こ
と
は
、
相
異
な
っ
た
国
々
の
間
で
は
な
お
さ
ら
そ
の
と
お
り
で
あ
る
。
国
と
国
と
の
あ
い
だ
に
お
い
て
、
諸
商
品
に
対
す
る
支
払

を
授
受
す
る
普
通
の
方
法
は
、
為
替
手
形
に
よ
る
も
の
で
あ
る
（
1
）

。」
と
し
て
、
国
家
間
の
輸
出
入
に
取
引
に
お
い
て
貨
幣
を
用
い
る
こ
と

な
く
決
済
が
可
能
に
成
る
と
し
て
い
る
。

ま
た
か
れ
は
さ
ら
に
為
替
の
原
理
に
つ
い
て
非
常
に
明
快
に
説
明
し
て
い
る
。
例
え
ば
、「
今
イ
ギ
リ
ス
の
一
商
人
甲
が
、
フ
ラ
ン
ス

に
お
け
る
彼
の
取
引
先
乙
へ
あ
て
て
イ
ギ
リ
ス
の
商
品
の
販
売
を
委
託
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
輸
出
し
た
。
ま
た
フ
ラ
ン
ス
の
も
う
一
人
の

商
人
丙
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
商
人
丁
へ
、
フ
ラ
ン
ス
の
商
品
（
相
等
し
い
価
値
の
も
の
だ
と
仮
定
し
よ
う
）
を
輸
出
し
た
と
す
る
。
こ
の
場
合
、

四
四
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フ
ラ
ン
ス
の
乙
が
イ
ギ
リ
ス
の
甲
へ
向
っ
て
貨
幣
を
送
り
、
イ
ギ
リ
ス
の
丁
が
そ
れ
と
同
じ
金
額
の
貨
幣
を
フ
ラ
ン
ス
の
丙
へ
向
っ
て
送

る
必
要
は
、
明
ら
か
に
な
い
の
で
あ
る
。
一
方
の
債
務
を
他
方
の
債
務
の
支
払
に
充
当
し
、
こ
の
よ
う
に
し
て
二
重
の
輸
送
の
費
用
お
よ

び
危
険
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
甲
は
、
乙
に
当
て
て
、
乙
が
彼
に
借
り
て
い
る
金
額
だ
け
の
手
形
を
振
り
出
す
。
丁
は
、
フ
ラ
ン
ス

で
こ
れ
と
同
じ
金
額
の
支
払
い
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
こ
の
手
形
を
甲
か
ら
買
い
取
っ
て
、
そ
れ
を
丙
に
送
る
。
丙
は
、
こ
の

手
形
が
そ
の
後
経
過
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
日
数
が
満
了
し
た
と
き
に
、
そ
れ
を
乙
に
呈
示
し
て
支
払
い
を
求
め
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、

フ
ラ
ン
ス
か
ら
イ
ギ
リ
ス
へ
支
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
債
務
と
、
イ
ギ
リ
ス
か
ら
フ
ラ
ン
ス
へ
支
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
債
務
と
が
、

と
も
に
一
方
の
国
か
ら
他
方
の
国
へ
一
オ
ン
ス
の
金
あ
る
い
は
銀
を
送
る
こ
と
も
な
し
に
支
払
わ
れ
る
の
で
あ
る
（
2
）

。」

こ
れ
ら
の
取
引
は
、
国
家
間
相
互
に
お
い
て
輸
出
と
輸
入
と
が
互
い
に
過
不
足
な
く
相
殺
し
合
っ
て
お
り
、
本
来
の
通
商
か
ら
生
じ
る

支
払
い
以
外
の
一
切
の
国
際
的
支
払
い
を
除
外
し
て
い
る
国
際
的
需
要
の
方
程
式
と
い
う
べ
き
通
商
の
形
態
が
確
立
さ
れ
て
い
る
場
合
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
際
取
引
上
の
実
需
筋
の
場
合
に
は
、
当
然
の
よ
う
に
国
際
的
取
引
は
、
一
つ
の
国
か
ら
他
の
国
へ
の
貨
幣
の
移
動

を
何
ら
伴
う
も
の
で
は
な
く
清
算
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
ど
ち
ら
か
の
国
が
他
国
よ
り
も
債
務
に
関
し
て
そ
の
額
が
大
き

か
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
差
額
は
、
貴
金
属
（
金
・
銀
な
ど
）
を
持
っ
て
こ
れ
を
送
金
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な

場
合
、
手
形
を
持
っ
て
こ
れ
に
対
す
る
支
払
い
を
す
る
こ
と
に
な
る
（
3
）

。

ま
た
為
替
の
平
価
に
つ
い
て
Ｊ
．Ｓ
．ミ
ル
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
イ
ギ
リ
ス
が
フ
ラ
ン
ス
に
対
し
て
支
払
わ
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
金
額
が
、
フ
ラ
ン
ス
か
ら
受
取
る
べ
き
金
額
よ
り
も
大
き
く
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
貨
幣
を
受
取
る
べ
き
人
た
ち
が
振

り
出
す
手
形
よ
り
も
、
フ
ラ
ン
ス
宛
の
手
形
を
必
要
と
し
て
い
る
人
た
ち
の
求
め
る
手
形
の
方
が
、
ポ
ン
ド
の
数
が
大
き
く
な
る
で
あ
ろ

う
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
プ
レ
ミ
ア
ム
が
つ
い
て
い
る
と
い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
プ
レ
ミ
ア
ム
は
金
を
持
っ
て
送
金
す
る
場
合
の
費

四
四
五
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用
お
よ
び
危
険
に
、
些
少
の
利
潤
を
加
え
た
も
の
を
、
越
え
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
け
だ
し
も
し
も
そ
れ
を
越
え
た
と
す
る
と
、
債
務
者
は
、

手
形
を
買
い
入
れ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
金
そ
の
も
の
を
送
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
（
4
）

。」
ま
た
こ
れ
と
反
対
の
場
合
に
は
、
こ
れ
と
逆
に

な
り
結
果
と
し
て
手
形
の
価
格
は
平
価
以
下
に
下
落
す
る
こ
と
に
な
る
と
論
述
し
て
い
る
。

（
1
） J. S

. M
ill, P

rin
ciples of P

olitical E
con

om
y,（C
ollected W

orks John S
tuart M

ill, Ⅲ
, U
nivrsity of T

oronto, 1965

）p.622.

末

永
茂
喜
訳
『
経
済
学
原
理
（
三
）』
岩
波
書
店
、
三
三
一
頁
。

（
2
） 

Ibid
.,p.624.

邦
訳
三
三
一
〜
三
三
二
頁
。

（
3
） 

Ibid
.,p.624.

邦
訳
三
三
二
頁
。

（
4
） 

Ibid
.,pp.625-626.

邦
訳
三
三
五
頁
。

ゴ
ッ
シ
ェ
ン
の
為
替
論

国
際
貸
借
説
（theory of international indebtedness
）
は
、
Ｇ
．Ｊ
．ゴ
ッ
シ
ェ
ン
（G

eorge Jachim
 G
oschen

：1831-1907

）
が
Ｊ
．Ｓ
．

ミ
ル
や
カ
ン
テ
ィ
ロ
ン
ら
に
よ
っ
て
個
々
に
述
べ
ら
れ
て
い
た
も
の
を
体
系
的
に
総
合
し
、
打
ち
立
て
た
為
替
学
説
で
あ
る
。
国
際
貸
借

と
は
、
国
際
間
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
取
引
に
よ
っ
て
生
じ
る
「
貸
」「
借
」
で
あ
り
、
当
然
の
よ
う
に
そ
れ
ら
は
決
済
さ
れ
る
べ
き
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
一
般
的
に
貨
幣
（
金
、
銀
）
を
用
い
て
の
決
済
は
、
そ
こ
に
発
生
す
る
様
々
な
要
因
に
よ
っ
て
、
た
と
え
ば
現
金
を

取
り
扱
う
上
で
の
危
険
度
、
運
搬
費
用
、
手
数
な
ど
が
負
担
費
用
と
成
っ
て
掛
か
っ
て
く
る
。
そ
の
た
め
に
外
国
為
替
に
よ
る
決
済
が
行

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ゴ
ッ
シ
ェ
ン
に
よ
れ
ば
、
国
際
貸
借
は
、
重
商
主
義
者
達
の
経
済
的
思
想
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、

四
四
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単
な
る
貿
易
上
の
差
額
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
国
際
間
の
債
務
の
本
質
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に

よ
れ
ば
、｢

こ
れ
ら
の
負
債
を
単
純
に
外
国
品
の
輸
入
に
よ
っ
て
生
じ
る
と
想
定
し
、
そ
し
て
貿
易
バ
ラ
ン
ス
を
単
な
る
輸
入
と
輸
出
の

問
題
と
し
て
、
す
な
わ
ち
一
方
の
他
方
に
対
す
る
超
過
で
あ
る
と
見
直
す
こ
と
は
し
ば
し
ば
誤
謬
で
あ
る
。
…
そ
の
債
務
は
、
国
々
が
そ

れ
ぞ
れ
の
生
産
物
の
交
換
の
結
果
で
あ
っ
て
、
天
産
物
と
製
造
品
の
支
払
い
か
、
ま
た
は
株
券
と
公
債
の
購
入
の
た
め
か
、
あ
る
い
は
利

潤
、
手
数
料
、
ま
た
は
何
ら
か
の
貢
納
支
払
い
の
た
め
か
、
も
し
く
は
外
国
で
の
移
住
や
旅
行
に
要
し
た
費
用
を
代
弁
す
る
た
め
に
か
で

あ
っ
て
、
事
実
上
そ
れ
ぞ
れ
の
国
家
相
互
間
に
行
な
わ
れ
る
一
切
の
支
払
額
（
あ
る
い
は
支
払
い
の
約
束
）
か
ら
起
こ
る
こ
と
が
明
ら
か
に

な
る
で
あ
ろ
う
。
現
実
に
借
入
を
す
る
と
言
う
観
念
は
取
り
去
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
今
わ
れ
わ
れ
に
関
係
の
あ
る
の
は
負
担
す
る
債

務
で
あ
っ
て
、
し
か
も
こ
の
債
務
は
そ
の
起
因
が
何
で
あ
ろ
う
と
結
果
に
お
い
て
は
同
一
で
あ
る
（
1
）｣

と
述
べ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
彼
は
国
際
貸
借
の
意
味
を
広
義
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
、
す
な
わ
ち
、
第
一
、
生
産
物
お
よ
び
製
造
品
の
取
引
で
あ
る

見
え
る
貿
易
取
引
（visible trade

）、
第
二
、
株
券
お
よ
び
公
債
の
売
買
、
第
三
、
利
潤
、
運
賃
、
手
数
料
ま
た
は
寄
付
金
の
受
払
い
、

第
四
、
外
国
移
住
者
の
消
費
、
外
国
旅
行
に
お
け
る
消
費
な
ど
を
挙
げ
、
単
に
貿
易
収
支
の
み
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
見
え

ざ
る
貿
易
取
引
（invisible trade

）
で
あ
る
貿
易
外
収
支
を
包
含
し
そ
れ
ぞ
れ
が
国
際
貸
借
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
彼
は
、
為
替
相
場
の
決
定
要
因
お
よ
び
そ
の
変
動
を
国
際
間
に
お
け
る
国
際
的
貸
借
関
係
で
あ
る
と
し
て
捉
え
て
お
り
、
そ
の

た
め
国
際
貸
借
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
も
論
述
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、｢

二
国
間
の
相
対
的
債
務
あ
る
い
は
貿
易
の
バ
ラ
ン
ス
の
話
が

で
き
る
と
き
に
は
、
一
方
の
国
が
他
方
の
国
に
負
う
永
続
的
な
負
債
は
、
少
な
く
と
も
支
払
い
の
時
期
が
到
来
す
る
ま
で
は
考
慮
に
い
れ

な
い
。
貿
易
の
バ
ラ
ン
ス
は
決
済
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
取
引
に
依
存
す
る
が
、
し
か
し
双
方
の
合
意
で
多
年
に
わ
た
っ
て
そ
の
ま
ま
停
止
状

態
に
あ
る
取
引
に
は
依
存
し
な
い
（
2
）｣

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
国
際
間
に
貸
借
関
係
が
存
在
し
て
も
、
そ
れ
が
受
払
い
さ
れ
ぬ
以
上
、
す
な

四
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わ
ち
、
一
定
の
期
間
に
お
け
る
収
支
だ
け
が
為
替
相
場
に
関
係
し
て
く
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、「
た
と
え
ば
合
衆
国
は
イ

ギ
リ
ス
の
所
有
者
の
手
の
中
に
あ
る
ア
メ
リ
カ
証
券
と
い
う
形
で
イ
ギ
リ
ス
に
巨
額
の
負
債
は
あ
る
が
、
し
か
し
こ
れ
ら
の
有
価
証
券
に

対
す
る
利
子
を
除
い
て
は
、
こ
の
固
定
貸
借
（cconsolidated indebtedness

）
は
清
算
を
必
要
と
し
な
い
の
で
、
そ
の
流
動
貸
借
（fl oating 

indebtedness
）
に
は
ほ
と
ん
ど
何
の
影
響
も
与
え
な
い
が
、
こ
の
流
動
貸
借
の
バ
ラ
ン
ス
に
よ
っ
て
二
国
間
の
為
替
の
変
動
は
決
定
さ
れ

る
（
3
）

」
と
述
べ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
ゴ
ッ
シ
ェ
ン
に
よ
れ
ば
、
国
際
貸
借
は
、
い
ま
だ
取
引
の
決
済
段
階
に
至
ら
な
い
貸
借
と
し
て
の
固
定
貸
借
と
す
で
に
取
引

の
決
済
段
階
に
至
っ
て
い
る
貸
借
で
あ
る
流
動
貸
借
と
が
あ
る
。
為
替
の
変
動
や
決
定
は
、
こ
の
後
者
の
流
動
貸
借
に
よ
る
為
替
に
対
す

る
需
要
と
供
給
状
況
が
ど
の
よ
う
に
現
れ
る
か
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
も
の
と
す
る
の
で
あ
る
。

ま
た
外
国
為
替
相
場
の
変
動
に
お
け
る
騰
落
は
ど
の
よ
う
に
惹
起
す
る
の
か
に
つ
い
て
、
そ
の
原
因
を｢

外
国
へ
資
金
を
送
金
し
よ
う

と
欲
す
る
側
の
需
要
額
が
た
ま
た
ま
あ
る
時
期
に
多
い
か
少
な
い
か
に
よ
る
こ
と
で
あ
る
（
4
）

」
と
し
て
、
為
替
相
場
は
為
替
市
場
で
の
為
替

に
対
す
る
供
給
と
需
要
と
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
実
際
に
は
為
替
に
関
す
る
売
買
取
引
は
、
外
国
為
替
手
形
と
い
う

一
定
の
形
を
と
る
の
で
あ
り
、
か
か
る
為
替
手
形
が
売
買
さ
れ
る
理
由
は
、
外
国
と
の
間
に
お
け
る
貸
借
関
係
が
発
生
し
、
一
定
額
を
支

払
う
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
外
国
為
替
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
熟
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
い
第
一
の
要
因
は
、
国
際
貸
借
（
国
際
的
債
務
）

で
あ
る
と
し
て
、
外
国
為
替
論
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

ゴ
ッ
シ
ェ
ン
が
外
国
為
替
論
を
論
述
す
る
場
合
に
つ
ぎ
の
前
提
が
列
挙
さ
れ
よ
う
。
そ
れ
は
第
一
に
、
金
本
位
制
度
の
時
代
を
考
慮
し

て
い
た
こ
と
、
第
二
に
、
基
本
的
に
は
取
引
さ
れ
る
相
互
国
家
の
統
一
的
貨
幣
制
度
の
樹
立
、
第
三
に
、
外
国
為
替
手
形
の
価
格
が
為
替

相
場
で
あ
る
こ
と
、
第
四
に
、
標
準
的
為
替
相
場
は
、
一
覧
払
手
形
で
短
期
間
の
価
格
を
持
っ
て
示
さ
れ
る
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
（
5
）

。
も
ち

四
四
八



国
際
貸
借
論
を
め
ぐ
る
諸
学
説
（
小
林
）

（
八
四
一
）

ろ
ん
、
長
期
間
の
手
形
の
価
格
も
考
慮
さ
れ
、
利
子
率
、
信
用
状
態
、
経
済
恐
慌
、
政
治
的
動
乱
な
ど
の
場
合
、
為
替
を
変
動
さ
せ
る
諸

要
因
と
な
る
と
し
て
い
る
が
、
ゴ
ッ
シ
ェ
ン
に
あ
っ
て
は
、
為
替
相
場
の
決
定
ま
た
変
動
の
原
因
で
あ
る
国
際
貸
借
は
、
い
わ
ゆ
る
一
覧

払
手
形
を
も
っ
て
決
済
さ
れ
る
も
の
を
対
象
と
し
て
お
り
、
そ
れ
が
為
替
相
場
の
決
定
「
第
一
の
重
要
な
要
因
」
で
あ
る
と
し
た
。
そ
の

た
め
、
彼
の
所
説
は
、
国
際
貸
借
説
あ
る
い
は
国
際
収
支
説
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
当
然
こ
の
点
、
す
な
わ
ち
短
期
的
な
観
点
か
ら
の
考
察

は
、
彼
の
理
論
の
欠
陥
で
あ
る
国
際
貸
借
と
国
際
収
支
の
同
一
視
が
あ
る
と
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

国
際
貸
借
説
を
し
て
、
第
一
次
世
界
大
戦
前
、
世
界
各
国
が
一
般
的
に
金
本
位
制
度
を
採
用
し
て
い
た
時
代
の
為
替
相
場
の
決
定
、
変

動
を
説
明
し
え
た
理
由
は
、
元
来
、
金
本
位
制
度
を
採
用
し
て
い
る
国
家
の
相
互
間
に
お
い
て
は
、
為
替
相
場
の
基
準
点
は
法
定
平
価
に

よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
変
動
の
範
囲
も
金
輸
出
点
と
金
輸
入
点
と
の
間
に
限
ら
れ
て
い
た
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
単
純
な
需
要

供
給
説
を
も
っ
て
し
て
も
、
十
分
に
日
々
の
為
替
相
場
の
変
動
を
説
明
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
（
6
）

。

（
1
） G

eorge Joachim
 G
oschen, T

h
e T

h
eory of F

oreign
 E

xch
an

ges, 1861. pp.11-12.

鷲
野
隼
太
郎
、
高
橋
政
夫
共
訳
『
経
済
学
説
体
系

（
七
）
貨
幣
論
（
下
巻
）　

第
五
篇
外
国
為
替
論
（
ゴ
ー
シ
ェ
ン
）』
而
立
社
、
大
正
一
四
年
。
町
田
義
一
郎
訳
『
ゴ
ッ
シ
ェ
ン
外
国
為
替
の
理
論
』、

日
本
評
論
社
、
昭
和
四
三
年
、
一
一
頁
。
私
蔵
の
二
冊
を
使
用
し
た
が
主
に
後
者
の
訳
を
使
用
し
た
。

（
2
） 

Ibid
., p.16.

邦
訳
、
一
三
頁
。

（
3
） 

Ibid
., p.16.

邦
訳
、
一
三
頁
。
例
え
ば
、
流
動
貸
借
＝
為
替
の
需
給
の
よ
う
に
、
為
替
に
対
す
る
需
要
と
供
給
が
均
衡
状
態
に
あ
る
場
合
↓
為

替
相
場
の
変
更
な
し
。
流
動
債
権
（
為
替
の
供
給
）
が
流
動
債
務
（
為
替
の
需
要
）
を
上
回
る
場
合
↓
為
替
相
場
は
邦
貨
高
・
外
貨
安
の
方
向
に
変

動
。
流
動
債
権
（
為
替
の
供
給
）
が
流
動
債
務
（
為
替
の
需
要
）
を
下
回
る
場
合
↓
為
替
相
場
は
、
邦
貨
安
・
外
貨
高
の
方
向
に
変
動
（
安
東
盛
人

『
外
国
為
替
慨
論
』
有
斐
閣
、
昭
和
三
七
年
、
三
四
九
頁
参
照
）。

四
四
九
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（
4
） 

Ibid
., p.5.

邦
訳
、
七
頁
。

（
5
） 

『
ゴ
ッ
シ
ェ
ン
外
国
為
替
の
理
論
』
所
収
の
金
原
賢
之
助
氏
解
説
、
一
〇
五
〜
一
〇
六
頁
。

（
6
） 
千
種
義
人
『
価
格
・
貨
幣
・
為
替
の
基
礎
理
論
』
巌
松
堂
書
店
、
昭
和
一
七
年
、
二
八
五
頁
。
金
本
位
制
国
で
の
為
替
相
場
変
動
の
限
界
は
、

金
平
価
（gold parity

）
に
金
現
送
費
を
加
減
し
た
い
わ
ゆ
る
金
輸
出
点
（gold export point

）
と
金
輸
入
点
（gold im

port point

）
で
あ
る
と

し
て
い
る
。
ま
た
恐
慌
な
ど
の
経
済
的
パ
ニ
ッ
ク
に
よ
り
為
替
相
場
が
金
現
送
点
を
超
え
て
動
く
こ
と
も
あ
る
と
す
る
。
ま
た
紙
幣
本
位
制
国
に
お

け
る
為
替
相
場
変
動
は
、
金
輸
出
入
の
自
由
な
場
合
、
金
本
位
制
国
に
お
け
る
場
合
と
同
一
で
あ
る
が
、
金
輸
出
禁
止
の
場
合
、
為
替
に
対
す
る
需

給
の
変
化
に
よ
っ
て
制
限
な
く
変
動
す
る
こ
と
と
な
る
（
安
藤
盛
人
、
前
掲
書
、
三
五
〇
頁
参
照
）。
吉
田
啓
一
『
外
国
為
替
と
国
際
金
融
』
泉
文

堂
、
昭
和
四
七
年
、
九
八
頁
参
照
。

四
五
〇



ス
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ェ
ー
デ
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に
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け
る
Ｏ
Ｄ
Ａ
評
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視
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（
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岡
）

（
八
四
三
）

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
Ｏ
Ｄ
Ａ
評
価
の
視
点

藤　
　

岡　
　

純　
　

一

は
じ
め
に

本
稿
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
Ｏ
Ｄ
Ａ
の
評
価
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
の
実
態

に
つ
い
て
、
す
で
に
詳
し
い
紹
介
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
評
価
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
。
そ
の
規
模
は
高
い
水
準

で
あ
る
が
、
現
在
、
結
果
ベ
ー
ス
の
管
理
や
効
率
化
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。

世
界
的
に
開
発
協
力
の
指
針
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
国
連
ミ
レ
ニ
ア
ム
目
標
（
二
〇
〇
〇
年
）
で
あ
る
。
八
つ
の
目
標
に
つ
い
て
そ
れ

ぞ
れ
二
〇
一
五
年
の
達
成
を
目
指
し
て
い
る
。
こ
れ
に
基
づ
い
て
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
も
二
〇
〇
三
年
に
開
発
協
力
に
関
す
る
法
律
が
定
め

ら
れ
、
そ
れ
ま
で
以
上
に
人
道
支
援
な
ど
国
際
貢
献
が
進
め
ら
れ
た
。
政
府
の
年
次
報
告
書
で
は
、
自
国
の
開
発
協
力
の
教
訓
に
つ
い
て

言
及
さ
れ
て
い
る
。

四
五
一
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Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
国
際
開
発
協
力
部
門
で
あ
る
Ｄ
Ａ
Ｃ
は
、
メ
ン
バ
ー
国
の
開
発
援
助
に
関
し
て
五
〜
七
年
の
間
隔
で
調
査
を
行
い
、
勧
告

を
含
む
報
告
書
（P

eer R
eview

）
を
提
出
し
て
い
る
。
本
稿
で
主
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
は
こ
のP

eer R
eview

で
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に

対
し
て
は
二
〇
〇
九
年
に
出
さ
れ
て
い
る
。

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
が
本
稿
の
対
象
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
深
め
る
た
め
に
、
主
要
指
標
の
国
際
比
較
や
日
本
に
対
す
るP

eer 

R
eview

と
の
比
較
検
討
も
行
っ
て
い
る
。
日
本
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
の
内
容
は
こ
れ
ま
で
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
が
、
近
年
、

国
連
ミ
レ
ニ
ア
ム
目
標
を
意
識
し
た
改
革
が
行
わ
れ
て
い
る
。

1
．
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
Ｏ
Ｄ
Ａ
の
特
徴

⑴　

主
要
指
標
の
国
際
比
較

本
稿
の
課
題
は
Ｏ
Ｄ
Ａ
評
価
の
視
点
に
あ
る
が
、
評
価
を
考
察
す
る
前
提
と
し
て
、
ま
ず
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
の
特
徴
を
主
な

国
際
比
較
指
標
か
ら
明
ら
か
に
す
る
。

表
1
は
、
Ｄ
Ａ
Ｃ
諸
国
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
の
主
な
指
標
の
み
を
取
り
出
し
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
第
一
に
、
Ｏ
Ｄ
Ａ
の
規
模
に
つ
い
て
、

金
額
で
は
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
日
本
な
ど
が
上
位
に
来
て
お
り
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
ア
メ
リ
カ
の
約
七
分
の

一
、
日
本
の
約
二
分
の
一
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
人
当
た
り
額
と
Ｇ
Ｎ
Ｉ
に
占
め
る
割
合
を
見
る
と
上
位
に
位
置
す
る
。
一
人
当
た
り
額

で
は
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
、
デ
ン
マ
ー
ク
に
次
い
で
四
位
で
、
ア
メ
リ
カ
の
約
五
倍
、
日
本
の
約
六
倍
に
達
す
る
。
Ｇ
Ｎ
Ｉ

比
率
で
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
に
次
ぐ
三
位
で
、
ア
メ
リ
カ
が
〇
・
二
一
％
、
日
本
が
〇
・
二
〇
％
で
あ
る

の
に
対
し
て
、
〇
・
九
七
％
に
達
し
て
い
る
。
人
口
が
合
計
で
約
二
六
〇
〇
万
人
の
北
欧
諸
国
が
Ｏ
Ｄ
Ａ
に
大
き
く
貢
献
し
て
い
る
こ
と

四
五
二
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表
1
　
D
A
C
諸
国
の
主
な
O
D
A
指
標

O
D
A
の
規
模

ア
ン
タ
イ
ド

の
割
合（
％
）

L
D
C
sへ
の

O
D
A
の
割
合

（
％
）

二
国
間
援
助
の
種
類（
％
）

地
域
別
二
国
間
援
助（
％
）

ODA額（
100万

USド
ル
）

一
人
当
た
り
額

（
U
Sド
ル
）
O
D
A
/G
N
I

（
％
）

社
会
・
行
政

イ
ン
フ
ラ

経
済
イ
ン
フ
ラ
人
道
的
支
援
サ
ブ
サ
ハ
ラ
･

ア
フ
リ
カ

中
南
ア
ジ
ア
ア
ジ
ア
そ
の
他

と
オ
セ
ア
ニ
ア
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

2010
2009-2010

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

3,826
132

0.32
99.7

38.3
49.6

6.3
11.5

5.4
15.7

73.8
0.0

オ
ー
ス
ト
リ
ア

1,208
143

0.32
54.5

45.4
42.9

10.2
5.0

40.3
6.9

5.7
34.4

ベ
ル
ギ
ー

3,004
264

0.64
95.2

62.2
33.8

13.6
6.2

78.0
3.4

4.0
0.2

カ
ナ
ダ

5,202
126

0.34
80.1

63.6
46.6

3.1
10.8

48.8
17.8

6.0
1.9

デ
ン
マ
ー
ク

2,871
518

0.91
93.8

56.3
43.4

10.1
8.0

56.5
19.1

8.8
1.7

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

1,333
249

0.55
85.3

54.9
34.4

13.1
10.2

52.6
16.7

10.1
5.3

フ
ラ
ン
ス

12,915
202

0.50
95.0

34.2
33.1

9.0
0.5

50.8
4.1

17.3
3.8

ド
イ
ツ

12,985
157

0.39
74.7

40.0
44.2

28.5
3.8

24.6
23.4

15.6
10.6

ギ
リ
シ
ャ

508
50

0.17
39.5

28.9
57.8

6.2
4.1

10.6
9.6

1.4
55.8

ア
イ
ル
ラ
ン
ド

895
217

0.52
100.0

69.4
56.4

1.0
13.9

81.6
5.0

6.7
0.4

イ
タ
リ
ー

2,996
53

0.15
58.4

46.8
34.5

6.1
8.1

46.1
11.2

3.6
8.4

日
本

11,054
79

0.20
78.6

47.5
25.8

41.3
3.3

12.9
25.2

43.6
5.4

韓
国

1,174
19

0.12
32.3

41.7
40.1

45.6
1.1

14.0
29.2

35.1
6.5

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ

403
832

1.05
99.2

48.5
46.3

5.7
14.2

53.3
6.0

12.3
7.9

オ
ラ
ン
ダ

6,357
393

0.81
94.3

56.7
23.7

5.5
5.9

59.1
12.2

8.7
3.6

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

342
69

0.26
77.1

48.8
48.2

7.4
7.9

4.8
5.1

87.2
─

ノ
ル
ウ
ェ
ー

4,580
850

1.10
100.0

55.5
37.5

6.3
8.6

45.8
19.8

5.7
5.9

ポ
ル
ト
ガ
ル

649
57

0.29
43.1

51.0
46.3

15.0
0.2

74.6
3.9

10.1
5.1

ス
ペ
イ
ン

5,949
137

0.43
70.4

38.6
40.1

13.4
8.2

29.7
5.1

5.9
4.4

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

4,533
478

0.97
94.5

53.0
36.1

6.2
12.7

49.9
14.7

7.1
11.1

ス
イ
ス

2,300
295

0.40
67.6

49.0
21.2

6.4
11.9

38.9
18.3

8.4
15.1

イ
ギ
リ
ス

13,053
195

0.57
99.9

50.9
44.5

10.6
8.1

53.0
31.7

6.5
1.0

ア
メ
リ
カ

30,353
96

0.21
68.3

46.7
50.7

9.7
16.3

37.0
24.7

5.1
2.7

全
D
A
C
諸
国

128,492
129

0.32
79.4

46.6
40.2

16.0
8.8

36.1
19.7

16.9
4.7

1）
D
A
C
, A
id S
tatistics （

w
w
w
.oecd.org/dac/aidstatistics/aidstatistics.htm

: 2012年
6
月
20日

）
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が
分
か
る
。

第
二
に
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
ア
ン
タ
イ
ド
比
率
（
二
国
間
援
助
で
行
政
経
費
は
除
く
）
は
大
変
高
く
、
九
四
・
五
％
で
あ
る
。
一
〇
カ
国
で

九
〇
％
を
超
え
て
い
る
が
、
ア
メ
リ
カ
や
日
本
な
ど
は
Ｄ
Ａ
Ｃ
平
均
の
七
九
・
四
％
を
下
回
っ
て
い
る
。

第
三
に
、
国
民
総
所
得
（
Ｇ
Ｎ
Ｉ
）
が
非
常
に
低
い
後
発
開
発
途
上
国
へ
の
援
助
（
多
国
間
援
助
も
帰
属
計
算
さ
れ
て
い
る
）
の
割
合
は
、

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
五
〇
％
を
超
え
て
い
る
が
、
ア
メ
リ
カ
や
日
本
は
五
〇
％
を
下
回
っ
て
い
る
。

第
四
に
、
二
国
間
援
助
の
種
類
に
お
け
る
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
特
徴
は
、
二
国
間
援
助
に
占
め
る
人
道
的
支
援
の
割
合
が
Ｄ
Ａ
Ｃ
平
均
よ

り
か
な
り
高
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
と
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
次
い
で
Ｄ
Ａ
Ｃ
諸
国
内
で
第
四
位
で
あ
る
。

社
会
・
行
政
イ
ン
フ
ラ
と
人
道
的
支
援
を
合
わ
せ
る
と
、
四
八
・
八
％
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
は
人
道
的
支
援
の
割
合
が
低
く
、

か
つ
社
会
・
行
政
イ
ン
フ
ラ
の
割
合
も
低
い
。
一
方
で
、
経
済
イ
ン
フ
ラ
の
割
合
が
高
く
な
っ
て
い
る
。

第
五
に
、
地
域
別
の
二
国
間
援
助
を
見
る
と
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
サ
ブ
サ
ハ
ラ
・
ア
フ
リ
カ
へ
の
援
助
が
Ｄ
Ａ
Ｃ
平
均
を
大
き
く
上

回
っ
て
い
る
。
平
均
を
大
き
く
下
回
っ
て
い
る
国
と
し
て
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ギ
リ
シ
ャ
、
日
本
、
韓
国
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
が

挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
日
本
・
韓
国
・
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
で
は
、「
他
の
ア
ジ
ア
・
オ
セ
ア
ニ
ア
」
へ
の
援
助
の
割
合
が
高
く
な
っ

て
い
る
。

⑵　

日
本
と
の
比
較

須
永
は
、「
主
要
先
進
国
に
お
け
る
人
材
養
成
分
野
の
国
際
協
力
施
策
調
査
報
告
書
：
平
成
一
九
年
度
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
編
」
に
お
い
て
、

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
の
特
徴
に
つ
い
て
、
日
本
と
比
較
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。
ま
ず
全
体
的
な
特
徴
と
し
て
六

四
五
四



ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
Ｏ
Ｄ
Ａ
評
価
の
視
点
（
藤
岡
）

（
八
四
七
）

点
を
挙
げ
て
い
る
。

第
一
に
、
そ
の
基
本
は
人
権
の
確
立
、
貧
困
か
ら
の
脱
却
、
民
主
化
の
促
進
で
あ
る
。
そ
し
て
最
終
目
標
は
、
人
間
の
能
力
開
発
と
組

織
の
能
力
開
発
（C

apacity D
evelopm

ent

）
で
あ
る
。
こ
の
目
標
に
基
礎
を
置
く
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
施
策
は
ま
ず
相
手
国
の
貧
困

層
を
直
接
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
す
る
。
相
手
国
の
経
済
産
業
基
盤
の
整
備
を
優
先
す
る
日
本
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
政
策
と
異
な
る
。

第
二
に
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
が
人
権
を
謳
い
、
被
援
助
国
に
人
道
支
援
と
民
主
化
を
優
先
し
て
支
援
を
行
う
と
き
、
相
手
国
が
ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
の
言
い
分
に
耳
を
か
す
の
は
、
無
償
援
助
が
欲
し
い
だ
け
で
な
く
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
側
の
ス
タ
ッ
フ
に
人
権
と
民
主
化
に
関
し
て
確

固
た
る
信
念
が
あ
り
説
得
力
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

第
三
に
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
は
一
〇
〇
％
無
償
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
日
本
は
五
〇
％
で
あ
る
。
こ
れ
は
日
本
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
が
経

済
イ
ン
フ
ラ
を
優
先
し
て
、
か
つ
Ｏ
Ｄ
Ａ
全
体
に
占
め
る
債
務
救
済
額
が
二
七
％
と
非
常
に
低
い
こ
と
と
関
わ
っ
て
い
る
。

第
四
に
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
外
務
省
予
算
の
九
三
％
が
Ｏ
Ｄ
Ａ
予
算
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
日
本
で
は
六
八
％
で
あ
る
。
無
償
供
与
は

外
務
省
予
算
の
九
三
％
対
三
四
％
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

第
五
に
、
日
本
で
は
Ｏ
Ｄ
Ａ
額
は
Ｇ
Ｎ
Ｉ
の
〇
・
二
八
％
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
一
％
近
く
、
一
％
の
目
標
を
国

会
で
決
議
し
た
。
こ
れ
を
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
国
の
プ
ラ
イ
ド
の
現
わ
れ
と
評
価
し
て
い
る
。

第
六
に
、
Ｏ
Ｄ
Ａ
の
透
明
性
と
情
報
公
開
で
あ
る
。
一
例
と
し
て
、
調
査
に
携
わ
っ
た
総
て
の
人
の
報
酬
金
額
、
交
通
費
な
ど
の
費
用

を
問
い
合
わ
せ
れ
ば
誰
で
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

次
に
、
援
助
組
織
と
援
助
内
容
に
つ
い
て
三
点
に
ま
と
め
て
い
る
。

第
一
に
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
Ｏ
Ｄ
Ａ
施
策
を
一
元
化
し
、
外
務
省
が
多
国
間
協
力
を
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
国
際
開
発
協
力
庁
（
Ｓ
Ｉ
Ｄ

四
五
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Ａ
）
が
二
国
間
協
力
を
受
け
持
っ
て
い
る
。
外
務
省
に
は
外
務
大
臣
の
他
に
国
際
開
発
協
力
大
臣
を
置
き
Ｏ
Ｄ
Ａ
を
統
括
し
て
い
る
。
日

本
で
も
一
元
化
の
方
向
に
向
か
い
つ
つ
あ
る
が
、
外
務
、
財
務
、
経
産
の
各
大
臣
が
同
列
で
並
ん
で
い
る
状
況
で
は
、
効
率
的
な
運
営
に

疑
問
が
残
る
。

第
二
に
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
最
貧
国
の
行
政
担
当
者
と
技
術
担
当
者
等
を
対
象
に
し
た
研
修
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
実
施
し
て
い
る
。
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
政
府
機
関
だ
け
で
な
く
、
大
学
、
病
院
、
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
会
社
、
民
間
企
業
が
受
け
入
れ
る
。
研
修
終
了
後
に
母
国
で
成

果
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
研
修
の
続
編
が
あ
る
。
技
術
研
修
に
偏
ら
ず
、
高
等
教
育
、
知
的
所
有
権
な
ど
の
行
政
分
野
を
幅
広
く
カ
バ
ー
し
て

い
る
。

第
三
に
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
国
内
の
一
〇
〇
〇
以
上
あ
る
Ｎ
Ｇ
Ｏ
ｓ
の
う
ち
Ｓ
Ｉ
Ｄ
Ａ
は
一
四
Ｎ
Ｇ
Ｏ
ｓ
と
活
動
協
定
を
結
び
、
Ｏ
Ｄ
Ａ

予
算
の
八
％
に
当
た
る
約
一
六
〇
億
円
を
援
助
し
て
い
る
。
日
本
で
は
三
〇
億
円
に
過
ぎ
な
い
。

最
後
に
、
評
価
と
成
果
の
利
用
に
つ
い
て
で
あ
る
。

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
、
Ｏ
Ｄ
Ａ
の
効
果
の
分
析
と
評
価
を
広
範
囲
に
行
い
、
評
価
報
告
書
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
税
金
の

使
途
を
明
確
に
す
る
と
い
う
国
の
説
明
責
任
が
背
景
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

Ｏ
Ｄ
Ａ
に
対
す
る
組
織
的
な
評
価
は
、
Ｏ
Ｄ
Ａ
担
当
各
部
局
、
Ｓ
Ｉ
Ｄ
Ａ
全
体
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
全
体
の
三
段
階
に
別
れ
、
そ
れ
ぞ
れ

の
担
当
部
署
が
あ
る
。
評
価
作
業
は
、
中
立
性
と
客
観
性
を
保
つ
た
め
に
、
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
会
社
に
委
託
す
る
ケ
ー
ス
が
ほ
と
ん
ど
で

あ
る
。
二
〇
〇
六
年
に
は
、
開
発
協
力
評
価
庁
（
Ｓ
Ａ
Ｄ
Ｅ
Ｖ
）
と
い
う
評
価
専
門
の
庁
を
Ｓ
Ｉ
Ｄ
Ａ
と
は
独
立
し
て
設
置
さ
れ
た
。

四
五
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ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
Ｏ
Ｄ
Ａ
評
価
の
視
点
（
藤
岡
）

（
八
四
九
）

2
．
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
開
発
協
力
の
前
提

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
を
考
察
し
、
評
価
す
る
に
当
た
っ
て
、
⑴
国
連
ミ
レ
ニ
ア
ム
目
標
、
⑵
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
二
〇
〇
三
年
法
、

⑶
援
助
効
果
に
関
す
る
パ
リ
宣
言
を
欠
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ら
の
概
要
を
次
に
示
す
。

⑴　

国
連
ミ
レ
ニ
ア
ム
目
標

国
連
ミ
レ
ニ
ウ
ム
サ
ミ
ッ
ト
が
、
二
〇
〇
〇
年
九
月
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
一
八
九
カ
国
の
代
表
が
参
加
し
て
開
催
さ
れ
、「
国
連
ミ
レ

ニ
ア
ム
宣
言
」
を
採
択
し
た
。
そ
の
宣
言
で
、
二
一
世
紀
の
国
際
関
係
に
と
っ
て
重
要
な
基
本
価
値
と
し
て
、「
自
由
」（F

reedom

）、「
平

等
」（E

quality

）、「
連
帯
」（S

olidarity
）、「
寛
容
」（T

olerance

）、「
自
然
へ
の
配
慮
」（R

espect for nature

）、「
責
任
の
共
有
」（S

hared 

responsibility

）
が
掲
げ
ら
れ
、
そ
れ
ら
を
行
動
に
移
す
中
心
目
標
と
し
て
、「
平
和
、
安
全
、
軍
縮
」「
開
発
と
貧
困
撲
滅
」「
環
境
保
護
」

「
人
権
、
民
主
主
義
、
良
い
ガ
バ
ナ
ン
ス
」「
子
ど
も
を
含
む
弱
者
の
保
護
」「
ア
フ
リ
カ
の
特
別
な
ニ
ー
ズ
へ
の
対
応
」
な
ど
が
挙
げ
ら

れ
た
（U

N
2000

）。
こ
れ
ら
の
中
心
目
標
（key objectives

）
を
一
九
九
〇
年
代
の
主
要
国
際
会
議
で
採
択
さ
れ
て
き
た
国
際
開
発
目
標
を

統
合
し
て
、
一
つ
の
共
通
の
枠
組
み
に
ま
と
め
た
の
が
「
ミ
レ
ニ
ア
ム
開
発
目
標
」（
Ｍ
Ｄ
Ｇ
ｓ
）
で
あ
る
（
外
務
省
二
〇
一
一
）。

Ｍ
Ｄ
Ｇ
ｓ
に
は
八
つ
の
目
標
（goals

）
が
あ
る
。

目
標
一
：
極
度
の
飢
餓
と
貧
困
の
撲
滅

目
標
二
：
普
遍
的
初
等
教
育
の
達
成

目
標
三
：
男
女
平
等
の
促
進
と
女
性
の
地
位
向
上

目
標
四
：
乳
幼
児
死
亡
率
の
削
減

四
五
七
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目
標
五
：
妊
産
婦
の
健
康
の
改
善

目
標
六
：
エ
イ
ズ
、
マ
ラ
リ
ア
な
ど
の
病
気
に
対
す
る
闘
い

目
標
七
：
環
境
の
持
続
可
能
性
の
確
保

目
標
八
：
開
発
の
た
め
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
推
進

こ
れ
ら
の
目
標
は
二
〇
一
五
年
ま
で
に
達
成
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
、
具
体
的
な
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
達
成
状
況
を
測
定
す
る
た
め
の
指
標
が

設
定
さ
れ
て
い
る
。

二
〇
〇
〇
年
以
降
、
首
脳
会
合
や
サ
ミ
ッ
ト
な
ど
に
お
い
て
、
目
標
達
成
に
向
け
て
の
努
力
の
確
認
、
そ
の
成
果
と
課
題
、
具
体
的
な

ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
議
論
が
行
わ
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
が
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
開
発
協
力
の
根
底
に
あ
る
。

「
ミ
レ
ニ
ア
ム
開
発
目
標
レ
ポ
ー
ト
二
〇
一
二
」（U

N
2012

）
に
よ
る
と
、
極
度
の
貧
困
は
、
サ
ブ
サ
ハ
ラ
・
ア
フ
リ
カ
を
含
む
あ
ら
ゆ

る
地
域
で
減
少
し
つ
つ
あ
り
、
こ
の
ま
ま
推
移
す
る
と
貧
困
削
減
目
標
は
二
〇
一
五
年
に
グ
ロ
ー
バ
ル
レ
ベ
ル
で
達
成
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
ま
た
、
多
く
の
地
域
で
、
初
等
教
育
年
齢
の
人
口
が
増
加
し
て
い
る
中
で
、
相
対
的
に
高
か
っ
た
非
就
学
者
は
減
少
し
つ
つ
あ
る
。

人
口
の
増
加
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
五
歳
以
下
の
死
亡
率
は
減
少
し
て
き
て
い
る
。
エ
イ
ズ
の
治
療
を
受
け
て
い
る
人
は
あ
ら
ゆ
る
地
域
で

増
加
し
、
マ
ラ
リ
ア
に
よ
る
死
亡
も
減
少
し
て
い
る
。
一
方
、
近
年
の
自
然
災
害
や
世
界
的
金
融
危
機
が
こ
れ
ら
の
過
程
を
遅
ら
せ
不
平

等
が
残
る
可
能
性
に
も
言
及
し
て
い
る
。

⑵　

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
二
〇
〇
三
年
法

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
現
在
の
国
際
開
発
協
力
の
政
策
は
二
〇
〇
三
年
に
国
会
で
採
択
さ
れ
た
法
律
「
責
任
の
分
担
│
ス
ウ
ェ
ー
デ

四
五
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ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
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Ｏ
Ｄ
Ａ
評
価
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視
点
（
藤
岡
）

（
八
五
一
）

ン
の
国
際
協
力
開
発
に
対
す
る
政
策
」
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
の
法
律
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
開
発
の
た
め
の
政
策
に
つ
い
て
、
あ
ら
ゆ
る

政
策
分
野
共
通
の
目
的
を
提
示
し
た
。
主
な
テ
ー
マ
は
政
策
の
一
貫
性
で
あ
る
。
ま
た
、
国
際
的
開
発
協
力
の
新
し
い
道
筋
と
ゴ
ー
ル
を

示
し
た
。

グ
ロ
ー
バ
ル
開
発
政
策
の
目
標
は
平
等
で
持
続
可
能
な
開
発
に
貢
献
す
る
こ
と
で
あ
る
。
法
律
の
焦
点
は
貧
困
な
人
々
と
貧
困
な
国
々

に
当
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
国
連
ミ
レ
ニ
ア
ム
も
目
標
の
達
成
に
貢
献
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。

二
つ
の
観
点
が
政
策
全
体
を
貫
い
て
い
る
。
第
一
は
、
国
際
的
人
権
協
定
に
基
づ
く
人
権
の
観
点
、
第
二
は
、
貧
困
の
観
点
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
政
策
の
内
容
は
次
の
八
つ
の
中
心
的
構
成
要
素
か
ら
成
り
立
つ
。

①　

人
権
の
尊
重

②　

民
主
主
義
と
良
い
ガ
バ
ナ
ン
ス

③　

男
女
の
平
等

④　

天
然
資
源
の
持
続
可
能
な
利
用
と
環
境
保
護

⑤　

経
済
成
長

⑥　

社
会
の
発
展
と
社
会
保
障

⑦　

国
際
紛
争
へ
の
対
処
と
安
全
保
障

⑧　

グ
ロ
ー
バ
ル
な
公
共
財

そ
の
法
律
は
さ
ら
に
、
す
べ
て
の
社
会
セ
ク
タ
ー
、
す
な
わ
ち
、
中
央
政
府
、
地
方
政
府
、
市
民
社
会
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
、
民
間
営
利
部
門
、

そ
し
て
労
働
組
合
の
密
接
な
協
働
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。
Ｅ
Ｕ
内
そ
し
て
グ
ロ
ー
バ
ル
な
レ
ベ
ル
で
の
協
働
も
強
調
さ
れ
て
い
る
。

四
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貧
困
な
人
々
自
身
の
生
活
の
質
を
改
善
す
る
努
力
を
支
援
す
る
こ
と
が
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
開
発
協
力
の
目
的
で
あ
る
。
開
発
協
力
は
、

よ
り
効
率
的
で
効
果
的
に
、
特
に
、
他
の
国
々
、
と
り
わ
け
Ｅ
Ｕ
内
の
国
々
、
国
際
機
関
と
協
働
し
て
遂
行
さ
れ
る
。

最
後
に
、
こ
の
法
律
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
開
発
政
策
に
関
わ
る
経
営
、
行
政
、
そ
し
て
学
習
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
（G

overnm
ent 

B
ill 2002/03

）。

立
法
化
の
背
景
に
は
、
そ
れ
ま
で
あ
ま
り
注
目
を
集
め
な
か
っ
た
政
策
も
含
め
て
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
進
め
る
援
助
政
策
が
発
展
途
上

国
の
貧
困
層
の
お
か
れ
た
状
況
に
、
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
て
き
た
と
い
う
政
策
担
当
者
の
認
識
の
高
ま
り
が
あ
る
（
須
永2007:4

）。

⑶　

援
助
効
果
に
関
す
る
パ
リ
宣
言

国
際
協
力
の
担
当
大
臣
と
多
国
間
・
二
国
間
開
発
機
関
の
長
が
、
二
〇
〇
五
年
三
月
に
パ
リ
で
会
合
を
開
き
、
援
助
を
よ
り
効
果
的
に

す
る
た
め
の
指
針
を
示
し
た
パ
リ
宣
言
を
採
択
し
た
。
そ
れ
は
、
援
助
の
質
と
開
発
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
改
善
す
る
実
践
的
で
行
動
志
向
的

な
指
針
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
進
行
を
評
価
す
る
た
め
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
シ
ス
テ
ム
を
確
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

パ
リ
宣
言
は
援
助
を
よ
り
効
果
的
に
す
る
た
め
の
五
つ
の
基
本
原
理
を
明
ら
か
に
し
た
（w

w
w
.oecd.org/docum

ent

）。

①　

オ
ー
ナ
ー
シ
ッ
プ
：
開
発
途
上
国
は
貧
困
減
少
の
た
め
の
独
自
の
戦
略
を
立
て
、
そ
の
国
の
組
織
を
改
善
し
、
不
正
と
戦
う
。

②　

連
携
（alignm
ent

）：
援
助
国
は
目
標
ご
と
に
組
織
を
連
携
さ
せ
る
と
と
も
に
地
方
組
織
を
利
用
す
る
。

③　

調
和
（harm

onization

）：
援
助
国
は
協
働
し
て
、
プ
ロ
セ
ス
を
簡
素
化
し
、
重
複
を
避
け
る
た
め
の
情
報
を
共
有
す
る
。

④　

結
果
（result

）：
開
発
途
上
国
と
援
助
国
は
、
開
発
結
果
に
焦
点
を
合
わ
せ
、
結
果
を
測
定
す
る
。

⑤　

相
互
説
明
責
任
（m

utual accountability

）：
援
助
国
と
被
援
助
国
は
開
発
結
果
に
つ
い
て
説
明
責
任
を
有
す
る
。

四
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ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
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お
け
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Ｏ
Ｄ
Ａ
評
価
の
視
点
（
藤
岡
）

（
八
五
三
）

3
．
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
国
内
の
評
価

⑴　

結
果
ベ
ー
ス
管
理
を
強
化
す
る
た
め
の
モ
デ
ル

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
は
二
〇
〇
八
年
に
Ｇ
Ｎ
Ｉ
の
〇
・
九
八
％
と
世
界
一
に
な
っ
た
。
規
模
で
は
世
界
に
誇
る
こ
と
の
で
き
る
水

準
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
援
助
結
果
を
管
理
し
報
告
す
る
と
い
う
点
で
問
題
を
残
し
て
い
た
。
こ
の
点
を
反
省
し
、
二
〇
〇
六
年
か
ら
管

理
と
報
告
に
つ
い
て
改
善
を
行
い
、
政
府
は
二
〇
〇
七
年
に
結
果
ベ
ー
ス
管
理
を
強
化
す
る
た
め
の
モ
デ
ル
を
採
用
し
た
。

そ
の
モ
デ
ル
は
、
①
テ
ー
マ
別
の
管
理
と
そ
の
方
法
に
つ
い
て
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
、
②
他
の
国
や
地
域
と
の
管
理
の
協
力
、
③
そ
の
他

の
二
国
間
援
助
の
管
理
、
④
多
国
間
開
発
協
力
の
管
理
、
⑤
組
織
の
管
理
、
⑥
実
績
報
告
の
年
間
サ
イ
ク
ル
、
⑦
協
議
に
よ
る
情
報
の
交

換
、
⑧
質
の
確
保
と
人
的
資
源
開
発
、
と
い
う
八
つ
の
項
目
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
。

主
な
特
徴
は
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
プ
ロ
セ
ス
と
実
績
報
告
の
プ
ロ
セ
ス
と
い
う
反
対
方
向
の
プ
ロ
セ
ス
を
組
み
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
例
え
ば
、
②
の
「
他
の
国
や
地
域
と
の
管
理
の
協
力
」
で
は
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
、「
政
府
の
戦
略
決
定
」
↓
「
Ｓ

Ｉ
Ｄ
Ａ
の
国
別
計
画
」、
実
績
報
告
の
プ
ロ
セ
ス
は
、「
非
援
助
国
の
採
用
し
た
貧
困
減
少
戦
略
（
Ｐ
Ｒ
Ｓ
）
等
に
関
わ
る
結
果
指
標
の
モ

ニ
タ
リ
ン
グ
」
↓
「
Ｓ
Ｉ
Ｄ
Ａ
国
別
報
告
」
↓
「
戦
略
終
了
時
の
詳
細
結
果
分
析
」
↓
「
Ｓ
Ｉ
Ｄ
Ａ
年
報
（
結
果
添
付
）」
↓
「
外
務
省
の

検
討
」
↓
「
1
．
議
会
へ
の
結
果
の
情
報
伝
達
、
2
．
年
報
、
3
．
予
算
法
案
の
結
果
の
項
」
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
が
描
か
れ
て
い
る
。

⑵　

二
〇
〇
九
年
報
告
書

こ
の
モ
デ
ル
に
お
い
て
、
包
括
的
報
告
の
基
本
的
な
手
段
と
し
て
、
結
果
に
つ
い
て
議
会
へ
「
年
次
報
告
書
」（annual 

四
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C
om
m
unication

）
の
提
出
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
〇
九
年
報
告
書
は
、
二
〇
〇
〇
年
か
ら
二
〇
〇
八
年
ま
で
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
国

際
的
開
発
協
力
の
推
移
を
示
す
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
と
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
改
革
協
力
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
。

実
施
さ
れ
た
多
く
の
開
発
協
力
施
策
は
目
標
に
照
ら
し
て
、
全
体
と
し
て
、
大
き
な
貢
献
を
も
た
ら
し
て
き
た
と
、
政
府
は
評
価
し
て

い
る
。
同
時
に
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
開
発
協
力
活
動
の
長
期
的
な
効
果
の
説
明
に
問
題
が
あ
る
と
表
明
さ
れ
た
（G

O
S
2009:7

）。

「
二
〇
〇
九
年
次
報
告
書
」
で
、
以
下
の
よ
う
に
、
一
〇
の
主
要
な
教
訓
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

①　

被
援
助
国
の
政
治
的
不
安
定
と
そ
れ
ら
の
政
府
の
計
画
と
実
行
の
能
力
の
不
十
分
さ
が
、
目
標
達
成
の
障
害
に
な
っ
て
い
る
。
と
り

わ
け
紛
争
中
ま
た
は
そ
の
直
後
の
国
や
民
主
主
義
に
大
き
な
問
題
の
あ
る
国
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
能
力
開
発
に
焦
点
を
当
て
た
開
発

協
力
が
よ
り
強
化
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

②　

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
開
発
協
力
は
、
多
く
の
国
際
機
関
へ
の
拠
出
と
一
一
に
の
ぼ
る
部
門
の
存
在
に
よ
っ
て
、
そ
の
効
果
が
弱
め
ら
れ

た
。
し
た
が
っ
て
政
府
は
こ
れ
ら
の
援
助
と
部
門
を
集
約
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
た
め
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
・
ア
プ
ロ
ー
チ
の
利
用
を
増

や
す
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。

③　

伝
統
的
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
援
助
よ
り
も
、
多
く
の
場
合
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
・
ア
プ
ロ
ー
チ
の
条
件
が
あ
れ
ば
、
そ
の
方
が
よ
り
効
果
的

で
あ
る
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
援
助
の
比
率
を
こ
の
数
年
間
で
増
や
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
援
助
は
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
援
助
が
依
然
と
し
て
支
配
的
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
多
く
の
被
援
助
国
で
紛
争
状
態
や
政
治
的
不
安
定
が
あ

り
プ
ロ
グ
ラ
ム
援
助
の
条
件
が
満
た
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
の
急
速
で
柔
軟
な
協
働
の
必
要
も
こ
の
理
由
の
一
つ
で

あ
る
。

④　

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
、
援
助
の
様
々
な
形
態
と
チ
ャ
ネ
ル
間
の
バ
ラ
ン
ス
、
協
働
パ
ー
ト
ナ
ー
間
の
バ
ラ
ン
ス
を
追
求
し
続
け
て
い
る
。

四
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国
家
部
門
へ
の
援
助
、
プ
ラ
ナ
ー
や
予
算
に
責
任
の
あ
る
人
の
た
め
の
能
力
開
発
、
民
間
組
織
へ
の
援
助
が
、
特
定
部
門
の
援
助
と
組

み
合
わ
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
開
発
協
力
の
効
果
を
高
め
、
多
元
主
義
に
貢
献
し
、
政
府

と
市
民
社
会
の
信
頼
を
強
め
て
い
る
。

⑤　

意
見
交
換
（dialogue

）
が
、
開
発
協
力
に
影
響
を
与
え
る
手
段
と
し
て
重
要
な
位
置
付
け
を
与
え
ら
れ
た
。
イ
ン
パ
ク
ト
を
高
め
る

た
め
に
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
関
係
者
は
被
援
助
国
や
世
界
機
関
と
、
密
着
し
深
く
考
慮
さ
れ
焦
点
の
絞
ら
れ
た
対
話
を
行
う
こ
と
が
重

要
で
あ
る
。

⑥　

テ
ー
マ
別
分
野
（
①
民
主
主
義
と
人
権
、
②
環
境
と
気
候
、
③
男
女
平
等
と
女
性
の
役
割
の
向
上
、
④
経
済
成
長
、
⑤
安
全
と
開
発
、
⑥
社
会
開

発
と
保
護
、
⑦
研
究
協
力
）
の
う
ち
、「
社
会
開
発
と
保
護
」
は
全
体
と
し
て
、
Ｕ
Ｎ
ミ
レ
ニ
ア
ム
目
標
の
半
分
に
達
し
て
い
る

（encom
pass

）
が
、
そ
の
中
の
項
目
に
は
ば
ら
つ
き
が
あ
る
。
乳
幼
児
死
亡
率
の
減
少
と
子
ど
も
の
教
育
権
に
つ
い
て
は
大
き
く
前
進

し
て
い
る
が
、
母
性
保
護
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
進
ん
で
い
な
い
。

⑦　

教
育
と
就
業
に
お
け
る
男
女
平
等
（gender m

ainstream
ing

）
は
、
男
女
平
等
を
促
進
し
女
性
の
参
加
を
増
や
す
単
一
の
方
法
と
し

て
は
効
果
が
薄
い
。
い
く
つ
か
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
含
む
戦
略
が
必
要
で
あ
る
が
、
女
性
を
直
接
の
対
象
と
し
た
援
助
（contribution

）

は
、
女
性
の
政
治
的
参
加
が
進
ん
だ
地
域
や
母
性
保
護
・
権
利
の
進
ん
だ
地
域
で
は
、
有
効
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

⑧　

経
験
に
よ
る
と
、
援
助
の
必
要
は
紛
争
状
態
か
ら
よ
り
安
定
的
な
再
建
段
階
へ
の
移
行
期
に
特
に
大
き
く
な
る
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
も

で
き
る
だ
け
長
期
の
国
家
建
設
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
た
め
の
援
助
を
提
供
し
続
け
る
べ
き
で
あ
る
。
著
し
い
紛
争
の
状
態
に
あ
る
国
で
は
、

柔
軟
に
対
応
す
る
と
共
に
目
標
達
成
に
大
き
な
リ
ス
ク
を
伴
う
こ
と
を
承
知
し
、
絶
え
ず
モ
ニ
タ
ー
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑨　

紛
争
後
の
再
建
の
段
階
に
あ
る
国
で
の
他
の
教
訓
は
、
地
域
レ
ベ
ル
で
も
国
レ
ベ
ル
で
も
、
意
志
決
定
へ
の
参
加
を
促
進
す
る
援
助

四
六
三



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
八
五
六
）

が
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
社
会
に
お
け
る
よ
り
多
く
の
参
加
者
（player

）
の
間
に
権
力
の
分
散
と
分
配
が
、
紛
争
後
の
よ
り
安
定
し

た
状
態
に
貢
献
す
る
。

⑩　

国
際
機
関
を
通
じ
た
資
源
の
配
分
は
協
働
の
相
乗
効
果
を
も
た
ら
す
。
選
挙
、
議
会
、
司
法
で
の
支
援
は
、
政
治
的
に
中
立
な
正
当

性
を
も
っ
た
国
連
開
発
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
Ｕ
Ｎ
Ｄ
Ｐ
）
な
ど
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
国
連
は
ま
た
、
民
主
主
義
と
人
権
の
国
際
標
準
を
維

持
し
、
発
展
さ
せ
、
実
行
す
る
の
に
中
心
的
な
役
割
を
果
た
す
。

こ
の
報
告
の
中
で
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
も
は
や
独
自
の
援
助
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
開
始
せ
ず
、
他
の
援
助
者
に
よ
っ
て
最
初
に
行
わ
れ
た

事
業
を
援
助
す
る
こ
と
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。

Ｓ
Ｉ
Ｄ
Ａ
に
は
、
二
〇
〇
九
年
の
政
府
指
示
に
も
あ
る
よ
う
に
、
援
助
の
貢
献
の
評
価
と
体
系
的
な
リ
ス
ク
分
析
を
含
む
、
結
果
ベ
ー

ス
管
理
の
統
一
シ
ス
テ
ム
を
確
立
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
Ｓ
Ａ
Ｄ
Ｅ
Ｖ
に
は
、
個
々
の
国
と
の
政
府
強
力
戦
略
を
決

め
る
た
め
の
、
複
数
年
に
わ
た
る
評
価
計
画
を
提
案
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
評
価
は
、
新
し
い
協
力
戦
略
を
発
展
さ
せ
る

基
礎
を
提
供
す
る
。

二
〇
一
〇
年
に
は
、
環
境
と
気
候
に
焦
点
を
当
て
て
、
報
告
書
が
出
さ
れ
た
。
そ
れ
に
は
、
二
〇
〇
九
年
に
結
果
に
つ
い
て
特
別
な
ア

セ
ッ
ス
メ
ン
ト
が
行
わ
れ
た
四
つ
の
被
援
助
国
が
含
ま
れ
る
が
、
本
稿
で
は
省
略
す
る
。

四
六
四



ス
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ェ
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デ
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け
る
Ｏ
Ｄ
Ａ
評
価
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視
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（
藤
岡
）

（
八
五
七
）

4
．
Ｄ
Ａ
Ｃ
に
よ
る
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
Ｏ
Ｄ
Ａ
の
評
価
と
勧
告

⑴　

開
発
協
力
の
枠
組
み

・
法
的
政
治
的
方
針

Ｄ
Ａ
Ｃ
に
よ
る
二
〇
〇
九
年P

eer R
eview

は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
に
つ
い
て
大
変
高
く
評
価
し
て
い
る
。
第
一
に
、
国
際
的

な
援
助
国
の
国
々
の
中
で
大
き
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
て
い
る
。
一
九
七
五
年
以
降
、
国
連
の
目
標
で
あ
る
Ｇ
Ｎ
Ｉ
の
〇
・
七
％

を
継
続
的
に
上
回
り
、
二
〇
〇
八
年
に
は
〇
・
九
八
％
、
二
〇
〇
九
年
予
算
で
は
一
％
に
達
す
る
。
こ
れ
は
世
界
的
な
景
気
後
退
で
開
発

協
力
予
算
に
圧
力
が
か
か
る
中
、
こ
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
特
に
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
援
助
の
質
を
確
保
す
る
上
で
も
重
要
な
役
割
を

果
た
し
て
い
る
。
例
と
し
て
、
援
助
の
効
率
性
と
人
道
主
義
的
な
援
助
の
あ
り
方
が
挙
げ
ら
れ
る
。

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
政
府
は
開
発
協
力
の
三
つ
の
重
点
を
⑴
民
主
主
義
と
人
権
、
⑵
環
境
と
気
候
の
変
化
、
⑶
男
女
平
等
と
女
性
の
役
割
に

置
き
、
さ
ら
に
外
務
省
が
二
〇
一
一
年
ま
で
に
新
た
に
一
二
の
テ
ー
マ
を
設
定
し
て
、
前
回
のP

eer R
eview

で
指
摘
さ
れ
た
「
政
策

の
森
」
を
解
決
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
Ｄ
Ａ
Ｃ
は
過
度
な
追
加
的
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
や
ガ
イ
ド
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
を
避
け
、
Ｓ
Ｉ
Ｄ

Ａ
の
ガ
イ
ド
や
他
の
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
が
政
策
の
妨
げ
に
な
ら
な
い
よ
う
に
提
言
し
て
い
る
。

す
で
に
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
い
く
つ
か
の
改
革
を
始
め
て
い
る
。
例
え
ば
、
被
援
助
国
の
数
の
減
少
、
Ｓ
Ｉ
Ｄ
Ａ
の
構
造
改
革
、
そ
し
て

開
発
協
力
を
管
理
す
る
方
法
の
導
入
で
あ
る
。
こ
れ
ら
と
と
も
に
、
パ
リ
宣
言
の
履
行
、
外
務
省
と
Ｓ
Ｉ
Ｄ
Ａ
と
の
役
割
分
担
の
明
確
化
、

結
果
ベ
ー
ス
管
理
の
導
入
な
ど
を
評
価
し
て
い
る
。

四
六
五
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・
政
策
の
一
貫
性
の
追
求

二
〇
〇
三
年
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
グ
ロ
ー
バ
ル
開
発
政
策
は
、
開
発
の
中
心
に
政
策
の
一
貫
性
を
置
き
、
こ
の
こ
と
が
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

を
一
貫
性
を
追
求
す
る
援
助
国
の
先
兵
に
し
た
と
評
価
し
た
う
え
で
、
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
べ
き
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
と
、P

eer R
eview

に
は
書
か
れ
て
い
る
。

開
発
政
策
の
一
貫
性
に
つ
い
て
、
Ｄ
Ａ
Ｃ
は
次
の
よ
う
に
勧
告
し
て
い
る
。

①　

複
雑
な
政
策
の
枠
組
み
の
検
討
と
明
瞭
化
を
継
続
し
、
二
〇
〇
三
年
の
「
グ
ロ
ー
バ
ル
開
発
政
策
」
と
の
整
合
性
を
確
保
す
る
こ
と
。

そ
し
て
Ｓ
Ｉ
Ｄ
Ａ
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
文
書
を
追
加
的
な
政
策
文
書
と
し
な
い
こ
と
。

②　

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
開
発
協
力
制
度
が
い
か
に
変
わ
り
、
そ
の
変
化
が
パ
ー
ト
ナ
ー
に
ど
の
よ
う
に
影
響
す
る
か
を
内
外
の
関
係
者
と

話
し
合
う
こ
と
。

③　

開
発
の
政
策
一
貫
性
に
つ
い
て
独
立
し
て
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
と
評
価
を
し
、
そ
し
て
そ
の
結
果
を
議
会
に
報
告
す
る
機
関
を
指
定
す
る

こ
と

④　

開
発
協
力
の
政
策
一
貫
性
へ
の
さ
ま
ざ
ま
な
機
関
の
貢
献
を
表
す
指
標
を
、
被
援
助
国
と
共
同
で
完
成
さ
せ
る
こ
と

⑵　

援
助
の
規
模
、
チ
ャ
ン
ネ
ル
、
そ
し
て
配
分

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
の
規
模
は
他
の
国
の
模
範
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
勧
告
が
出
さ
れ
て
い
る
。

①　

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
二
国
間
援
助
は
、
二
〇
〇
五
年
の
ピ
ア
・
レ
ビ
ユ
ー
以
降
、
対
象
国
を
六
七
か
ら
三
三
に
減
じ
る
と
と
も
に
、
サ

ハ
ラ
砂
漠
以
南
の
ア
フ
リ
カ
諸
国
と
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
の
援
助
を
増
加
さ
せ
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
と
ア
ジ
ア
へ
の
援
助
を
減
少
さ
せ
て

四
六
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い
る
。
紛
争
国
ま
た
は
紛
争
後
の
国
へ
の
援
助
が
増
加
し
た
の
は
望
ま
し
い
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
の
援
助
は
、
Ｅ
Ｕ
の
拡
大
政
策
を
反

映
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
国
が
最
貧
国
と
は
い
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
今
後
は
二
国
間
援
助
の
地
理
的
配
分
の
ど
の
よ
う
な
変
化
も
、

貧
困
の
著
し
い
減
少
と
密
接
に
関
連
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②　

二
〇
〇
七
年
に
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
五
〇
の
国
際
機
関
を
通
じ
た
援
助
を
行
っ
た
が
、
開
発
の
優
先
順
位
と
戦
略
的
目
標
に
し
た

が
っ
て
国
際
機
関
を
通
じ
た
援
助
を
重
点
化
す
る
こ
と
。
ま
た
、
よ
り
多
く
の
ス
タ
ッ
フ
を
よ
り
重
要
な
多
国
間
援
助
の
政
策
目
標
を

満
た
す
よ
う
に
配
置
す
べ
き
で
あ
る
。

③　

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
市
民
社
会
組
織
（
Ｃ
Ｓ
Ｏ
）
へ
の
強
力
な
支
援
者
で
あ
る
。
被
援
助
国
に
お
い
て
Ｃ
Ｓ
Ｏ
を
援
助
す
る
た
め
に
資

金
を
提
供
し
て
い
る
。
二
〇
〇
七
年
に
は
そ
れ
は
二
国
間
援
助
の
八
％
に
達
し
、
Ｄ
Ａ
Ｃ
平
均
の
二
倍
に
達
す
る
。
し
か
し
、
Ｃ
Ｓ
Ｏ

へ
の
援
助
に
比
し
て
、
民
間
セ
ク
タ
ー
と
の
共
同
が
強
固
で
は
な
い
。
開
発
に
民
間
セ
ク
タ
ー
の
参
加
を
増
や
す
必
要
が
あ
る
。

⑶　

組
織
と
管
理

組
織
的
改
革
の
た
め
に
Ｄ
Ａ
Ｃ
は
次
の
よ
う
に
勧
告
し
て
い
る
。

①　

外
務
省
と
Ｓ
Ｉ
Ｄ
Ａ
は
そ
の
役
割
の
再
編
成
が
行
わ
れ
、
分
担
が
明
確
に
さ
れ
た
。
外
務
省
は
政
策
立
案
を
行
い
、
Ｓ
Ｉ
Ｄ
Ａ
は
実

施
過
程
を
担
当
す
る
。
し
か
し
、
Ｄ
Ａ
Ｃ
は
Ｓ
Ｉ
Ｄ
Ａ
の
改
革
に
つ
い
て
結
論
を
出
す
の
は
時
期
尚
早
で
あ
る
と
し
て
、
Ｓ
Ｉ
Ｄ
Ａ
の

新
構
造
に
よ
っ
て
生
じ
る
課
題
を
引
き
続
き
管
理
す
る
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
、
実
施
部
門
を
地
域
よ
り
も
む
し
ろ
契
約
の
タ
イ
プ
に

よ
っ
て
グ
ル
ー
プ
化
し
て
い
る
が
、
異
な
る
部
門
間
で
近
隣
地
域
の
国
に
つ
い
て
の
知
識
を
共
有
し
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、

部
門
間
の
境
界
を
越
え
る
新
し
い
ス
タ
ッ
フ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
作
る
必
要
が
あ
る
。

四
六
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②　

Ｓ
Ａ
Ｄ
Ｅ
Ｖ
は
二
〇
〇
六
年
に
独
立
し
た
機
関
と
し
て
設
立
さ
れ
、
Ｓ
Ｉ
Ｄ
Ａ
と
Ｄ
Ａ
Ｃ
加
盟
国
の
評
価
部
門
と
ま
す
ま
す
密
接
に

作
業
を
し
て
い
る
。
し
か
し
、
政
府
が
全
体
と
し
て
Ｓ
Ａ
Ｄ
Ｅ
Ｖ
の
評
価
結
果
を
採
択
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
な
く
、
そ
の
結
果
の
イ
ン

パ
ク
ト
を
弱
く
し
て
い
る
。
Ｄ
Ａ
Ｃ
の
評
価
委
員
会
は
、
Ｓ
Ａ
Ｄ
Ｅ
Ｖ
の
結
果
に
対
応
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
ま
だ
確
立
の
途
中
に
あ
る

と
報
告
を
受
け
た
。
他
方
、
Ｓ
Ｉ
Ｄ
Ａ
は
内
的
評
価
機
能
の
独
立
性
と
影
響
力
を
保
持
す
べ
き
こ
と
、
そ
し
て
、
新
し
い
評
価
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
は
、
こ
の
保
証
に
つ
い
て
述
べ
る
も
の
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。

③　

紛
争
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
た
国
々
へ
の
関
与
を
増
や
し
、
国
際
機
関
に
よ
り
強
く
関
わ
る
た
め
に
、
外
務
省
と
Ｓ
Ｉ
Ｄ
Ａ
に
お
け

る
人
的
資
源
を
確
保
し
、
必
要
な
技
能
を
身
に
付
け
経
験
を
積
ま
せ
る
必
要
が
あ
る
。

⑷　

影
響
力
の
強
化

援
助
の
効
果
と
結
果
を
さ
ら
に
改
善
す
る
た
め
に
、

①　

他
の
援
助
国
と
の
共
同
、
被
援
助
国
の
戦
略
と
の
調
整
を
強
め
、
共
同
で
実
行
さ
れ
る
仕
事
を
増
や
す
こ
と
。

②　

一
般
予
算
へ
の
援
助
に
、
同
意
し
た
条
件
が
い
か
に
適
用
さ
れ
る
か
を
被
援
助
国
に
明
確
に
説
明
す
る
こ
と
。

③　

結
果
を
重
視
し
た
能
力
開
発
の
た
め
の
援
助
を
提
供
し
、
長
期
的
な
実
施
に
お
い
て
期
限
内
の
目
標
の
設
定
や
そ
れ
と
結
び
つ
い
た

打
ち
切
り
戦
略
を
立
て
る
こ
と
。

④　

能
力
開
発
が
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
開
発
協
力
の
核
と
な
る
べ
き
こ
と
を
ス
タ
ッ
フ
に
周
知
す
る
こ
と
。

⑤　

環
境
変
化
と
開
発
に
関
す
る
国
際
委
員
会
を
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
が
国
際
共
同
体
を
リ
ー
ド
し
て

い
く
に
足
る
十
分
な
専
門
家
と
訓
練
さ
れ
た
ス
タ
ッ
フ
を
確
保
す
る
こ
と
。

四
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⑥　

環
境
と
気
候
変
化
に
つ
い
て
の
評
価
ツ
ー
ル
と
手
引
き
を
簡
素
化
し
統
合
し
て
、
そ
れ
を
世
界
の
主
流
に
す
る
こ
と
。

⑸　

人
道
主
義
的
活
動

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
、
国
際
的
人
道
主
義
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
顕
著
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
。
近
年
、「
望
ま
し
い
人
道
主
義
援
助
」（
Ｇ

Ｈ
Ｄ
）
グ
ル
ー
プ
の
共
同
議
長
に
も
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
結
果
ベ
ー
ス
の
管
理
を
人
道
主
義
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
適
合
す
る
た
め
の
測

定
可
能
な
指
標
に
欠
け
て
い
る
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
人
道
主
義
的
援
助
者
と
し
て
の
指
導
的
役
割
を
強
固
な
も
の
に
す
る
た
め
に
、
Ｄ
Ａ

Ｃ
は
次
の
よ
う
な
勧
告
を
行
っ
て
い
る
。

①　

人
道
主
義
政
策
の
改
善
を
進
め
る
と
と
も
に
、
人
道
主
義
の
戦
略
目
標
に
向
け
て
取
り
組
む
過
程
を
監
視
す
る
適
切
な
指
標
を
明
確

に
す
る
こ
と
、

②　

共
同
開
発
戦
略
の
中
に
災
害
時
の
リ
ス
ク
軽
減
策
を
組
み
込
み
、
男
女
平
等
と
環
境
を
含
む
、
人
道
主
義
活
動
の
よ
り
統
合
さ
れ
た

中
軸
と
な
る
政
策
を
作
成
す
る
こ
と
、

③　

人
道
主
義
部
門
に
学
習
、
研
究
、
そ
し
て
説
明
責
任
の
た
め
の
計
画
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
。

⑹　

二
〇
一
一
年
の
中
間
報
告

Ｄ
Ａ
Ｃ
のP
eer

報
告
は
通
常
五
年
毎
に
行
わ
れ
る
が
、
二
〇
一
一
年
に
次
の
報
告
に
先
立
っ
て
、
中
間
報
告
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ

こ
に
、
二
〇
〇
九
年P

eer

報
告
後
の
改
善
進
行
が
読
み
取
れ
る
。

二
〇
〇
九
年P

eer

報
告
後
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
Ｄ
Ａ
Ｃ
の
勧
告
の
多
く
を
実
施
し
て
き
た
。
す
で
に
改
革
が
行
わ
れ
て
い
る
分
野
と

四
六
九
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結
論
を
下
す
に
は
早
す
ぎ
る
分
野
が
あ
る
。
し
か
し
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
開
発
協
力
の
こ
の
二
年
間
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
は
賞
賛
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
と
、
述
べ
て
い
る
。

5
．
考
察
│
日
本
に
対
す
るP

eer R
eview

と
の
比
較

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
評
価
の
分
析
の
た
め
に
、
日
本
に
対
す
るP

eer R
eview

と
比
較
し
よ
う
。
二
〇
一
〇
年
に
七
年
ぶ
り
に

報
告
が
行
わ
れ
た
。
報
告
の
全
体
構
成
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
が
、
内
容
は
大
き
く
異
な
る
。

ま
ず
、
日
本
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
政
策
は
、
日
本
独
自
の
優
先
順
位
と
原
理
を
持
っ
て
い
る
と
し
て
い
る
。
そ
の
原
理
と
は
、
被
援
助
国
の
「
自

助
」
努
力
へ
の
支
援
、
経
済
成
長
と
市
場
志
向
経
済
の
重
要
性
、
非
軍
事
目
的
の
開
発
協
力
、
被
援
助
国
の
政
治
問
題
へ
の
干
渉
を
避
け

る
こ
と
を
含
ん
で
い
る
。
何
よ
り
も
重
要
な
の
は
、
日
本
が
経
済
成
長
を
強
調
し
、
主
要
な
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
建
設
に
焦
点
を

当
て
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
「
人
々
の
安
全
」
の
観
点
が
追
加
さ
れ
、
そ
れ
が
成
長
志
向
の
範
囲
内
で
貧
困

問
題
に
取
り
組
む
こ
と
に
役
立
っ
た
（O

E
C
D
 2010:13

）。

ま
た
、
日
本
は
、
国
際
開
発
協
力
を
自
身
の
長
期
的
な
利
益
と
広
い
外
交
政
策
の
重
要
な
要
素
と
考
え
て
い
る
。
諸
国
と
の
友
好
関
係

を
築
く
重
要
な
手
段
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
同
時
に
、
日
本
は
そ
の
援
助
が
中
期
的
に
日
本
の
経
済
に
貢
献
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
の
開
発
援
助
の
規
模
は
（
負
債
救
済
を
除
い
て
）、
二
〇
〇
〇
年
を
ピ
ー
ク
に
減
少
し
て
き
た
。
二
〇
〇
八

年
に
二
〇
％
増
加
し
た
が
二
〇
〇
九
年
に
は
再
び
一
〇
％
減
少
し
た
。

二
〇
〇
三
年
の
前
回
のP

eer R
eview

以
来
、
日
本
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
に
大
き
な
変
化
が
あ
っ
た
。
一
つ
は
二
〇
〇
八
年
の
新
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
の

発
足
で
あ
る
。
借
款
を
実
施
し
て
き
た
旧
国
際
協
力
銀
行
の
一
部
や
外
務
省
が
行
っ
て
き
た
い
く
つ
か
の
無
償
援
助
が
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
に
統
合

四
七
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さ
れ
、
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
は
単
に
技
術
協
力
を
行
う
だ
け
の
機
関
で
は
な
く
、
借
款
、
無
償
援
助
、
技
術
協
力
の
三
つ
の
役
割
を
併
せ
持
つ
よ
う

に
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
開
発
協
力
制
度
の
効
率
性
と
効
果
性
が
高
ま
っ
た
（O
E
C
D
2010:

）。
こ
の
他
に
も
、
手
段
別
の
ア
プ
ロ
ー
チ
か

ら
国
別
の
ア
プ
ロ
ー
チ
へ
の
転
換
と
業
務
の
実
施
機
関
へ
の
委
譲
な
ど
を
評
価
し
て
い
る
。
ま
た
、
民
主
党
政
権
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
る

新
中
期
政
策
に
期
待
を
寄
せ
て
い
る
。

一
方
、
改
革
の
速
度
の
遅
い
項
目
と
し
て
、
規
模
の
増
加
、
開
発
政
策
の
一
貫
性
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。
政
策
の
一
貫
性
に
つ
い
て
、

①
政
府
全
体
の
優
先
順
位
を
明
確
に
す
る
政
策
声
明
の
欠
如
、
②
内
閣
レ
ベ
ル
の
機
関
が
一
貫
性
を
促
進
す
る
役
割
を
十
分
に
果
た
し
て

い
な
い
こ
と
、
③
政
府
内
で
一
貫
性
に
つ
い
て
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
、
分
析
、
報
告
す
る
制
度
が
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
挙
げ
て
い
る
。

他
に
も
多
く
の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
た
。
二
国
間
援
助
の
中
で
、
借
款
（
四
七
％
）、
無
償
援
助
（
四
〇
％
）、
技
術
援
助
（
一
三
％
）
の

う
ち
借
款
が
多
す
ぎ
る
こ
と
、
多
国
間
援
助
の
割
合
が
低
い
こ
と
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
を
通
じ
る
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
少
な
い
こ
と
、
ス
タ
ッ
フ
の
能
力

を
高
め
る
こ
と
、
ア
ン
タ
イ
ド
の
比
率
を
さ
ら
に
高
め
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

ア
ン
タ
イ
ド
に
つ
い
て
、
タ
イ
ド
の
状
態
に
つ
い
て
報
告
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
（
二
〇
〇
七
・
二
〇
〇
八
年
）、
ま
た
、
日
本
が
援

助
事
業
の
第
一
の
契
約
者
に
な
る
な
ら
ば
ア
ン
タ
イ
ド
に
す
る
と
、
日
本
は
考
え
て
い
る
が
、
こ
れ
は
タ
イ
ド
と
し
て
報
告
す
べ
き
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
日
本
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
に
対
す
る
Ｄ
Ａ
Ｃ
の
評
価
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
対
す
る
も
の
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
Ｏ
Ｄ

Ａ
の
規
模
に
差
が
あ
る
。
そ
し
て
主
要
目
標
が
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
人
道
支
援
と
能
力
開
発
で
あ
る
の
に
対
し
て
日
本
で
は
経
済
成
長
の

促
進
で
あ
る
、
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
は
す
で
に
先
進
的
で
あ
る
が
、
Ｄ
Ａ
Ｃ
は
そ
れ
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
、
政
策
の
一
貫
性
を
貫
き
、
重
点
化
、

四
七
一



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
八
六
四
）

簡
素
化
を
促
進
し
て
、
よ
り
効
率
的
で
結
果
を
重
ん
じ
る
Ｏ
Ｄ
Ａ
政
策
に
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
ミ
レ
ニ
ア
ム
開
発
目
標
の

二
〇
一
五
年
達
成
に
向
け
た
Ｄ
Ａ
Ｃ
の
意
思
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
人
的
資
源
を
確
保
し
、
必
要
な
技
能
を
身
に
付
け
経
験
を
積

ま
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
紛
争
に
よ
っ
て
大
き
な
影
響
を
受
け
た
国
へ
の
援
助
や
国
際
機
関
で
活
躍
す
る
人
材
を
育
成
す
る
こ
と
の
重
要

性
が
指
摘
さ
れ
た
。
国
際
社
会
を
リ
ー
ド
す
る
ス
タ
ッ
フ
の
確
保
と
育
成
も
重
要
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
環
境
と
気
候
変
化
に
つ

い
て
の
評
価
ツ
ー
ル
を
簡
素
化
し
て
世
界
の
主
流
に
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

お
わ
り
に

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
開
発
協
力
は
、
国
連
の
ミ
レ
ニ
ア
ム
開
発
目
標
を
基
盤
に
、
相
対
的
に
大
き
な
規
模
を
誇
る
と
と
も
に
、
人
権
と
貧

困
と
能
力
開
発
の
観
点
を
貫
き
、
世
界
の
開
発
協
力
を
リ
ー
ド
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
政
策
の
一
貫
性
、
重
点
化
・
効
率
化
、
人

的
資
源
の
確
保
な
ど
で
改
善
の
余
地
が
あ
る
。
ま
た
、
Ｓ
Ａ
Ｄ
Ｅ
Ｖ
の
位
置
付
け
や
東
欧
に
対
す
る
援
助
の
問
題
点
な
ど
も
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
結
果
ベ
ー
ス
の
管
理
や
現
地
主
義
も
さ
ら
に
前
進
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

ミ
レ
ニ
ア
ム
開
発
目
標
は
、
い
く
つ
か
の
分
野
で
目
標
達
成
の
見
通
し
が
立
っ
て
い
る
。
極
度
の
貧
困
の
半
減
、
安
全
な
飲
料
水
の
な

い
人
口
の
半
減
が
そ
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
困
難
な
分
野
も
あ
る
。
中
で
も
保
健
分
野
が
遅
れ
て
い
る
。
Ｏ
Ｄ
Ａ
予
算
が
大

き
な
増
加
が
見
込
め
な
い
中
で
、
こ
れ
ら
の
目
標
達
成
に
は
、
よ
り
効
率
的
で
効
果
的
な
取
り
組
み
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
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第
一
章　

企
業
・
ビ
ジ
ネ
ス

【
第
二
編　

企
業
】





会
社
は
だ
れ
の
も
の
か
（
稲
葉
）

（
八
六
九
）

会
社
は
だ
れ
の
も
の
か

│
市
場
の
失
敗
に
お
け
る
多
元
的
企
業
概
念
の
有
効
性

│
稲　
　

葉　
　

陽　
　

二

1　

は
じ
め
に

会
社
と
は
い
っ
た
い
誰
の
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
従
来
の
企
業
統
治
の
論
考
で
は
、
市
場
の
現
状
を
考
慮
に
入
れ
ず
に
、
会
社
は
株
主

の
も
の
で
あ
る
と
す
る
一
元
的
企
業
概
念
と
、
会
社
は
さ
ま
ざ
ま
な
利
害
関
係
人
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
多
元
的
企
業
概
念
の
二
つ
を
対

比
さ
せ
、
両
者
を
相
対
立
す
る
も
の
と
し
て
検
討
す
る
傾
向
が
強
か
っ
た
。
し
か
し
、
現
実
の
市
場
は
多
様
で
あ
り
、
市
場
の
多
様
性
を

考
慮
す
れ
ば
、
両
者
は
決
し
て
相
対
立
す
る
概
念
で
は
な
い
。
本
稿
で
は
、
総
余
剰
分
析
を
用
い
て
、
市
場
の
失
敗
を
含
め
た
、
そ
れ
ぞ

れ
の
企
業
が
置
か
れ
て
い
る
市
場
の
状
況
に
応
じ
て
重
要
な
利
害
関
係
人
が
異
な
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。四

七
七
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利
害
関
係
人
の
な
か
で
も
、
日
本
的
経
営
の
下
で
は
、
株
主
以
外
の
利
害
関
係
人
を
重
視
す
る
多
元
的
企
業
概
念
の
妥
当
性
が
高
い
こ

と
は
多
く
の
論
者
が
指
摘
し
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
の
利
害
関
係
人
は
主
に
従
業
員
や
メ
イ
ン
バ
ン
ク
を
中
心
と
す
る
債
権
者
（
1
）

な

ど
で
あ
り
、
企
業
が
立
地
す
る
地
域
社
会
や
顧
客
に
つ
い
て
は
、
利
害
関
係
人
と
し
て
は
劣
後
に
置
か
れ
て
い
た
。
本
稿
で
は
、
市
場
の

失
敗
の
ケ
ー
ス
に
総
余
剰
分
析
を
適
用
し
、
従
来
、
多
元
的
企
業
概
念
の
下
で
、
利
害
関
係
人
と
し
て
は
劣
後
に
置
か
れ
て
い
た
地
域
社

会
や
顧
客
（
消
費
者
）
も
重
要
性
が
高
い
こ
と
を
例
証
す
る
。

な
お
、
本
稿
で
は
企
業
統
治
を
「
利
害
関
係
人
の
利
益
の
た
め
の
経
営
者
へ
の
規
律
づ
け
」
と
定
義
す
る
（
2
）

。
ま
た
、
利
害
関
係
人
を

「
企
業
の
存
立
の
基
盤
と
な
る
個
人
・
集
団
」
と
定
義
し
、
主
に
株
主
、
経
営
者
、
顧
客
、
従
業
員
、
債
権
者
、
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
、
企
業

が
立
地
す
る
地
域
社
会
、
な
ど
を
想
定
し
て
い
る
が
、
企
業
の
存
立
に
か
か
わ
る
個
人
・
集
団
な
ら
上
記
以
外
の
も
の
も
利
害
関
係
人
と

し
て
と
ら
え
る
こ
と
と
す
る
。

2　

二
つ
の
企
業
概
念

⑴　

会
社
は
株
主
の
も
の
で
あ
る

会
社
は
株
主
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
考
え
は
、
今
日
、
も
っ
と
も
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
も
の
で
あ
る
。
会
社
が
株
主
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

経
営
者
は
な
に
を
す
べ
き
か
。
当
然
、
株
主
価
値
の
最
大
化
を
図
る
こ
と
で
あ
る
。
株
主
価
値
は
証
券
取
引
所
に
上
場
し
て
い
る
企
業
で

あ
れ
ば
、
株
価
を
最
大
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
株
価
は
現
在
と
将
来
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
の
現
在
価
値
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
株
価
を
最

大
化
す
る
た
め
に
は
、
現
在
と
将
来
の
利
益
の
最
大
化
が
経
営
者
の
使
命
と
な
る
。
株
主
は
残
余
財
産
の
請
求
権
を
も
つ
者
な
の
で
、
こ

こ
で
い
う
株
主
利
益
と
は
、
債
権
者
へ
の
金
利
や
従
業
員
へ
の
賃
金
の
支
払
い
も
す
べ
て
終
え
、
か
つ
政
府
へ
の
税
の
支
払
い
を
終
え
た
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利
益
、
企
業
会
計
上
で
は
税
引
き
後
利
益
の
最
大
化
が
経
営
者
の
果
た
す
べ
き
責
務
に
な
る
。

ま
た
、
会
社
は
株
主
の
モ
ノ
で
あ
る
か
ら
、
会
社
は
モ
ノ
で
あ
り
、
自
然
人
の
よ
う
な
ヒ
ト
で
は
な
い
。
便
宜
上
法
人
を
擬
制
し
た
も

の
（
3
）

、
な
い
し
は
、
単
な
る
契
約
の
束
に
す
ぎ
な
い
。
会
社
は
株
主
の
私
有
財
産
で
あ
る
。
モ
ノ
で
あ
り
、
擬
制
に
す
ぎ
な
い
会
社
に
社
会

的
責
任
の
取
り
よ
う
は
な
く
、
企
業
の
社
会
的
責
任
と
は
適
法
に
業
務
を
行
い
、
従
業
員
、
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
、
債
権
者
な
ど
に
適
正
な
対

価
で
滞
り
な
く
支
払
い
を
す
る
こ
と
、
利
益
を
あ
げ
て
国
庫
へ
納
税
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

こ
の
考
え
は
、
企
業
の
存
在
理
由
を
株
主
と
い
う
単
一
の
概
念
に
求
め
る
の
で
、
一
元
的
企
業
概
念
と
呼
ば
れ
る
。

⑵　

会
社
は
さ
ま
ざ
ま
な
利
害
関
係
人
の
も
の
で
あ
る

会
社
は
さ
ま
ざ
ま
な
利
害
関
係
人
（stakeholders

）
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
見
方
も
存
在
す
る
。
利
害
関
係
人
と
は
株
主
だ
け
で
な
く
、

従
業
員
、
銀
行
や
社
債
権
者
な
ど
の
債
権
者
、
そ
の
企
業
に
原
料
や
部
品
な
ど
を
納
入
す
る
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
、
企
業
が
立
地
す
る
地
域
社

会
、
そ
し
て
顧
客
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
考
え
に
立
て
ば
、
経
営
者
は
株
主
価
値
で
は
な
く
、
企
業
価
値
全
体
の
最
大
化
を
図
る
こ
と
に
な

る
。
そ
の
際
、
環
境
、
雇
用
の
維
持
な
ど
の
数
値
化
し
に
く
い
側
面
に
も
配
慮
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
配
慮
は
モ
ノ
と
し
て

の
会
社
で
は
考
え
ら
れ
な
い
。
企
業
は
自
然
人
同
様
、
実
在
す
る
経
済
主
体
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
4
）

。
こ
の
考
え
は
、
企
業
は
社
会
的
に

も
影
響
を
与
え
る
存
在
、
社
会
の
公
器
と
し
て
活
動
す
る
側
面
を
も
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
企
業
は
当
然
、
公
害
防
止
投
資
の
実
施

な
ど
の
よ
う
に
、
利
益
を
あ
る
程
度
犠
牲
に
し
て
で
も
社
会
的
責
任
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
考
え
は
、
企
業
の
存
在
理
由
が
多
元
に
及
ぶ
の
で
多
元
的
企
業
概
念
と
呼
ば
れ
る
。
ま
た
、
株
主
と
労
働
者
の
二
者
に
重
点
を
置

く
考
え
を
二
元
的
企
業
概
念
と
い
う
。
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3　

企
業
観
の
対
立

⑴　

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
Ｇ
Ｍ
（
5
）

企
業
の
社
会
的
責
任
を
問
う
た
古
典
的
な
消
費
者
運
動
に
、
ア
メ
リ
カ
の
自
動
車
メ
ー
カ
ー
「
ゼ
ネ
ラ
ル
モ
ー
タ
ー
ズ
」（
以
下
、
Ｇ
Ｍ

と
い
う
）
を
対
象
と
し
た
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
Ｇ
Ｍ
が
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
一
九
六
五
年
に
ラ
ル
フ
・
ネ
ー
ダ
ー
が
『
ど
ん
な
ス
ピ
ー
ド
で

も
自
動
車
は
危
険
だ
』（
河
本
英
三
訳
（
一
九
六
九
）
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
）
を
出
版
し
、
Ｇ
Ｍ
の
コ
ン
パ
ク
ト
カ
ー
、
コ
ル
ベ
ア
の
危
険
性
を

指
摘
し
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
消
費
者
運
動
の
若
き
旗
手
と
し
て
活
躍
し
た
。
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
Ｇ
Ｍ
は
ネ
ー
ダ
ー
に
よ
る
消
費
者
運
動
を

受
け
、
一
九
六
九
年
に
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ム
ー
ア
、
ジ
ェ
フ
リ
ー
・
コ
ー
エ
ン
ら
若
手
弁
護
士
四
名
が
始
め
た
「
企
業
責
任
の
た
め
の
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
」
の
通
称
で
あ
る
が
、
当
初
Ｇ
Ｍ
を
対
象
と
し
た
た
め
、
メ
デ
ィ
ア
で
は
「
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
Ｇ
Ｍ
」
と
報
道
さ
れ
、
そ
れ
が
通

称
と
な
っ
た
。
当
時
、
す
で
に
日
本
で
も
ア
メ
リ
カ
で
も
、
企
業
の
社
会
的
責
任
を
求
め
る
声
が
上
が
っ
て
い
た
が
（
6
）

、
こ
の
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
Ｇ
Ｍ
は
①
マ
ス
コ
ミ
に
訴
え
か
け
る
、
②
株
主
と
な
っ
て
企
業
の
内
部
か
ら
改
革
提
案
を
す
る
、
と
い
う
二
つ
の
手
法
の
先
駆
け

と
な
っ
た
。

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
Ｇ
Ｍ
が
活
動
を
開
始
し
た
一
九
七
〇
年
当
時
の
Ｇ
Ｍ
は
、
世
界
一
の
経
済
力
を
誇
る
ア
メ
リ
カ
の
象
徴
と
い
え
る
存
在

で
あ
り
、
株
主
数
一
三
六
万
人
を
超
え
て
い
た
が
、
同
時
に
欠
陥
車
問
題
で
批
判
さ
れ
て
い
た
た
め
、
企
業
の
社
会
的
責
任
を
全
国
規
模

で
議
論
す
る
に
は
格
好
の
対
象
で
あ
っ
た
。
Ｇ
Ｍ
の
発
行
済
み
株
式
総
数
は
二
億
八
七
五
〇
万
株
で
あ
っ
た
が
、
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
Ｇ
Ｍ
は

一
二
株
を
取
得
し
、
自
分
た
ち
の
株
主
提
案
を
株
主
総
会
の
議
案
書
に
記
載
す
る
こ
と
を
求
め
た
。
彼
ら
の
提
案
は
、
①
定
款
の
改
訂

（
事
業
目
的
を
公
衆
の
健
康
と
安
全
と
に
合
致
さ
せ
る
も
の
に
限
定
）、
②
消
費
者
問
題
の
専
門
家
、
環
境
問
題
の
専
門
家
、
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ

四
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リ
カ
人
を
代
表
さ
せ
る
取
締
役
を
三
名
追
加
す
る
、
③
株
主
委
員
会
を
設
置
し
、
Ｇ
Ｍ
の
意
思
決
定
が
公
衆
に
与
え
る
影
響
と
社
会
に
お

け
る
Ｇ
Ｍ
の
適
正
な
役
割
を
監
視
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
提
案
は
Ｇ
Ｍ
の
経
営
陣
か
ら
総
会
議
案
書
へ
の
記
載
を
拒

否
さ
れ
た
が
、
ア
メ
リ
カ
証
券
取
引
委
員
会
が
上
記
の
②
と
③
は
議
案
書
に
記
載
す
べ
き
と
の
判
断
を
示
し
、
議
案
書
に
記
載
さ
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
。

こ
の
ほ
か
、
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
Ｇ
Ｍ
は
自
動
車
の
安
全
性
向
上
、
公
害
防
止
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
よ
る
Ｇ
Ｍ
車
販
売
店
の
開
設
な
ど
も
要

求
し
た
。
彼
ら
は
議
案
書
の
ほ
か
に
独
自
に
提
案
説
明
書
を
つ
く
り
、
主
に
機
関
投
資
家
と
大
学
に
は
た
ら
き
か
け
た
。

一
九
七
〇
年
五
月
二
二
日
、
自
動
車
の
都
デ
ト
ロ
イ
ト
で
Ｇ
Ｍ
の
株
主
総
会
が
開
催
さ
れ
た
が
、
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
Ｇ
Ｍ
は
そ
の
前
夜

「
第
一
回
企
業
責
任
年
次
大
会
」
を
開
催
し
た
。
株
主
総
会
は
、
例
年
を
大
き
く
上
回
る
三
千
人
の
株
主
が
出
席
し
、
実
に
六
時
間
半
に

及
ん
だ
が
、
そ
の
間
、
当
時
と
し
て
は
高
齢
者
で
あ
る
六
三
歳
の
Ｇ
Ｍ
ロ
ー
チ
ェ
会
長
は
立
っ
た
ま
ま
誠
実
に
対
応
し
た
と
い
う
。
結
局
、

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
Ｇ
Ｍ
の
株
主
提
案
は
、
取
締
役
の
増
員
に
つ
い
て
は
二
・
四
％
、
株
主
委
員
会
に
つ
い
て
は
二
・
七
％
の
賛
成
を
得
る
に
と

ど
ま
り
否
決
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
の
運
動
は
、
人
々
に
企
業
の
社
会
的
責
任
を
改
め
て
考
え
さ
せ
る
契
機
を
与
え
、
と
り
わ
け
企
業
経
営

者
に
は
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
。

も
ち
ろ
ん
、
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
Ｇ
Ｍ
は
批
判
の
対
象
に
も
な
っ
た
。
保
守
派
の
経
済
学
者
で
市
場
至
上
主
義
者
の
ミ
ル
ト
ン
・
フ
リ
ー
ド

マ
ン
は
、
一
九
七
〇
年
九
月
一
三
日
付
の
『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
・
マ
ガ
ジ
ン
』
に
「
ビ
ジ
ネ
ス
の
社
会
的
責
任
は
利
益
を
増
や

す
こ
と
」
と
題
す
る
論
評
を
発
表
し
、
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
Ｇ
Ｍ
を
批
判
し
た
。
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「
い
か
な
る
責
任
に
せ
よ
、
責
任
を
も
て
る
の
は
個
人
の
み
で
あ
り
、
擬
制
的
な
法
人
で
あ
る
企
業
に
社
会
的
責
任
が
も
て
よ
う
は
ず
が
な

い
。
企
業
の
経
営
者
は
、
個
人
と
し
て
は
さ
ま
ざ
ま
の
責
任
を
も
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
経
営
者
と
し
て
は
、
そ
の
雇
い
主
で
あ
る
株
主
の
代

理
人
と
し
て
そ
の
利
益
に
奉
仕
す
る
責
任
以
外
の
も
の
は
な
に
も
も
ち
よ
う
が
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
社
会
的
責
任
の
名
で
人
種
問

題
、
環
境
保
全
、
イ
ン
フ
レ
防
止
な
ど
に
か
か
わ
っ
た
ら
、
こ
れ
は
本
来
、
株
主
、
従
業
員
、
顧
客
な
ど
に
い
く
べ
き
金
を
勝
手
に
使
用
し
て

い
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
税
金
を
と
り
、
そ
れ
を
使
用
し
て
い
る
の
と
同
じ
こ
と
に
な
る
。
政
府
の
課
税
と
そ
の
支
出
に
つ
い
て
の
活
動
に
は
、

厳
し
い
チ
ェ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・
バ
ラ
ン
ス
の
機
構
が
あ
る
が
、
企
業
経
営
者
も
こ
の
よ
う
に
社
会
的
責
任
の
名
で
政
府
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
を

す
る
の
で
あ
れ
ば
、
彼
ら
を
監
視
す
る
政
治
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
つ
く
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
、
稀
少
資
源
の
配
分
を
、

市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
は
な
く
て
、
政
治
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
通
じ
て
行
う
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
社
会
主
義
体
制
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。」（
土
屋

守
章
（
一
九
九
一
）
一
〇
四
頁
）

フ
リ
ー
ド
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
企
業
は
擬
制
な
の
だ
か
ら
責
任
の
取
り
よ
う
が
な
い
。
企
業
に
社
会
的
責
任
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
は
、

経
営
者
に
政
府
と
同
様
な
は
た
ら
き
を
要
求
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は
資
本
主
義
で
は
な
く
社
会
主
義
だ
と
い
う
。
こ
れ
に
対
し
、

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
Ｇ
Ｍ
を
主
宰
す
る
ム
ー
ア
は
、
東
海
岸
を
代
表
す
る
オ
ピ
ニ
オ
ン
誌
で
あ
る
『
ワ
シ
ン
ト
ン
・
マ
ン
ス
リ
ー
』
一
九
七
〇

年
一
二
月
号
に
次
の
よ
う
な
反
論
を
寄
稿
し
た
。

「
ミ
ル
ト
ン
・
フ
リ
ー
ド
マ
ン
の
よ
う
な
経
済
学
者
た
ち
は
、
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
Ｇ
Ｍ
が
企
業
に
対
し
て
、
利
益
を
目
的
に
す
る
の
を
や
め
て

社
会
的
目
的
の
た
め
の
行
動
を
と
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
と
誤
解
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
Ｇ
Ｍ
も
、
企
業
が
慈
善
好
き
の
市

民
と
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
フ
リ
ー
ド
マ
ン
と
同
様
に
反
対
す
る
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
、
今
日
の
企
業
が
す
で
に
社
会
的
な
影
響
の
大
き
い
行
動

を
と
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
経
済
学
的
な
企
業
慈
善
モ
デ
ル
で
は
説
明
で
き
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
今
日
の
巨
大
企
業

は
議
会
へ
の
働
き
か
け
や
選
挙
応
援
を
通
じ
て
莫
大
な
政
治
権
力
を
も
っ
て
お
り
、
市
場
で
の
評
価
の
み
に
頼
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま

四
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た
、
企
業
の
リ
ー
ダ
ー
は
、
公
害
に
よ
っ
て
将
来
の
世
代
を
も
損
ね
る
よ
う
な
意
思
決
定
を
や
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
欠
陥
商
品
を
出
し
て
、

消
費
者
を
詐
欺
に
か
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
企
業
の
権
力
は
、
企
業
の
活
動
を
顧
客
と
の
間
の
私
的
な
取
引
関
係
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
見
方

を
わ
れ
わ
れ
が
と
っ
て
い
る
か
ぎ
り
、
安
泰
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
古
い
見
方
を
支
え
る
競
争
と
い
う
条
件
は
、
現
実
に
は
な
く

な
っ
て
い
る
。
神
の
見
え
ざ
る
手
は
、
わ
れ
わ
れ
を
守
る
ど
こ
ろ
か
、
わ
れ
わ
れ
の
ポ
ケ
ッ
ト
を
狙
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。（
中
略
）
わ
れ
わ

れ
が
Ｇ
Ｍ
を
攻
撃
す
る
の
は
、
そ
れ
が
す
べ
て
の
大
企
業
が
共
通
に
も
っ
て
い
る
ひ
と
つ
の
性
格
を
例
示
し
て
い
る
か
ら
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ

は
、
そ
の
意
思
決
定
が
、
そ
れ
に
な
ん
の
関
与
も
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
数
百
万
人
の
人
々
に
対
し
て
、
直
接
的
な
影
響
を
お
よ
ぼ
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
…
…
大
企
業
は
い
ま
や
、
す
べ
て
の
人
々
に
影
響
を
お
よ
ぼ
す
政
治
的
制
度
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
公
衆
の
声
を
企
業
の
意

思
決
定
に
組
み
込
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
方
法
の
探
究
を
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
…
…
。」（
土
屋
守
章
（
一
九
九
一
）
一
〇
六
│
一
〇
七

頁
）

ム
ー
ア
に
よ
れ
ば
、
大
企
業
は
擬
制
で
は
な
く
、
庶
民
の
生
活
に
確
実
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
い
う
意
味
で
実
在
し
て
い
る
と
い
う
。
そ

れ
ど
こ
ろ
か
、
選
挙
に
ま
で
関
与
し
て
政
治
的
影
響
力
さ
え
も
っ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
企
業
観
は
、
い
ま
で
も
フ
リ
ー
ド
マ
ン

ら
の
考
え
、
法
人
擬
制
説
や
そ
も
そ
も
「
契
約
の
束
」
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
見
解
が
、
経
営
者
や
経
済
学
者
の
あ
い
だ
で
は
根
強
い
。
し

か
し
そ
の
一
方
で
、
法
人
実
在
説
に
類
似
す
る
考
え
方
も
古
く
か
ら
存
在
す
る
。
ペ
イ
ン
（
二
〇
〇
四
）
に
よ
れ
ば
、
す
で
に
一
九
〇
三

年
に
イ
ギ
リ
ス
の
法
律
家
で
歴
史
家
の
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
メ
ー
ト
ラ
ン
ド
の
「
道
徳
的
な
人
格
と
法
的
な
人
格
」
と
題
す
る
講
演
の
な
か

で
企
業
の
道
徳
的
な
人
格
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
（
7
）

。
ま
た
、
一
九
五
三
年
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
最
高
裁
判
所
は
、
企
業
の
慈
善
目

的
の
寄
付
は
企
業
の
権
限
を
逸
脱
し
た
行
為
で
あ
る
と
い
う
訴
え
に
対
し
、
公
共
の
福
祉
の
た
め
の
妥
当
な
範
囲
で
の
寄
付
は
合
法
と
判

断
し
た
。
時
代
の
現
状
は
、
企
業
が
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
一
員
と
し
て
私
的
責
任
だ
け
で
は
な
く
社
会
的
責
任
を
も
自
覚
し
、
そ
れ
に
ふ
さ

わ
し
く
行
動
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
と
指
摘
し
た
（
8
）

。
日
本
で
も
一
九
七
〇
年
に
、
八
幡
製
鉄
（
現
新
日
本
製
鉄
）
の
政
治
献
金
に
つ
い

四
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て
の
株
主
代
表
訴
訟
に
対
し
て
、
最
高
裁
が
「
会
社
も
社
会
的
実
在
と
し
て
社
会
的
作
用
を
負
担
せ
ざ
る
を
え
ず
、
会
社
に
社
会
通
念
上

期
待
な
い
し
要
請
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
こ
れ
に
応
え
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
し
、
企
業
実
在
説
の
観
点
か
ら
企
業
献
金
を
認
め

た
（
9
）

。
企
業
は
あ
る
時
は
便
宜
上
存
在
を
許
さ
れ
た
擬
制
で
あ
る
と
い
う
考
え
と
、
実
在
す
る
自
然
人
同
様
の
存
在
で
あ
る
と
す
る
考
え
が

混
在
し
て
き
た
。

⑵　

一
九
九
〇
年
代
初
頭
の
企
業
観

そ
れ
で
は
、
主
要
国
の
経
営
者
や
管
理
者
は
、
一
元
的
企
業
概
念
と
多
元
的
企
業
概
念
の
ど
ち
ら
を
支
持
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
吉

森
賢
（
二
〇
〇
一
）
は
一
九
九
〇
年
代
の
初
頭
、
日
本
、
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
の
五
ヵ
国
の
経
営
者
・
管
理
者

に
郵
送
法
調
査
を
実
施
し
、
図
1
の
よ
う
な
回
答
を
得
て
い
る
。

吉
森
の
調
査
に
よ
る
と
、
ア
メ
リ
カ
と
イ
ギ
リ
ス
は
一
元
的
企
業
概
念
で
あ
る
の
対
し
、
日
本
は
多
元
的
企
業
概
念
で
あ
り
、
特
に
従

業
員
を
重
視
し
て
い
る
。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
と
ド
イ
ツ
は
日
本
と
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
の
中
間
に
あ
る
が
、
多
元
的
企
業
概
念
に
立
脚

し
て
い
た
。
日
本
は
、
会
社
法
上
で
は
一
元
的
企
業
概
念
に
立
脚
し
て
い
る
が
、
企
業
経
営
者
・
管
理
者
の
通
念
で
は
従
業
員
重
視
の
多

元
的
企
業
概
念
が
一
般
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

⑶　

ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
│
株
式
会
社
東
京
ス
タ
イ
ル　
ｖ
ｓ
．
村
上
フ
ァ
ン
ド
（
10
）

一
九
九
〇
年
代
初
頭
の
日
本
の
経
営
者
は
典
型
的
な
多
元
的
企
業
概
念
に
立
っ
て
い
た
が
、
そ
の
後
ど
う
変
化
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

二
〇
〇
二
年
、
会
社
は
株
主
の
も
の
と
す
る
一
元
的
企
業
概
念
と
、
そ
う
で
は
な
く
会
社
は
多
く
の
利
害
関
係
人
の
た
め
に
あ
る
と
す
る

四
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従
来
か
ら
の
多
元
的
企
業
概
念
が
真
正
面
か
ら

ぶ
つ
か
り
あ
う
ケ
ー
ス
が
起
こ
っ
た
。
元
経
済

産
業
省
官
僚
の
村
上
世
彰
氏
率
い
る
投
資
フ
ァ

ン
ド
（
以
下
、
村
上
フ
ァ
ン
ド
と
い
う
）
が
老
舗

ア
パ
レ
ル
メ
ー
カ
ー
の
株
式
会
社
東
京
ス
タ
イ

ル
の
大
株
主
と
な
り
、
変
革
を
迫
っ
た
が
、
東

京
ス
タ
イ
ル
社
長
の
高
野
義
雄
氏
は
こ
れ
に
強

く
抵
抗
し
た
。

二
〇
〇
二
年
二
月
期
に
は
、
村
上
フ
ァ
ン
ド

が
東
京
ス
タ
イ
ル
の
一
一
・
七
％
を
保
有
し
筆

頭
株
主
に
踊
り
出
た
。
村
上
フ
ァ
ン
ド
は
東
京

ス
タ
イ
ル
の
経
営
陣
に
批
判
的
で
あ
っ
た
が
、

そ
れ
に
対
し
高
野
社
長
は
、
日
経
新
聞
の
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
（
11
）

で
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

手
元
資
金
は
不
動
産
投
資
へ
：
東
京
ス
タ
イ

ル
の
実
質
筆
頭
株
主
に
、
村
上
世
彰
氏
の
投
資

図 1　1990年代初頭の企業観

出所）吉森賢（2001）
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「配当を減らすか、従業員の一部を解
雇するか」に対し「解雇してでも配当
を維持」とする回答の比率

「資本主義下においては企業の所有者
は株主である。したがって株主の利益
が最優先されるべきだ」に対する肯定
的回答の比率

78％

97％

83％

30％

24％11％

11％

59％

60％

97％

「雇用を優先」とする回答の比率

「会社はその利害関係者（従業員、株
主、顧客、仕入先、代理店など）全体
の長期的利益を増進するために存在す
る」に対する肯定的回答の比率
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フ
ァ
ン
ド
が
登
場
し
た
。
対
応
を
高
野
義
雄
社
長
に
聞
い
た
。

│
2
0
0
1
年
2
月
期
で
現
預
金
と
有
価
証
券
合
わ
せ
て
1
2
8
0
億
円
が
手
元
に
あ
る
。
本
業
に
投
資
し
な
い
の
な
ら
株
主
に
返
す
べ
き

だ
と
い
う
の
が
村
上
氏
の
主
張
の
よ
う
だ
が
。

「
業
界
全
体
が
苦
戦
す
る
な
か
、
当
社
が
好
業
績
を
維
持
し
て
き
た
の
は
良
い
商
品
を
お
客
様
に
と
い
う
商
品
本
位
主
義
を
貫
い
て
き
た
か

ら
だ
。
株
主
が
経
営
に
口
を
出
し
た
い
の
は
わ
か
る
が
、
会
社
が
つ
ぶ
れ
た
ら
株
主
も
終
わ
り
だ
」

「
手
元
資
金
に
し
て
も
5
0
年
間
こ
つ
こ
つ
と
や
っ
て
き
た
成
果
だ
。
ど
う
し
て
非
難
さ
れ
た
り
、
改
善
を
要
求
さ
れ
た
り
す
る
の
か
よ
く

わ
か
ら
な
い
。
い
た
ず
ら
に
手
元
資
金
を
厚
く
し
て
い
る
と
い
う
が
、
昨
年
か
ら
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
ビ
ル
事
業
の
改
善
に
も
乗
り
出
し
、
資
本
効

率
の
改
善
に
取
り
組
ん
で
い
る
」

│
そ
の
不
動
産
事
業
に
村
上
氏
は
反
対
し
て
い
る
。

「
婦
人
服
だ
け
で
は
今
後
の
展
開
が
難
し
い
。
今
後
2
年
間
で
4
0
0
億
│
5
0
0
億
円
を
投
じ
て
東
京
都
内
で
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
ビ
ル
の

取
得
を
進
め
る
。
当
社
の
ブ
ラ
ン
ド
も
テ
ナ
ン
ト
と
し
て
一
部
入
れ
る
予
定
で
、
本
業
の
強
化
に
も
つ
な
が
る
」（
中
略
）

│
増
配
や
自
社
株
消
却
な
ど
の
要
求
に
は
応
じ
る
か
。

「
現
在
の
年
1
2
・
5
円
の
配
当
が
安
い
と
は
思
わ
な
い
。
株
価
は
市
場
が
決
め
る
も
の
で
あ
り
、
自
然
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
個
々
の
株

主
の
要
求
に
応
じ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
」

│
東
京
ス
タ
イ
ル
の
上
位
株
主
は
長
年
銀
行
だ
っ
た
が
、
変
化
し
そ
う
か
。

「
三
和
銀
行
と
東
海
銀
行
が
そ
れ
ぞ
れ
5
％
近
く
を
持
つ
が
、
合
併
で
そ
の
保
有
分
が
売
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
特
別
な
対
策
は
考
え
て
い

な
い
。
時
価
会
計
の
導
入
や
大
銀
行
同
士
の
合
併
で
安
定
株
主
が
崩
れ
て
い
く
。
銀
行
が
こ
ん
な
こ
と
に
な
る
と
は
思
っ
て
も
み
な
か
っ
た
。

そ
こ
に
村
上
氏
の
よ
う
な
株
主
も
出
て
き
た
。
社
長
就
任
以
来
2
2
年
間
築
き
上
げ
て
き
た
も
の
が
な
ぜ
今
に
な
っ
て
問
わ
れ
る
の
か
」

こ
の
よ
う
に
、
高
野
社
長
と
村
上
氏
と
の
間
に
当
社
の
経
営
方
針
を
め
ぐ
っ
て
当
初
か
ら
意
見
の
不
一
致
が
あ
り
、
村
上
氏
は
高
野
社

四
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長
に
面
談
を
申
し
込
ん
だ
が
、
高
野
社
長
か
ら
拒
否
さ
れ
続
け
て
き
た
。
こ
う
し
た
状
況
を
受
け
て
、
二
〇
〇
二
年
一
月
三
一
日
、
村
上

氏
は
以
下
の
よ
う
な
株
主
提
案
を
行
っ
た
。

①　

東
京
ス
タ
イ
ル
は
本
業
の
ア
パ
レ
ル
事
業
に
集
中
す
べ
き
だ
が
、
こ
れ
ま
で
年
間
数
億
円
程
度
の
設
備
投
資
し
か
実
施
し
な
か
っ
た
。
一
方
で
は
年

率
6
％
の
投
資
収
益
率
を
目
標
と
し
て
、
5
0
0
億
円
規
模
の
不
動
産
投
資
を
行
う
予
定
で
あ
る
が
、
同
社
は
ア
パ
レ
ル
メ
ー
カ
ー
で
あ
り
、
大
規
模

な
不
動
産
事
業
を
行
っ
た
経
験
は
な
い
。
本
業
で
投
資
を
行
う
必
要
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
配
当
と
し
て
株
主
に
還
元
し
て
い
く
べ
き
。
こ
の
視
点
か

ら
、
計
画
中
の
不
動
産
投
資
を
中
止
し
総
額
5
0
0
億
円
（
1
株
当
た
り
5
0
0
円
）
の
配
当
を
提
案
す
る
。

②　

現
在
、
東
京
ス
タ
イ
ル
の
株
価
は
一
株
当
た
り
の
純
資
産
を
大
き
く
下
回
り
、
さ
ら
に
一
株
当
た
り
の
現
金
・
有
価
証
券
を
も
下
回
る
と
い
う
異
常

な
状
態
に
あ
る
。
自
己
株
の
取
得
を
積
極
的
に
行
い
、
取
得
し
た
株
式
を
消
却
し
、
あ
る
い
は
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
・
株
式
交
換
等
で
活
用
す
る
こ

と
に
よ
り
、
株
主
価
値
を
向
上
さ
せ
る
べ
き
。
取
締
役
会
に
対
し
て
発
行
済
株
式
の
約
1
／
3
の
3
4
0
0
万
株
、
5
0
0
億
円
を
限
度
と
し
て
自
己

株
を
取
得
す
る
権
限
を
与
え
る
こ
と
を
提
案
す
る
。

　
　

ま
た
、
本
提
案
に
係
る
実
施
監
督
及
び
株
主
価
値
の
継
続
的
向
上
の
た
め
に
は
、
経
営
判
断
の
透
明
性
の
確
保
が
必
要
。
新
た
に
社
外
取
締
役
を
要

望
す
る
と
と
も
に
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
造
詣
の
深
い
候
補
者
を
独
自
に
提
案
す
る
。」

（
株
式
会
社
Ｍ
＆
Ａ
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
実
現
に
向
け
東
京
ス
タ
イ
ル
へ
株
主
提
案
」
二
〇
〇
二
年
一
月
三
一
日
プ
レ
ス

リ
リ
ー
ス
）

村
上
フ
ァ
ン
ド
側
は
こ
の
提
案
の
後
、
二
月
七
日
に
東
京
ス
タ
イ
ル
の
株
主
と
国
内
投
資
家
を
対
象
に
提
案
内
容
の
説
明
会
を
開
催
し

た
。
そ
の
翌
日
に
は
、
高
野
社
長
と
村
上
氏
と
の
面
談
が
実
現
し
た
。
こ
の
面
談
は
「
罵
り
合
い
に
終
わ
っ
た
（
12
）

」
が
、
そ
の
後
も
、
二
月

一
六
日
に
伊
藤
雅
俊
イ
ト
ー
ヨ
ー
カ
堂
名
誉
会
長
の
仲
立
ち
で
両
者
の
会
談
が
も
た
れ
た
こ
と
が
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
会
談
後
、

高
野
社
長
は
株
主
の
一
部
に
、
村
上
氏
の
提
案
は
「
常
軌
を
逸
し
た
要
求
」「
多
く
の
善
意
あ
る
株
主
の
皆
様
を
惑
わ
す
卑
劣
な
行
為
」

四
八
七
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「
周
到
な
作
為
を
持
っ
て
会
社
の
経
営
を
声
高
に
非
難
す
る
の
は
、
経
営
者
と
従
業
員
の
真
剣
な
努
力
と
こ
れ
ま
で
積
み
重
ね
て
き
た
実

績
を
侮
辱
し
、
ご
支
援
く
だ
さ
っ
た
数
多
く
の
株
主
様
を
愚
弄
す
る
行
為
（
13
）

」、「
そ
の
実
態
は
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
名
を
借
り

た
資
産
の
持
ち
逃
げ
に
す
ぎ
な
い
（
14
）

」
と
批
判
し
た
。

こ
れ
以
降
、
両
者
は
折
り
合
う
こ
と
な
く
、
村
上
氏
は
三
月
一
三
日
、
社
外
取
締
役
候
補
と
し
て
、
元
日
本
興
業
銀
行
常
務
の
奥
村
有

敬
氏
と
ボ
ス
ト
ン
・
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
元
社
員
三
枝
和
氏
を
提
案
。
こ
れ
に
対
し
、
高
野
社
長
側
は
元
国
鉄
常
務
理
事
で
ル
ミ
ネ
会
長

の
岩
崎
雄
一
氏
と
、
元
東
京
国
税
局
長
で
東
京
産
業
信
用
金
庫
理
事
長
の
日
向
隆
氏
を
社
外
取
締
役
候
補
と
し
て
提
案
し
た
。
な
お
、
日

向
隆
氏
は
高
野
社
長
が
高
校
時
代
の
友
人
と
持
っ
て
い
る
懇
親
会
「
一
生
会
」
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
（
15
）

。

ま
た
、
村
上
氏
の
五
〇
〇
円
配
当
提
案
に
対
し
、
高
野
社
長
は
、
従
来
の
一
二
・
五
円
配
当
か
ら
上
場
二
五
周
年
記
念
配
当
七
・
五
円
を

加
え
二
〇
円
の
増
配
を
提
案
し
た
。
三
四
〇
〇
万
株
（
発
行
済
株
式
総
数
の
三
三
％
）、
五
〇
〇
億
円
を
上
限
に
自
社
株
取
得
と
い
う
村
上

氏
の
提
案
に
対
し
て
は
、
高
野
社
長
は
一
〇
三
〇
万
株
（
発
行
済
株
式
総
数
の
一
〇
％
）
一
二
三
億
円
を
上
限
と
し
て
自
社
株
取
得
を
提
案

し
た
。
両
者
の
提
案
に
対
し
、
議
決
権
行
使
助
言
会
社
で
あ
る
Ｉ
Ｓ
Ｓ
は
、
株
主
提
案
に
賛
成
、
会
社
提
案
に
反
対
す
る
調
査
レ
ポ
ー
ト

を
五
月
一
〇
日
に
外
国
人
株
主
に
送
付
し
た
（
16
）

。
両
者
は
二
〇
〇
二
年
五
月
二
三
日
の
株
主
総
会
に
む
け
て
、
日
本
の
上
場
企
業
と
し
て
は

異
例
の
株
主
か
ら
の
委
任
状
獲
得
競
争
（proxy fi ght

）
を
展
開
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

二
〇
〇
二
年
五
月
二
三
日
、
東
京
ス
タ
イ
ル
の
株
主
総
会
が
開
催
さ
れ
た
。
二
回
の
休
憩
を
含
め
午
前
一
〇
時
か
ら
午
後
五
時
四
八
分

ま
で
約
八
時
間
を
費
や
し
た
。
結
果
は
、
配
当
政
策
に
つ
い
て
は
経
営
者
側
提
案
が
賛
成
五
六
％
、
反
対
四
四
％
、
自
己
株
式
取
得
に
つ

い
て
は
経
営
者
側
提
案
が
賛
成
五
三
％
、
反
対
四
七
％
、
社
外
取
締
役
に
つ
い
て
は
経
営
者
側
推
薦
を
賛
成
八
〇
％
、
反
対
二
〇
％
で
可

決
、
村
上
フ
ァ
ン
ド
側
推
薦
を
賛
成
四
八
％
、
反
対
五
二
％
で
否
決
と
、
い
ず
れ
も
経
営
陣
側
の
提
案
が
承
認
さ
れ
た
。
結
果
だ
け
み
れ

四
八
八
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ば
村
上
氏
側
の
全
面
的
な
敗
北
で
あ
っ
た
が
、
自
己
株
式
取
得
に
つ
い
て
の
経
営
者
側
提
案
に
反
対
票
が
四
七
％
に
上
っ
た
こ
と
は
、
む

し
ろ
村
上
氏
側
の
善
戦
を
印
象
づ
け
た
。
結
果
の
評
価
は
分
か
れ
る
が
、
企
業
の
あ
り
方
、
経
営
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
議
論
に
一
石
を

投
じ
た
の
は
間
違
い
な
い
。
株
主
総
会
後
の
五
月
二
六
日
付
の
日
本
経
済
新
聞
で
は
、
編
集
委
員
の
北
沢
千
秋
氏
が
「
会
社
側
に
と
っ
て

は
『
苦
い
勝
利
』」
と
評
し
た
。

高
野
社
長
の
考
え
方
は
典
型
的
な
多
元
的
企
業
概
念
、
特
に
従
業
員
重
視
を
打
ち
出
し
て
お
り
、
村
上
氏
の
考
え
方
は
典
型
的
な
一
元

的
企
業
概
念
で
あ
っ
た
。
両
者
の
考
え
を
推
測
し
対
比
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
。

・
企
業
の
目
的
と
経
営
者
の
責
務

高
野
社
長　

従
業
員
、
顧
客
、
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
、
株
主
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
利
害
関
係
人
の
関
係
を
調
整
し
て
、
企
業
全
体
の
価
値

を
上
げ
る
こ
と
。

村
上
氏　

株
主
価
値
の
最
大
化
、
し
た
が
っ
て
上
場
企
業
の
場
合
は
株
価
最
大
化
。

・
東
京
ス
タ
イ
ル
の
経
営
に
対
す
る
評
価

高
野
社
長　

過
去
の
利
益
を
社
内
に
蓄
積
し
、
実
質
無
借
金
経
営
を
実
現
し
安
定
し
た
財
務
体
質
を
構
築
し
て
き
た
。
し
か
も
、
豊

富
な
現
預
金
・
有
価
証
券
を
保
有
す
る
こ
と
に
よ
り
、
浮
き
沈
み
の
激
し
い
ア
パ
レ
ル
業
界
を
乗
り
切
っ
て
き
た
。
多
額
の
現
預

金
・
有
価
証
券
を
保
有
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
余
裕
を
も
っ
て
経
営
に
あ
た
る
こ
と
が
で
き
た
。

村
上
氏　

現
預
金
・
有
価
証
券
を
社
内
に
た
め
こ
み
す
ぎ
て
、
Ｒ
Ｏ
Ａ
（
使
用
総
資
本
利
益
率
）
は
低
水
準
で
推
移
。
対
売
上
高
・
営

業
利
益
率
の
低
迷
を
受
け
取
り
利
息
配
当
金
で
補
う
が
、
現
経
営
陣
は
資
産
の
有
効
活
用
を
図
っ
て
い
な
い
。
資
産
の
有
効
活
用
が

図
れ
な
い
の
な
ら
、
た
め
こ
ん
だ
現
預
金
・
有
価
証
券
は
株
主
に
返
す
べ
き
。

四
八
九
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・
株
価
の
評
価

高
野
社
長　

長
期
保
有
の
安
定
株
主
が
重
要
。
安
定
株
主
に
昔
の
額
面
五
〇
〇
円
当
時
の
感
覚
で
安
定
配
当
を
実
施
す
れ
ば
よ
い
。

厳
し
い
時
代
も
含
め
て
一
貫
し
て
安
定
配
当
を
実
施
し
て
き
た
こ
と
は
評
価
し
て
ほ
し
い
。

村
上
氏　

最
近
、
利
益
水
準
は
対
売
上
高
で
み
て
も
、
対
総
資
産
で
み
て
も
低
下
傾
向
、
か
つ
低
水
準
。
こ
の
た
め
、
将
来
性
が
見

込
め
ず
、
株
価
も
低
下
し
、
し
か
も
Ｐ
Ｂ
Ｒ
（
株
価
純
資
産
倍
率
）
が
1
を
切
り
、
発
行
済
み
株
式
時
価
総
額
が
純
資
産
額
を
下
回
る

と
い
う
状
態
。
こ
れ
は
、
東
証
1
部
上
場
企
業
と
し
て
は
異
常
。
こ
れ
で
は
、
清
算
し
て
株
主
に
配
当
し
た
ほ
う
が
株
価
よ
り
も
高

く
な
る
。
市
場
は
高
野
氏
の
経
営
手
腕
を
も
は
や
評
価
し
て
い
な
い
か
ら
こ
の
よ
う
な
株
価
に
な
っ
て
い
る
。

・
不
動
産
業
進
出

高
野
社
長　

単
な
る
不
動
産
業
で
は
な
く
、
女
性
を
美
し
く
す
る
事
業
の
一
環
と
し
て
実
施
す
る
。
不
動
産
の
専
門
家
は
外
部
か
ら

招
け
ば
よ
い
。

村
上
氏　

当
社
は
ア
パ
レ
ル
メ
ー
カ
ー
な
の
だ
か
ら
、
不
慣
れ
な
不
動
産
業
に
進
出
す
る
の
は
危
険
。
ビ
ル
が
必
要
な
ら
賃
借
す
れ

ば
よ
い
。

・
高
野
社
長
の
ワ
ン
マ
ン
体
制
に
つ
い
て

高
野
社
長　

時
代
の
変
化
に
応
じ
て
適
切
な
措
置
を
と
っ
て
き
て
お
り
、
九
〇
年
代
前
半
ま
で
安
定
し
た
収
益
を
上
げ
て
お
り
、
問

題
な
い
。
社
内
の
チ
ェ
ッ
ク
体
制
も
整
備
さ
れ
て
い
る
。

村
上
氏　

社
長
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
体
制
が
必
要
。
社
長
と
し
が
ら
み
の
な
い
社
外
取
締
役
を
任
命
す
べ
き
。
経
営
破
綻
し
た
マ
イ
カ

ル
の
社
債
に
投
資
し
て
損
失
を
出
す
な
ど
ワ
ン
マ
ン
体
制
の
弊
害
が
出
て
い
る
（
17
）

。

四
九
〇
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4　

 

日
本
的
経
営
に
お
け
る
企
業
観
：

　
　
　

従
業
員
・
債
権
者
重
視
の
多
元
的
企
業
概
念

一
九
五
八
年
、
ア
メ
リ
カ
の
経
営
学
者
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ア
ベ
グ
レ
ン
は
『
日
本
の
経
営
』
を
著
わ
し
、

日
本
的
経
営
を
称
賛
し
た
。
彼
が
指
摘
し
た
三
つ
の
日
本
的
経
営
の
特
長
で
あ
る
①
終
身
雇
用
、
②
年
功

序
列
、
③
企
業
内
組
合
は
、
そ
の
後
今
日
ま
で
日
本
的
経
営
の
三
種
の
神
器
と
称
さ
れ
、
多
く
の
人
々
に

影
響
を
与
え
た
（
18
）

。
日
本
的
経
営
は
、
こ
の
ア
ベ
グ
レ
ン
の
著
作
を
皮
切
り
に
、
高
度
経
済
成
長
と
も
あ
い

ま
っ
て
注
目
を
集
め
現
場
主
義
、
メ
イ
ン
バ
ン
ク
制
、
株
式
持
ち
合
い
、
従
業
員
あ
が
り
（
生
え
抜
き
）

の
経
営
者
、
長
期
・
協
調
的
な
取
引
、
系
列
、
短
期
的
な
利
益
に
こ
だ
わ
ら
な
い
長
期
的
な
視
野
に
立
つ

経
営
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
特
長
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
特
長
を
、
企
業
内
部
・
企
業
統
治
・
企

業
間
取
引
の
三
つ
に
わ
け
る
と
、
表
1
の
よ
う
に
な
る
。

⑴　

終
身
雇
用
と
年
功
序
列
│
ア
ベ
グ
レ
ン
の
考
察

終
身
雇
用
と
年
功
序
列
に
つ
い
て
ア
ベ
グ
レ
ン
（
一
九
五
八
）
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
日
本
と
ア
メ
リ
カ
で
企
業
の
社
会
組
織
を
比
較
す
る
と
、
ひ
と
つ
の
違
い
が
す
ぐ
に
目
に
つ
く
。
そ
し
て
こ

の
違
い
が
、
日
米
の
制
度
全
体
の
違
い
を
か
な
り
の
程
度
決
定
づ
け
る
要
因
に
な
っ
て
い
る
。
日
本
の
企
業
で

表 1　日本的経営の特長

①企業内部の特長
終身雇用、年功序列、従業員あがり（生え抜
き）の経営者、現場主義

②企業統治での特長
企業内組合、メインバンク、株式持ち合い、
従業員あがりの経営者

③企業間取引での特長 長期・協調的な取引、系列

四
九
一
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は
組
織
の
ど
の
水
準
を
み
て
も
、
従
業
員
は
入
社
に
あ
た
っ
て
、
引
退
ま
で
そ
の
会
社
で
は
た
ら
き
つ
づ
け
る
も
の
だ
と
考
え
る
。
会
社
は
極

端
な
状
況
に
な
ら
な
い
か
ぎ
り
、
一
時
的
に
で
す
ら
従
業
員
を
解
雇
す
る
こ
と
は
な
い
。
従
業
員
は
他
の
企
業
に
移
る
た
め
に
退
職
し
よ
う
と

は
考
え
な
い
。
ア
メ
リ
カ
で
い
え
ば
家
族
の
一
員
や
、
友
愛
会
な
ど
の
親
密
で
個
人
的
な
集
団
の
一
員
で
あ
る
の
と
同
じ
よ
う
な
意
味
で
、
従

業
員
は
会
社
の
一
員
な
の
で
あ
る
。」（
ア
ベ
グ
レ
ン
『
日
本
の
経
営
〔
新
訳
版
〕』（
二
〇
〇
五
）
一
九
頁
）

つ
ま
り
、
終
身
雇
用
は
日
本
と
ア
メ
リ
カ
と
の
決
定
的
な
違
い
だ
と
い
う
。
ま
た
、
年
功
序
列
制
度
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。「

給
与
制
度
は
基
本
給
を
基
準
に
作
ら
れ
て
お
り
、
基
本
給
は
各
人
の
仕
事
の
種
類
、
仕
事
の
効
率
性
、
仕
事
の
遂
行
能
力
に
よ
っ
て
決
め

ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
入
社
後
の
昇
給
の
際
に
は
能
力
や
成
果
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
ま
で
個
人
差
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
基
本

的
に
は
勤
続
年
数
で
昇
給
が
決
ま
る
。（
中
略
）
給
与
全
体
が
入
社
時
の
学
歴
と
勤
続
年
数
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
決
ま
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。」（
七
三
│
七
四
頁
）

加
え
て
ア
ベ
グ
レ
ン
は
、
日
本
の
企
業
で
は
人
件
費
の
二
割
に
相
当
す
る
額
が
福
利
厚
生
に
使
わ
れ
て
お
り
、
企
業
内
に
食
堂
、
社
員

寮
、
浴
場
、
社
宅
、
売
店
、
運
動
施
設
、
診
療
所
、
保
養
所
、
さ
ら
に
学
校
や
図
書
館
ま
で
も
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
終
身

雇
用
と
年
功
序
列
に
充
実
し
た
福
利
厚
生
制
度
を
合
わ
せ
て
み
る
と
、
日
本
の
会
社
は
営
利
組
織
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
従
業
員
の
互

助
組
織
と
い
っ
た
色
彩
が
強
く
、
従
業
員
主
体
の
企
業
概
念
に
基
づ
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

四
九
二



会
社
は
だ
れ
の
も
の
か
（
稲
葉
）

（
八
八
五
）

⑵　

終
身
雇
用
と
年
功
序
列
の
効
果

上
述
の
吉
森
の
調
査
結
果
か
ら
も
わ
か
る
と
お
り
、
こ
の
日
本
企

業
の
従
業
員
重
視
の
傾
向
は
一
九
九
〇
年
代
ま
で
ほ
ぼ
半
世
紀
を
超

え
て
受
け
継
が
れ
て
き
た
。
終
身
雇
用
と
年
功
序
列
が
半
世
紀
以
上

も
維
持
さ
れ
て
き
た
の
は
、
こ
れ
ら
が
経
済
的
に
も
あ
る
程
度
の
合

理
性
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
背
景
に
あ
る
。

図
2
は
、
横
軸
に
勤
続
年
数
、
縦
軸
に
生
産
現
場
で
の
労
働
者
の

労
働
の
限
界
生
産
力
の
価
値
と
時
間
当
た
り
賃
金
を
と
っ
て
い
る
。

通
常
は
、
労
働
の
限
界
生
産
力
の
価
値
と
賃
金
は
一
致
す
る
か
限
り

な
く
近
づ
く
は
ず
だ
が
、
日
本
の
労
働
市
場
は
、
一
九
九
〇
年
代
ま

で
は
中
途
採
用
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
た
め
、
労
働
の
限
界
生
産
力

の
価
値
と
賃
金
は
大
き
く
乖
離
し
て
い
た
。
現
場
で
の
労
働
者
の
限

界
生
産
力
は
、
若
い
時
は
高
い
が
、
加
齢
と
と
も
に
低
下
し
て
い
く

の
で
伸
び
率
が
逓
減
す
る
。
し
か
し
年
功
序
列
の
賃
金
制
の
も
と
で

は
、
賃
金
は
加
齢
と
と
も
に
上
昇
し
て
い
く
。
つ
ま
り
、
若
い
時
に

は
労
働
者
の
賃
金
水
準
は
自
ら
の
は
た
ら
き
（
限
界
生
産
力
の
価
値
）

よ
り
も
低
い
水
準
の
賃
金
に
甘
ん
じ
る
こ
と
に
な
る
が
、
壮
年
期
に

図 2　終身雇用・年功賃金のもとでの労働の限界生産力と賃金の関係

出所）加護野忠男・小林孝雄「第 4 章　資源拠出と退出障壁」今井賢一・小宮
隆太郎編（1989）『日本の企業』東京大学出版会、77頁を筆者一部修正。

過小支払い

過大支払い

賃金

労働の限界
生産力の価値

勤続年数t’

賃
金
・
生
産
力
の
価
値

0

四
九
三
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入
る
と
、
逆
に
自
ら
の
は
た
ら
き
よ
り
も
高
い
賃
金
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
は
、
成
長
企
業
で
は
大
変
有
利
に
は
た
ら
く
。
な
ぜ
な
ら
、
成
長
企
業
は
毎
年
新
卒
者
の
雇
用
を
増
や
す
た
め
、
こ
の
シ
ス
テ
ム

の
も
と
で
は
成
長
企
業
の
従
業
員
の
平
均
年
齢
は
低
下
し
、
労
働
者
一
人
当
た
り
の
コ
ス
ト
も
低
下
す
る
。
つ
ま
り
成
長
企
業
は
よ
り
競

争
力
が
増
す
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
衰
退
企
業
の
場
合
、
終
身
雇
用
の
も
と
で
中
高
年
の
労
働
者
の
解
雇
は
で
き
な
い
の
で
、
新
卒
者
の

新
規
雇
用
を
や
め
る
。
そ
の
結
果
、
企
業
の
従
業
員
の
平
均
年
齢
が
上
昇
し
て
、
労
働
者
一
人
当
た
り
の
コ
ス
ト
は
一
層
増
加
し
て
い
き
、

よ
り
競
争
力
を
失
っ
て
市
場
か
ら
退
出
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
は
た
ら
く
の
は
、
終
身
雇
用
と
年
功
序

例
賃
金
の
も
と
で
、
か
つ
労
働
市
場
に
中
途
採
用
市
場
が
な
く
新
卒
者
に
限
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
が
、
一
九
九
〇
年
代
前
半
ま
で
の
日
本

で
は
、
ま
さ
に
こ
れ
ら
の
条
件
が
整
っ
て
い
た
。
ま
た
、
す
べ
て
の
労
働
者
の
限
界
生
産
力
が
加
齢
と
と
も
に
低
下
す
る
わ
け
で
は
な
い

が
、
少
な
く
と
も
体
力
を
求
め
ら
れ
る
職
場
で
は
図
2
で
の
仮
説
が
あ
て
は
ま
る
ケ
ー
ス
が
多
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

こ
の
議
論
は
、
日
本
の
企
業
が
労
働
者
を
大
切
に
す
る
と
い
う
点
と
、
な
ぜ
労
働
者
が
会
社
へ
長
期
的
な
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
す
る
か

の
説
明
に
も
使
わ
れ
た
。
図
2
の
過
小
支
払
い
の
部
分
は
、
若
年
時
に
自
ら
の
は
た
ら
き
に
よ
る
価
値
の
総
額
と
、
実
際
に
受
け
取
る
賃

金
と
の
差
額
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
部
分
は
壮
年
時
の
過
大
支
払
い
で
取
り
戻
す
こ
と
に
な
る
が
、
若
年
時
は
企
業
に
拠
出
し
て
い
る
こ

と
に
な
る
。
日
本
で
は
、
企
業
は
単
に
株
主
の
も
の
で
は
な
く
従
業
員
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
議
論
の
理
屈
づ
け
と
し
て
、
こ
の
若
年
時

の
企
業
に
対
す
る
拠
出
を
、
い
わ
ば
株
主
と
同
様
、
従
業
員
か
ら
の
現
物
出
資
と
と
ら
え
る
見
方
、
資
源
拠
出
説
（
19
）

が
あ
っ
た
。
労
働
者
は

長
期
に
勤
務
し
な
い
と
若
年
時
の
労
働
力
に
よ
る
出
資
を
回
収
で
き
な
い
の
で
、
長
期
的
な
観
点
か
ら
会
社
へ
対
応
し
た
の
だ
と
い
う
議

論
で
あ
る
。
ま
た
、
資
源
拠
出
説
は
、
企
業
は
株
主
だ
け
で
は
な
く
、
従
業
員
の
も
の
で
も
あ
る
と
い
う
、
多
元
的
企
業
概
念
を
支
持
す

る
も
の
で
あ
っ
た
。

四
九
四
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⑶　

賃
金
プ
ロ
フ
ァ
イ
ル
の
変
化

し
か
し
、
こ
の
終
身
雇
用
と
年
功
序
列

賃
金
は
、
一
九
九
一
年
以
降
の
バ
ブ
ル
経

済
の
崩
壊
の
過
程
で
変
革
を
余
儀
な
く
さ

れ
た
。
日
本
経
済
全
体
が
衰
退
企
業
の
よ

う
に
な
っ
た
状
況
の
も
と
で
は
、
終
身
雇

用
と
年
功
序
列
賃
金
の
維
持
は
企
業
に

と
っ
て
大
き
な
負
担
と
な
り
、
維
持
が
難

し
く
な
っ
た
。
年
齢
と
賃
金
水
準
の
関
係

を
プ
ロ
ッ
ト
し
た
図
を
年
齢
別
賃
金
プ
ロ

フ
ァ
イ
ル
と
呼
ぶ
が
、
図
3
に
示
さ
れ
る

よ
う
に
、
過
去
一
五
年
間
の
年
齢
別
賃
金

プ
ロ
フ
ァ
イ
ル
の
変
化
は
、
企
業
が
終
身

雇
用
と
年
功
序
列
を
維
持
で
き
な
く
な
り

つ
つ
あ
る
こ
と
を
端
的
に
表
し
て
い
る
。

過
去
一
五
年
間
で
賃
金
プ
ロ
フ
ァ
イ
ル
の

傾
き
、
つ
ま
り
年
功
序
列
に
よ
る
賃
金
の

図 3　標準労働者の齢別賃金プロファイルの推移

注 1）標準労働者とは、学校卒業後直ちに企業に就職し、同一企業に継続勤務
しているとみなされる労働者のこと。

注 2）数値は、産業計の男性労働者による所定内給与を中学卒、高校卒、高
専・短大卒、大学卒をそれぞれのウェイトで合算し、学歴計としたもの。

出所）厚生労働省「賃金構造基本統計調査」をもとに厚生労働省 ･労働政策担
当参事官室にて推計「平成23年版　労働経済の分析─世代ごとにみた働
き方と雇用管理の動向」より。
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上
昇
は
、
大
幅
に
鈍
化
し
、
か
つ
五
五
歳
以
降
は
賃
金
が
大
幅
に
低
下
す
る
。
ま
た
、
企
業
は
正
社
員
よ
り
も
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
、

派
遣
、
請
負
、
嘱
託
な
ど
の
非
正
規
雇
用
を
増
や
し
て
い
っ
た
。
つ
ま
り
、
資
源
拠
出
説
を
根
拠
と
す
る
多
元
的
企
業
概
念
は
、

二
〇
〇
〇
年
以
降
説
得
力
を
失
っ
て
い
っ
た
。

5　

市
場
の
失
敗
下
に
お
け
る
企
業
の
利
害
関
係
人
（
20
）

経
済
学
で
は
、
企
業
は
与
え
ら
れ
た
技
術
と
生
産
要
素
価
格
の
も
と
で
利
益
を
最
大
化
す
る
た
め
に
市
場
で
行
動
す
る
。
市
場
に
多
数

の
売
り
手
と
買
い
手
が
存
在
し
、
差
別
化
さ
れ
て
い
な
い
財
・
サ
ー
ビ
ス
を
供
給
し
、
か
つ
売
り
手
と
買
い
手
が
情
報
を
共
有
し
て
い
る

市
場
、
つ
ま
り
完
全
競
争
の
市
場
で
活
動
す
る
企
業
は
、
利
潤
の
最
大
化
を
通
じ
て
、
資
源
の
最
適
配
分
を
達
成
す
る
。
一
元
的
企
業
概

念
で
み
た
企
業
観
は
、
完
全
競
争
下
で
利
益
の
最
大
化
を
目
指
す
経
済
学
の
な
か
で
の
企
業
像
に
あ
て
は
ま
る
。
本
稿
の
三
節
で
、
保
守

派
の
経
済
学
者
で
市
場
至
上
主
義
者
の
ミ
ル
ト
ン
・
フ
リ
ー
ド
マ
ン
に
よ
る
「
ビ
ジ
ネ
ス
の
社
会
的
責
任
は
利
益
を
増
や
す
こ
と
（
21
）

」
と
題

す
る
論
評
を
紹
介
し
た
が
、
こ
れ
は
ま
さ
に
こ
う
し
た
趣
旨
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
利
害
関
係
人
に
配
慮
し
て
、
株
主
価
値
で
は
な
く
企
業
価
値
の
最
大
化
を
図
る
多
元
的
企
業
概
念
の
も
と
で
は
、

必
ず
し
も
経
済
学
が
想
定
す
る
完
全
競
争
下
で
の
企
業
像
と
は
一
致
し
な
い
。
現
実
に
は
、
市
場
が
資
源
の
最
適
配
分
を
達
成
で
き
な
い

状
態
、
つ
ま
り
市
場
の
失
敗
の
ケ
ー
ス
が
多
数
存
在
す
る
。
以
下
で
は
、
市
場
の
失
敗
の
ケ
ー
ス
を
二
つ
の
企
業
概
念
（
一
元
的
と
多
元

的
）
の
観
点
か
ら
、
現
実
の
企
業
活
動
に
即
し
て
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
結
論
を
先
取
り
し
て
述
べ
れ
ば
、
企
業
は
誰
の
も
の
で

あ
る
べ
き
か
は
、
市
場
の
状
態
に
左
右
さ
れ
、
多
元
的
企
業
概
念
は
市
場
の
失
敗
の
場
合
に
有
効
で
あ
る
。

四
九
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⑴　
「
見
え
ざ
る
手
」
は
ど
う
は
た
ら
く
か

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
は
「
見
え
ざ
る
手
に
導
か
れ
て
、
自
分
が
ま
っ
た
く
意
図
し
て
い
な
か
っ
た
目
的
を
達
成
す
る
動
き
を
促
進
す
る
こ

と
に
な
る
。（
中
略
）
自
分
の
利
益
を
追
求
す
る
方
が
、
実
際
に
そ
う
意
図
し
て
い
る
場
合
よ
り
も
効
率
的
に
、
社
会
の
利
益
を
高
め
ら

れ
る
こ
と
が
多
い
か
ら
だ
。」（
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（
二
〇
〇
七
）
邦
訳
下
巻
三
一
頁
）
と
論
じ
た
。
私
利
私
欲
を
追
求
す
る
こ
と
が
、
結
果

的
に
社
会
全
体
の
資
源
の
最
適
配
分
を
も
た
ら
す
と
い
う
こ
と
だ
が
、「
見
え
ざ
る
手
」
が
は
た
ら
か
な
い
場
合
も
多
い
。「
見
え
ざ
る
手
」

を
は
た
ら
か
せ
る
た
め
に
は
完
全
競
争
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
そ
の
達
成
に
は
以
下
の
よ
う
な
条
件
が
あ
る
。

①
売
り
手
と
買
い
手
が
多
数
存
在
す
る
。

②
全
て
の
人
が
ま
っ
た
く
同
じ
財
を
売
り
買
い
す
る
。

③
売
り
手
と
買
い
手
は
同
じ
情
報
を
共
有
す
る
。
情
報
の
非
対
称
性
が
な
い
。

④
取
引
の
当
事
者
以
外
の
第
三
者
に
与
え
る
影
響
（
外
部
性
）
が
な
い
。

こ
れ
ら
の
条
件
が
満
た
さ
れ
る
と
き
、
需
要
と
供
給
が
均
衡
す
る
点
で
、
売
り
手
と
買
い
手
の
満
足
度
が
以
下
の
よ
う
な
理
屈
で
最
大

に
な
る
。
市
場
に
は
多
数
の
売
り
手
が
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
売
っ
て
も
よ
い
と
考
え
る
価
格
が
違
う
。
多
数
の
売
り
手
そ
れ
ぞ
れ
が
供
給

し
て
も
よ
い
と
考
え
る
価
格
水
準
を
安
い
も
の
か
ら
順
に
連
ね
た
も
の
が
市
場
全
体
の
供
給
曲
線
に
な
る
。
市
場
の
供
給
曲
線
は
、
個
々

の
売
り
手
が
そ
れ
ぞ
れ
の
も
っ
て
い
る
技
術
水
準
の
も
と
で
、
自
分
の
利
益
を
最
大
化
さ
せ
る
点
で
も
あ
る
。
市
場
で
は
、
図
4
の
よ
う

に
、
価
格
は
需
給
が
均
衡
す
る
点
Ｐ
で
決
ま
る
の
で
、
均
衡
価
格
Ｐ
は
、
均
衡
点
よ
り
少
な
い
数
量
で
は
、
売
り
手
が
売
っ
て
も
よ
い
と

四
九
七
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考
え
た
水
準
（
供
給
曲
線
上
の
点
）
を
上
回
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

均
衡
点
で
の
取
引
額
は
、
売
り
手
が
売
っ
て
も
よ
い
と
考
え
た
金
額
を

越
え
て
い
る
。
図
4
で
み
れ
ば
、
売
り
手
の
総
収
入
は
均
衡
量
Ｑ
に
均

衡
価
格
Ｐ
を
乗
じ
た
四
角
形
Ｐ
Ｅ
Ｑ
Ｏ
で
あ
る
が
、
売
り
手
は
そ
も
そ

も
、
台
形
Ｂ
Ｅ
Ｑ
Ｏ
で
売
っ
て
も
よ
い
と
考
え
て
い
た
の
だ
か
ら
、
売

り
手
か
ら
す
れ
ば
三
角
形
Ｐ
Ｅ
Ｂ
の
部
分
は
自
分
た
ち
が
売
っ
て
も
よ

い
と
考
え
て
い
た
額
を
上
回
る
収
入
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
Ｐ
Ｅ

Ｂ
の
部
分
を
生
産
者
余
剰
と
い
い
、
経
済
学
で
は
売
り
手
側
の
満
足
度

（
厚
生
）
を
表
す
指
標
と
し
て
い
る
。

さ
て
、
買
い
手
側
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
完
全
競
争
市
場
に
は
売
り
手

同
様
多
数
の
買
い
手
が
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
買
っ
て
も
よ
い
と
考
え
る

価
格
が
違
う
。
多
数
の
買
い
手
そ
れ
ぞ
れ
が
需
要
し
て
も
よ
い
と
考
え

る
価
格
水
準
を
、
供
給
曲
線
と
は
逆
に
、
高
い
も
の
か
ら
順
に
連
ね
た

も
の
が
市
場
全
体
の
需
要
曲
線
に
な
る
。
市
場
全
体
の
需
要
曲
線
上
の

点
は
個
々
の
買
い
手
の
予
算
制
約
の
下
で
、
満
足
度
を
最
大
に
す
る
点

で
も
あ
る
。
実
際
の
価
格
は
需
給
が
均
衡
す
る
点
で
決
ま
る
の
で
、
均

衡
価
格
は
買
い
手
が
買
っ
て
も
よ
い
と
考
え
た
水
準
を
下
回
っ
て
い
る
。

図 4　市場均衡における消費者余剰と生産者余剰

消費者余剰

価格Ａ

均衡価格Ｐ

Ｂ

Ｏ

Ｅ

需要

数量均衡取引量Ｑ

ＰＥＱＯ　売り手の受取額
買い手の支払額

供給

生産者余剰

四
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し
た
が
っ
て
、
均
衡
点
で
の
取
引
は
、
買
い
手
が
買
っ
て
も
よ
い
と
考
え
た
金
額
を
下
回
っ
て
い
る
。
図
4
で
み
れ
ば
、
買
い
手
の
総
支

払
額
は
均
衡
量
Ｑ
に
均
衡
価
格
Ｐ
を
乗
じ
た
四
角
形
Ｐ
Ｅ
Ｑ
Ｏ
で
あ
る
が
、
買
い
手
は
台
形
Ａ
Ｅ
Ｑ
Ｏ
で
買
っ
て
も
よ
い
と
考
え
て
い
た

の
だ
か
ら
、
三
角
形
Ｐ
Ｅ
Ａ
の
部
分
は
買
い
手
が
支
払
っ
て
も
よ
い
と
考
え
た
金
額
を
下
回
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
Ｐ
Ｅ
Ａ
の

部
分
を
消
費
者
余
剰
と
い
い
、
経
済
学
で
は
買
い
手
側
の
満
足
度
（
厚
生
）
の
指
標
と
し
て
い
る
。
生
産
者
余
剰
と
消
費
者
余
剰
の
合
計

を
総
余
剰
と
い
う
。
総
余
剰
は
、
均
衡
点
よ
り
多
い
数
量
で
は
売
り
手
の
価
格
（
コ
ス
ト
）
が
買
い
手
の
希
望
価
格
（
買
い
手
か
ら
み
た
価

値
）
を
上
回
っ
て
し
ま
う
の
で
、
生
産
数
量
を
均
衡
点
へ
向
け
て
減
ら
す
こ
と
に
よ
り
増
や
す
こ
と
が
で
き
、
逆
に
均
衡
点
よ
り
少
な
い

数
量
で
は
買
い
手
の
価
格
（
価
値
）
が
売
り
手
の
価
格
（
コ
ス
ト
）
を
上
回
っ
て
い
る
の
で
、
生
産
数
量
を
増
や
す
こ
と
で
総
余
剰
を
増
や

す
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
総
余
剰
は
需
給
が
均
衡
す
る
点
で
最
大
に
な
る
。
つ
ま
り
、
完
全
競
争
の
も
と
で
は
、
買
い
手
で
あ
る

消
費
者
は
自
分
の
満
足
度
（
効
用
）
の
最
大
化
、
売
り
手
で
あ
る
企
業
は
利
益
の
最
大
化
を
図
る
こ
と
に
よ
り
総
余
剰
の
最
大
化
を
達
成

で
き
る
。

⑵　
「
見
え
ざ
る
手
」
が
は
た
ら
か
な
い

と
こ
ろ
が
、
実
際
の
市
場
は
こ
の
条
件
を
満
た
さ
な
い
こ
と
が
多
い
。
つ
ま
り
以
下
の
よ
う
な
場
合
は
「
見
え
ざ
る
手
」
は
は
た
ら
か

ず
、
市
場
に
よ
る
資
源
の
効
率
的
分
配
が
達
成
で
き
な
い
市
場
の
失
敗
（m

arket failures

）
が
生
じ
る
。
売
り
手
が
一
社
し
か
な
い
独
占

（m
onopoly

）、
数
社
し
か
い
な
い
寡
占
（oligopoly

）、
そ
れ
ぞ
れ
の
売
り
手
が
商
品
の
差
別
化
を
す
る
独
占
的
競
争
（m

onopolistic 

com
petition

）、
取
引
の
当
事
者
以
外
の
第
三
者
が
影
響
を
被
る
外
部
性
（externality

）、
取
引
の
対
象
と
な
る
財
・
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
、

売
り
手
と
買
い
手
の
も
っ
て
い
る
情
報
量
に
差
が
あ
る
情
報
の
非
対
称
性
（asym

m
etry of inform

ation

）
が
あ
る
場
合
な
ど
で
あ
る
。

四
九
九
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⑶　

外
部
性

取
引
の
当
事
者
以
外
の
第
三
者
に
与
え
る
影
響
を
外
部
性
と
い
い
、
外
部
性
の
受
け
手
で
あ
る
第
三
者
に
と
っ
て
好
ま
し
い
も
の
を
外

部
経
済
（
正
の
外
部
性
）
と
呼
び
、
好
ま
し
く
な
い
も
の
を
外
部
不
経
済
（
負
の
外
部
性
）
と
い
う
。
外
部
性
が
あ
る
と
資
源
の
効
率
的
利

用
が
で
き
な
い
市
場
の
失
敗
が
生
じ
る
。
た
だ
し
、
あ
る
財
が
需
給
の
変
化
を
反
映
し
て
価
格
が
変
わ
り
、
そ
の
結
果
他
の
財
の
価
格
が

変
わ
る
と
い
っ
た
外
部
性
（
金
銭
的
外
部
性
）
は
市
場
が
正
常
に
機
能
し
て
い
る
証
左
で
あ
り
、
市
場
の
失
敗
と
は
関
係
な
い
。

問
題
は
、
取
引
の
当
事
者
以
外
の
第
三
者
の
満
足
度
や
費
用
構
造
に
直
接
影
響
を
与
え
る
ケ
ー
ス
だ
。
取
引
当
事
者
以
外
の
第
三
者
で

あ
る
人
々
の
効
用
関
数
や
企
業
の
生
産
関
数
を
市
場
を
通
さ
ず
変
化
さ
せ
て
し
ま
う
も
の
で
、
技
術
的
外
部
性
と
い
う
。
外
部
経
済
の
古

典
的
な
例
は
、
養
蜂
業
者
の
蜂
が
果
樹
園
で
花
の
あ
い
だ
を
飛
び
回
り
、
蜜
を
集
め
る
と
同
時
に
授
粉
す
る
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、

市
場
を
通
さ
ず
に
養
蜂
業
者
と
果
樹
園
主
の
双
方
が
便
益
を
得
て
い
る
。
技
術
革
新
や
教
育
に
よ
る
ス
ピ
ル
・
オ
ー
バ
ー
（
波
及
）
効
果
、

公
園
・
歴
史
的
建
造
物
な
ど
の
近
隣
に
及
ぼ
す
効
果
も
外
部
経
済
で
あ
る
。
一
方
、
公
害
や
地
球
温
暖
化
問
題
は
外
部
不
経
済
の
例
に
な

る
。
ま
た
、
麻
薬
を
禁
止
す
る
の
も
外
部
不
経
済
が
著
し
い
か
ら
で
あ
る
。

企
業
活
動
に
即
し
て
考
え
る
と
、
企
業
が
い
く
ら
利
益
を
あ
げ
て
い
て
も
、
公
害
な
ど
の
負
の
外
部
性
を
ま
き
散
ら
し
て
い
れ
ば
、
企

業
活
動
に
直
接
か
か
わ
り
の
な
い
第
三
者
の
犠
牲
の
も
と
に
利
益
を
出
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
公
害
と
い
っ
た
社
会
的
費
用
を
加
味
す

れ
ば
、
そ
の
企
業
の
経
済
活
動
は
本
来
も
っ
と
低
い
水
準
で
の
生
産
が
効
率
的
で
あ
る
が
、
現
実
に
は
公
害
の
社
会
的
費
用
が
考
慮
さ
れ

ず
、
効
率
的
な
水
準
を
上
回
っ
て
生
産
し
て
し
ま
う
（
図
5
）。
つ
ま
り
、
市
場
の
失
敗
が
生
じ
る
。
公
害
な
ど
の
負
の
外
部
性
を
出
す

企
業
は
、
株
主
利
益
だ
け
を
優
先
し
て
利
潤
極
大
化
を
図
る
と
、
第
三
者
に
不
利
益
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
負
の
外
部
性

が
存
在
す
る
場
合
は
、
株
主
の
利
益
だ
け
を
図
る
一
元
的
企
業
概
念
で
は
立
ち
行
か
な
い
。
一
方
、
多
元
的
企
業
概
念
で
は
利
害
関
係
人

五
〇
〇
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の
な
か
に
企
業
が
立
地
す
る
地
域
を
含
め
る
考
え
方
が
あ
る
。
こ
れ

は
一
見
、
利
害
関
係
人
の
範
囲
を
あ
ま
り
に
も
広
範
に
設
定
し
て
い

る
よ
う
に
み
え
る
が
、
企
業
が
公
害
を
地
域
に
ば
ら
ま
い
て
い
る
よ

う
な
状
況
の
場
合
、
企
業
が
立
地
す
る
地
域
を
利
害
関
係
人
に
含
め

る
の
は
極
め
て
妥
当
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
現
在
は
公
害
を
発
生
さ
せ

て
い
な
く
と
も
、
潜
在
的
に
負
の
外
部
性
を
生
じ
る
可
能
性
の
あ
る

場
合
も
含
ま
れ
る
。
企
業
活
動
は
、
原
子
力
発
電
所
を
保
有
す
る
電

力
会
社
の
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
立
地
す
る
地
域
に
潜
在
的

に
負
の
外
部
性
を
及
ぼ
す
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
た
め
、
多
元
的
企

業
概
念
に
立
っ
て
地
域
も
利
害
関
係
人
に
含
め
て
対
応
す
る
こ
と
は

理
に
か
な
っ
た
考
え
で
あ
る
（
22
）

。

⑷　

公
共
財

経
済
学
で
は
消
費
に
お
け
る
非
排
除
性
と
、
消
費
の
非
競
合
性
の

二
つ
の
性
質
を
も
っ
て
い
る
財
・
サ
ー
ビ
ス
を
公
共
財
と
呼
ん
で
い

る
。
排
除
性
と
は
、
コ
ン
サ
ー
ト
で
チ
ケ
ッ
ト
を
も
っ
て
い
な
い
者

は
コ
ン
サ
ー
ト
に
参
加
で
き
な
い
と
い
っ
た
、
市
場
で
通
常
取
引
さ

図 5　公害排出企業の供給曲線─私的費用　ｖｓ．社会的費用

資料）マンキュー（2005）を参考に筆者作成。

0

需要（私的価値）

数量社会的費用も
考慮した生産量

私的費用のみを
考慮した産量

供給（私的費用）

社会的費用を考慮した
供給曲線

最適点（社会的費用も
考慮した価格）

均衡（私的費用のみを考慮した価格）

汚染の費用

価
格

五
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れ
る
財
・
サ
ー
ビ
ス
が
も
っ
て
い
る
特
性
で
あ
る
。
逆
に
、
花
火
大
会
な
ど
は
チ
ケ
ッ
ト
を
も
っ
て
い
な
い
者
で
も
花
火
を
見
る
こ
と
が

可
能
で
あ
り
、
消
費
の
非
排
除
性
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

一
方
、
消
費
の
非
競
合
性
と
は
、
た
と
え
ば
テ
レ
ビ
放
送
の
よ
う
に
、
特
定
の
個
人
が
そ
の
財
を
消
費
し
て
も
他
人
が
消
費
で
き
る
量

が
減
っ
た
り
し
な
い
こ
と
を
い
う
。
非
排
除
性
と
非
競
合
性
の
両
方
の
特
質
を
も
つ
、
典
型
的
な
公
共
財
と
し
て
は
、
国
防
サ
ー
ビ
ス
が

あ
げ
ら
れ
る
。

消
費
に
お
い
て
非
排
除
性
と
非
競
合
性
が
あ
る
と
、
そ
の
財
の
生
産
コ
ス
ト
を
負
担
し
な
い
で
恩
恵
だ
け
に
あ
ず
か
ろ
う
と
す
る
フ

リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
が
生
じ
る
。
ま
た
、
市
場
に
委
ね
て
い
れ
ば
供
給
量
が
過
小
に
な
る
。
つ
ま
り
公
共
財
は
そ
の
名
が
示
す
と
お
り
、
企
業

に
よ
っ
て
市
場
を
通
じ
て
で
は
な
く
、
政
府
が
直
接
供
給
す
る
ほ
う
が
適
し
て
い
る
。
ま
た
、
企
業
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
財
・
サ
ー
ビ

ス
の
な
か
に
は
、
公
共
財
の
観
点
か
ら
政
府
の
介
入
が
妥
当
な
分
野
が
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
、
社
会
全
般
に
対
す
る
信
頼
は
ソ
ー
シ
ャ

ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
（
社
会
関
係
資
本
（
23
）

）
と
呼
ば
れ
、
消
費
の
非
排
除
性
と
非
競
合
性
が
あ
る
た
め
公
共
財
だ
が
、
社
会
全
般
の
信
頼
に
影

響
を
与
え
る
よ
う
な
事
業
を
営
む
企
業
、
た
と
え
ば
銀
行
な
ど
の
金
融
業
は
ど
の
国
で
も
政
府
の
な
ん
ら
か
の
関
与
が
あ
る
。
つ
ま
り
、

株
主
に
よ
る
一
元
的
企
業
概
念
に
制
限
が
か
か
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
彼
ら
の
提
供
す
る
金
融
サ
ー
ビ
ス
自
体
は
公
共
財
で
は
な
い
が
、
そ

の
企
業
活
動
が
公
共
財
と
し
て
の
信
頼
に
影
響
を
与
え
、
か
つ
金
融
シ
ス
テ
ム
は
信
頼
を
基
礎
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
た
め
政
府
の
介

入
が
認
め
ら
れ
る
。

⑸　

独
占
・
寡
占

あ
る
財
の
市
場
に
一
つ
の
企
業
し
か
存
在
し
な
い
ケ
ー
ス
を
独
占
、
少
数
の
企
業
し
か
存
在
し
な
い
ケ
ー
ス
を
寡
占
と
い
う
。
寡
占
企

五
〇
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業
は
互
い
に
カ
ル
テ
ル
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
り
、
独
占
と
な
り
う
る
の
で
、
以
下
で
は
売
り
手
独
占
の
場
合
を
考
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。
売

り
手
独
占
の
場
合
は
、
一
社
で
市
場
全
体
の
需
要
曲
線
に
直
面
す
る
。

一
方
、
企
業
の
利
益
は
追
加
的
に
製
品
一
単
位
を
売
る
こ
と
か
ら
得
ら
れ
る
限
界
収
入
が
、
そ
の
た
め
に
要
す
る
限
界
費
用
と
等
し
い

点
で
最
大
に
な
り
、
こ
の
条
件
は
独
占
企
業
で
も
あ
て
は
ま
る
。
価
格
が
低
け
れ
ば
低
い
ほ
ど
需
要
量
が
増
え
る
右
下
が
り
の
通
常
の
需

要
曲
線
の
も
と
で
は
、
独
占
企
業
は
完
全
競
争
の
場
合
よ
り
も
、
高
い
価
格
で
少
な
い
量
し
か
供
給
し
な
い
（
図
6
）。
こ
れ
は
、
消
費

者
の
満
足
度
（
消
費
者
余
剰
：
払
っ
て
も
よ
い
と
思
っ
た
金
額
と
実
際
に
支
払
っ
た
金
額
と
の
差
）
を
犠
牲
に
生
産
者
の
満
足
度
（
生
産
者
余
剰
：

実
際
に
受
け
取
っ
た
金
額
と
財
・
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
も
よ
い
と
思
っ
た
金
額
と
の
差
）
を
増
や
し
て
い
る
状
態
だ
が
、
消
費
者
余
剰
と
生
産

者
余
剰
を
足
し
た
総
余
剰
は
完
全
競
争
の
状
況
よ
り
減
少
し
、
死
荷
重
（
厚
生
損
失
）
が
生
じ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
独
占
は
消
費
者
の

満
足
度
を
減
ら
し
、
社
会
全
体
の
総
余
剰
（
厚
生
）
も
減
ら
す
の
で
望
ま
し
く
な
い
（
図
6
）。

消
費
者
余
剰
は
、
完
全
競
争
下
で
の
図
4
で
は
Ｐ
Ｅ
Ａ
で
あ
っ
た
が
、
独
占
下
で
の
図
6
で
は
、
ＰＭ
Ｃ
Ａ
に
減
少
し
て
い
る
。
そ
の
一

方
で
、
生
産
者
余
剰
は
Ｐ
Ｅ
Ｂ
か
ら
ＰＭ
Ｃ
Ｄ
Ｂ
に
増
え
て
い
る
。

つ
ま
り
、
独
占
の
場
合
、
企
業
は
顧
客
の
犠
牲
の
上
に
利
益
を
得
て
い
る
の
だ
か
ら
、
企
業
は
株
主
の
た
め
に
あ
る
と
い
う
一
元
的
企

業
概
念
を
採
用
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
む
し
ろ
、
企
業
は
顧
客
の
た
め
に
あ
る
と
い
う
多
元
的
企
業
概
念
に
立
ち
、
政
府
の
介
入
が

な
け
れ
ば
、
い
た
ず
ら
に
資
源
配
分
を
ゆ
が
め
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
独
占
企
業
の
場
合
は
、
企
業
は
顧
客
の
た
め
に
あ
る
と
い
う
多

元
的
企
業
概
念
に
立
た
な
け
れ
ば
正
し
い
対
応
が
で
き
な
い
。

実
際
に
、
電
力
会
社
の
よ
う
に
大
規
模
な
設
備
投
資
を
必
要
と
す
る
装
置
産
業
で
、
生
産
規
模
を
拡
大
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
平
均
費
用
が

逓
減
す
る
自
然
独
占
の
場
合
、
企
業
の
利
潤
最
大
化
原
理
に
任
せ
て
い
る
と
、
割
高
な
料
金
で
過
小
供
給
を
招
い
て
し
ま
う
。
自
然
独
占

五
〇
三



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
八
九
六
）

は
、
電
力
、
ガ
ス
、
水
道
、
通
信
、
鉄
道
な
ど
の
公
益
事
業
で
多
く
み
ら

れ
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
政
府
が
介
入
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
電
力
会
社

の
よ
う
な
自
然
独
占
の
形
態
で
は
、
株
主
利
益
の
最
大
化
の
み
の
追
及
を

許
す
一
元
的
企
業
概
念
を
ふ
り
か
ざ
す
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
。
電
力
の

ケ
ー
ス
は
、
電
気
の
消
費
者
、
つ
ま
り
顧
客
が
一
番
重
要
な
利
害
関
係
人

で
あ
り
、
政
府
等
の
公
的
機
関
が
株
主
以
外
の
利
害
関
係
人
と
代
理
人
と

し
て
企
業
活
動
に
関
与
す
る
制
度
が
必
要
で
あ
る
。

⑹　

情
報
の
非
対
称
性

完
全
競
争
は
売
り
手
と
買
い
手
と
の
あ
い
だ
で
取
引
の
対
象
と
な
る

財
・
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
の
情
報
を
共
有
し
て
い
た
。
し
か
し
現
実
に
は
、

買
い
手
よ
り
も
売
り
手
の
ほ
う
が
商
品
に
つ
い
て
よ
り
熟
知
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
売
り
手
と
買
い
手
と
の
間
に
情
報
の
非
対
称
性
が
存
在
す
る
。

た
と
え
ば
中
古
車
売
買
で
は
、
持
ち
主
、
つ
ま
り
売
り
手
が
そ
の
車
の
現

状
を
一
番
よ
く
知
っ
て
い
る
。
中
古
車
市
場
で
は
高
品
質
の
車
と
低
品
質

の
車
（
欠
陥
品
、
英
語
で
レ
モ
ン
と
呼
ぶ
）
が
混
在
し
て
い
る
。
高
品
質
の

車
の
持
ち
主
は
、
価
格
が
高
け
れ
ば
市
場
に
出
す
が
、
低
価
格
で
は
レ
モ

図 6　供給独占の非効率
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ン
と
混
同
さ
れ
る
の
を
恐
れ
て
売
る
の
を
や
め
て
し
ま
う
。
そ
の
結
果
、
市
場
は
レ

モ
ン
だ
ら
け
に
な
っ
て
し
ま
う
。
買
い
手
は
、
通
常
な
ら
価
格
が
下
が
れ
ば
よ
り
多

く
購
入
す
る
も
の
だ
が
、
市
場
が
レ
モ
ン
で
あ
ふ
れ
て
い
る
状
態
を
察
知
し
て
買
い

控
え
て
し
ま
う
。
そ
の
結
果
、
価
格
が
あ
る
水
準
を
下
回
る
と
需
要
が
減
少
し
て
し

ま
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
（
図
7
）。

そ
れ
で
は
、
情
報
の
非
対
称
性
を
企
業
活
動
に
照
ら
す
と
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
の

だ
ろ
う
か
。
情
報
の
非
対
称
性
が
存
在
す
る
場
合
は
、
企
業
の
価
格
設
定
が
重
要
に

な
る
。
高
価
格
は
そ
の
企
業
の
品
質
に
対
す
る
自
信
の
表
れ
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、

場
合
に
よ
っ
て
は
、
長
期
の
品
質
保
証
を
つ
け
る
こ
と
で
、
消
費
者
へ
売
り
手
が
認

識
し
て
い
る
品
質
に
つ
い
て
の
シ
グ
ナ
ル
を
送
り
、
情
報
格
差
を
補
う
こ
と
が
で
き

る
か
も
し
れ
な
い
。
新
興
企
業
が
分
不
相
応
に
立
派
な
オ
フ
ィ
ス
を
構
え
る
の
も
情

報
格
差
を
埋
め
る
た
め
の
シ
グ
ナ
ル
だ
ろ
う
。

筆
者
は
、
情
報
の
非
対
称
性
は
企
業
不
祥
事
と
企
業
の
社
会
的
責
任
（
Ｃ
Ｓ
Ｒ
：

C
ooperate social responsibility （24

）
）
を
理
解
す
る
観
点
か
ら
重
要
だ
と
考
え
て
い
る
。

企
業
不
祥
事
の
い
く
つ
か
は
情
報
の
非
対
称
性
に
起
因
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
イ
ン

サ
イ
ダ
ー
取
引
や
リ
コ
ー
ル
隠
し
は
、
企
業
内
と
企
業
外
の
間
の
情
報
の
非
対
称
性

を
悪
用
す
る
も
の
だ
。
こ
の
対
策
と
し
て
は
、
企
業
活
動
に
つ
い
て
の
情
報
開
示
を

図 7　欠陥車がはびこる中古市場─後方屈曲需要曲線

需要曲線

供給曲線

中古車の数量
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の
価
格
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進
め
る
必
要
が
あ
る
。
企
業
と
顧
客
と
の
間
に
情
報
格
差
が
大
き
け
れ
ば

大
き
い
ほ
ど
、
企
業
（
実
態
は
経
営
者
）
は
自
己
の
利
益
を
図
る
こ
と
が

可
能
に
な
る
。
つ
ま
り
、
情
報
の
非
対
称
性
が
あ
る
場
合
は
、
市
場
で
株

主
利
益
だ
け
を
追
求
す
る
の
は
フ
ェ
ア
で
は
な
い
。
少
な
く
と
も
、
株
主

だ
け
の
利
益
を
図
る
こ
と
は
、
顧
客
を
欺
く
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
情

報
の
非
対
称
性
が
あ
る
市
場
で
は
、
株
主
だ
け
で
は
な
く
顧
客
や
そ
の
他

の
利
害
関
係
人
に
対
し
て
情
報
の
開
示
を
進
め
る
こ
と
が
企
業
の
社
会
的

責
任
で
あ
る
。

⑺　

需
要
曲
線
と
供
給
曲
線
の
弾
力
性

以
上
、
市
場
の
失
敗
が
存
在
す
る
場
合
は
企
業
は
株
主
の
も
の
と
す
る

一
元
的
企
業
概
念
を
適
用
す
る
の
は
不
適
切
で
あ
り
、
地
域
や
顧
客
が
利

害
関
係
人
と
し
て
重
要
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
特
に
図
8
に
示
す
よ
う

に
、
需
要
が
供
給
よ
り
も
価
格
に
対
し
て
非
弾
力
的
、
換
言
す
れ
ば
需
要

曲
線
の
傾
き
が
供
給
曲
線
の
傾
き
を
絶
対
値
で
み
て
上
回
っ
て
い
る
場
合

は
、
外
部
不
経
済
、
独
占
、
情
報
の
非
対
称
性
な
ど
の
影
響
は
消
費
者
側

が
よ
り
大
き
く
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
図
8
を
供
給
独
占
の

図 8　供給独占の均衡点─生活必需品のケース
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ケ
ー
ス
と
す
れ
ば
、
消
費
者
余
剰
は
効
率
的
生
産
量
で
の
Ｐ
Ｅ
Ａ
か
ら
独
占
の
下
で
は
ＰＭ
Ｃ
Ａ
へ
大
幅
に
減
少
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、

生
産
者
余
剰
は
Ｐ
Ｅ
Ｂ
か
ら
ＰＭ
Ｃ
Ｄ
Ｂ
に
大
幅
に
増
加
し
て
い
る
。
需
要
が
価
格
に
対
し
て
非
弾
力
的
、
つ
ま
り
価
格
の
変
動
に
需
要
量

が
あ
ま
り
大
き
く
影
響
を
受
け
な
い
電
力
や
公
共
交
通
サ
ー
ビ
ス
な
ど
生
活
必
需
品
を
供
給
す
る
企
業
の
場
合
は
、
こ
の
観
点
か
ら
も
一

元
的
企
業
概
念
で
は
な
く
、
多
元
的
企
業
概
念
の
観
点
か
ら
経
営
者
へ
の
規
律
づ
け
を
考
え
る
の
が
よ
り
適
切
で
あ
る
。

6　

結
語

会
社
と
は
誰
の
も
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
議
論
を
進
め
て
き
た
。
会
社
は
株
主
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
一
元
的
企
業
概
念
と
、
株
主
だ

け
で
は
な
く
従
業
員
、
債
権
者
、
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
、
顧
客
、
地
域
な
ど
の
利
害
関
係
人
に
も
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
多
元
的
企
業
概

念
と
を
対
比
さ
せ
て
論
じ
て
き
た
。
日
本
は
会
社
法
で
み
れ
ば
、
株
主
を
重
視
す
る
一
元
的
企
業
概
念
に
基
づ
い
て
い
る
が
、
過
去
の
経

緯
か
ら
み
る
と
、
従
業
員
や
銀
行
な
ど
の
債
権
者
も
重
視
し
て
お
り
、
実
態
は
多
元
的
企
業
概
念
に
基
づ
く
国
で
あ
っ
た
。

本
稿
で
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
一
元
的
企
業
概
念
と
多
元
的
企
業
概
念
の
ど
ち
ら
に
依
拠
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
か
は
、
市
場
の
状

況
に
よ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
市
場
が
完
全
競
争
の
も
と
に
あ
れ
ば
、
企
業
は
株
主
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
一
元
的
企
業
概
念
が
あ
る

程
度
正
当
性
を
も
つ
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
市
場
の
失
敗
が
あ
る
世
界
で
は
、
一
元
的
企
業
概
念
は
妥
当
性
に
欠
け
る
。
公
害
な

ど
の
負
の
外
部
性
が
存
在
す
る
場
合
は
、
企
業
が
立
地
す
る
地
域
が
重
要
な
利
害
関
係
人
で
あ
る
。
公
共
財
と
独
占
企
業
の
場
合
は
、
消

費
者
も
重
要
な
利
害
関
係
人
と
な
る
。
加
え
て
、
情
報
の
非
対
称
性
が
あ
る
場
合
は
、
情
報
の
適
切
な
開
示
が
な
い
ま
ま
一
元
的
企
業
概

念
を
ふ
り
か
ざ
す
の
は
妥
当
で
は
な
く
、
企
業
の
社
会
的
責
任
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
可
能
性
さ
え
あ
る
。
た
だ
し
、
経
済
が
国
際
化
し
、

自
由
貿
易
の
も
と
で
完
全
競
争
に
準
拠
す
る
市
場
が
拡
大
す
れ
ば
、
相
対
的
に
は
企
業
は
株
主
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
一
元
的
企
業
概
念

五
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が
妥
当
性
を
も
つ
分
野
が
増
え
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

戦
後
、
一
九
六
〇
年
代
、
日
本
経
済
が
貿
易
の
自
由
化
・
資
本
の
自
由
化
を
実
施
し
、
さ
ら
に
さ
ま
ざ
ま
な
規
制
緩
和
を
実
行
し
、

一
九
九
八
年
以
降
は
金
融
ビ
ッ
グ
バ
ン
を
実
施
し
た
。
こ
れ
ら
の
措
置
は
い
ず
れ
も
、
よ
り
完
全
競
争
市
場
を
め
ざ
し
た
も
の
で
あ
る
と

理
解
で
き
よ
う
。
日
本
経
済
が
完
全
競
争
市
場
に
近
づ
く
に
従
い
、
企
業
は
株
主
の
も
の
と
す
る
一
元
的
企
業
概
念
の
受
容
度
が
高
ま
っ

た
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
市
場
の
失
敗
は
常
に
生
じ
る
の
で
多
元
的
企
業
概
念
が
妥
当
す
る
部
分
は
常
に
存
在
す
る
。
と
く
に
、

市
場
の
失
敗
の
場
合
は
、
従
来
の
企
業
統
治
論
で
は
、
あ
ま
り
重
視
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
企
業
が
立
地
す
る
地
域
や
顧
客
（
消
費
者
）
が

重
要
な
利
害
関
係
人
と
な
る
。

（
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の
応
用
、
研
究
代
表
者
：
稲
葉
陽
二
）
を
受
け
て
実
施
し
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

参
考
文
献

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
／
山
岡
洋
一
訳
（
二
〇
〇
七
）『
国
富
論
（
下
）』
日
本
経
済
新
聞
出
版
社
。

今
井
賢
一
・
小
宮
隆
太
郎
編
（
一
九
八
九
）『
日
本
の
企
業
』
東
京
大
学
出
版
会
。

Ａ
．Ａ
．バ
ー
リ
ー
、
Ｇ
．Ｃ
．ミ
ー
ン
ズ
／
北
島
忠
男
訳
（
一
九
八
六
）『
近
代
株
式
会
社
と
私
有
財
産
』
現
代
経
済
学
名
著
選
集
五
、
文
雅
堂
銀
行
研

究
社
。

五
〇
八



会
社
は
だ
れ
の
も
の
か
（
稲
葉
）

（
九
〇
一
）

江
頭
憲
治
郎
（
二
〇
〇
六
）『
株
式
会
社
法
』
有
斐
閣
。

Ｎ
．グ
レ
ゴ
リ
ー
・
マ
ン
キ
ュ
ー
／
足
立
英
之
ほ
か
訳
（
二
〇
〇
五
）『
マ
ン
キ
ュ
ー
経
済
学
﹇
第
2
版
﹈
Ⅰ
ミ
ク
ロ
編
』
東
洋
経
済
新
報
社
。

奥
島
孝
康
編
（
一
九
九
六
）『
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス　

新
し
い
危
機
管
理
の
研
究
』
金
融
財
政
事
情
研
究
会
。

奥
島
孝
康
監
修
／
著
（
二
〇
〇
七
）『
企
業
の
統
治
と
社
会
的
責
任
』
金
融
財
政
事
情
研
究
会
。

小
佐
野
広
（
二
〇
〇
一
）『
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
経
済
学
│
金
融
契
約
理
論
か
ら
み
た
企
業
論
』
日
本
経
済
新
聞
社
。

加
護
野
忠
男
・
小
林
孝
雄
（
一
九
八
九
）「
第
4
章　

資
源
拠
出
と
退
出
障
壁
」
今
井
賢
一
・
小
宮
隆
太
郎
編
『
日
本
の
企
業
』
東
京
大
学
出
版
会
。

菊
澤
研
宗
（
二
〇
〇
四
）『
比
較　

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
論
│
組
織
の
経
済
学
ア
プ
ロ
ー
チ
』
有
斐
閣
。

菊
池
敏
夫
・
平
田
光
弘
編
著
（
二
〇
〇
四
）『
企
業
統
治
（
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
）
の
国
際
比
較
』
文
眞
堂
。

河
野
勝
（
二
〇
〇
六
）「
序
章　

ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
概
念
再
考
」
河
野
勝
編
『
制
度
か
ら
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
へ　

社
会
科
学
に
お
け
る
知
の
交
差
』
東
京
大

学
出
版
会
。

ジ
ェ
ー
ム
ス
・
Ｃ
・
ア
ベ
グ
レ
ン
／
山
岡
洋
一
訳
（
二
〇
〇
五
）『
日
本
の
経
営
〔
新
訳
版
〕』
日
本
経
済
新
聞
出
版
社
。

土
屋
守
章
（
一
九
九
一
）『
現
代
企
業
論
』
税
務
経
理
協
会
。

東
京
証
券
取
引
所
ほ
か
「
平
成
2
3
年
度
株
式
分
布
状
況
の
調
査
結
果
に
つ
い
て
」
二
〇
一
二
年
六
月
二
〇
日
。

内
閣
府
（
二
〇
〇
六
）『
平
成
1
8
年
度　

年
次
経
済
財
政
報
告
│
成
長
条
件
が
復
元
し
、
新
た
な
成
長
を
目
指
す
日
本
経
済
』。

花
崎
正
晴
・
寺
西
重
郎
編
（
二
〇
〇
三
）『
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
経
済
分
析
』
東
京
大
学
出
版
会
。

花
崎
正
晴
（
二
〇
〇
八
）『
企
業
金
融
と
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
│
情
報
と
制
度
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
』
東
京
大
学
出
版
会
。

藤
川
信
夫
（
二
〇
〇
四
）『
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
理
論
と
実
務
』
信
山
社
。

宮
島
英
昭
編
著
（
二
〇
一
一
）『
日
本
の
企
業
統
治
│
そ
の
再
設
計
と
競
争
力
の
回
復
に
向
け
て
』
東
洋
経
済
新
報
社
。

宮
島
英
昭
・
新
田
敬
祐
（
二
〇
一
一
）『
株
式
所
有
構
造
の
多
様
化
と
そ
の
帰
結
│
株
式
持
ち
合
い
の
解
消
・「
復
活
」
と
海
外
投
資
家
の
役
割
』
独
立

行
政
法
人
経
済
産
業
研
究
所
。

吉
森
賢
（
二
〇
〇
一
）『
日
米
欧
の
企
業
経
営
│
企
業
統
治
と
経
営
者
』
財
団
法
人
放
送
大
学
教
育
振
興
会
。

五
〇
九



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
九
〇
二
）

吉
森
賢
（
二
〇
〇
七
）『
企
業
統
治
と
企
業
倫
理
』
放
送
大
学
教
育
振
興
会
。
宮
島
英
昭
編
著
（
二
〇
一
一
）『
日
本
の
企
業
統
治
│
そ
の
際
設
計
と
競

争
力
の
回
復
に
向
け
て
』
東
洋
経
済
新
報
社
。

吉
森
賢
・
齋
藤
正
章
（
二
〇
〇
九
）『
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
』
放
送
大
学
教
育
振
興
会
。

リ
ン
・
シ
ャ
ー
プ
・
ペ
イ
ン
／
鈴
木
主
税
・
塩
原
通
緒
訳
（
二
〇
〇
四
）『
バ
リ
ュ
ー
シ
フ
ト
│
企
業
倫
理
の
新
時
代
』
毎
日
新
聞
社
。

（
1
） 

紙
幅
の
関
係
で
本
稿
で
は
利
害
関
係
人
と
し
て
の
メ
イ
ン
バ
ン
ク
な
ど
の
債
権
者
の
分
析
は
扱
っ
て
い
な
い
が
、
法
人
企
業
統
計
で
み
る
と
、

日
本
企
業
（
金
融
業
・
保
険
業
を
の
ぞ
く
）
の
自
己
資
本
比
率
は
一
九
七
六
年
度
の
一
三
・
七
％
か
ら
二
〇
一
〇
年
度
に
は
三
五
・
六
％
に
ま
で
改
善

し
て
お
り
、
利
害
関
係
人
と
し
て
の
債
権
者
の
重
要
性
は
低
下
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
に
と
ど
め
る
。

（
2
） 

こ
の
定
義
は
河
野
勝
（
二
〇
〇
六
）
に
依
っ
て
い
る
。
企
業
統
治
の
定
義
に
つ
い
て
は
、
会
社
法
の
立
場
か
ら
と
、
経
済
学
・
経
営
学
の
立
場

か
ら
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
い
く
つ
か
の
定
義
が
あ
る
。
前
者
か
ら
の
定
義
に
つ
い
て
は
奥
島
孝
康
（
一
九
九
六
、
二
〇
〇
七
）、
藤
川
信
夫

（
二
〇
〇
四
）、
後
者
か
ら
の
も
の
と
し
て
は
小
佐
野
広
（
二
〇
〇
一
）、
花
崎
正
晴
・
寺
西
重
郎
（
二
〇
〇
三
）、
吉
森
賢
・
齋
藤
正
章

（
二
〇
〇
九
）
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
3
） 

法
人
の
本
質
に
関
す
る
学
説
に
つ
い
て
は
四
宮
和
夫
・
能
見
義
久
『
民
法
総
則　

第
7
版
』
八
〇
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
法

人
擬
制
説
は
サ
ビ
ニ
ー
に
よ
っ
て
一
九
世
紀
半
ば
の
主
張
さ
れ
た
考
え
方
で
、
権
利
の
主
体
と
な
り
う
る
実
態
は
本
来
自
然
人
に
限
る
べ
き
で
あ
り
、

法
人
は
法
が
特
に
自
然
人
に
擬
制
し
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

（
4
） 

Ｉ
ｂ
ｉ
ｄ
．
八
〇
頁
。
法
人
実
在
説
で
は
、
法
人
は
社
会
的
実
在
と
さ
れ
、
有
機
体
説
と
組
織
体
説
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
組
織
体
説
を
念
頭

に
お
い
て
い
る
。

（
5
） 

本
節
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
Ｇ
Ｍ
に
関
す
る
記
述
は
、「
事
例
研
究
・
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
Ｇ
Ｍ
」（
土
屋
守
章
（
一
九
九
一
）
第
六
章
）
に
依
っ
て
い
る
。

（
6
） 

水
俣
病
、
サ
リ
ド
マ
イ
ド
禍
、
カ
ネ
ミ
油
症
問
題
な
ど
は
一
九
六
〇
年
代
に
生
じ
て
い
た
。
ま
た
、
わ
が
国
で
の
一
株
株
主
運
動
の
嚆
矢
は
、

一
九
六
九
年
の
練
馬
区
交
通
被
災
者
援
護
協
会
に
よ
る
ト
ヨ
タ
自
工
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
た
（
奥
島
孝
康
編
（
二
〇
〇
七
）
一
一
頁
）。

（
7
） 

リ
ン
・
シ
ャ
ー
プ
・
ペ
イ
ン
（
二
〇
〇
四
）
第
四
章
脚
注
一
七
。

五
一
〇



会
社
は
だ
れ
の
も
の
か
（
稲
葉
）

（
九
〇
三
）

（
8
） 

Ｉ
ｂ
ｉ
ｄ
．
一
六
四
頁
。

（
9
） 

最
高
裁
判
所
大
法
廷
判
決　

昭
和
四
五
年
六
月
二
四
日　

民
集
二
四
巻
六
号
六
二
五
頁
。

（
10
） 
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
は
稲
葉
陽
二
『
東
京
ス
タ
イ
ル
ｖ
ｓ
．
昭
栄　

第
一
部
東
京
ス
タ
イ
ル
』『
東
京
ス
タ
イ
ル　

テ
ィ
ー
チ
ン
グ
ノ
ー
ト
』
日

本
ケ
ー
ス
セ
ン
タ
ー
、
に
依
拠
し
て
い
る
。
ま
た
、
本
ケ
ー
ス
は
雑
誌
、
新
聞
記
事
の
ほ
か
、
村
上
フ
ァ
ン
ド
と
東
京
ス
タ
イ
ル
両
者
の
発
表
資
料
、

東
京
ス
タ
イ
ル
の
有
価
証
券
報
告
書
、
社
史
な
ど
す
べ
て
公
表
資
料
に
依
拠
し
て
い
る
。

（
11
） 

「
手
元
資
金
は
不
動
産
投
資
へ
：
東
京
ス
タ
イ
ル
の
実
質
筆
頭
株
主
に
、
村
上
世
彰
氏
の
投
資
フ
ァ
ン
ド
が
登
場
し
た
。
対
応
を
高
野
義
雄
社

長
に
聞
い
た
」
二
〇
〇
一
年
七
月
五
日
付
日
本
経
済
新
聞
一
七
面
。

（
12
） 

立
木
奈
美
「
東
京
ス
タ
イ
ル
ｖ
ｓ
．
株
主
・
村
上
氏
の
行
方
や
い
か
に　

株
主
利
益
巡
り
全
面
対
決
へ
」『
日
経
ビ
ジ
ネ
ス
』
二
〇
〇
二
年
五

月
一
三
日
号
六
―
七
頁
。

（
13
） 

『
週
間
東
洋
経
済
』
二
〇
〇
二
年
三
月
三
〇
日
号
二
一
頁
。

（
14
） 

立
木
奈
美
「
東
京
ス
タ
イ
ル
ｖ
ｓ
．
株
主
・
村
上
氏
の
行
方
や
い
か
に　

株
主
利
益
巡
り
全
面
対
決
へ
」『
日
経
ビ
ジ
ネ
ス
』
二
〇
〇
二
年
五

月
一
三
日
号
六
―
七
頁
。

（
15
） 

『
東
京
ス
タ
イ
ル
5
0
年
史
』
一
三
六
頁
。

（
16
） 

『
週
間
東
洋
経
済
』
二
〇
〇
二
年
五
月
二
五
日
号
、
一
六
頁
。

（
17
） 

二
〇
〇
二
年
の
株
主
総
会
の
後
も
高
野
氏
が
現
職
で
逝
去
す
る
二
〇
〇
九
年
八
月
ま
で
社
長
と
し
て
実
に
三
〇
年
に
わ
た
り
経
営
し
た
。
創
業

者
で
も
な
く
、
大
株
主
で
も
な
い
経
営
者
と
し
て
は
異
例
の
長
期
か
つ
ワ
ン
マ
ン
経
営
で
あ
っ
た
。
二
〇
一
一
年
、
東
京
ス
タ
イ
ル
は
サ
ン
エ
ー
・

イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
と
合
併
し
、
共
同
で
（
株
）
Ｔ
Ｓ
Ｉ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
を
設
立
し
、
東
京
ス
タ
イ
ル
は
そ
の
傘
下
と
な
り
、
上
場
廃
止
と

な
っ
た
。

（
18
） 

ア
ベ
グ
レ
ン
（
一
九
五
三
）
は
主
に
、
終
身
雇
用
と
年
功
序
列
に
つ
い
て
記
述
し
て
い
る
。
な
お
、
組
合
に
つ
い
て
は
ア
メ
リ
カ
と
比
較
し
、

労
働
者
の
問
題
の
解
決
に
つ
な
が
っ
て
い
な
い
点
を
強
調
し
て
お
り
、
企
業
内
組
合
に
つ
い
て
は
一
ヵ
所
言
及
し
て
い
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

（
19
） 

加
護
野
忠
男
・
小
林
孝
雄
（
一
九
八
九
）。

五
一
一



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
九
〇
四
）

（
20
） 

本
稿
で
は
、
他
の
経
済
学
・
経
営
学
に
お
け
る
企
業
統
治
の
論
考
と
同
様
、
経
営
者
が
い
か
に
効
率
的
に
利
害
関
係
人
の
利
益
を
実
現
す
る
か

と
い
う
効
率
性
を
重
視
し
て
い
る
。
し
か
し
、
企
業
統
治
に
は
効
率
性
に
か
か
わ
ら
ず
、
正
し
い
事
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
あ
る
い
は
す
べ
き

だ
と
い
う
倫
理
問
題
と
し
て
の
と
ら
え
か
た
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
上
村
達
男
は
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
は
、
経
営
権
の
正
当
性
の
根
拠
付

け
の
議
論
」（
上
村
達
男
・
金
児
昭
（
二
〇
〇
七
）『
株
式
会
社
は
ど
こ
へ
行
く
の
か
』
日
本
経
済
新
聞
出
版
社
、
二
五
二
頁
）
と
し
て
い
る
。
こ
の

観
点
に
立
て
ば
、
企
業
統
治
に
お
い
て
効
率
性
は
主
要
な
問
題
で
は
な
い
。

（
21
） N

ew
 Y
ork T

im
es M

agazine 1970,9,13.

（
22
） 

公
害
な
ど
の
外
部
不
経
済
を
発
生
し
て
い
る
企
業
、
な
い
し
は
発
生
さ
せ
る
可
能
性
が
あ
る
企
業
は
、
そ
の
負
の
外
部
性
が
及
ぶ
範
囲
に
応
じ

て
、
利
害
関
係
人
と
な
る
地
域
の
規
模
が
変
わ
る
。
工
場
騒
音
は
隣
接
地
域
が
利
害
関
係
人
で
あ
る
が
、
水
俣
病
の
場
合
は
水
俣
湾
で
と
れ
た
魚
を

摂
取
す
る
地
域
が
利
害
関
係
人
で
あ
る
。
ま
た
、
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
は
、
よ
り
広
範
な
地
域
住
民
全
て
が

利
害
関
係
人
で
あ
る
。

（
23
） 

社
会
関
係
資
本
は
通
常
、
信
頼
の
ほ
か
、
互
酬
性
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
な
ど
を
含
ん
で
い
る
。
筆
者
は
「
心
の
外
部
性
を
伴
う
信
頼
・
規
範
・

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
と
定
義
し
て
い
る
。

（
24
） 

Ｉ
Ｓ
Ｏ
で
は
Ｓ
Ｒ
と
称
し
て
お
り
、「
Ｃ
Ｓ
Ｒ
」
で
は
な
く
「
Ｓ
Ｒ
」
と
も
表
示
さ
れ
る
。

五
一
二



中
国
民
間
企
業
家
の
拝
金
主
義
と
不
安
（
簗
場
）

（
九
〇
五
）

中
国
民
間
企
業
家
の
拝
金
主
義
と
不
安

│
黄
事
件
を
つ
う
じ
て
経
営
環
境
と
し
て
の
権
力
と
企
業
家
の
不
安
に
関
す
る
一
考
察

│

簗　
　

場　
　

保　
　

行

　

目
次

は
じ
め
に

Ⅰ
．
国
美
電
気
創
業
者
黄
光
裕
の
逮
捕
と
黄
光
裕
事
件
の
概
要

　

1
．
国
美
電
気
創
業
者
黄
光
裕
の
逮
捕

　

2
．
黄
事
件
の
概
要
と
経
過

Ⅱ
．
黄
光
裕
と
事
件
の
意
味

　

1
．
黄
光
裕
と
国
美
の
発
展

　
　
（
国
美
の
発
展
と
組
織
）

　

2
．
黄
光
裕
の
失
脚
の
意
味
│
事
件
か
ら
想
像
さ
れ
る
背
後
の
関
係
│

五
一
三



政
経
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第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
九
〇
六
）

　

3
．
政
治
権
力
と
企
業
経
営
の
悪
し
き
伝
統

　
　
（「
紅
頂
商
人
」
資
本
主
義
の
出
現
）

　
　
（
経
営
環
境
と
し
て
の
政
治
権
力
の
圧
倒
的
な
力
）

Ⅲ
．
中
国
企
業
家
の
拝
金
主
義
傾
向
と
不
安
│
中
国
企
業
家
の
正
当
性
の
喪
失
と
不
安
│　

　

　

1
．
拝
金
主
義
の
横
行

　

2
．
経
営
環
境
と
し
て
の
権
力
、「
関
係
網
」
へ
の
投
資
の
必
要

　

3
．
企
業
家
の
正
当
性
の
喪
失
、
原
罪
と
不
安

む
す
び
に
か
え
て

は
じ
め
に

毎
年
中
国
の
長
者
番
付
《
胡
潤
百
富
榜
》
が
発
表
さ
れ
る
。
胡
潤
百
富
榜
は
中
国
富
豪
企
業
家
の
変
遷
を
追
跡
し
た
権
威
の
あ
る
記
録

と
認
め
ら
れ
て
い
る
。
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
出
身
の
英
国
公
認
会
計
士
のR

uper H
oogew

erf

（
中
国
名
：
胡
潤
）
が
創
始
者
で
一
九
九
九

年
か
ら
発
表
し
て
い
る
。

た
だ
こ
れ
は
企
業
家
の
ラ
ン
キ
ン
グ
で
あ
り
、
企
業
家
で
な
い
資
産
家
や
闇
の
資
産
や
収
入
を
有
す
る
者
は
も
と
も
と
番
付
に
掲
載
さ

れ
る
こ
と
は
な
い
。
欧
米
や
日
本
な
ど
で
も
同
様
な
こ
と
は
い
え
る
が
、
そ
れ
で
も
税
制
の
違
い
で
中
国
と
比
べ
れ
ば
資
産
の
把
握
精
度

は
高
い
。
反
対
に
闇
の
資
産
家
が
多
い
中
国
で
は
企
業
家
で
な
け
れ
ば
ラ
ン
キ
ン
グ
に
登
場
し
な
い
。

そ
れ
で
も
富
豪
企
業
家
の
変
遷
か
ら
中
国
の
富
豪
の
特
色
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
二
〇
一
一
年
九
月
九
日
発
表
さ
れ
た

五
一
四



中
国
民
間
企
業
家
の
拝
金
主
義
と
不
安
（
簗
場
）

（
九
〇
七
）

《
二
〇
一
一
胡
潤
百
富
榜
》
に
よ
る
と
、
二
〇
一
一
年
時
点
で
資
産
が
一
〇
億
ド
ル
超
の
富
豪
は
前
年
の
一
八
九
人
か
ら
六
五
人
増
え
て

二
五
四
人
と
な
っ
た
。
ち
な
み
に
、
二
〇
一
一
年
の
第
一
位
は
建
設
機
械
の
「
三
一
集
団
」
会
長
の
梁
穏
根
（
五
五
歳
）
で
、
そ
の
資
産

は
七
〇
〇
億
元
（
約
八
五
〇
〇
億
円
）、
同
氏
は
二
〇
一
〇
年
の
ラ
ン
キ
ン
グ
で
は
同
三
七
〇
億
元
（
約
四
五
〇
〇
億
円
）
で
第
四
位
で
あ
っ
た

（
1
）

。

ま
た
上
位
一
〇
人
中
五
人
が
不
動
産
業
で
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
富
豪
上
位
一
〇
〇
〇
人
に
ラ
ン
キ
ン
グ
入
り
し
た
者
の
富
の
源

泉
を
業
種
別
に
み
る
と
、
二
三
・
五
％
が
不
動
産
業
で
あ
る
。
中
国
で
は
資
産
を
形
成
す
る
の
に
不
動
産
が
一
番
で
あ
る
こ
と
が
如
実
に

示
さ
れ
て
い
る

（
2
）

。

さ
て
本
稿
で
と
り
あ
げ
る
企
業
家
の
黄
光
裕
は
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
七
日
発
表
の
同
じ
中
国
長
者
番
付
《
二
〇
〇
八
胡
潤
百
富
榜
》
で

ト
ッ
プ
に
な
っ
た
企
業
家
で
あ
る
。
当
時
三
九
歳
の
黄
は
二
〇
〇
四
、
二
〇
〇
五
年
と
あ
わ
せ
て
こ
れ
で
三
回
、
中
国
長
者
番
付
で
ト
ッ

プ
に
な
っ
た
。
胡
潤
百
富
の
一
〇
年
の
歴
史
で
黄
以
外
で
は
三
度
ト
ッ
プ
は

智
健
（
元
国
家
副
主
席
・

毅
仁
の
子
）
だ
け
で
あ
る

（
3
）

。

彼
の
事
業
内
容
と
し
て
は
家
電
小
売
り
、
不
動
産
、
投
資
の
三
事
業
が
併
記
さ
れ
て
い
る
。
事
業
構
成
は
そ
の
と
お
り
で
あ
る
が
後
述

す
る
よ
う
に
実
は
不
動
産
事
業
が
中
核
と
い
っ
て
も
よ
い
。
土
地
を
取
得
し
商
業
店
舗
を
開
設
し
家
電
メ
ー
カ
ー
に
出
店
さ
せ
店
舗
賃
料

を
得
る
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
で
あ
る
。
わ
ず
か
一
〇
年
余
り
で
巨
万
の
富
を
蓄
積
し
中
国
富
豪
の
ト
ッ
プ
に
仲
間
入
り
し
た
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
不
動
産
が
蓄
財
の
源
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
大
き
な
特
色
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
中
国
が
社
会
主
義
国
で
あ
り
土
地
が

国
有
資
産
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
不
動
産
業
者
が
財
を
容
易
に
形
成
で
き
る
の
は
国
有
資
産
で
あ
る
土
地
を
廉
価
で
購
入

で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
国
有
資
産
を
管
理
し
て
い
る
の
は
官
員
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
不
動
産
業
者
が
利
益
を
あ
げ
る
た
め
に
は
国
有
資

産
の
管
理
権
限
を
有
す
る
官
員
と
関
係
を
む
す
ぶ
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
関
係
を
結
ぶ
た
め
に
は
そ
の
た
め
の
投
資
も
必
要
で
あ
る
。
い

わ
ゆ
る
「
投
資
関
係
」（taozi guanxi

、
関
係
へ
の
投
資
な
い
し
関
係
に
投
資
す
る
の
意
味
）
で
あ
る
。
関
係
さ
え
で
き
れ
ば
取
得
す
る
国
有
資

五
一
五
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産
を
担
保
に
銀
行
か
ら
資
金
を
借
り
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
銀
行
の
融
資
権
限
を
有
す
る
者
も
官
員
や
不
動
産
業
者
と
一
蓮
托
生
の
関

係
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
彼
ら
も
官
員
と
と
も
に
開
発
会
社
の
役
員
に
就
任
し
そ
の
株
式
を
取
得
す
る
こ
と
も
多
い
。
こ
う
し
た
富
豪
ら

が
莫
大
な
富
を
享
受
し
て
い
る
こ
と
は
前
記
の
長
者
番
付
を
発
表
す
る
同
じ
胡
潤
研
究
院
の
《
二
〇
一
二
中
国
千
万
富
豪
品
牌

向

告
》
か
ら
、
富
豪
の
豪
奢
な
生
活
の
一
端
を
知
る
こ
と
が
で
き
る

（
4
）

。
と
こ
ろ
が
こ
れ
ら
富
豪
の
な
か
で
中
国
か
ら
逃
げ
出
し
て
行
く
者
が

少
な
く
な
い
こ
と
が
報
道
さ
れ
て
い
る
。
多
く
の
富
豪
が
海
外
移
民
を
希
望
し
て
い
る
の
で
あ
る

（
5
）

。

も
っ
と
も
外
国
の
パ
ス
ポ
ー
ト
を
取
得
し
て
も
中
国
国
内
で
事
業
活
動
は
続
け
る
。
ま
た
家
族
を
先
に
海
外
に
移
民
さ
せ
て
単
身
で
中

国
国
内
で
事
業
を
続
け
る
者
も
多
い
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
上
記
の
胡
潤
も
分
析
し
て
い
る
。
海
外
の
パ
ス
ポ
ー
ト
を
保
有
し
家
族
を
海

外
に
居
住
さ
せ
る
こ
と
で
自
分
と
家
族
の
行
く
末
の
安
全
に
保
険
を
か
け
て
い
る
と
い
え
る
。
い
ざ
と
い
う
時
に
す
ぐ
海
外
に
逃
れ
る
こ

と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
で
は
彼
ら
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
慎
重
な
の
か
？
中
国
は
奇
跡
と
も
い
え
る
高
成
長
を
達
成
し
た
。
経
済
全
体

の
な
か
で
民
営
経
済
の
ウ
ェ
イ
ト
も
高
い
。
民
営
企
業
の
事
業
家
と
し
て
公
益
に
も
貢
献
し
て
い
る
と
い
う
自
負
が
あ
れ
ば
こ
の
よ
う
な

半
身
の
姿
勢
は
と
ら
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
外
国
人
に
は
な
か
な
か
理
解
し
難
い
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
そ
の
意
味
で
少
な
く
と
も
欧
米

社
会
と
同
様
な
企
業
家
文
化
や
企
業
家
倫
理
が
未
だ
確
立
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

中
国
企
業
家
に
と
っ
て
中
国
が
蓄
財
の
天
国
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
多
く
の
富
豪
が
海
外
移
民
を
希
望
す
る
の
は
何
故
で
あ
ろ
う

か
？
経
済
の
繁
栄
に
も
か
か
わ
ら
ず
必
ず
し
も
治
安
が
よ
く
な
い
こ
と
、
深
刻
な
環
境
汚
染
、
食
の
安
全
問
題
、
そ
し
て
モ
ラ
ル
の
低
下

な
ど
の
一
般
的
な
社
会
環
境
的
要
因
も
軽
視
で
き
な
い
要
因
で
あ
ろ
う
。
た
だ
そ
れ
ら
は
最
も
重
要
な
動
機
と
は
思
え
な
い
。
事
業
家
に

と
っ
て
は
私
有
権
の
安
全
が
充
分
保
障
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
や
法
や
行
政
の
恣
意
的
な
運
用
に
よ
り
企
業
が
不
当
な
不
利
益
や
損
害
を
受

け
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
と
い
う
こ
と
が
最
も
重
要
な
理
由
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
蓄
財
し
た
財
産
を
没
収
さ
れ
莫
大
な

五
一
六
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罰
金
を
課
さ
れ
刑
事
罰
を
受
け
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
本
稿
で
分
析
す
る
黄
光
裕
と
同
様
に
多
く
の
富
豪
が
獄
門
に
下
っ
て
い
る
。
こ

う
し
た
現
実
が
移
民
希
望
の
重
要
な
理
由
で
あ
る
こ
と
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

二
〇
一
〇
年
末
、
上
記
の
民
間
企
業
創
業
者
で
大
富
豪
の
黄
光
裕
が
逮
捕
さ
れ
た
。「
内
幕
交
易
」（
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
）
と
商
業
賄
賂

に
該
当
す
る
容
疑
で
あ
る
。
黄
は
立
志
伝
中
の
人
物
で
あ
り
、
黄
が
逮
捕
さ
れ
た
事
件
以
前
に
も
以
後
に
も
、
黄
本
人
と
黄
事
件
に
関
し

て
伝
記
の
み
な
ら
ず
黄
の
経
営
手
法
と
事
件
に
関
連
し
た
数
多
く
の
評
論
、
記
事
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
本
論
稿
中
紹
介
検
討
し
た
の
は

最
新
の
論
文
、
記
事
で
そ
れ
以
外
の
多
数
の
参
照
し
た
書
籍
、
論
文
、
記
事
の
う
ち
論
文
末
に
重
要
な
単
行
本
の
み
参
照
文
献
と
し
て
掲

載
し
た
。

本
稿
で
は
こ
の
事
件
と
背
景
の
分
析
を
つ
う
じ
て
中
国
独
特
の
経
営
と
社
会
の
関
係
、
ま
た
事
件
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
中
国
独
特
の
官

と
民
の
関
係
に
由
来
す
る
腐
敗
の
構
造
の
一
端
を
紹
介
す
る
。
そ
し
て
強
力
な
権
力
の
存
在
と
表
裏
一
体
の
中
国
企
業
家
の
拝
金
主
義
と

そ
の
不
安
の
背
景
を
分
析
紹
介
し
中
国
企
業
家
の
拝
金
主
義
傾
向
と
不
安
の
共
存
す
る
企
業
家
文
化
の
脆
弱
な
一
面
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

Ｉ
．
国
美
電
気
創
業
者
黄
光
裕
の
逮
捕
と
黄
光
裕
事
件
の
概
要

1
．
国
美
電
気
創
業
者
黄
光
裕
の
逮
捕

二
〇
一
〇
年
五
月
一
九
日
付
の
中
国
紙
、『
二
一
世
紀
経
済
報
道
』
な
ど
に
よ
る
と
、
北
京
市
第
二
中
級
人
民
法
院
（
地
裁
）
は
一
八

日
、
贈
賄
な
ど
の
罪
に
問
わ
れ
て
い
た
中
国
き
っ
て
の
富
豪
で
家
電
量
販
チ
ェ
ー
ン
大
手
、
国
美
電
器
の
創
業
者
・
黄
光
裕
被
告

（
四
一
）
に
対
し
、
懲
役
一
四
年
と
合
計
八
億
元
（
約
一
〇
八
億
円
）
の
罰
金
・
財
産
没
収
の
判
決
を
言
い
渡
し
た
。
黄
被
告
は
税
務
捜
査

に
か
ら
み
公
安
や
税
務
当
局
の
幹
部
ら
に
会
社
ぐ
る
み
で
約
四
六
〇
万
元
（
約
六
二
〇
〇
万
円
）
相
当
を
贈
っ
た
ほ
か
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取

五
一
七
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引
や
違
法
な
外
貨
取
引
の
罪
に
も
問
わ
れ
た
。

黄
被
告
は
広
東
省
を
中
心
に
家
電
販
売
で
従
業
員
二
〇
万
人
を
抱
え
る
グ
ル
ー
プ
を
築
き
上
げ
、
事
件
発
覚
前
の
二
〇
〇
八
年
一
〇
月

に
は
個
人
資
産
が
総
額
四
三
〇
億
元
（
約
五
八
〇
〇
億
円
）
に
の
ぼ
る
中
国
一
の
富
豪
で
あ
る

（
6
）

。

判
決
に
先
ん
じ
て
以
下
の
嫌
疑
で
検
察
の
捜
査
を
受
け
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、

◆
国
美
電
器
の
香
港
上
場
に
便
宜
を
図
る
た
め
の
贈
賄

◆
永
楽
電
器
を
買
収
し
た
際
の
贈
賄

◆
地
下
銀
行
を
通
じ
た
海
外
へ
の
資
産
移
動

◆
中
国
本
土
上
場
企
業
複
数
社
の
株
価
操
作

◆
海
外
ペ
ー
パ
ー
カ
ン
パ
ニ
ー
へ
の
資
産
注
入
に
よ
る
脱
税

そ
し
て
、
黄
光
裕
の
逮
捕
に
続
き
、
二
〇
〇
九
年
、
上
海
市
公
安
局
前
副
局
長
の
朱
影
が
拘
留
さ
れ
た
。
朱
影
は
公
安
局
副
局
長
と
し

て
経
済
事
件
の
捜
査
を
担
当
し
た
際
、
黄
光
裕
に
便
宜
を
は
か
っ
た
容
疑
を
追
及
さ
れ
た
。
ま
た
中
国
公
安
部
部
長
補
佐
（
副
大
臣
相
当
）

の
鄭
少
東
ら
が
捜
査
、
処
罰
の
対
象
と
な
っ
た
ほ
か
、
さ
ら
に
鄭
に
関
連
し
て
広
東
公
安
庁
庁
長
を
務
め
た
広
東
省
政
治
協
商
会
議
主
席

の
陳
紹
基
、
元
共
産
党
広
東
省
紀
律
検
査
委
員
会
書
記
を
務
め
た
浙
江
省
紀
律
検
査
委
員
会
書
記
の
王
華
元
も
拘
留
さ
れ
た
。
そ
の
後
、

以
上
の
鄭
、
陳
、
そ
し
て
王
は
収
賄
罪
で
有
罪
判
決
が
確
定
し
た
。
以
上
の
経
過
を
整
理
す
る
と
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

五
一
八



中
国
民
間
企
業
家
の
拝
金
主
義
と
不
安
（
簗
場
）

（
九
一
一
）

二
〇
〇
八
年

　

一
一
月
二
二
日
、
中
国
家
電
販
売
大
手
「
国
美
集
団
」
の
黄
光
裕
主
席
が
贈
賄
容
疑
な
ど
で
拘
束
さ
れ
る
。

二
〇
〇
九
年

　

鄭
少
東
・
公
安
副
部
長
、
陳
紹
基
・
広
東
省
政
治
協
商
会
議
主
席
、
そ
し
て
王
華
元
・
同
省
党
規
律
検
査
委
書
記
ら
が
不
正
の
疑
い

で
拘
束
さ
れ
た
。

二
〇
一
〇
年　

　

鄭
、
陳
そ
し
て
王
は
そ
れ
ぞ
れ
執
行
猶
予
二
年
付
の
死
刑
の
判
決
を
受
け
た
。

2
．
黄
事
件
の
概
要
と
経
過

黄
光
裕
の
逮
捕
を
契
機
に
千
名
あ
ま
り
の
官
員
が
捜
査
対
象
と
な
っ
た
大
事
件
で
あ
っ
た
。
警
察
の
黄
光
裕
の
拘
留
容
疑
は
イ
ン
サ
イ

ダ
ー
取
引
。
検
察
移
送
後
の
罪
状
は
中
国
語
表
記
で
「
内
幕
交
易
」（
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
）
と
「
非
法
経
営
」（
不
正
経
営
）
で
あ
る
。
数
ヶ

月
の
間
、
こ
の
容
疑
で
捜
査
を
進
め
た
。
以
下
判
決
文
章
か
ら
黄
の
罪
状
、
事
件
の
経
過
を
最
も
詳
し
く
伝
え
る
『
刑
事
弁
護
』（
中
国

語
）
の
掲
載
記
事
か
ら
そ
の
重
点
を
紹
介
し
た
。
日
本
語
と
し
て
理
解
の
た
め
適
宜
加
筆
し
た
。
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

黄
事
件
の
経
過

◆
一
三
億
元
の
株
購
入

二
〇
〇
六
年
、
上
場
企
業
「
中
関
村
科
技
」（
中
国
語
表
記
で
は
「
中

村
科
技
」、
以
下
中
関
村
と
略
称
）
に
出
資
。五

一
九



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
九
一
二
）

中
関
村
の
改
組
中
に
黄
は
内
部
人
員
で
あ
る
身
分
を
隠
し
、
改
組
の
内
部
情
報
を
取
得
し
中
関
村
の
株
式
を
大
量
に
購
入
し
た
。

二
〇
〇
七
年
七
月
よ
り
黄
は
中
関
村
董
事
長
・
許

民
と
共
謀
し
、
中
関
村
と
鵬
潤
房
地
産
が
進
め
て
い
る
資
産
改
組
の
内
部
情
報
を

利
用
し
て
、
中
関
村
の
株
式
を
購
入
。

黄
は
手
下
を
指
図
し
て
八
〇
以
上
の
株
式
口
座
を
開
設
し
、
妻
の
杜

が
株
式
売
買
の
責
任
を
負
い
多
く
の
株
価
操
縦
人
を
指
揮
し
、

合
計
一
億
株
余
り
の
株
式
を
買
い
進
み
成
約
額
は
一
三
億
を
超
え
た
。

◆
相
懐
珠
が
購
入

イ
ン
サ
イ
ダ
ー
で
唯
一
嫌
疑
を
受
け
た
官
員
は
公
安
部
経
偵
局
副
局
長
兼
北
京
直
属
総
隊
総
隊
長
・
相
懐
珠
で
あ
る
。

二
〇
〇
七
年
、
黄
ら
が
中
関
村
の
株
式
（
購
入
）
を
手
配
す
る
時
、
相
も
内
部
情
報
を
取
得
し
、
一
〇
〇
万
元
余
り
の
資
金
を
用
い
て

毎
一
四
元
で
購
入
し
た
。

◆
黒
銭
（
ブ
ラ
ッ
ク
マ
ネ
ー
）
の
利
用
、
不
正
送
金

黄
の
売
買
資
金
は
香
港
マ
カ
オ
の
賭
博
界
大
物
・
連
超
の
地
下
銀
行
を
つ
う
じ
て
送
金
し
た
も
の
、
こ
れ
が
黄
の
も
う
一
つ
の
起
訴
理

由
│
「
非
法
経
営
」
で
あ
る
。

二
〇
〇
七
年
黄
は
…
（
中
略
）
…
連
兄
弟
を
つ
う
じ
て
巨
額
の
香
港
資
金
を
内
地
に
送
金
し
、
そ
れ
を
北
京
の
多
く
の
会
社
に
集
め
た
。

…
（
中
略
）
…
一
年
あ
ま
り
の
間
に
二
〇
億
を
超
え
る
香
港
資
金
を
人
民
元
に
換
金
し
、
さ
ら
に
一
〇
億
人
民
元
を
香
港
元
に
兌
換
し
送

金
し
た
。

五
二
〇



中
国
民
間
企
業
家
の
拝
金
主
義
と
不
安
（
簗
場
）

（
九
一
三
）

◆
套
牢
（
塩
漬
け
の
意
味
）

Ａ
株
暴
落
、
保
持

株
価
暴
落
の
結
果
大
多
数
の
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
と
こ
と
な
り
少
し
も
利
益
を
得
て
い
な
い
。
二
〇
〇
八
年
、
中
関
村
董
事
会
が
中
関

村
改
組
計
画
の
放
棄
を
発
表
し
た
時
、
株
価
は
わ
ず
か
五
元
に
暴
落
し
た
。
…
（
中
略
）
…
逮
捕
時
も
株
を
保
有
し
て
い
る
。

◆
証
券
監
督
管
理
委
員
会
（
証
監
会
）
が
異
常
を
調
査

す
で
に
二
〇
〇
八
年
四
月
、
証
監
会
は
中
関
村
の
異
常
な
株
式
取
引
に
つ
い
て
調
査
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
…
（
中
略
）
…
証
監
会
に

よ
れ
ば
中
関
村
株
式
操
作
が
疑
わ
れ
る
多
く
の
取
引
口
座
が
発
見
さ
れ
た
。
し
か
も
資
金
量
も
巨
大
で
同
一
時
点
に
投
入
さ
れ
て
い
る
。

多
数
の
口
座
が
短
時
間
に
身
分
証
を
利
用
し
て
開
設
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
資
金
の
出
所
が
香
港
の
地
下
銀
行
と
関
係
が
あ
っ
た
。
そ
し
て

調
査
の
結
果
、
口
座
資
金
の
流
れ
先
と
し
て
黄
光
裕
の
会
社
が
確
認
さ
れ
た
。
八
月
、
黄
の
手
下
の
曹
の
調
査
を
始
め
た
。

◆
割
肉
（
損
切
り
の
意
味
）

逮
捕
時
す
で
に
損
切
り
状
態

二
〇
〇
八
年
一
〇
月
、
証
監
会
が
本
件
調
査
を
公
安
部
（
警
察
）
に
移
管
。「
央
行
反
洗
銭
処
」（
中
央
贈
収
賄
反
資
金
洗
浄
所
）、「
反
洗

銭
監
測
中
心
」（
反
資
金
洗
浄
監
視
セ
ン
タ
ー
）
そ
し
て
「
国
家
外
国
為
替
管
理
局
」
が
黄
光
裕
の
外
国
為
替
の
不
正
な
兌
換
状
況
を
掌
握

し
北
京
公
安
局
に
報
告
し
た
。

逮
捕
時
、
黄
光
裕
は
ま
だ
中
関
村
株
を
投
げ
売
り
し
て
お
り
、
ま
た
手
元
に
株
が
残
っ
て
い
る
が
株
価
は
わ
ず
か
二
元
に
。

五
二
一



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
九
一
四
）

◆
妻
逃
亡
、
鄭
少
東
が
逃
亡
幇
助

黄
光
裕
の
逮
捕
直
前
、
妻
の
杜

が
逃
亡
し
た
こ
と
か
ら
警
察
内
部
の
通
報
者
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
り
前
出
（
筆
者
）
の
公
安
部
の

鄭
、
相
に
捜
査
が
及
ぶ
こ
と
に
な
る
。

鄭
よ
り
先
に
地
下
銀
行
の
前
出
（
筆
者
）
の
連
超
が
逮
捕
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
こ
の
ル
ー
ト
か
ら
捜
査
は
鄭
に
波
及
す
る
こ
と

に
な
る
。
そ
し
て
事
件
は
以
外
に
も
大
転
換
、
以
後
多
く
の
高
官
と
警
察
の
要
員
が
相
次
い
で
捜
査
さ
れ
失
墜
し
た
。

◆
起
訴

大
物
弁
護
士
と
著
名
検
察
官
が
法
廷
で
対
峙
。

◆
関
係
網
の
存
在

事
件
の
捜
査
を
契
機
に
黄
と
鄭
少
東
の
緊
密
な
関
係
の
由
来
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
二
〇
〇
六
年
、
黄
兄
弟
が
関
与
し
た
中

国
銀
行
北
京
支
店
不
正
融
資
事
件
で
兄
弟
は
調
査
を
受
け
た
が
、
黄
は
同
郷
の
当
時
公
安
部
経
済
犯
罪
偵
察
局
局
長
の
鄭
少
東
に
会
い
収

拾
を
依
頼
す
る
。
鄭
は
部
下
の
副
局
長
・
相
懐
珠
に
も
み
消
し
を
命
じ
る
。
黄
兄
弟
は
こ
の
結
果
、
罪
を
免
れ
た
の
で
あ
る

（
7
）

。

以
上
が
経
過
で
あ
る
が
、
黄
光
裕
事
件
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
犯
罪
事
実
は
驚
く
べ
き
も
の
が
あ
る
。
会
社
幹
部
で
あ
る
董
事
長
と
黄
自

ら
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
を
指
揮
し
、
黄
夫
婦
は
夫
唱
婦
随
で
株
価
操
縦
を
お
こ
な
っ
た
。
売
買
資
金
は
地
下
銀
行
を
つ
う
じ
て
入
手
し
た

闇
資
金
で
あ
り
不
正
に
兌
換
送
金
さ
れ
た
。
ブ
ラ
ッ
ク
マ
ネ
ー
が
暗
躍
す
る
投
機
化
・
バ
ブ
ル
化
し
た
証
券
市
場
を
象
徴
す
る
事
件
で

五
二
二



中
国
民
間
企
業
家
の
拝
金
主
義
と
不
安
（
簗
場
）

（
九
一
五
）

あ
っ
た
と
い
え
る
。
黄
が
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
で
あ
り
な
が
ら
株
式
売
買
取
引
で
失
敗
し
て
い
る
こ
と
は
若
干
奇
異
で
あ
る
。
た
だ
こ
れ
は
不

問
に
し
て
も
事
件
の
捜
索
を
契
機
に
官
員
の
関
与
が
明
白
に
な
り
千
名
あ
ま
り
の
各
級
官
員
に
捜
査
が
及
ん
だ
。
た
だ
立
件
さ
れ
た
者
は

わ
ず
か
四
人
に
す
ぎ
な
い
の
は
疑
問
を
感
じ
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
。

Ⅱ
．
黄
光
裕
と
事
件
の
意
味

黄
氏
の
成
功
と
挫
折
の
物
語
は
中
国
の
改
革
開
放
後
の
経
済
の
高
成
長
と
中
国
資
本
家
の
成
功
物
語
の
表
徴
で
あ
る
と
同
時
に
中
国
資

本
家
の
哀
歌
で
も
あ
る
と
い
え
る
。

1
．
黄
光
裕
と
国
美
の
発
展

黄
の
生
い
立
ち
、
そ
し
て
成
功
物
語
に
つ
い
て
は
伝
記
や
多
数
の
雑
誌
や
ネ
ッ
ト
の
記
事
か
ら
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
多
く
は
大
同

小
異
で
あ
る
が
、
中
国
ネ
ッ
ト
の
『
網
易
』（
中
国
語
表
記
は
『
网
易
』）
や
『
三
聯
生
活
週
刊
』（
中
国
語
表
記
は
『
三

生
活
周
刊
』）
が
詳

し
い
。
以
下
そ
の
要
約
で
あ
る

（
8
）

。

一
九
六
九
年
黄
光
裕
は
、
広
東
省
の
汕
頭
市
・
鳳
壺
村
に
生
ま
れ
た
。
家
族
は
両
親
と
四
人
の
子
供
を
含
む
六
人
家
族
。
と
に
か
く
貧

乏
だ
っ
た
。
家
計
を
支
え
る
た
め
、
長
男
の
黄
俊
欽
と
次
男
の
黄
光
裕
は
、
町
に
出
て
は
古
本
な
ど
を
売
り
わ
ず
か
な
金
を
稼
い
だ
。

一
六
歳
の
時
に
広
東
で
仕
入
れ
た
電
気
製
品
を
内
蒙
古
ま
で
運
ん
で
売
る
担
ぎ
屋
を
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
黄
光
裕
と
兄
は

一
九
八
七
年
一
月
一
日
、
持
っ
て
い
た
四
〇
〇
〇
元
と
借
用
し
た
三
万
元
の
資
金
で
北
京
市
の
天
安
門
近
く
に
わ
ず
か
一
〇
〇
平
方
メ
ー

ト
ル
の
小
さ
な
店
を
構
え
て
開
業
し
た
。
こ
れ
が
、
二
〇
年
後
に
天
下
に
名
を
馳
せ
る
こ
と
に
な
る
国
美
電
器
の
原
点
で
あ
る
。

五
二
三



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
九
一
六
）

（
国
美
の
発
展
と
組
織
）

国
美
の
発
展
と
組
織
に
つ
い
て
も
『
三
聯
生
活
週
刊
』
に
詳
し
い
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
国
美
電
器
は
他
社
に
先
駆
け
て
一
九
九
〇
年
、
広

東
の
メ
ー
カ
ー
か
ら
直
接
買
い
付
け
販
売
を
開
始
し
た
。
そ
の
分
、
仕
入
れ
原
価
を
引
き
下
げ
消
費
者
に
安
く
提
供
し
た
。
九
九
年
に
は

全
国
チ
ェ
ー
ン
展
開
を
開
始
し
、
テ
レ
ビ
や
洗
濯
機
、
冷
蔵
庫
を
求
め
る
新
興
中
産
階
級
の
購
買
意
欲
の
お
か
げ
で
、
多
店
舗
化
に
成
功

し
た
。
一
三
〇
〇
店
に
掲
げ
ら
れ
た
赤
と
青
の
国
美
の
ロ
ゴ
は
、
一
般
家
庭
に
浸
透
し
一
大
ブ
ラ
ン
ド
に
な
っ
た
。
九
九
年
、
黄
光
裕
は

妹
婿
の
張
志
銘
氏
に
国
美
電
器
の
総
経
理
の
座
を
譲
り
、
総
資
産
五
〇
億
元
で
「
鵬
潤
投
資
有
限
公
司
」
を
設
立
す
る
。
不
動
産
や
金
融

事
業
に
も
進
出
し
、
国
美
電
器
、「
鵬
潤
房
地
産
」、「
鵬
泰
投
資
」
を
鵬
潤
投
資
有
限
公
司
の
傘
下
に
置
い
た
。

そ
の
後
、
鵬
潤
投
資
有
限
公
司
は
、
一
・
三
五
億
香
港
ド
ル
で
香
港
に
上
場
す
る
「
京
動
自
動
化
集
団
有
限
公
司
」
の
株
式
七
四
・
五
％

を
買
収
。
鵬
潤
房
地
産
の
一
部
資
産
を
上
場
企
業
に
投
資
し
、「
中
国
鵬
潤
集
団
」
と
改
名
し
た
。
中
国
鵬
潤
は
〇
三
年
一
一
月
、
香
港

で
第
一
店
舗
目
を
開
設
。
海
外
市
場
開
拓
に
向
け
た
第
一
歩
を
踏
み
出
し
た
。
〇
四
年
六
月
、
香
港
の
メ
イ
ン
ボ
ー
ド
に
上
場
。
同
年
七

月
、
中
国
鵬
潤
は
国
美
電
器
の
株
式
六
五
％
を
八
八
億
元
で
取
得
。
九
月
、
国
美
電
器
の
資
産
注
入
に
伴
い
、
社
名
を
「
国
美
電
器
控
股

有
限
公
司
」
に
変
更
し
た

（
9
）

。

な
お
黄
会
長
は
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
現
在
、
同
グ
ル
ー
プ
株
の
三
四
％
を
所
有
し
、
個
人
資
産
は
六
三
億
米
ド
ル
（
約
六
一
七
四
億
円
）、

中
国
の
長
者
番
付
、
胡
潤
百
富
榜
で
過
去
五
年
間
三
度
も
第
一
位
を
占
め
二
〇
〇
八
年
も
ト
ッ
プ
だ
っ
た
。
ま
た
、
同
じ
く
二
〇
〇
八
年

米
『
フ
ォ
ー
ブ
ス
』
誌
（F

orbes

）
の
ア
ジ
ア
・
ラ
ン
キ
ン
グ
で
は
、
中
国
第
二
位
に
ラ
ン
ク
イ
ン
し
て
い
る
。
従
業
員
約
二
〇
万
人
、

中
国
の
二
八
〇
都
市
一
二
〇
〇
の
直
営
店
を
有
す
る
。
二
〇
〇
七
年
一
〇
月
、
パ
ソ
コ
ン
ソ
フ
ト
製
造
企
業
の
米
デ
ル
社
（D

ell Inc.

）

と
提
携
し
中
国
家
電
企
業
で
初
め
て
米
パ
ソ
コ
ン
を
販
売
し
た

（
10
）

。

五
二
四



中
国
民
間
企
業
家
の
拝
金
主
義
と
不
安
（
簗
場
）

（
九
一
七
）

こ
の
よ
う
に
中
国
ト
ッ
プ
の
家
電
販
売
の
企
業
で
あ
る
が
、
家
電
会
社
と
い
っ
て
も
上
記
の
経
緯
と
組
織
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
グ
ル
ー

プ
企
業
で
あ
り
、
控
股
公
司
（
持
株
会
社
）
で
あ
る
国
美
電
器
控
股
公
司
の
実
態
は
不
動
産
部
門
と
投
資
部
門
の
子
会
社
を
有
す
る
中
国

鵬
潤
で
も
あ
る
。
持
株
会
社
は
ま
た
不
動
産
管
理
会
社
の
一
面
を
有
し
、
実
際
に
同
社
の
高
成
長
と
高
収
益
は
同
社
の
展
開
す
る
店
舗
不

動
産
に
出
店
す
る
家
電
メ
ー
カ
ー
、
同
販
売
会
社
か
ら
得
ら
れ
る
「
入
場
料
」
と
称
す
る
不
動
産
収
入
・
利
益
が
多
い
。

2
．
黄
光
裕
の
失
脚
の
意
味
│
事
件
か
ら
想
像
さ
れ
る
背
後
の
関
係
│

黄
が
失
脚
し
た
の
は
な
ぜ
か
。
中
国
で
は
商
人
が
不
正
を
お
こ
な
う
こ
と
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
と
い
わ
れ
る
。
彼
の
罪
状
の
イ
ン

サ
イ
ダ
ー
取
引
や
不
正
取
引
、
為
替
法
違
反
に
相
当
す
る
行
為
は
確
か
に
不
正
で
は
あ
る
。
ま
た
多
数
の
官
員
が
取
り
調
べ
を
受
け
た
。

理
由
は
収
賄
を
受
け
て
便
宜
を
は
か
っ
た
か
否
か
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
改
め
て
法
が
執
行
さ
れ
た
の
は
な
ぜ
か
、
ま
た
な
ぜ
黄
な
の
か
。
イ
ン
タ
ネ
ッ
ト
の
多
く
の
網
友
（
ネ
ッ
ト
利
用
者
）
の
意

見
に
は
彼
に
同
情
的
な
意
見
も
多
い
。
も
っ
と
も
同
情
的
と
い
っ
て
も
黄
へ
の
同
情
に
仮
託
し
て
有
力
な
党
幹
部
の
子
弟
（
公
的
地
位
に

就
任
し
て
い
る
こ
と
も
多
い
）
や
高
級
官
僚
に
対
す
る
揶
揄
で
あ
る
と
い
え
る
。
同
じ
こ
と
を
お
こ
な
っ
て
も
彼
ら
が
逮
捕
さ
れ
る
こ
と
は

ほ
と
ん
ど
な
い
か
ら
で
あ
る
。
千
人
あ
ま
り
の
官
員
が
捜
査
、
取
り
調
べ
を
受
け
な
が
ら
逮
捕
さ
れ
た
の
は
わ
ず
か
四
人
な
の
も
問
題
で

あ
る
。

一
つ
の
答
え
は
黄
が
権
力
の
保
護
を
失
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
彼
の
一
番
の
保
護
者
は
同
郷
の
党
公
安
部
部
長
助
理
（
大
臣
補
佐
相
当
）・

経
済
犯
罪
偵
査
局
局
長
の
鄭
少
東
で
あ
る
。
ま
た
鄭
を
つ
う
じ
て
黄
は
鄭
の
上
司
で
あ
る
広
東
省
政
治
協
商
会
議
主
席
・
陳
紹
基
と
関
係

を
結
ん
で
い
た
。
こ
う
し
て
黄
は
よ
り
大
き
い
保
護
の
傘
の
下
に
は
い
る
。
鄭
と
陳
は
国
家
の
事
実
上
の
最
高
重
要
権
力
機
構
で
あ
る
中

五
二
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国
共
産
党
中
央
政
治
局
常
務
委
員
・
中
央
政
法
委
員
会
書
記
（
国
家
の
事
実
上
の
司
法
・
検
察
と
警
察
行
政
の
最
高
責
任
者
）
の
周
永
康
の
直

属
部
下
で
あ
っ
た
。
ま
た
周
は
「
太
子
党
」
と
「
上
海
閥
」
の
総
帥
と
い
わ
れ
る
前
国
家
主
席
・
江
沢
民
の
妻
の
姪
の
夫
で
あ
る
。

以
上
の
人
的
関
係
か
ら
イ
ン
タ
ネ
ッ
ト
の
記
事
の
黄
事
件
に
つ
い
て
の
一
つ
の
有
力
な
解
釈
は
胡
錦
濤
お
よ
び
共
産
党
青
年
団
（「
共

青
団
」）
派
と
太
子
党
と
の
「
闘
争
」（
権
力
争
い
）
な
い
し
代
理
戦
争
だ
と
す
る
意
見
で
あ
る
。
そ
し
て
黄
は
胡
錦
濤
派
と
太
子
党
派
の
代

理
戦
争
の
生
贄
に
な
っ
た
と
す
る
見
方
で
あ
る
。
こ
う
し
た
推
理
は
決
し
て
荒
唐
無
稽
と
は
い
え
な
い
の
は
同
様
な
事
例
が
あ
る
か
ら
で

あ
る
。

例
え
ば
最
近
で
は
一
度
な
ら
ず
胡
錦
濤
派
の
有
力
者
が
メ
デ
ィ
ア
を
つ
う
じ
て
不
正
疑
惑
を
リ
ー
ク
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち

二
〇
〇
九
年
同
派
の
ト
ッ
プ
と
い
え
る
李
克
強
・
政
治
局
常
務
委
員
（
副
首
相
）
に
ハ
ル
ピ
ン
（
哈
尔

）
市
党
書
記
か
ら
の
収
賄
疑
惑
あ

り
と
す
る
報
道
や
胡
錦
濤
総
書
記
長
男
の
胡
海
鵬
・「
威
視
集
団
」
総
経
理
に
ナ
ミ
ビ
ア
で
の
汚
職
疑
惑
あ
り
と
す
る
報
道
が
あ
っ
た
。

ま
た
二
〇
一
一
年
春
、
大
学
内
で
の
ひ
き
逃
げ
事
故
の
加
害
者
が
権
力
を
使
っ
て
捜
査
を
逃
れ
た
事
件
で
は
加
害
者
が
李
克
強
の
遠
戚
で

あ
る
こ
と
が
頻
繁
に
報
道
さ
れ
た
。
ち
な
み
に
上
海
閥
の
李
長
春
が
中
国
共
産
党
中
央
政
治
局
常
務
委
員
会
委
員
と
し
て
「
意
識
形
態
」

（
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
）
の
担
当
責
任
者
で
あ
り
メ
デ
ィ
ア
の
監
督
は
そ
の
最
重
要
の
任
務
で
あ
る
。

そ
し
て
黄
事
件
の
引
き
金
と
考
え
ら
れ
る
の
は
胡
国
家
主
席
の
出
身
母
体
で
あ
り
そ
の
影
響
力
の
強
い
胡
主
席
直
系
の
共
青
団
派
の
二

人
、
ま
ず
汪
洋
が
二
〇
〇
七
年
に
広
東
省
ト
ッ
プ
同
省
党
委
書
記
（
党
中
央
政
治
局
員
）
に
就
任
し
、
ま
た
劉
玉
浦
が
深
セ
ン
市
ト
ッ
プ
の

党
委
書
記
の
地
位
に
就
任
し
た
こ
と
、
そ
し
て
彼
ら
と
地
元
出
身
幹
部
と
の
確
執
が
起
き
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
汪
書
記
と
太
子
党

の
博
熙
来
・
重
慶
市
党
委
書
記
（
当
時
）
が
共
産
党
中
央
委
員
会
政
治
局
入
り
を
視
野
に
出
世
競
争
を
し
て
い
る
こ
と
が
相
次
ぐ
摘
発
と

絡
ん
で
い
る
と
の
見
方
が
あ
る
。
手
柄
を
あ
げ
将
来
、
政
権
を
担
当
す
る
た
め
の
競
争
で
あ
る
が
、
標
的
と
な
る
の
は
対
立
す
る
派
の
少

五
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壮
官
僚
な
い
し
中
級
官
僚
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
解
釈
は
う
が
っ
た
見
方
か
も
し
れ
な
い
が
、
中
国
一
般
庶
民
の
意
見
を
代
弁
す
る
と
も
い
え
る
民
間
の
商
業
新
聞
の
記
事

の
な
か
に
も
多
く
見
ら
れ
る
見
解
で
あ
る
。
例
え
ば
『
中
国
瞭
望
』
の
記
事
「
鄭
少
東
判
死
緩
背
后
是
胡
錦
濤
打
撃
周
永
康
」（
鄭
少
東
の

執
行
猶
予
付
き
死
刑
判
決
の
背
景
は
胡
錦
濤
の
周
永
康
へ
の
攻
撃
で
あ
る
と
い
う
意
味

（
11
）

）。

こ
の
よ
う
な
見
方
が
多
い
の
は
中
国
人
に
と
っ
て
後
述
の
「
関
係
」（guanxi

）
な
い
し
関
係
網
（
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）
こ
そ
が
社
会
生
活
上

の
土
台
に
な
る
関
係
で
あ
り
、
そ
れ
は
時
と
し
て
法
に
優
先
す
る
こ
と
も
あ
る
社
会
生
活
の
基
礎
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
関
係
が
前

述
の
共
青
団
派
や
太
子
党
と
い
っ
た
「
党
」
や
「
派
」
形
成
の
基
盤
で
あ
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
ま
た
こ
の
視
点
か
ら
事
件
の
背
後
を
解

釈
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
り
一
般
的
と
も
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
視
点
の
み
か
ら
上
述
の
問
題
に
つ
い
て
真
実
を
す

べ
て
把
握
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
権
力
の
土
台
と
も
い
え
る
関
係
網
、
権
力
を
め
ぐ
る
争
い
、
そ
し
て
政
局
が
時
と
し
て
党
と
司
法
・
警
察
権
力
に
よ

る
法
の
執
行
を
現
実
の
も
の
と
し
、
そ
の
結
果
企
業
家
の
財
産
や
企
業
家
生
命
に
は
か
り
し
れ
な
い
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う

こ
と
が
い
え
る
事
例
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

3
．
政
治
権
力
と
企
業
経
営
の
悪
し
き
伝
統

黄
事
件
を
つ
う
じ
て
想
起
さ
れ
る
の
は
新
中
国
成
立
以
前
の
悪
し
き
官
民
（
商
）
関
係
の
伝
統
、
悪
し
き
商
業
文
化
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
一
九
世
紀
中
葉
か
ら
新
中
国
成
立
ま
で
の
約
一
〇
〇
年
間
に
限
っ
て
も
、
多
様
性
を
内
包
す
る
時
代
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
清
末
の

「
紅
頂
商
人
」
や
「
買
弁
」
の
商
業
活
動
の
あ
り
か
た
や
そ
の
権
力
寄
生
的
商
業
文
化
が
旧
社
会
の
悪
し
き
官
民
関
係
、
商
業
文
化
の
代

五
二
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表
と
さ
れ
る
一
方
で
、
愛
国
的
な
民
族
企
業
家
の
下
で
健
全
な
商
業
文
化
が
形
成
さ
れ
た
時
期
も
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
多
様

な
社
会
経
済
的
諸
条
件
の
相
違
が
そ
の
基
因
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
い
わ
ん
や
清
末
と
現
代
の
社
会
的
経
済
的
条
件
が
同
じ
で

な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
改
革
開
放
後
も
そ
の
初
期
と
国
有
企
業
の
民
営
化
が
進
展
し
た
一
九
九
八
年
以
降
と
で
は
条
件
は

こ
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
今
日
の
民
間
企
業
家
や
「
赤
い
商
人
」
と
清
末
の
「
紅
頂
商
人
」
と
の
間
に
類
似
性
が
認
め
ら
れ
て
も
そ
の
発

生
の
経
済
的
条
件
が
異
な
る
こ
と
も
い
う
ま
で
も
な
い
の
で
あ
っ
て
、
類
似
性
の
所
以
は
主
に
官
（
権
力
）
と
民
（
商
）
の
関
係
の
あ
り

か
た
に
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
な
わ
ち
少
な
く
と
も
清
末
と
今
日
と
の
間
に
歴
史
を
貫
い
て
官
と
商
の
間
に
存
在
し
て
い
る
共
通
性
は
、
前
者
と
後
者
の
癒
着
、
後

者
の
前
者
へ
の
従
属
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

（「
紅
頂
商
人
」
資
本
主
義
の
出
現
）

清
末
か
ら
今
日
ま
で
、
な
か
で
も
清
末
の
「
紅
頂
商
人
」
や
「
買
弁
」
の
商
業
活
動
の
あ
り
か
た
や
そ
の
商
業
文
化
は
、
そ
の
後
の
新

中
国
成
立
ま
で
、
中
国
の
半
植
民
地
時
代
を
つ
う
じ
て
貫
か
れ
て
い
る
官
（
権
力
）
と
商
の
関
係
と
し
て
代
表
さ
れ
る
表
徴
的
関
係
で
あ

り
商
業
文
化
で
あ
る
。

清
末
の
大
物
官
僚
・
李
鴻
章
や
「
紅
頂
商
人
」
と
い
わ
れ
た
胡
雪
岩
、
盛
宣
懐
の
領
導
す
る
旧
社
会
の
事
業
の
経
営
は
、
官
僚
の
み
な

ら
ず
商
人
が
官
位
と
権
限
そ
し
て
資
本
を
政
府
か
ら
与
え
ら
れ
事
業
を
独
占
す
る
一
方
で
、
不
透
明
な
経
営
を
つ
う
じ
て
政
府
高
官
と
官

僚
資
本
家
や
紅
頂
商
人
が
私
腹
を
肥
や
す
利
益
共
同
体
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
人
民
民
主
主
義
国
家
の
成
立
後
、
旧
中
国
独
特
の
貿
易
商
の

代
名
詞
と
も
い
わ
れ
た
清
末
以
来
の
「
買
弁
」
や
そ
れ
と
癒
着
し
私
利
を
貪
る
官
僚
資
本
な
い
し
官
僚
経
営
は
一
掃
さ
れ
た
。

五
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と
こ
ろ
が
現
在
で
は
古
典
的
な
紅
頂
商
人
に
か
わ
り
元
共
産
党
高
級
幹
部
お
よ
び
そ
の
子
弟
や
現
職
同
党
幹
部
な
ど
の
「
赤
い
商
人
」

と
も
い
う
べ
き
企
業
家
が
同
じ
く
紅
頂
商
人
と
呼
ば
れ
、
多
く
の
企
業
の
経
営
を
担
当
し
権
力
と
共
同
し
癒
着
し
た
経
営
を
遂
行
し
て
い

る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
中
国
経
済
に
お
け
る
外
国
企
業
の
役
割
が
増
大
す
る
の
に
伴
い
外
国
企
業
と
の
交
易
を
つ
う
じ
て
不
正
に
私
腹
を

こ
や
す
公
私
の
企
業
経
営
者
が
増
大
し
て
い
る
こ
と
も
歴
史
と
重
な
る
新
し
い
事
実
で
あ
ろ
う
。
中
国
で
今
ま
た
官
僚
経
営
や
買
弁
的
経

営
が
復
活
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。

そ
し
て
党
組
織
の
存
在
す
る
企
業
で
は
司
法
や
行
政
組
織
の
単
位
で
党
内
地
位
の
昇
進
が
ほ
ぼ
役
職
上
の
地
位
と
並
行
す
る
の
と
同
様

に
、
経
営
者
の
職
位
に
あ
る
者
は
単
位
で
あ
る
企
業
の
共
産
党
の
幹
部
で
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
共
産
党
と
権
力
そ
し
て
企
業
単
位
、
経
営
者
と
が
密
接
な
関
係
を
形
成
し
て
い
る
な
か
で
、
共
産
党
幹
部
で
も
な
け
れ
ば

そ
の
子
弟
で
も
な
い
、
ま
た
党
員
で
も
な
い
一
般
の
私
人
や
大
企
業
の
経
営
者
も
事
業
上
成
功
す
る
た
め
に
は
、
権
力
と
む
す
び
つ
か
な

け
れ
ば
成
功
へ
の
途
は
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
。
旧
社
会
に
お
い
て
官
と
商
の
間
に
み
ら
れ
た
関
係
と
同
様
で
あ
る
が
、
現
在
は
主
役
と
脇
役

を
替
え
て
経
営
者
が
賄
賂
を
贈
り
権
力
・
役
人
の
庇
護
を
受
け
る
関
係
、
新
し
い
紅
頂
商
人
と
権
力
と
の
関
係
が
形
成
さ
れ
た
と
い
え
よ

う
。（

経
営
環
境
と
し
て
の
政
治
権
力
の
圧
倒
的
な
力
）

前
項
Ⅱ
2
．「
黄
光
裕
の
失
脚
の
意
味
」
で
言
及
し
た
よ
う
に
、
権
力
に
よ
る
法
の
執
行
に
つ
い
て
そ
の
公
正
性
に
疑
問
が
も
た
れ
た
。

ま
た
権
力
集
団
が
対
立
し
つ
つ
と
も
に
権
力
を
利
用
し
事
件
を
利
用
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
し
か
も
権
力
の
行
使
も
大
幅

な
裁
量
に
由
来
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
法
の
運
用
が
恣
意
的
で
あ
り
権
力
闘
争
の
た
め
に
政
治
的
に
権
力
装
置
が
行
使
さ

五
二
九
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れ
れ
ば
社
会
と
経
済
の
正
常
な
発
展
と
公
正
な
経
営
が
望
む
べ
く
は
な
い
。
そ
し
て
何
よ
り
も
こ
う
し
た
環
境
の
な
か
で
生
き
て
い
る
経

営
者
に
と
っ
て
事
件
は
他
人
事
で
は
な
い
。
自
分
も
標
的
に
な
る
可
能
性
が
な
い
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
経
営
者
に
と
っ
て
は
安

心
し
て
事
業
が
遂
行
で
き
る
環
境
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

こ
の
よ
う
に
特
定
の
政
治
権
力
が
圧
倒
的
な
力
を
有
す
る
の
は
そ
の
政
治
権
力
が
司
法
、
行
政
に
優
先
す
る
権
力
を
有
し
、
権
力
を

使
っ
て
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
所
に
力
を
浸
透
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
二
〇
一
一
年
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
を
中
国
人
民
主
活
動

家
・
劉
暁
波
が
獄
中
で
受
賞
し
た
が
二
〇
一
二
年
六
月
一
日
現
在
い
ま
だ
釈
放
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
多
く
の
学
校
施
設
が
倒
壊
し
た
四

川
大
地
震
後
、
被
害
が
甚
大
で
あ
っ
た
こ
と
を
官
民
癒
着
の
手
抜
き
工
事
に
よ
る
と
し
て
批
判
し
た
艾
未
来
（
ア
イ
ウ
ェ
イ
ウ
ェ
イ
）
氏
も

脱
税
を
理
由
に
拘
置
さ
れ
た
（
約
三
か
月
後
釈
放
さ
れ
た
が
二
〇
一
二
年
四
月
現
在
、
当
局
に
よ
る
監
視
下
で
軟
禁
状
態
）。
彼
は
二
〇
〇
八
年
北

京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
メ
イ
ン
会
場
を
共
同
設
計
し
た
建
築
家
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
に
も
多
数
の
活
動
家
が
拘
留
さ
れ
て
い
る
が
彼
ら
の
拘
留

理
由
も
不
透
明
で
あ
り
明
ら
か
に
人
権
侵
害
で
あ
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
事
実
は
中
国
国
内
の
メ
デ
ィ
ア
で
は
事
実
が
報
道
さ
れ
る
こ
と

は
な
い
。
メ
デ
ィ
ア
が
統
制
、
検
閲
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る

（
12
）

。
中
国
に
お
け
る
政
府
に
よ
る
検
閲
の
厳
し
さ
と
そ
の
た
め
に
駆
使
さ
れ

て
い
る
高
い
Ｉ
Ｔ
技
術
は
二
〇
一
〇
年
、
グ
ー
グ
ル
社
が
中
国
で
の
事
業
を
撤
退
し
た
事
件
か
ら
も
想
起
さ
れ
る
。
撤
退
理
由
は
中
国
当

局
の
検
閲
と
サ
ー
バ
ー
へ
の
不
正
な
侵
入
そ
し
て
個
人
の
通
信
の
傍
受
を
許
容
で
き
な
い
と
す
る
理
由
で
あ
っ
た
。

ま
た
中
国
の
刑
事
罰
の
厳
し
さ
は
特
別
で
あ
る
。
既
述
の
事
件
の
よ
う
な
汚
職
や
商
業
贈
賄
罪
な
ど
に
対
す
る
刑
罰
は
厳
し
い
が
こ
れ

も
権
力
が
民
意
を
操
縦
し
そ
の
支
持
を
得
る
た
め
の
統
治
政
策
で
あ
る
と
い
え
な
く
も
な
い
。
た
だ
表
面
的
な
厳
し
さ
と
は
裏
腹
に
政
府

高
官
の
場
合
は
刑
罰
が
必
ず
し
も
厳
し
く
執
行
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

五
三
〇
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Ⅲ
．
中
国
企
業
家
の
拝
金
主
義
傾
向
と
不
安
│
中
国
企
業
家
の
正
当
性
の
喪
失
と
不
安
│　

中
国
政
治
権
力
の
圧
倒
的
な
力
と
中
国
企
業
家
の
拝
金
主
義
と
は
表
裏
の
関
係
で
あ
る
。
貪
欲
な
ま
で
の
富
の
追
求
は
強
力
な
権
力
へ

の
依
存
を
強
め
る
一
方
、
権
力
と
の
癒
着
は
権
力
へ
の
従
属
と
腐
敗
を
深
め
事
業
経
営
の
社
会
的
正
当
性
を
後
退
さ
せ
る
。

1
．
拝
金
主
義
の
横
行

中
国
の
資
本
主
義
は
、
米
国
の
一
九
世
紀
の
「
泥
棒
男
爵
」
の
時
代
、
あ
る
い
は
ソ
連
邦
が
解
体
し
た
後
の
ロ
シ
ア
の
混
乱
し
た
資
本

主
義
と
似
た
と
こ
ろ
の
方
が
多
い
。
そ
れ
は
と
も
に
無
法
が
ま
か
り
と
お
り
弱
肉
強
食
の
世
界
だ
か
ら
で
あ
る
。
同
時
に
共
産
党
が
権
力

を
喪
失
し
た
ソ
連
・
ロ
シ
ア
や
一
九
世
紀
の
米
国
と
は
異
な
り
党
が
巨
大
な
国
家
権
力
を
維
持
支
配
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
中
国
の
特
色
で

あ
る
。

社
会
主
義
時
代
の
思
想
文
化
の
影
響
で
文
革
収
束
後
も
し
ば
ら
く
は
、
富
を
築
い
た
者
を
白
い
目
で
見
る
気
風
が
あ
っ
た
。
ま
も
な
く

改
革
開
放
が
進
行
し
た
後
、
国
有
財
産
が
旧
経
営
者
や
官
僚
に
不
正
に
分
配
さ
れ
、
強
奪
さ
れ
て
い
く
世
界
が
出
現
し
た
。
不
正
に
利
得

し
た
者
が
罰
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
不
正
を
働
く
者
は
な
く
な
ら
な
い
し
不
正
を
働
か
な
い
者
は
駆
逐
さ
れ
る
。
ま
た
官
僚
と
癒
着
し
た
に
わ

か
成
金
が
登
場
し
拝
金
主
義
が
跋
扈
す
る
。
特
に
一
九
八
九
年
の
天
安
門
事
件
の
民
主
化
運
動
の
失
敗
は
飽
く
な
き
利
益
追
求
を
進
め
る

官
僚
に
安
心
感
を
与
え
た
と
も
い
え
る
。
事
件
後
、
急
速
な
成
長
は
一
端
減
速
し
た
が
、
鄧
小
平
の
「
南
巡
講
和
」
に
よ
り
ま
た
回
復
し

成
長
の
た
め
に
手
段
を
択
ば
な
い
手
法
が
合
理
化
さ
れ
拝
金
主
義
が
助
長
さ
れ
た
。

黄
光
裕
と
国
美
電
器
の
成
功
は
ま
さ
に
中
国
の
九
〇
年
代
の
高
度
成
長
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
大
な
り
小
な
り
黄
と
同
様
な
成
金
企

業
家
が
跋
扈
し
た
。
そ
れ
で
も
改
め
て
国
美
の
創
業
者
・
黄
は
な
ぜ
失
脚
し
た
の
か
問
わ
れ
る
と
こ
ろ
だ
。
も
ち
ろ
ん
私
有
財
産
を
否
定

五
三
一
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す
る
共
産
主
義
が
復
活
し
た
か
ら
で
は
な
い
。
法
が
公
正
に
執
行
さ
れ
た
結
果
と
も
い
え
な
い
。
無
法
と
も
い
え
る
資
本
主
義
社
会
が
出

現
す
る
と
同
時
に
、
強
力
で
あ
り
か
つ
法
を
恣
意
的
に
執
行
す
る
官
僚
権
力
が
跋
扈
し
て
い
る
な
か
で
起
こ
る
べ
く
し
て
起
き
た
事
件
で

あ
っ
た
と
い
え
る
。
官
僚
と
癒
着
し
て
甘
い
汁
を
吸
う
こ
と
も
で
き
れ
ば
官
僚
の
怒
り
を
買
っ
て
失
脚
す
る
こ
と
も
あ
る
。
官
僚
間
の

ゲ
ー
ム
の
ル
ー
ル
の
生
贄
に
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
す
で
に
論
じ
た
よ
う
に
黄
の
失
脚
は
保
護
者
を
失
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
か
？
ま
た
生
贄

に
さ
れ
た
た
め
だ
ろ
う
か
？
あ
る
い
は
誰
か
有
力
者
を
怒
ら
せ
た
た
め
な
の
で
あ
ろ
う
か
？
本
当
の
と
こ
ろ
は
不
明
で
あ
る
。
い
ず
れ
に

し
て
も
拝
金
主
義
の
横
行
と
企
業
家
の
犯
罪
か
ら
中
国
社
会
主
義
市
場
経
済
の
闇
の
部
分
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
た
事
件
で
あ
っ
た
。

2
．
経
営
環
境
と
し
て
の
権
力
、「
関
係
網
」
へ
の
投
資
の
必
要　

イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
を
つ
う
じ
た
官
員
へ
の
利
益
供
与
は
市
場
化
し
た
官
僚
社
会
主
義
と
そ
の
バ
ブ
ル
化
を
象
徴
す
る
不
正
取
引
で
あ

る
と
い
え
る
。
利
益
供
与
の
こ
う
し
た
新
手
法
を
含
め
黄
の
各
種
手
段
に
よ
る
贈
賄
は
関
係
網
を
構
築
し
維
持
す
る
た
め
の
投
資
で
あ
っ

た
と
い
え
る

（
13
）

。

ジ
ャ
ン
グ
ル
の
ル
ー
ル
が
ま
か
り
と
お
り
、
ま
た
官
僚
が
絶
大
な
権
力
を
有
す
る
市
場
社
会
主
義
の
中
国
で
は
企
業
経
営
者
に
必
要
な

の
は
公
正
か
否
か
を
問
わ
ず
ま
ず
権
力
者
と
関
係
を
結
び
そ
の
保
護
の
傘
に
入
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
生
存
の
第
一
条
件
で
あ
る
。
そ

の
た
め
企
業
家
に
と
っ
て
関
係
網
の
形
成
は
重
要
な
投
資
で
あ
り
、
関
係
網
こ
そ
が
公
安
や
許
認
可
権
を
有
す
る
行
政
権
力
か
ら
身
を
守

り
便
宜
を
得
る
た
め
の
安
全
網
と
な
る
。
こ
の
視
点
か
ら
黄
が
獄
門
に
下
っ
た
背
景
を
分
析
す
れ
ば
以
下
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
で
き
よ

う
。す

な
わ
ち
黄
の
各
種
手
段
に
よ
る
贈
賄
は
関
係
網
を
構
築
・
維
持
す
る
た
め
、
大
中
小
の
権
力
者
へ
接
近
し
便
宜
を
得
る
重
要
な
投
資

五
三
二
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で
あ
る
が
、
黄
に
か
ぎ
ら
ず
全
国
の
大
中
小
の
商
人
、
企
業
家
が
大
中
小
の
地
方
・
中
央
の
政
治
権
力
者
に
対
し
事
業
上
の
便
宜
を
得
る

た
め
に
関
係
網
投
資
を
お
こ
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
れ
が
企
業
家
に
と
っ
て
市
場
で
生
存
す
る
た
め
の
条
件
で
あ
り
中
国
の
経
営
社

会
の
現
実
で
あ
り
、
か
つ
中
国
の
腐
敗
経
営
文
化
の
重
い
十
字
架
と
も
い
え
る
。
そ
れ
は
共
産
党
に
よ
っ
て
変
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
伝
統
商
業
文
化
で
も
あ
る
が
、
む
し
ろ
改
革
開
放
後
、
党
に
よ
っ
て
全
国
に
拡
大
強
化
さ
れ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。

し
た
が
っ
て
黄
の
場
合
、
関
係
網
が
広
東
閥
の
範
囲
を
越
え
な
か
っ
た
こ
と
、
最
高
権
力
者
の
関
係
網
に
入
ら
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
の

庇
護
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
失
脚
の
大
き
な
理
由
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

3
．
企
業
家
の
正
当
性
の
喪
失
、
原
罪
と
不
安

改
革
開
放
後
、
特
に

小
平
の
「
南
巡
講
話
」
後
の
拝
金
主
義
の
横
行
、
な
り
ふ
り
構
わ
ず
に
進
め
ら
れ
た
蓄
財
が
多
く
富
豪
を
生
み

出
し
た
。
ま
た
国
有
企
業
の
民
営
化
を
つ
う
じ
て
多
く
の
企
業
幹
部
が
不
正
に
国
有
財
産
を
私
物
化
し
た
。
中
国
富
豪
の
成
功
物
語
の
裏

に
は
正
に
こ
う
し
た
原
罪
の
比
喩
が
該
当
す
る
よ
う
な
深
い
闇
が
存
在
す
る
。
そ
し
て
貧
富
の
格
差
が
急
速
に
拡
大
し
た
た
め
に
多
く
の

者
が
企
業
家
の
蓄
財
の
正
当
性
を
疑
う
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
ま
た
終
始
疑
惑
の
目
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は

富
豪
に
と
っ
て
精
神
的
不
安
の
一
因
で
あ
る
と
い
え
る
。
も
っ
と
も
共
産
主
義
的
観
念
が
風
化
し
経
済
的
価
値
の
追
求
が
正
当
性
を
認
め

ら
れ
る
と
と
も
に
不
正
の
観
念
も
相
対
化
し
た
こ
と
も
否
め
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
う
し
た
問
題
は
中
国
社
会
の
階
層
間
の
富
の
格

差
拡
大
と
対
立
を
反
映
し
て
い
る
が
、
特
に
不
正
な
蓄
財
に
つ
い
て
は
公
平
な
社
会
を
形
成
す
る
う
え
で
反
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

厳
格
な
法
制
を
確
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
な
ど
と
し
た
角
度
か
ら
多
く
の
議
論
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
代
表
的
な
文
献
名
の
み
を
参
照

文
献
と
し
て
紹
介
し
て
お
く

（
14
）

。
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と
こ
ろ
で
多
く
の
成
功
し
た
企
業
家
が
必
ず
し
も
安
心
し
て
事
業
を
遂
行
で
き
な
い
理
由
の
一
つ
は
比
喩
的
に
言
え
ば
企
業
家
の
過
去

に
犯
し
た
原
罪
と
彼
の
現
在
の
不
安
と
が
表
裏
の
関
係
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
原
罪
と
い
っ
て
も
中
国
経
営
論
壇
で
語
ら
れ
る
原
罪
の
意

味
は
キ
リ
ス
ト
教
の
原
罪
の
概
念
と
同
じ
で
は
な
い
。
そ
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
最
広
義
に
は
過
去

に
犯
し
た
罪
を
指
す
と
い
え
る
。
罪
を
犯
し
た
が
故
に
富
を
得
た
の
と
裏
腹
に
心
の
平
安
を
失
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
空
白
を
満
た
す
た
め

に
金
の
亡
者
と
な
っ
て
罪
を
重
ね
る
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
と
よ
り
多
く
の
成
功
者
が
い
る
。
す
べ
て
の
企
業
家
が
罪
を
犯
し
た
と

は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
不
安
を
感
じ
な
い
豪
気
な
者
も
い
よ
う
。
罪
を
重
ね
て
恥
じ
る
こ
と
な
い
者
も
多
い
。

反
対
に
必
ず
し
も
不
正
と
は
思
え
な
い
事
業
行
為
で
あ
り
な
が
ら
刑
事
罰
を
受
け
る
事
業
家
も
多
い
。
上
記
の
精
神
的
不
安
以
上
に
こ

れ
は
企
業
家
に
と
っ
て
現
実
的
な
不
安
要
因
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
所
有
権
の
法
制
度
が
未
だ
十
分
に
整
備
さ
れ
て
い
な
い
中
国
で

は
安
心
し
て
事
業
を
遂
行
で
き
な
い
経
営
環
境
で
あ
る
こ
と
が
企
業
家
の
不
安
で
あ
る
と
い
え
る
。

た
だ
一
言
で
不
正
や
原
罪
と
い
っ
て
も
、
改
革
開
放
後
か
ら
現
在
ま
で
の
三
〇
年
余
り
の
短
い
期
間
の
な
か
で
も
そ
の
内
容
は
一
様
で

は
な
い
。
有
罪
と
さ
れ
た
り
不
正
と
疑
わ
れ
る
も
の
も
そ
の
内
容
は
以
下
の
よ
う
に
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
⑴
自
由
な

経
済
行
為
が
未
だ
十
分
に
社
会
的
に
も
法
的
に
も
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
時
代
、
懸
命
に
努
力
を
重
ね
事
業
機
会
を
つ
か
み
成
功
し
蓄

財
を
し
た
私
人
の
蓄
財
と
、
⑵
国
有
資
産
を
事
実
上
不
正
に
簒
奪
し
て
蓄
財
し
た
も
の
、
な
か
で
も
九
二
年
以
降
の
国
有
企
業
改
革
の
な

か
で
進
め
ら
れ
た
、
い
わ
ば
上
か
ら
の
私
有
化
の
際
に
誕
生
し
た
企
業
家
の
不
正
な
蓄
財
と
は
、
区
別
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
⑶

九
八
年
以
降
の
「
産
権
改
革
」（
所
有
権
改
革
）
の
な
か
で
民
間
企
業
家
が
企
業
の
成
長
過
程
で
名
目
的
に
国
有
企
業
の
形
で
成
長
し
、
そ

の
後
所
有
権
の
処
理
が
不
明
確
で
あ
っ
た
た
め
に
名
義
人
の
政
府
と
ト
ラ
ブ
ル
を
生
じ
企
業
家
が
有
罪
と
さ
れ
た
事
件
も
多
い
。

こ
れ
ら
は
同
列
に
論
じ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
後
の
⑵
と
⑶
の
い
ず
れ
に
し
て
も
共
通
な
の
は
権
力
と
密
接
な
関
係
を
も
た
な
け

五
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れ
ば
蓄
積
を
重
ね
続
け
る
こ
と
は
不
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。
い
わ
ん
や
一
般
の
私
人
が
事
業
機
会
を
つ
か
も
う
と
す
れ
ば
官
僚
の
権
力
に

服
従
追
随
し
権
力
と
関
係
を
形
成
す
る
こ
と
、
ま
た
時
と
し
て
不
法
な
行
為
で
富
を
追
求
し
蓄
積
す
る
こ
と
が
他
の
企
業
家
に
先
行
し
事

業
に
成
功
す
る
途
で
あ
り
、
そ
の
果
実
を
食
す
る
こ
と
で
原
罪
を
犯
し
重
ね
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
権
力
と
の
ト
ラ
ブ
ル
を
処
理
で
き
な

け
れ
ば
刑
事
罰
を
受
け
る
こ
と
が
多
い
の
も
現
実
で
あ
る
。

そ
れ
は
改
革
開
放
後
も
共
産
党
独
裁
の
政
治
制
度
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
資
本
主
義
経
済
シ
ス
テ
ム
＝
市
場
経
済
が
持
ち
込
ま
れ
た
た
め

で
あ
る
。
ま
っ
た
く
新
し
い
市
場
経
済
と
い
う
条
件
の
中
で
党
幹
部
と
官
僚
ら
に
よ
り
、
行
政
権
限
を
有
す
る
官
僚
自
身
や
高
級
官
僚
の

縁
者
か
ら
経
済
発
展
の
成
果
を
先
取
り
す
る
こ
と
に
な
っ
た
事
実
が
あ
る
。
莫
大
な
富
を
蓄
積
し
た
富
豪
、
成
功
し
て
い
る
企
業
家
の
多

く
が
党
幹
部
や
高
級
官
僚
の
親
族
や
縁
者
な
の
は
そ
の
結
果
で
あ
る
。
官
僚
が
親
類
、
縁
者
の
利
益
の
た
め
に
働
く
の
は
、
家
族
主
義
の

強
力
な
中
国
で
は
当
た
り
前
で
あ
る
が
、
こ
の
点
は
中
国
独
特
の
特
徴
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
15
）

。

ま
た
主
に
上
述
⑶
の
九
〇
年
代
末
以
降
の
産
権
改
革
の
進
展
で
国
有
企
業
の
所
有
権
改
革
が
進
め
ら
れ
上
か
ら
の
私
有
化
で
多
く
の
民

間
企
業
が
誕
生
し
成
長
し
た
。
た
だ
後
日
、
企
業
家
の
な
か
で
企
業
の
所
有
権
と
個
人
財
産
を
没
収
さ
れ
獄
門
に
下
っ
た
者
も
多
い
。
所

有
権
改
革
で
不
透
明
な
所
有
権
処
理
が
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
も
遠
因
で
あ
る
が
、
政
治
権
力
が
企
業
に
対
し
権
力
を
行
使
し
よ
う
と
す
る

伝
統
的
な
思
想
が
依
然
と
し
て
貫
か
れ
て
い
る
た
め
と
も
い
え
よ
う
。
そ
し
て
政
府
・
権
力
と
企
業
・
企
業
家
の
間
で
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生

し
警
察
・
司
法
権
力
が
行
使
さ
れ
た
場
合
に
企
業
家
が
敗
北
す
る
の
が
一
般
的
で
私
有
権
が
充
分
に
守
ら
れ
な
い
事
例
が
発
生
し
て
い
る
。

本
稿
で
考
察
し
た
黄
光
裕
以
外
で
も
多
く
の
著
名
企
業
家
が
最
近
数
年
の
間
に
多
数
、
拘
留
さ
れ
立
件
さ
れ
て
有
罪
と
な
っ
た
。
氏
名
、

会
社
名
・
地
位
、
業
界
、
主
要
経
歴
・
地
位
、
拘
留
逮
捕
年
、
そ
し
て
罪
状
ほ
か
を
以
下
列
記
す
る
。

五
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・
李
経
緯　

　

健
力
宝

裁　
　

有
名
飲
料　

　

第
九
次
全
国
人
民
代
表
大
会
代
表　

　

二
〇
〇
二
年　

汚
職

・
仰
融　

　
　

晨
董
事
長　

　

自
動
車　

　

経
済
学
博
士　

　

二
〇
〇
一
年
長
者
番
付
三
位　

二
〇
〇
二
年　

横
領　

米
へ
逃
亡
。
米

国
居
住
権
所
有
。
米
国
で
遼
寧
省
政
府
提
訴
。

・
許

　
　

牧
羊
集

副

裁　
　

食
糧　

　

二
〇
〇
八
年　

商
標
権
侵
害　

後
無
罪
釈
放

・
張
克
強　

　

美
集

裁　
　

開
発　

　

第
九
次
全
国
人
民
代
表
大
会
代
表　

　

二
〇
一
一
年　

経
済

（
詐
欺
）

・

家
　
　

天

集

裁　
　

石
油　

　

民
営
石
油
最
大
手　

業
界
代
表　

　

二
〇
〇
八
年　

資
金
流
用　

後
無
罪
釈
放

・
李
太

　
　

太
子

集

董
事
長　

　

乳
業　

　

民
営
乳
業
最
大
手　

　

二
〇
一
〇
年　

大
衆
資
金
不
法
流
用
罪　

後
無
罪
釈
放

こ
れ
ら
の
多
く
は
少
な
か
ら
ず
紅
頂
商
人
と
も
い
え
る
背
景
を
有
す
る
企
業
家
で
あ
り
、
権
力
と
の
関
係
が
良
好
な
と
き
も
あ
っ
た
。

し
か
し
政
府
と
の
ト
ラ
ブ
ル
で
刑
事
罰
を
受
け
る
結
果
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
権
力
と
密
接
な
関
係
を
も
た
な
け
れ
ば
蓄
積

を
重
ね
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
私
有
財
産
の
維
持
が
困
難
な
こ
と
、
長
者
と
な
っ
た
後
も
権
力
か
ら
不
当
と
も
思
え
る
懲
罰
を
受
け

る
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
上
記
事
例
が
端
的
に
証
明
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
事
件
か
ら
民
間
の
企
業
家
は
権
力
の
恐
ろ
し
さ
を
身
を
も
っ
て

感
じ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
環
境
が
多
く
の
企
業
家
に
外
国
の
居
住
権
を
取
得
さ
せ
、
い
つ
で
も
逃
亡
で
き
る
よ
う
に
備
え
さ
せ

る
理
由
で
あ
る
と
も
い
え
る
。

五
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む
す
び
に
か
え
て

西
欧
の
理
論
で
は
市
場
資
本
主
義
の
発
達
に
よ
っ
て
中
国
が
よ
り
開
か
れ
た
社
会
に
な
れ
ば
中
国
社
会
伝
統
の
関
係
文
化
、
関
係
網
が

消
滅
す
る
と
す
る
見
解
が
多
い

（
16
）

。

し
か
し
本
稿
で
検
討
し
た
よ
う
に
中
国
の
経
営
と
社
会
に
お
い
て
経
営
と
政
治
権
力
の
両
者
は
融
合
癒
着
し
て
い
る
。
黄
事
件
は
中
国

の
経
営
と
権
力
の
悪
し
き
関
係
が
明
る
み
に
だ
さ
れ
た
事
例
で
あ
っ
た
が
そ
の
関
係
は
深
く
闇
に
覆
わ
れ
発
覚
さ
れ
た
事
実
は
氷
山
の
一

角
に
過
ぎ
な
い
と
も
い
え
る
。

中
国
の
経
営
と
権
力
の
関
係
は
、
後
者
が
前
者
に
と
っ
て
の
保
護
の
傘
で
あ
り
、
前
者
が
後
者
に
と
っ
て
の
金
の
卵
の
関
係
で
あ
る
。

た
だ
両
者
の
関
係
は
対
等
で
な
い
。
前
者
が
金
の
卵
を
生
む
鶏
で
あ
る
限
り
後
者
の
保
護
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
共
産
党
の

政
権
下
で
両
者
の
関
係
は
強
化
さ
れ
て
い
る
の
が
現
実
で
あ
り
、
ま
た
伝
統
的
な
家
族
関
係
に
支
え
ら
れ
て
次
世
代
に
継
承
さ
れ
る
方
向

に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
中
国
が
西
欧
化
す
る
と
と
も
に
関
係
文
化
が
消
滅
す
る
と
す
る
の
は
余
り
に
短
絡
的
で
あ
る
。

な
お
中
国
は
投
資
先
、
貿
易
相
手
と
し
て
先
進
経
済
諸
国
の
な
か
で
ま
す
ま
す
重
み
増
し
て
い
る
。
そ
し
て
中
国
に
進
出
す
る
多
国
籍

企
業
が
ビ
ジ
ネ
ス
の
う
え
で
中
国
に
受
容
さ
れ
現
地
化
す
る
た
め
に
悪
し
き
中
国
伝
統
文
化
・
習
慣
に
追
随
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
が
現
実

で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
も
上
記
の
楽
観
論
は
中
国
商
業
文
化
の
悪
し
き
伝
統
を
無
視
し
た
議
論
と
い
え
よ
う
。
欧
米
企
業
に
よ
る
中
国
官

員
へ
の
贈
賄
の
多
発
が
そ
う
し
た
議
論
の
空
し
さ
を
証
明
し
て
い
る
。
改
革
開
放
後
の
経
済
の
発
展
の
な
か
で
外
国
企
業
が
権
力
と
の
関

係
の
一
層
の
癒
着
を
進
め
、
経
営
の
腐
敗
そ
し
て
中
国
の
伝
統
的
な
商
業
文
化
の
悪
し
き
習
慣
を
補
強
し
増
殖
さ
せ
る
結
果
に
な
っ
て
い

る
の
が
現
実
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

五
三
七



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
九
三
〇
）

（
1
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「
二
〇
一
一
胡
潤
百
富
榜
」『
財
経
頻
道
』
新
浪
網　

http://fi nance.sina.com
.cn/focus/2011hurun　

2012.05.21
；

http://fi nance.sina.com
.cn/focus/2008hurunbaifu/?　

2012.05.21
（
2
） 
「
胡

百
富
榜
前
一
〇
半
数
涉
房
地

　

家
印
成
地

大
王
」『
中
国
新
聞
網
』　

http://fi nance.sina.com
.cn/g/20110907/145510447582.shtm

l　

2012.05.21

（
3
） 

「
二
〇
〇
八
胡
潤
百
富
」『
胡
潤
百
富
』　http://fi nance.sina.com

.cn/focus/2008hurunbaifu/　

2012.05.21

（
4
） 

「
胡

告
称
中
国
富
豪
最
青

一
〇
个
品
牌
中
九
个
洋

」『
中
国
網
』

http://fi nance.sina.com
.cn/consum

e/cfsh/20120112/065611183212.shtm
l　

2012.05.21　

（
5
） 

「
中
国
富
豪
〝

安
全
〞
希
望
移
民
国
外
（
一

）」『
博

主

』

http://boxun.com
/forum

/201109/boxun2011/182980.shtm
l　

2012.05.21

（
6
） 

「
黄
光
裕
案
判
决 

再
考
国
美
」2010.05.18.

『
二
一
世

道
』

http://fi nance.ifeng.com
/new

s/special/hgybdc/20100518/2204117.shtm
l　

2011.07.28

（
7
） 

「
黄
光
裕
案
真
相
：
黄
光
裕
透

相

珠
助
其

　

少

曾
助
黄
妻
出
逃
」2010.05.18.

『
刑
事
弁
護
』

http://china.fi ndlaw
.cn/bianhu/hot/huangguangyu/20100518/9925.htm

l 2011.07.21　

C
annot fi nd now

, so see http://w
w
w
.luckup.net/show

.aspx?id=134637&
cid=22　

2012.05.31

（
8
） 

「
国
美
黄
光
裕
与
他
的
汕

老
家
」2009.11.11.

『
三

生
活
周
刊
』

http://w
w
w
.techw

eb.com
.cn/people/2009-11-11/466028.shtm

l 2011.07.28
；

「
国
美

器

始
人
黄
光
裕
的

故
事
」『
網
路
』2011.02.01

http://w
w
w
.xuanyue5.com

/a/story/cyegs/2011/0201/443.htm
l；

「『
家
電
帝
国
』
の
神
話
を
創
造
〜
国
美
電
器
・
黄
光
裕
」

http://new
s.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2005&

d=0617&
f=colum

n_0617_001.shtm
l　

2009.12.01

（
9
） 

前
掲
「
国
美
黄
光
裕
与
他
的
汕

老
家
」2009.11.11.

『
三

生
活
周
刊
』

五
三
八



中
国
民
間
企
業
家
の
拝
金
主
義
と
不
安
（
簗
場
）

（
九
三
一
）

（
10
） 

「
二
〇
〇
八
年
胡

百
富
榜
明
天

布
黄
光
裕
再
成
中
国
首
富
」2008.10.06

『

券

道
』

http://stock.sohu.com
/20081006/n259875175.shtm

l　

2011.07.28
；
「
黄
光
裕
以
四
三
〇

元
第
三
次
占
据
胡

百
富
榜
榜
首
」2008.10.06.

『
网
友

論
』

http://new
s.163.com

/08/1006/13/4N
IT

49M
M

0001124J.htm
l　

2011.07.28

（
11
） 

「
鄭
少
東
判
死
緩
背
后
是
胡
錦
濤
打
撃
周
永
康
（
筆
者
：「
執
行
猶
予
付
き
死
刑
判
決
の
背
景
に
胡
錦
濤
の
周
永
康
へ
の
攻
撃
」
の
意
味
）」

2010.08.26.

『
中
国
瞭
望
』http://w

w
w
.cenew

s.eu/?p=26730

、2011.07.28

（but cannot access now
. 

筆
者
：
後
日
ア
ク
セ
ス
し
て
も
既
に

記
事
が
削
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
特
に
内
容
が
政
治
的
な
批
判
を
含
む
場
合
に
多
い
）

（
12
） 

中
国
政
府
の
メ
デ
ィ
ア
と
メ
デ
ィ
ア
従
業
員
に
対
す
る
統
制
に
つ
い
て
は
何
清
漣
著
『
霧
鎖
中
国
：
中
國
大
陸
控
制
媒
体
策
略
大
掲
密
』
黎
明

文
化
事
業
、
二
〇
〇
六
年
五
月
、
参
照
。

（
13
） 

関
係
網
投
資
の
手
口
と
し
て
は
以
下
参
照
。
何
清
漣
著
『
現
代
化
的
陥
穽
』
今
日
中
国
出
版
社
、
一
九
九
八
、
坂
井
臣
之
助
・
中
川
友
訳
『
中

国
現
代
化
の
落
と
し
穴
』
草
思
社
、
二
〇
〇
二
年
一
二
月；

C
heryl W

. G
ray &

 D
aniel K

aufm
ann, “C

orruption and D
evelopm

ent ”,　

F
in

an
ce an

d
 D

evelopm
en

t, M
arch 1988

；

簗
場
保
行
著
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
、
中
国
の
経
営
と
腐
敗
、
そ
し
て
外
資
企
業
の
リ
ス
ク
│
中
国
・

Ｎ
Ｚ
合
弁
企
業
・
三
鹿
集
団
粉
ミ
ル
ク
事
件
を
中
心
に
│
」『
政
経
研
究
』（
日
本
大
学
）
第
四
九
巻
第
一
号
、
二
〇
一
二
年
六
月
。

（
14
） 

劉
登

編
著
『
原
罪
：

型
期
中
国
企

家
原
罪
的
反
思
及
救

』
中
国
三
峡
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
七
月
、
参
照
。

（
15
） 

も
っ
と
も
早
く
官
僚
に
よ
る
不
正
な
蓄
財
を
剔
出
し
批
判
し
た
の
が
前
掲
・
何
清
漣
著
『
現
代
化
的
陥
穽
』
で
あ
る
。

（
16
） F

an, Y
. 

（2002a

） “Q
uestioning G

uanxi: D
efi nition, C

lassifi cation and Im
plications ”, In

tern
ation

al B
u

sin
ess R

eview
, 11:5, 

543-561; F
an, Y

. 

（2002b

） “G
uanxi ’s C

onsequences: P
ersonal G

ains at S
ocial C

osts ”, Jou
rn

al of B
u

sin
ess E

th
ics, 38:4, 369-378; 

F
an, Y

. 

（2007

）“G
uanxi, governm

ent and corporate reputation in C
hina: L

essons for international com
panies ”, M

arketin
g 

In
telligen

ce an
d

 P
lan

n
in

g, 25:5, 499-510. 

特
に
前
二
論
文
の
見
解
。 

五
三
九



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
九
三
二
）

参
照
文
献

・
呉
阿
侖
著
『
一
〇
五
億
伝
奇
：
黄
光
裕
和
他
的
国
美
帝
国
』
中
信
、
二
〇
〇
五
年
四
月

・
劉
鴻
雁
著
『
黄
光
裕
伝
奇
』
中
国
海
関
、
二
〇
〇
六
年
一
月

・
馬
寧
著
『
黄
光
裕
如
是
説
│

中
国
頂
級
Ｃ
Ｅ
Ｏ
的
商
道
智
慧
』
中
国
経
済
、
二
〇
〇
八
年
三
月

・
張
小
平
著
『
首
富
真
相
：
黄
光
裕
家
族
的
財
富
路
径
│

藍
獅
子
財
経
叢
書
』
浙
江
人
民
出
版
、
二
〇
〇
九
年
四
月

・
李
徳
林
等
著
『
黄
光
裕
真
相
：
欲
望
驅
逐
下
的
首
富
困
境
』
経
済
日
報
、
二
〇
〇
九
年
五
月

　

こ
の
う
ち
『
南
方
周
（
週
）
刊
』
記
者
の
李
徳
林
等
に
よ
る
も
の
が
事
件
の
全
貌
、
背
後
関
係
に
つ
い
て
最
も
詳
細
で
あ
る
。

五
四
〇



コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
内
部
監
査
（
北
川
）

（
九
三
三
）

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
内
部
監
査

北　
　

川　
　

道　
　

男

は
じ
め
に

企
業
の
不
祥
事
が
後
を
絶
た
な
い
こ
と
か
ら
、
幅
広
い
外
部
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
か
ら
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
す
る
不
信

感
が
高
ま
っ
て
き
て
い
る
。
日
本
公
認
会
計
士
協
会
は
、
平
成
二
四
年
月
、
監
査
・
保
証
実
務
委
員
会
報
告
第
二
五
号
「
不
適
切
な
会
計

処
理
が
発
覚
し
た
場
合
の
監
査
人
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
」
を
公
表
し
、
対
応
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
当
該
報
告
書
は
、
不
適

切
な
会
計
処
理
の
発
覚
に
よ
る
も
の
に
限
定
さ
れ
、
ま
た
、
内
部
統
制
関
係
に
つ
い
て
も
、
不
適
切
な
会
計
処
理
が
、
適
切
に
決
定
さ
れ

た
内
部
統
制
の
評
価
範
囲
の
中
か
ら
生
じ
た
か
、
外
か
ら
生
じ
た
か
に
よ
り
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
有
価
証
券
報
告
書
に
お
け
る
財

務
諸
表
に
対
す
る
訂
正
報
告
書
が
提
出
さ
れ
た
こ
と
を
も
っ
て
、
直
ち
に
連
動
し
て
財
務
報
告
に
係
る
内
部
統
制
に
開
示
す
べ
き
重
要
な

不
備
が
な
い
と
記
載
し
た
内
部
統
制
報
告
書
に
つ
い
て
訂
正
報
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
さ
れ

五
四
一



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
九
三
四
）

る
。
内
部
統
制
報
告
書
監
査
は
、
あ
く
ま
で
も
財
務
情
報
に
関
わ
る
情
報
の
み
で
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
上
で
は
自
ず
か
ら

限
界
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
財
務
諸
表
を
中
心
と
す
る
財
務
情
報
だ
け
で
は
企
業
経
営
の
実
態
が
十
分
に
説
明
で
き
な
い
と
の
指
摘
が
あ
り
、

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
す
る
情
報
の
ご
と
き
非
財
務
情
報
の
開
示
の
必
要
性
が
高
ま
っ
て
き
て
い
る
。
現
在
、
我
が
国
で
は
、

「
企
業
内
容
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
」
に
お
け
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
状
況
に
お
い
て
一
部
の
非
財
務
情
報
が
、
有
価

証
券
報
告
書
で
開
示
さ
れ
て
い
る
が
、
企
業
経
営
を
透
明
に
し
そ
の
実
態
を
説
明
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

内
部
監
査
機
能
に
関
す
る
情
報
は
、
経
営
組
織
全
般
に
わ
た
っ
て
、
か
つ
直
接
接
近
し
て
い
る
貴
重
な
ガ
バ
ナ
ン
ス
情
報
で
あ
る
。
内

部
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
は
、
こ
の
詳
細
な
内
部
監
査
情
報
を
利
用
し
て
い
る
が
、
外
部
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
利
用
で
き
る
の
は
、
経
営

者
、
監
査
委
員
会
（
監
査
役
）
お
よ
び
外
部
監
査
人
を
通
し
て
開
示
さ
れ
る
も
の
が
中
心
で
あ
り
、
直
接
接
近
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
な
情
報
の
非
対
称
性
は
、
情
報
リ
ス
ク
を
招
き
、
ま
た
、
サ
ー
バ
ン
ス
・
オ
ク
ス
レ
ー
法
（
以
下
Ｓ
Ｏ
法
）
時
代
の
コ
ー
ポ

レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
要
求
さ
れ
る
企
業
経
営
の
透
明
性
、
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
ー
に
整
合
す
る
も
の
で
は
な
い
。
か
か
る
意
味
か

ら
、
外
部
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
も
、
内
部
監
査
報
告
書
の
開
示
の
必
要
性
が
求
め
ら
れ
る
。
内
部
監
査
報
告
書
は
、
企
業
の
内
部
監
査

人
が
内
部
監
査
基
準
を
遵
守
し
て
実
施
し
た
内
部
監
査
の
結
果
を
経
営
者
も
し
く
は
監
査
委
員
会
（
監
査
役
）
に
報
告
す
る
狭
義
の
内
部

監
査
報
告
書
と
当
該
内
部
監
査
報
告
書
を
は
じ
め
内
部
監
査
の
状
況
、
内
部
監
査
環
境
等
を
含
め
た
広
義
の
内
部
監
査
に
関
す
る
報
告
書

の
二
種
が
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
後
者
の
広
義
の
内
部
監
査
報
告
書
を
指
す
。

Ⅰ　

内
部
監
査
の
新
潮
流

初
期
の
内
部
監
査
機
能
は
、
財
務
事
項
の
証
明
お
よ
び
内
部
統
制
の
評
価
に
焦
点
が
向
け
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
過
去
一
〇
年
の
内
部

五
四
二



コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
内
部
監
査
（
北
川
）

（
九
三
五
）

監
査
機
能
の
役
割
は
、
業
績
を
改
善
し
経
営
価
値
を
高
め
る
た
め
に
、
業
務
監
査
や
戦
略
的
経
営
問
題
に
焦
点
を
当
て
る
よ
う
に
な
っ
て

き
た
。
内
部
監
査
人
協
会
（
Ｉ
Ｉ
Ａ
）
の
『
内
部
監
査
の
専
門
職
業
的
実
施
の
国
際
基
準
』
で
は
、
内
部
監
査
を
「
組
織
の
運
営
に
関
し

価
値
を
付
加
し
、
ま
た
改
善
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
、
独
立
に
し
て
、
客
観
的
な
保
証
お
よ
び
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
活
動
で
あ
る
。
内
部

監
査
は
組
織
体
の
目
標
の
達
成
に
役
立
つ
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
た
め
に
、
リ
ス
ク
・
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
お
よ
び
組
織
体

の
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
プ
ロ
セ
ス
の
有
効
性
の
評
価
、
改
善
を
、
内
部
監
査
と
し
て
の
体
系
的
手
法
と
規
律
遵
守
の
態
度
を
持
っ
て
行
う

（
1
）

」
と

定
義
す
る
。
従
来
、
内
部
監
査
は
、
組
織
体
も
し
く
は
経
営
者
に
奉
仕
し
組
織
内
で
機
能
し
て
き
た
が
、M

oxey

が
指
摘
す
る
よ
う
に

海
外
不
正
支
払
防
止
法
（
一
九
七
七
）
に
端
を
発
し
世
界
中
の
内
部
監
査
の
焦
点
が
、
経
営
者
の
「
片
腕
」
か
ら
「
経
営
者
の
誠
実
性
の

保
証
」
と
い
う
独
立
的
評
定
活
動
に
移
動
し
て
き
た
。
そ
こ
で
は
内
部
監
査
人
が
内
部
監
査
報
告
書
で
経
営
者
の
誠
実
性
を
保
証
す
る
た

め
に
特
に
内
部
監
査
の
独
立
性
が
強
調
さ
れ
る

（
2
）

。
エ
ン
ロ
ン
の
経
済
不
祥
事
に
後
押
し
さ
れ
て
成
立
し
た
Ｓ
Ｏ
法
の
下
で
導
入
さ
れ
た
新

規
則
を
考
慮
す
る
と
内
部
監
査
機
能
の
役
割
が
さ
ら
に
大
き
く
変
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
Ｓ
Ｏ
法
は
、
外
部
監
査
人
に
よ
る
被
監
査
会

社
に
対
す
る
内
部
監
査
の
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
お
よ
び
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
業
務
を
禁
止
し
た
。
そ
の
一
方
で
、
公
共
会
社
会
計
監
視
審

議
会
（
Ｐ
Ｃ
Ａ
Ｏ
Ｂ
）
は
、
外
部
監
査
人
は
、
内
部
統
制
監
査
に
お
い
て
か
な
り
弾
力
的
に
内
部
監
査
業
務
を
利
用
す
る
こ
と
を
推
奨
し

て
お
り
、
そ
の
た
め
に
は
高
品
位
の
内
部
監
査
を
実
施
す
る
こ
と
を
勧
告
し
て
い
る

（
3
）

。
ま
た
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
証
券
取
引
所
（
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
）

は
、
上
場
会
社
に
内
部
監
査
を
維
持
し
、
監
査
委
員
会
が
会
社
の
リ
ス
ク
・
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
プ
ロ
セ
ス
お
よ
び
会
社
の
内
部
統
制
シ
ス

テ
ム
の
継
続
的
評
価
を
提
供
す
る
内
部
監
査
と
相
互
に
作
用
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る

（
4
）

。
さ
ら
に
、
近
年
、
多
く
の
研
究
文
献
で
内
部

監
査
機
能
は
、
財
務
報
告
の
質
、
お
よ
び
経
営
成
績
を
含
む
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
改
善
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
の
指
摘
に
加

え
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
透
明
性
を
高
め
る
た
め
に
内
部
監
査
機
能
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
て
き
て
い
る
。

五
四
三
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六
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Ⅱ　

内
部
監
査
の
理
論
的
位
置
づ
け

エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
理
論
を
用
い
て
、
社
会
に
お
け
る
外
部
監
査
の
役
割
を
検
証
し
た
文
献
は
多
く
あ
る

（
5
）

。
し
か
し
内
部
監
査
機
能
に

エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
理
論
を
適
用
す
る
研
究
者
は
比
較
的
少
な
い

（
6
）

。
本
稿
で
は
、
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
理
論
を
基
礎
に
内
部
監
査
機
能
の
位
置

づ
け
、
役
割
お
よ
び
責
任
を
検
討
し
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
透
明
性
の
改
善
を
提
案
す
る
。
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
理
論
は
、
経

済
資
源
の
所
有
者
（
プ
リ
ン
シ
パ
ル
）
と
そ
れ
ら
の
資
源
を
管
理
し
運
用
す
る
経
営
者
（
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
）
と
の
契
約
か
ら
な
る
こ
と
を
前

提
と
し
て
い
る
。
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
は
、
プ
リ
ン
シ
パ
ル
よ
り
も
よ
り
多
く
の
情
報
を
持
っ
て
お
り
、
情
報
の
非
対
称
性
は
、
プ
リ
ン
シ
パ

ル
が
、
利
益
に
対
し
て
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
が
適
切
に
役
割
を
果
た
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
効
果
的
に
モ
ニ
タ
ー
す
る
能
力
に
悪
影
響
を
及
ぼ

す
と
い
う
前
提
を
基
礎
に
し
て
い
る
。
プ
リ
ン
シ
パ
ル
と
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
は
、
合
理
的
に
活
動
し
彼
ら
の
富
を
最
大
に
す
る
た
め
に
契
約

プ
ロ
セ
ス
を
活
用
す
る
が
、
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
は
、
高
額
な
臨
時
消
費
の
よ
う
に
身
勝
手
な
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
持
つ
こ
と
か
ら
、
プ
リ
ン

シ
パ
ル
の
利
益
に
反
す
る
よ
う
な
活
動
を
行
う
可
能
性
が
あ
る
。
意
思
決
定
が
経
営
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
時
点
で
、
プ
リ
ン
シ
パ
ル
・

エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
が
、
す
べ
て
の
利
用
可
能
な
情
報
に
接
近
で
き
な
い
と
き
に
生
じ
る
。
契
約
関
係
の
効
率
的
な
状
態
を
保
証
す
る
た
め
に

は
、
プ
リ
ン
シ
パ
ル
と
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
は
両
方
が
契
約
費
用
を
負
う
。
例
え
ば
、
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
の
責
任
回
避
リ
ス
ク
を
最
小
に
す
る
た

め
に
外
部
監
査
の
よ
う
な
支
出
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
コ
ス
ト
を
負
い
、
一
方
で
、
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
が
被
雇
用
者
と
し
て
責
任
を
持
っ
た
方
法

で
行
動
し
て
い
る
と
い
う
シ
グ
ナ
ル
を
プ
リ
ン
シ
パ
ル
に
送
る
た
め
内
部
監
査
費
用
の
よ
う
な
ボ
ン
デ
ィ
ン
グ
コ
ス
ト
を
負
う
。
か
か
る

活
動
は
、
経
営
者
の
地
位
お
よ
び
報
酬
レ
ベ
ル
を
防
御
、
確
保
す
る
こ
と
に
役
立
つ
。W

atts

は
、
ボ
ン
デ
ィ
ン
グ
コ
ス
ト
の
例
と
し
て
、

監
査
委
員
会
、
非
執
行
取
締
役
、
内
部
監
査
へ
の
支
出
を
含
ん
で
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る

（
7
）

。
企
業
の
契
約
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
ボ
ン

五
四
四
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ポ
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（
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川
）

（
九
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）

デ
ィ
ン
グ
機
能
と
し
て
の
内
部
監
査
の
役
割
は
、
他
の
研
究
者
に
お
い
て
も
認
識
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、S

here

とK
ent

は
、
上
級

経
営
者
が
外
部
の
利
害
関
係
者
、
特
に
株
主
に
よ
る
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
ー
の
要
請
を
満
た
す
た
め
に
生
じ
る
ボ
ン
デ
ィ
ン
グ
コ
ス
ト

で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る

（
8
）

。
内
部
監
査
費
用
は
、
プ
リ
ン
シ
パ
ル
（
所
有
者
）
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
経
済
資
源
を
守
る
た
め
に
負
担
さ
れ

る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
コ
ス
ト
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
ら
は
、
内
部
監
査
は
、
外
部
監
査
の
延
長
上
に
あ
る
と
す
る
。
内
部
監
査
の
基
盤

は
、
財
務
報
告
や
外
部
監
査
の
よ
う
な
他
の
調
停
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
共
通
し
て
、
内
部
監
査
は
所
有
者
と
経
営
者
間
の
費
用
効
率
的
な
契
約

の
維
持
に
役
立
つ
も
の
で
あ
る
。

Ⅲ　

内
部
監
査
情
報
の
外
部
報
告
の
必
要
性

内
部
監
査
情
報
を
は
じ
め
と
す
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
関
連
情
報
は
、
所
有
者
が
、
経
営
者
の
経
営
業
績
を
モ
ニ
タ
ー
す
る
こ
と
が
出
来
る
と

と
も
に
私
利
私
欲
の
経
営
者
を
監
視
す
る
た
め
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
多
く
の
実
証
研
究
で
肯
定
さ
れ
て
い
る
。
文
献
で
は
、

全
般
的
に
ガ
バ
ナ
ン
ス
関
連
情
報
は
、
市
場
と
外
部
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
判
断
お
よ
び
意
思
決
定
に
有
利
な
影
響
を
持
つ
こ
と
が
示
さ

れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
透
明
性
と
ア
ナ
リ
ス
ト
の
予
測
の
正
確
性
と
に
は
積
極
的
関
連
性
が
あ
る
こ
と

が
示
さ
れ
（B

hat et .al 2006 （
9
）

）、
ま
た
、H

ealy

とP
alepu

（
二
〇
〇
〇
）
は
、
任
意
開
示
資
料
を
検
証
し
、
会
社
は
、
情
報
リ
ス
ク
を
低

減
す
る
た
め
に
開
示
す
る
と
い
う
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
（
例
え
ば
、
資
本
コ
ス
ト
の
低
減
、
負
債
コ
ス
ト
の
低
減
、
市
場
流
動
性
の
改
善
）
を
持
っ

て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る

（
10
）

。
保
証
の
側
面
か
ら
、K

inney

（
二
〇
〇
一
）
は
、
財
務
報
告
の
信
頼
性
付
与
の
た
め
、
ま
た
、
外
部
者

の
情
報
信
頼
性
の
認
識
を
改
善
す
る
た
め
潜
在
性
を
持
つ
こ
と
が
認
識
さ
れ
て
い
る

（
11
）

。B
aily

そ
の
他
（
二
〇
〇
三
）
は
、
内
部
お
よ
び
外

部
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
間
の
情
報
の
非
対
称
性
の
管
理
を
す
る
た
め
に
内
部
監
査
機
能
の
潜
在
性
を
検
討
し
て
お
り

（
12
）

、H
olt

とD
eZ

oot

五
四
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（
二
〇
〇
八
）
は
、
投
資
家
の
会
社
の
効
率
性
の
監
視
お
よ
び
財
務
報
告
の
信
頼
性
に
内
部
監
査
機
能
が
大
き
く
影
響
す
る
と
い
う
実
証
結

果
を
示
し
て
い
る

（
13
）

。L
apides

そ
の
他
（
二
〇
〇
八
）
は
、
会
社
に
、
外
部
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
対
す
る
内
部
監
査
機
能
（
例
え
ば
構
成
、

責
任
、
活
動
）
を
記
載
す
る
内
部
監
査
報
告
書
を
提
供
す
る
よ
う
に
求
め
て
い
る

（
14
）

。

内
部
監
査
機
能
は
、
組
織
全
体
に
わ
た
っ
て
、
か
つ
直
接
接
近
す
る
こ
と
が
出
来
る
貴
重
な
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
資
源
で
あ
る
。
内
部
ス

テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
は
、
詳
細
な
内
部
監
査
情
報
に
接
近
す
る
こ
と
が
出
来
る
が
外
部
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
（
た
と
え
ば
、
投
資
家
、
株
主
、

債
権
者
、
ア
ナ
リ
ス
ト
、
得
意
先
、
仕
入
れ
先
）
に
利
用
可
能
な
ガ
バ
ナ
ン
ス
情
報
は
、
現
在
経
営
者
、
監
査
委
員
会
、
外
部
監
査
人
を
通
し

て
開
示
さ
れ
る
も
の
が
中
心
で
あ
り
、
財
務
報
告
、
法
令
、
規
則
の
遵
守
お
よ
び
諸
業
務
に
関
連
す
る
保
証
の
た
め
に
設
置
さ
れ
た
内
部

監
査
機
能
の
構
成
、
諸
活
動
に
関
連
す
る
直
接
的
詳
細
な
情
報
に
接
近
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
こ
の
情
報
非
対
称
性
は
、
ス
テ
ー
ク
ホ

ル
ダ
ー
に
は
潜
在
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
（H

olt and D
eZ

oort 2008 （
15
）

）。
ま
た
Ｓ
Ｏ
法
時
代
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
要
請
で
あ
る
透
明
性
、

ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
ー
に
整
合
す
る
も
の
で
は
な
い
。
か
か
る
意
味
か
ら
も
内
部
監
査
情
報
の
開
示
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
こ
で
言
う
ガ

バ
ナ
ン
ス
の
透
明
性
と
は
、B
ushm

ann

そ
の
他
（
二
〇
〇
四
）
は
「
ガ
バ
ナ
ン
ス
関
連
情
報
の
利
用
可
能
性
と
そ
の
程
度

（
16
）

」
で
あ
る
と
定

義
す
る
。
同
氏
等
は
、
会
社
透
明
性
の
構
成
要
素
を
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
透
明
性
と
財
務
透
明
性
に
区
分
し
て
い
る
。
従
来
、
財
務
報
告
は
、

会
社
の
透
明
性
を
高
め
る
た
め
に
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
透
明
性
と
財
務
透
明
性
両
方
を
目
的
に
し
て
き
た
と
い
え
る

（
17
）

。
現
在
、
世
界
各
国
で
導

入
が
進
め
ら
れ
て
い
る
国
際
財
務
報
告
基
準
は
、
明
ら
か
に
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
透
明
性
よ
り
も
財
務
透
明
性
に
焦
点
を
置
い
て
い
る

（
18
）

。

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
透
明
性
は
、
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
信
頼
性
を
構
築
す
る
こ
と
を
支
援
す
る
も
の
で
あ
る
し
、
ま
た
そ

の
欠
如
は
、
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
と
っ
て
情
報
リ
ス
ク
の
原
因
と
な
る
。
か
か
る
理
由
か
ら
ガ
バ
ナ
ン
ス
情
報
を
強
化
す
る
こ
と
が
必

要
と
な
る
。

五
四
六
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Ⅳ　

内
部
監
査
報
告
書
開
示
の
便
益
と
費
用

内
部
監
査
情
報
が
外
部
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
理
論
的
に
必
要
と
さ
れ
、
実
証
研
究
に
お
い
て
も
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
透

明
性
を
高
め
、
財
務
報
告
の
信
頼
性
を
高
め
る
た
め
る
効
果
の
あ
る
こ
と
が
検
証
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
実
務
界
で
企
業
を
取
り
巻
く

関
係
者
集
団
は
、
内
部
監
査
報
告
書
に
お
い
て
内
部
監
査
情
報
が
外
部
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
開
示
さ
れ
る
こ
と
を
ど
の
様
に
受
け
止
め

る
か
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。D

.S
.A

rcham
bealt

そ
の
他
（
二
〇
〇
八
）
は

（
19
）

、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
透
明
性
を
高
め
る
た

め
に
記
述
式
で
内
部
監
査
報
告
書
を
開
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
開
示
に
よ
り
ど
の
様
な
潜
在
的
便
益
（
利
点
）
お
よ
び
潜
在
的
費
用

（
欠
点
）
が
存
在
す
る
の
か
を
研
究
文
献
の
レ
ビ
ュ
ー
と
ア
ナ
リ
ス
ト
、
監
査
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
、
内
部
監
査
人
、
投
資
家
お
よ
び
政

策
担
当
者
と
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
通
し
て
評
価
し
て
い
る
。（
詳
細
な
ペ
ー
ジ
は
示
し
て
い
な
い
が
、
以
下
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
結
果
は
全
て

D
.S

.A
rcham

bealt

そ
の
他
（
二
〇
〇
八
）
が
米
国
で
実
施
し
た
も
の
を
利
用
し
て
い
る
）
調
査
対
象
は
、
製
造
、
サ
ー
ビ
ス
お
よ
び
財
務
組
織
を

担
当
す
る
四
人
の
監
査
委
員
会
（
う
ち
二
人
は
、
監
査
委
員
会
委
員
長
）、
時
代
に
マ
ッ
チ
し
た
投
資
企
業
の
三
人
の
財
務
ア
ナ
リ
ス
ト
、
内

部
監
査
人
に
は
、
人
の
内
部
監
査
部
長
（
Ｃ
Ａ
Ｅ
）、
六
人
の
政
策
担
当
者
に
は
、
米
国
公
認
会
計
士
協
会
（
Ａ
Ｉ
Ｃ
Ｐ
Ａ
）、
内
部
監
査
人

協
（
Ｉ
Ｉ
Ａ
）、
証
券
取
引
委
員
会
（
Ｓ
Ｅ
Ｃ
）
か
ら
各
二
人
が
含
ま
れ
る
。
全
て
の
対
象
者
は
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
監
査
関
連
の
業
務
に
一
〇

年
以
上
従
事
し
た
者
で
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
平
均
二
〇
分
と
さ
れ
る
。

1　

内
部
監
査
報
告
書
開
示
の
潜
在
的
便
益
。
研
究
文
献
の
レ
ビ
ュ
ー
と
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
結
果
は
、
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
内
部
監

査
機
能
お
よ
び
全
般
的
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
理
解
を
増
進
さ
せ
る
強
力
な
潜
在
力
持
っ
て
い
る
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
る
と
し
て
い
る
。
内
部

監
査
の
構
成
、
責
任
お
よ
び
活
動
は
会
社
に
よ
り
多
様
な
も
の
で
あ
る
が
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
公
表
物
で
は
、
会
社
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
構
造
に
お
け

五
四
七
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る
内
部
監
査
機
能
の
重
要
性
を
繰
り
返
し
強
調
し
て
い
る
。
Ｓ
Ｏ
法
四
〇
四
条
で
は
、
財
務
諸
表
に
係
る
内
部
統
制
が
適
切
に
計
画
さ
れ

有
効
に
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
保
証
す
る
重
要
な
役
割
を
強
調
し
て
い
る
。
ま
た
、B

easley

そ
の
他
（
二
〇
〇
〇

（
20
）

）
は
、
不
正
を
行
う

会
社
の
研
究
に
お
い
て
、
不
正
を
行
う
会
社
は
不
正
の
な
い
会
社
よ
り
も
内
部
監
査
部
門
の
設
置
が
少
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

D
eloitte

（
二
〇
〇
六

（
21
）

）
は
、
内
部
監
査
機
能
の
貢
献
が
少
な
い
会
社
は
、
財
務
諸
表
に
係
る
内
部
統
制
に
お
け
る
重
大
な
欠
陥
の
開
示
が

な
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。H

olt

とD
eZ

oort

（
二
〇
〇
八

（
22
）

）
は
、
投
資
家
が
会
社
の
効
率
性
お
よ
び
財
務
諸
表
の

信
頼
性
を
監
視
す
る
た
め
に
内
部
監
査
報
告
書
の
開
示
が
効
果
を
持
つ
か
否
か
を
検
証
し
た
。
そ
の
結
果
、
内
部
監
査
報
告
書
の
開
示
は

投
資
家
の
信
頼
性
を
高
め
株
式
の
魅
力
を
大
幅
に
増
大
さ
せ
る
と
し
て
い
る
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
参
加
者
の
意
見
に
お
い
て
も
第
一
の
便
益

と
し
て
、
一
貫
し
て
内
部
監
査
報
告
書
の
開
示
は
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
透
明
性
お
よ
び
内
部
監
査
機
能
の
理
解
の
改
善
の

た
め
に
潜
在
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。

第
二
の
便
益
と
し
て
、
内
部
監
査
人
お
よ
び
経
営
者
に
対
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
あ
げ
ら
れ
る
。
企
業
が
、
企
業
外
部
へ
内
部
監
査

報
告
書
を
開
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
内
部
監
査
人
の
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
ィ
リ
テ
ィ
ー
へ
の
誠
実
な
業
務
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
増
大
さ
せ
る

潜
在
性
を
持
つ
証
拠
を
発
見
し
た
と
さ
れ
る
。DeZ

oort
そ
の
他
（
二
〇
〇
六
）
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
ー
の
圧
力
は
、

個
人
を
意
思
決
定
の
た
め
に
よ
り
多
く
の
時
間
を
費
や
し
努
力
す
る
た
め
に
動
機
づ
け
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。（D

eZ
oort

そ
の
他
の
使

用
す
るA

ccountability

は
内
部
監
査
人
の
報
告
責
任
を
意
味
し
て
い
る
）
内
部
監
査
報
告
書
の
開
示
に
よ
り
、
外
部
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
内

部
監
査
機
能
に
関
す
る
理
解
が
高
ま
る
ま
で
に
、
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
ー
お
よ
び
効
率
的
業
務
（
規
定
に
合
致
す
る
活
動
、
内
部
監
査
ベ

ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
の
導
入
圧
力
等
）
等
が
増
大
す
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
増
大
す
る
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
ー
の
た
め
に
組
織
内
に
お
け

る
監
査
の
利
用
が
議
論
さ
れ
る
時
、
さ
ら
に
行
動
力
を
持
っ
た
内
部
監
査
集
団
を
作
り
出
す
潜
在
性
を
持
っ
て
い
る
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の

五
四
八



コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
内
部
監
査
（
北
川
）

（
九
四
一
）

結
果
、
内
部
監
査
機
能
の
質
的
標
準
化
と
経
営
者
に
対
す
る
資
源
配
分
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
付
与
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

2　

内
部
監
査
報
告
書
の
潜
在
的
費
用
。
内
部
監
査
報
告
書
が
外
部
に
開
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
多
く
に
費
用
が
生
じ
る
。
潜
在
的

費
用
の
第
一
は
、
内
部
監
査
人
が
多
く
の
側
面
で
法
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
内
部
統
制
や
財
務
報
告
に
関
連
す
る
内
部
監
査
活
動

や
責
任
が
強
調
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
、
財
務
報
告
に
不
正
が
発
覚
し
た
場
合
や
報
告
の
修
正
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
内
部
監
査
人
の
責

任
に
関
心
が
集
中
す
る
。D

unn

（
二
〇
〇
六
）
は
、
経
営
者
お
よ
び
監
査
委
員
会
に
提
出
す
る
結
論
も
し
く
は
意
見
の
よ
う
な
内
部
報
告

に
お
い
て
す
ら
内
部
監
査
人
の
責
任
が
増
大
し
て
き
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
は
、
内
部
監
査
報
告
書
に
内

部
監
査
人
が
強
力
に
関
与
す
る
こ
と
に
よ
り
、
内
部
監
査
人
は
法
的
問
題
が
増
大
す
る
と
認
識
し
て
い
る
。

第
二
の
潜
在
的
費
用
と
し
て
、
情
報
量
が
考
え
ら
れ
る
。
す
で
に
会
社
は
、
複
雑
な
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
中

で
行
わ
れ
る
追
加
的
ガ
バ
ナ
ン
ス
報
告
の
情
報
の
項
目
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
。C

ase

（
二
〇
〇
六

（
23
）

）
は
、
あ
ま
り
多
く
の
情
報
が
提

供
さ
れ
る
と
利
用
者
が
詳
細
な
項
目
に
密
接
な
注
意
を
払
わ
な
く
な
る
と
の
理
由
か
ら
、
情
報
過
多
は
良
好
な
意
思
決
定
を
も
た
ら
さ
な

い
と
否
定
的
見
解
述
べ
る
者
も
い
る
。

3　

さ
ら
に
第
三
の
潜
在
的
費
用
と
し
て
、
追
加
報
告
費
用
が
あ
る
。
追
加
的
な
情
報
の
開
示
に
当
た
っ
て
は
、
情
報
作
成
の
費
用
お

よ
び
普
及
の
た
め
の
直
接
的
な
費
用
の
み
な
ら
ず
、
競
争
者
へ
の
所
有
情
報
等
の
暴
露
の
よ
う
な
間
接
的
な
費
用
に
つ
い
て
も
懸
念
さ
れ

る
。
ま
た
、
内
部
監
査
人
の
補
充
や
報
酬
を
増
大
さ
せ
る
と
い
っ
た
経
営
者
の
対
す
る
リ
ス
ク
も
想
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
コ
ー
ポ
レ
ー

ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
透
明
性
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
が
会
社
の
利
益
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
結
果
は
、
内

部
監
査
の
側
面
か
ら
、
追
加
費
用
は
主
要
な
問
題
で
は
な
い
と
す
る
も
の
が
多
数
で
あ
る
。

D
.S

.A
rcham

bealt

そ
の
他
（
二
〇
〇
八
）
が
実
施
し
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
全
体
的
に
見
る
と
、
対
象
者
一
八
人
の
う
ち
一
六
人
（
八
九

五
四
九
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二
）

パ
ー
セ
ン
ト
）
が
、
内
部
監
査
報
告
書
は
外
部
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
有
用
な
情
報
を
提
供
す
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
有
用
で
な
い
と
す

る
内
部
監
査
人
は
、「
会
社
に
設
置
さ
れ
て
い
る
内
部
監
査
は
、
急
速
に
変
化
し
て
き
て
い
る
」
こ
と
か
ら
一
般
的
報
告
に
は
向
か
な
い

と
す
る
。
ア
ナ
リ
ス
ト
の
人
は
、「
自
由
市
場
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
、
有
用
で
あ
る
な
ら
ば
、
会
社
が
す
で
に
任
意
で
そ
れ
ら
の
報
告
書

を
開
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
我
が
国
に
お
い
て
も
同
様
の
反
応
が
予
測
さ
れ
る
が
、
有
価
証
券
報
告
書
に
内
部
監

査
報
告
書
を
添
付
す
る
追
加
開
示
費
用
が
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
透
明
性
を
超
え
る
と
い
う
可
能
性
を
評
価
す
る
さ
ら
な
る

将
来
の
研
究
・
調
査
が
必
要
で
あ
る
。

Ⅴ　

内
部
監
査
報
告
書
の
開
示

内
部
監
査
報
告
書
は
、
外
部
ス
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
有
用
な
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
を
目
的
に
し
て
い
る
。
外
部
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
が
、

内
部
監
査
機
能
に
理
解
を
深
め
る
情
報
と
は
ど
の
様
な
も
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
報
告
モ
デ
ル
の
展
開
に
お
け
る
こ
の

挑
戦
は
、
多
様
化
し
た
お
よ
び
動
的
な
主
体
と
内
部
監
査
機
能
と
い
う
環
境
下
に
お
い
て
、
一
般
に
有
用
な
内
部
監
査
情
報
を
識
別
し
伝

達
す
る
こ
と
に
あ
る
。
外
部
報
告
目
的
でD

.S
.A

rcham
bealt

そ
の
他
（
二
〇
〇
八
）
が
提
案
し
た
内
部
監
査
報
告
書
、
監
査
役
協
会
監

査
報
告
書
の
ひ
な
形
、
監
査
委
員
会
に
関
す
る
小
委
員
会
の
監
査
委
員
会
監
査
報
告
書
の
ひ
な
形
、
企
業
内
容
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府

令
、
公
表
さ
れ
て
い
る
ベ
ス
ト
・
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
等
、
将
来
の
議
論
や
制
度
と
し
て
の
基
礎
と
し
て
役
立
つ
モ
デ
ル
が
あ
る
が
こ
こ
で
は

D
.S

.A
rcham

bealt

そ
の
他
（
二
〇
〇
八
）
が
提
案
し
た
モ
デ
ル
を
検
討
す
る
。

内
部
監
査
人
協
会
（
Ｉ
Ｉ
Ａ
）
の
内
部
監
査
の
専
門
的
実
施
の
国
際
基
準
（
二
〇
〇
九
）
で
は
、
内
部
監
査
人
の
人
的
基
準
と
し
て
目
的
、

権
限
お
よ
び
責
任
、
独
立
性
と
客
観
性
、
専
門
能
力
と
正
当
な
注
意
、
品
質
評
価
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
米
国
証

五
五
〇



コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
内
部
監
査
（
北
川
）

（
九
四
三
）

券
取
引
委
員
会
（
Ｓ
Ｅ
Ｃ
）
は
、
会
社
目
論
見
書
に
お
い
て
監
査
委
員
会
報
告
書
を
開
示
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
他
の

ガ
バ
ナ
ン
ス
・
メ
カ
ニ
ズ
ム
（
経
営
者
、
監
査
委
員
会
、
外
部
監
査
人
）
に
提
供
さ
れ
る
資
源
の
記
載
を
要
求
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
参
考

にD
.S

.A
rcham

bealt

そ
の
他
（
二
〇
〇
八
）
は
、
外
部
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
が
、
内
部
監
査
報
告
書
に
お
い
て
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ

ナ
ン
ス
を
判
断
す
る
た
め
に
有
用
な
情
報
の
領
域
と
し
て
内
部
監
査
の
構
成
要
素
、
内
部
監
査
の
責
任
、
内
部
監
査
の
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ

テ
ィ
ー
、
内
部
監
査
の
活
動
お
よ
び
内
部
監
査
の
資
源
が
挙
げ
ら
れ
る
と
す
る
。

1　

内
部
監
査
の
構
成
要
素
。

内
部
監
査
報
告
書
を
開
示
す
る
こ
と
は
、
組
織
内
に
内
部
監
査
機
能
が
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
、
そ
の
上
で
内
部
監
査
の
構

成
要
素
に
つ
い
て
追
加
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
例
え
ば
外
部
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
は
、
そ
の
内
部
監
査
機
能
が
、
社
内
で
行

わ
れ
て
い
る
か
、
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
で
行
わ
れ
て
い
る
か
も
し
く
は
共
同
で
行
わ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
社
内

で
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
内
部
監
査
部
門
の
規
模
、
内
部
監
査
人
の
背
景
情
報
を
知
る
こ
と
に
よ
り
、
内
部
監
査
機
能
の
適
切
性
評

価
を
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

内
部
監
査
人
の
所
持
す
る
資
格
な
ど
（
例
え
ば
、
公
認
会
計
士
、
公
認
管
理
会
計
士
、
公
認
内
部
監
査
人
）
の
追
加
情
報
は
内
部
監
査
人
の
適

格
性
を
評
価
す
る
の
に
役
立
つ
も
の
で
あ
る
。
ま
た
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
も
し
く
は
共
同
機
能
の
場
合
は
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
の
背
景
情

報
は
提
供
者
の
適
切
性
を
評
価
す
る
上
で
有
用
で
あ
る

（
24
）

。

2　

責
任
。

内
部
監
査
報
告
書
を
展
開
す
る
上
で
基
礎
と
な
る
の
が
組
織
内
で
展
開
さ
れ
る
内
部
監
査
の
責
任
の
範
囲
で
あ
る
。
内
部
監
査
人
協
会

に
よ
れ
ば
、
内
部
監
査
部
長
は
、
内
部
監
査
規
定
に
お
い
て
内
部
監
査
の
目
的
、
権
限
お
よ
び
責
任
を
明
記
し
監
査
委
員
会
（
監
査
役
会
）

五
五
一
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の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
か
か
る
情
報
は
、
外
部
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
が
全
組
織
的
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
一
部
と
し
て

の
内
部
監
査
を
評
価
す
る
た
め
に
有
用
な
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
内
部
監
査
報
告
書
の
責
任
区
分
に
は
、
内
部
監
査
人
の
活
動
に
つ
い

て
所
定
の
範
囲
お
よ
び
性
格
に
つ
い
て
の
項
目
が
示
さ
れ
る
。
特
に
こ
れ
ら
の
責
任
に
は
、
独
立
性
の
保
持
、
会
社
の
リ
ス
ク
・
マ
ネ
ー

ジ
メ
ン
ト
、
お
よ
び
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
プ
ロ
セ
ス
の
改
善
に
貢
献
す
る
こ
と
に
よ
り
組
織
に
価
値
を
付
与
す
る
よ
う
に
計
画
さ
れ
た
客
観
的

保
証
機
能
に
含
ま
れ
る
責
任
情
報
と
、
価
値
を
付
与
す
る
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
機
能
に
関
す
る
内
部
監
査
人
の
責
任
情
報
が
含
ま
れ
る

（
25
）

。

3　

ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
ー

内
部
監
査
を
評
価
す
る
今
一
つ
の
重
要
な
側
面
は
、
組
織
内
で
の
内
部
監
査
の
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
ー
関
係
で
あ
る
。
か
か
る
意
味

で
の
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
ー
に
は
、
内
部
監
査
の
報
告
関
係
お
よ
び
内
部
監
査
が
職
業
品
質
基
準
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
が
含
ま

れ
る
。
外
部
監
査
と
本
質
的
に
異
な
る
が
、
そ
れ
で
も
や
は
り
内
部
監
査
は
、
批
判
的
職
業
目
的
の
た
め
に
独
立
性
と
客
観
性
を
追
求
す

る
。
こ
の
目
的
は
、
報
告
関
係
に
影
響
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
。
内
部
監
査
の
専
門
職
業
的
実
施
の
国
際
基
準
で
は
、
内
部
監
査
長
は
、

内
部
監
査
部
門
の
目
的
、
権
限
、
責
任
お
よ
び
内
部
監
査
部
門
の
計
画
に
関
連
す
る
業
務
遂
行
に
つ
い
て
、
定
期
的
に
最
高
経
営
者
お
よ

び
取
締
役
会
へ
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。D

eloite

（
二
〇
〇
六
）
に
よ
れ
ば
、
米
国
の
ほ
と
ん
ど
の
会
社
に
お
い
て
内

部
監
査
部
は
、
執
行
経
営
者
か
監
査
委
員
会
に
報
告
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
本
稿
の
報
告
先
と
し
て
は
、
外
部
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
を
想

定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
執
行
経
営
者
か
監
査
委
員
会
を
通
し
て
有
価
証
券
報
告
書
の
添
付
書
類
と
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

4　

活
動
。

内
部
監
査
活
動
で
あ
る
会
計
監
査
、
業
務
監
査
、
遵
守
性
監
査
、
リ
ス
ク
評
価
活
動
、
内
部
統
制
の
モ
ニ
タ
ー
、
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ

等
は
、
会
社
を
横
断
的
に
さ
ら
に
は
長
期
的
に
、
継
続
的
に
様
々
な
形
で
実
施
さ
れ
る
。
内
部
監
査
報
告
書
の
活
動
区
分
で
は
、
内
部
監

五
五
二
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査
業
務
の
形
態
に
関
す
る
情
報
が
外
部
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
提
供
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
こ
の
区
分
で
は
、
内
部
監
査
機
能
に

よ
り
実
施
さ
れ
る
保
証
業
務
の
割
合
と
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
業
務
の
割
合
、
内
部
監
査
人
と
他
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
集
団
協
議
の
内
容
と
頻
度

に
関
す
る
情
報
が
含
ま
れ
る
。
ま
た
外
部
監
査
人
や
監
査
委
員
会
（
監
査
役
）
と
の
協
議
、
財
務
諸
表
監
査
や
内
部
統
制
監
査
に
反
映
さ

れ
る
内
部
監
査
の
程
度
も
含
ま
れ
る

（
26
）

。

5　

資
源
。

内
部
監
査
報
告
書
の
資
源
区
分
で
は
現
在
す
で
に
公
表
さ
れ
て
い
る
役
員
の
報
酬
、
取
締
役
の
報
酬
、
お
よ
び
外
部
監
査
人
の
報
酬
、

同
様
に
財
務
的
資
源
の
情
報
を
利
用
者
に
提
供
す
る
。
内
部
監
査
の
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
外
部
団
体
に
支

払
っ
た
報
酬
が
開
示
さ
れ
る
。
内
部
監
査
が
社
内
で
実
施
さ
れ
て
い
る
場
合
、
内
部
監
査
に
配
分
さ
れ
る
年
度
予
算
が
開
示
さ
れ
る
。
こ

の
区
分
は
、
経
営
者
が
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
ど
れ
ほ
ど
誠
実
か
を
示
す
も
の
で
も
あ
り
外
部
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
が
知
り
た
い
と
思
う
で
あ
ろ

う
情
報
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
報
告
書
に
ま
と
め
れ
ば
以
下
の
表
の
よ
う
に
示
さ
れ
る

（
27
）

。（
図

－

1
）

Ⅵ　

お
わ
り
に
代
え
て

国
際
会
計
基
準
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
が
推
し
進
め
ら
れ
、
我
が
国
で
も
す
で
に
一
部
の
上
場
会
社
に
よ
り
国
際
会
計

基
準
の
任
意
適
用
が
始
ま
り
財
務
報
告
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
国
際
会
計
基
準
の
設
定
主
体
で
あ
る
国
際
会
計
基
準
審
議
会

（International A
ccounting S

tandards B
oard

）
は
、
二
〇
一
〇
年
一
二
月
に
国
際
財
務
報
告
基
準
の
実
務
意
見
書
（International 

F
inancial R

epoting S
tandards P

ractical S
tatem

ent

）
と
し
て
「
経
営
者
に
よ
る
説
明
（M

anegem
ent C

om
m
entary （

28
）

）」
を
公
表
し
た
。
こ

の
実
務
意
見
書
は
、
こ
れ
ま
で
国
際
財
務
報
告
基
準
（
以
下
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
）
の
範
囲
外
と
見
な
さ
れ
て
き
た
非
財
務
項
目
の
比
較
可
能
性
を

五
五
三
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図－ 1　記述式ＩＡＲモデル

内部監査報告書ＸＹＺ株式会社

構成区分
ＸＹＺ会社は、（当年度）設置された社内監査部門を維持している。監査部

長（ＣＡＥ）がおりその他の内部監査人を監督している。監査部長は、内部
監査人協会（ＩＩＡ）より公認内部監査人資格（ＣＩＡ）の認定を受けてい
る。
責任区分

内部監査部は、毎年会社の監査委員会により承認された文書による規定の
もと活動している。規定は、会社の目論見書に付録として添付されており、
また会社のウエブサイトwww.xyzinc.comにおいて開示されている。会社の業
務に価値を付加し改善するために計画された保証およびコンサルティング活
動に加えて、内部監査部は会社のガバナンス、業務および情報に関連した・
業務の効率性、効果性・業務および業務活動の信頼性と誠実性・資産の保
全・法律、規則、契約遵守のリスクエクスポージャーの評価にも責任を負う
ものである。
アカウンタビリティー区分

内部監査規定は、内部監査部の独立性が会社の組織および報告構造により
確立されていることが明らかにされている。当該構造は内部監査部長が、監
査委員会に機能的に（例えば、活動の承認の受領および活動結果の報告）か
つ管理的に（例えば、日々の業務を円滑にし、情報に接近できる）報告する
ことが要求されている。

内部監査部は、内部監査活動と期間的内部評価、少なくとも 1 年に 1 度の
外部品質評価、および継続的内部モニタリングの全ての側面をカバーする品
質保証および改善プログラムを維持している。直近の内部評価、200X年公認
独立評価人が行った評価の結果は、内部監査部は、内部監査人協会「専門的
職業実施の国際基準」に提示される専門職業基準の現在適用可能な全ての規
則を遵守しているとしている。
活動区分

200X年の内部監査部の活動は、約XX％が保証業務に関連し、XX％がコン
サルティング活動に関連している。これらの活動範囲は、会社のリスクエク
スポージャーの評価および監査委員会により事前に承認されたものである。
200X年の期間中に内部監査部長は各四半期に会社のリクエクスポージャーの
評価および内部統制の内部監査評価を検討するために、正式に監査委員会、
会社の独立監査人が会合している。また内部監査部長は、会社の監査済み財
務諸表および内部統制報告書を監査委員会と独立監査人とともに検証し議論
している。
資源区分

200X年の会計年度の内部監査機能維持の総費用は、xxx,xxx円であった。
この金額には報酬と間接経費が含まれており」会社の営業費用の約xx％で
あった。

出所 　Deborah S.Archambeault, F, Todd DeZoort, Travies P.Holt, The Need 
for an Internal Auditor Report to External Stakeholders to Improve 
Governance Transparency, Accounting Horizons; Dec. 2008, p.385.

五
五
四
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改
善
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
当
該
情
報
は
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
に
準
拠
し
て
作
成
さ
れ
た
財
務
諸
表
に
付
属
す
る
記
述
的
な
、
拘
束
力

の
な
い
任
意
情
報
で
は
あ
る
が
、
企
業
の
業
績
や
状
況
、
進
捗
に
関
す
る
経
営
者
の
見
解
、
財
務
情
報
を
補
完
す
る
情
報
、
さ
ら
に
は
ス

テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
有
用
性
を
考
慮
し
た
リ
ス
ク
情
報
や
経
営
資
源
に
関
す
る
情
報
等
の
非
財
務
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
。

ま
た
、
米
国
ト
レ
ッ
ド
ウ
エ
ー
委
員
会
支
援
組
織
委
員
会
（T

he C
om

m
ittee of S

ponsoring O
rganizations of the T

readew
ay 

C
om

m
ission

以
下
Ｃ
Ｏ
Ｓ
Ｏ
）
は
、
二
〇
一
一
年
一
二
月
に
「
内
部
統
制
の
統
合
的
な
枠
組
み
」
の
改
訂
に
む
け
た
公
開
草
案
を
公
表
し
、

二
〇
一
二
年
三
月
ま
で
コ
メ
ン
ト
を
募
集
し
た
。
Ｃ
Ｏ
Ｓ
Ｏ
は
、
二
〇
〇
三
年
に
米
国
で
制
定
さ
れ
た
Ｓ
Ｏ
法
に
お
け
る
内
部
統
制
監
査

を
始
め
そ
の
他
諸
国
の
制
度
の
中
に
取
り
込
ま
れ
て
世
界
の
実
質
的
基
準
と
し
て
受
容
さ
れ
て
き
て
い
る
。
今
般
の
改
訂
は
一
九
二
二
年

に
公
表
さ
れ
て
以
来
三
〇
年
ぶ
り
の
見
直
し
と
な
る
。
主
要
な
改
正
点
は
、
現
行
の
内
部
統
制
の
目
的
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
「
財
務
報

告
の
信
頼
性
」
が
非
財
務
報
告
で
あ
る
業
務
を
含
む
「
報
告
の
信
頼
性
」
に
改
訂
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
内
部
統
制
の
構
成
要
素
の
基
本

項
目
に
関
す
る
原
則
が
提
案
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る

（
29
）

。

国
際
基
準
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
改
訂
は
、
企
業
を
取
り
巻
く
外
部
環
境
が
変
化
し
た
市
場
経
済
で
は
、
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
対
す
る

企
業
の
透
明
性
を
高
め
る
た
め
に
は
財
務
情
報
だ
け
で
は
十
分
で
あ
る
と
は
い
え
ず
、
非
財
務
情
報
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

お
お
よ
そ
、
上
場
会
社
の
企
業
活
動
は
、
収
益
を
上
げ
企
業
価
値
を
高
め
る
こ
と
を
主
要
な
目
的
と
し
て
行
わ
れ
る
。
会
社
が
そ
う
し
た

成
果
を
継
続
的
に
上
げ
続
け
る
た
め
に
は
、
企
業
活
動
を
律
す
る
仕
組
み
で
あ
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
通
じ
、
経
営
を
そ
の

よ
う
に
動
機
付
け
、
監
視
す
る
こ
と
が
欠
か
せ
な
い
。
内
部
監
査
は
、
組
織
体
の
目
標
達
成
に
役
立
つ
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
た
め
に
リ
ス

ク
・
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
お
よ
び
組
織
体
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
プ
ロ
セ
ス
の
有
効
性
の
評
価
を
、
内
部
監
査
と
し
て
の
体
系

的
な
手
法
と
規
律
遵
守
の
態
度
を
持
っ
て
行
う
も
の
で
あ
り
、
非
財
務
情
報
で
あ
る
内
部
監
査
報
告
書
の
外
部
開
示
は
、
ス
テ
ー
ク
ホ
ル

五
五
五
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ダ
ー
に
と
っ
て
企
業
の
透
明
性
を
高
め
る
最
も
有
用
な
情
報
で
あ
る
。
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（
15
） T

ravise P
.H

olt and T
odd D

eZ
oort

﹇2009
﹈, E

ffects of Internal A
udit R

eport D
isclosure on Investor C

onfidence and 

Investm
ent D

ecisions, In
tern

ation
al Jou

rn
al A

u
d

itin
g, p.72.

（
16
） R

.M
.B

usham
an, J.D

.P
iotoroski, A

.J.S
m
ith

﹇2004

﹈, W
hat determ

ines corporate transparency?, Jou
rn

al of A
ccou

n
tin

g 

R
eseach 42, pp.69-84.

（
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） T

.A
.L

ee

﹇2006

﹈, F
inancial R
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orporate G
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iley &
 S
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（
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） V

incent O
'C

onnell
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﹈, R
efl ection on S

tew
ardship R

eporting, A
ccounting H

orizons, V
ol.21, 2.

A
ndrew

 L
ennard, A

ccounting S
tandards B

oard, S
tew

ardship and the O
bjectives of F

inancial S
tatem

ent: a com
m
ent on 
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IA
S
B
's P

relim
inary V

iew
s on an im

proved C
onceptual F

ram
ew

ork for F
inancial R

eporting; T
he O

bject of F
inancial R

eporting 

and Q
ualitative C

haracterisutics of D
ecision-useful F

inancial R
eporting Inform

ation, A
S
B
 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
。
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） D
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recham
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he N

eed for an Internal A
uditor R

eport to 

E
xternal S

takeholders to Im
prove G

overnance T
ransparency, A
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ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
ビ
ジ
ネ
ス
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
進
化
・
深
化
（
山
上
）

（
九
五
一
）

ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
ビ
ジ
ネ
ス
に
お
け
る

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
進
化
・
深
化

│
ジ
ョ
ハ
リ
の
窓
を
事
例
に
し

│

山　
　

上　
　
　
　
　

徹

1
．
は
じ
め
に

わ
が
国
で
は
、
一
九
六
〇
年
代
か
ら
の
高
度
経
済
成
長
期
に
モ
ノ
づ
く
り
に
お
い
て
「
ム
ラ
・
ム
リ
・
ム
ダ
な
く
」
す
る
と
い
う
経
済

的
な
効
率
性
が
強
力
に
推
進
さ
れ
た
。
ま
た
、
サ
ー
ビ
ス
産
業
で
は
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
基
づ
き
標
準
化
・
規
格
化
が
図
ら
れ
、
不
特
定
多
数

の
顧
客
を
対
象
に
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
活
動
が
展
開
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
大
量
生
産
・
大
量
販
売
な
ど
と
い
っ
た
経
済
合
理
性
が
優
先
さ

れ
る
社
会
へ
と
変
貌
し
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
日
本
人
の
多
く
は
、「
モ
ノ
」
の
豊
か
さ
を
謳
歌
し
て
き
た
が
、

五
五
九



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
九
五
二
）

二
一
世
紀
に
入
り
、
今
や
必
需
品
な
き
消
費
時
代
を
迎
え
る
に
至
っ
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
人
び
と
は
経
済
性
・
効
率
性
を
優
先
す
る
殺
伐
と
し
た
ラ
イ
フ
・
ス
タ
イ
ル
を
嫌
い
、
つ
ま
り
、「
モ
ノ
」
だ
け
が
優

先
さ
れ
る
社
会
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
癒
し
、
感
動
、
健
康
」
な
ど
が
歓
迎
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
時
代
的
な
変
化
に
伴
い
、

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
活
動
に
お
い
て
も
、
不
特
定
多
数
の
顧
客
よ
り
も
、
特
定
少
数
の
個
客
が
選
好
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
ヒ
ト
対
ヒ
ト
の
関

係
性
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
ビ
ジ
ネ
ス
（hospitality business

）
で
は
お
客
が
期
待
し
た
以
上
の
感
動
を
与
え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
ヒ
ト

対
ヒ
ト
が
出
会
う
際
、
表
情
・
態
度
・
姿
勢
な
ど
の
外
見
的
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
目
か
ら
入
る
言
葉
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
社
員
の
立

居
振
舞
い
は
非
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
な
が
ら
、
言
葉
以
上
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
を
発
揮
す
る
場
合
が
多
い
。

本
稿
で
は
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
ビ
ジ
ネ
ス
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
進
化
・
深
化
の
重
要
性
を
問
題
視
す
る
。
複
雑
で
不
確

実
な
現
代
社
会
に
お
い
て
、
ヒ
ト
対
ヒ
ト
の
関
係
性
を
考
察
す
る
に
は
「
ジ
ョ
ハ
リ
の
窓
」
の
モ
デ
ル
に
基
づ
く
仮
説
分
析
が
有
効
で
あ

る
と
考
え
る
。
そ
こ
で
、「
ジ
ョ
ハ
リ
の
窓
」
の
モ
デ
ル
を
事
例
に
し
、
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
ビ
ジ
ネ
ス
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
人

材
育
成
の
重
要
性
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

2
．
サ
ー
ビ
ス
と
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
の
語
源
的
相
違

⑴　

サ
ー
ビ
ス
の
語
源

サ
ー
ビ
ス
（service

）
と
は
本
来
、「
奉
仕
・
無
料
・
服
務
」
な
ど
を
意
味
し
、
経
済
学
で
は
「
用
役
・
役
務
」
と
も
称
さ
れ
る
。
し

か
し
、
表

－

1
の
よ
う
に
語
源
的
に
サ
ー
ビ
ス
は
、
ラ
テ
ン
語
の
形
容
詞
、Serevus
（
奴
隷
の
、
地
役
権
の
あ
る
）
に
基
づ
き
、Slave

（
奴

五
六
〇
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隷
）、S

ervant

（
召
使
）
な
ど
に
由
来
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
サ
ー
ビ
ス
の
語
源
は
、
本
質
的
に
「
上
下
関
係
」「
主

従
関
係
」
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
上
位
の
強
者
で
あ
る
「
主
人
」
は
所
有
・
支
配
権
・
権
力

性
・
優
越
性
を
背
景
と
し
た
優
位
な
立
場
に
あ
る
。
他
方
、
下
位
で
弱
者
で
あ
る
「
従
者
」
は
隷
属
性
・
依
存

性
・
服
従
性
を
強
い
ら
れ
、
劣
位
な
立
場
で
縛
ら
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
双
方
の
目
線
に
は
上
下
の
格
差
が
存

在
す
る
。

⑵　

ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
の
語
源

ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
（hospitality

）
と
い
う
用
語
は
、
元
来
、
ラ
テ
ン
語
のH

ospes

、
英
語
のH

ospice

に
端

を
発
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ホ
ス
ピ
ス
は
「
中
世
に
お
け
る
旅
人
や
巡
礼
者
の
た
め
の
癒
し
の
館
や
末
期
患
者
の

治
療
施
設
に
由
来
し
て
い
る
。
そ
れ
は
明
ら
か
に
病
院
と
も
関
連
す
る
用
語
で
あ
る
（
1
）

。」
こ
の
よ
う
に
ホ
ス
ピ
タ

リ
テ
ィ
は
ホ
テ
ル
（hotel
）
や
病
院
（hospital

）
と
同
義
語
で
あ
る
。
今
日
、
生
命
の
終
期
が
迫
っ
て
い
る
ヒ
ト

に
対
し
て
は
、
残
さ
れ
た
時
間
を
安
ら
ぎ
や
満
足
感
を
も
っ
て
過
ご
せ
る
よ
う
に
配
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の

た
め
に
、
ホ
ス
ピ
ス
で
は
患
者
と
の
目
線
を
同
じ
く
し
て
悩
み
を
聴
き
、
こ
れ
ま
で
の
功
績
を
認
め
称
え
、
慈
愛

に
充
ち
た
気
持
ち
で
接
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
（
2
）

。
ま
た
、
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
に
類
似
す
る
言
葉
と
し
て
、
日
本

で
は
「
饗
応
、
接
待
、
歓
待
、
厚
遇
」
な
ど
が
あ
る
。
と
く
に
、
そ
れ
ら
は
ゲ
ス
ト
（guest

）
と
の
目
線
を
同
じ

く
し
、
手
厚
く
お
も
て
な
し
を
す
る
ホ
ス
ト
（host
）
の
立
居
振
舞
い
と
も
類
似
す
る
と
い
え
よ
う
。

こ
の
友
好
的
な
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
に
対
し
、
全
く
逆
の
立
場
、
敵
対
行
為
（hostility

）
や
人
質
（hostage

）
と

表－ 1　サービスとホスピタリティとの本質的な相違
語源 立場 想い 社会 期待 マニュアル 指導方法

サービス 奴隷 上下・主従 片想い 身分 同程度 順応 トレーニング

ホスピタリティ 客人 対等・相互 両想い 契約 想定外 より以上 コーチング

出所；山上徹『ホスピタリティ精神の深化』法律文化社、2008年、12頁参照作成。
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い
う
反
転
・
対
立
す
る
言
葉
が
存
在
す
る
（
3
）

。
外
国
か
ら
の
客
人
と
は
本
来
、
見
知
ら
ぬ
異
邦
人
ゆ
え
に
何
を
す
る
か
判
ら
な
い
し
、
自
分

ら
を
滅
ぼ
す
敵
意
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
不
信
感
が
同
居
し
て
い
る
。
見
知
ら
ぬ
客
人
を
拒
絶
す
る
か
、
受
け
入
れ
る
か
の
判
断

の
分
か
れ
目
で
あ
る
。
受
け
入
れ
て
歓
待
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
徹
底
し
た
お
も
て
な
し
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
対
人
魅
力

（interpersonel attraction

）
と
は
、
信
頼
関
係
を
築
く
に
あ
た
り
、
他
者
を
惹
き
つ
け
（
ら
れ
）
る
心
理
的
な
パ
ワ
ー
を
意
味
す
る
。
そ

の
パ
ワ
ー
に
は
あ
る
ヒ
ト
に
対
す
る
好
意
的
ま
た
は
非
好
意
的
・
敵
対
的
な
行
為
と
い
う
反
転
が
同
居
し
て
い
る
（
4
）

。
対
人
魅
力
は
相
手
へ

の
友
好
的
な
思
い
や
り
に
対
し
、
敵
対
的
な
憎
悪
と
は
密
接
な
関
連
性
が
あ
る
。
最
愛
対
憎
悪
は
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
。
最
愛
が
逆

転
し
て
憎
悪
に
な
る
と
、
ま
さ
に
覆
水
盆
に
返
ら
ず
で
あ
る
。

3
．
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
ビ
ジ
ネ
ス
の
定
義
と
特
性

⑴　

ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
ビ
ジ
ネ
ス

ビ
ジ
ネ
ス
（business

）
と
は
営
利
・
非
営
利
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
）
を
含
め
、
ま
た
、
い
か
な
る
組
織
形
態
を
も
問
わ
ず
、
そ
の
事
業
目
的
（
経

営
理
念
）
を
実
現
す
る
た
め
の
継
続
的
な
諸
活
動
の
総
称
と
い
え
る
。
ビ
ジ
ネ
ス
の
組
織
目
的
は
本
来
、
お
客
を
あ
ざ
む
い
て
商
品
や

サ
ー
ビ
ス
を
売
り
つ
け
て
利
益
の
極
大
化
を
果
た
す
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
お
客
を
含
め
、
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
（stakeholder:

利
害

共
有
者
）
の
満
足
を
は
じ
め
、
社
会
貢
献
な
ど
を
果
た
す
こ
と
に
あ
る
。
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
ビ
ジ
ネ
ス
と
は
基
本
的
に
、
ヒ
ト
（
お
客
、

社
員
等
）
対
モ
ノ
・
コ
ト
・
ヒ
ト
と
が
深
く
関
わ
り
合
っ
て
価
値
を
創
造
す
る
営
み
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
ヒ
ト
対
モ
ノ
・
コ
ト
・
ヒ
ト

に
対
す
る
価
値
創
造
の
プ
ロ
セ
ス
は
単
に
一
回
限
り
で
は
な
く
、
継
続
的
な
事
業
活
動
（going concern

）
が
対
象
と
な
る
。
し
か
し
、

ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
ビ
ジ
ネ
ス
は
、
典
型
的
に
、
ヒ
ト
対
ヒ
ト
に
よ
る
人
間
性
重
視
型
で
、
い
わ
ゆ
る
、H

um
an B

usiness

、P
eople ’s 

五
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Industry （5
）

と
い
え
よ
う
。

ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
ビ
ジ
ネ
ス
で
は
、
表

－

2
の
よ
う
な
典
型
的

な
特
徴
が
存
在
す
る
。
も
の
づ
く
り
の
メ
ー
カ
ー
と
は
異
な
り
、
無

形
な
お
も
て
な
し
が
中
心
と
な
る
た
め
に
個
別
性
、
共
創
性
、
独
自

性
、
固
有
性
が
あ
り
、
さ
ら
に
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
継
続
性
と
い
う
特

徴
が
重
要
な
要
因
と
な
っ
て
い
る
。

⑵　

ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
ビ
ジ
ネ
ス
の
定
義

ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
ビ
ジ
ネ
ス
は
営
利
・
非
営
利
組
織
を
含
め
、

一
過
性
で
終
わ
る
イ
ベ
ン
ト
や
単
年
度
で
終
了
す
る
事
業
で
は
な
く
、

継
続
的
に
成
長
・
発
展
す
る
事
業
を
対
象
と
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ホ

ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
ビ
ジ
ネ
ス
と
は
、「
す
べ
て
の
社
員
（
ス
タ
ッ
フ
）

が
組
織
目
的
を
共
有
し
、
お
客
ば
か
り
で
な
く
、
各
種
の
ス
テ
ー
ク

ホ
ル
ダ
ー
と
も
目
線
を
同
じ
く
し
て
心
の
こ
も
っ
た
高
質
な
有
形
・

無
形
な
る
価
値
を
創
造
・
提
供
し
、
か
つ
、
継
続
的
に
事
業
活
動
を

行
っ
て
い
る
営
利
・
非
営
利
的
な
組
織
体
」
と
規
定
す
る
。

ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
ビ
ジ
ネ
ス
で
は
営
利
・
非
営
利
の
別
な
く
観

表－ 2　ホスピタリティ・ビジネスを活性化させる条件

キーワード 概要

個別性
対面する一人ひとりのお客のニーズを優先しつつ、そ
れぞれのお客に合った最適な立居振舞いを実践・心が
けていること

共創性・相互性
社員だけの一方的な企画・商品づくりとせずに、お客
なども参画し、共に喜び・感動し合える職場環境を創
出していること

独自性・こだわり性
事業活動において同業種・異業種他社とは明らかに異
質で、独自性の高いこだわりの価値を創造していること

固有性

当該の事業・地域が保有する資源を掘り起こし、お
客・住民との交流（祭・イベント等）を通じて、国内
外の人びとに対し、固有の企業文化や地域の魅力を訴
求していること

継続性
（going concern）

期間限定の事業とは異なり、長期的にPlan→Do→See
（あるいはCheck→Act）というサイクルを持って成
長・発展する継続的な生き物であること

五
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光
・
医
療
・
健
康
・
教
育
・
都
市
行
政
、
さ
ら
に
多
数
の
関
連
ビ
ジ
ネ
ス
が
対
象
と
な
る
。
た
と
え
ば
、
観
光
ビ
ジ
ネ
ス
（
交
通
・
旅

行
・
宿
泊
・
料
飲
食
・
余
暇
関
連
、
観
光
協
会
、
観
光
行
政
等
）、
ま
た
医
療
・
福
祉
・
介
護
、
教
育
・
文
化
団
体
・
学
術
研
究
ビ
ジ
ネ
ス
な
ど

も
包
括
す
る
。
そ
れ
ら
は
機
械
重
視
型
を
排
除
し
、
ヒ
ト
対
モ
ノ
・
コ
ト
の
併
存
型
の
出
会
い
・
触
合
い
を
含
め
る
も
、
ヒ
ト
対
ヒ
ト
と

い
う
人
間
性
重
視
型
を
中
心
と
し
た
横
断
的
な
異
業
種
ビ
ジ
ネ
ス
が
包
含
さ
れ
る
（
6
）

。
し
か
し
、
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
ビ
ジ
ネ
ス
の
範
疇
に

含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
産
業
分
野
で
あ
っ
て
も
、
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
精
神
を
必
ず
し
も
、
重
視
し
て
い
な
い
場
合
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、

人
間
性
を
排
除
し
て
自
動
化
、
ロ
ボ
ッ
ト
化
に
よ
る
機
械
重
視
型
に
な
っ
て
い
る
場
合
は
除
外
し
、
専
ら
ヒ
ト
対
ヒ
ト
に
お
け
る
人
間
性

重
視
型
の
ビ
ジ
ネ
ス
の
み
を
対
象
と
す
る
。

そ
こ
で
、
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
ビ
ジ
ネ
ス
と
は
表
現
・
表
情
・
立
居
振
舞
い
な
ど
の
人
的
態
度
と
直
接
的
に
か
か
わ
る
横
断
的
な
産
業

分
野
が
含
ま
れ
る
。
こ
れ
ら
に
は
ビ
ジ
ネ
ス
活
動
に
お
い
て
「
思
い
や
り
や
優
し
さ
」
と
い
う
人
間
の
精
神
面
を
重
視
す
る
と
い
う
継
続

的
な
組
織
体
が
該
当
す
る
。

⑶　

ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
ビ
ジ
ネ
ス
の
特
性

一
般
に
メ
ー
カ
ー
や
サ
ー
ビ
ス
産
業
で
は
特
定
少
数
の
お
客
を
優
位
に
さ
せ
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
い
つ
で
も
（
時
間
）、
ど

こ
で
も
（
空
間
）、
誰
に
対
し
て
も
（
人
間
）」、
つ
ま
り
、
画
一
的
・
同
質
的
・
均
質
的
と
い
っ
た
バ
ラ
ツ
キ
を
少
な
く
す
る
こ
と
を
追
求

す
る
傾
向
が
あ
る
。
と
く
に
、
サ
ー
ビ
ス
産
業
で
は
事
業
の
機
能
性
や
便
益
の
効
率
性
を
高
め
、
各
配
置
す
る
職
場
の
社
員
数
を
最
小
限

に
し
、
人
件
費
が
節
約
で
き
る
。
そ
の
た
め
、
サ
ー
ビ
ス
産
業
で
は
、
標
準
化
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
、
シ
ス
テ
ム
化
、
さ
ら
に
、
究
極
的
に

無
人
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
サ
ー
ビ
ス
の
画
一
化
が
展
開
さ
れ
る
（
7
）

。
こ
の
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
産
業
は
機
械
化
、
自
動
化
、
省
力
化
、
ロ

五
六
四



ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
ビ
ジ
ネ
ス
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
進
化
・
深
化
（
山
上
）

（
九
五
七
）

ボ
ッ
ト
化
し
て
一
対
不
特
定
多
数
に
対
し
て
、
で
き
る
限
り
同
質
化
や
均
質
化
を
図
ろ
う
と
す
る
。
顧
客
が
不
特
定
多
数
で
あ
っ
て
も

サ
ー
ビ
ス
産
業
で
は
、
平
等
・
公
平
・
均
質
さ
と
い
う
バ
ラ
ツ
キ
を
少
な
く
す
る
と
い
う
面
に
特
徴
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、
お
客
の

満
足
は
許
容
範
囲
内
・
最
低
限
度
を
充
た
す
も
可
と
す
る
考
え
方
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。

他
方
、
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
ビ
ジ
ネ
ス
で
は
、
メ
ー
カ
ー
や
サ
ー
ビ
ス
産
業
に
お
け
る
効
率
性
・
合
理
性
・
経
済
性
な
ど
の
経
済
合
理

性
が
必
ず
し
も
万
能
で
は
な
い
。
殺
伐
と
し
た
現
代
社
会
だ
か
ら
こ
そ
、
今
日
、
人
び
と
は
経
済
合
理
性
だ
け
で
は
得
ら
れ
な
い
人
間
性

あ
ふ
れ
る
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
を
渇
望
し
て
い
る
。
他
者
と
対
面
し
、
言
葉
を
交
わ
し
、
相
互
に
心
を
通
わ
せ
、
と
く
に
、
他
者
へ
の
思
い

や
り
・
気
配
り
と
い
っ
た
人
間
性
あ
ふ
れ
る
ホ
ス
ピ
タ
リ
ィ
の
提
供
が
高
く
評
価
さ
れ
る
。
そ
れ
は
標
準
化
、
規
格
化
、
品
質
管
理
を
徹

底
す
る
だ
け
で
は
充
た
さ
れ
ず
、
ま
さ
に
機
械
重
視
的
な
サ
ー
ビ
ス
で
は
評
価
が
低
く
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
（
8
）

。

ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
自
体
は
、
サ
ー
ビ
ス
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
考
え
る
が
、
か
な
り
高
質
な
る
価
値
の
提
供
を
前
提
と
し
て
い
る
。
端

的
に
、「
あ
る
時
（
時
間
）、
あ
る
場
所
（
空
間
）、
特
定
の
お
客
（
人
間
）
に
だ
け
」、
つ
ま
り
、「
時
・
場
・
ヒ
ト
」
に
対
し
、
臨
機
応
変

で
先
回
り
の
気
づ
き
、「
気
配
り
、
心
配
り
、
目
配
り
」
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
接
客
の
対
象
は
機
械
化
、
自
動
化
な
ど
に
よ
る
不
特
定

多
数
、
特
定
多
数
の
顧
客
で
は
な
く
、
特
定
少
数
の
個
客
と
な
る
。
と
く
に
、
お
客
の
感
動
の
度
合
い
は
サ
ー
ビ
ス
の
画
一
的
で
期
待
通

り
、
許
容
範
囲
の
満
足
と
い
う
レ
ベ
ル
よ
り
も
、
む
し
ろ
個
別
的
で
、
は
る
か
に
高
質
な
、
期
待
す
る
以
上
と
な
る
感
動
を
訴
求
せ
ね
ば

な
ら
な
い
。

3
．
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
ビ
ジ
ネ
ス
に
お
け
る
人
材
育
成
の
重
視

表
－

3
の
よ
う
に
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
ビ
ジ
ネ
ス
に
お
け
る
接
客
の
問
題
点
が
存
在
す
る
が
、
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
ビ
ジ
ネ
ス
で
は
、

五
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先
回
り
の
気
づ
き
が
で
き
る
有
能
な
人
材
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
人
材
育
成
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
戦
国
時
代
の

武
将
・
武
田
信
玄
（
一
五
二
一
〜
一
五
七
三
年
）
の
名
言
に
「
ヒ
ト
は
城
、
ヒ
ト
は
石
垣
、
ヒ
ト
は
堀
」
が
あ
る
。

武
田
信
玄
は
、
勝
敗
の
決
め
手
は
ハ
ー
ド
な
城
・
石
垣
・
堀
で
は
な
く
、
ヒ
ト
こ
そ
が
強
固
な
パ
ワ
ー
に
な
る
と

し
た
。
い
か
な
る
企
業
に
お
い
て
も
、
組
織
を
元
気
に
す
る
根
本
は
「
ヒ
ト
」
で
あ
る
。
有
能
な
人
材
の
確
保
が

ビ
ジ
ネ
ス
で
は
大
切
で
あ
る
。
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
ビ
ジ
ネ
ス
で
は
、
ま
ず
経
営
理
念
・
企
業
目
標
を
達
成
す
る

に
あ
た
り
、
ど
の
よ
う
な
人
材
が
必
要
と
な
る
か
を
明
ら
か
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
採
用
人
事
の
際
、
先

天
的
に
も
「
可
能
性
の
あ
る
人
材
」
を
採
用
す
べ
き
で
あ
る
。「
可
能
性
の
あ
る
人
材
」
と
は
明
朗
で
感
情
の
起

伏
が
大
き
く
な
く
、
か
つ
何
事
に
も
積
極
的
に
自
己
主
張
が
で
き
る
人
材
で
あ
る
か
否
か
で
判
断
で
き
よ
う
。
次

に
当
然
に
、
採
用
後
、
組
織
で
「
ヒ
ト
を
育
て
る
」
こ
と
が
大
切
に
な
る
。
経
営
理
念
と
い
う
企
業
目
標
に
向

か
っ
て
社
員
の
教
育
・
訓
練
・
研
修
な
ど
が
実
施
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
能
動
的
に
「
気
づ
き
を
実
践

す
る
」
人
材
を
輩
出
さ
せ
る
に
は
社
員
へ
の
権
限
委
譲
（em

pow
erm
ent

）、
ま
た
、
働
き
易
く
や
る
気
が
出
せ
る

シ
ス
テ
ム
が
あ
る
か
否
か
が
問
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
ビ
ジ
ネ
ス
で
は
「
可
能
性
の
あ
る
人

材
」「
ヒ
ト
を
育
て
る
」「
気
づ
き
を
実
践
す
る
」
と
い
う
観
点
か
ら
人
材
育
成
・
職
場
環
境
づ
く
り
が
必
要
と
な
る
。

ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
ビ
ジ
ネ
ス
で
は
手
厚
く
お
も
て
な
し
を
す
る
た
め
に
企
業
（
社
員
）
対
お
客
と
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
基
本
と
な
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
端
的
に
、「
ヒ
ト
対
ヒ
ト
、
社
員
対
お
客
」
が
共
に

心
を
寄
り
添
い
、
寄
り
添
わ
せ
て
感
動
と
喜
び
を
共
有
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
基
礎
と
な
る
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
リ

レ
ー
シ
ョ
ン
ズ
（hum

an relations

）
は
非
常
に
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
ビ
ジ
ネ
ス
に
お
け
る

表－ 3　ホスピタリティ・ビジネスにおける接客の問題点

①継続的に高い評価を受け続けることが非常に難しい

②一度に大多数のお客への対応が難しく、労働集約的となる。

③基本的に品質自体の標準化・均質化が難しい

出所；山上徹『交通サービスと港』成山堂書店、1989年、18 ～ 20頁参照作成。
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ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
ビ
ジ
ネ
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に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
進
化
・
深
化
（
山
上
）

（
九
五
九
）

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
お
客
を
お
も
て
な
し
す
る
上
で
、
相
互
関
係
を
進
化
・
深
化
す
る
こ
と
が
非
常
に
大
切
と
な
る
。

4
．
ビ
ジ
ネ
ス
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

⑴　

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
意
義

人
間
は
元
来
、
孤
独
を
求
め
る
生
き
物
で
は
な
い
。
人
間
と
は
ヒ
ト
の
間
と
書
き
、
互
い
に
も
た
れ
合
い
相
互
依
存
し
合
う
。
ヒ
ト
は

他
者
と
の
触
れ
合
い
、
人
間
関
係
を
求
め
合
う
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
ラ
テ
ン
語
のC

om
m
unis

、
英
語
のC

om
m
on

（
共
通
の
、

共
有
す
る
）
に
由
来
す
る
。
つ
ま
り
、
自
己
と
他
者
と
の
間
で
、
何
ら
か
の
影
響
を
相
互
に
及
ぼ
し
合
う
プ
ロ
セ
ス
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
で
あ
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
自
分
と
他
者
と
の
間
で
、
お
互
い
に
持
っ
て
い
る
情
報
を
交
換
し
、
共
有
し
合
う
た
め
の

諸
活
動
と
い
え
る
（
9
）

。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
活
動
は
、
単
に
情
報
の
伝
達
と
い
う
手
段
的
な
意
味
で
考
え
る
だ
け
で
は
な
く
、
人
間
相
互

に
お
け
る
関
係
性
と
い
う
視
点
が
重
要
に
な
る
。

双
方
が
相
互
依
存
す
る
関
係
性
を
構
築
す
る
こ
と
は
極
め
て
大
切
な
人
間
の
営
み
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
単
な

る
行
為
を
意
味
す
る
だ
け
で
な
く
、
ヒ
ト
対
ヒ
ト
の
心
の
や
り
と
り
で
あ
り
、
相
互
の
精
神
的
な
溝
を
解
消
す
る
働
き
で
も
あ
る
。
そ
れ

ぞ
れ
異
な
る
世
界
に
住
ん
で
い
る
ヒ
ト
対
ヒ
ト
が
お
互
い
に
気
持
ち
や
価
値
観
な
ど
を
開
示
し
合
い
、
情
報
や
価
値
を
共
有
、
共
感
す
る

こ
と
で
あ
る
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
は
端
的
に
、「
相
手
の
話
を
聴
く
こ
と
」「
質
問
を
し
て
相
手
が
思
っ
て
い
る
こ
と
を
引
き
出
す
」
行
為
と
い

え
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
情
報
・
意
思
の
交
流
に
よ
り
、
相
互
間
に
お
け
る
理
解
が
深
ま
る
活
動
で
あ
る
。
図

－

1
の
よ
う
に

企
業
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
は
、
企
業
内
部
ば
か
り
で
な
く
、
対
外
部
の
お
客
に
対
し
て
も
非
常
に
重
要
に
な
る
（
10
）

。
コ

五
六
七



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
九
六
〇
）

図－ 1　企業のコミュニケーションとマーケティング

表－ 4　ビジネスのコミュニケーション

概要

共有と動機づけ
社員や部下に会社の経営理念や戦略を示し、業績向上に関
わる具体的なプランの設定、必要行動を示し、理解させる。

感情経路
（人間関係）

対内部社員に対し、メンバーの不満や満足といった人間関
係を示すための基本的なルート・仕組み

意思決定・調整
部門間やグループ間の利害調整や業務の円滑化、企業の意
思決定の調整

情報提供
部門間、社員間をはじめ、対外部顧客に対し、さまざまな
情報の提供、やりとりを通して、情報の連絡や確認・共有
化を図る

出所；植田正樹『成長企業の戦略・組織・人材』あさ出版、2010年、155頁参照。

社 員

経営者

お 客

対外部
コミュニケーション
エクスターナル・
マーケティング

対内部
コミュニケーション、
インターナル・
マーケティング

対お客コミュニケーション
インタラクティブ・
マーケティング

出所； 疋田聡・塚田朋子『サービス・マーケティングの新展開』同文館、1993
年、147頁を参照作成。
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ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
ビ
ジ
ネ
ス
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
進
化
・
深
化
（
山
上
）

（
九
六
一
）

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
企
業
経
営
に
関
し
て
、
表

－

4
の
よ
う
な
観
点
で
持
っ
て
整
理
で
き
る
。
フ
ェ
ー
ス
・
ツ
ー
・
フ
ェ
ー
ス
（face 

to face
）
の
接
点
で
は
、
お
客
と
の
会
話
を
通
じ
て
お
も
て
な
し
す
る
側
は
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
す
る
こ
と
に
な

る
。
お
客
と
の
会
話
や
行
為
を
通
じ
て
情
報
収
集
を
行
い
、
お
客
か
ら
指
摘
さ
れ
る
前
に
先
回
り
の
気
づ
き
が
求
め
ら
れ
る
。

お
客
の
満
足
度
を
高
め
る
た
め
に
は
、
お
客
に
関
す
る
情
報
を
社
員
間
で
共
有
化
し
、
ま
ず
、
全
社
員
が
最
適
な
「
ホ
ウ
レ
ン
ソ
ウ
」

（
報
連
相
）
を
実
践
で
き
ね
ば
な
ら
な
い
。
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
ビ
ジ
ネ
ス
で
は
社
員
間
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
上
で
、

適
格
に
「
ホ
ウ
レ
ン
ソ
ウ
」
が
実
践
で
き
る
人
材
育
成
が
必
要
不
可
欠
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
ビ
ジ
ネ
ス
に
「
ジ
ョ

ハ
リ
の
窓
」
の
モ
デ
ル
を
適
用
し
、
社
員
（
自
分
）
が
他
の
社
員
（
他
者
）
と
の
情
報
の
共
有
化
を
図
る
に
は
、
相
互
間
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
密
に
す
る
こ
と
の
可
能
性
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
と
り
わ
け
、
お
客
と
社
員
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
進
化
・
深
化

さ
せ
る
に
あ
た
り
、「
ジ
ョ
ハ
リ
の
窓
」
自
体
は
平
面
図
形
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
モ
デ
ル
自
体
を
発
展
さ
せ
て
奥
行
き
の
あ
る

立
体
形
に
改
変
し
て
捉
え
、
表
層
か
ら
深
層
へ
と
質
的
な
深
化
さ
せ
る
必
要
性
に
つ
い
て
提
起
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

5
．
ジ
ョ
ハ
リ
の
四
つ
の
窓

⑴　

ジ
ョ
ハ
リ
の
由
来

一
九
五
五
年
夏
に
、
心
理
学
者
ジ
ョ
セ
フ
・
ル
フ
ト
（Joseph L

uft
）
と
ハ
リ
ー
・
イ
ン
ガ
ム
（H

arry Ingham

）
が
発
表
し
た
「
対
人

関
係
に
お
け
る
気
づ
き
の
グ
ラ
フ
・
モ
デ
ル
」
を
、
後
に
「
ジ
ョ
ハ
リ
の
窓
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
ジ
ョ
ハ
リ
（Johari

）
と
は
提

案
し
た
二
人
の
名
前
、Joe

（Joseph

）
とH

ari

（H
arry

）
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
ジ
ョ
ハ
リ
と
い
う
個
人
が
存
在
す
る
訳
で

は
な
い
（
11
）

。

五
六
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⑵　

ジ
ョ
ハ
リ
の
窓
の
区
分

ベ
ス
ト
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
自
分
自
身
や
他
者
に
つ
い
て
の
知
識
や
情
報
を
交
換

す
る
こ
と
で
、
自
分
と
他
者
と
の
相
互
理
解
が
深
ま
る
。
自
分
に
関
す
る
情
報
は
他
者
の
立

場
か
ら
容
易
に
認
識
で
き
る
も
の
と
、
自
分
が
意
識
的
に
打
ち
明
け
な
い
限
り
、
他
者
が
知

る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
が
あ
る
。
人
間
同
士
が
「
共
に
成
長
す
る
」
に
は
、
よ
り
多
く

の
、
よ
り
適
切
な
、
自
分
と
他
者
と
の
情
報
を
共
有
し
、
情
報
を
交
換
し
合
う
プ
ロ
セ
ス
が

必
要
と
な
る
。

図
－

2
の
よ
う
に
、
自
分
の
こ
と
を
タ
テ
軸
で
「
自
分
が
判
っ
て
い
る
」
領
域
と
、「
自

分
が
判
ら
な
い
」
領
域
と
す
る
。
一
方
、
他
者
の
目
線
か
ら
見
て
ヨ
コ
軸
で
「
自
分
と
い
う

も
の
」
は
「
他
者
が
判
っ
て
い
る
」
領
域
と
、「
他
者
が
判
ら
な
い
」
領
域
と
い
う
マ
ト

リ
ッ
ク
ス
で
表
わ
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
軸
を
重
ね
合
わ
せ
る
と
、
四
枚
の
ガ
ラ
ス

を
は
め
込
ん
だ
窓
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
窓
枠
が
幾
何
学
的
な
象
限
に
見
え
る
。
そ
れ
は
自
分
と

他
者
と
の
関
係
が
現
在
、
ど
の
よ
う
な
窓
の
状
態
に
あ
る
か
、
そ
の
窓
を
ど
の
方
向
へ
拡
大

し
て
ゆ
け
ば
良
い
か
を
判
断
す
る
指
針
と
な
る
。

「
ジ
ョ
ハ
リ
の
窓
」
は
、
便
宜
的
に
す
べ
て
の
窓
の
大
き
さ
は
同
一
の
大
き
さ
に
し
て
あ

る
が
、
当
然
に
個
人
の
性
格
や
生
き
方
、
発
達
年
齢
な
ど
に
よ
り
、
異
な
る
し
、
ま
た
、
同

じ
人
間
で
も
時
空
間
、
対
象
者
に
よ
っ
て
変
化
す
る
（
12
）

。

図－ 2　ジョハリの窓

自分は判っている（自分） 自分は判らない（自分）

他人が判っている
 （他者）

Ⅰ．開いた窓
（Open Window）
 開放領域

Ⅱ．盲点の窓
（Hidden Window）
 盲点領域

他人が判らない
 （他者）

Ⅲ．隠されている窓
（Blind Window）
 隠ぺい領域

Ⅳ．未知の窓
（Dark Window）
 未知領域

出所； 柳原光「ジョハリの窓」『人間関係のトレーニング』南山短期大学人間
関係科、1992年、66頁参照。
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ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
ビ
ジ
ネ
ス
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
進
化
・
深
化
（
山
上
）

（
九
六
三
）

6
．
ジ
ョ
ハ
リ
の
窓
の
モ
デ
ル
分
析

ジ
ョ
ハ
リ
の
四
つ
の
窓
で
は
、
図

－

3
の
よ
う
に
平
面
的
に
領
域
区
分
さ
れ
て

い
る
。

⑴ 　

開
い
た
窓
（O

pen W
indow

；

パ
ブ
リ
ッ
ク
な
窓
、
ホ
ス
ピ
タ
ブ
ル
な

窓
）
の
領
域

ヒ
ト
は
自
己
の
あ
る
部
分
は
他
人
に
知
っ
て
欲
し
い
と
、
あ
る
部
分
は
隠
し
て

お
こ
う
と
す
る
。
左
上
の
窓
「
Ⅰ
」
の
タ
テ
軸
で
は
自
分
に
気
づ
き
（aw

areness

）、

他
者
と
も
共
有
し
て
い
る
領
域
で
あ
る
。「
Ⅰ
」
の
象
限
の
窓
は
自
分
も
他
者
も

知
っ
て
い
る
と
い
う
ベ
ス
ト
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
共
有
さ
れ
て
い
る
状
態

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
私
の
情
報
が
他
者
と
も
共
有
化
さ
れ
、
自
他
双
方
に
開
か
れ

た
、
公
共
的
な
私
で
あ
る
。
他
者
と
共
有
し
て
い
る
自
分
の
感
情
、
態
度
が
見
え

る
化
さ
れ
た
情
報
に
な
っ
て
い
る
。

⑵　

盲
点
の
窓
（H

idden W
indow

；

気
づ
か
な
い
窓
）
の
領
域

右
上
の
窓
「
Ⅱ
」
の
タ
テ
軸
は
「
私
に
は
判
ら
な
い
」、
ヨ
コ
軸
で
は
「
他
者

図－ 3　「ジョハリの窓」「Ⅰ」の社員間の拡大化

出所； P.Harsey, K.h.Blanchard, D.E.Johnson, Management of Organizational 
Behavior, Prentice Hall, Inc, 1996, 山本成二・山本あづさ『行動科学の展
開　新版』生産性出版、2004年、307ページを参照作成。

他人が判っている
（Ｂ社員）

他人が判らない
（Ｂ社員）

自分は判っている
（Ａ社員）

自分は判らない
（Ａ社員）

Ⅰ．開いた窓 Ⅱ．盲点の窓

Ⅲ．隠されている窓 Ⅳ．未知の窓

自己開示

フィードバック

発見

五
七
一
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に
は
判
る
」
と
い
う
自
分
は
気
づ
か
な
い
盲
点
の
領
域
で
あ
る
。「
Ⅱ
」
の
盲
点
の
窓
は
「
私
に
は
判
ら
な
い
私
」
を
他
者
か
ら
知
ら
さ

れ
る
と
い
う
領
域
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
分
は
知
ら
な
い
が
他
者
が
自
分
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
、
自
分
だ
け
が
気
づ
い
て
い
な
い
状
態

で
あ
る
。

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
（feedback

）
と
は
他
者
か
ら
戻
さ
れ
た
情
報
で
あ
る
。
人
間
は
情
報
を
提
供
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
他
者
か
ら
反

応
と
し
て
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
さ
れ
て
き
た
情
報
を
収
集
し
な
が
ら
、
新
し
い
行
動
を
選
択
す
る
（
13
）

。
つ
ま
り
、
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
は
他
者
の

行
動
や
反
応
に
対
し
、
そ
の
結
果
を
参
照
し
つ
つ
、
自
分
な
り
に
修
正
し
、
よ
り
適
切
な
も
の
へ
と
対
応
す
る
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
そ
れ

は
結
果
を
原
因
に
反
映
さ
せ
、
相
互
に
調
節
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。「
Ⅱ
」
の
盲
点
の
窓
で
は
他
者
が
知
っ
て
い
る
こ
と
を
手
が
か
り

と
し
、
自
分
の
言
葉
で
他
者
へ
問
い
返
す
と
い
う
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
が
行
わ
れ
る
。

⑶　

隠
さ
れ
て
い
る
窓
（B

lind W
indow

；
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
窓
）
の
領
域

左
下
の
窓
「
Ⅲ
」
の
タ
テ
軸
は
「
私
に
は
判
っ
て
い
る
」
け
れ
ど
も
、
ヨ
コ
軸
で
は
「
他
者
に
は
判
ら
な
い
」
と
い
う
領
域
で
あ
る
。

「
Ⅰ
」
の
窓
の
公
の
私
に
対
し
、
自
分
は
知
っ
て
い
る
が
、
他
人
は
知
ら
な
い
シ
ー
ク
レ
ッ
ト
な
窓
、
自
分
の
心
が
開
か
れ
て
い
な
い
状

態
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
範
疇
に
属
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
原
因
と
な
る
。
し
か
し
こ
の
領
域
は
、
一
般
に
不
特

定
多
数
の
人
び
と
に
隠
し
て
い
て
特
定
少
数
の
ヒ
ト
ら
に
打
ち
明
け
、
相
談
し
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
人
間
関
係
に
お
い
て
は
開
放
領
域

と
な
る
。

「
Ⅲ
」
の
隠
さ
れ
て
い
る
領
域
で
は
自
己
開
示
（self disclosure

）
に
よ
っ
て
「
Ⅰ
」
の
開
放
の
窓
が
拡
が
る
。
自
己
開
示
と
は
、
自
分

に
つ
い
て
の
情
報
を
他
者
へ
提
供
す
る
行
為
と
い
え
る
（
14
）

。
自
分
が
心
の
中
に
秘
め
、
隠
し
て
い
た
こ
と
を
他
者
へ
伝
え
、
他
者
と
の
コ

五
七
二
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ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
共
有
化
す
る
。
人
間
は
、
自
己
開
示
し
て
他
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
相
互
間
の
信
頼
関
係
を
築

く
の
で
あ
る
。

⑷　

未
知
の
窓
（D

ark W
indow

）
の
領
域

右
下
の
窓
「
Ⅵ
」
は
「
私
に
も
、
他
者
に
も
判
っ
て
い
な
い
」
と
い
う
未
知
の
領
域
で
あ
る
。
自
分
も
他
者
も
知
ら
な
い
未
知
の
部
分
、

双
方
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
新
た
な
知
識
が
創
造
さ
れ
る
可
能
性
の
あ
る
未
知
な
る
領
域
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

い
ま
だ
知
ら
れ
ざ
る
自
分
ら
の
能
力
・
潜
在
能
力
の
発
見
が
起
こ
る
可
能
性
が
あ
る
領
域
で
あ
る
。

「
ジ
ョ
ハ
リ
の
窓
」
は
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
ビ
ジ
ネ
ス
の
人
材
開
発
の
際
、
経
営
理
念
に
照
ら
し
つ
つ
、
社
員
間
の
開
示
や
フ
ィ
ー
ド

バ
ッ
ク
に
よ
っ
て
他
者
を
思
い
や
る
心
の
大
切
さ
、
先
回
り
の
気
づ
き
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
く
に
、「
ジ
ョ
ハ
リ
の
窓
」
は
社

員
の
個
人
の
気
づ
き
を
高
め
る
モ
デ
ル
と
し
て
も
役
立
つ
。
ま
た
、
そ
れ
は
社
内
に
お
け
る
チ
ー
ム
や
各
種
の
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
対

し
て
も
応
用
で
き
る
も
の
と
考
え
る
。

7
．
ジ
ョ
ハ
リ
の
窓
の
ス
タ
ッ
フ
間
へ
の
適
用

図

－

3
の
よ
う
に
「
ジ
ョ
ハ
リ
の
窓
」
は
堅
牢
で
固
定
的
な
象
限
の
窓
で
な
く
、
必
要
に
応
じ
て
柔
軟
に
拡
大
・
縮
小
が
で
き
る
。

「
Ⅰ
」
の
象
限
の
窓
と
は
自
分
（
Ａ
社
員
）
も
他
者
（
Ｂ
社
員
）
も
知
っ
て
い
る
領
域
で
あ
る
。「
Ⅱ
」
の
象
限
の
社
員
に
対
し
、
そ
こ
は
判

ら
な
い
盲
点
の
窓
の
た
め
、
先
輩
・
上
司
な
ど
か
ら
知
ら
せ
て
も
ら
い
、
さ
ら
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
が
行
わ
れ
れ
ば
、「
Ⅱ
」
の
盲
点
の

窓
は
狭
ま
り
、「
Ⅰ
」
の
象
限
の
拡
大
化
が
起
こ
る
。
そ
れ
は
各
社
員
そ
れ
ぞ
れ
が
情
報
を
共
有
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ

五
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ク
自
体
は
社
員
相
互
間
の
情
報
の
や
り
と
り
で
実
施
さ
れ
る
。

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
で
は
単
に
短
所
の
指
摘
だ
け
で
な
く
、
相
互
間

の
長
所
を
明
確
化
し
合
い
気
づ
き
を
高
め
る
機
会
と
な
る
。
各
社

員
が
自
社
の
情
報
を
共
有
化
す
る
に
は
、「
Ⅱ
」
の
盲
点
を

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
て
「
Ⅰ
」
の
象
限
の
窓
を
拡
大
化
す
る
ば
か

り
で
な
く
、
ま
た
、「
Ⅲ
」
の
隠
さ
れ
て
い
る
窓
で
は
自
己
開
示
、

相
互
開
示
が
な
さ
れ
る
な
ら
ば
、「
Ⅰ
」
の
象
限
の
窓
が
拡
が
る

こ
と
に
な
る
。「
Ⅲ
」
の
象
限
の
窓
で
は
、
経
営
理
念
・
行
動
指

針
に
基
づ
き
、「
Ⅰ
」
の
象
限
へ
気
づ
き
が
伝
播
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
と
く
に
、
各
社
員
が
お
互
い
に
お
客
の
情
報
を
共
有
化
で

き
て
い
る
な
ら
ば
、
お
客
に
対
し
、
適
切
な
対
応
が
で
き
る
。
各

社
員
は
お
互
い
に
開
示
や
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
重
ね
、
経
営
理
念

を
は
じ
め
、
お
客
の
情
報
を
共
有
化
し
合
う
必
要
性
が
あ
る
。
と

り
わ
け
、
図

－

4
の
よ
う
に
自
社
の
標
的
市
場
の
客
層
、
お
客
の

好
み
、
取
り
扱
う
商
品
の
特
性
な
ど
を
全
社
員
が
共
有
し
、
相
互

間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
進
化
・
深
化
さ
せ
る
こ
と
が
大
切

と
な
る
。

開示・
フィードバック

深層・発展欲求
Ｚ軸（奥行き）

開示・
フィードバック

Ⅰ　開いた窓 Ⅱ　盲点の窓

Ⅲ　隠されている窓 Ⅳ　未知の窓

お
客
は

判
っ
て
い
る

お
客
は

判
っ
て
い
な
い

社員は判っている 社員は判っていない

自己開示から共創開示へ 共創関係

発見

表層・成長欲求

図－ 4　隠されている窓「Ⅲ」への気づきの進化・深化

出所； 柳原光「心の四つの窓」『サイコロジー』サイエンス社、1980年、 9頁を
参照作成。
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ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
ビ
ジ
ネ
ス
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
進
化
・
深
化
（
山
上
）

（
九
六
七
）

8
．
ジ
ョ
ハ
リ
の
窓
の
社
員
対
お
客
間
の
適
用

お
客
（
他
者
）
の
感
動
を
高
め
る
に
は
、
社
員
（
自
分
）
と
の
相
互
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
密
に
す
る
こ
と
の
可
能
性
に
つ
い

て
考
察
す
る
。
こ
の
場
合
、
モ
デ
ル
の
区
分
自
体
は
「
ジ
ョ
ハ
リ
の
窓
」
に
準
じ
る
。
し
か
し
、
平
面
図
形
と
し
て
捉
え
ず
、
図

－

4
の

よ
う
に
立
体
形
の
奥
行
き
の
あ
る
Ｚ
軸
を
加
え
、
表
層
か
ら
深
層
へ
の
質
的
な
変
化
に
つ
い
て
も
考
慮
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

⑴　

開
い
た
窓
「
Ⅰ
」

「
Ⅰ
」
の
開
い
た
窓
の
領
域
は
お
客
と
社
員
の
双
方
が
共
に
知
っ
て
い
る
こ
と
は
、
情
報
が
共
有
化
さ
れ
て
お
り
、
感
動
に
つ
い
て
も
、

す
で
に
体
験
済
み
で
あ
る
。
社
員
の
立
居
振
舞
い
と
い
う
行
為
は
、
も
は
や
認
知
さ
れ
て
お
り
、
お
客
へ
の
感
動
も
大
き
く
な
く
、
期
待

通
り
の
状
態
と
な
る
。
ヒ
ト
の
立
居
振
舞
い
ば
か
り
で
は
な
く
、「
モ
ノ
・
コ
ト
・
ヒ
ト
」
の
す
べ
て
の
面
で
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
化
が
実
施

さ
れ
な
い
と
、
お
客
は
興
味
を
示
さ
ず
、
ま
た
、
固
定
客
の
確
保
も
困
難
に
な
る
領
域
と
も
い
え
る
。

⑵　

盲
点
の
窓
「
Ⅱ
」

「
Ⅱ
」
の
盲
点
の
領
域
で
は
自
分
自
身
の
行
動
指
針
が
判
っ
て
い
な
い
状
態
に
あ
る
。「
Ⅱ
」
の
盲
点
の
窓
の
領
域
で
は
認
識
で
き
た
社

員
は
、
そ
の
気
づ
き
を
「
Ⅲ
」
の
隠
さ
れ
て
い
る
窓
を
強
化
す
る
た
め
に
「
Ⅲ
」
の
象
限
へ
と
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

現
代
に
お
け
る
市
場
動
向
は
不
透
明
で
あ
り
、
企
業
は
消
費
者
ニ
ー
ズ
を
的
確
に
把
握
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
お
客
の
ニ
ー
ズ
を
企
業
自

体
が
気
づ
か
な
い
と
い
う
場
合
が
あ
る
。
社
員
は
お
客
の
ニ
ー
ズ
を
掴
め
て
い
な
く
、
ま
た
、
デ
ー
タ
や
情
報
が
共
有
化
で
き
て
い
な
い

五
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場
合
、
お
客
か
ら
の
直
接
的
な
対
話
や
現
場
で
の
市
場
調
査
、
ア
ン
ケ
ー
ト
回
答
、
注
文
や
問
い

合
わ
せ
、
ク
レ
ー
ム
な
ど
か
ら
把
握
で
き
る
。
接
客
現
場
に
お
け
る
情
報
を
入
手
・
分
析
す
る
だ

け
で
な
く
、
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
を
デ
ー
タ
・
ベ
ー
ス
に
蓄
積
、
そ
し
て
集
計
し
、
企
業
全
体
、
部

門
間
で
共
有
化
を
図
る
必
要
性
が
あ
る
。「
Ⅲ
」
の
象
限
に
一
時
蓄
積
し
、
全
社
員
が
情
報
を
共

有
化
し
て
的
確
な
内
容
で
、
適
切
な
タ
イ
ミ
ン
グ
を
考
え
て
開
示
す
る
よ
う
に
す
る
。

企
業
に
は
お
客
か
ら
の
不
満
・
ク
レ
ー
ム
と
い
う
開
示
が
行
わ
れ
る
。
表

－

5
の
よ
う
に
、
不

満
を
感
じ
た
と
し
て
も
、
直
接
、
ク
レ
ー
ム
を
表
明
し
な
く
、
陰
で
ボ
ヤ
ク
だ
け
の
Ａ
タ
イ
プ
が

多
い
。
そ
れ
は
一
般
に
人
間
は
嫌
わ
れ
た
く
な
い
と
い
う
パ
ワ
ー
が
働
く
た
め
で
あ
る
。
と
く
に
、

日
本
人
は
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
情
報
を
伝
達
し
た
が
ら
な
い
の
で
、
表
面
上
に
現
れ
ず
、
水
面
下
の
存

在
と
な
る
。
た
と
え
ば
、
直
接
、
開
示
す
る
Ｃ
タ
イ
プ
の
ヒ
ト
か
ら
の
私
的
な
苦
情
に
対
し
、
企

業
や
社
員
は
耳
を
貸
さ
ず
に
無
視
す
る
場
合
が
多
い
。
し
か
し
、
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
ビ
ジ
ネ
ス

で
は
ク
レ
ー
ム
を
批
判
と
考
え
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
謙
虚
に
お
客
の
ニ
ー
ズ
が
開
示
さ
れ
た
も
の

と
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
。
ク
レ
ー
ム
と
は
お
客
の
声
を
受
け
付
け
、
処
理
す
る
と
い
う
姿
勢
で
は

な
く
、
お
客
の
声
を
引
き
出
し
、
創
造
す
る
機
会
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
お
客
が
ク
レ
ー
ム
を

開
示
す
る
の
は
企
業
が
怠
慢
に
し
て
き
た
「
Ⅱ
」
の
盲
点
の
窓
で
あ
っ
た
結
果
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
ク
レ
ー
ム
の
開
示
は
お
客
の
ニ
ー
ズ
で
あ
る
と
捉
え
、
真
摯
な
態
度
で
受
け
止
め
、
フ
ィ
ー

ド
バ
ッ
ク
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。「
苦
情
客
と
い
う
の
は
実
は
リ
ピ
ー
タ
ー
が
多
い
の
で
す
（
15
）

。」
苦
情

表－ 5　お客の不満に対する行動の類型化

タイプ 概要

Ａ 不満を感じながらも特別行動を起こさない。

Ｂ 不満を感じるが、友人・人びとに対して口コミで告げる。

Ｃ 不満を感じると、直接、組織担当者へクレームとして表明する。

Ｄ
不満を組織内部でなく、消費者センター、マスコミなどへ不満を公
表する。

出所； 飯嶋好彦『サービス・マネジメント研究』文眞堂、2001年、153頁を参
照作成。
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を
い
う
お
客
と
向
き
合
い
、
真
摯
な
態
度
で
誠
意
を
持
っ
て
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
る
な
ら
ば
、
通
常
の
お
客
以
上
の
関
係
、
よ
り
深
化
し

た
信
頼
関
係
が
構
築
で
き
る
。
ま
さ
に
「
ピ
ン
チ
は
チ
ャ
ン
ス
」
に
転
換
で
き
る
。
お
客
か
ら
の
ク
レ
ー
ム
の
開
示
か
ら
新
た
な
知
識
創

造
が
な
さ
れ
る
な
ら
ば
、
社
員
の
盲
点
の
窓
「
Ⅱ
」
は
狭
ま
り
、
そ
れ
を
隠
さ
れ
た
窓
「
Ⅲ
」
へ
と
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
て
蓄
積
し
、
そ

れ
を
全
社
員
が
共
有
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑶　

隠
さ
れ
て
い
る
窓
「
Ⅲ
」

図

－

4
の
よ
う
に
「
Ⅲ
」
の
象
限
の
隠
さ
れ
て
い
る
窓
は
「
社
員
は
判
っ
て
い
る
」
が
、「
お
客
は
判
ら
な
い
」
と
い
う
領
域
で
あ
る
。

社
員
は
お
客
へ
伝
え
て
い
な
い
情
報
を
保
有
し
て
い
る
状
態
で
あ
る
。

自
社
の
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
を
お
客
に
認
知
さ
せ
る
場
合
、「
Ⅲ
」
の
隠
さ
れ
て
い
る
窓
の
領
域
が
大
切
で
あ
る
。
お
客
の
関
心
を
喚
起

し
て
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
戦
略
が
展
開
で
き
る
。
た
と
え
ば
、「
Ⅰ
」
の
開
い
た
窓
の
領
域
で
は
、
す
で
に
双
方
が
情
報
を
共
有
化
し
て
お

り
、
平
均
的
な
知
識
に
過
ぎ
な
く
、
当
た
り
前
で
、
そ
れ
は
マ
ン
ネ
リ
化
し
た
状
態
で
あ
る
。
し
か
し
、
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
ビ
ジ
ネ
ス

は
お
客
に
対
し
、
素
晴
ら
し
い
体
験
、
期
待
以
上
の
非
日
常
的
な
感
動
を
与
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
た
め
に
も
、「
Ⅲ
」
の
隠
さ
れ
て
い
る
窓
の
領
域
か
ら
新
た
な
情
報
を
開
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
お
客
に
期
待
以
上
の
喜
び
が
提

供
で
き
る
。
そ
の
結
果
、
お
客
は
再
度
、
訪
れ
た
り
す
る
の
で
、
リ
ピ
ー
タ
ー
率
が
高
ま
る
。
ま
た
、
好
意
的
な
口
コ
ミ
で
伝
え
、
新
規

の
お
客
を
誘
引
し
て
く
れ
る
。
さ
ら
に
、
社
員
と
お
客
相
互
間
に
お
け
る
開
示
や
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
繰
り
返
し
、
共
創
関
係
が
可
能
に

な
れ
ば
、
双
方
の
信
頼
関
係
は
表
層
か
ら
奥
行
き
の
あ
る
深
層
へ
と
深
ま
る
。
つ
ま
り
、
お
客
の
自
己
実
現
欲
求
を
充
た
す
成
長
欲
求
だ

け
で
な
く
、
さ
ら
に
、
双
方
の
共
創
実
現
欲
求
に
基
づ
く
発
展
欲
求
が
実
現
す
る
こ
と
に
な
る
。
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⑷　

未
知
の
窓
「
Ⅳ
」

図

－

4
に
お
け
る
「
Ⅳ
」
の
未
知
の
窓
は
「
社
員
に
も
、
お
客
に
も
判
っ
て
い
な
い
」
と
い
う
領
域

で
あ
る
。
自
分
ら
の
可
能
性
が
眠
っ
て
い
る
未
知
の
領
域
で
は
教
育
・
訓
練
・
研
修
な
ど
に
よ
り
、
未

知
の
気
づ
き
を
顕
在
化
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
を
「
Ⅲ
」
の
象
限
へ
と
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
、

隠
さ
れ
て
い
る
窓
の
領
域
自
体
を
拡
大
化
、
深
化
さ
せ
る
。「
Ⅳ
」（
未
知
）
の
領
域
の
発
見
を
「
Ⅲ
」

の
自
社
の
隠
さ
れ
て
い
る
領
域
に
集
積
す
る
。「
Ⅲ
」
の
隠
さ
れ
て
い
る
窓
に
自
社
の
経
営
理
念
や
企

業
文
化
に
照
ら
し
、
蓄
積
さ
れ
る
な
ら
ば
、
知
ら
な
い
お
客
へ
、
そ
れ
ら
を
開
示
す
る
と
、
期
待
以
上

の
超
越
的
な
感
動
が
与
え
ら
れ
る
。

以
上
、
図

－

4
で
示
し
た
よ
う
に
自
己
と
他
者
と
の
二
次
元
の
四
つ
の
「
ジ
ョ
ハ
リ
の
窓
」
の
モ
デ

ル
は
、
社
員
間
の
情
報
の
共
有
化
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
ば
か
り
で
な
く
、
さ
ら
に
、

社
員
と
お
客
と
の
関
係
性
に
も
適
用
で
き
る
と
し
た
。
つ
ま
り
、
隠
さ
れ
て
い
る
「
Ⅲ
」
の
象
限
の
領

域
を
拡
大
化
、
深
化
で
き
れ
ば
、
社
員
の
先
回
り
の
「
気
づ
き
」
が
増
え
、
そ
れ
を
知
ら
な
い
お
客
へ

開
示
す
る
と
、
期
待
し
て
い
る
以
上
の
超
越
的
な
感
動
が
与
え
ら
れ
る
と
し
た
。

ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
ビ
ジ
ネ
ス
で
は
、
期
待
レ
ベ
ル
は
時
、
場
所
、
好
み
、
性
格
、
さ
ら
に
習
慣
と

い
っ
た
本
人
の
状
況
や
生
活
文
化
な
ど
に
左
右
さ
れ
変
動
す
る
特
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
一
般
的
に
表

－

6
の
よ
う
に
期
待
対
満
足
の
関
係
が
存
在
す
る
（
16
）

。

①
期
待
の
高
さ
に
比
例
し
て
、
満
た
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
の
不
満
は
増
大
す
る

表－ 6　期待に対する満足対不満の度合い
期待度 満足度

S 最高位の期待：必ず満たされると思う 満たされないと　：強い不満

A 高位の期待　：満たされると思う 満たされない　　：不満

B 普通の期待　：満たされるかなと思う 満たされなくとも：不満は少ない

C 軽度の期待 満たされなくとも：不満はない

D 無期待 満たされなくとも：不満は全く無い

出所：作古貞義『ホテルマネジメント』柴田書店、1998年、202 ～ 203頁参照作成。
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②
期
待
の
低
さ
に
反
比
例
し
て
、
満
た
さ
れ
た
満
足
は
増
大
す
る
傾
向
が
あ
る

9
．
隠
さ
れ
て
い
る
窓
「
Ⅲ
」
の
進
化
・
深
化
と
形
式
知
化

⑴　

ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
力
の
進
化
・
深
化

ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
精
神
と
は
心
・
ハ
ー
ト
と
い
う
見
え
ざ
る
無
形
の
資
産
価
値
を
い
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
精
神
と
は
モ

ノ
、
コ
ト
に
関
す
る
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
力
よ
り
も
、
む
し
ろ
ヒ
ト
対
ヒ
ト
と
い
う
人
間
性
重
視
型
の
手
厚
い
お
も
て
な
し
の
あ
り
方
が
問

題
視
さ
れ
る
。
現
代
社
会
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
対
峙
す
る
関
係
性
を
解
消
す
る
に
は
、
人
間
性
重
視
型
と
い
う
人
的
態
度
・
立
居
振
舞
い

に
お
い
て
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
精
神
で
持
っ
て
人
格
を
磨
き
、
深
層
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
人
間
関
係
を
「
愛
」
と
い
う

側
面
か
ら
考
え
る
と
、「
表
層
的
レ
ベ
ル
に
お
い
て
い
わ
ゆ
る
外
面
的
な
愛
の
形
が
あ
げ
ら
れ
る
。
役
割
に
よ
っ
て
他
者
・
社
会
の
た
め

に
尽
く
す
こ
と
、
そ
の
他
タ
テ
マ
エ
上
の
親
切
、
協
力
等
々
は
、
通
常
最
も
表
層
的
な
形
態
と
み
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
熱
烈
な
恋
愛

や
親
子
の
愛
な
ど
は
、
よ
り
情
緒
的
深
層
の
本
音
か
ら
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
多
い
（
17
）

。」
い
わ
ゆ
る
深
層
理
解
と
は
一
般
的
な
二
次
情
報

に
依
存
せ
ず
、「
現
地
で
、
現
物
で
、
現
実
で
、
実
践
の
結
果
と
し
て
自
ら
の
五
感
に
よ
り
（
18
）

」
明
確
に
知
覚
す
る
こ
と
で
あ
る
。

ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
ビ
ジ
ネ
ス
に
お
い
て
は
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
精
神
を
深
化
さ
せ
、
プ
ロ
意
識
に
徹
す
る
超
越
的
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
ビ
ジ
ネ
ス
の
お
も
て
な
し
に
は
完
成
が
な
く
、
一
定
レ
ベ
ル
で
終
わ
る
も
の
で

は
な
く
、
継
続
的
な
向
上
心
が
要
求
さ
れ
る
。
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
力
を
発
揮
す
る
に
は
、
単
純
な
モ
ノ
・
コ
ト
を
さ
ら
に
密
度
の
高
い
性

能
へ
と
も
変
え
る
と
い
う
進
化
（evolution

）
が
求
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
そ
も
そ
も
退
化
の
逆
で
あ
る
進
化
と
は
「
あ
る
種
か
ら
新
た

な
別
の
種
が
生
ま
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
別
種
な
の
で
体
の
大
き
さ
や
形
に
違
い
が
あ
り
、
元
の
種
よ
り
体
が
大
き
く
な
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、

五
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小
さ
く
な
る
こ
と
も
あ
る
（
19
）

。」
進
化
は
形
状
・
外
形
を
変
化
・
変
貌
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

図

－

5
の
よ
う
に
基
本
的
に
進
化
す
る
と
は
ヨ
コ
軸
に
軸
足
を
置
き
、
単
純
的
な
も
の
か
ら

複
雑
化
・
高
度
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
他
方
、
深
化
は
タ
テ
軸
に
軸
足
を
置
き
、
精
神
・
心

を
表
層
・
外
面
的
な
も
の
か
ら
内
的
・
深
層
的
へ
と
人
格
の
気
品
・
品
位
を
深
化
す
る
こ
と

で
あ
る
。

ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
の
能
力
開
発
に
は
、
基
本
的
に
心
技
体
全
体
を
開
花
さ
せ
ね
ば
な
ら
な

い
。
そ
の
場
合
、
立
居
振
舞
い
と
い
う
形
と
な
る
ス
キ
ル
（
手
・
態
度
）
の
進
化
だ
け
で
は

な
く
、
心
（
頭
・
知
識
）
を
も
深
層
へ
と
追
及
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。

ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
ビ
ジ
ネ
ス
に
お
け
る
社
員
は
十
人
十
色
の
個
性
あ
る
お
客
に
対
し
、

瞬
時
に
最
適
な
判
断
で
、
臨
機
応
変
な
接
客
が
可
能
に
な
る
よ
う
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と

く
に
、
外
部
要
因
の
刺
激
に
対
し
、
最
適
な
る
対
応
が
で
き
る
豊
か
な
感
性
を
高
め
る
に
は

形
と
心
と
の
両
輪
を
稼
働
さ
せ
る
こ
と
が
大
切
と
な
る
。
単
に
ス
キ
ル
を
磨
く
だ
け
で
は
万

全
で
な
く
、
心
自
体
を
も
深
化
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・

ビ
ジ
ネ
ス
の
社
員
に
必
要
な
能
力
は
、
先
天
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
資
質
に
依
存
せ
ず
、
ス

キ
ル
と
心
と
は
後
天
的
に
習
得
可
能
な
教
育
・
訓
練
・
研
修
な
ど
で
進
化
・
深
化
さ
せ
ね
ば

な
ら
な
い
。

単純　　　進化　　　高度
表層

深化

深層

図－ 5　ホスピタリティ力の進化・深化

出所；山上徹『ホスピタリティ精神の深化』法律文化社、2008年、19頁。
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ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
ビ
ジ
ネ
ス
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
進
化
・
深
化
（
山
上
）

（
九
七
三
）

⑵　

隠
さ
れ
て
い
る
窓
「
Ⅲ
」
の
進
化
・
深
化
の
必
要
性

図

－

3
に
示
し
た
よ
う
に
「
ジ
ョ
ハ
リ
の
窓
」
は
、
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
ビ
ジ
ネ
ス
の
社
員
間
の
場
合
、
こ
の
窓
を
平
面
的
に
捉
え
、

「
Ⅰ
」
の
象
限
の
拡
大
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。「
Ⅰ
」
の
開
い
た
窓
の
象
限
を
拡
大
す
る
の
に
は
、「
Ⅱ
」
と
「
Ⅳ
」
の
領
域
を
狭
く
せ
ね

ば
な
ら
な
く
、
知
ら
な
い
こ
と
、
判
ら
な
い
こ
と
は
教
育
・
訓
練
・
研
修
に
て
充
電
で
き
る
。
つ
ま
り
、「
ジ
ョ
ハ
リ
の
窓
」
は
「
Ⅰ
」

の
開
い
た
窓
の
領
域
の
拡
大
化
は
社
員
相
互
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
共
有
化
さ
れ
る
と
、
良
い
関
係
に
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
平
面
的
な
「
ジ
ョ
ハ
リ
の
窓
」
の
モ
デ
ル
自
体
は
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
ビ
ジ
ネ
ス
の
社
員
相
互
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
進
化

に
適
用
で
き
る
。
し
か
し
、
社
員
相
互
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
度
合
い
が
表
層
か
、
深
層
か
否
か
を
考
え
る
な
ら
ば
、
平
面
で
捉

え
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
奥
行
き
の
あ
る
立
体
形
が
よ
り
的
確
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

そ
れ
ゆ
え
、
図

－

4
の
よ
う
に
「
ジ
ョ
ハ
リ
の
窓
」
を
奥
行
き
の
あ
る
Ｚ
軸
に
お
い
て
立
体
形
に
修
正
し
、
社
員
と
お
客
と
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
度
合
い
を
問
題
視
し
た
。
と
く
に
、「
Ⅱ
」
の
盲
点
の
象
限
、「
Ⅳ
」
の
未
知
の
象
限
で
は
直
接
、「
Ⅰ
」
の
開
い
た
象

限
へ
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
や
開
示
を
繰
り
返
す
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
「
Ⅲ
」
の
隠
さ
れ
て
い
る
窓
の
象
限
へ
と
集
積
さ
せ
る
べ
き
で
あ

る
と
し
た
。
社
員
自
身
が
知
ら
な
い
「
Ⅱ
」
の
盲
点
の
窓
や
「
Ⅳ
」
の
未
知
の
窓
で
は
教
育
・
訓
練
・
研
修
な
ど
の
学
習
を
重
ね
、
知
識

を
豊
富
に
し
、
そ
れ
を
「
Ⅲ
」
の
象
限
へ
集
積
す
る
。
つ
ま
り
、
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
ビ
ジ
ネ
ス
で
は
お
客
の
感
動
を
高
め
る
に
は
、

「
Ⅲ
」
の
象
限
の
隠
さ
れ
て
い
る
窓
の
拡
大
化
・
深
化
が
必
要
と
な
る
。
各
社
員
の
知
っ
て
い
る
情
報
が
共
有
さ
れ
れ
ば
、
知
ら
な
い
お

客
へ
感
動
を
与
え
る
パ
ワ
ー
も
大
に
な
る
。
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
ビ
ジ
ネ
ス
が
お
客
へ
大
き
な
感
動
を
与
え
る
窓
の
領
域
と
は
、「
Ⅲ
」

の
隠
さ
れ
て
い
る
窓
の
象
限
が
大
き
く
な
る
こ
と
で
あ
る
。

さ
ら
に
、「
Ⅲ
」
の
隠
さ
れ
て
い
る
窓
を
拡
げ
る
だ
け
で
な
く
、
表
層
か
ら
深
層
へ
と
深
化
し
て
信
頼
関
係
の
度
合
い
を
深
め
る
べ
き
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で
あ
る
。「
Ⅲ
」
の
象
限
の
隠
さ
れ
て
い
る
窓
で
は
、
初
め
は
名
刺
交
換
し
た
表
層
的
な
出
会
い
程
度

で
は
相
互
に
深
い
理
解
・
認
識
を
十
分
、
高
め
合
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
お
互
い
に
深
層
へ
の
信
頼
し

合
え
る
関
係
と
な
る
に
は
、
時
間
的
な
長
さ
と
い
う
量
を
は
じ
め
、
相
互
に
熟
知
し
合
う
質
的
な
深
化

が
大
切
で
あ
る
。
知
る
、
知
ら
な
い
と
い
う
前
提
は
言
葉
の
意
味
や
使
い
方
、
相
手
の
能
力
や
関
係
性

に
格
差
が
あ
り
、
お
互
い
に
認
識
に
お
い
て
ズ
レ
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
。
完
全
に
同
質
な
情
報
を

共
有
す
る
に
は
開
示
と
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
相
互
間
で
繰
り
返
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

お
客
の
知
ら
な
い
「
Ⅲ
」
の
象
限
の
領
域
を
拡
大
化
、
深
化
さ
せ
、
そ
れ
ら
を
最
終
的
に
お
客
へ
開
示

す
れ
ば
、
期
待
以
上
の
感
動
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑶　

自
己
実
現
欲
求
の
暗
黙
知
と
共
創
実
現
欲
求
の
形
式
知
の
進
化
・
深
化

ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
ビ
ジ
ネ
ス
は
形
の
あ
る
モ
ノ
を
生
産
し
て
い
る
メ
ー
カ
ー
と
は
異
な
り
、
品
質

管
理
が
非
常
に
難
し
い
。
と
く
に
、
立
居
振
舞
い
と
い
う
接
客
部
門
で
は
品
質
管
理
が
大
切
に
な
る
。

接
客
と
い
う
無
形
な
立
居
振
舞
い
は
、
お
客
へ
直
接
、
対
面
す
る
の
で
、
こ
ま
や
か
な
心
づ
か
い
が
必

要
と
な
る
。
表

－

7
の
よ
う
に
自
己
実
現
欲
求
の
暗
黙
知
で
は
主
観
的
な
ワ
ザ
で
あ
り
、
個
人
的
な
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
自
己
開
示
の
段
階
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
個
人
的
な
暗
黙
知
は
マ
ニ
ュ
ア

ル
化
・
言
語
化
に
よ
っ
て
形
式
知
化
す
る
こ
と
で
チ
ー
ム
力
へ
の
転
換
が
可
能
と
な
る
。
各
組
織
に
内

在
す
る
暗
黙
知
を
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
・
形
式
知
化
し
、
横
断
的
に
共
有
し
、
相
互
に
活
用
す
る
と
い
う
結

表－ 7　隠されている窓「Ⅲ」の象限における感動の形態

①自己開示型
「Ⅲ」の象限にすでに企業文化・行動指針として形成され
ている暗黙知（ワザ）を知らないお客へ開示し、期待した
以上の感動を与える。

②チーム開示型

「Ⅱ」や「Ⅳ」の象限からフィードバックされて「Ⅲ」へ
集積された情報をチームで共有し、経営理念に照らしつつ、
形式知されたスキルを知らないお客へ開示し、期待以上の
感動を与える。
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（
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（
九
七
五
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合
化
が
求
め
ら
れ
る
。
自
分
（
個
人
）
に
お
け
る
「
自
己
発
展
・
自
己
超
越
（
20
）

」、
つ
ま
り
、
単
な
る
個
々
人
で
は
な
く
、
総
和
に
よ
る

チ
ー
ム
力
と
し
て
、
存
在
を
発
揮
さ
せ
る
共
有
・
共
創
に
よ
り
、
シ
ナ
ジ
ー
効
果
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
ビ

ジ
ネ
ス
に
お
け
る
良
い
品
質
と
は
、
ま
ず
経
営
理
念
を
全
社
員
の
共
通
の
行
動
指
針
と
し
て
共
有
化
さ
せ
、
立
居
振
舞
い
を
洗
練
化
す
る

べ
き
で
あ
る
。
と
く
に
、
経
営
理
念
に
照
ら
し
、「
標
的
市
場
の
客
層
、
個
客
の
好
み
、
取
り
扱
う
商
品
の
特
性
」
な
ど
を
事
前
に
全
社

員
が
共
有
化
す
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
初
期
的
段
階
は
自
己
実
現
欲
求
の
暗
黙
知
が
中
心
と
な
り
が
ち
で
あ
る
が
、
組
織
内
や
ス

テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
内
と
い
う
チ
ー
ム
の
形
式
知
が
次
第
に
、
表
層
か
ら
深
層
へ
と
い
う
奥
行
き
の
あ
る
Ｚ
軸
で
お
い
て
深
化
が
起
こ
る
と
、

新
た
な
超
越
的
な
共
創
実
現
欲
求
が
実
現
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

ヒ
ト
対
ヒ
ト
の
人
間
性
を
重
要
視
す
る
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
ビ
ジ
ネ
ス
で
は
お
客
へ
の
自
己
実
現
欲
求
や
共
創
実
現
欲
求
を
充
た
す
た

め
に
社
員
相
互
の
気
づ
き
を
洗
練
化
し
続
け
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
と
り
わ
け
、
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
と
い
う
お
も
て
な
し
に
は
完
成
は

な
く
「
永
遠
に
未
完
成
」「
完
全
さ
へ
の
挑
戦
」
を
続
け
る
べ
き
で
あ
る
。
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
ビ
ジ
ネ
ス
に
は
永
遠
な
る
リ
ニ
ュ
ー
ア

ル
が
「
モ
ノ
・
コ
ト
・
ヒ
ト
の
三
位
一
体
」
で
求
め
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
人
間
の
欲
求
を
充
た
す
に
は
「
ジ
ョ
ハ
リ
の
窓
」
の
「
Ⅳ
」
の

未
知
の
世
界
へ
の
挑
戦
が
必
要
と
な
る
。
未
知
の
世
界
に
対
し
て
は
教
育
・
訓
練
・
研
修
な
ど
で
積
極
的
に
充
電
し
、
単
に
表
層
的
な
知

識
・
情
報
の
習
得
に
満
足
せ
ず
、
よ
り
深
層
へ
と
挑
戦
す
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
知
識
・
情
報
を
共
有
す
る
た
め
に
も
相
互
間

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
り
、
端
的
に
「
誰
が
、
何
を
、
い
つ
、
ど
こ
で
、
な
ぜ
、
ど
の
よ
う
に
（w

ho, w
hat, w

hen, w
here, w

hy, 

how

）
と
い
う
い
わ
ゆ
る
五
Ｗ
一
Ｈ
の
視
点
か
ら
気
づ
き
を
進
化
・
深
化
さ
せ
る
こ
と
が
大
切
に
な
る
。
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10
．
社
員
の
教
育
・
訓
練
・
研
修
へ
の
課
題

社
員
は
「
ジ
ョ
ハ
リ
の
窓
」
の
「
Ⅱ
」
の
盲
点
の
窓
、「
Ⅳ
」
の
未
知
の
窓
を
判
る
も
の
へ
と
開
発
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
人
間
が
「
他

の
資
源
と
異
な
っ
て
学
習
能
力
を
持
ち
、
そ
の
能
力
や
意
欲
の
発
揮
次
第
に
よ
っ
て
経
営
成
果
が
大
き
く
左
右
さ
れ
る
（
21
）

」
こ
と
に
な
る
。

人
間
の
学
習
能
力
を
活
用
し
、
個
人
の
経
験
や
勘
な
ど
の
暗
黙
知
を
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
し
、
形
式
知
化
に
置
き
換
え
て
、
全
社
員
が
共
有
で

き
る
よ
う
に
し
、
さ
ら
に
新
た
な
「
価
値
」
を
持
続
的
に
創
造
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

チ
ー
ム
ワ
ー
ク
と
い
え
ば
、「
み
ん
な
で
渡
れ
ば

‥
」「
横
並
び
意
識
」「
集
団
意
識
」
な
ど
の
よ
う
に
あ
ま
り
良
く
な
い
イ
メ
ー
ジ
が

あ
る
（
22
）

。
し
か
し
、
高
質
な
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
を
実
践
す
る
に
は
社
員
個
人
単
位
の
セ
ル
フ
・
コ
ー
チ
ン
グ
の
自
己
啓
発
だ
け
で
は
充
分
で

な
く
、
ビ
ジ
ネ
ス
自
体
は
個
人
単
位
で
は
な
く
、
目
に
見
え
な
い
と
こ
ろ
で
多
く
の
仲
間
の
力
を
借
り
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
、
チ
ー
ム

ワ
ー
ク
が
大
切
と
な
る
。

現
代
の
お
客
の
ニ
ー
ズ
は
多
様
化
し
て
お
り
、
個
人
的
な
対
応
だ
け
で
す
べ
て
解
決
す
る
こ
と
は
非
常
に
難
し
く
、
チ
ー
ム
の
総
合
力

で
課
題
を
克
服
す
る
べ
き
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
ビ
ジ
ネ
ス
に
お
い
て
は
対
外
部
に
対
し
て
も
多
方
面
か
ら
な
る
ス

テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
が
介
在
し
て
お
り
、
職
場
で
は
組
織
ぐ
る
み
で
、
つ
ね
に
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
精
神
あ
ふ
れ
る
立
居
振
舞
い
を
改
善
・
見

直
し
が
必
要
と
な
る
。
高
質
な
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
を
提
供
す
る
に
は
個
人
的
な
努
力
だ
け
で
は
限
界
が
あ
り
、
チ
ー
ム
を
挙
げ
て
課
題
や

目
標
を
共
有
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
深
め
る
こ
と
が
大
き
な
成
果
へ
と
つ
な
が
る
。
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
ビ
ジ
ネ
ス
で
は
ホ
ス
ピ

タ
リ
テ
ィ
精
神
を
深
化
す
る
に
あ
た
り
、
質
の
高
い
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
は
個
人
で
実
現
で
き
る
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
。
企
業
組
織
で
は

ど
の
よ
う
な
立
居
振
舞
い
を
す
れ
ば
、
良
い
の
か
と
い
う
「
メ
ン
バ
ー
間
の
共
通
の
期
待
や
規
範
（
23
）

」
が
必
要
に
な
る
。
つ
ま
り
、
さ
ま
ざ

五
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（
山
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）

（
九
七
七
）

ま
な
人
間
関
係
か
ら
な
る
企
業
で
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
密
に
し
合
っ
て
お
客
に
関
す
る
情
報
を
共
有
化
、
た
と
え
ば
、
個
々
の

お
客
の
住
所
、
性
別
、
年
齢
、
背
丈
、
出
身
地
、
喫
煙
の
有
無
、
食
事
の
好
き
嫌
い
、
趣
味
等
々
を
適
宜
に
パ
ソ
コ
ン
へ
入
力
し
、
そ
れ

ら
を
チ
ー
ム
・
メ
ン
バ
ー
が
共
有
し
合
え
ば
、
よ
り
適
切
な
深
化
し
た
お
も
て
な
し
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
ビ
ジ
ネ
ス
と
は
本
質
的
に
、「
心
を
働
か
せ
る
頭
脳
労
働
（
24
）

」
で
あ
る
。
端
的
に
、
教
育
・
訓
練
・
研
修
に
て
、
盲

点
や
未
知
の
窓
を
克
服
・
再
発
見
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
基
本
は
、
人
間
の
能
力
を
開
発
す
る
に
は
Ｋ
Ａ
Ｓ
と
い
う
要
因
が
関
与
す
る
。

Ｋ
Ａ
Ｓ
と
は
、
知
識
（know

ledge

）
＋
態
度
（attitude

）
＋
ス
キ
ル
（skill

）
で
あ
る
。
ま
た
同
様
に
三
Ｈ
、
い
わ
ゆ
る
頭
（head

）
＋
心

（heart

）
＋
手
（hands

）
が
三
位
一
体
で
か
か
わ
っ
て
能
力
開
発
を
可
能
に
す
る
。
社
員
（
接
客
ス
タ
ッ
フ
）
は
Ｋ
Ａ
Ｓ
、
三
Ｈ
の
「
ス
キ

ル
・
手
」
だ
け
で
な
く
、「
知
識
」「
態
度
」
や
「
心
」「
頭
」
を
開
花
す
る
こ
と
が
基
本
と
な
る
。
社
員
の
教
育
・
訓
練
・
研
修
に
は
、

自
己
啓
発
（self developm

ent

：
Ｓ
Ｄ
）
を
は
じ
め
、
職
場
の
職
務
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
職
場
内
訓
練
Ｏ
Ｊ
Ｔ
（on the job training

）
方
式

以
外
に
、
さ
ら
に
、
職
場
を
離
れ
て
通
常
の
職
務
と
は
独
立
し
た
方
式
で
行
わ
れ
る
職
場
外
訓
練
Ｏ
ｆ
ｆ
│

Ｊ
Ｔ
（off  the job training

）

方
式
が
必
要
に
な
る
。

⑴　

自
己
啓
発

自
己
啓
発
（
Ｓ
Ｄ
）
と
は
自
己
を
よ
り
深
い
段
階
へ
と
進
化
・
深
化
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
人
間
は
よ
り
深
い
能
力
、
よ
り
大
き
い
成

功
、
よ
り
充
実
し
た
生
き
方
、
よ
り
深
い
品
格
な
ど
の
獲
得
を
目
指
す
。
基
本
的
に
社
員
個
人
が
自
分
の
判
断
と
努
力
で
、
自
ら
の
能
力

を
向
上
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
企
業
は
自
己
啓
発
を
活
発
化
す
る
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
支
援
策
、
た
と
え
ば
、
社
外
研
修
の
自
主
的
な
参

加
、
図
書
の
購
入
、
講
師
の
紹
介
、
自
主
研
修
会
の
開
催
な
ど
の
支
援
策
を
行
う
必
要
性
が
あ
る
。

五
八
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⑵　

Ｏ
Ｊ
Ｔ
方
式

Ｏ
Ｊ
Ｔ
方
式
は
社
員
に
職
場
内
で
実
際
の
職
務
に
従
事
し
な
が
ら
、
管
理
者
の
指
示
の
下
で
、
社
員
を
教
育
・
訓
練
す
る
こ
と
で
あ
る
。

一
般
に
、
Ｏ
Ｊ
Ｔ
方
式
の
多
く
は
現
場
の
直
属
の
上
司
な
ど
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
Ｏ
Ｊ
Ｔ
方
式
は
集
合
教
育
と
考
え
ら
れ
る
が
、
毎
日

の
積
み
重
ね
ら
れ
た
教
育
・
訓
練
で
あ
る
。
上
司
、
先
輩
や
同
僚
と
の
日
々
の
か
か
わ
り
を
通
じ
て
、
業
務
の
こ
と
や
対
人
関
係
な
ど
を

直
接
的
に
学
習
す
る
。
そ
れ
は
現
場
で
ま
さ
に
マ
ン
・
ツ
ー
・
マ
ン
（m

an to m
an

）
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
と
な
る
。
ト
レ
ー
ナ
ー
の
指
導

と
し
て
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
身
体
で
ス
キ
ル
を
学
習
す
る
ロ
ー
ル
・
プ
レ
ー
イ
ン
グ
（role playing

）
が
あ
る
。
ロ
ー
ル
・
プ
レ
ー
イ
ン
グ
の

実
施
は
、
ト
レ
ー
ナ
ー
が
作
業
の
基
本
を
指
示
し
、
そ
れ
に
基
づ
き
役
割
演
技
を
実
演
し
な
が
ら
ス
キ
ル
を
習
得
す
る
。
航
空
機
の
客
室

乗
務
員
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
で
は
、
モ
ッ
ク
・
ア
ッ
プ
（m

ock up

）、
ド
ア
・
ト
レ
ー
ナ
ー
（door trainer

）、
編
成
外
慣
熟
訓
練
な
ど
を
重

ね
、
基
本
・
基
礎
か
ら
応
用
ま
で
の
専
門
ス
キ
ル
を
形
式
知
化
さ
せ
て
実
施
さ
れ
て
い
る
。

企
業
で
は
経
験
豊
富
な
上
司
が
、
他
者
で
あ
る
部
下
に
教
え
る
際
、
自
己
開
示
す
る
方
法
で
教
育
す
る
。
他
方
で
、
知
ら
な
い
部
下
と

の
対
話
や
行
動
か
ら
無
意
識
の
内
に
部
下
か
ら
刺
激
を
受
け
て
、
逆
に
知
っ
て
い
る
は
ず
の
上
司
自
身
が
部
下
か
ら
教
え
ら
れ
る
こ
と
が

多
い
。
相
互
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
深
ま
る
と
、
教
え
る
側
も
教
わ
る
側
も
共
に
学
び
と
い
う
共
創
関
係
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。

ま
さ
に
、T

eaching is learning

は
、learning is T

eaching
と
い
う
立
場
上
、
逆
の
機
会
と
も
な
り
得
る
。

⑶　

Ｏ
ｆ
ｆ
│

Ｊ
Ｔ
方
式

Ｏ
ｆ
ｆ
│

Ｊ
Ｔ
方
式
は
職
場
の
実
際
の
業
務
を
離
れ
て
職
場
の
外
で
行
わ
れ
る
学
習
の
機
会
で
あ
る
。
Ｏ
ｆ
ｆ
│

Ｊ
Ｔ
方
式
は
多
様
な
形

態
が
あ
る
が
、
基
本
的
に
自
己
啓
発
や
Ｏ
Ｊ
Ｔ
方
式
を
補
完
す
る
教
育
・
訓
練
・
研
修
で
あ
る
。
最
終
的
に
は
、
実
際
の
業
務
に
落
と
し

五
八
六
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ミ
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ケ
ー
シ
ョ
ン
の
進
化
・
深
化
（
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上
）

（
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七
九
）

込
ん
で
、
適
切
な
業
務
遂
行
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
、
意
味
が
な
い
。
人
材
教
育
は
本
来
、
Ｏ
Ｊ
Ｔ
方
式
が
基
本
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

日
常
の
業
務
を
離
れ
た
Ｏ
ｆ
ｆ
│

Ｊ
Ｔ
方
式
で
は
、
Ｏ
Ｊ
Ｔ
方
式
に
比
べ
て
組
織
的
・
計
画
的
・
体
系
的
に
学
習
で
き
、
企
業
内
で
は
学

習
で
き
な
い
最
新
の
技
術
や
情
報
を
得
る
の
に
も
適
し
て
い
る
。

（
1
） P

ow
ers.T

, In
trod

u
ction

 to th
e H

ospitality In
d

u
stry, John W

illet &
 S
ons, 1988, p.4.

（
2
） 

名
東
孝
二
・
横
沢
利
昌
『
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
と
フ
ィ
ラ
ン
ソ
ロ
ピ
ー
』
税
務
経
理
協
会
、
一
九
九
四
年
、
二
五
頁
参
照
。

（
3
） 

内
藤
耕
・
赤
松
幹
之
『
サ
ー
ビ
ス
産
業
進
化
論
』
生
産
性
出
版
、
二
〇
〇
九
年
、
四
二
〜
四
三
頁
参
照
。

（
4
） 

土
田
昭
司
『
対
人
行
動
の
社
会
心
理
学
』
北
大
路
書
房
、
二
〇
〇
二
年
、
九
五
頁
参
照
。

（
5
） 

杉
原
淳
子
・
金
子
順
一
・
森
重
喜
三
郎
編
著
『
新
ホ
テ
ル
運
営
戦
略
論
』
嵯
峨
野
書
院
、
二
〇
〇
九
年
、
一
三
九
頁
。

（
6
） 

山
上
徹
『
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
』
白
桃
書
房
、
二
〇
〇
七
年
、
五
八
頁
参
照
。

（
7
） 

吉
原
敬
典
『
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
』
白
桃
書
房
、
二
〇
〇
五
年
、
二
一
頁
参
照
。

（
8
） 

山
上
徹
『
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
精
神
の
深
化
』
法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
八
年
、
一
六
頁
参
照
。

（
9
） 

服
部
祥
子
『
人
を
育
む
人
間
関
係
論
』
医
学
書
院
、
二
〇
〇
三
年
、
二
一
頁
参
照
。

（
10
） 

植
田
正
樹
『
成
長
企
業
の
戦
略
・
組
織
・
人
材
』
あ
さ
出
版
、
二
〇
一
〇
年
、
一
五
四
〜
一
五
五
頁
参
照
。

（
11
） 

柳
原
光
「
ジ
ョ
ハ
リ
の
窓
」
南
山
短
期
大
学
監
修
『
人
間
関
係
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
』
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
一
九
九
二
年
、
六
六
〜
六
九
頁
参
照
。

（
12
） 

服
部
祥
子
、
前
掲
書
、
二
四
頁
参
照
。

（
13
） 

田
近
秀
敏
『
ビ
ジ
ネ
ス
コ
ー
チ
ン
グ
』
Ｐ
Ｈ
Ｐ
出
版
、
二
〇
〇
五
年
、
三
〇
頁
参
照
。

（
14
） P
.H
arsey, K

.h.B
lanchard, D

.E
.Johnson, M

an
agem

en
t of O

rgan
ization

al B
eh

avior,P
rentice H

all, Inc, 1996, 

山
本
成
二
・
山

本
あ
づ
さ
訳
『
行
動
科
学
の
展
開　

新
版
』
生
産
性
出
版
、
二
〇
〇
四
年
、
三
〇
六
ペ
ー
ジ
を
参
照
。

（
15
） 

宇
井
洋
『
帝
国
ホ
テ
ル
感
動
の
サ
ー
ビ
ス
』
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
三
四
頁
。
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（
16
） 

作
古
貞
義
『
ホ
テ
ル
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
』
柴
田
書
店
、
一
九
九
八
年
、
二
〇
二
頁
参
照
。

（
17
） 

水
島
恵
一
『
人
間
性
心
理
学
大
系
第
六
巻　

意
識
の
深
層
と
超
越
』
大
日
本
図
書
、
一
九
八
八
年
、
一
二
九
頁
。

（
18
） 
浅
井
紀
子
『
ス
キ
ル
の
競
争
力
』
中
央
経
済
社
、
二
〇
〇
二
年
、
九
七
頁
。

（
19
） 
犬
塚
則
久
『「
退
化
」
の
進
化
学
』
講
談
社
、
二
〇
〇
六
年
、
一
六
頁
。

（
20
） 

野
中
郁
次
郎
・
紺
野
登
『
知
識
経
営
の
す
す
め
』
ち
く
ま
新
書
、
二
〇
一
一
年
、
一
二
一
頁
。

（
21
） 

一
寸
木
俊
昭
『
経
営
学
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
六
年
、
九
八
頁
。

（
22
） 

吉
田
恵
吾
『
共
創
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
』
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、
二
〇
〇
一
年
、
一
六
八
頁
参
照
。

（
23
） 

山
本
成
二
・
山
本
あ
づ
さ
訳
、
前
掲
訳
書
、
七
一
ペ
ー
ジ
。

（
24
） 

吉
原
敬
典
、
前
掲
書
、
九
七
頁
。

五
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米
国
金
融
規
制
改
革
法
な
ど
国
際
金
融
法
制
に
お
け
る
新
た
な
リ
ス
ク
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
（
藤
川
）

（
九
八
三
）

米
国
金
融
規
制
改
革
法
な
ど
国
際
金
融
法
制
に
お
け
る

新
た
な
リ
ス
ク
・
ガ
バ
ナ
ン
ス

│
規
制
強
化
と
コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
な
ら
び
に
忠
実
義
務
な
ど
を
通
じ
た
株
主
間
差
別
化
に
向
け
て

│

藤　
　

川　
　

信　
　

夫

は
じ
め
に

二
〇
〇
八
年
九
月
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
を
契
機
と
す
る
金
融
危
機
に
対
処
す
べ
く
、
国
際
的
金
融
法
制
の
再
構
築
が
図
ら
れ
つ
つ
あ
る
。

米
国
で
は
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
が
制
定
さ
れ
、
広
範
な
内
容
、
規
則
の
委
任
等
か
ら
な
り
、
検
討
課
題
を
抱
え
つ
つ
も
改
革
が
進
め
ら

れ
る
。
本
稿
で
は
、
同
法
を
中
心
に
、
国
際
金
融
法
制
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
課
題
に
焦
点
を
絞
り
つ
つ
、
近
時
の
コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
な
ら

び
に
株
主
の
忠
実
義
務
を
通
じ
た
株
主
間
差
別
化
な
ど
新
た
な
動
向
に
も
注
目
し
て
、
今
後
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
帰
趨
お
よ
び
実
践
等
と
い

五
九
一
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四
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二
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（
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四
）

う
大
き
な
視
点
の
下
で
考
察
を
進
め
る
も
の
で
あ
る
。

第
一
章　

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
お
け
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
定

1
．
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
お
け
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
関
連
規
制
の
強
化

米
国
オ
バ
マ
大
統
領
は
包
括
的
な
金
融
制
度
改
革
を
図
る
た
め
、
二
〇
一
〇
年
七
月
二
一
日
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
・
ウ
ォ
ー
ル
ス
ト

リ
ー
ト
改
革
お
よ
び
消
費
者
保
護
法
（D

odd-F
rank W

all S
treet R

eform
 and C

onsum
er P

rotection A
ct

）
に
署
名
、
成
立
し
て
い
る

（
1
）

。

T
oo B

ig T
o F

ail

問
題
の
対
応
を
含
む
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
の
他
、
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
、
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
、
消
費

者
・
投
資
家
保
護
等
の
広
い
内
容
を
含
む
。

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
関
連
条
項
に
つ
い
て
、
①
第
九
五
一
条
（
一
九
三
四
年
証
券
取
引
所
法
一
四
Ａ
条
の
改
正
）
は
、
株

主
に
役
員
報
酬
お
よ
び
敵
対
的
買
収
防
衛
策
で
あ
る
役
員
退
職
金
に
関
す
る
ゴ
ー
ル
デ
ン
・
パ
ラ
シ
ュ
ー
ト
（G

olden P
arachute

）
に
つ

い
て
の
定
期
的
な
株
主
の
セ
イ
・
オ
ン
・
ペ
イ
（S

ay on P
ay

）
の
投
票
権
（a periodic advisory vote

）
を
賦
与
す
る
。
②
第
九
五
二
条

等
は
、
報
酬
委
員
会
が
完
全
に
独
立
し
、
委
員
会
が
特
定
の
指
定
さ
れ
た
監
督
責
任
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
、
報
酬
委
員
会
が
独
立
性
の
基

準
と
独
立
し
た
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
お
よ
び
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
た
め
の
要
求
項
目
を
強
化
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
ブ
ロ
ー
カ
ー
が
取
締
役

の
選
任
な
ら
び
に
役
員
報
酬
に
つ
き
自
由
裁
量
の
投
票
を
行
使
す
る
こ
と
を
禁
じ
る
。
③
第
九
五
三
条
で
は
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
（U

.S
.S

ecurities 

and E
xchange C

om
m
ission 

米
国
証
券
取
引
委
員
会
）
が
企
業
に
役
員
報
酬
に
関
し
て
追
加
の
情
報
公
開
を
提
供
す
る
こ
と
を
規
定
す
る
。

④
第
九
五
四
条
は
役
員
報
酬
に
関
し
て
サ
ー
ベ
ン
ス
・
オ
ク
ス
レ
ー
法
（S

arbanes-O
xley A

ct 

Ｓ
Ｏ
Ｘ
法
：
米
国
企
業
改
革
法
）
の
規
則
を

拡
大
す
る
。
誤
っ
て
与
え
ら
れ
た
報
酬
に
対
し
て
ク
ロ
ー
バ
ッ
ク
（claw

back
）
政
策
を
行
う
場
合
の
要
求
事
項
を
設
定
す
る
。
⑤
第

五
九
二



米
国
金
融
規
制
改
革
法
な
ど
国
際
金
融
法
制
に
お
け
る
新
た
な
リ
ス
ク
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
（
藤
川
）

（
九
八
五
）

九
七
一
条
は
、 

Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
対
し
て
プ
ロ
ク
シ
・
ア
ク
セ
ス
（proxy access

）
ル
ー
ル
の
採
用
に
つ
い
て
の
認
可
権
限
を
与
え
る
。
株
主
が

会
社
の
株
主
総
会
招
集
通
知
を
候
補
者
を
取
締
役
に
指
名
す
る
た
め
に
使
用
を
許
さ
れ
る
同
ル
ー
ル
を
広
め
る
権
限
を
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
有
す
る

こ
と
を
確
認
す
る
。
⑥
第
九
七
二
条
は
、
企
業
が
同
一
人
が
Ｃ
Ｅ
Ｏ
と
取
締
役
会
長
の
地
位
の
双
方
を
有
す
る
か
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て

の
公
表
を
求
め
る
。
報
酬
、
従
業
員
お
よ
び
取
締
役
間
の
ヘ
ッ
ジ
ン
グ
取
引
（em

ployee and director hedging transactions

）、
Ｃ
Ｅ
Ｏ

と
取
締
役
会
議
長
の
役
割
の
分
化
（separation of the C

E
O
 and B

oard chair roles

）
に
関
す
る
会
社
決
定
の
開
示
を
強
化
す
る
。
⑦
第

九
八
九
Ｇ
条
で
は
、
小
規
模
発
行
者
に
対
し
て
、
Ｓ
Ｏ
Ｘ
法
第
四
〇
四
条
（
ｂ
）
の
要
求
す
る
内
部
統
制
に
関
す
る
監
査
人
証
明
（the 

internal controls auditor attestation requirem
ent of S

ection 404

（b

） of the S
arbanes-O

xley A
ct

）
の
要
求
か
ら
の
免
除
を
賦
与
す
る

（
2
）

。

2
．
金
融
機
関
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
報
酬
、
セ
イ
・
オ
ン
・
ペ
イ
、
公
益
通
報
に
関
す
る
規
制

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
お
い
て
は
、
役
員
報
酬
と
企
業
実
績
の
連
動
性
な
ら
び
に
Ｃ
Ｅ
Ｏ
報
酬
と
他
の
役
職
員
報
酬
の
比
率
の
開
示

な
ど
の
規
定
に
つ
き
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
規
則
策
定
が
求
め
ら
れ
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
議
決
権
行
使
助
言
機
関
の
利
益
相
反
な
ら
び
に
不
透
明
性
に
つ
い

て
問
題
提
起
し
、
規
制
強
化
の
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
る
。

①
金
融
機
関
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
報
酬　

今
回
の
金
融
危
機
の
一
因
と
さ
れ
る
金
融
機
関
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
報
酬
規
制
に
つ
い
て
は
、

連
結
資
産
一
〇
億
ド
ル
以
上
の
金
融
機
関
は
不
適
切
な
リ
ス
ク
に
繋
が
る
過
度
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
報
酬
な
ど
が
禁
じ
ら
れ
、
加
え
て
金

融
機
関
を
重
大
な
リ
ス
ク
に
晒
し
得
る
職
員
を
特
定
し
て
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
報
酬
を
承
認
・
文
書
化
す
る
こ
と
、
役
員
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ

ブ
報
酬
の
五
〇
％
以
上
を
三
年
以
上
繰
り
延
べ
る
こ
と
な
ど
が
求
め
ら
れ
る

（
3
）

。

②
セ
イ
・
オ
ン
・
ペ
イ　

セ
イ
・
オ
ン
・
ペ
イ
は
、
株
主
が
株
主
総
会
に
お
い
て
役
員
報
酬
に
対
し
て
拘
束
力
の
な
い
決
議
を
行
う
権

利
を
指
し

（
4
）

、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
委
任
状
勧
誘
規
則
に
よ
り
株
主
総
会
等
の
委
任
状
等
に
は
、
少
な
く
と
も
三
年
ご
と
に
開
示
が
義
務
付
け
ら
れ
る

五
九
三
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役
員
報
酬
の
承
認
の
た
め
に
株
主
に
よ
る
決
議
、
お
よ
び
少
な
く
と
も
六
年
ご
と
に
前
記
決
議
の
頻
度
を
定
め
る
株
主
に
よ
る
決
議
が
含

ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
背
景
に
は
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
会
社
法
な
ど
が
企
業
経
営
者
寄
り
で
、
株
主
が
企
業
に
対
し
て
発
言
す
る
機
会

が
少
な
い
こ
と
、
最
多
得
票
制
（plurality voting

）
で
は
会
社
提
案
の
取
締
役
選
任
は
事
実
上
確
実
で
あ
り
、
棄
権
・
反
対
票
が
死
票
と

な
る
こ
と

（
5
）

が
挙
げ
ら
れ
る
。

③
公
益
通
報
保
護
│
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
に
お
け
る
通
報
者
保
護
の
拡
大
│　

通
報
者
保
護
に
つ
い
て
、
米
国
に
お
い
て
は
一
九
八
八

年
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
お
よ
び
証
券
詐
欺
執
行
法
に
よ
り
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
通
報
者
に
報
奨
金
を
支
払
う
こ
と
が
可
能
と

な
っ
て
い
る

（
6
）

。
Ｓ
Ｏ
Ｘ
法
に
よ
り
、
上
場
企
業
に
お
け
る
通
報
者
保
護
が
図
ら
れ
、
今
時
金
融
危
機
を
受
け
て
、
保
護
の
拡
大
を
証
券
法

違
反
に
拡
大
し
、
公
益
通
報
（w

histle blow
ing

）
の
促
進
と
保
護
の
強
化
か
ら
、
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
第
九
二
二
条
に
お
い
て
、
自
社

の
証
券
法
違
反
に
関
す
る
独
自
に
知
り
得
た
情
報
を
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
任
意
で
通
報
し
た
結
果
、
一
〇
〇
万
ド
ル
以
上
の
民
事
制
裁
金
賦
課
に

至
っ
た
場
合
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
通
報
者
に
民
事
制
裁
金
の
一
〇
│
三
〇
％
を
報
奨
金
と
し
て
支
払
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
、
ま
た
企
業
側
が
公
益

通
報
者
に
対
し
て
告
発
を
理
由
と
す
る
不
利
益
を
与
え
る
こ
と
を
禁
じ
る
。
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
二
〇
一
一
年
一
一
月
三
日
公
益
通
報
の
促
進
と
保

護
に
関
す
る
規
則
案
を
採
択
し
、
第
一
に
、
報
償
の
対
象
と
な
ら
な
い
公
益
通
報
者
と
し
て
、
法
律
・
契
約
上
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
既
に
情
報
提
供

義
務
を
負
う
者
、
弁
護
士
・
会
計
士
な
ど
の
顧
客
情
報
に
よ
り
報
奨
金
を
得
る
者
、
不
正
情
報
等
に
よ
り
社
内
で
対
処
す
る
役
目
の
者
を

定
義
づ
け
る
。
第
二
に
、
公
益
通
報
者
が
自
社
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
部
門
や
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
な
い
が
し
ろ
に
し

な
い
た
め
の
措
置
も
規
定
す
る
。
従
前
の
証
券
法
違
反
に
関
わ
る
制
度
は
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
関
連
に
限
定
さ
れ
、
報
奨
金
上
限
も

一
〇
％
で
あ
り
、
活
用
さ
れ
て
い
な
い
の
が
実
態
で
あ
る
。
課
題
と
し
て
、
第
一
に
、
従
業
員
が
報
奨
金
目
当
て
に
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
違
反
事
案

を
直
接
持
ち
込
み
、
企
業
の
自
主
的
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
活
動
を
阻
害
し
か
ね
な
い
こ
と
、
第
二
に
州
法
曹
協
会
に
よ
り
Ｓ
Ｅ
Ｃ
へ
の
情

五
九
四



米
国
金
融
規
制
改
革
法
な
ど
国
際
金
融
法
制
に
お
け
る
新
た
な
リ
ス
ク
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
（
藤
川
）

（
九
八
七
）

報
提
供
が
認
め
ら
れ
る
場
合
は
弁
護
士
等
も
報
奨
金
対
象
の
公
益
通
報
者
と
な
り
得
る
こ
と
に
つ
い
て
、
批
判
・
懸
念
が
表
明
さ
れ
る
。

第
三
に
、
同
法
で
は
公
益
通
報
制
度
の
担
当
部
署
を
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
設
置
す
る
が
、
臨
時
予
算
の
た
め
に
組
織
編
成
が
進
ん
で
い
な
い
点
も
指

摘
さ
れ
、
執
行
部
門
の
確
立
が
必
要
と
さ
れ
よ
う
。

3
．
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
と
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
お
け
る
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
設
定
の
方
針
・
手
続
き
に
関
し
て
、
銀
行
事
業
体
は
、
許
容
の

有
無
に
関
わ
ら
ず
、
ボ
ル
カ
ー･

ル
ー
ル
活
動
を
行
う
場
合
、
対
象
銀
行
事
業
体
は
、
最
低
で
も
以
下
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
設
定
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い

（
7
）

。
ま
た
追
加
・
予
防
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
規
定
さ
れ
る
。（
イ
）
銀
行
事
業
体
の
活
動
や
投
資
が
法
律
・
規
則
を
遵
守
し
て
い
る

こ
と
を
確
保
す
る
た
め
、
文
書
化
し
、
記
述
し
、
モ
ニ
タ
ー
す
る
た
め
に
合
理
的
に
策
定
さ
れ
た
社
内
の
方
針
・
手
続
文
書
。（
ロ
）
コ

ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
を
達
成
で
き
な
い
お
そ
れ
の
あ
る
分
野
を
モ
ニ
タ
ー
し
、
特
定
す
る
と
共
に
、
禁
じ
ら
れ
て
い
る
活
動
お
よ
び
投
資
の

発
生
を
防
ぐ
た
め
に
合
理
的
に
設
計
さ
れ
た
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
。（
ハ
）
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
に
関
す
る
責
務
と
責
任
所
在
を
明
確
に

描
く
経
営
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
。（
ニ
）
銀
行
事
業
体
の
適
格
社
員
ま
た
は
外
部
の
適
格
監
査
人
に
よ
り
行
わ
れ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
有
効
性

の
独
立
検
査
。（
ホ
）
最
低
五
年
間
保
持
さ
れ
、
要
求
が
あ
り
次
第
、
規
制
当
局
に
提
出
さ
れ
る
、
ボ
ル
カ
ー･

ル
ー
ル
の
法
律
や
実
施

規
則
の
遵
守
を
実
証
す
る
に
十
分
な
記
録
の
保
存
・
管
理
な
ど
。

4
．
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
お
け
る
報
酬
規
制
と
我
が
国
へ
の
影
響
│
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
相
違
と
接
点
│

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
お
け
る
報
酬
規
制
と
我
が
国
法
制
度
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
も
、
今
後
の
考
察
す
べ
き
課
題
と
な
ろ
う

（
8
）

。

株
主
総
会
の
権
限
な
ど
を
定
め
る
会
社
法
に
相
当
す
る
法
律
は
米
国
で
は
州
法
管
轄
、
同
法
が
改
正
し
た
一
九
三
四
年
証
券
取
引
所
法
は

連
邦
法
、
か
つ
金
融
商
品
取
引
法
に
相
当
す
る
市
場
法
で
あ
る
な
ど

（
9
）

、
会
社
法
制
の
関
係
で
制
度
設
計
な
ど
の
相
違
が
あ
る
。
我
が
国
上

五
九
五
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一
三
年
一
月
）

（
九
八
八
）

場
会
社
の
大
多
数
を
占
め
る
監
査
役
設
置
会
社
は
ガ
バ
ナ
ン
ス
構
造
も
異
な
り
、
実
務
の
運
用
は
と
も
か
く
、
法
律
・
制
度
面
で
セ
イ
・
オ

ン
・
ペ
イ
が
問
題
と
な
る
余
地
は
現
状
で
は
多
く
な
い
と
理
解
さ
れ
よ
う
。
セ
イ
・
オ
ン
・
ペ
イ
は
、
取
締
役
（director

）
報
酬
で
な
く
、

Ｓ
Ｅ
Ｃ
規
則
に
よ
り
個
別
開
示
義
務
が
課
さ
れ
る
一
定
の
上
級
役
員
（executive offi  cer

）
報
酬
を
対
象
と
し
、
上
級
役
員
は
監
査
役
設

置
会
社
に
お
け
る
業
務
執
行
取
締
役
、
執
行
役
員
（
法
律
上
は
使
用
人
）
の
い
ず
れ
か
と
い
う
議
論
も
あ
ろ
う
。
Ｃ
Ｅ
Ｏ
、
Ｃ
Ｆ
Ｏ
な
ど
一
定

の
上
級
役
員
の
個
人
別
報
酬
額
の
開
示
を
前
提
に
、
開
示
内
容
に
対
し
て
法
的
効
力
の
な
い
承
認
決
議
を
と
る
仕
組
み
で
、
個
々
の
役
員
が

最
終
的
に
受
領
し
た
報
酬
額
も
含
め
、
事
後
チ
ェ
ッ
ク
を
行
う
性
質
を
有
す
る
が
、
他
方
、
会
社
法
で
は
法
的
効
力
の
あ
る
承
認
決
議
を

必
要
と
し
つ
つ
、
事
前
に
総
額
の
報
酬
枠
を
設
け
る
。
二
〇
一
〇
年
連
結
報
酬
等
の
総
額
が
一
億
円
以
上
の
取
締
役
等
に
つ
い
て
個
人
別

報
酬
額
の
開
示
を
義
務
付
け
る
制
度
が
導
入
さ
れ
る
が
、
金
融
商
品
取
引
法
に
基
づ
く
有
価
証
券
報
告
書
の
開
示
で
あ
り
、
会
社
法
上
の

取
締
役
の
報
酬
等
決
議
と
は
リ
ン
ク
し
な
い
。
も
っ
と
も
、
会
社
の
業
務
執
行
者
の
報
酬
等
に
対
す
る
株
主
の
チ
ェ
ッ
ク
機
能
の
制
度
的

担
保
の
面
で
共
通
点
は
あ
り
、
私
見
で
あ
る
が
、
実
質
的
な
ガ
バ
ナ
ン
ス
構
造
の
調
和
と
共
に
、
収
斂
す
る
方
向
に
働
く
面
が
あ
ろ
う
か
。

第
二
章　

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
と
サ
ー
ベ
ン
ス･

オ
ク
ス
リ
ー
法
の
比
較
検
討

1
．
公
開
会
社
の
内
部
統
制
報
告
に
関
す
る
監
査
証
明
義
務
の
適
用
除
外
│
Ｓ
Ｏ
Ｘ
法
の
緩
和
│

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
で
は
、
内
部
統
制
報
告
書
の
大
手
早
期
提
出
者
（large accelerated fi lter

）（
普
通
株
式
時
価
総
額
七
億
ド
ル
以
上
）、

早
期
提
出
者
（accelerated fi lter

）（
普
通
株
式
時
価
総
額
七
五
〇
〇
万
ド
ル
以
上
七
億
ド
ル
未
満
な
ど
）
の
何
れ
で
も
な
い
公
開
会
社
に
つ
い
て
、

財
務
報
告
に
か
か
る
内
部
統
制
の
監
査
証
明
義
務
を
適
用
除
外
し
（
九
八
九
Ｇ
条
（
ａ
））、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
改
正
（
Ｓ
Ｏ
Ｘ
法
四
〇
四
条
（
ｃ
）
の

追
加
）
に
伴
う
規
則
改
正
を
行
っ
て
い
る
（
二
〇
一
〇
年
九
月
二
一
日
施
行
）。
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、
時
価
総
額
が
七
五
〇
〇
万
ド
ル
│
二
億

五
九
六



米
国
金
融
規
制
改
革
法
な
ど
国
際
金
融
法
制
に
お
け
る
新
た
な
リ
ス
ク
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
（
藤
川
）

（
九
八
九
）

五
〇
〇
〇
万
ド
ル
の
公
開
会
社
に
つ
い
て
、
投
資
者
保
護
を
維
持
し
、
か
つ
内
部
統
制
監
査
義
務
の
負
担
を
軽
減
で
き
る
方
法
を
判
断
す

る
た
め
の
調
査
研
究
を
行
い
、
同
法
成
立
後
九
カ
月
以
内
（
二
〇
一
一
年
四
月
ま
で
）
に
連
邦
議
会
に
対
し
て
報
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
（
九
八
九
Ｇ
条
（
ｂ
））

（
10
）。

2
．
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
第
九
五
四
条
と
Ｓ
Ｏ
Ｘ
法
第
三
〇
四
条
の
比
較
│
報
酬
ク
ロ
ー
バ
ッ
ク
と
海
外
発
行
体
に
対
す
る
影
響
│

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
第
九
五
四
条
と
Ｓ
Ｅ
Ｃ
採
択
規
則
に
よ
り
、
①
各
発
行
体
は
証
券
諸
法
に
基
づ
き
報
告
が
義
務
付
け
ら
れ
る
財

務
情
報
に
基
づ
く
発
行
体
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
報
酬
に
関
す
る
方
針
の
開
示
を
策
定
・
実
施
す
る
こ
と
、
②
発
行
体
が
証
券
諸
法
に
基
づ

く
財
務
報
告
要
件
の
重
大
な
不
履
行
を
原
因
と
し
て
、
会
計
書
類
の
修
正
再
表
示
を
作
成
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
場
合
、
当
該
発
行
体

は
会
計
書
類
の
修
正
再
表
示
の
作
成
が
求
め
ら
れ
る
日
付
か
ら
三
年
前
ま
で
の
期
間
に
誤
っ
た
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
報

酬
（
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
を
含
む
）
を
受
領
し
た
発
行
体
の
現
職
ま
た
は
元
の
役
員
（executive offi  cers

）
か
ら
当
該
役
員
に
対
し
て
会
計

修
正
再
表
示
に
基
づ
き
支
払
わ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
額
を
超
え
る
分
の
回
収
が
義
務
付
け
ら
れ
る

（
11
）

。
Ｆ
Ｄ
Ｉ
Ｃ
は
二
〇
一
〇
年
一
〇
月

一
四
日
通
達
「
銀
行
等
に
お
け
る
ゴ
ー
ル
デ
ン
・
パ
ラ
シ
ュ
ー
ト
の
申
請
に
関
す
る
解
釈
ガ
イ
ダ
ン
ス
（G

uidance on G
olden P

arachute 

A
pplications

）」
を
発
出
し
、
ゴ
ー
ル
デ
ン
・
パ
ラ
シ
ュ
ー
ト
報
酬
の
支
払
申
請
の
承
認
に
際
し
、
段
階
的
分
割
支
払
ま
た
は
報
酬
を
条

件
付
で
減
ら
す
条
件
付
回
収
条
項
（claw

back provision

）」
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
身
条
項
で
あ
る
第
三
〇
四
条
要
件
に
比
べ
て
、

第
九
五
四
条
要
件
は
厳
格
で
あ
る

（
12
）

。
①
不
正
行
為
に
か
か
わ
り
な
く
ク
ロ
ー
バ
ッ
ク
を
義
務
付
け
る
。
②
ル
ッ
ク
バ
ッ
ク
（
遡
及
）
期
間

が
一
二
ケ
月
で
は
な
く
三
年
間
で
あ
る
。
③
Ｃ
Ｅ
Ｏ
お
よ
び
Ｃ
Ｆ
Ｏ
の
み
で
な
く
現
職
ま
た
は
元
の
役
員
に
適
用
さ
れ
る
。
④
Ｓ
Ｅ
Ｃ
で

な
く
発
行
体
に
よ
り
執
行
さ
れ
る
。
米
国
企
業
の
多
く
が
第
三
〇
四
条
の
要
件
よ
り
も
踏
み
込
ん
だ
独
自
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
報
酬
ク

ロ
ー
バ
ッ
ク
方
針
を
採
用
し
、
ア
ク
テ
ィ
ビ
ス
ト
で
あ
る
機
関
投
資
家
な
ど
の
株
主
圧
力
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
る
。

五
九
七
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第
三
章　

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
と
新
た
な
リ
ス
ク
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
体
制
の
構
築

1
．
取
締
役
会
の
リ
ス
ク
ガ
バ
ナ
ン
ス

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
は
、
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
し
て
、
Ｆ
Ｒ
Ｂ
（
連
邦
準
備
制
度
理
事
会
）
の
危
機
時
の
対
応
に
つ
き
、
連
邦

準
備
法
一
三
条
（
三
）
項
改
訂
を
行
い
、
Ｆ
Ｒ
Ｂ
の
緊
急
時
特
別
融
資
に
つ
き
明
確
化
・
厳
格
化
を
図
る
ほ
か
、
Ｆ
Ｄ
Ｉ
Ｃ
（
連
邦
預
金

保
険
公
社
）
の
流
動
性
問
題
発
生
時
の
保
証
に
つ
い
て
も
規
定
す
る
。
同
法
に
よ
り
、
銀
行
持
株
会
社
な
ど
大
規
模
金
融
機
関
に
対
し
リ

ス
ク
委
員
会
設
置
お
よ
び
二
〇
〇
四
年
米
国
ト
レ
ッ
ド
ウ
ェ
イ
委
員
会
組
織
委
員
会
（
Ｃ
Ｏ
Ｓ
Ｏ
）
が
公
表
し
た
内
部
統
制
に
関
す
る
Ｅ

Ｒ
Ｍ
（E

nterprise R
isk M

anagem
ent 

統
合
的
リ
ス
ク
管
理
）
の
重
視
が
求
め
ら
れ
、
Ｃ
Ｒ
Ｏ
（C

hief R
isk O

ffi  cer

）
の
役
割
が
重
要
と
な

る
。
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
強
化
す
る
た
め
の
諸
原
則

（
13
）

」
に
お
い
て
同
様

に
リ
ス
ク
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
担
い
手
と
し
て
取
締
役
会
の
役
割
が
重
視
さ
れ
、
金
融
機
関
の
業
務
、
リ
ス
ク
戦
略
、
財
務
の
健
全
性
、
組
織

と
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
あ
り
方
の
最
終
的
責
任
を
有
し
、（
イ
）
金
融
機
関
の
財
務
上
の
長
期
的
利
益
、
リ
ス
ク
エ
ク
ス
ポ
ジ
ャ
ー
と
リ
ス
ク

を
効
果
的
に
管
理
す
る
能
力
を
考
慮
し
つ
つ
、
全
体
的
な
業
務
戦
略
の
承
認
・
監
視
を
行
う
こ
と
、（
ロ
）
リ
ス
ク
許
容
度
・
リ
ス
ク
選

好
度
を
含
む
総
合
的
リ
ス
ク
戦
略
、
リ
ス
ク
・
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
方
針
、
内
部
管
理
体
制
、
行
動
規
範
や
同
種
の
文
書
を
含
む
ガ
バ

ナ
ン
ス
の
枠
組
み
・
原
則
お
よ
び
企
業
価
値
基
準
、
報
酬
制
度
の
承
認
・
監
視
を
行
う
な
ど
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
全
体
の
枠
組
み
構
築

と
検
証
・
監
視
の
機
能
を
担
う

（
14
）

。
一
九
九
八
年
バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
「
銀
行
組
織
に
お
け
る
内
部
管
理
体
制
の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー

ク
」
も
踏
ま
え
て
、
取
締
役
会
の
責
任
は
重
要
な
方
針
の
承
認
な
ら
び
に
定
期
的
見
直
し
、
リ
ス
ク
許
容
度
な
ら
び
に
リ
ス
ク
選
好
度
の

設
定
・
承
認
、
組
織
体
制
の
承
認
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
と
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
実
施
の
確
保
と
な
ろ
う
。

五
九
八



米
国
金
融
規
制
改
革
法
な
ど
国
際
金
融
法
制
に
お
け
る
新
た
な
リ
ス
ク
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
（
藤
川
）

（
九
九
一
）

2
．
リ
ス
ク
委
員
会
な
ら
び
に
内
部
統
制

リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
委
員
会
は
、
経
営
陣
を
含
め
リ
ス
ク
の
状
況
に
つ
い
て
審
議
し
て
適
切
な
意
思
決
定
を
図
る
。
経
営
会
議
の
下

部
委
員
会
、
取
締
役
会
に
対
し
て
報
告
す
る
委
員
会
と
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
同
委
員
会
の
責
任
と
し
て
、
総
合
的
リ
ス
ク
許
容
度
・
選

好
度
お
よ
び
戦
略
に
つ
い
て
の
取
締
役
会
へ
の
助
言
、
経
営
陣
に
よ
る
戦
略
遂
行
の
監
視
が
挙
げ
ら
れ
る
。
所
管
事
項
に
は
資
本
・
流
動

性
管
理
に
関
す
る
戦
略
も
含
ま
れ
る
べ
き
と
す
る
。
リ
ス
ク
委
員
は
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
部
門
の
ほ
か
、
業
務
担
当
取
締
役
・
執
行
役

員
な
ど
リ
ス
ク
の
源
泉
で
あ
る
業
務
部
門
の
参
画
が
必
要
と
さ
れ
る
。
課
題
と
し
て
、
業
務
部
門
の
委
員
と
の
利
益
相
反
関
係
が
あ
る
。

内
部
統
制
の
体
制
構
築
に
お
い
て
も
監
査
委
員
会
・
監
査
役
会
と
の
連
携
、
Ｃ
Ｅ
Ｏ
業
務
執
行
ラ
イ
ン
か
ら
の
独
立
性
の
確
保
な
ど
が
議

論
と
な
り
、
内
部
監
査
部
門
の
充
実
の
必
要
性
が
唱
え
ら
れ
る
が
、
別
部
署
の
設
置
、
リ
ス
ク
委
員
会
の
少
数
派
と
し
て
制
約
を
か
け
る

な
ど
、
組
織
構
築
の
実
践
に
向
け
て
議
論
と
な
ろ
う
か
。

3
．
統
合
的
リ
ス
ク
管
理

金
融
規
制
強
化
に
対
す
る
金
融
機
関
側
の
対
応
と
し
て
、
取
締
役
会
の
リ
ス
ク
ガ
バ
ナ
ン
ス
機
能
の
強
化
が
求
め
ら
れ
、
Ｃ
Ｒ
Ｏ
、
リ

ス
ク
委
員
会
な
ど
が
統
合
的
リ
ス
ク
管
理
（
Ｅ
Ｒ
Ｍ
）
の
要
と
し
て
重
要
な
役
割
を
担
う
こ
と
と
な
る
。
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
観
点
か
ら
は
、

リ
ス
ク
運
営
（
業
務
部
門
）
お
よ
び
リ
ス
ク
管
理
部
署
間
の
通
常
の
相
互
牽
制
と
は
別
に
、
総
合
的
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
部
門
は
個
別

の
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
所
管
部
署
に
対
し
て
独
立
性
・
相
互
牽
制
の
立
場
を
保
ち
、
金
融
機
関
に
お
け
る
全
リ
ス
ク
を
統
括
し
て
リ
ス

ク
管
理
態
勢
全
体
の
高
度
化
を
企
画
・
推
進
す
る
こ
と
、
個
別
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
部
署
の
監
督
振
り
自
体
を
監
督
し
て
リ
ス
ク
カ
テ

ゴ
リ
ー
別
に
評
価
・
改
善
す
る
。

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
よ
り
、
企
業
側
は
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
践
に
つ
い
て
再
検
討
と
洗
練
が
求
め
ら
れ
、
規
制
当
局
は
公
開
企
業
の

五
九
九
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管
理
と
監
視
の
関
わ
り
を
強
め
る
。
株
式
公
開
会
社
の
統
治
に
関
し
て
委
員
会
、
経
営
者
、
株
主
と
規
制
当
局
の
役
割
が
変
貌
し
、
企
業

側
は
、
機
関
投
資
家
お
よ
び
小
口
株
主
な
ど
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
改
善
を
求
め
ら
れ
、
株
主
が
従
来
以
上
の
権
利
・
責
任
を
持
つ
。

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
し
てone size fi ts all approach

で
は
種
々
の
株
式
公
開
会
社
が
直
面
す
る
複
雑
さ
と
ニ
ュ
ア
ン

ス
に
は
対
処
で
き
な
い
こ
と
を
認
識
す
る
必
要
が
あ
る

（
15
）

。

第
四
章　

米
国
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
の
不
透
明
│
プ
ロ
ク
シ
・
ア
ク
セ
ス
・
ル
ー
ル
、
経
営
判
断
原
則
│

1
．
プ
ロ
ク
シ
・
ア
ク
セ
ス
・
ル
ー
ル

米
国
に
お
け
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
の
不
透
明
さ
が
指
摘
さ
れ
る
。
役
員
選
任
に
関
す
る
株
主
提
案
の
容
易
化
に
関
す
る
プ
ロ
ク
シ
・
ア

ク
セ
ス
・
ル
ー
ル
に
つ
い
て
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
規
則
制
定
し
、
株
主
に
よ
る
経
営
者
へ
の
チ
ェ
ッ
ク
機
能
が
高
ま
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
。

二
〇
一
〇
年
八
月
二
五
日
全
て
の
米
国
公
開
会
社
に
対
し
て
義
務
的
な
ル
ー
ル
を
採
用
し
、
あ
る
会
社
の
議
決
権
付
株
式
の
三
％
以
上
を

三
年
間
保
有
す
る
株
主
ま
た
は
株
主
集
団
は
、
当
該
会
社
の
委
任
状
加
入
資
料
（proxy m

aterials

）
を
用
い
て
、
取
締
役
総
数
の
四
分
の

一
以
下
、
ま
た
は
一
名
を
指
名
す
る
権
利
を
有
す
る
。
我
が
国
の
株
主
提
案
権
に
比
べ
、
持
株
数
・
期
間
の
制
限
が
厳
し
く
、
提
案
取
締

役
数
の
上
限
が
あ
る
が
、
取
締
役
選
任
を
株
主
が
経
営
陣
と
争
う
場
合
に
、
従
前
の
委
任
状
争
奪
と
い
う
コ
ス
ト
の
か
か
る
方
法
に
比
べ
、

株
主
主
導
の
取
締
役
選
任
を
容
易
化
す
る
も
の
と
い
え
よ
う

（
16
）

。
し
か
し
な
が
ら
、
経
営
者
団
体
の
警
戒
感
は
強
く
、
特
殊
な
意
図
を

持
っ
た
者
が
取
締
役
に
な
り
、
企
業
価
値
を
減
少
さ
せ
る
経
営
判
断
を
下
す
懸
念
も
あ
る
と
反
発
し

（
17
）

、
米
国
商
工
会
議
所
（the U

.S
. 

C
ham

ber of C
om

m
erce

）
お
よ
び
ビ
ジ
ネ
ス
円
卓
（the B

usiness R
oundtable

）
は
共
同
で
内
容
お
よ
び
実
施
時
期
の
再
考
を
求
め
提
訴

し
て
い
る

（
18
）

。
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
実
施
時
期
に
つ
い
て
再
検
討
を
行
な
う
こ
と
と
し
て
い
る

（
19
）

。

六
〇
〇



米
国
金
融
規
制
改
革
法
な
ど
国
際
金
融
法
制
に
お
け
る
新
た
な
リ
ス
ク
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
（
藤
川
）

（
九
九
三
）

2
．
経
営
判
断
原
則
と
裁
判
所
の
謙
抑
性

米
国
で
は
金
融
危
機
に
関
連
し
て
、
取
締
役
の
合
理
的
判
断
を
推
定
す
る
経
営
判
断
原
則
（B

usiness Judgm
ent R

ule （
20
）

）
を
補
強
す
る

判
例
が
相

（
21
）

次
（
22
）

ぎ
（
23
）

、
代
表
的
な
も
の
に
二
〇
〇
九
年
シ
テ
ィ
グ
ル
ー
プ
判
決
が
あ
る
（
デ
ラ
ウ
エ
ア
衡
平
裁
判
所

（
24
）

）。
最
高
リ
ス
ク
責
任
者

（
Ｃ
Ｒ
Ｏ
）
が
取
締
役
会
・
監
査
委
員
会
の
下
部
組
織
で
リ
ス
ク
管
理
担
当
の
Ａ
Ｌ
Ｍ
（A

sset L
iability M

anagem
ent

）
委
員
会
へ
報
告
す

る
プ
ロ
セ
ス
の
存
在
を
裁
判
所
が
認
め
る
。
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
・
リ
ス
ク
を
有
す
る
金
融
機
関
取
締
役
に
対
し
て
も
事
業
会
社
取
締
役
同
様

の
経
営
判
断
原
則
を
適
用
す
る
シ
テ
ィ
基
準
に
よ
り
、
多
く
の
株
主
訴
訟
が
却
下
さ
れ
、
変
動
幅
の
大
き
い
金
融
市
場
に
お
い
て
平
時
の

経
営
判
断
原
則
の
適
用
に
批
判
的
な
見
解
も
出
さ
れ

（
25
）

、
経
営
者
団
体
と
議
会
・
機
関
投
資
家
間
の
対
立
色
が
強
ま
る
。
私
見
で
あ
る
が
、

プ
ロ
セ
ス
重
視
の
経
営
判
断
原
則
の
延
長
に
あ
り
、
意
思
決
定
機
能
を
手
続
き
的
側
面
と
実
体
的
側
面
に
分
け
、
後
者
の
部
分
が
経
営
上

の
戦
略
的
意
思
決
定
に
お
け
る
不
確
実
性
に
符
合
す
る
部
分
と
し
て
、
内
部
統
制
の
問
題
で
な
く
、
経
営
判
断
原
則
の
適
用
が
あ
る
戦
略

等
に
関
す
る
部
分
で
あ
り
、
中
間
的
な
吟
味
の
基
準

（
26
）

自
体
へ
の
疑
問
で
は
な
く
、
適
用
を
図
る
前
提
に
対
す
る
疑
念
と
な
ろ
う
か
。

役
員
の
受
託
者
責
任
と
信
認
義
務
違
反
に
つ
い
て
、G

antler

対S
tevens

事
件
（
デ
ラ
ウ
エ
ア
州
最
高
裁
判
所
判
決
）
で
は
、
オ
フ
ィ

サ
ー
（offi  cer 

役
員
）
に
は
受
託
者
の
リ
ス
ク
が
あ
り

（
27
）

、
取
締
役
同
様
に
受
託
者
と
し
て
の
信
認
義
務
を
有
す
る
が
、
取
締
役
の
個
人
的

責
任
を
制
限
す
る
定
款
の
条
項
に
よ
っ
て
は
保
護
さ
れ
な
い
旨
を
判
示
す
る
。
取
締
役
は
、
定
款
に
よ
る
保
護
も
受
け
、
シ
テ
ィ
基
準
の

経
営
判
断
原
則
適
用
と
共
に
保
護
に
手
厚
い
が
、
役
員
の
方
は
同
一
で
は
な
い
こ
と
に
な
る

（
28
）

。

ま
た
敵
対
的
買
収
提
案
に
対
す
る
エ
ア
・
ガ
ス
社
の
ラ
イ
ツ
プ
ラ
ン
に
つ
き
、
最
終
か
つ
最
良
の
オ
フ
ァ
ー
の
提
示
で
あ
り
多
数
株
主

の
支
持
を
示
唆
す
る
事
実
が
あ
っ
て
も
、
取
締
役
会
の
ラ
イ
ツ
プ
ラ
ン
維
持
の
決
定
を
求
め
る
判
決
が
下
さ
れ
（
二
〇
一
一
年
二
月
二
五
日

デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
衡
平
法
裁
判
所
）。
経
営
判
断
原
則
（
Ｂ
Ｊ
Ｒ
）
を
支
持
す
る
立
場
を
明
確
と
し
た
も
の
と
さ
れ
る

（
29
）

。
こ
の
他
、
経
営
判
断
原

六
〇
一



政
経
研
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第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
九
九
四
）

則
の
適
用
外
と
さ
れ
て
き
た
法
令
遵
守
に
つ
い
て
も
裁
判
所
の
謙
抑
性
を
指
摘
す
る
面
も
あ
る

（
30
）

。

3
．
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
と
Ｅ
Ｒ
Ｍ

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
第
一
六
五
条
に
お
い
て
、
時
価
総
額
一
〇
〇
億
ド
ル
以
上
の
銀
行
持
株
会
社
に
対
し
て
リ
ス
ク
管
理
委
員
会
設

置
、
会
社
全
体
の
リ
ス
ク
量
を
管
理
す
る
Ｅ
Ｒ
Ｍ
を
求
め
る
。
Ｃ
Ｒ
Ｏ
（C

hief R
isk O

ffi  cer

）
の
役
割
が
重
要
と

（
31
）

な
（
32
）

る
（
33
）

。
リ
ス
ク
委
員
会

が
Ｅ
Ｒ
Ｍ
の
監
視
（the oversight of the enterprise-w

ide risk m
anagem

ent practices of the com
pany

）
機
能
を
担
う

（
34
）

。
リ
ス
ク
委
員

会
・
Ｃ
Ｒ
Ｏ
設
置
に
よ
り
、
今
後
銀
行
な
ど
米
国
の
大
規
模
金
融
機
関
は
具
体
的
な
リ
ス
ク
対
応
モ
デ
ル
の
構
築
が
求
め
ら
れ
る
。
ゴ
ー

ル
ド
マ
ン
・
サ
ッ
ク
ス
は
二
〇
一
一
年
一
月
顧
客
と
の
関
係
性
に
よ
る
責
任
・
行
動
規
範
の
整
理
、
財
務
報
告
上
の
事
業
セ
グ
メ
ン
ト
変

更
、
顧
客
の
利
益
相
反
の
調
整
等
か
ら
顧
客
ビ
ジ
ネ
ス
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
委
員
会
（
Ｃ
Ｂ
Ｓ
Ｃ
）
を
設
置
し
て
リ
ス
ク
管
理
委
員
会
と
対

峙
す
る
位
置
づ
け
と
す
る
こ
と
を
提
案
す
る

（
35
）

。

4
．
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
と
銀
行
取
締
役
の
融
資
責
任

（
一
）
シ
テ
ィ
判
決
に
関
し
て
、
法
令
遵
守
と
い
い
つ
つ
、
内
容
は
リ
ス
ク
管
理
、
効
率
性
な
ど
種
々
の
要
素
が
混
在
し
、
再
検
討
す

る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
る
。
取
締
役
の
法
令
遵
守
義
務
と
同
体
制
構
築
義
務
の
関
係
に
つ
い
て
、
前
者
は
個
別
の
裁
判
所
の
判
断
に
馴
染
み

や
す
い
が
、
後
者
は
企
業
風
土
に
よ
る
企
業
間
の
相
違
も
あ
り
、
裁
量
の
幅
が
広
く
、
裁
判
所
の
審
査
に
は
馴
染
み
に
く
い
面
が
あ
る
。

私
見
で
あ
る
が
内
部
統
制
・
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
、
Ｅ
Ｒ
Ｍ
の
統
制
環
境
に
関
わ
る
部
分
で
も
あ
り
、
結
局
は
ガ
バ
ナ
ン
ス
機
能
と
の

一
体
的
運
営
如
何
に
か
か
っ
て
こ
よ
う
。
リ
ス
ク
委
員
会
に
つ
い
て
、
リ
ス
ク
管
理
専
門
家
を
最
低
一
人
を
配
す
る
こ
と
以
外
、
平
均
的

取
締
役
の
個
人
の
資
質
は
問
わ
れ
て
い
な
い
な
ど
、
形
式
基
準
に
流
れ
、
実
体
的
な
前
提
を
欠
い
て
い
る
こ
と
も
経
営
判
断
原
則
適
用
の

判
例
と
の
相
似
と
し
て
問
題
視
さ
れ

（
36
）

る
（
37
）

。

六
〇
二



米
国
金
融
規
制
改
革
法
な
ど
国
際
金
融
法
制
に
お
け
る
新
た
な
リ
ス
ク
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
（
藤
川
）

（
九
九
五
）

（
二
）
銀
行
取
締
役
が
担
う
注
意
義
務
の
内
容
等
に
つ
い
て
、
米
国
、
一
般
企
業
、
さ
ら
に
銀
行
で
も
業
態
間
の
相
違
と
細
分
化
し
て

考
察
す
る
必
要
も
あ
る

（
38
）

。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
（
Ｐ
Ｆ
）
対
象
企
業
の
融
資
審
査
の
場
合
、
直
ち
に
異
同
を
生
じ
る
も
の
で

は
な
い
と
も
み
ら
れ
る
が
、
担
保
保
全
、
収
益
性
確
保
な
ど
、
最
終
的
決
定
の
合
理
性
を
検
討
す
る
場
合
、
取
締
役
の
裁
量
の
幅
は
一
般

融
資
の
場
合
よ
り
狭
く
な
り
、
注
意
義
務
違
反
を
問
わ
れ
や
す
い
面
が
あ
ろ
う
か

（
39
）

。

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
よ
り
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
バ
ン
ク
後
退
、
銀
行
持
株
会
社
化
進
展
、
業
務
多
様
化
の
縮
小
に
向
か
う
場
合
、
Ｐ

Ｆ
等
に
お
け
る
銀
行
取
締
役
責
任
の
加
重
と
平
仄
を
合
わ
せ
れ
ば
、
よ
り
緩
和
の
方
向
に
働
く
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
単
純
な
融
資
形
態
で

あ
れ
ば
免
責
の
余
地
は
逆
に
乏
し
く
な
る
と
も
い
え
る
。
複
雑
な
融
資
形
態
だ
か
ら
こ
そ
専
門
性
が
必
要
に
な
り
、
シ
テ
ィ
基
準
が
効
果

を
発
揮
す
る
と
も
み
ら
れ
る
。
個
別
・
具
体
的
な
融
資
状
況
に
応
じ
て
考
え
て
い
く
こ
と
に
な
ろ
う

（
40
）

。

第
五
章　

ガ
バ
ナ
ン
ス
の
コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
、
専
門
性
と
独
立
性
の
相
克
な
ど
新
た
な
展
開

1
．
金
融
危
機
と
欧
州
に
お
け
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
な
ど

⑴
専
門
性
と
独
立
性
の
相
克
・
ジ
レ
ン
マ
な
ど　

今
後
は
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
つ
い
て
、
金
融
危
機
後
の
世
界
的
金
融
規
制
の
強
化
の
中
で

新
た
な
収
斂
の
動
き
に
繋
が
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
バ
ー
ゼ
ル
Ⅲ
規
制
は
元
来
グ
ロ
ー
バ
ル
規
制
で
あ
り
、
国
内
法
で
あ
る
ド
ッ
ド
・

フ
ラ
ン
ク
法
に
し
て
も
域
外
適
用
を
通
じ
各
国
国
内
法
制
の
整
備
を
促
す
要
素
が
あ
る
。
金
融
取
引
は
国
境
を
超
え
て
進
展
し
、
金
融
規

制
の
統
一
的
な
浸
透
は
当
然
で
も
あ
ろ
う
。
欧
米
、
ア
ジ
ア
な
ど
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
相
違
が
あ
り
、
企
業
風
土
・
社
会
等
の
相
違
を
踏
ま
え

真
に
実
効
性
の
あ
る
体
制
構
築
の
模
索
が
望
ま
れ
る
中
、
Ｅ
Ｕ
の
コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
の
動
き
が
注
目
さ
れ
る
。
独
立
性
確
保
の
み
で
は

十
分
で
な
く
真
の
専
門
性
の
重
視
が
指
摘
さ
れ
る
。

六
〇
三
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リ
ー
マ
ン
・
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
も
Ｓ
Ｏ
Ｘ
法
第
四
〇
四
条
の
要
件
は
形
式
的
に
は
充
足
し
、
非
常
勤
の
社
外
取
締
役
・
監
査
役
に
補
助
者
や

バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
体
制
を
整
え
る
に
し
て
も
、
会
計
・
法
律
専
門
家
は
独
立
性
要
件
さ
え
備
え
れ
ば
取
締
役
会
で
十
分
な
意
思
決
定
・
監
視

機
能
を
果
た
し
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
担
う
上
で
十
分
か
、
改
め
て
問
わ
れ
る
。
多
様
で
膨
大
な
製
品
群
を
擁
す
る
上
場
巨
大
企
業
の
場
合
は
、

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
違
反
を
問
う
に
せ
よ
、
非
常
勤
役
員
に
十
分
な
状
況
把
握
が
で
き
る
と
は
い
い
難
い
面
が
あ
る
。
同
業
界
に
長
年
携

わ
っ
た
、
例
え
ば
ラ
イ
バ
ル
会
社
の
役
員
ク
ラ
ス
で
あ
れ
ば
知
識
・
経
験
が
豊
富
で
経
営
陣
に
対
し
て
厳
し
い
意
見
を
述
べ
る
社
外
役
員

と
し
て
専
門
性
の
資
質
が
あ
る
こ
と
、
我
が
国
の
社
外
監
査
役
の
機
能
と
し
て
違
法
行
為
差
止
請
求
権
（
会
社
法
三
八
五
条
）
行
使
が
ガ
バ

ナ
ン
ス
に
お
い
て
重
要
と
な
る
と
指
摘
さ
れ

（
41
）

る
（
42
）

。
他
方
、
以
前
の
勤
務
先
の
ラ
イ
バ
ル
企
業
に
有
利
な
思
惑
を
働
か
せ
な
い
か
、
当
該
企

業
と
の
相
反
性
の
み
な
ら
ず
、
専
門
性
と
独
立
性
の
相
克
・
ジ
レ
ン
マ
と
も
い
う
べ
き
新
た
な
利
益
相
反
が
懸
念
さ
れ
よ

（
43
）

う
（
44
）

。
か
か
る
独

立
性
も

（
45
）

、
法
的
要
件
は
と
も
か
く
、
社
外
役
員
採
用
の
実
際
上
の
要
件
と
な
ろ
う
か

（
46
）

。
こ
の
場
合
、
経
営
戦
略
面
で
の
Ｃ
Ｅ
Ｏ
と
の
対
立

と
い
う
新
た
な
問
題
も
生
じ
よ
う

（
47
）

。

⑵
欧
州
の
コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス　

欧
州
で
は
規
制
緩
和
と
選
択
の
自
由
を
進
め
る
中
、
金
融
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
通
じ
て
ク
ロ
ス
ボ
ー

ダ
ー
の
機
関
投
資
家
の
行
動
等
に
よ
り
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
が
生
じ
始
め
て
い
る

（
48
）

。
従
来
はcom

ply or explain

の
市

場
原
則
の
下
で
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
を
進
め
て
き
た
が
、
オ
ー
ナ
ー
型
企
業
モ
デ
ル
・
支
配
少
数
株
主
に
よ
る
非
公
開
化
（G

oing P
rivate

）

の
動
き
も
指
摘
さ
れ
る
。
株
主
価
値
最
大
化
至
上
主
義
に
対
す
る
揺
り
戻
し
で
も
あ
り
、
経
営
ト
ッ
プ
の
監
視
を
目
論
む
ガ
バ
ナ
ン
ス
の

あ
り
方
に
対
し
て
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
も
い
え
よ
う
か
。
市
場
の
証
券
価
格
付
け
は
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
一
翼
を
担
う
が
、
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク

以
降
、
市
場
価
格
が
当
該
企
業
の
フ
ァ
ン
ダ
メ
ン
タ
ル
ズ
か
ら
構
造
的
に
乖
離
し
全
体
の
効
率
性
を
損
な
っ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
る

（
49
）

。

リ
ー
マ
ン
危
機
で
は
、
流
動
性
枯
渇
な
ど
市
場
価
格
に
変
化
を
与
え
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
も
影
響
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
市
場
で
適
切

六
〇
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米
国
金
融
規
制
改
革
法
な
ど
国
際
金
融
法
制
に
お
け
る
新
た
な
リ
ス
ク
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
（
藤
川
）

（
九
九
七
）

な
行
動
を
期
待
す
る
た
め
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
な
ど
一
定
の
規
制
は
必
要
で
あ
る
が
、
従
業
員
価
値
な
ど
適
切
な
複
数
の
目
的
も
意

識
し
、
複
数
の
有
効
な
規
制
手
法
を
導
入
す
る
こ
と
で
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
を
進
め
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
金
融
機
関
の
ロ
ー
カ
ル
・
ガ

バ
ナ
ン
ス
に
つ
い
て

（
50
）

、
意
思
決
定
・
責
任
は
現
地
の
取
締
役
会
が
担
う
べ
き
で
、
シ
ス
テ
ム
の
複
雑
性
も
あ
る
が
、
取
締
役
会
の
意
思
決

定
に
お
い
てF

inancial C
om

petentness

と
の
両
立
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

第
六
章　

欧
州
Ｍ
＆
Ａ
法
制
の
展
開
な
ら
び
に
米
国
の
支
配
株
主
の
忠
実
義
務
と
司
法
に
よ
る
公
正
価
格
算
定

1
．
欧
州
に
お
け
る
Ｍ
＆
Ａ
法
制
の
展
開
か
ら
み
た
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
帰
趨

⑴
買
付
規
制
の
調
和　

Ｅ
Ｕ
公
開
買
付
規
制
の
調
和
（lm

plem
entation of E

U
 T

akeover D
irective-H

arm
onization of T

akeover 

regulations in E
urope （

51
）

）
は

（
52
）

、
①
大
量
保
有
報
告
（N

otifi cations of threshold crossing

）、
②
義
務
的
公
開
買
付
（M

andatory takeover 

bids

）、
③
「
進
む
か
や
め
る
か
」
ル
ー
ル
（D

ecIaration of lntent

（P
ut up or shut up rule

））、
④
買
付
価
格
規
制
（T

akeover price 

regulation

）、
⑤
取
締
役
会
の
中
立
性
（N

eutrality of the board

）、
⑥
ブ
レ
イ
ク
ス
ル
ー
規
定
（B

reakthrough provisions

）
な
ど
各
国

間
の
相
違
も
残
る
中
、
収
斂
に
向
か
う
部
分
も
あ
る
。

⑵
取
締
役
会
の
中
立
性　

取
締
役
会
の
中
立
性
に
つ
き
公
開
買
付
指
令
九
条
（A

rticle 9 of the T
akeover D

irective

）
で
は
、
買
付
期

間
中
は
対
象
会
社
の
取
締
役
会
は
買
付
け
か
ら
の
防
衛
行
為
、
特
に
当
該
対
象
会
社
の
買
付
会
社
に
よ
る
買
付
け
へ
の
妨
害
行
為
と
な
る

株
式
発
行
（
そ
の
他
の
代
替
付
け
の
検
討
を
除
く
）
を
行
う
た
め
、
株
主
総
会
に
よ
る
事
前
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
対
象
会
社
経

営
陣
は
四
つ
の
行
為
の
み
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
他
の
代
替
的
買
付
者
の
模
索
（
ホ
ワ
イ
ト
ナ
イ
ト S

eek an alternative bid

（w
hite 

knight

））、
通
常
の
事
業
の
範
囲
内
の
行
為
（T

ake actions falling w
ithin the norm

al course of business of the com
pany

）、
通
常
の
事

六
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（
九
九
八
）

業
の
範
囲
外
で
あ
る
が
実
行
に
つ
い
て
買
付
前
に
株
主
総
会
承
認
を
得
て
い
た
行
為
（T

ake actions outside the norm
al course of 

business but intended to im
plem

ent decicions approved by the shareholders before the bid

）、
買
付
後
に
株
主
総
会
承
認
を
得
た
防
衛

行
為
（T

ake defensive actions approved by the shareholders after the bid

）。
九
条
の
選
択
に
つ
き
、
フ
ラ
ン
ス
は
採
用
し
た
が
相
互

主
義
を
認
め
、
同
様
の
制
限
に
服
さ
な
い
買
付
者
に
対
す
る
防
衛
行
為
は
可
能
と
な
る
。
英
国
は
採
用
し
相
互
主
義
を
認
め
ず
、
取
締
役

会
は
中
立
性
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ド
イ
ツ
は
不
採
用
と
し
た
が
、
現
在
の
防
衛
行
為
に
関
す
る
制
限
（
九
条
に
よ
る
制
限
と
類

似
）
を
維
持
す
る
。
不
採
用
と
し
た
加
盟
国
の
会
社
は
自
発
的
に
採
用
す
る
こ
と
は
で
き
る
。

⑶
ブ
レ
イ
ク
ス
ル
ー
規
定　

ブ
レ
イ
ク
ス
ル
ー
規
定
に
つ
い
て
、
公
開
買
付
指
令
一
一
条
（A

rticle11 of the T
akeover D

irective

）
で

は
、
対
象
会
社
が
定
款
ま
た
は
対
象
会
社
と
証
券
保
有
者
間
契
約
で
定
め
る
議
決
権
に
関
す
る
制
限
規
定
は
、
九
条
に
基
づ
く
防
衛
策
決

定
の
株
主
総
会
に
お
い
て
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。
当
該
証
券
の
譲
渡
に
関
す
る
制
限
規
定
は
買
付
け
受
入
れ
の
期
間
中
は
適
用
さ
れ
な
い
。

⑷
買
収
指
令
と
ガ
バ
ナ
ン
ス　

欧
州
買
収
指
令
は
一
定
期
間
内
に
加
盟
国
が
国
内
法
化
す
る
義
務
が
あ
る
。
取
締
役
会
の
中
立
性
で
は
、

取
締
役
会
が
買
収
案
に
つ
き
株
主
に
意
見
書
作
成
が
で
き
、
加
盟
国
は
オ
プ
ト
ア
ウ
ト
で
採
用
し
な
い
自
由
も
有
し
、
相
互
主
義
採
用
国

で
は
買
収
者
の
妨
害
も
可
能
と
な
る
。
ブ
レ
イ
ク
ス
ル
ー
は
株
主
譲
渡
・
議
決
権
規
制
を
定
め
る
株
主
間
契
約
で
買
収
時
に
停
止
さ
れ
る

が
、
対
象
会
社
が
敵
対
的
買
収
に
曝
さ
れ
る
た
め
、
不
採
用
の
国
が
多
い

（
53
）

。
指
令
は
株
主
利
益
偏
重
で
な
く
、
少
数
株
主
が
支
配
株
主
に

よ
り
利
害
喪
失
し
な
い
よ
う
に
規
定
し
て
い
る

（
54
）

。

取
締
役
会
の
中
立
性
、
ブ
レ
イ
ク
ス
ル
ー
は
オ
プ
シ
ョ
ン
規
定
で
、
平
等
性
ル
ー
ル
に
つ
い
て
、
買
収
側
は
対
象
企
業
の
全
株
主
を
平

等
に
扱
う
が
、
加
盟
国
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
、
抽
象
的
に
留
ま
る
。
例
外
と
し
て
、
義
務
的
公
開
買
付
は
厳
格
な
平
等
性
ル
ー
ル
が
存
在

し
、
支
配
株
主
は
プ
レ
ミ
ア
ム
を
少
数
株
主
と
共
有
し
な
く
て
は
な
ら
ず
、
支
配
株
主
の
減
少
と
い
う
結
果
と
な
る
。
欧
州
買
収
指
令
は

六
〇
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米
国
金
融
規
制
改
革
法
な
ど
国
際
金
融
法
制
に
お
け
る
新
た
な
リ
ス
ク
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
（
藤
川
）

（
九
九
九
）

ガ
バ
ナ
ン
ス
構
造
を
調
和
化
す
る
が
、
米
国
の
よ
う
な
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
構
造
で
な
く
、
複
雑
か
つ
大
き
な
相
違
が
あ
り
、
急
速
な
調
和

は
困
難
な
状
況
に
あ
る
。
義
務
的
公
開
買
付
も
相
違
が
あ
り
、
ド
イ
ツ
で
は
多
く
の
有
限
責
任
会
社
が
存
在
し
、
適
用
対
象
外
で
あ
り
な

が
ら
、
経
済
再
生
の
中
心
的
役
割
を
担
っ
て
い
る
。

2
．
米
国
の
支
配
株
主
の
忠
実
義
務
と
司
法
に
よ
る
公
正
価
格
算
定
│S

outhern P
eru

事
件
│

米
国
で
の
支
配
株
主
の
責
任
に
関
す
る
近
時
の
動
向
に
つ
き
、S

outhern P
eru

事
件
（
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
衡
平
法
裁
判
所
二
〇
一
一
年
一
〇

月
一
四
日

（
55
）

）
を
検
討
し
た
い

（
56
）

。
信
認
義
務
（fi duciary duty 

受
託
者
責

（
57
）任
（
58
））

に
お
け
る
忠
実
義
務
（fi duciary duty of loyalty （

59
）

）
あ
る
い
は
誠

実
義
務
（duty of good faith
）
違
反
、
公
正
価
格
算
定
が
問
わ
れ
る

（
60
）

。
株
主
価
値
至
上
主
義
に
対
す
る
揺
り
戻
し
と
も
い
え
よ
う
か
。

S
outhern P

eru

事
件
で
は

（
61
）

、
意
思
決
定
プ
ロ
セ
ス
が
十
分
に
さ
れ
れ
ば
裁
判
所
は
関
与
し
な
い
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
デ
ラ
ウ
エ
ア
州

地
方
裁
判
所
は
完
全
公
正
基
準
（the entire fairness standard of review

）
に
よ
り
積
極
的
に
価
格
分
析
に
及
ん
で
お
り

（
62
）

、
独
立
性
を
備

え
た
特
別
委
員
会
の
存
在
の
み
で
は
不
十
分
で
、
専
門
家
のG

oldm
an S

achs

が
行
っ
た
評
価

（
63
）

に
対
し
公
正
価
値
の
約
二
倍
で
あ
る
と

判
断
し
て
い
る
。
圧
倒
的
支
配
株
主
の
忠
実
義
務
違

（
64
）

反
（
65
）

を
問
う
も
の

（
66
）

で
（
67
）

、
株
主
価
値
至
上
主
義
に
対
す
る
批
判
、
少
数
株
主
の
利
害
を
考

慮
す
る
方
向
と
も
い
え
よ
う

（
68
）

。

第
七
章　

グ
ロ
ー
バ
ル
・
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
体
制
と
内
部
統
制
、
英
国
賄
賂
防
止
法
の
域
外
適
用
な
ど

1
．
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
に
お
け
る
内
部
統
制
と
英
国
賄
賂
防
止
法
の
域
外
適
用

⑴
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
に
お
け
る
内
部
統
制　

今
後
の
内
部
統
制
の
要
点
と
し
て
は
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
一
体
と
な
っ
た
グ
ロ
ー
バ
ル
な
内

部
統
制
、
②
電
子
化
情
報
を
含
め
た
文
書
化
・
記
録
化
が
重
要
な
鍵
と
な
る

（
69
）

。
オ
リ
ン
パ
ス
・
大
王
製
紙
事
件
な
ど
、
経
営
ト
ッ
プ
に
よ

六
〇
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（
一
〇
〇
〇
）

る
不
正
の
関
与
は
内
部
統
制
の
弱
点
と
し
て
指
摘
さ
れ
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
利
い
た
内
部
統
制
が
求
め
ら
れ
る
。

⑵
英
国
賄
賂
防
止
法
の
域
外
適
用
と
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
比
較　

域
外
適
用
に
関
し
て
、
二
〇
一
一
年
七
月
一
日
英
国
賄
賂
防
止
法
（U

K
 

B
ribery A

ct
）
が
施
行
さ
れ

（
70
）

、
法
人
の
罪
（C

orporate O
ff ence

）
と
し
て
企
業
が
賄
賂
を
防
止
し
な
い
こ
と
自
体
を
犯
罪
化
す
る
な
ど
、

米
国
海
外
汚
職
行
為
防
止
法
（F

oreign C
orrupt P

ractices A
ct F

C
P
A
 

一
九
七
七
年
施
行
）
に
比
し
、
広
範
な
規
定
と
な
っ
て
い
る
。
英

国
贈
収
賄
禁
止
法
と
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
相
違
点
を
み
る
と
、
⒜
民
間
人
へ
の
賄
賂
も
禁
止
さ
れ
る
（
英
国
贈
収
賄
禁
止
法
第
一
条
）。
第
一
条
に
定

め
る
犯
罪
は
第
七
条
に
基
づ
く
企
業
責
任
の
根
拠
に
な
り
得
る
。
⒝
企
業
に
関
す
る
管
轄
が
広
い
。
適
用
範
囲
に
は
設
立
地
に
か
か
わ
ら

ず
、
英
国
内
で
事
業
の
一
部
ま
た
は
全
部
を
営
む
全
て
の
営
利
団
体
が
含
ま
れ
る
。
⒞
目
的
に
関
す
る
表
現
が
幅
広
い
。
納
税
義
務
の
軽

減
な
ど
一
般
的
に
有
利
な
待
遇
を
確
保
す
る
た
め
に
な
さ
れ
た
支
払
も
適
用
範
囲
に
含
ま
れ
る
。
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
に
お
い
て
争
わ
れ
て
き
た
と

こ
ろ
で
あ
る

（
71
）

。
⒟
営
業
活
動
に
関
す
る
抗
弁
（A

ffi  rm
ative defense

）
が
な
い
。
⒠
業
務
円
滑
化
の
た
め
の
支
払
（facilitation paym

ent

）

の
例
外
も
な
い
。
贈
収
賄
防
止
の
手
続
き
を
整
え
る
こ
と
が
同
法
上
の
企
業
責
任
に
対
す
る
抗
弁
と
な
り
、
本
法
対
象
企
業
は
リ
ス
ク
・

ア
セ
ス
メ
ン
ト
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
強
化
す
べ
き
必
要
が
高
ま
っ
て
い
る
。
不
祥
事
防
止
の
内
部
統
制
不
構
築
が
罪

に
問
わ
れ
（
第
七
条
）、
会
計
記
録
条
項
と
共
に
内
部
統
制
・
文
書
化
要
求
の
法
制
化
で
あ
る
。
域
外
適
用
も
認
め
て
お
り

（
72
）

、
疑
わ
れ
る
リ

ス
ク
を
晴
ら
す
た
め
に
文
書
化
・
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
求
め
ら
れ
る
。

第
八
章　

今
後
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
展
望
に
向
け
て
│
多
面
性
と
株
主
間
差
別
化
な
ど
│

1
．
法
規
制
の
ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
化

金
融
危
機
に
お
い
て
は
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
や
新
た
な
Ｌ
Ｉ
Ｂ
Ｏ
Ｒ
（L

ondon Inter-B
ank O

ff ered R
ate 

ロ
ン
ド
ン
銀
行
間
取
引
金
利
）

六
〇
八



米
国
金
融
規
制
改
革
法
な
ど
国
際
金
融
法
制
に
お
け
る
新
た
な
リ
ス
ク
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
（
藤
川
）

（
一
〇
〇
一
）

の
問
題
に
せ
よ
、
経
営
不
祥
事
が
絡
み
、
改
め
て
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
が
求
め
ら
れ
、
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
お
け
る
大
き
な
柱
の
一
つ

に
も
な
り
、
法
規
制
の
ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
化
の
進
展
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
役
員
報
酬
、
リ
ス
ク
委
員
会
・
リ
ス
ク
管

理
な
ど
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
と
し
て
の
共
通
の
規
律
づ
け
も
多
く
、
国
際
金
融
規
制
を
通
じ
て
、
Ｅ
Ｕ
を
中
心
に
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
収
斂
に

向
か
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
収
斂
を
前
提
と
す
る
Ｅ
Ｕ
指
令
の
統
一
化
は
、
徐
々
に
進
展
し
つ
つ
あ
る
が
、
取
締
役
会

の
中
立
性
な
ど
域
内
の
法
制
の
相
違
も
残
り
、
未
だ
十
分
な
進
展
と
は
い
え
な
い
。

ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
の
問
題
は
古
く
て
新
し
い
問
題
で
あ
り
、
金
融
分
野
と
い
う
国
境
を
容
易
に
越
え
、
影
響
の
大
き
い
課
題
へ
の
対
応

で
あ
り
、
迅
速
な
対
応
が
求
め
ら
れ
、
か
つ
複
雑
な
様
相
を
み
せ
よ
う
。
企
業
側
は
グ
ロ
ー
バ
ル
な
グ
ル
ー
プ
・
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
体

制
構
築
が
求
め
ら
れ
、
実
効
性
を
挙
げ
る
に
は
規
制
当
局
間
の
連
携
を
盛
り
込
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
セ
イ
・
オ
ン
・
ペ
イ
原
則
も
任

意
性
の
強
い
も
の
で
あ
る
。
規
制
一
辺
倒
で
は
、
不
祥
事
・
規
制
強
化
な
ら
び
に
規
制
緩
和
の
繰
り
返
し
の
歴
史
に
み
る
と
お
り
十
分
で

な
く
、
上
場
規
則
、
定
款
自
治
な
ど
ソ
フ
ト
・
ロ
ー
が
不
可
欠
で
あ
り
、
前
者
で
は
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
、
後
者
は
統
制
環
境
の
改
善

と
い
う
テ
ー
マ
が
内
包
さ
れ
る
。
金
融
規
制
で
は
法
制
構
築
の
み
な
ら
ず
、
普
段
の
規
制
当
局
に
よ
る
通
常
業
務
の
監
督
機
能
強
化
も
求

め
ら
れ
る
。
英
国
に
お
け
る
中
央
銀
行
（B

ank of E
ngland

）
中
心
の
金
融
規
制
改
革
も
参
考
に
、
金
融
機
関
の
日
常
業
務
の
モ
ニ
タ
リ

ン
グ
に
関
し
て
は
、
金
融
庁
と
の
連
繋
の
下
で
、
日
本
銀
行
の
役
割
も
重
視
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
か
。

2
．
多
面
的
考
察

規
制
強
化
あ
る
い
は
自
主
的
ル
ー
ル
の
内
容
を
考
え
る
場
合
、
例
え
ば
社
外
取
締
役
の
要
件
強
化
に
つ
き
、
社
外
・
独
立
性
強
化
一
辺

倒
で
唱
え
る
の
み
で
十
分
な
の
か
、
必
要
と
さ
れ
る
専
門
性
の
中
身
の
実
際
が
問
わ
れ
る
。
Ｓ
Ｏ
Ｘ
法
施
行
か
ら
既
に
約
一
〇
年
が
経
過

す
る
中
、
ま
た
も
類
似
の
テ
ー
マ
に
よ
る
議
論
が
さ
れ
る
こ
と
自
体
、
根
源
の
深
さ
、
困
難
さ
が
窺
え
よ
う
。
独
立
性
以
外
に
情
報
、
能

六
〇
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四
十
九
巻
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三
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（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
一
〇
〇
二
）

力
、
権
限
、
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
等
の
面
か
ら
取
締
役
会
改
革
を
進
め
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る

（
73
）

。

3
．
株
主
主
権
と
忠
実
義
務
・
完
全
公
正
基
準

S
outhern P

eru

事
件
で
は
支
配
株
主
の
忠
実
義
務

（
74
）

に
関
し
て
完
全
公
正
基
準
が
注
目
さ
れ
る
。
私
見
で
あ
る
が
、
支
配
株
主
に
よ
る

株
主
主
権
万
能
主
義
の
修
正
と
し
て
英
国
会
社
法
改
正
な
ど
に
み
る
利
害
関
係
人
の
重
視
も
念
頭
に
置
き
つ
つ
あ
る
と
い
え
よ
う
か
。
社

外
取
締
役
の
独
立
性
強
化
と
支
配
株
主
の
株
主
主
権
に
基
づ
く
考
え
方
で
な
く
、
社
外
役
員
の
真
の
専
門
性
と
少
数
株
主
に
も
配
慮
し
た

公
正
性
を
重
視
す
る
案
件
と
し
て
示
唆
す
る
点
が
多
い
。
米
国
の
受
託
者
責
任
に
お
け
る
忠
実
義
務
あ
る
い
は
誠
実
義
務
に
関
す
る
修
正

局
面
に
あ
る
と
い
え
よ
う
か
。
我
が
国
に
お
い
て
も
公
正
価
格
算
定
に
関
す
る
蓄
積
は
増
加
し
つ
つ
あ
り
、
善
管
注
意
義
務
に
包
摂
さ
れ

る
考
察
と
な
ろ
う
が

（
75
）

、
従
前
は
株
主
や
株
主
価
値
を
意
識
す
る
と
い
う
よ
り
、
経
営
陣
が
企
業
自
体
の
あ
り
得
べ
き
方
向
性
・
価
値
を
重

視
し
、
社
外
役
員
を
意
識
せ
ず
と
も
比
較
的
健
全
な
経
営
を
な
し
え
て
き
た
と
の
自
負
か
ら
、
株
主
主
権
の
代
弁
者
た
る
社
外
取
締
役
の

導
入
に
は
実
務
は
必
ず
し
も
賛
意
を
表
せ
ず
、
受
託
者
責
任
の
概
念
を
用
い
る
こ
と
な
く
、
善
管
注
意
義
務
の
大
き
な
概
念
の
下
で
構
成

を
図
っ
て
き
た
と
さ
れ
る
。
委
員
会
設
置
会
社
で
な
く
と
も
実
態
上
米
国
型
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
採
用
す
る
企
業
は
徐
々
に
増
加
し
つ
つ
あ
り
、

社
外
取
締
役
の
有
用
性
に
つ
い
て
概
ね
コ
ン
セ
ン
サ
ス
も
得
ら
れ
つ
つ
あ
る
現
在
、
日
米
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
な
ら
び
に
受
託
者
責
任
の
考
え

方
等
は
近
接
し
つ
つ
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か

（
76
）

。
も
っ
と
も
我
が
国
で
は
、
公
正
価
格
算
定
の
妥
当
性
、
少
数
株
主
権
の
縮
減
防
止

な
ど
は
と
も
か
く
、
価
格
算
定
自
体
を
裁
判
所
が
行
う
局
面
に
は
至
っ
て
い
な
い

（
77
）

。
形
式
的
に
は
株
主
主
権
が
明
白
な
米
国
に
お
い
て
、

実
態
的
に
は
少
数
株
主
や
利
害
関
係
者
の
利
益
を
デ
ラ
ウ
エ
ア
裁
判
所
で
は
、
最
高
裁
レ
ベ
ル
で
は
な
い
も
の
の
、
考
慮
に
入
れ
つ
つ
あ

る
と
も
い
え
る
。

六
一
〇



米
国
金
融
規
制
改
革
法
な
ど
国
際
金
融
法
制
に
お
け
る
新
た
な
リ
ス
ク
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
（
藤
川
）

（
一
〇
〇
三
）

4
．
第
三
者
委
員
会
の
正
当
性
な
ら
び
に
支
配
少
数
株
主
と
株
主
間
差
別
化

以
下
は
私
見
で
あ
る
が
、
第
三
者
委
員
会
の
正
当
性
の
議
論
と
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
論
点
は
同
質
性
が
あ
ろ
う
。S

outhern P
eru

事
件
で

は
、
Ｆ
Ａ
（F

inancial A
dvisor

）
のG

oldm
an S

achs

の
評
価
を
鵜
呑
み
に
し
た
第
三
者
委
員
会
の
判
断
を
裁
判
官
自
ら
覆
し
て
い
る
が
、

特
段
社
外
取
締
役
や
第
三
者
委
員
会
委
員
に
当
該
企
業
と
の
利
益
相
反
が
あ
る
わ
け
で
な
く
、
形
式
的
独
立
性
も
備
わ
っ
て
い
た
。
支
配

株
主
の
利
益
・
価
値
向
上
が
念
頭
に
あ
り
、
業
界
に
精
通
し
た
専
門
性
に
欠
け
て
い
た
事
案
で
あ
る
。
企
業
不
祥
事
に
お
い
て
、
第
三
者

あ
る
い
は
特
別
委
員
会
の
役
割
が
改
め
て
検
討
さ
れ
、
正
当
性
も
新
た
な
論
点
と
な
る
。
責
任
あ
る
見
解
を
述
べ
る
た
め
に
は
単
な
る
独

立
の
第
三
者
で
な
く
、
株
主
総
会
の
付
託
を
受
け
た
独
立
・
社
外
取
締
役
が
望
ま
し
い
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
単
純
な
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス

事
件
な
ら
と
も
か
く
、
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
な
ど
複
雑
な
金
融
不
正
取
引
、
複
合
巨
大
コ
ン
グ
ロ
マ
リ
ッ
ド
の
場
合
は
、
実
践
的
取
引
・
商
品

知
識
の
蓄
積
の
あ
る
、
同
業
他
社
の
経
営
ト
ッ
プ
の
経
験
の
あ
る
よ
う
な
人
材
の
起
用
が
望
ま
し
い
。
社
外
役
員
の
問
題
と
共
通
し
、
利

益
相
反
の
防
止
な
ど
新
た
な
対
応
も
求
め
ら
れ
る
。
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
事
案
で
は
適
法
性
の
プ
ロ
セ
ス
審
査
で
足
り
よ
う
が
、
先
端
的

金
融
商
品
や
Ｍ
＆
Ａ
案
件
な
ど
公
正
価
格
算
定
に
踏
み
込
め
る
だ
け
の
経
験
・
資
質
が
求
め
ら
れ
よ
う
か
。
経
営
判
断
原
則
の
あ
り
方
に

も
関
わ
っ
て
く
る
部
分
で
あ
ろ
う
。

金
融
危
機
等
を
背
景
に
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
規
制
強
化
か
ら
ガ
バ
ナ
ン
ス
形
態
の
収
斂
化
が
必
然
的
に
進
む
中
で
、
経
営
環
境
の
巨
大
・

複
雑
化
等
の
進
展
に
伴
い
、
善
良
な
る
経
営
陣
の
想
定
す
る
企
業
価
値
最
大
化
と
支
配
株
主
の
追
求
す
る
株
主
価
値
と
の
間
に
ズ
レ
が
生

じ
る
場
合
が
徐
々
に
顕
在
化
し
つ
つ
あ
る
。
経
営
判
断
原
則
は
基
本
的
に
は
一
般
株
主
と
経
営
陣
が
対
立
す
る
局
面
の
問
題
で
あ
ろ
う
が
、

支
配
株
主
と
経
営
陣
が
一
体
の
場
合
に
は
、
経
営
判
断
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
少
数
株
主
や
利
害
関
係
者
の
利
益
を
考
察
す
る
こ
と
に
な

り
、P

rincipal A
gent

問
題
も
検
討
さ
れ
よ
う
か
。
経
営
や
法
制
度
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
対
し
て
経
営
意
思
決
定
の
迅
速
化
を
目
指
す

六
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（
一
〇
〇
四
）

動
き
と
共
に
、
支
配
少
数
株
主
が
経
営
の
実
権
を
掌
握
し
て
い
る
ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
相
克
が
生
じ
易
く
、
利
害
が

強
調
さ
れ
る
場
合
に
は
、
こ
う
し
た
傾
向
を
嫌
気
す
る
支
配
株
主
主
導
の
非
公
開
化
が
進
む
こ
と
も
予
想
さ
れ
る
。

Ｂ
Ｉ
Ｓ
規
制
な
ど
ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
な
金
融
規
制
の
強
化
・
統
一
や
米
国
金
融
規
制
改
革
法
の
域
外
適
用
等
を
背
景
に
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
に

関
す
る
規
律
付
け
と
国
際
的
な
コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
が
進
展
し
、
並
行
し
て
大
規
模
金
融
機
関
は
競
争
力
強
化
や
生
き
残
り
を
か
け
て
、

Ｍ
＆
Ａ
等
に
よ
り
銀
証
分
離
や
業
容
特
化
な
ど
経
営
面
で
の
選
択
と
集
中
を
進
め
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
中
で
、
近
時
は
経
営

陣
に
よ
る
株
主
排
除
で
あ
る
Ｍ
Ｂ
Ｏ
と
類
似
の
動
き
が
、
株
主
間
で
選
好
さ
れ
、
忠
実
義
務
を
通
じ
た
株
主
間
差
別
化
と
で
も
い
う
べ
き

方
向
性
が
現
出
し
つ
つ
あ
る

（
78
）

。
利
害
関
係
者
や
少
数
株
主
重
視
の
動
き
と
は
対
極
を
な
す
も
の
で
、
二
極
化
現
象
に
拍
車
を
か
け
る
こ
と

に
な
ろ
う
。
米
国
に
お
い
て
、
本
来
的
な
ガ
バ
ナ
ン
ス
強
化
の
方
向
に
修
正
さ
れ
る
踊
り
場
の
局
面
な
の
か
、
経
営
者
寄
り
と
も
評
さ
れ

て
き
た
デ
ラ
ウ
エ
ア
州
裁
判
所
の
蓄
積
が
待
た
れ
る
。
本
質
的
に
は
忠
実
義
務
よ
り
も
誠
実
義
務
に
調
和
す
る
傾
向
と
も
み
ら
れ
、

S
outhern P

eru

事
件
に
関
し
て
、
誠
実
義
務
を
重
視
し
て
忠
実
義
務
の
下
位
概
念
で
な
く
信
認
義
務
の
要
素
に
位
置
づ
け
て
き
た
同
州

最
高
裁
の
判
断
が
注
視
さ
れ
る
。
公
正
価
格
な
ど
の
面
で
も
独
立
社
外
取
締
役
に
頼
る
に
し
て
も
、
専
門
性
・
独
立
性
の
ほ
か
、
情
報
・

能
力
・
権
限
・
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
な
ど
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
多
面
的
・
総
合
的
な
考
察
・
検
討
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
は
、

実
際
に
は
巨
大
企
業
の
複
雑
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
に
応
じ
、
二
極
化
の
方
向
性
も
示
し
つ
つ
、
種
々
の
形
態
で
進
展
す
る
も
の
と
考
え
ら

れ
る

（
79
）

。
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
必
ず
し
も
簡
明
で
な
い
、
中
間
の
形
態
・
段
階
に
お
い
て
様
々
な
具
体
的
な
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
内
部
統
制
構
築

の
問
題
も
発
生
し
、
経
営
戦
略
面
の
多
様
化
、
経
営
資
源
の
集
中
に
向
け
た
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
Ｅ
Ｒ
Ｍ
な
ら
び
に
グ
ロ
ー
バ
ル
・
コ
ン
プ
ラ

イ
ア
ン
ス
改
革
の
選
択
な
ど
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

六
一
二



米
国
金
融
規
制
改
革
法
な
ど
国
際
金
融
法
制
に
お
け
る
新
た
な
リ
ス
ク
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
（
藤
川
）

（
一
〇
〇
五
）

（
1
） 

小
立
敬
「
米
国
に
お
け
る
金
融
制
度
改
革
法
の
成
立
│
ド
ッ
ド
＝
フ
ラ
ン
ク
法
の
概
要
│
」
野
村
資
本
市
場
ク
ォ
ー
タ
リ
ー
（
二
〇
一
〇
年
夏

号
）
一
二
七
│
一
五
二
頁
。

（
2
） 
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alifornia, L

os A
ngeles, 

U
C
L
A
 S

chool of L
aw

, L
aw

-E
con R

esearch P
aper N

o. 10-14, S
S
R
N
-T

he C
orporate G

overnance P
rovisions of D

odd-F
rank by 

S
tephen B

ainbridge.m
ht.

（
3
） 

神
山
哲
也
「
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
よ
る
米
国
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
制
の
強
化
」
野
村
資
本
市
場
ク
ォ
ー
タ
リ
ー
（
二
〇
一
一
年
春
号
）
一
一
八

│
一
二
五
頁
参
照
。

（
4
） 

セ
イ
・
オ
ン
・
ペ
イ
原
則
は
英
国
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
導
入
済
み
で
あ
る
。
米
国
に
お
い
て
も
、
Ｔ
Ａ
Ｒ
Ｐ
資
金
の
受
入
企
業
に
つ
い
て
毎

年
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。

（
5
） 

過
半
得
票
制
（M

ajority V
oting

）
導
入
を
会
社
側
が
提
案
す
る
事
例
も
増
加
し
て
お
り
（
二
〇
一
一
年
二
月
ア
ッ
プ
ル
株
主
総
会
）、
純
粋

な
最
多
得
票
制
採
用
企
業
の
数
は
減
少
傾
向
に
あ
る
。

（
6
） 

英
国
の
公
益
開
示
法
（P

ublic Interest D
isclosure A

ct of 1998

）、
我
が
国
の
公
益
通
報
者
保
護
法
（
二
〇
〇
四
年
制
定
、
二
〇
〇
六
年

四
月
施
行
）
は
あ
る
が
、
報
奨
金
制
度
は
稀
で
あ
る
。

（
7
） 

「
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
規
制
案
：
自
己
勘
定
取
引
」（
二
〇
一
一
年
一
〇
月
一
二
日
）D

avis P
olk &

 W
ardw

ell L
L
P

（
8
） 

横
山
淳
「
取
締
役
の
報
酬
等
の
決
議
と“say on pay ”
」（
二
〇
一
一
年
九
月
一
日
）
大
和
総
合
研
究
所
資
本
市
場
調
査
部
。

（
9
） 

法
律
の
文
言
が
総
会
決
議
を
直
接
義
務
付
け
る
の
で
は
な
く
、
委
任
状
等
に
含
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（shall include

）
と
規
定
し
て
い

る
の
も
連
邦
法
管
轄
で
あ
る
委
任
状
勧
誘
規
制
の
範
疇
に
収
め
る
た
め
の
工
夫
と
推
測
さ
れ
る
。

（
10
） 

松
尾
直
彦
弁
護
士
『
Ｑ
＆
Ａ
ア
メ
リ
カ
金
融
改
革
法
│
ド
ッ
ド
＝
フ
ラ
ン
ク
法
の
す
べ
て
』
金
融
財
政
事
情
研
究
会
（
二
〇
一
〇
年
一
二
月
）

二
九
六
│
三
〇
六
頁
。

（
11
） 

「C
om

pensation C
law

back under D
odd F

rank: Im
pact on F

oreign Issuers

」U
.S

. L
egal D

evelopm
ents by T

ed P
aradise, 

D
avis P

olk &
 W

ardw
ell L

L
P

（
二
〇
一
一
年
九
月
一
五
日
）。

六
一
三



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
一
〇
〇
六
）

（
12
） 

第
三
〇
四
条
は
Ｃ
Ｅ
Ｏ
ま
た
は
Ｃ
Ｆ
Ｏ
が
誤
表
示
の
原
因
の
不
正
行
為
に
個
人
的
に
関
与
し
た
場
合
に
の
み
適
用
さ
れ
る
か
は
明
白
で
な
い
。

S
E
C
 vs Jenkins

事
件
（
二
〇
一
〇
年
ア
リ
ゾ
ナ
連
邦
裁
判
所
）
で
裁
判
所
は
個
人
的
に
有
罪
で
な
く
と
も
ク
ロ
ー
バ
ッ
ク
が
生
じ
る
と
の
Ｓ
Ｅ

Ｃ
方
針
に
同
意
し
て
い
る
。

（
13
） 
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
、
報
酬
、
自
己
の
組
織
の
理
解
な
ど
一
四
原
則
を
策
定
す
る
。P

rinciples for enhancing corporate governance 

issued by the B
asel C

om
m
ittee, 4 O

ctober 2010

（
14
） 

東
京
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
ャ
ー
懇
談
会
『
金
融
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
バ
イ
ブ
ル
』
金
融
財
政
事
情
研
究
会
（
二
〇
一
一
年
五
月
）
四
〇
一
│

四
一
六
頁
参
照
。

（
15
） P

aul D
eN

icola, director of T
he C

onference B
oard G

overnance C
enter and D

irectors ’ Institute “D
odd-F

rank A
ct: N

ew
 

G
overnance P

rovisions M
ean N

ew
 R

oles and R
esponsibilities ” T

he C
onference B

oard, 04 A
ugust, 2010

（
16
） 

「
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
よ
る
プ
ロ
ク
シ
・
ア
ク
セ
ス
・
ル
ー
ル
の
採
択
」U

.S
. L

egal D
evelopm

ents by T
ed P

aradise, D
avis P

olk &
 W

ardw
ell 

L
L
P
.

（
二
〇
一
〇
年
九
月
七
日
）。

（
17
） 

鈴
木
裕
「
混
迷
深
ま
る
米
国
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
」
大
和
総
研
資
本
市
場
調
査
部S

trategy and E
conom

ic R
eport

（
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
五

日
）
一
│
二
頁
。S

E
C
 W

E
B
 Im

plem
enting D

odd-F
rank W

all S
treet R

eform
 and C

onsum
er P

rotection A
ct- U

pcom
ing A

ctivity.

（
18
） http://w

w
w
.uscham

ber.com
/press/releases/2010/septem

ber/us-cham
ber-joins-business-roundtable-law

suit-challenging-

securities-an

（
19
） http://sec.gov/rules/other/2010/33-9149.pdf

（
20
） 

松
嶋
隆
弘
教
授
・
弁
護
士
『
税
理
士
の
た
め
の
中
小
企
業
の
内
部
統
制
』
日
本
税
理
士
会
連
合
会
推
薦
・
ぎ
ょ
う
せ
い
（
二
〇
〇
八
年
五
月
）

三
五
│
四
四
頁
。

（
21
） In re C

itigroup S
’holder L

itig., 964 A
.2d 106, 122 

（D
el.C

h. 2009

）, Joseph W
. C

ooch “In re C
itigroup Inc. S

hareholder 

D
erivative L

itigation: In the H
eat of C

risis, C
hancery C

ourt S
crutinizes E

xecutive C
om

pensation ” 2011

（
22
） In re B

ear S
tearns L

itigation, 23 M
isc. 3d 447 

（N
.Y

. S
up. C

t. 2008
）. 

六
一
四



米
国
金
融
規
制
改
革
法
な
ど
国
際
金
融
法
制
に
お
け
る
新
た
な
リ
ス
ク
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
（
藤
川
）

（
一
〇
〇
七
）

（
23
） 

“IN
 R

E
 T

H
E
 D

O
W

 C
H
E
M

IC
A
L
 C

O
M

P
A
N
Y
 D

E
R
IV

A
T
IV

E
 L

IT
IG

A
T
IO

N
” IN

 T
H
E
 C

O
U
R
T
 O

F
 C

H
A
N
C
E
R
Y
 O

F
 

C
O
N
S
O
L
ID

A
T
E
D
 C

ivil A
ction N

o. 4349-C
C
 T

H
E
 S

T
A
T
E
 O

F
 D

E
L
A
W

A
R
E
 D

ate D
ecided: January 11, 2010

（
24
） 
松
浦
肇
「
足
踏
み
す
る
ア
メ
リ
カ
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
」
金
融
財
政
事
情
（
二
〇
一
〇
年
一
一
月
八
日
）
三
八
│
四
二
頁
参
照
。

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
で
も
株
主
権
強
化
は
市
場
再
生
の
手
段
と
し
て
重
視
さ
れ
ず
、
金
融
危
機
以
降
の
米
国
ガ
バ
ナ
ン
ス
が
進
化
し
て
い
な
い
。

（
25
） O

ppenheim
er &

 C
o., C

anadian Im
perial B

ank of C
om

m
erce, F

rem
ont G

eneral C
orp., M

organ S
tanley, the M

errill L
ynch 

division of B
ank of A

m
erica C

orp., S
tate S

treet C
orp. and B

ank U
nited C

orp.

（
26
） E

isenberg, T
he D

ivergence of S
tandards of C

onduct and S
tandards of R

eview
 in C

orporate L
aw

, 62 F
ordham

 L
.R

ev.437.467

（1993

）、
近
藤
光
男
『
経
営
判
断
と
取
締
役
の
責
任
』
中
央
経
済
社
（
一
九
九
四
年
）
八
五
│
八
九
頁
。

（
27
） http://courts.delaw

are.gov/opinions/

（hsgnfg2xk3k5zp45tgt4af45

）/dow
nload.aspx?ID

=116710,U
.S

. L
egal D

evelopm
ents by 

T
ed P

aradise, D
avis P

olk &
 W

ardw
ell L

L
P

「
ガ
バ
ナ
ン
ス
：
デ
ラ
ウ
エ
ア
州
企
業
の
役
員
に
は
受
託
者
と
し
て
の
リ
ス
ク
が
あ
る
」

（
二
〇
〇
九
年
二
月
一
六
日
）。

（
28
） R

ichard B
. K

apnick, E
sq., and C

ourtney A
. R

osen, E
sq “U

sing E
xculpatory C

lauses in D
efending A

gainst B
reach-of-

F
iduciary-D

uty C
laim

s ” C
orporate O

ffi  cers&
D
irectors L

iability V
O
L
U
M

E
 24 h IS

S
U
E
 22 h april 27, 2009

（
29
） http://w

w
w
.w

lrk.net/docs/A
irP

roductsC
hem

icalsIncvA
igasIncF

eb152011.pdf. 

神
山
哲
也
「
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
よ
る
米
国

ガ
バ
ナ
ン
ス
規
制
の
強
化
」
野
村
資
本
市
場
ク
ォ
ー
タ
リ
ー
（
二
〇
一
一
年
春
号
）
一
二
一
│
一
二
三
頁
。

（
30
） 

法
令
遵
守
体
制
構
築
義
務
に
関
し
、C

arem
ark

事
件
判
決
（698A

.2d959,D
el.C

h.1996

）
は
情
報
報
告
シ
ス
テ
ム
構
築
義
務
を
肯
定
し
、

基
準
に
誠
実
性
欠
如
、
継
続
的
・
組
織
的
監
督
の
懈
怠
を
掲
げ
、
詳
細
レ
ベ
ル
は
経
営
判
断
の
問
題
と
す
る
。
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
最
高
裁
判
所
は
誠
実

義
務
、
忠
実
義
務
、
注
意
義
務
を
信
認
義
務
と
し
、
誠
実
義
務
を
忠
実
義
務
の
下
位
的
要
求
と
す
る
同
州
衡
平
法
裁
判
所
と
の
理
論
的
統
一
と
し
て

D
isney

事
件
判
決
（2005D

el.C
h.L

E
X
IS

113,C
h.2005;906A

.2d27,D
el.2006

）
が
出
さ
れ
る
。S

tone V
. R

itter

判
決
（911A

.2d362,D
el.

2006

）
で
は
下
位
的
要
素
と
位
置
づ
け
る
。
誠
実
義
務
重
視
の
背
景
に
同
州
一
般
会
社
法
一
〇
二
条
（
ｂ
）
項
（
七
）
に
基
づ
く
定
款
規
程
の
免
責
、

不
祥
事
続
発
と
連
邦
法
の
影
響
が
あ
る
。
継
続
的
・
組
織
的
監
督
の
懈
怠
は
誠
実
義
務
違
反
か
ら
忠
実
義
務
違
反
と
な
り
、
免
責
規
定
の
適
用
除
外
、

六
一
五



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
一
〇
〇
八
）

経
営
判
断
原
則
不
適
用
と
繋
が
る
が
、
懈
怠
の
基
準
に
つ
き
判
例
で
は
監
査
委
員
会
の
不
設
置
、
義
務
違
反
の
認
識
の
必
要
性
が
掲
げ
ら
れ
、
前
者

は
上
場
企
業
に
と
り
充
足
可
能
で
、
後
者
は
取
締
役
の
主
観
の
証
明
が
要
求
さ
れ
、
裁
判
所
の
謙
抑
的
態
度
が
示
さ
れ
、
経
営
判
断
原
則
の
代
替
機

能
と
し
て
法
令
遵
守
構
築
義
務
に
よ
る
規
律
付
け
の
減
殺
を
も
た
ら
す
。
他
方
、
監
視
義
務
の
受
動
的
側
面
と
し
て
、
従
業
員
の
違
法
行
為
の
情
報

を
入
手
し
た
場
合
、
取
締
役
は
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
義
務
が
あ
り
、
法
令
遵
守
義
務
よ
り
もR

ed F
lag

対
処
義
務
に
よ
る
規
律
付
け
を
期
待
す

る
感
も
あ
る
（M

cC
all V

.S
cott

事
件
判
決
（239F

.3d808, 6thC
ir.2001

））。
米
国
で
は
適
切
な
法
令
遵
守
体
制
構
築
は
従
前
の
信
認
義
務
に

よ
っ
て
は
困
難
な
面
も
あ
り
、
誠
実
義
務
重
視
、
経
営
判
断
原
則
理
論
と
の
共
通
性
、
連
邦
法
・
監
査
委
員
会
制
度
の
補
完
、
違
法
行
為
認
知
後
の

監
督
義
務
充
実
化
等
が
検
討
さ
れ
る
。
南
健
悟
「
企
業
不
祥
事
と
取
締
役
の
民
事
責
任
│
法
令
遵
守
体
制
構
築
義
務
を
中
心
に
」
日
本
私
法
学
会

（
於
神
戸
大
学 

二
〇
一
一
年
一
〇
月
九
日
）。
我
が
国
で
も
経
営
判
断
原
則
の
適
用
外
と
さ
れ
て
き
た
法
令
遵
守
に
つ
い
て
内
容
に
関
す
る
司
法
審

査
の
謙
抑
性
、
経
営
判
断
原
則
の
妥
当
性
に
関
す
る
示
唆
と
な
ろ
う
。

（
31
） T

he seventh edition of D
eloitte &

 T
ouche L

L
P

’s G
lobal R

isk M
anagem

ent S
urvey, E

dw
ard H

ida, the report ’s editor and 

global leader of the risk and capital m
anagem

ent team
 at D

eloitte &
 T

ouche L
L
P
, F

ebruary 23, 2011, IT
 G

R
C
 F

O
R
U
M

.

（
32
） 

“S
ystem

ic R
egulation of L

arge B
ank H

olding C
om

panies U
nder the D

odd-F
rank A

ct ” by T
hom

as P
. V

artanian and G
ordon 

L
. M

iller.

（
33
） 

“T
he D

odd-F
rank W

all S
treet R

eform
 and C

onsum
er P

rotection A
ct-T

op 10 considerations for banks ” G
rant T

hornton 

L
L
P
.

（
34
） 

“U
nderstanding the N

ew
 F

inancial R
eform

 L
egislation: T

he D
odd-F

rank W
all S

treet R
eform

 and C
onsum

er P
rotection 

A
ct ” M

ayer B
row

n, July 2010. w
w
w
.m

ayerbrow
n.com

（
35
） 

関
雄
太
「
ゴ
ー
ル
ド
マ
ン
・
サ
ッ
ク
ス
に
お
け
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
の
取
り
組
み
」
野
村
資
本
市
場
研
究
所
資
本
市
場
ク
ォ
ー
タ
リ
ー

（
二
〇
一
一
年
冬
号
）
一
三
四
│
一
四
三
頁
。

（
36
） 

私
見
で
あ
る
が
、
同
原
則
に
は
簡
易
判
決
（sum

m
ary judgem

ent

）
の
存
在
な
ど
比
較
検
討
の
前
提
が
共
通
す
る
か
、
議
論
も
あ
る
。
銀
行

融
資
の
取
締
役
の
善
管
注
意
義
務
違
反
な
ど
、
従
前
の
判
例
で
は
米
国
は
我
が
国
よ
り
も
厳
格
と
も
み
ら
れ
、
一
概
に
言
い
切
れ
な
い
。
今
後
の
研

六
一
六



米
国
金
融
規
制
改
革
法
な
ど
国
際
金
融
法
制
に
お
け
る
新
た
な
リ
ス
ク
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
（
藤
川
）

（
一
〇
〇
九
）

究
課
題
と
し
た
い
。

（
37
） C

arem
ark

判
決
と
Ｅ
Ｒ
Ｍ
に
関
し
て
、S

tephen M
. B

ainbridge “C
arem

ark and E
nterprise R

isk M
anagem

ent ” 2009. w
w
w
.

delaw
arelitigation.com

/uploads/fi le/intB
0

（1

）.pdf .

（
38
） 
内
部
統
制
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
形
態
が
、
業
態
で
異
な
る
と
さ
れ
る
こ
と
と
軌
を
一
に
し
よ
う
か
。

（
39
） 

フ
ァ
ム
・
ヴ
ィ
エ
ト
・
デ
ュ
ク
「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
に
お
け
る
銀
行
取
締
役
の
注
意
義
務
」
横
浜
国
際
社
会
学
研
究
第
一
二
巻

第
二
号
（
二
〇
〇
七
年
八
月
）
一
二
三
│
一
三
九
頁
。

（
40
） 

私
見
と
し
て
、
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
の
域
外
適
用
に
よ
り
、
銀
行
業
務
の
狭
隘
化
が
進
め
ば
責
任
厳
格
化
へ
の
収
斂
、

シ
テ
ィ
基
準
に
よ
る
緩
和
等
が
検
討
さ
れ
よ
う
。

（
41
） 

齋
藤
憲
道
「
消
費
者
法
制
の
動
向
と
リ
ス
ク
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
│
安
全
問
題
を
中
心
に
│
」
日
本
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
特
別
講
義

（
二
〇
一
二
年
七
月
一
三
日
）。

（
42
） 

松
嶋
隆
弘
教
授
は
予
て
よ
り
会
社
法
全
般
の
観
点
か
ら
差
止
請
求
権
に
関
し
て
鋭
く
論
及
さ
れ
て
い
る
。
松
嶋
隆
弘
「
商
法
上
の
差
止
仮
処
分

の
「
実
効
性
」
に
つ
い
て
（
一
）
〜
（
三
・
完
）」
日
本
法
学
六
二
巻
三
号
（
一
九
九
六
年
）
五
一
三
│
五
三
五
頁
、
六
三
巻
二
号
（
一
九
九
七
年
）

二
七
七
│
三
〇
一
頁
、
六
四
巻
一
号
（
一
九
九
八
年
）
一
一
九
│
一
四
二
頁
。

（
43
） 

同
一
企
業
の
社
外
役
員
を
長
年
務
め
る
場
合
、
蓄
積
も
増
加
し
よ
う
が
独
立
性
の
希
薄
化
も
懸
念
さ
れ
再
任
制
限
に
つ
き
、
コ
ニ
カ
ミ
ノ
ル
タ

ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社
（
委
員
会
設
置
会
社
）
は
社
外
取
締
役
の
任
期
を
原
則
四
年
と
す
る
。
社
外
役
員
の
人
材
不
足
が
指
摘
さ
れ
る
所
以

で
あ
ろ
う
。

（
44
） 

リ
ー
マ
ン
・
ブ
ラ
ザ
ー
ス
で
は
、
ラ
イ
バ
ル
企
業
（
ゴ
ー
ル
ド
マ
ン
・
サ
ッ
ク
ス
）
元
Ｃ
Ｅ
Ｏ
が
財
務
長
官
と
し
て
金
融
当
局
の
指
揮
を
執
る

立
場
に
い
た
。

（
45
） 

バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
四
日
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
強
化
す
る
た
め
の
諸
原
則
」（P

rinciples for 

enhancing corporate governance

）
で
は
原
則
二
の
独
立
性
と
潜
在
的
利
益
相
反
に
お
い
て
会
社
利
益
に
資
す
る
場
合
は
待
機
期
間
（w

aiting 

period

）
設
定
、
関
与
を
避
け
る
事
項
を
文
書
で
明
確
化
す
る
等
の
利
益
相
反
軽
減
の
適
切
な
プ
ロ
セ
ス
を
設
け
る
べ
き
と
す
る
。

六
一
七



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
一
〇
一
〇
）

（
46
） 

ラ
イ
バ
ル
企
業
の
報
酬
、
親
戚
関
係
な
ど
。
年
金
支
給
や
保
険
継
続
な
ど
退
職
後
も
継
続
が
や
む
を
得
な
い
と
評
さ
れ
る
部
分
も
あ
る
と
み
ら

れ
、
法
的
要
件
化
に
は
馴
染
み
に
く
い
面
が
あ
る
。

（
47
） A

rturo B
ris “F

inancial Instrum
ents ” E

U
 A

S
IA

 C
O
R
P
O
R
A
T
E
 G

O
V
E
R
N
A
N
C
E
 D

IA
L
O
G
U
E
, July 6, 2012, F

inancial 

S
ervices A

gency, T
okyo. 

独
立
性
を
あ
る
程
度
は
犠
牲
に
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。

（
48
） H

anno M
erkt “E

U
 H

arm
onization

：W
hat has it A

chieved? ” 

注（
47
） D

IA
L
O
G
U
E
.

も
っ
と
も
市
場
規
律
の
有
用
性
が
否
定
さ
れ
る

も
の
で
も
な
い
。

（
49
） Julian F

ranks “S
hareholder A

ctivism
”, A

rturo B
ris &

 N
oriyuki Y

anagaw
a “F

inancial Instrum
ents ”, M

rrco B
echt 

“C
onclusions ” 

注（
47
） D

IA
L
O
G
U
E
.

一
株
一
議
決
権
原
則
は
市
場
の
フ
ァ
ン
ダ
メ
ン
タ
ル
ズ
が
前
提
で
、
こ
れ
を
欠
く
と
ガ
バ
ナ
ン
ス
機
能
に

歪
み
が
生
じ
る
。
低
価
格
時
の
株
買
い
占
め
は
容
易
で
、
全
体
の
効
率
性
を
失
う
。

（
50
） 

堀
本
善
雄
「
再
点
検
・
外
資
系
金
融
グ
ル
ー
プ
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
」
金
融
財
政
事
情
（
二
〇
一
〇
年
一
月
四
日
）
八
四
│
八
八
頁
。

（
51
） 

“R
oundtable D

iscussion on M
odern lssues about M

&
A
s under C

orporate and S
ecurities L

aw
s:A

 C
om

parative P
erspective ” 

T
he 43rd C

om
parative L

aw
 and P

olitics S
ym

posium
, U

niversity of T
okyo, A

ugust 3, 2012.

（
52
） Jacques B

uhart, M
cD

erm
ott W

ilI&
E
m
ery “C

urrent S
tatus of Im

plem
entation of the E

U
 T

akeover D
irective ” 

注（
51
） Sym

posium
.

（
53
） 

取
締
役
会
が
企
業
利
益
を
考
慮
し
買
収
者
と
利
害
が
反
す
る
とP

rincipal A
gent

問
題
が
生
じ
る
。

（
54
） 

複
数
議
決
権
に
関
し
て
、
英
国
は
中
立
性
規
定
を
採
用
し
つ
つ
、
複
数
議
決
権
や
議
決
権
制
限
な
ど
定
款
変
更
を
要
す
る
防
衛
策
は
株
主
総
会

特
別
決
議
（
七
五
％
）
に
よ
り
導
入
可
能
で
、
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
り
矛
盾
点
の
調
整
を
図
り
、
実
際
の
導
入
実
績
は
少
な
い
。
ド
イ
ツ
で
は

一
九
九
八
年
株
式
法
改
正
に
よ
り
複
数
議
決
権
制
度
を
廃
止
し
、
無
議
決
権
株
式
は
存
在
す
る
。

（
55
） C

ourt of C
hancery of D

elaw
are. Inre S

O
U
T
H
E
R
N
 P

E
R
U
 C

O
P
P
E
R
 C

O
R
P
O
R
A
T
IO

N
 S

H
A
R
E
H
O
L
D
E
R
 D

E
R
IV

A
T
IV

E
 

L
IT

IG
A
T
IO

N
. C

.A
.N

o.961-C
S
. S

ubm
itted:July 15, 2011. D

ecided: O
ct. 14, 2011. R

evised:D
ec.20, 2011.

（W
E
S
T
 L

A
W

）

（
56
） Jill F

isch “A
 R

ecent C
ase In T

he U
.S

. ” 

注（
47
） D

IA
L
O
G
U
E
.

六
一
八



米
国
金
融
規
制
改
革
法
な
ど
国
際
金
融
法
制
に
お
け
る
新
た
な
リ
ス
ク
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
（
藤
川
）

（
一
〇
一
一
）

（
57
） 

神
田
秀
樹
「
い
わ
ゆ
る
受
託
者
責
任
に
つ
い
て
：
金
融
サ
ー
ビ
ス
法
へ
の
構
想
」
財
務
省
「
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・
レ
ビ
ュ
ー
」M

arch-2001.

九
八
│
一
一
〇
頁
。
田
岡
絵
里
子
「
忠
実
義
務
か
ら
み
た
信
認
関
係
の
内
容
と
そ
の
性
質
」
早
稲
田
法
学
五
八
巻
二
号
（
二
〇
〇
八
年
）
三
五
九
│

四
一
二
頁
。
村
本
武
志
「
投
資
取
引
に
お
け
る
信
認
義
務
の
機
能
と
役
割
」
現
代
法
学
第
二
一
号
（
二
〇
一
二
年
三
月
）
三
一
│
八
一
頁
。

（
58
） 
取
締
役
の
信
認
義
務
違
反
を
問
う
場
合
、
完
全
公
正
基
準
（entire fairness test

）、
経
営
判
断
原
則
、
中
間
的
基
準
が
あ
り
、
完
全
公
正
基

準
は
利
益
相
反
取
引
な
ど
の
厳
格
基
準
で
あ
る
。
中
間
的
基
準
は
敵
対
的
買
収
の
支
配
権
争
い
な
ど
の
局
面
で
取
締
役
の
行
為
の
公
正
・
合
理
性
に

つ
い
て
、
取
締
役
に
立
証
責
任
が
課
せ
ら
れ
る
（
ユ
ノ
カ
ル
判
決
、
レ
ブ
ロ
ン
判
決
な
ど
）。

（
59
） 

多
数
派
株
主
を
利
す
る
利
益
相
反
取
引
・
自
己
取
引
を
禁
ず
る
忠
実
義
務
違
反
で
は
責
任
軽
減
・
免
除
（
デ
ラ
ウ
エ
ア
州
会
社
法
一
〇
二
条

（
ｂ
）（
七
））、
責
任
保
険
適
用
（
Ｄ
＆
Ｏ
）（
一
四
五
条
）
は
な
い
。

（
60
） In re S

outhern P
eru C

opper: C
ourt of C

hancery G
rants $1.263 B

illion A
w
ard in F

iduciary D
uty C

ase w
ith C

ontrolling 

S
tockholder, http://us.practicallaw

.com
/4-509-4510?source=rss

（
61
） Jill F

isch “A
 R

ecent C
ase In T

he U
.S

. ” 

注（
51
） Sym

posium
. G

roup M
exico

の
下
にS

outhern P
eru C

opper

（
五
四
・
一
七
％

equity

、
六
三
・
〇
八
％voting

、
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
上
場
）、M

inera M
exico

（
九
九
・
一
五
％
、
非
上
場
）
が
あ
り
、
株
式
交
換
に
よ
り
、S

outhern 

P
eru

にM
inera M

exico

を
吸
収
さ
せ
る
た
め
に
、G

roup M
exico

はM
inera M

exico

の
株
式
（
九
九
・
一
五
％
）
をS

outhern P
eru

に
譲

渡
し
、S

outhern P
eru

は67.2m
illion new

 shares
をG

roup M
exico

に
発
行
す
る
。S

outhern P
eru

はM
inera M

exico

（
九
九
・
一
五
％
）

を
取
得
し
、G

roup M
exico

はS
outhern P

eru

の
約
八
〇
％
を
取
得
す
る
に
至
る
。M

inera M
exico

の
株
式
評
価
が
高
額
で
あ
る
と
し
て
問

題
と
な
っ
た
。
特
別
委
員
会
はF

inancial A
dvisor

で
あ
るG

oldm
an S

achs

のdiscount cash

法
に
よ
る
過
大
な
評
価
を
採
用
し
た
（
三
対
一

の
賛
成
多
数
）。P

eru

事
件
は
最
終
判
決
は
ま
だ
出
て
お
ら
ず
、
係
争
事
件
が
厳
格
な
デ
ラ
ウ
エ
ア
州
か
ら
他
州
に
移
る
傾
向
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
62
） 

裁
判
官
が
公
正
さ
の
レ
ビ
ュ
ー
は
と
も
か
く
評
価
ま
で
行
う
こ
と
は
我
が
国
で
は
困
難
で
あ
る
。
九
〇
％
の
受
入
価
格
を
下
回
ら
な
い
こ
と
、

不
公
正
さ
が
示
さ
れ
れ
ば
立
証
責
任
は
反
対
株
主
に
転
換
さ
れ
る
。
九
〇
％
の
受
入
価
格
で
も
不
信
と
な
る
ケ
ー
ス
と
し
て
Ｔ
Ｏ
Ｂ
ル
ー
ル
に
従
わ

ず
、
情
報
開
示
も
な
く
関
与
取
締
役
が
除
外
さ
れ
な
い
場
合
が
存
在
し
う
る
と
の
指
摘
に
つ
き
、
神
田
秀
樹
「
我
が
国
の
Ｍ
Ｂ
Ｏ
法
制
の
特
異
性
」

“M
B
O
s and S

qeeze-out ” 

注（
47
） D

IA
L
O
G
U
E
.

私
見
で
あ
る
が
、
価
格
決
定
自
体
は
申
立
が
あ
れ
ば
可
能
で
、
裁
判
官
に
よ
る
公
正
価
格
算

六
一
九



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
一
〇
一
二
）

定
が
我
が
国
で
不
可
能
と
ま
で
言
い
切
れ
る
か
、
今
後
検
討
さ
れ
よ
う
か
。
関
連
し
て
、
メ
デ
ィ
ア
エ
ク
ス
チ
ェ
ン
ジ
株
式
価
格
決
定
申
立
事
件

（
最
決
二
〇
一
〇
年
一
二
月
七
日
全
判
一
三
六
〇
号
二
三
頁
）
で
は
、
前
提
と
し
て
上
場
廃
止
で
個
別
株
主
通
知
制
度
を
失
い
原
告
適
格
を
喪
失
し

て
い
る
。
鳥
山
恭
一
・
法
学
セ
ミ
ナ
ー
六
七
五
号
一
二
一
頁
（
二
〇
一
一
年
）、
仁
科
秀
隆
「
メ
デ
ィ
ア
エ
ク
ス
チ
ェ
ン
ジ
株
式
価
格
決
定
申
立
事

件
最
高
裁
決
定
の
検
討
」
商
事
法
務
一
九
二
九
号
（
二
〇
一
一
年
）
四
頁
ほ
か
。

（
63
） 

市
場
価
格
が
存
在
す
る
中
で
の
評
価
と
い
う
事
案
で
あ
り
、G
oldm

an S
achs

も
罠
に
は
ま
っ
た
。Jill F

isch 

注（
51
） Sym

posium
. 

デ
ラ

ウ
エ
ア
州
で
は
意
図
的
に
企
業
利
益
に
反
し
た
場
合
の
み
支
配
株
主
の
関
係
で
特
別
委
員
会
の
責
任
が
問
わ
れ
、
こ
の
点
で
特
別
委
員
会
の
責
任
を

問
う
水
準
は
高
い
。

（
64
） 

忠
実
義
務
違
反
と
す
る
点
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
衡
平
法
裁
判
所
の
立
場
と
矛
盾
す
る
も
の
で
な
い
。
私
見
で
あ
る
が
、
多
数
株
主
を
利
す
る
場
合

も
忠
実
義
務
違
反
と
す
れ
ば
例
外
的
と
な
り
、
正
面
切
っ
て
誠
実
義
務
違
反
と
す
れ
ば
忠
実
義
務
か
ら
切
り
離
す
同
州
最
高
裁
の
立
場
に
な
る
の
で

あ
ろ
う
か
。

（
65
） E

isenberg

・
前
掲
注（
26
）。
経
営
判
断
の
吟
味
の
基
準
に
関
し
、
忠
実
義
務
の
事
例
で
は
最
も
厳
格
な
誠
実
お
よ
び
純
粋
な
公
正
基
準
が
適

用
さ
れ
る
。

（
66
） 

忠
実
義
務
違
反
に
関
し
て
デ
ラ
ウ
エ
ア
州
判
例
の
大
部
分
は
差
止
に
よ
り
契
約
無
効
、
執
行
不
可
と
な
る
が
、
我
が
国
で
は
忠
実
義
務
は
善
管

注
意
義
務
に
含
ま
れ
、
損
害
賠
償
請
求
の
形
式
を
と
る
。
注（
47
） D

IA
L
O
G
U
E

神
田
秀
樹
発
言
。
こ
の
ほ
か
、
経
営
判
断
と
差
止
請
求
に
関
す

る
考
察
と
し
て
近
藤
光
男
・
前
掲
注（
26
）一
一
八
│
一
二
一
頁
。

（
67
） 

差
止
命
令
（injunction

）
制
度
の
あ
る
米
国
と
異
な
り
、
監
査
役
の
差
止
請
求
に
関
し
て
、
我
が
国
で
は
著
し
い
損
害
の
立
証
責
任
が
ネ
ッ

ク
と
な
ろ
う
か
。
ま
た
株
主
が
監
査
役
に
差
止
請
求
を
求
め
る
制
度
の
創
設
に
つ
き
、
稲
葉
威
雄
『
会
社
法
の
解
明
』
中
央
経
済
社
（
二
〇
一
〇

年
）
四
三
〇
頁
。

（
68
） 

改
正
英
国
会
社
法
で
はstakeholder

の
考
察
を
取
り
込
み
、
濫
用
的
買
収
が
起
こ
り
に
く
く
な
る
と
さ
れ
、
ユ
ノ
カ
ル
判
決
と
親
和
性
が
あ

ろ
う
（
レ
ブ
ロ
ン
判
決
は
株
主
重
視
に
戻
る
）。
ブ
ル
ド
ッ
ク
ソ
ー
ス
事
件
（
最
高
裁
決
定
二
〇
〇
八
年
八
月
七
日
）
で
総
会
の
八
割
以
上
の
株
主

賛
意
を
根
拠
の
一
つ
に
掲
げ
る
我
が
国
最
高
裁
の
判
断
に
対
し
て
批
判
的
見
解
を
示
す
経
済
産
業
省
『
近
時
の
諸
環
境
の
変
化
を
踏
ま
え
た
買
収
防

六
二
〇



米
国
金
融
規
制
改
革
法
な
ど
国
際
金
融
法
制
に
お
け
る
新
た
な
リ
ス
ク
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
（
藤
川
）

（
一
〇
一
三
）

衛
策
の
在
り
方
』（
二
〇
〇
八
年
六
月
）
八
│
九
頁
と
同
じ
括
り
と
い
え
よ
う
か
。

（
69
） 

長
谷
川
俊
明
『
企
業
に
お
け
る
不
正
と
内
部
統
制
│
国
際
商
取
引
の
留
意
点
│
』
国
際
商
取
引
学
会
（
二
〇
一
二
年
七
月
二
一
日
）。

（
70
） 
「
英
国
で
新
た
な
贈
収
賄
禁
止
法
が
成
立
」O

’M
elvency&

M
yers L

L
P

（
二
〇
一
〇
年
五
月
一
〇
日
）
参
照
。w

w
w
.om

m
tokyo.jp/new

s/

backnum
ber/20100510.htm

l 

（
71
） 

立
証
責
任
に
つ
き
、U

nited S
tates v. K

ay, 359 F
.3d 738, 754-56 

（5th C
ir. 2004

）

（
72
） 

「
二
〇
一
一
年
七
月
一
日
施
行
予
定
の
英
国
贈
収
賄
法
│
英
国
法
務
省
が
英
国
贈
収
賄
法
の
適
用
に
関
す
る
指
針
を
発
表
│
」
モ
リ
ソ
ン
・

フ
ォ
ス
タ
ー
外
国
法
事
務
弁
護
士
事
務
所
（
二
〇
一
一
年
四
月
一
五
日
）。http://w

w
w
.m

ofo.jp/topics/legal-updates/tlcb/20110415.htm
l

（
73
） 

河
村
賢
治
「
証
券
市
場
の
信
頼
性
向
上
と
取
締
役
会
の
改
革
」
証
券
経
済
学
会
（
二
〇
一
二
年
六
月
九
日
）。
会
社
法
制
に
お
け
る
ガ
バ
ナ
ン

ス
の
検
討
に
関
し
て
は
論
点
も
多
く
、
別
稿
を
期
し
た
い
。

（
74
） 

支
配
株
主
の
忠
実
義
務
に
関
し
て
、
支
配
株
主
の
権
限
濫
用
行
為
の
規
制
に
つ
き
、
我
が
国
は
明
文
規
定
な
く
、
不
法
行
為
責
任
説
、
忠
実
義

務
説
、
事
実
上
の
取
締
役
説
の
法
理
解
釈
が
さ
れ
る
。
忠
実
義
務
説
（
出
口
正
義
『
株
主
権
法
理
の
展
開
』
文
眞
堂
（
一
九
九
一
年
）
三
頁
他
）
で

は
支
配
株
主
に
忠
実
義
務
を
認
め
る
が
、
有
限
責
任
と
い
う
立
法
上
の
難
点
も
指
摘
さ
れ
る
。
江
頭
憲
治
郎
『
株
式
会
社
法
（
第
四
版
）』
二
一
頁

（
有
斐
閣
二
〇
一
一
年
）。
事
実
上
の
取
締
役
と
み
て
監
視
義
務
と
構
成
す
る
判
例
も
み
ら
れ
る
。
京
都
地
判
平
成
四
・
二
・
五
（
判
時
一
三
七
六
号

一
一
〇
頁
・
金
判
八
八
〇
号
二
四
頁
）、
大
阪
地
判
平
成
二
三
・
一
〇
・
三
一
（
判
時
二
一
三
五
号
一
二
一
頁
）。
私
見
で
あ
る
が
、
事
実
上
の
取
締

役
説
も
四
二
九
条
に
包
摂
さ
れ
、
さ
ら
に
別
途
、
株
主
の
権
利
行
使
に
関
す
る
利
益
供
与
（
会
社
法
一
二
〇
条
）
と
し
て
構
成
す
る
こ
と
も
可
能
で

あ
ろ
う
か
。

（
75
） 

正
木
義
久
・
野
崎
竜
一
「
日
米
の
フ
ィ
デ
ュ
ー
シ
ャ
リ
│
義
務
の
変
容
と
比
較
」
商
事
法
務
一
八
〇
四
号
（
二
〇
〇
七
年
七
月
）
三
〇
│
四
一

頁
、
江
頭
憲
治
郎
『
株
式
会
社
法
』
有
斐
閣
（
二
〇
〇
六
年
）
三
九
一
│
三
九
二
頁
。

（
76
） 

拙
稿
「
金
融
危
機
後
の
国
際
金
融
法
規
制
の
展
望
と
新
た
な
統
合
的
リ
ス
ク
管
理
な
ら
び
に
ガ
バ
ナ
ン
ス
体
制
構
築
に
向
け
て
」『
現
代
企
業

法
学
の
理
論
と
動
態
』
奥
島
孝
康
先
生
古
希
記
念
第
一
巻
《
下
巻
》
成
文
堂
（
二
〇
一
一
年
一
〇
月
）
六
九
三
│
七
五
九
頁
。

（
77
） 

松
嶋
隆
弘
教
授
は
経
営
判
断
原
則
に
つ
き
、「
経
営
判
断
に
関
す
る
裁
判
所
の
審
査
能
力
の
問
題
…
事
後
的
な
事
情
に
基
づ
き
取
締
役
に
結
果

六
二
一
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年
一
月
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（
一
〇
一
四
）

責
任
を
負
わ
せ
る
…
不
当
で
あ
る
。
…
第
三
に
、
経
営
判
断
の
失
敗
に
関
す
る
リ
ス
ク
は
取
締
役
を
選
任
し
、
経
営
に
つ
き
委
任
し
た
株
主
に
負
わ

せ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
類
型
化
を
示
さ
れ
る
。
内
部
統
制
と
経
営
判
断
を
コ
イ
ン
の
裏
表
と
評
さ
れ
、
前
提
事
実
の
認
識
と
意
思
決
定
過
程
、

プ
ロ
セ
ス
と
内
容
の
区
別
を
図
る
等
、
従
来
よ
り
議
論
の
あ
っ
た
課
題
を
切
り
込
ま
れ
、
裁
判
所
の
審
査
能
力
に
つ
い
て
も
判
断
基
準
の
透
明
化
を

示
さ
れ
る
。
先
見
の
明
あ
る
見
解
で
参
照
す
べ
き
で
あ
る
。
松
嶋
隆
弘
・
前
掲
注（
20
）三
八
│
四
〇
頁
、
同
「
債
務
の
株
式
化
に
関
す
る
一
考
察
」

石
山
卓
磨
・
上
村
達
男
・
川
島
い
づ
み
・
尾
崎
安
央
編
著
酒
巻
俊
雄
教
授
古
稀
記
念
論
文
集
『
二
一
世
紀
の
企
業
法
制
』
商
事
法
務
（
二
〇
〇
三

年
）
七
九
三
│
八
〇
九
頁
、
同
「
会
社
法
に
お
け
る
株
主
の
地
位
と
企
業
承
継
」『
二
一
世
紀
の
家
族
と
法
│
小
野
幸
二
教
授
古
稀
記
念
論
集
』
法

学
書
院
（
二
〇
〇
七
年
）
五
三
二
│
五
四
七
頁
。

（
78
） 

形
式
的
株
主
主
義
の
修
正
で
、
支
配
株
主
で
な
く
経
営
陣
か
ら
み
た
企
業
価
値
向
上
に
重
き
を
置
く
と
み
れ
ば
経
営
者
寄
り
的
と
も
評
さ
れ
る

同
州
裁
判
所
の
傾
向
と
の
相
似
も
な
し
と
せ
ず
、
エ
ア
・
ガ
ス
社
ラ
イ
ツ
プ
ラ
ン
事
案
と
も
整
合
す
る
。
支
配
株
主
と
対
立
関
係
が
あ
る
上
場
企
業

で
は
多
面
的
な
企
業
価
値
を
考
慮
し
積
極
的
修
正
の
方
向
性
を
示
し
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
忠
実
義
務
等
は
論
点
も
多
く
、
別
稿
で
比
較
法
的
検

討
を
進
め
た
い
。
私
見
で
あ
る
が
、
米
国
の
信
認
義
務
の
中
に
注
意
義
務
、
忠
実
義
務
が
あ
る
が
、
本
来
的
に
は
取
締
役
の
義
務
で
あ
り
、
誠
実
義

務
に
つ
い
て
も
し
か
り
で
、
信
認
義
務
に
入
る
か
、
あ
る
い
は
忠
実
義
務
の
下
部
概
念
と
構
成
す
る
に
せ
よ
、
株
主
の
義
務
を
こ
れ
に
含
め
る
こ
と

は
無
理
も
あ
る
。
取
締
役
が
責
任
を
担
う
対
象
を
会
社
ま
た
は
株
主
と
す
る
二
つ
の
考
え
方
が
米
国
で
議
論
に
な
り
、
会
社
で
あ
る
と
す
れ
ば
支
配

株
主
の
忠
実
・
誠
実
義
務
違
反
は
認
定
し
や
す
い
。
そ
の
場
合
の
議
論
の
大
枠
と
し
て
、
ド
イ
ツ
法
的
に
ヨ
コ
の
関
係
を
重
視
し
、
株
主
相
互
間
の

誠
実
義
務
違
反
・
株
主
間
差
別
化
と
み
る
立
場
と
親
和
性
が
あ
り
、
英
米
法
的
契
約
理
論
か
ら
は
組
合
的
に
当
初
の
構
成
員
合
意
の
原
点
に
帰
る
ア

プ
ロ
ー
チ
と
な
ろ
う
か
。

（
79
） S

outhern P
eru

事
件
に
関
し
て
も
、
今
後
最
高
裁
の
司
法
判
断
を
経
て
、
多
数
支
配
な
ど
の
株
主
ガ
バ
ナ
ン
ス
経
営
が
い
か
に
変
容
す
る
か

も
注
目
さ
れ
る
。

﹇
本
稿
は
二
〇
一
一
年
度
日
本
大
学
法
学
部
研
究
費
（
共
同
研
究
）
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
﹈

六
二
二
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一
〇
四
四
）

米国の 2010 年司法省・連邦取引委員会
「水平的合併ガイドライン」の概要

野木村　忠　邦
　目　次

Ⅰ　はしがき

Ⅱ　2010 年合併ガイドラインの主要改訂ポイント

Ⅲ　米国における合併ガイドラインの変遷

　 1．1982 年合併ガイドラインの概要

　 2．1984 年合併ガイドラインの概要

　 3．1992・1997 年合併ガイドラインの概要

　 4．小括

Ⅳ　結びに代えて

Ⅰ　はしがき

本稿は本学の政治経済学部門の重鎮として長年に渡り本学の研究教

育レベルの向上に尽力されてこられた高木勝一教授がこの度古希を迎

えられることを慶祝して急拠執筆したものであり、また内容としては

米国の司法省（Department of Justice）の反トラスト局（以下、「DOJ」と

略記する）と連邦取引委員会（Federal Trade Commission（以下、「FTC」と

略記する））が共同して、2010 年 8 月 19 日に布告した水平的合併ガイド

ライン（Horizontal Merger Guidelines（以下、「HMG」と略記される場合もあ

る⑴）、以下、「2010 年合併ガイドライン」と略記する）についてその概要を

紹介することを目的とするものである⑵⑶⑷。どういう事情があるのか

筆者にはまったく理解できないのであるが、わが国有力マスコミは

2010 年合併ガイドラインの布告についてまったく報道しようとはせず、
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）

学界・実務界も通り一遍の説明に終始しているような状態である。

2010 年合併ガイドラインは、日本企業が米国企業と（を）合併・買収

する場合はもちろん、米国に一定規模以上の資産を有する日本国内の

日本企業同士の合併・買収にも適用される以上（域外適用とまで云う論者

もいる）、わが国企業にとっては 2010 年合併ガイドラインについてどの

点が主要改訂ポイントであるのか、正確に理解することは喫緊の課題

であるように思われる。

2010 年合併ガイドラインはDOJ・FTCが 1992 年 4 月 2 日に共同で

布告した「水平的合併ガイドライン」（以下、「1992 年合併ガイドライン」

と略記する。同合併ガイドラインは 1997 年 4 月 2 日に FTC主導の下に部分的

に改訂されている）を 13 年振りにほぼ全面的に改訂したものである（以

下、「1992・1997 年合併ガイドライン」と略記する場合もある）。

DOJ と FTCは、2009 年 4 月の ABA反トラスト部会のパネル討論

会の席上 1992・1997 年合併ガイドラインを全面的に改訂する方針を明

かし（J. レイボヴィッツFTC委員長）、2009 年 9 月以降、全米各地で 5回

に渡るワークショップを開催し、実務家・法学者・エコノミスト及び

産業界からの意見を広く聴取して、2010 年 4 月にはドラフトをまとめ

上げ、パブリックコメントを得て若干微調整し、同年 8月 19 日に最終

的に布告するに至ったものである。

2010 年合併ガイドラインはなぜオバマ政権発足後間もない時点で布

告される必要があったのか。DOJ・FTCは 1992・1997 年合併ガイド

ラインの布告以降、合併の競争制限・阻害効果の分析方法に関する法

学・経済学分野の学識の目覚ましい発展、合併審査に於ける重点の置

き方の変化等を合併ガイドラインに反映させるためにどうしても必要

であったとしているが、1992・1997 年合併ガイドラインに根本的な欠

陥や問題点があったようには、また 1992・1997 年合併ガイドラインが

米産業界をはなはだしく混乱させていたようにも思われない。これは

私見ではあるが、2010 年合併ガイドラインはオバマ政権のDOJ と

FTCが前ブッシュ共和党政権下でとられていたものとは明らかに異な
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る合併規制政策を採ろうとしていることを産業界・司法界に印象付け

ようとする政治的動機に基づくものであったと捉えることができるの

ではないだろうか⑸。

以下、2010 年合併ガイドラインに見られる主要改訂ポイント、米国

における合併ガイドラインの変遷（1968 年～2010 年）について若干述べ

ることにしたい。

Ⅱ　2010 年合併ガイドラインの主要改訂ポイント

2010 年合併ガイドラインは、1992 年 4 月 2 日に DOJ と FTCが共同

で布告した“水平的合併ガイドライン（Horizontal Merger Guidelines；以

下「1992 年合併ガイドライン」と略記する場合もある。1997 年 4 月 2 日に部分

的ではあるがきわめて重要な改訂が行われた）”を全面的に改訂したもので

その主要ポイントは次の通り。

①　合併分析のための単一の方法論（single methodology）を採用するも

のではないことを明かにしている；2010 年合併ガイドラインは合併

が競争を実質的に制限することとなるかどうかを決定するために各

種の方法を用いるとしている。

②　負の競争効果の証拠（evidence of adverse competitive eff ects）に関す

る章の新設。2010 年合併ガイドラインは合併による競争効果を予測

する上で、きわめて有用な情報を提供すると思われる証拠のカテゴ

リーとソースについて検討している。

③　2010 年合併ガイドラインでは、市場画定（market defi nition）はそれ

自体目的ではなく、また市場分析の出発点ではないことを明確にし、

及び市場集中（market concentration）は合併の競争制限・阻害効果を

解明する限りで有用であるとしている。

④　2010 年合併ガイドラインは関連市場を画定するために用いられる

仮想的独占者基準（hypothetical monopolist test）⑹について詳細に議論

するとともに、実際のケースにおける使用方法について説明してい

る。
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⑤　やや集中した市場（moderately concentrated markets）及び高度に集中

した市場（highly concentrated markets）における合併の訴追基準の緩

和。2010 年合併ガイドラインは、やや集中した市場については、

1992 年合併ガイドラインではHHI⑺で 1000～1800 ポイントであった

もの（HHI上昇度100ポイント超）を、HHIで1500～2500ポイント（HHI

上昇度 100 ポイント超）に、高度に集中した市場については 1992 年合

併ガイドラインではHHI で 1800 ポイント超（HHI 上昇度 100 ポイント

超）であったものを 2500 ポイント超（HHI 上昇度 200 ポイント超）に引

き上げた。

HHI 訴追基準の見直しは、2010 年合併ガイドラインにおいて初め

て行われた。これまでHHI 訴追基準はあまりにも低く設定されてい

たからである。ハーバード学派、シカゴ学派、ポストシカゴ学派、

はたまたポピュリストを問わず、今や反トラスト関係のエコノミス

ト、法学者の誰もがHHI 訴追基準をはるかに上回る、著しく集中の

進んだ市場がきわめて競争的に機能していることを認識するように

なってきている。DOJ・FTCが合併ガイドラインのHHI 訴追基準を

はるかに上回る合併を訴追しなかった事例は多数ある。このため、

DOJ・FTCは実際は合併ガイドラインとはかなり異なる数値のHHI

訴追基準を採用しているのではないかと疑う者さえ見られた。

⑥　協調効果に関する章を改訂。2010 年合併ガイドラインは協調的効

果については⑻、単独効果同様、反トラスト法により禁止されていな

い場合も含まれることを明確にした。

⑦　単独効果に関する検討を更に拡大。2010 年合併ガイドラインは合

併がイノベーションに及ぼす影響を含めて、DOJ と FTCが単独効

果をどのように評価するかについての検討を詳細に行っている。

⑧　関連市場への参入の容易性に関する議論の簡素化。2010 年合併ガ

イドラインは当該合併が市場力を強化する公算がほとんどないと判

断できるほど関連市場への参入が容易であることをDOJ と FTCが

どのように評価するかについての議論を大幅に簡略化している。

22

六
四
九



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
一
〇
四
〇
）

⑨　強力な買手（power buyer）、競争関係にある買手企業間の合併

（mergers between competing buyers）、部分的取得（partial acquisitions）

に関する章の新設

これら主要改訂ポイントは前ブッシュ政権下のDOJ 反トラスト局

（当時の反トラスト局長はワシントンD.C. の法実務家出身のT. バーネット氏

（元ABA反トラスト部会長、シカゴ学派路線を採っているとして民主党支援グ

ループから厳しく批判された））が 2006 年に布告した「水平的合併ガイド

ライン注釈（Commentary on the Horizontal Merger Guidelines）」において

既に指摘されていた 1992 年合併ガイドラインの問題点でもある。

以上から見て、2010 年合併ガイドラインは合併審査基準（merger 

図 1　HHI 基準（合併後）による市場の分類

市場の分類 1992 年合併ガイドライン 2010 年合併ガイドライン

集中していない市場 ＜ 1,000 ＜ 1,500

やや集中している市場 1,000 ─ 1,800 1,500 ─ 2,500

高度に集中している市場 ＞ 1,800 ＞ 2,500

図 2　競争問題を惹起する可能性のある HHI 上昇度

市場の分類 1992 年合併ガイドライン 2010 年合併ガイドライン

やや集中している市場 ＞ 100 ＞ 100

高度に集中している市場 ＞ 50 ＞ 100，＜ 200

図 3　市場力を強化する公算があると推定される HHI 上昇度

市場の分類 1992 年合併ガイドライン 2010 年合併ガイドライン

高度に集中している市場 ＞ 100 ＞ 200

（出所）　図 1～ 3は 1992 年合併ガイドライン及び 2010 年合併ガイドラインに
基づき作図（なお、作図に当っては、McDermott Will & Emery, FERC 
Reaffirms Merger Policy, Does not Adopt DOJ/FTC 2010 Horizontal 
Merger Guidelines （NewsLetter Feb 27, 2012）を参考にした。ここに厚
く感謝する次第である）
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review standers）を大幅に修正するものではなく、合併審査プロセスを

明確化しようとするものであることが分かるであろう。

Ⅲ　米国における合併ガイドラインの変遷⑼⑽⑾

1 ．1982 年合併ガイドラインの概要

2010 年合併ガイドラインは 1992・1997 年合併ガイドラインを全面的

に改訂したものであるが、私見ではあるが、合併分析の方法論等に於

いては 1982 年 6 月 14 日 に DOJ が 布告した合併ガイドライン

（Department of Justice, Merger Guidelines of 1982；以下「1982 年合併ガイド

ライン」と略記）の延長線上にあると位置付けることができよう⑿。2010

年合併ガイドラインは 1982 年合併ガイドラインの主要な分析概念をほ

ぼ採用・踏襲しているからである。1982 年合併ガイドラインは、レー

ガン政権下のDOJ 反トラスト局の初代局長であったシカゴ学派に属す

ると見做されていたW. バクスター氏（スタンフォード大学ロースクール

教授から出向）の強力な指導の下に同氏の教え子の 1人である反トラス

ト局長特別補佐官のT. ベーカー氏（バージニア大学ロースクール助教授か

ら出向）にスタンフォード大学ロースクールでの同氏の反トラスト法講

義の線に沿って原案をほぼ 1年かけて作成させたものである（同局の経

済政策室長であった敏腕エコノミストのR. ホワイト氏（ニューヨーク大学経済

学部教授から出向）も全面的に協力したと言われている）。W. バクスター氏

自身は合併それ自体の競争制限・阻害効果もさることながら、シカゴ

学派の代表的エコノミストの J. スティグラーの影響を受けたのであろ

う、合併による寡占的協調関係の形成・強化（今日、合併の協調的効果と

云われている）にとりわけ強い関心を持っていたと云われている。1968

年合併ガイドラインは 1960 年代の最高裁判例（市場集中度の高さから競

争制限・阻害効果を推定するというアプローチを採っていた）に基づいてい

たが、1982 年合併ガイドラインは当時の経済学（産業組織論）における

主流理論に基づいていたと言えよう。以下、2010 年合併ガイドライン

と比較対照するという観点から、1982 年合併ガイドラインの基本的枠
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組みを概観してみよう。

（１）　1968 年合併ガイドラインとの比較
DOJ は、1982 年 6 月 14 日、新しい「合併規制に関するガイドライ

ン （Merger Guidelines）」（全文 44 頁）を公表した。

1982 年合併ガイドラインは、レーガン政権下のDOJ の合併規制方針

を説明するものであり、1968 年合併ガイドライン（ジョンソン政権下の

司法省反トラスト局（当時の司法長官はR. クラーク氏、反トラスト局長はハー

バード学派（市場構造を極端に重視するエコノミストのグループ）のリーダー

であったD. ターナー氏）により 1968 年 5 月 30 日に─D. ターナー反トラスト

局長の離任する前日であった─に公表）を全面的に改訂したものであった⒀。

1968 年合併ガイドラインは 1968 年以降、DOJ の合併規制方針が著

しく変化したために、活用されておらず、とりわけ 1974 年以降の 8年

間はほとんど無視されている状態にあった。

レーガン政権下のDOJ は 1981 年の春以来、W. バクスター反トラス

ト局長の下で、ガイドラインの改訂作業に取り組んできた。

1982 年合併ガイドラインは、1968 年合併ガイドラインを若干緩和す

るものとなった。すなわち、1968 年合併ガイドラインは、水平的合併

に関して厳格な訴追基準を設けていた。1982 年合併ガイドラインは、

1968 年合併ガイドラインの下で訴追を受けた水平的合併の一部を許容

することになった。

1982 年合併ガイドラインの要点は、次のとおり。

①　市場を画定するための詳細な基準が訟けられた。

当該製品の価格を 5％引上げることが可能か否かという基準に基づき、

市場は画定されることになった。

1968 年合併ガイドラインには、市場を画定する基準は設けられてい

なかった。

②　合併は、水平的合併（horizontal mergers）と非水平的合併（non-

horizontal mergers）の二つに分類され、それぞれについて訴追基準が設
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けられることになった。

1968 年合併ガイドラインでは、合併は、水平的合併（horizontal 

mergers）、垂直的合併（vertical mergers）、コングロマリット的合併

（conglomerate mergers）の三つに分編され、それぞれについて訴追基準

が設けられていた。

③　市場は、ハーフィンダール・ハーシュマン指数（Herfi ndahl 

Hirshman Index（HHI と略記される））に基づき、「集中度の低い市場」「集

中度がやや高い市場」「集中度が著しく高い市場」の三つに分類された。

水平的合併規制は、それぞれの市場における合併によるハーフィン

ダール指数の変化に基づき行われ、集中度が著しく高い市場における

合併については厳重な審査が行われるとした。

1968 年合併ガイドラインでは、市場は、四社集中度（four-fi rm 

concentration ratio）に基づき、「集中度が高い市場」「集中度が高くない

市場」の二つに分類され、水平的合併規制は、それぞれの市場におけ

る合併当事会社の市場シェアに基づき行われてた。

④　訴追対象から外される合併の条件が明示された。このため、企

業は、DOJ の訴追を受けるのではないかという不安を抱かずに、合併

計画を推進することができるとみられた。

W. バクスター反トラスト局長は、「集中度が低い市場における合併

については、訴追を行わない」とくり返し言明した。1968 年合併ガイ

ドラインでは、この点については、何らの基準も認けられていなかっ

た。

（２）　レーガン政権下のDOJ による合併規制の実情
1982 年合併ガイドラインは、レーガン政権下のDOJ の合併規制方針

を示したものであった。

レーガン政権下のDOJ は、水平的合併については厳格に規制するが、

垂直的・コングロマリット的合併については水平的競争を制限しない

限り規制しないという態度を採った。合併規制に関する限り、レーガ
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ン政権と従来の政権（ニクソン‐フォード政権、カーター政権）との間に

は基本的な点で変化はない、と言えよう。もし、変化があるとすれば、

従来の政権が合併を本来的に危険なものとみていたのに対して、レー

ガン政権は合併を生産性を向上させる手段としてみている、ところに

あった。

レーガン政権下のDOJ が水平的合併規制にどのように取り組んでき

たかを、概観してみよう。

①　Heilemann ／ Schlitz 事件

1981 年 7 月、Heilemann 社（以下、Hと略記）は、Schlitz 社（以下、S

と略記）に同社買収を申し入れた。Hは、米国第 6位のビール会社で、

売上高 8億 4000 万ドル、市場シェア約 8％であった（いずれも 1980 年）。

Sは、米国第 4位のビール会社で、売上高 8億 9600 万ドル、市場シェ

アは 8％であった（いずれも 1980 年）。Hは S買収に成功すれば、米国

第 3位のビール会社になったであろう。

10 月 21 日、DOJ は、Hに対して、S買収は反トラスト法に違反す

るとして、提訴する旨を通告した。

DOJ の見解では、HによるS買収は、米国全体および中西部地域に

おけるビール製造・販売分野における競争を減殺するおそれがあった。

DOJ から提訴する旨の通告を受け、Hは S買収を断念した。

②　American Maise ／ Bayuk 事件

1981 年 American Maise 社（以下、Aと略記）は、Bayuk（以下、Bと略

記）に買収を申し入れた。

Aは、米国第 3位の葉巻タバコ製造会社であり、市場シェア 10.5％

である（売上高）。Bは、米国第5位の葉巻タバコ製造会社で、市場シェ

ア 6.5％（売上高）である。

1981 年 12 月 22 日、DOJ は、AによるB買収計画は、タバコ製造・

販売分野の競争を減殺することになり、反トラスト法に違反するとし

て提訴した。

1982 年 2 月 12 日、Bは今後五年間、ブランド、生産設備を、DOJ
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の承認を得ずに葉巻タバコ製造上位 4社に譲渡してはならないという

条件で、DOJ は、AによるB買収計画を承認した。

③　Stroh ／ Schlitz 事件

1982 年 3 月、Stroh 社（以下、St と略記）は、Schlitz 社（以下、Sと

略記）に株式の 67％の買収を申し入れた。

St は、米国第 7位のビール会社で、市場シェア 4.5％（1981 年）であ

る。Sは、米国第 3位のビール会社で、市場シェア 7.8％（1981 年）で

ある。St は、Sを買収すれば、米国第 3位のビール会社になる。

4月 13 日、DOJ は、St に対して S買収計画は、米国南東部地域に

おける競争を減殺することになり（この地域における市場シェアは、St 

6.9％で第 5位、Sは 13.4％で第 3位）、反トラスト法に違反する旨を通告

した。

4月 21 日、DOJ は、2年以内に Sが現在所有しているビール工場二

つのうち、いずれかを売却するという条件で、St による S買収を承認

した。

④　ARA Service ／ Means 事件

最近、ARA Service 社（以下、Aと略記）はMeans 社（以下、Mと略記）

の株式の約 87％を取得した。

Aは、売上高 1億 6800 万ドルで、米国第 2位の繊維製品リース会社

であった。Mは、中西部最大の繊維製品リース会社であった。

AとMは、三つの地域市場で競争関係にあった（各地域における両社

の市場シェアを合計すると 24.8％、25.2％、48.4％になった）。

4月 21 日、DOJ は、Aに対して、M買収は三つの市域市場における

競争を減殺することとなり、反トラスト法に違法するとして提訴する

旨を通告した。

Mは、三工場を売却することで、反トラスト法違反をクリアーしよ

うとしたが、こうした対応措置にDOJ は満足しなかった。

4月 26 日、DOJ は提訴した。

⑤　Heilemann ／ Pabst 事件
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1982 年初頭、Heilemann 社（以下、Hと略記）は、Pabst 社（以下、P

と略記）に買収を申し入れた。Hは、米国第 4位のビール会社で、市場

シェア約 7.6％、Pは米国第 5位のビール会社で、市場シェアは約 7.4％

であった（いずれも 1981 年）。6月 14 日、DOJ は、Hに対してP買収は、

反トラスト法に違法する旨を通告した。DOJ によれば、ビール産業は、

集中度が著しく高く、もしこの買収が行われれば、HII は 112 ポイント

変化し、1982 年合併ガイドラインに明らかに牴触するとした。

（３）　1982 年合併ガイドラインの概要
①　市場の画定

市場は、合併が競争に及ぼす影響を判定する場であり、製品市場と

地理的市場から構成される。

1　製品市場の画定

ある製品について、併給者が 5％を引き上げることが可能か否かが

基準となった。5％の価格引き上げが可能であれば、その製品をもっ

て市場とする。5％の価格引き上げが不可能である場合、すなわち、

相当数の買手が購入をシフトする代替製品を含むように拡大される。

2　地理的市場の画定

ある地域において、供給者が当該製品について 5％の価格引き上げ

が可能であるか否かが基準となった。5％の価格引き上げが可能であ

れば、その地域をもって市場とする。5％の価格引き上げが不可能で

ある場合、すなわち、ほかの地域の供給者がその地域の買手に対し

て当該製品を十分供給することができる場合、市場の範囲はこのよ

うな他の地域の供給者を含むように拡大される。

②　水平的合併の訴追基準

水平的合併を訴追するか否かの判断にあたっては、一般に次のよう

な基準を採用した。

市場は合併後の市場の集中度により、「集中度が低い市場」、「集中度

がやや高い市場」、「集中度が著しく高い市場」、の三つに分類され、訴

29

六
四
二



米
国
の
二
〇
一
〇
年
司
法
省
・
連
邦
取
引
委
員
会
「
水
平
的
合
併
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
の
概
要
（
野
木
村
）

（
一
〇
三
三
）

追基準が設けられた。

市場の集中度を測定するための指標としてハーフィンダール・ハー

シュマン指数（HHI）が用いられている。HHI は、当該市場に属する各

社の市場シェア（％表示）を二乗した数字を合計して求められる。（表 1

参照）

表 1　1982年合併ガイドライン（集中の測定）

関連市場（市場シェア） HHI＝ 3,800
A 社 50％ 50×50＝ 2,500
B 社 30％ 30×30＝ 900
C 社 20％ 20×20＝ 400

100％ 3,800

合併によるHHI の変化の程度（HHI の合併前と合併後の差）が、DOJ

が訴追をするか否かの鍵となる。合併によるHHI の変化の程度は、合

併当事会社の双方の市場シェア（％表示）を掛けた数字を 2倍して求め

る（表 2参照）。

表 2　1982年合併ガイドライン（集中度の変化）
合併当事会社Aの市場シェア 10％ HHI の変化は 100 ポイント
合併当事会社Bの市場シェア 5％ 10×5×2＝100

1 　集中度の低い市場（合併後のHHI が 1,000 未満である市場）の場合

たとえば、市場シェアの等しい 10 社から構成されているような市場

である。DOJ は、集中度の低い市場については、いかなる合併も訴追

しないであろう、としている。

2　集中度のやや高い市場（合併後のHHI が 1000～から 1800 未満までの

市場）の場合

⒜　合併によるHHI の変化の程度が 100 ポイント以下であれば、

DOJ は、その合併を訴追しないであろう、としている。

⒝　合併によるHHI による変化の程度が 100 ポイント超であれば、

DOJ は、その合併については次のファクターを考慮し、訴追する

30

六
四
一



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
一
〇
三
二
）

か否かを決定する、としている。

イ　HHI の変化の程度

ロ　当該市場への新規参入は容易であるか否かの事情

ハ　当該市場において価格引き上げカルテルを実施することが容

易であるか否かの事情

3　集中度の位置著しく高い市場（HHI が 1800 超の市場）の場合

たとえば、市場シェアの等しい 6社から構成されているような市場

である。

⒜　合併によるHHI の変化の程度が 50 ポイント未満であれば、DOJ

はその合併を訴追しないであろう、としている。

⒝　合併によるHHI を変化の程度が 50～100 ポイントまでであれば、

DOJ は次のファクターを考慮して、訴追するか否かを決定する、

としている。

イ　HHI の変化の程度

ロ　当該市場への新規参入は容易であるか否かの事情

ハ　当該市場において価格引き上げカルテルを実施することが容

易であるか否かの事情

⒞　合併によるHHI の変化の程度が 100 ポイント超であれば、DOJ

はその合併を訴追するであろう、としている。

4　例外─市場支配的企業（leading fi rm）の取り扱い

当該市場における第 1位の会社の市場シェアが 35％以上で、第 2位

の会社の市場シェアのおよそ 2倍以上である場合、DOJ はその第 1位

の会社と 1％以上の市場シェアを有する会社との合併を訴追するであろ

う、としている。

なお、1968 年合併ガイドラインでは、市場を次のように三つに分類

し、合併当時会社の双方（一方を取得会社、他方を被取得会社とする）の市

場シェアのみに基づき、訴追するか否かを決定した（表 3参照）。

⒜　集中度の高い市場（上位 4社の市場シェア合計がおよそ 75％以上の市

場）
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⒝　集中度が高くない市場（上位 4社の市場シェア合計がおよそ 75％以

下の市場）

⒞　集中度が上昇する傾向にある市場（当該合併の行われる 5～10 年前

から合併時までのいかなる期間においても、上位 2社から上位 8社に含ま

れるいずれかの会社の市場シェアを合計して、それがおよそ 7％以上増大

した場合）

表 3　1968年合併ガイドライン
　集中度が高い市場
　上位 4社の市場シェア合計が 75％以上の市場においては次の合併が訴追され
る

取得会社の市場シェア 被取得会社の市場シェア
4％ 4％以上
10％ 2％以上
15％以上 1％以上

　集中度が高くない市場
　上位 4社の市場シェアが 75％以上の市場においては次の合併が訴追される

取得会社の市場シェア 被取得会社の市場シェア
5％ 5％以上
10％ 4％以上
15％ 3％以上
20％ 2％以上
25％ 1％以上

以上に示されていない％の場合は、示されている％に基づき比例的に補充さ
れる

③　非水平的合併の訴追基準

非水平的合併（垂直的合併、コングロマリット的合併）については、DOJ

は、水平的競争に著しい影響を及ぼす場合に、訴追するであろう、と

している。

DOJ は次のような基準に基づき、非水平的合併を検討する、として

いる。

1　特定の潜在的参入者の消滅が競争に及ぼす影響の程度
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2 　垂直的合併による参入障壁の形成が、新規参入を困難にさせる

か否かの事情

3　垂直的合併により上方市場においてカルテルを実行することが

容易になるか否かの事情

④　例外─効率の向上をもたらす合併の取り扱い

例外的な場合を除いて、訴追基準に基づき訴追対象となる合併につ

いては、DOJ は効率の向上を生ずるものであるという主張が行われて

もこれを受け入れず、訴追するであろう、としている。

これは、合併により増進されると主張される効率が、実際に増進さ

れているか否か、またその程度を判断することはきわめて困難である

からである。

⑤　例外─経営破錠会社（いわゆる failing company）の状態にある場

合には、DOJ は訴追しないであろう、としている。

経営破綻の状態とは、次のような状態をいう。

1　まもなく支払不能となり、

2　会社更生手続きによる再建の見込みはまずなく、そして

3　誠意ある努力にもかかわらずそれに変わりうる取得先を見つけ

ることができなかった状態

4　この基準をDOJ は多角経営会社の経営破綻部門を買収する場合

にも適用する、としている。

×　　×　　×

1982 年合併ガイドラインは、1968 年合併ガイドラインを大幅に緩和

するものにはならなかったため、産業界及びシカゴ学派のエコノミス

ト（例、J. スティグラー）や法学者（例、R. ボーク）をひどく失望させる

ことになった。1968 年合併ガイドラインで訴追対象になっていた合併

当時会社の市場シェアを 2～3％高くすれば、1982 年合併ガイドライン

の訴追対象になるからである。

なお、FTC（米連邦取引委員会）も、6月 14 日、水平的合併について

の規制方針（Policy Statement on Horizontal Mergers、FTC　合併ガイドライ
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ンと略称とされた）を公表した⒁。FTCは、大筋において、DOJ の 1982

年合併ガイドラインを支持しているように思われる。

なお、DOJ「1982 年合併ガイドライン」の全訳及びFTCの「水平

的合併についての規制方針」（英文テキスト）が、IBLマテリアルズVol.

No1 1982（国際商事法研究所）に掲載されている。

2 ．1984 年合併ガイドラインの概要

（１）　1984 年合併ガイドラインの公布
1984 年 6 月 14 日、DOJ は、新しい「合併規制に関するガイドライ

ン（Merger Guidelines）」（以下、「1984 年合併ガイドライン」と略記する）を

公表した。

1984 年合併ガイドラインは、1982 年合併ガイドライン（1982 年 6 月

14 日公表、前反トラスト局長W. バクスター氏（1983 年 12 月スタンフォード大

学ロー・スクール教授に復帰）の強力な指導の下に作成され、当時バクス

ター・ガイドラインと呼ばれていた。）を部分的に改訂したものである。こ

の改訂は、過去 2年間にわたるDOJ の 1982 年合併ガイドラインの運

用経験を反映するとともに、DOJ 内外の多数の意見を組み入れたもの

である。

1982 年合併ガイドラインは柔軟性に欠け、現実に適合していないと

の批判が底流としてはあったものの、1984 年合併ガイドライン制定の

直接の契機となったものは、DOJ が 1984 年 2 月、LTV社と Republic 

Steel 社の合併計画に対して反対を表明したことにより、レーガン政権

内部から強い批判を受けることになり（とりわけ、商務省のM. ボールド

リッヂ長官（当時）からの厳しい批判に抗しえなかった）、DOJ は 1982 年合

併ガイドラインを忠実に遵守する立場との板ばさみ状態に陥ってし

まったことにある（参照、国際商事法務1984年4月号、トラストバスター「鉄

鋼大型合併と米司法省」）。レーガン政権は、1984 年 3 月下旬、1982 年合

併ガイドラインの見直しを公約し、関係行政機関のメンバーからなる

タスクフォース（座長　P. マグラスDOJ 反トラスト局長）を設け、1982 年
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合併ガイドライン改訂作業に取り組んできた。

1984 年合併ガイドラインは、1982 年合併ガイドラインの基準を一層

明確化・精緻化しようとするものであり、1982 年合併ガイドラインの

基本原則は 1984 年合併ガイドラインにほぼそのまま受け継がれること

になった。この点について、F. スミス司法長官は、1984 年合併ガイド

ラインを公表した後の記者会見の席上、「過去 2年間にわたりDOJ が

合併に対してとってきた措置のすべてが、1984 年合併ガイドラインの

下でも同じ結果になったであろう」と強調した。

改訂のポイントは、次のとおりであった。

（ⅰ）　市場画定の基準として、いわゆる「5％テスト（fi ve-percent 

test）」は、事案の状況にかかわりなく使用される硬直的基準ではない

ことを明らかにした。

1982年合併ガイドラインでは、事案の状況に応じて5％以外の数値が、

例えば 8％、あるいは 4％が用られるものかどうか、説明されていな

かった。

（ⅱ）　審査の対象となっている業界において製品の価格と考えられ

ているものであれば何でもこれを関連価格（relevant price）と考えるこ

とを明らかにした。

1982 年合併ガイドラインでは、関連価格は定義されていなかった。

市場の画定に関してその他いくつかの点が明確にされた。

①　関連市場とは、市場力行使の対象となる最小の製品グループ及

び地理的範囲である。

②　市場の画定に際して、一般に現行価格を用いるとした。しかし、

現行価格の変化を合理的に予想しうる場合には、現行価格に変え

て将来価格を用いることもあるとした。

③　共通の投入財のコスト、所得またはその他の可変要素における

同一または類似の変化によっては説明されえない価格動向におけ

る類似のみを関連するものとみなすとした。

④　市場シェアは、ブランド商品や比較的に製品差別化された製品
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については販売高または出荷高、比較的に同質的であって製品差

別化されていない製品については物理的な生産能力、資源の確認

埋蔵量または生産高によって測定されるであろう。

⑤　他の企業による生産代替が「小幅であるが有意かつ一時的なも

のではない」価格引き上げに応じて行われるかどうかを決定する

期間が 6か月間から 1年間に変更された。

（ⅲ）　水平的合併を提訴するか否かを決定するに際し、集中度と市

場シェアのデータだけではなく、すべての関連要因（最近又は現在進行

中の市場条件の変化、合併当事会社の財務状況、外国企業の競争上の重要性、

中小企業または周辺的な企業の販売増加能力、参入の容易性、効率性等）を考

慮に入れることを、明らかにした。

1982 年合併ガイドラインでは、集中度と市場シェアのデータ以外の

要因が、DOJ の提訴の決定にどの程度の影響を及ぼすのか、説明され

ていなかった。

（ⅳ）　市場の画定および市場シェアの計算に関する基準を外国企業

に対し国内企業の場合と同様に適用すること、さらに、輸入規制の有

無にかかわらず、輸入を関連市場の構成要素とみることを明らかにした。

1982 年合併ガイドラインでも、輸入を関連市場の構成要素として考

慮するとされていたが、輸入が特定の状況においてどのように取り扱

われるのか、不明確であった。DOJ は、輸入規制が行われている場合

は、輸入を関連市場から除外するとの方針をとっていたようである。

（ⅴ）　合併による効率向上の主張を常に考慮し、適切な取扱いを行

なうことを明らかにした。

1982 年合併ガイドラインでは、DOJ は、非常に特殊な場合

（extraordinary cases）においてのみ合併による効率向上効果を他の点で

は提訴される合併についての提訴を思いとどまらせる要因として考慮

する、としていた。このため、DOJ は、合併による効率向上効果を無

視しているとの誤解を招いていたように思われる。

（ⅵ）　健全な会社の経営破綻部門（failing division）とみなされる基準
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をより明確にし、当該部門が経営破綻していることを、合併の競争に

及ぼす効果に影響を及ぼす重要な要因と考える、とした。

1982 年合併ガイドラインでは、経営破綻会社に適用される基準をよ

り大きな親会社の法人化されていない一部門に適用することは困難で

あったが、1968 年合併ガイドラインにおいては、DOJ は、経営破綻会

社の抗弁（failing fi lm defense）を認める、と述べるにすぎなかった。

1984 年合併ガイドラインは、レーガン政権下のDOJ が合併に対して

きわめて柔軟な（fl exible）姿勢で臨むことをより明確にするものであっ

た、といえるものであった。

（２）　1984 年合併ガイドラインの概要
1 　1984 年合併ガイドラインの目的

1984 年合併ガイドラインは、クレイトン法 7条またはシャーマン法

1条の規制を受ける取得または合併（以下、これらを合併という）に関し

てDOJ の現在の規制方針を概要の形で示すものであった。

1984 年合併ガイドラインは、合併を分析するに際して、DOJ が通常

用いる一般原則および具体的な基準を説明しようとした。

DOJ は、個々の合併計画の具体的事実および状況にガイドラインの

基準を合理的かつ弾力的に適用しようとするものであった。

1984 年合併ガイドラインは、主としてDOJ がどのような場合に合併

を提訴する公算が大きいか示すよう意図するものであった。

1984 年合併ガイドラインの共通の主題は、市場力（market power）を

形成しもしくは強化する合併または市場力の行使を助長する合併は許

容されてはならない、というものであった。

2　市場の画定

市場とは、現在および将来における当該製品の唯一の売手である仮

想的独占者（hypothetical monopolist）が、市場力─利益を獲得するた

めに生産を制限し、価格を引き上げる力─を行使することのできる
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製品もしくは製品の集合（product or group of products）および地理的地

域（geographic area）である。

市場を構成している製品の集合と地理的地域を、それぞれ「製品市

場（product market）」、「地理的市場（geographic market）」という。

1984 年合併ガイドラインでは、市場支配力の行使を、「小幅であるが

有意でかつ一時的なものではない（small but signifi cant and non-transitory）

価格引き上げとして、表現した。

市場を画定する際、DOJ は、合併当事会社の製品および当該製品の

代替品の現行価格を用いるが、合理的な信頼性に基づき現行価格の変

化を予想しうる場合には、将来の価格を用いる、とした。

引上げが想定される価格は、審査対象の産業において製品価格と考

えられるものなら何でも価格とみてよい、とした。

一社または数社が市場力を行使するような地位にあるか否かを決定

する際には、消費者の需要面での反応と他の企業の供給面での反応方

を評価する必要がある。価格引き上げは、次のような反応を引き起こ

す場合には、利益をもたらさないであろう、とした。

①　消費者が他の製品に切り換える場合

②　消費者が他地域の企業の生産する同一製品に切り換える場合

③　他の製品の製造業者が現有設備を当該製品の生産に振り向ける

場合

④　製造業者が現有設備を実質的に変更し、または新設備を建設し

当該製品の生産に参入する場合

「小幅ではあるが有意なかつ一時的なものではない」価格引き上げの

影響を客観的に決定しようとする際、DOJ はほとんどの場合 1年間継

続する 5％の価格引き上げを用いるとした。

しかし、「小幅ではるが有意かつ一時的なものではない」価格引き上

げは、産業の性質によって変わり、DOJ は 5％以上または 5％以下の価

格引き上げを用いる場合もある、とした。
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3 ．1992・1997 年合併ガイドラインの概要

1992 年 4 月、DOJ（当時の司法長官はW. バー氏、反トラスト局長はワシ

ントンD.C. の有力法実務家出身（元ABA反トラスト部会長）の J. リル氏）と

FTCはガイドライン史上初めて、共同で水平的合併ガイドライン

（Horizontal Merger Guidelines）を布告した⒂。（以下「1992 年合併ガイドラ

イン」という。）1992 年合併ガイドラインはDOJ により 1984 年合併ガ

イドラインとFTCにより 1982 年に布告された「FTC合併ガイドライ

ン」とも云われていた「水平的合併に関する声明（Policy Statement on 

Horizontal Mergers）」を根本的に改訂するものであった。

クレイトン法 7条による合併規制を担当する政府機関として対立関

係とまで云わないが、微妙な競合関係（1960～80 年代を通じて決してフレ

ンドリーとは言えない関係が認められていた）にあるDOJ と FTCが 1992

年に入り急速に歩み寄り、共同して合併ガイドラインを布告するまで

に至ったのか（1992 年以降、各種ガイドラインは共同で布告するという方式

が取られている。例：国際事業ガイドライン（1995）、技術ライセンシングガイ

ドライン（1996）、その背景は今なお分からないが、“DOJ と FTCとで合併の審

査基準が異なるのでは困る ”との強い苦情が米産業界から寄せられていたことが

大いに関係していたものと思われる。）W. バー司法長官は「（DOJ と FTCの）

共同でのガイドライン公布は重要な一歩であり、適用されるべき基準

が合併案件を分析する政府機関の間で異なるべきではない。」と言明し

ている。クリントン民主党政権下の 1997 年 4 月 8 日、DOJ と FTC（当

時のDOJ 反トラスト局長はワシントンD.C. の敏腕法実務家出身の J. クライン

氏、FTC委員長は反トラスト学界の大御所で、議会の信任も厚く、かつてFTC

委員を務めたこともあるR. ピトフスキー氏（ジョージタウン大学ローセンター

教授から出向））は、共同で 1992 年合併ガイドラインを部分的に改訂し

た。

1992・1997 年における合併ガイドライン改訂の背景は次の通り。

（ 1）　1982 年及び 1984 年合併ガイドラインが予想できなかった問題

がいろいろ現われてきた。そうした問題の中で最大のものが新規競争
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者の市場参入をどのように取扱うべきかという争点であった。1982年・

1984 年合併ガイドラインでは、シカゴ学派の影響を受けたのであろう

か（新規参入の可能性はあらゆる競争制限・阻害問題の万能の治療薬─R. ボー

ク）、新規参入の可能性があれば、市場力を強化するおそれのある合併

でさえも（HHI 訴追基準をはるかに上回る場合も数件あった）容認された。

ところが、新規参入の可能性はあるとしても新規参入は実際行われな

かった（試みられることさえなかった）事例がしばしば見られた。こうし

て新規参入問題は慎重に分析・検討されねばならないという認識が

DOJ・FTCのエコノミストの間に強まり（ゲーム論の角度からの研究成果

の影響もあった）1992 年合併ガイドラインでは合併の競争制限・阻害効

果を相殺するには、新規参入は“タイムリーで、公算があり、且つ十

分で”なければならないとした。

（ 2）　1992 年合併ガイドラインは、市場力を強化する合併を訴追す

る基準の一つとしての合併の単独効果（unilateral eff ects）について詳細

な議論を行っている。これは、経済学（産業組織論）における研究の積

み重ねにより市場力（価格を競争的水準以上に引上げる能力）の行使は独

占企業（monopolist）でなくとも高い参入障壁に囲まれた、きわめて少

数の競争者しか見られない市場における支配的企業（dominant company）

であれば十分に可能であることが分かってきたからである。

（ 3）　DOJ は O. ウィリアムソンが 1968 年に突如として提起し、シ

カゴ学派の総帥ボークにより敷延拡張され、米産業界も好んで論争を

仕かけた合併による効率性の増大（例えば、コストの下落）は市場力を強

化する合併を相殺→正当化するのではないかという難問に対応する必

要に迫られていたからであった。DOJ 自身はW. バクスター氏を含め

てシカゴ学派エコノミストによる合併は効率性を増進するという主張

にはなはだ懐疑的であった。

1997 年の改訂は、効率の取扱いに関して複雑な議論を展開し、市場

力を強化するおそれのある合併を正当化するためには、合併を計画す

る企業は当該合併による効率は明白且つ実質的であることを立証せね
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ばならない、また合併による効率は当該合併以外の競争制限・阻害効

果の低い手段（例、技術ライセンス）によっては達成しえないものであ

ることを立証せねばならない、とした。

4 ．小括

2010 年合併ガイドライン（HMG）は合併の競争に影響を及ぼす効果

を単独効果（unilateral eff ects）と協調的効果（coordinated eff ects）とに分

類している。単独効果とは、合併によって合併当事会社間の競争が失

われることにより、これが市場に影響を及ぼす効果（市場力の形成・獲

得）をいう。これに対し、協調的効果とは、合併によって誕生した会

社がライバル関係にある他の会社と協調的行動（意識的並行行為

（conscious parallelism）；例えば、プライスリーダーシップ（プライスリーダー

シップはカルテルではないので反トラスト法によっては禁止されない））を行

うことにより、市場に及ぼす効果をいう。単独効果の概念は、1992 年

水平合併ガイドライン（当時はブッシュ・シニア政権下であり、主たる起草

者はDOJ 反トラスト局次長であったエコノミストのR・ウィリグ氏（プリンス

トン大学経済学部教授から出向）であった。同氏はコンテスタブルマーケット

論の提唱者として知られていた。）において初めて導入されたもので、DOJ

反トラスト局関係者の報告によると、2001～2008 年にかけてDOJ（ブッ

シュ・シニア政権下）により訴追された 58 件の内、41 件が、単独効果に

のみ基づいて訴追され、6件が協調的効果にのみ基づいて訴追され、残

りが単独効果・協調的効果の両方に基づいていたとされる。この傾向

は（詳細は今のところ報告されていないようであるが）、現在も継続してい

るように思われるので、米国でのM&Aを予定している日本企業もこ

の点は注意深く検討することが必要であろう。（差別化された商品のメー

カー同士の合併であっても慎重に対処すべきであろう。たとえ市場シェアが低

くとも、単独効果が問題とされる場合があるからである。2010 年合併ガイドラ

インでは市場の集中度（HHI）は絶対的な訴追基準ではなく、訴追要因の 1つ

に過ぎないのである）
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2010 年合併ガイドラインは突如として出現したものではない。最初

の合併ガイドラインである 1968 年合併ガイドラインがジョンソン民主

党政権下のDOJ 反トラスト局（当時の司法長官はR. クラーク氏、また反ト

ラスト局長はD. ターナー氏であった。ターナー氏はエコノミストのケイゼン教

授（ハーバード大学経済学部）ともに、いわゆるハーバード学派の総帥であり、

kayzen & Tumer Antitrust Policy（1959）は、ハーバード学派のバイブルであっ

た。）により、布告されてから 2010 年合併ガイドラインに至るまで実に

42 年も経過している。この間いろいろと紆余曲折があり、1968 年合併

ガイドラインを起とすれば、2010 年合併ガイドラインは未だ承の段階

であろう。また、これ迄DOJ、FTCともに合併ガイドラインの分析方

法に忠実に従ってこなかったと見られている。

合併分析に関する法学‐経済理論の発展により今後も合併ガイドラ

インは、修正・精緻化されていくものと思われる。2010 年合併ガイド

ラインを正確に理解しようとすれば、これまでの合併ガイドラインの

改良・改善の過程を徹底的に分析・検討しておくことが必要不可欠で

あろう。近い将来、十分なデータ・資料を得て、1968 年合併ガイドラ

インから 2010 年合併ガイドラインまでの進化のプロセスを辿ってみた

いと考えている。そこから透けて見えてくるのは、合併ガイドライン

は市場の現実を直視しようとはしない、あまりにも頑迷な米最高裁及

び下級審判決例⒃⒄をどのように克服するかというDOJ・FTCによる

凄まじいまでの挑戦の意気込みではないであろうか⒅。

Ⅳ　結びに代えて

2010 年合併ガイドラインが布告されてから早や 2年経過したが、こ

れが米産業界・司法界にどの程度浸透するものか今だに分からない。

とりわけ米裁判所が判例重視の立場から転換して、どこまで 2010 年合

併ガイドラインの経済学的アプローチを受容するようになるのかは現

時点では予測できない。おそらく、米最高裁始め、下級審の多くは消

極的な姿勢を取り続けるものと思われる。また本年 11 月に政権交代が
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あれば、2010 年合併ガイドライン自体がシカゴ学派的角度から見直し

が行われる可能性がないとは言えない。2010 年合併ガイドラインの詳

細な分析・検討・評価については、十分なデータ・資料を収集した上

で、合併・買収に関する判例が相当積み重ねられた段階で、別稿にて

行いたい。

⑴ 2010 年合併ガイドラインには、DOJ 版と FTC版があり、配列の仕方、
注の位置等に若干差異が認められる。2010 年合併ガイドライン布告の背景
については、差し当たり参照Christine A. Varney, The 2010 Horizontal 
Merger Guidelines: Evolution, Not Revolution 77 Antitrust Law Journal 
651 （2011）; Carl Schapiro, The 2010 Horizontal Merger Guidelines From 
Hedge hog to Fox Forty years 77 Antitrust Law Journal 701（2010）, 2010
年合併ガイドラインに対する批判については、差し当たり参照FTC委員
の J. Thomas Rosch によるスピーチ On the Release of the Horizontal 
Merger Guidelines （August 19, 2010） また DOJ による擁護論としては反
トラスト局長代行（当時）であったSharis A. Pozen によるスピーチ
Developments at the Antitrust Division & The 2010 Horizontal Merger 
Guidelines-One Year Later （Nov.17, 2011）
⑵ 1968 年、1982 年のガイドラインは、水平的合併、非水平的合併の両方
を対象にしているが、1992 年のガイドライン以降、対象は水平的合併に絞
られてきている。これは、非水平的合併の反競争的効果はきわめて限定さ
れた場合にのみ発生するという認識が 1980 年代以降米エコノミストの間
で強まり、合併ガイドラインを作成するまでの必要性がなかったことによ
るものであろう。この点はEUのエコノミストの認識とは大いに異なる。
C. バーニー前反トラスト局長はFTC委員時代（1994～1997 年）には垂直
的合併規制の必要性を力説していたが、2010 年合併ガイドラインの布告時
点では垂直的合併については何等言及していない。
⑶ 合併ガイドラインは 1968 年以降 2010 年合併ガイドライン迄、部分的改
訂を含めて 6度布告されている（1968 年、1982 年、1984 年、1992 年、
1997 年、2010 年）合併ガイドラインは 1968 年、1982 年、1984 年と DOJ
が単独で布告し、また、FTCは 1982 年に「水平的合併に関する声明」を
単独で公表したが（合併規制方針に関して、DOJ・FTC間に大きな差異
が存在していたためである。）、1992 年以降、DOJ と FTCは共同で布告す
るようになった。これは 1980 年代後半以降、合併規制に関してDOJ と
FTCのエコノミストの見解は細部を除きほぼ収斂するようになってきた
からに他ならない。2010 年合併ガイドラインの作成をリードしたのは、
DOJ 反トラスト局のエコノミスト（当時次長（経済政策担当））であった
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C. シャピロ氏とFTCエコノミスト（当時、経済局長）の J. ファレル氏で
あった。両氏ともカリフォルニア大学バークレー校経済学部教授からの出
向組で（両氏ともクリントン政権下で反トラスト局次長（経済政策担当）
に相次いで就任したこともあった）、個人的に親密な関係にあるだけでな
く、合併分析に対してもきわめて近いアプローチを採っていることで知ら
れていた。
⑷ 合併は競争政策の観点からは水平的合併（horizontal merger 競争関係あ
る企業間の合併をいう）と非水平的合併（水平的合併以外の垂直的合併
（vertical merger 売手‐買手の関係にある企業間の合併をいう）やコング
ロマリット合併（conglomerate merger 競争関係、また売手‐買手関係に
もない企業間の合併等をいう）に分類されるが、2010 年合併ガイドライン
はいうまでもなく水平的合併のみを対象にしている。また 2010 年合併ガ
イドラインは合弁事業には適用されないことにも注意されたい。州当局も
州法基づき合併規制権限を有しており、これ迄たびたび発動している。
1987 年州司法長官会議（National Association of State Attorneys General
（NAAG））は、合併ガイドラインを布告した（その有効性に関しては大い
に疑問がある）。これは合併の分析方法と合弁事業のそれとは異なるから
である。なお、合弁事業の形態を採っているが、実質的には合併と見られ
る場合はどのように扱うかという問題は残されている。
⑸ オバマ政権DOJ・FTCの高級幹部やその支援グループ（とりわけクリ
ントン政権下のFTC委員長R. ピトフスキー氏やオバマ政権の初代反トラ
スト局長であったC. バーニー氏はリーダー格であった）は前ブッシュ政
権の合併規制政策に対して強烈な批判を行っていたことで知られている。
その理由・根拠は必ずしも明確ではないように思われる。確かに、ブッ
シュ政権のDOJ（当時の反トラスト局長はワシントンD.C. 実務家出身の
W. バーネット氏であった。FTCにはこうした批判の鉾先は向けられてい
ないことに注意されたい）は親シカゴ学派路線、場合によるとW. ボーモ
ル流の不介入路線を採っているかのように見えないこともなかった。
⑹ 仮想的独占者基準、SSNIP 基準の両方とも 1959 年にエコノミストの
M. エーデルマン氏（当時MIT教授）により開発され、その後M. シャー
ラー（当時FTC経済局長、その後ノースウェスタン大学教授を経てハー
バード大学教授（ケネディスクール オブ ガバメント））を始めとする数名
のエコノミストに改良・補強され、W. バクスター局長により 1982 年合併
ガイドラインに初めて導入され、合併ガイドラインの最大の支柱となり、
現在に至っている。
⑺ HHI とは、集中度（concentration ratio）の 1つの測定基準である
Herfindahl-Hirschman Index を略記したものである。米国の二人のエコノ
ミスト、O. Herfindahl 氏（当時コロンビア大学の経済学専攻大学院生で博
士論文執筆中であった）とA. Hirschman 氏（ドイツ移民で、第 2次大戦
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前既に国際経済学の大家であった）とにより、1950 年代のほぼ同時期に
（この 2人の間にはいかなる連絡・交渉もなかった）開発されたことから、
やがてこの2人のエコノミストの姓を冠してHHIと呼ばれるようになった。
わが国でもエコノミストにより広汎に使用されており、寡占度指数とも呼
ばれている。
⑻ 2010 年合併ガイドラインは合併による反競争的効果を単独効果
（unilateral eff ects）と協調的効果（coordinated eff ects）に分類している。
協調的効果は元々クルーノーとバートランドが指摘し、後にシカゴ学派の
総帥 J. スティグラーが反トラスト政策の観点から注意を喚起したもので、
近年、lawyer-economist の J. ベーカー氏（元FTCエコノミストで、現在
アメリカン大学ロースクール教授）により分析方法が改良され、今や合併
規制政策遂行の上でDOJ と FTCの双方に重要な影響を及ぼしていること
は紛れもない事実である。なお、EUでは協調的効果は集合的支配
（collective dominance）の問題とされており、集合的支配はTFEU（EU
機能条約）102 条による規制対象とされている。
参照、G. J. Stigler, A Theory of Oligopoly, 72 Journal of Political Economy 
44-61 （1964）; Jonathan B. Baker, Mavericks, Mergers and Exclusion; 
Proving Coordinated Competitive Eff ects Under the Anti-trust Laws, 77 N. 
Y. U. L. Rev. 135 （2002）

⑼ 参照；Press Release（April 2, 1992, Department of Justice）
⑽ 参照；Press Release（April 8, 1992, Department of Justice）
⑾ 参照；Press Release（April 19, 2010, Department of Justice）合併ガイ
ドラインの変遷プロセスについては、差し当たり参照William J. Kolasky 
and Andrew R. Dick, The Merger Guidelines and the Integration of 
Effi  ciencies into Antitrust Review of Horizontal Mergers 71 Antitrust L.J. 
207-251 （2003）; Oliver E. Williamson, The Merger Guidelines of U.S. 
Department of Justice-In Perspective U.S. Dept of Justice Antitrust Div. 
Twentieth Anniversary of the 1982 Guidelines （6 June 2002）, Lawrence J. 
White, Horizontal Merger Antitrust Enforcement: Some Historical 
Perspectives, Some Current Observations（2006 年 3 月 10 日の Antitrust 
Modernization Committee でのスピーチ）
なお、参照Oliver E. Williamson, Economies as an Antitrust Defense: The 
Welfare Tradeoff s 58 American Economic Review （1968） 18.
⑿ 1982 年及び 1984 年合併ガイドラインについては簡単な解説として野木
村忠邦「1982 年合併ガイドライン」、「1984 年米司法省合併ガイドライン」
がある（国際商事法務 10 巻 7 号（1982）及び 12 巻 7 号（1984））。なお、
翻訳としては公取委監訳「1982 年米司法省ガイドライン」・「1984 年米司
法省合併ガイドライン」がある、いづれも国際商事法務 10 巻 7 号、12 巻
7 号に掲載されている。
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⒀ 1968 年合併ガイドラインはジョンソン政権下のDOJ（当時の反トラス
ト局長は反トラスト政策を専門とする lawyer-economist の D. ターナー氏
（ハーバード大学ロースクール教授（反トラスト法講座担当）から出向））
により作成された。1968 年合併ガイドラインの和訳は、当時多くの研究者
により行われているが、差し当たり、参照E.キントナー「米反トラスト法」
（有賀美智子監訳、商事法務研究会（1968））の巻末に収録されている公取
委訳「米司法省合併ガイドライン」。
⒁ DOJ に出し抜かれたFTC（当時、J. ミラー委員長）が 1982 年 6 月 14
日に突如として公表した「水平的合併に関する声明」はDOJ「合併ガイド
ライン」に較べると精彩を欠き、産業界・実務界・学界からもほとんど注
目されなかったと言っても差しつかえないであろう。なお、公取委訳「水
平的合併に関する声明」、国際商事法務 10 巻 9 号がある。
⒂ 1992・1997年合併ガイドラインについては、日本企業による米国企業の
Ｍ＆Ａが急速に進展していたにもかかわらず、わが国ではどういう訳か簡
単な紹介・解説すら行われていなかった。なお、翻訳としては金子晃・佐
藤潤訳「1992年米司法省・連邦取引委員会水平的合併ガイドライン」法学
研究 75 巻 10 号がある。
⒃ 1960年代米国の産業全体が合併に次ぐ合併により少数の企業により独占
されてしまうのではないかという漠然とした憂慮が米国全体を覆っており、
米最高裁もこの影響から免れ得なかったと見られている。参照、E. 
Rockefeller, The Antitrust Regulation （2007）
⒄ 連邦控訴裁レベル、連邦地裁レベルになると更に混乱しており、一貫し
た判例理論のようなものはまるで見られない。1980 年代後半、地裁レベル
ではあるが、合併規制にそもそも寛大であったレーガン政権のDOJ です
ら提訴するに及んだ合併事件（DOJ側には相当な根拠があった）を棄却し
た事例が数件あり、いづれにしても、裁判所がDOJ・FTCが訴追するに
至った合併事件に対して、どのような態度を採るのか、全く予測できない
というのが実情である。
⒅ クレイトン法 7条に基づく合併規制権限はDOJ 反トラスト局とFTCの
2つの政府機関が有しているが、DOJ 反トラスト局とFTCのどちらが、
どの合併案件を担当するかは両機関のリエーゾンにより決定されている。
これまでの経験やデータの積み重ねにより、自動車、石油、セメント、
半導体等の産業はFTCが、航空輸送、金融、コンピュータ等の産業は
DOJ が担当すると一応区分けされているものの、絶対的な基準ではない。
結局、断言はできないが、当該合併案件にいろいろな理由から（政治的な
駆引きが見られることもないわけではない）強い関心を示した方が担当し
ている場合が多いように思われる。（例、1982 年のトヨタ・GM合併事業
の件ではFTC（当時、J. ミラー委員長）が、東京でのプレスコンファラ
ンスで一方的に審査を担当する旨を主張し、DOJ 側を慌てさせた。）
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1960 年代～80 年代にかけての訴追された合併事件の多くを見る限り、
DOJ 反トラスト局よりもFTCの方がどちらかと言うと矮小な案件に介入
していたという傾向が見られる。
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完全合意条項に関する一考察：
法言語比較の立場から

松　嶋　隆　弘
熊　木　秀　行

一．はじめに

本稿は、英文契約書の典型的な条項である「完全合意条項」（Entire 

Agreement Clause）を、もっぱら法言語比較の観点から検討することを

目的とするものであり、テーマとしては以下の 3つを取り上げる。第 1

に、議論の出発点として、完全合意条項に関する英文契約書のドラフ

ティング実務の到達点を確認する。第 2に、完全合意条項により排除

される「契約締結にいたるまでの経緯」が契約書においてどのように

取り扱われるかにつき、英文契約書と日本の契約書とを比較する。第 3

に、完全合意条項が日本の契約書中の条項として置かれた場合におけ

るその法的意義・効力について検討する。

本稿は、契約書の前提を構成する法的理論を意識しつつも、英米法、

日本法といった法律学に関するものではなく、あくまでも法律学者と

英語学者との共同執筆に係る法言語比較に関する論文として執筆され

たものである。かかる観点から、本稿でいう「英文契約書」とは日本

人・日本企業が作成する英文契約書を⑴、「日本の契約書」とは、われ

われが通常実務において使用する、日本語で書かれた日本法を準拠法

とする契約書を指すものとする。この点につき、あらかじめ確認して

おきたい。
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二 ．英文契約書における完全合意条項：ドラフティング実務
の到達点

1 ．完全合意条項の意義

はじめに、英文契約書における完全合意条項につき、ドラフティン

グ実務の到達点を確認しておきたい。ここに完全合意条項とは、契約

書面に書かれていない内容には効力を認めず、契約締結後においても

契約の修正は書面によらなければならない旨を意味する条項であり、

ほとんどの英文契約書のドラフティングに関する書籍に説明がある⑵。

具体的には、次のような条項である。

1．This Agreement sets forth the entire understanding and 

agreement between the parties as to the matters covered herein, and 

supersedes and replaces any prior undertakings, statements of intent 

or memorandums of understanding, in each case, written or oral. 

（試訳：本契約は、本契約で取り扱われた事項に関する当事者間のすべての了

解と合意を規定するものであり、書面または口頭であろうと、従前の一切の

了解、意図の表明、覚書に優先し、それらに取って代わるものである。）

2．This Agreement may not be amended or modifi ed except by an 

instrument in writing signed by each of the parties and expressly 

referring to this Agreement. 

（試訳：本契約は、各当事者によって署名され本契約に明確に言及する証書に

よる場合を除き、修正又は変更することができない。）

完全合意条項は英米法上の口頭証拠準則（Parol Evidence Rule）⑶を確

認し、具体化するためのものである。すなわち同準則は、契約当事者

の最終合意の内容を文書化した書面内容を、それに先立つないしはそ

れと同等の合意についての他の口頭ないし文書証拠を用いて変更ない

しそれに付加してはならないという原則であるところ⑷、これによれば、

契約当事者としては契約書をいったん作成したからには、合意は全て

2
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契約書に書き込まれており、これまでに取り交わされた通信、引き合

い、口頭の合意、交渉中の文書、表示等は排除される。完全合意条項

は、かかる原則を契約書面に条項として具体的に表したものであり、

英文契約書においては、末尾に一般条項の 1つとして置かれることが

多い。これにより、外部証拠を持ち出して、契約文言の客観的意味と

は異なる意味だと立証することができなくなる⑸。この条項に対しては、

法務部のスタッフの悩みとなっている「他の部門のリップサービス」

が契約内容に入ってこないというだけでも十分にメリットがあるとい

う肯定的評価がある一方⑹、契約書のレビューがいい加減な場合や、契

約交渉で弱い立場にあって交渉過程も加味して欲しい場合に安易にこ

の条項を入れてしまうと、予想外の大きな損失を招くとの指摘もなさ

れている⑺。いずれにせよ、契約書が長く詳細にわたる傾向があり⑻、

しかも契約解釈において伝統的に文理解釈が中心⑼である英米法を前提

とする限り、完全合意条項は、明確性とそれに伴う迅速性を重んじる

ビジネスの現場において、それなりの経済合理性を有することは否定

できないものと思われる⑽。

2 ．完全合意条項の有効性に関する裁判例

かかる完全合意条項について、まずその有効性が問題となりうると

ころ、この争点となった興味深い裁判例としてカナダのオンタリオ州

控訴裁判所（Ontario Court of Appeal）のものであるが、Hayward v. 

Mellick
⑾があるので、紹介しておきたい。事案は、農地の売買に関す

るもので、売買契約締結に至る交渉の過程において、売主（被告）が買

主（原告）に対し、当該農地が 65 エーカーの耕作可能地、すなわち耕

作地を含む旨伝え、かかる情報に基づき、捺印契約による売買契約が

締結されたところ（売買契約書には、本件農地が面積にして 94 エーカーであ

る旨の記載があったが、耕作可能地についての記述はなかった。）、売買契約

締結後、当該農地中の耕作可能部分がわずか 51.7 エーカーしかなかっ

たため、買主が売主を附帯条項（collateral contract）の違反及び不実表

示（misrepresentation）を理由に訴えたというものである。本件契約書に
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は、“There is no representation, warranty, collateral agreement or 

other than as expressed herein in writing.”（（両当事者間には）本契約に書

かれた以外の表示、保証または担保約定書もない。）旨の完全合意条項が含

まれていたため、裁判の争点は前記条項の有効性いかんであった。第

一審においては、完全合意条項の効力が認められず、原告の請求が認

容されたが、控訴審である本件判決は、完全合意条項を有効である旨

判示し、農場販売の際になされた過失による不実表示（liability for a 

negligent misrepresentation）の責任を考慮しない旨判示した。

かかる事件においてオンタリオ州控訴裁判所は、農場の耕作可能部

分に関する表示は、本件契約の内容に含まれ、契約書記載の条項どお

りに解釈されるべきであるとした上、完全合意条項は、売主の過失に

よる不実表示の責任を排斥する旨判示した。同裁判所の判示によると、

完全合意条項は、契約の範囲外である付随的事項の過失による不実表

示の主張を排斥するものの、契約内容に関しては、その内容との適合

性にかかる不実表示の主張のみを排斥することとされた。

3 ．CISGの下における完全合意条項

以上のところから分かるとおり、英文契約書における完全合意条項

の存在は、一見揺るぎないもののように見受けられる。しかし、近時、

わが国でも発効したウィーン売買条約（国際物品売買契約に関する国際連

合条約、United Nations Convention on Contracts for the International Sale of 

Goods：CISG）が⑿、Parol Evidence Rule を採用しなかったところから、

英文契約書作成実務上、ドラフティングにあたりどう対応するかが議

論されている。ここではその要点についてのみ述べておく。

CISGの下で契約書面にいかなる役割および重みが与えられるかは、

CISG8 条及び 11 条の定めによるところ、CISG8 条及び 11 条は、それ

ぞれ下記のとおり規定する⒀。

Article 8

（ 1 ）For the purposes of this Convention statements made by and 
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other conduct of a party are to be interpreted according to his intent 

where the other party knew or could not have been unaware what that 

intent was.

（訳：この条約の適用上、当事者の一方が行った言明その他の行為は、相手方

が当該当事者の一方の意図を知り、又は知らないことはあり得なかった場合

には、その意図に従って解釈する。）

（ 2）If the preceding paragraph is not applicable, statements made by 

and other conduct of a party are to be interpreted according to the 

understanding that a reasonable person of the same kind as the other 

party would have had in the same circumstances.

（訳：（ 1）の規定を適用することができない場合には、当事者の一方が行っ

た言明その他の行為は、相手方と同種の合理的な者が同様の状況の下で有し

たであろう理解に従って解釈する。）

（ 3）In determining the intent of a party or the understanding a 

reasonable person would have had, due consideration is to be given to 

all relevant circumstances of the case including the negotiations, any 

practices which the parties have established between themselves, 

usages and any subsequent conduct of the parties.

（訳：当事者の意図又は合理的な者が有したであろう理解を決定するにあたっ

ては、関連するすべての状況（交渉、当事者間で確立した慣行、慣習及び当

事者の事後の行為を含む。）に妥当な考慮を払う。）

Article 11 

A contract of sale need not be concluded in or evidenced by writing 

and is not subject to any other requirement as to form. It may be 

proved by any means, including witnesses.

（訳：売買契約は、書面によって締結し、又は証明することを要しないものと

し、方式について他のいかなる要件にも服さない。売買契約は、あらゆる方

法（証人を含む。）によって証明することができる。）
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前記各条文に関し、CISG諮問会議はその意見書の 3号⒁で、以下の

様に述べている。

〈Opinion〉

1 ．The Parol Evidence Rule has not been incorporated into the 

CISG. The CISG governs the role and weight to be ascribed to 

contractual writing.

2 ．In some common law jurisdictions, the Plain Meaning Rule 

prevents a court from considering evidence outside a seemingly 

unambiguous writing for purposes of contractual interpretation. The 

Plain Meaning Rule does not apply under the CISG.

3 ．A Merger Clause, also referred to as an Entire Agreement 

Clause, when in a contract governed by the CISG, derogates from 

norms of interpretation and evidence contained in the CISG. The 

effect may be to prevent a party from relying on evidence of 

statements or agreements not contained in the writing. Moreover, if 

the parties so intend, a Merger Clause may bar evidence of trade 

usages. 

However, in determining the effect of such a Merger Clause, the 

parties’ statements and negotiations, as well as all other relevant 

circumstances shall be taken into account.

（試訳：

1．Parol Evidence Rule（口頭証拠準則）は本条約には適用されない。契約書

面におかれる役割及び重みはCISGが定める。

2．コモンローの法域の中ではPlain Meaning Rule（明白な意味の原則）によ

り、契約解釈において、書面の意味が一見明白な場合には、裁判所がそれ以

外の証拠を考慮することを禁ずるところがある。「明白な意味の原則」は

CISGの下では適用されない。

3．Merger Clause （完結条項）またはEntire Agreement Clause （完全合意条
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項）がCISGの適用される契約に置かれている場合、それはCISGの解釈お

よび証拠についての規範を排除する。その効果は、書面に記載されていない

言明または合意についての証拠に依拠することが妨げられることにある。さ

らに、当事者がそのように意図した場合、完結条項は、取引慣習の証拠を排

除することもありうる。

しかしながら、かかる完結条項の効果を判断する際、当事者の言明および交

渉経過同様、その他関連する全ての状況が考慮されなければならない。）

前述のところから明らかなとおり、CISGの下においては、契約の効

力を判断する際には、当事者の発言や交渉の経過、その他関連する状

況を考慮する必要が出てくることとなり、むしろ日本法の立場に近い

といえる。

もちろんCISGの下においても、契約書に完全合意条項が置かれれ

ば、その有効性は認められ、取引慣習の証拠は排除されるのだが、当

該条項の効果を判断する際、当事者の言明および交渉経過同様、その

他関連する全ての状況が考慮されることに留意しなければならない。

CISGが適用される場合には、英文契約書に完全合意条項を置く際、当

該条項には一定の限界があることを意識しておく必要があるといえそ

うである。

三．英文契約書における「経緯」の記載：前文の意義と機能

1 ．問題の所在

第 2のテーマとして、完全合意条項により排除される「契約締結に

いたるまでの経緯」が契約書においてどのように取り扱われるかにつ

き、英文契約書と日本の契約書とを比較したい。前述のとおり、英文

契約書においては、一般条項としておかれる完全合意条項の存在によ

り、契約書に先立つないしは同等の合意についての他の口頭ないし文

書証拠が排除される。しかし、英文契約書においては、他方で、契約

作成に至る「経緯」を契約書の「前文」（Witnesseth Clause, Whereas 
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Clause, Recitals）に記載する。そこで、英文契約書における完全合意条

項の意義を十分に理解し、日本法との比較を行うためには、英文契約

書における前文の意義について検討する必要がある。

2 ．英文契約書における前文

さて、英文契約書において前文を示す語としては、Witnesseth 

Clause, Whereas Clause, Recitals といったものがある。Witnesseth 

Clause の語は、主語である頭書記載の契約（下記の例だとTHIS SHARE 

PURCHASE AGREEMENT）を受ける動詞Witnesseth に、Whereas 

Clause の語は、当該部分においてWhereas という古い英語を用い⒂、

契約に至る経緯や動機等を説明したことに、それぞれ由来する。また、

Recitals とは「契約の背景、経緯の紹介」の意である。いずれも前文

において、契約に至る「経緯」が記載されることから来る語といって

よい。現在では、日本の契約でも前文において、契約を結ぶ趣旨・目

的、契約締結に至る経緯を記す場合が多い⒃。

問題は、かかる前文がいかなる法的効果を有するかである。この点に

ついて、一般に前文自体に法的な拘束力はないと解されている。この

ことを反映し、英文契約書の本文では、規範的意味を表す助動詞 shall

を使って各条項の権利義務関係を表現するのに対し⒄、前文では、かか

る助動詞を用いず、現在形や過去形で表現される。ただ、それは前文

が全く無意味であるというわけではない。前文は、もっぱら当該契約

の全体像を把握したり、当該契約の解釈の指針を示すために用いられ

るものであるゆえ、前文は当然のことながら契約書解釈の指針として

用いられる⒅。その限度で前文は法的意味を有しているといってよい。

3 ．英文契約書の基本形式と前文

ここで、クラシカルな英文契約書を用い、その基本構造を説明しつ

つ、その中における前文の位置づけについて示しておこう。下記に、

手近にあった株式購入契約の最初の部分と最後の部分を抜き書きし掲

載する⒆。
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（表題）

SHARE PURCHASE AGREEMENT

（頭書）

THIS SHARE PURCHASE AGREEMENT （this “Agreement”） made 

and entered into as of this 1st day of September, ［20XX］ by and 

between A Ltd., a company organized and existing under the laws of 

the Isle of Man, having its registered place of business at 5b Bond 

Street, Douglas, Isle of Man, AB88 2IQ （“Purchaser”）, and B CO. 

Ltd., a company organized and existing under the laws of Japan, 

having its registered place of business at 20-8 Kanda-cho, Minato-ku, 

Tokyo, Japan （“Seller”）

（前文）

WITNESSETH THAT

WHEREAS, Seller owns the issued shares of itself; and WHEREAS, 

Purchaser desires to purchase, and Seller desires to sell, the Shares 

on the terms and conditions set forth below

NOW, THEREFORE, in consideration of the premises and the 

mutual covenants and agreement contained herein, it is hereby agreed 

upon by and between parties as follows:

（以下、本文の各条項）

Article 1　　　　（内容省略）

（締めくくり文言）

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have executed this 

Agreement as of the date fi rst above written.
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（For and on behalf of） （For and on behalf of）

A Ltd. B CO. Ltd.

By By 

前記の中から、必要な部分を抜書きすると、次のようになり、本契

約書が全体で長い 1つの文章になっていることが明らかとなる⒇21。

THIS SHARE PURCHASE AGREEMENT

WITNESSETH THAT

WHEREAS, ……; and

WHEREAS, ……;

NOW, THEREFORE, in consideration of …………, it is hereby 

agreed upon by and

between parties as follows:

Article 1

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have executed this 

Agreement

4 ．小活

以上の検討から、「経緯」に対する態度が前文と完全合意条項との間

で一見相反している点を看取することができる。すなわち、英文契約

書においては、完全合意条項により、契約締結までに至る各種覚書、

議事録が、「事情」として契約解釈にあたり参照されるのを防ぐ一方、

他方でかかる「事情」は前文に記載され、そのことにより裁判所の解

釈の指針になるという限度ではあるが一定の法的意味を有している22。

その限度では、完全合意条項の意義が減殺されているようにも見受け

られ、日本法における完全合意条項との違いを相対化する際の 1つの

視点になるものと解される。すなわち日本法の下においては、契約締

結に至る経緯は、契約の認定にあたり有力な間接事実として重要視さ

れる一方、英文契約書が前提とする英米法の立場は、完全合意条項に
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より前記事情を排斥しつつ、一定のものを前文においてすくい上げ、

契約解釈の参考に供しようとする。結論として、両者の違いは、英文

契約書においては、事情を考慮する際には、それが「前文」に現れて

いる必要があるが、日本法においてはかかる必要がないということで

あろうか。法的な論点への現れ方は大きく違えども、結論的には彼我

の差は思ったよりも大きくないということになろう。

四．日本法における完全合意条項：その法的意味

1 ．問題の所在

最後に第 3の論点として、日本の契約書に完全合意条項が置かれた

場合、日本法上いかなる意味があるのかにつき検討したい。前述のと

おり、完全合意条項については、わが国における契約書にはない、英

文契約書固有の条項であると理解されてきた。それは、日本における

契約書が英文契約書と比較してかなり短く、意味内容の確定にあたり

外部からの補充を必要とする度合いが高いものであることに加え、た

いがいの場合、完全合意条項と対局にある別途協議条項を置くことも

影響しているものと解される23。そして、別途協議条項には批判も多く

なされている。すなわち、契約書は、将来、権利義務について疑義が

生じないようにするために作成するのであり、その契約書に書かれて

あるところから生ずる権利義務に関してすら別途協議するというのは、

何のために契約書を作るのか分からなくなるということである24。

ただ、両条項は適用される局面を異にするため必ずしも矛盾するも

のではないという指摘もあり25、近時は、少しずつではあるが日本語で

書かれた契約書の中にも完全合意条項が見受けられるようになりつつ

ある。現に（日本語で書かれた）契約書ひな形として完全合意条項を含

めたものが紹介されるようになってきている26。例えば、具体例として

は JEIDA27の平成 6年ソフトウェア開発基本契約の第 4条では、「本契

約は、締結日現在における甲、乙両者の合意を規定したものであり、

本契約締結以前に甲、乙間でなされた協議内容、合意事項あるいは一
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方当事者から相手方に提供された各種資料、申し入れ等と本契約の内

容とが相違する場合は、本契約が優先するものとします」と完全合意

条項につき規定を置いているし、同様に JISA28の 2008 年ソフトウェ

ア開発委託基本モデル契約書においても、その第 3条第 2項において、

「甲及び乙は、個別契約において本契約の一部の適用を排除し、又は本

契約と異なる事項を定めることができる。この場合、個別契約の条項

が本契約に優先するものとする。また、本契約及び個別契約が当該個

別業務の取引に関する合意事項のすべてであり、係る合意事項の変更

は、第 35 条（本契約及び個別契約内容の変更）に従ってのみ行うことがで

きるものとする」旨の記載がある。

2 ．完全合意条項に関する裁判例

それでは完全合意条項は、日本法においていかなる法的効力を有す

るのであろうか。この点に関する裁判例として、以下のものがある29。

①．東京地判平成 7年 12 月 13 日判タ 938 号 160 頁
前掲東京地判平成 7年 12 月 13 日は、公刊されたものに関する限り、

完全合意条項の効力が問題とされた初めてのケースである。事案は、

貿易金融業を営む米国法人YがXとの間で、Y保有にかかる日本の現

地法人A（代表取締役はX）の全株式を、代金 350 万米ドル、日本法を準

拠法と定めた上で、譲渡する旨の契約（本件株式譲渡契約）を締結し、X

が前記代金全額を支払ったところ、その後Aが破産宣告（現破産手続開

始決定）を受けるに至ったというものである。かかる事案において、X

はYに対し、①．条件付株式売買契約（Xは、Aの清算の実行を条件とし

てYが株式を再取得する旨の契約が存在したと主張している。）に基づく売買

代金請求、②．本件株式譲渡契約の詐欺取消・錯誤無効等を主張し、

これに対しYは、本件株式譲渡契約中の完全合意条項の存在に照らし、

Xの主張が失当である旨反論する。ちなみに、本件株式譲渡契約中の完

全合意条項は、「当事者は、本契約（本契約に言及されている書面を含む）

の用語は本契約の目的物に関する当事者の最終的な表現であり、以前

又は同時のその他のいずれの契約を証拠として、これを否認してはなら
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ないと意図する。当事者はさらに、本契約はその用語の完全かつ排他

的陳述を構成するものであること、及び本契約に取り入れられているす

べての司法上、行政上又はその他の法的手続において、いかなる外部

の証拠を導入してはならないことを意図する」というものであった。

裁判所は、本件株式譲渡契約の締結に関与した者がいずれも会社の

役員や弁護士であり、右のような事務に関しては十分な経験を有し、

契約書に定められた個々の条項の意味内容についても十分理解し得る

能力を有していたというべきであるとした上で、「本件においては、右

条項にその文言どおりの効力を認めるべきである。すなわち、……契

約の解釈にあたっては、契約書…以外の外部の証拠によって、各条項

の意味内容を変更したり、補充したりすることはできず、専ら各条項

の文言のみに基づいて当事者の意思を確定しなければならない」と判

示した。

②．東京地判平成 18 年 12 月 25 日判時 1964 号 106 頁30

前掲東京地判平成 18 年 12 月 25 日は、特許ライセンス契約に基づく

実施料の支払請求において、液晶パネル等の特許ライセンス契約にお

ける最恵待遇条項（most favored clause）の合意の成否につき、同契約中

の完全合意条項及び修正制限条項の規定などに照らして、その成立が

認められないとし、実施料支払請求が認容された事例である。

本件における完全合意条項及び修正制限条項は、それぞれ下記の内

容であった。

完全合意条項

（本件契約書

10・07 条）

This Agreement constitutes the entire understanding 

and agreement of the Parties with respect to the 

subject matter hereof and supersedes all prior agree-

ments, express or implied, and oral or written.（本契

約は、本契約の主題に関する両当事者の完全な理解と合意

を構成し、明示又は黙示及び口頭又は文書による全ての以

前の合意に優先する。）
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修正制限条項

（本件契約書

10・05 条）

No modifi cation or amendment hereof shall be valid or 

binding upon the Parties, unless made in writing and 

duly executed on behalf of the Parties by their 

respective duly authorized offi  cers.（書面によって、か

つ、両当事者を代表し、各々の正当な権限のある役員に

よって正当に執行された場合を除き、いかなる修正又は補

正も有効でなく、両当事者を拘束しない。）

裁判所は、完全合意条項に基づき、本件契約締結時における最恵待

遇条項の合意の存在を、修正制限条項に基づき、本件契約締結後にお

ける最恵待遇条項の合意の存在を、それぞれ否定した。

「最恵待遇条項は、本件契約の根幹である実施料の支払方法につき変

更をもたらすものであり、当事者双方に対して重大な影響を及ぼすも

のであるから、本件契約に最恵待遇条項を設けることは被告にとり重

要なことであり、その内容について原告と被告との間で合意が成立し

ていたのであれば、その合意内容が本件契約書に記載されていたはず

であるが、本件契約書には、そのような条項は設けられていない。ま

た、本件契約書には完全合意条項が設けられているから、仮に、本件

契約締結前に、CとDとの間で最恵待遇条項の合意が成立していたと

しても、原告と被告との間に、本件契約書に明記されていない最恵待

遇条項を含む契約が成立したものとは認め難い。これに対し、被告は、

本件における完全合意条項の規定は、「許諾製品・許諾特許・ライセン

ス料・グラントバック」についてのみ適用されるもので、最恵待遇の

原則を積極的に否定するまでの効果は有していない旨主張するが、被

告は原告から事前に本件契約書の内容を示され、確認した上で調印し

たのであるから、完全合意条項が適用される範囲を被告が主張するよ

うに限定的に解釈すべき理由は見出し難い。」

「本件契約には修正制限条項が設けられており、書面により、かつ両

社の代表役員らによる正当な修正を経なければ、いかなる修正又は補
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正も有効でなく、両当事者を拘束しない旨明記されているのであるから、

原告を代表する権限のある役員ではないCが、被告の一社員にすぎな

いDに対して送付した本件書簡をもって、原告と被告との間に、本件

契約を修正し、最恵待遇条項を設けるという効果を発生させる合意が

成立したものとは認め難く、他に、本件契約締結後に原告と被告との間

で最恵待遇条項の合意が成立したことを認めるに足る証拠もない。」

3 ．検討と小活：証拠制限契約 ?

前掲東京地判平成 7年 12 月 13 日、前掲東京地判平成 18 年 12 月 25

日は、いずれも完全合意条項の有効性を正面から認めている。だが、

いずれも契約書に記載されているからとの理由だけで、無条件でその

有効性について認めているわけでないことに注意すべきである。すな

わち、前掲東京地判平成7年 12月 13日では、契約作成に関与した者が、

米国弁護士・米国弁護士資格を有する取締役であったことが、前掲東

京地判平成 18 年 12 月 25 日では、最恵待遇条項という当事者にとって

重大な影響を及ぼす条項につき、合意が成立していたのであれば、そ

の合意内容が本件契約書に記載されていたはずであることが、それぞ

れの判断にあたって重視されている。両判決のとる立場につき、完全

合意条項を当事者の合理的意思の認定における有力ではあるがあくま

でも 1つの間接事実と捉えている、との指摘もなされている31。

自由心証主義（民事訴訟法 247 条）を採るわが国の民事訴訟法の下に

おいては、契約書に記載されていない事実も契約の解釈にあたり斟酌

されうるところ、契約締結に至る交渉過程はとりわけ重要な意義を有

する場合が多い。かような中で、完全合意条項はこれらの事情を証拠

として排除する特約（証拠制限契約）とみるべきであろうか32。民事訴

訟法学上、証拠制限契約は、自由心証主義に反するものではなく許容

されるというのが一般であるとされる33。

ただ、前記理解が成り立つためには、契約の解釈が事実問題か否か

という大問題が前提となるため、ここでは問題の指摘にとどめ結論は

後日の検討に委ねたい。
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五．結びに代えて

本稿の結論は以上である。最後に結びに代えて、本稿執筆に至る経

緯について述べておきたい。本稿の共同執筆者の一人である松嶋は、

商事法を専攻し、日本の契約書34と英文の契約書35のドラフティングに

関する解説書をそれぞれ共編者として刊行した者であり、もう一人の

熊木は、かねてから英語学の観点から法律英語を研究テーマとし、前

記の英文契約書の解説書に執筆者として関与した者であるところ、こ

の度それらの成果を持ち寄り、共同で本稿を執筆することにした。法

言語学という新しい学問領域36が新たに生じつつある現在、本稿が法律

学と英語学との「共働」としてシナジーを発揮し、法言語学の発展に

貢献できるのみならず、これまでもっぱら実務の「経験値」に委ねら

れてきたものを理論的に分析し、「経験値の理論化」に寄与できれば幸

いである。

 以上

⑴ 準拠法については、契約当事者間の交渉の問題であるが、多くの場合、
日本法以外とされることが多いものと考えている。
⑵ 例えば、野副靖人『英文ビジネス契約書の読み方・書き方・結び方』（平
成 17 年）105 頁、牧野和夫『ポイント注解　やさしくわかる英文契約書』
（平成 21 年）91 頁、吉川達夫編『英文契約書の基礎と使い方がわかる本』
（平成 22 年）60 頁、杉浦保友＝菅原貴与志＝松嶋隆弘編『英文契約書の法
実務 ドラフティング技法と解説』（平成 24 年）67 頁

⑶ Parol Evidence Rule とは、Contract（契約書）、Deed（捺印証書）、
Will（遺言書）等について、書面化された合意内容ないし意思内容と異な
ることを、他の口頭証拠又は文書証拠を用いて説明するのを許さないとい
う準則をいう。田中和夫「英米契約法（新版）」（昭和 40 年）171 頁、砂田
卓士『イギリス契約法（改訂版）』（昭和 63 年）152 頁、田中英夫編集代表
『英米法辞典』（平成 3年）623 頁。なお、アメリカ法におけるParol 
Evidence Rule については、樋口範雄『アメリカ契約法』（平成 6年）152
頁以下を参照。
⑷ 小山貞夫編『英米法律語辞典』（研究社、平成 23 年）805 頁。文書も含
まれている点に注意が必要であるとされる。
⑸ もっとも、その書面の作成過程における錯誤又は詐欺の抗弁による修
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正・変更は認められている（鴻常夫＝北沢正啓『英米商事法辞典（新版）』
（平成 10 年）683 頁）。
⑹ 牧野・前掲書（前注⑵）91 頁
⑺ 吉川・前掲書（前注⑵）60 頁
⑻ 英米法上、契約におけるGood Faith Negotiation とは、一方において
「契約に記載されている条項は誠実に守る」ということを強調するととも
に、他面において、「契約に記載されていないことは、関知しない」とい
うことも間接的に意味する。信義則の適用に慎重な英米法ゆえの特徴だが、
その帰結として、英文契約書は条文が非常に長くなる傾向がある。この点
は英文契約書作成実務における基本的留意点とされている。
⑼ イギリスにおいては、制定法の解釈において、伝統的に文理解釈が優先
される。制定法の文言が明確に意味するところは、たとえその結果が不合
理と思われるときでも、裁判所はこれを適用しなければならないとされ、
これをPlain Meaning Rule という（田中英夫『英米法総論（下）』（昭和
55 年）503 頁）。アメリカ法においては、かつて存在したルールとされて
いるようである（樋口・前掲書（前注⑶）163 頁）。
⑽ 杉浦＝菅原＝松嶋・前掲書（前注⑵）68 頁（杉浦保友）
⑾ （1984）, 26 BLR 156, 45 OR （2d） 110.
⑿ CISGについては、松嶋隆弘「商法学の立場からみたウィーン売買条約」
法学紀要 51 巻（平成 22 年）273 頁
⒀ 日本語訳については、http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/
treaty169_5.pdf に従った。
⒁ http://law.scu.edu/site/gary-neustadter/contracts-2011-12/main/CISG/
CISG_Advisory3_ParolEvidence.htm
⒂ Whereas とは「～であるがゆえに、～なので」という意味のいささか古
めかしい表現である。
⒃ 堀江泰夫『契約業務の実用知識』（商事法務、平成 22 年）144 頁。現在
において、前文は、実務上、契約に至る経緯や動機だけでなく、当事者の
事情、今後の展望等を書くことも多く、契約締結後に、担当者が替わった
ような場合に、契約成立の経緯等を理解する上で便宜であるとされる（杉
浦＝菅原＝松嶋・前掲書（前注⑵）46 頁（松嶋隆弘＝ダグラス・Ｋ・フ
リーマン））。

⒄ 最近では will も用いられるようである。英文契約における shall の用法
については、中村秀雄『英文契約書作成のキーポイント（新訂版）』（平成
18 年）69 頁
⒅ 野副・前掲書（前注⑵）65 頁
⒆ 杉浦＝菅原＝松嶋・前掲書（前注⑵）42 頁（松嶋＝フリーマン）
⒇ 本文中の「WITNESSETH」という用語だけ耳慣れないが、これは「表
わす、示す、記録する」を意味する古語的表現であり（小山・前掲書（前
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完
全
合
意
条
項
に
関
す
る
一
考
察
：
法
言
語
比
較
の
立
場
か
ら
（
松
嶋
・
熊
木
）

（
一
〇
四
五
）

注⑷）1211 頁）、現在の英語における動詞witness の三人称単数現在
（witnesses）に相当する。
21 す な わ ち、THIS SHARE PURCHASE AGREEMENT が 主 語、
WITNESSETHが動詞で、接続詞THATの後に、その内容が具体的に示
され、IN WITNESSWHEREOFで始まる文言で締められる、長大な一つ
の文章として組み立てられているのである。
22 杉浦＝菅原＝松嶋・前掲書（前注⑵）68 頁（松嶋隆弘＝フリーマン・ダ
グラス）
23 『別途協議条項』とは、『円満解決条項』とも言われ、「本契約に定めの
ない条項またはこの契約の解釈に疑義を生じた時は、別途誠意を持って協
議するものとする」。または「将来、この契約により生ずる権利義務につ
き当事者間に紛争が生じた時は、協議によって円満に解決する」旨規定す
るものである。
24 長谷川俊明『新法律英語のカギ　契約・文書（全訂版）』（平成 20 年）
75 頁
25 吉川・前掲書（前注⑵）61 頁は、完全合意条項は契約締結以前の交渉経
過などを事後的に持ち出すのを禁止するものであるのに対し、別途協議条
項は、契約締結後の問題発生についての協議を定めるもので、時的限界を
異にすると指摘する。
26 堀江・前掲書（前注⒃）148 頁、植草宏一＝松嶋隆弘編『契約書作成の
基礎と実践～紛争予防のために』（平成 24 年 9 月）188 頁（鈴木一洋）
27 Japan Electronics and Information Technology Industries Association（電
子情報技術産業協会）
28 Japan Information Technology Services Industry Association（情報サー
ビス産業協会）
29 この他に、完全合意条項の有効性を直接的には判断していないものの、
それが有効であることを前提に契約条項の解釈をしているものとして、名
古屋地決平成 19 年 11 月 12 日金判 1319 号 50 頁。
30 本判決の評釈として、長谷川俊明・国際商事法務 35 巻 7 号 1000 頁
31 植草＝松嶋・前掲書（前注26）193 頁（鈴木一洋）
32 植草＝松嶋・前掲書（前注26）192 頁（鈴木一洋）。かかる指摘を明確に
するものは、筆者が知る限り、鈴木一洋弁護士の前記論稿が初めてである。
33 伊藤眞『民事訴訟法（第 4版）』（平成 23 年）350 頁
34 植草＝松嶋・前掲書（前注26）
35 杉浦＝菅原＝松嶋・前掲書（前注⑵）
36 例えば、橋内武＝堀田秀吾『法と言語─法言語学へのいざない』（平成
24 年）
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第
一
章　

国
家
・
法

【
第
三
編　

国
家
】





L
ochner

判
決
の
亡
霊
と
そ
の
最
近
の
評
価
断
片
（
青
山
）

（
一
〇
六
五
）

Lochner

判
決
の
亡
霊
と
そ
の
最
近
の
評
価
断
片

青　
　

山　
　

武　
　

憲

は
じ
め
に

二
一
世
紀
に
入
っ
て
間
も
な
く
、『L

ochner
の
遺
産
の
遺
産
』（L

ochner ’s L
egacy ’s L

egacy

）
と
云
う
論
文
で
、D

avid E
.

B
ernstein

は
、
実
体
的
適
正
手
続
の
代
名
詞
と
云
え
、
適
正
手
続
条
項
に
確
と
契
約
の
自
由
を
認
め
たL

ochner

事
件

（
1
）

に
関
連
し
て

「L
och

n
er v. N

ew
 York

の
亡
霊
が
、
ア
メ
リ
カ
の
憲
法
に
憑
り
つ
い
て
い
る
。」
と
述
べ
た

（
2
）

。Lochner

事
件
以
前
、
一
八
九
八
年
に
は
、

連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
炭
鉱
従
事
者
の
労
働
時
間
を
一
日
一
〇
時
間
に
制
限
し
た
立
法
を
合
憲
と
し
て
い
た

（
3
）

。
と
こ
ろ
が
一
九
〇
五
年
、

そ
の
連
邦
最
高
裁
判
所
が
、
右
のL

ochner

事
件
で
、
パ
ン
業
に
つ
い
て
同
様
に
な
さ
れ
た
労
働
時
間
規
制
立
法

（
4
）

を
違
憲
と
し
た
の
で

あ
る
。
そ
の
違
憲
判
断
を
下
し
たR

ufus W
.P

eckham

判
事
に
よ
る
判
決
が
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
（
以
降
、「
合
衆
国
」
と
云
う
。）
で
は
、

そ
の
憲
法
に
憑
り
つ
い
て
い
る
と
云
う
の
だ
。

六
七
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（
一
〇
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六
）

そ
の
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
て
、L

ochner

事
件
は
、
憲
法
学
者
の
脳
裏
に
も
こ
び
り
付
い
て
い
る
。L

ochner

判
決
に
関
す
る
論
文
は
、

二
一
世
紀
に
な
っ
て
も
依
然
と
し
て
絶
え
な
い
の
だ

（
5
）

。
そ
の
中
の
一
つ
で
自
由
放
任
主
義
的
立
憲
主
義
を
研
究
し
たM

atthew
 J.

L
indsay

に
よ
れ
ば
、
合
衆
国
の
法
律
学
者
た
ち
は
、
一
九
世
紀
後
半
に
始
ま
りL

ochner

事
件
で
頂
点
に
達
し
た
自
由
放
任
主
義
的
立

憲
主
義
の
起
源
と
本
質
と
の
問
題
と
取
り
組
み
続
け
て
い
る
と
云
う
こ
と
で
あ
る

（
6
）

。
実
際
、L

ochner

判
決
の
類
が
概
ね
幅
を
利
か
し
た

時
代
（
一
八
九
七
│
一
九
三
七

（
7
）

）（
以
降
、「L

ochner

時
代
」
と
云
う
。）
は
、
今
や
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判
決
史
の
一
時
期
を
画
し
た
も
の
と

し
て
口
に
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
そ
の
時
代
の
象
徴
で
あ
るL

ochner

判
決
は
、
依
然
と
し
て
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判
決
史
で
最

も
論
争
さ
れ
る
も
の
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る

（
8
）

。

多
く
の
重
要
な
判
決
が
し
ば
し
ば
異
な
る
評
価
を
生
み
出
し
て
い
る
よ
う
に
、L

ochner

判
決
に
つ
い
て
も
、
異
な
る
評
価
が
存
在
す

る
。
そ
の
判
決
は
、
五
対
四
と
云
う
際
ど
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
ど
さ
は
、
判
決
後
の
評
価
の
対
立
あ
る
い
は
論
議
を
予
想
さ
せ
る

も
の
で
あ
っ
た
。
司
法
と
政
治
の
問
題
に
詳
し
く
、
そ
れ
ら
の
面
か
らL

ochner

事
件
を
論
究
し
たP

aul K
ens

は
、L

ochner

判
決

に
不
満
の
あ
る
人
々
か
ら
見
れ
ば
、
そ
の
判
決
は
、
政
治
的
・
経
済
的
・
社
会
的
に
欠
点
が
あ
る
理
論
に
基
づ
い
て
悪
い
公
共
政
策
を
固

定
化
し
た
も
の
と
云
う
。
そ
れ
故
、
彼
ら
は
、
躊
躇
う
こ
と
な
く
、L

ochner

判
決
を
自
由
放
任
主
義
お
よ
び
社
会
的
ダ
ウ
ニ
ズ
ム

（S
ocial D

arw
inism

）
に
根
差
し
た
無
為
哲
学
（a “do nothing philosophy ”

）
を
示
し
た
も
の
と
述
べ
て
い
る
と
云
う
の
だ

（
9
）

。
そ
し
て
彼
ら

に
と
っ
てL

ochner

判
決
は
、
時
代
の
趨
勢
に
逆
行
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
判
決
を
画
期
的

な
も
の
と
み
な
す
見
解
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
彼
ら
が
気
に
喰
わ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
者
と
同
様
な
立
場
か
ら
、L

ochner

判
決
を
悪
評
高
い
彼
のD

red S
cott

事
件
の
判
決
と
同
様
に
位
置
づ
け
、
司
法
部

が
間
違
っ
た
営
み
を
し
た
代
表
的
な
事
例
と
看
做
し
て
、
連
邦
最
高
裁
判
所
の
歴
史
の
中
で
悪
評
高
い
も
の
と
説
く
者
は
、
決
し
て
少
な

六
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L
ochner

判
決
の
亡
霊
と
そ
の
最
近
の
評
価
断
片
（
青
山
）

（
一
〇
六
七
）

く
な
い

（
10
）

。
そ
れ
も
彼
ら
に
よ
るL

ochner

判
決
に
対
す
る
批
判
は
、
執
拗
で
あ
り
強
力
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
批
判
の
強
さ
は
、
他
方
で
、L

ochner

判
決
に
対
す
る
根
強
い
支
持
が
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
立
場
の
者
に

と
っ
て
は
、
そ
の
よ
う
な
批
判
の
強
さ
が
そ
の
判
決
を
支
持
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
源
と
な
っ
て
い
る
。
実
際
、L

ochner

時
代
を
通
じ
て

存
在
す
る
い
わ
ゆ
るL

ochner

主
義
を
財
産
権
や
経
済
的
自
由
を
擁
護
す
る
立
場
か
ら
支
持
す
る
主
張
は
、
決
し
て
少
な
く
な
い

（
11
）

。
取

り
分
け
二
〇
世
紀
終
盤
以
降
、L

ochner

主
義
の
見
直
し
論
は
、
強
ま
っ
て
も
い
る
。
そ
れ
も
、L

ochner

主
義
と
社
会
・
経
済
改
革
と

の
関
係
を
研
究
し
たS

even M
.Ingram

に
よ
れ
ば
、
歴
史
家
や
法
学
者
は
、L

ochner

主
義
を
改
革
の
動
き
に
対
す
る
裁
判
所
に
よ
る

反
感
を
証
す
る
も
の
と
看
做
し
て
い
た
が
、
最
近
の
見
直
し
主
義
の
学
者
は
、L

ochner

主
義
が
進
歩
的
な
法
律
に
対
し
て
必
ず
し
も
敵

対
的
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
と
云
う
こ
と
で
あ
る

（
12
）

。
社
会
的
民
主
主
義
者
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
た

ニ
ュ
ー
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
とL

ochner
判
決
の
法
理
に
代
表
さ
れ
る
古
典
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
は
、
矛
盾
し
な
い
と
云
う
の
だ
。
ま
た

福
祉
主
義
に
対
す
る
新
た
な
動
き
を
究
明
し
たM

ratha T
.M

cC
luskey

の
よ
う
に
、
二
〇
世
紀
終
盤
に
現
れ
た
経
済
効
率
を
重
視
す
る

法
と
経
済
の
核
心
に
係
る
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
をL

ochner

主
義
の
復
活
と
見
る
向
き
も
あ
る

（
13
）

。
と
も
あ
れ
、L

ochner

主
義
と
そ

の
後
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
の
関
係
は
、L

ochner

法
理
を
い
か
に
解
す
る
か
に
左
右
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
冒
頭
に
触
れ
たD

.E
.B

ernstein

は
、
取
り
分
けL

ochner

判
決
の
法
理
を
追
究
し
て
い
る
代
表
的
な
研
究
者
の
一
人
で

あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
連
邦
最
高
裁
判
所
がL

ochner

事
件
を
裁
い
た
後
ほ
ぼ
百
年
と
云
う
も
の
、L

ochner

判
決
と
そ
れ
を
継
承
し

た
判
決
と
が
依
然
と
し
て
司
法
の
過
ち
の
い
か
ん
を
判
断
す
る
基
準
と
な
っ
て
い
る
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
過
ち
を
避
け
る

こ
と
こ
そ
、
現
代
の
憲
法
や
憲
法
学
者
が
最
も
執
着
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
主
要
な
論
点
と
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
の
だ

（
14
）

。
そ
の
よ

う
なL

ochner

事
件
に
係
る
論
議
や
評
価
は
、
興
味
を
引
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
で
以
降
で
は
、
し
ば
し
ば
経
済
的
な
自
由
、
と
り

六
七
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わ
け
契
約
の
自
由

（
15
）

の
牙
城
と
評
さ
れ
るL

ochner

判
決
お
よ
び
そ
れ
に
関
連
し
た
動
き
と
主
と
し
て
新
た
な
評
価
に
注
目
し
て
み
る
。

一　
「L

ochner

時
代
」
概
説

我
々
は
、
こ
の
よ
う
に
﹇
規
制
的
な
﹈
性
格
を
有
す
る
多
く
の
法
律
が
公
衆
の
衛
生
若
し
く
は
福
祉
を
守
る
目
的
を
有
す
る
警
察
権
の

名
目
で
可
決
さ
れ
て
い
る
が
、
現
実
に
は
、
そ
れ
ら
が
他
の
動
機
で
可
決
さ
れ
て
い
る
事
実
に
目
を
閉
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

│Justice R
ufus W

.P
eckham （

16
）

│

1　

Lochner

時
代
の
胎
動

L
ochner

時
代
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
い
ろ
い
ろ
な
指
摘
が
あ
る
。
経
済
的
自
由
、
取
り
分
け
契
約
の
自
由
を
規
制
す
る
立
法
を
無
効

な
も
の
と
す
る
た
め
に
実
体
的
適
正
手
続
規
定
を
使
用
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
、
あ
る
い
は
、
州
際
通
商
に
関
す
る
連
邦
政
府
の
権

限
を
制
限
し
た
裁
判
所
の
動
き
を
指
摘
す
る
も
の
等
は
、
そ
の
代
表
的
な
例
で
あ
る
。
中
で
も
注
目
さ
れ
、
以
降
で
も
主
と
し
て
注
目
す

る
の
は
、
前
者
で
あ
る
。
連
邦
最
高
裁
判
所
が
合
衆
国
憲
法
修
正
（
以
降
、
単
に
「
修
正
」
と
云
う
。）
一
四
条
が
定
め
る
適
正
手
続
条
項
上

の
自
由
に
経
済
的
自
由
を
も
含
め
て
解
釈
し
た
最
初
の
判
決
は
、
法
律
を
守
っ
て
い
な
い
海
上
保
険
会
社
と
の
取
引
を
規
制
し
た

L
ouisiana

州
法
を
全
一
致
で
無
効
と
し
たA

llgeyer v. L
ou

isian
a,1897 （

17
）

で
あ
る
。
そ
のL

ochner

時
代
の
幕
開
け
と
云
え
る
事
件

の
先
駆
を
な
し
た
も
の
と
し
て
は
、
適
正
手
続
規
定
に
お
け
る
人
に
法
人
を
含
め
たS

an
ta C

lara C
ou

n
ty v. S

ou
th

ern
 P

acifi c 

R
ailroad

 C
o.,1886

や
州
に
よ
る
警
察
権
の
行
使
の
正
当
性
を
審
査
す
る
意
欲
を
示
し
たM

u
gler v. K

an
sas,1887

が
あ
っ
た

（
18
）

。

L
ochner

判
決
は
、
そ
れ
ら
の
う
ちM

ugler

判
決
を
引
用
し
た
し

（
19
）

、M
ugler

判
決
は
、L

ochner

判
決
の
先
駆
と
し
て
少
な
か
ら
ず
注

六
七
六



L
ochner

判
決
の
亡
霊
と
そ
の
最
近
の
評
価
断
片
（
青
山
）

（
一
〇
六
九
）

目
さ
れ
て
い
る

（
20
）

。
そ
の
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
て
、
司
法
権
に
つ
い
て
精
通
し
たM
ichael G

.C
ollins

の
如
き
は
、
そ
の
他
の
多
く
の
論

文
（
21
）

に
目
を
向
け
な
が
ら
も
、
こ
のM

ugler

判
決
をL

ochner

時
代
の
幕
開
け
を
な
し
た
も
の
と
看
做
し
て
い
る

（
22
）

。

少
し
く
論
題
か
ら
離
れ
る
が
、
余
り
注
目
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
右
のA

llgeyer

事
件
の
判
決
の
日
に
、C

h
icago,B

u
rlin

gton
 

&
 Q

u
in

cy R
ailroad

 v. C
ity of C

h
icago,1897 （

23
）

に
お
い
て
、「
正
当
な
補
償
」
を
せ
ず
公
用
収
用
を
し
た
事
例
が
、
適
正
手
続
に
欠
け

る
と
さ
れ
た
。
こ
の
判
決
も
ま
た
、
実
体
的
な
面
か
ら
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
。
そ
の
意
味
で
、
一
八
九
七
年
三
月
一
日
は
、
連

邦
最
高
裁
判
所
史
に
お
い
て
無
視
し
得
な
い
日
で
あ
っ
た
。
そ
の
日
は
、
連
邦
最
高
裁
判
所
が
新
た
な
時
代
に
入
る
こ
と
を
予
測
さ
せ
る

日
で
あ
っ
た
の
だ
。

再
び
戻
っ
て
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、A

llgeyer

事
件
で
認
め
た
自
由
を
絶
対
的
な
も
の
と
解
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
州
の
警

察
権
に
従
う
も
の
と
し
た
の
だ

（
24
）

。
そ
の
警
察
権
が
行
使
さ
れ
る
時
期
や
限
界
に
つ
い
て
は
、
事
案
次
第
と
さ
れ
た
。
そ
れ
で
も
そ
の
事
件

で
は
、
自
由
の
範
囲
が
か
な
り
広
く
解
さ
れ
、
そ
の
自
由
に
人
身
の
自
由
だ
け
で
な
く
、
市
民
が
そ
の
能
力
の
す
べ
て
を
享
有
、
行
使
し

生
計
を
営
む
等
の
た
め
に
契
約
す
る
自
由
も
含
め
ら
れ
た

（
25
）

。
し
か
し
、
鉱
山
に
お
け
る
一
日
八
時
間
以
上
の
就
業
を
禁
止
し
たU

tah

州

法
が
容
認
さ
れ
た
翌
年
のH

old
en

 v. H
ard

y,1898 （
26
）

で
は
、
自
由
の
範
囲
は
、
か
な
り
狭
め
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
労
働
立
法
に
係
る
連

邦
最
高
裁
判
所
に
お
け
る
最
初
の
事
件
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
件
で
は
、
健
康
や
安
全
に
対
し
て
有
害
性
を
伴
う
鉱
山
業
に
お
け
る
契
約
の

自
由
が
問
題
と
さ
れ
た
。
そ
れ
も
警
察
規
制
が
、
公
衆
の
衛
生
、
安
全
若
し
く
は
モ
ラ
ル
、
あ
る
い
は
公
害
（public nuisance

）
の
排
除

の
た
め
に
確
と
容
認
さ
れ
た
。
立
法
府
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
利
益
の
た
め
に
広
範
な
裁
量
が
認
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
警
察
権
は
、
正
当

に
行
使
さ
れ
る
限
り
、
契
約
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
さ
れ
た
の
で
あ
る

（
27
）

。
そ
の
よ
う
な
流
れ
を
汲
ん
で
、O

tis v. 

P
arker,1903 （

28
）

で
も
、
株
式
の
信
用
買
い
に
関
し
て
契
約
の
制
限
が
認
め
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、N

orthern S
ecurities C

o. v. U
.S.,1904 （

29
）

で
は
、

六
七
七



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
一
〇
七
〇
）

州
際
通
商
条
項
に
関
連
し
て
反
ト
ラ
ス
ト
法
が
認
め
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
動
き
に
は
、
連
邦
最
高
裁
判
所
が
後
にH

olm
es

判
事
的
評
価

で
述
べ
ら
れ
た
自
由
放
任
主
義
的
立
憲
主
義
あ
る
い
は
古
典
的
リ
ベ
ラ
レ
リ
ズ
ム
を
離
れ
て
修
正
立
憲
主
義
、
い
わ
ゆ
る
ニ
ュ
ー
・
リ
ベ

ラ
リ
ズ
ム
へ
と
移
行
す
る
兆
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
そ
の
よ
う
な
予
感
を
程
な
く
覆
し

た
。
そ
の
よ
う
な
予
感
を
覆
し
た
の
が
、
外
な
ら
ぬL

ochner

判
決
で
あ
っ
た
。

2　

Lochner

時
代
概
要

L
ochner

事
件
で
法
廷
意
見
を
述
べ
たR

.W
.P

eckham

判
事
は
、A

llgeyer

事
件
で
法
廷
意
見
を
述
べ
、H

olden

事
件
で
は
反
対
意

見
を
述
べ
て
い
た
。
そ
れ
故
、L

ochner

事
件
に
お
け
る
彼
の
姿
勢
に
は
、
予
測
さ
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
。
実
際
、
案
に
違
わ
ず
、
彼
は
、

ビ
ジ
ネ
ス
に
関
連
し
て
契
約
す
る
一
般
的
な
権
利
を
修
正
一
四
条
が
守
っ
て
い
る
個
人
の
自
由
の
一
部
で
あ
る
と
し
た
。
そ
の
修
正
一
四

条
の
下
で
、
州
が
人
の
生
命
、
自
由
あ
る
い
は
財
産
を
奪
う
に
は
適
正
手
続
に
従
う
こ
と
を
求
め
た
。
そ
し
て
、
労
働
を
売
買
す
る
権
利

に
つ
い
て
、
そ
れ
を
排
除
す
る
状
況
が
無
い
限
り
、
修
正
一
四
条
に
よ
っ
て
守
ら
れ
て
い
る
自
由
の
一
部
で
あ
る
と
し
た
。
そ
の
際
、
判

例
上
、
警
察
権
が
、
概
ね
州
の
公
衆
の
安
全
、
衛
生
、
モ
ラ
ル
お
よ
び
一
般
の
福
祉
に
関
し
て
述
べ
ら
れ
、
自
由
や
財
産
は
そ
の
合
理
的

な
制
限
の
下
で
保
有
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
し
な
が
ら
も

（
30
）

、
自
ら
は
、
警
察
権
を
人
々
の
モ
ラ
ル
、
衛
生
、
あ
る
い
は
安
全

を
守
る
権
限
と
同
視
し
た

（
31
）

。
そ
し
て
、
職
種
、
強
制
的
予
防
接
種
等
に
伴
う
公
衆
の
衛
生
等
の
た
め
の
警
察
権
に
よ
る
諸
種
の
規
制
例
を

容
認
し
な
が
ら
も
、
清
潔
で
衛
生
的
な
パ
ン
は
、
パ
ン
業
者
の
労
働
時
間
に
左
右
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
し
た
。
パ
ン
業
者
も
、
公
正

で
合
理
的
で
適
切
な
警
察
権
に
は
服
す
る
が
、
問
題
の
労
働
立
法
は
、
そ
の
よ
う
な
警
察
権
の
行
使
で
は
な
い
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
見
地
か
ら
、
彼
は
、
労
働
立
法
か
ら
契
約
の
自
由
を
保
護
す
る
確
固
た
る
姿
勢
を
示
し
た
の
だ
。
こ
のL

ochner

判
決
は
、
以

六
七
八



L
ochner

判
決
の
亡
霊
と
そ
の
最
近
の
評
価
断
片
（
青
山
）

（
一
〇
七
一
）

降
暫
時
、
連
邦
最
高
裁
判
所
が
実
体
的
適
正
手
続
の
下
で
経
済
的
自
由
の
た
め
に
経
済
お
よ
び
労
働
に
係
る
立
法
を
無
効
に
す
る
直
接
的

契
機
と
な
っ
た
。
そ
の
判
決
の
姿
勢
が
踏
襲
さ
れ
た
代
表
的
な
事
件
を
垣
間
見
て
み
る
。

L
ochner

事
件
判
決
の
三
年
後
、A

d
air v. U

n
ited

 S
tates,1908

で
は
、
鉄
道
会
社
に
対
し
て
黄
犬
契
約
を
禁
じ
た
連
邦
法
が
無
効

と
さ
れ
た

（
32
）

。
こ
の
姿
勢
は
、
同
様
に
黄
犬
契
約
を
禁
じ
た
州
法
に
係
るC

oppage v. K
an

sas,1915

で
も
確
認
さ
れ
た

（
33
）

。
雇
用
者
が
被

用
者
と
組
合
と
の
関
係
に
関
わ
る
行
為
へ
の
規
制
が
否
定
さ
れ
た
の
だ
。A

d
am

s v. T
an

n
er,1917 （

34
）

で
は
、
職
業
取
次
法
が
問
題
と
な
っ

た
。W

ashington

州
で
一
九
一
四
年
に
、
職
業
取
次
店
が
自
ら
取
次
料
金
を
決
め
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
た
の
だ
。
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、

そ
の
よ
う
な
禁
止
立
法
が
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
有
用
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
不
道
徳
で
も
危
険
で
も
な
い
ビ
ジ

ネ
ス
を
規
制
す
る
も
の
で
あ
り
、
恣
意
的
で
圧
制
的
で
あ
る
と
さ
れ
た

（
35
）

。H
am

m
er v. D

agen
h

art,1918 （
36
）

で
は
、
州
に
お
け
る
児
童
の

労
働
を
害
悪
か
ら
保
護
す
る
一
九
一
六
年
の
連
邦
立
法
が
問
題
と
な
っ
た
。
児
童
を
雇
用
し
て
い
る
工
場
か
ら
の
荷
物
の
州
際
輸
送
の
禁

止
の
合
憲
性
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
事
件
で
、
連
邦
議
会
は
、
憲
法
に
よ
っ
て
委
任
さ
れ
た
以
外
の
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

と
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
州
際
通
商
条
項
に
よ
っ
て
児
童
を
保
護
し
よ
う
と
し
た
連
邦
議
会
の
行
為
が
、
州
の
権
限
を
侵
す
越
権
行
為
と
さ

れ
た

（
37
）

。
こ
のD

agenhart

法
理
は
、
児
童
労
働
を
行
わ
せ
て
い
る
雇
用
者
の
純
益
に
一
〇
％
の
課
税
を
し
た
行
為
が
問
題
と
な
っ
た

B
ailey v. D

rexel F
u

rn
itu

re C
o. 1922 （

38
）

で
も
継
承
さ
れ
た
。
そ
のB

ailey

事
件
の
前
年
、D

u
plex P

rin
tin

g P
ress C

o. v. 

D
eerin

g,1921 （
39
）

で
は
、
連
邦
の
反
ト
ラ
ス
ト
法
が
問
題
と
な
っ
た
。
こ
の
事
件
で
法
廷
意
見
を
述
べ
た
の
は
、P

itney

判
事
で
あ
っ
た
。

彼
は
、
問
題
と
な
っ
た
法
律
が
保
護
し
て
い
る
の
は
労
働
組
合
の
存
立
と
運
用
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
構
成
員
の
活
動
は
大
し
て
保
護
さ
れ

て
い
な
い
と
し
た
。
そ
し
て
、
問
題
の
ボ
イ
コ
ッ
ト
が
反
ト
ラ
ス
ト
法
に
よ
っ
て
差
止
め
を
免
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
合
法
で
正
当
な
場
合

に
限
ら
れ
る
と
し
た

（
40
）

。
し
か
し
、
そ
こ
で
そ
の
合
法
お
よ
び
正
当
の
定
義
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
問
題
の
法
律
以
前
に
、

六
七
九



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
一
〇
七
二
）

D
uplex

事
件
に
お
け
る
よ
う
な
ボ
イ
コ
ッ
ト
が
違
法
と
さ
れ
たL

oew
e v. L

aw
lor,1908

の
よ
う
な
先
例
が
既
に
あ
っ
た

（
41
）

。P
itney

判

事
がD

uplex

に
対
し
て
差
止
め
に
よ
る
救
済
を
認
め
た
の
は
、
そ
の
先
例
を
踏
ま
え
て
の
こ
と
で
あ
る

（
42
）

。B
ailey

事
件
の
判
決
の
翌
年
、

A
d

kin
s v. C

h
ild

ren
’s H

ospital,1923 （
43
）

で
は
、
女
子
や
児
童
の
た
め
の
最
低
賃
金
を
定
め
た
立
法
が
、
契
約
の
自
由
に
反
す
る
と
さ
れ

た
。
と
こ
ろ
が
、N

ebbia v. P
eople of N

ew
 York

（
一
九
三
四
）
で
は
、
州
法
で
あ
る
農
業
・
市
場
法
の
下
で
ミ
ル
ク
規
制
委
員
会
が

ミ
ル
ク
の
販
売
価
格
を
規
制
し
た
規
則
の
合
憲
性
が
認
め
ら
れ
た

（
44
）

。
経
済
的
自
由
に
対
す
る
強
い
保
護
が
、
緩
和
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し

か
し
、N

ebbia

事
件
は
、L

ochner

時
代
の
終
焉
を
意
味
し
な
か
っ
た
。
そ
の
後
も
、
た
と
え
ば
、
農
業
調
整
法
の
下
の
課
税
を
違
憲

と
し
たU

n
ited

 S
tates v. B

u
tler,1936 （

45
）

や
石
炭
産
業
を
規
制
す
る
立
法
を
無
効
と
し
たC

arter v. C
arter C

oal C
om

pan
y,1936 （

46
）

に

見
ら
れ
る
如
く
、L

ochner

主
義
は
、
維
持
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
取
り
分
けC

arter

判
決
は
、
政
治
的
な
波
紋
を
生
じ
た
。

そ
の
判
決
に
鑑
み
、
経
済
危
機
と
精
力
的
に
取
り
組
ん
だ
第
三
二
代
大
統
領F

ranklin D
elano R

oosevelt

が
、

「
だ
か
ら
、
我
々
は
、
国
民
と
し
て
、
裁
判
所
か
ら
憲
法
を
救
い
、
ま
た
裁
判
所
を
裁
判
所
自
体
か
ら
救
う
た
め
に
、
行
動
を
起
こ
す

必
要
が
あ
る
時
に
至
っ
て
い
る
。
我
々
は
、
最
高
裁
判
所
へ
訴
え
る
こ
と
よ
り
憲
法
自
体
へ
訴
え
る
道
を
探
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

だ
。
我
々
は
、
憲
法
の
下
で
裁
判
を
行
う
最
高
裁
判
所
を
欲
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

│
憲
法
の
上
に
あ
る
最
高
裁
判
所
を
欲
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ

（
47
）

。」

と
憤
懣
を
述
べ
た
の
だ
。
一
三
〇
万
人
も
の
失
業
者
が
存
し
、
不
況
の
ど
ん
底
期
に
合
衆
国
大
統
領
の
地
位
に
あ
っ
たF

.D
.

R
oosevelt

は
、
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
学
者John M

aynard K
eynes

に
影
響
さ
れ
て
政
治
お
よ
び
経
済
に
二
〇
世
紀
的
自
由
主
義
を
導
入

六
八
〇



L
ochner

判
決
の
亡
霊
と
そ
の
最
近
の
評
価
断
片
（
青
山
）

（
一
〇
七
三
）

し
よ
う
と
し
て
い
た
。
彼
に
と
っ
て
、
古
典
的
自
由
主
義
あ
る
い
はL

ochner

主
義
に
固
執
し
て
い
る
と
思
え
た
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、

障
害
物
で
し
か
な
か
っ
た
。
彼
に
と
っ
て
、「
我
々
が
恐
れ
る
べ
き
唯
一
の
こ
と
は
、
自
ら
を
恐
れ
る
こ
と
で
あ
る

（
48
）

。」
と
云
う
こ
と
で
は

最
早
な
く
な
り
、
憲
法
に
上
位
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
た
連
邦
最
高
裁
判
所
で
あ
っ
た
の
だ
。
当
時
の
こ
と
を
論
究
し
たW

illiam
 and 

M
ary

大
学
の
教
授N

eal D
evins

は
、
後
に
、
当
時
の
連
邦
の
裁
判
所
を
「
古
い
秩
序
」（the O

ld O
rder

）
の
一
部
と
断
じ
た

（
49
）

。
そ
の

よ
う
な
見
方
は
、
明
ら
か
に
大
統
領
側
に
与
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
俯
瞰
的
に
見
れ
ば
、
当
時
は
、
総
じ
て
古
典
的
自
由
主
義
を
守
っ
た

と
さ
れ
、
行
政
国
家
化
を
警
戒
し
た
連
邦
最
高
裁
判
所
と
市
場
絶
対
主
義
に
不
信
を
抱
い
て
ニ
ュ
ー
・
デ
ィ
ー
ル
を
実
行
し
、
ニ
ュ
ー
・

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
追
求
し
た
大
統
領
と
の
熾
烈
な
闘
争
の
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
、F

.D
.R

oosevelt

大
統
領
に
は
、
連
邦
最
高
裁
判

所
に
果
敢
に
挑
戦
す
る
姿
勢
が
あ
っ
た
。
大
統
領
は
、
連
邦
最
高
裁
判
所
が
ニ
ュ
ー
・
デ
ィ
ー
ル
を
促
進
す
る
組
織
と
な
る
よ
う
な
プ
ラ

ン
さ
え
練
っ
た
。
そ
れ
は
、
反
対
派
に
よ
っ
て
「
法
廷
包
み
込
み
計
画
」
と
呼
ば
れ
た
が
、
そ
の
プ
ラ
ン
は
、
大
統
領
の
有
名
な
炉
辺
談

話
で
明
ら
か
に
さ
れ
た

（
50
）

。
そ
の
よ
う
な
法
廷
外
の
政
治
的
圧
力
の
影
響
も
あ
っ
て
か
、
従
来
ニ
ュ
ー
・
デ
ィ
ー
ル
に
反
対
し
て
い
た
連
邦

最
高
裁
判
所
のO

w
en R

oberts

判
事
が
、
大
統
領
の
政
策
を
支
持
す
る
側
に
鞍
替
え
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
連
邦
最
高
裁
判
所
の
流
れ

が
変
わ
っ
た
。W

est C
oast H

otel C
o. v. P

arrish
,1937 （

51
）

で
五
対
四
の
か
ろ
う
じ
て
の
多
数
に
よ
っ
てA

dkins

事
件
の
判
決
が
覆
さ
れ
、

問
題
と
な
っ
た
最
低
賃
金
法
が
支
持
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
外
な
ら
ず
、L

ochner

時
代
の
終
焉
を
意
味
し
た
。

二　

L
ochner

時
代
の
終
焉
とL

ochner

主
義
批
判

1　

W
est C

oast H
otel C

o. 

事
件
に
よ
る
判
例
変
更

P
eckham

法
理
と
そ
の
影
響
を
受
け
た
そ
の
後
の
多
く
の
判
決
に
潜
む
原
理
で
あ
るL

ochner

主
義
は
、R

oosevelt

大
統
領
の
司
法

六
八
一
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外
に
お
け
る
威
圧
も
あ
っ
て
覆
さ
れ
た
。
そ
し
て
そ
れ
以
降
、
か
な
り
の
間
、
日
の
目
を
見
な
か
っ
た
。
否
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
か
な
り
の

者
に
よ
っ
て
連
邦
最
高
裁
判
所
の
過
ち
の
象
徴
で
あ
る
か
の
如
き
扱
い
を
受
け
た

（
52
）

。L
ochner

時
代
の
裁
判
所
が
、
適
切
な
社
会
政
策
に

関
し
て
国
民
を
代
表
す
る
議
会
の
見
解
を
勝
手
な
見
解
に
置
き
換
え
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
た
の
だ

（
53
）

。
そ
れ
は
、
社
会
的
・
経
済
的
な
改

革
の
動
き
に
足
枷
と
な
っ
た
障
害
と
看
做
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

た
だL

ochner
判
決
は
、
一
八
八
〇
年
代
か
ら
一
八
九
〇
年
代
に
か
け
て
地
盤
を
固
め
て
い
た
連
邦
最
高
裁
判
所
の
中
に
お
け
る
憲

法
論
の
い
わ
ば
結
論
で
あ
っ
た
。
も
と
よ
り
そ
の
よ
う
な
理
論
に
対
し
て
、
学
問
的
に
も
連
邦
最
高
裁
判
所
の
中
に
も
、
社
会
状
況
の
変

化
を
考
慮
し
た
新
た
な
法
理
論
が
芽
生
え
て
い
た
。
法
学
界
に
お
け
る
ニ
ュ
ー
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
新
た
な
動
き
の

中
で
、P

eckham

法
理
に
対
す
る
批
判
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
、L

ochner

事
件
で
反
対
意
見
を
述
べ
、
後
に
「
明
白
で
現
在
の

危
険
」
の
法
理
で
名
を
馳
せ
たO

.W
.H

olm
es

判
事
の
見
解
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
のH

olm
es

判
事
は
真
っ
先
に
、L

ochner

判
決
が
一
般
化
し
て
い
な
い
経
済
理
論
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
旨
を
述
べ
た
。

P
eckham

判
事
の
経
済
論
は
、「
邦
の
大
部
分
が
受
け
入
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
」
と
云
う
の
だ
。
そ
し
て
憲
法
は
、
そ
れ
と
基
本

的
に
見
解
を
異
に
し
て
い
る
人
々
の
た
め
に
制
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
そ
の
よ
う
な
特
別
の
経
済
理
論
の
具
現
化
を
意
図
し
て
い
な
い

旨
を
述
べ
た
の
で
あ
る

（
54
）

。
こ
れ
は
、
彼
が
修
正
一
四
条
をV

ictoria

朝
時
代
の
哲
学
者
・
生
物
学
者
・
社
会
学
者
で
古
典
的
自
由
主
義

論
者
と
し
て
有
名
なH

erbert

・S
pencer

の
社
会
静
学
を
立
法
化
し
た
も
の
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、

彼
がL

ochner

判
決
に
読
み
取
っ
た
自
由
放
任
主
義
に
対
し
て
批
判
を
し
た
も
の
で
あ
る
。
次
に
彼
は
、
憲
法
が
特
定
の
政
治
経
済
理

論
を
具
現
化
し
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
裁
判
官
は
、
多
く
の
場
合
、
そ
の
理
論
に
代
わ
る
適
正
手
続
規
定
上
の
「
自
由
」
と
云
う
よ
う
な

開
放
的
な
こ
と
ば
を
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
云
う
。
裁
判
官
は
、
多
数
人
に
よ
る
立
法
政
策
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
「
当
然
の
支
配

六
八
二



L
ochner

判
決
の
亡
霊
と
そ
の
最
近
の
評
価
断
片
（
青
山
）

（
一
〇
七
五
）

的
な
結
論
」
に
従
う
べ
き
で
あ
る
と
云
う
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
政
策
が
、
適
正
手
続
条
項
の
よ
う
な
憲
法
上
の
規
定
に
影
響
を
与
え

る
場
合
で
さ
え
も
で
あ
る
。
裁
判
官
が
政
治
経
済
の
領
域
で
制
定
法
を
無
効
に
で
き
る
の
は
、
理
を
弁
え
た
公
正
な
人
が
そ
の
制
定
法
を

国
民
の
お
よ
び
法
律
の
伝
統
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
た
基
本
的
原
理
を
侵
害
し
て
い
る
と
認
め
る
場
合
だ
け
で
あ
る
と
云
う
の
で
あ
る
。
こ

のH
olm

es
判
事
に
は
、
一
般
的
な
命
題
が
具
体
的
な
事
件
を
解
決
す
る
こ
と
は
な
く
、
具
体
的
な
事
件
が
解
決
さ
れ
る
の
は
、
明
確
な

大
前
提
以
上
に
、
よ
り
鋭
い
識
見
お
よ
び
直
感
が
あ
る
場
合
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
が
存
し
た

（
55
）

。
そ
し
て
彼
に
は
、
何
よ
り
も
政
治
経
済

領
域
の
規
制
に
立
法
府
の
裁
量
を
広
範
に
認
め
る
姿
勢
が
存
し
た
の
で
あ
る

（
56
）

。
た
だ
そ
の
場
合
に
も
、L

ochner

判
決
批
判
に
際
し
て
自

由
放
任
主
義
と
云
う
レ
ッ
テ
ル
で
範
疇
化
を
し
て
も
、
警
察
権
と
個
別
法
を
制
定
し
な
い
立
法
府
の
義
務
と
の
境
界
の
問
題
を
重
視
し
な

か
っ
た
点
は
、
当
時
の
論
評
者
と
異
な
る
特
徴
と
云
え
た
。

余
り
注
目
さ
れ
て
い
な
い
が
、L

ochner
事
件
に
は
、W

hite

判
事
とD

ay

判
事
も
加
わ
っ
たM

arshall H
arlan

判
事
の
反
対
意
見

も
存
し
た
。
こ
のH

arlan

判
事
の
反
対
意
見
は
、
真
っ
先
に
、
法
廷
意
見
が
必
ず
し
も
明
確
に
し
な
か
っ
た
警
察
権
の
範
囲
の
問
題
に

注
目
し
て
い
る
。
連
邦
や
州
の
裁
判
所
の
す
べ
て
の
事
件
で
警
察
権
が
す
べ
て
の
市
民
の
有
害
な
権
利
行
使
か
ら
公
衆
の
生
命
、
衛
生
お

よ
び
安
全
を
守
る
こ
と
に
及
ぶ
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
云
う
の
だ
。
そ
し
て
契
約
の
自
由
も
、
一
定
の
限
度
内
で
、
一
般
の
福
祉
を

促
進
す
る
た
め
、
あ
る
い
は
、
公
衆
の
衛
生
、
公
衆
の
モ
ラ
ル
若
し
く
は
公
衆
の
安
全
を
守
る
た
め
に
意
図
さ
れ
算
段
さ
れ
た
規
制
に
従

う
と
云
う
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
裁
判
所
が
一
般
の
福
祉
に
係
る
立
法
行
為
を
審
査
し
得
る
の
は
、
立
法
行
為
が
現
実
的
あ
る
い
は
実

質
的
に
一
般
の
福
祉
の
目
的
と
関
係
が
無
い
場
合
か
、
明
ら
か
に
基
本
法
上
の
権
利
を
侵
害
し
て
い
る
と
き
に
限
ら
れ
る
と
さ
れ
る
。
そ

う
で
な
い
限
り
、
立
法
の
合
憲
性
が
推
定
さ
れ
、
違
憲
の
立
証
責
任
は
、
違
憲
を
主
張
す
る
者
が
負
う
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、

裁
判
所
は
、
立
法
の
政
策
あ
る
い
は
賢
明
さ
の
い
か
ん
に
は
関
わ
る
べ
き
で
は
な
い
と
も
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
見
解
か
ら
、
裁
判
所
が
、

六
八
三
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労
使
が
同
じ
立
場
に
な
く
、
特
殊
な
職
場
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
な
さ
れ
たL
ochner

事
件
に
お
け
る
よ
う
な
州
法
を
無
効
に
す
る

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
裁
判
所
の
権
限
を
超
え
る
こ
と
に
な
る
と
さ
れ
る
の
だ
。「
市
民
の
生
命
、
健
康
お
よ
び
福
祉
」
に
配
慮
す
る
州

の
固
有
の
権
利
を
侵
す
こ
と
に
な
る
と
云
う
の
で
あ
る

（
57
）

。

P
eckham

法
理
に
対
す
る
決
定
的
な
打
撃
は
、
婦
人
の
た
め
の
最
低
賃
金
を
定
め
たW

est C
oast H

otel C
o. 

事
件

（
58
）

で
加
え
ら
れ
た
。

そ
の
事
件
の
判
決
は
、H

ughes

連
邦
最
高
裁
判
所
長
官
（
以
降
、「
長
官
」
と
云
う
。）
の
下
、
五
対
四
の
僅
差
多
数
で
連
邦
最
高
裁
判
所

が
社
会
経
済
的
立
法
に
関
し
て
は
っ
き
り
と
姿
勢
を
変
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
判
決
で
、H

ughes

長
官
は
、
憲
法
は
契
約
の
自
由

に
つ
い
て
触
れ
て
い
な
い
と
し
た
。
憲
法
は
、
自
由
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
定
め
て
い
る
の
は
、
適
正
手
続
を
欠
く
自
由

の
剥
奪
の
禁
止
に
つ
い
て
で
あ
る
と
し
た
。
剥
奪
を
禁
止
す
る
に
際
し
て
も
、
絶
対
的
な
不
可
統
制
の
自
由
が
認
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
と
し
た
。
そ
の
自
由
に
つ
い
て
は
、
歴
史
と
含
意
と
が
あ
る
と
し
な
が
ら
、
憲
法
で
保
障
さ
れ
て
い
る
「
自
由
と
は
、
国
民
の
衛

生
、
安
全
、
モ
ラ
ル
、
お
よ
び
福
祉
を
脅
か
す
害
悪
に
対
し
て
法
の
保
護
を
要
求
し
て
い
る
社
会
組
織
に
お
け
る
自
由
で
あ
る
。」
と
し

た
。
そ
し
て
そ
の
憲
法
の
下
に
あ
る
自
由
は
、
適
正
手
続
に
よ
る
抑
制
に
は
従
う
も
の
で
、
そ
れ
を
抑
制
す
る
場
合
に
合
理
的
で
共
同
体

の
利
益
の
た
め
に
な
さ
れ
る
も
の
は
、
適
正
手
続
に
よ
る
も
の
と
し
た
の
だ

（
59
）

。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
見
解
の
下
で
、
長
官
は
、「
こ
の
一

般
的
な
自
由
の
本
質
的
な
制
限
は
、
特
別
な
契
約
の
自
由
を
も
支
配
す
る
。」
と
し
た
の
で
あ
る

（
60
）

。
続
け
て
長
官
は
、A

llgeyer

事
件
、

L
ochner

事
件
、Adair

事
件
を
引
用
し
、
ま
た
引
用
さ
れ
て
い
な
い
他
の
事
件
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
る
と
し
な
が
ら
、
契
約
の
自
由
は
、

条
件
が
付
い
て
い
る
権
利
で
あ
る
と
し
た
。
そ
れ
は
、
絶
対
的
な
権
利
で
は
な
い
か
ら
、
欲
す
る
通
り
に
振
る
舞
う
自
由
は
な
く
、
あ
る

い
は
、
好
む
通
り
に
契
約
す
る
自
由
も
な
い
。
自
由
が
保
障
さ
れ
て
も
、
契
約
を
本
質
的
な
も
の
と
し
て
い
る
広
範
な
活
動
は
、
立
法
府

の
監
督
を
受
け
る
。
政
府
が
そ
の
自
由
を
制
限
す
る
権
限
が
否
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
云
う
の
で
あ
る
。
一
体
、
自
由
が
意
味
す

六
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L
ochner

判
決
の
亡
霊
と
そ
の
最
近
の
評
価
断
片
（
青
山
）

（
一
〇
七
七
）

る
の
は
、
恣
意
的
な
抑
制
を
な
く
す
こ
と
で
あ
り
、
共
同
体
の
た
め
の
合
理
的
な
規
制
や
禁
止
を
免
除
す
る
も
の
で
は
な
い
と
云
う
の
だ

（
61
）

。

こ
の
よ
う
な
見
解
の
下
で
、
長
官
は
、
取
り
組
ん
だ
事
件
に
お
い
て
、
施
設
の
所
有
者
と
労
働
者
と
の
間
に
不
平
等
が
存
在
す
る
こ
と
は

立
法
者
に
よ
り
裏
付
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
不
平
等
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
当
事
者
が
成
年
で
あ
り
、
締
約
能
力
を
有
す
る
場

合
に
も
、
州
は
契
約
に
干
渉
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
の
で
あ
る

（
62
）

。
こ
のH

ughes

判
決
こ
そ
、L

ochner

判
決
に
存
在
す
る
と
さ
れ

る
契
約
の
自
由
に
基
づ
い
た
ニ
ュ
ー
・
デ
ィ
ー
ル
反
対
の
保
守
的
司
法
積
極
主
義
を
破
砕
し
た
も
の
と
評
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る

（
63
）

。

2　

Lochner

主
義
批
判

殺
人
と
か
宝
物
探
し
と
か
労
働
問
題
等
を
扱
っ
たC

harles D
ickens

ら
に
代
表
さ
れ
るV

ictoria

朝
の
メ
ロ
ド
ラ
マ
は
、
今
日
で
も

し
ば
し
ば
話
題
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
経
済
的
自
由
の
問
題
に
精
通
し
たJam

es W
.E

ly,Jr.

に
よ
れ
ば
、
合
衆
国
の
憲
法
史
の
中

で
一
八
八
〇
年
か
ら
一
九
三
七
年
に
か
け
て
の
経
済
問
題
が
示
し
た
と
こ
ろ
は
、V

ictoria

朝
の
メ
ロ
ド
ラ
マ
に
似
て
い
る
と
云
う
こ
と

で
あ
る
。
卑
劣
な
連
邦
最
高
裁
判
所
が
、
巨
大
ビ
ジ
ネ
ス
に
対
し
て
温
情
あ
る
規
制
を
課
そ
う
と
し
て
い
る
高
貴
な
改
革
者
を
イ
ラ
つ
か

せ
て
い
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
云
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
邪
悪
な
物
語
の
中
心
に
あ
る
の
は
、L

och
n

er v. N
ew

 

York,1905

と
云
う
の
で
あ
る

（
64
）

。
社
会
労
働
問
題
と
取
り
組
ん
だ
立
法
府
に
対
抗
し
た
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判
決
で
、L

ochner

事
件
の

そ
れ
程
悪
く
評
さ
れ
て
い
る
も
の
は
少
な
い
の
だ
。
そ
れ
も
、
そ
の
流
れ
が
変
わ
っ
て
間
も
な
い
一
九
四
〇
年
代
の
初
期
ま
で
に
社
会
の

除
け
者
と
し
て
のL

ochner

判
決
の
地
位
は
、
確
実
な
も
の
と
な
っ
た

（
65
）

。
一
九
三
七
年
以
降
、
リ
ベ
ラ
ル
な
評
論
家
に
よ
る
そ
の
判
決

に
対
す
る
非
難
は
、
急
速
に
い
わ
ば
儀
式
化
あ
る
い
は
慣
例
化
し
た
の
だ
。L

ochner

判
決
の
背
後
に
あ
る
と
さ
れ
た
自
由
放
任
主
義
は
、

経
済
お
よ
び
富
の
再
配
分
を
支
持
す
る
学
者
や
裁
判
官
た
ち
に
と
っ
て
は
噴
飯
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
、L

ochner

六
八
五
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判
決
は
、
専
ら
い
わ
ば
富
者
あ
る
い
は
強
者
の
権
利
の
た
め
に
連
邦
最
高
裁
判
所
が
積
極
的
に
活
動
し
た
典
型
的
な
事
例
で
し
か
な
か
っ

た
の
だ
。

し
か
し
な
が
ら
、
契
約
の
自
由
は
、
自
由
主
義
を
建
国
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
す
る
ア
メ
リ
カ
の
法
文
化
に
深
く
根
差
し
た
も
の
で
あ
っ

た
（
66
）

。
そ
れ
も
お
よ
そ
契
約
は
、
市
場
経
済
に
と
っ
て
中
心
的
な
地
位
を
占
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
示
し
て
、
際
立
っ
た
ア
メ

リ
カ
の
法
史
家J.W

illard H
urst

は
、「
一
九
世
紀
の
当
初
か
ら
七
五
年
に
か
け
て
の
法
の
成
長
の
中
で
法
が
分
岐
し
た
全
構
造
に
お
け

る
契
約
法
の
圧
倒
的
な
優
位
」
な
る
も
の
を
強
調
し
た
そ
う
で
あ
る

（
67
）

。J.W
.E

ly,Jr.

に
よ
れ
ば
、
そ
の
契
約
と
云
う
シ
ス
テ
ム
の
台
頭
は
、

出
生
お
よ
び
身
分
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
た
階
層
的
な
社
会
秩
序
か
ら
の
色
々
な
関
係
の
移
行
を
意
味
し
た
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
契

約
の
重
要
性
は
、
私
法
に
よ
っ
て
高
め
ら
れ
た
が
、
裁
判
所
に
よ
る
自
由
市
場
に
お
け
る
契
約
す
る
権
利
の
憲
法
化
は
、
短
期
間
に
な
さ

れ
、
そ
れ
も
、
第
一
歩
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
彼
は
、
そ
の
憲
法
上
の
も
の
と
さ
れ
た
契
約
を
自
然
法
思
想
に
論
拠
を
求
め
た

M
arshall

長
官
的
な
考
え
方
の
力
強
い
再
浮
上
と
解
し
て
い
る

（
68
）

。
再
浮
上
と
云
う
以
上
、
契
約
は
、
元
々
、
存
在
し
潜
在
し
て
い
た
わ

け
で
あ
る
。
因
み
に
、M

arshall

長
官
は
、
契
約
に
関
す
る
主
張
を
展
開
し
たO

gden

事
件
で
敗
北
し
た
が
、
そ
の
際
、
合
意
す
る
権

利
を
政
府
に
先
存
す
る
自
然
法
に
論
拠
づ
け
た
裁
判
官
で
あ
っ
た
。
な
を
、
契
約
の
自
由
の
問
題
を
論
究
し
たK

irsten L
.M

cC
aw

は
、

そ
の
自
由
をO

gden

事
件
に
お
け
るM

arshall

長
官
の
理
説
以
前
に
制
定
さ
れ
た
合
衆
国
憲
法
一
条
一
〇
節
の
下
で
国
民
に
留
保
さ
れ

た
根
本
的
権
利
と
し
て
い
る

（
69
）

。

し
か
し
、
連
邦
最
高
裁
判
所
が
契
約
の
自
由
の
存
在
を
確
認
し
た
筈
のP

eckham

法
理
に
は
、
早
く
か
ら
批
判
が
生
ま
れ
た
。

L
ochner

判
決
の
三
年
後
の
一
九
〇
八
年
に
、
既
に
格
差
が
生
ま
れ
て
い
た
労
使
の
労
働
契
約
の
問
題
と
取
り
組
み
、
公
共
の
福
祉
を
促

進
す
る
こ
と
を
立
法
府
の
裁
量
と
考
え
た
裁
判
官
で
法
哲
学
者
で
も
あ
っ
たL

earned H
and

が
、H

arvard L
aw

 R
eview

に
『
適
正

六
八
六



L
ochner

判
決
の
亡
霊
と
そ
の
最
近
の
評
価
断
片
（
青
山
）

（
一
〇
七
九
）

手
続
と
一
日
八
時
間
』
と
云
う
本
格
的
な
批
判
論
文
を
寄
稿
し
た
如
く
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
は
、
修
正
一
四
条
、
修
正
五
条
、「
権
利
の

請
願
」（the P

etition of R
ight,1628

）、「
大
憲
章
」（M

agna C
arta

）
等
を
上
げ
な
が
ら
、
先
ず
そ
れ
ら
が
立
法
で
実
現
さ
れ
て
い
る
と
し
、

次
に
修
正
一
四
条
の
自
由
が
好
き
な
よ
う
に
目
的
を
追
求
し
そ
の
目
的
の
た
め
に
契
約
す
る
権
利
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、

そ
れ
が
連
邦
最
高
裁
判
所
に
定
着
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
改
め
る
必
要
が
あ
る
旨
等
を
主
張
し
た
の
で
あ
る

（
70
）

。
日
頃
、
社
会

的
経
済
的
問
題
と
取
り
組
ん
で
い
たL

.H
and

に
と
っ
て
は
、
労
使
が
実
質
的
に
対
等
な
立
場
で
自
由
を
行
使
し
得
な
か
っ
た
状
況
が
存

在
す
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
自
由
の
名
の
下
に
、
連
邦
最
高
裁
判
所
が
自
由
へ
の
干
渉
を
怠
る
事
実
に
無
視
し
得
な
い
も
の
が
あ
っ
た
の
だ
。

彼
は
、
適
正
手
続
を
「
法
の
慣
習
的
若
し
く
は
通
常
の
手
続
き
」
と
云
う
意
味
に
解
し
な
が
ら
、
立
法
府
が
賃
金
契
約
を
統
制
す
る
こ
と

が
普
通
の
こ
と
で
あ
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
れ
ば
、
契
約
を
規
制
す
る
立
法
は
、
適
正
手
続
に
適
っ
た
も
の
で
あ
る
と
解

し
た
。
そ
の
時
代
既
に
、
適
正
手
続
を
法
の
慣
習
的
お
よ
び
通
常
の
手
続
き
の
意
味
で
解
釈
し
た
判
例
は
、
船
員
に
対
す
る
前
払
い
賃
金

の
禁
止
立
法
が
問
題
と
な
っ
たP

atterson
事
件
等
か
な
り
存
在
し
た

（
71
）

。
彼
に
お
い
て
は
、
そ
の
賃
金
問
題
の
延
長
上
で
労
働
時
間
の
問

題
も
考
え
ら
れ
得
る
も
の
で
あ
っ
た
。
問
題
の
労
働
時
間
の
規
制
は
、
労
働
者
の
健
康
の
た
め
を
目
的
と
し
た
も
の
だ
け
で
は
な
か
っ
た

が
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
規
制
が
、
労
働
者
の
健
康
の
た
め
に
な
ら
な
い
と
云
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
云
う
の
だ
。
そ
し
て
、

労
働
者
の
活
力
を
保
ち
、
労
働
者
を
専
門
的
な
仕
事
の
単
調
さ
か
ら
救
済
し
多
様
な
活
動
を
可
能
に
す
る
た
め
の
規
制
が
何
か
に
つ
い
て

は
、
広
範
な
統
計
的
な
調
査
が
必
要
で
あ
る
が
、P

eckham

法
理
を
科
学
的
知
見
に
基
づ
か
ず
、「
機
械
的
な
法
律
学
」、
抽
象
的
な
理

由
付
け
に
走
っ
て
い
る
と
し
た
の
だ
。
彼
に
お
い
て
は
、
連
邦
最
高
裁
判
所
で
適
法
と
さ
れ
た
筈
の
規
制
の
慣
習
的
な
性
格
が
問
わ
れ
て

い
な
い
こ
と
も
、
疑
問
視
さ
れ
た

（
72
）

。
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
姿
勢
を
変
え
た
と
云
う
の
だ
。
彼
に
は
、
公
共
の
福
祉
を
促
進
す
る
た
め
の

立
法
は
可
能
で
あ
り
、
労
働
者
の
福
祉
と
そ
の
労
働
時
間
と
の
間
に
は
直
接
的
な
関
係
が
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、P

eckham

法
理
が
そ

六
八
七
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の
よ
う
な
関
係
の
不
存
在
を
云
う
点
に
不
満
が
あ
っ
た
。P

eckham

判
事
も
、
福
祉
を
論
ず
る
場
合
に
は
、H

ardy

事
件
等
に
お
け
る

如
く
、
関
係
労
働
者
が
恩
恵
を
受
け
る
か
あ
る
い
は
不
利
益
と
な
る
か
の
問
題
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
云
う
の
だ
。
そ
の

法
理
で
は
、
関
係
者
が
福
祉
の
面
で
不
利
益
を
受
け
る
こ
と
、
あ
る
い
は
利
益
を
得
る
場
合
に
は
、
不
当
に
利
益
を
受
け
る
こ
と
に
な
る

こ
と
が
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
云
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
を
換
言
す
れ
ば
、
立
法
府
の
行
為
に
不
条
理
あ
る
い
は
抑
圧
的
な

も
の
が
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
云
う
の
で
あ
る

（
73
）

。
要
す
る
に
、L

.H
and

に
は
、
難
解
な
労
使
関
係
の
諸
問
題

を
考
慮
し
て
い
る
立
法
府
の
行
為
に
対
し
て
敬
意
を
払
わ
な
い
司
法
の
姿
勢
に
不
満
が
潜
在
し
た
の
だ
。

一
九
〇
九
年
に
は
、
植
物
学
に
精
通
し
、
法
律
学
者
お
よ
び
教
育
者
と
し
て
名
を
な
し
たN

athan R
oscoe P

ound

が
、
契
約
の
自

由
を
強
く
主
張
す
る
理
論
を
現
実
の
産
業
労
働
状
況
に
つ
い
て
多
く
の
民
衆
の
た
め
に
配
慮
す
る
考
察
を
し
て
お
ら
ず
、
私
権
の
た
め
に

個
人
主
義
的
な
概
念
が
民
衆
の
犠
牲
の
下
に
誇
張
さ
れ
過
ぎ
て
い
る
と
す
る
論
文
を
発
表
し
た

（
74
）

。
こ
のR

.P
ound

が
そ
の
論
文
で
真
っ

先
に
注
目
し
た
の
は
、A

dair

事
件
に
お
い
て
法
廷
意
見
を
述
べ
たH

arlan

判
事
の
理
論
で
あ
っ
た
。
彼
は
、L

ochner

事
件
で
は
反

対
意
見
を
述
べ
たH

arlan

判
事
がA

llgeyer

判
例
等
を
踏
襲
し
て
労
働
を
売
る
者
の
権
利
と
そ
の
者
の
労
働
を
購
入
す
る
者
の
権
利
の

等
価
を
説
い
た

（
75
）

こ
と
に
注
目
し
た
の
だ
。
彼
は
、
雇
用
者
と
被
用
者
と
が
相
互
に
平
等
な
権
利
を
持
つ
と
説
くH

arlan

判
事
ら
の
理
説

が
ほ
ぼ
二
五
年
間
の
諸
判
決
の
理
論
の
頂
点
に
達
し
た
も
の
と
看
做
し
、
そ
れ
が
法
律
学
者
に
よ
っ
て
異
常
な
長
さ
で
引
用
さ
れ
る
存
在

と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
気
に
入
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
法
律
界
の
状
況
と
労
使
の
違
い
に
注
目
す
る
社
会
学
者

（
76
）

の
見
解
と

を
対
比
し
た
。
そ
し
て
、
連
邦
最
高
裁
判
所
と
異
な
り
、
社
会
学
者
た
ち
が
「
い
わ
ば
平
等
権
に
関
す
る
論
議
の
多
く
は
、
全
く
中
身
の

無
い
も
の
で
あ
る
。
契
約
の
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
一
切
の
馬
鹿
騒
ぎ
は
、
偽
り
で
水
増
し
さ
れ
て
い
る
。」
と
述
べ
て
い
た
こ
と
に
注
目

し
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
現
実
の
産
業
界
の
状
況
を
吟
味
し
そ
れ
に
精
通
し
て
い
る
者
た
ち
に
と
っ
て
は
、
こ
の
社
会
学
者
の
論
じ
て
い
る

六
八
八



L
ochner

判
決
の
亡
霊
と
そ
の
最
近
の
評
価
断
片
（
青
山
）

（
一
〇
八
一
）

こ
と
こ
そ
正
論
で
あ
っ
た

（
77
）

。
そ
れ
も
、
彼
に
よ
れ
ば
、
契
約
の
自
由
を
歴
史
的
基
盤
に
強
く
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
と
し
たP

ckham

論
は

謬
論
で
、
そ
れ
は
、
一
九
世
紀
後
期
に
突
如
と
し
て
現
れ
た
新
し
い
も
の
で
あ
っ
た

（
78
）

。
そ
れ
は
、
時
代
が
要
求
し
た
創
生
物
と
云
う
わ
け

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
彼
の
見
方
に
つ
い
て
は
、
後
世
、
反
論
が
現
れ
る

（
79
）

が
、
そ
の
反
論
に
つ
い
て
は
と
も
か
く
、「
社
会
学
的
法
律

学
」（sociological jurisprudence

）（
と
自
ら
呼
ん
だ
法
律
学
）
を
唱
え
た
彼
は
、
現
実
主
義
者
と
し
て
法
の
批
判
を
先
駆
け
な
が
ら
、

P
eckham

法
理
的
な
契
約
の
自
由
を
「
公
権
を
犠
牲
に
し
て
私
権
」
を
誇
張
し
て
い
る
機
械
的
法
律
学
の
一
部
を
な
し
て
い
る
も
の
と

し
て
非
難
し
た
の
だ
。
彼
に
よ
れ
ば
、
契
約
の
自
由
は
、
自
然
法
に
論
拠
を
置
く
契
約
論
者
やA

dam
 S

m
ith

の
自
由
放
任
主
義
の
哲
学

に
よ
る
邪
道
の
意
見
以
外
に
歴
史
的
基
盤
な
ど
持
た
な
い
も
の
で
あ
っ
た
の
だ

（
80
）

。
そ
れ
は
、A

.S
m
ith

を
は
じ
め
、D

avid R
icardo

お

よ
びJohn S

tuart M
ill

の
よ
う
な
古
典
的
な
政
治
経
済
学
者
に
由
来
し
、
個
人
主
義
的
偏
見
を
伴
っ
た
も
の
な
の
だ
。
彼
に
お
い
て
は
、

古
典
的
経
済
学
者
は
社
会
科
学
、
取
り
分
け
社
会
学
に
固
有
な
価
値
で
あ
る
社
会
的
な
側
面
を
無
視
し
た
個
人
主
義
的
偏
見
を
法
に
対
し

て
与
え
て
い
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る

（
81
）

。
こ
のR

.P
ound

は
、
進
歩
的
社
会
学
者E

dw
ard R

oss

ら
の
社
会
的
価
値
論
の
影
響
を
受
け
て

い
た
か
ら

（
82
）

、
契
約
の
自
由
の
下
で
行
わ
れ
る
労
働
を
売
る
者
と
そ
れ
を
買
う
者
と
の
現
実
の
立
場
を
無
視
す
る
筈
も
な
か
っ
た
の
だ
。
そ

の
よ
う
な
立
場
か
ら
、
彼
は
、L

ochner

事
件
に
お
け
るH

olm
es

判
事
の
反
対
意
見
を
評
価
し
、P

eckham

法
理
を
反
動
的
な
も
の
と

述
べ
た
の
で
あ
る

（
83
）

。
彼
に
は
、
自
由
放
任
主
義
と
し
て
範
疇
化
さ
れ
た
程
のL

ochner

コ
ー
ト
の
契
約
の
自
由
に
対
す
る
信
念
に
対
し

て
鬱
積
し
た
不
満
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

司
法
哲
学
者
（judicial philosopher

）
と
し
て
名
を
馳
せ
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判
事
と
も
な
っ
たL

.H
and

や
社
会
学
的
法
律
学
の
創

唱
者
で
あ
るR

.P
ound

の
よ
う
な
碩
学
の
見
解
は
、
そ
の
後
の
政
治
経
済
あ
る
い
は
法
の
世
界
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
。
連
邦
最
高

裁
判
所
の
進
歩
主
義
に
つ
い
てC

olum
bia L

aw
 R

eview

に
寄
稿
し
た
一
九
一
三
年
のC

hales W
arren

の
論
文
に
よ
れ
ば
、
連
邦
最

六
八
九
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（
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八
二
）

高
裁
判
所
が
「
社
会
正
義
」
を
行
お
う
と
す
る
立
法
に
対
す
る
障
害
物
と
な
っ
て
い
る
と
主
張
す
る
批
判
者
た
ち
は
、
文
句
の
対
象
と

な
っ
て
い
る
害
悪
、
彼
ら
が
急
い
で
救
済
す
べ
き
と
し
て
い
る
害
悪
の
所
在
を
特
定
す
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
る
と
、
決
ま
っ
て
た
っ
た
一

つL
ochner

事
件
を
上
げ
る
と
云
う
こ
と
で
あ
っ
た

（
84
）

が
、
同
様
の
傾
向
は
、
更
に
そ
の
後
も
、
確
認
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る

（
85
）

。
そ
の
よ

う
な
傾
向
に
あ
っ
て
は
、
労
働
者
の
苦
情
と
取
り
組
む
立
法
府
の
努
力
を
称
賛
す
る
者
は
多
か
っ
た
し
、「
規
制
さ
れ
な
い
契
約
の
自
由
」

が
保
障
す
る
個
人
や
共
同
体
の
福
祉
は
、
理
論
上
の
も
の
に
過
ぎ
な
く
、
そ
の
よ
う
な
理
論
は
、
不
平
等
が
存
在
す
る
現
実
の
世
界
を
反

映
し
て
い
な
い
と
さ
れ
た
の
で
あ
る

（
86
）

。

三　

L
ochner

時
代
へ
の
新
た
な
評
価
管
見

1　

Lochner

主
義
に
対
す
る
批
判
と
見
直
し
の
錯
綜
時
代
へ

一
九
世
紀
の
最
後
の
一
五
年
間
お
よ
び
二
〇
世
紀
初
頭
の
三
〇
年
間
は
、
諸
州
に
お
い
て
社
会
労
働
等
の
規
制
立
法
が
溢
れ
た
時
代
で

あ
っ
た
。
州
程
で
は
無
か
っ
た
が
、
同
様
の
傾
向
は
、
連
邦
に
も
存
在
し
た

（
87
）

。L
ochner

判
決
は
、
そ
の
よ
う
な
動
き
の
中
で
下
さ
れ
た

も
の
で
あ
っ
た
。

一
八
九
七
年
か
ら
一
九
三
七
年
に
か
け
て
の
四
〇
年
間
に
、
連
邦
最
高
裁
判
所
で
は
、
二
六
名
の
裁
判
官
が
携
わ
り
、
価
格
、
最
低
賃

金
、
労
働
時
間
、
労
働
関
係
等
に
係
る
お
よ
そ
二
〇
〇
も
の
規
制
が
無
効
と
さ
れ
た
。
そ
の
時
代
は
、
三
期
に
分
け
ら
れ
る
。L

ochner

主
義
が
確
立
さ
れ
る
ま
で
の
一
九
一
一
年
頃
ま
で
の
第
一
期
、
そ
の
後
一
九
二
三
年
ま
で
の
時
と
し
てL

ochner

判
決
が
制
限
さ
れ
た

第
二
期
、
経
済
問
題
の
如
何
に
拘
わ
ら
ず
、
政
権
に
対
す
る
制
限
が
強
化
さ
れ
た
そ
の
後
の
第
三
期
と
云
う
よ
う
に
で
あ
る

（
88
）

。
そ
の
間
、

L
ochner

判
決
的
な
考
え
方
に
徹
底
し
て
反
対
し
た
の
は
、B

randeis

、C
ardozo

、H
olm

es

の
三
裁
判
官
で
あ
り
、S

tone

裁
判
官
も

六
九
〇



L
ochner

判
決
の
亡
霊
と
そ
の
最
近
の
評
価
断
片
（
青
山
）

（
一
〇
八
三
）

こ
れ
に
加
え
て
よ
い
。
そ
の
他
は
、
総
じ
て
是
是
非
非
の
立
場
を
採
っ
た
よ
う
だ
。
右
の
四
裁
判
官
の
見
解
は
、
後
世
、
し
ば
し
ば
検
討

の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
他
の
裁
判
官
の
同
意
意
見
や
反
対
意
見
は
、
そ
れ
程
に
注
目
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
間
、B

unting

事
件

で
は
、
工
場
労
働
者
の
超
過
勤
務
時
間
の
規
制
が
認
め
ら
れ

（
89
）

、
一
時
と
は
言
え
、
風
向
き
は
変
わ
っ
て
い
る
。L

ochner

主
義
が
復
活
し

た
の
は
、
一
九
二
〇
年
にW

arren G
am

aliel H
arding

が
大
統
領
に
選
出
さ
れ
た
後
、
四
名
の
新
た
な
裁
判
官
が
任
命
さ
れ
た
こ
と
に

よ
っ
て
で
あ
る

（
90
）

。

大
不
況
が
起
こ
り
、R

oosevelt

の
社
会
的
実
験
が
始
ま
る
と
、
そ
の
政
治
力
も
あ
っ
て
、
一
九
三
七
年
にL

ochner

時
代
が
終
わ
り
、

そ
の
後
暫
時
、「L

ochner
の
過
ち
」
を
論
ず
る
者
た
ち
の
勢
い
が
続
い
た
。
そ
の
よ
う
な
勢
い
の
中
で
、
一
九
八
〇
年
にB

ernard 

S
iegel

が
『
経
済
的
自
由
と
憲
法
』（E

conom
ic L

iberties and the C
onstitution

）
を
刊
行
す
る
ま
でL

ochner

判
決
を
評
価
し
た
論
文

は
一
つ
だ
け
の
よ
う
で
、
そ
れ
も
、
控
え
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。P

eckham

法
理
は
、
そ
れ
程
に
数
多
く
且
つ
悪
し
く
評
価
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
る

（
91
）

。D
.E

.B
ernstein

に
よ
れ
ば
、
そ
れ
で
も
一
九
六
〇
年
代
後
半
に
は
、Lochner

事
件
を
見
直
す
小
さ
な
滴
が
滴
り
始
め
た
。

そ
の
滴
は
、
一
九
八
〇
年
代
ま
で
に
は
一
つ
の
流
れ
と
な
っ
た
。
そ
の
流
れ
が
、
一
九
九
〇
年
代
に
は
洪
水
へ
と
変
わ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る

見
直
し
論
者
が
、
其
処
彼
処
に
現
れ
た
の
だ
。
折
し
も
そ
の
時
代
、C

hicago

学
派
が
、
経
済
や
法
の
問
題
で
取
り
分
け
輝
い
て
い
た
。

法
学
界
に
自
由
主
義
的
経
済
思
想
が
急
増
し
た
に
つ
い
て
は
、C

hicago

学
派
が
影
響
し
た
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
そ
う
だ

（
92
）

。

C
hicago

学
派
と
新
た
なL

ochner

主
義
に
対
す
る
評
価
と
の
関
係
は
と
も
か
く
、L

ochner

コ
ー
ト
へ
の
批
判
は
、
依
然
と
し
て
決

し
て
弱
く
な
い
。
そ
の
判
決
を
依
然
と
し
て
不
評
のD

red S
cott

事
件
と
同
位
に
置
き
、
連
邦
最
高
裁
判
所
史
に
お
け
る
最
も
信
用
を

失
っ
た
、
司
法
が
機
能
不
全
に
陥
っ
た
典
型
的
な
も
の
と
論
ず
る
者
さ
え
い
る
の
だ

（
93
）

。
そ
れ
を
「
負
の
基
準
」
と
か
「
憲
法
の
反
対
規

範
」
と
か
「
司
法
の
失
敗
の
範
例
」
と
評
す
る
者
さ
え
い
る
の

（
94
）

だ
（
95
）

。
他
方
で
近
年
、L

ochner

主
義
に
新
た
な
評
価
も
生
ま
れ
て
い
る
。

六
九
一
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八
四
）

そ
こ
で
以
降
で
は
、
紙
数
の
都
合
も
あ
り
、
第
二
次
世
界
大
戦
以
前
か
ら
数
多
い
評
価
は
と
も
か
く
、
主
と
し
て
は
近
年
の
新
た
な
評
価

に
注
目
す
る
こ
と
に
す
る
。

2　

最
近
のLochner

主
義
の
評
価
断
片

「L
ochner

の
過
ち
」
が
論
じ
ら
れ
る
場
合
、
何
が
過
ち
か
の
論
議
は
、
未
だ
決
着
を
見
て
い
な
い
。
多
く
の
者
が
説
く
と
こ
ろ
に
よ

れ
ば
、
そ
の
過
ち
と
し
て
司
法
積
極
主
義
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
政
府
の
部
門
と
さ
れ
る
領
域
に
裁
判
所
が
不
当
に
介
入
し
た
と
云
う
わ
け

で
あ
る
。
こ
の
見
解
に
基
づ
く
文
献
は
頗
る
多
く

（
96
）

、
そ
の
よ
う
な
見
解
は
、
司
法
の
謙
抑
と
云
う
姿
勢
を
と
っ
た
多
く
の
判
決
に
も
確
認

さ
れ
る

（
97
）

。
こ
れ
に
対
し
て
、L

ochner

時
代
を
研
究
し
、
そ
の
時
代
の
評
価
に
関
し
て
学
界
で
指
導
的
な
役
割
を
果
た
し
たC

ass 

R
.S

unstein

の
『L

ochner

の
遺
産
』
に
よ
れ
ば
、
司
法
積
極
主
義
は
、L

ochner

事
件
に
お
け
る
過
ち
と
し
て
は
二
次
的
な
も
の
と
さ

れ
る
。
司
法
積
極
主
義
と
云
う
語
法
は
人
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
そ
の
こ
と
は
と
も
か
く
、
彼
に
お
い
て
は
、
過
ち
は
、
司
法
積
極
主
義

で
は
な
く
、
そ
れ
以
上
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
下
の
自
由
な
市
場
を
法
的
構
造
物
で
は
な
く
自
然
の
一
部
と
見
て
、
そ
れ
を
自
由
あ
る
い
は

富
の
再
配
分
を
試
み
た
立
法
の
合
憲
性
の
審
査
基
準
と
し
た
裁
判
官
た
ち
の
信
念
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
の
だ

（
98
）

。
要
す
る
に
、L

ochner

判

決
の
過
ち
を
、
政
府
が
現
存
す
る
問
題
に
合
憲
的
に
介
入
し
た
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
基
準
と
し
て
コ
モ
ン
・
ロ
ー
が
採
用
さ
れ
た
こ
と

に
あ
っ
た
と
云
う
の
だ
。
政
府
の
関
与
と
政
府
の
中
立
に
関
す
るL

ochner

時
代
の
解
釈
は
、
憲
法
を
適
切
に
分
析
せ
ず
、
コ
モ
ン
・

ロ
ー
を
憲
法
化
し
再
配
分
を
禁
止
し
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
のC

.R
.S

unstein

の
見
解
は
、
法
学
界
で
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
、

B
reyer

、G
insburg

、S
outer

ら
連
邦
最
高
裁
判
所
裁
判
官
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る

（
99
）

。
し
か
し
な
が
ら
、D

.E
.B

ernstein

は
、C

.

R
.S

unstein

の
見
方
に
与
し
な
い
。
彼
に
よ
れ
ば
、C

.R
.S

unstein

は
、L

ochner
時
代
の
数
百
の
関
連
事
件
の
中
の
僅
か
一
〇
件
に
当

六
九
二



L
ochner

判
決
の
亡
霊
と
そ
の
最
近
の
評
価
断
片
（
青
山
）

（
一
〇
八
五
）

た
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
中
で
も
、W

est C
oast H

otel

事
件
とA

dkins

事
件
に
注
目
し
て
い
る
だ
け
と
云
う
の
だ
。
し
か
も
、
そ

れ
ら
の
事
件
の
小
さ
な
部
分
を
取
り
上
げ
て
論
じ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
さ
れ
る
。
そ
れ
故
、L

ochner

時
代
を
正
確
に
理
解
し
て
い
な

い
と
云
う
の
だ
。
実
際
、L

ochner

コ
ー
ト
は
、
必
ず
し
も
再
配
分
原
理
に
全
的
に
反
対
し
て
は
い
な
い
。
そ
れ
が
反
対
し
た
の
は
、
警

察
概
念
を
拡
大
し
て
場
当
た
り
的
に
な
さ
れ
る
再
配
分
に
あ
っ
た
の
だ

（
100
）

。L
ochner

時
代
に
は
、
警
察
権
の
範
囲
は
必
ず
し
も
明
確
に
さ

れ
な
か
っ
た
が
、P

eckham

判
事
も
、「
本
件
で
警
察
権
は
、
限
界
に
達
し
て
い
る
」
と
云
う
旨
を
述
べ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
印

刷
業
、
ブ
リ
キ
業
、
錠
前
屋
、
家
具
職
人
、
呉
服
業
等
雇
用
の
種
類
お
よ
び
そ
の
種
の
雇
用
に
お
け
る
被
用
者
の
性
格
を
示
し
な
が
ら
、

特
異
な
状
況
で
雇
用
に
服
す
る
人
々
の
階
層
に
係
る
労
働
時
間
の
規
制
を
連
邦
最
高
裁
判
所
が
認
め
た
こ
と
を
否
定
し
て
い
な
い
の
だ

（
101
）

。

パ
ン
業
の
労
働
時
間
を
規
制
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
契
約
の
自
由
に
干
渉
す
る
合
理
的
な
理
由
は
な
い
と
述
べ
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
パ
ン
業
の
人
々
が
他
の
職
種
の
人
々
に
知
性
や
能
力
の
面
で
劣
る
と
云
う
よ
う
な
主
張
が
な
い
に
も
拘
わ
ら
ず
、
パ
ン
業
に

つ
い
て
の
み
労
働
時
間
の
規
制
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
対
し
て
消
極
で
あ
っ
た
に
過
ぎ
な
い
の
だ
。

次
に
、
上
院
司
法
委
員
会
の
特
別
顧
問
を
務
め
たD

avid A
.S

trauss

は
、L

ochner

時
代
の
連
邦
最
高
裁
判
所
の
過
ち
を
契
約
の
自

由
を
認
め
る
に
際
し
て
消
極
で
、
そ
の
地
位
を
高
め
る
に
際
し
て
積
極
に
過
ぎ
た
と
云
う
。
彼
に
よ
れ
ば
、
先
ず
、
契
約
の
自
由
は
契
約

の
当
事
者
双
方
に
有
益
な
も
の
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
政
府
に
よ
る
干
渉
は
、
第
三
者
が
何
ら
か
の
影
響
を
受
け
る
場
合
は
と
も
か
く
、

御
節
介
に
福
祉
を
減
ず
る
も
の
と
さ
れ
る
。
ま
た
契
約
の
自
由
に
対
す
る
制
限
は
自
治
と
両
立
せ
ず
、
生
活
の
重
要
な
面
を
自
由
に
管
理

す
る
人
々
の
権
利
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
も
さ
れ
る
。
に
も
拘
わ
ら
ず
、L

ochner

時
代
は
、
契
約
の
自
由
が
法
的
枠
組
み
を
適
切

に
発
展
さ
せ
る
可
能
性
を
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
と
云
う
の
だ
。
そ
の
よ
う
な
理
解
が
な
さ
れ
た
な
ら
ば
、
も
っ
と
積
極
的
に
契
約
の
自

由
が
認
め
ら
れ
た
は
ず
だ
と
云
う
の
で
あ
る
。
次
に
、L

ochner

時
代
の
裁
判
官
た
ち
も
、
契
約
の
自
由
に
も
限
界
が
あ
り
、
規
制
さ
れ

六
九
三
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る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
と
す
る
。
に
も
拘
わ
ら
ず
、
彼
ら
は
、
そ
の
自
由
に
伴
う
価
値
を
守
ろ
う
と
す
る
余
り
、
謙
虚
さ
に

欠
け
る
も
の
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
際
、
取
り
組
ん
だ
問
題
が
彼
ら
が
思
っ
て
い
た
以
上
に
複
雑
で
あ
っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
彼
ら

は
、
そ
の
こ
と
を
理
解
す
る
能
力
に
欠
け
て
い
た
と
も
さ
れ
て
い
る

（
102
）

。
し
か
し
な
が
ら
、L

ochner

時
代
、
既
に
契
約
の
自
由
に
お
け
る

当
事
者
間
の
実
質
的
な
不
平
等
が
無
視
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
か
ら
、
当
時
の
連
邦
最
高
裁
判
所
が
、
そ
の
自
由
を
認
め
る
に

際
し
て
あ
る
程
度
慎
重
で
あ
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
ま
た
そ
の
時
代
を
通
じ
て
契
約
の
自
由
が
偏
重
さ
れ
た
わ
け
で
は
な

か
っ
た
か
ら
、D

.A
.S

trauss

は
、
そ
の
時
代
に
存
し
た
躊
躇
に
つ
い
て
も
一
考
す
べ
き
で
あ
っ
た
。

最
近
、L

ochner

事
件
を
踏
み
台
に
し
な
が
ら
司
法
や
政
治
の
問
題
と
取
り
組
ん
で
い
るP

.K
ens

は
、P

eckham

法
理
が
依
拠
し
た

の
は
修
正
一
四
条
の
第
一
に
実
体
的
適
正
手
続
、
第
二
に
契
約
の
自
由
、
第
三
に
狭
い
警
察
権
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
そ
し
て

P
eckham

判
事
が
論
じ
た
も
の
は
、
第
一
に
正
規
に
制
定
さ
れ
た
法
律
で
さ
え
も
、
修
正
一
四
条
が
保
障
し
た
生
命
、
自
由
お
よ
び
財

産
を
不
当
に
奪
う
こ
と
は
で
き
ず
、
第
二
に
修
正
一
四
条
の
自
由
に
は
契
約
の
自
由
が
含
ま
れ
、
第
三
に
そ
の
自
由
を
制
限
す
る
こ
と
が

で
き
る
警
察
権
の
範
囲
は
広
く
な
い
と
云
う
も
の
で
あ
っ
た
と
云
う
の
だ

（
103
）

。
彼
は
、
こ
のP

eckham

法
理
を
「
国
家
の
権
力
を
衛
生
、

安
全
、
モ
ラ
ル
お
よ
び
平
和
並
び
に
善
良
な
秩
序
に
係
る
立
法
に
限
定
す
る
考
え
方
に
囚
わ
れ
た
」
制
限
政
府
の
理
論
と
捉
え
、
そ
の
理

論
を
曖
昧
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
彼
は
、
一
つ
明
ら
か
な
こ
と
と
し
て
、
自
由
放
任
主
義
経
済
理
論
に
立
脚
し
た
と
い
わ
れ
る

P
eckham

法
理
を
そ
の
時
代
に
「
普
遍
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
も
の
」
か
ら
程
遠
く
、
進
歩
主
義
的
改
革
論
と
抵
触
す
る
個
人
主

義
と
云
う
ブ
ラ
ン
ド
に
基
づ
い
た
も
の
と
云
う
の
だ

（
104
）

。
し
か
し
、
彼
の
「
普
遍
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
も
の
」
と
云
う
述
べ
方
は
、

独
断
に
過
ぎ
る
。
そ
れ
が
独
断
で
あ
る
こ
と
は
、
一
九
三
〇
年
代
に
入
っ
て
も
な
を
「
普
遍
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
も
の
」
が
無

か
っ
た
か
ら
こ
そR

oosevelt

大
統
領
に
よ
る
い
わ
ば
威
圧
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
、W

est C
oast H

otel C
o.

事
件
が
最

六
九
四



L
ochner

判
決
の
亡
霊
と
そ
の
最
近
の
評
価
断
片
（
青
山
）

（
一
〇
八
七
）

小
多
数
に
よ
る
判
決
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
容
易
に
推
知
し
得
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

「
自
由
放
任
主
義
的
立
憲
主
義
の
時
代
」
と
も
呼
ば
れ
るL

ochner

時
代

（
105
）

の
契
約
の
自
由
の
問
題
に
詳
し
いD

.N
.M

ayer

に
よ
れ
ば
、

「
現
代
の
ア
メ
リ
カ
の
憲
法
の
解
釈
で
い
わ
ゆ
る
実
体
的
適
正
手
続
程
誤
解
さ
れ
て
い
る
も
の
は
な
く
、
ま
た
ア
メ
リ
カ
の
憲
法
史
で
、

連
邦
最
高
裁
判
所
が
実
体
的
に
『
契
約
の
自
由
』
と
し
て
知
ら
れ
る
権
利
を
守
る
た
め
に
憲
法
の
適
正
手
続
条
項
を
用
い
た
二
〇
世
紀
初

期
程
誤
解
さ
れ
て
い
る
時
代
は
な
い
。」
と
云
う
こ
と
で
あ
る

（
106
）

。
彼
は
、
そ
の
誤
解
の
端
緒
をL

ochner

判
決
を
未
だ
一
般
化
し
て
い
な

い
経
済
論
に
基
づ
い
た
も
の
と
し
たH

olm
es

判
事
に
あ
っ
た
と
云
う
。
そ
し
てH

olm
es

判
事
に
よ
るL

chner

判
決
の
範
疇
化
に
は
誤

り
が
あ
っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
、
強
い
影
響
力
を
有
し
た
と
云
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
、
そ
のH

olm
es

判
事
の
誤
解
は
、
進
歩

主
義
的
運
動
を
行
っ
て
い
た
学
者
や
政
治
活
動
家
を
連
動
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
事
実
、
そ
の
影
響
力
に
は
多
大
な
も
の
が

あ
っ
た
し
、
著
名
な
学
者
た
ち
の
中
に
は
、
い
わ
ば
そ
の
後
塵
を
拝
し
た
感
が
あ
る
者
も
か
な
り
い
た
。
特
に
彼
と
歩
調
を
合
わ
せ
た

R
.P

ound

、L
.H

and

、C
harles W

arren
と
云
っ
た
進
歩
主
義
の
学
者
た
ち
に
は
二
〇
世
紀
初
期
か
ら
既
に
際
立
っ
た
も
の
が
あ
っ
た

か
ら
、
彼
ら
も
ま
た
、
そ
の
後
のL

ochner

主
義
の
批
判
者
に
強
い
影
響
を
与
え
た
。
し
か
し
、D

.N
.M

ayer

に
よ
れ
ば
、H

olm
es

的

に
唱
論
し
た
彼
ら
は
、
契
約
の
自
由
の
分
析
に
際
し
て
中
立
的
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
。
個
人
主
義
哲
学
に
対
し
て
敵
意

を
有
し
て
さ
え
い
た
と
さ
れ
る
。
そ
れ
も
、
彼
ら
の
影
響
力
は
多
大
で
あ
っ
た
か
ら
、L

ochner

判
決
は
、
司
法
積
極
主
義
の
悪
質
な
例

と
し
て
広
く
非
難
さ
れ
て
来
た
と
さ
れ
る
の
だ
。
し
か
し
、
彼
に
よ
れ
ば
、
彼
ら
が
評
価
し
な
か
っ
たL

ochner

主
義
は
、
彼
ら
の
認

識
す
る
と
こ
ろ
と
異
な
り
、
中
立
的
で
は
あ
っ
て
も
、
明
示
的
に
も
暗
示
的
に
も
自
由
放
任
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
基
づ
く
も
の
で
は

決
し
て
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
そ
の
原
理
は
、H

.S
pencer

の
社
会
静
学
あ
る
い
は
い
か
な
る
自
由
放
任
主
義
を
も
憲
法
の
中
に
読

み
取
っ
て
は
い
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。L

ochner

時
代
に
契
約
の
自
由
を
守
る
た
め
に
唱
え
ら
れ
た
こ
と
と
云
え
ば
、
自
由
の
た
め

六
九
五
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の
一
般
的
な
推
定
の
根
拠
、
そ
れ
も
、
政
府
が
規
制
を
正
当
化
す
る
合
理
的
な
も
の
を
十
分
に
証
明
さ
え
す
れ
ば
論
駁
さ
れ
得
る
と
こ
ろ

の
推
定
の
根
拠
を
用
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
云
う
の
だ
。
し
か
も
、
そ
れ
を
用
い
る
に
際
し
て
、L

ochner

時
代
は
、
必
ず
し
も
一
貫
し

て
い
て
は
い
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
実
際
、B

unting

事
件
に
見
ら
れ
る
如
く
、
一
時
期
、P

eckham

法
理
を
離
れ
た
も
の
が
あ
っ
た
。

彼
に
よ
れ
ば
、
一
貫
し
て
い
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
は
、
自
由
の
規
制
を
正
当
化
す
る
「
合
理
的
な
も
の
」
の
定
義
、
し
た
が
っ
て
、
政

府
の
警
察
権
の
範
囲
の
定
義
に
一
貫
し
た
も
の
が
な
か
っ
た
こ
と
が
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
事
実
が
存
す
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、

進
歩
主
義
の
学
者
た
ち
は
、
こ
の
警
察
権
を
公
衆
の
衛
生
、
安
全
、
あ
る
い
は
秩
序
を
守
る
こ
と
に
限
定
す
る
こ
と
な
く
、
よ
り
広
く

「
一
般
的
な
福
祉
」
と
云
う
定
型
の
無
い
概
念
を
持
ち
出
し
て
積
極
的
に
自
由
を
規
制
す
る
動
き
を
正
当
化
し
、L

ochner

主
義
を
批
判

し
た
と
云
う
の
で
あ
る
。
し
か
も
、R

oosevelt

大
統
領
の
圧
力
も
功
を
奏
し
て
、
連
邦
最
高
裁
判
所
ま
で
も
が
警
察
権
に
進
歩
主
義
的

概
念
を
持
ち
込
み
、
積
極
的
に
「
社
会
的
立
法

（
107
）

」
の
合
理
性
を
認
め
た
が
、
契
約
の
自
由
を
守
るL

ochner

時
代
を
批
判
す
る
者
は
、

む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
判
決
に
影
響
さ
れ
た
そ
の
後
の
判
決
に
こ
そ
焦
点
を
当
て
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
云
う
の
で
あ
る
。L

ochner

時
代
の

裁
判
官
が
目
指
し
た
の
は
、
自
由
放
任
主
義
の
た
め
の
司
法
積
極
主
義
で
は
な
く
、
警
察
権
を
伝
統
的
な
憲
法
上
の
限
界
内
に
留
め
る
こ

と
だ
け
で
あ
っ
た
と
云
う
の
だ
。L

ochner

判
決
で
も
、「
一
般
的
な
福
祉
の
促
進
」
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
は
、「
公
衆

の
衛
生
、
公
衆
の
モ
ラ
ル
、
あ
る
い
は
公
衆
の
安
全
の
防
護
」
と
云
い
直
さ
れ
て
い
る
。P

eckham

判
事
が
、
必
ず
し
も
再
配
分
を
否

定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
判
決
な
り
の
警
察
の
認
識
の
下
で
、
警
察
規
制
と
云
う
口
実
で
警
察
外
の
規
制
が
な
さ
れ
た
こ
と
に

対
し
て
反
発
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
右
のD

.N
.M

ayer

の
見
解
は
、
総
じ
て
妥
当
と
云
え
る
。

そ
のD

.N
.M

ayer

に
は
、
連
邦
最
高
裁
判
所
の
人
事
の
変
化
お
よ
び
法
の
変
化
が
あ
っ
て
現
代
的
な
規
制
国
家
・
福
祉
国
家
の
正
当

性
を
支
持
す
る
た
め
に
、
司
法
の
自
制
を
装
っ
て
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
長
期
間
確
立
さ
れ
て
い
た
憲
法
の
先
例
を
一
九
三
七
年
に
破

六
九
六



L
ochner

判
決
の
亡
霊
と
そ
の
最
近
の
評
価
断
片
（
青
山
）

（
一
〇
八
九
）

棄
し
た
と
す
る
考
え
方
が
あ
る
。
連
邦
最
高
裁
判
所
自
体
は
、W

est C
oast H

otel C
o. 

事
件
の
翌
年
、C

arolin
e P

rod
u

cts C
o. v. 

U
n

ited
 S

tates,1938

に
お
い
て
、
経
済
立
法
に
対
す
る
い
わ
ゆ
る
「
合
理
的
根
拠
」
の
審
査
基
準
を
採
用
し
て

（
108
）

、
以
降
一
時
期
憲
法
学

界
を
賑
わ
し
、
連
邦
最
高
裁
判
所
に
も
顕
現
し
た
二
重
の
基
準
論
へ
の
道
を
敷
い
た
が
、D

.N
.M

ayer

に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
理
論
は
、

他
の
自
由
に
比
べ
て
経
済
的
自
由
を
い
わ
ば
貶
め
る
機
能
を
営
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
彼
に
お
い
て
は
、L

ochner

主
義
に
対
し
て
誤
っ
て

銘
打
た
れ
た
司
法
積
極
主
義
な
る
も
の
が
真
に
発
見
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
二
重
の
基
準
に
お
い
て
と
さ
れ
て
い
る
。
司
法
積
極
主
義
は
、

い
わ
ゆ
る
ニ
ュ
ー
・
デ
ィ
ー
ル
革
命
を
受
け
入
れ
た
連
邦
最
高
裁
判
所
の
姿
勢
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で

（
109
）

、
そ
の
際
生
ま
れ
た
二
重
の
基
準

論
に
よ
っ
て
、
経
済
的
自
由
は
、
こ
ん
に
ち
い
わ
ゆ
る
精
神
的
自
由
の
下
位
に
置
か
れ
、
積
極
的
に
規
制
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
云
う

わ
け
で
あ
る
。
彼
は
、L

ochner
主
義
の
契
約
の
自
由
論
が
様
々
な
警
察
規
制
に
対
し
て
自
由
そ
の
も
の
に
有
利
に
一
般
的
な
推
定
を
さ

せ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え

（
110
）

、
む
し
ろ
、
そ
の
理
論
を
評
価
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
、
憲
法
に
明
示
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
経
済
的

自
由
だ
け
で
な
く
、
人
身
の
自
由
と
い
わ
れ
る
様
々
な
自
由
を
保
護
す
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
と
云
う
の
だ
。
実
際
、
連
邦
最
高
裁
判
所

も
、
こ
のL

ochner

法
理
と
同
じ
基
盤
に
立
っ
て
、G

risw
old

事
件
に
於
け
る
如
く
、
後
に
憲
法
上
の
プ
ラ
イ
バ
シ
イ
の
権
利
等
を
認

め
る
よ
う
に
な
る

（
111
）

。

近
年
、L

ochner

主
義
に
対
す
る
ユ
ニ
ー
ク
な
評
価
が
存
在
す
る
。
憲
法
と
換
喩
語
と
の
珍
し
い
関
係
を
論
ず
るIan B

artrum

に
よ

る
評
価
は
、
そ
の
一
例
で
あ
る
。
彼
のL

ochner

判
決
へ
の
評
価
は
、
そ
れ
が
「
憲
法
学
界
に
一
石
を
投
じ
た
」
と
云
う
も
の
で
あ
る
。

彼
に
よ
れ
ば
、L

ochner

事
件
程
憲
法
典
の
換
喩
的
性
格
を
有
し
て
い
る
も
の
は
他
に
な
い
と
云
う
こ
と
で
あ
る

（
112
）

。
実
際
、
そ
の
事
件
の

影
響
を
受
け
た
憲
法
史
の
一
時
期
に
は
、
本
稿
で
も
し
ば
し
ば
用
い
た
よ
う
に
、L

ochner

時
代
と
云
う
呼
び
名
さ
え
存
す
る
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
彼
は
、L

ochner

事
件
か
ら
連
想
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
論
及
し
た
の
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
そ
の
場
合
、

六
九
七
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三
年
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月
）

（
一
〇
九
〇
）

幾
ら
か
の
現
代
の
論
者
に
お
い
て
は
、
そ
の
事
件
の
換
喩
的
意
味
合
い
が
不
明
確
な
ま
ま
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
、
何
ら
か
の
確
信
を

も
っ
てL

ochner

の
悪
い
と
こ
ろ
を
云
う
こ
と
が
難
し
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
そ
れ
で
も
学
者
た
ち
の
中
で
は
、
そ
の

時
代
と
他
の
時
代
と
を
識
別
す
る
努
力
は
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
努
力
の
中
か
ら
、
悪
口
雑
言
、
識
別
、
明
確
化
、
見
直
し
と
云
う
現
象

が
生
ま
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
彼
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
は
、
取
り
も
直
さ
ず
、L

ochner

事
件
の
換
喩
的
意
味
合
い
を
抽
出
す
る
闘

争
の
一
環
で
あ
る
。
さ
ら
に
彼
に
よ
れ
ば
、
多
く
の
法
律
学
者
は
、L

ochner

事
件
に
関
し
て
非
常
に
増
え
て
い
る
学
術
文
献
に
御
目
出

度
い
程
に
無
知
な
者
た
ち
で
あ
る
が
、
そ
の
者
た
ち
に
と
っ
て
のL

ochner

事
件
の
換
喩
語
は
、「
抑
制
の
無
い
司
法
積
極
主
義
」
と
云

う
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
る

（
113
）

。
し
か
し
彼
に
よ
れ
ば
、L

ochner

判
決
に
は
、
何
も
恥
ず
べ
き
こ
と
を
仄
め
か
す
も
の
は
な
い
と
さ
れ
る
。

彼
は
続
け
る
。
そ
の
理
論
に
対
す
る
悪
評
が
、
と
り
わ
け
一
九
三
〇
年
代
の
経
済
の
状
況
と
政
策
の
移
行
か
ら
生
ま
れ
た
こ
と
は
間
違
い

な
い
。
し
か
し
、
反
規
範
的
な
換
喩
語
と
し
て
のL

ochner

事
件
の
地
位
は
、
大
部
分
憲
法
学
界
か
ら
持
ち
上
が
っ
た
も
の
で
あ
る
。

組
合
紙
に
お
い
て
は
、
そ
の
判
決
に
対
し
て
、
抑
え
気
味
の
反
応
が
現
れ
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
だ
。
そ
のL

ochner

事
件
は
、
法
刊

行
物
に
思
想
豊
か
な
尊
敬
さ
れ
る
べ
き
批
判
を
数
多
く
生
み
出
し
て
い
る
の
で
あ
る

（
114
）

。
実
際
、
こ
の
よ
う
な
彼
の
論
評
を
待
つ
ま
で
も
な

く
、
そ
の
事
件
が
、
消
極
的
な
評
価
だ
け
で
な
く
、
憲
法
学
界
に
一
石
も
二
石
も
投
じ
て
い
る
こ
と
は
、
間
違
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
たL

ochner

事
件
を
評
し
た
自
称
「
憲
法
史
家
」
のJ.M

.B
alkin

の
論
文
も
、
ユ
ニ
ー
ク
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、L

ochner

判

決
は
、「
判
決
を
下
し
た
時
点
で
は
誤
ま
っ
て
い
た
」
と
云
う
も
の
だ
か
ら
で
あ
る

（
115
）

。
こ
れ
は
、
二
〇
世
紀
末
のP

lan
n

ed
 P

aren
th

ood
 

of S
ou

th
eastern

 P
en

n
sylvan

ia v. C
asey,1992

の
中
で
宣
せ
ら
れ
たO

’C
onnor

判
事
、K

ennedy

判
事
お
よ
びS

outer

判
事
ら

の
（S
outer

に
よ
っ
て
執
筆
さ
れ
た
先
例
尊
重
に
係
る
部
分
）
の
合
同
意
見
に
あ
る
「
私
た
ち
は
、P

lessy

（v.F
erguson

）
は
、
判
決
が
下
さ

れ
た
時
点
（the day

）
で
は
、
過
っ
て
い
た
と
思
う
。」
と
云
う
文
言
に
因
ん
だ
も
の
で
あ
る
。J.M

.B
alkin

の
『
そ
れ
が
判
決
を
下
さ

六
九
八



L
ochner

判
決
の
亡
霊
と
そ
の
最
近
の
評
価
断
片
（
青
山
）

（
一
〇
九
一
）

れ
た
時
点
で
誤
っ
て
い
た
。L

ochner

と
歴
史
主
義
』
と
云
う
論
文
の
題
名
か
ら
推
測
さ
れ
る
よ
う
に
、
彼
は
「
憲
法
の
変
遷
」

（constitutional change

）
を
説
く
論
者
で
あ
る
。
憲
法
的
歴
史
主
義
（constitutional historicism

）
と
云
う
こ
と
ば
を
し
ば
し
ば
用
い
る

彼
は
、「
憲
法
に
関
す
る
善
悪
の
法
的
主
張
の
基
準
は
、
社
会
的
、
政
治
的
お
よ
び
歴
史
的
な
変
化
に
応
じ
て
時
と
共
に
変
わ
る
。」
と
云

う
の
で
あ
る
。
彼
は
、L

ochner

判
決
が
憲
法
改
正
に
つ
い
て
定
め
る
憲
法
五
条
に
よ
っ
て
覆
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
注
目
す
る
。

そ
れ
が
覆
さ
れ
た
の
は
、
暗
黙
の
う
ち
に
（sub silent

）
判
例
に
よ
っ
て
で
あ
る
と
云
う
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
変
遷
に
つ
い
て
、
彼

は
、
ニ
ュ
ー
・
デ
ィ
ー
ル
期
に
な
さ
れ
た
解
決
は
当
時
の
妥
当
な
憲
法
原
理
の
復
活
で
あ
っ
た
よ
う
だ
と
し
な
が
ら
、
そ
の
復
活
に
つ
い

て
、L

ochner

判
決
が
労
働
時
間
と
残
業
と
が
問
題
と
な
っ
たB

u
n

tin
g v. O

regon
,1917 （

116
）

で
覆
さ
れ
、A

dkins

事
件
で
元
に
戻
さ
れ

た
こ
と
等
の
変
化
の
例
を
示
し
て
も
い
る
。
そ
の
こ
と
に
関
し
て
、
彼
は
、
先
例
の
尊
重
を
説
き
な
が
ら
も
、
理
由
が
あ
る
場
合
の
判
例

の
変
更
を
認
め
る
。
そ
の
結
果
、L

ochner
判
決
が
正
し
い
か
否
か
は
、
そ
れ
が
正
当
な
憲
法
の
変
遷
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
係
る
問
題

で
あ
る
と
云
う
の
で
あ
る

（
117
）

。
因
み
に
、O

’C
onnor

判
事
ら
の
合
同
意
見
は
、L

ochner

判
決
と
そ
れ
を
継
承
し
た
判
決
に
つ
い
て
、
以

降
の
出
来
事
、
取
り
分
け
恐
慌
の
よ
う
な
出
来
事
に
よ
っ
て
人
の
自
由
と
規
制
の
無
い
市
場
と
に
係
る
事
実
上
の
前
提
が
損
な
わ
れ
た
こ

と
か
ら
、
適
正
に
覆
さ
れ
た
と
し
て
い
る

（
118
）

。
こ
れ
に
対
し
て
、M

.B
alkin

は
、
時
代
時
代
の
判
決
を
肯
定
し
な
が
ら
、
時
代
の
変
化
が

あ
っ
た
場
合
に
、
現
在
と
過
去
と
に
注
目
し
て
判
決
の
正
誤
を
論
ず
る
。
彼
は
、
歴
史
主
義
を
論
ず
るM

ark T
ushnet

と
同
様
、
法
律

家
や
裁
判
官
は
そ
の
時
代
に
生
き
る
良
く
社
会
化
さ
れ
た
法
律
家
と
す
る
考
え
方

（
119
）

を
す
る
人
物
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
考
え
方
か
ら
、
彼

は
、L

ochner

事
件
の
判
決
を
法
的
に
正
確
に
最
も
良
く
示
し
て
い
る
も
の
を
そ
の
事
件
で
実
際
に
示
さ
れ
た
結
論
に
求
め
る
。
そ
れ
が
、

そ
の
時
代
の
良
く
社
会
化
さ
れ
た
法
律
家
に
よ
る
も
の
だ
か
ら
と
云
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
か
な
る
判
決
も
、
飽
く
ま
で
も
、
判
決

当
時
の
法
意
識
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
現
代
的
な
視
点
や
こ
ん
に
ち
的
憲
法
論
を
当
時
の
「
良
く
社
会
化
さ
れ
た
法

六
九
九
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二
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律
家
」
に
提
供
す
れ
ば
、
当
時
の
裁
判
官
は
、
そ
れ
ら
を
誤
っ
て
い
る
、
あ
る
い
は
、
全
く
誤
っ
て
い
る
も
の
と
見
る
だ
け
で
な
く
、
突

飛
な
も
の
、
論
外
の
も
の
と
看
做
し
た
で
あ
ろ
う
と
述
べ
る

（
120
）

。
こ
れ
を
換
言
す
れ
ば
、
時
代
を
異
に
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
肯
定

さ
れ
る
は
ず
の
判
決
が
、
間
違
っ
た
も
の
と
な
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
ん
に
ち
の
視
点
か
ら
見
たL

ochner

判
決
も
、
同

様
の
評
価
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
彼
に
よ
る
右
の
論
題
は
、
そ
の
よ
う
な
論
法
を
採
る
彼
の
当
然
の
帰
結
と
云
え
る
の
だ
。
し
か
し
、

そ
の
論
文
は
、
題
名
か
ら
得
ら
れ
る
印
象
程
にL

ochner

判
決
を
低
く
見
た
も
の
で
は
な
い
。

お
わ
り
に

P
eckham

法
理
は
、
自
由
の
概
念
を
正
確
に
定
義
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
修
正
一
四
条
の
適
正
手
続
上
の
自
由
の
中
に
憲
法

に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
契
約
の
自
由
を
雇
用
の
性
質
や
被
用
者
の
労
働
の
特
質
と
に
鑑
み
改
め
て
確
認
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
法
理

に
つ
い
て
は
、H

olm
es

判
事
ら
に
よ
っ
て
極
端
な
範
疇
化
が
な
さ
れ
た
。
し
か
し
、P

eckham

判
事
も
、
先
例
を
引
き
な
が
ら
自
由
に

対
す
る
警
察
権
に
よ
る
適
切
な
規
制
を
認
め
て
い
た
の
だ
。
彼
が
留
意
し
た
の
は
、
そ
の
警
察
目
的
が
拡
大
さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
の
だ
。

た
だ
自
由
を
考
え
る
場
合
に
、L

ochner

時
代
に
は
、
中
立
を
盾
に
し
て
富
の
配
分
の
面
で
国
家
を
人
々
か
ら
等
距
離
に
立
た
せ
過
ぎ
た

嫌
い
は
あ
る
。
そ
の
時
代
、
連
邦
最
高
裁
判
所
が
、
ほ
ぼ
二
〇
〇
件
の
社
会
福
祉
規
制
措
置
を
無
効
に
し
た
か
ら
だ

（
121
）

。
い
わ
ゆ
る
平
均
的

正
義
に
重
き
を
置
き
過
ぎ
た
の
だ
。
そ
の
反
動
か
ら
、
そ
の
時
代
は
、
ニ
ュ
ー
・
デ
ィ
ー
ル
に
よ
っ
て
葬
ら
れ
た
。
ニ
ュ
ー
・
デ
ィ
ー

ル
・
コ
ー
ト
は
、
実
体
的
適
正
手
続
の
手
法
を
継
承
し
た
が
、
実
体
的
適
正
手
続
の
比
重
を
民
意
を
反
映
し
た
多
数
決
主
義
の
立
法
へ
と

変
移
し
た
の
だ
。
立
法
府
を
尊
重
し
て
司
法
が
謙
抑
化
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
あ
る
い
は
経
済
的
な
「
機
会
」
に

関
す
る
考
え
方
に
変
化
が
生
ま
れ
た
。
富
の
再
配
分
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
配
分
的
正
義
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。
そ
れ
で
も
、

七
〇
〇



L
ochner

判
決
の
亡
霊
と
そ
の
最
近
の
評
価
断
片
（
青
山
）

（
一
〇
九
三
）

L
ochner

主
義
の
影
響
は
残
り
、
労
働
者
、
消
費
者
あ
る
い
は
貧
困
者
等
の
憲
法
的
な
権
利
の
拡
大
は
遅
々
と
し
て
い
た
。
た
だ
、

一
九
六
〇
年
代
後
半
か
ら
一
九
七
〇
年
代
初
め
に
か
け
て
は
、
学
者
や
裁
判
所
が
新
た
な
再
配
分
の
動
き
を
示
し
た
。
そ
れ
に
伴
い
、
い

わ
ゆ
る
「
福
祉
権
の
運
動
」
も
現
れ
た

（
122
）

。
そ
し
て
そ
の
運
動
は
、
離
婚
手
続
き
料
に
係
るB

od
d

ie v. C
on

n
ecticu

t,1971

で
非
常
な
勝

利
を
収
め
た

（
123
）

。
し
か
し
そ
の
間
に
、
連
邦
最
高
裁
判
所
に
は
、L

ochner

時
代
の
延
長
上
の
判
決
も
現
れ
た
。
憲
法
に
規
定
さ
れ
て
い
な

い
プ
ラ
イ
バ
シ
イ
の
権
利
を
認
め
たG

risw
old

 v. C
on

n
ecticu

t,1965 （
124
）

が
、
そ
れ
で
あ
る
。“Y

ale L
aw

 Journal ”

に
投
稿
し
たJohn 

H
art E

ly

は
、
そ
のG

risw
old

判
決
を
踏
襲
し
たR

oe v. W
ad

e,1973 （
125
）

を
評
し
た
際
に
「L

ochner

化
」（L

ochnering

）
と
云
う
こ
と

ば
を
用
い
た

（
126
）

が
、
そ
の
「L

ochner

化
」
に
よ
っ
て
、
経
済
的
自
由
以
外
に
、
憲
法
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
新
た
な
自
由
権
が
認
め
ら
れ

た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
象
に
伴
い
、L
ochner

主
義
へ
の
見
直
し
の
動
き
が
生
じ
た
こ
と
は
、
既
に
述
べ
た
。
そ
れ
も
、
二
〇
世

紀
の
最
後
の
一
〇
年
に
な
る
と
、
一
部
の
人
に
よ
れ
ば
、L

ochner

時
代
の
遺
産
を
利
用
し
て
い
る
と
か
、
そ
の
時
代
を
先
駆
と
し
て
い

る
よ
う
だ
と
も
い
わ
れ
る
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
顕
在
化
し
、
積
極
的
な
市
場
自
体
の
再
構
築
が
始
ま
っ
た

（
127
）

。
合
衆
国
が
建
国
の
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
い
る
自
由
主
義
は
、L

ochner
時
代
と
同
様
、
こ
ん
に
ち
も
そ
の
在
り
様
を
模
索
し
て
い
る
の
だ
。
最
近
で
は
、
私
企

業
、
自
由
交
易
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
市
場
経
済
の
効
用
を
説
き
プ
ラ
イ
ベ
イ
ト
・
セ
ク
タ
ー
を
重
視
し
、
一
部
で
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
独

善
的
」
と
形
容
さ
れ
る
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
是
非
を
め
ぐ
る
苦
悩
も
見
ら
れ
る

（
128
）

。M
.J.L

indsay

に
よ
れ
ば
、「
合
衆
国
の
法
律
学

者
た
ち
は
、
一
九
世
紀
後
半
に
始
ま
りL

ochner

事
件
で
頂
点
に
達
し
た
自
由
放
任
主
義
的
立
憲
主
義
の
起
源
と
本
質
と
の
問
題
と
取

り
組
み
続
け
て
い
る
。」
と
云
う
こ
と
で
あ
る
が
、L

ochner

事
件
を
自
由
放
任
主
義
的
立
憲
主
義
と
看
做
す
見
解
は
と
も
か
く
、
合
衆

国
の
人
々
も
連
邦
最
高
裁
判
所
も
、
古
典
的
自
由
主
義
、
ニ
ュ
ー
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
、
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
云
う
こ
と
ば
で
称
さ
れ

る
時
代
を
通
じ
て
、
要
す
る
に
、L

ochner

判
決
を
一
つ
の
踏
み
台
と
し
陰
に
陽
に
積
極
的
に
あ
る
い
は
消
極
的
に
評
価
を
変
え
な
が
ら
、

七
〇
一



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
一
〇
九
四
）

立
憲
主
義
の
在
り
様
を
探
索
し
続
け
て
い
る
の
だ
。

（
1
） 

L
och

n
er v. N

ew
 York,198 U

.S
. 45

（1905

）.

（
2
） D

.E
.B

ernstein,L
O
C
H
N
E
R

’S
 L

E
G
A
C
Y

’S
 L

E
G
A
C
Y
,82 T

ex.L
. R

ev.1,at 63

（N
ovem

ber,2003

）.

同
様
の
こ
と
ば
は
、
一
九
九
九
年
に
、「L

ochner

の
遺
産
」
と
云
う
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
、G

ary D
.R

ow
e

に
確
認
さ
れ
る
。「L

ochner

は
、

六
〇
年
間
、
死
ん
で
埋
も
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
で
も
、
亡
霊
の
如
く
、
憲
法
に
付
き
ま
と
い
続
け
て
い
る
。
そ
れ
は
、
す
べ
て
の
裁
判
官
の
部
屋
や

憲
法
の
教
室
に
出
没
し
て
い
る
。」
と
云
う
よ
う
に
で
あ
る
（G

.D
.R

ow
e, 

（R
eview

 S
ection S

ym
posium

:T
he L

egacy of L
ochner

）

L
O
C
H
N
E
R
 R

E
V
IS

IO
N
IS

M
 R

E
V
IS

IT
E
D
,24 L

aw
 &

 S
oc. Inquiry 221,at 222-223

（W
inter,1999

））。

（
3
） H

olden v. H
ardy,169 U

.S
. 366

（1898

）.

（
4
） T

he B
akeshop A

ct,1895 that lim
ited the hours a baker could w

ork to ten hours a day and sixty hours a w
eek.

（
5
） S

ee,e.g.,B
arry F

riedm
an,T

H
E
 H

IS
T
O
R
Y
 O

F
 T

H
E
 C

O
U
N
T
E
R
M

A
JO

R
IT

A
R
IA

N
 D

IF
F
IC

U
L
T
Y
,P

A
R
T
 T

H
R
E
E
:T

H
E
 

L
E
S
S
O
N
 O

F
 L

O
C
H
N
E
R
,76 N

.Y
.U

.L
. R

ev.1383

（N
ovem

ber,2001

）;D
.E

.B
ernstein,L

O
C
H
N
E
R
 E

R
A
 R

E
V
IS

IO
N
IS

M
,

R
E
V
IS

E
D
:L

O
C
H
N
E
R
 A

N
D
 T

H
E
 O

R
IG

IN
S
 O

F
 F

U
N
D
A
M

E
N
T
A
L
 R

IG
H
T
S
 C

O
N
S
T
IT

U
T
IO

N
A
L
IS

M
,92 G

eo. L
.J.1

（N
ovem

ber,2003

）;D
avid A

.S
trauss,W

H
Y
 W

A
S
 L

O
C
H
N
E
R
 W

R
O
N
G
?,70 U

. C
hi. L

. R
ev.373

（W
inter,2003

）;:P
aul K

ens,

L
O
C
H
N
E
R
 v. N

E
W

 Y
O
R
K
:T

R
A
D
IT

IO
N
 O

R
 C

H
A
N
G
E
 IN

 C
O
N
S
T
IT

U
T
IO

N
A
L
 L

A
W

?,1 N
.Y

.U
.J.L

. &
 L

iberty 404

（2005

）;Trevor W
.M

orrison,L
A
M

E
N
T
IN

G
 L

O
C
H
N
E
R

’S
 L

O
S
S
:R

A
N
D
Y
 B

A
R
N
E
T
T

’S
 C

A
S
E
 F

O
R
 A

 L
IB

E
R
T
A
R
IA

N
 

C
O
N
S
T
IT

U
T
IO

N
,90 C

ornell L
. R

ev.839

（M
arch,2005

）;Jack M
.B

alkin, “W
R
O
N
G
 T

H
E
 D

A
Y
 IT

 W
A
S
 D

E
C
ID

E
D

” :L
O
C
H
N
E
R
 

A
N
D
 C

O
N
S
T
IT

U
T
IO

N
A
L
 H

IS
T
O
R
IC

IS
M

,85 B
.U

.L
. R

ev.671

（2005
）.

（
6
） S

ee,M
atthew

 J.L
indsay,IN

 S
E
A
R
C
H
 O

F
 “L

A
IS

S
E
Z
-F

A
IR

E
 C

O
N
S
T
IT

U
T
IO

N
A
L
IS

M
” ,123 H

arv.L
. R

ev.F
.55

（M
arch,2010

）.
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L
ochner

判
決
の
亡
霊
と
そ
の
最
近
の
評
価
断
片
（
青
山
）

（
一
〇
九
五
）

（
7
） M

ichael J.P
hillips,H

O
W

 M
A
N
Y
 T

IM
E
S
 W

A
S
 L

O
C
H
N
E
R
-E

R
A
 S

U
B
S
T
A
N
T
IV

E
 D

U
E
 P

R
O
C
E
S
S
 E

F
F
E
C
T
IV

E
,48 

M
ercer L

. R
ev.1049, at 1049

（S
pring,1997

）.

L
ochner

時
代
は
、
一
部
で
「
自
由
放
任
主
義
的
立
憲
主
義
時
代
」
と
も
呼
ば
れ
る
（D

avid N
.M

ayer,S
U
B
S
T
A
N
T
IV

E
 D

U
E
 

P
R
O
C
E
S
S
 R

E
D
IS

C
O
V
E
R
E
D
:T

H
E
 R

IS
E
 A

N
D
 F

A
L
L
 O

F
 L

IB
E
R
T
Y
 O

F
 C

O
N
T
R
A
C
T
,60 M

ercer L
. R

ev.563,at 564

（W
inter,2009

）。
そ
の
時
代
を
一
九
〇
〇
年
か
ら
一
九
三
五
年
と
論
ず
る
者
も
い
る
（G

.S
idney B

uchanan,A
 V

E
R
Y
 R

A
T
IO

N
A
L
 

C
O
U
R
T
,30 H

ous.L
. R

ev.1509

（W
inter,1993

））。

（
8
） M

ichael A
.R

oss, 
（B

ook R
eview

s

）PA
U
L
 K

E
N
S
,L

O
C
H
N
E
R
 v. N

E
W

 Y
O
R
K
:E

C
O
N
O
M

IC
 R

E
G
U
L
A
T
IO

N
 O

N
 T

R
IA

L
,

L
A
W

R
E
N
C
E
:U

N
IV

E
R
S
IT

Y
 O

F
 K

A
N
S
A
S
 P

R
E
S
S
,1988. P

P
.Ⅸ

,18 L
aw

 &
 H

ist. R
ev.707

（F
all,2000

）.

（
9
） S

ee,P
.K

ens,supra note 5,at 404.

社
会
的
ダ
ウ
ニ
ズ
ム
と
云
う
こ
と
ば
こ
そ
用
い
な
か
っ
た
が
、H

erbert S
pencer

の
社
会
静
学
論
を
連
想
し
な
が
ら
批
判
し
た
の
は
、

L
ochner

事
件
で
反
対
意
見
を
述
べ
たO
liver W

endell H
olm

es

判
事
で
あ
る
（L

ochner 198 U
.S

.,at 75

（H
olm

es,J.,dissenting

））。

（
10
） S

ee,A
viam

 S
oifer,T

H
E
 P

A
R
A
D
O
X
 O

F
 P

A
T
E
R
N
A
L
IS

M
 A

N
D
 L

A
IS

S
E
Z
-F

A
IR

E
 C

O
N
S
T
IT

U
T
IO

N
A
L
IS

M
:U

N
IT

E
D
 

S
T
A
T
E
S
 S

U
P
R
E
M

E
 C

O
U
R
T
,1888-1921,5 L

aw
 &

 H
ist. R

ev.249,at 250

（1987

）;W
illiam

 M
.W

iecek,L
IB

E
R
T
Y
 U

N
D
E
R
 

L
A
W

:T
H
E
 S

U
P
R
E
M

E
 C

O
U
R
T
 IN

 A
M

E
R
IC

A
N
 L

IF
E
 123

（1988

）;Bernard S
chw

artz,A
 H

IS
T
O
R
Y
 O

F
 T

H
E
 S

U
P
R
E
M

E
 

C
O
U
R
T
 190

（1993

） citing P
.K

ens,supra note 4,at 405F
N
2.

（
11
） R

ichard A
.E

pstein,T
H
E
 M

IS
T
A
K
E
S
 O

F
 1937,11 G

eo. M
ason L

. R
ev.5

（1988

）:PR
IV

A
T
E
 P

R
O
P
E
R
T
Y
 A

N
D
 T

H
E
 

P
O
W

E
R
 O

F
 E

M
IN

E
N
T
 D

O
M

A
IN

 128

（1985

）,;B
ernard H

.S
iegen,E

C
O
N
O
M

IC
 L

IB
E
R
T
IE

S
 A

N
D
 T

H
E
 C

O
N
S
T
IT

U
T
IO

N

（1980

）;M
ichael J.P

hillips,E
N
T
R
Y
 R

E
S
T
R
IC

T
IO

N
S
 IN

 T
H
E
 L

O
C
H
N
E
R
 C

ourt,4 G
eo. M

ason L
. R

ev.405

（1996

）, 

（N
ote

） 

R
E
S
U
R
R
E
C
T
IN

G
 E

C
O
N
O
M

IC
 R

IG
H
T
S
:T

H
E
 D

O
C
T
R
IN

E
 O

F
 E

C
O
N
O
M

IC
 D

U
E
 P

R
O
C
E
S
S
 R

E
C
O
N
S
ID

E
R
E
D
,103 H

arv. 

L
. R

ev.1363

（1990

）.

因
み
に
、Black

判
事
は
、Lochner

時
代
を
通
じ
て
流
れ
た
原
則
をA

llgeyer-L
ochner-A

dair-C
oppage

憲
法
原
則
と
呼
ん
で
い
る
（L

incoln 

七
〇
三



政
経
研
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第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
一
〇
九
六
）

F
ed. L

abor U
nion v. N

orthw
estern Iron &

 M
etal C

o.,335 U
.S

. 525,at 535

（1949

）。

（
12
） S

.M
.Ingram

,T
A
K
IN

G
 L

IB
E
R
T
IE

S
 W

IT
H
 L

O
C
H
N
E
R
:T

H
E
 S

U
P
R
E
M

E
 C

O
U
R
T
,W

O
R
K
M

E
N

’S
 C

O
M

P
E
N
S
A
T
IO

N
,A

N
D
 

T
H
E
 S

T
R
U
G
G
L
E
 T

O
 D

E
F
IN

E
 L

IB
E
R
T
Y
 IN

 T
H
E
 P

R
O
G
R
E
S
S
IV

E
 E

R
A
,82 O

r. L
. R

ev.779

（F
all,2003

）.

（
13
） M

artha T
.M

cC
luskey,E

F
F
IC

IE
N
C
Y
 A

N
D
 S

O
C
IA

L
 C

IT
IZ

E
N
S
H
IP

:C
H
A
L
L
E
N
G
IN

G
 T

H
E
 N

E
O
L
IB

E
R
A
L
 A

T
T
A
C
K
 

O
N
 T

H
E
 W

E
L
F
A
R
E
 S

T
A
T
E
,78 Ind. L

. J.783,at 789

（S
um

m
er,2003

）.

（
14
） S

ee,D
.E

.B
ernstein,supra note 2,at 1,2.

（
15
） 

契
約
の
自
由
と
云
う
概
念
は
、D

avid N
.M

ayer

が
述
べ
て
い
る
如
く
、
非
経
済
的
な
面
を
も
有
し
て
い
る
（D

.N
.M

ayer,T
H
E
 M

Y
T
H
 

O
F
 “L

A
IS

S
E
Z
-F

A
IR

E
 C

O
N
S
T
IT

U
T
IO

N
A
L
IS

” :L
IB

E
R
T
Y
 O

F
 C

O
N
T
R
A
C
T
 D

U
R
IN

G
 T

H
E
 L

O
C
H
N
E
R
 E

R
A
,36 H

astings 

C
onst. L

. Q
.217,at 218F

N
5

（W
inter,2009

））
が
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
総
じ
て
そ
の
経
済
的
側
面
に
注
目
し
て
述
べ
る
。
但
し
、L

ochner

時
代
の
法
律
学
で
は
、
未
だ
市
民
的
自
由
と
経
済
的
自
由
と
は
識
別
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
区
別
は
、
現
代
的
な
も
の
で
あ
る
（D

avid E
.

B
ernstein,L

O
C
H
N
E
R

’S
 L

E
G
A
C
Y

’S
 L

E
G
A
C
Y
,82 T

ex. L
. R

ev.1,at 7F
N
24

）。

（
16
） L

ochner 198 U
.S

. at 64 citing Joseph F
.M

orrissey,L
O
C
H
N
E
R
,L

A
W

R
E
N
C
E
,A

N
D
 L

IB
E
R
T
Y
,27 G

a. S
t. U

.L
. R

ev.609

（S
pring,2011

）（added in parentheses by J.F
.M

oossey

）.

（
17
） 

A
llgeyer v. L

ou
isian

a,165 U
.S

. 578

（1897
）.

（
18
） 

S
an

ta C
lara C

ou
n

ty v. S
ou

th
ern

 P
acifi c R

ailroad
 C

o.,118 U
.S

. 394

（1886

）; M
u

gler v. K
an

sas,123 U
.S

. 623

（1887

）.

（
19
） L

ochner 198 U
.S

.,at 53.

（
20
） S

ee,Jed R
ubenfeld,U

S
IN

G
S
,at 1098F

N
122

（M
arch,1993

）;R
obert B

rauneis, “T
H
E
 F

O
U

N
D
A
T
IO

N
 O

F
 O

U
R
 

‘RE
G
U
L
A
T
O
R
Y
 T

A
K
IN

G
S

’ JU
R
IS

P
R
U
D
E
N
C
E

” :T
H
E
 M

Y
T
H
 A

N
D
 M

E
A
N
IN

G
 O

F
 JU

S
T
IC

E
 H

O
L
M

E
S

’S
 O

P
IN

IO
N
 IN

 

P
E
N
N
S
Y
L
V
A
N
IA

 C
O
A
L
 C

O
. v. M

A
H
O
N
,106 Y

ale L
. J. 613,at 675-676

（D
ecem

ber,1996

）;Law
rence B

erger,P
U
B
L
IC

 U
S
E
 

S
U
B
S
T
A
N
T
IV

E
 D

U
E
 P

R
O
C
E
S
S
 A

N
D
 T

A
K
IN

G
S
-A

N
 IN

T
E
G
R
A
T
IO

N
,74 N

eb. L
. R

ev.843,848

（1995

）,etc..

（
21
） E

.g.L
aurence H

.T
ribe,A

M
E
R
IC

A
N
 C

O
N
S
T
IT

U
T
IO

N
A
L
 L

A
W

 1344

（3d ed.2001

）;G
erald G

unter &
 K

athleen 

七
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L
ochner

判
決
の
亡
霊
と
そ
の
最
近
の
評
価
断
片
（
青
山
）

（
一
〇
九
七
）

S
ullivan,C

O
N
S
T
IT

U
T
IO

N
A
L
 L

A
W

 457

（14
th ed. 2001

）;K
erm

it L
.H

all,T
H
E
 M

A
G
IC

 M
IR

R
O
R
-L

A
W

 IN
 A

M
E
R
IC

A
N
 

H
IS

T
O
R
Y
 236

（1989

）;Geoff rey R
.S

tone,et al. ,C
O
N
S
T
IT

U
T
IO

N
A
L
 L

A
W

 712

（4
th ed. 2001

）.
（
22
） M

.G
.C

ollins,O
C
T
O
B
E
R
 T

E
R
M

,1896-E
M

B
R
A
C
IN

G
 D

U
E
 P

R
O
C
E
S
S
,45 A

m
. J. L

egal H
ist. 71

（January,2001

）.
「L

ochner

の
時
代
」
と
云
う
こ
と
ば
は
連
邦
最
高
裁
判
所
のL

ew
is P

ow
ell

判
事
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
た
が
、
そ
の
述
べ
方
か
ら
す
れ
ば
、

一
九
〇
五
年
を
以
て
そ
の
出
発
時
点
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（P
ow

ell,J. ,M
oore v. C

ity of E
ast C

levelan
d

,O
h

io,431 U
.S

. 494,at 502

（1977

））。
尤
も
、
そ
の
最
初
の
用
例
は
、D

icks v. N
aff ,415 U

.S
. 957

（1974

）
の
弁
論
主
意
書
に
確
認
さ
れ
る
そ
う
で
あ
る
（D

.E
.B

ernstein,

L
O
C
H
N
E
R
 V

. N
E
W

 Y
O
R
K
:A

 C
E
N
T
E
N
N
IA

L
 R

E
T
R
O
S
P
E
C
T
IV

E
,83 W

ash. U
. L

 Q
.1469,at 1520F

N

（332

）（2005

））。

A
llgeyer

事
件
の
判
決
に
先
立
っ
て
、M

u
gler v. K

an
sas,1887

に
は
、
修
正
一
四
条
の
適
正
手
続
き
条
項
の
下
の
経
済
的
に
実
体
的
な
適
正

手
続
き
論
が
芽
生
え
さ
せ
る
予
兆
が
存
し
た
（123 U

.S
. 623

（1887

））。

な
を
、E

llen F
rankel P

aul
は
、「L

ochner

の
時
代
」
の
法
廷
を
「
旧
法
廷
」（O

ld C
ourt

）
あ
る
い
は
「L

ochner

の
時
代
の
法
廷
」
と
い

い
な
が
ら
、
そ
の
時
代
に
つ
い
て
一
八
九
七
年
か
ら
一
九
三
七
年
ま
で
と
す
る
説
と
一
九
〇
五
年
か
ら
一
九
三
七
年
ま
で
と
す
る
説
が
あ
る
と
し
て
い

る
（（T

he 100
th A

nniversary of L
ochner v. N

ew
 Y

ork,198 U
.S

. 45

（1905

） F
R
E
E
D
O
M

 O
F
 C

O
N
T
R
A
C
T
 A

N
D
 T

H
E
 

“P
O
L
IT

IC
A
L
 E

C
O
N
O
M

Y
” O

F
 L

O
C
H
N
E
R
 v. N

E
W

 Y
O
R
K
,1 N

.Y
.U

.J.L
. &

 L
IB

E
R
T
Y
 515,at 516F

N
1

（2005

））。

（
23
） 

C
h

icago,B
u

rlin
gton

 &
 Q

u
in

cy R
ailroad

 v. C
ity of C

h
icago,166 U

.S
. 226

（1897

）.

（
24
） A

llgeyer,165 U
.S

.,at 431-432.

（
25
） Ibid. at 589.

（
26
） 

H
old

en
 v. H

ard
y,169 U

.S
. 366

（1898

）.

（
27
） Ibid. at 388,392.

（
28
） 

O
tis v. P

arker,187 U
.S

. 606

（1903

）.

（
29
） 

N
orth

ern
 S

ecu
rities C

o. v. U
.S

.,193 U
.S

. 197

（1904

）.

（
30
） L

ochner 198 U
.S

. ,at 53.
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（
31
） S

ee,ibid. at 56.
（
32
） 

A
d

air v. U
n

ited
 S

tates,208 U
.S

. 161

（2008

）.
（
33
） 

C
oppage v. K

an
sas,236 U

.S
. 1

（1915

）.

（
34
） 

A
d

am
s v. T

an
n

er,244 U
.S

. 590

（1917

）.

（
35
） Ibid. at 594,596-597.

（
36
） 

H
am

m
er v. D

agen
h

art,247 U
.S

. 251

（1918

）.

（
37
） Ibid. at 276.

（
38
） 259 U

.S
. 20

（1922
）.

（
39
） 

D
u

plex P
rin

tin
g P

ress C
o. v. D

eerin
g,254 U

.S
. 443

（1921

）.

（
40
） Ibid. at 469.

（
41
） S

ee,S
cott B

aker,T
H
E
 P

E
N
A
L
T
Y
 D

E
F
A
U
L
T
 C

A
N
O
N
,72 G

eo. W
ash. L

. R
ev.663,at 699

（A
pril,2004

）;see also D
uplex,254 

U
.S

. at 466-467. L
oew

e v. L
aw

lor,208 U
.S

. 274

（1908

）.

（
42
） D

uplex 254 U
.S

. at 478. B
randeis

、H
olm

es

お
よ
びC

larke

の
三
判
事
は
、
反
対
意
見
で
あ
っ
た
（D

uplex 254 U
.S

.,at 479ff .

）。

（
43
） 

A
d

kin
s et al.,M

in
im

u
m

 W
ageB

oard
 of D

istrict of C
olu

m
bia, v. C

h
ild

ren
’s H

ospital of th
e D

istrict of C
olu

m
bia,261 U

.S
. 

525

（1923

）.

（
44
） 291 U

.S
. 502

（1934

）.

（
45
） 297 U
.S

. 1

（1936

）.

（
46
） 298 U

.S
. 238

（1936

）.

（
47
） P

resident R
oosevelt citing T

im
othy C

.S
ansone, 

（N
ote

）CO
N
S
T
R
IC

T
IN

G
 T

H
E
 C

O
M

M
E
R
C
E
 C

L
A
U
S
E
:S

E
M

IN
O
L
E
 

T
R
IB

E
 A

S
 A

N
 E

X
T
E
N
S
IO

N
 O

F
 L

O
P
E
Z
 A

N
D
 N

E
W

 Y
O
R
K
,41 S

t.L
ouis U

.L
.J.1327,at 1330

（F
all,1997

）.

（
48
） H

is Inaugural A
ddress citing “F

ranklin D
.R

oosevelt ” 

（w
w
w
.w

hitehouse.gov/about/presidents/franklindroosevelt

）
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（
49
） N

.D
evins, 

（B
ook R

eview

）GO
V
E
R
N
M

E
N
T
 L

A
W

Y
E
R
S
 A

N
D
 T

H
E
 N

E
W

 D
E
A
L
,96 C

olum
.L

. R
ev.237,at 243

（January,1996

）.
（
50
） D

erek P
.L

anghause,J.D
., 

（C
om

m
entary

）AN
 E

S
S
A
Y
:N

O
M

IN
A
T
IO

N
S
 T

O
 T

H
E
 S

U
P
R
E
M

E
 C

O
U
R
T
 O

F
 T

H
E
 U

N
IT

E
D
 

S
T
A
T
E
S
:H

IS
T
O
R
IC

A
L
 L

E
S
S
O
N
S
 F

O
R
 T

O
D
A
Y

’S
 D

E
B
A
T
E
,205 E

d. L
aw

 R
ep.553,at 561

（M
arch 9,2006

）.

（
51
） 

W
est C

oast H
otel C

o. 300 U
.S

.,at 379.

（
52
） S

ee,R
obert L

.K
err,N

A
T
U
R
A
L
IZ

IN
G
 T

H
E
 A

R
T
IF

IC
IA

L
 C

IT
IZ

E
N
:R

E
P
E
A
T
IN

G
 L

O
C
H
N
E
R

’S
 E

R
R
O
R
 IN

 C
IT

IZ
E
N
S
 

U
N
IT

E
D
 v. F

E
D
E
R
A
L
 E

L
E
C
T
IO

N
 C

O
M

M
IS

S
IO

N
,15 C

om
m
.L

. &
 P

ol ’y,311

（A
utum

n,2010

）.

（
53
） S

ee,B
arry F

riedm
an,T

H
E
 H

IS
T
O
R
Y
 O

F
 T

H
E
 C

O
U
N
T
E
R
M

A
JO

R
IT

A
R
IA

N
 D

IF
F
IC

U
L
T
Y
,P

A
R
T
 T

H
R
E
E
:T

H
E
 

L
E
S
S
O
N
 O

F
 L

O
C
H
N
E
R
,76 N

.Y
.U

.L
. R

ev.1383,at 1385

（N
ovem

ber,2001

）.

（
54
） S

ee,L
ochner 198 U

.S
.,at 74-75

（H
olm

es,J.,dissenting

）.

（
55
） Ibid. at 76,89

（H
olm

es,J.,dissenting

）.

（
56
） S

ee,G
.E

dw
ard W

hite,R
E
V
IS

IT
IN

G
 S

U
B
S
T
A
N
T
IV

E
 D

U
E
 P

R
O
C
E
S
S
 A

N
D
 H

O
L
M

E
’S

 L
O
C
H
N
E
R
 D

IS
S
E
N
T
,63 B

rook. 

L
. R

ev.87,at 89

（1997

）.

（
57
） L

ochner 198 U
.S

.,at 65-70,73

（H
arlan,J.,dissenting

）.

（
58
） W

est C
oast H

otel C
o.,300 U

.S
.,at 379.

（
59
） Ibid. at 391.

（
60
） Ibid. at 392.

（
61
） S

ee,ibid. S
ee, K

n
oxville Iron

 C
o. v. H

arbison
,183 U

.S
. 13

（1901

）; P
atterson

 v. E
u

d
ora,190 U

.S
. 169

（1903

）; M
cL

ean
 v.S

tate 

of A
rkan

sas,211 U
.S

. 539

（1909

）; B
u

n
tin

g v. S
tate of O

regon
,243 U

.S
. 426

（1917

）; N
ew

 York C
en

t. R
. C

o. v. W
h

ite,243 U
.S

. 188

（1917

）; M
ou

n
tain

 T
im

ber C
o. v. S

tate of W
ash

in
gton

,243 U
.S

. 219

（1917
）.

（
62
） W

est C
oast H

otel C
o. 300 U

.S
.,at 393-394.
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（
63
） S

ee.E
d R

.H
aden,JU

D
IC

IA
L
 S

E
L
E
C
T
IO

N
:A

 P
R
A
G
M

A
T
IC

 A
P
P
R
O
A
C
H
,24 H

arv.J.L
. &

 P
ub. P

lol ’y 531,at 544F
N
37

（S
pring,2001

）.
司
法
積
極
主
義
と
云
う
こ
と
ば
の
用
法
は
、
論
者
に
よ
っ
て
異
な
る
。
本
稿
で
は
、
取
り
あ
え
ず
、
引
用
さ
れ
る
文
献
の
翻
訳
と
し
て
用
い
る
。

S
ee,C

raig G
reen,A

N
 IN

T
E
L
L
E
C
T
U
A
L
 H

IS
T
O
R
Y
 O

F
 JU

D
IC

IA
L
 A

C
T
IV

IS
M

,58 E
m
ory L

.J.1195

（2009

）.

（
64
） J.W

.E
ly,Jr., 

（B
ook R

eview

）EC
O
N
O
M

IC
 D

U
E
 P

R
O
C
E
S
S
 R

E
V
IS

IT
E
D
,44 V

and. L
. R

ev.213

（January,1991

）.

（
65
） D

avid A
 S

trauss,W
H
Y
 W

A
S
 L

O
C
H
N
E
R
 W

R
O
N
G
?,70 U

. C
hi. L

. R
ev.373,at 374

（W
inter,2003

）.

（
66
） S

ee,U
.S

. C
onst. A

rt.Ⅰ
,§

10,C
l.1.

（
67
） J.W

.H
urst citing Jam

es W
.E

ly.Jr., “T
O
 P

U
R
S
U
E
 A

N
Y
 L

A
W

F
U
L
 T

R
A
D
E
 O

R
 A

V
O
C
A
T
IO

N
” :T

H
E
 E

V
O
L
U
T
IO

N
 O

F
 

U
N
E
N
U

M
E
R
A
T
E
D
 E

C
O
N
O
M

IC
 R

IG
H
T
S
 IN

 T
H
E
 N

IN
E
T
E
E
T
H
 C

E
N
T
U

R
Y
,8 U

. P
a. J. C

onst. L
.917,at 948

（S
eptem

ber,2006

）.

（
68
） S

ee,J.W
.E

ly,Jr.,ibid. at 948.

（
69
） 

O
gd

en
 v. S

au
n

d
ers,25 U

.S
. 213,at 321

（M
arshall,C

.J.,dissenting

）;K.L
.M

cC
aw

,F
R
E
E
D
O
M

 O
F
 C

O
N
T
R
A
C
T
 V

E
R
S
U
S
 

T
H
E
 A

N
T
ID

IS
T
R
IM

IN
A
T
IO

N
 P

R
IN

C
IP

L
E
:A

 C
R
IT

IC
A
L
 L

O
O
K
 A

T
 T

H
E
 T

E
N
S
IO

N
 B

E
T
W

E
E
N
 C

O
N
T
R
A
C
T
U
A
L
 

F
R
E
E
D
O
M

 A
N
D
 A

N
T
ID

IS
T
R
IB

U
T
IO

N
 P

R
O
V
IS

IO
N
S
,7 S

eton H
all C

onst. L
.J.195

（F
all,1996

）.

（
70
） L

earned H
and,D

U
E
 P

R
O
C
E
S
S
 O

F
 L

A
W

 A
N
D
 T

H
E
 E

IG
H
T
-H

O
U
R
 D

A
Y
,21 H

arv.L
. R

ev.495

（M
ay,1908

）.

（
71
） 

D
en ex dem

. M
urray v. H

oboken L
and &

 Im
p. C

o.,59 U
.S

. 272

（1855

）; H
ead v. A

m
oskeag M

fg. C
o. ,113 U

.S
. 9

（1885

）; W
arts 

v. H
oaglan

d
,114 U

.S
. 606

（1885

）; R
obertson

 v. B
ald

w
in

,165 U
.S

. 275

（1897

）; S
t.L

ou
is &

 S
. F. R

. C
o. v. M

ath
ew

s,165 U
.S

. 1

（1897

）; P
atterson

 v. E
u

d
ora,190 U

.S
. 169

（1903

）.

（
72
） L

.H
and,supra note 70,at 497.

（
73
） S

ee,ibid. at 503.

（
74
） R

.P
ound,L

IB
E
R
T
Y
 O

F
 C

O
N
T
R
A
C
T
,18 Y

ale L
. J. 454,at 456-457

（1909
）.
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（
75
） A

dair208 U
.S

. ,at 173-175.
（
76
） R

.P
ound

が
注
目
し
た
の
は
、W

ard

、W
right

、S
eager

と
云
っ
た
社
会
学
者
で
あ
り
、
そ
の
際
、
経
済
理
論
と
労
働
立
法
に
詳
し
いE

ly
に
も
、
目
を
向
け
て
い
る
（supra note 74,at 454 F

N
3

）。

（
77
） R

.P
ound,supra note 74,at 454.

（
78
） Ibid. at 455.

（
79
） D

avid N
.M

ayer,S
U
B
S
T
A
N
T
IV

E
 D

U
E
 P

R
O
C
E
S
S
 R

E
D
IS

C
O
V
E
R
E
D
:T

H
E
 R

IS
E
 A

N
D
 F

A
L
L
 O

F
 C

O
N
T
R
A
C
T
,60 

M
ercer L

. R
ev.563,at 572

（W
inter,2009

）.

（
80
） R

.P
ound,supra note 74,at 457.

（
81
） Ibid. at 455-456.

（
82
） S

ee,H
erbert H

ovenkam
p,K

N
O
W

L
E
D
G
E
 A

B
O
U
T
 W

E
L
F
A
R
E
:L

E
G
A
L
 R

E
A
L
IS

M
 A

N
D
 T

H
E
 S

E
P
A
R
A
T
IO

N
 O

F
 L

A
W

 

A
N
D
 E

C
O
N
O
M

IC
S
,84 M

inn. L
. R

ev.805,at 833

（A
pril,2000

）.

（
83
） R

.P
ound,supra note 74,at 464,479.

（
84
） S

ee,C
.W

arren,T
H
E
 P

R
O
G
R
E
S
S
IV

E
N
E
S
S
 O

F
 T

H
E
 U

N
IT

E
D
 S

T
A
T
E
S
 S

U
P
R
E
M

E
 C

O
U
R
T
,13 C

olum
.L

. R
ev.294

（1913

）.

（
85
） 

註（
9
）参
照
。

（
86
） C

aroline E
dw

ards,A
R
T
IC

L
E
 2 O

F
 T

H
E
 U

N
IF

O
R
M

 C
O
M

M
E
R
C
IA

L
 C

O
D
E
 A

N
D
 C

O
N
S
U
M

E
R
 P

R
O
T
E
C
T
IO

N
:T

H
E
 

R
E
F
U
S
A
L
 T

O
 E

X
P
E
R
IM

E
N
T
,78 S

t.John ’s L
. R

ev.663,at 681
（S

um
m
er,2004

）.

（
87
） E

llen F
rankel P

aul,F
R
E
E
D
O
M

 A
N
D
 T

H
E
 “P

O
L
IT

IC
A
L
 E

C
O
N
O
M

Y
”O

F
 L

O
C
H
N
E
R
 v. N

E
W

 Y
O
R
K
,1 N

.Y
.U

.J.L
. &

 

L
iberty 515,at 517

（2005

）.

（
88
） S

ee,K
yle T

.M
urray,L

O
O
K
IN

G
 F

O
R
 L

O
C
H
N
E
R
 IN

 A
L
L
 T

H
E
 W

R
O
N
G
 P

L
A
C
E
S
:T

H
E
 IO

W
A
 S

U
P
R
E
M

E
 C

O
U
R
T
 

A
N
D
 S

U
B
S
T
A
N
T
IV

E
 D

U
E
 P

R
O
C
E
S
S
 R

E
V
IE

W
,84 Iow

a L
. R

ev.1141,at 1142

（A
ugust,1999

）;J.M
.B

alkin, supra note 5,at 
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684F
N
32.

（
89
） 

そ
れ
以
前
、
一
九
〇
八
年
に
も
、
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
屋
に
お
け
る
女
性
の
労
働
時
間
を
規
制
す
る
立
法
が
合
憲
と
さ
れ
て
い
る
（M

uller v. 

O
regon,208 U

.S
. 412

（1908

））。

（
90
） J.M

.B
alkin,supra note 5,at 684-685.

（
91
） D

.E
.B

ernstein,L
O
C
H
N
E
R
 E

R
A
 R

E
V
IS

IO
N
IS

M
,R

E
V
IS

E
D
:L

O
C
H
N
E
R
 A

N
D
 T

H
E
 O

R
IG

IN
S
 O

F
 F

U
N
D
A
M

E
N
T
A
L
 

R
IG

H
T
S
 C

O
N
S
T
IT

U
T
IO

N
A
L
IS

M
,92 G

eo. L
. J.1,at 5F

N
12

（N
ovem

ber,2003

）. S
ee,G

uy M
iller S

truve,T
H
E
 L

E
S
S
-

R
E
S
T
R
IC

T
IV

E
 A

L
T
E
R
N
A
T
IV

E
 P

R
IN

C
IP

L
E
 A

N
D
 E

C
O
N
O
M

IC
 D

U
E
 P

R
O
C
E
S
S
,80H

arv.L
. R

ev.1463

（M
ay,1967

）.

（
92
） S

ee,D
.E

.B
ernstein,L

O
C
H
N

E
R
 E

R
A

 R
E
V

IS
IO

N
E
R
IS

M
,R

E
V

IS
E
D

:L
O

C
H
N

E
R
 A

N
D

 T
H
E
 O

R
IG

IN
S
 O

F
 

F
U
N
D
A
M

E
N
T
A
L
 R

IG
H
T
S
 C

O
N
S
T
IT

U
T
IO

N
A
L
IS

M
,92 G

eo. L
. J.1,at 5F

N
14

（N
ovem

ber,2003

）.

（
93
） S

ee,A
viam

 S
oifer,T

H
E
 P

A
R
A
D
O
X
 O

F
 P

A
T
E
R
N
A
L
IS

M
 A

N
D
 L

A
IS

S
E
Z
-F

A
IR

E
 C

O
N
S
T
IT

U
T
IO

N
A
L
IS

M
:U

N
IT

E
S
 

S
T
A
T
E
S
 S

U
P
R
E
M

E
 C

O
U
R
T
,1888-1921,5 L

aw
 &

 H
ist. R

ev.249,at 250

（1987

）. S
ee,B

ernard S
chw

artz,A
 H

IS
T
O
R
Y
 O

F
 T

H
E
 

S
U
P
R
E
M

E
 C

O
U
R
T
 190

（1993

）;W
illiam

 M
.W

iecek,L
IB

E
R
T
Y
 U

N
D
E
R
 L

A
W

:T
H
E
 S

U
P
R
E
M

E
 C

O
U
R
T
 IN

 A
M

E
R
IC

A
N
 

L
IF

E
 123

（1988

）.

（
94
） R

obert C
.P

ost,D
E
F
E
N
D
IN

G
 T

H
E
 L

IF
E
W

O
R
L
D
:S

U
B
S
T
A
N
T
IV

E
 D

U
E
 P

R
O
C
E
S
S
 IN

 T
H
E
 T

A
F
T
 C

O
U
R
T
 E

R
A
,78 B

. 

U
. L

. R
ev.1489,at 1494

（1998

）,see also D
.E

.B
ernstein,supra note 2,at 63.

（
95
） P

.K
ens,supra note 5,at 405.

（
96
） S

ee,J.C
hoper,T

H
E
 S

U
P
R
E
M

E
 C

O
U
R
T
 A

N
D
 T

H
E
 N

A
T
IO

N
A
L
 P

O
L
IT

IC
A
L
 P

R
O
C
E
S
S

（1980

）;J.E
ly,D

E
M

O
C
R
A
C
Y
 

A
N
D
 D

IS
T
R
U
S
T

（1980

）;M
.P

erry,T
H
E
 C

O
N
S
T
IT

U
T
IO

N
,T

H
E
 C

O
U
R
T
S
,A

N
D
 H

U
M

A
N
 R

IG
H
T
S

（1982

）.

（
97
） 

W
illiam

son
 v. L

ee O
ptical,348 U

.S
. 483

（1955

）; Fergu
son

 v. S
kru

pa,372 U
.S

. 726

（1963

）; G
risw

old
 v. C

on
n

ecticu
t,381 U

.S
. 

479

（1965

）; D
an

d
rige v. W

illiam
s,397 U

.S
. 471

（1970

）; Bow
ers v. H

ard
w

ick,478 U
.S

. 186

（1986

）.

（
98
） C

.R
.S

unstein citing D
.E

,B
ernstein,supra note 2,at 1 ;C

.R
.S

unstein,L
O
C
H
N
E
R

’S
 L

E
G
A
C
Y
,87 C

olum
.L

. R
ev.873,at 903
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L
ochner

判
決
の
亡
霊
と
そ
の
最
近
の
評
価
断
片
（
青
山
）

（
一
一
〇
三
）

（June,1987

）.
（
99
） S

ee,Jim
 C

hen,T
H
E
 S

E
C
O

N
D

 C
O

M
IN

G
 O

F
 S

M
Y

T
H
 V

. A
M

E
S
,77 T

exas L
. R

ev.1535

（M
ay,1999

）;M
elvyn 

D
urchslag,V

IL
L
A
G
E
 O

F
 E

U
C
L
ID

 V
. A

M
B
L
E
R
 R

E
A
L
IT

Y
 C

O
.,S

E
V
E
N
T
Y
-F

IV
E
 Y

E
A
R
S
 L

A
T
E
R
:T

H
IS

 IS
 N

O
T
 Y

O
U
R
 

F
A
T
H
E
R

’S
 Z

O
N
IN

G
 O

R
D
IA

N
C
E
,51 C

ase W
. R

es. L
. R

ev.645

（S
um

m
er,2001

）;Gary M
inda,D

E
N
IA

L
:N

O
T
 JU

S
T
 A

 R
IV

E
R
 

IN
 E

G
Y
P
T
,22 C

ardozo L
. R

ev.901

（M
arch,2001

）;Ann W
oolhandler,M

ichael G
.C

ollins,T
H
E
 A

R
T
IC

L
E
 Ⅲ

,87 V
a. L

. R
ev.587

（June,2001

） citing D
.E

.B
ernstein,supra note 2,at 1,17,17F

N
74.

（
100
） D

.E
.B

ernstein,supra note 2,at 19-20.

（
101
） L

ochner 198 U
.S

.,at 58-61.

（
102
） S

ee,D
.A

.S
trauss,W

H
Y
 W

A
S
 L

O
C
H
N
E
R
 W

R
O
N
G
?,70 U

. C
hi. L

. R
ev.373,at 375,381ff .（W

inter,2003

）.

（
103
） S

ee,P
.K

ens,supra note 5,at 410-411.

（
104
） Ibid. at 411.

（
105
） M

ichael L
es B

enedict,L
A
IS

S
E
Z
-F

A
IR

E
 A

N
D
 L

IB
E
R
T
Y
:A

 R
E
-E

V
A
L
U
A
T
IO

N
 O

F
 T

H
E
 M

E
A
N
IN

G
 A

N
D
 O

R
IG

IN
S
 

O
F
 L

A
IS

S
E
Z
-F

A
IR

E
 C

O
N
S
T
IT

U
T
IO

N
A
L
IS

M
,3 L

aw
 &

 H
ist. R

ev.293

（1985

）.

（
106
） D

.N
.M

ayer,S
U
B
S
T
A
N
T
IV

E
 D

U
E
 P

R
O
C
E
S
S
 R

E
D
IS

C
O
V
E
R
E
D
:T

H
E
 R

IS
E
 A

N
D
 F

A
L
L
 O

F
 L

IB
E
R
T
Y
 O

F
 

C
O
N
T
R
A
C
T
,60 M

ercer L
. R

ev.563

（W
inter,2009

）.

（
107
） 

「
社
会
的
立
法
」
と
云
う
こ
と
ば
は
、
一
九
世
紀
後
半
に
ド
イ
ツ
か
ら
ア
メ
リ
カ
法
に
浸
透
し
た
も
の
だ
が
、
連
邦
最
高
裁
判
所
が
そ
れ
を
初

め
て
使
用
し
た
の
は
、
一
九
四
〇
年
の
こ
と
で
あ
る
（D

.N
.M

ayer,ibid. at 225F
N
37

）。

（
108
） 

U
n

ited
 S

tates v. C
arolen

e P
rod

u
cts C

o.,304 U
.S

. 144,at 152,153

（1938

）.

（
109
） D

.N
.M

ayer,T
H
E
 M

Y
T
H
 O

F
 “L

A
IS

S
E
Z
-F

A
IR

E
 C

O
N
S
T
IT

U
T
IO

N
A
L
IS

M
” :L

IB
E
R
T
Y
 O

F
 C

O
N
T
R
A
C
T
 D

U
R
IN

G
 T

H
E
 

L
O
C
H
N
E
R
 E

R
A
,36 H

asting C
onst. L

. Q
.217,at 225

（W
inter,2009

）.

（
110
） Ibid. at 227,258,283,284 etc..
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（
111
） 

G
risw

old
 v. C

on
n

ecticu
t,381 U

.S
. 479

（1965

）;Copyright

（c

）2012 H
arvard L

aw
 R

eview
 A

ssociation, 

（R
ecent B

ook

）

R
E
H
A
B
IL

IT
A
T
IN

G
 L

O
C
H
N
E
R
:R

E
F
E
N
D
IN

G
 IN

D
IV

ID
U
A
L
 R

IG
H
T
S
 A

G
A
IN

S
T
 P

R
O
G
R
E
S
S
IV

E
 R

E
F
O
R
M

. B
Y
 D

A
V
ID

 

E
. B

E
R
N
S
T
E
IN

. IL
L
. :U

N
IV

E
R
S
IT

Y
 O

F
 C

H
IC

A
G
O
 P

R
E
S
S
. 2011. P

P
.Ⅷ

. 194. $34.99. at 1124

（F
ebruary,2012

）.

（
112
） I.B

artrum
,T

H
E
 C

O
N
S
T
IT

U
T
IO

N
A
L
 C

A
N
O
N
 A

S
 A

R
G
U
M

E
N
T
A
T
IV

E
 M

E
T
O
N
Y
M

Y
,18W

m
. &

 M
ary B

ill R
ts.J.327,at 

347

（D
ecem

ber,2009

）.

（
113
） Ibid. at 348.

（
114
） S

ee,ibid. at 357.

（
115
） J.M

.B
alkin,supra note 5,at 677.

（
116
） 

B
u

n
tin

g 243 U
.S

.,at 426.

（
117
） J.M

.B
alkin,supra note 5,at 696-697.

（
118
） Joint opinion citing J.M

.B
alkin,supra note 5,at 678.

（
119
） M

.T
ushnet, 

（L
egalS

cholarship S
ym

posium
:T

he S
cholarship of S

anford L
evinson

）SE
L
F
-H

IS
T
O
R
IS

M
,38 T

ulsa L
. 

R
ev.771,at 774

（June,2005

）.

（
120
） J.M

.B
alkin,supra note 5,at 712-713.

（
121
） D

ouglas E
.A

bram
s,L

O
C
H
N
E
R
 V

. N
E
W

 Y
O
R
K

（1905

） A
N
D
 K

E
N
N
E
D
Y
 V

. L
O
U
IS

IA
N
A

（2008

）:JU
D
IC

IA
L
 R

E
L
IA

N
C
E
 

O
N
 A

D
V
E
R
S
A
R
Y
 A

R
G
U
M

E
N
T
,39 H

astings C
onst. L

. Q
.179,at 185

（F
all,2011

）.

（
122
） S

ee, H
arper v. V

irgin
ia B

d
. of E

lection
s,383 U

.S
. 663

（1966

）;Frank I.M
ichelm

an,F
O
R
W

A
R
D
:O

N
 P

R
O
T
E
C
T
IN

G
 T

H
E
 

P
O
O
R
 T

H
R
O
U
G
H
 T

H
E
 F

O
U
R
T
E
E
N
T
H
 A

M
E
N
D
M

E
N
T
,83 H

arv. L
. R

ev.7

（N
ovem

ber,1969

）.

D
ennis D

.H
irsch,T

H
E
 R

IG
H
T
 T

O
 E

C
O
N
O
M

IC
 O

P
P
O
R
T
U
N
IT

Y
:M

A
K
IN

G
 S

E
N
S
E
 O

F
 T

H
E
 S

U
P
R
E
M

E
 C

O
U
R
T

’S
 

w
elfare rights decision,58 U

. P
itt. L

. R
ev.109,at 109F

N
1

（F
all,1196

）.

（
123
） 

B
od

d
ie v.C

on
n

ecticu
t,401 U

.S
. 371

（1971

）.
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判
決
の
亡
霊
と
そ
の
最
近
の
評
価
断
片
（
青
山
）

（
一
一
〇
五
）

（
124
） 

G
risw

old
 v. C

on
n

ecticu
t,381 U

.S
. 489

（1965

）.

こ
の
事
件
で
は
、M

eyer v. N
abraska,262 U

.S
. 390

（1923

）
やP

ierce v. S
ociety 

of S
isters of th

e H
oly N

am
es of Jesu

s an
d

 M
ary,268 U

.S
. 510

（1925

）
が
引
か
れ
て
い
る
（G

risw
old 381 U

.S
.,at 481-482

）。

（
125
） 

R
oe v. W

ad
e,410 U

.S
. 113

（1973

）.

（
126
） J.H

.E
ly,T

H
E
 W

A
G
E
S
 O

F
 C

R
Y
IN

G
:A

 C
O
M

M
E
N
T
 O

N
 R

O
E
 V

. W
A
D
E
,82 Y

ale L
. J. 920,at 944

（A
pril,1973

）.

（
127
） S

ee,M
artha T

.M
cC

luskey,E
F
F
IC

IE
N
C
Y
 A

N
D
 S

O
C
IA

L
 C

IT
IZ

E
N
S
H
IP

:C
A
H
L
L
E
N
G
IN

G
 T

H
E
 N

E
O
L
IB

E
R
A
L
 

A
T
T
A
C
K
 O

N
 T

H
E
 W

E
L
F
A
R
E
 S

T
A
T
E
,78 Ind. L

. J. 783,at 795-796

（S
um

m
er,2003

）;M
artha T

.M
cC

luskey,E
F
F
IC

IE
N
C
Y
 

A
N
D
 S

O
C
IA

L
 C

IT
IZ

E
N
S
H
IP

:C
H
A
L
L
E
N
G
IN

G
 T

H
E
 N

E
O
L
IB

E
R
A
L
 A

T
T
A
C
K
 O

N
 T

H
E
 W

E
L
F
A
R
E
 S

T
A
T
E
,78 Ind. L

. J. 

783,at 798

（S
um

m
er,2003

）.

（
128
） S

ee,S
ujit C

houdhry,T
H
E
 L

O
C
H
N
E
R
 E

R
A
 A

N
D
 C

O
M

P
A
R
A
T
IV

E
 C

O
N
S
T
IT

U
T
IO

N
A
L
IS

M
,2 Int ’l J. C

onst. L
. 1,at 

11-12

（January,2004

）;Peer Z
um

bansen, 

（2006 S
ym

posium
:G

lobalization and the N
ew

 P
olitics of L

abor Indiana U
niversity 

S
chool of L

aw
-B

loom
ington F

ebruary 11-12,2005

）TH
E
 P

A
R
A
L
L
E
L
 W

O
R
L
D
S
 O

F
 C

O
R
P
O
R
A
T
E
 G

O
V
E
R
N
A
N
C
E
 A

N
D
 

L
A
B
O
R
 L

A
W

,13 Ind. J. G
lobal L

egal S
tud. 261,at 305-306

（W
inter,2006
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一
八
九
二
年
マ
ッ
ク
グ
レ
イ
ス
（M

cgrath

）

訴
訟
判
決
の
理
論
構
造
と
子
の
利
益
原
則

東　
　
　
　
　

和　
　

敏

1　

は
じ
め
に

子
の
利
益
を
、
彼
の
監
護
教
育
お
よ
び
財
産
関
係
に
関
す
る
法
的
紛
争
の
解
決
基
準
、
そ
れ
も
唯
一
の
解
決
基
準
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
す
る
、
一
九
八
九
年
イ
ギ
リ
ス
児
童
法
（C

hildren A
ct 1989

）、
第
一
条
の
「
至
高
の
考
慮
事
項
原
則
」（param

ount consideration （1
）

）

は
、
そ
の
成
立
ま
で
に
数
世
紀
の
時
を
必
要
と
し
た
。
そ
の
歴
史
は
、
事
象
的
に
見
れ
ば
、
多
岐
に
わ
た
る
、
多
く
の
判
決
、
お
よ
び
制

定
法
の
繋
が
り
な
い
し
は
変
動
の
過
程
で
も
あ
っ
た
。
コ
モ
ン
ロ
ー
体
系
の
下
、
絶
対
的
と
言
わ
れ
て
き
た
父
権
の
効
力
が
、「
子
の
利

益
」
と
い
う
価
値
概
念
に
よ
り
、
制
約
さ
れ
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
進
ん
で
、
子
の
利
益
が
父
権
に
優
先
す
る
法
的
効
力
を
伴
う
よ
う
に
な
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一
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）

る
の
は
、
一
八
〇
〇
年
代
の
後
半
で
あ
る
と
す
る
の
が
、
イ
ギ
リ
ス
親
子
法
研
究
に
お
け
る
学
説
の
一
致
し
た
見
解
で
あ
る
（
2
）

。
現
行
の
イ

ギ
リ
ス
児
童
法
第
一
条
の
規
定
は
、
そ
こ
に
歴
史
的
な
淵
源
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
若
干
の
異
論
を
主
張
す
る
余
地
は
残
さ
れ
て
い
る
。
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ン
（B

lackstone

）
が
そ
の
著

『
イ
ギ
リ
ス
法
釈
義
（C

om
m
entaries on the L

aw
s of E

ngland 1765

）』
に
お
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
法
は
、
子
に
対
す
る
父
親
の
権
利
を
認
め

る
の
み
な
ら
ず
、
子
の
扶
養
・
教
育
を
父
親
に
義
務
付
け
て
お
り
、
そ
れ
は
自
然
法
に
基
づ
く
、
と
説
い
て
い
る
点
を
考
慮
す
る
と
（
3
）

、
子

の
利
益
保
護
の
法
原
則
は
、
そ
の
生
成
の
萌
芽
を
さ
ら
に
遡
っ
て
見
出
し
得
る
し
、
そ
う
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
子
の
監

護
教
育
の
範
囲
で
は
あ
る
に
し
て
も
、
父
親
は
子
を
保
護
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
子
に
と
っ
て
、
広
い
意
味
に
お
け
る

利
益
で
あ
る
と
言
え
る
。

ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ン
の
時
代
と
い
っ
て
も
、
父
権
の
行
使
は
、
子
の
扶
養
と
教
育
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
効
力
は
、
少
な

く
と
も
子
に
関
す
る
限
り
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
現
行
の
子
の
利
益
原
則
は
、
一
八
世
紀
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
に
ま
で
遡
っ
て

そ
の
起
点
を
確
認
し
得
る
と
解
す
る
の
が
歴
史
的
事
実
に
則
し
た
正
確
な
理
解
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
親
子
法
は
、
コ
モ
ン
ロ
ー
の
時
代
か
ら
、
判
例
法
と
制
定
法
の
積
み
重
ね
の
う
ち
に
、
お
そ
ら
く
二
世
紀
以
上

の
時
を
か
け
、
す
で
に
コ
モ
ン
ロ
ー
の
内
に
芽
生
え
て
い
た
、
家
族
関
係
に
お
け
る
子
の
利
益
保
護
の
必
要
性
が
親
子
関
係
の
基
軸
と
な

る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
法
原
則
の
確
立
す
る
と
こ
ろ
に
ま
で
到
達
し
た
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。

本
稿
の
研
究
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
た
マ
ッ
ク
グ
レ
イ
ス
訴
訟
は
、
イ
ギ
リ
ス
親
子
法
に
お
け
る
子
の
利
益
原
則
の
発
展
過
程
の
う
ち

に
現
わ
れ
た
、
多
く
の
訴
訟
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
に
確
か
な
足
跡
を
残
し
て
い
る
、
記
憶
さ
れ
る
べ
き
判
決
の
一
つ
で
あ
る
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
訴
訟
判
決
を
取
り
上
げ
、
理
論
の
分
析
、
判
例
法
史
に
お
け
る
位
置
、
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
対
象
と

七
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一
八
九
二
年
マ
ッ
ク
グ
レ
イ
ス
（M

cgrath

）
訴
訟
判
決
の
理
論
構
造
と
子
の
利
益
原
則
（
東
）

（
一
一
〇
九
）

し
た
本
稿
の
研
究
は
、
イ
ギ
リ
ス
親
子
法
に
お
け
る
子
の
利
益
原
則
の
発
展
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
研
究
の
一
部
を
構
成
す
る
も
の
と
し

て
位
置
づ
け
、
進
め
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

2　

マ
ッ
ク
グ
レ
イ
ス
訴
訟
の
争
点

一
八
九
二
年
一
一
月
、
高
等
法
院
（H

igh C
ourt of Justice

）、
大
法
官
部
（C

hancery D
ivision

）
の
判
決
で
あ
る
（
4
）

。
判
決
前
年
の

一
八
九
一
年
、
原
告
は
、
子
の
近
友
（next friend

）
の
地
位
に
あ
り
、
裁
判
所
に
対
し
て
召
喚
令
状
（sum

m
ons

）
を
提
出
し
て
い
る
。

そ
れ
は
、
子
の
後
見
人
を
解
任
し
、
そ
の
後
見
人
と
原
告
と
の
共
同
後
見
に
改
め
る
請
求
を
内
容
と
す
る
、
訴
訟
開
始
令
状
で
あ
り
、
第

一
審
裁
判
所
で
あ
る
、
高
等
法
院
裁
判
所
大
法
官
部
へ
提
出
さ
れ
た
（
5
）

。
本
訴
訟
は
、
こ
の
第
一
審
裁
判
所
の
判
決
を
不
服
と
し
て
提
起
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。

原
告
は
、
彼
ら
の
共
同
後
見
を
要
求
す
る
、
兄
弟
姉
妹
の
父
親
の
叔
母
で
あ
る
。
被
告
は
、
召
喚
状
の
提
出
の
と
き
、
す
で
に
死
亡
し

て
い
た
母
親
が
、
生
前
、
後
見
人
と
し
て
任
命
し
た
施
設
（house

）
を
経
営
す
る
女
性
責
任
者
で
あ
る
（
6
）

。
争
わ
れ
た
の
は
、
両
親
に
先
立

た
れ
た
子
、
そ
の
共
同
後
見
人
と
し
て
、
父
親
の
叔
母
す
な
わ
ち
原
告
と
被
告
た
る
施
設
の
女
性
責
任
者
を
任
命
す
る
の
か
、
あ
る
い
は

後
者
を
単
独
の
後
見
人
と
す
る
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
っ
た
（
7
）

。
し
か
し
こ
の
対
立
は
、
子
の
信
仰
の
在
り
方
と
繋
が
っ
て
お
り
、
子
は
、

父
親
の
信
仰
す
る
カ
ソ
リ
ッ
ク
の
環
境
に
お
い
て
養
育
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
、
あ
る
い
は
施
設
責
任
者
の
信
仰
す
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の

環
境
に
お
い
て
養
育
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
が
、
後
見
人
選
任
問
題
と
連
結
し
て
争
わ
れ
た
の
で
あ
る
（
8
）

。
つ
ま
り
、
後
見
人
指
名
の
問
題

は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
信
仰
す
る
宗
教
の
い
ず
れ
を
子
の
宗
教
と
す
る
か
、
と
い
う
問
題
と
繋
が
っ
て
い
た
（
9
）

。
父
親
の
叔
母
は
カ
ソ
リ
ッ
ク
の

信
者
で
あ
っ
た
（
10
）

。

七
一
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政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
一
一
一
〇
）

一
八
九
二
年
に
は
、
こ
の
マ
ッ
ク
グ
レ
イ
ス
訴
訟
の
の
ち
、
子
の
利
益
原
則
の
発
展
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
ギ
ン
ゴ
ー
ル
訴

訟
（
11
）

が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
も
子
の
信
仰
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
、
カ
ソ
リ
ッ
ク
い
ず
れ
の
宗
教
を
対
象
と
す
べ
き
か
、
が
主
要
な

争
点
と
な
っ
た
（
12
）

。
こ
の
点
で
、
両
訴
訟
の
争
点
は
部
分
的
に
、
そ
れ
も
重
要
な
部
分
に
お
い
て
類
似
し
て
い
る
が
、
判
決
に
至
る
理
論
構

成
の
点
で
、
ギ
ン
ゴ
ー
ル
訴
訟
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
裁
判
管
轄
権
、
一
八
七
三
年
最
高
法
院
法
（Judicature A

ct 

1983

）
の
効
力
、
子
の
利
益
の
意
義
、
生
活
を
共
に
す
る
も
の
の
選
択
に
対
す
る
子
の
意
思
な
ど
が
検
討
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

マ
ッ
ク
グ
レ
イ
ス
訴
訟
主
要
な
審
理
対
象
に
、
裁
判
管
轄
権
の
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
も
の
の
、
ほ
と
ん
ど
子
の
宗
教
の
問
題
に
終
始
し

て
お
り
、
議
論
は
三
人
の
子
ど
も
を
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
ま
た
は
カ
ト
リ
ッ
ク
、
い
ず
れ
か
の
宗
派
の
も
と
に
教
育
・
監
護
す
べ
き
か
、

と
い
う
問
題
に
集
中
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
法
理
論
上
の
争
点
は
、
比
較
的
限
定
さ
れ
た
問
題
に
集
中
し
て
お
り
、
多
岐
に
わ
た
る
、

複
雑
な
理
論
の
展
開
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
広
が
り
が
な
い
。
そ
れ
は
事
実
関
係
の
う
ち
法
的
問
題
と
な
る
点
が
そ
の
点
に
限
ら
れ
て
い

る
、
と
い
う
意
味
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
マ
ッ
ク
グ
レ
イ
ス
訴
訟
判
決
は
、
そ
こ
で
主
張
さ
れ
た
判
決
理
由
、
と
く
に
子
の
利
益
概
念
に

関
す
る
理
論
構
成
が
、
そ
の
後
の
監
護
権
を
め
ぐ
る
訴
訟
に
お
い
て
、
子
の
利
益
と
は
何
か
を
判
断
す
る
際
の
、
基
本
的
概
念
と
な
っ
て

い
た
。
そ
の
点
で
、
子
の
利
益
原
則
の
確
立
の
過
程
に
お
い
て
、
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
き
た
、
と
い
う
推

測
も
可
能
な
理
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
そ
の
訴
訟
判
決
は
、
子
の
利
益
が
問
題
と
さ
れ
る
事
件
の
判
決
で
援
用
も
さ
れ
て

お
り
（
13
）

、
子
の
利
益
原
則
の
発
展
過
程
に
、
判
例
と
し
て
の
足
跡
を
残
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

本
稿
に
お
い
て
、
マ
ッ
ク
グ
レ
イ
ス
訴
訟
判
決
の
分
析
を
主
題
と
す
る
こ
と
に
し
た
の
は
、
次
の
理
由
に
拠
る
。
一
つ
は
、
そ
れ
が
、

上
記
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
子
の
利
益
原
則
の
発
展
と
そ
れ
を
止
揚
す
る
個
々
の
判
決
の
変
化
を
踏
査
す
る
に
は
、
必
ず
検

討
対
象
と
す
べ
き
判
決
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
マ
ッ
グ
レ
イ
ス
訴
訟
で
示
さ
れ
て
い
る
理
論
構
成
を
分
析
し
、
と
く
に
、
子
の
利

七
一
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一
八
九
二
年
マ
ッ
ク
グ
レ
イ
ス
（M

cgrath

）
訴
訟
判
決
の
理
論
構
造
と
子
の
利
益
原
則
（
東
）

（
一
一
一
一
）

益
概
念
に
対
す
る
見
解
に
つ
い
て
、
後
の
判
決
は
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
、
そ
の
結
果
、
子
の
利
益
原
則
の
形
成
過
程
に
お
い
て
ど

の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
き
た
か
、
と
い
う
問
題
の
究
明
が
焦
点
と
な
る
。

3　

訴
訟
の
事
実
関
係

両
親
を
亡
く
し
、
後
見
に
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
子
の
近
友
（next friend （14
）

）
で
あ
り
、
子
ら
の
父
親
の
叔
母
で
も
あ
っ
た
原
告
、

マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
マ
コ
ー
ラ
イ
フ
（M

argaret M
cauliff e

）
が
、
一
八
八
六
年
幼
児
後
見
法
（G

uardianship of Infant A
ct 1886 （15

）
）
お
よ
び

一
八
九
一
年
児
童
監
護
法
（C

ustody of C
hildren A

ct 1891 （16
）

）
に
基
づ
い
て
、
大
法
官
裁
判
所
に
対
し
て
、
子
の
後
見
に
関
す
る
訴
え
を

提
起
し
た
の
が
一
八
九
一
年
一
一
月
。
本
訴
訟
の
提
起
の
日
で
あ
る
。
そ
の
請
求
が
却
下
さ
れ
、
控
訴
院
裁
判
所
へ
上
訴
、
当
裁
判
所
の

判
決
が
下
さ
れ
た
の
は
、
一
八
九
二
年
一
一
月
一
一
日
で
あ
っ
た
。
本
訴
訟
は
、
訴
え
の
提
起
か
ら
控
訴
院
裁
判
所
の
判
決
ま
で
一
年
を

経
過
し
て
い
る
（
17
）

。

事
件
の
発
端
は
、
父
親
の
死
亡
に
ま
で
遡
る
。
洋
服
の
仕
立
職
人
と
し
て
家
族
の
生
計
を
支
え
て
い
た
父
親
は
、
生
存
中
、
妻
と
の
間

に
、
男
子
二
人
、
女
児
三
人
合
計
五
人
の
子
を
も
う
け
た
。
こ
の
訴
訟
に
お
け
る
請
求
、
す
な
わ
ち
共
同
後
見
請
求
の
対
象
と
さ
れ
た
子

は
、
一
八
七
七
年
二
月
生
ま
れ
の
メ
ア
リ
ー
・
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
（M

ary M
argaret

）、
一
八
七
九
年
八
月
生
ま
れ
の
エ
リ
ザ
ベ
ス

（E
lizabeth

）、
一
八
八
一
年
六
月
生
ま
れ
の
キ
ャ
サ
リ
ン
（C

atherine

）
お
よ
び
一
八
八
六
年
生
ま
れ
の
ト
ー
マ
ス
・
ミ
カ
エ
ル

（T
hom
as M

ichael

）
の
四
人
で
あ
る
。
一
八
九
一
年
、
訴
え
が
提
起
さ
れ
た
時
の
年
齢
は
、
メ
ア
リ
ー
、
一
四
歳
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
、
一
二

歳
、
キ
ャ
サ
リ
ン
、
一
〇
歳
、
ト
ー
マ
ス
、
五
歳
に
な
る
。
第
一
子
に
あ
た
る
子
は
、
訴
訟
提
起
の
と
き
、
す
で
に
後
見
の
対
象
年
齢
を

超
え
て
い
た
た
め
、
後
見
の
対
象
か
ら
外
さ
れ
て
い
る
（
18
）

。
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第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
一
一
一
二
）

訴
訟
の
直
接
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
は
、
父
親
が
死
亡
し
た
後
、
残
さ
れ
た
未
成
年
者
の
子
の
後
見
人
と
な
っ
た
母
親
が
死
亡
し
た

こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
以
前
、
父
親
の
死
亡
に
よ
り
、
母
親
は
、
子
の
後
見
人
の
地
位
を
得
た
が
、
こ
の
後
、
そ
の
地
位
に
基
づ
い
て
、

一
八
八
九
年
一
一
月
一
日
、
彼
女
の
死
亡
後
、
残
さ
れ
た
子
の
後
見
人
と
し
て
、
一
八
九
〇
年
四
月
か
ら
子
ら
の
保
護
を
引
き
受
け
、
経

済
的
な
支
援
を
し
て
き
た
ス
リ
ン
ジ
ャ
ー
夫
人
を
任
命
す
る
手
続
き
を
と
っ
た
（
19
）

。
そ
の
た
め
の
捺
印
証
書
が
作
成
さ
れ
、
彼
女
に
送
達
さ

れ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
母
親
の
死
亡
後
、
ス
リ
ン
ジ
ャ
ー
夫
人
は
子
ら
の
後
見
人
と
し
て
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
信
仰
に
基
づ
く
教
育
を
お
こ

な
っ
た
（
20
）

。
原
告
が
、
高
等
法
院
裁
判
所
・
大
法
官
部
に
対
し
て
、
ス
リ
ン
ジ
ャ
ー
夫
人
を
解
任
し
、
子
の
後
見
人
と
し
て
、
原
告
と
バ
グ

シ
ョ
ウ
夫
人
（M

rs. B
agshaw

e

）
を
任
命
す
る
か
、
さ
ら
に
代
替
案
と
し
て
、
ス
リ
ン
ジ
ャ
ー
夫
人
を
共
同
後
見
人
の
一
人
に
加
え
る
か
、

い
ず
れ
か
の
措
置
を
と
る
旨
の
訴
え
を
提
起
し
た
理
由
は
そ
こ
に
あ
っ
た
。
子
は
カ
ソ
リ
ッ
ク
の
信
者
と
し
て
育
て
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
す
る
の
が
、
後
見
体
制
の
変
更
を
裁
判
所
に
求
め
た
理
由
で
あ
っ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
原
告
自
身
が
カ
ソ
リ
ッ
ク
の
信
者
で
あ

る
と
と
も
に
、
子
ら
の
父
親
が
生
き
て
い
る
と
き
、
彼
の
信
仰
が
カ
ソ
リ
ッ
ク
に
お
か
れ
て
い
た
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
（
21
）

。

原
告
は
、
四
人
の
子
の
後
見
人
と
し
て
彼
女
自
身
と
バ
グ
シ
ョ
ウ
夫
人
を
任
命
し
、
両
名
に
よ
る
共
同
後
見
の
体
制
に
す
る
か
、
あ
る

い
は
ス
リ
ン
ジ
ャ
ー
夫
人
を
加
え
た
三
名
に
よ
る
後
見
体
制
へ
と
変
更
す
る
よ
う
、
高
等
法
院
大
法
官
部
に
求
め
た
の
で
あ
る
（
22
）

。
原
告
の

請
求
は
、
そ
れ
を
認
め
る
こ
と
は
子
の
利
益
（the w

elfare of the children

）
を
損
な
う
こ
と
に
な
る
、
と
す
る
理
由
を
も
っ
て
棄
却
さ

れ
た
（
23
）

。

七
二
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一
八
九
二
年
マ
ッ
ク
グ
レ
イ
ス
（M

cgrath

）
訴
訟
判
決
の
理
論
構
造
と
子
の
利
益
原
則
（
東
）

（
一
一
一
三
）

4　

控
訴
院
裁
判
所
に
お
け
る
争
点
と
そ
の
解
決
理
論

四
人
の
子
ら
の
後
見
体
制
を
ど
う
す
る
の
か
、
上
記
、
原
告
の
請
求
を
認
め
る
の
か
、
ス
リ
ン
ジ
ャ
ー
夫
人
の
単
独
後
見
と
す
る
の
か
、

が
控
訴
院
裁
判
所
に
お
け
る
解
決
さ
る
べ
き
最
終
の
問
題
で
あ
る
。
原
告
の
主
張
す
る
唯
一
の
論
拠
は
、
子
の
信
仰
に
関
す
る
問
題
で
あ

る
（
24
）

。
原
告
は
、
自
ら
を
、
父
親
の
信
仰
に
お
い
て
子
の
養
育
す
べ
き
責
任
を
負
う
も
の
と
い
う
認
識
を
も
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
子
の
監

護
体
制
の
変
更
に
つ
な
が
る
問
題
で
あ
る
と
と
も
に
、
原
告
の
請
求
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
に
か
か
る
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
審
理
に

お
け
る
重
要
な
争
点
と
な
っ
た
。

裁
判
官
は
、
リ
ン
ド
ゥ
レ
イ
（L

indley

）、
ボ
ウ
エ
ン
（B

ow
en

）
お
よ
び
Ａ
．Ｌ
．ス
ミ
ス
（A

. L
. S
m
ith

）
の
三
名
。
こ
の
う
ち
、
判

決
を
申
渡
し
た
の
は
、
マ
ッ
グ
レ
イ
ス
訴
訟
で
も
裁
判
官
を
務
め
た
リ
ン
ド
ゥ
レ
イ
裁
判
官
で
あ
る
。

審
理
対
象
と
さ
れ
た
論
点
の
第
一
は
、
裁
判
管
轄
権
の
問
題
で
あ
る
。
本
事
案
に
は
、
裁
判
管
轄
権
を
議
論
す
る
に
足
る
固
有
の
背
景

が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
両
親
の
経
済
的
事
情
で
あ
る
。
と
も
に
窮
乏
の
生
活
を
強
い
ら
れ
て
い
た
た
め
、
子
に
遺
す
べ
き
財
産
は
皆
無
で

あ
っ
た
。

後
見
人
の
権
限
に
は
、
子
の
監
護
教
育
に
加
え
、
子
の
財
産
管
理
も
ま
た
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
後
見
人
の
選
任
は
、
子
に
帰
属

す
る
財
産
が
存
在
し
な
い
場
合
、
そ
の
事
案
に
対
す
る
裁
判
管
轄
が
問
題
と
な
る
。
財
産
が
残
さ
れ
た
子
に
つ
い
て
は
、
そ
の
財
産
を
い

か
に
管
理
し
、
処
分
す
べ
き
か
に
つ
い
て
審
理
す
べ
き
と
こ
ろ
、
両
親
を
亡
く
し
、
し
か
も
財
産
の
な
い
子
の
場
合
、
そ
の
審
理
対
象
が

存
在
し
な
い
こ
と
と
な
り
、
裁
判
権
を
行
使
す
る
余
地
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
も
、
そ
う
し
た
裁
判
管
轄
権
に
つ
い
て
言
及

し
た
判
決
例
は
あ
っ
た
。
マ
ッ
グ
レ
イ
ス
訴
訟
判
決
の
リ
ポ
ー
ト
で
は
、
ス
ペ
ン
ス
事
件
（In re S

pense （25
）

）
に
お
け
る
コ
ッ
テ
ナ
ー
ム
裁

七
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判
官
（L

ord C
ottenham

）
の
見
解
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

マ
ッ
グ
レ
イ
ス
訴
訟
判
決
は
、
一
八
七
三
年
最
高
法
院
法
（Judicature A
ct 1893

）
成
立
以
前
の
大
法
官
裁
判
所
（old C

hancery 

C
ourt （26

）
）
お
よ
び
高
等
法
院
で
は
、
子
に
帰
属
す
べ
き
財
産
の
な
い
場
合
で
も
、
後
見
人
の
選
任
に
つ
い
て
介
入
し
、
子
の
利
益
の
た
め

に
、
後
見
権
を
主
張
す
る
者
に
、
監
護
教
育
、
財
産
管
理
上
の
問
題
（m

isconduct

）
が
な
い
こ
と
を
要
件
と
し
て
、
請
求
を
認
め
て
き

た
こ
と
、
お
よ
び
そ
の
場
合
の
審
理
対
象
と
な
る
問
題
は
何
で
あ
る
の
か
、
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
る
。

上
記
、
二
つ
の
問
題
に
対
す
る
確
認
の
内
容
が
、
以
下
に
引
用
す
る
リ
ポ
ー
ト
の
原
文
で
あ
る
。
こ
の
種
の
問
題
に
関
す
る
当
裁
判
所

の
見
解
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
引
用
し
て
お
く
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
事
例
の
場
合
、
裁
判
所
の
裁
判
管
轄
権
が
制
限
を
受
け
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
裁
判
所
の
監
督
下
に
あ
る
子

は
、
帰
属
す
る
財
産
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
裁
判
所
は
子
の
扶
養
あ
る
い
は
教
育
に
対
す
る
対
策
を
講
ず
る
こ
と
は
一
再
で
き
な
い
。

裁
判
所
の
、
唯
一
成
し
得
る
こ
と
は
、
後
見
人
を
解
任
し
、
他
の
者
が
い
る
こ
と
を
条
件
に
、
そ
の
者
を
子
の
監
護
教
育
の
た
め
任
命
す

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
裁
判
管
轄
権
の
制
限
は
、
す
で
に
確
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
行
使
を
、
子
の
た
め
に
喜
ん
で
監
護
を
引

き
受
け
、
近
友
と
し
て
の
職
務
に
あ
る
者
が
、
子
の
た
め
に
裁
判
所
へ
請
求
す
る
こ
と
は
で
き
る
こ
と
に
な
る
（
27
）

。

こ
こ
に
い
う
裁
判
管
轄
権
の
制
限
と
は
、
審
理
の
範
囲
が
、
後
見
人
を
解
任
し
、
他
の
者
を
任
命
す
る
こ
と
に
限
定
さ
れ
る
と
い
う
意

味
で
あ
る
。
帰
属
す
べ
き
財
産
の
な
い
子
の
場
合
、
後
見
人
の
任
命
請
求
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
の
な
し
得
る
審
理
対
象
は
、
後
見
人
選

任
の
問
題
に
限
定
さ
れ
る
。
さ
ら
に
上
記
の
判
決
文
で
は
、
そ
の
行
使
に
つ
き
、
子
の
監
護
を
引
き
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
、
お
よ
び
近

七
二
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一
八
九
二
年
マ
ッ
ク
グ
レ
イ
ス
（M

cgrath

）
訴
訟
判
決
の
理
論
構
造
と
子
の
利
益
原
則
（
東
）

（
一
一
一
五
）

友
が
裁
判
所
へ
請
求
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
子
の
た
め
で
あ
る
こ
と
、
子
の
監
護

を
志
望
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
近
友
の
地
位
に
あ
る
と
い
う
要
件
を
満
た
す
限
り
、
子
に
帰
属
す
る
財
産
が
な
く
と
も
、
裁
判
所
に
裁

判
権
の
行
使
を
請
求
し
得
る
、
と
す
る
趣
旨
の
確
認
で
あ
る
。

本
訴
訟
に
お
け
る
原
告
は
子
の
近
友
と
し
て
の
地
位
に
あ
り
、
請
求
の
意
図
も
子
の
信
仰
す
べ
き
宗
教
を
決
め
る
と
こ
ろ
に
置
か
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
裁
判
所
の
審
理
対
象
の
た
め
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
に
な
る
。
裁
判
権
行
使
の
請
求
は
、
可
能
で
あ
り
、
裁
判
所
も
当

該
事
件
に
対
す
る
裁
判
権
の
行
使
は
可
能
で
あ
る
。
当
裁
判
所
は
、
そ
の
確
認
を
ま
ず
踏
ま
え
た
。

裁
判
管
轄
権
の
存
在
を
確
認
し
た
の
ち
、
裁
判
所
が
次
に
言
及
し
た
問
題
は
、
裁
判
所
の
義
務
で
あ
る
。
裁
判
所
は
、
財
産
の
全
く
な

い
、
そ
し
て
法
的
後
見
人
（legal guardian

）
の
監
護
下
に
あ
る
子
に
対
し
て
、
い
か
な
る
判
決
を
下
す
義
務
が
あ
る
の
か
を
、
問
い
か

け
る
。
そ
れ
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
子
の
後
見
体
制
を
い
か
に
整
え
る
か
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
法
的
後
見
人
に
よ
る
単
独
後
見
と
す
る
の
か
、

原
告
、
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
夫
人
の
主
張
を
認
め
、
共
同
後
見
の
体
制
に
す
る
の
か
、
に
つ
い
て
審
理
を
進
め
、
判
決
を
導
く
べ
き
義
務
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
子
の
利
益
原
則
が
、
マ
ッ
ク
グ
レ
イ
ス
訴
訟
に
お
い
て
も
、
判
決
を
導
く
際
の
法
的
根
拠
と
し
て
設
定
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
裁
判
所
の
考
慮
事
項
と
な
る
主
要
な
問
題
は
、
子
の
利
益
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
確
認
さ
れ
て
い
る
。
本
訴
訟
の
事
実
関
係
、

原
告
の
請
求
内
容
お
よ
び
一
八
九
〇
年
代
に
お
け
る
こ
の
種
の
事
件
に
関
す
る
判
例
理
論
に
鑑
み
る
と
き
、
そ
の
原
則
の
設
定
は
、
必
然

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
マ
ッ
ク
グ
レ
イ
ス
訴
訟
判
決
で
は
、
利
益
原
則
の
適
用
に
、
注
視
す
べ
き
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
子
の
利
益
と

は
何
か
、
に
つ
い
て
よ
り
具
体
的
、
か
つ
包
括
的
で
も
あ
る
、
そ
れ
ゆ
え
現
在
の
法
に
通
ず
る
明
確
な
概
念
を
提
示
し
て
い
る
、
と
言
う

点
で
あ
る
。

一
九
八
九
年
児
童
法
制
定
に
先
立
っ
て
な
さ
れ
た
、
法
律
委
員
会
（L

aw
 C
om
m
ission

）
の
審
議
の
な
か
で
（
28
）

、
子
の
利
益
概
念
の
検
討

七
二
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資
料
と
し
て
、
ニ
ュ
ー
ジ
ラ
ン
ド
の
判
決
例
が
提
出
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
、
子
の
利
益
と
は
何
か
に
つ
い
て
、
裁
判
官
は
次
の
よ

う
に
主
張
す
る
。

そ
の
よ
う
な
「
利
益
」（w

elfare

）
と
は
、
一
切
を
含
む
用
語
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
楽
し
い
家
庭
、
安
定
し
た
生
活
水
準
を
提
供
す
る

た
め
の
十
分
な
収
入
、
お
よ
び
健
康
と
正
し
い
人
間
と
し
て
の
誇
り
が
維
持
さ
れ
る
こ
と
を
保
障
す
る
た
め
の
十
分
な
保
護
、
こ
れ
ら
の

意
味
に
お
い
て
、
物
質
的
な
利
益
（w

elfare

）
を
含
む
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
物
質
的
な
条
件
は
、
重
要
で
は
あ
る
が
副
次
的
な
問
題
で

あ
る
。
よ
り
重
要
な
の
は
、
子
の
性
格
、
人
格
お
よ
び
才
能
の
発
達
に
不
可
欠
の
、
安
定
と
安
全
、
愛
と
理
解
の
あ
る
監
護
と
指
導
で
あ

る
（
29
）

。リ
ン
ド
ゥ
レ
イ
裁
判
官
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
主
張
す
る
。

裁
判
所
の
審
理
事
項
と
し
て
重
要
な
問
題
は
、
子
の
利
益
（w

elfare

）
で
あ
る
。
し
か
し
、
子
の
利
益
は
金
銭
、
ま
た
は
身
体
的
な
快

楽
の
み
を
も
っ
て
判
断
さ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。「
利
益
」（w

elfare

）
の
語
は
、
そ
の
も
っ
と
も
広
い
意
味
に
お
い
て
解
釈
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。
子
の
道
徳
に
お
け
る
、
そ
し
て
宗
教
に
お
け
る
利
益
も
ま
た
身
体
の
健
康
と
同
じ
よ
う
に
考
慮
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
い
か
な
る
も
の
も
愛
情
の
つ
な
が
り
を
軽
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
30
）

。

つ
ま
り
、
子
の
利
益
と
は
、
金
銭
的
な
利
益
、
身
体
の
健
康
に
加
え
、
道
徳
的
・
宗
教
的
な
利
益
、
愛
情
に
基
づ
い
た
繋
が
り
を
い
う

七
二
四



一
八
九
二
年
マ
ッ
ク
グ
レ
イ
ス
（M

cgrath

）
訴
訟
判
決
の
理
論
構
造
と
子
の
利
益
原
則
（
東
）

（
一
一
一
七
）

と
す
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
宗
教
的
な
利
益
に
つ
い
て
は
、
そ
の
意
味
に
具
体
性
を
欠
い
て
お
り
、
理
解
も
し
づ
ら
い
。
裁
判
官
の
さ
ら

な
る
説
明
も
な
い
が
、
一
般
的
に
は
、
信
仰
を
通
し
て
涵
養
さ
れ
る
徳
、
慈
愛
の
精
神
な
ど
、
も
っ
ぱ
ら
精
神
面
に
関
す
る
利
益
を
意
味

す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
訴
訟
の
場
合
、
さ
ら
に
、
四
人
の
子
が
同
一
の
宗
教
を
信
仰
す
る
こ
と
か
ら
生
ず
る
、
同
一
の
信
仰
上
の
価
値

観
の
共
有
、
そ
こ
に
生
ず
る
連
帯
な
い
し
協
調
と
い
う
利
益
を
含
ん
で
い
る
と
考
え
て
よ
い
。

子
の
信
仰
は
、
子
の
利
益
に
と
っ
て
不
可
欠
の
要
素
で
あ
る
と
す
る
の
が
、
イ
ギ
リ
ス
親
子
法
に
お
け
る
原
則
で
あ
る
こ
と
は
、
上
記

の
論
証
を
通
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
判
決
文
は
、
こ
の
後
、
そ
の
信
仰
を
誰
が
決
め
る
の
か
、
子
の
信
仰
と
法
的
後
見
人
と
の
信
仰
が

異
な
る
こ
と
が
後
見
体
制
の
維
持
な
い
し
変
更
に
ど
う
関
わ
る
か
に
つ
い
て
、
理
論
を
展
開
す
る
。
以
降
、
そ
の
分
析
を
進
め
る
。

未
成
年
の
子
の
信
仰
を
決
定
す
る
最
終
的
な
権
限
は
、
裁
判
所
に
あ
る
と
す
る
の
が
、
コ
モ
ン
ロ
ー
裁
判
所
に
お
い
て
す
で
に
確
立
さ

れ
て
き
た
イ
ギ
リ
ス
親
子
法
の
原
則
で
あ
る
。
子
の
信
仰
す
る
宗
教
の
決
定
、
す
な
わ
ち
宗
教
教
育
に
つ
い
て
、
関
係
者
の
間
で
意
見
の

対
立
が
あ
る
場
合
、
そ
の
解
決
は
、
最
終
的
に
裁
判
所
に
よ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
裁
判
所
の
裁
判
管
轄
権
に
属
す
る
事

項
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
解
決
の
基
準
と
な
る
法
原
則
は
判
例
法
理
と
し
て
確
立
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
否
定
さ
れ
る
特
別
の
事
由
が
な

い
限
り
、
父
親
に
そ
の
決
定
権
が
あ
る
（
31
）

。
一
八
八
六
年
幼
児
後
見
法
（C

ustodianship of Infants A
ct, 1886

）
は
、
子
の
父
親
が
死
亡
し

た
後
、
子
の
母
親
の
権
利
を
拡
張
し
た
も
の
の
、
た
と
え
ば
遺
言
な
ど
に
よ
り
、
父
親
の
意
思
が
明
確
で
あ
る
場
合
、
宗
教
教
育
に
関
す

る
母
親
の
意
思
決
定
に
効
力
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
変
更
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（
32
）

。

し
か
し
、
本
訴
訟
に
お
け
る
問
題
は
、
父
親
の
意
思
を
尊
重
し
て
、
子
の
信
仰
を
カ
ソ
リ
ッ
ク
に
す
る
こ
と
が
果
た
し
て
子
の
た
め
に

な
る
の
か
、
信
仰
の
た
め
に
、
原
告
の
主
張
す
る
後
見
体
制
に
す
る
の
が
子
の
利
益
に
つ
な
が
る
の
か
で
あ
る
。
判
決
は
、
そ
の
問
題
に

対
す
る
結
論
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

七
二
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子
の
信
仰
に
対
す
る
父
親
の
意
思
は
、
一
八
九
〇
年
代
に
は
す
で
に
確
立
さ
れ
た
と
み
な
し
得
る
子
の
利
益
原
則
の
制
約
を
受
け
る
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
マ
ッ
グ
レ
イ
ス
訴
訟
判
決
は
、
そ
う
し
た
両
者
の
理
論
的
な
関
係
を
十
分
認
識
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
点

に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
判
断
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
こ
そ
が
、
現
在
の
法
理
論
の
状
況
で
あ
る
と
我
わ
れ
は
確
信
し
て
い
る
。
現
在
の
法
は
、
子
が
、
死
亡
し
た
父
親
の
信
仰
に
お

い
て
養
育
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
、
彼
ら
に
対
す
る
そ
の
効
果
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、
裁
判
所
に
命
ず
る
よ
う
強
制
す
る
ほ
ど
の
厳
格
さ

は
な
い
。
こ
の
点
は
、
ク
ラ
ー
ク
事
件
（In re C
larke （33

）
）
の
担
当
裁
判
官
、
ケ
イ
（K

ay

）、
さ
ら
に
近
い
と
こ
ろ
で
は
、
ネ
ヴ
ィ
ン
事
件

（In re N
evin （34

）
）
裁
判
に
お
い
て
、
慎
重
に
考
察
さ
れ
た
。
ホ
ー
ク
ス
ワ
ー
ス
対
ホ
ー
ク
ス
ワ
ー
ス
訴
訟
（H

aw
ksw
orth v. H

aw
ksw
orth （35

）
）、

そ
こ
で
は
、
父
親
の
信
仰
の
な
か
で
子
を
養
育
す
べ
き
後
見
人
の
義
務
、
お
よ
び
そ
の
命
令
を
下
す
べ
き
裁
判
所
の
義
務
に
つ
い
て
強
固

な
主
張
が
な
さ
れ
た
。
し
か
し
、
裁
判
官
は
、
こ
の
一
般
原
則
に
は
例
外
は
な
い
と
す
る
主
張
を
認
め
て
は
い
な
い
の
で
あ
る；

そ
し
て
、

裁
判
所
は
、
い
つ
で
も
十
分
な
根
拠
に
基
づ
い
て
、
そ
の
原
則
を
破
棄
す
る
こ
と
は
で
き
る
（
36
）

。

父
親
の
信
仰
に
基
づ
い
て
、
子
の
養
育
は
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
原
則
は
、
後
の
判
決
に
よ
り
修
正
さ
れ
た
こ
と
が
理
解
で
き

る
。
そ
う
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
修
正
な
い
し
変
更
の
根
拠
、
上
記
の
引
用
文
に
よ
る
と
、
十
分
な
根
拠
（suffi  cient reason

）
と
な
っ

て
い
る
が
、
そ
れ
が
何
を
意
味
す
る
の
か
は
、
マ
ッ
ク
グ
レ
イ
ス
訴
訟
判
決
の
核
心
部
分
に
あ
た
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
検
証
し
て
お
く
必

要
が
あ
る
。
判
決
文
で
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

七
二
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子
の
利
益
（w

elfare

）
は
、
裁
判
所
の
究
極
の
目
標
で
あ
る
（
37
）

：
ス
タ
ー
ト
ン
対
ス
タ
ー
ト
ン
訴
訟
（S

tourton v. S
tourton （38

）
）、
ア
ン
ド

リ
ュ
ウ
ス
対
ソ
ル
ト
訴
訟
（A

ndrew
s v. S

alt （39
）

）、
お
よ
び
エ
ガ
ー
・
エ
リ
ス
訴
訟
（In re A

ger E
llis （40

）
）
参
照
。
こ
の
点
に
関
す
る
子
の
権

利
は
、
子
の
後
見
人
と
裁
判
所
の
共
同
の
義
務
で
あ
る
（
41
）

。

上
記
の
主
張
に
つ
い
て
は
、
後
段
の
部
分
に
つ
い
て
若
干
の
補
足
を
必
要
と
す
る
。
子
の
権
利
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
、
判
決
文
で

は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
結
果
的
に
裁
判
所
お
よ
び
後
見
人
の
義
務
と
は
何
か
も
理
解
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。

前
後
の
文
脈
か
ら
推
測
す
る
と
、
こ
こ
に
い
う
子
の
権
利
と
は
、
子
の
利
益
が
、
裁
判
所
に
お
い
て
目
指
す
べ
き
最
終
の
目
標
と
さ
れ

る
こ
と
を
保
障
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
後
見
人
に
お
い
て
も
ま
た
そ
れ
を
目
標
と
す
べ
き
こ
と
が
保
障
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
い
う
論
旨
で
あ
る
と
理
解
し
得
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は
、
裁
判
所
お
よ
び
後
見
人
に
と
っ
て
は
義
務
で
あ
る
と
す
る
の
が
、
結
論

に
な
っ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
上
記
の
引
用
文
に
お
け
る
十
分
な
根
拠
（suffi  cient reason

）
と
は
、
す
で
に
判
例
法
理
と
し
て
確
立
さ
れ
て
き
た
子

の
利
益
保
護
の
原
則
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
一
方
で
や
は
り
判
例
法
理
と
し
て
成
立
し
て
い
た
、
子
の
宗
教
に
関
す
る
父
親

の
意
思
優
先
の
法
理
は
、
子
の
利
益
保
護
の
原
理
に
よ
る
制
約
を
う
け
る
、
と
い
う
の
が
、
こ
の
マ
ッ
グ
レ
イ
ス
訴
訟
に
お
け
る
判
決
の

論
旨
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

審
理
の
対
象
は
、
次
の
問
題
に
移
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
三
人
の
子
は
、
ロ
ー
マ
・
カ
ソ
リ
ッ
ク
の
信
仰
の
な
か
で
、
養
育
さ
れ
る
の
が

よ
い
の
か
、
そ
う
で
は
な
く
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
信
仰
に
よ
る
べ
き
な
の
か
が
審
理
の
対
象
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

子
の
宗
教
教
育
に
対
し
て
、
父
親
が
ど
の
よ
う
な
意
図
を
持
っ
て
い
た
の
か
、
す
な
わ
ち
彼
自
身
が
信
仰
し
て
い
た
と
さ
れ
る
カ
ソ
リ
ッ

七
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ク
の
信
仰
へ
と
導
く
意
図
で
あ
っ
た
の
か
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
も
よ
い
と
思
っ
て
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
別
の
意
図
が
あ
っ
た
の
か
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
裁
判
所
の
検
討
対
象
と
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
論
理
的
に
も
そ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
明
白
で

は
あ
る
の
だ
が
。

そ
こ
で
は
、
父
親
の
宗
教
に
対
す
る
信
仰
の
状
況
、
子
の
宗
教
教
育
に
対
す
る
姿
勢
に
対
す
る
対
応
の
有
り
様
に
つ
い
て
解
析
が
進
め

ら
れ
、
父
親
と
子
の
間
で
、
信
仰
が
ど
の
よ
う
な
教
育
的
作
用
を
も
た
ら
し
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
う
し
て
、
む
し
ろ
否

定
的
な
結
論
に
到
達
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
下
に
、
そ
の
具
体
的
内
容
を
整
理
す
る
。

父
親
は
、
も
と
も
と
ロ
ー
マ
・
カ
ソ
リ
ッ
ク
の
信
者
で
あ
っ
た
も
の
の
、
信
仰
の
敬
虔
さ
に
欠
け
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
子
の
宗
教

に
つ
い
て
無
関
心
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
そ
の
点
に
つ
い
て
、
判
決
文
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

父
親
が
敬
虔
な
信
者
で
な
か
っ
た
こ
と
は
証
言
に
よ
り
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
彼
自
身
は
礼
拝
の
場
に
出
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
彼
の
子

ど
も
は
、
ロ
ー
マ
・
カ
ソ
リ
ッ
ク
の
信
者
と
し
て
洗
礼
を
受
け
て
い
る
が
、
父
親
の
生
存
中
、
長
男
は
、
父
親
の
同
意
を
得
て
、
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
信
者
に
よ
る
教
育
を
受
け
た
。
女
児
二
人
は
カ
ソ
リ
ッ
ク
の
デ
イ
・
ス
ク
ー
ル
に
通
学
し
た
が
、
日
曜
日
に
は
し
ば
し
ば
、
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
教
会
へ
行
き
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
日
曜
学
校
に
も
通
っ
た
（
42
）

。

父
親
は
信
仰
心
の
あ
る
ロ
ー
マ
・
カ
ソ
リ
ッ
ク
信
者
と
は
言
い
難
い
こ
と
を
示
す
状
況
で
あ
り
、
子
に
対
し
て
も
、
ロ
ー
カ
ソ
リ
ッ
ク

の
信
仰
を
啓
蒙
し
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
裁
判
所
は
、
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、
次
の
よ
う
に
判
断

を
し
て
い
る
。

七
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父
親
の
生
存
中
、
親
切
で
慈
悲
深
い
人
が
、
四
人
の
幼
少
の
子
供
を
扶
養
し
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
し
て
養
育
し
た
い
と
申
し
出
た
な

ら
、
そ
の
提
案
を
彼
は
喜
ん
で
承
諾
し
た
で
あ
ろ
う
と
、
我
わ
れ
は
確
信
す
る
（
43
）

。

父
親
に
は
カ
ソ
リ
ッ
ク
の
信
仰
を
子
の
内
に
育
成
し
よ
う
と
す
る
意
思
、
カ
ソ
リ
ッ
ク
の
信
仰
を
子
の
生
活
の
基
盤
と
す
る
意
思
の
無

い
こ
と
が
裁
判
所
に
よ
り
確
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
確
認
は
、
父
親
が
、
自
ら
の
信
仰
に
、
執
着
し
て
い
な
い
こ
と
の
確
認
で
も
あ
る
。

し
か
し
、
裁
判
所
は
そ
れ
に
よ
っ
て
、
父
親
の
カ
ソ
リ
ッ
ク
信
仰
の
意
思
を
否
定
す
る
結
論
に
ま
で
至
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。「
そ
の

こ
と
が
、
彼
の
信
仰
は
無
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
繋
が
ら
な
い
（
44
）

」
と
述
べ
る
。

裁
判
所
の
関
心
は
、
さ
ら
に
父
親
が
死
亡
し
た
の
ち
、
子
ど
も
の
信
仰
生
活
が
い
か
な
る
状
況
に
あ
っ
た
か
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
こ

う
し
て
、
こ
の
間
の
状
況
に
関
す
る
、
裁
判
所
の
事
実
認
定
は
、
一
五
歳
に
な
る
長
女
、
彼
女
を
除
い
た
年
少
の
女
児
二
人
、
お
よ
び
男

子
一
人
、
そ
れ
ぞ
れ
の
信
仰
生
活
の
状
況
に
つ
い
て
判
断
し
て
い
る
。

こ
の
長
女
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
の
判
断
対
象
か
ら
は
除
外
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
一
五
歳
に
達
し
て
お
り
、
信
仰
に
つ
い
て
自

ら
の
意
思
で
決
定
し
得
る
こ
と
か
ら
、
裁
判
管
轄
権
は
及
ば
な
い
こ
と
に
よ
る
。
長
女
以
外
の
二
人
の
女
児
と
最
年
少
の
男
児
に
つ
い
て

は
、
一
八
九
〇
年
四
月
ま
で
、
施
設
、
ナ
ザ
レ
・
ハ
ウ
ス
（N

azareth H
ouse

）
で
生
活
し
て
い
た
も
の
の
、
そ
の
時
期
以
降
母
親
の
病
気

も
あ
っ
て
、
一
八
八
九
年
一
一
月
母
親
の
任
命
し
た
正
式
な
後
見
人
に
よ
る
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
信
者
で
あ
る
こ
と
を
基
本
と
し
た
養
育

へ
移
行
さ
れ
た
（
45
）

。
信
仰
生
活
に
つ
い
て
問
題
と
さ
れ
た
の
は
、
結
局
、
二
人
の
女
児
と
最
年
少
の
男
児
、
合
わ
せ
て
三
人
の
子
供
で
あ
る

が
、
こ
の
状
況
を
踏
ま
え
、
裁
判
所
が
提
起
し
た
問
題
は
、
彼
ら
の
信
仰
を
再
び
変
更
す
る
こ
と
が
、
彼
ら
に
と
っ
て
利
益
に
な
る
の
か
、

彼
ら
が
長
男
と
長
女
の
信
仰
と
異
な
る
信
仰
の
な
か
で
養
育
さ
れ
る
こ
と
が
、
彼
ら
の
利
益
（w

elfare

）
に
な
る
の
か
、
そ
う
し
た
変
更

七
二
九



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
一
一
二
二
）

が
父
親
の
意
思
に
合
致
す
る
の
か
、
の
三
点
に
あ
っ
た
（
46
）

。

前
述
、
父
親
の
信
仰
の
意
思
を
無
視
し
得
る
か
否
か
、
と
い
う
問
題
は
、
こ
う
し
て
子
の
利
益
保
護
の
問
題
と
連
結
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

裁
判
所
は
、
結
果
と
し
て
上
記
三
つ
の
問
題
に
つ
い
て
、
い
ず
れ
も
否
定
し
て
い
る
。
子
の
宗
教
に
つ
い
て
は
、
父
親
の
宗
教
に
従
わ

せ
る
、
と
す
る
制
定
法
な
い
し
判
例
法
の
原
則
に
修
正
を
加
え
、
本
訴
訟
に
お
い
て
は
、
子
の
利
益
を
根
拠
と
し
て
、
父
親
の
信
仰
上
の

意
思
は
子
の
信
仰
に
対
し
て
、
拘
束
力
を
持
た
な
い
、
と
す
る
見
解
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
子
の
後
見
体
制
を
い
か
に
す
る
か

の
問
題
は
、
父
親
の
信
仰
を
根
拠
と
す
べ
き
で
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
（
47
）

。

裁
判
所
の
論
点
は
、
次
の
問
題
、
す
な
わ
ち
最
終
の
問
題
で
も
あ
る
、
子
の
後
見
体
制
を
ど
う
す
る
か
、
と
い
う
問
題
に
移
っ
た
。
具

体
的
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
問
題
提
起
が
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
裁
判
所
は
、
本
事
件
の
事
実
関
係
か
ら
推
認
す
る
こ
と
に
反
し
、
子
ど
も
が
、
母
親
に
よ
っ
て
信
任
さ
れ
、
そ
れ
も
親
切
な
処
遇

を
受
け
て
き
て
お
り
、
い
ま
で
も
そ
う
で
あ
る
婦
人
の
保
護
か
ら
、
引
き
離
さ
れ
る
こ
と
が
子
の
利
益
（w

elfare

）
に
な
る
、
と
判
決
す

べ
き
で
あ
ろ
う
か
（
48
）

。

判
決
は
、
そ
れ
を
否
定
し
た
。
そ
う
す
る
こ
と
が
子
の
利
益
に
適
合
す
る
と
い
う
の
が
根
拠
で
あ
る
。
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
も
、

簡
潔
で
は
あ
る
が
、
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

理
由
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
は
、
上
記
引
用
文
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
、
後
見
人
の
子
に
対
す
る
処
遇
で
あ
る
。
上

記
の
引
用
文
で
は
、
そ
れ
が
親
切
な
も
の
で
あ
っ
た
と
、
説
明
さ
れ
て
い
る
（
49
）

。
母
親
の
信
任
を
得
て
子
の
後
見
を
託
さ
れ
た
後
見
人
の
存

七
三
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在
、
加
え
て
、
彼
女
が
子
に
対
し
て
親
切
な
対
応
を
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
、
子
の
利
益
を
確
認
し
得
る
重
要
な
根
拠
に
な
っ
た
も

の
と
推
測
で
き
よ
う
。

判
決
は
、
も
う
一
つ
の
利
益
、
す
な
わ
ち
、
子
の
信
仰
に
お
け
る
利
益
を
も
指
摘
し
て
い
る
。
子
の
信
仰
す
る
宗
教
を
カ
ソ
リ
ッ
ク
に

す
る
か
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
す
る
の
か
、
父
親
に
執
着
す
る
意
思
の
な
い
こ
と
が
立
証
さ
れ
て
お
り
、
二
人
の
子
す
な
わ
ち
一
六
歳
の
長

男
と
一
五
歳
の
長
女
は
す
で
に
カ
ソ
リ
ッ
ク
の
信
者
で
あ
り
、
他
の
三
人
の
子
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
環
境
下
で
教
育
を
受
け
て
い
る

状
況
の
中
で
、
年
少
の
子
三
人
の
宗
教
的
環
境
を
変
更
す
る
こ
と
は
、
彼
ら
の
利
益
（w

elfare

）
に
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
指
摘
で
あ
る
（
50
）

。

こ
の
場
合
の
子
の
利
益
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
内
容
は
述
べ
ら
れ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
幼
少
期
に
お
け
る
宗
教
的
環
境
お
よ
び
宗
教
教

育
の
一
貫
性
が
、
子
の
人
格
形
成
に
与
え
る
教
育
的
効
果
を
意
味
し
て
い
る
と
解
し
て
よ
い
。

本
訴
訟
に
お
け
る
論
点
は
、
以
上
の
よ
う
な
理
論
構
成
の
上
に
判
決
が
導
か
れ
た
。
裁
判
所
は
、
原
告
で
あ
る
父
親
の
叔
母
の
請
求
を

棄
却
し
た
。
幼
少
の
子
、
女
児
二
人
、
男
児
一
人
は
、
原
告
へ
引
渡
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
継
続
し
て
、
後
見
人
の
保
護
の
下
、
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
ト
信
仰
の
環
境
に
お
い
て
監
護
さ
れ
、
教
育
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

5　

本
判
決
の
意
義

第
一
章
で
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
マ
ッ
グ
レ
イ
ス
事
件
判
決
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
た
子
の
利
益
概
念
は
、
判
決
理
由
と
し
て
、

こ
の
後
の
、
い
く
つ
か
の
判
決
に
お
い
て
援
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
点
で
子
の
利
益
原
則
の
発
展
過
程
に
重
要
な
足
跡
を
残
し
て
き
た
、

と
言
っ
て
よ
い
。
以
下
に
、
そ
の
事
例
と
そ
の
他
の
引
用
事
例
に
つ
い
て
い
く
つ
か
挙
げ
て
お
く
。

ま
ず
、
マ
ッ
グ
レ
イ
ス
訴
訟
と
、
同
じ
年
に
下
さ
れ
た
判
決
一
八
九
三
年
ギ
ン
ゴ
ー
ル
訴
訟
（﹇1893

﹈ 2 C
. A
.

）
で
は
、
マ
ッ
グ
レ
イ
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（
一
一
二
四
）

ス
訴
訟
に
お
け
る
リ
ン
ド
ゥ
レ
イ
（L

indley

）
裁
判
官
の
「
子
の
利
益
」
に
関
す
る
見
解
を
引
用
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
リ
ン
ド
ゥ
レ
イ

裁
判
官
に
よ
っ
て
定
義
づ
け
ら
れ
た
子
の
利
益
概
念
を
基
準
と
し
て
、
ギ
ン
ゴ
ー
ル
訴
訟
に
お
い
て
保
護
さ
れ
る
べ
き
子
の
利
益
と
は
何

か
、
を
判
断
す
る
た
め
の
規
準
と
し
て
な
さ
れ
た
引
用
で
あ
る
。

ギ
ン
ゴ
ー
ル
訴
訟
を
担
当
し
た
裁
判
官
の
一
人
、
エ
シ
ャ
ー
（E
sher

）
卿
が
、
リ
ン
ド
ゥ
レ
イ
裁
判
官
の
定
義
を
踏
ま
え
述
べ
た
こ

と
は
、「
し
た
が
っ
て
、
当
裁
判
所
が
考
察
す
べ
き
こ
と
は
、
事
実
関
係
全
体
の
状
況
、
両
親
の
地
位
、
子
の
地
位
、
子
の
年
齢
、
子
が

い
く
つ
か
の
信
仰
に
関
係
し
て
い
る
と
主
張
さ
れ
得
る
場
合
に
は
、
そ
の
信
仰
、
そ
う
し
て
子
の
幸
福
（happiness

）
で
あ
る
（
51
）

」。
こ
の

論
旨
が
、
リ
ン
ド
ゥ
レ
イ
裁
判
官
の
定
義
に
基
づ
い
て
、
ギ
ン
ゴ
ー
ル
訴
訟
に
お
い
て
考
慮
す
べ
き
子
の
利
益
の
判
断
基
準
と
し
て
設
定

し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
子
の
利
益
は
、
総
合
的
に
判
断
さ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
す
る
と
こ
ろ
に
両
判
決
の
論
理
の
関
連
性
を
見
出

し
得
る
。

さ
ら
に
、
一
九
〇
〇
年
代
初
期
の
判
決
に
も
、
リ
ン
ド
ゥ
レ
イ
裁
判
官
の
、
子
の
信
仰
が
変
更
さ
れ
る
こ
と
に
対
し
て
示
し
た
見
解
の

引
用
事
例
が
見
出
さ
れ
る
。
被
後
見
人
対
レ
イ
ヴ
ァ
ー
テ
ィ
お
よ
び
そ
の
他
訴
訟
（W

ard v. L
averty and A

nother （52
）

）
判
決
で
は
、
マ
ッ

グ
レ
イ
ス
訴
訟
判
決
に
お
け
る
リ
ン
ド
ゥ
レ
イ
（L

indley
）
裁
判
官
の
「
当
該
年
齢
の
子
の
宗
教
に
つ
い
て
、
親
族
の
間
で
、
カ
ト
リ
ッ

ク
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
そ
れ
ぞ
れ
の
側
が
追
羽
根
ゲ
ー
ム
に
興
ず
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
に
は
、
危
険
が
あ
る
」
と
す
る
主
張
を
引
用
し

て
い
る
（
53
）

。
そ
れ
は
、
未
成
年
者
で
あ
る
兄
弟
の
宗
教
教
育
に
つ
い
て
、
カ
ソ
リ
ッ
ク
教
徒
の
親
族
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
徒
の
後
見
人
の

共
同
後
見
が
行
わ
れ
る
と
し
た
場
合
の
影
響
に
つ
い
て
、
述
べ
ら
れ
た
部
分
で
あ
る
。
宗
派
の
異
な
る
共
同
後
見
人
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
信

仰
を
子
に
植
え
付
け
よ
う
と
す
る
こ
と
の
教
育
上
の
影
響
に
懸
念
を
示
し
て
い
る
。
子
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
の
信
仰
の
間
で
精
神
の
安
定
性
を

欠
く
こ
と
に
、
裁
判
官
は
憂
慮
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

七
三
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一
八
九
二
年
マ
ッ
ク
グ
レ
イ
ス
（M

cgrath

）
訴
訟
判
決
の
理
論
構
造
と
子
の
利
益
原
則
（
東
）

（
一
一
二
五
）

被
後
見
人
対
レ
イ
ヴ
ァ
ー
テ
ィ
訴
訟
は
、
事
件
の
内
容
、
争
点
に
お
い
て
、
マ
ッ
グ
レ
イ
ス
訴
訟
と
類
似
し
て
い
る
。
前
者
の
場
合
も
、

両
親
を
亡
く
し
た
子
の
宗
教
を
め
ぐ
っ
て
、
父
親
の
信
仰
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
と
母
親
の
親
族
が
信
仰
す
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
が
対
立
し

た
。
そ
の
対
立
は
、
子
の
後
見
人
の
選
任
を
め
ぐ
る
対
立
に
と
も
な
っ
て
生
じ
た
（
54
）

。
被
後
見
人
対
レ
イ
ヴ
ァ
ー
ト
訴
訟
に
お
け
る
、
上
記

リ
ン
ド
ゥ
レ
イ
裁
判
官
の
引
用
は
、
そ
う
し
た
事
実
関
係
の
類
似
性
が
背
景
に
あ
る
。

一
九
六
九
年
Ｊ
．ｖ
．Ｃ
判
決
（J. and A

nother v. C
. and O

thers （55
）

）
で
は
、
裁
判
官
の
一
人
、
マ
ク
ダ
ー
モ
ッ
ト
（M

acderm
ott

）
が
、

リ
ン
ド
ゥ
レ
イ
裁
判
官
の
子
の
利
益
に
関
す
る
定
義
を
取
り
上
げ
、
次
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
。

マ
ッ
グ
レ
イ
ス
訴
訟
は
両
親
を
亡
く
し
た
子
に
関
す
る
事
件
で
あ
り
、
リ
ン
ド
ゥ
レ
イ
裁
判
官
に
よ
っ
て
申
し
渡
さ
れ
た
判
決
は
、
子

の
利
益
の
問
題
を
重
視
し
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
重
要
で
あ
る
（
56
）

。

こ
こ
に
は
、
マ
ッ
グ
レ
イ
ス
訴
訟
判
決
の
意
義
に
対
す
る
評
価
が
示
さ
れ
て
お
り
、
当
該
判
決
は
、
子
の
利
益
原
則
の
発
展
に
記
憶
す

べ
き
貢
献
的
役
割
を
果
た
し
て
き
た
、
と
い
う
評
価
に
な
っ
て
い
る
。

6　

結
論

本
訴
訟
は
、
子
の
後
見
人
の
選
任
が
争
点
に
な
っ
て
お
り
、
一
八
九
三
年
に
提
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
子
の
利
益
原
則
が
、
判
決

形
成
の
根
拠
と
な
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
時
代
の
イ
ギ
リ
ス
法
体
系
、
と
く
に
判
例
の
傾
向
に
鑑
み
、
必
然
的
に
導
か
れ
る
結
果
で
あ
っ
た

と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
示
さ
れ
た
事
実
関
係
を
み
る
と
、
他
の
判
例
に
お
け
る
事
実
関
係
と
は
違
っ
た
、
本
訴
訟
に
固
有

七
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（
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六
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の
問
題
が
あ
る
。
子
の
信
仰
に
対
す
る
、
父
親
の
意
思
は
明
確
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
判
決
は
、
子

の
信
仰
を
ど
う
す
る
か
、
と
い
う
子
の
監
護
上
の
重
要
な
問
題
に
つ
い
て
、
従
来
の
法
原
則
を
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
こ
と
に
た
め
ら
い
が

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
推
測
さ
れ
る
。
結
果
的
に
、
裁
判
所
の
理
論
が
、
父
親
の
信
仰
に
対
す
る
執
着
心
の
無
さ
を
根
拠
と
し
て
、

子
の
信
仰
を
父
親
の
意
思
に
従
わ
せ
る
、
と
い
う
こ
と
に
い
た
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
判
決
の
理
論
は
、
本
訴
訟
の
そ
う
し
た
特
別
の
事

情
を
踏
ま
え
た
と
こ
ろ
に
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
来
の
、
子
の
信
仰
と
子
の
監
護
権
の
帰
属
に
関
す
る
判
例
法
理
は
、
こ
う
し

た
、
本
訴
訟
に
お
け
る
事
実
の
分
析
と
そ
れ
を
踏
ま
え
た
理
論
構
成
に
よ
り
、
新
た
な
理
論
上
の
展
開
を
示
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

さ
ら
に
、
本
訴
訟
判
決
を
特
徴
づ
け
る
点
に
言
及
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
子
の
利
益
に
つ
い
て
、
定
義
と
い
っ
て
も
よ
い
、

し
か
も
現
代
に
適
用
し
得
る
新
た
な
概
念
を
示
し
た
点
で
あ
る
。
父
権
を
制
約
す
る
要
因
と
し
て
、「
子
の
利
益
」
が
、
フ
ィ
ン
訴
訟
を

端
緒
と
し
て
、
大
法
官
裁
判
所
に
お
け
る
、
子
の
監
護
教
育
に
関
す
る
多
く
の
訴
訟
に
お
い
て
、
必
ず
し
も
子
の
利
益
を
優
先
し
て
き
た

と
は
言
え
な
い
に
し
て
も
、
と
も
か
く
父
権
行
使
の
減
衰
に
、
母
親
の
権
利
と
と
も
に
機
能
し
て
き
た
事
実
は
あ
る
が
、
子
の
利
益
と
は

何
か
に
つ
い
て
、
論
理
的
な
概
念
を
提
示
し
た
例
は
な
か
っ
た
。
マ
ッ
ク
グ
レ
イ
ス
訴
訟
判
決
は
、
そ
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

（
1
） 

親
子
関
係
お
よ
び
そ
の
他
の
子
に
関
す
る
親
族
的
関
係
に
お
い
て
紛
争
が
生
じ
た
場
合
、
子
の
利
益
と
な
る
か
否
か
を
唯
一
の
規
準
と
し
て
、

子
の
利
益
に
適
う
よ
う
裁
判
所
は
紛
争
に
対
す
る
判
決
を
下
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
す
る
原
則
で
あ
る
。
学
術
用
語
と
し
て
は 

“param
ountcy principle ” 

（
至
高
性
原
則
）
と
い
う
表
現
も
あ
る
（S

ee, N
igel L

ow
e and G

illian D
ouglas, B

rom
ley ’s F

am
ily L

aw
 tenth 

edition, 2006, p.455

）。
そ
こ
に
は
、
比
較
衡
量
の
手
法
を
排
除
す
る
意
図
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
児
童
法
第
一
条
第
一
項
の
原
文
は
以

下
の
と
お
り
。

　
　

1
．W

elfare of the child
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一
八
九
二
年
マ
ッ
ク
グ
レ
イ
ス
（M

cgrath

）
訴
訟
判
決
の
理
論
構
造
と
子
の
利
益
原
則
（
東
）

（
一
一
二
七
）

　
　
　

⑴　

W
hen a court determ

ines any question w
ith respect to-

│

　
　
　
　

⒜　

the upbringing of a child; or
　
　
　
　

⒝　

the adm
inistration of a child ’s property or the application of any incom

e arising from
 it,

　
　
　
　
　

the child ’s w
elfare shall be the court ’s param

ount consideration

（
2
） S

ee N
igel L

ow
e, ’ T

he H
ouse of L

ords and the w
elfare principle ’ F

am
ily L

aw
 tow

ard
s th

e M
illen

n
iu

m
 E

ssays for P
M

 

B
rom

ley 

（1997
） p.127, N

igel L
ow
e and G

illian D
ouglas B

rom
ley’s F

am
ily L

aw
 tenth edition 

（2007

） p.353, P
. H
. P
ettit 

‘Parental C
ontrol and G

uardianship ’ A
 cen

tu
ry of F

am
ily L

aw
 1857-1957 

（1957

） p.62-67.

（
3
） S

ir W
illiam

 B
lackstone C

om
m

en
taries on

 th
e law

s of E
n

glan
d V
ol Ⅰ

G
arland P

ublishing, Inc 

（1978

） pp.448-452.

（
4
） In re M

cgrath

（infants
） ﹇1893

﹈ C
h. D
.143.

（
5
） Ibid, p.144.

　
　

大
法
官
部
の
判
決
は
、﹇1892

﹈ 2 C
h. p.494

以
降
に
報
告
さ
れ
て
い
る
。

（
6
） Ibid.

（
7
） Ibid.

（
8
） Ibid.

（
9
） Ibid.

（
10
） Ibid.

（
11
） 

﹇1893

﹈ 2 C
. A
. 232.

（
12
） In re M

cgrath

（infants

） op. cit., p.143.

（
13
） 

一
八
九
三
年
ギ
ン
ゴ
ー
ル
訴
訟
（﹇1893

﹈ 2 C
. A
.

）、
被
後
見
人
対
レ
イ
ヴ
ァ
ー
テ
ィ
お
よ
び
そ
の
他
訴
訟
（W

ard v. L
averty and 

A
nother

）（﹇1924

﹈ A
ll. E
. R
.319 

（H
. L
.

））
判
決
、
一
九
六
九
年
Ｊ
．ｖ
．Ｃ
判
決
（J. and A

nother v. C
. and O

thers 

﹇1969

﹈ 1 A
ll E
. R
. 

788

（H
. L
.

））
は
そ
の
例
で
あ
る
。
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（
一
一
二
八
）

（
14
） 

未
成
年
者
（infant

）
が
訴
訟
当
事
者
と
な
る
場
合
、
彼
に
代
わ
っ
て
訴
訟
手
続
き
を
行
う
も
の
を
言
い
、
通
常
は
親
族
が
そ
の
任
に
当
た
る

（John B
urke Jow

itt’s D
iction

ary of E
n

glish
 L

aw
 second edition volum

e 2 

（1977

） pp.1235-1236

）。
近
友
に
よ
る
訴
訟
提
起
の
事
例

は
少
な
く
な
い
。
実
際
の
判
決
例
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
お
く
。

　
　

一
八
七
八
年B

esant

訴
訟
（﹇1897

﹈ 11 C
h.D
 508

）
で
は
、
両
親
の
別
居
の
後
、
母
親
の
監
護
下
に
置
か
れ
た
、
そ
の
当
時
八
歳
の
女
児
を

父
親
に
引
き
渡
す
べ
き
旨
の
請
求
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
原
告
に
は
、
八
歳
の
娘
と
と
も
に
父
親
も
近
友
と
し
て
加
わ
っ
て
い
る
（pp.508-509

）。

八
歳
の
女
児
が
原
告
と
な
っ
た
の
は
、
子
を
引
き
取
っ
た
母
親
が
無
神
論
を
内
容
と
す
る
出
版
物
の
出
版
業
に
、
共
同
経
営
者
と
し
て
関
わ
っ
て
い

た
こ
と
と
子
に
対
す
る
宗
教
教
育
を
拒
否
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
こ
と
が
子
に
と
っ
て
不
利
益
を
も
た
ら
す
と
推
測
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
子
自
ら
が

そ
の
不
利
益
を
排
除
す
る
た
め
の
措
置
で
あ
っ
た
と
。

　
　

一
八
四
八
年F

ynn

訴
訟
（﹇1904

﹈ 21 C
h 205

）
は
、
三
人
の
子
（
年
齢
は
そ
れ
ぞ
れ
、
三
歳
半
、
四
歳
、
七
歳
）
が
、
彼
ら
の
後
見
人
の
任

命
を
請
求
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
実
際
の
手
続
き
は
、
彼
ら
の
近
友
で
あ
る
、
祖
母
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
（p.205

）。

（
15
） 

母
親
の
子
に
対
す
る
権
利
の
強
化
を
意
図
し
て
制
定
さ
れ
た
法
で
あ
り
、
子
の
監
護
権
を
母
親
に
認
め
る
か
否
か
の
裁
量
権
を
行
使
す
る
場
合
、

子
が
二
一
歳
に
達
す
る
ま
で
は
そ
の
行
使
を
認
め
、
ま
た
父
親
が
、
遺
言
に
よ
っ
て
、
彼
の
死
後
の
、
子
に
対
す
る
後
見
を
母
親
以
外
の
者
に
認
め

る
こ
と
に
よ
り
、
母
親
の
後
見
権
が
、
子
の
父
親
す
な
わ
ち
母
親
に
と
っ
て
は
、
夫
に
あ
た
る
者
の
遺
言
に
よ
り
、
剥
奪
さ
れ
る
こ
と
の
無
い
よ
う

に
す
る
た
め
の
措
置
で
あ
っ
た
。
一
八
三
九
年
タ
ル
フ
ォ
ー
ド
法
（T

alford ’s A
ct 1839

）、
一
八
七
三
年
未
成
年
者
監
護
法
（C

ustody of 

Infant A
ct 1873

）
と
と
も
に
、
母
親
の
地
位
の
強
化
を
図
っ
た
法
で
あ
る
（S

ee N
igel L

ow
e and G

illian D
ouglas op. cit., pp.354-355

）。

　
　

一
八
八
六
年
法
の
成
立
過
程
お
よ
び
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
の
文
献
で
は
、
川
田　

昇
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
親
権
法
の
発
展
│

一
八
八
六
年
未
成
年
者
後
見
法
の
成
立
過
程
│
」『
家
族
政
策
と
法
』
福
島
正
夫
編
（
一
九
八
一
）
に
詳
し
い
（pp.117-159

）。

（
16
） 

子
の
親
が
、
子
の
引
渡
し
を
求
め
て
、
人
身
保
護
令
状
を
高
等
法
院
に
求
め
た
場
合
、
親
が
子
を
遺
棄
す
る
か
、
そ
れ
に
類
す
る
行
為
を
子
に

対
し
て
行
っ
た
場
合
、
裁
判
所
は
親
に
よ
る
人
身
保
護
令
状
の
請
求
を
拒
否
し
得
る
こ
と
が
基
本
原
則
で
あ
る
（
第
一
条
）。
子
の
利
益
擁
護
の
視

点
か
ら
、
親
の
権
利
行
使
を
制
約
す
る
意
図
が
そ
こ
に
は
あ
る
。

（
17
） In re M

cgrath op. cit., p.143
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一
八
九
二
年
マ
ッ
ク
グ
レ
イ
ス
（M

cgrath

）
訴
訟
判
決
の
理
論
構
造
と
子
の
利
益
原
則
（
東
）

（
一
一
二
九
）

（
18
） Ibid, pp.143-144.

（
19
） Ibid, p.146.

（
20
） Ibid, p.143.

（
21
） Ibid, p.146.

（
22
） Ibid.

（
23
） Ibid, p.152.

（
24
） 

イ
ギ
リ
ス
で
は
、
信
仰
は
、
子
の
教
育
上
の
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
子
の
監
護
教
育
権
を
争
う
裁
判
上
の
紛
争
の
な
か
に
は
、
子
の
信
仰
を
ど

う
す
る
の
か
、
多
く
の
場
合
カ
ソ
リ
ッ
ク
を
選
択
す
る
の
か
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
を
選
ぶ
の
か
、
と
い
う
問
題
が
、
主
要
な
論
点
で
あ
る
監
護
教
育
権

の
帰
属
の
問
題
に
連
結
さ
れ
て
、
争
点
と
な
る
事
例
を
し
ば
し
ば
見
出
し
得
る
。
一
例
を
挙
げ
る
と
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
マ
ッ
ク
グ
レ
イ
ス
訴
訟

以
外
に
も
、
父
親
を
亡
く
し
た
三
人
の
子
の
監
護
教
育
権
の
帰
属
を
め
ぐ
っ
て
、
父
方
の
親
族
と
母
親
と
の
間
で
生
じ
た
対
立
を
裁
定
し
た
事
件
、

一
九
二
四
年W

ard v. L
averty and A

nother

（﹇1924

﹈ A
ll E
 R
 319

（H
. L
.

）
で
は
、
子
の
信
仰
を
父
親
の
信
仰
し
て
い
た
カ
ソ
リ
ッ
ク
に

す
る
か
、
母
親
が
後
に
信
仰
す
る
よ
う
に
な
っ
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
系
の
宗
派
（presbyterians

）
に
す
る
か
が
、
主
要
な
争
点
の
一
つ
に
な
っ
て

い
る
（pp.319-320

）。
監
護
教
育
権
者
の
決
定
が
、
信
仰
の
選
択
の
如
何
に
か
か
る
場
合
も
あ
り
得
る
。

　
　

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
子
に
対
す
る
宗
教
教
育
は
、
早
く
か
ら
、
一
般
社
会
な
い
し
国
家
政
策
の
レ
ベ
ル
で
行
わ
れ
て
い
た
。
エ
リ
ザ
ベ
ス
一
世
の

治
世
下
（1558-1603

）、
宗
教
問
題
の
国
家
的
な
統
一
と
、
イ
ギ
リ
ス
国
教
会
の
統
一
を
図
っ
て
、
日
曜
日
お
よ
び
祝
祭
日
に
は
教
会
へ
行
く
こ
と

が
国
民
に
対
し
て
強
制
さ
れ
、
子
に
対
し
て
も
家
長
に
よ
る
宗
教
教
育
、
す
な
わ
ち
子
に
対
す
る
質
問
な
い
し
応
答
を
通
し
て
、
教
義
の
理
解
を
深

め
る
こ
と
が
立
法
に
よ
っ
て
義
務
付
け
ら
れ
た
（Ivy P

inchbeck and M
argaret H

ew
itt C

h
ild

ren
 in

 E
n

glish
 S

ociety volu
m

e 1 

（1969

） 

p.260

）。
そ
の
義
務
を
強
化
す
る
た
め
の
方
法
も
と
ら
れ
た
。
司
教
（B

ishop

）
は
、
教
理
問
答
書
（catechism

）
を
学
ん
だ
こ
と
の
な
い
、
六

歳
以
上
二
〇
歳
未
満
の
子
、
サ
ー
ヴ
ァ
ン
ト
や
徒
弟
に
、
教
区
の
父
親
、
母
親
、
親
方
お
よ
び
用
人
の
使
用
者
た
る
主
婦
が
、
指
定
さ
れ
た
日
に
教

会
へ
行
き
、
彼
ら
が
同
じ
教
理
問
答
書
を
学
ん
だ
と
同
じ
時
間
、
牧
師
（m

inister
─
英
国
で
は
非
英
国
国
教
会
の
聖
職
者
）
と
の
教
え
を
、
素
直

に
か
つ
熱
心
に
受
け
る
よ
う
に
し
た
か
を
調
査
す
る
特
別
の
措
置
は
、
そ
う
し
た
義
務
の
強
化
の
方
法
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
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そ
こ
で
は
、
教
会
へ
出
席
し
た
子
の
人
数
、
教
理
問
答
書
を
知
っ
て
い
る
子
の
人
数
、
彼
ら
の
年
齢
、
居
所
の
調
査
も
行
わ
れ
て
い
る
（Ivy 

P
inchbeck and M

argaret H
ew
itt, above

）。
子
に
対
す
る
宗
教
教
育
は
、
国
家
の
政
策
と
し
て
、
子
の
家
庭
、
子
が
働
く
場
で
も
行
わ
れ
て
き

た
。
そ
の
中
心
に
置
か
れ
た
指
導
者
が
、
家
庭
で
は
家
長
で
あ
り
、
職
場
で
は
、
親
方
で
あ
り
、
女
性
使
用
人
で
あ
っ
た
。

　
　

教
理
問
答
書
に
よ
る
、
宗
教
教
育
の
方
法
は
、
国
家
の
安
定
や
宗
教
の
正
当
性
を
確
立
す
る
上
で
有
効
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
、
イ
ギ
リ
ス
国
教
会

が
、
真
の
キ
リ
ス
ト
教
義
の
伝
統
、
す
な
わ
ち
、
唯
一
の
書
で
あ
る
聖
書
に
示
さ
れ
た
歴
史
的
記
録
に
見
ら
れ
る
教
義
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と

を
子
に
対
し
て
教
育
す
る
た
め
の
有
力
な
方
法
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
（Ivy P

inchbeck and M
argaret H

ew
itt above, p.262

）。
こ
の
た

め
、
聖
書
の
理
解
が
あ
ら
ゆ
る
宗
教
的
教
育
の
基
礎
に
な
り
、
聖
書
は
、
大
量
に
印
刷
さ
れ
、
安
い
価
格
で
庶
民
に
普
及
す
る
よ
う
に
な
り
、
一
六

世
紀
お
よ
び
一
七
世
紀
に
は
、
一
人
が
一
冊
の
聖
書
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
（Ivy P

inchbeck and M
argaret H

ew
itt above pp.262-263

）。

　
　

時
代
の
推
移
に
伴
っ
て
、
子
の
教
育
に
対
す
る
宗
教
上
の
役
割
、
そ
れ
に
対
す
る
法
的
規
制
も
変
わ
っ
て
は
い
く
が
、
子
の
監
護
教
育
の
不
可
欠

の
要
素
と
し
て
、
子
の
宗
教
教
育
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
に
お
い
て
、
子
の
監
護
教
育
権
の
帰
属
が
争
わ
れ
る
の
は
、
こ
う
し
た
歴
史
的
事
情
が
背

景
に
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

（
25
） 2P

h. 247.

（
26
） 

従
来
の
大
法
官
裁
判
所
は
、
一
八
七
三
年
最
高
法
院
法
に
よ
っ
て
高
等
法
院
（H

igh C
ourt of Justice

）
に
統
合
さ
れ
、
名
称
も
大
法
官
部

（chancery division

） 

に
統
合
さ
れ
た
。
そ
の
裁
判
管
轄
権
に
つ
い
て
は
、
従
来
と
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
が
、
コ
モ
ン
ロ
ー
裁
判
所
の
裁
判

管
轄
権
を
引
き
継
い
だ
王
座
部
（K

ing ’s B
ench D

ivision
）
が
受
理
し
た
子
の
監
護
教
育
に
関
す
る
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
大
法
官
裁
判
所

に
お
い
て
確
立
さ
れ
て
き
た
法
理
、
つ
ま
り
子
の
利
益
原
則
が
適
用
さ
れ
る
と
さ
れ
（Judicature A

ct 1873 

第
二
五
条
第
一
〇
項
）、
そ
れ
ら
の

訴
訟
に
つ
い
て
は
、
大
法
官
裁
判
所
の
法
理
が
優
先
す
る
と
さ
れ
た
。
そ
の
点
で
、
一
八
七
三
年
最
高
法
院
法
は
、
単
に
裁
判
機
構
、
裁
判
手
続
き

上
の
改
革
を
遂
げ
た
だ
け
で
は
な
く
、
コ
モ
ン
ロ
ー
を
含
む
イ
ギ
リ
ス
親
子
法
の
体
系
に
お
け
る
、
子
の
利
益
原
則
の
発
展
・
拡
大
に
極
め
て
重
要

な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
と
言
え
る
。

　
　

最
高
法
院
法
に
よ
る
司
法
制
度
の
改
革
は
、
イ
ギ
リ
ス
社
会
の
産
業
構
造
の
変
化
に
伴
っ
て
、
エ
ク
イ
テ
ィ
を
適
用
す
べ
き
、
多
く
の
新
し
い
問

題
、
た
と
え
ば
、
会
社
、
組
合
の
管
理
に
関
す
る
問
題
、
不
動
産
所
有
か
ら
株
式
保
有
へ
の
転
換
な
ど
の
問
題
が
生
じ
、
大
法
官
裁
判
所
の
職
掌
範

七
三
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一
八
九
二
年
マ
ッ
ク
グ
レ
イ
ス
（M

cgrath

）
訴
訟
判
決
の
理
論
構
造
と
子
の
利
益
原
則
（
東
）

（
一
一
三
一
）

囲
が
拡
大
し
た
こ
と
に
あ
り
、
親
族
的
関
係
に
関
わ
る
司
法
制
度
の
改
革
だ
け
を
意
図
し
た
も
の
で
は
な
い
（Jill E

. M
aetin H

anbury &
 

M
artin M

od
ern

 E
qu

ity fourteen edition

（1993

） p.14

）。

　
　

最
高
法
院
法
に
関
す
る
一
般
的
な
理
解
の
資
料
と
し
て
は
、
以
上
に
挙
げ
た
も
の
以
外
に
、T

heodore F
. T
. P
lucknett A

 con
cise H

istory 

of th
e C

om
m

on
 L

aw
 1956, 

矢
頭
敏
也
編
『
英
米
法
原
論
教
材
』
一
九
七
三
な
ど
。

（
27
） In re M

cgrath op. cit., p.147.

（
28
） L

aw
 com

m
ission W

orking P
aper 96, C

ustody 

（1985

）, para 6. 10.

（
29
） W

alker v. W
alker and H

arrisson 

﹇1981

﹈ N
Z
 R
ecent L

aw
 257.

（
30
） In re M

cgrath op. cit., p.148.

（
31
） Ibid.

（
32
） Ibid.

（
33
） 21 C

h. D
. 817.

（
34
） 

﹇1891

﹈ 2 C
h. 542.

（
35
） L

aw
 R
ep. 6C

h. 542.

（
36
） In re M

cgrath op. cit., pp.148-148.

（
37
） 

「
究
極
の
目
的
」（ultim

ate guide

）
と
い
う
文
言
は
、
裁
判
所
が
最
終
的
に
達
成
す
べ
き
目
的
と
理
解
さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
類
す
る
概
念
は
、

フ
ィ
ン
訴
訟
（R
e F
inn 

（1848

） 2 D
e G
 &
 S
m

）
以
来
、
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
フ
ィ
ン
訴
訟
で
は
、
裁
判
所
が
父
親
の
子
に

対
す
る
権
利
行
使
を
認
め
ら
れ
る
た
め
の
要
件
を
示
し
て
お
り
、
父
親
が
、
子
に
と
っ
て
良
い
こ
と
を
す
る
だ
け
で
な
く
、
彼
ら
の
安
全
あ
る
い
は

利
益
（w
elfare

）
に
と
っ
て
不
可
欠
に
な
る
よ
う
な
地
位
に
あ
る
こ
と
を
、
裁
判
所
が
納
得
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
し
て
い
る
。
子

の
利
益
保
護
の
原
則
が
大
法
官
裁
判
所
に
お
い
て
確
立
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
時
期
の
、
と
く
に
出
発
点
と
な
っ
た
判
決
例
で
あ
る
が
、
父
権
行
使
を
容

認
す
る
か
否
か
が
子
の
利
益
に
か
か
る
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
る
（p.457

）。S
tuart v. B

ute; S
tuart v. M

oor 

訴
訟
（（1861

） 11 L
. R
 

（H
. 

L

）
判
決
に
お
い
て
も
、
担
当
裁
判
官
の
一
人
、
ク
ラ
ン
ワ
ー
ス
（C

ranw
orth

）
卿
は
、「
本
訴
訟
の
目
的
と
し
て
、
唯
一
心
に
留
め
て
お
く
べ
き

七
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こ
と
は
、
子
の
利
益
（the interest of the child

）
保
護
に
あ
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
（p.811

）。
判
決
の
論
旨
も
そ
の
内
容
を

基
調
に
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。T

he Q
ueen v. G

yingall

訴
訟
（﹇1893

﹈ 2 Q
B
232, C

A

）
で
も
、
ケ
イ
（K

ay

）
裁
判
官
は
、
裁
判
権
の
行
使

に
お
い
て
、
そ
の
目
的
と
な
る
主
要
な
審
理
事
項
は
、
子
の
利
益
（benefi t

）
ま
た
は
幸
福
（w

elfare

）
で
あ
る
と
主
張
す
る
（p.248

）。

（
38
） 8 D

. M
. &
 G
. 760.

（
39
） L

aw
 R
e. 8 C

h. 622.

（
40
） 

（1883

） 24 C
h D
 317, 53 L

 J C
h 10, 60 L

T
 161.

　
　

父
親
の
子
に
対
す
る
権
限
の
行
使
に
つ
い
て
、
裁
判
所
が
介
入
し
得
る
か
が
主
要
な
争
点
と
な
り
、
子
の
利
益
原
則
の
発
展
史
を
展
望
す
る
上
で
、

取
り
上
げ
る
べ
き
需
要
判
例
の
一
つ
で
あ
り
、
子
の
利
益
が
問
題
に
な
る
類
似
の
訴
訟
で
、
参
考
に
さ
れ
る
判
決
で
あ
る
。
母
親
の
監
護
か
ら
離
さ

れ
、
第
三
者
に
預
け
ら
れ
た
子
が
母
親
と
暮
ら
す
こ
と
を
求
め
て
、
子
の
名
に
お
い
て
訴
え
を
提
起
し
た
事
件
で
あ
る
。
請
求
の
原
因
と
な
っ
た
事

実
関
係
は
、
父
親
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
信
者
で
あ
り
、
母
親
は
カ
ソ
リ
ッ
ク
の
信
者
で
あ
っ
た
た
め
、
子
の
宗
教
教
育
に
つ
い
て
両
者
の
間
に
対

立
が
生
じ
、
夫
が
、
子
を
連
れ
去
っ
て
別
居
す
る
に
至
っ
た
妻
か
ら
子
を
離
し
て
第
三
者
に
子
の
監
護
を
託
し
た
、
と
い
う
、
内
容
に
な
っ
て
い
る
。

裁
判
官
は
裁
判
所
の
介
入
を
認
め
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
父
親
の
権
限
の
行
使
に
つ
い
て
、
裁
判
所
は
介
入
す
べ
き
で
は
な
い
と
す
る

こ
と
が
家
族
お
よ
び
子
の
利
益
に
な
る
か
ら
で
あ
る
、
と
し
た
（（1883

） 24 C
h D
 317, p.334

）。
訴
訟
は
控
訴
院
裁
判
所
に
上
訴
さ
れ
た
。
し

か
し
、
子
の
請
求
は
そ
こ
で
も
棄
却
さ
れ
た
。
一
九
世
紀
後
半
、
す
で
に
潮
流
と
な
っ
て
い
た
、
子
の
利
益
原
則
発
展
の
方
向
に
従
っ
て
い
な
い
結

果
に
な
っ
た
。
こ
の
時
期
、
子
の
利
益
原
則
は
、
判
例
法
理
と
し
て
定
着
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
問
題
提
起
を
可
能
に
す
る
、
と
意
味
に
お

い
て
考
慮
す
べ
き
判
決
で
あ
る
。

　
　

マ
ッ
ク
グ
レ
イ
ス
訴
訟
に
お
け
る
リ
ン
ド
ゥ
レ
イ
裁
判
官
は
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
も
の
の
、
子
の
監
護
教
育
を
め
ぐ
る
訴
訟

に
お
い
て
、
全
体
の
方
向
と
し
て
は
、
子
の
利
益
を
子
の
監
護
教
育
関
係
に
お
け
る
理
念
と
す
る
と
こ
ろ
に
進
ん
で
い
た
し
、
そ
う
あ
る
べ
き
で
あ

る
と
す
る
認
識
に
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

（
41
） In re M

cgrath op. cit., p.149.

（
42
） Ibid, p.149.
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一
八
九
二
年
マ
ッ
ク
グ
レ
イ
ス
（M

cgrath

）
訴
訟
判
決
の
理
論
構
造
と
子
の
利
益
原
則
（
東
）

（
一
一
三
三
）

（
43
） Ibid, pp.149-150.

（
44
） Ibid, p.150.

（
45
） Ibid.

（
46
） Ibid.

（
47
） Ibid, pp.149-151.

（
48
） Ibid, p.150.

（
49
） Ibid, p.151.

（
50
） Ibid.

（
51
） T

he Q
ueen v. G

yngall 
﹇1893

﹈ 11 C
. A
. 243.

（
52
） 

﹇1924

﹈ A
ll. E
. R
. 319 

（H
. L
.

）

（
53
） Ibid, p.323.

（
54
） Ibid, pp.319, 320.

（
55
） 

﹇1969

﹈ 1 A
L
L
 E
. R
. 788

（H
. L
.

）

（
56
） Ibid, p.815.
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秘
密
交
通
権
と
被
疑
者
の
取
調
べ
（
関
）

（
一
一
三
五
）

秘
密
交
通
権
と
被
疑
者
の
取
調
べ

関　
　
　
　
　

正　
　

晴

第
一　

は
じ
め
に

第
二　

秘
密
交
通
権
の
法
的
根
拠
と
性
格

第
三　

秘
密
交
通
権
の
保
障
内
容
と
捜
査
権

第
四　

接
見
内
容
の
秘
密
と
被
疑
者
の
取
調
べ

第
五　

結
び
に
代
え
て

第
一　

は
じ
め
に

接
見
交
通
権
に
関
し
て
は
、
周
知
の
よ
う
に
刑
訟
法
三
九
条
三
項
の
接
見
指
定
要
件
の
解
釈
に
つ
い
て
の
論
争
が
長
期
間
に
わ
た
っ
て

展
開
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
捜
査
機
関
が
包
括
的
文
言
で
定
め
ら
れ
た
指
定
要
件
を
判
断
す
る
こ
と
自
体
の
問
題
性
に
加
え
て
、
接
見

七
四
三



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
一
一
三
六
）

交
通
権
の
保
障
と
、
捜
査
実
務
が
自
白
中
心
の
捜
査
方
法
の
も
つ
効
率
性
を
強
く
意
識
し
て
被
疑
者
を
外
界
と
隔
離
し
た
上
で
徹
底
し
た

取
調
べ
を
実
施
し
て
い
る
（
1
）

こ
と
と
が
鋭
く
対
立
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
論
争
を
通
し
て
、
最
高
裁
で
も
、
指
定
要
件
の
解
釈
に
つ
い

て
、「
杉
山
事
件
」
上
告
審
判
決
（
昭
和
五
三
年
七
月
一
〇
日
民
集
三
二
巻
五
号
二
〇
頁
）、「
浅
井
事
件
」
上
告
審
判
決
（
平
成
三
年
五
月
一
〇
日

民
集
四
五
巻
第
五
号
九
一
九
頁
）、「
若
松
事
件
」
上
告
審
判
決
（
平
成
三
年
五
月
三
一
日
判
時
一
三
九
〇
号
三
三
頁
）
に
よ
っ
て
判
断
が
積
重
ね

ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
近
年
で
は
、
主
に
憲
法
三
四
条
と
の
関
係
で
接
見
指
定
制
度
自
体
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
「
安
藤
事
件
」
の
上
告

審
判
決
（
最
高
裁
平
成
一
一
年
三
月
二
四
日
民
集
五
三
巻
三
号
五
一
四
頁
、
以
下
「
接
見
指
定
制
度
に
つ
い
て
の
大
法
廷
判
決
」
と
略
す
る
。）
に
お
い

て
も
、
こ
れ
ら
の
判
決
で
示
さ
れ
た
判
断
を
踏
襲
し
つ
つ
同
制
度
を
合
憲
と
す
る
判
断
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
（
2
）

。
そ
こ
で
は
、
接
見
指

定
要
件
の
解
釈
に
つ
い
て
、「
右
接
見
等
を
認
め
る
と
取
調
べ
の
中
断
等
に
よ
り
捜
査
に
顕
著
な
支
障
が
生
じ
る
場
合
に
限
ら
れ
」、
そ
れ

に
は
、「
間
近
い
時
に
右
取
調
べ
等
を
す
る
確
実
な
予
定
」
が
あ
る
場
合
を
含
む
と
し
て
、
身
柄
を
利
用
し
た
捜
査
の
必
要
と
い
う
限
定

説
の
枠
組
に
拠
り
つ
つ
時
間
的
に
緩
和
す
る
と
し
て
お
り
、
指
定
要
件
に
罪
証
隠
滅
の
お
そ
れ
等
を
含
め
る
非
限
定
説
に
立
た
な
い
と
理

解
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
捜
査
機
関
は
、
指
定
要
件
を
具
備
す
る
場
合
で
も
、
弁
護
人
等
と
協
議
し
て
で
き
る
限
り
速
や
か
な
接
見
等
の

た
め
の
日
時
等
を
指
定
し
、
被
疑
者
が
弁
護
人
等
と
防
御
の
準
備
を
で
き
る
よ
う
な
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
接
見
交
通

の
円
満
な
実
現
を
図
る
た
め
の
協
議
義
務
を
課
し
て
お
り
、
広
く
接
見
交
通
権
の
保
障
を
認
め
る
方
向
で
の
解
釈
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
判
断
の
積
重
ね
に
よ
っ
て
、
自
由
接
見
を
問
題
と
す
る
指
定
要
件
の
解
釈
を
め
ぐ
る
争
い
は
一
応
の
解
決
が
は
か
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
実
務
で
も
接
見
の
自
由
の
拡
充
が
図
ら
れ
て
お
り
、
昭
和
六
三
年
四
月
に
法
務
省
と
日
弁
連
と
の
協
議
に
よ
っ
て
事
件
事
務
処
理

規
定
と
一
般
指
定
書
を
廃
止
し
、「
接
見
等
の
指
定
に
関
す
る
通
知
書
」
を
採
用
す
る
と
と
も
に
、
検
察
官
は
「
通
知
事
件
」
で
あ
っ
て

も
具
体
的
状
況
に
応
じ
て
柔
軟
に
指
定
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
（
3
）

。
ま
た
、
平
成
二
〇
年
に
は
、
最
高
検
察
庁
及
び
警
察
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庁
よ
り
取
調
べ
中
で
あ
っ
て
も
接
見
の
機
会
を
で
き
る
だ
け
早
期
に
与
え
る
旨
の
通
達
も
発
せ
ら
れ
て
い
る
（
4
）

。
そ
の
結
果
、
現
在
で
は
、

捜
査
の
展
開
に
困
難
が
予
想
さ
れ
る
重
大
事
件
で
は
、
密
度
の
高
い
連
日
の
取
調
べ
が
依
然
と
し
て
実
施
さ
れ
て
（
5
）

接
見
の
自
由
が
か
な
り

の
程
度
に
制
約
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
し
て
も
、
全
体
と
し
て
接
見
の
自
由
の
保
障
は
拡
大
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
近
年
、
接
見
交
通
権
に
つ
い
て
は
、
従
来
と
異
な
る
領
域
で
問
題
が
生
じ
て
お
り
、
実
務
上
争
わ
れ
て
い
る
保
障
内
容
の
重

点
に
変
化
が
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
下
級
審
で
は
、
拘
置
所
職
員
に
よ
る
弁
護
人
と
被
疑
者
等
の
間
の
信
書
等
の
開
披
・
内
容
の
確
認
・

要
旨
の
記
録
化
と
検
察
官
に
よ
る
そ
の
利
用
行
為
（
6
）

や
弁
護
人
が
接
見
の
際
に
使
用
を
申
出
た
裁
判
上
証
拠
採
用
さ
れ
て
い
る
ビ
デ
オ

テ
ー
プ
の
事
前
検
閲
（
7
）

等
に
つ
い
て
接
見
内
容
の
秘
密
の
保
護
が
問
題
と
さ
れ
て
い
た
。
更
に
、
最
高
裁
で
も
、
公
判
手
続
で
弁
護
人
か
ら

被
告
人
へ
の
打
合
わ
せ
の
た
め
の
メ
モ
用
紙
の
交
付
が
拘
置
所
職
員
に
よ
っ
て
制
止
さ
れ
、
こ
れ
を
裁
判
官
も
許
容
す
る
訴
訟
指
揮
を
し

た
こ
と
並
び
に
在
監
中
の
被
告
人
と
の
間
の
信
書
の
授
受
に
関
す
る
制
限
に
つ
い
て
接
見
内
容
の
秘
密
の
保
護
が
問
題
と
さ
れ
て
い
（
8
）

た
（
9
）

。

こ
れ
ら
の
裁
判
例
で
は
、
捜
査
機
関
や
拘
置
所
職
員
な
ど
が
接
見
内
容
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
で
の
接
見
、
す
な
わ
ち
接
見
内
容

の
秘
密
の
保
護
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
最
近
で
は
、
接
見
交
通
権
に
つ
い
て
の
争
い
は
、
接
見
機
会
を
保
障
す
る
自
由

接
見
か
ら
接
見
内
容
の
秘
密
を
保
障
す
る
秘
密
接
見
へ
と
問
題
の
重
点
を
移
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
接
見
内
容
の
秘
密
を
保
障
す
る
秘
密
交
通
権
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
被
疑
者
取
調
べ
の
権
限
と
の
関
係
で
捜
査
機

関
が
接
見
内
容
を
事
後
に
聴
取
で
き
る
か
を
問
題
と
し
た
裁
判
例
は
少
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
近
年
で
は
、
長
時
間
に
わ
た
る
被
疑
者
ら

の
取
調
べ
を
継
続
的
に
実
施
し
、
そ
の
際
に
接
見
内
容
の
聴
取
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
て
社
会
問
題
と
さ
れ
た
志
布
志
事
件
を

契
機
と
し
て
（
10
）

、
取
調
べ
に
際
し
て
接
見
時
の
や
り
と
り
・
内
容
を
聴
取
で
き
る
か
が
正
面
か
ら
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
更
に
、
弁
護
人
が

接
見
時
の
被
疑
者
の
供
述
の
一
部
を
報
道
機
関
に
公
表
し
新
聞
記
事
等
と
し
て
掲
載
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
検
察
官
が
そ
れ
ま
で
の
被
疑
者
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の
供
述
の
信
用
性
を
確
認
す
る
た
め
に
接
見
内
容
を
聴
取
し
た
こ
と
等
が
問
題
と
さ
れ
た
事
件
で
は
国
賠
訴
訟
が
提
起
さ
れ
、
第
一
審

（
佐
賀
地
裁
平
成
二
二
年
一
二
月
一
七
日
判
決
﹇
訟
月
五
七
巻
一
一
号
一
頁
﹈）
と
控
訴
審
（
福
岡
高
裁
平
成
二
三
年
七
月
一
日
判
決
﹇
訟
月
五
七
巻
一
一

号
四
三
頁
、
判
時
二
一
二
七
号
九
頁
﹈、
上
告
、
上
告
受
理
申
立
）
で
結
論
を
異
に
す
る
判
断
が
示
さ
れ
て
お
り
、
被
疑
者
に
対
す
る
取
調
べ
の

権
限
と
の
関
係
で
秘
密
交
通
権
の
保
護
の
あ
り
方
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
種
の
事
案
は
、
捜
査
段
階
で
の
弁
護
人
の
接
見
は
、

被
疑
者
国
選
弁
護
制
度
の
実
施
に
と
も
な
い
増
加
し
て
い
る
の
で
、
相
対
的
に
増
加
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、

被
疑
者
取
調
べ
の
際
の
秘
密
交
通
権
の
保
障
の
問
題
を
中
心
に
、
こ
れ
ま
で
の
裁
判
例
・
学
説
を
分
析
す
る
と
と
も
に
若
干
の
考
察
を
加

え
る
こ
と
と
す
る
。

第
二　

秘
密
交
通
権
の
法
的
根
拠
と
性
格

1　

秘
密
交
通
権
の
法
的
根
拠
と
性
格

刑
訴
法
三
九
条
一
項
は
、
被
疑
者
の
防
御
活
動
を
補
完
す
る
た
め
に
、
身
柄
拘
束
中
の
被
疑
者
と
弁
護
人
と
が
、「
立
会
人
な
く
し
て

接
見
し
、
又
は
書
類
若
し
く
は
物
の
授
受
が
で
き
る
」
と
す
る
自
由
か
つ
秘
密
の
接
見
交
通
権
を
保
障
す
る
。
こ
こ
で
は
、「
接
見
の
機

会
」
と
「
接
見
の
秘
密
」
に
つ
い
て
権
利
が
保
障
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
で
憲
法
上
の
接
見
交
通
権
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
主
に

接
見
指
定
要
件
の
解
釈
が
問
題
と
な
る
前
者
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
こ
で
の
位
置
づ
け
は
、
被
疑
者
と
弁
護
人
と
が
共
有
す

る
防
御
情
報
等
の
秘
密
を
保
障
す
る
後
者
の
秘
密
交
通
権
の
根
拠
と
し
て
も
重
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
点
を
検
討
す
る
と
、
憲
法

三
四
条
前
段
は
、
単
に
弁
護
人
を
選
任
す
る
権
利
を
保
障
す
る
だ
け
で
な
く
、
被
拘
束
者
が
そ
の
自
由
を
防
御
す
る
上
で
最
も
必
要
な
と

き
に
法
律
専
門
家
の
補
助
を
得
ら
れ
る
権
利
、
つ
ま
り
、
弁
護
人
に
よ
る
実
質
的
援
助
を
受
け
る
権
利
を
保
障
し
て
お
り
（
11
）

、
こ
の
保
障
内
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容
に
被
疑
者
の
正
当
な
権
利
の
擁
護
に
と
っ
て
不
可
欠
な
接
見
交
通
権
は
含
ま
れ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
最
高
裁
も
、

前
記
の
杉
山
上
告
審
判
決
（
昭
和
五
三
年
七
月
一
〇
日
民
集
三
二
巻
五
号
八
二
〇
頁
）
以
来
、「
弁
護
人
等
と
の
接
見
交
通
権
は
、
身
体
を
拘
束

さ
れ
た
被
疑
者
が
弁
護
人
の
援
助
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
の
刑
事
手
続
上
最
も
重
要
な
基
本
的
な
権
利
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
と

と
も
に
、
弁
護
人
か
ら
い
え
ば
そ
の
固
有
権
の
最
も
重
要
な
も
の
の
一
つ
で
あ
る
」
と
し
、「
憲
法
上
の
保
障
に
由
来
す
る
。」
と
判
示
し

て
い
る
。
更
に
、
前
記
の
接
見
指
定
制
度
に
つ
い
て
の
大
法
廷
判
決
も
、「
憲
法
三
四
条
は
、
被
疑
者
に
対
し
、
弁
護
人
を
選
任
し
た
上

で
、
弁
護
人
に
相
談
し
、
そ
の
助
言
を
う
け
る
な
ど
弁
護
人
か
ら
援
助
を
う
け
る
機
会
を
持
つ
こ
と
を
実
質
的
に
保
障
す
る
」
と
し
、

「
刑
訴
法
三
九
条
一
項
は
、
憲
法
三
四
条
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
身
柄
の
拘
束
を
受
け
て
い
る
被
疑
者
が
弁
護
人
等
と
相
談
し
、
そ
の
助

言
を
受
け
る
な
ど
弁
護
人
等
か
ら
援
助
を
受
け
る
機
会
を
確
保
す
る
目
的
で
設
け
ら
れ
た
」
旨
を
判
示
し
て
、
憲
法
と
の
関
係
で
の
根
拠

を
よ
り
明
確
に
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
判
決
の
判
断
は
、
直
接
的
に
は
接
見
の
自
由
に
つ
い
て
な
さ
れ
て
い
る
が
、
接
見
交
通
権
は
接
見

の
自
由
と
秘
密
を
密
接
な
も
の
と
し
て
連
動
さ
せ
て
保
障
し
て
い
る
し
、
憲
法
三
四
条
の
趣
旨
は
弁
護
人
の
弁
護
を
受
け
る
状
態
に
身
柄

拘
束
中
の
者
を
実
質
的
に
置
く
こ
と
の
保
障
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
秘
密
裡
に
接
見
で
き
る
権
利
は
、
同
条
に
由
来
し
て
保
障
さ
れ
る
（
12
）

の

で
、
接
見
の
秘
密
に
つ
い
て
の
保
障
の
点
も
実
質
的
に
含
む
（
13
）

と
い
え
よ
う
。
そ
の
後
の
裁
判
例
で
も
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
秘
密
交
通
権

の
実
質
的
保
障
が
確
認
さ
れ
て
い
る
（
14
）

。
そ
こ
で
は
、
秘
密
交
通
権
が
憲
法
の
保
障
に
由
来
す
る
と
し
た
上
で
、
刑
訴
法
三
九
条
一
項
に
つ

い
て
、
ま
ず
、
⑴
大
阪
地
裁
平
成
一
二
年
五
月
二
五
日
判
決
（
判
時
一
七
五
四
号
一
〇
二
頁
）
は
、「
弁
護
人
か
ら
有
効
か
つ
適
切
な
援
助

を
受
け
る
機
会
を
も
つ
た
め
に
は
、
被
拘
禁
者
と
そ
の
弁
護
人
と
の
間
に
お
い
て
、
相
互
に
十
分
な
意
思
の
疎
通
と
情
報
提
供
や
法
的
助

言
等
が
何
ら
干
渉
な
く
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
り
、
特
に
、
そ
の
意
思
伝
達
や
情
報
提
供
の
や
り
と
り
の
内
容
が
捜
査
機
関
、

訴
追
機
関
、
更
に
は
収
容
施
設
側
に
知
ら
れ
な
い
こ
と
が
重
要
で
あ
る
」
と
し
て
、
秘
密
交
通
権
の
保
障
は
、
接
見
交
通
権
の
重
要
な
要

七
四
七



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
一
一
四
〇
）

素
で
あ
る
旨
を
判
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
⑵
大
阪
地
裁
平
成
一
六
年
三
月
九
日
判
決
（
判
時
一
八
五
八
号
七
九
頁
）
は
、「
被
告
人
等
と
そ

の
弁
護
人
と
の
間
に
お
い
て
、
相
互
に
十
分
な
意
思
の
疎
通
と
情
報
提
供
や
法
的
助
言
の
伝
達
等
が
、
第
三
者
、
と
り
わ
け
捜
査
機
関
、

訴
追
機
関
及
び
収
容
施
設
等
に
知
ら
れ
る
こ
と
な
く
行
わ
れ
る
こ
と
が
、
弁
護
人
か
ら
有
効
か
つ
適
切
な
援
助
を
受
け
る
上
で
必
要
不
可

欠
な
も
の
で
あ
る
」、「
…
そ
の
内
容
が
上
記
各
機
関
等
に
知
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
両
者
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
覚
知
さ

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
影
響
を
慮
っ
て
そ
れ
を
差
し
控
え
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
萎
縮
的
効
果
を
生
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
被

告
人
等
が
実
質
的
か
つ
効
果
的
な
弁
護
人
の
援
助
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
も
十
分
に
予
想
さ
れ
る
」
と
し
て
、
秘
密
交
通
権
を

弁
護
人
の
援
助
を
受
け
る
権
利
と
接
見
内
容
が
覚
知
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
意
思
疎
通
の
際
の
萎
縮
的
効
果
の
防
止
か
ら
根
拠
付
け
て
い
る
。

更
に
、
最
高
裁
平
成
一
五
年
九
月
五
日
第
二
小
法
廷
判
決
の
滝
井
繁
男
、
梶
谷
玄
裁
判
官
の
反
対
意
見
（
判
時
一
八
五
〇
号
六
一
頁
）
で
も
、

「
相
互
に
十
分
な
意
思
の
疎
通
と
情
報
提
供
や
法
的
助
言
の
伝
達
等
が
、
第
三
者
、
と
り
わ
け
捜
査
機
関
、
訴
追
機
関
及
び
収
容
機
関
等

に
知
ら
れ
る
こ
と
な
く
行
わ
れ
る
こ
と
が
、
弁
護
人
等
か
ら
有
効
か
つ
適
切
な
援
助
を
受
け
る
上
で
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
。」
と

し
、「
そ
の
内
容
が
上
記
各
機
関
等
に
知
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
両
者
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
覚
知
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
も
た
ら
さ
れ
る
影
響
を
慮
っ
て
そ
れ
を
差
し
控
え
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
萎
縮
効
果
を
生
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
被
勾
留
者
は
、
実
質
的

か
つ
効
果
的
な
弁
護
人
等
の
援
助
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
判
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、
秘
密
交
通
権
を
弁
護
人
等
の
援
助
を

受
け
る
権
利
と
接
見
内
容
を
覚
知
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
意
思
疎
通
の
際
の
萎
縮
的
効
果
の
防
止
か
ら
根
拠
付
け
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
裁
判
例
の
集
積
に
よ
っ
て
、
現
在
、
事
前
・
事
後
の
接
見
内
容
の
聴
取
等
禁
じ
る
秘
密
交
通
権
の
保
障
が
確
認
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
こ
に
お
い
て
、
こ
れ
を
弁
護
人
か
ら
の
実
質
的
な
援
助
を
受
け
る
権
利
と
接
見
内
容
が
覚
知
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
意
思
疎
通
の
際

の
萎
縮
的
効
果
の
防
止
か
ら
基
礎
付
け
て
い
る
こ
と
は
も
と
よ
り
正
当
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
根
拠
は
、
刑
事
手
続
に
お
い
て
対
立
す

七
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る
一
方
当
事
者
で
あ
る
捜
査
機
関
側
が
、
他
方
当
事
者
で
あ
る
被
疑
者
と
そ
の
弁
護
人
と
が
接
見
を
通
し
て
交
換
し
蓄
積
し
た
防
御
情
報

等
を
聴
取
等
す
る
こ
と
が
手
続
的
正
義
に
反
す
る
こ
と
に
更
に
遡
っ
て
求
め
る
べ
き
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
接
見
交
通
権
の
領
域
は
当

事
者
主
義
の
刑
事
訴
訟
の
核
心
領
域
と
し
て
対
立
当
事
者
（
捜
査
・
訴
追
機
関
）
の
干
渉
・
介
入
を
本
質
的
に
排
斥
す
る
こ
と
が
、
憲
法

三
四
条
・
三
一
条
の
前
提
で
あ
る
（
15
）

と
す
る
点
に
秘
密
交
通
権
の
根
拠
は
求
め
、
接
見
内
容
の
秘
密
性
は
、
当
事
者
主
義
な
ど
の
裁
判
原
則

に
と
っ
て
不
可
欠
の
要
素
で
あ
り
、
弁
護
人
依
頼
権
の
基
本
的
な
必
要
要
素
と
み
な
さ
れ
る
（
16
）

こ
と
か
ら
も
根
拠
付
け
る
べ
き
で
あ
る
。
ま

た
、
こ
の
理
解
は
、
捜
査
手
続
に
お
け
る
被
疑
者
の
防
御
活
動
の
保
障
に
と
っ
て
も
重
要
で
あ
る
。
捜
査
手
続
の
構
造
に
つ
い
て
は
、

「
被
疑
者
の
人
権
保
障
、
つ
ま
り
、
捜
査
手
続
に
お
け
る
デ
ュ
ー･

プ
ロ
セ
ス
の
保
障
を
確
保
す
る
た
め
に
、
被
疑
者
は
法
的
に
も
捜
査

機
関
と
対
等
で
あ
る
べ
き
一
方
の
当
事
者
で
あ
る
と
し
て
理
解
す
べ
き
（
17
）

」
で
あ
る
が
、
秘
密
交
通
権
を
当
事
者
主
義
な
ど
の
裁
判
原
則
と

の
関
係
で
根
拠
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
に
準
じ
て
捜
査
手
続
で
の
秘
密
交
通
権
の
保
障
を
根
拠
づ
け
得
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、

接
見
交
通
権
の
根
拠
に
つ
い
て
の
立
法
者
の
意
思
は
、
憲
法
三
四
条
及
び
同
三
八
条
一
項
に
も
と
づ
く
憲
法
上
の
権
利
と
と
ら
え
る
も
の

で
あ
っ
た
と
の
指
摘
も
あ
る
（
18
）

の
で
、
秘
密
交
通
権
に
つ
い
て
も
黙
秘
権
を
定
め
る
憲
法
三
八
条
一
項
の
関
係
を
含
め
た
検
討
の
余
地
が
あ

る
。
こ
の
点
、
前
記
の
接
見
指
定
制
度
に
つ
い
て
の
大
法
廷
判
決
は
、「
憲
法
三
八
条
一
項
の
不
利
益
供
述
の
強
要
の
禁
止
の
定
め
か
ら

身
体
の
拘
束
を
受
け
て
い
る
被
疑
者
と
弁
護
人
と
の
接
見
交
通
権
の
保
障
が
当
然
に
導
き
出
さ
れ
る
と
は
い
え
な
い
。」
と
し
て
い
る
が
、

そ
れ
を
前
提
に
し
て
も
秘
密
交
通
権
の
問
題
を
検
討
す
る
に
際
し
て
は
、
黙
秘
権
の
適
切
な
行
使
を
担
保
す
る
接
見
交
通
権
の
機
能
を
念

頭
に
お
く
必
要
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

2　

秘
密
交
通
権
に
対
す
る
制
約
と
そ
の
限
界

接
見
指
定
制
度
に
つ
い
て
の
大
法
廷
判
決
は
、
接
見
交
通
権
を
憲
法
三
四
条
に
由
来
す
る
重
要
な
権
利
と
し
た
上
で
、
そ
の
制
約
に
つ

七
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い
て
、「
憲
法
は
、
刑
罰
権
の
発
動
な
い
し
刑
罰
権
発
動
の
た
め
の
捜
査
権
の
行
使
が
国
家
の
権
能
で
あ
る
こ
と
を
当
然
の
前
提
と
す
る

も
の
で
あ
る
か
ら
、
被
疑
者
と
弁
護
人
等
の
接
見
交
通
権
が
憲
法
の
保
障
に
由
来
す
る
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
れ
が
刑
罰
権
な
い
し
捜
査
権

に
絶
対
的
に
優
先
す
る
よ
う
な
性
質
の
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
…
接
見
交
通
権
の
行
使
と
捜
査
権
の
行
使
と
の
間
に
合
理
的
な

調
整
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
す
る
。
思
う
に
、
弁
護
人
と
の
自
由
な
接
見
に
よ
っ
て
弁
護
人
依
頼
権
が
実
質
的
に
保
障
さ
れ

る
と
い
っ
て
も
、
接
見
交
通
権
は
外
部
的
行
為
を
伴
う
も
の
で
あ
る
以
上
、
絶
対
的
・
無
制
約
な
権
利
と
し
て
保
障
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
く
、
捜
査
の
必
要
と
い
う
公
的
な
要
求
と
の
関
係
で
合
理
的
制
約
に
服
す
る
こ
と
は
認
め
ざ
る
を
え
な
い
（
19
）

。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
を

前
提
と
し
て
も
接
見
交
通
権
に
対
す
る
制
約
は
、
そ
の
憲
法
的
意
義
に
照
ら
し
て
必
要
最
小
限
に
と
ど
め
る
べ
き
で
、
接
見
交
通
権
を
可

及
的
に
保
障
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
、
そ
の
趣
旨
を
没
却
す
る
よ
う
な
制
約
を
加
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
（
20
）

と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
し

て
、
こ
の
理
解
は
、
基
本
的
に
接
見
の
自
由
と
連
動
し
て
接
見
内
容
の
秘
密
を
保
障
す
る
秘
密
交
通
権
に
も
あ
て
は
ま
る
と
い
え
よ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
、
上
記
の
大
法
廷
判
決
が
い
う
捜
査
権
等
と
の
合
理
的
調
整
の
必
要
は
、
①
接
見
指
定
は
法
律
の
根
拠
に
基
く
制
約
で
あ

る
が
、
捜
査
・
取
調
べ
目
的
に
よ
る
秘
密
交
通
権
の
制
約
を
許
容
す
る
規
定
は
な
い
、
②
接
見
内
容
の
聴
取
に
よ
る
秘
密
交
通
権
の
制
約

は
、
そ
の
萎
縮
的
効
果
を
考
え
る
と
捜
査
・
取
調
べ
目
的
に
よ
る
接
見
交
通
権
の
実
質
的
制
約
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
接
見
指
定
は
、
憲

法
三
四
条
の
有
効
な
弁
護
の
保
障
を
実
質
的
に
制
限
し
な
い
範
囲
で
被
疑
者
の
身
体
の
利
用
を
め
ぐ
る
時
間
的
・
場
所
的
調
整
と
し
て
許

さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
両
者
の
間
に
は
、
本
質
的
相
違
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
判
決
に
よ
る
秘
密
交
通
権
の
相
対
化
は
正
当
化
し
え

な
い
と
す
る
見
解
（
21
）

も
あ
る
。
し
か
し
、
法
律
上
の
根
拠
と
し
て
は
刑
訴
法
一
九
八
条
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
事
案
の
真
相
を
明
ら
か
に
す
る

た
め
に
被
疑
者
取
調
べ
の
権
限
を
規
定
し
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
事
件
の
事
実
関
係
や
供
述
の
信
用
性
等
を
検
討
す
る
た
め
の
事
情
の

聴
取
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
事
情
の
聴
取
の
際
に
、
被
疑
者
の
供
述
が
接
見
の
内
容
に
及
ぶ
こ
と
も
あ
り
う
る
の
で
秘
密
交
通
権
と

七
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の
合
理
的
調
整
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
確
か
に
両
者
の
制
約
内
容
は
異
な
る
が
、
そ
の
点
は
秘
密
交
通
権
に
対
し
て
制
約
を
絶
対

的
に
認
め
な
い
こ
と
で
は
な
く
、
被
疑
者
の
身
柄
の
利
用
を
基
準
に
し
た
時
間
的
調
整
に
と
ど
ま
る
接
見
の
自
由
に
対
す
る
接
見
指
定
の

場
合
よ
り
も
、
秘
密
交
通
権
に
対
す
る
制
約
の
方
が
防
御
方
針
の
決
定
等
の
情
報
に
関
わ
る
こ
と
か
ら
大
き
な
制
約
効
果
が
生
じ
る
の
で
、

そ
の
権
利
の
内
容
・
性
質
に
配
慮
し
た
厳
し
い
基
準
で
捜
査
権
等
と
の
合
理
的
調
整
を
は
か
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
次
元
で
理
解
す
べ
き

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
秘
密
交
通
権
も
捜
査
権
と
の
関
係
で
合
理
的
調
整
に
服
す
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
が
、
捜
査
機
関
の
取

調
べ
に
際
し
て
接
見
内
容
の
聴
取
な
ど
を
例
外
的
に
認
め
る
た
め
に
は
、
秘
密
交
通
権
の
保
障
を
重
視
し
た
厳
格
な
要
件
の
設
定
に
よ
っ

て
両
者
の
調
整
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。

第
三　

秘
密
交
通
権
の
保
障
内
容
と
捜
査
権

1　

こ
こ
で
被
疑
者
取
調
べ
の
権
限
と
の
関
係
で
問
題
と
な
る
秘
密
交
通
権
の
保
障
内
容
を
検
討
す
る
と
、
刑
訴
法
三
九
条
一
項
が
、

「
立
会
人
な
く
し
て
」
接
見
で
き
る
と
し
て
保
障
す
る
秘
密
交
通
権
と
は
、
被
疑
者
等
と
弁
護
人
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
プ
ロ
セ
ス

自
体
と
各
人
が
授
受
し
た
情
報
の
秘
密
を
保
障
す
る
権
利
を
い
う
（
22
）

。
こ
こ
で
は
、
被
疑
者
等
と
弁
護
人
が
、
自
由
な
接
見
を
通
し
て
相
互

に
交
換
し
共
有
し
て
い
る
防
御
情
報
を
含
む
全
て
の
秘
密
が
保
護
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
接
見
交
通
権
に
は
、
接
見
を
通
し
て
、
①
弁
護
人

が
、
被
疑
事
実
に
つ
い
て
事
実
関
係
を
確
認
し
取
調
べ
の
対
処
方
法
を
助
言
す
る
と
と
も
に
公
判
の
準
備
を
行
う
機
能
や
、
②
継
続
的
な

取
調
べ
に
よ
る
不
当
な
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を
回
避
さ
せ
黙
秘
権
を
担
保
す
る
機
能
、
③
外
界
と
の
連
絡
を
断
た
れ
た
被
疑
者
の
精
神
的
な
安

定
を
図
っ
て
可
能
な
限
り
日
常
に
近
づ
け
る
援
助
を
行
う
重
要
な
機
能
が
あ
る
（
23
）

。
秘
密
交
通
権
は
、
こ
の
機
能
に
応
じ
て
接
見
の
場
の
秘

密
性
を
保
護
し
、
そ
の
場
を
通
し
て
交
換
さ
れ
た
情
報
の
秘
密
を
保
障
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
①
②
の
機
能
と
関
連
し
て
、
被
疑

七
五
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者
等
と
弁
護
人
の
間
で
、
検
察
官
が
閲
覧
等
に
応
じ
た
こ
と
に
よ
っ
て
知
り
得
た
証
拠
や
参
考
人
等
の
事
件
関
係
者
の
供
述
内
容
が
確

認
・
検
討
さ
れ
、
そ
の
上
で
被
疑
事
実
を
争
う
か
否
か
、
情
状
弁
護
を
中
心
に
訴
訟
活
動
を
行
う
か
等
の
防
御
方
針
に
つ
い
て
意
見
交
換

や
黙
秘
権
の
行
使
に
関
す
る
相
談
に
つ
い
て
、
そ
の
意
思
疎
通
の
過
程
や
結
論
に
つ
い
て
秘
密
が
保
護
さ
れ
る
。
ま
た
、
③
の
機
能
と
の

関
係
で
は
、
弁
護
人
か
ら
被
疑
者
の
精
神
的
安
定
を
図
る
た
め
に
伝
達
さ
れ
た
外
部
の
情
報
や
被
疑
者
よ
り
発
せ
ら
れ
た
現
在
の
心
情
や

家
族
、
職
場
と
の
連
絡
の
内
容
と
い
っ
た
個
人
情
報
に
関
す
る
秘
密
も
防
御
活
動
を
行
う
当
然
の
前
提
と
な
る
こ
と
か
ら
保
護
さ
れ
る
。

他
方
、
捜
査
機
関
側
は
、
事
案
の
真
相
を
解
明
す
る
た
め
に
刑
訴
法
一
九
八
条
一
項
の
被
疑
者
取
調
べ
の
権
限
に
依
拠
し
て
、
事
件
の
事

実
関
係
を
詳
細
に
確
認
す
る
た
め
に
、
犯
行
の
動
機
、
経
緯
及
び
態
様
な
ど
に
つ
い
て
被
疑
者
か
ら
事
情
を
聴
取
す
る
こ
と
に
な
る
（
24
）

。
こ

こ
で
は
、
秘
密
交
通
権
が
保
障
す
る
接
見
内
容
の
秘
密
と
事
案
の
真
相
解
明
と
い
う
捜
査
上
の
利
益
は
、
基
本
的
に
独
立
し
て
保
護
さ
れ

る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
捜
査
機
関
に
よ
る
事
情
聴
取
の
際
に
、
そ
の
質
問
に
対
す
る
被
疑
者
の
供
述
が
弁
護
人
等
と
の
接
見
内
容
に

及
ぶ
こ
と
も
あ
り
う
る
し
、
他
方
で
、
被
疑
者
等
と
弁
護
人
は
、
秘
密
接
見
の
際
に
捜
査
の
経
過
・
進
展
情
況
や
事
件
関
係
者
等
か
ら
入

手
し
た
情
報
も
分
析
し
て
防
御
方
策
を
講
ず
る
が
、
そ
こ
で
の
防
御
方
法
の
決
定
に
は
微
妙
な
問
題
も
含
む
た
め
と
き
と
し
て
捜
査
妨
害

行
為
や
弁
護
士
倫
理
違
反
行
為
の
存
在
等
が
疑
わ
れ
る
事
態
も
生
じ
う
る
。
そ
の
た
め
、
現
実
に
は
被
疑
者
の
取
調
べ
に
際
し
て
両
者
の

利
益
は
対
立
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。

2　

こ
の
よ
う
に
、
秘
密
交
通
権
の
保
障
と
捜
査
上
の
利
益
は
対
立
す
る
こ
と
か
ら
、
被
疑
者
取
調
べ
に
際
し
て
の
接
見
内
容
の
聴
取

の
許
否
や
そ
の
限
界
が
問
題
と
な
る
。
こ
こ
で
は
、
よ
り
具
体
的
に
、
①
証
拠
の
偽
造
の
教
唆
や
証
憑
隠
滅
へ
の
関
与
な
ど
の
弁
護
人
に

よ
る
行
為
が
あ
る
場
合
、
②
弁
護
人
が
真
実
に
反
し
否
認
を
勧
め
て
い
る
場
合
、
③
弁
護
人
と
の
接
見
後
に
被
疑
者
の
供
述
内
容
・
態
度

が
に
わ
か
に
変
化
し
た
た
め
、
そ
の
供
述
の
任
意
性
・
信
用
性
を
確
認
す
る
た
め
に
取
調
べ
る
場
合
、
④
被
疑
者
が
進
ん
で
接
見
内
容
を

七
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供
述
し
た
場
合
（
25
）

、
⑤
捜
査
官
に
弁
護
人
と
の
接
見
時
の
談
話
内
容
が
自
然
な
経
過
で
入
手
さ
れ
た
場
合
（
26
）

な
ど
が
問
題
と
な
る
。
そ
こ
で
、

ま
ず
、
捜
査
妨
害
的
行
為
が
問
題
と
な
る
や
や
限
界
的
な
領
域
に
属
す
る
①
②
の
場
合
を
中
心
に
検
討
を
加
え
よ
う
。

ま
ず
、
①
は
、
接
見
の
際
に
弁
護
人
に
よ
っ
て
証
拠
の
偽
造
の
教
唆
や
証
憑
隠
滅
へ
の
関
与
な
ど
の
行
為
が
な
さ
れ
て
い
る
と
疑
わ
れ

る
場
合
を
問
題
と
す
る
が
、
わ
が
国
で
は
、
現
在
、
弁
護
人
に
よ
る
証
拠
の
偽
造
や
隠
滅
に
関
す
る
情
報
等
が
外
部
に
伝
達
さ
れ
る
な
ど

の
捜
査
妨
害
行
為
が
問
題
と
さ
れ
た
事
案
は
少
な
い
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
刑
訴
法
が
、
立
会
人
な
し
の
接
見
を
認
め
た
の
は
、
防
御
権
を

実
質
的
に
保
障
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
際
の
捜
査
妨
害
に
類
す
る
行
為
が
な
さ
れ
る
お
そ
れ
に
対
し
て
は
、
弁
護
人
を
高
度
に
信
頼
す
る

と
と
も
に
、
そ
の
信
頼
を
担
保
す
る
弁
護
士
倫
理
に
基
い
て
弁
護
人
が
行
動
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
接

見
の
際
の
被
疑
者
等
と
の
意
見
交
換
、
打
合
わ
せ
等
の
内
容
の
妥
当
性
に
つ
い
て
は
、
弁
護
人
の
専
権
的
判
断
に
基
本
的
に
委
ね
る
べ
き

で
あ
る
（
27
）

。
し
か
し
、
こ
の
基
本
的
枠
組
を
前
提
と
し
て
も
、
接
見
交
通
権
は
、
理
論
的
に
は
正
当
な
弁
護
活
動
の
範
囲
内
で
認
め
ら
れ
る

と
い
う
内
在
的
制
約
が
あ
り
、
犯
罪
行
為
に
該
当
す
る
な
ど
弁
護
権
の
濫
用
と
し
て
違
法
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
に
は
、
捜
査
機

関
は
、
そ
の
点
に
限
定
し
た
上
で
捜
査
権
の
行
使
と
し
て
接
見
内
容
を
聴
取
で
き
る
と
い
え
よ
う
。
但
し
、
弁
護
人
が
正
当
な
弁
護
活
動

を
行
っ
て
い
て
も
、
実
際
に
は
証
拠
隠
滅
の
教
唆
等
が
な
さ
れ
て
い
る
と
疑
わ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
も
あ
る
の
で
、
正
当
な
弁
護
活

動
が
委
縮
し
な
い
よ
う
に
配
慮
を
し
て
弁
護
活
動
の
自
由
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
あ
く
ま
で
も
接
見
内
容
の
聴
取
を
例
外

と
し
た
上
で
、
そ
の
実
施
は
厳
格
な
要
件
の
具
備
す
る
場
合
に
限
定
す
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
接
見
内
容
の
聴
取
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、

秘
密
交
通
権
の
内
在
的
制
約
を
逸
脱
す
る
場
合
と
し
て
、
捜
査
機
関
の
主
観
的
な
判
断
に
よ
る
の
で
は
な
く
客
観
的
に
偽
証
の
教
唆
や
証

憑
隠
滅
へ
の
関
与
等
を
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
、
弁
護
人
も
認
識
し
て
敢
え
て
そ
れ
を
行
っ
て
い
る
と
き
に
限
定
す
べ
き
で
あ
る
（
28
）

。

次
に
、
②
で
は
、
弁
護
人
が
真
実
に
反
し
て
否
認
を
勧
め
る
行
為
を
問
題
と
す
る
が
、
被
疑
者
の
黙
秘
権
を
担
保
す
る
接
見
交
通
権
の

七
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機
能
を
考
慮
す
る
と
、
そ
の
こ
と
を
理
由
と
す
る
接
見
内
容
の
聴
取
は
許
さ
れ
な
い
と
い
え
よ
う
。
確
か
に
、
弁
護
人
が
被
疑
者
等
に
そ

の
権
利
と
し
て
の
黙
秘
権
の
行
使
を
す
す
め
る
こ
と
は
差
支
え
な
い
が
、
そ
の
任
務
は
社
会
正
義
の
立
場
か
ら
被
疑
者
等
の
正
当
な
利
益

を
擁
護
す
る
こ
と
に
あ
る
か
ら
、
真
実
に
反
し
て
否
認
を
勧
め
る
こ
と
は
正
当
な
権
限
を
逸
脱
す
る
（
29
）

と
い
え
る
。
こ
の
点
を
形
式
的
に
強

調
す
る
な
ら
ば
、
弁
護
権
を
濫
用
し
た
捜
査
妨
害
行
為
と
し
て
接
見
内
容
の
聴
取
を
認
め
る
余
地
は
あ
る
。
し
か
し
、
捜
査
段
階
で
の
弁

護
方
針
は
、
事
後
的
に
判
明
す
る
事
情
等
に
よ
っ
て
も
変
化
す
る
極
め
て
流
動
的
な
も
の
で
あ
り
、
弁
護
人
が
被
疑
事
件
に
関
す
る
事
実

関
係
が
詳
ら
か
に
な
ら
な
い
状
況
に
お
い
て
、
限
ら
れ
た
事
実
関
係
の
理
解
に
基
づ
い
て
被
疑
者
の
意
向
等
に
応
じ
て
否
認
を
助
言
す
る

こ
と
も
あ
り
え
る
。
ま
た
、
被
疑
者
側
に
と
っ
て
否
認
が
正
当
な
防
御
権
の
行
使
と
な
る
場
合
は
無
数
に
あ
る
の
で
、
具
体
的
に
ど
の
よ

う
な
弁
護
活
動
を
す
る
か
は
、
弁
護
人
が
自
ら
の
職
責
に
鑑
み
決
定
す
べ
き
こ
と
（
30
）

と
い
え
よ
う
。
加
え
て
、
黙
秘
権
の
行
使
の
在
り
方
と

も
関
連
し
て
、
実
際
上
も
正
当
な
弁
護
活
動
と
し
て
の
否
認
の
助
言
と
真
実
に
反
す
る
否
認
の
助
言
と
を
区
別
す
る
こ
と
は
相
当
に
困
難

で
あ
り
、
後
者
を
理
由
と
す
る
接
見
内
容
の
聴
取
は
認
め
る
こ
と
は
、
前
者
の
活
動
を
聴
取
す
る
余
地
を
生
じ
さ
せ
秘
密
交
通
権
の
保
障

の
事
実
上
の
否
定
に
つ
な
が
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
後
者
は
、
正
当
な
弁
護
権
の
逸
脱
行
為
で
あ
る
が
、
捜
査
官
の
取
調
べ
が

及
ん
で
は
な
ら
な
い
領
域
で
あ
る
（
31
）

と
い
え
よ
う
。

そ
こ
で
、
証
拠
の
偽
造
の
教
唆
や
証
拠
隠
滅
へ
の
関
与
や
真
実
に
反
す
る
否
認
が
問
題
と
な
る
①
と
②
は
、
や
や
限
界
的
な
領
域
に
属

す
る
が
、
①
は
厳
格
に
接
見
内
容
聴
取
の
要
件
を
解
し
て
、
そ
れ
を
具
備
す
る
と
き
の
み
捜
査
権
が
保
護
さ
れ
、
②
は
弁
護
人
に
よ
る
実

質
的
な
援
助
を
受
け
る
権
利
を
被
疑
者
に
保
障
す
る
た
め
に
、
全
般
的
に
接
見
内
容
の
秘
密
が
保
護
さ
れ
る
領
域
と
い
え
よ
う
。

3　

こ
れ
に
対
し
て
、
③
の
被
疑
者
の
供
述
が
変
遷
し
、
そ
の
信
用
性
等
の
確
認
の
た
め
に
接
見
内
容
を
聴
取
す
る
場
合
、
④
の
被
疑

者
が
進
ん
で
接
見
内
容
を
供
述
す
る
場
合
、
⑤
の
接
見
時
の
談
話
内
容
が
自
然
な
経
過
で
入
手
さ
れ
た
こ
と
か
ら
捜
査
官
が
接
見
内
容
の

七
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聴
取
す
る
場
合
は
、
被
疑
者
に
対
す
る
取
調
べ
の
通
常
の
過
程
で
秘
密
交
通
権
と
捜
査
上
の
利
益
と
が
微
妙
な
形
で
交
差
し
問
題
と
な
る

場
合
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
被
疑
者
の
供
述
が
変
遷
す
る
と
き
な
ど
は
、
捜
査
機
関
は
、
そ
の
信
用
性
等
を
判
断
す
る
た
め
に
、
第
三
者
に

対
し
て
な
さ
れ
た
被
疑
者
等
の
供
述
を
検
討
す
る
が
、
そ
の
際
に
、
被
疑
者
の
弁
護
人
に
対
す
る
言
動
も
重
要
な
資
料
と
な
り
得
る
（
32
）

。
勿

論
、
供
述
の
信
用
性
の
判
断
も
物
的
証
拠
の
検
討
を
中
心
に
進
め
る
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
一
定
の
限
度
で
被
疑
者
取
調
べ
に
よ
っ

て
事
実
関
係
等
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
は
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
、
こ
の
事
情
の
聴
取
の
際
に
、
被
疑
者
の
供
述
が
接
見
内
容
に
及

ぶ
こ
と
も
あ
り
得
る
し
、
そ
の
際
の
供
述
の
自
発
性
も
問
題
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
加
え
て
、
偶
々
で
は
あ
ろ
う
が
接
見
時
の
談
話
内
容

が
自
然
な
経
過
で
入
手
さ
れ
た
と
き
に
は
、
そ
の
内
容
と
被
疑
者
の
供
述
と
の
整
合
性
等
や
供
述
の
信
用
性
等
を
判
断
す
る
た
め
に
確
認

す
る
こ
と
も
必
要
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
被
疑
者
の
取
調
べ
の
際
に
一
般
的
に
問
題
と
な
る
③
④
⑤
の
場
合
に
つ
い
て
、
裁

判
例
及
び
学
説
の
検
討
を
通
し
て
、
捜
査
機
関
の
被
疑
者
等
に
対
す
る
接
見
内
容
の
聴
取
の
許
否
の
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

第
四　

接
見
内
容
の
秘
密
と
被
疑
者
の
取
調
べ

1　

裁
判
例

被
疑
者
取
調
べ
の
際
に
、
捜
査
機
関
に
よ
る
接
見
内
容
の
聴
取
が
許
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
裁
判
例
は
、
ど
の
よ
う
な
立

場
を
と
っ
て
き
た
か
、
こ
の
点
を
判
断
し
た
も
の
は
少
な
い
が
、
以
下
の
下
級
審
の
裁
判
例
が
あ
る
（
33
）

の
で
、
そ
こ
で
採
り
あ
げ
ら
れ
た
刑

訴
法
上
の
問
題
点
と
基
本
的
な
考
え
方
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
な
お
、
い
ず
れ
の
裁
判
例
の
判
断
も
他
の
問
題
点
を
含
む
が
、
接
見
内
容

の
聴
取
に
関
す
る
部
分
を
採
り
挙
げ
る
こ
と
と
す
る
。

七
五
五



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
一
一
四
八
）

⑴　

鹿
児
島
地
裁
平
成
二
〇
年
三
月
二
四
日
判
決
（
判
例
時
報
二
〇
〇
八
号
三
頁
）

﹇
事
案
﹈　

検
察
官
と
警
察
官
ら
が
、
県
議
会
議
員
選
挙
に
当
選
し
た
甲
の
選
挙
運
動
に
関
し
て
、
公
職
選
挙
法
違
反
の
疑
い
が
も
た
れ

た
被
疑
者
ら
に
対
し
、
弁
護
人
ら
と
の
接
見
の
直
後
や
こ
れ
と
近
接
し
た
時
に
取
調
べ
を
実
施
し
て
、
弁
護
人
で
あ
る
原
告
ら
と
の
接
見

内
容
を
聴
取
し
て
供
述
調
書
を
作
成
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
原
告
ら
が
、
秘
密
交
通
権
の
侵
害
を
理
由
に
国
家
賠
償
を
請
求
し
た
事
案
で

あ
る
。

﹇
判
旨
﹈　

ⅰ
「
刑
訴
法
三
九
条
一
項
の
『
立
会
人
な
く
し
て
』
と
は
、
接
見
に
際
し
て
捜
査
機
関
が
立
ち
会
わ
な
け
れ
ば
、
こ
れ
で
足

り
る
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
お
よ
そ
接
見
内
容
に
つ
い
て
捜
査
機
関
は
こ
れ
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
の
接
見
内
容
の
秘
密
を
保
障

し
た
も
の
と
い
え
、
原
則
的
に
は
接
見
後
そ
の
内
容
を
捜
査
機
関
に
報
告
さ
せ
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
。」

ⅱ
「
接
見
交
通
権
が
弁
護
人
の
固
有
権
で
あ
り
、
…
接
見
内
容
を
聴
取
す
る
こ
と
は
、
捜
査
妨
害
的
行
為
等
接
見
交
通
権
の
保
護
に
値

し
な
い
事
情
等
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
弁
護
人
の
接
見
交
通
権
を
侵
害
す
る
。」

ⅲ
弁
護
人
固
有
の
接
見
交
通
権
が
問
題
と
な
る
本
件
で
は
、「
被
告
人
ら
が
自
発
的
な
供
述
を
し
た
こ
と
か
ら
直
ち
に
接
見
内
容
を
捜

査
機
関
が
聴
取
で
き
る
と
は
い
え
な
い
。」
と
判
示
し
て
い
る
。

⑵　

佐
賀
地
裁
平
成
二
二
年
一
二
月
一
七
日
判
決
（
訟
務
月
報
五
七
巻
一
一
号
一
頁
）

﹇
事
案
﹈　

Ｘ
は
、
交
通
事
故
を
起
こ
し
関
連
す
る
殺
人
未
遂
の
被
疑
事
実
で
逮
捕
・
勾
留
さ
れ
た
被
疑
者
の
弁
護
人
と
な
っ
た
。
担
当

検
察
官
が
、
被
疑
者
か
ら
弁
護
人
と
の
接
見
内
容
を
聴
取
し
て
調
書
を
作
成
し
起
訴
後
裁
判
所
に
証
拠
調
べ
請
求
し
た
と
こ
ろ
証
拠
採
用

が
な
さ
れ
た
。
そ
の
聴
取
は
以
下
の
経
緯
で
な
さ
れ
た
。

被
疑
者
は
、
業
務
上
過
失
傷
害
等
に
よ
る
逮
捕
の
当
日
、
被
害
者
に
対
す
る
殺
意
を
否
認
し
て
い
た
が
、
翌
日
か
ら
そ
れ
を
認
め
る
供

七
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通
権
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疑
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調
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）

（
一
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四
九
）

述
を
始
め
、
そ
の
内
容
の
上
申
書
が
作
成
さ
れ
た
。
そ
の
供
述
は
、
殺
人
未
遂
の
被
疑
事
実
で
逮
捕
さ
れ
た
後
の
弁
解
録
取
、
勾
留
質
問

で
も
維
持
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
被
疑
者
は
、
後
者
の
事
実
で
逮
捕
さ
れ
た
日
の
Ｘ
の
相
弁
護
人
甲
と
の
接
見
で
、「
被
害
者
が
既
に

死
ん
だ
と
思
っ
た
の
で
、
林
道
に
放
置
し
た
。」
と
し
て
殺
意
を
否
定
し
て
い
た
。
甲
は
、
翌
日
、
そ
れ
を
報
道
機
関
に
公
表
し
た
と
こ

ろ
新
聞
に
被
疑
者
が
殺
意
を
否
認
し
て
い
る
旨
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
た
。
そ
れ
を
読
み
担
当
検
察
官
は
、
供
述
の
信
用
性
の
検
討
の
た
め

更
に
相
当
な
時
間
を
か
け
て
取
調
べ
た
と
こ
ろ
被
疑
者
は
殺
意
を
認
め
る
供
述
を
維
持
し
て
い
た
が
、
そ
の
際
に
以
下
の
質
問
を
し
た
。

そ
こ
で
は
、
被
疑
者
は
、
①
新
聞
記
事
の
と
お
り
弁
護
人
に
殺
意
を
否
認
し
た
か
を
質
問
す
る
と
、
こ
れ
を
認
め
た
。
②
そ
の
理
由
を
質

問
す
る
と
、
罪
が
重
く
な
る
と
思
い
虚
偽
の
説
明
を
し
た
旨
を
答
え
た
。
③
殺
意
を
認
め
る
と
罪
が
重
く
な
る
こ
と
は
弁
護
人
か
ら
言
わ

れ
て
わ
か
っ
た
の
か
、
も
と
も
と
知
っ
て
い
た
か
を
質
問
す
る
と
、
も
と
も
と
知
っ
て
い
た
し
弁
護
人
か
ら
も
説
明
を
受
け
た
旨
を
答
え

た
。
④
弁
護
人
に
殺
意
の
否
認
が
虚
偽
で
あ
る
旨
を
伝
え
た
か
を
確
認
す
る
と
、
本
当
の
こ
と
を
話
し
た
と
答
え
た
。
そ
こ
で
、
担
当
検

察
官
は
、
供
述
調
書
を
作
成
し
た
。
後
に
、
Ｘ
は
、
担
当
検
察
官
の
行
為
は
秘
密
交
通
権
を
侵
害
す
る
と
し
て
国
家
賠
償
の
請
求
を
し
た

事
案
で
あ
る
。

﹇
判
旨
﹈　

ⅰ
「
刑
訴
法
三
九
条
一
項
の
『
立
会
人
な
く
し
て
』
と
は
、
接
見
に
際
し
て
捜
査
機
関
が
立
ち
会
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を

意
味
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
弁
護
人
等
の
固
有
権
と
し
て
、
接
見
終
了
後
に
お
い
て
も
、
接
見
内
容
を
知
ら
れ
な
い
権
利
、
す
な
わ
ち
秘

密
交
通
権
を
保
障
し
た
も
の
で
あ
る
。」

ⅱ
「
捜
査
機
関
は
、
…
被
疑
者
等
が
有
効
か
つ
適
切
な
弁
護
人
等
の
援
助
を
受
け
る
機
会
を
確
保
す
る
と
い
う
同
項
の
趣
旨
を
損
な
う

よ
う
な
接
見
内
容
の
聴
取
を
控
え
る
べ
き
注
意
義
務
を
負
っ
て
い
る
…
上
記
義
務
に
違
反
し
て
接
見
内
容
の
聴
取
を
行
っ
た
か
否
か
は
、

聴
取
の
目
的
の
正
当
性
、
聴
取
の
必
要
性
、
聴
取
し
た
接
見
内
容
の
範
囲
、
聴
取
態
様
等
諸
般
の
事
情
を
考
慮
し
て
決
す
べ
き
」
で
あ
る
。

七
五
七



政
経
研
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第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
一
一
五
〇
）

ⅲ
「
秘
密
交
通
権
が
究
極
的
に
は
被
疑
者
等
の
防
御
の
利
益
を
保
障
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
秘
密
接
見
に
お
け
る
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
一
方
当
事
者
で
あ
る
被
疑
者
等
が
、
真
に
自
由
な
意
思
で
接
見
内
容
を
供
述
し
た
場
合
に
は
、
も
は
や
秘
密
性
保

護
の
必
要
性
は
低
減
し
た
と
い
え
、
そ
の
態
様
に
よ
っ
て
は
接
見
内
容
を
聴
取
す
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。」
と
判
示
し
て

い
る
。

⑶　

福
岡
高
裁
平
成
二
三
年
七
月
一
日
判
決
（
訟
務
月
報
五
七
巻
一
一
号
四
三
頁
、
判
例
時
報
二
一
二
七
号
九
頁
。
上
告
・
上
告
受
理
申
立
）

﹇
事
案
﹈　

⑵
判
決
の
事
案
の
控
訴
審
判
決
で
あ
る
が
、
⑵
判
決
と
法
律
上
の
見
解
を
異
に
す
る
い
く
つ
か
の
重
要
な
問
題
点
の
指
摘
が

あ
る
。

﹇
判
旨
﹈　

ⅰ
「
被
疑
者
等
に
対
し
、
唯
一
の
後
ろ
盾
と
い
っ
て
よ
い
弁
護
人
の
援
助
を
受
け
る
機
会
を
実
質
的
に
確
保
す
る
目
的
で
、

秘
密
交
通
権
を
弁
護
人
等
の
固
有
権
と
位
置
づ
け
て
い
る
以
上
、
取
調
べ
の
際
に
被
疑
者
等
が
自
発
的
に
接
見
内
容
を
供
述
し
た
と
し
て

も
、
…
弁
護
人
固
有
の
秘
密
交
通
権
を
保
護
す
る
必
要
性
が
低
減
し
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
」

ⅱ
「
捜
査
機
関
は
、
被
疑
者
等
が
弁
護
人
等
と
の
接
見
内
容
の
供
述
を
始
め
た
場
合
に
、
漫
然
と
接
見
内
容
の
供
述
を
聞
き
続
け
た
り
、

さ
ら
に
関
連
す
る
接
見
内
容
に
つ
い
て
質
問
を
し
た
り
す
る
こ
と
は
、
刑
訴
法
三
九
条
一
項
の
趣
旨
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
か
ら
、
原

則
と
し
て
差
し
控
え
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
弁
護
人
と
の
接
見
内
容
に
つ
い
て
は
話
す
必
要
が
な
い
こ
と
を
告
知
す
る
な
ど
し
て
、
…
秘
密

交
通
権
に
配
慮
す
べ
き
法
的
義
務
を
負
っ
て
い
る
」

ⅲ
「
捜
査
機
関
は
、
刑
訴
法
三
九
条
一
項
の
趣
旨
を
損
な
う
よ
う
な
接
見
内
容
の
聴
取
を
控
え
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
か
ら
、
原
則
と

し
て
、
弁
護
人
等
と
の
接
見
に
お
け
る
供
述
に
つ
い
て
聴
取
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
」
と
判
示
し
て
い
る
。

そ
の
上
で
、
本
判
決
は
、
担
当
検
察
官
の
行
っ
た
被
疑
者
へ
の
質
問
の
適
法
性
を
判
断
し
、
概
ね
「
①
甲
に
『（
被
害
者
）
死
ん
だ
と

七
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密
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（
一
一
五
一
）

思
っ
た
』
と
供
述
し
た
事
実
の
有
無
を
確
認
し
た
点
は
、
既
に
秘
密
性
が
消
失
し
て
い
る
こ
と
に
照
ら
し
、
接
見
交
通
権
に
萎
縮
的
効
果

を
及
ぼ
す
お
そ
れ
は
な
い
、
②
弁
護
人
に
捜
査
機
関
に
対
す
る
供
述
と
異
な
る
供
述
を
し
た
理
由
を
尋
ね
た
点
も
、
被
疑
者
と
弁
護
人
間

の
意
思
疎
通
の
内
容
を
尋
ね
た
わ
け
で
は
な
く
、
接
見
内
容
と
無
関
係
に
供
述
が
変
遷
し
た
理
由
を
尋
ね
た
す
ぎ
な
い
か
ら
、
刑
訴
法

三
九
条
一
項
の
趣
旨
を
損
な
う
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
③
殺
意
を
認
め
る
と
罪
が
重
く
な
る
こ
と
を
弁
護
人
か
ら
言
わ
れ
て
わ
か
っ

た
か
等
や
、
④
『
死
ん
だ
と
思
っ
た
』
旨
の
供
述
が
虚
偽
で
あ
る
こ
と
を
弁
護
人
に
伝
え
た
か
を
確
認
し
た
点
は
、
未
だ
秘
密
性
が
消
失

し
て
い
な
い
被
疑
者
と
弁
護
人
間
の
情
報
交
換
の
内
容
を
尋
ね
、
意
思
疎
通
の
過
程
を
聴
取
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
ず
、
自
由
な
意
思
疎

通
・
情
報
伝
達
に
萎
縮
的
効
果
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
か
ら
聴
取
を
控
え
る
べ
き
注
意
義
務
に
違
反
す
る
」
旨
の
判
断
を
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
判
決
は
、
既
に
す
で
に
検
討
し
た
拘
置
所
職
員
に
よ
る
弁
護
人
と
被
疑
者
等
間
の
信
書
等
の
開
披
、
内
容
の
確
認
等
の
問
題

で
下
級
審
が
示
し
て
い
た
秘
密
交
通
権
の
保
障
の
根
拠
と
制
約
に
つ
い
て
の
判
断
を
踏
襲
し
確
認
す
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

秘
密
交
通
権
が
、
憲
法
三
四
条
の
保
障
に
由
来
す
る
権
利
、
弁
護
人
の
固
有
権
で
あ
り
、
接
見
に
際
し
て
の
自
由
な
意
思
疎
通
・
情
報
伝

達
に
萎
縮
的
効
果
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
観
点
か
ら
認
め
ら
れ
る
が
、
捜
査
権
と
の
関
係
で
の
調
整
の
余
地
を
認
め
る
点
で
共
通
す
る
。

ま
た
、
そ
の
点
に
加
え
て
捜
査
機
関
は
、
刑
訴
法
三
九
条
一
項
の
趣
旨
を
損
な
う
よ
う
な
聴
取
を
控
え
る
べ
き
と
す
る
点
で
共
通
し
て
い

る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
、
被
疑
者
の
取
調
の
権
限
と
の
関
係
で
、
接
見
内
容
の
秘
密
を
保
護
す
る
基
準
が
異
な
り
、
例
外
と
し
て
の
接

見
内
容
の
聴
取
を
許
す
判
断
枠
組
を
異
に
し
て
い
る
。
ま
ず
、
⑴
判
決
は
、
被
疑
者
等
が
自
発
的
に
供
述
し
た
と
き
も
含
め
て
、
捜
査
妨

害
的
行
為
等
接
見
交
通
権
の
保
護
に
値
し
な
い
事
情
等
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
、
接
見
内
容
の
聴
取
を
許
さ
な
い
と
す
る
厳
格
な
基
準

を
採
用
す
る
も
の
と
理
解
で
き
よ
う
（
34
）

。
次
に
、
⑵
判
決
は
、
秘
密
交
通
権
の
保
障
を
捜
査
権
と
の
関
係
で
は
相
対
的
な
保
障
と
し
、
被
疑

者
が
自
由
意
思
に
よ
っ
て
接
見
内
容
を
供
述
す
る
と
き
は
保
護
の
必
要
性
が
低
減
し
て
接
見
内
容
の
聴
取
が
許
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
、
そ

七
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れ
に
あ
た
る
か
を
利
益
衡
量
的
な
基
準
に
よ
り
個
別
具
体
的
事
情
を
斟
酌
し
て
判
断
す
る
と
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
⑶
判
決
は
、
秘

密
交
通
権
の
保
障
を
重
視
し
て
、
被
疑
者
の
自
由
意
思
に
よ
る
供
述
に
よ
っ
て
も
、
そ
の
保
護
の
必
要
性
は
低
減
せ
ず
、
接
見
内
容
の
聴

取
を
例
外
と
し
て
許
す
か
は
、
聴
取
の
対
象
と
な
る
事
実
が
秘
密
性
を
維
持
し
て
い
る
か
、
つ
ま
り
秘
密
性
の
喪
失
の
有
無
と
い
う
比
較

的
厳
格
な
基
準
に
よ
る
べ
き
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
⑵
と
⑶
判
決
で
は
、
被
疑
者
が
自
由
意
思
に
よ
っ
て
供
述
す
る
場
合
に
、
捜
査
機
関

が
接
見
内
容
の
聴
取
を
控
え
る
必
要
が
あ
る
か
に
つ
い
て
も
結
論
を
異
に
し
て
い
る
。
こ
の
点
、
⑴
と
⑶
判
決
が
ほ
ぼ
同
様
に
、
自
発
的

な
供
述
の
と
き
も
含
め
て
接
見
内
容
を
聴
取
で
き
な
い
と
す
る
こ
と
か
ら
、
両
判
決
は
、
⑵
判
決
と
比
較
し
て
秘
密
交
通
権
の
保
障
を
重

視
す
る
判
断
枠
組
に
立
つ
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
下
級
審
の
判
断
に
よ
っ
て
秘
密
交
通
権
の
保
護
の
必
要
性
の
理
解
と
も
関
連
し
て
、

被
疑
者
取
調
べ
に
際
し
て
接
見
内
容
の
聴
取
を
許
す
か
を
判
断
す
る
枠
組
と
基
準
に
つ
い
て
の
問
題
点
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
以
下

で
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
点
を
学
説
の
分
析
を
通
し
て
検
討
し
よ
う
。

2　

接
見
内
容
の
聴
取
の
許
否
と
聴
取
の
許
容
基
準

接
見
内
容
の
秘
密
の
保
護
に
つ
い
て
は
、
被
疑
者
取
調
べ
の
権
限
と
の
関
係
で
保
護
の
程
度
が
問
題
と
な
り
、
接
見
内
容
の
聴
取
は
許

さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
そ
の
許
容
基
準
等
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
点
の
代
表
的
見
解
を
検
討
す
る
。

⑴　

ま
ず
、
秘
密
交
通
権
の
保
障
を
重
視
し
て
、
捜
査
機
関
等
は
、
接
見
の
際
だ
け
で
は
な
く
事
後
に
被
疑
者
等
を
取
り
調
べ
て
接
見

内
容
を
明
ら
か
に
さ
せ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
（
35
）

、
つ
ま
り
、
接
見
の
場
で
交
換
さ
れ
た
情
報
は
絶
対
的
に
保
障
さ
れ
る
と
す
る
見
解
（
36
）

が
あ

る
。こ

の
見
解
は
、
①
「
防
御
の
秘
密
」
が
憲
法
の
保
障
す
る
弁
護
人
依
頼
権
の
本
質
を
な
す
以
上
、
刑
訴
法
一
九
八
条
一
項
の
取
調
べ
権

限
も
内
在
的
制
約
を
受
け
る
（
37
）

。
②
接
見
指
定
に
つ
い
て
の
大
法
廷
判
決
が
示
し
た
接
見
交
通
権
と
捜
査
権
等
と
の
合
理
的
調
整
の
必
要
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は
、
接
見
指
定
と
秘
密
交
通
権
の
制
約
に
は
本
質
的
相
違
が
あ
る
の
で
当
て
嵌
ま
ら
ず
、
こ
れ
に
よ
る
秘
密
交
通
権
の
相
対
化
を
認
め
る

こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
（
38
）

等
を
論
拠
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
見
解
は
、
既
に
検
討
し
た
よ
う
に
、
次
の
理
由
か
ら
支
持
し
え
な
い
。

第
一
に
、
秘
密
交
通
権
も
、
憲
法
の
他
の
基
本
的
権
利
と
同
様
に
外
部
的
行
為
を
伴
う
以
上
絶
対
的
・
無
制
約
な
権
利
と
し
て
保
障
さ
れ

る
わ
け
で
な
く
（
39
）

、
憲
法
の
前
提
と
す
る
捜
査
権
等
と
の
関
係
で
の
合
理
的
調
整
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
第
二
に
、
確
か
に
両
者
は
制
約

内
容
を
異
に
す
る
が
、
そ
の
こ
と
は
制
約
の
許
否
の
問
題
と
し
て
で
は
な
く
、
秘
密
交
通
権
に
対
す
る
制
約
の
方
が
防
御
方
針
の
決
定
等

の
情
報
に
関
わ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
権
利
の
内
容
・
性
質
を
反
映
し
て
制
約
と
し
て
よ
り
大
き
く
作
用
す
る
の
で
、
そ
の
こ
と
に
配
慮
し

た
捜
査
権
と
の
合
理
的
調
整
を
図
る
必
要
が
あ
り
厳
格
な
要
件
の
下
で
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
次
元
で
理
解
す
べ
き
だ
か
ら
で

あ
る
。

⑵　

次
に
、
被
疑
者
が
自
ら
の
意
思
で
接
見
内
容
を
供
述
す
る
場
合
も
あ
り
、
ま
た
、
弁
護
人
の
「
接
見
内
容
を
秘
匿
す
る
」
こ
と
へ

の
期
待
は
、
第
一
次
的
に
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
相
手
方
で
あ
る
被
疑
者
に
委
ね
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
、
捜
査
上
の
必
要
性
を
犠
牲

に
し
て
被
疑
者
に
接
見
内
容
を
尋
ね
る
こ
と
ま
で
を
禁
じ
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
の
は
行
き
過
ぎ
で
、
そ
の
許
否
は
、
聴
取
の
目
的
の
正

当
性
、
聴
取
の
必
要
性
、
聴
取
し
た
接
見
内
容
の
範
囲
、
聴
取
態
様
等
諸
般
の
事
情
を
総
合
的
考
慮
し
て
判
断
す
べ
き
と
す
る
見
解
が
あ

る
（
40
）

。
こ
の
見
解
は
、
基
本
的
に
上
記
⑵
判
決
の
判
断
基
準
を
支
持
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
被
疑
者
の
任
意
の
供
述
に
よ
っ
て
、
秘
密
性

保
護
の
必
要
性
が
低
減
す
る
と
い
う
評
価
を
基
礎
に
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
判
断
枠
組
を
理
解
す
る
に
際
し
て
は
、
捜
査
機
関
が
会

話
の
一
方
当
事
者
の
同
意
を
得
て
そ
の
内
容
を
聴
取
等
す
る
同
意
盗
聴
に
つ
い
て
の
議
論
が
、
対
話
内
容
の
秘
密
の
保
護
と
い
う
点
で
問

題
状
況
が
類
似
す
る
の
で
参
考
に
な
る
（
41
）

と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
話
者
の
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
権
の
主
要
な
要
素
で
あ
る
会
話
内
容
の
秘

密
性
は
会
話
の
相
手
方
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
相
手
方
が
そ
れ
を
処
分
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
完
全
な
意
味
で
の
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
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権
の
侵
害
は
な
く
強
制
処
分
と
ま
で
は
い
え
ず
任
意
処
分
と
し
て
（
42
）

、
一
種
の
利
益
衡
量
の
方
法
に
よ
り
、
一
方
に
お
い
て
、
盗
聴
や
秘
密

録
音
を
す
る
正
当
な
事
由
が
あ
り
、
他
方
に
お
い
て
、
当
の
会
話
が
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
を
そ
れ
程
期
待
し
得
な
い
よ
う
な
状
況
で
な
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
と
き
な
ど
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
当
事
者
録
音
や
同
意
盗
聴
も
例
外
的
に
許
さ
れ
る
と
す
る
見
解
（
43
）

が
有
力
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
会
話
の
相
手
方
に
よ
る
秘
密
性
の
放
棄
が
あ
る
こ
と
か
ら
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
保
護
の
必
要
性
が
低
く
な
る
こ
と
を
基
礎
に
し

て
い
る
が
、
接
見
内
容
の
聴
取
に
関
す
る
こ
の
見
解
は
、
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
理
論
的
枠
組
に
立
つ
も
の
と
い
え
よ
う
。

そ
の
点
も
踏
ま
え
て
検
討
を
加
え
る
と
、
こ
の
見
解
は
、
条
文
の
文
言
上
、
①
刑
訴
法
三
九
条
一
項
は
、
事
後
に
接
見
内
容
を
聴
取
す

る
こ
と
を
禁
止
・
制
約
す
る
趣
旨
を
含
ま
な
い
。
②
事
案
の
真
相
の
解
明
を
図
る
た
め
の
被
疑
者
取
調
べ
（
刑
訴
法
一
九
八
条
一
項
）
に
は
、

そ
の
聴
取
事
項
に
つ
い
て
法
令
上
制
限
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
、
実
質
的
に
も
、
③
接
見
交
通
権
が
被
疑
者
自
身
の
権
利
保
護
の
た

め
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
被
疑
者
に
接
見
内
容
の
秘
匿
の
決
定
権
が
あ
り
、
そ
の
意
思
で
秘
密
を
放
棄
し
て
供
述
す
る
と
秘
密
性
保

護
の
必
要
性
が
低
減
す
る
こ
と
等
を
論
拠
と
し
て
い
る
（
44
）

。
し
か
し
、
こ
の
見
解
は
、
次
の
理
由
に
よ
り
支
持
し
え
な
い
。
第
一
に
、
①
②

に
つ
い
て
は
、
既
に
検
討
し
た
よ
う
に
下
級
審
の
判
例
の
集
積
に
よ
っ
て
憲
法
三
四
条
の
弁
護
人
依
頼
権
に
由
来
す
る
秘
密
交
通
権
は
、

接
見
の
前
後
を
含
め
て
接
見
内
容
の
秘
密
を
保
障
す
る
と
の
理
解
が
一
般
的
に
確
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
の
整
合
性
に
欠
け
る
。
第
二
に
、

③
は
、
被
疑
者
が
任
意
に
秘
密
性
を
放
棄
し
供
述
す
る
こ
と
を
重
視
す
る
が
、
こ
の
観
点
は
、
取
調
べ
受
忍
義
務
を
課
せ
ら
れ
て
密
室
で

実
施
さ
れ
る
取
調
べ
の
も
つ
強
制
的
契
機
を
現
実
に
払
拭
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
に
加
え
て
、
取
調
べ
に
弁
護
人
の
立
会
い
が
認

め
ら
れ
て
い
な
い
現
状
で
は
被
疑
者
等
が
真
摯
に
か
つ
進
ん
で
供
述
し
た
こ
と
を
担
保
す
る
手
段
が
な
く
（
45
）

、
捜
査
機
関
に
よ
る
違
法
・
不

当
な
取
調
べ
が
な
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
場
で
こ
れ
を
直
接
規
制
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
46
）

の
で
強
調
し
え
な
い
。
ま
た
、
被
疑
者
の
任

意
の
秘
密
性
の
放
棄
に
よ
っ
て
、
そ
の
保
護
の
必
要
性
が
低
減
す
る
と
す
る
点
は
、
接
見
交
通
権
が
弁
護
人
の
固
有
権
で
あ
る
こ
と
を
考
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え
る
と
、
被
疑
者
の
み
の
解
除
だ
け
で
は
な
く
弁
護
人
の
解
除
を
も
必
要
と
す
べ
き
で
あ
る
（
47
）

し
、
そ
の
放
棄
の
内
容
に
は
、
接
見
の
際
に

打
合
わ
さ
れ
た
防
御
情
報
等
の
秘
密
に
関
す
る
利
益
も
含
み
う
る
の
で
、
こ
れ
を
理
由
と
す
る
接
見
内
容
の
聴
取
を
認
め
る
こ
と
は
、
捜

査
機
関
が
防
御
方
針
や
防
御
上
重
要
な
事
実
を
知
り
う
る
状
態
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
秘
密
交
通
権
の
保
障
の
基
礎
に
あ
る

当
事
者
主
義
訴
訟
構
造
に
実
質
的
に
反
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
（
48
）

。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
重
要
な
利
益
の
放
棄
は
弁
護
人
と
の
事
前
の

相
談
と
同
意
を
得
て
の
み
行
え
る
（
49
）

と
す
べ
き
で
、
そ
の
意
味
で
、
既
に
指
摘
し
た
同
意
盗
聴
の
場
合
に
お
い
て
、
一
方
当
事
者
の
同
意
に

よ
っ
て
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
の
保
護
の
必
要
性
が
低
く
な
る
と
評
価
さ
れ
る
の
と
は
異
な
り
、
接
見
の
内
容
に
は
防
御
上
の
秘
密
も
含
ま
れ

て
い
る
の
で
被
疑
者
等
が
単
独
で
任
意
に
供
述
し
て
も
、
そ
の
保
護
の
必
要
性
の
低
減
は
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
第
三
に
、
こ
れ

に
加
え
て
、
こ
の
見
解
が
利
益
衡
量
的
基
準
に
よ
っ
て
接
見
内
容
の
聴
取
の
許
否
を
判
断
す
る
点
も
、
そ
こ
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
聴
取
の

目
的
の
正
当
性
、
聴
取
の
必
要
性
等
の
う
ち
の
ど
の
事
実
に
具
体
的
に
重
点
を
置
い
て
評
価
す
る
か
に
よ
っ
て
結
論
が
大
き
く
異
な
る
可

能
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
明
確
な
基
準
と
は
い
え
ず
、
事
案
に
よ
っ
て
は
聴
取
の
必
要
性
が
重
視
さ
れ
て
秘
密
交
通
権
に
対
す
る
制
約
が
強

ま
る
お
そ
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
（
50
）

。

3　

思
う
に
、
秘
密
交
通
権
に
対
し
て
も
、
被
疑
者
取
調
べ
の
権
限
と
の
関
係
で
一
定
の
合
理
的
調
整
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
が
、
そ

の
保
障
の
趣
旨
か
ら
接
見
内
容
を
聴
取
す
る
こ
と
は
原
則
と
し
て
許
さ
れ
ず
、
例
外
的
と
し
て
こ
れ
を
許
す
場
合
に
は
、
秘
密
交
通
権
に

対
す
る
制
約
を
必
要
最
小
限
の
も
の
と
す
る
た
め
に
、
そ
の
許
否
を
判
断
す
る
基
準
は
明
確
な
も
の
で
あ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
接

見
内
容
の
聴
取
の
許
否
を
判
断
す
る
に
際
し
て
は
、
比
較
的
明
確
で
あ
る
こ
と
か
ら
⑶
判
決
が
示
し
た
基
準
に
よ
る
べ
き
と
い
え
よ
う
。

つ
ま
り
、
接
見
内
容
の
聴
取
の
許
否
は
、
そ
れ
に
含
ま
れ
る
聴
取
の
対
象
と
な
る
事
実
に
つ
い
て
秘
密
性
の
喪
失
の
有
無
と
い
う
基
準
に

よ
り
つ
つ
、
実
質
的
に
被
疑
者
等
と
弁
護
人
と
の
意
思
疎
通
の
過
程
と
そ
の
結
果
が
侵
害
さ
れ
る
か
否
を
検
討
し
て
判
断
す
べ
き
で
あ
る
。

七
六
三
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こ
の
よ
う
に
解
す
る
の
は
、
既
に
検
討
し
た
よ
う
に
、
秘
密
交
通
権
の
保
障
の
実
質
的
根
拠
は
、
接
見
内
容
が
覚
知
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

被
疑
者
等
と
弁
護
人
と
の
間
の
意
思
疎
通
の
際
に
萎
縮
的
効
果
が
生
じ
る
こ
と
を
防
止
す
る
こ
と
と
、
一
方
当
事
者
で
あ
る
捜
査
機
関
が

接
見
内
容
を
聴
取
す
る
こ
と
が
手
続
的
正
義
に
反
し
、
当
事
者
主
義
訴
訟
構
造
に
実
質
的
に
反
す
る
こ
と
に
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
捜

査
機
関
が
関
与
す
る
こ
と
な
く
、
接
見
内
容
の
一
部
が
自
然
の
経
過
で
明
ら
か
と
な
っ
た
場
合
な
ど
で
は
、
秘
密
性
が
既
に
喪
失
し
て
い

る
事
実
の
範
囲
で
、
接
見
内
容
の
聴
取
を
認
め
た
と
し
て
も
被
疑
者
等
と
弁
護
人
と
の
意
思
疎
通
に
つ
い
て
、
そ
の
こ
と
自
体
か
ら
直
ち

に
萎
縮
的
効
果
が
生
じ
る
お
そ
れ
は
な
く
、
ま
た
、
当
事
者
主
義
訴
訟
構
造
に
実
質
的
に
反
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ

こ
で
、
こ
の
基
準
に
よ
る
事
例
判
断
の
積
重
ね
に
よ
っ
て
接
見
内
容
の
聴
取
が
許
さ
れ
る
場
合
の
類
型
化
と
明
確
性
を
高
め
て
い
く
べ
き

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
⑶
判
決
が
問
題
と
し
た
公
表
事
実
の
聴
取
に
関
し
て
、
聴
取
が
（
秘
密
性
が
喪
失
し
て
い
る
）

公
表
事
実
を
超
え
て
本
来
聴
取
が
許
さ
れ
な
い
事
項
に
ま
で
及
ぶ
危
険
が
あ
り
、
公
表
事
実
の
聴
取
を
許
容
す
る
こ
と
は
、
被
疑
者
と
弁

護
人
に
お
け
る
本
来
聴
取
が
許
さ
れ
な
い
事
項
に
関
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
差
し
控
え
る
と
い
う
萎
縮
的
効
果
を
生
む
と
し
て
、

秘
密
性
の
喪
失
が
あ
っ
た
と
し
て
も
公
表
事
実
の
聴
取
は
禁
止
す
べ
き
と
す
る
見
解
（
51
）

も
あ
る
。
確
か
に
、
被
疑
者
取
調
べ
の
実
施
の
際

に
、
聴
取
の
範
囲
が
秘
密
性
を
喪
失
し
た
事
実
を
超
え
て
広
が
る
お
そ
れ
は
存
在
す
る
が
、
一
方
で
、
公
表
等
に
よ
っ
て
秘
密
性
が
喪
失

し
た
事
実
に
つ
い
て
、
そ
れ
に
関
連
し
た
事
実
関
係
等
を
確
認
す
る
と
い
う
捜
査
上
の
必
要
も
あ
り
、
聴
取
を
一
切
認
め
な
い
と
す
る
こ

と
は
適
切
さ
に
欠
け
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
捜
査
機
関
は
、
⑶
判
決
も
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
、
秘
密
交
通

権
を
保
障
し
た
刑
訴
法
三
九
条
一
項
の
趣
旨
か
ら
、
未
だ
秘
密
性
の
失
わ
れ
て
い
な
い
事
実
に
つ
い
て
は
、
弁
護
人
と
の
接
見
内
容
に
つ

い
て
は
話
す
必
要
が
な
い
こ
と
を
告
知
し
聴
取
を
控
え
る
な
ど
の
配
慮
を
す
べ
き
義
務
を
認
め
運
用
に
際
し
て
の
配
慮
に
よ
っ
て
対
処
す

七
六
四
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べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
刑
訴
法
の
個
々
の
規
定
の
解
釈
・
運
用
に
あ
た
っ
て
は
、
憲
法
と
の
整
合
性
を
保
つ
べ
き
で
あ
り
、
刑
訴
法

三
九
条
一
項
の
場
合
も
、
秘
密
交
通
権
を
保
障
し
た
憲
法
三
四
条
の
趣
旨
を
及
ぼ
す
解
釈
・
運
用
を
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

第
五　

結
び
に
代
え
て

今
後
、
捜
査
手
続
で
、
被
疑
者
等
と
弁
護
人
と
の
間
の
接
見
内
容
の
聴
取
が
問
題
と
な
る
事
例
が
除
々
に
現
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

そ
こ
で
、
こ
の
問
題
に
対
処
す
る
た
め
に
、
接
見
内
容
の
聴
取
の
許
否
を
判
断
す
る
基
本
的
枠
組
を
明
確
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
が
、

既
に
検
討
し
た
よ
う
に
、
秘
密
交
通
権
は
、
被
疑
者
の
取
調
べ
の
関
係
で
は
最
大
限
に
保
障
さ
れ
、
捜
査
機
関
は
原
則
と
し
て
接
見
内
容

の
聴
取
等
を
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
こ
れ
が
許
さ
れ
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
例
外
で
あ
り
、
接
見
時
に
偽
証
の
教
唆
や
証
拠
隠
滅
へ

の
関
与
な
ど
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
明
白
な
場
合
等
に
限
る
べ
き
で
あ
る
し
、
接
見
内
容
に
関
連
し
て
弁
護
人
等
に
よ
る
公
表
行
為
が
な
さ

れ
た
こ
と
等
よ
っ
て
秘
密
性
が
喪
失
し
て
い
る
こ
と
が
明
確
な
事
実
の
範
囲
に
限
定
し
て
許
さ
れ
る
と
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
解

す
る
こ
と
は
、
接
見
内
容
の
聴
取
を
許
す
例
外
的
場
合
に
つ
い
て
、
か
な
り
厳
し
い
要
件
を
設
け
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
か
な
り

の
程
度
に
秘
密
接
見
は
保
障
さ
れ
る
の
で
、
特
に
例
外
と
し
て
挙
げ
た
証
拠
隠
滅
へ
の
関
与
な
ど
と
も
関
連
す
る
不
適
切
弁
護
の
問
題
に

つ
い
て
は
、
弁
護
人
を
高
度
に
信
頼
し
、
弁
護
士
倫
理
に
沿
っ
た
行
動
を
と
る
こ
と
を
期
待
し
て
そ
の
専
門
家
と
し
て
の
判
断
に
委
ね
る

こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
を
前
提
と
す
る
と
、
今
後
は
、
広
く
捜
査
弁
護
の
あ
り
方
や
そ
の
質
の
向
上
と
い
っ
た
観
点
か
ら
の
議
論
を
活

発
に
行
い
正
当
な
弁
護
活
動
の
範
囲
の
明
確
化
に
努
め
る
な
ど
、
捜
査
弁
護
の
改
善
点
を
検
討
し
総
体
的
な
観
点
か
ら
実
質
的
で
有
効
な

弁
護
の
保
障
を
確
実
な
も
の
と
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
捜
査
機
関
に
よ
る
接
見
内
容
の
聴
取
は
、
身
柄
拘
束
状
態
を
利

用
し
て
実
施
さ
れ
る
被
疑
者
取
調
べ
が
事
実
上
強
制
の
契
機
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
配
慮
し
て
違
法
捜
査
の
防
止
の
観
点
か
ら
も
検
討
す

七
六
五
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べ
き
問
題
で
あ
り
、
現
在
本
格
的
な
導
入
が
検
討
さ
れ
て
い
る
取
調
べ
の
可
視
化
を
図
る
制
度
と
の
関
係
で
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と

考
え
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
他
日
を
期
し
た
い
。

（
1
） 

三
井
誠
「
被
疑
者
の
取
調
べ
と
そ
の
規
制
」
刑
法
雑
誌
第
二
七
巻
第
一
号
一
七
二
頁
以
下
。

（
2
） 

大
法
廷
判
決
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
は
座
談
会
「
取
調
べ
と
接
見
交
通
権
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
現
代
刑
事
法
一
三
号
五
頁
以
下
（
二
〇
〇
〇

年
）、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
接
見
交
通
権
」
刑
法
雑
誌
第
四
一
巻
第
三
号
四
三
三
頁
以
下
（
二
〇
〇
二
年
）
参
照
。

（
3
） 

自
由
と
正
義
第
四
二
巻
六
号
七
八
頁
。

（
4
） 

日
本
弁
護
士
連
合
会
・
接
見
交
通
権
確
立
実
行
委
員
会
『
接
見
交
通
権
マ
ニ
ュ
ア
ル
﹇
第
一
三
版
﹈』（
二
〇
一
二
年
）
九
一
頁
、
一
〇
一
頁
所

収
の
、
平
成
二
〇
年
五
月
一
日
の
最
高
検
察
庁
「
取
調
べ
の
適
正
を
確
保
す
る
た
め
の
逮
捕
・
勾
留
中
の
被
疑
者
と
弁
護
人
と
の
間
の
接
見
に
対
す

る
一
層
の
配
慮
に
つ
い
て
（
依
命
通
達
）」、
平
成
二
〇
年
五
月
八
日
の
警
察
庁
通
達
「
取
調
べ
の
適
正
を
確
保
す
る
た
め
の
逮
捕
・
勾
留
中
の
被
疑

者
と
弁
護
人
等
と
の
間
の
接
見
に
対
す
る
一
層
の
配
慮
に
つ
い
て
」。

（
5
） 

石
川
才
顯
『
捜
査
に
お
け
る
弁
護
の
機
能
』
一
五
三
頁
（
日
本
評
論
社
、
一
九
九
三
年
）
参
照
。

（
6
） 

大
阪
地
裁
平
成
一
二
年
五
月
二
五
日
判
決
（
判
時
一
七
五
四
号
一
〇
二
頁
）。

（
7
） 

大
阪
地
裁
平
成
一
六
年
三
月
九
日
判
決
（
判
タ
一
一
五
五
号
一
八
五
頁
、
判
時
一
八
五
八
号
七
九
頁
）。

（
8
） 

最
高
裁
平
成
一
五
年
九
月
五
日
判
決
（
判
時
一
八
五
〇
号
六
一
頁
）
の
梶
谷
玄
・
滝
井
繁
男
裁
判
官
の
反
対
意
見
は
、
接
見
内
容
の
秘
密
の
保

障
の
重
要
性
を
指
摘
し
被
疑
者
等
と
弁
護
人
と
の
間
の
信
書
の
検
閲
は
許
さ
れ
な
い
と
し
て
い
る
。

（
9
） 

他
に
接
見
内
容
の
秘
密
性
を
問
題
に
し
た
も
の
と
し
て
、
秘
密
性
を
放
棄
し
た
接
見
形
態
で
あ
る
「
面
会
接
見
」
と
い
う
新
概
念
を
認
め
た
最

高
裁
平
成
一
七
年
四
月
一
九
日
判
決
（
民
集
五
九
巻
三
号
五
六
三
頁
）
等
が
あ
る
。

（
10
） 

烏
丸
真
人
「
組
織
的
な
秘
密
交
通
権
の
侵
害
と
国
選
弁
護
人
の
解
任
」
季
刊
刑
事
弁
護
三
八
号
一
三
八
頁
（
二
〇
〇
三
年
）
等
参
照
。

（
11
） 

佐
藤
幸
治
『
憲
法
』
五
二
〇
頁
（
青
林
書
院
、
新
版
、
一
九
九
〇
年
）。

七
六
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（
12
） 

木
谷
明
『
刑
事
事
実
認
定
の
理
想
と
現
実
』
一
三
四
頁
（
法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
九
年
）
参
照
。

（
13
） 

川
崎
英
明
「
刑
事
弁
護
の
自
由
と
接
見
交
通
権
」
広
渡
清
吾
ら
編
『
小
田
中
聰
樹
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
│
民
主
主
義
法
学
・
刑
事
法
学
の
展

望
│
（
上
巻
）』
一
五
頁
（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
五
年
）。

（
14
） 
渡
辺
修
「『
防
御
の
秘
密
』
と
被
疑
者
取
調
べ
の
法
的
限
界
」
鈴
木
茂
嗣
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
﹇
下
巻
﹈
二
一
九
頁
（
成
文
堂
、
二
〇
〇
七

年
）
参
照
。

（
15
） 

川
崎
・
前
掲
注（
13
）二
四
頁
。

（
16
） 

岡
田
悦
典
「
接
見
交
通
権
に
お
け
る
秘
密
性
の
基
礎
」
浅
田
和
茂
ら
編
『
村
井
敏
邦
先
生
古
稀
祝
賀
記
念
論
文
集
│
人
権
の
刑
事
法
学
』

三
二
〇
頁
（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
一
年
）。

（
17
） 

石
川
才
顯
『
刑
事
訴
訟
法
講
義
』
九
六
頁
以
下
（
日
本
評
論
社
、
一
九
七
四
年
）。

（
18
） 

三
井
誠
「
接
見
交
通
権
規
定
の
成
立
過
程
」
平
野
龍
一
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
下
巻
二
七
一
頁
以
下
（
有
斐
閣
、
一
九
九
一
年
）。

（
19
） 

田
宮
裕
『
捜
査
の
構
造
』
四
〇
二
頁
（
有
斐
閣
、
初
版
、
一
九
七
一
年
）、
寺
崎
嘉
博
「
接
見
交
通
制
限
」
法
学
教
室
二
二
八
号
二
一
頁
。

（
20
） 

常
本
照
樹
「
在
監
者
と
弁
護
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
自
由
」
法
学
教
室
二
八
四
号
一
〇
頁
（
二
〇
〇
四
年
）
参
照
。

（
21
） 

葛
野
尋
之
『
未
決
拘
禁
法
と
人
権
』
三
三
五
頁
以
下
（
現
代
人
文
社
、
二
〇
一
二
年
）、
同
「
検
察
官
に
よ
る
弁
護
人
と
被
疑
者
と
の
接
見
内

容
の
聴
取
が
秘
密
交
通
権
の
侵
害
に
あ
た
り
違
法
と
さ
れ
た
事
例
」
判
時
二
一
四
八
号
﹇
判
例
評
論
六
四
一
号
﹈
一
五
七
頁
（
二
〇
一
二
年
）。
以

下
で
は
、
前
者
の
『
未
決
拘
禁
法
と
人
権
』
を
原
則
と
し
て
引
用
す
る
。

（
22
） 

渡
辺
修
「
弁
護
人
の
押
収
拒
否
権
」『
光
藤
景
皎
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
（
上
巻
）』
二
一
九
頁
（
成
文
堂
、
二
〇
〇
一
年
）。

（
23
） 

田
宮
裕
『
刑
事
訴
訟
法
』
一
四
二
頁
（
有
斐
閣
、
新
版
、
一
九
九
六
年
）、
村
岡
啓
一
「
接
見
交
通
、
弁
護
の
立
場
か
ら
」
三
井
誠
ほ
か
編

『
刑
事
訴
訟
法
（
上
）』
三
二
九
頁
以
下
（
筑
摩
書
房
、
一
九
八
八
年
）。

（
24
） 

加
藤
康
榮
『
マ
ス
タ
ー
刑
事
訴
訟
法
』
五
三
頁
（
立
花
書
房
、
二
〇
〇
九
年
）。

（
25
） 

藤
原
彰
「
弁
護
人
の
秘
密
交
通
権
と
捜
査
を
め
ぐ
る
問
題
点
に
つ
い
て
」
法
務
研
究
報
告
書
第
六
二
集
二
号
一
五
一
頁
以
下
。

（
26
） 

三
上
庄
一
「
被
疑
者
と
弁
護
人
と
の
接
見
内
容
の
取
調
」
平
野
龍
一
ら
編
『
実
例
法
学
全
集
刑
事
訴
訟
法
』
四
二
頁
（
青
林
書
院
新
社
、

七
六
七



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
一
一
六
〇
）

一
九
六
三
年
）。

（
27
） 

川
崎
・
前
掲
注（
13
）二
一
頁
参
照
。

（
28
） 
川
崎
・
前
掲
注（
13
）二
二
頁
参
照
。
な
お
、
弁
護
士
に
よ
る
証
憑
隠
滅
教
唆
罪
の
成
立
を
認
め
た
裁
判
例
と
し
て
千
葉
地
裁
昭
和
三
四
年
九
月

一
二
日
判
決
（
判
時
二
〇
七
号
三
四
頁
）
が
あ
る
。

（
29
） 

平
野
龍
一
「
刑
事
訴
訟
法
」
七
九
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
五
八
年
）。

（
30
） 

木
谷
・
前
掲
注（
12
）一
三
六
頁
。

（
31
） 

三
上
・
前
掲
注（
26
）四
三
頁
。

（
32
） 

加
藤
俊
治
「
刑
事
判
例
研
究
﹇
四
二
六
﹈」
警
察
学
論
集
第
四
六
巻
一
〇
号
一
八
八
頁
以
下
参
照
（
二
〇
一
一
年
）。

（
33
） 

他
に
本
文
の
⑵
判
決
と
接
見
内
容
の
聴
取
の
許
否
に
つ
い
て
の
見
解
を
ほ
ぼ
共
通
に
す
る
が
、
接
見
の
際
の
や
り
と
り
か
ら
被
疑
者
が
弁
護
人

に
対
し
て
不
信
感
を
抱
き
信
頼
関
係
が
失
わ
れ
て
い
た
と
い
う
や
や
特
殊
な
事
案
に
つ
い
て
の
京
都
地
裁
平
成
二
二
年
三
月
二
四
日
判
決
（
判
時

二
〇
七
八
号
七
七
頁
）
が
あ
る
。

（
34
） 

緑
大
輔
「
刑
事
訴
訟
法
判
例
研
究
一
七
」
法
律
時
報
第
八
一
巻
一
一
号
一
二
八
頁
（
二
〇
〇
九
年
）
は
、
同
判
決
が
、
利
益
衡
量
的
手
法
で
事

案
を
検
討
し
て
い
る
が
、
そ
の
手
法
を
一
般
的
に
採
用
す
べ
き
と
考
え
て
い
る
か
は
即
断
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、「
被
告

ら
の
立
場
に
よ
っ
て
も
」
と
の
前
提
で
検
討
し
て
お
り
、
ま
た
、
被
疑
者
が
自
発
的
に
供
述
を
し
た
場
合
も
含
め
て
聴
取
は
許
さ
れ
な
い
と
す
る
こ

と
か
ら
、
同
判
決
は
本
文
に
記
載
し
た
判
断
を
中
心
的
内
容
に
す
る
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
35
） 

川
崎
・
前
掲
注（
13
）二
四
頁
。

（
36
） 

丹
治
初
彦
「
接
見
交
通
権
の
残
さ
れ
た
課
題
」
季
刊
刑
事
弁
護
五
一
号
一
六
頁
（
二
〇
〇
七
年
）、
木
谷
・
前
掲
注（
12
）一
三
五
頁
。

（
37
） 

渡
辺
・
前
掲
注（
14
）二
三
八
頁
。

（
38
） 

葛
野
・
前
掲
注（
21
）三
三
五
頁
。

（
39
） 

田
宮
・
前
掲
注（
19
）四
〇
二
頁
、
寺
崎
・
前
掲
注（
19
）二
一
頁
。

（
40
） 

加
藤
俊
治
・
前
掲
注（
32
）一
八
九
頁
以
下
。
同
旨
の
も
の
と
し
て
、
中
桐
圭
一
「
弁
護
人
と
の
接
見
時
の
や
り
取
り
に
関
す
る
尋
問
」
判
タ

七
六
八



秘
密
交
通
権
と
被
疑
者
の
取
調
べ
（
関
）

（
一
一
六
一
）

一
三
二
二
号
四
二
頁
以
下
（
二
〇
一
〇
年
）、
植
村
立
郎
「
刑
事
訴
訟
法
三
九
条
」
河
上
和
雄
ら
編
『
注
釈
刑
事
訴
訟
法
第
一
巻
』
四
五
六
頁
（
立

花
書
房
、
第
三
版
、
二
〇
一
一
年
）
が
あ
る
。

（
41
） 
緑
・
前
掲
注（
34
）一
二
八
頁
参
照
。

（
42
） 
井
上
正
仁
「
任
意
捜
査
と
強
制
捜
査
の
区
別
」
松
尾
浩
也
ら
編
『
刑
事
訴
訟
法
の
争
点
﹇
第
三
版
﹈』
四
八
頁
以
下
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
二
年
）。

（
43
） 

井
上
正
仁
「
秘
密
録
音
の
適
法
性
・
証
拠
能
力
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
『
昭
和
五
六
年
重
要
判
例
解
説
』
二
〇
四
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
八
一
年
）。

（
44
） 

加
藤
俊
治
・
前
掲
注（
32
）一
八
八
乃
至
一
九
〇
頁
。

（
45
） 

丹
治
・
前
掲
注（
36
）一
八
頁
。

（
46
） 

中
桐
・
前
掲
注（
40
）四
四
頁
。

（
47
） 

川
崎
・
前
掲
注（
13
）二
五
頁
。

（
48
） 

岡
田
・
前
掲
注（
16
）三
二
〇
頁
参
照
。

（
49
） 

葛
野
・
前
掲
注（
21
）三
三
三
頁
、
渡
辺
・
前
掲
注（
14
）二
四
〇
頁
。

（
50
） 

緑
・
前
掲
注（
34
）一
二
九
頁
参
照
。

（
51
） 

葛
野
・
前
掲
注（
21
）三
三
八
頁
。

七
六
九





七
七
一

補
欠
選
挙
の
研
究
（
岩
渕
）

（
一
一
六
三
）

補
欠
選
挙
の
研
究

岩　
　

渕　
　

美　
　

克

1
．
は
じ
め
に

平
成
二
四
年
九
月
一
二
日
、
橋
下
徹
大
阪
市
長
は
、「
日
本
維
新
の
会
」
の
結
党
を
宣
言
し
、
こ
こ
に
国
会
議
員
七
名
を
抱
え
る
新
た

な
政
党
が
誕
生
し
た
。
こ
の
新
党
に
、
国
民
は
大
き
な
期
待
を
か
け
て
い
る
。
ま
だ
生
ま
れ
た
て
の
政
党
で
あ
り
、
候
補
者
も
決
ま
っ
て

い
な
い
う
ち
か
ら
、
マ
ス
コ
ミ
各
社
の
世
論
調
査
で
は
、
比
例
代
表
の
投
票
先
と
し
て
民
主
党
を
上
回
る
人
気
を
博
し
て
い
る
（
1
）

。
こ
う
し

た
尋
常
で
は
な
い
事
態
が
生
じ
た
背
景
に
は
、
国
民
の
政
治
不
信
、
政
党
不
信
が
あ
る
。
初
め
て
の
本
格
的
な
政
権
交
代
の
末
に
誕
生
し

た
民
主
党
政
権
で
あ
っ
た
が
、
発
足
当
初
よ
り
鳩
山
由
紀
夫
内
閣
総
理
大
臣
の
普
天
間
基
地
に
関
す
る
発
言
な
ど
で
国
政
を
混
乱
さ
せ
た
。

そ
の
後
の
参
議
院
選
挙
で
与
党
が
敗
北
し
、
真
正
「
ね
じ
れ
国
会
」
を
生
み
、
衆
議
院
で
可
決
し
た
内
閣
提
出
法
案
が
参
議
院
で
は
否
決

を
余
儀
な
く
さ
れ
る
な
ど
、「
決
ま
ら
な
い
政
治
」
を
演
出
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
さ
な
か
に
東
日
本
大
震
災
と
い
う



七
七
二

政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
一
一
六
四
）

未
曽
有
の
天
災
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
処
理
も
含
め
て
、
あ
ま
り
に
も
不
慣
れ
な
閣
僚
の
失
言
な
ど
の
失
態
、
上
手
と
は
言
え
な
い
マ
ス
コ

ミ
戦
略
、
眼
に
見
え
な
い
政
治
主
導
な
ど
、
政
権
運
営
の
不
手
際
が
目
立
ち
す
ぎ
た
。
結
果
と
し
て
、
多
く
の
国
民
の
期
待
を
裏
切
っ
た

こ
と
は
間
違
い
な
い
。

一
方
、
自
民
党
も
、「
健
全
な
野
党
」
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
切
れ
ず
、
す
な
わ
ち
政
権
奪
取
だ
け
を
目
的
と
し
た
か
の
よ
う
な
発

言
や
行
動
が
目
立
ち
、
有
権
者
を
失
望
さ
せ
た
（
2
）

。
国
会
対
策
ば
か
り
が
目
に
つ
き
、
解
散
総
選
挙
に
持
ち
込
む
こ
と
が
至
上
命
題
で
あ

り
、
そ
の
た
め
に
は
ど
ん
な
手
で
も
使
う
と
言
わ
ん
ば
か
り
の
対
応
は
、
た
め
に
す
る
議
論
ば
か
り
を
繰
り
返
す
野
党
そ
の
も
の
に
見
え

た
。
よ
う
や
く
こ
ぎ
つ
け
た
「
三
党
合
意
」
も
、
そ
の
後
の
民
主
党
の
対
応
で
ご
た
つ
き
、
自
民
党
は
消
費
税
増
税
の
可
決
を
理
由
に
し

た
野
田
総
理
の
問
責
決
議
案
に
賛
成
す
る
始
末
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
合
理
性
を
欠
い
た
行
動
は
、
国
民
を
失
望
さ
せ
、
批
判
を
浴
び
て

い
る
（
3
）

。
こ
の
よ
う
な
既
成
政
党
に
失
望
し
た
有
権
者
の
受
け
皿
と
期
待
さ
れ
て
い
る
の
が
、
日
本
維
新
の
会
な
の
で
あ
る
。

も
と
も
と
地
方
政
党
と
し
て
産
声
を
上
げ
た
大
阪
維
新
の
会
は
、「
大
阪
都
構
想
」
を
柱
と
す
る
橋
下
大
阪
府
知
事
（
当
時
）
の
個
人

商
店
と
も
い
え
る
政
治
団
体
で
あ
っ
た
。
こ
の
大
阪
都
構
想
を
実
現
す
る
た
め
の
ネ
ッ
ク
と
な
っ
て
い
た
平
松
大
阪
市
長
（
当
時
）
を
降

ろ
す
た
め
に
、
大
阪
府
知
事
の
職
を
辞
し
て
大
阪
市
長
に
転
身
し
、
同
時
に
自
分
の
後
継
の
府
知
事
に
は
側
近
を
送
り
込
み
、
大
阪
府
、

大
阪
市
の
首
長
を
抑
え
る
こ
と
で
、
一
気
呵
成
に
政
策
を
進
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
橋
下
氏
の
歯
に
衣
着
せ
な
い
物
言
い
を
好
ん
だ

マ
ス
コ
ミ
、
と
り
わ
け
テ
レ
ビ
は
大
き
く
橋
下
市
長
を
取
り
上
げ
、
橋
下
人
気
を
後
押
し
し
た
。
関
西
地
区
に
お
け
る
橋
下
人
気
は
、
同

地
区
選
出
の
国
会
議
員
を
あ
わ
て
さ
せ
、
国
政
の
政
党
を
驚
嘆
さ
せ
る
ほ
ど
に
な
り
、
そ
の
人
気
は
全
国
規
模
に
発
展
し
た
。
こ
の
サ

ポ
ー
ト
メ
ン
バ
ー
と
も
い
え
る
の
が
、
東
国
原
英
夫
前
宮
崎
県
知
事
、
山
田
宏
前
杉
並
区
長
、
中
田
宏
前
横
浜
市
長
な
ど
の
地
方
自
治
体

の
首
長
経
験
者
で
あ
る
。
ま
た
地
方
政
党
が
一
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
り
、
橋
下
人
気
を
受
け
て
「
中
京
維
新
の
会
」
代
表
の
大
村
秀
章



七
七
三

補
欠
選
挙
の
研
究
（
岩
渕
）

（
一
一
六
五
）

愛
知
県
知
事
と
「
減
税
日
本
」
率
い
る
河
村
た
か
し
名
古
屋
市
長
な
ど
も
脚
光
を
浴
び
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
「
近
い
う
ち
に
」

行
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
衆
院
選
挙
の
台
風
の
目
と
も
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

橋
下
徹
、
東
国
原
英
夫
両
氏
を
除
く
他
の
メ
ン
バ
ー
の
共
通
点
は
、
国
会
議
員
出
身
者
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
落
選
し
て
や
む
を
得
ず

転
出
し
た
人
も
い
れ
ば
、
自
ら
辞
職
し
て
地
方
自
治
体
の
首
長
に
転
出
し
た
人
も
い
る
。
も
し
こ
の
次
の
選
挙
で
再
び
国
政
を
目
指
す
の

で
あ
れ
ば
、
何
故
に
地
方
自
治
体
の
首
長
に
転
出
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
説
明
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
（
4
）

。

最
近
の
傾
向
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
国
会
議
員
か
ら
地
方
自
治
体
の
首
長
に
転
出
す
る
政
治
家
の
割
合
が
増
え
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
。

そ
の
理
由
は
様
々
で
あ
ろ
う
が
、
必
ず
し
も
必
然
と
い
う
よ
り
は
、
個
人
的
な
都
合
の
よ
う
な
気
も
し
て
な
ら
な
い
。
仮
に
、
中
田
宏
前

横
浜
市
長
の
よ
う
に
、
任
期
途
中
で
地
方
選
挙
へ
の
転
出
を
果
た
そ
う
と
す
る
と
、
国
会
議
員
を
辞
職
し
て
か
ら
の
出
馬
と
な
る
。
そ
の

場
合
に
は
、
代
表
を
補
完
す
る
意
味
合
い
か
ら
、
補
欠
選
挙
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
同
様
に
、
橋
下
徹
大
阪
府
知
事
も
任
期
途
中
で

大
阪
市
長
選
挙
立
候
補
の
た
め
に
知
事
を
辞
職
す
る
こ
と
に
よ
り
、
府
知
事
、
市
長
の
ダ
ブ
ル
選
挙
を
演
出
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ

る
。こ

の
よ
う
に
転
出
を
戦
略
的
に
、
政
治
的
に
利
用
す
る
例
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
国
会
議
員
が
辞
職
し
た
場
合

に
は
、
国
政
の
補
欠
選
挙
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
日
本
の
選
挙
は
、
一
部
公
営
選
挙
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
運
営
費
に
は
国
税
が
使
わ

れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
補
欠
選
挙
に
関
し
て
は
、
選
挙
自
体
が
あ
ま
り
大
き
な
注
目
を
集
め
て
は
い
な
い
場
合
が
多
い
が
、
や
む
を
得
な
い
事
情

に
よ
る
場
合
を
除
い
て
は
、
合
理
的
で
な
い
理
由
で
選
挙
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
結
果
と
し
て
無
駄
な
税
金
の
支
出
が
発
生
し
て
い

た
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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そ
こ
で
、
本
稿
で
は
衆
参
両
院
議
員
の
補
欠
選
挙
を
取
り
上
げ
、
補
欠
選
挙
に
至
る
理
由
す
な
わ
ち
前
職
の
辞
職
理
由
を
分
析
す
る
こ

と
で
、
補
欠
選
挙
の
問
題
を
論
じ
て
み
た
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
制
度
と
し
て
の
補
欠
選
挙
に
つ
い
て
の
研
究
は
あ
ま
り
多
く
な
い
。
あ
る
と
し
て
も
、
補
欠
選
挙
の
際
の

投
票
行
動
で
あ
る
と
か
、
候
補
者
を
め
ぐ
る
政
治
過
程
で
あ
る
と
い
っ
た
研
究
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
、
当
然
の
も
の
と
し

て
判
断
さ
れ
、
ま
た
盛
り
上
が
り
も
み
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
議
論
さ
れ
る
こ
と
も
多
く
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
（
5
）

。

も
ち
ろ
ん
国
会
議
員
に
欠
員
が
出
た
場
合
に
は
、
そ
れ
を
補
充
す
る
の
が
民
主
主
義
の
た
め
に
も
適
切
で
あ
り
、
制
度
と
し
て
の
補
欠

選
挙
そ
の
も
の
に
は
問
題
は
な
い
。
ま
た
公
営
選
挙
で
あ
る
の
で
、
税
金
が
支
出
さ
れ
る
こ
と
も
当
然
の
こ
と
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
あ

く
ま
で
も
補
欠
選
挙
に
至
る
理
由
と
、
い
わ
ば
国
会
議
員
の
モ
ラ
ル
の
問
題
を
述
べ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
最
低
限
の
モ
ラ
ル
を
維
持
す

る
た
め
の
制
度
的
な
仕
組
み
に
つ
い
て
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。

同
時
に
補
欠
選
挙
は
特
別
選
挙
（
6
）

で
あ
り
、
部
分
的
に
行
わ
れ
る
の
で
、
全
国
メ
デ
ィ
ア
な
ど
に
は
扱
わ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
、
そ
の
意

味
で
は
全
国
的
な
関
心
は
必
ず
し
も
高
く
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
投
票
率
も
一
般
の
選
挙
に
比
べ
て
低
く
な
る
傾
向
に
あ
る
。
こ
う
し

た
低
投
票
率
の
問
題
に
つ
い
て
も
触
れ
る
こ
と
に
す
る
。

2
．
補
欠
選
挙
に
つ
い
て

一
般
に
国
会
議
員
な
ど
の
議
員
に
欠
員
が
出
た
場
合
に
は
、
議
員
が
国
民
や
住
民
の
代
表
で
あ
る
と
の
原
則
か
ら
そ
の
補
充
を
行
う
こ

と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
議
席
が
空
白
に
な
っ
た
場
合
の
補
充
方
法
と
し
て
、
前
田
英
昭
は
、
①
空
席
と

な
っ
た
選
挙
区
で
補
欠
選
挙
を
行
う
。
②
本
選
挙
の
際
に
、
議
員
と
と
も
に
議
員
の
代
理
者
を
あ
ら
か
じ
め
定
め
て
お
き
、
議
員
が
辞
職



七
七
五

補
欠
選
挙
の
研
究
（
岩
渕
）

（
一
一
六
七
）

又
は
死
去
し
た
場
合
に
、
そ
の
代
理
者
が
残
り
任
期
中
、
議
員
の
後
釜
に
座
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
二
つ
の
方
法
が
あ
る
と
し
て
い
る
（
7
）

。

前
者
の
代
表
は
イ
ギ
リ
ス
で
、
空
席
が
生
じ
た
た
び
に
選
挙
が
行
わ
れ
る
と
し
、
現
在
の
日
本
で
は
昭
和
二
三
年
の
第
一
回
総
選
挙
以

来
こ
の
方
式
が
と
ら
れ
て
い
る
と
す
る
。
後
者
の
議
員
代
理
を
事
前
に
定
め
て
お
く
方
法
は
、
一
八
世
紀
後
半
以
降
フ
ラ
ン
ス
で
採
用
さ

れ
て
お
り
、
代
理
者
は
議
員
選
挙
と
同
時
に
選
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
日
本
の
比
例
代
表
に
お
け
る
繰
り
上
げ
当
選
と
い
う
制
度
は
、

補
充
の
考
え
方
と
し
て
は
選
挙
の
際
に
代
理
者
を
定
め
て
お
く
制
度
の
部
類
に
入
る
と
し
て
い
る
。

現
行
の
公
職
選
挙
法
で
は
、
第
一
一
三
条
（
補
欠
選
挙
及
び
増
員
選
挙
）
に
お
い
て
、

衆
議
院
議
員
、
参
議
院
議
員
（
在
任
期
間
を
同
じ
く
す
る
も
の
を
い
う
。）
の
欠
員
に
つ
き
、
そ
の
議
員
の
欠
員
が
次
の
各
号
に
該
当
す
る

に
至
っ
た
と
き
は
、
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
（
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
又
は
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議

員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
、
中
央
選
挙
管
理
会
）
は
、
選
挙
の
期
日
を
告
示
し
、
補
欠
選
挙
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち

1　

衆
議
院
（
小
選
挙
区
選
出
）
議
員
の
場
合
に
は
、
一
人
に
達
し
た
と
き

2　

衆
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
場
合
に
は
、
当
選
人
の
不
足
数
と
通
じ
て
当
該
選
挙
区
に
お
け
る
議
員
の
定
数
の
四
分
の
一
を

超
え
る
に
至
っ
た
と
き

3　

参
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
（
在
任
期
間
を
同
じ
く
す
る
も
の
を
い
う
）
の
場
合
に
は
、
当
選
人
の
不
足
数
と
通
じ
て
通
常
選
挙
に

お
け
る
議
員
の
定
数
の
四
分
の
一
を
超
え
る
に
至
っ
た
と
き

4　

参
議
院
（
選
挙
区
選
出
）
議
員
（
在
任
期
間
を
同
じ
く
す
る
も
の
を
い
う
）
の
場
合
に
は
、
通
常
選
挙
に
お
け
る
当
該
選
挙
区
の
議
員
の

定
数
の
四
分
の
一
を
超
え
る
に
至
っ
た
と
き
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と
規
定
し
て
い
る
（
8
）

。

し
た
が
っ
て
、
現
在
で
は
衆
議
院
（
小
選
挙
区
選
出
）
で
は
欠
員
が
生
じ
た
場
合
に
は
必
ず
補
欠
選
挙
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お

り
、
参
議
院
（
選
挙
区
選
出
）
で
は
定
数
四
の
東
京
選
挙
区
お
よ
び
北
海
道
選
挙
区
で
は
二
名
以
上
の
欠
員
、
そ
の
他
の
選
挙
区
で
は
一

名
の
欠
員
で
補
欠
選
挙
が
行
わ
れ
る
。
一
方
、
総
定
数
の
四
分
の
一
を
超
え
る
と
さ
れ
る
比
例
代
表
選
出
で
は
両
院
と
も
に
補
欠
選
挙
が

行
わ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
考
え
に
く
い
状
況
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
（
9
）

。

小
選
挙
区
比
例
代
表
並
立
制
導
入
以
前
の
、
い
わ
ゆ
る
中
選
挙
区
制
の
時
代
に
お
い
て
は
、
昭
和
二
二
年
以
降
衆
議
院
議
員
選
挙
法
第

七
九
条
の
規
定
に
よ
り
一
律
二
名
の
欠
員
に
よ
っ
て
補
欠
選
挙
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
以
前
の
規
定
が
受
け
継
が
れ
て
い
た
。

し
た
が
っ
て
、
衆
院
選
に
お
い
て
は
一
名
の
欠
員
で
は
補
充
の
た
め
の
補
欠
選
挙
は
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
前
述
の
前
田
は
「
イ
ギ
リ
ス
型

か
ら
離
れ
始
め
る
。
欠
員
は
放
置
さ
れ
て
も
か
ま
わ
な
い
と
い
う
考
え
に
変
わ
っ
た
」
と
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
選
挙
区
に

お
け
る
選
挙
施
行
の
手
続
き
が
煩
雑
に
な
っ
た
た
め
で
、
代
表
制
の
補
完
に
大
き
な
支
障
を
生
じ
な
い
限
り
は
補
欠
選
挙
を
行
わ
な
く
て

も
よ
い
だ
ろ
う
と
考
え
た
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
10
）

。

さ
ら
に
、
小
選
挙
区
比
例
代
表
並
立
制
の
導
入
に
伴
い
、
補
欠
選
挙
の
増
大
が
予
想
さ
れ
た
の
で
、
平
成
一
二
年
の
公
職
選
挙
法
改
正

で
は
、
補
欠
選
挙
を
年
二
回
に
ま
と
め
て
行
う
こ
と
に
な
っ
た
。

公
職
選
挙
法
第
三
三
条
の
二
・
二
項
で
、

衆
議
院
議
員
及
び
参
議
院
議
員
の
再
選
挙
又
は
補
欠
選
挙
は
、
九
月
一
六
日
か
ら
翌
年
の
三
月
一
五
日
ま
で
こ
れ
を
行
う
べ
き
事
由
が

生
じ
た
場
合
は
当
該
期
間
直
後
の
四
月
の
第
四
日
曜
日
に
、
三
月
一
六
日
か
ら
そ
の
年
の
九
月
一
五
日
ま
で
に
こ
れ
を
行
う
べ
き
事
由
が

生
じ
た
場
合
は
当
該
期
間
直
後
の
一
〇
月
の
第
四
日
曜
日
に
行
う
こ
と
に
定
め
ら
れ
た
。
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こ
の
ま
と
め
た
理
由
に
つ
い
て
は
、「
最
近
の
選
挙
の
実
情
に
鑑
み
、
期
日
を
原
則
と
し
て
年
二
回
に
統
一
す
る
」
と
し
て
い
る
。
こ

の
選
挙
の
実
情
に
つ
い
て
前
田
は
、

①
小
選
挙
区
比
例
代
表
並
立
制
の
導
入
以
来
、
欠
員
が
生
ず
る
た
び
に
補
欠
選
挙
が
行
う
回
数
が
増
加
し
た
、
②
投
票
率
の
低
さ
が
目

立
つ
の
で
、
国
民
の
関
心
を
喚
起
す
る
た
め
、
期
日
を
統
一
し
て
ま
と
め
て
実
施
す
る
こ
と
に
し
た
、
と
し
て
い
る
。
同
時
に
、「
表
向

き
に
は
「
煩
雑
さ
」
の
緩
和
で
あ
る
が
、
ホ
ン
ネ
の
と
こ
ろ
は
、
カ
ネ
の
か
か
る
（
な
い
し
は
金
を
か
け
る
）
こ
と
に
、
選
挙
の
実
施
当
局

も
、
政
党
も
、
候
補
者
も
音
を
上
げ
、
補
欠
選
挙
の
制
限
も
や
む
を
得
な
い
も
の
と
判
断
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
（
11
）

」
と
し
て

い
る
。

こ
う
し
た
小
選
挙
区
比
例
代
表
並
立
制
の
導
入
に
よ
っ
て
、
代
表
で
あ
る
国
会
議
員
の
欠
員
が
生
じ
る
可
能
性
が
高
く
な
っ
た
こ
と
に

関
し
て
、
藤
井
浩
司
は
そ
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
い
る
（
12
）

。
導
入
以
前
に
お
い
て
も
、
補
欠
選
挙
が
、
と
り
わ
け
「
特
定
の
政
策
提
案
の
是

非
を
め
ぐ
る
争
点
投
票
化
状
況
の
下
で
行
わ
れ
る
よ
う
な
場
合
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
類
似
の
機
能
を
演
じ
」
て
き
た
が
、
今
後
は
一
層
強

め
ら
れ
る
と
し
、
一
方
で
低
投
票
率
の
問
題
が
深
刻
化
す
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
偶
発
的
に
発
生
す
る
補
欠
選
挙
に
よ
っ
て
引
き
起

こ
さ
れ
る
政
治
的
不
安
定
と
し
て
、
①
解
散
・
総
選
挙
の
時
期
を
め
ぐ
る
政
局
の
流
動
化
、
②
選
挙
結
果
が
直
ち
に
解
散
・
総
選
挙
を
め

ぐ
る
政
局
に
連
動
し
な
い
場
合
で
も
、
与
野
党
の
議
会
運
営
上
の
戦
略
・
戦
術
に
変
化
を
も
た
ら
す
、
③
政
党
内
部
の
政
治
的
リ
ー
ダ

シ
ッ
プ
に
及
ぼ
す
影
響
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。
藤
井
の
指
摘
は
、
そ
れ
ゆ
え
に
補
欠
選
挙
に
関
し
て
も
真
摯
に
検
討
な
り
、
研
究
を
行
う

べ
き
で
あ
る
と
い
う
指
摘
で
あ
る
が
、
制
度
と
し
て
の
補
欠
選
挙
あ
る
い
は
そ
の
運
営
に
つ
い
て
の
研
究
は
十
分
で
あ
る
と
は
言
い
難
い

の
が
実
情
で
あ
る
。
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3
．
補
欠
選
挙
と
欠
員
の
原
因

前
述
し
た
前
田
は
、
欠
員
が
生
じ
る
理
由
と
し
て
、
①
議
員
の
死
亡
、
②
議
員
の
辞
職
、
③
議
員
の
被
選
挙
権
の
喪
失
、
④
資
格
争
訟

で
無
資
格
と
議
決
さ
れ
た
と
き
、
⑤
議
員
の
懲
罰
に
よ
る
除
名
を
挙
げ
て
い
る
（
13
）

。

こ
れ
ら
に
関
し
て
そ
の
原
因
を
考
察
す
れ
ば
一
目
瞭
然
で
あ
る
が
、
①
議
員
の
死
亡
や
病
気
等
体
調
を
理
由
と
し
た
辞
職
以
外
の
も
の

に
つ
い
て
は
、
議
員
本
人
や
公
認
し
た
政
党
の
側
に
問
題
が
あ
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
議
員

個
人
な
い
し
は
政
党
の
問
題
で
公
営
選
挙
た
る
補
欠
選
挙
が
行
わ
れ
、
そ
こ
に
国
税
が
支
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
②
、
③
、
④
に
至
っ

て
は
論
外
で
あ
り
、
こ
う
し
た
不
心
得
な
議
員
に
国
税
か
ら
歳
費
が
支
給
さ
れ
、
公
営
選
挙
費
用
が
使
用
さ
れ
る
の
は
あ
ま
り
に
も
無
駄

が
過
ぎ
る
感
じ
が
す
る
。
選
挙
費
用
で
あ
る
の
で
民
主
主
義
の
コ
ス
ト
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
少
な
く
と
も
そ
の
性
質
を

考
え
る
と
無
駄
な
支
出
と
し
か
い
え
な
い
。
あ
る
い
は
、
最
低
で
も
抑
制
す
る
こ
と
の
で
き
る
支
出
で
は
な
い
の
か
。

そ
れ
で
は
、
五
五
年
体
制
以
降
現
在
ま
で
行
わ
れ
た
補
欠
選
挙
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

1 ）　

衆
議
院

五
五
年
体
制
成
立
以
降
、
平
成
二
四
年
四
月
ま
で
の
間
に
、
補
欠
選
挙
・
再
選
挙
は
五
一
回
実
施
さ
れ
て
い
る
。
小
選
挙
区
比
例
代
表

並
立
制
が
採
用
さ
れ
た
平
成
八
年
一
〇
月
二
〇
日
実
施
の
第
四
一
回
衆
議
院
議
員
選
挙
以
前
は
、
鹿
児
島
奄
美
群
島
区
を
除
い
て
一
選
挙

区
で
二
名
以
上
の
欠
員
が
生
じ
る
ま
で
は
補
欠
選
挙
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
そ
れ
以
前
は
一
四
回
（
昭
和
三
二
年
九
月
三
日　

福
島
一

区
の
再
選
挙
及
び
沖
縄
復
帰
に
伴
う
昭
和
四
五
年
一
一
月
一
五
日
の
沖
縄
全
県
区
を
含
む
）、
二
五
名
だ
け
で
あ
っ
た
の
が
、
そ
れ
以
降
は
三
七
回
、
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三
七
人
の
補
欠
選
挙
が
行
わ
れ
て
い
る
。
期
間
等
を
考
え
て
も
、
小
選
挙
区
比
例
代
表
並
立
制
導

入
以
降
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
も
ち
ろ
ん
、
同
一
選
挙
区
で
二
名
の
欠
員
が
出
る
可

能
性
、
多
く
は
二
名
の
死
亡
者
が
出
る
こ
と
は
あ
ま
り
想
定
で
き
な
い
。
特
に
衆
議
院
の
場
合
、

お
よ
そ
二
年
ご
と
に
解
散
総
選
挙
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
、
二
年
間
の
間
に
同
一
選
挙
区
で
二
名

の
欠
員
が
出
る
の
は
と
て
も
珍
し
い
こ
と
な
の
で
あ
っ
た
。

表
1
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
全
五
一
回
、
六
二
名
の
補
欠
選
挙
に
至
っ
た
理
由
は
議
員
の
死
亡

に
よ
る
も
の
が
三
四
人
と
最
も
多
く
五
四
・
八
四
％
と
半
分
以
上
で
あ
る
。
こ
れ
に
次
ぐ
の
が
選

挙
違
反
や
公
選
法
違
反
な
ど
の
疑
惑
を
受
け
て
自
ら
職
を
辞
し
た
議
員
が
一
四
人
、

二
二
・
五
八
％
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
に
は
知
事
選
挙
に
立
候
補
す
る
た
め
に
辞
職
し
た
議

員
九
人
、
一
四
・
五
二
％
、
市
長
選
挙
に
立
候
補
す
る
た
め
に
辞
職
し
た
議
員
が
四
人
、

六
・
四
五
％
と
な
っ
て
い
る
。
地
方
自
治
体
の
首
長
に
転
出
す
る
目
的
で
辞
職
し
た
も
の
は
、
合

計
で
一
三
人
、
二
〇
・
九
七
％
と
お
よ
そ
五
分
の
一
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
全
体
で
み
て
も
、
半
数
近
く
が
い
わ
ば
や
む
を
得
な
い
と
は
思
わ
れ
な
い
事
情
で

議
員
を
辞
職
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
理
由
で
行
わ
れ
て
い
る
補
欠
選
挙
に
も
国
費
が
支

出
さ
れ
て
い
る
。
本
来
で
あ
れ
ば
、
支
出
さ
れ
な
く
て
も
よ
い
支
出
が
発
生
し
て
い
る
ば
か
り
で

な
く
、
そ
の
原
因
が
議
員
個
人
の
事
情
に
よ
る
こ
と
に
な
る
。

補
欠
選
挙
が
増
加
し
て
い
る
小
選
挙
区
比
例
代
表
並
立
制
の
導
入
前
後
で
比
較
し
て
み
よ
う
。

表 1　衆議院

死　亡 知事選 市長選 違反等 その他

全期間
62人

54.84％
34人

14.52
9

6.45
4

22.58
14

1.60
1

中選挙区
25人

80.00
20

12.00
3

0
0

4.00
1

4.00
1

小選挙区
37人

37.84
14

16.22
6

10.81
4

35.14
13

0
0
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前
述
し
た
よ
う
に
、
導
入
以
前
は
原
則
二
人
以
上
の
欠
員
が
生
じ
た
場
合
で
あ
る
。
補
欠
選
挙
・
再
選
挙
の
回
数
は
一
四
回
、
二
五
人

の
選
挙
が
行
わ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
昭
和
三
一
年
一
一
月
二
二
日
に
は
緒
方
竹
虎
、
熊
谷
憲
一
両
議
員
の
死
亡
に
伴
い
補
欠
選
挙
が

行
わ
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
一
四
回
の
な
か
に
は
、
昭
和
三
二
年
九
月
三
日
に
福
島
一
区
で
行
わ
れ
た
当
選
無
効
に
よ
る
再
選
挙
、
昭

和
四
五
年
一
一
月
一
五
日
沖
縄
全
県
区
で
行
わ
れ
た
沖
縄
の
日
本
復
帰
の
た
め
に
行
わ
れ
た
選
挙
が
含
ま
れ
て
い
る
。

一
四
回
の
選
挙
に
至
る
理
由
は
、
議
員
の
死
亡
に
よ
る
も
の
が
二
〇
人
と
最
も
多
く
八
〇
％
と
ほ
と
ん
ど
が
死
亡
に
よ
る
も
の
で
あ
っ

た
。
知
事
選
挙
に
立
候
補
す
る
た
め
三
人
、
一
二
％
、
再
選
挙
、
沖
縄
で
の
選
挙
が
各
一
人
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
知
事
選
挙
へ
の

転
出
組
三
人
、
再
選
挙
の
一
人
を
除
い
て
は
、
す
べ
て
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
る
選
挙
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
例
外
は
ど
こ
に
で
も
あ

る
と
す
れ
ば
、
当
時
の
衆
議
院
議
員
は
プ
ロ
フ
ェ
シ
ョ
ナ
ル
と
し
て
議
員
活
動
を
し
て
お
り
、
有
権
者
の
負
託
に
応
え
て
い
る
議
員
が
ほ

と
ん
ど
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

導
入
後
の
補
欠
選
挙
を
み
て
み
よ
う
。
導
入
後
は
小
選
挙
区
で
一
人
の
欠
員
が
出
た
場
合
に
選
挙
が
行
わ
れ
る
関
係
で
、
補
欠
選
挙
が

激
増
し
た
。
お
よ
そ
一
六
年
の
間
に
三
七
回
で
あ
る
の
で
、
年
に
三
回
程
度
の
補
欠
選
挙
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
三
七
回
の
補
選
の
う
ち
、
議
員
の
死
亡
に
よ
る
も
の
が
最
も
多
く
一
四
人
、
三
七
・
八
四
％
と
、
死
亡
理
由
が
ト
ッ
プ
で
あ
る
こ

と
に
変
わ
り
は
な
い
が
、
全
体
、
導
入
前
と
比
べ
る
と
そ
の
割
合
は
と
て
も
低
い
。
次
い
で
多
い
の
が
、
選
挙
違
反
や
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
な

ど
に
よ
り
自
ら
職
を
辞
し
た
議
員
が
ほ
ぼ
同
数
の
一
三
人
、
三
五
・
一
四
％
と
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
平
成
二
二
年
一
〇
月
二
六
日
に

行
わ
れ
た
北
海
道
五
区
の
補
欠
選
挙
は
、
前
職
の
民
主
党
議
員
が
平
成
二
一
年
の
総
選
挙
の
際
に
、
選
挙
陣
営
の
幹
部
が
公
職
選
挙
法
違

反
で
逮
捕
さ
れ
た
た
め
に
、
そ
の
引
責
で
辞
職
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
議
員
が
職
に
就
い
て
い
た
と
し
て
も
、
当
然
連
座
制
が
適
用
さ

れ
議
員
辞
職
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
公
選
法
違
反
や
そ
の
他
の
政
治
資
金
規
正
法
違
反
、
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
の
責
任
を
取
っ
て
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辞
職
し
た
議
員
が
死
亡
者
と
ほ
ぼ
同
数
で
あ
っ
た
。
か
な
り
大
幅
な
増
加
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
れ
に
次
ぐ
の
が
、
知
事
選

挙
に
立
候
補
す
る
た
め
、
市
長
選
挙
に
立
候
補
す
る
た
め
が
各
々
六
人
と
四
人
、
一
六
・
二
二
％
、
一
〇
・
八
一
％
と
な
っ
て
い
る
。
い
わ

ば
議
員
本
人
の
事
情
に
よ
る
も
の
が
六
〇
％
以
上
、
半
分
以
上
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
衆
議
院
選
挙
と
は
違
い
、
知
事
選
挙
や
市
長

選
挙
は
ほ
ぼ
任
期
満
了
で
行
わ
れ
る
可
能
性
が
高
い
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
選
挙
違
反
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
任
期
途
中
で
転
出
す

る
こ
と
も
有
権
者
へ
の
背
信
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
事
前
の
国
政
選
挙
に
は
出
馬
せ
ず
に
知
事
選
挙
、
市
長
選
挙
を
目
指
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。
直
近
の
市
長
選
挙
へ
の
出
馬
の
た
め
の
辞
職
は
、
岩
国
市
、
名
古
屋
市
の
市
長
選
挙
に
立
候
補
す
る
た
め
の
も
の
だ
が
、
ど
ち
ら

も
市
長
辞
職
に
伴
う
も
の
で
、
そ
の
意
味
で
は
突
然
の
選
挙
で
は
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
有
権
者
の
代
表
で
あ
る
と
の
自
覚
が
あ
る

な
ら
ば
、
少
な
く
と
も
任
期
ま
で
は
有
権
者
の
負
託
を
受
け
た
の
で
あ
る
か
ら
、
職
務
を
全
う
す
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ

う
な
個
人
的
な
勝
手
な
理
由
で
補
欠
選
挙
が
行
わ
れ
、
国
費
が
無
駄
に
支
出
さ
れ
る
こ
と
を
本
来
、
座
視
し
て
い
い
わ
け
が
な
い
。
転
出

組
も
、
合
計
で
三
〇
％
近
く
お
り
、
導
入
以
前
と
比
べ
て
も
大
幅
に
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
れ
ぞ
れ
個
別
の
事
情
は
あ
る
に
せ
よ
、
簡
単
に
鞍
替
え
す
る
風
潮
は
い
つ
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
来
の
有
権
者
の

代
表
と
し
て
の
意
識
が
低
く
な
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
代
表
制
の
根
幹
を
揺
る
が
す
問
題
で
あ
り
、
こ
う
し
た
議
員
を
選
ぶ
有
権
者
も
自
覚

し
な
く
て
は
な
ら
な
い
（
14
）

。

2 ）　

参
議
院

参
議
院
は
従
来
、
選
挙
区
で
は
一
人
の
欠
員
が
生
じ
て
も
補
欠
選
挙
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
任
期
も
六
年
間
で
通
常
選
挙
と
呼
ば

れ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
定
期
的
に
選
挙
が
行
わ
れ
て
お
り
解
散
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
六
年
と
い
う
長
期
間
の
間
に
体
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調
を
崩
す
議
員
や
事
情
の
変
更
が
起
こ
る
蓋
然
性
も
高
く
な
っ
て
い
る
の
で
、
衆
議
院
よ
り
も
補
欠
選
挙
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

日
本
国
憲
法
で
衆
議
院
の
優
越
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
参
議
院
か
ら
衆
議
院
へ
の
鞍
替
え
も
想
定
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
正
確
に

は
、
こ
う
し
た
鞍
替
え
は
お
か
し
な
現
象
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
日
本
国
憲
法
は
前
文
で
国
会
議
員
は
国
民
の
代

表
で
あ
る
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
二
院
制
の
意
味
を
考
え
れ
ば
、
異
な
る
国
民
の
代
表
が
両
院
で
議
論
す
る
か
ら
慎
重
な
議
論
が
行
わ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
衆
議
院
の
代
表
と
参
議
院
の
代
表
は
異
な
る
代
表
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
衆

議
院
か
ら
参
議
院
へ
の
鞍
替
え
、
衆
議
院
に
落
選
し
た
か
ら
参
議
院
に
出
馬
し
て
議
席
を
得
る
な
ど
は
、
有
権
者
に
選
ば
れ
て
い
る
か
ら

悪
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
異
な
る
国
民
の
代
表
と
な
る
こ
と
の
で
き
る
能
力
の
高
い
傑
物
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
不
思
議
な
現

象
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
代
表
制
を
担
保
す
る
の
が
選
挙
制
度
で
あ
る
か
ら
、
選
挙
制
度
に
つ
い
て
も
ど
の
よ
う
な
代
表
を
選

出
す
る
の
か
が
有
権
者
に
も
わ
か
り
や
す
い
制
度
が
好
ま
し
い
は
ず
で
あ
る
。
衆
議
院
の
小
選
挙
区
比
例
代
表
並
立
制
は
、
こ
の
観
点
か

ら
す
る
と
、
地
域
代
表
な
の
か
地
方
代
表
な
の
か
、
両
方
選
ぶ
の
で
あ
れ
ば
二
院
制
は
い
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
結
論
も
容
易
に
想

像
が
つ
く
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
に
書
く
こ
と
に
す
る
。

参
議
院
で
は
、
昭
和
三
一
年
の
補
欠
選
挙
以
来
、
実
に
一
二
七
回
、
一
二
九
人
の
議
員
が
補
欠
選
挙
で
選
出
さ
れ
て
い
る
。
昭
和
三
九

年
一
二
月
九
日
の
岡
山
選
挙
区
で
二
人
が
県
知
事
選
挙
に
立
候
補
す
る
た
め
の
辞
職
に
伴
う
も
の
、
平
成
五
年
七
月
一
八
日
の
岐
阜
選
挙

区
で
衆
院
立
候
補
の
た
め
に
二
人
が
辞
職
し
た
も
の
が
あ
る
た
め
に
、
回
数
と
人
数
に
差
が
生
じ
て
い
る
。
こ
れ
に
は
衆
議
院
と
同
様
、

平
成
六
年
九
月
一
一
日
愛
知
選
挙
区
で
行
わ
れ
た
無
所
属
候
補
者
の
当
選
無
効
に
よ
る
再
選
挙
が
含
ま
れ
て
い
る
。

全
一
二
七
回
、
一
二
九
人
の
補
欠
選
挙
に
至
っ
た
理
由
は
、
議
員
の
死
去
に
よ
る
も
の
が
八
二
人
と
最
も
多
く
六
三
・
五
七
％
と
ほ
ぼ

三
分
の
二
を
占
め
て
い
る
。
こ
れ
に
次
ぐ
の
が
知
事
選
挙
に
立
候
補
す
る
た
め
に
辞
職
し
た
も
の
二
二
人
、
一
七
・
〇
五
％
と
な
っ
て
い
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る
。
参
議
院
の
選
挙
区
は
全
県
一
区
で
あ
る
た
め
、
知
事
選
と
選
挙
区
は
同
じ
に
な
る
。
し
た

が
っ
て
、
選
挙
運
動
な
ど
の
選
挙
の
事
情
だ
け
で
考
え
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
の
支
援
者
の
支
持
を
得

た
ま
ま
で
知
事
選
に
挑
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
多
く
な
り
、
鞍
替
え
し
や
す
い
の
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
に
し
て
も
任
期
が
わ
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
途
中
辞
職
は
避
け
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
う

で
な
け
れ
ば
、
直
前
ま
で
報
酬
を
得
る
た
め
に
議
員
と
い
う
職
業
を
選
択
し
て
い
た
に
す
ぎ
な
い

と
言
わ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
。

次
い
で
衆
議
院
へ
の
転
出
が
一
九
人
、
一
四
・
七
三
％
と
な
っ
て
い
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、

衆
議
院
の
優
越
が
認
め
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
制
度
上
は
可
能
で
あ
っ
て
も
、
結
果
と
し
て
内
閣

総
理
大
臣
は
衆
議
院
議
員
か
ら
選
ば
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
与
党
を
狙
う
政
党
で
あ
れ
ば
党
の
代

表
も
衆
議
院
議
員
が
前
提
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
平
成
二
四
年
秋
の
自
民
党
総
裁
選
挙
で
林
芳
正

参
議
院
議
員
が
出
馬
し
た
が
、
こ
れ
は
異
例
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
林
議
員
は
、
事
前
の
報
道
な
ど

に
よ
れ
ば
衆
議
院
鞍
替
え
を
模
索
し
、
山
口
県
連
に
働
き
か
け
を
し
た
が
、
転
出
先
の
自
民
党
公

認
候
補
の
反
対
を
受
け
断
念
し
た
経
緯
が
あ
っ
た
の
は
記
憶
に
新
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
う
し

た
国
会
議
員
内
の
い
わ
ば
序
列
が
衆
議
院
へ
の
転
出
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら

前
述
し
た
よ
う
に
、
本
来
の
代
表
制
の
意
義
を
考
え
れ
ば
転
出
は
当
た
り
前
の
こ
と
で
は
な
い
。

こ
れ
ら
に
続
い
て
い
る
の
が
、
選
挙
違
反
な
ど
に
よ
る
も
の
三
人
、
二
・
三
三
％
、
そ
の
他
二

人
、
一
・
五
五
％
と
割
合
的
に
は
低
い
値
で
あ
り
、
市
長
選
挙
へ
の
立
候
補
に
よ
る
辞
職
は
わ
ず

表 2　参議院

死　亡 衆院選 知事選 市長選 違反等 その他

全期間
129人

63.57％
82人

14.73
19

17.05
22

0.78
1

2.33
3

1.55
2

平成 8年
前　108人

70.89
76

10.19
11

14.81
16

0.93
1

1.85
2

1.85
2

平成 8年
以降　21人

28.57
6

38.10
8

28.57
6

0
0

4.76
1

0
0
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か
一
人
に
過
ぎ
な
い
。
選
挙
区
事
情
か
ら
考
え
る
と
、
全
県
で
の
選
出
と
は
大
き
く
選
挙
区
が
異
な
る
の
で
、
当
選
の
め
ど
も
立
ち
に
く

く
ほ
と
ん
ど
例
外
と
見
て
い
い
か
も
し
れ
な
い
。

参
議
院
で
は
補
欠
選
挙
の
実
施
に
関
し
て
、
衆
議
院
の
よ
う
に
選
挙
制
度
な
ど
の
変
更
に
絡
ん
で
欠
員
の
考
え
方
等
に
変
更
は
な
い
が
、

便
宜
上
、
衆
議
院
と
同
時
期
の
平
成
八
年
以
降
と
分
け
て
み
て
み
よ
う
。

平
成
八
年
以
前
は
、
合
計
で
一
〇
六
回
、
一
〇
八
人
を
対
象
と
し
た
補
欠
選
挙
が
行
わ
れ
て
い
る
。
理
由
を
見
て
い
く
と
、
最
も
多
い

の
が
議
員
の
死
亡
に
よ
る
も
の
で
、
七
六
人
、
七
〇
・
八
九
％
と
七
割
以
上
が
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
衆
議

院
と
比
べ
て
も
高
い
割
合
と
な
っ
て
お
り
、
比
較
的
代
表
と
し
て
の
意
識
が
高
い
よ
う
で
あ
る
。
あ
る
い
は
全
国
区
や
比
例
代
表
で
は
、

い
わ
ゆ
る
職
能
代
表
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
組
織
を
後
援
団
体
に
も
つ
候
補
者
や
有
識
者
な
ど
が
多
い
た
め
に
、
転
出
な
ど
の
事
例
が
発
生

し
に
く
い
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
当
然
で
あ
る
が
、
全
体
の
傾
向
と
同
様
に
次
い
で
多
い
の
が
、
知
事
選
挙
へ
の
立

候
補
一
六
人
、
一
四
・
八
一
％
、
衆
議
院
選
挙
へ
の
立
候
補
一
一
人
、
一
〇
・
一
九
％
で
あ
る
。
前
述
し
た
傾
向
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
選
挙
違
反
な
ど
に
よ
る
も
の
、
そ
の
他
が
共
に
二
人
、
一
・
八
五
％
と
割
合
的
に
は
低
い
値
で
あ
り
、
市
長
選
挙
へ
の
立
候
補

に
よ
る
辞
職
は
わ
ず
か
一
人
、
〇
・
九
三
％
と
な
っ
て
い
る
。

次
に
平
成
八
年
以
降
を
見
て
み
よ
う
。
全
体
で
は
二
一
回
、
二
一
人
と
な
っ
て
お
り
、
期
間
の
影
響
が
回
数
に
大
き
く
反
映
さ
れ
て
い

る
と
み
る
こ
と
が
で
き
そ
う
だ
。
し
た
が
っ
て
、
特
別
な
制
度
変
更
な
ど
に
よ
る
補
欠
選
挙
の
増
減
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
理

由
に
つ
い
て
は
、
や
や
時
代
に
よ
る
風
潮
な
の
か
、
違
い
が
み
ら
れ
る
。
最
も
多
い
の
が
衆
議
院
選
挙
の
立
候
補
に
よ
る
辞
職
で
八
人
、

三
八
・
一
〇
％
、
次
い
で
多
い
の
が
知
事
選
挙
へ
の
立
候
補
に
よ
る
辞
職
、
死
亡
が
六
人
、
二
八
・
五
七
％
と
同
数
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ

以
外
は
一
人
、
四
・
七
六
％
で
、
当
時
の
参
議
院
議
長
が
公
設
秘
書
が
汚
職
事
件
に
絡
ん
で
い
た
こ
と
に
よ
る
引
責
辞
任
で
、
議
長
職
、
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次
い
で
議
員
も
辞
職
し
た
た
め
に
行
わ
れ
た
も
の
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
様
に
、
近
年
は
転
出
に
よ
る
も
の
が
目
立
っ
て
い
る
。
前
者
の
衆

議
院
へ
の
転
出
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
衆
参
の
議
員
の
序
列
が
影
響
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
し
、
知
事
へ
の
転
出
を
図
る
の
は

選
挙
区
の
影
響
や
や
は
り
首
長
の
持
つ
権
限
の
大
き
さ
に
対
す
る
魅
力
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
五
五
年
体
制
下
で
は
、

国
会
議
員
を
頂
点
と
し
て
知
事
、
都
道
府
県
議
会
議
員
、
市
町
村
長
、
市
町
村
議
会
議
員
と
い
っ
た
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
が
存
在
し
て
お
り
、

選
挙
の
際
に
は
集
票
マ
シ
ー
ン
と
し
て
効
果
を
発
揮
し
、
支
持
に
対
す
る
報
酬
と
し
て
地
方
公
共
団
体
へ
の
補
助
金
で
あ
る
と
か
さ
ま
ざ

ま
な
恩
恵
な
ど
を
与
え
る
図
式
が
出
来
上
が
っ
て
い
た
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
五
五
年
体
制
の
崩
壊
と
共
に
、
こ
う
し
た
図
式
は

少
し
ず
つ
変
化
を
見
せ
る
よ
う
に
な
り
、
と
り
わ
け
い
わ
ゆ
る
都
道
府
県
知
事
を
筆
頭
に
、
地
方
自
治
体
の
首
長
が
与
党
側
ば
か
り
で
は

な
く
な
っ
て
き
た
。
東
京
、
大
阪
の
二
大
都
府
で
無
党
派
知
事
が
誕
生
し
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
。
こ
う
し
た
政
党
へ
の
不
振
に
よ
る

無
党
派
層
の
増
大
も
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
（
15
）

。

こ
れ
ら
は
議
員
の
心
情
は
全
く
理
解
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
選
挙
区
選
出
議
員
に
お
い
て
は
個
人
的
事
情
で
辞
職
す
る
こ
と
が

持
つ
意
味
を
十
分
に
理
解
し
て
も
ら
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
政
治
の
混
迷
ば
か
り
で
な
く
、
税
金
の
無
駄
な
支
出
と
い
う
側
面
も
大
き

い
の
で
あ
る
。

衆
議
院
で
は
、
小
選
挙
区
比
例
代
表
並
立
制
導
入
以
降
、
地
方
自
治
体
の
首
長
へ
の
転
出
の
た
め
の
辞
職
が
増
加
し
て
い
る
。
参
議
院

で
は
、
衆
議
院
議
員
選
挙
へ
の
鞍
替
え
が
増
大
し
て
い
る
。
原
則
的
に
は
、
衆
議
院
議
員
と
参
議
院
議
員
は
代
表
し
て
い
る
も
の
が
違
う

の
で
あ
る
か
ら
、
視
点
や
考
え
が
違
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
違
っ
て
い
な
く
て
は
、
二
院
制
の
意
味
が
な
く
、
こ
ち
ら
も
ま
た
無
駄
な

費
用
を
支
出
し
て
い
る
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
う
。

こ
の
よ
う
に
、
衆
参
と
も
に
近
年
、
地
方
自
治
体
、
地
方
議
会
へ
の
転
出
に
よ
る
辞
職
と
そ
れ
に
伴
う
補
欠
選
挙
が
増
加
し
て
い
る
傾
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向
に
あ
る
。
こ
う
し
た
言
わ
ば
身
勝
手
な
辞
職
あ
る
い
は
選
挙
違
反
に
よ
る
辞
職
も
同
様
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
理
由
に
よ
っ
て
補
欠
選

挙
が
行
わ
れ
、
資
金
が
支
出
さ
れ
る
の
は
不
合
理
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
民
主
主
義
を
補
完
す
る
機
能
を
持
つ
補
欠
選
挙
の
重
要
性
は
言
う

ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
に
伴
う
無
駄
な
コ
ス
ト
も
意
識
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

4
．
補
欠
選
挙
と
投
票
率

補
欠
選
挙
に
お
け
る
も
う
一
つ
の
問
題
点
は
、
低
い
投
票
率
で
あ
る
。
や
は
り
単
独
で
か
つ
一
地
域
で
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

マ
ス
コ
ミ
な
ど
の
報
道
は
決
し
て
多
く
な
く
、
そ
の
意
味
で
盛
り
上
が
り
に
欠
け
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
こ
う
し
た
問
題
に
対
し
て
、
こ

れ
ま
で
も
多
く
の
手
立
て
を
打
っ
て
は
来
て
い
る
。
そ
の
一
つ
が
、
統
一
補
欠
選
挙
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、「
投
票
率
の
低
さ
が

目
立
つ
の
で
、
国
民
の
関
心
を
喚
起
す
る
た
め
、
期
日
を
統
一
し
て
ま
と
め
て
実
施
す
る
こ
と
に
し
た
」
の
で
あ
る
。
補
欠
選
挙
の
低
投

票
率
に
関
し
て
は
、
佐
藤
が
昭
和
二
〇
年
以
降
の
補
欠
選
挙
を
分
析
し
て
い
る
（
16
）

。

佐
藤
は
、
基
本
的
に
一
〇
年
単
位
で
補
欠
選
挙
の
平
均
投
票
率
と
通
常
選
挙
・
総
選
挙
の
平
均
投
票
率
を
比
較
し
て
、
補
選
の
統
一
が

投
票
率
の
向
上
に
結
び
付
い
て
い
る
と
は
言
い
難
い
と
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
総
選
挙
・
通
常
選
挙
の
平
均
投
票
率
と
同
時
期
の
補
欠

選
挙
の
平
均
投
票
率
を
比
べ
る
と
、

昭
和
六
一
年
〜
平
成
七
年　

補
選　

四
五
・
一
六
％　

一
般　

六
二
・
〇
三
％

平
成
八
年
〜
平
成
一
七
年　

補
選　

四
七
・
九
一
％　

一
般　

六
〇
・
一
九
％

と
、
統
一
補
欠
選
挙
に
し
た
効
果
は
ほ
と
ん
ど
表
れ
て
い
な
い
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
（
17
）

。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
低
投
票
率
の
典
型
的
な
も
の
と
し
て
、
再
選
挙
を
除
く
補
欠
選
挙
に
限
っ
た
最
低
投
票
率
は
平
成
三
年
六
月
一
六
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日
施
行
の
参
院
埼
玉
選
挙
区
補
選
の
一
七
・
八
〇
％
と
し
て
い
る
。

有
権
者
の
五
分
の
一
以
下
の
投
票
に
よ
る
代
表
の
選
出
で
あ
る
の

で
、
も
は
や
積
極
的
な
代
表
と
い
う
の
は
難
し
い
か
も
し
れ
な
い
。

自
由
な
判
断
を
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
客
観
的
に
見
て
棄

権
票
は
、
現
状
肯
定
で
あ
る
の
か
否
定
で
あ
る
の
か
が
判
断
が
つ

か
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
佐
藤
レ
ポ
ー
ト
以
降
の
補
欠
選
挙
の
投
票
率
を
見
て

み
よ
う
。
平
成
一
八
年
以
降
の
補
欠
選
挙
の
投
票
率
と
同
一
選
挙

区
で
の
直
近
で
の
投
票
率
の
差
を
比
べ
た
も
の
が
表
3
で
あ
る
。

全
体
的
な
傾
向
と
し
て
は
、
や
は
り
投
票
率
は
選
挙
区
事
情
に

よ
っ
て
大
き
な
ば
ら
つ
き
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
総
じ

て
、
衆
議
院
議
員
選
挙
の
方
が
参
議
院
議
員
選
挙
に
比
べ
て
、
有

権
者
の
関
心
が
高
く
、
投
票
率
も
高
い
傾
向
に
あ
る
。
前
述
し
た

よ
う
に
内
閣
総
理
大
臣
の
指
名
に
は
衆
議
院
の
優
越
が
認
め
ら
れ

て
い
る
の
で
、
衆
議
院
議
員
選
挙
は
政
権
選
択
選
挙
で
あ
る
と
い

う
表
現
が
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
自
ず
と
衆
議
院
選
挙
の
関
心

が
高
く
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
参
議
院
補
欠
選
挙
よ
り
は
高
く

表 3－ 1　衆議院の補欠選挙投票率

日程 選挙区 補選投票率 総選挙投票率 差

平成18年
4 月23日

千葉 7区 49.63 64.75 －15.12

平成18年
10月22日

大阪 9区 52.15 67.56 －15.41

平成18年
10月22日

神奈川16区 47.16 64.77 －17.61

平成19年
7 月29日

熊本 3区 70.88 76.22 －5.34

平成19年
7 月29日

岩手 1区 61.05 67.93 －6.88

平成20年
4 月27日

山口 2区 69.00 72.45 －3.45

平成22年
10月26日

北海道 5区 53.48 76.32 －22.84

平成23年
4 月25日

愛知 6区 41.94 69.87 －27.93
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な
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
全
体
的
に
低
い
こ
と
は
疑
い
な
い
。

表
3

－

1
は
、
衆
議
院
の
補
欠
選
挙
の
結
果
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
投
票
率
を
規
定
す
る
要
因

は
数
多
く
あ
る
の
で
、
単
純
に
投
票
率
だ
け
を
見
て
判
断
す
る
こ
と
は
早
計
で
あ
る
が
、
表
か

ら
わ
か
る
よ
う
に
、
八
回
行
わ
れ
た
す
べ
て
の
補
選
が
直
前
の
同
選
挙
区
の
投
票
率
を
大
き
く

下
回
っ
て
い
る
。
差
が
最
も
大
き
い
の
は
直
近
の
平
成
二
三
年
四
月
二
五
日
の
愛
知
六
区
の
約

二
八
％
の
減
少
で
あ
る
。
総
選
挙
の
際
に
は
投
票
に
行
っ
た
有
権
者
の
三
割
投
票
に
行
か
な

か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
当
然
選
挙
結
果
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
ほ
ど
の
割
合
で
あ
る
。
こ
の

補
選
は
、
市
長
選
挙
へ
の
転
出
の
た
め
の
辞
職
に
伴
い
行
わ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
意
味
で
は
有

権
者
の
失
望
感
が
高
か
っ
た
と
予
想
さ
れ
る
。
か
ろ
う
じ
て
四
〇
％
を
少
し
超
え
た
だ
け
と
い

う
の
は
い
か
に
も
低
い
投
票
率
で
あ
る
。
最
も
差
の
小
さ
い
補
欠
選
挙
は
、
平
成
二
〇
年
四
月

二
七
日
、
山
口
二
区
の
補
欠
選
挙
で
わ
ず
か
三
％
の
違
い
で
あ
っ
た
。
個
々
の
選
挙
の
事
情
は

あ
る
に
せ
よ
、
投
票
率
は
総
じ
て
低
く
、
統
一
し
た
効
果
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

参
議
院
で
は
四
回
の
補
選
が
行
わ
れ
（
表
3

－

2
）、
衆
議
院
と
同
様
、
す
べ
て
の
補
欠
選
挙

で
投
票
率
が
前
回
の
通
常
選
挙
の
際
の
投
票
率
を
下
回
っ
て
い
る
。
わ
ず
か
四
回
で
は
あ
る
が
、

五
〇
％
を
上
回
っ
て
い
る
の
は
福
島
選
挙
区
一
回
だ
け
で
あ
る
。
通
常
選
挙
で
は
い
ず
れ
も
、

五
〇
％
は
大
き
く
上
回
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
て
も
か
な
り
低
い
数
字
で
あ
る
。
特
に
直
近
の

平
成
二
一
年
一
〇
月
二
五
日
に
行
わ
れ
た
静
岡
選
挙
区
と
神
奈
川
選
挙
区
で
は
、
前
者
が
約

表 3－ 2　参議院の補欠選挙投票率

日程 選挙区 補選投票率 通常選挙投票率 差

平成19年
4 月22日

沖縄県 47.81 54.24 －6.43

平成19年
4 月22日

福島県 56.72 60.34 －3.62

平成21年
10月25日

静岡県 35.64 58.41 －22.77

平成21年
10月25日

神奈川県 28.67 56.32 －27.65
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三
五
％
の
投
票
率
で
直
近
の
同
一
選
挙
区
の
投
票
率
か
ら
約
二
三
％
の
減
少
、
後
者
は
そ
も
そ
も
投
票
率
が
と
て
も
低
く
約
二
九
％
と
直

近
の
も
の
と
比
べ
る
と
約
二
六
％
の
減
少
と
な
っ
て
い
る
。
減
少
幅
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
全
体
的
な
投
票
率
が
三
〇
％
前
後
と
低
い
。

ま
さ
に
民
主
主
義
の
危
機
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
よ
う
な
補
欠
選
挙
で
当
選
し
た
議
員
を
代
表
と
言
っ
て
い
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
最
大
の
原
因
は
有
権
者
に
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
の
中
で
補
欠
選
挙
そ
の
も
の
の
意
味
合
い
や
辞
職
理

由
な
ど
が
影
響
を
与
え
て
い
な
い
と
言
い
切
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

5
．
お
わ
り
に

今
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
補
欠
選
挙
の
欠
員
理
由
の
上
位
は
、
死
亡
に
よ
る
も
の
が
最
も
多
い
が
、
徐
々
に
死
亡
以
外
の
理
由
に
よ

る
も
の
が
増
加
し
て
い
る
。

比
較
的
説
明
の
つ
き
や
す
い
も
の
と
し
て
は
、
参
議
院
議
員
か
ら
衆
議
院
議
員
選
挙
へ
の
立
候
補
に
よ
る
辞
職
が
あ
る
。
日
本
の
国
会

議
員
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
、
衆
議
院
議
員
小
選
挙
区
選
出
、
同
比
例
代
表
選
出
、
参
議
院
議
員
の
序
列
は
現
存
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
日

本
国
憲
法
の
衆
議
院
の
優
越
規
定
は
、
こ
う
し
た
序
列
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。
内
閣
総
理
大
臣
の
指
名
に
は
、
衆
議
院
の
優
越
が
認
め

ら
れ
て
い
る
の
で
、
内
閣
総
理
大
臣
に
な
る
に
は
事
実
上
、
衆
議
院
議
員
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
日
本
国
憲
法
の
規
定
で
は
、
国

会
議
員
の
中
か
ら
選
ぶ
こ
と
に
な
る
の
で
、
理
屈
の
上
か
ら
は
、
参
議
院
議
員
が
選
ば
れ
る
こ
と
は
制
度
上
は
可
能
で
あ
る
が
、
慣
例
上
、

衆
議
院
で
参
議
院
議
員
を
内
閣
総
理
大
臣
に
指
名
す
る
こ
と
は
考
え
に
く
い
。
し
た
が
っ
て
、
衆
議
院
議
員
が
参
議
院
議
員
よ
り
も
ラ
ン

ク
と
し
て
は
上
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
し
ま
う
。
衆
議
院
議
員
の
間
で
は
、
比
例
代
表
の
場
合
に
は
個
人
の
票
だ
け
で
は
な
く
政
党
の
票

も
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
る
こ
と
、
と
り
わ
け
重
複
立
候
補
で
の
比
例
代
表
で
の
復
活
は
、
小
選
挙
区
で
敗
れ
て
い
る
だ
け
に
よ
り
評
価
が
低
く
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な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
こ
う
し
た
事
情
に
よ
り
、
上
昇
志
向
が
強
い
参
議
院
議
員
は
衆
議
院
議
員
に
な
る
道
を

選
ば
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
地
方
自
治
体
の
首
長
選
挙
へ
の
立
候
補
の
た
め
に
国
会
議
員
を
辞
職
す
る
の
は
、
理
解
が
困
難
で
あ
る
。
想
像
と
し

て
は
、
国
会
議
員
内
あ
る
い
は
政
党
内
で
の
権
力
行
使
、
具
体
的
に
は
閣
僚
へ
の
指
名
、
党
の
代
表
、
派
閥
の
領
袖
な
ど
に
な
る
こ
と
が

難
し
い
た
め
に
、
小
な
り
と
言
え
ど
も
ト
ッ
プ
に
君
臨
す
る
道
を
選
ぶ
の
で
あ
ろ
う
。
前
述
し
た
よ
う
な
議
員
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
か
ら
す
る

と
、
そ
う
考
え
な
く
て
は
納
得
が
付
か
な
い
。
た
だ
し
、
あ
ま
り
に
自
己
都
合
優
先
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。

公
職
選
挙
法
違
反
な
ど
に
よ
る
辞
職
は
、
自
発
的
な
も
の
で
は
な
い
の
で
意
味
合
い
が
異
な
る
が
そ
れ
以
前
の
問
題
と
し
て
、
国
会
議

員
の
資
格
が
な
い
の
で
、
選
ん
だ
側
の
責
任
は
否
定
し
な
い
が
、
国
税
の
無
駄
な
使
用
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

さ
て
、
こ
う
し
た
補
欠
選
挙
に
は
ど
れ
く
ら
い
の
税
金
が
支
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
（
18
）

。

最
近
の
衆
議
院
議
員
の
補
欠
選
挙
の
決
算
額
を
見
る
と
、
平
成
二
二
年
一
〇
月
二
六
日
施
行
の
衆
院
北
海
道
五
区
の
執
行
額
は
二
億
二

千
七
百
万
円
、
平
成
二
三
年
四
月
二
五
日
施
行
の
衆
院
愛
知
六
区
の
執
行
額
は
二
億
一
千
八
百
万
円
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
二
億

円
以
上
の
金
額
が
経
費
と
し
て
消
費
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
選
挙
区
の
大
き
さ
、
人
口
な
ど
に
よ
っ
て
経
費
の
大
小
は
あ
る

だ
ろ
う
が
、
決
し
て
少
な
い
額
で
は
な
い
。
日
本
経
済
や
消
費
税
増
税
な
ど
の
国
民
の
負
担
が
増
大
し
て
い
る
昨
今
の
政
治
経
済
状
況
を

考
慮
し
て
も
、
前
職
議
員
の
個
人
的
な
事
情
で
支
出
し
て
い
い
額
で
は
な
い
。
ち
な
み
に
衆
院
北
海
道
五
区
は
公
選
法
違
反
、
愛
知
六
区

は
市
長
選
挙
立
候
補
が
辞
職
理
由
で
あ
る
。
こ
の
支
出
自
体
の
正
当
性
は
間
違
い
な
い
が
、
こ
れ
ら
理
由
に
二
億
を
超
え
る
国
税
を
支
出

す
る
理
由
は
見
当
た
ら
な
い
。

参
議
院
補
欠
選
挙
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
一
年
一
〇
月
二
五
日
施
行
の
参
院
静
岡
県
選
挙
区
、
同
神
奈
川
県
選
挙
区
の
予
算
執
行
額
は
、
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併
せ
て
三
〇
億
七
千
五
百
万
円
、
や
は
り
全
県
一
選
挙
区
と
選
挙
区
の
範
囲
が
広
く
な
っ
て
い
る
の
で
、
か
な
り
多
く
の
費
用
が
使
わ
れ

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
県
の
大
き
さ
、
人
口
等
か
ら
単
純
に
二
分
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
一
件
当
た
り
一
五
億
円
近
い
額
が
執
行
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
額
の
税
金
が
、
前
職
議
員
の
個
人
的
な
事
情
や
選
挙
違
反
な
ど
に
よ
っ
て
消
費
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
人
件
費
な
ど
に
使
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
景
気
な
ど
に
対
し
て
の
貢
献
も
ゼ
ロ
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
有
効
な
使
い
道
は

ほ
か
に
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
参
議
院
静
岡
は
知
事
選
挙
立
候
補
、
参
議
院
神
奈
川
は
衆
議
院
選
挙
立
候
補
、
こ
れ
ら
支
出
の
正
当
性
を
、

ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
ら
い
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
到
底
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
方
で
職
業
選
択
の
自
由
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
か
ら
立
候
補
を
禁
止
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
辞
職
す
る
自
由
も
保
障
さ
れ
な
く
て
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
経
済

状
況
に
お
い
て
、
ま
さ
に
身
を
切
る
対
応
が
議
員
に
求
め
ら
れ
て
い
る
状
況
で
身
勝
手
に
税
金
を
使
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
は
自
主
的
な
判
断
に
任
せ
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
が
、
出
馬
の
際
に
有
権
者
と
の
間
に
、
任
期
は
全
う
す
る
と
い
う
当
た
り
前

の
こ
と
を
誓
う
必
要
性
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
等
で
明
言
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
し
、
政
党
の
側
も
約
束
で
き
な
い

候
補
者
は
少
な
く
と
も
公
認
し
な
い
よ
う
な
手
当
て
も
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
こ
う
し
た
約
束
も
、
破
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
場
合
に
は
首
長
選
挙
等
で
投
票
し
な
い
と
い
う
有
権
者
の
判
断
も
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
任
期
途
中
で
辞

職
し
て
転
出
を
図
る
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
を
消
し
て
い
く
し
か
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
有
権
者
の
民
度
の
充
実
が
必
要
に
な
る
の
で
あ
る
。

（
1
） 

た
と
え
ば
、
九
月
一
七
日
毎
日
新
聞
配
信
の
世
論
調
査
に
よ
れ
ば
、
近
畿
地
区
で
は
自
民
、
民
主
を
押
さ
え
二
八
％
と
ト
ッ
プ
と
な
っ
て
い
る
。

同
様
に
、
九
月
五
日
一
二
時
五
分
配
信
の
産
経
新
聞
で
は
、
産
経
Ｆ
Ｎ
Ｎ
世
論
調
査
の
結
果
と
し
て
、
比
例
投
票
先
で
日
本
維
新
の
会
が
自
民
党
を

抜
い
た
こ
と
が
報
道
さ
れ
て
い
る
。
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（
2
） 

時
事
通
信
世
論
調
査
に
よ
る
と
、
自
民
党
の
政
党
支
持
率
は
七
〜
九
月
ま
で
、
一
三
％
前
後
で
推
移
し
て
お
り
、
民
主
党
の
支
持
率
低
下
の
受

け
皿
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
政
党
支
持
な
し
層
の
割
合
は
七
〇
％
に
達
し
て
お
り
、
自
民
党
を
含
め
て
既
成
政
党
離
れ
が
進
ん
で
い
る
と
い
え
る
。

（
3
） 
八
月
二
七
日
の
参
議
院
で
、
み
ん
な
の
党
な
ど
が
提
出
し
た
消
費
税
増
税
を
理
由
と
し
た
野
田
内
閣
総
理
大
臣
の
問
責
決
議
案
に
、
増
税
を
薦

め
た
自
民
党
が
賛
成
し
た
こ
と
で
、
政
策
よ
り
も
政
局
の
姿
勢
が
露
骨
に
見
え
る
こ
と
か
ら
批
判
を
浴
び
る
こ
と
に
な
っ
た
。
も
う
一
つ
の
当
事
者

で
あ
る
公
明
党
は
欠
席
を
し
た
。

（
4
） 

す
で
に
山
田
宏
、
中
田
宏
ら
は
、
二
〇
一
〇
年
四
月
日
本
創
新
党
を
結
成
し
同
年
の
参
議
院
議
員
選
挙
に
挑
ん
だ
が
、
議
席
を
獲
得
す
る
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
も
国
政
復
帰
の
理
由
は
明
確
で
は
な
か
っ
た
。

（
5
） 

個
々
の
補
欠
選
挙
の
問
題
や
候
補
者
選
出
の
過
程
な
ど
の
政
治
過
程
を
取
り
上
げ
た
論
文
に
は
以
下
の
も
の
が
あ
る
。

丹
羽　

功
（
二
〇
一
〇
）「
衆
議
院
石
川
一
区
・
富
山
二
区
補
欠
選
挙
の
研
究
」、『
冨
大
経
済
論
集
』
第
四
四
巻

白
鳥　

浩
（
一
九
九
八
）「
政
界
再
編
期
の
地
方
政
治
に
お
け
る
政
治
過
程
│
一
九
九
八
年
長
崎
知
事
選
挙
、
長
崎
一
区
、
四
区
補
欠
選
挙
│
」、

『
長
崎
県
立
大
学
論
集
』
第
三
二
巻
第
二
号

（
6
） 

公
職
選
挙
法
は
第
一
一
章
特
別
選
挙
と
し
て
補
欠
選
挙
、
再
選
挙
を
規
定
し
て
い
る
。

（
7
） 

前
田
英
昭
（
二
〇
〇
二
）「
統
一
補
欠
選
挙
│
中
間
選
挙
た
り
得
る
か
│
」、『
国
会
月
報
』
四
九
（
六
四
八
）

（
8
） 

公
職
選
挙
法
第
一
一
三
条
か
ら
一
部
抜
粋
し
て
い
る
。

（
9
） 

繰
り
上
げ
補
充
に
つ
い
て
は
、
公
職
選
挙
法
第
一
一
二
条
に
お
い
て
定
め
て
い
る
。

（
10
） 

前
田
英
昭
（
二
〇
〇
二
：
五
四
）

（
11
） 

前
田
英
昭
（
二
〇
〇
二
：
五
三
）

（
12
） 

藤
井
浩
司
（
一
九
九
五
）「
小
選
挙
区
制
と
「
補
欠
選
挙
」
の
意
味
」、『
国
会
月
報
』
四
二
（
五
五
四
）

（
13
） 

前
田
英
昭
（
二
〇
〇
二
：
五
四
）

（
14
） 

日
本
国
憲
法
は
前
文
で
「
正
当
に
選
挙
さ
れ
た
国
会
に
お
け
る
代
表
者
を
通
じ
て
行
動
」
と
し
、
国
会
議
員
は
国
民
に
選
挙
さ
れ
た
代
表
者
で

あ
る
と
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
国
会
議
員
の
定
数
削
減
は
、
財
政
上
の
要
求
ば
か
り
が
議
論
さ
れ
て
い
る
が
、
代
表
の
数
が
少
な
く
な
る
こ
と
に
対



七
九
三

補
欠
選
挙
の
研
究
（
岩
渕
）

（
一
一
八
五
）

す
る
議
論
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。
こ
う
し
た
諸
点
も
、
代
表
制
概
念
が
希
薄
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
き
て
い
る
。

（
15
） 

以
下
の
論
文
等
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　

岩
渕
美
克
（
一
九
九
六
）「
東
京
都
知
事
選
に
お
け
る
無
党
派
層
の
投
票
行
動
」、『
選
挙
研
究
』
第
一
一
号
、P

P
.61-70

（
16
） 
佐
藤　

令
（
二
〇
〇
五
）「
戦
後
の
補
欠
選
挙
」、『
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
』
二
〇
〇
五
年
一
二
月
号

（
17
） 

佐
藤　

令
（
二
〇
〇
五
：
七
八
）

（
18
） 

総
務
省
、「
行
政
レ
ビ
ュ
ー
」
よ
り
抜
粋

北
海
道
五
区
補
欠
選
挙
経
費　
　

平
成
二
三
年
行
政
事
業
レ
ビ
ュ
ー
シ
ー
ト
（
総
務
省
）
事
業
番
号
二
四

愛
知
六
区
補
欠
選
挙
経
費　
　
　

同
上　

事
業
番
号
二

参
議
院
補
欠
選
挙
経
費　
　
　
　

平
成
二
一
年
度　

同
上　

事
業
番
号
一
七

参
考
文
献

丹
羽　

功
（
二
〇
一
〇
）「
衆
議
院
石
川
一
区
・
富
山
二
区
補
欠
選
挙
の
研
究
」、『
冨
大
経
済
論
集
』
第
四
四
巻

白
鳥　

浩
（
一
九
九
八
）「
政
界
再
編
期
の
地
方
政
治
に
お
け
る
政
治
過
程
│
一
九
九
八
年
長
崎
知
事
選
挙
、
長
崎
一
区
、
四
区
補
欠
選
挙
│
」、

『
長
崎
県
立
大
学
論
集
』
第
三
二
巻
第
二
号

前
田
英
昭
（
二
〇
〇
二
）「
統
一
補
欠
選
挙
│
中
間
選
挙
た
り
得
る
か
│
」、『
国
会
月
報
』
四
九
（
六
四
八
）

佐
藤　

令
（
二
〇
〇
五
）「
戦
後
の
補
欠
選
挙
」、『
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
』
二
〇
〇
五
年
一
二
月
号

岩
渕
美
克
（
一
九
九
六
）「
東
京
都
知
事
選
に
お
け
る
無
党
派
層
の
投
票
行
動
」、『
選
挙
研
究
』
第
一
一
号
、P

P
.61-70
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一
八
三
四
年
イ
ギ
リ
ス
新
救
貧
法
再
考
（
矢
野
）

（
一
一
八
九
）

一
八
三
四
年
イ
ギ
リ
ス
新
救
貧
法
再
考矢　

　

野　
　
　
　
　

聡

1
．
は
じ
め
に

イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
は
、
貧
民
の
救
済
と
保
護
に
関
す
る
法
律
で
あ
る
と
と
も
に
、
国
内
行
政
政
策
と
し
て
貧
民
救
済
の
目
的
で
実
行
さ

れ
た
仕
組
み
と
し
て
は
世
界
で
最
も
古
い
歴
史
を
有
し
て
い
る
。
ビ
ヴ
ァ
リ
ッ
ジ
計
画
が
イ
ギ
リ
ス
で
実
行
さ
れ
る
ま
で
の
社
会
政
策
に

お
け
る
公
的
扶
助
を
は
じ
め
と
し
た
「
最
低
生
活
保
障
」
は
、
救
貧
法
行
政
の
残
滓
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
。
新
救
貧
法
以
来
、
イ
ギ

リ
ス
の
福
祉
行
政
お
よ
び
そ
の
施
行
は
、
国
民
扶
助
法
の
制
定
・
施
行
に
よ
る
最
終
的
な
廃
止
・
消
滅
に
至
る
ま
で
、
実
質
的
に
救
貧
法

が
担
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
新
救
貧
法
成
立
と
と
も
に
労
働
者
階
級
の
側
か
ら
沸
き
起
こ
っ
た
チ
ャ
ー
チ
ス
ト
運
動
、
一
九
世
紀
後
半
の
労

働
者
階
級
に
よ
る
救
貧
法
反
対
運
動
や
、
ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
を
中
心
と
し
た
フ
ェ
ビ
ア
ン
社
会
主
義
者
に
よ
る
救
貧
法
解
体
運
動
な
ど
、
社

会
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
側
か
ら
の
一
連
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
よ
る
政
治
的
な
「
ゆ
さ
ぶ
り
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
生
活
困
窮
者
を
救
済

七
九
七



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
一
一
九
〇
）

す
る
目
的
の
唯
一
の
国
内
法
と
し
て
存
続
し
続
け
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
新
救
貧
法
は
、
そ
れ
が
一
八
三
四
年
の
成
立
か
ら
一
九
四
八

年
に
廃
止
さ
れ
る
ま
で
の
一
〇
〇
年
余
り
の
間
、
イ
ギ
リ
ス
連
合
王
国
の
公
的
扶
助
に
関
す
る
「
基
本
原
理
」
の
一
つ
で
あ
り
続
け
た
。

同
時
に
一
方
で
は
、
宗
教
活
動
に
伴
う
慈
善
組
織
に
よ
る
貧
民
に
対
す
る
個
別
援
助
も
進
み
、
救
貧
法
が
社
会
サ
ー
ビ
ス
の
唯
一
の
提
供

主
体
と
は
い
え
な
い
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
も
あ
る
。

新
救
貧
法
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
は
、
ブ
ラ
ン
デ
ー
ジ
（A
nthony B

rundage,1978

）
の
労
作
を
代
表
に
（
1
）

、
わ
が
国
に
お
い
て
も
す
で
に

多
く
の
著
作
に
よ
る
紹
介
が
あ
り
、
こ
こ
で
改
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
い
が
、
従
来
は
経
済
史
な
い
し
福
祉
国
家
発
展
史
と
し
て
の
性
格

が
強
か
っ
た
。
経
済
史
か
ら
救
貧
法
、
特
に
院
外
救
済
の
研
究
に
接
近
し
た
の
は
、
カ
ー
ル
・
ポ
ラ
ニ
ー
（K

arl P
olanyi 1952 （2

）
）、

ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
（S

 and B
 W
ebb 1927;1929 （3

）
）
や
ハ
モ
ン
ド
夫
妻
（J and B

 H
am
m
ond ’s 1911 （4

）
）
の
著
作
に
見
ら
れ
る
。
彼
ら
の
分
析
視

点
は
院
外
救
済
が
及
ぼ
し
た
賃
金
＝
労
働
に
よ
る
資
本
主
義
の
影
響
か
ら
、
新
救
貧
法
成
立
に
よ
る
福
祉
国
家
の
成
立
お
よ
び
労
働
党
に

よ
る
社
会
主
義
的
国
家
の
形
成
論
に
基
づ
い
た
、
多
分
に
政
治
主
義
的
要
素
を
持
っ
た
歴
史
観
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
改
正
さ
れ

た
救
貧
法
が
貧
民
の
私
的
権
利
を
制
約
す
る
と
い
う
影
響
を
与
え
、
一
方
で
中
央
集
権
的
行
政
機
構
が
「
イ
ギ
リ
ス
福
祉
国
家
」
の
端
緒

に
な
っ
た
、
と
す
る
発
展
史
観
に
よ
る
と
ら
え
方
で
あ
っ
た
。
し
か
し
一
九
六
〇
年
代
を
過
ぎ
、
同
じ
経
済
学
領
域
か
ら
も
ブ
ロ
ー
グ

（M
ark B

laug 1963

）
に
よ
る
南
部
農
業
地
域
の
経
済
史
的
分
析
（
5
）

に
よ
る
ウ
ェ
ッ
ブ
型
救
貧
法
史
＝
社
会
主
義
発
展
史
な
い
し
「
福
祉
国
家

発
展
史
」
へ
の
批
判
が
始
ま
っ
た
（
6
）

。
ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
の
論
拠
は
、
新
救
貧
法
が
地
方
行
政
の
改
革
を
通
じ
た
中
央
集
権
の
目
的
を
達
成
す

る
た
め
の
手
段
で
あ
り
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
お
よ
び
ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
地
方
経
済
の
動
向
に
伴
う
教
区
救
貧
行
政
の
運
用
の
違
い
を
無
視
す
る

と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
イ
ー
ス
ト
ウ
ッ
ド
（D

avid E
astw
ood:1994

）
は
、
新
救
貧
法
の
改
革
を
通
じ
た
イ
ギ
リ
ス
地
方
行
政

の
改
革
は
、
決
し
て
目
的
意
識
的
な
経
過
を
辿
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
見
方
を
示
し
た
（
7
）

。
そ
の
後
は
さ
ら
に
多
く
の
経
済
学
者

七
九
八



一
八
三
四
年
イ
ギ
リ
ス
新
救
貧
法
再
考
（
矢
野
）

（
一
一
九
一
）

に
よ
っ
て
地
方
研
究
を
基
に
し
た
独
自
の
史
料
や
事
実
の
列
挙
を
通
じ
て
、
ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
に
よ
る
、
新
救
貧
法
と
救
貧
法
解
体
論
と
の

提
示
に
よ
る
単
純
な
マ
ル
ク
ス
主
義
歴
史
観
で
あ
る
「
社
会
主
義
的
制
度
発
展
論
」
が
批
判
さ
れ
る
状
態
に
な
っ
た
。
同
時
に
、
主
に
政

治
・
経
済
か
ら
の
局
面
で
進
化
し
た
救
貧
法
史
観
を
、
社
会
保
障
思
想
と
し
て
立
体
的
に
研
究
す
る
姿
勢
と
と
も
に
、
最
近
に
な
っ
て
よ

う
や
く
救
貧
法
を
法
学
の
見
地
か
ら
と
ら
え
な
お
す
作
業
も
ま
た
活
発
に
な
っ
て
き
た
。

一
般
的
に
、
旧
救
貧
法
の
仕
組
み
が
旧
来
の
よ
う
に
遂
行
し
得
な
く
な
る
の
が
学
説
と
し
て
定
着
し
て
い
る
の
は
一
七
五
〇
年
代
以
降

で
あ
る
。
こ
の
こ
ろ
か
ら
特
に
地
方
の
教
区
（parish

）
に
お
け
る
救
貧
法
救
済
支
出
の
増
加
が
問
題
と
な
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
産
業

革
命
の
影
響
が
優
勢
に
な
り
は
じ
め
た
都
市
部
で
は
、
農
村
部
ほ
ど
大
き
な
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
救
貧
法
救
済
支
出
の
増
加
問

題
は
、
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
社
会
の
急
激
な
変
化
と
相
関
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
人
口
の
増
加
、
し
ば
し
ば
起
こ
る
高
い
割
合
の
失
業
、
食

料
の
欠
乏
、
飢
饉
に
迫
る
物
価
の
高
騰
等
と
関
連
し
た
。
そ
し
て
全
国
一
万
五
〇
〇
〇
の
教
区
に
し
て
み
れ
ば
、
教
区
内
の
共
同
入
会
地

（com
m
ons

）
お
よ
び
第
二
次
囲
い
込
み
の
浸
透
に
よ
る
非
囲
い
込
み
地
の
減
少
、
定
住
戸
籍
を
持
つ
部
外
者
の
生
活
困
窮
者
を
支
え
る
た

め
の
法
的
信
頼
性
の
動
揺
と
い
う
よ
う
な
状
況
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
を
背
景
と
し
て
、
貧
民
の
た
め
に
教
区
は
真
摯
な
行
政
を
執
行
す
る

必
要
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
救
済
の
た
め
の
資
源
は
ま
す
ま
す
枯
渇
す
る
状
況
に
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
傾
向
が
実
際
に
現
れ
る

の
は
、
一
八
一
五
年
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
年
は
再
起
し
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
ワ
ー
テ
ル
ロ
ー
で
イ
ギ
リ
ス
・
プ
ロ
シ
ア
を
含
む
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

連
合
軍
に
惨
敗
し
、
イ
ギ
リ
ス
に
と
っ
て
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
脅
威
が
最
終
的
に
遠
の
い
た
時
期
で
あ
る
。
し
か
し
、
二
二
年
に
も
及

ぶ
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
で
の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
に
よ
る
イ
ギ
リ
ス
の
孤
立
政
策
と
反
外
国
主
義
の
浸
透
は
、
イ
ギ
リ
ス
全
土
に
ス
ネ
ル
（S

nell 

2006

）
が
述
べ
る
よ
う
な
「
よ
そ
者
嫌
い
（xenophobia

）」
の
風
潮
を
生
み
、
ス
ピ
ー
ナ
ム
ラ
ン
ド
制
度
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
定
住

法
の
下
で
の
低
所
得
労
働
者
に
対
す
る
救
済
措
置
が
蔓
延
し
、
各
教
区
が
院
外
救
済
を
競
争
的
に
支
出
す
る
よ
う
な
状
態
に
な
る
よ
う
な

七
九
九



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
一
一
九
二
）

結
果
を
招
い
た
（
8
）

。
同
時
に
、
一
八
一
五
年
か
ら
イ
ギ
リ
ス
全
土
で
本
格
的
な
農
業
不
況
が
続
い
た
。
戦
争
の
終
結
と
同
時
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

諸
外
国
か
ら
の
小
麦
が
イ
ギ
リ
ス
に
流
れ
込
み
、
小
麦
価
格
の
暴
落
が
物
価
の
変
動
と
地
代
の
価
格
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
始
め
た
。

そ
こ
で
議
会
は
「
穀
物
法
」
を
制
定
し
、
特
に
地
方
の
農
業
に
関
わ
る
土
地
所
有
者
階
級
の
利
害
を
保
護
し
た
（
9
）

。
穀
物
法
の
実
施
に
よ

り
、
国
内
物
価
は
再
び
高
騰
し
、
経
済
不
況
が
深
刻
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
多
く
の
勤
労
者
が
生
活
困
窮
に
陥
り
、
そ
れ
ま
で
専
ら
中
産

階
級
の
救
貧
税
負
担
か
ら
語
ら
れ
て
き
た
救
貧
法
に
対
す
る
改
革
の
問
題
が
、
失
業
者
も
含
む
貧
困
者
処
遇
及
び
そ
の
救
済
の
面
か
ら
も

語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
と
く
に
イ
ギ
リ
ス
南
部
の
地
域
の
こ
の
傾
向
は
顕
著
に
表
れ
た
。
ハ
モ
ン
ド
夫
妻
や
ウ
ェ
ッ
ブ
夫

妻
に
よ
る
歴
史
分
析
に
批
判
的
な
経
済
学
者
の
ボ
イ
ヤ
ー
（G

eorge R
. B
oyer 1990

）
や
ポ
イ
ン
タ
ー
（R

. J. P
oynter 1969 （10

）
）
も
述
べ
る

よ
う
に
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
後
は
、
陸
と
海
に
よ
る
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
勢
力
の
駆
逐
で
費
や
さ
れ
た
戦
争
の
経
費
に
よ
っ
て
、
国
内
は
緊
縮

財
政
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
さ
ら
に
戦
争
終
結
後
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
帰
還
し
た
イ
ギ
リ
ス
陸
海
軍
兵
士
の
国
内
労
働
市
場
へ
の
回
帰
・

再
需
要
に
よ
る
労
働
力
の
急
増
は
、
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
国
内
産
業
が
吸
収
で
き
る
規
模
で
は
な
く
、
雇
用
に
至
ら
ぬ
人
々
の
手
当
と
し
て

の
失
業
者
の
救
済
の
意
味
か
ら
も
、
救
貧
法
に
よ
る
経
費
は
増
大
し
た
。
さ
ら
に
大
陸
諸
国
の
政
治
経
済
的
な
変
動
と
そ
の
変
化
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
の
戦
争
に
従
事
し
た
多
く
の
イ
ギ
リ
ス
の
兵
士
に
影
響
を
与
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
後

の
フ
ラ
ン
ス
共
和
制
を
は
じ
め
と
し
た
大
陸
諸
国
の
統
治
機
構
の
刷
新
に
よ
っ
て
、
大
陸
の
多
く
の
諸
国
が
経
済
、
政
治
お
よ
び
法
の
改

革
を
積
極
的
に
行
い
、
そ
れ
ま
で
相
対
的
に
整
備
が
進
ん
で
い
た
と
み
ら
れ
る
イ
ギ
リ
ス
の
統
治
シ
ス
テ
ム
が
「
見
劣
り
」
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
こ
の
結
果
、
知
識
層
を
中
心
と
し
て
旧
来
型
イ
ギ
リ
ス
政
治
を
見
る
目
が
厳
し
く
な
っ
た
と
同
時
に
、
帰
還
し
た
軍
人
た
ち
に

よ
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
醸
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
労
働
者
階
級
と
し
て
の
自
覚
を
広
め
る
役
割
も
果
た
し
た
の
で
あ
っ
た
。
議
会
制
民
主
主

義
の
推
進
を
含
む
政
治
的
な
意
味
か
ら
も
、
国
内
行
政
の
刷
新
が
乞
わ
れ
て
い
た
と
い
う
点
は
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
内
の
急

八
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進
主
義
者
た
ち
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
中
で
も
ド
イ
ツ
お
よ
び
イ
タ
リ
ア
諸
国
（
両
国
と
も
当
時
は
統
一
さ
れ
た
国
で
は
な
か
っ
た
）
と
の

緩
や
か
な
共
通
の
憲
法
お
よ
び
法
制
度
の
整
備
の
連
携
を
模
索
し
た
（
11
）

。
こ
う
し
た
中
で
開
か
れ
た
戦
後
の
イ
ギ
リ
ス
議
会
の
財
政
に
関
す

る
審
議
は
難
航
し
、
放
漫
な
国
内
財
政
支
出
の
駆
逐
に
関
心
が
集
ま
っ
て
い
た
。
そ
の
見
直
し
の
中
心
は
い
う
ま
で
も
な
く
旧
救
貧
法
で

あ
っ
た
。
だ
が
、
新
興
の
中
産
階
級
を
代
表
す
る
都
市
部
の
国
会
議
員
は
、
こ
の
問
題
に
熱
心
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
地
方
の
土
地
所

有
者
を
中
心
と
し
た
利
害
か
ら
、
救
貧
法
問
題
が
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
方
、
一
八
一
七
年
か
ら
ス
タ
ー
ジ
ェ
ス
・
ボ
ー
ン

（S
turges B

ourne

）
委
員
会
で
審
議
さ
れ
て
い
た
救
貧
法
に
関
す
る
改
革
に
つ
い
て
は
、
議
会
に
お
い
て
何
の
進
展
も
な
く
停
滞
し
て
い

た
。法

制
史
に
目
を
向
け
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
的
お
よ
び
法
律
的
変
化
は
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
諸
国
の
法
律
に
関

す
る
改
革
の
動
き
が
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
点
を
見
過
ご
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
特
に
プ
ロ
シ
ア
、
フ
ラ
ン
ス
、
そ
し
て
オ
ー
ス
ト

リ
ア
の
近
代
法
学
の
興
隆
が
イ
ギ
リ
ス
の
知
的
階
級
を
刺
激
し
、
従
来
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
る
法
思
想
及
び
法
律
の
手
続
き
に
対
す
る

再
考
を
迫
っ
た
（
12
）

。
中
世
お
よ
び
近
世
を
経
て
存
続
し
た
教
区
に
よ
る
宗
教
に
よ
る
法
的
支
配
の
名
残
を
持
つ
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
、
中
央
近

代
国
家
に
よ
る
国
家
意
思
と
し
て
の
行
政
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
す
で
に
先
に
考
察
し
た
よ
う
に
（
13
）

、
一
八
世
紀
の
末

か
ら
四
季
合
同
裁
判
所
に
お
け
る
定
住
法
の
解
釈
と
運
用
、
そ
し
て
そ
の
緩
和
傾
向
は
多
く
の
論
争
を
呼
ん
で
い
た
。
定
住
法
の
規
定
に

よ
る
生
活
困
窮
者
の
地
元
の
教
区
へ
の
送
還
手
続
き
は
費
用
が
か
か
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
多
く
は
近
隣
の
教
区
間
で
法
廷
上
の
争
い
と

な
り
、
一
九
世
紀
に
な
る
と
法
定
費
用
も
無
視
で
き
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
。
教
俊
、
法
廷
費
用
、
証
人
の
調
達
、
巡
回
費
用
、
生

活
困
窮
者
の
た
め
の
法
廷
戦
術
費
用
等
々
で
、
一
判
例
あ
た
り
二
〇
ポ
ン
ド
を
超
え
、
中
に
は
五
〇
ポ
ン
ド
を
超
え
る
も
の
も
あ
っ
た
（
14
）

。

こ
の
よ
う
な
状
態
が
、
救
貧
法
に
関
す
る
裁
判
の
増
加
と
と
も
に
生
じ
た
の
で
あ
る
。
近
隣
同
士
の
定
住
法
の
係
争
で
勝
訴
し
た
教
区
は
、

八
〇
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教
会
の
鐘
を
鳴
ら
し
た
。
定
住
法
に
よ
る
生
活
困
窮
者
の
扱
い
に
関
す
る
係
争
例
の
増
加
は
、
結
果
と
し
て
教
区
間
の
敵
対
な
い
し
緊
張

状
態
を
招
く
こ
と
に
な
っ
た
。

2
．
救
貧
法
改
正
へ
の
経
緯

こ
う
し
た
救
貧
法
そ
の
も
の
の
停
滞
打
破
を
在
野
の
身
で
強
力
に
実
行
し
た
の
が
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ベ
ン
サ
ム
で
あ
っ
た
。
ベ
ン
サ
ム
に

よ
れ
ば
、
従
来
の
イ
ギ
リ
ス
が
遵
守
し
て
き
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
本
質
的
に
す
べ
て
が
未
知
の
遡
及
法
（ex post facto

）
で
あ
り
、
基
本

的
に
は
遠
く
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
族
の
伝
統
に
つ
な
が
る
、
旧
式
の
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
（
家
父
長
主
義
）
を
基
調
と
し
た
個
人
の
権
利
を

背
景
に
持
つ
法
哲
学
で
あ
る
と
す
る
。
ベ
ン
サ
ム
は
、
彼
が
展
望
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
の
事
情
を
睨
み
な
が
ら
近
代
的
中
央
集
権
政
府

に
よ
る
法
体
系
を
考
慮
す
れ
ば
、
新
し
く
コ
ー
ド
化
し
た
法
体
系
に
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
し
た
。
し
か
し
、
彼
は
そ
の
指
針
を

述
べ
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
実
際
に
新
た
に
コ
ー
ド
化
し
た
法
の
具
体
例
を
示
さ
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
、
こ
の
作
業
を
彼

に
し
て
も
ら
お
う
と
は
し
な
か
っ
た
、
と
い
う
表
現
が
正
し
い
。
ベ
ン
サ
ム
は
、
経
済
理
論
に
よ
る
救
貧
法
解
体
論
に
は
く
み
せ
ず
、
法

理
論
に
よ
っ
て
被
救
済
者
の
論
理
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
た
。「
も
し
個
人
の
生
活
状
態
が
労
働
そ
の
他
に
よ
っ
て
維
持
で
き
な
け
れ
ば
、

自
身
の
労
働
に
よ
っ
て
生
活
維
持
で
き
る
も
の
よ
り
も
（
救
済
を
与
え
る
と
）
み
な
し
う
る
。
そ
し
て
そ
の
状
態
の
段
階
が
確
か
め
ら
れ
れ

ば
、
生
活
困
窮
者
は
自
分
自
身
の
労
働
で
生
活
で
き
る
人
々
か
ら
、
他
人
の
労
働
に
よ
っ
て
自
分
自
身
の
生
活
を
維
持
す
る
人
々
と
し
て

の
生
活
援
助
を
継
続
的
に
引
き
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
怠
惰
に
属
す
る
人
々
は
、
そ
れ
は
今
日
で
は
独
立
し
て
生
活
を
維

持
で
き
る
財
産
保
有
者
の
中
に
も
い
る
が
、
遅
か
れ
早
か
れ
彼
ら
の
労
働
は
、
生
存
ギ
リ
ギ
リ
の
絶
え
間
な
い
消
費
ま
で
、
そ
の
絶
え
間

な
い
再
生
産
を
拡
大
し
続
け
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
結
局
労
働
す
る
者
が
い
な
く
な
る
こ
と
で
あ
る
（
15
）

」
と
述
べ
る
。
と
り
わ
け
ベ
ン

八
〇
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サ
ム
は
、
一
八
一
七
年
当
時
法
律
上
或
い
は
議
会
に
お
い
て
盛
ん
に
論
議
さ
れ
た
「
救
済
を
受
給
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の

（deserving

）」
と
、「
救
済
を
受
給
す
る
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
も
の
（undeserving

）」
と
の
区
分
論
争
に
、
労
働
の
概
念
を
用
い
て
積
極

的
に
加
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ベ
ン
サ
ム
の
論
理
は
救
済
受
給
者
と
し
て
の
労
働
者
は
規
定
し
た
が
、
病
人
、
障
碍
者
、
身
体
の

弱
っ
た
老
人
に
ま
で
は
及
ん
で
い
な
い
。
一
八
二
四
年
に
は
議
会
で
「
浮
浪
者
に
関
す
る
法
律
（
16
）

」
が
成
立
し
、
怠
惰
で
秩
序
を
乱
す
い
わ

ゆ
る
悪
人
を
厳
し
く
規
定
し
て
、
こ
れ
ら
の
も
の
を
救
済
し
な
い
よ
う
に
し
た
。

ベ
ン
サ
ム
は
救
貧
法
改
革
、
刑
法
改
革
の
論
の
一
環
と
し
て
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
構
想
を
広
く
ア
ピ
ー
ル
し
、
議
会
中
央
の
関
心
を
引
こ

う
と
し
た
が
、
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
こ
の
意
見
を
容
れ
な
か
っ
た
。
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
構
想
こ
そ
が
、
ベ
ン
サ
ム
流
の
独
特
な
中
央

集
権
型
行
政
の
構
造
的
理
解
を
特
徴
づ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
結
局
議
会
有
力
者
に
認
め
て
も
ら
う
目
的
で
の
彼
の
提
言
は
、
貴
族
や
オ

ピ
ニ
オ
ン
・
リ
ー
ダ
ー
に
無
視
さ
れ
、
意
見
を
容
れ
ら
れ
な
か
っ
た
彼
は
、
当
時
の
法
の
権
威
お
よ
び
議
会
の
代
表
者
へ
の
批
判
と
い
う

急
進
主
義
的
な
方
向
に
向
か
っ
た
。

貧
民
と
女
性
に
選
挙
権
が
与
え
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、「
改
革
」
と
称
す
る
第
一
回
選
挙
法
改
正
（
17
）

に
よ
る
総
選
挙
後
の

一
八
三
二
年
二
月
に
成
立
し
た
ホ
ィ
ッ
グ
党
政
権
に
よ
っ
て
、
そ
の
後
の
イ
ギ
リ
ス
政
治
は
劇
的
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
。
た
と
え
ば
、

一
八
三
三
年
に
は
奴
隷
貿
易
が
廃
止
に
な
り
、
清
国
（
中
国
）
と
の
貿
易
で
個
人
的
取
引
が
解
禁
と
な
っ
た
。
ま
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行

の
専
有
性
が
再
定
義
さ
れ
、
新
聞
広
告
の
規
制
が
緩
和
さ
れ
た
（
18
）

。
一
八
三
二
年
改
革
法
と
呼
ば
れ
る
選
挙
法
改
正
に
よ
っ
て
、
特
に
下
院

の
政
治
家
が
自
ら
の
存
続
の
た
め
に
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
選
挙
運
動
に
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
握
る
中
産
階
級
、
言
い
換
え
れ

ば
地
方
税
を
拠
出
す
る
人
々
で
あ
っ
た
。
し
か
も
彼
ら
は
通
常
、
経
済
の
動
向
に
関
心
が
深
い
、
な
い
し
ほ
と
ん
ど
そ
れ
の
み
し
か
関
心

の
な
い
人
々
で
も
あ
っ
た
。
議
会
が
各
地
方
の
こ
う
し
た
人
々
の
利
害
を
考
慮
し
た
場
合
、
税
支
出
の
削
減
が
個
々
の
地
方
政
府
に
よ
る

八
〇
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ば
か
り
で
な
く
、
全
国
的
決
定
機
構
に
よ
る
も
の
に
す
る
た
め
の
新
た
な
制
度
の
必
要
性
を
顧
慮
す
る
に
到
っ
た
。
こ
う
し
た
背
景
の
中

で
、
一
八
三
二
年
に
救
貧
法
調
査
委
員
会
が
新
た
に
発
足
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
委
員
会
に
は
九
名
の
委
員
が
任
命
さ
れ
た
。
そ
の

う
ち
の
最
も
重
要
な
二
名
を
挙
げ
れ
ば
、
ベ
ン
サ
ム
の
法
哲
学
に
影
響
を
受
け
た
法
学
者
で
、
経
済
学
者
で
も
あ
っ
た
ナ
ッ
ソ
ウ
・
セ
ニ

ア
（N

assau S
enior

）
と
、
ベ
ン
サ
ム
の
弟
子
で
法
学
者
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
エ
ド
ウ
ィ
ン
・
チ
ャ
ド
ウ
ィ
ッ
ク
（E

dw
in C
hadw

ick

）

で
あ
る
。
委
員
会
の
最
初
の
仕
事
は
院
外
救
済
の
経
済
的
影
響
に
関
す
る
デ
ー
タ
を
集
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
委
員
は
二
種
類
の
証
拠
集

め
を
し
た
。
す
な
わ
ち
、
独
自
の
郵
送
に
よ
る
聞
き
取
り
調
査
、R

ural and T
ow
n Q
ueries

で
あ
る
。
こ
れ
は
一
八
三
二
年
の
春
の

う
ち
に
全
国
に
郵
送
さ
れ
た
。
次
に
委
員
会
が
実
際
に
全
国
で
行
っ
た
調
査
は
、
院
外
救
済
が
受
給
者
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
で
あ
っ

た
。
労
働
者
の
勤
勉
性
、
習
慣
、
性
格
、
人
口
の
増
加
、
賃
金
率
、
農
業
に
利
す
る
も
の
、
農
業
を
削
減
す
る
も
の
、
土
地
の
借
り
上
げ

と
利
用
の
促
進
に
つ
い
て
、
な
ど
の
項
目
で
あ
っ
た
。
こ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
二
六
人
の
補
助
委
員
を
選
任
し
た
。
補
助
委
員
の

報
告
書
は
一
八
三
三
年
一
月
ま
で
に
完
成
し
た
。
聞
き
取
り
調
査
に
よ
る
結
果
が
、
こ
の
報
告
の
後
に
発
表
さ
れ
た
。
補
助
委
員
に
よ
る

精
力
的
な
現
地
調
査
に
よ
り
、
そ
れ
以
前
の
調
査
結
果
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
無
視
さ
れ
た
。
こ
れ
を
無
視
し
、
独
自
の
選
定
に
よ
っ
て
大

部
分
に
わ
た
っ
て
執
筆
し
た
の
は
セ
ニ
ア
と
チ
ャ
ド
ウ
ィ
ッ
ク
で
あ
っ
た
。
報
告
書
は
、
全
員
参
加
に
よ
る
統
計
の
客
観
的
な
実
施
と
公

平
な
数
値
に
よ
る
判
断
と
い
う
よ
り
は
、
理
念
的
要
素
の
強
い
報
告
で
あ
っ
た
。
彼
ら
が
一
八
三
三
年
に
内
閣
に
提
出
し
た
報
告
で
導
い

た
結
論
は
、
失
業
と
い
う
も
の
が
怠
慢
な
労
働
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
景
気
循
環
に
よ
る
構

造
的
な
「
失
業
」
の
形
態
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
一
八
七
〇
年
代
で
あ
り
、
当
時
の
第
一
線
の
専
門
家
に
よ
る
認
識
は
こ
れ
よ
り
以
前
の

低
い
水
準
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
付
け
加
え
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
タ
ウ
ン
ゼ
ン
ト
（Joseph T

ow
nsend 1786 （19

）
）
や
マ
ル
サ
ス

（T
hom
as R
obert M

althus 1803 （20
）

）
の
理
論
と
し
て
一
九
二
〇
年
代
に
優
勢
で
あ
っ
た
も
の
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
マ
ル
サ
ス

八
〇
四
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は
人
口
の
増
加
が
院
外
救
済
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
、
と
論
じ
て
い
る
。

の
ち
に
こ
れ
が
王
立
委
員
会
（
一
八
三
四
王
立
委
員
会
）
の
一
般
報
告
書
に
選
定
さ
れ
た
形
で
採
用
さ
れ
た
。
一
八
三
四
年
三
月
、
委
員

会
が
こ
の
一
般
報
告
書
を
印
刷
、
公
開
し
た
。
こ
の
報
告
書
は
議
会
報
告
と
し
て
全
一
二
巻
で
埋
め
尽
く
さ
れ
、
何
千
ペ
ー
ジ
に
も
わ

た
っ
た
も
の
を
、
数
一
〇
〇
頁
に
要
約
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
一
般
報
告
書
は
二
月
二
〇
日
の
日
付
が
あ
り
、
九
人
に
委
員
に
よ
（
21
）

る
署
名

が
あ
っ
た
が
、
実
質
の
内
容
に
導
い
た
の
は
、
前
述
の
わ
ず
か
二
名
で
あ
っ
た
。
彼
ら
に
よ
る
独
断
的
な
結
論
は
、
ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
の
研

究
に
よ
れ
ば
、
一
般
報
告
書
の
内
容
は
有
名
を
三
つ
の
原
則
で
区
分
し
た
。
す
な
わ
ち
第
一
は
中
央
の
救
貧
委
員
会
が
主
導
す
る
救
貧
行

政
に
よ
る
、
中
央
集
権
か
つ
効
率
的
行
政
運
用
の
実
施
で
あ
る
。
第
二
は
貧
民
救
済
の
対
象
者
は
、
最
低
生
活
を
送
る
労
働
者
の
生
活
よ

り
も
さ
ら
に
低
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、「
劣
等
処
遇
の
原
則
」
で
あ
る
。
そ
し
て
第
三
は
、
院
外
救
済
の
実
態
が
労
働
や
産
業

に
悪
い
影
響
を
与
え
て
お
り
、
廃
止
さ
れ
る
べ
き
も
の
、
し
た
が
っ
て
教
区
連
合
に
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
を
建
設
し
、
有
能
貧
民
を
収
容
す
る
、

と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
（
22
）

。

3
．
新
救
貧
法
の
成
立
と
内
容

新
救
貧
法
の
成
立
を
め
ぐ
る
政
治
・
経
済
的
状
況
の
分
析
、
紹
介
は
、
経
済
思
想
史
の
視
点
か
ら
わ
が
国
で
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
正
文
と
し
て
の
新
救
貧
法
の
内
容
の
丁
寧
な
紹
介
に
従
っ
て
こ
の
法
律
的
特
徴
点
を
指
摘
し
た
も
の
は
、
今
日
に
い
た
る
ま
で

見
当
た
ら
な
い
（
23
）

。
こ
の
理
由
は
、
そ
も
そ
も
ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
が
同
法
の
解
説
を
丁
寧
に
行
っ
て
い
な
い
こ
と
に
そ
の
原
因
が
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
す
で
に
フ
ェ
ビ
ア
ン
協
会
の
広
告
塔
と
し
て
の
位
置
を
占
め
て
い
た
ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
が
行
っ
た
救
貧
法
史
研

究
は
、
ビ
ア
ト
リ
ス
・
ウ
ェ
ッ
ブ
が
一
九
〇
五
年
に
設
立
さ
れ
た
当
時
の
救
貧
法
に
関
す
る
王
立
委
員
会
少
数
派
の
立
場
を
正
当
化
す
る

八
〇
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た
め
の
政
治
的
な
動
機
づ
け
が
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
新
救
貧
法
の
解
説
の
部
分
で
は
救
貧
法
成
立
の
前
提
と
な
っ
た
「
救
貧
法
委
員
会

報
告
書
」
の
内
容
が
こ
と
さ
ら
に
強
調
さ
れ
た
こ
と
が
第
一
の
要
因
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
救
貧
法
を
政
策
史
と
し
て
分
析
・
解
明

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
救
貧
法
に
つ
い
て
は
法
そ
の
も
の
の
研
究
よ
り
も
、
成
立
に
至
る
報
告
書
の
解
説
に
比
重
を
置
い
た
の
で
あ
る
。

ビ
ア
ト
リ
ス
・
ウ
ェ
ッ
ブ
に
し
て
み
れ
ば
、
法
改
正
以
前
の
報
告
書
こ
そ
が
重
要
な
の
で
あ
っ
た
。
第
二
は
ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
の
救
貧
法
研

究
ア
プ
ロ
ー
チ
の
限
界
で
も
あ
る
が
、
法
律
家
か
ら
の
視
点
に
よ
る
歴
史
研
究
に
造
詣
が
な
く
、
ま
た
関
心
を
持
た
な
か
っ
た
こ
と
が
挙

げ
ら
れ
よ
う
。
ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
か
ら
後
の
イ
ギ
リ
ス
お
よ
び
我
が
国
の
研
究
者
た
ち
は
ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
の
詳
細
か
つ
入
念
な
著
作
か
ら
の

影
響
で
、
こ
の
方
法
に
よ
る
新
救
貧
法
の
研
究
手
法
を
踏
襲
し
て
い
た
の
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
ウ
ェ
ッ

ブ
夫
妻
の
著
述
方
法
か
ら
自
由
な
表
現
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
か
ら
は
る
か
以
前
の
、
一
九

世
紀
に
ま
さ
に
救
貧
法
委
員
会
の
当
事
者
の
一
人
と
し
て
活
躍
し
た
ニ
コ
ル
ズ
が
著
し
た
救
貧
法
史
か
ら
、
直
接
に
新
救
貧
法
の
ダ
イ

ジ
ェ
ス
ト
を
引
用
す
る
の
が
正
し
い
で
あ
ろ
う
。
ニ
コ
ル
ズ
の
著
作
か
ら
新
救
貧
法
の
立
法
に
至
る
経
緯
を
見
て
み
よ
う
（
24
）

。
新
救
貧
法
報

告
は
内
閣
に
お
い
て
一
八
三
四
年
二
月
二
〇
日
に
署
名
さ
れ
た
。
時
を
経
ず
、
三
月
一
七
日
に
救
貧
法
改
正
法
案
が
閣
議
に
よ
っ
て
検
討

さ
れ
、
ス
タ
ー
ジ
ェ
ス
・
ボ
ー
ン
と
ナ
ッ
ソ
ウ
・
セ
ニ
ア
の
両
名
が
内
閣
に
報
告
書
の
説
明
を
行
っ
て
い
る
。
慎
重
な
法
案
作
成
の
過
程

を
経
て
閣
議
決
定
の
後
、
四
月
一
七
日
に
財
務
大
臣
で
あ
る
オ
ル
ソ
ー
プ
（L

ord A
lthorp

）
卿
に
よ
っ
て
下
院
で
最
初
の
趣
旨
説
明
が

な
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
国
会
に
提
出
さ
れ
た
救
貧
法
改
正
（
新
救
貧
法
）
案
は
、
議
会
に
よ
っ
て
お
お
む
ね
好
意
的
に
受
け
と
め
ら
れ
た
。

五
月
九
日
、
第
二
読
会
の
後
に
評
決
が
行
わ
れ
、
法
案
は
賛
成
二
九
九
、
反
対
二
〇
の
圧
倒
的
な
差
で
可
決
さ
れ
た
（
25
）

。
第
三
読
会
は
七
月

一
日
に
行
わ
れ
、
賛
成
が
一
八
七
票
、
反
対
が
五
〇
票
で
あ
っ
た
。
な
お
こ
の
議
決
で
、
新
救
貧
法
の
内
容
は
五
年
間
の
時
限
立
法
と

な
っ
た
。
論
議
の
中
心
は
、
中
央
の
救
貧
法
委
員
会
に
よ
る
権
限
の
集
中
を
恐
れ
る
意
見
が
次
第
に
強
く
な
っ
て
き
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

八
〇
六
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こ
れ
を
受
け
て
、
審
議
に
あ
た
っ
て
法
案
は
修
正
さ
れ
て
い
っ
た
。
七
月
二
日
に
法
案
は
下
院
の
審
議
が
終
了
し
、
上
院
に
回
さ
れ
た
が
、

グ
レ
イ
（C

harles G
rey, 2nd E

arl G
rey

）
内
閣
で
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
威
圧
法
の
審
議
で
紛
糾
し
て
お
り
、
上
院
第
二
読
会
が
二
一
日
に

ま
で
ず
れ
込
ん
だ
。
そ
し
て
こ
の
期
間
に
内
閣
が
グ
レ
イ
か
ら
メ
ル
ボ
ー
ン
（M

elbourne

）
卿
に
代
わ
っ
た
の
で
、
上
院
で
法
案
趣
旨
説

明
を
行
っ
た
の
は
後
任
の
財
務
大
臣
で
あ
る
ブ
ル
ー
ア
ム
（L

ord B
roughham

）
卿
で
あ
っ
た
。
ま
た
応
援
演
説
は
ウ
ェ
リ
ン
ト
ン
公
爵

（D
uke of W

ellington
）
が
行
っ
た
。
第
二
読
会
で
の
法
案
表
決
で
は
上
院
の
七
六
名
が
賛
成
、
一
三
名
が
反
対
と
い
う
大
差
で
議
決
さ
れ

た
。
法
案
は
七
月
二
七
日
に
委
員
会
の
審
議
に
か
け
ら
れ
た
。
そ
の
内
容
は
救
貧
法
委
員
会
の
権
限
に
関
す
る
も
の
と
、
非
摘
出
子
条
項

に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
八
月
八
日
に
法
案
の
第
三
読
会
が
行
わ
れ
、
修
正
事
項
と
と
も
に
下
院
に
送
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
八
月
一
四
日
に
、

新
救
貧
法
は
正
式
に
成
立
し
た
の
で
あ
る
。

一
八
三
四
年
に
成
立
し
た
新
救
貧
法
、
正
式
に
は
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
貧
困
者
に
関
連
し
た
法
律
の
修
正
お
よ
び
よ
り

良
い
行
政
の
た
め
の
法
律
」
の
内
容
は
、
全
部
で
一
〇
九
条
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
（
26
）

。
一
読
す
る
と
、
旧
来
の
法
文
の
構
成
と
異
な
り
、

今
日
の
法
の
条
項
が
有
す
る
官
僚
主
義
的
か
つ
決
定
的
な
印
象
を
持
っ
て
い
る
点
が
特
徴
と
い
え
る
。
法
律
の
構
文
は
明
ら
か
に
旧
来
の

法
体
系
と
は
異
な
る
装
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
選
挙
法
改
正
以
後
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
諸
国
に
よ
る
立
法
形
式
の
影
響
も
受
け
て
、
イ

ギ
リ
ス
立
法
形
態
も
本
格
的
な
近
代
化
の
様
相
を
呈
し
て
き
た
と
理
解
で
き
る
。

内
容
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
新
救
貧
法
の
第
一
条
か
ら
第
一
二
条
ま
で
は
、
救
貧
法
委
員
（P

oor L
aw
 C
om
m
issioners

）
に
つ
い
て

書
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
国
王
は
三
名
の
中
央
救
貧
委
員
会
委
員
を
任
命
ま
た
は
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
中

央
政
府
の
権
限
に
準
じ
る
も
の
を
有
し
て
お
り
、
委
員
会
の
任
命
お
よ
び
解
任
事
項
は
内
務
大
臣
に
報
告
す
る
役
割
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

五
条
ま
で
は
記
録
の
作
成
と
毎
年
一
回
国
務
院
に
報
告
す
る
と
い
う
、
疑
似
政
府
的
な
救
貧
法
委
員
の
権
限
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
第
七

八
〇
七
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条
で
は
こ
の
法
律
の
遂
行
の
目
的
で
、
九
名
の
補
助
委
員
が
任
命
ま
た
は
解
任
さ
れ
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
第
九
条
で
は
こ
の
委

員
及
び
副
委
員
は
、
ロ
ン
ド
ン
及
び
各
地
方
に
お
い
て
必
要
と
思
わ
れ
る
職
員
を
有
給
で
任
命
で
き
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
一
二

条
で
は
、
こ
の
補
助
委
員
が
委
員
の
委
任
を
受
け
て
実
務
の
遂
行
上
、
委
員
の
権
限
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
さ
ら
に
救
貧
法
関
係

に
つ
い
て
大
き
な
権
限
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。
救
貧
法
委
員
及
び
補
助
委
員
の
権
限
に
つ
い
て
の
条
項
は
こ
の
後
も

続
く
（
第
一
四
条
か
ら
二
〇
条
）。
第
二
一
条
か
ら
三
〇
条
ま
で
は
教
区
連
合
に
よ
る
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
の
維
持
費
用
、
建
設
費
用
、
借
入
等

及
び
ギ
ル
バ
ー
ト
法
等
、
既
存
の
法
律
と
の
調
整
に
関
す
る
条
項
で
あ
る
。
三
一
条
か
ら
三
七
条
ま
で
は
、
教
区
連
合
設
立
促
進
の
た
め

の
各
種
の
規
定
、
手
続
き
を
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
三
八
条
か
ら
四
一
条
ま
で
は
、
教
区
連
合
の
推
進
に
よ
っ
て
新
た
な
救
貧
法
行
政
を

中
心
的
に
担
う
こ
と
に
な
る
「
貧
民
保
護
官
（poor law

 guardians for union

）
の
役
割
と
、
従
来
救
貧
法
行
政
に
大
き
な
影
響
力
を
持
っ

て
い
た
治
安
判
事
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
る
。
単
一
の
教
区
の
時
代
に
有
し
て
い
た
治
安
判
事
の
権
限
は
、
新
た
な
保
護
官
の
も
の
に
な

る
こ
と
、
し
か
し
保
護
官
の
行
動
は
教
区
会
の
決
定
に
よ
る
こ
と
、
ま
た
保
護
官
は
財
産
を
保
持
す
る
富
裕
な
人
々
か
ら
選
挙
に
よ
っ
て

選
ば
れ
る
こ
と
、
等
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
第
四
二
条
か
ら
第
四
五
条
は
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
収
容
者
の
管
理
規
制
と
治
安
判
事
の
行
政
立
ち

入
り
審
査
権
等
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。
四
六
条
か
ら
四
八
条
は
委
員
会
に
よ
る
有
給
行
政
職
員
を
雇
用
で
き
る
規
定
、
貧
民
監
督
官
、

ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
の
所
長
、
教
区
の
有
給
事
務
職
員
等
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
る
。
四
九
条
か
ら
五
一
条
は
有
給
行
政
職
員
に
つ
い
て
の
既

存
の
法
律
と
の
調
整
に
つ
い
て
、
五
二
条
は
有
能
貧
民
に
対
す
る
給
付
決
定
の
際
の
基
準
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
救
貧
法
委

員
会
の
権
限
と
し
て
、
有
能
貧
民
に
対
す
る
院
外
救
済
の
受
給
を
行
わ
な
い
理
由
に
つ
い
て
説
明
す
る
よ
う
に
し
た
。
五
三
条
、
五
四
条

は
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ヤ
ン
グ
法
の
廃
止
（
す
な
わ
ち
貧
民
監
督
官
お
よ
び
治
安
判
事
の
職
務
の
制
限
）、
新
設
の
保
護
官
の
職
務
、
そ
し
て
緊
急
の

場
合
及
び
医
療
ニ
ー
ズ
が
生
じ
た
場
合
に
治
安
判
事
が
対
応
で
き
る
（
現
物
給
付
の
み
）
こ
と
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。
五
五
条
五
六

八
〇
八
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条
及
び
五
七
条
は
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
収
容
者
は
定
住
法
に
規
定
さ
れ
た
妻
お
よ
び
一
六
歳
未
満
の
児
童
（
視
力
障
碍
者
や
言
語
障
碍
者
は
除
く
）

の
救
済
登
録
を
行
う
こ
と
、
ま
た
非
摘
出
子
で
あ
ろ
う
と
一
六
歳
ま
で
は
父
と
み
な
す
男
子
が
生
活
を
支
え
る
こ
と
と
し
た
の
で
あ
る
と

規
定
し
た
。
五
八
条
と
五
九
条
は
、
委
員
会
に
よ
る
救
済
は
借
入
金
に
よ
り
行
わ
れ
る
こ
と
と
し
た
。
六
〇
条
は
軍
人
の
家
族
の
救
済
規

定
を
定
め
た
。
六
一
条
は
従
来
治
安
判
事
が
長
く
有
し
て
い
た
児
童
の
徒
弟
奉
公
先
に
決
定
権
が
、
委
員
会
に
移
る
こ
と
を
認
め
た
。

六
二
条
と
六
三
条
は
委
員
会
の
認
可
の
も
と
に
教
区
会
が
貧
困
者
に
対
す
る
貸
付
（
五
年
ロ
ー
ン
）
及
び
財
務
省
へ
の
こ
の
目
的
で
の
借

り
入
れ
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。
六
四
条
か
ら
六
八
条
は
、
定
住
戸
籍
に
よ
る
職
業
あ
っ
せ
ん
や
徒
弟
奉
公
の
禁
止
、
船
の
労
働
あ
っ

せ
ん
の
禁
止
を
規
定
し
た
。
六
九
条
か
ら
七
一
条
は
、
非
摘
出
子
の
母
お
よ
び
推
定
さ
れ
る
父
へ
の
信
頼
度
に
関
す
る
規
定
で
あ
り
、
続

く
七
二
条
か
ら
七
六
条
ま
で
は
非
摘
出
子
の
養
育
を
貧
民
監
督
官
が
四
季
合
同
裁
判
所
に
よ
る
裁
定
で
養
育
さ
せ
る
権
限
を
持
つ
と
い
う

も
の
で
あ
る
。
貧
民
監
督
官
側
が
敗
訴
し
た
場
合
、
公
判
の
費
用
は
負
担
す
る
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
七
七
条
は
、
貧
民
の
救
済
に
関

す
る
行
政
に
関
連
し
た
条
項
で
、
救
貧
法
救
済
費
用
は
私
的
利
益
の
た
め
に
こ
れ
を
用
い
て
は
な
ら
ず
、
も
し
こ
れ
が
行
わ
れ
た
場
合
五

ポ
ン
ド
以
下
の
過
料
と
す
る
、
と
規
定
し
て
い
る
。
七
八
条
は
治
安
判
事
の
裁
定
に
よ
り
、
家
族
の
規
定
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

七
九
条
か
ら
八
四
条
ま
で
は
教
区
か
ら
再
移
動
す
る
際
は
、
現
教
区
に
二
一
日
以
上
の
居
住
証
明
が
必
要
な
こ
と
、
貧
民
監
督
官
は
定

住
戸
籍
の
確
認
と
元
の
居
住
区
へ
移
り
た
い
の
で
あ
れ
ば
便
宜
供
与
を
図
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
八
五
条
は
救
貧
税
の
ほ
か
に
基
金

や
慈
善
金
の
募
集
を
行
う
べ
き
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
八
六
条
は
ギ
ル
バ
ー
ト
法
に
お
い
て
示
さ
れ
た
広
告
収
入
、
債
権
等
の
追
求
は
継

続
さ
れ
る
こ
と
、
委
員
会
へ
の
手
紙
は
切
手
が
不
要
な
こ
と
な
ど
を
述
べ
て
い
る
。
八
九
条
と
九
〇
条
は
貧
民
救
済
以
外
の
使
途
の
た
め

に
費
用
を
使
わ
な
い
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
九
一
条
か
ら
九
四
条
は
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
内
で
の
飲
酒
の
禁
止
で
、
違
反
し
た
場
合
は
一
〇
ポ

ン
ド
の
過
料
と
な
る
。
九
五
条
か
ら
九
七
条
は
、
保
護
官
や
法
令
を
順
守
し
な
い
貧
民
監
督
官
や
官
吏
に
は
五
ポ
ン
ド
の
過
料
が
科
せ
ら

八
〇
九
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れ
る
こ
と
を
定
め
た
。
ま
た
不
正
に
給
付
を
行
っ
た
場
合
は
二
〇
ポ
ン
ド
の
過
料
と
し
た
。
九
八
条
は
規
則
に
従
わ
な
い
人
物
へ
の
罰
金

に
つ
い
て
定
め
た
。
九
九
条
か
ら
一
〇
二
条
ま
で
は
罰
金
や
財
産
没
収
に
よ
る
金
品
は
売
却
が
可
能
な
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
一
〇
三
条

と
一
〇
四
条
は
治
安
判
事
に
よ
る
四
季
合
同
裁
判
が
、
も
し
一
四
日
の
う
ち
に
不
服
申
し
立
て
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
四
ヶ
月
の
う
ち

に
こ
れ
を
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
一
〇
五
条
か
ら
一
〇
八
条
ま
で
は
裁
判
が
上
級
審
事
後
送
り
の
状
態
と

な
り
、
最
終
的
に
判
決
が
最
高
裁
判
所
で
破
棄
な
い
し
却
下
さ
れ
た
場
合
の
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
最
終
の
条
項
（
一
〇
九
条
）

は
、
附
則
と
し
て
修
正
な
い
し
廃
止
の
事
項
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
（
27
）

。

4
．
新
救
貧
法
の
評
価
と
そ
の
影
響

新
救
貧
法
の
施
行
に
よ
っ
て
、
と
り
わ
け
大
き
な
変
化
が
生
じ
た
の
は
地
方
自
治
行
政
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
単
独
の
教
区
が
長

い
間
有
し
て
い
た
貧
民
に
貧
困
救
済
を
与
え
る
権
限
が
消
滅
し
た
。
教
区
は
連
合
教
区
と
い
う
新
た
な
行
政
区
に
よ
っ
て
選
挙
で
選
任
さ

れ
た
貧
民
保
護
官
（poor law
 guardian

）
に
権
限
を
ゆ
だ
ね
ら
れ
、
教
区
が
単
独
で
行
う
の
は
、
土
地
法
裁
判
官
と
共
同
で
行
わ
れ
る
救

貧
法
救
済
の
裁
定
を
監
督
す
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
新
救
貧
法
以
前
の
古
い
タ
イ
プ
の
自
治
法
人
は
そ
の
財
源
の
根
拠
を
失
い
、
選
挙
に

よ
っ
て
選
ば
れ
る
新
し
い
一
部
事
務
組
合
へ
と
移
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
救
貧
行
政
が
地
方
の
経
済
的
な
問
題
に
由
来
す
る
法
的
課
題
を

個
々
の
場
面
で
解
決
す
る
仕
組
み
か
ら
、
貧
困
問
題
を
国
家
の
機
関
が
行
政
機
構
を
通
じ
て
解
決
し
よ
う
と
す
る
近
代
的
行
政
構
造
へ
と
、

明
ら
か
に
移
行
し
た
こ
と
を
示
す
。
同
時
に
、
そ
の
査
定
に
つ
い
て
大
き
な
権
限
を
有
し
て
い
た
治
安
判
事
は
、
申
請
時
の
状
況
に
お
い

て
現
物
を
給
付
す
る
こ
と
、
お
よ
び
医
療
的
措
置
を
行
う
、
と
い
う
命
令
の
み
に
大
幅
に
制
限
さ
れ
た
（
第
五
四
条
）。
さ
ら
に
、
救
貧
法

の
特
徴
で
あ
っ
た
雇
用
の
斡
旋
と
孤
児
お
よ
び
貧
困
児
童
に
対
す
る
徒
弟
奉
公
を
根
拠
付
け
る
た
め
の
定
住
戸
籍
証
明
書
発
行
の
廃
止
で

八
一
〇
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あ
っ
た
（
六
四
条
、
六
五
条
）。
こ
れ
は
す
で
に
一
八
〇
二
年
に
児
童
の
労
働
保
護
規
定
が
行
わ
れ
、
児
童
労
働
の
取
り
扱
い
が
救
貧
法
行

政
か
ら
離
れ
て
い
た
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
（
28
）

。
し
か
し
、
六
四
条
か
ら
六
八
条
の
条
項
で
は
、
定
住
法
そ
の
も
の
は
廃
止
さ
れ
な
か
っ
た

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
第
五
二
条
に
お
い
て
有
能
貧
民
の
院
外
救
済
を
完
全
に
廃
止
す
る
こ
と
を
規
定
し
た
わ
け
で
は
な
い
、
と

い
う
こ
と
も
付
け
加
え
る
必
要
が
あ
る
。
院
外
救
済
の
禁
止
は
、
一
八
四
四
年
一
二
月
二
一
日
の
「
院
外
救
済
禁
止
令
」
と
い
う
通
達
に

よ
っ
て
実
施
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
29
）

。

こ
う
し
て
救
貧
法
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
的
要
素
が
制
度
の
制
約
条
件
か
ら
も
明
瞭
に
な
り
、
国
内
行
政
法
へ
の
実
質
的
転
化
が
推
進
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
る
。
救
貧
法
の
効
力
そ
の
も
の
の
中
で
さ
ら
に
重
要
と
思
わ
れ
る
の
は
、
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
収
容
者
の
処
遇
に
つ

い
て
で
あ
っ
た
。
旧
救
貧
法
の
時
代
か
ら
、
教
区
連
合
に
基
づ
く
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
の
建
設
は
順
次
進
め
ら
れ
て
は
い
た
が
、
収
容
者
は
院

外
救
済
の
対
象
者
と
同
様
に
無
能
貧
民
（non-able bodied poor

）
に
対
す
る
施
設
で
も
あ
っ
た
。
彼
ら
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
後
の
社
会

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
対
象
で
も
あ
っ
た
が
、
教
区
連
合
に
よ
る
政
策
で
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
に
課
せ
ら
れ
た
新
た
な
課
題
は
、
有
能
貧
民
（able 

bodied poor

）
に
対
す
る
も
の
で
、
こ
れ
は
劣
等
処
遇
策
の
実
施
の
一
環
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
か
ら
社
会
福
祉
サ
ー
ビ
ス
が
範

囲
と
し
て
き
た
社
会
福
祉
対
象
者
の
処
遇
の
概
念
が
不
明
瞭
と
な
っ
た
。
法
の
内
容
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
旧
救
貧
法
に
比
べ
て
新

救
貧
法
は
有
能
貧
民
を
中
心
と
し
た
「
労
働
政
策
」
の
一
面
を
強
調
す
る
一
方
、
福
祉
政
策
の
側
面
が
不
明
瞭
な
形
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
新
救
貧
法
の
成
立
に
つ
い
て
イ
ギ
リ
ス
の
政
府
と
議
会
が
と
り
わ
け
丁
寧
な
対
応
を
し
た
の
に
は
、
い
く
つ
か
の
理
由
が

考
え
ら
れ
る
。
ひ
と
つ
に
は
、
当
時
か
ら
広
ま
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
譲
り
の
労
働
者
階
級
に
よ
る
労
働
組
合
運
動
の
、
実
力
行
使
の
勃

発
へ
の
恐
れ
で
あ
る
。
現
に
一
八
三
〇
年
夏
か
ら
三
一
年
冬
に
か
け
て
、
ケ
ン
ト
か
ら
発
生
し
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
南
部
、
東
部
、
そ
し
て
ミ

ド
ラ
ン
ド
へ
と
飛
び
火
し
た
ス
ウ
ィ
ン
グ
一
揆
（S

w
ing riots

）
が
勃
発
し
、
拡
大
し
た
。
こ
れ
は
初
期
段
階
に
お
け
る
近
代
都
市
以
外

八
一
一
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の
、
地
方
で
就
労
し
て
い
た
萌
芽
的
労
働
者
階
級
に
よ
る
機
械
化
反
対
に
端
を
発
し
た
扇
動
的
な
破
壊
活
動
で
あ
り
、
同
時
に
日
頃
の
生

活
に
不
満
を
持
っ
て
い
た
農
業
労
働
者
に
よ
る
反
乱
で
あ
っ
た
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
各
地
に
発
生
し
た
、
新
た
な
タ
イ
プ
の
社
会
の
安
定
を

揺
る
が
す
破
壊
的
な
運
動
は
、
政
府
や
議
会
に
と
っ
て
常
に
貧
困
問
題
を
内
包
し
て
い
る
と
い
う
要
素
を
突
き
つ
け
る
に
充
分
で
あ
っ
た
（
30
）

。

そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
は
旧
救
貧
法
に
よ
っ
て
守
ら
れ
、
ギ
ル
バ
ー
ト
法
や
ヤ
ン
グ
法
に
よ
っ
て
そ
の
権
利
を
拡
大
し
て
い
た
貧
困
者
の

right to relief
の
措
置
を
、
院
外
救
済
拡
大
お
よ
び
ス
ピ
ー
ナ
ム
ラ
ン
ド
ラ
ン
ド
制
度
に
至
っ
て
は
賃
金
補
助
の
性
格
か
ら
救
援
抑
制

的
な
も
の
に
転
換
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
当
然
な
が
ら
こ
の
方
針
は
当
時
の
理
想
主
義
者
の
一
部
や
興
隆
し
て
き
た
労
働
者
階
級

の
利
害
に
は
そ
む
く
と
考
え
ら
れ
た
。
結
局
、
成
立
し
た
新
救
貧
法
は
、
そ
れ
を
見
越
し
た
か
の
よ
う
に
労
働
者
階
級
か
ら
の
反
対
に
遭

遇
し
た
。
こ
の
反
対
運
動
は
、
後
に
有
名
な
チ
ャ
ー
チ
ス
ト
運
動
（
一
八
三
八
│
九
年
）
と
し
て
、
全
国
的
に
拡
大
す
る
。
新
救
貧
法
反
対

勢
力
の
う
ち
、
近
代
的
労
働
者
階
級
と
し
て
成
熟
し
き
れ
な
か
っ
た
労
働
者
階
級
以
外
の
グ
ル
ー
プ
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
主
役
と
し
て
登
場
す
る
の
は
、
当
時
の
急
進
主
義
運
動
に
理
解
を
示
す
様
々
な
知
的
階
級
で
あ
る
。
た
と
え
ば
当
時
か
ら
指
導
者
の

政
治
判
断
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
主
要
な
新
聞
で
あ
る
「
ザ
・
タ
イ
ム
ス
」
は
、
新
救
貧
法
及
び
そ
の
体
制
に
は
じ
め
か
ら
強
力

な
反
対
の
論
陣
を
張
っ
た
。
こ
の
意
見
を
政
治
的
に
代
表
す
る
オ
ピ
ニ
オ
ン
・
リ
ー
ダ
ー
の
構
成
員
は
、
必
ず
し
も
政
治
的
に
は
「
進
歩

派
」
に
属
す
る
も
の
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
ホ
イ
ッ
グ
党
員
、
急
進
主
義
者
、
オ
ー
エ
ン
主
義
者
、
キ
リ
ス
ト
教
福
音
主
義

者
、
そ
し
て
家
父
長
的
な
思
想
の
ト
ー
リ
ー
党
員
な
ど
で
あ
っ
た
（
31
）

。
新
救
貧
法
体
制
の
確
立
か
ら
、
強
力
な
実
施
へ
と
移
行
す
る
際
に
生

じ
た
高
揚
と
大
き
な
軋
轢
、
特
に
イ
ギ
リ
ス
北
部
で
展
開
し
た
反
救
貧
法
運
動
の
高
ま
り
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
新
救
貧
法
の
成
立
、
施
行

を
強
力
に
支
持
し
、
実
施
し
た
イ
ギ
リ
ス
政
府
及
び
議
会
は
中
央
集
権
的
な
救
貧
法
委
員
会
に
よ
る
国
内
行
政
法
的
な
統
治
方
式
を
、
そ

の
後
変
更
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

八
一
二



一
八
三
四
年
イ
ギ
リ
ス
新
救
貧
法
再
考
（
矢
野
）

（
一
二
〇
五
）

5
．
ま
と
め
に
か
え
て

本
稿
の
目
的
に
沿
っ
て
、
新
救
貧
法
体
制
を
法
学
的
な
視
点
か
ら
要
約
し
て
み
よ
う
。
一
九
世
紀
の
は
じ
め
か
ら
次
第
に
求
め
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
イ
ギ
リ
ス
法
曹
界
に
お
け
る
法
の
統
一
性
と
平
等
性
へ
の
要
求
は
、
旧
法
の
撤
廃
お
よ
び
新
救
貧
法
の
成
立
に
お
い
て
救

貧
法
・
定
住
法
と
教
区
行
政
お
よ
び
治
安
判
事
の
権
限
の
制
限
に
よ
り
、
あ
る
程
度
実
現
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
見
方
を
変
え
れ

ば
、
新
救
貧
法
は
産
業
革
命
に
よ
っ
て
変
容
す
る
新
た
な
労
働
市
場
へ
の
対
処
と
い
う
中
央
政
府
が
担
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
労
働
者
の

賃
金
と
貧
民
救
済
と
の
区
分
の
明
瞭
化
と
い
う
明
快
な
意
思
を
持
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
当
時
の
経
済
理
論
を
優
先
す
る
思
想

に
よ
っ
て
、
賃
金
に
関
す
る
需
要
と
供
給
と
の
法
的
な
規
定
が
比
較
的
明
瞭
に
な
っ
た
の
に
比
べ
、
公
的
扶
助
と
し
て
の
実
定
法
上
の
位

置
づ
け
は
な
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
結
論
的
に
言
え
ば
一
八
三
四
年
新
救
貧
法
は
、
厳
密
な
意
味
で
法
実
証
主
義
と
呼

び
う
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
確
か
に
ベ
ン
サ
ム
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
近
代
的
法
実
証
主
義
の
一
つ
と
し
て
み
る
こ
と
の
で
き
る
功
利
主

義
的
法
学
は
、
そ
れ
ま
で
の
救
貧
法
の
対
象
者
に
向
け
ら
れ
た
視
点
で
あ
る
怠
惰
で
思
慮
分
別
の
浅
い
貧
困
者
＝
労
働
者
階
級
を
、
勤
勉

で
思
慮
深
い
も
の
に
変
え
る
と
い
う
楽
観
的
な
目
的
を
内
包
し
て
い
た
。
功
利
主
義
に
よ
る
「
幸
福
の
計
算
」
は
、
生
活
困
窮
者
が
ワ
ー

ク
ハ
ウ
ス
に
収
容
さ
れ
る
こ
と
で
飢
餓
に
よ
り
死
亡
し
な
い
、
と
い
う
結
果
を
与
え
る
。
こ
れ
は
法
理
論
上
、
功
利
主
義
者
が
明
確
に
否

定
し
た
道
徳
主
義
や
理
想
主
義
で
は
な
い
。
生
活
困
窮
者
は
こ
の
状
態
で
あ
る
か
ら
、
た
だ
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
に
収
容
さ
れ
る
、
と
い
う
こ

と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
新
救
貧
法
は
、
功
利
主
義
法
学
の
影
響
を
多
分
に
受
け
継
い
だ
ナ
ッ
ソ
ウ
・
セ
ニ
ア
や
エ
ド
ウ
ィ
ン
・
チ
ャ
ド

ウ
ィ
ッ
ク
に
よ
っ
て
ベ
ン
サ
ム
主
義
的
意
図
を
以
て
不
十
分
か
つ
緊
急
の
形
で
成
立
し
た
と
い
え
る
。
だ
が
先
に
述
べ
た
よ
う
に
法
的
観

点
か
ら
す
れ
ば
、
救
貧
の
機
構
や
行
政
形
態
そ
の
も
の
に
目
を
見
張
る
ほ
ど
の
大
胆
な
改
革
の
内
容
が
準
備
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
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む
し
ろ
、
そ
れ
ま
で
主
流
で
あ
っ
た
救
貧
法
の
人
道
主
義
化
に
よ
る
規
範
的
法
解
釈
を
排
し
、
法
律
の
中
に
功
利
主
義
と
い
う
第
三
者
的

評
価
の
手
段
を
導
入
し
て
、
そ
れ
が
次
第
に
行
政
的
枠
組
み
の
中
に
実
現
し
た
と
み
て
よ
い
。
つ
ま
り
一
八
三
四
年
を
以
て
救
貧
法
（
及

び
定
住
法
）
は
、
そ
れ
ま
で
の
法
解
釈
で
あ
っ
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
る
伝
統
を
完
全
に
放
棄
し
国
内
行
政
法
と
い
う
実
定
法
へ
進
む
契

機
と
な
っ
た
と
考
え
て
も
よ
い
。
す
な
わ
ち
、
新
救
貧
法
成
立
以
降
、
時
代
が
進
む
に
つ
れ
て
貧
民
処
遇
に
つ
い
て
の
法
的
理
解
は
、
歴

史
的
か
つ
権
威
主
義
的
な
法
解
釈
が
次
第
に
疎
ん
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
代
わ
り
に
功
利
主
義
哲
学
の
衣
を
ま
と
っ
た
が
、
必
ず
し
も

十
分
な
完
成
体
と
は
言
い
難
い
法
実
証
主
義
が
台
頭
し
、
法
と
政
治
を
分
離
す
る
作
用
を
果
た
し
た
。
そ
の
も
っ
と
も
代
表
的
見
解
は
、

イ
ギ
リ
ス
の
救
貧
法
体
制
は
救
貧
税
と
い
う
地
方
税
納
税
者
の
拠
出
に
よ
っ
て
財
源
が
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
重
視
さ
れ
た

（
租
税
の
貢
献
度
に
よ
っ
て
貧
民
保
護
官
選
出
の
た
め
の
投
票
の
権
利
を
複
数
票
に
わ
た
っ
て
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
）
こ
と
に
現
れ
て
い
る
。
こ
れ

を
功
利
主
義
か
ら
捉
え
る
と
、
全
国
で
多
数
を
構
成
す
る
地
方
税
（
救
貧
税
）
納
税
者
の
利
害
の
最
大
化
の
た
め
に
は
、
支
出
の
合
理
化

が
追
及
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
論
理
が
貫
か
れ
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
が
求
め
る
「
幸
福
の
計
算
」
を
実
現
す
る
手
段
の
た
め
、

教
区
内
で
定
住
戸
籍
を
有
す
る
生
活
困
窮
者
の
救
済
に
つ
い
て
徹
底
的
な
「
合
理
化
」
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
帰
結
と
し
て
準
備
さ
れ
た
も

の
が
「
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
入
所
原
則
」
及
び
「
劣
等
処
遇
の
原
則
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
原
則
を
打
ち
出
し
、

明
瞭
な
形
で
読
み
取
れ
る
の
は
新
救
貧
法
の
条
項
で
は
な
く
、
法
案
が
成
立
す
る
直
前
に
発
表
さ
れ
た
王
立
委
員
会
の
一
般
報
告
書
で

あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
特
に
こ
の
報
告
の
大
部
分
に
つ
い
て
発
案
し
、
し
か
も
手
を
入
れ
た
と
い
わ
れ
る
チ
ャ
ド
ウ
ィ
ッ
ク
に
至
っ
て

は
、
議
会
の
法
案
審
議
や
成
立
過
程
に
積
極
的
に
加
わ
っ
た
り
、
呼
び
出
さ
れ
る
な
ど
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
わ
け
で
は
全
く
な
い
。

イ
ギ
リ
ス
特
有
の
身
分
と
名
声
か
ら
か
け
離
れ
て
い
た
チ
ャ
ド
ウ
ィ
ッ
ク
は
、
法
案
の
成
立
過
程
を
た
だ
傍
観
す
る
の
み
で
あ
っ
た
（
32
）

。
こ

の
理
由
か
ら
、
報
告
書
に
示
さ
れ
た
救
貧
法
改
正
の
三
原
則
は
救
貧
法
そ
の
も
の
の
法
律
内
容
に
厳
密
に
規
定
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ

八
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た
。
こ
の
理
由
も
あ
っ
て
、
そ
の
後
の
統
一
的
救
貧
行
政
に
よ
る
「
締
め
付
け
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
三
原
則
の
遂
行
が
二
〇
世
紀
の
最

後
を
迎
え
る
ま
で
徹
底
し
て
行
わ
れ
た
と
は
決
し
て
い
え
な
か
っ
た
。
特
に
地
方
の
旧
教
区
行
政
に
よ
る
独
自
の
救
済
の
伝
統
を
色
濃
く

残
す
地
域
に
お
い
て
に
お
い
て
、
こ
の
原
則
が
貫
か
れ
た
と
は
い
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
結
果
と
し
て
法
制
度
や
経
済
理
論
に
大
き
な
影

響
を
与
え
た
功
利
主
義
哲
学
が
、
新
救
貧
法
の
行
政
で
実
際
十
分
に
理
解
さ
れ
、
か
つ
イ
ギ
リ
ス
国
内
行
政
法
へ
と
発
展
し
た
と
は
、
必

ず
し
も
言
え
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
の
貧
民
救
済
に
お
け
る
長
い
歴
史
は
、
院
外
救
済
を
は
じ
め
と
す
る
個
別
処
遇
の
分
野
で
旧
来
の
援
助
方

式
の
ス
タ
イ
ル
を
完
全
に
変
え
る
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
付
け
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
時
期
の
救
貧
法
を
は
じ
め
と
し
た
地
方
行
政
お
よ
び
自
治
機
構
の
変
革
が
、
上
記

で
述
べ
た
法
思
想
及
び
政
治
経
済
の
動
き
や
そ
の
要
因
の
み
に
よ
っ
て
語
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
貧
民
救
済
の
諸
活

動
は
、
一
方
の
公
的
制
度
の
発
達
か
む
し
ろ
そ
れ
以
上
に
、
制
度
改
革
と
自
由
な
様
式
で
同
様
に
民
間
に
よ
る
社
会
改
良
を
促
進
す
る
要

因
が
存
在
し
た
。
こ
れ
は
主
に
宗
教
活
動
に
起
因
す
る
も
の
で
、
貧
困
者
へ
の
個
別
援
助
の
ほ
か
に
障
害
者
、
高
齢
者
援
助
、
病
院
、
裕

福
な
子
弟
を
対
象
と
し
た
学
校
、
大
学
の
活
動
等
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
こ
う
し
て
み
れ
ば
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
そ
の
後
の
産
業
化
と
と
も

に
変
化
す
る
貧
困
へ
の
対
処
が
、
新
救
貧
法
の
装
置
に
よ
っ
て
あ
ら
か
じ
め
完
成
し
た
と
は
言
い
難
い
。
後
の
歴
史
に
示
す
よ
う
に
、
政

府
は
労
働
政
策
お
よ
び
賃
金
政
策
、
言
い
換
え
れ
ば
労
働
者
の
モ
ラ
ー
ル
と
生
活
態
度
の
向
上
を
意
図
し
た
社
会
政
策
が
、
次
第
に
貧
困

対
策
す
な
わ
ち
公
的
扶
助
と
、
福
祉
対
策
す
な
わ
ち
施
設
処
遇
に
つ
い
て
法
改
正
と
処
遇
向
上
を
中
心
に
再
構
築
を
迫
ら
れ
て
い
く
。
イ

ギ
リ
ス
救
貧
法
の
国
内
行
政
法
へ
の
転
化
は
こ
の
よ
う
な
結
果
を
招
き
な
が
ら
、
一
九
世
紀
後
半
の
ビ
ク
ト
リ
ア
全
盛
期
に
お
い
て
、
そ

の
役
割
が
試
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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n
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m

en
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。
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eform

: B
ritain

 1780-1850, C
am
bridge U

niversity P
ress, p.117.
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ark N

eum
an

（1971

）, Joseph T
ow
nsend

（1786

）, A
 D

issertation
 on

 th
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hom
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政
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第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
一
二
一
〇
）

（
21
） S

idney and B
eatrice W

ebb

（1929

）, E
n

glish
 L

ocal G
overn

m
en

t: E
n

glish
 P

oor L
aw

 H
istory: P

art 2, T
h

e last h
u

n
d

red
 

years, volⅡ
, p.56.

（
22
） Ibid,. p.57-69.

（
23
） 
た
と
え
ば
、
樫
原
朗
（
一
九
七
八
）「
イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
の
史
的
研
究
Ⅰ
」
で
は
法
の
条
項
の
解
説
も
行
わ
れ
ず
、「
一
一
〇
条
も
の
長
い
く
ど

く
ど
と
し
た
」
条
文
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
　

樫
原
朗
（
一
九
七
八
）「
イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
の
史
的
研
究
Ⅰ
」
法
律
文
化
社
、
一
四
九
頁

　
　

伊
部
英
男
（
一
九
七
九
）「
イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
成
立
史
論
」
に
お
い
て
も
、
タ
イ
ト
ル
は
本
法
の
解
説
書
に
も
近
い
も
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ

ず
か
三
ペ
ー
ジ
半
の
扱
い
で
し
か
な
い
。
条
項
の
解
説
も
六
九
条
以
降
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。

　
　

伊
部
英
男
（
一
九
七
九
）「
イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
成
立
史
論
」、
至
誠
堂
、
二
〇
三
│
二
〇
六
頁

　
　

大
沢
真
理
の
表
記
も
、
前
者
よ
り
は
詳
細
だ
が
、
逐
条
の
解
説
で
は
な
く
、
さ
ら
に
ま
と
め
よ
う
と
す
る
内
容
が
他
者
へ
の
理
解
を
考
慮
し
な
い

ほ
ど
難
解
で
あ
る
。

　
　

大
沢
真
理
（
一
九
八
六
）、「
イ
ギ
リ
ス
社
会
政
策
史　

救
貧
法
と
福
祉
国
家
」
東
京
大
学
出
版
社　

八
四
│
九
二
頁

（
24
） S
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icholls
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e Ⅱ
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.S
. K
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反
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の
反
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理
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は
、
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の
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案
が
憲
法
の
制
定
に
向
か
う
恐
れ
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
中
央
委
員
会
が
保
有
す

る
権
限
が
強
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
法
案
反
対
者
は
、
ロ
ン
ド
ン
選
出
議
員
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
た
。Ibid., p.266.

（
26
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w
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m
endm

ent A
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）
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） S
ir G
eorge N
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） ibid., pp272-281

（
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eorge Ⅲ
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み
に
こ
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律
は
、
教
区
徒
弟
の
保
護
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代
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法
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緒
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さ
れ
て
い
る
。

（
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） S

im
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eakin and F
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） T
h

e L
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 of th
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abou
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u
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m
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en
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E
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八
一
九





包
絡
分
析
法
を
用
い
た
都
道
府
県
の
相
対
的
効
率
性
の
評
価
（
大
浜
）

（
一
二
一
三
）

包
絡
分
析
法
を
用
い
た
都
道
府
県
の
相
対
的
効
率
性
の
評
価

│
平
成
の
大
合
併
を
対
象
に
し
て

│

大　
　

浜　
　

賢
一
朗

1
．
は
じ
め
に

本
稿
の
目
的
は
、
近
年
、
国
外
に
お
け
る
地
方
自
治
体
の
効
率
性
分
析
で
用
い
ら
れ
る
包
絡
分
析
法
（D

ata E
nvelopm

ent A
nalysis; 

Ｄ
Ｅ
Ａ
）
と
、
国
外
に
お
け
る
Ｄ
Ｅ
Ａ
に
よ
る
先
行
研
究
で
採
用
さ
れ
る
変
数
を
用
い
て
、
平
成
の
大
合
併
に
よ
り
、
市
町
村
の
数
が
大

き
く
減
少
し
て
い
っ
た
一
九
九
九
年
か
ら
二
〇
〇
九
年
に
お
け
る
、
都
道
府
県
の
効
率
性
の
評
価
を
試
み
る
こ
と
で
あ
る
。

一
九
九
九
年
か
ら
二
〇
一
〇
年
三
月
に
か
け
て
市
町
村
合
併
が
政
府
主
導
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
（
平
成
の
大
合
併
）。
平
成
の
大
合
併
が

行
わ
れ
た
背
景
に
は
、
各
地
方
自
治
体
の
住
民
の
生
活
形
態
や
意
識
の
多
様
化
、
地
域
の
支
え
合
い
機
能
の
大
き
な
変
容
、
人
口
減
少
・

少
子
高
齢
化
の
進
展
、
政
府
部
門
の
深
刻
な
財
政
状
況
と
い
っ
た
環
境
下
に
お
い
て
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
担
い
手
と
し
て
の
市
町
村
に
対

八
二
一



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
一
二
一
四
）

す
る
負
荷
の
増
大
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
を
解
消
す
る
た
め
、
一
九
九
九
年
以
降
、
地
方
分
権
の
担
い
手
と
な
る
基
礎
自
治
体
に
ふ

さ
わ
し
い
行
財
政
基
盤
の
確
立
を
目
的
と
し
て
、
一
九
九
九
年
か
ら
二
〇
〇
五
年
ま
で
は
合
併
特
例
債
の
創
設
や
合
併
算
定
替
の
期
間
延

長
と
い
っ
た
手
厚
い
財
政
措
置
に
よ
り
、
ま
た
、
二
〇
〇
五
年
か
ら
二
〇
一
〇
年
ま
で
は
国
・
都
道
府
県
の
積
極
的
な
関
与
に
よ
り
、
全

国
的
に
市
町
村
合
併
が
積
極
的
に
推
進
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
市
町
村
合
併
に
は
、
⑴
地
方
分
権
の
推
進
、
⑵
少
子
高
齢
化
の
進
展
、
⑶
広

域
的
な
行
政
需
要
の
増
大
、
⑷
行
政
改
革
の
推
進
の
四
点
を
中
心
と
し
た
、
行
財
政
基
盤
の
強
化
、
周
辺
市
町
村
間
で
の
広
域
連
携
、
都

道
府
県
に
よ
る
補
完
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

二
〇
一
〇
年
の
総
務
省
「『
平
成
の
合
併
』
に
つ
い
て
の
公
表
」
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
等
に
よ
り
、
市
町
村
合
併
の
効
果
を
示
し
て

い
る
（
1
）

。
効
果
が
現
れ
る
ま
で
は
一
〇
年
程
度
の
期
間
が
必
要
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
合
併
に
よ
る
主
な
効
果
と
し
て
、
⑴
専
門
職
員
の

配
置
な
ど
住
民
サ
ー
ビ
ス
体
制
へ
の
充
実
、
⑵
少
子
高
齢
化
へ
の
対
応
、
⑶
広
域
的
な
ま
ち
づ
く
り
、
⑷
職
員
の
適
正
な
配
置
や
公
共
施

設
の
統
廃
合
な
ど
の
行
財
政
の
効
率
化
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
、
市
町
村
合
併
に
よ
る
問
題
点
等
に
つ
い
て
、
⑴
周
辺
部
の
旧
市
町
村
の

活
力
喪
失
、
⑵
住
民
の
声
が
届
き
に
く
く
な
っ
て
い
る
こ
と
、
⑶
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
、
⑷
旧
市
町
村
地
域
の
伝
統
・
文
化
、
歴
史
的

地
名
な
ど
の
喪
失
を
挙
げ
て
い
る
。

地
方
自
治
体
の
活
動
は
そ
の
地
方
の
ニ
ー
ズ
を
満
た
す
よ
う
に
微
調
整
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
管
轄
地
域
内
に
居
住
す
る
住
民

の
福
利
を
改
善
す
る
こ
と
に
関
心
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
地
方
自
治
体
は
、
社
会
的
・
経
済
的
発
展
、
生
活
居
住
環
境

を
促
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
上
下
水
道
、
交
通
、
住
宅
、
保
健
、
教
育
、
文
化
、
ス
ポ
ー
ツ
、
市
民
の
生
活
環
境
の
保
護
な
ど
の
地
方

公
共
財
を
供
給
す
る
。

そ
の
一
方
で
、
各
地
方
自
治
体
に
は
財
政
の
自
律
を
実
現
す
る
義
務
も
負
っ
て
い
る
。
市
町
村
合
併
に
お
い
て
、
行
財
政
基
盤
の
強
化

八
二
二



包
絡
分
析
法
を
用
い
た
都
道
府
県
の
相
対
的
効
率
性
の
評
価
（
大
浜
）

（
一
二
一
五
）

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
各
地
方
自
治
体
の
歳
入
歳
出
を
も
と
に
し
た
合
併
に
よ
る
市
町
村
の
効
率
性
に
与
え
る
影
響
も
考
慮

し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
目
的
と
す
る
国
内
外
の
研
究
に
は
、
線
形
計
画
法
に
よ
っ
て
効
率
性
を
評
価
す
る
手
法
で
あ
る
包
絡
分

析
法
（
Ｄ
Ｅ
Ａ
）
を
用
い
る
こ
と
が
多
い
（
2
）

。

宗
像
ほ
か
（
二
〇
〇
九
）
に
も
あ
る
よ
う
に
、
Ｄ
Ｅ
Ａ
の
分
析
手
法
の
長
所
と
し
て
、
⑴
ノ
ン
パ
ラ
メ
ト
リ
ッ
ク
な
方
法
で
あ
り
、
特

定
の
関
数
形
を
先
験
的
に
仮
定
す
る
必
要
が
な
く
、
恣
意
性
を
回
避
で
き
る
こ
と
、
⑵
多
入
力
多
出
力
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
効
率
性
を
評

価
で
き
る
こ
と
、
⑶
誤
差
項
の
分
布
を
仮
定
す
る
必
要
が
な
い
こ
と
、
⑷
比
較
的
少
な
い
サ
ン
プ
ル
で
分
析
が
可
能
で
あ
る
こ
と
な
ど
が

挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
短
所
と
し
て
、
⑴
評
価
さ
れ
る
効
率
性
は
あ
く
ま
で
も
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
、
⑵
統
計
上
の
誤
差
を
排
除

で
き
ず
に
異
常
値
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
て
し
ま
う
こ
と
、
⑶
統
計
的
な
検
定
が
で
き
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

国
内
の
地
方
自
治
体
を
対
象
と
し
た
Ｄ
Ｅ
Ａ
を
用
い
る
先
行
研
究
に
は
、
塩
津
ほ
か
（
二
〇
〇
一
）、
宗
像
ほ
か
（
二
〇
〇
九
）、
鈴
木
ほ

か
（
二
〇
〇
六
）、
野
田
（
二
〇
〇
九
）、H
aneda et al.

（
二
〇
〇
九
）
が
あ
る
。
し
か
し
、
分
析
対
象
が
特
定
の
県
・
地
域
で
あ
っ
た
り
、

出
力
変
数
に
人
口
に
関
わ
る
変
数
を
用
い
て
い
る
（
3
）

。
国
外
に
お
け
る
近
年
の
地
方
自
治
体
の
効
率
性
分
析
に
Ｄ
Ｅ
Ａ
を
用
い
る
先
行
研
究

に
は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
を
対
象
と
し
たA

ntonio and F
ernandes

（
二
〇
〇
八
）、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
を
対
象
と
し
たL

oikkanen and 

S
usiluoto

（
二
〇
〇
四
）、
ス
ペ
イ
ン
を
対
象
と
し
たB

ernardio et al.

（
二
〇
一
〇
）、
ギ
リ
シ
ャ
を
対
象
と
し
たH

alkos and 

T
zerem

es

（
二
〇
一
〇
）
な
ど
が
あ
り
、
彼
ら
以
前
の
研
究
も
数
多
く
あ
る
。
国
内
の
先
行
研
究
と
の
大
き
な
違
い
は
出
力
変
数
の
選
択

に
あ
る
。
国
外
の
先
行
研
究
で
用
い
ら
れ
る
出
力
変
数
に
は
、
日
本
に
お
け
る
保
育
園
・
幼
稚
園
・
小
学
校
と
い
っ
た
基
礎
教
育
機
関
数
、

図
書
館
数
、
警
察
官
・
消
防
員
の
人
数
、
共
同
墓
地
・
公
園
・
ス
ポ
ー
ツ
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
施
設
数
や
面
積
、
ゴ
ミ
総
回
収
量
、
上

水
道
、
街
灯
数
、
選
挙
名
簿
人
数
な
ど
と
い
っ
た
、
居
住
環
境
に
関
わ
る
変
数
で
あ
る
（
4
）

。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
日
本
の
地
方
自
治
体
の

八
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効
率
性
分
析
に
国
外
で
用
い
ら
れ
る
出
力
変
数
を
適
用
し
、
分
析
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
国
外
の
先
行
研
究
と
共
通
の
議

論
が
可
能
に
な
る
。

ま
た
、
本
稿
で
は
市
町
村
合
併
が
行
わ
れ
て
い
る
と
き
の
、
都
道
府
県
の
相
対
的
効
率
性
を
評
価
す
る
こ
と
を
目
的
に
し
て
お
り
、
そ

れ
は
以
下
を
理
由
と
し
て
い
る
。
第
一
に
、
野
田
（
二
〇
〇
七
）
に
お
い
て
、
都
道
府
県
に
関
す
る
数
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、

Ｄ
Ｅ
Ａ
を
用
い
た
効
率
性
に
関
す
る
分
析
は
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
基
礎
的
地
方
自
治
体
で
あ
る
市
町
村
の
合
併
に

よ
り
、
合
併
後
に
都
道
府
県
の
事
務
権
限
の
多
く
を
負
う
政
令
指
定
都
市
や
、
事
務
権
限
の
一
部
を
負
う
中
核
市
、
特
例
市
が
多
く
誕
生

し
た
。
仮
に
、
こ
れ
ら
が
都
道
府
県
の
効
率
性
に
影
響
を
与
え
て
い
る
と
推
測
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
都
道
府
県
と
い
う
管
轄
地
域
を
改

め
て
考
え
る
必
要
が
出
て
く
る
た
め
で
あ
る
。

本
稿
で
得
ら
れ
た
結
果
は
大
き
く
分
け
て
以
下
の
三
点
で
あ
る
。
第
一
に
、
東
京
都
と
大
阪
府
が
最
も
効
率
的
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
る

こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
都
道
府
県
全
体
の
効
率
性
を
み
る
と
、
市
町
村
合
併
に
よ
る
影
響
は
見
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
、
効
率
性
は
低
下
す

る
傾
向
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
第
三
に
、
平
成
の
大
合
併
に
よ
る
、
新
た
な
政
令
指
定
都
市
、
中
核
市
、
特
例
市
の
誕
生
は
都
道
府
県
の

効
率
性
に
、
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

本
稿
の
構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
第
二
節
で
は
、
平
成
の
大
合
併
に
よ
る
市
町
村
数
や
政
令
指
定
都
市
、
中
核
市
、
特
例
市
の
推

移
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
続
く
第
三
節
で
は
、
分
析
の
手
法
と
デ
ー
タ
を
簡
単
に
紹
介
す
る
。
第
四
節
で
は
、
得
ら
れ
た
結
果
に
つ
い
て

検
討
す
る
。
最
後
に
、
本
稿
の
結
論
と
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
述
べ
る
。

八
二
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包
絡
分
析
法
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用
い
た
都
道
府
県
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対
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効
率
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評
価
（
大
浜
）

（
一
二
一
七
）

2
．
平
成
の
大
合
併
に
よ
る
市
町
村
数

市
町
村
合
併
は
、
過
去
に
二
回
に
わ
た
り
行
わ
れ
て
い
る
。
明
治
時
代
の
大
合
併
で
は
、
市
町
村
数
が
一
八
八
八
年
の
七
一
、三
一
四

か
ら
一
八
八
九
年
の
一
五
、八
五
九
へ
、
昭
和
時
代
の
大
合
併
で
は
、
一
九
五
三
年
の
九
、八
六
八
か
ら
一
九
六
一
年
の
三
、四
七
二
へ
と

そ
の
数
を
大
き
く
減
ら
し
て
い
る
。
い
ず
れ
の
時
代
の
大
合
併
も
学
校
の
設
置
や
市
町
村
の
事
務
処
理
を
強
化
す
る
こ
と
を
目
的
に
な
さ

れ
て
い
る
。

平
成
の
大
合
併
に
よ
り
、
町
村
数
は
減
少
し
て
い
る
。
表
1
を
み
る
と
、
市
町
村
数
は
一
九
九
九
年
の
三
、二
三
二
か
ら
二
〇
一
〇
年

の
一
、七
二
七
ま
で
そ
の
数
を
減
ら
し
て
い
る
。
特
に
、
国
・
都
道
府
県
の
積
極
的
な
関
与
が
な
さ
れ
た
二
〇
〇
五
年
以
降
、
合
併
が
多

く
な
さ
れ
、
市
町
村
数
は
減
少
し
て
い
る
。
ま
た
、
合
併
に
よ
り
減
少
し
て
い
る
の
は
、
町
村
で
あ
り
、
市
の
数
は
増
加
し
た
り
、
規
模

が
大
き
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
新
た
な
政
令
指
定
都
市
（
八
団
体
）、
中
核
市
（
三
〇
団
体
）、
特
例
市
（
四
〇
団
体
）
が
誕
生
し
、

現
在
の
と
こ
ろ
、
政
令
指
定
都
市
は
二
〇
団
体
、
中
核
市
は
四
一
団
体
、
特
例
市
は
四
〇
団
体
と
な
っ
て
い
る
（
5
）

。

表
2
の
う
ち
、
複
数
の
政
令
指
定
都
市
を
持
つ
都
道
府
県
は
、
神
奈
川
県
、
静
岡
県
、
大
阪
府
、
福
岡
県
で
あ
り
、
同
一
の
都
道
府
県

内
に
複
数
の
中
核
市
・
特
例
市
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
も
あ
る
（
6
）

。
ま
た
、
多
く
の
市
町
村
が
平
成
の
大
合
併
の
期
間
に
中
核
市
・
特
例
市

の
指
定
を
受
け
て
い
る
（
7
）

。
こ
れ
ら
多
く
の
市
町
村
が
都
道
府
県
の
行
政
事
務
の
一
部
を
扱
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
ち
に
、
都
道
府
県
の
効

率
性
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
に
つ
い
て
の
研
究
に
つ
い
て
、
筆
者
が
知
る
限
り
で
は
ま
だ
少
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
都
道
府

県
の
効
率
性
を
計
測
し
、
市
町
村
合
併
の
影
響
が
都
道
府
県
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
、
効
率
性
評
価
を
行
い
、
基
礎
的
な
資
料
を
提
供

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
一
九
九
八
年
か
ら
二
〇
〇
九
年
で
の
合
併
期
間
の
直
前
か
ら
終
了
直
前
で
扱
う
（
8
）

。
分
析
手

八
二
五
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表 2　政令指定都市、中核市、特例市（2012年 4 月 1 日時点）

市名

政令指定都市

札幌市、仙台市、千葉市、横浜市、川崎市、名古屋市、京都
市、大阪市、神戸市、広島市、北九州市、福岡市、さいたま
市、静岡市、堺市、浜松市、新潟市、岡山市、相模原市、熊
本市

中核市

旭川市、函館市、青森市、盛岡市、秋田市、郡山市、いわき
市、宇都宮市、前橋市、高崎市、川越市、船橋市、柏市、横
須賀市、富山市、金沢市、長野市、岐阜市、豊田市、豊橋市、
岡崎市、大津市、豊中市、高槻市、東大阪市、姫路市、西宮
市、尼崎市、奈良市、和歌山市、倉敷市、福山市、下関市、
高松市、松山市、高知市、久留米市、長崎市、大分市、宮崎
市、鹿児島市

特例市

八戸市、山形市、水戸市、つくば市、伊勢崎市、太田市、川
口市、所沢市、越谷市、草加市、春日部市、熊谷市、小田原
市、大和市、平塚市、厚木市、茅ヶ崎市、長岡市、上越市、
福井市、甲府市、松本市、沼津市、富士市、春日井市、一宮
市、四日市市、吹田市、枚方市、茨木市、八尾市、寝屋川市、
岸和田市、明石市、加古川市、宝塚市、鳥取市、松江市、呉
市、佐世保市

（出所：総務省ウェブページ）

表 1　平成の大合併による市町村数の減少

西暦 市町村
総数 市 町 村 西暦 市町村

総数 市 町 村

1999 3232 670 1994 568 2005 2521 732 1423 366

2000 3229 671 1990 568 2006 1821 777 846 198

2001 3227 670 1990 567 2007 1804 782 827 195

2002 3223 672 1985 566 2008 1793 783 815 195

2003 3212 675 1976 561 2009 1777 783 802 192

2004 3132 689 1903 540 2010 1727 786 757 184

（出所：総務省ウェブページ）
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法
に
は
Ｄ
Ｅ
Ａ
を
用
い
て
、
効
率
性
の
分
析
を
試
み
て
い
る
。

3
．
分
析
手
法
と
デ
ー
タ

3
．1
．
分
析
手
法

効
率
性
を
計
測
す
る
た
め
に
は
、
い
く
つ
か
の
手
法
が
あ
る
。B

erger and H
um
phrey

（
一
九
九
七
）
は
、
Ｄ
Ｅ
Ａ
、
Ｆ
Ｄ
Ｈ
（F

ree 

D
isposal H

ull

）、
Ｓ
Ｆ
Ａ
（S

tochastic F
rontier A

nalysis

）、
Ｄ
Ｆ
Ａ
（D

istribution F
ree A

pproach

）、
Ｔ
Ｆ
Ａ
（T

hick F
rontier 

A
pproach

）
を
紹
介
し
て
お
り
、
そ
の
中
で
も
、
特
に
よ
く
用
い
ら
れ
る
手
法
が
、
Ｄ
Ｅ
Ａ
お
よ
び
Ｓ
Ｆ
Ａ
で
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
て
い

る
。
本
稿
で
は
、
地
方
自
治
体
の
分
析
を
行
う
際
に
、
多
く
の
先
行
す
る
研
究
が
用
い
て
い
る
Ｄ
Ｅ
Ａ
を
用
い
て
い
る
。
効
率
性
を
分
析

す
る
た
め
に
Ｄ
Ｅ
Ａ
を
用
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
一
般
的
な
手
法
に
な
っ
て
い
る
。

Ｄ
Ｅ
Ａ
で
は
、
規
模
の
経
済
性
に
つ
い
て
の
影
響
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
（
9
）

。
規
模
に
関
し
て
収
穫
一
定
で
あ
る
Ｃ
Ｒ
Ｓ
（C

onstant 

R
eturns to S

cale

）
モ
デ
ル
、
規
模
に
関
し
て
収
穫
可
変
で
あ
る
Ｖ
Ｒ
Ｓ
（V

ariable R
eturns to S

cale

）
モ
デ
ル
、
規
模
に
関
し
て
収
穫

非
逓
増
で
あ
る
Ｎ
Ｉ
Ｒ
Ｓ
（N
ot Increasing R

eturns to S
cale

）
モ
デ
ル
が
あ
り
、
こ
れ
ら
に
よ
り
効
率
値
を
計
測
し
、
比
較
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
し
Ｎ
Ｉ
Ｒ
Ｓ
モ
デ
ル
に
よ
る
効
率
値
と
Ｖ
Ｒ
Ｓ
モ
デ
ル
に
よ
る
効
率
値
が
等
し
く
な
け
れ
ば
、
規

模
に
関
し
て
収
穫
逓
増
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。
ま
た
、
も
し
Ｎ
Ｉ
Ｒ
Ｓ
モ
デ
ル
に
よ
る
効
率
値
と
Ｖ
Ｒ
Ｓ
モ
デ
ル
に
よ
る
効
率
値
が
等

し
く
な
け
れ
ば
、
規
模
に
関
し
て
収
穫
逓
増
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
、
Ｃ
Ｒ
Ｓ
モ
デ
ル
と
Ｖ
Ｒ
Ｓ
モ
デ
ル
に
よ
る
効
率
値
が
等
し
け
れ
ば
収

穫
一
定
と
判
断
さ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
規
模
に
関
す
る
収
穫
可
変
を
想
定
し
た
Ｄ
Ｅ
Ａ
の
モ
デ
ル
で
あ
るB

anker et al.

（
一
九
八
四
）

を
用
い
て
、
都
道
府
県
の
効
率
性
を
評
価
す
る
。
分
析
対
象
は
全
都
道
府
県
で
あ
り
、
分
析
期
間
は
一
九
九
八
年
度
か
ら
二
〇
〇
九
年
度

八
二
七
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ま
で
で
あ
る
。
ま
た
、
宗
像
ほ
か
（
二
〇
〇
九
）
やA

fonso and F
ernandes

（
二
〇
〇
八
）
な
ど
、
地
方
自
治
体
の
効
率
評
価
で
よ
く
用

い
ら
れ
て
い
る
Ｖ
Ｒ
Ｓ
モ
デ
ル
を
採
用
し
て
い
る
（
10
）

。

Ｄ
Ｅ
Ａ
の
優
れ
て
い
る
点
は
、
複
数
の
入
力
・
出
力
変
数
を
定
義
で
き
る
点
で
、
地
方
自
治
体
の
よ
う
に
、
一
意
に
入
力
と
出
力
（
特

に
出
力
）
を
定
義
で
き
な
い
分
野
に
お
い
て
、
効
率
性
の
分
析
を
行
う
の
に
、
大
変
有
用
で
あ
る
。
Ｄ
Ｅ
Ａ
で
は
、
効
率
性
の
値
が
〇
か

ら
一
ま
で
の
値
と
な
り
、
最
も
効
率
性
が
高
い
主
体
を
一
と
し
て
、
相
対
的
に
効
率
性
の
値
と
な
る
。

地
方
自
治
体
の
供
給
す
る
公
的
サ
ー
ビ
ス
は
多
岐
に
わ
た
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
何
を
変
数
に
す
る
か
な
ど
の
問
題
点
が
存
在
す
る
。

A
fonso and F

ernandes

（
二
〇
〇
八
）
は
地
方
自
治
体
の
都
市
設
備
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
交
通
・
通
信
、
住
宅
、
教
育
、
住
民
保
護
、
文
教
、

科
学
、
ス
ポ
ー
ツ
・
レ
ジ
ャ
ー
、
健
康
、
消
費
者
保
護
、
社
会
・
経
済
発
展
推
進
、
管
轄
地
域
の
物
理
的
構
成
な
ど
の
、
同
質
で
基
礎
的

な
地
方
の
活
動
に
注
目
す
る
。
彼
ら
が
選
択
す
る
変
数
は
以
下
の
二
つ
の
点
に
基
づ
い
て
い
る
。
第
一
に
、
同
質
的
な
公
共
サ
ー
ビ
ス
に

対
す
る
似
た
よ
う
な
需
要
を
伴
う
地
方
自
治
体
は
似
た
よ
う
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
見
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
地
方
自
治

体
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
、
地
方
自
治
体
が
直
接
的
に
管
理
し
、
観
察
さ
れ
る
要
素
に
よ
っ
て
測
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
方
針
に
基
づ
き
、A

fonso and F
ernandes

（
二
〇
〇
八
）
は
出
力
変
数
に
、
社
会
サ
ー
ビ
ス
（
管
轄
地
域
内
六
五
歳
以
上
人
口

割
合
）、
基
礎
教
育
サ
ー
ビ
ス
（
小
学
校
入
学
率
、
保
育
園
・
幼
稚
園
・
小
学
校
に
通
う
当
該
年
齢
人
口
に
対
す
る
同
施
設
合
計
数
の
割
合
）、
文
化

的
サ
ー
ビ
ス
（
管
轄
地
域
内
人
口
に
対
す
る
図
書
館
利
用
登
録
者
数
の
割
合
）、
公
衆
衛
生
（
ご
み
総
回
収
量
、
水
道
供
給
）、
管
轄
地
域
の
物
理
的

構
成
（
建
造
物
建
築
許
可
数
）、
道
路
（
管
轄
地
域
内
の
一
人
当
た
り
道
路
実
延
長
）
を
用
い
、
入
力
変
数
に
は
国
内
外
を
問
わ
ず
一
般
的
で
あ

る
、
地
方
自
治
体
の
歳
出
額
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、A

fonso and F
ernandes

（
二
〇
〇
八
）
と
同
様
に
、
国
外
の
地
方
自
治
体

間
の
効
率
性
の
分
析
を
行
っ
て
い
るL

oikkanen and S
usiluoto

（
二
〇
〇
四
）、B

ernardio et al.

（
二
〇
一
〇
）、H

alkos and 

八
二
八



包
絡
分
析
法
を
用
い
た
都
道
府
県
の
相
対
的
効
率
性
の
評
価
（
大
浜
）

（
一
二
二
一
）

T
zerem

es

（
二
〇
一
〇
）
で
用
い
ら
れ
る
出
力
変
数
は
、
子
供
、
高
齢
者
、
障
害
者
の
デ
イ
ケ
ア
利
用
日
数
、
医
療
施
設
数
、
医
療
施
設

に
お
け
る
入
院
日
数
、
歯
科
病
院
通
院
日
数
、
公
園
面
積
、
街
灯
数
、
人
口
、
ご
み
回
収
量
、
舗
装
道
路
距
離
、
道
路
清
掃
、
高
速
道
路

距
離
な
ど
で
あ
る
。

本
稿
は
、A

fonso and F
ernandes

（
二
〇
〇
八
）
と
同
様
の
入
力
・
出
力
変
数
を
用
い
、
分
析
を
行
う
こ
と
に
す
る
。
こ
れ
は
、
国

外
に
お
け
る
先
行
研
究
と
共
通
の
議
論
を
行
う
こ
と
が
目
的
の
一
つ
で
も
あ
る
こ
と
や
、A

fonso and F
ernandes

（
二
〇
〇
八
）
で
用

い
ら
れ
る
出
力
変
数
は
、
地
方
自
治
体
が
管
轄
地
域
の
居
住
者
の
そ
れ
ぞ
れ
の
年
齢
集
団
を
考
慮
し
な
が
ら
、
住
民
の
居
住
空
間
へ
の
関

与
を
十
分
に
考
慮
し
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。
な
お
、
本
稿
で
は
、
出
力
と
し
て
用
い
る
基
礎
教
育
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
、

A
fonso and F

ernandes

（
二
〇
〇
八
）
と
同
様
の
デ
ー
タ
を
入
手
で
き
な
い
た
め
、
保
育
園
・
幼
稚
園
・
小
学
校
・
中
学
校
に
通
う
人

数
に
対
す
る
保
育
園
・
幼
稚
園
・
小
学
校
・
中
学
校
の
総
数
と
し
て
お
り
、
基
礎
教
育
サ
ー
ビ
ス
に
関
し
て
一
つ
の
変
数
の
み
で
対
応
し

て
い
る
。

3
．2
．
デ
ー
タ

先
に
示
し
た
よ
う
に
、
本
稿
の
Ｄ
Ｅ
Ａ
で
用
い
る
入
力
変
数
は
地
方
自
治
体
の
歳
出
額
（
各
年
度
決
算
額
）
で
あ
り
、
二
〇
〇
〇
年
基

準
で
デ
フ
レ
ー
ト
し
て
い
る
。
出
力
変
数
は
、
⑴
社
会
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
地
方
自
治
体
の
六
五
歳
以
上
人
口
割
合
を
、
⑵
基
礎
教
育
サ
ー

ビ
ス
と
し
て
保
育
園
・
幼
稚
園
・
小
学
校
・
中
学
校
に
通
う
人
口
に
対
す
る
保
育
園
・
幼
稚
園
・
小
学
校
・
中
学
校
の
総
数
を
、
⑶
文
化

的
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
管
轄
地
域
内
人
口
に
対
す
る
図
書
館
利
用
登
録
者
割
合
を
、
⑷
公
衆
衛
生
と
し
て
ご
み
総
排
出
量
（
ｔ
）
と
水
道
供

給
人
口
を
、
⑸
居
住
空
間
環
境
整
備
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
建
造
物
建
築
許
可
数
と
、
一
人
当
た
り
道
路
実
延
長
（
㎞
）
を
用
い
る
（
11
）

。

八
二
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政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
一
二
二
二
）

各
デ
ー
タ
に
つ
い
て
、
入
力
変
数
と
出
力
変
数
の
⑴
、
⑵
、
⑷
、

⑸
の
道
路
実
延
長
はe-stat

か
ら
、
⑶
は
「
日
本
の
図
書
館　

統

計
と
名
簿
」
の
各
年
度
版
、
⑸
の
建
造
物
建
築
許
可
数
は
「
建
築

統
計
年
報
」
の
各
年
度
版
か
ら
数
値
を
得
て
い
る
。
分
析
で
使
用

し
た
ソ
フ
ト
は
Ｄ
Ｅ
Ａ
Ｐ
（version 2.1

）
で
あ
り
、
表
3
で
各

出
力
の
平
均
値
な
ど
を
示
す
。

4
．
分
析
結
果

表
4
は
都
道
府
県
の
相
対
的
な
効
率
性
の
計
測
の
値
を
示
し
て

い
る
。
表
4
で
は
、
東
京
と
大
阪
を
含
む
四
七
都
道
府
県
の
場
合

と
、
東
京
と
大
阪
を
除
く
四
五
道
府
県
の
場
合
と
で
、
上
述
の

Ｄ
Ｅ
Ａ
を
用
い
て
算
出
し
た
効
率
性
の
平
均
値
と
標
準
偏
差

（
一
九
九
八
年
か
ら
二
〇
〇
九
年
ま
で
）
を
、
入
力
指
向
型
と
出
力
指

向
型
の
双
方
で
示
し
て
い
る
。
表
4
か
ら
分
か
る
こ
と
は
、
ど
ち

ら
の
サ
ン
プ
ル
を
利
用
し
て
も
、
分
析
期
間
に
お
い
て
、
都
道
府

県
全
体
で
見
た
相
対
的
な
効
率
性
は
低
下
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と

で
あ
る
。
ま
た
、
サ
ン
プ
ル
が
四
七
都
道
府
県
で
あ
る
場
合
、
東

表 4　DEAの結果から得られた平均と標準偏差（各年度）

表 3　出力変数の平均値

八
三
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包
絡
分
析
法
を
用
い
た
都
道
府
県
の
相
対
的
効
率
性
の
評
価
（
大
浜
）

（
一
二
二
三
）

京
都
と
大
阪
府
の
効
率
性
の
値
が
ほ
ぼ
一
に
な
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
東
京
都
と
大
阪
府
を
除
い
た
四
五
道
府
県
の
サ
ン
プ
ル
で
も
効
率

性
の
計
測
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
二
つ
の
サ
ン
プ
ル
で
の
計
測
結
果
を
比
較
す
る
と
、
四
五
道
府
県
の
場
合
の
計
測
で
は
、
四
七
都
道
府

県
の
場
合
よ
り
も
平
均
値
が
上
昇
し
て
お
り
、
標
準
偏
差
も
小
さ
く
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
四
七
都
道
府
県
で
の
計
測
に
お
い
て
、
東

京
都
と
大
阪
府
の
効
率
性
が
非
常
に
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
（
12
）

。

平
成
の
大
合
併
を
、
手
厚
い
財
政
処
置
の
あ
っ
た
期
間
（
一
九
九
九
年
か
ら
二
〇
〇
五
年
ま
で
）
と
国
・
都
道
府
県
が
積
極
的
に
関
与
し

た
期
間
（
二
〇
〇
五
年
か
ら
二
〇
一
〇
年
ま
で
。
本
稿
で
の
デ
ー
タ
期
間
だ
と
二
〇
〇
九
年
ま
で
）
の
二
つ
に
分
け
た
場
合
で
も
、
二
つ
の
サ
ン

プ
ル
と
も
に
、
効
率
性
の
平
均
値
の
動
き
に
大
き
な
変
化
は
み
ら
れ
な
い
。
四
五
道
府
県
の
場
合
で
は
、
後
者
の
期
間
で
積
極
的
に
市
町

村
合
併
が
行
わ
れ
て
い
て
も
、
道
府
県
全
体
の
効
率
性
は
低
下
す
る
傾
向
に
あ
る
。

表
5
を
み
る
と
、
先
に
も
触
れ
た
と
お
り
、
ど
ち
ら
の
指
向
型
で
あ
っ
て
も
、
東
京
都
と
大
阪
府
の
効
率
性
の
値
が
ほ
ぼ
一
に
な
っ
て

お
り
、
最
も
効
率
的
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
、
そ
の
次
に
効
率
的
で
あ
り
続
け
て
い
る
の
が
神
奈
川
県
で
あ
る
。
一
方
で
、
効
率
的
で
は
な

い
と
評
価
さ
れ
て
い
る
の
が
、
秋
田
県
、
岩
手
県
、
福
島
県
、
長
野
県
、
島
根
県
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
デ
ー
タ
期
間
中
、
効
率
性
の
値

を
下
げ
て
い
る
の
は
、
秋
田
県
、
山
形
県
、
福
島
県
、
茨
城
県
、
群
馬
県
、
石
川
県
、
山
梨
県
、
長
野
県
、
岐
阜
県
、
滋
賀
県
、
岡
山
県
、

香
川
県
で
あ
る
。

新
潟
県
は
二
〇
〇
五
年
か
ら
二
〇
〇
八
年
に
か
け
て
、
効
率
性
の
値
が
上
昇
し
て
い
る
。
新
潟
県
は
新
潟
市
が
二
〇
〇
五
年
に
広
域
合

併
を
行
い
、
二
〇
〇
七
年
度
か
ら
政
令
指
定
都
市
に
移
行
し
た
こ
と
が
反
映
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
デ
ー
タ
期
間

中
に
新
た
な
政
令
指
定
都
市
を
持
っ
た
府
県
の
う
ち
、
埼
玉
県
、
静
岡
県
、
岡
山
県
、
熊
本
県
で
は
新
潟
県
の
よ
う
な
効
率
性
の
値
の
動

き
を
示
し
て
い
な
い
。
新
た
に
中
核
市
、
特
例
市
を
持
っ
た
道
府
県
で
の
効
率
性
の
値
の
動
き
も
同
様
で
あ
る
。八

三
一



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
一
二
二
四
）

表 5－ 1　47都道府県での効率性の計測（入力指向型）
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包
絡
分
析
法
を
用
い
た
都
道
府
県
の
相
対
的
効
率
性
の
評
価
（
大
浜
）

（
一
二
二
五
）

表 5－ 2　47都道府県での効率性の計測（出力指向型）
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政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
一
二
二
六
）

表 6－ 1　東京都・大阪府を除く45道府県での効率性の計測（入力指向型）
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包
絡
分
析
法
を
用
い
た
都
道
府
県
の
相
対
的
効
率
性
の
評
価
（
大
浜
）

（
一
二
二
七
）

表 6－ 2　東京都・大阪府を除く45道府県での効率性の計測（出力指向型）
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政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
一
二
二
八
）

ま
た
、
特
徴
的
な
県
と
し
て
沖
縄
県
が
あ
る
。
デ
ー
タ
期
間
中
、
多
く
の
都
道
府
県
で
効
率
性
の
値
が
下
が
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
一
貫
し
て
、
上
昇
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
二
〇
〇
二
年
以
降
の
効
率
性
の
値
は
上
位
一
〇
以
内
の
県
と
な
っ
て
い
る
。

表
6
を
み
る
と
、
表
5
で
も
そ
の
傾
向
が
見
受
け
ら
れ
た
よ
う
に
、
ど
ち
ら
の
指
向
型
で
あ
っ
て
も
神
奈
川
県
と
沖
縄
県
が
最
も
効
率

的
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
次
に
効
率
的
で
あ
る
の
が
、
京
都
府
、
兵
庫
県
で
あ
る
。
一
方
で
、
効
率
的
で
な
い
と
評
価
さ
れ

て
い
る
の
が
、
秋
田
県
、
岩
手
県
、
群
馬
県
、
長
野
県
で
あ
る
。
ま
た
、
デ
ー
タ
期
間
中
、
効
率
性
の
値
を
下
げ
て
い
る
県
が
多
く
、
新

た
に
政
令
指
定
都
市
、
中
核
市
、
特
例
市
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
効
率
性
を
向
上
さ
せ
る
効
果
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
四
七
都
道
府
県
サ

ン
プ
ル
で
は
効
率
性
の
改
善
が
み
ら
れ
た
新
潟
県
も
同
様
で
あ
る
。

効
率
的
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
た
東
京
都
と
大
阪
府
を
除
い
た
四
五
道
府
県
で
の
効
率
性
分
析
に
お
い
て
、
多
く
の
道
府
県
が
効
率
性
の

値
を
下
げ
て
い
る
こ
と
は
、
東
京
都
、
大
阪
府
、
神
奈
川
県
、
沖
縄
県
な
ど
、
効
率
的
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
た
道
府
県
以
外
に
と
っ
て
、

市
町
村
合
併
は
都
道
府
県
の
効
率
性
に
と
っ
て
望
ま
し
く
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
可
能
性
も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
総
務
省
が
「『
平
成
の

合
併
』
に
つ
い
て
の
公
表
」
で
記
述
し
た
よ
う
に
、
市
町
村
合
併
が
都
道
府
県
に
対
し
て
与
え
る
影
響
は
短
期
的
で
は
な
く
、
長
期
的
で

あ
る
可
能
性
も
あ
る
。

5
．
結
語

本
稿
で
は
、
近
年
、
国
外
に
お
け
る
地
方
自
治
体
の
効
率
性
分
析
で
用
い
ら
れ
る
Ｄ
Ｅ
Ａ
と
、
国
外
に
お
け
る
Ｄ
Ｅ
Ａ
に
よ
る
先
行
研

究
で
採
用
さ
れ
る
変
数
を
用
い
て
、
平
成
の
大
合
併
に
よ
り
、
市
町
村
の
数
が
大
き
く
減
少
し
た
一
九
九
九
年
か
ら
二
〇
〇
九
年
に
お
け

る
、
都
道
府
県
の
効
率
性
の
評
価
を
試
み
て
き
た
。

八
三
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包
絡
分
析
法
を
用
い
た
都
道
府
県
の
相
対
的
効
率
性
の
評
価
（
大
浜
）

（
一
二
二
九
）

本
稿
で
得
ら
れ
た
結
果
は
大
き
く
分
け
て
以
下
の
三
点
で
あ
る
。
第
一
に
、
東
京
都
と
大
阪
府
が
最
も
効
率
的
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
る

こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
都
道
府
県
全
体
の
効
率
性
を
み
る
と
、
市
町
村
合
併
に
よ
る
影
響
は
見
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
、
効
率
性
は
低
下
す

る
傾
向
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
第
三
に
、
平
成
の
大
合
併
に
よ
る
、
新
た
な
政
令
指
定
都
市
、
中
核
市
、
特
例
市
の
誕
生
は
都
道
府
県
の

効
率
性
の
向
上
に
、
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

本
稿
の
残
さ
れ
た
課
題
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
。
ま
ず
本
稿
で
は
、
都
道
府
県
が
同
一
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
上
で
運
営
し
て
い
る
と
仮

定
し
て
、
Ｄ
Ｅ
Ａ
を
用
い
て
分
析
を
行
っ
て
い
る
が
、
今
後
の
研
究
で
は
、
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
持
つ
都
道
府
県
に
お
い
て
、
効
率
性
の

値
が
改
善
ま
た
は
悪
化
し
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
地
方
自
治
体
の
管
轄
地
域
内
の
購
買
力
、

教
育
水
準
、
首
都
ま
た
は
大
都
市
へ
の
距
離
、
人
口
密
度
な
ど
が
、
都
道
府
県
の
効
率
性
の
改
善
ま
た
は
悪
化
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ

る
の
か
を
、
ト
ー
ビ
ッ
ト
分
析
な
ど
に
よ
っ
て
実
証
的
に
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
は
、
今
後
の
重
要
な
課
題
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

（
1
） 

筆
者
は
「『
平
成
の
合
併
』
に
つ
い
て
の
公
表
」
を
総
務
省
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
で
得
た
。

（
2
） 

Ｄ
Ｅ
Ａ
の
手
法
に
関
し
て
は
、
刀
根
（
一
九
九
三
）
やC

oelli

（
一
九
九
六
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
3
） 

各
地
方
自
治
体
の
住
民
が
自
分
の
居
住
す
る
地
方
自
治
体
か
ら
受
け
る
効
用
は
す
べ
て
等
し
い
と
仮
定
し
、
こ
の
効
用
を
一
と
基
準
化
す
れ
ば
、

住
民
の
効
用
水
準
は
人
口
と
等
し
く
な
る
、
と
い
う
こ
と
が
、
出
力
変
数
に
人
口
に
関
わ
る
変
数
が
用
い
ら
れ
る
理
由
で
あ
る
。

（
4
） 

国
内
外
と
も
に
入
力
変
数
は
、
地
方
自
治
体
の
歳
出
に
関
わ
る
変
数
で
あ
り
、
大
き
な
違
い
は
無
い
。

（
5
） 

新
た
に
中
核
市
に
な
っ
た
団
体
の
う
ち
、
九
団
体
が
以
前
は
特
例
市
で
あ
っ
た
。

（
6
） 

政
令
指
定
都
市
は
神
奈
川
県
に
三
団
体
、
静
岡
県
、
大
阪
府
、
福
岡
県
に
二
団
体
ず
つ
で
あ
る
。
中
核
市
、
特
例
市
を
持
っ
た
道
府
県
は
、
北

海
道
、
青
森
県
、
岩
手
県
、
山
形
県
、
福
島
県
、
茨
城
県
、
群
馬
県
、
埼
玉
県
、
千
葉
県
、
神
奈
川
県
、
山
梨
県
、
新
潟
県
、
福
井
県
、
富
山
県
、

八
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政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
一
二
三
〇
）

長
野
県
、
静
岡
県
、
愛
知
県
、
三
重
県
、
滋
賀
県
、
大
阪
府
、
兵
庫
県
、
奈
良
県
、
和
歌
山
県
、
岡
山
県
、
広
島
県
、
山
口
県
、
鳥
取
県
、
島
根
県
、

香
川
県
、
愛
媛
県
、
高
知
県
、
福
岡
県
、
長
崎
県
、
大
分
県
、
宮
崎
県
、
鹿
児
島
県
と
数
多
い
。

（
7
） 
中
核
市
に
求
め
ら
れ
る
要
件
は
人
口
が
三
〇
万
人
以
上
で
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
特
例
市
へ
の
要
件
は
人
口
が
二
〇
万
人
以
上
で
あ
る
こ
と
で
あ

る
。
ま
た
、
中
核
市
・
特
例
市
の
行
え
る
行
政
事
務
は
総
務
省
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
8
） 

平
成
の
大
合
併
は
二
〇
一
〇
年
度
ま
で
と
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
の
執
筆
時
点
に
お
い
て
、
二
〇
一
〇
年
度
の
デ
ー
タ
が
そ
ろ
っ
て
い
な
い
た

め
、
本
稿
で
の
分
析
は
二
〇
〇
九
年
度
ま
で
と
し
て
い
る
。

（
9
） 

Ｄ
Ｅ
Ａ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
刀
根
（
一
九
九
三
）、C
oelli

（
一
九
九
六
）、C

oelli and B
attese

（
一
九
九
八
）、C

ooper, S
eiford and 

T
one

（
一
九
九
九
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
10
） A

fonso and F
ernandes

（
二
〇
〇
八
）
は
地
方
自
治
体
の
効
率
性
評
価
に
関
す
る
先
行
研
究
に
詳
し
い
。

本
稿
で
は
、
国
外
に
お
け
る
地
方
自
治
体
の
効
率
性
評
価
に
関
す
る
先
行
研
究
を
紹
介
し
て
い
な
い
が
、Afonso and F

ernandes

（
二
〇
〇
八
）

を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
11
） 

本
稿
で
ご
み
総
回
収
量
を
用
い
な
い
理
由
は
、
本
稿
執
筆
中
に
二
〇
〇
九
年
の
ご
み
収
集
・
処
理
に
関
す
る
デ
ー
タ
が
得
ら
れ
な
い
こ
と
と
、

近
年
で
は
市
町
村
に
よ
る
回
収
量
が
ご
み
排
出
量
の
約
九
割
程
度
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
代
理
的
な
変
数
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。

（
12
） 

こ
れ
は
先
に
紹
介
し
た
Ｄ
Ｅ
Ａ
の
短
所
と
い
え
る
。
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地
方
公
共
団
体
単
独
事
業
費
支
出
と
他
地
域
へ
の
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
効
果
（
斎
藤
）

（
一
二
三
三
）

地
方
公
共
団
体
単
独
事
業
費
支
出
と
他
地
域
へ
の
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
効
果

│
神
奈
川
県
下
の
町
村
を
対
象
に
し
て

│

斎　
　

藤　
　

英　
　

明

1
．
は
じ
め
に

2
．
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
地
方
分
権
改
革
と
地
方
公
共
団
体
へ
の
影
響

3
．
地
方
公
共
団
体
支
出
と
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
効
果
の
関
係

4
．
神
奈
川
県
下
市
町
村
の
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
効
果
の
推
計

5
．
お
わ
り
に

八
四
一



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
一
二
三
四
）

1
．
は
じ
め
に

本
稿
の
目
的
は
、
地
方
公
共
団
体
の
う
ち
、
市
町
村
の
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
効
果
を
推
計
す
る
こ
と
で
あ
る
。
地
方
公
共
団
体
は
そ
れ
ぞ

れ
が
予
算
の
作
成
と
執
行
を
他
の
団
体
に
影
響
さ
れ
る
こ
と
な
く
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
地
方
公
共
団
体
同
士
が
隣
接
ま
た
は
近

接
し
て
い
る
場
合
、
執
行
さ
れ
た
支
出
が
他
の
団
体
に
影
響
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る
。
あ
る
地
方
公
共
団
体
の
公
共
支
出
が
他
の
地
方

公
共
団
体
に
漏
出
し
影
響
を
与
え
る
効
果
は
、
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
効
果
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
こ
の
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
効
果
の
存

在
を
明
示
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
効
果
の
存
在
は
、
地
方
公
共
財
が
生
み
出
す
経
済
的
な
効
果
が
及
ぶ
空
間
的
領
域
と
、
経
済
的
な
側
面
と
は
別
の
基

準
に
よ
っ
て
人
為
的
に
設
定
さ
れ
る
行
政
区
域
を
必
ず
し
も
一
致
さ
せ
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
経
済
的
側
面
と
政
治
的
側
面
の
空
間
領
域

の
不
一
致
は
資
源
配
分
を
歪
め
て
社
会
全
体
の
経
済
厚
生
の
損
失
を
う
む
こ
と
に
な
る
（
小
川
、
二
〇
〇
六
）。
し
た
が
っ
て
、
ス
ピ
ル

オ
ー
バ
ー
効
果
が
実
際
に
存
在
す
る
場
合
、
影
響
を
受
け
る
側
の
地
方
公
共
団
体
は
他
の
地
域
か
ら
公
共
支
出
の
便
益
が
流
入
し
て
く
る

た
め
、
自
分
の
地
域
で
賄
う
必
要
の
あ
る
支
出
規
模
を
下
回
る
公
共
支
出
を
行
っ
た
と
し
て
も
、
必
要
な
規
模
が
賄
え
る
よ
う
に
な
る
た

め
、
供
給
量
が
過
少
に
な
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

日
本
で
は
、
バ
ブ
ル
崩
壊
後
の
財
政
状
況
の
悪
化
の
中
で
、
三
位
一
体
の
改
革
に
お
い
て
基
礎
自
治
体
で
あ
る
市
町
村
の
財
政
力
強
化

と
効
率
的
な
財
政
運
営
を
目
的
と
し
た
市
町
村
合
併
が
行
わ
れ
て
き
た
が
、
市
町
村
合
併
に
は
経
済
的
空
間
と
政
治
的
空
間
の
不
一
致
を

解
消
す
る
と
い
う
側
面
も
副
産
物
的
に
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
市
町
村
合
併
に
よ
り
二
つ
の
空
間
を
一
致
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
た

と
す
れ
ば
、
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
効
果
は
解
消
さ
れ
、
公
共
支
出
の
非
効
率
は
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
二
つ
の
空
間
の
完

八
四
二



地
方
公
共
団
体
単
独
事
業
費
支
出
と
他
地
域
へ
の
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
効
果
（
斎
藤
）

（
一
二
三
五
）

全
な
一
致
と
は
、
全
て
の
地
方
公
共
団
体
の
合
併
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
地
方
分
権
改
革
と
矛
盾
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
効
果
の
存
在
を
前
提
と
し
た
う
え
で
、
公
共
支
出
の
非
効
率
を
改
善
し
、
社
会
的
厚
生
を
増
加
さ
せ
る

こ
と
が
現
実
的
な
政
策
課
題
と
考
え
ら
れ
る
。
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
効
果
に
関
す
る
先
行
研
究
と
し
て
は
、
ア
メ
リ
カ
の
州
を
分
析
の
対
象

と
し
たC

ase and R
osen

（
一
九
九
三
）
や
、Ihori

（
一
九
九
二
）、
フ
ラ
イ
ペ
ー
パ
ー
効
果
の
推
計
に
お
い
て
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
効
果
を

考
慮
に
入
れ
た
土
居
（
二
〇
〇
〇
）、
地
方
公
共
団
体
間
の
政
策
競
争
に
お
い
て
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
効
果
を
考
慮
し
た
小
川
（
二
〇
〇
六
）

な
ど
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
先
行
研
究
の
中
で
、C

ase and R
osen

（
一
九
九
三
）
は
ア
メ
リ
カ
の
州
財
政
を
対
象
と
し
て
、
行
政
費
（S

tate 

adm
inistration

）、
医
療
関
係
費
（H

ealth and hum
an services

）、
高
速
道
路
（H

ighw
ay

）、
教
育
費
（E

ducation

）
の
項
目
に
つ
い
て
隣

接
地
域
か
ら
の
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
効
果
を
推
計
し
て
い
る
。
ま
た
、
土
居
（
二
〇
〇
〇
）
は
都
市
圏
の
概
念
を
用
い
て
日
本
の
都
市
財
政

に
お
い
て
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
効
果
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
蓄
積
さ
れ
た
先
行
研
究
を
も
と
に
、

神
奈
川
県
下
の
町
村
に
お
け
る
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
効
果
の
推
計
を
行
う
。

本
稿
は
以
下
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
る
。
ま
ず
、
二
節
に
お
い
て
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
地
方
分
権
改
革
を
概
観
す
る
。
一
九
九
〇
年

代
以
降
は
地
方
分
権
改
革
が
重
要
な
政
治
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
が
、
本
質
的
に
は
財
政
運
営
の
効
率
化
が
追
求
さ
れ
た
改
革
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
地
方
分
権
改
革
が
進
め
ら
れ
る
中
で
、
基
礎
自
治
体
で
あ
る
市
町
村
は
ど
の
よ
う
な
影
響
を
受
け
た
か
を
整
理
し
た
い
。
そ

し
て
、
三
節
で
は
、
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
効
果
の
定
義
付
け
と
市
町
村
財
政
へ
の
影
響
を
明
示
し
た
い
。
四
節
で
は
、
神
奈
川
県
下
の
町
村

に
お
け
る
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
効
果
を
、
町
村
の
普
通
建
設
事
業
費
の
う
ち
、
単
独
事
業
費
を
対
象
と
し
て
推
計
を
行
う
。
推
計
方
法
、
分

析
の
枠
組
み
等
に
つ
い
て
も
四
節
で
提
示
す
る
。
五
節
は
本
稿
の
ま
と
め
と
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
述
べ
る
。八

四
三
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（
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2
．
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
地
方
分
権
改
革
と
地
方
公
共
団
体
へ
の
影
響

バ
ブ
ル
崩
壊
と
そ
の
後
の
不
況
は
、
日
本
の
中
央
集
権
体
制
の
見
直
し
と
、
地
方
分
権
の
推
進
に
対
し
て
一
つ
の
き
っ
か
け
を
与
え
た

と
言
え
る
。

一
九
九
三
年
に
衆
参
両
院
に
お
い
て
「
地
方
分
権
に
関
す
る
決
議
」
が
採
択
さ
れ
、
地
方
分
権
が
大
き
な
政
治
的
課
題
と
し
て
注
目
を

集
め
た
。

バ
ブ
ル
崩
壊
後
の
不
況
に
対
し
、
国
は
地
方
公
共
団
体
の
地
方
債
発
行
に
よ
る
単
独
事
業
を
利
用
し
た
景
気
浮
揚
策
を
採
用
し
た
。
そ

し
て
、
単
独
事
業
に
か
か
る
地
方
債
償
還
を
普
通
交
付
税
の
算
定
に
算
入
す
る
措
置
が
採
ら
れ
た
。

一
九
九
〇
年
代
の
地
方
分
権
改
革
（
以
下
、
第
一
次
分
権
改
革
と
い
う
）
は
、
国
と
地
方
公
共
団
体
の
役
割
を
見
直
す
こ
と
に
と
ど
ま
ら

な
い
。
国
の
規
制
は
国
の
視
点
か
ら
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ミ
ニ
マ
ム
を
実
現
す
る
と
同
時
に
民
間
活
動
を
画
一
的
に
制
約
し
、
一
定
の
業
界
を

画
一
的
に
保
護
す
る
役
割
も
果
た
し
て
き
た
。
地
方
分
権
を
推
進
し
、
地
域
ご
と
の
環
境
に
適
し
た
地
方
の
視
点
か
ら
の
シ
ビ
ル
・
ミ
ニ

マ
ム
を
実
現
す
る
に
は
、
国
と
地
方
の
関
係
に
と
ど
ま
ら
ず
官
と
民
の
関
係
も
見
直
す
こ
と
が
不
可
欠
と
な
る
。
地
方
の
意
思
決
定
等
の

自
由
度
を
拡
大
す
る
地
方
分
権
の
取
組
み
は
、
規
制
改
革
と
一
体
の
課
題
と
し
て
と
ら
え
る
必
要
が
あ
る
（
宮
脇
、
二
〇
一
〇
）。

第
一
次
分
権
改
革
は
、「
地
方
分
権
の
推
進
に
関
す
る
決
議
」
の
採
択
後
、
一
九
九
五
年
に
は
地
方
分
権
推
進
法
が
成
立
し
、
同
年
に

は
地
方
分
権
推
進
委
員
会
が
発
足
し
た
。
そ
し
て
、
二
〇
〇
〇
年
の
地
方
分
権
一
括
法
の
施
行
と
地
方
自
治
法
の
改
正
に
結
実
す
る
。

第
一
次
分
権
改
革
の
最
大
の
成
果
は
、
こ
れ
ま
で
地
方
自
治
を
妨
げ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
機
関
委
任
事
務
制
度
を
全

面
廃
止
し
た
こ
と
で
あ
る
。
機
関
委
任
事
務
制
度
は
、
国
の
法
律
ま
た
は
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
、
地
方
公
共
団
体
の
首
長
に
対

八
四
四



地
方
公
共
団
体
単
独
事
業
費
支
出
と
他
地
域
へ
の
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
効
果
（
斎
藤
）

（
一
二
三
七
）

し
て
職
務
執
行
命
令
の
形
を
と
っ
て
委
任
さ
れ
る
事
務
（
林
、
二
〇
〇
七
）
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
機
関
委
任
事
務
に
対
し
て
地
方
公

共
団
体
は
裁
量
権
を
持
た
ず
、
地
方
公
共
団
体
が
国
の
出
先
機
関
化
し
て
い
る
と
い
う
批
判
が
あ
っ
た
。

機
関
委
任
事
務
の
廃
止
に
伴
い
、
こ
れ
ま
で
の
事
務
は
①
こ
の
機
会
に
事
務
そ
の
も
の
を
廃
止
す
る
も
の
、
②
国
の
執
行
事
務
に
引
き

上
げ
る
も
の
、
③
自
治
体
の
法
定
受
託
事
務
に
す
る
も
の
、
④
自
治
体
の
自
治
事
務
に
す
る
も
の
（
西
尾
、
二
〇
〇
九
）、
の
四
つ
に
振
り

分
け
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
自
治
体
の
法
定
受
託
事
務
ま
た
は
自
治
事
務
に
す
る
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
当
該
機
関
委
任
事

務
が
都
道
府
県
の
執
行
機
関
に
委
任
さ
れ
て
い
た
も
の
は
都
道
府
県
の
、
市
区
町
村
の
執
行
機
関
に
委
任
さ
れ
て
い
た
も
の
は
市
区
町
村

の
事
務
と
す
る
こ
と
と
し
、
こ
れ
を
「
現
住
所
主
義
」
と
称
し
た
（
西
尾
、
二
〇
〇
九
）。

四
つ
の
振
り
分
け
結
果
か
ら
、
大
半
は
法
定
受
託
事
務
と
自
治
事
務
に
振
り
分
け
ら
れ
た
。
法
定
受
託
事
務
と
は
、「
法
律
又
は
こ
れ

に
基
づ
く
政
令
に
よ
り
都
道
府
県
、
市
町
村
又
は
特
別
区
が
処
理
す
る
事
務
の
う
ち
、
国
が
本
来
果
た
す
べ
き
役
割
に
係
る
も
の
で
あ
っ

て
、
国
に
お
い
て
そ
の
適
正
な
処
理
を
特
に
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
に
特
に
定
め
る
も
の
」

と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
自
治
事
務
と
は
、「
法
定
受
託
事
務
以
外
の
も
の
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
（
林
、
二
〇
〇
七
）。
機

関
委
任
事
務
は
、
知
事
・
市
町
村
長
を
国
の
下
部
機
関
と
し
て
事
務
の
執
行
を
委
任
す
る
も
の
で
あ
り
地
方
の
裁
量
を
認
め
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
自
治
事
務
と
法
定
受
託
事
務
は
と
も
に
地
方
の
事
務
で
あ
る
た
め
、
法
令
に
違
反
し
な
い
限
り
条
例
の
制
定
が
可
能
な
ほ
か
、

条
例
解
釈
の
余
地
も
拡
大
し
、
地
方
の
裁
量
権
が
充
実
し
て
い
る
（
宮
脇
、
二
〇
一
〇
）。
し
た
が
っ
て
、
機
関
委
任
事
務
の
廃
止
は
都
道

府
県
、
市
区
町
村
の
そ
れ
ぞ
れ
に
影
響
を
与
え
た
が
、
最
も
影
響
を
受
け
た
の
は
都
道
府
県
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
国
は
こ
れ
ま
で
と
異

な
り
地
方
公
共
団
体
を
下
部
組
織
と
し
て
関
与
す
る
こ
と
が
限
定
さ
れ
、
市
区
町
村
は
自
治
事
務
の
拡
大
に
よ
り
、
裁
量
権
が
拡
大
し
た

だ
け
で
あ
る
が
、
都
道
府
県
は
国
か
ら
の
関
与
が
減
り
裁
量
権
が
拡
大
す
る
一
方
で
、
市
区
町
村
へ
の
関
与
が
縮
小
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

八
四
五
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た
か
ら
で
あ
る
。

機
関
委
任
事
務
制
度
が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
で
、
国
と
地
方
公
共
団
体
の
関
係
性
は
主
従
か
ら
対
等
へ
と
変
化
し
た
が
、
第
一
次
分
権
改

革
は
、
地
方
公
共
団
体
の
税
財
政
改
革
と
い
う
点
で
課
題
を
残
し
た
。

第
一
次
分
権
改
革
で
は
、
地
方
税
財
政
制
度
の
改
革
に
つ
い
て
、
①
国
庫
補
助
負
担
金
の
整
理
合
理
化
、
②
存
続
す
る
国
庫
補
助
負
担

金
の
運
用
・
関
与
の
改
革
、
そ
し
て
③
地
方
税
財
源
の
充
実
確
保
（
西
尾
、
二
〇
〇
九
）
を
挙
げ
て
い
た
。

地
方
分
権
推
進
委
員
会
は
、
第
二
次
答
申
で
こ
そ
、
網
羅
的
に
課
題
を
整
理
し
て
い
る
が
、
そ
れ
以
降
は
主
と
し
て
機
関
委
任
事
務
の

廃
止
に
タ
ー
ゲ
ッ
ト
を
絞
り
、
一
転
突
破
の
戦
略
を
採
っ
た
よ
う
に
見
え
る
（
小
西
、
二
〇
〇
八
）。
そ
し
て
、
地
方
分
権
推
進
委
員
会
は

最
終
答
申
に
お
い
て
、
第
一
次
分
権
改
革
を
「
未
完
の
分
権
改
革
」
と
位
置
づ
け
、「
地
方
税
財
源
の
充
実
確
保
」
を
次
の
分
権
改
革
で

の
課
題
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
地
方
税
財
源
改
革
は
、
二
〇
〇
一
年
に
成
立
し
た
小
泉
内
閣
の
三
位
一
体
の
改
革
か
ら
始
ま
る
第
二

次
分
権
改
革
の
主
要
な
課
題
と
し
て
引
き
継
が
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

二
〇
〇
一
年
に
発
足
し
た
小
泉
内
閣
に
お
け
る
地
方
分
権
改
革
の
主
要
な
課
題
は
、
地
方
分
権
推
進
委
員
会
の
最
終
答
申
で
も
指
摘
さ

れ
て
い
た
と
お
り
、
地
方
税
財
源
の
充
実
確
保
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
地
方
公
共
団
体
の
財
政
力
強
化
を
目
的
と
す
る
市
町
村
合
併
も
奨
励

さ
れ
た
。

地
方
分
権
推
進
委
員
会
が
第
一
次
分
権
改
革
を
未
完
の
分
権
改
革
と
位
置
づ
け
た
よ
う
に
、
地
方
財
税
源
の
改
革
は
喫
緊
の
課
題
で

あ
っ
た
が
、
そ
の
背
景
に
は
進
展
す
る
少
子
高
齢
化
と
バ
ブ
ル
崩
壊
に
よ
る
国
と
地
方
の
急
速
な
財
政
状
況
の
悪
化
が
遠
因
と
し
て
存
在

し
て
い
た
。

財
政
再
建
を
実
現
す
る
手
段
は
増
税
を
含
め
て
い
く
つ
も
あ
る
が
、
増
税
よ
り
も
、
無
駄
な
歳
出
を
削
減
す
る
こ
と
を
焦
点
に
し
な
け

八
四
六



地
方
公
共
団
体
単
独
事
業
費
支
出
と
他
地
域
へ
の
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
効
果
（
斎
藤
）

（
一
二
三
九
）

れ
ば
国
民
か
ら
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
こ
で
、
地
方
歳
出
に
は
多
く
の
無
駄
が
あ
る
の
で
そ
れ
を
縮
減
し
、
地
方
に
コ
ス
ト
意
識

を
働
か
せ
る
よ
う
に
改
革
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
構
図
を
中
心
に
、
地
方
財
政
の
再
建
は
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
三
位
一
体
改
革
で

は
、
分
権
改
革
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
地
方
交
付
税
な
ど
の
地
方
へ
の
財
源
移
転
の
縮
小
が
セ
ッ
ト
と
さ
れ
て
き
た
（
小
西
、

二
〇
〇
八
）。
地
方
交
付
税
や
国
庫
補
助
負
担
金
な
ど
の
国
か
ら
の
財
政
移
転
の
削
減
は
地
方
公
共
団
体
の
財
政
を
悪
化
さ
せ
、
地
方
公
共

団
体
の
規
模
に
よ
っ
て
財
政
格
差
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
基
礎
自
治
体
で
あ
る
市
町
村
の
財
政
力
を
強
化
す
る
た
め

に
市
町
村
合
併
が
促
進
さ
れ
た
。

ま
ず
、
国
庫
補
助
負
担
金
に
つ
い
て
は
、
補
助
金
の
削
減
と
税
源
移
譲
が
セ
ッ
ト
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
、
総
額
四
兆
円
程

度
を
目
途
に
補
助
金
の
廃
止
、
縮
減
を
す
る
こ
と
が
目
標
と
さ
れ
た
。
最
も
補
助
金
の
シ
ェ
ア
の
大
き
い
厚
生
労
働
省
は
、
そ
の
ノ
ル
マ

を
ク
リ
ア
す
る
た
め
に
生
活
保
護
の
地
方
負
担
を
増
や
す
、
つ
ま
り
国
の
負
担
率
を
引
き
下
げ
て
地
方
負
担
を
増
や
す
提
案
を
行
っ
た

（
神
野
、
二
〇
〇
六
）。
国
庫
補
助
負
担
金
改
革
は
、
初
年
度
に
お
い
て
一
兆
三
〇
〇
億
円
が
実
現
で
き
た
が
、
税
源
移
譲
額
は
四
、五
〇
七

億
円
に
と
ど
ま
っ
た
。
し
か
し
、
補
助
金
改
革
と
税
源
移
譲
額
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
ど
、
初
年
度
の
改
革
が
必
ず
し
も
地
方
公
共
団
体
の

立
場
に
立
っ
た
も
の
と
は
言
え
な
い
と
い
う
認
識
か
ら
、
二
〇
〇
五
年
の
基
本
方
針
で
は
、
四
兆
円
の
補
助
金
改
革
に
見
合
う
税
源
移
譲

額
は
三
兆
円
と
い
う
数
値
目
標
を
設
定
す
る
こ
と
と
な
っ
た
（
神
野
、
二
〇
〇
六
）。
数
値
目
標
に
対
し
、
二
〇
〇
四
年
末
の
段
階
で
補
助

金
二
兆
四
、六
五
五
億
円
の
改
革
、
税
源
移
譲
額
と
し
て
二
兆
三
、七
四
三
億
円
が
達
成
さ
れ
、
残
り
の
約
六
、〇
〇
〇
億
円
の
税
源
移
譲

額
が
二
〇
〇
五
年
の
課
題
と
し
て
残
っ
た
。
残
さ
れ
た
約
六
、〇
〇
〇
億
円
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
五
年
度
の
政
府
・
与
党
合
意
に
よ
っ

て
公
営
住
宅
家
賃
対
策
補
助
、
児
童
手
当
等
の
改
革
に
よ
り
五
、八
五
四
億
円
、
公
立
学
校
施
設
等
に
よ
り
六
九
〇
億
円
が
改
革
さ
れ
、

合
計
六
、五
四
四
億
円
が
達
成
さ
れ
た
。
一
方
で
、
税
源
移
譲
に
つ
い
て
は
、
六
、一
〇
六
億
円
と
な
り
、
税
源
移
譲
の
総
額
は
三
兆
九
四

八
四
七



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
一
二
四
〇
）

億
円
と
な
っ
た
。

国
か
ら
地
方
公
共
団
体
へ
の
税
源
移
譲
に
つ
い
て
見
て
み
る
。
税
源
移
譲
は
国
庫
補
助
負
担
金
改
革
で
も
触
れ
た
が
、
概
ね
三
兆
円
の

移
譲
を
目
指
す
こ
と
が
「
基
本
方
針
二
〇
〇
四
」
で
明
記
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
税
源
移
譲
の
方
法
は
、
個
人
住
民
税
所
得
割
の
税
率
を
フ

ラ
ッ
ト
化
（
一
律
化
）
す
る
こ
と
を
中
心
と
し
て
考
え
ら
れ
た
。
そ
れ
ま
で
個
人
住
民
税
所
得
割
の
税
率
は
五
％
、
一
〇
％
、
一
三
％
の

三
段
階
で
あ
り
、
税
源
移
譲
額
三
兆
九
四
億
円
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
一
〇
％
と
す
る
必
要
が
指
摘
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
方
法
と

し
て
二
〇
〇
四
年
度
に
所
得
譲
与
税
を
創
設
す
る
こ
と
、
そ
の
後
所
得
税
か
ら
個
人
住
民
税
へ
移
譲
す
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
た
。
所
得
譲

与
税
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
六
年
度
予
算
に
お
い
て
税
源
移
譲
額
の
全
額
を
措
置
す
る
こ
と
が
決
定
し
た
が
、
そ
の
内
訳
は
都
道
府
県
分

が
二
兆
一
、七
九
四
億
円
、
市
町
村
分
が
八
、三
〇
〇
億
円
で
あ
り
、
二
〇
〇
九
年
度
よ
り
個
人
住
民
税
へ
の
税
源
移
譲
が
実
施
さ
れ
た
。

三
位
一
体
の
改
革
の
中
で
、「
基
本
方
針
」
地
方
交
付
税
に
つ
い
て
は
財
源
保
障
機
能
を
見
直
し
、
地
方
交
付
税
の
規
模
を
縮
小
す
る

方
向
性
が
打
ち
出
さ
れ
た
。
地
方
交
付
税
は
地
方
公
共
団
体
に
と
っ
て
は
一
般
財
源
で
あ
る
た
め
、
縮
小
は
地
方
公
共
団
体
の
財
政
状
況

に
直
接
影
響
を
与
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
財
源
保
障
機
能
の
縮
小
を
明
記
し
な
が
ら
財
政
力
の
高
い
都
市
と
低
い
都
市
の
財
政
力
格
差
に

対
し
て
適
切
な
対
応
を
と
る
と
し
た
。

地
方
交
付
税
の
抑
制
方
法
と
し
て
は
、
①
投
資
的
経
費
（
単
独
）
の
大
幅
削
減
、
②
地
方
公
務
員
数
を
地
方
警
察
官
の
増
員
を
織
り
込

ん
だ
う
え
で
、
一
万
人
の
純
減
を
求
め
な
が
ら
対
前
年
度
一
・
二
兆
円
の
削
減
、
そ
し
て
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
れ
を
対
前
年
度
で
一
兆

円
削
減
、
が
示
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
二
〇
一
〇
年
代
初
頭
の
基
礎
的
財
政
収
支
（
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
バ
ラ
ン
ス
）
の
黒
字
化
を
目
指
し
、
国
・

地
方
公
共
団
体
と
も
に
歳
出
削
減
を
進
め
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
た
。
一
方
で
、
税
源
移
譲
に
よ
る
財
政
力
格
差
が
拡
大
し
な
い
よ
う
に
す

る
た
め
、
税
源
移
譲
に
よ
る
歳
入
の
増
加
分
を
基
準
財
政
収
入
額
に
一
〇
〇
％
算
入
す
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
一
連
の
地
方

八
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交
付
税
改
革
に
よ
り
、
二
〇
〇
四
年
度
か
ら
二
〇
〇
六
年
度
ま
で
の
期
間
で
総
額
五
兆
一
、〇
〇
〇
億
円
の
抑
制
が
達
成
さ
れ
た
。

国
庫
補
助
負
担
金
、
地
方
交
付
税
の
抑
制
と
、
国
か
ら
の
地
方
公
共
団
体
へ
の
所
得
税
の
一
部
税
源
移
譲
に
よ
っ
て
、
三
位
一
体
の
改

革
は
こ
れ
ま
で
先
送
り
に
さ
れ
て
き
た
財
政
面
で
の
地
方
分
権
を
一
歩
前
進
さ
せ
た
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
抑
制
額
と

移
譲
額
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
地
方
公
共
団
体
へ
の
移
譲
額
が
抑
制
額
に
比
べ
て
少
な
く
、
地
方
公
共
団
体
の
財
政
が
圧
迫
す
る
こ

と
に
な
っ
た
の
も
三
位
一
体
の
改
革
の
一
つ
の
結
果
と
い
え
る
。

二
〇
〇
九
年
に
誕
生
し
た
民
主
党
政
権
は
、
こ
れ
ま
で
の
自
民
党
を
中
心
と
す
る
政
権
が
進
め
て
き
た
「
地
方
分
権
」
で
は
な
く
、
マ

ニ
フ
ェ
ス
ト
に
お
い
て
「
地
域
主
権
」
を
掲
げ
た
。
も
っ
と
も
分
権
に
関
し
て
民
主
党
は
、
二
〇
〇
三
年
と
二
〇
〇
五
年
の
マ
ニ
フ
ェ
ス

ト
に
お
い
て
「
分
権
革
命
」、
二
〇
〇
七
年
に
は
「
分
権
国
家
」
を
そ
れ
ぞ
れ
掲
げ
て
お
り
、「
地
域
主
権
」
と
い
う
言
葉
自
体
は
地
方
分

権
改
革
と
同
一
線
上
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

こ
れ
ま
で
の
分
権
改
革
は
新
自
由
主
義
的
構
造
改
革
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
た
め
、
財
政
削
減
が
自
治
体
の
機
能
低
下

を
も
た
ら
し
、
地
域
と
住
民
生
活
に
厳
し
い
影
響
を
及
ぼ
し
て
き
た
。
そ
の
こ
と
が
政
権
交
代
の
重
要
な
要
因
と
な
っ
た
（
平
岡
・
森
、

二
〇
一
〇
）。

具
体
的
な
地
域
主
権
改
革
の
方
法
は
、
菅
内
閣
に
よ
っ
て
閣
議
決
定
さ
れ
た
地
域
主
権
戦
略
大
綱
（
大
綱
）
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
こ

で
は
、「
地
域
主
権
改
革
」
を
「
日
本
国
憲
法
の
理
念
の
下
に
、
住
民
に
身
近
な
行
政
は
、
地
方
公
共
団
体
が
自
主
的
か
つ
総
合
的
に
広

く
担
う
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
地
域
住
民
が
自
ら
の
判
断
と
責
任
に
お
い
て
地
域
の
諸
課
題
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る

た
め
の
改
革
」
で
あ
る
と
定
義
さ
れ
て
い
る
（
平
岡
・
森
、
二
〇
一
〇
）。

大
綱
に
記
載
さ
れ
た
地
域
主
権
改
革
は
こ
れ
ま
で
の
自
民
党
を
中
心
と
す
る
政
権
が
取
り
組
ん
で
き
た
地
方
分
権
改
革
か
ら
大
き
く
逸
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脱
す
る
も
の
で
は
な
く
、
行
政
面
に
お
い
て
は
市
町
村
合
併
を
含
め
て
概
ね
肯
定
的
に
こ
れ
を
と
ら
え
て
お
り
、
国
の
役
割
を
限
定
す
る

形
で
地
方
分
権
を
推
進
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
方
で
、
税
財
源
改
革
に
つ
い
て
は
、
ひ
も
付
き
補
助
金
の
一
括
交
付
金
化
と
税

財
源
移
譲
の
二
つ
を
掲
げ
て
い
る
が
、
地
方
公
共
団
体
へ
の
税
財
源
移
譲
に
つ
い
て
は
、
課
題
整
理
の
み
で
あ
り
、
具
体
化
は
先
送
り
さ

れ
て
い
る
。

民
主
党
政
権
で
は
一
括
交
付
金
の
導
入
を
目
指
し
検
討
が
進
め
ら
れ
た
が
、
例
え
ば
二
〇
〇
五
年
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
お
い
て
は
二
〇

兆
円
の
補
助
金
の
う
ち
、
生
活
保
護
等
を
除
い
た
一
八
兆
円
を
廃
止
し
、
税
源
移
譲
五
・
五
兆
円
と
一
括
交
付
金
一
二
・
五
兆
円
に
切
り
替

え
、
一
括
交
付
金
は
教
育
、
社
会
保
障
、
農
業
・
環
境
、
地
域
経
済
、
そ
の
他
の
五
つ
の
く
く
り
に
つ
い
て
地
方
公
共
団
体
が
自
由
に
使

途
を
決
定
で
き
る
と
し
た
。

二
〇
〇
九
年
の
民
主
党
二
〇
〇
九
年
政
策
Ｉ
Ｎ
Ｄ
Ｅ
Ｘ
で
は
、
一
括
交
付
金
の
く
く
り
を
明
示
せ
ず
、
補
助
金
に
該
当
す
る
部
分
に
つ

い
て
は
必
要
額
を
確
保
す
る
と
し
た
。
公
共
事
業
関
係
補
助
金
に
対
応
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
財
政
力
の
低
い
地
方
公
共
団
体
に
手
厚

く
配
分
す
る
と
し
た
が
、
具
体
的
な
方
向
性
が
示
せ
ず
、
地
域
主
権
戦
略
会
議
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
財
政
面
で

の
地
域
主
権
改
革
の
大
き
な
柱
で
あ
る
一
括
交
付
金
に
つ
い
て
は
具
体
性
に
欠
け
る
部
分
が
多
い
が
、
そ
れ
で
も
社
会
資
本
整
備
総
合
交

付
金
が
実
現
し
、
一
括
交
付
金
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
分
の
投
資
的
経
費
分
か
ら
一
部
導
入
が
実
現
し
た
。

民
主
党
二
〇
〇
九
年
政
策
集
Ｉ
Ｎ
Ｄ
Ｅ
Ｘ
で
は
、
地
方
交
付
税
に
つ
い
て
、
三
位
一
体
の
改
革
に
よ
り
五
・
一
兆
円
抑
制
さ
れ
た
こ
と

を
踏
ま
え
、
地
方
公
共
団
体
間
の
財
政
力
格
差
を
是
正
し
、
地
方
財
政
を
充
実
さ
せ
る
た
め
、
現
行
の
地
方
財
政
制
度
よ
り
も
財
政
調
整
、

財
源
保
障
の
両
面
で
よ
り
強
化
し
た
新
制
度
を
創
設
、
導
入
す
る
こ
と
を
謳
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
基
本
的
な
立
場
と
し
て
は
地
方

交
付
税
制
度
そ
の
も
の
を
廃
止
す
る
つ
も
り
で
あ
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
特
に
、
二
〇
〇
九
年
の
事
業
仕
分
け
に
お
い
て
、
地
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方
交
付
税
が
「
抜
本
的
な
見
直
し
が
必
要
」
と
判
定
さ
れ
た
こ
と
は
一
つ
の
方
向
性
を
示
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

3
．
地
方
公
共
団
体
支
出
と
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
効
果
の
関
係

地
方
公
共
団
体
が
隣
接
、
も
し
く
は
社
会
的
、
経
済
的
に
関
係
が
強
い
場
合
、
あ
る
地
域
の
公
共
支
出
は
他
の
地
域
に
影
響
を
与
え
る

可
能
性
が
あ
る
。

経
済
学
に
お
い
て
、
他
者
へ
の
便
益
の
波
及
は
外
部
性
と
し
て
考
え
ら
れ
、
そ
の
効
果
は
外
部
経
済
と
外
部
不
経
済
に
分
類
さ
れ
る
が
、

公
共
支
出
が
他
地
域
に
影
響
を
与
え
る
場
合
、
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
効
果
と
呼
ば
れ
る
。
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
効
果
が
発
生
す
る
場
合
、
影
響

を
与
え
る
側
の
地
域
は
公
共
支
出
に
よ
る
便
益
を
漏
出
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
一
方
で
、
影
響
を
受
け
る
側
の
地
域
住
民
は
、
租

税
負
担
を
す
る
こ
と
な
く
便
益
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
便
益
の
た
だ
乗
り
（
フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
）
が
発
生
す
る
。
そ

の
た
め
、
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
効
果
が
発
生
す
る
場
合
、
公
共
支
出
は
最
適
な
規
模
ま
で
供
給
さ
れ
ず
、
過
少
供
給
さ
れ
る
こ
と
が
知
ら
れ

て
い
る
。

公
共
支
出
が
過
少
供
給
と
な
る
場
合
、
地
域
住
民
に
と
っ
て
効
用
が
最
大
化
し
な
い
た
め
、
住
民
に
対
し
て
減
税
が
行
わ
な
け
れ
ば
受

益
と
負
担
が
一
致
せ
ず
非
効
率
的
な
財
政
運
営
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
現
実
に
は
、
日
本
の
地
方
公
共
団
体
は
課
税
自
主
権
に
乏
し

い
た
め
、
税
率
を
頻
繁
に
上
下
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
公
共
支
出
が
過
少
供
給
さ
れ
る
場
合
、
必
然
的
に
非
効
率
が
発

生
す
る
こ
と
に
な
る
。
効
率
的
な
公
共
支
出
を
行
い
、
最
適
規
模
の
公
共
支
出
を
行
う
た
め
の
一
つ
の
方
法
と
し
て
は
、
外
部
性
の
内
部

化
を
行
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
コ
ー
ス
の
定
理
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
便
益
を
受
け
た
地
域
が
便
益
を
与
え
た
地
域
に

対
し
て
便
益
分
の
対
価
を
支
払
う
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
し
か
し
、
公
共
支
出
の
場
合
、
有
形
無
形
の
財
や
サ
ー
ビ
ス
が
存
在
し
価
格
そ
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の
も
の
を
計
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
公
共
支
出
の
便
益
が
ど
の
程
度
に
ま
で
拡
散
し
て
い
る
か
を
計
測
す
る
こ
と
が
難
し
い

た
め
、
い
く
つ
の
地
方
公
共
団
体
が
い
く
ら
支
払
う
べ
き
か
確
定
さ
せ
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
公
共
支
出
の
効
率
化
の
別
の
方
法
と
し
て

は
、
便
益
が
漏
出
す
る
範
囲
に
線
引
き
を
行
い
、
そ
の
範
囲
を
合
併
し
て
一
つ
の
公
共
団
体
と
し
て
し
ま
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
ス
ピ

ル
オ
ー
バ
ー
効
果
の
範
囲
分
を
合
併
す
る
方
法
は
外
部
性
の
内
部
化
に
つ
い
て
角
度
を
変
え
て
見
た
も
の
と
も
言
え
よ
う
。

ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
効
果
の
解
消
を
合
併
に
頼
る
方
法
は
、
日
本
の
場
合
、
市
町
村
合
併
に
該
当
す
る
。
日
本
で
は
戦
前
戦
後
を
通
し
て
、

明
治
期
、
昭
和
期
、
平
成
期
に
基
礎
自
治
体
で
あ
る
市
町
村
合
併
が
行
わ
れ
て
き
た
。
最
近
の
市
町
村
合
併
と
し
て
は
、
市
町
村
の
財
政

力
強
化
を
目
的
と
し
て
、
三
位
一
体
の
改
革
に
お
い
て
、
平
成
の
大
合
併
と
呼
ば
れ
る
市
町
村
合
併
が
促
進
さ
れ
た
。
三
位
一
体
の
改
革

で
の
市
町
村
合
併
は
市
町
村
の
財
政
力
強
化
が
主
た
る
目
的
で
あ
り
、
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
効
果
の
解
消
を
目
的
と
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ

た
が
、
地
理
的
な
面
積
を
拡
大
す
る
こ
と
で
他
地
域
へ
の
便
益
の
漏
出
を
防
ぎ
、
住
民
の
租
税
負
担
と
便
益
を
一
致
さ
せ
効
率
的
な
財
政

運
営
を
行
う
と
い
う
副
次
的
な
側
面
を
結
果
的
に
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

平
成
の
大
合
併
に
よ
り
市
町
村
の
数
は
約
一
、八
〇
〇
に
ま
で
減
少
し
、
財
政
力
強
化
と
い
う
目
的
は
一
応
達
成
で
き
た
と
言
え
る
。

ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
効
果
を
解
消
す
る
方
法
と
し
て
、
地
方
公
共
団
体
の
規
模
を
拡
大
し
公
共
支
出
の
漏
出
効
果
を
内
部
化
す
る
こ
と
は

有
効
で
あ
る
。
三
位
一
体
の
改
革
以
降
、
導
入
の
検
討
が
話
題
に
な
っ
て
い
る
道
州
制
も
地
方
公
共
団
体
の
権
限
や
財
源
を
拡
充
す
る
と

い
う
効
果
と
と
も
に
、
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
効
果
に
よ
る
便
益
の
漏
出
を
内
部
化
す
る
と
い
う
効
果
も
見
込
め
る
。

し
か
し
、
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
効
果
を
内
部
化
す
る
と
い
う
目
的
で
市
町
村
を
合
併
す
る
場
合
、
最
も
効
率
的
な
公
共
支
出
の
供
給
方
法

は
公
共
支
出
の
中
央
政
府
に
よ
る
一
元
化
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
地
方
公
共
団
体
で
は
な
く
中
央
政
府
が
全
て
の
公
共
支
出
を
直
接
的
に

供
給
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
国
内
に
お
い
て
は
、
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
効
果
は
発
生
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
ス
ピ
ル
オ
ー

八
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バ
ー
効
果
の
内
部
化
を
目
的
と
し
て
合
併
を
繰
り
返
す
こ
と
は
、
最
終
的
に
は
地
方
公
共
団
体
の
存
在
し
な
い
中
央
集
権
体
制
に
行
き
着

く
。
こ
の
方
向
性
は
当
然
地
方
分
権
の
流
れ
と
逆
行
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
も
そ
も
三
位
一
体
の
改
革
に
お
い
て
市
町
村
合
併
が
促
進
さ
れ
た
の
は
、
中
央
政
府
に
よ
る
公
共
支
出
が
、
必
ず
し
も
各
地
方
公
共

団
体
住
民
の
財
政
需
要
に
応
じ
て
お
ら
ず
、
公
共
支
出
に
非
効
率
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
認
識
に
依
拠
し
て
い
た
。
地
域
住
民
の
財
政
需

要
に
関
し
て
中
央
政
府
と
地
方
公
共
団
体
が
供
給
者
で
あ
る
と
き
、
住
民
の
需
要
に
関
し
て
よ
り
情
報
を
多
く
持
っ
て
い
る
地
方
公
共
団

体
の
方
が
効
率
的
に
供
給
で
き
る
こ
と
は
オ
ー
ツ
（W
.E
 O
ates, 1972

）
が
『
分
権
化
定
理
』
で
指
摘
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
合
併

に
よ
っ
て
市
町
村
の
数
を
減
ら
し
て
い
く
こ
と
は
、
オ
ー
ツ
の
指
摘
に
基
づ
け
ば
住
民
の
財
政
需
要
に
応
え
、
住
民
の
租
税
負
担
と
便
益

を
一
致
さ
せ
る
と
い
う
市
町
村
合
併
本
来
の
目
的
と
矛
盾
す
る
。

こ
こ
ま
で
の
議
論
を
整
理
す
る
な
ら
ば
、
公
共
支
出
の
効
率
性
を
追
求
す
る
場
合
、
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
効
果
の
解
消
と
市
町
村
の
最
適

規
模
の
両
方
を
求
め
る
必
要
が
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
あ
る
地
域
か
ら
別
の
地
域
へ
の
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
効
果
が
現

在
ど
の
程
度
発
生
し
て
い
る
の
か
推
測
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
ど
の
地
域
か
ら
ど
の
地
域
へ
と
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
効
果
が

発
生
し
て
い
る
の
か
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
効
果
が
発
生
し
て
い
る
か
否
か
と
い
う
視
点
は
問
題
に
な
ら
な
い
。
な

ぜ
な
ら
、
日
本
の
市
町
村
は
多
く
が
陸
続
き
で
あ
る
た
め
、
他
地
域
か
ら
少
な
か
ら
ず
影
響
を
受
け
て
い
る
と
考
え
る
ほ
う
が
現
実
的
で

あ
る
。

地
方
公
共
団
体
が
供
給
す
る
公
共
財
、
サ
ー
ビ
ス
は
有
形
無
形
の
も
の
が
混
在
し
て
い
る
た
め
、
定
量
化
す
る
の
が
困
難
で
あ
る
。
ま

た
、
範
囲
を
特
定
す
る
も
の
困
難
が
伴
う
。
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
効
果
が
ど
の
程
度
発
生
し
て
い
る
か
を
定
量
的
に
推
計
し
た
先
行
研
究
で

は
、
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
効
果
の
一
部
が
漏
出
し
、
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
効
果
が
発
生
し
て
い
る
と
想
定
し
て
い
る
も
の
が
多
い
。
ま
た
、
財
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政
支
出
総
額
の
一
部
が
漏
出
し
、
他
地
域
へ
影
響
を
与
え
て
い
る
と
想
定
し
て
い
る
先
行
研
究
が
多
い
。

本
稿
で
は
、
先
行
研
究
と
同
じ
よ
う
に
、
地
理
的
な
隣
接
を
大
き
な
要
因
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
先
行
研
究
と
異
な
り
、
日
本
の

地
方
公
共
団
体
の
特
徴
を
踏
ま
え
て
若
干
の
修
正
を
行
っ
て
い
る
。

日
本
の
統
治
機
構
は
国
、
都
道
府
県
、
市
町
村
か
ら
成
る
三
層
構
造
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
市
町
村
は
近
隣
の
市
町
村
の
他
に
国
お
よ

び
都
道
府
県
の
財
政
支
出
か
ら
も
影
響
を
受
け
る
と
考
え
ら
れ
る
。
詳
細
は
後
述
す
る
が
、
本
稿
で
は
、
あ
る
市
町
村
へ
の
公
共
支
出
の

漏
出
は
近
隣
の
市
町
村
の
他
に
国
と
所
属
す
る
都
道
府
県
か
ら
の
地
方
交
付
税
な
ど
の
財
政
移
転
を
想
定
す
る
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
先

行
研
究
で
は
財
政
支
出
の
総
額
を
利
用
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
が
、
こ
れ
に
は
若
干
の
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
公
共
支
出
に
は
様
々

な
項
目
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
性
質
が
異
な
る
。
例
え
ば
市
役
所
職
員
な
ど
の
人
件
費
に
充
て
ら
れ
る
項
目
か
ら
、
地
域
の
開
発
に
使
わ
れ

る
項
目
な
ど
も
あ
る
。
人
件
費
や
施
設
の
修
繕
、
維
持
費
な
ど
の
支
出
が
他
地
域
へ
影
響
を
与
え
る
と
は
考
え
に
く
い
た
め
、
こ
れ
ら
を

一
括
り
に
し
て
他
地
域
へ
漏
出
す
る
と
考
え
る
の
は
不
都
合
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
項
目
の
う
ち
、

他
地
域
へ
の
漏
出
の
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
普
通
建
設
事
業
費
単
独
事
業
分
の
分
析
を
行
う
。
ま
た
、
他
地
域
へ
漏
出
す
る
範
囲

に
つ
い
て
は
、
市
町
村
間
の
関
係
性
に
注
視
す
る
必
要
が
あ
る
。
あ
る
地
域
の
公
共
支
出
が
他
の
地
域
に
影
響
を
与
え
る
と
は
い
え
、
例

え
ば
北
海
道
の
市
町
村
の
公
共
支
出
が
沖
縄
県
の
市
町
村
に
影
響
を
与
え
る
と
考
え
る
の
は
現
実
的
で
は
な
い
。
や
は
り
地
理
的
な
距
離

は
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
効
果
を
特
定
す
る
う
え
で
重
要
な
要
因
と
い
え
る
。

4
．
神
奈
川
県
下
市
町
村
の
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
効
果
の
推
計

公
共
支
出
が
相
互
に
影
響
を
与
え
あ
う
、
も
し
く
は
一
方
の
地
方
公
共
団
体
が
他
方
の
地
方
公
共
団
体
に
影
響
を
与
え
る
に
は
、
地
理

八
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独
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へ
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果
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斎
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（
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七
）

的
な
近
接
性
は
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
要
因
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
北
海
道
と
沖
縄
県
の
市
町
村
が
相
互
に
影
響
を
持
つ
と
は

考
え
ら
れ
な
い
。

本
稿
で
は
、
市
町
村
の
公
共
支
出
に
伴
う
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
効
果
の
範
囲
特
定
に
関
し
て
、『
民
力
』
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
て
い
る
都

市
圏
の
概
念
を
用
い
る
。

『
民
力
』
で
は
、
都
市
圏
の
概
念
に
関
し
て
、「
全
国
の
市
町
村
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
自
治
体
と
し
て
の
意
義
、
す
な
わ
ち
そ
の
行

政
組
織
と
し
て
の
自
主
独
立
性
、
ま
た
は
〝
ふ
る
さ
と
〞
と
し
て
の
尊
厳
性
等
の
問
題
と
は
別
に
、
人
々
の
生
活
行
動
圏
的
な
、
あ
る
い

は
地
域
の
流
通
経
済
圏
的
な
見
方
か
ら
す
れ
ば
、
今
や
実
勢
と
し
て
こ
れ
ら
の
行
政
区
域
を
越
え
て
、
各
都
市
を
中
心
に
周
辺
の
町
村
を

含
ん
だ
地
域
核
が
自
然
に
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
見
方
か
ら
す
れ
ば
、
実
際
は
並
列
の
市
町
村
行
政
区
域
単
位
で
は
な
く
、
八
〇
九
都
市
圏
の
圏
域
に
よ
っ
て
全
国
の

地
域
経
済
の
核
が
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
不
自
然
で
は
な
い
（
朝
日
新
聞
社
編
、
二
〇
一
一
）。」
と
説
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

『
民
力
』
は
、
各
市
町
村
が
あ
る
都
市
を
中
心
と
し
て
周
辺
の
市
町
村
を
含
ん
だ
地
域
経
済
圏
が
全
国
に
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
こ
の
よ
う
に
都
市
の
圏
域
は
、
人
と
生
活
・
文
化
・
産
業
経
済
の
つ
な
が
り
の
中
で
、
行
政
要
素
の
強
い
影
響

を
受
け
な
が
ら
も
、
自
然
に
そ
れ
を
越
え
て
独
自
の
有
機
的
な
広
が
り
に
展
開
し
て
い
く
も
の
と
い
え
る
（
朝
日
新
聞
社
編
、

二
〇
一
一
）。」
と
も
指
摘
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、『
民
力
』
の
考
え
方
は
、
各
市
町
村
が
独
立
し
て
財
政
運
営
を
行
っ
て
い
る
の
で
は

な
く
、
近
隣
の
中
心
都
市
を
中
心
と
し
て
地
域
経
済
圏
を
形
成
し
、
財
政
運
営
を
行
っ
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。
各
市
町
村
が
独
立
し
て

い
る
の
で
は
な
く
、
地
域
経
済
圏
と
し
て
財
政
活
動
を
行
っ
て
い
る
と
考
え
れ
ば
、
公
共
支
出
か
ら
の
便
益
が
漏
出
す
る
範
囲
に
応
用
で

き
る
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
都
市
圏
の
範
囲
を
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
効
果
の
範
囲
と
設
定
し
、
中
心
都
市
か
ら
周
辺
の
市
町
村
へ
の
影
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響
を
考
え
て
み
た
い
。

分
析
の
対
象
と
す
る
神
奈
川
県
下
の
市
町
村
は
二
〇
一
二
年
現
在
、
政
令
指
定
都
市
で
あ
る
横
浜
市
、
川
崎
市
、
相
模
原
市
を
含
め
て

三
三
市
町
村
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、『
民
力
』
に
お
い
て
都
市
圏
が
形
成
さ
れ
て
い
る
の
は
、
横
浜
都
市
圏
、
川
崎
都
市
圏
、

相
模
原
都
市
圏
、
座
間
都
市
圏
、
厚
木
都
市
圏
、
伊
勢
原
都
市
圏
、
海
老
名
都
市
圏
、
大
和
都
市
圏
、
綾
瀬
都
市
圏
、
横
須
賀
都
市
圏
、

三
浦
都
市
圏
、
鎌
倉
都
市
圏
、
藤
沢
都
市
圏
、
茅
ヶ
崎
都
市
圏
、
逗
子
都
市
圏
、
平
塚
都
市
圏
、
小
田
原
都
市
圏
、
秦
野
都
市
圏
、
南
足

柄
都
市
圏
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
都
市
圏
の
中
で
、
周
辺
市
町
村
を
有
し
た
都
市
圏
は
厚
木
、
横
須
賀
、
茅
ヶ
崎
、
平
塚
、
小
田
原
、
秦
野
、

南
足
柄
の
各
都
市
圏
で
あ
る
。

厚
木
都
市
圏
は
厚
木
市
を
中
心
都
市
と
し
て
、
愛
川
町
と
清
川
村
の
一
市
一
町
一
村
か
ら
都
市
圏
を
形
成
し
て
お
り
、
都
市
圏
の
人
口

は
二
六
・
三
万
人
で
あ
る
。
横
須
賀
都
市
圏
は
横
須
賀
市
を
中
心
都
市
と
し
て
、
葉
山
町
の
一
市
一
町
か
ら
都
市
圏
を
形
成
し
て
お
り
、

都
市
圏
の
人
口
は
四
五
・
九
万
人
で
あ
る
。
茅
ヶ
崎
都
市
圏
は
茅
ヶ
崎
市
を
中
心
都
市
と
し
て
寒
川
町
の
一
市
一
町
か
ら
都
市
圏
を
形
成

し
て
お
り
、
都
市
圏
人
口
は
二
八
・
三
万
人
で
あ
る
。
平
塚
都
市
圏
は
平
塚
市
を
中
心
都
市
と
し
て
大
磯
町
と
二
宮
町
の
一
市
二
町
か
ら

都
市
圏
を
形
成
し
て
お
り
、
都
市
圏
人
口
は
三
二
・
一
万
人
で
あ
る
。
小
田
原
都
市
圏
は
小
田
原
市
を
中
心
都
市
と
し
て
、
大
井
町
、
松

田
町
、
開
成
町
、
箱
根
町
、
真
鶴
町
、
湯
河
原
町
の
一
市
六
町
か
ら
都
市
圏
を
形
成
し
て
お
り
、
都
市
圏
の
人
口
は
二
九
・
二
万
人
で
あ

る
。
秦
野
都
市
圏
は
秦
野
市
を
中
心
都
市
と
し
て
、
中
井
町
と
一
市
一
町
の
都
市
圏
を
形
成
し
て
お
り
、
都
市
圏
人
口
は
一
七
・
二
万
人

で
あ
る
。
最
後
に
南
足
柄
都
市
圏
は
、
南
足
柄
市
を
中
心
都
市
と
し
て
、
山
北
町
と
一
市
一
町
の
都
市
圏
を
形
成
し
て
お
り
、
都
市
圏
の

人
口
は
五
・
七
万
人
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
都
市
圏
は
周
辺
の
市
町
村
を
含
ん
で
都
市
圏
を
形
成
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
都
市
圏
の
名

称
と
中
心
市
の
名
称
が
同
一
、
同
範
囲
で
あ
る
。
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関
東
地
方
の
都
市
圏
に
関
し
て
、『
民
力
』
で
は
地
理
的
な
結
び
つ
き
に
よ
る
都
市
圏
の
他
に
、
路
線
に
よ
る
地
域
も
提
示
さ
れ
て
い

る
。
例
え
ば
Ｊ
Ｒ
京
浜
東
北
線
沿
線
に
よ
る
京
浜
東
北
沿
線
地
域
や
、
私
鉄
の
東
急
線
を
中
心
と
す
る
東
急
沿
線
地
域
な
ど
が
該
当
し
、

東
京
都
と
神
奈
川
県
の
結
び
つ
き
が
示
さ
れ
て
い
る
。
路
線
に
よ
る
、
都
道
府
県
を
横
断
す
る
よ
う
な
市
町
村
間
の
結
び
つ
き
は
、
交
通

網
の
発
達
し
た
地
域
で
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
特
に
東
京
都
の
場
合
、
昼
間
は
勤
務
地
と
し
て
人
口
が
増
加
し
、
夜
間
は

人
口
が
減
少
す
る
と
い
う
こ
と
は
直
感
的
に
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
地
方
公
共
団
体
の
財
政
支
出
は
地
域
住
民
の
財
政
需
要
に
基
づ

い
て
供
給
さ
れ
る
、
言
い
換
え
れ
ば
そ
の
地
域
に
居
住
し
て
い
る
住
民
の
た
め
に
供
給
さ
れ
る
た
め
、
勤
務
地
な
ど
で
一
時
的
に
滞
在
す

る
人
々
の
た
め
に
供
給
さ
れ
て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
も
、
沿
線
に
よ
る
地
域
で
は
な
く
居
住
を
基
に
し
た
都

市
圏
を
用
い
て
分
析
を
行
い
た
い
。

本
稿
で
は
、
都
市
圏
の
概
念
を
用
い
て
神
奈
川
県
下
市
町
村
の
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
効
果
を
分
析
す
る
。
都
市
圏
の
概
念
を
用
い
れ
ば
、

周
辺
の
市
町
村
を
含
ん
で
い
な
い
場
合
、
他
の
市
町
村
に
中
心
都
市
が
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
無
い
と
想
定
さ
れ
る
た
め
、
分
析
の
対
象

と
な
る
の
は
周
辺
市
町
村
を
含
ん
で
い
る
七
つ
の
都
市
圏
で
あ
る
。

分
析
の
枠
組
み
は
、
周
辺
市
町
村
の
財
政
支
出
が
自
ら
の
地
域
の
税
収
だ
け
で
な
く
、
都
市
圏
内
の
中
心
都
市
の
財
政
支
出
か
ら
も
一

部
影
響
を
受
け
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
同
一
の
都
市
圏
内
の
中
心
都
市
で
な
い
市
町
村
か
ら
は
影
響
を
受
け
な
い
と

考
え
て
い
る
。
例
え
ば
、
厚
木
都
市
圏
の
場
合
、
都
市
圏
内
の
愛
川
町
の
財
政
支
出
は
厚
木
市
か
ら
は
影
響
を
受
け
る
が
、
同
都
市
圏
内

の
清
川
村
の
支
出
か
ら
は
影
響
を
受
け
な
い
と
仮
定
す
る
。
清
川
村
の
場
合
も
同
様
で
、
厚
木
市
か
ら
は
影
響
を
受
け
る
が
、
愛
川
町
か

ら
は
影
響
を
受
け
な
い
と
仮
定
し
て
い
る
。
市
町
村
の
財
政
支
出
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
と
異
な
り
、
歳
出
総
額
で
は
な
く
、
項
目
別

の
分
析
を
行
う
。
総
務
省
が
発
表
、
公
開
を
し
て
い
る
『
市
町
村
別
決
算
状
況
調
』
に
は
、
都
市
別
、
町
村
別
の
歳
出
内
訳
が
存
在
し
て
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い
る
が
、
例
え
ば
性
質
別
歳
出
内
訳
の
う
ち
、
人
件
費
や
物
件
費
と
い
っ
た
費
目
は
、
役
所
職
員
の
人
数
に
よ
る
な
ど
各
市
町
村
固
有
の

問
題
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
支
出
額
が
周
辺
の
町
村
に
影
響
を
与
え
る
と
は
考
え
に
く
い
。
歳
出
項
目
の
う
ち
、
他
地
域
の
支
出
額
が
影
響

を
与
え
る
と
考
え
ら
れ
る
項
目
は
普
通
建
設
事
業
費
の
単
独
事
業
費
で
あ
る
。
あ
る
地
域
の
道
路
な
ど
の
イ
ン
フ
ラ
が
整
備
さ
れ
た
場
合
、

利
便
性
の
向
上
な
ど
に
よ
っ
て
周
辺
地
域
の
住
民
に
も
便
益
が
波
及
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
市
町
村
の
単
独
事
業
費

は
他
の
地
域
へ
の
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
効
果
が
発
生
す
る
と
想
定
さ
れ
る
。

日
本
の
統
治
構
造
は
国
、
都
道
府
県
、
市
町
村
の
三
層
構
造
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
国
と
都
道
府
県
の
財
政
移
転
か
ら
の
影
響
も
考
慮

に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。
国
か
ら
の
財
政
移
転
で
は
国
庫
支
出
金
と
地
方
交
付
税
が
あ
る
が
、
市
町
村
の
単
独
事
業
費
に
影
響
す
る
の
は

地
方
交
付
税
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
国
か
ら
の
補
助
金
を
受
け
て
実
施
さ
れ
る
事
業
は
補
助
事
業
に
該
当
す
る
た
め
、
使
途
が
明
確
化
さ

れ
て
い
る
国
庫
支
出
金
は
単
独
事
業
費
に
関
与
し
な
い
た
め
で
あ
る
。
都
道
府
県
か
ら
の
財
政
移
転
に
つ
い
て
は
、『
市
町
村
別
決
算
状

況
調
』
の
歳
入
内
訳
に
お
い
て
、
都
道
府
県
支
出
金
が
存
在
す
る
。
こ
の
項
目
は
、
内
訳
と
し
て
国
庫
財
源
を
伴
う
も
の
と
都
道
府
県
費

の
み
の
も
の
に
分
類
さ
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
都
道
府
県
費
の
み
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
普
通
建
設
事
業
費
支
出
金
、
災
害
復
旧
事

業
費
支
出
金
、
お
よ
び
そ
の
他
に
分
類
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
都
道
府
県
費
の
み
の
場
合
、
市
町
村
の
一
般
財
源
と
な
る
項
目
は
存
在
し

な
い
。
本
稿
は
、
市
町
村
間
で
の
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
効
果
を
分
析
す
る
こ
と
が
主
た
る
目
的
で
あ
る
た
め
、
都
道
府
県
か
ら
の
財
政
移
転

は
無
い
も
の
と
仮
定
す
る
。

こ
こ
ま
で
の
議
論
を
整
理
す
る
と
、
本
稿
で
の
分
析
モ
デ
ル
は
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

町
村
の
単
独
事
業
費
＝
地
方
税
収
入
＋
都
市
圏
中
心
都
市
の
単
独
事
業
費
＋
地
方
交
付
税
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本
稿
で
目
的
と
し
て
い
る
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
効
果
は
、
右
辺
第
二
項
の
係
数
で
あ
る
。

右
辺
第
二
項
の
中
心
都
市
か
ら
の
係
数
が
周
辺
市
町
村
に
対
す
る
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
効
果
で
あ
る
。
そ
し
て
、
前
述
の
通
り
ス
ピ
ル

オ
ー
バ
ー
効
果
が
存
在
し
て
い
る
と
き
、
公
共
支
出
は
過
少
供
給
さ
れ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
中
心
都
市
が
公
共
支
出
を

行
っ
て
、
そ
の
便
益
が
漏
出
し
自
分
の
地
域
に
影
響
を
与
え
る
と
き
、
便
益
が
流
入
し
て
く
る
地
域
は
自
ら
の
支
出
額
を
増
加
さ
せ
ず
、

流
入
し
て
く
る
便
益
に
フ
リ
ー
ラ
イ
ド
す
る
行
動
を
取
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
稿
の
場
合
、
中
心
都
市
の
単
独
事
業
費

の
係
数
の
符
号
条
件
は
負
に
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
は
人
口
構
造
な
ど
の
地
理
的
条
件
が
異
な
る
た
め
、

説
明
変
数
に
は
地
域
間
で
の
人
口
構
成
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
た
め
一
五
歳
未
満
人
口
割
合
と
六
五
歳
以
上
人
口
割
合
の
変
数
を
加
え
た
。

ま
た
、
地
域
間
で
の
面
積
を
考
慮
す
る
た
め
、
人
口
密
度
を
変
数
に
加
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
変
数
以
外
に
つ
い
て
、
町
村
単

独
事
業
費
お
よ
び
都
市
圏
中
心
都
市
の
単
独
事
業
費
に
つ
い
て
は
、
そ
の
団
体
が
負
担
す
る
額
を
デ
ー
タ
に
用
い
た
。
そ
し
て
、
町
村
の

単
独
事
業
費
、
地
方
税
収
入
、
都
市
圏
中
心
都
市
の
単
独
事
業
費
、
地
方
交
付
税
は
そ
れ
ぞ
れ
、
人
口
で
除
し
た
一
人
当
た
り
額
を
算
出

し
て
推
計
を
行
っ
て
い
る
。
デ
ー
タ
に
関
し
て
経
済
的
要
因
（
町
村
単
独
事
業
費
、
地
方
税
収
入
、
都
市
圏
中
心
都
市
の
単
独
事
業
費
、
地
方
交

付
税
）
に
つ
い
て
は
総
務
省
『
市
町
村
別
決
算
状
況
調
』
の
各
年
度
か
ら
、
人
口
要
因
（
一
五
歳
未
満
人
口
割
合
、
六
五
歳
以
上
人
口
割
合
、

人
口
数
、
人
口
密
度
）
に
関
し
て
は
朝
日
新
聞
社
編
『
民
力
Ｄ
Ｖ
Ｄ
│

Ｒ
Ｏ
Ｍ
二
〇
一
〇
』
か
ら
構
築
し
た
。

推
計
の
対
象
期
間
は
二
〇
〇
二
年
度
か
ら
二
〇
〇
九
年
度
ま
で
の
八
年
度
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
市
町
村
と
推
計
年
度
を
組
み
合
わ
せ
た

パ
ネ
ル
デ
ー
タ
を
用
い
て
Ｏ
Ｌ
Ｓ
で
推
計
を
行
っ
て
い
る
。
推
計
で
は
、
ま
ず
Ｏ
Ｌ
Ｓ
分
析
の
変
量
効
果
モ
デ
ル
、
固
定
効
果
モ
デ
ル
の

選
択
に
つ
い
て
、
ウ
ー
＝
ハ
ウ
ス
マ
ン
・
テ
ス
ト
を
行
っ
た
。
ウ
ー
＝
ハ
ウ
ス
マ
ン
・
テ
ス
ト
の
結
果
、
χ２

統
計
量
が
一
三
・
三
八
八
、

自
由
度
六
、
ｐ
値
が
〇
・
〇
三
七
三
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
共
分
散
が
〇
で
あ
る
と
い
う
帰
無
仮
説
は
五
％
有
意
水
準
で
棄
却
さ
れ
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る
た
め
、
本
稿
で
の
推
計
は
固
定
効
果
モ
デ
ル
を
選
択
し
て
い
る
。
ま
た
、
時
系
列
デ
ー
タ
で
生
じ
や
す
い
系
列

相
関
の
問
題
に
関
し
て
は
、
残
差
間
で
の
係
数
が
マ
イ
ナ
ス
〇
・
五
と
等
し
い
か
否
か
をW

ald

テ
ス
ト
で
検
定

し
、
係
数
＝
マ
イ
ナ
ス
〇
・
五
の
帰
無
仮
説
が
棄
却
さ
れ
な
け
れ
ば
系
列
相
関
が
無
い
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
（
1
）

。

本
稿
で
は
、
系
列
相
関
に
関
し
て
、
χ２
統
計
量
が
一
・
三
九
七
一
、
自
由
度
一
、
ｐ
値
〇
・
二
三
七
二
で
あ
り
、
帰

無
仮
説
を
棄
却
で
き
ず
、
系
列
相
関
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
設
定
に
よ
っ
て
推
計
し
た
結
果
に
つ
い

て
経
済
的
要
因
の
み
を
ま
と
め
た
の
が
以
下
の
表
で
あ
る
。

推
計
結
果
か
ら
、
中
心
都
市
の
単
独
事
業
費
の
符
号
は
負
で
有
意
水
準
を
満
た
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
本

稿
の
推
計
結
果
か
ら
は
、
他
の
条
件
を
一
定
と
し
た
場
合
、
神
奈
川
県
下
の
市
町
村
で
は
都
市
圏
中
心
都
市
の
単

独
事
業
費
支
出
額
の
増
加
は
、
都
市
圏
を
形
成
す
る
周
辺
町
村
の
単
独
事
業
費
支
出
額
を
減
少
さ
せ
、
単
独
事
業

に
よ
る
便
益
の
漏
出
と
共
に
、
周
辺
町
村
が
フ
リ
ー
ラ
イ
ド
す
る
状
況
が
確
認
で
き
る
。
例
え
ば
、
都
市
圏
中
心

都
市
が
一
人
当
た
り
額
で
単
独
事
業
費
支
出
を
一
円
増
加
さ
せ
た
場
合
、
周
辺
町
村
は
約
〇
・
七
円
単
独
事
業
費

支
出
を
減
ら
し
、
過
少
供
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

5
．
お
わ
り
に

国
、
地
方
公
共
団
体
の
財
政
状
況
が
逼
迫
す
る
中
で
、
効
率
的
な
財
政
運
営
を
行
う
こ
と
は
バ
ブ
ル
崩
壊
後
の

日
本
の
一
つ
の
大
き
な
テ
ー
マ
で
あ
り
続
け
て
い
る
。
自
民
党
を
中
心
と
す
る
政
権
下
で
の
地
方
分
権
改
革
や
民

主
党
政
権
下
で
の
地
域
主
権
改
革
も
本
質
的
に
は
財
政
運
営
の
効
率
性
を
追
及
し
て
い
る
点
で
大
き
な
相
違
は
無

表－ 1　神奈川県下市町村の単独事業費におけるスピルオーバー効果の推計結果

定数項 地方税収 中心都市の単独事業費 地方交付税

81.7838（0.7399） 0.3537*（1.9645） -0.7324*（-1.7151） 0.3323（0.9749）

（注）推計期間：2002 ～ 2009年度、N＝112、Adj R2=0.5568、D.W.=2.1171。固定効果モデル。*は10％有意水準。
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（
一
二
五
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）

い
。
国
か
ら
の
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
税
源
移
譲
を
実
施
し
た
三
位
一
体
の
改
革
で
は
、
行
財
政
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
を
こ
れ
ま
で
よ
り

も
住
民
に
近
い
立
場
か
ら
行
い
、
住
民
が
地
方
公
共
団
体
の
支
出
に
対
し
て
積
極
的
に
参
加
や
監
視
す
る
こ
と
が
掲
げ
ら
れ
た
。
こ
う
し

た
地
方
分
権
改
革
や
地
域
主
権
改
革
は
、
言
い
換
え
れ
ば
中
央
集
権
的
な
制
度
で
は
効
率
的
な
財
政
運
営
を
行
う
こ
と
が
事
実
上
困
難
に

な
っ
て
い
る
こ
と
を
認
め
た
も
の
と
解
釈
で
き
る
。
確
か
に
中
央
政
府
が
全
国
の
住
民
の
求
め
る
財
政
需
要
を
全
て
把
握
す
る
こ
と
は
不

可
能
に
近
い
た
め
、
中
央
集
権
的
で
あ
れ
ば
全
国
画
一
的
な
行
財
政
サ
ー
ビ
ス
が
供
給
さ
れ
や
す
く
な
る
の
は
避
け
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
効
率
性
を
重
視
し
た
場
合
、
オ
ー
ツ
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
よ
り
住
民
の
財
政
需
要
に
関
す
る
情
報
を
多
く
有
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
地
方
公
共
団
体
に
権
限
と
財
源
を
付
与
し
、
財
政
運
営
を
行
わ
せ
る
ほ
う
が
良
い
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
地
方
公
共
団
体
は
行
政
区
域
で
区
切
ら
れ
て
お
り
、
独
自
の
財
政
運
営
を
行
っ
て
い
る
と
は
い
え
ほ
ぼ
全
て
の
市
町
村
が
複

数
の
市
町
村
と
陸
続
き
で
存
在
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
財
政
運
営
に
関
し
て
一
方
的
に
、
ま
た
は
相
互
に
関
係
性
を
有
し
て
い
る
と

言
え
よ
う
。
特
に
、
規
模
の
大
き
な
都
市
の
支
出
は
周
辺
の
町
村
の
支
出
に
影
響
を
与
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
市
町
村

は
財
政
運
営
に
関
し
て
独
自
に
行
動
を
し
な
が
ら
も
、
自
地
域
の
行
動
が
他
の
地
域
に
影
響
を
与
え
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
あ
る
市
町
村
の
支
出
が
他
の
市
町
村
に
漏
出
し
、
影
響
を
受
け
た
地
域
が
フ
リ
ー
ラ
イ
ド
す
る
ス
ピ
ル
オ
ー

バ
ー
効
果
に
つ
い
て
神
奈
川
県
下
の
市
町
村
を
対
象
と
し
て
推
計
を
行
っ
た
。
公
共
支
出
が
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
効
果
を
発
生
さ
せ
る
場
合
、

公
共
財
や
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
量
が
過
少
供
給
さ
れ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
問
題
は
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
効
果
が
ど
の
く
ら
い
の
範
囲

に
ま
で
及
ん
で
い
る
か
を
特
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
距
離
の
離
れ
た
町
村
が
相
互
に
影
響
を
与
え
合
う
と
は
考
え
に
く
い
。
先
行
研
究
で

は
周
辺
の
自
治
体
全
て
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
と
し
て
推
計
を
行
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
単
純
な
地
理
的
隣
接
だ
け
で
な
く
市
町

村
間
で
の
結
び
付
き
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
生
活
圏
と
し
て
の
結
び
付
き
を
基
に
都
市
圏
と
い
う
概
念
を
用
い
て
市
町
村
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を
分
類
し
た
。
都
市
圏
の
考
え
方
は
、
ヒ
ト
、
モ
ノ
の
流
れ
が
活
発
に
な
っ
て
い
る
今
日
に
お
い
て
、
経
済
的
社
会
的
に
結
び
付
き
の
強

い
市
町
村
の
集
合
体
を
表
し
た
も
の
と
解
釈
で
き
る
。
本
稿
が
対
象
と
し
た
神
奈
川
県
に
お
い
て
は
、
横
浜
都
市
圏
や
川
崎
都
市
圏
な
ど

一
九
の
都
市
圏
が
存
在
し
、
そ
の
う
ち
の
七
都
市
圏
が
周
辺
町
村
を
含
ん
で
都
市
圏
を
形
成
し
て
い
る
。
都
市
圏
の
考
え
方
で
は
、
周
辺

町
村
を
含
ん
で
い
る
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
の
都
市
圏
は
核
と
な
る
中
心
都
市
が
存
在
し
、
周
辺
の
町
村
と
共
に
都
市
圏
を
形
成
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
中
心
都
市
と
町
村
は
結
び
付
き
が
強
く
、
中
心
都
市
は
町
村
に
対
し
て
影
響
を
与
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、

ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
効
果
の
及
ぶ
範
囲
を
都
市
圏
と
想
定
し
、
中
心
都
市
の
支
出
が
町
村
の
支
出
に
影
響
を
与
え
る
と
仮
定
し
た
。
つ
ま
り
、

中
心
都
市
の
支
出
は
周
辺
町
村
に
波
及
し
、
そ
れ
に
応
じ
て
周
辺
町
村
は
支
出
額
を
減
ら
す
と
想
定
し
た
。

影
響
を
与
え
る
支
出
に
関
し
て
も
本
稿
で
は
先
行
研
究
か
ら
の
修
正
を
行
っ
て
い
る
。
先
行
研
究
で
は
、
支
出
総
額
の
全
て
が
影
響
を

与
え
る
と
想
定
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
が
、
公
務
員
給
与
な
ど
の
人
件
費
や
災
害
復
旧
費
な
ど
の
支
出
が
周
辺
町
村
に
影
響
を
与
え
る

と
は
考
え
に
く
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
道
路
整
備
な
ど
イ
ン
フ
ラ
整
備
に
対
す
る
支
出
で
あ
る
普
通
建
設
事
業
費
の
う
ち
、
国
や
都
道

府
県
な
ど
の
影
響
に
よ
ら
な
い
単
独
事
業
費
を
対
象
と
し
て
推
計
を
行
っ
た
。
単
独
事
業
費
で
あ
れ
ば
、
国
庫
支
出
金
な
ど
の
影
響
を
受

け
ず
に
実
施
さ
れ
る
建
設
事
業
費
で
あ
る
た
め
、
市
町
村
の
独
自
性
が
発
揮
さ
れ
や
す
く
影
響
を
中
心
都
市
の
支
出
が
影
響
を
与
え
て
い

る
か
判
断
し
や
す
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
、
町
村
の
単
独
事
業
費
に
対
す
る
都
市
圏
中
心
都
市
の
単
独
事
業
費
の
影
響
を
推
計
し

た
。
ま
た
、
国
か
ら
の
財
政
移
転
に
つ
い
て
は
、
一
般
財
源
で
あ
る
地
方
交
付
税
を
含
め
た
が
、
都
道
府
県
か
ら
の
財
政
移
転
で
あ
る
都

道
府
県
支
出
金
に
つ
い
て
は
一
般
財
源
と
な
る
項
目
が
無
い
た
め
、
推
計
に
は
含
め
な
か
っ
た
。

二
〇
〇
二
年
度
か
ら
二
〇
〇
九
年
度
を
推
計
期
間
と
し
、
神
奈
川
県
下
七
都
市
圏
を
対
象
と
し
て
パ
ネ
ル
デ
ー
タ
を
用
い
た
本
稿
の
推

計
結
果
か
ら
、
都
市
圏
中
心
都
市
の
単
独
事
業
費
支
出
の
増
加
は
周
辺
町
村
の
単
独
事
業
費
支
出
の
減
少
を
引
き
起
こ
す
と
い
う
結
果
が

八
六
二



地
方
公
共
団
体
単
独
事
業
費
支
出
と
他
地
域
へ
の
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
効
果
（
斎
藤
）

（
一
二
五
五
）

得
ら
れ
た
。
こ
の
結
果
は
、
先
行
研
究
お
よ
び
推
計
前
の
予
想
と
整
合
的
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
の
結
果
か
ら
神
奈
川
県
下
の
都

市
圏
に
お
い
て
、
他
の
条
件
を
一
定
と
し
た
場
合
、
単
独
事
業
費
支
出
に
関
し
て
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
効
果
が
存
在
し
、
周
辺
町
村
は
中
心

都
市
の
単
独
事
業
費
支
出
の
フ
リ
ー
ラ
イ
ド
を
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
中
心
都
市
の
一
円
の
支
出
増
加
は
周
辺
町
村
の
約

〇
・
七
円
の
支
出
減
少
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
。

最
後
に
、
本
稿
を
締
め
く
く
る
に
当
た
り
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
効
果
の
推
計
に
関
す
る
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
本
稿

で
は
、
神
奈
川
県
と
い
う
限
ら
れ
た
地
域
を
対
象
と
し
て
推
計
を
行
っ
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
一
つ
目
の
課
題
は
推
計
範
囲
の
拡
大
で

あ
る
。
直
感
的
に
考
え
れ
ば
神
奈
川
県
で
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
効
果
が
発
生
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
他
の
都
道
府
県
で
も
同
様
に
ス
ピ
ル

オ
ー
バ
ー
効
果
が
発
生
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
今
回
の
本
稿
の
考
え
方
を
基
に
全
国
の
町
村
に
お
い
て
も
同
様
に
推

計
を
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
言
え
る
が
、
東
京
二
三
区
を
一
つ
の
都
市
圏
と
考
え
る
か
、
別
々
の
都
市
圏
を
形
成
し
て
い
る
と
考
え

る
か
に
つ
い
て
慎
重
な
判
断
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
一
つ
目
の
課
題
と
関
連
す
る
が
、
地
理
的
な
関
連
性
以
外
の
町
村

の
結
び
付
き
の
捉
え
方
も
今
後
の
課
題
と
言
え
よ
う
。
例
え
ば
、
川
崎
市
北
部
の
一
部
の
区
で
は
、「
神
奈
川
都
民
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る

よ
う
に
川
崎
区
や
幸
区
よ
り
も
東
京
都
と
の
結
び
付
き
が
強
い
と
さ
れ
る
地
域
も
存
在
す
る
。
今
回
の
推
計
で
は
、
地
理
的
な
生
活
圏
、

経
済
圏
を
も
と
に
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
効
果
の
範
囲
を
設
定
し
推
計
を
行
っ
た
が
、
例
え
ば
路
線
沿
線
を
中
心
と
し
た
地
域
間
で
の
結
び
付

き
も
考
慮
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

（
1
） 

松
浦
・
マ
ッ
ケ
ン
ジ
ー
（
二
〇
一
二
）『E

V
iew
s

に
よ
る
計
量
経
済
分
析　
﹇
第
二
版
﹈』
東
洋
経
済
新
報
社　

pp.353-4
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w
w
.soum

u.go.jp/iken/kessan_jokyo_2.htm
l
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ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
お
け
る
宗
教
論
に
関
す
る
一
考
察
（
山
口
）

（
一
二
六
一
）

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
お
け
る
宗
教
論
に
関
す
る
一
考
察

│
重
商
主
義
政
策
と
の
関
連
に
お
い
て

│

山　
　

口　
　

正　
　

春

一　

は
じ
め
に

二　

グ
ラ
ス
ゴ
ウ
大
学
の
学
問
的
・
宗
教
的
雰
囲
気

三　

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
宗
教
観

四　

独
占
機
構
と
し
て
の
ロ
ー
マ
教
会

五　

近
世
初
頭
の
植
民
地
建
設
の
動
機

六　

む
す
び
に
か
え
て
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政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
一
二
六
二
）

一　

は
じ
め
に

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
が
誕
生
し
活
躍
し
た
一
八
世
紀
と
い
う
時
代
は
、
経
済
史
的

0

0

0

0

に
は
、
ど
う
い
う
時
代
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
一
口

に
言
う
と
、
こ
の
時
代
、
ス
ペ
イ
ン
の
栄
光
は
オ
ラ
ン
ダ
の
独
立
と
共
に
地
に
落
ち
、
そ
れ
に
代
っ
て
イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
の
絶
対
王

制
が
官
僚
制
と
軍
備
を
拡
充
し
、
重
商
主
義
政
策
に
よ
っ
て
植
民
地
を
拡
大
し
、
強
固
な
支
配
と
豪
華
な
文
化
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
。

換
言
す
れ
ば
封
建
体
制
か
ら
資
本
主
義
体
制
へ
の
転
換
が
起
り
つ
つ
あ
っ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
は
世
界
の
二
大
強

国
と
し
て
君
臨
し
、
搾
取
、
強
制
、
略
奪
の
対
象
で
あ
る
植
民
地
の
争
奪
を
め
ぐ
っ
て
、
六
〇
年
間
に
わ
た
っ
て
戦
争
に
明
け
暮
れ
、

一
七
六
〇
年
代
に
イ
ギ
リ
ス
に
産
業
革
命
が
起
っ
た
と
は
い
え
、
一
七
七
五
年
に
は
北
米
植
民
地
の
独
立
戦
争
が
始
ま
り
、
一
七
八
九
年

に
フ
ラ
ン
ス
革
命
が
頂
点
に
達
す
る
と
い
う
、
ま
さ
に
騒
然
と
し
た
時
代
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
重
要
な
こ
と
は
、
当
時
、
宗
教
つ
ま
り
既
存
の
キ
リ
ス
ト
教
、
教
会
権
力
の
も
つ
影
響
力
は
、
ま
だ
ま
だ

相
当
に
強
か
っ
た
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
民
衆
の
生
活
に
対
す
る
教
会
の
支
配
は
依
然
と
し
て
、
強
固
で
あ
っ
た
。
一
例
を
挙
げ

れ
ば
、
ス
ミ
ス
に
と
っ
て
同
郷
の
親
友
で
あ
り
、
畏
敬
す
べ
き
先
達
で
あ
っ
た
デ
ビ
ッ
ト
・
ヒ
ュ
ー
ム
が
、
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
末

期
の
パ
リ
社
交
界
で
は
「
哲
学
者
中
の
王
様
（
1
）

」
と
し
て
、
あ
れ
ほ
ど
歓
待
さ
れ
た
の
に
、
そ
の
彼
が
死
を
目
の
当
た
り
に
し
て
『
自
然
宗

教
に
関
す
る
対
話
』
の
自
ら
の
手
に
よ
る
公
刊
を
断
念
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
は
、
友
人
を
巻
き
添
え
に
す
る
ト
ラ
ブ
ル
へ
の
危
惧
の

念
に
よ
る
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
事
実
、
無
神
論
者
と
し
て
疑
わ
れ
て
い
た
ヒ
ュ
ー
ム
の
宗
教
論
の
出
版
は
激
し
い
非
難
を
巻
き
起
こ
す

で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
た
の
で
、
彼
の
友
人
た
ち
は
、
そ
の
出
版
に
反
対
し
た
。
ス
ミ
ス
で
さ
え
も
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
依
頼
を
引
き
受
け
る
の

に
、
た
め
ら
い
を
感
じ
た
ら
し
い
（
2
）

。
ヒ
ュ
ー
ム
も
そ
れ
を
推
察
し
て
、
一
七
七
六
年
五
月
三
日
に
ロ
ン
ド
ン
か
ら
の
手
紙
で
、
次
の
よ
う

八
七
〇



ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
お
け
る
宗
教
論
に
関
す
る
一
考
察
（
山
口
）

（
一
二
六
三
）

に
書
い
た
。

「
小
生
の
『
自
然
宗
教
に
関
す
る
対
話
』
を
出
版
し
よ
う
と
い
う
貴
下
の
御
申
出
に
つ
い
て
も
十
分
熟
考
い
た
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
こ

の
著
述
の
性
格
と
貴
下
の
御
立
場
と
の
双
方
の
た
め
、
そ
の
出
版
を
急
ぐ
の
は
不
適
当
の
よ
う
に
考
え
る
に
至
り
ま
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
小

生
は
こ
の
機
会
を
と
ら
え
、
か
の
友
情
深
き
御
申
出
に
権
限
を
賦
与
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
か
の
一
文
を
い
つ
出
版
す
る
か
、

あ
る
い
は
そ
も
そ
も
こ
れ
を
出
版
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
小
生
は
す
べ
て
貴
下
の
一
存
に
お
任
せ
す
る
こ
と
に
満
足
い
た
し
ま
す
（
3
）

。」

こ
の
よ
う
な
宗
教
的
な
抑
圧
の
強
か
っ
た
状
況
の
下
で
、
ス
ミ
ス
は
そ
の
思
想
家
・
哲
学
者
と
し
て
の
目
を
天
界
の
崇
高
な
事
柄
で
は

な
く
、
人
間
の
世
俗
的
な
事
柄
に
向
け
る
姿
勢
を
鮮
明
に
打
ち
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
既
存
の
キ
リ
ス
ト
教
思
想
・
哲
学
で
は
な
く
、
基

本
的
に
は
新
し
い
世
俗
的
な
思
想
・
哲
学
の
立
場
を
採
用
し
た
こ
と
は
注
視
さ
れ
て
よ
か
ろ
う
。

そ
も
そ
も
一
八
世
紀
と
い
う
時
代
は
、
思
想
史
的

0

0

0

0

に
言
え
ば
、
啓
蒙
思
想
の
時
代
と
呼
ば
れ
、
封
建
的
諸
特
権
に
対
す
る
理
性
の
抵
抗

の
時
代
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
そ
の
時
代
は
ま
た
、
超
自
然
的
な
も
の
に
対
す
る
信
仰
や
キ
リ
ス
ト
の
復
活
や
奇
跡
に
対
す
る
疑
心
と
反
発

の
時
代
で
あ
り
、
総
じ
て
中
世
を
支
配
し
て
き
た
教
会
権
力
に
対
す
る
人
間
的
反
抗
で
あ
り
、
ま
た
国
家
公
認
の
、
政
治
と
癒
着
し
た
教

会
に
対
す
る
批
判
の
時
代
で
あ
っ
た
（
4
）

。
ス
ミ
ス
も
時
代
の
子
で
あ
る
。『
国
富
論
』
に
お
け
る
ス
ミ
ス
の
教
会
権
力
、
就
中
、
ロ
ー
マ
・

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
（
以
下
、
ロ
ー
マ
教
会
と
言
う
）
の
も
つ
権
力
へ
の
批
判
は
鋭
く
且
つ
苛
烈
を
極
め
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
経

済
政
策
と
し
て
の
重
商
主
義
政
策
を
背
後
で
操
っ
た
の
は
、
ロ
ー
マ
教
会
と
い
う
一
大
権
力
の
独
占
機
構
で
あ
る
と
彼
は
痛
烈
に
批
判
す

る
。
教
会
権
力
と
い
う
独
占
機
構
に
よ
っ
て
多
数
の
人
々
が
抑
圧
さ
れ
、
幸
福
が
犠
牲
に
な
り
、
一
部
少
数
の
特
定
の
人
間
の
み
が
利
益

を
享
受
し
て
い
る
。

同
様
の
状
況
は
多
か
れ
少
な
か
れ
、
政
治
権
力
と
癒
着
し
た
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
教
会
に
お
い
て
も
見
ら
れ
た
。
知
識
人
も
含
め
て
大

八
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）

（
一
二
六
四
）

勢
の
人
々
が
宗
教
的
抑
圧
の
下
に
あ
り
、
人
間
の
真
の
意
味
の
幸
福
が
犠
牲
に
な
っ
て
い
る
状
況
が
続
い
て
い
た
。
啓
蒙
思
想
家
ス
ミ
ス

は
、
こ
う
し
た
教
会
の
非
人
間
的
抑
圧
を
黙
視
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
様
な
国
内
外
の
教
会
権
力
と
封
建
的
諸
特
権
を
打
破
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
ス
ミ
ス
は
ま
さ
に
近
代
化
の
た
め
の
闘
士
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
起
さ
れ
て
よ
い
。

小
論
で
は
、
ス
ミ
ス
の
著
作
に
現
れ
た
宗
教
論
に
つ
い
て
考
察
す
る
が
、
先
ず
ス
ミ
ス
が
学
ん
だ
当
時
の
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
大
学
の
学
問

的
・
宗
教
的
雰
囲
気
、
ス
ミ
ス
の
宗
教
観
に
最
も
強
い
影
響
を
及
ぼ
し
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
教
会
の
長
老
派
聖
職
者
た
ち
と
対
立
し
て
い

た
恩
師
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ハ
チ
ス
ン
の
新
思
想
（
理
神
論
）
な
ど
を
明
ら
か
に
し
、
次
に
中
世
以
来
の
支
配
者
ロ
ー
マ
教
会
の
権
力
が
人
民

を
抑
圧
し
、
絶
対
王
制
・
王
室
と
癒
着
し
な
が
ら
独
占
体
制
を
つ
く
り
上
げ
つ
つ
、
教
会
人
と
王
室
が
黄
金
欲
に
取
り
つ
か
れ
、
植
民
地

の
原
住
民
に
弾
圧
と
殺
戮
を
繰
り
返
し
、
一
体
と
な
っ
て
金
・
銀
を
飽
く
こ
と
な
く
追
求
す
る
重
金
主
義
に
始
ま
る
重
商
主
義
政
策
を
強

引
に
推
し
進
め
、
植
民
地
貿
易
の
自
然
的
な
好
影
響
を
如
何
に
破
壊
し
て
き
た
か
、
更
に
既
存
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
教
会
及
び
ロ
ー
マ
教

会
の
実
態
を
踏
え
つ
つ
、
ス
ミ
ス
が
自
ら
の
宗
教
観
に
基
づ
き
、
人
間
の
幸
福
の
真
の
在
り
方
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
と
考
え
て
い
た

か
、
こ
う
し
た
点
を
ス
ミ
ス
の
著
作
に
内
在
し
な
が
ら
、
紙
幅
の
許
す
か
ぎ
り
検
討
し
て
み
た
い
。

（
1
） John R

ae, L
ife of A

d
am

 S
m

ith, w
ith an Introduction “G

uide to John R
ae ’s L

ife of A
d

am
 S

m
ith

” by Jacob V
iner, 1977, 

P
.196.

ジ
ョ
ン
・
レ
ー
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
伝
』（
大
内
兵
衛
・
大
内
節
子
訳
）、
岩
波
書
店
、
昭
和
四
七
年
、
二
四
二
頁
。

（
2
） 

ス
ミ
ス
が
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
ベ
リ
オ
ー
ル
・
カ
レ
ッ
ジ
に
留
学
し
た
際
、
次
の
よ
う
な
出
来
事
が
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
す
べ
き
で
あ
る
。

「
こ
の
学
園
〔
ベ
リ
オ
ー
ル
・
カ
レ
ッ
ジ
│
引
用
者
〕
に
は
彼
〔
ス
ミ
ス
│
引
用
者
〕
に
禁
じ
ら
れ
た
果
実
が
一
つ
だ
け
あ
っ
た
。
近
代
合
理
主
義

の
成
果
が
そ
れ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
話
し
が
あ
る
。
…
…
あ
る
日
の
こ
と
彼
は
ヒ
ュ
ー
ム
の
『
人
生
論
』
を
読
ん
で
い
た
。

恐
ら
く
そ
れ
は
ハ
チ
ス
ン
の
勧
め
に
よ
っ
て
著
者
が
彼
に
贈
呈
し
た
あ
の
本
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
が
見
つ
か
っ
て
、
彼
は
厳
重
な
譴
責
処
分
に
付

八
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せ
ら
れ
、
そ
の
本
は
悪
書
と
し
て
没
収
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
当
時
の
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
を
支
配
し
て
い
た
暗
黒
の
精
神
に
つ
い
て
わ
れ
わ

れ
が
知
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
の
教
授
か
ら
直
接
渡
さ
れ
た
近
代
思
想
の
大
著
を
学
生
た
る
者
が
読
む
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
と
く

に
悪
質
な
違
反
行
為
で
あ
る
と
さ
れ
た
の
も
、
ま
ず
当
然
の
こ
と
と
言
え
よ
う
。
む
し
ろ
ス
ミ
ス
が
こ
の
位
の
こ
と
で
許
さ
れ
た
ほ
う
が
意
外
で
あ

る
。
現
に
こ
れ
よ
り
数
年
前
に
は
、
三
人
の
学
生
が
理
神
論
を
か
じ
っ
た
か
ど
で
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
か
ら
放
校
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。」（John 

R
ae, op.cit., P

.24.

邦
訳
、
二
九
│
三
〇
頁
。）

（
3
） 

Ibid, P
.297.　

邦
訳
、
三
七
一
頁
。

（
4
） 

大
河
内
一
男
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
』（『
人
類
の
知
的
遺
産
42
』）、
講
談
社
、
昭
和
五
四
年
、
四
一
三
頁
。

二　

グ
ラ
ス
ゴ
ウ
大
学
の
学
問
的
・
宗
教
的
雰
囲
気

ス
ミ
ス
が
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
大
学
に
入
学
し
た
の
は
、
一
七
三
七
年
で
彼
が
一
四
歳
の
と
き
で
あ
っ
た
。
当
時
の
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
大
学
は
、
王

国
最
高
の
大
学
の
一
つ
で
あ
っ
た
し
、
宗
教
的
偏
見
か
ら
は
比
較
的
自
由
で
活
気
に
満
ち
て
い
た
。
そ
れ
は
、
一
七
〇
七
年
に
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
に
合
邦
さ
れ
た
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
が
急
激
な
経
済
発
展
と
、
そ
れ
に
伴
う
文
化
運
動
高
揚
の
手
掛
か
り
を
つ
か
み
つ
つ
あ
る
時
代
を

反
映
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
（
1
）

。
当
時
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
比
べ
て
産
業
は
遅
れ
、
織
物
工
業
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
か
ら

大
き
な
打
撃
を
受
け
た
り
も
し
た
が
、
次
第
に
近
代
化
が
進
み
、
亜
麻
産
業
が
育
成
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
に
最
も
近
い
港
と
し
て
、
グ
ラ
ス

ゴ
ウ
が
ア
メ
リ
カ
貿
易
に
利
用
さ
れ
る
な
ど
の
た
め
に
前
途
が
開
け
て
い
っ
た
。
そ
の
経
済
的
・
文
化
的
な
活
動
に
知
的
な
面
で
グ
ラ
ス

ゴ
ウ
が
果
た
し
た
役
割
は
、
小
さ
く
な
か
っ
た
。「
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
は
古
い
秩
序
が
新
し
い
秩
序
に
、
そ
れ
も
主
と
し
て
商
業
的
貴
族
社
会

の
優
勢
に
基
づ
い
て
い
る
秩
序
に
道
を
ゆ
ず
っ
た
都
市
（
2
）

」
で
あ
っ
た
。
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近
代
化
が
進
み
つ
つ
あ
る
新
興
都
市
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
の
知
的
中
核
の
場
と
し
て
の
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
大
学
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
、
否
、
イ
ギ

リ
ス
全
体
の
新
し
い
学
問
・
新
思
想
の
中
心
で
あ
り
、
こ
の
大
学
に
は
学
問
研
究
の
分
野
で
高
い
評
価
を
得
て
い
た
研
究
者
た
ち
が
相
当

活
躍
し
て
い
た
こ
と
は
記
憶
さ
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
ス
ミ
ス
に
最
も
影
響
を
与
え
た
の
は
、
何
と
い
っ
て
も
、
流
暢
な
言
い
回
し

の
で
き
る
稀
な
才
能
、
思
想
の
新
鮮
さ
、
そ
し
て
学
生
た
ち
の
心
を
し
っ
か
り
つ
か
む
、
そ
の
真
摯
な
態
度
を
合
わ
せ
持
っ
て
い
る
力
強

い
魅
力
的
な
指
導
者
ハ
チ
ス
ン
で
あ
っ
た
（
3
）

。
ハ
チ
ス
ン
は
当
時
、
道
徳
哲
学
の
教
鞭
を
執
っ
て
い
た
が
、
自
由
潑
剌
た
る
雄
弁
と
創
造
性

を
も
っ
て
大
学
内
に
知
的
自
由
を
横
溢
さ
せ
、
ス
ミ
ス
の
学
問
へ
の
関
心
を
高
め
、
晩
年
、
ス
ミ
ス
に
「
忘
れ
え
ぬ
ハ
チ
ス
ン
」
と
言
わ

し
め
た
ほ
ど
で
あ
る
（
4
）

。

ハ
チ
ス
ン
が
学
生
に
人
気
が
あ
っ
た
理
由
の
一
つ
に
は
、
当
時
と
し
て
は
、
大
学
で
初
め
て
旧
習
を
破
っ
て
母
国
語
（
英
語
）
で
講
義

を
し
た
の
み
な
ら
ず
、
同
僚
の
ギ
リ
シ
ャ
語
教
師
ア
レ
グ
サ
ン
ダ
ー
・
ダ
ン
ロ
ッ
プ
と
共
に
、
古
典
研
究
を
復
興
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

勿
論
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
ハ
チ
ス
ン
は
、
三
代
目
シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ
伯
を
創
始
者
と
す
る
道
徳
感
学
派
の
代
表
者
で
あ
り
、「
ス
コ
ッ

ト
ラ
ン
ド
哲
学
の
父
」
と
呼
ば
れ
、
且
つ
「
イ
ギ
リ
ス
功
利
主
義
と
い
う
強
力
な
学
派
の
創
始
者
の
一
人
」
で
も
あ
っ
た
の
で
（
5
）

、
ハ
チ
ス

ン
は
大
学
外
の
長
老
派
聖
職
者
た
ち
か
ら
は
危
険
と
思
わ
れ
る
新
し
い
思
想
を
教
え
て
い
た
。

具
体
的
に
言
え
ば
、
人
間
に
は
元
来
何
が
善
い
か
を
探
究
さ
せ
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
さ
せ
う
る
「
道
徳
感
」
と
い
う
感
情
が
与
え
ら
れ

て
お
り
、
ま
た
「
最
大
多
数
に
最
大
幸
福
を
も
た
ら
す
行
為
が
最
善
の
も
の
」
と
い
う
、
当
時
の
神
こ
そ
神
聖
に
し
て
最
善
の
も
の
と
い

う
、
考
え
を
真
っ
向
か
ら
否
定
す
る
考
え
を
呈
示
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
神
秘
的
な
神
の
奇
跡
を
信
じ
る
こ
と
よ
り
、
人
類
の
幸
福
の

た
め
に
生
き
る
こ
と
こ
そ
神
の
意
思
だ
と
い
う
新
し
い
思
想
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
神
は
、
神
秘
的
な
印
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る

の
で
は
な
く
、
人
類
の
幸
福
の
た
め
に
存
在
す
る
の
だ
と
考
え
て
い
た
ハ
チ
ス
ン
の
宗
教
的
楽
観
主
義
は
、
彼
の
先
輩
ガ
ー
シ
ョ
ム
・
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）

カ
ー
マ
イ
ケ
ル
の
厳
格
な
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
と
は
対
照
的
で
あ
っ
（
6
）

た
（
7
）

。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
一
方
で
進
取
の
気
性
を
も
っ
た
学
生
た
ち

に
深
い
感
銘
を
与
え
た
が
、
他
方
で
当
時
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
教
会
の
長
老
派
聖
職
者
た
ち
に
と
っ
て
は
許
す
こ
と
の
で
き
な
い
こ
と
で

あ
っ
た
。
当
時
は
、
民
衆
の
生
活
に
対
す
る
教
会
の
支
配
は
依
然
と
し
て
強
固
で
あ
り
、
一
七
三
六
年
ま
で
魔
女
狩
り
が
公
然
と
行
わ
れ

て
い
た
時
期
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
教
会
の
統
制
下
、
ス
ミ
ス
が
入
学
し
た
年
に
は
、
教
会
の
長
老
派
聖
職
者
た
ち
は
、
ハ
チ
ス
ン
の
講
義
が
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン

ス
タ
ー
信
仰
告
白
に
反
す
る
と
糾
弾
し
た
。
彼
ら
は
、
ハ
チ
ス
ン
が
道
徳
的
善
の
基
準
を
他
人
の
幸
福
の
促
進
に
置
き
、
ま
た
善
悪
に
関

す
る
知
識
が
、
神
に
関
す
る
知
識
に
か
か
わ
り
な
く
得
ら
れ
る
と
す
る
点
で
、
危
険
思
想
を
宣
伝
し
て
い
る
と
激
し
く
攻
撃
し
た
が
、
ハ

チ
ス
ン
を
支
持
す
る
若
い
世
代
は
、
情
熱
的
な
激
し
さ
を
も
っ
て
、
学
外
の
旧
勢
力
を
圧
倒
し
た
。
入
学
し
た
ば
か
り
の
ス
ミ
ス
が
、
学

生
の
ハ
チ
ス
ン
擁
護
運
動
に
指
導
的
役
割
を
演
じ
た
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
が
、
新
し
い
思
想
の
到
来
を
告
げ
る
明
星
と
し
て
の
ハ
チ
ス

ン
の
姿
は
、
少
年
ス
ミ
ス
の
心
に
は
っ
き
り
と
焼
き
付
け
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
（
8
）

。
そ
れ
以
前
に
神
学
の
教
師
ジ
ョ
ン
・
シ
ム
ソ
ン
も
教
会
の

最
高
宗
教
会
議
に
よ
っ
て
異
端
者
と
見
な
さ
れ
、
牧
師
職
と
教
職
と
を
共
に
停
止
す
べ
き
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
が
、
大
学
は
敢
然
と
こ
れ

を
拒
否
し
た
。
そ
し
て
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ワ
ッ
ト
が
蒸
気
機
関
を
発
明
し
た
の
も
、
全
く
こ
う
し
た
進
歩
的
な
大
学
の
保
護
の
下
に
、
初
め

て
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
る
（
9
）

。

で
は
自
由
で
進
歩
的
な
、
活
気
に
満
ち
た
大
学
に
お
い
て
、
新
し
い
思
想
の
指
導
者
ハ
チ
ス
ン
か
ら
最
も
強
い
影
響
を
受
け
た
ス
ミ
ス

に
あ
っ
て
は
、
ど
の
よ
う
な
宗
教
観
が
生
ま
れ
て
く
る
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
そ
れ
を
見
よ
う
。

（
1
） 

田
添
京
二
「
合
邦
と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」（『
欧
州
経
済
学
史
の
群
像
』
白
桃
書
房
、
一
九
九
五
年
、
所
収
）、
一
二
五
│
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第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
一
二
六
八
）

一
四
二
頁
を
参
照
。

（
2
） R

.H
.C
am
pbell &

 A
.S
.S
kinner, A

d
am

 S
m

ith, 1982, P
.62.

Ｒ
・
Ｈ
・
キ
ャ
ン
ベ
ル
＆
Ａ
・
Ｓ
・
ス
キ
ナ
ー
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
伝
』（
久
保

芳
和
訳
）、
東
洋
経
済
新
報
社
、
昭
和
五
九
年
、
七
二
頁
。

（
3
） W

.L
.T
aylor, F

ran
cis H

u
tch

eson
 an

d
 D

avid
 H

u
m

e as P
red

ecessors of A
d

am
 S

m
ith, 1965, P

.14.

Ｗ
・
Ｌ
・
テ
ー
ラ
ー
『
ハ
チ
ス

ン
・
ヒ
ュ
ー
ム
・
ス
ミ
ス
：
経
済
学
の
源
流
』（
山
口
正
春
・
川
又
祐
訳
）、
三
恵
社
、
二
〇
〇
七
年
、
一
二
頁
。

（
4
） 

内
田
義
彦
『
経
済
学
史
講
義
』、
未
来
社
、
一
九
九
五
年
、
一
一
三
頁
。

（
5
） 

水
田
洋
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
研
究
』、
未
来
社
、
一
九
七
五
年
、
四
八
頁
。

（
6
） 

同
書
、
四
九
頁
。

（
7
） John R

ae, op.cit., P
.12.　

邦
訳
、
一
五
頁
。

（
8
） 

水
田
洋
、
前
掲
書
、
四
七
頁
。

（
9
） 

グ
ラ
ス
ゴ
ウ
で
開
業
を
許
さ
れ
な
か
っ
た
若
い
ワ
ッ
ト
が
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
大
学
の
実
験
室
に
部
屋
を
与
え
ら
れ
た
の
は
、
一
七
五
八
年
、
ニ
ュ
ー

コ
メ
ン
の
エ
ン
ジ
ン
の
修
理
を
頼
ま
れ
た
の
は
、
一
七
六
三
年
で
、
ス
ミ
ス
が
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
大
学
で
中
心
的
な
存
在
で
あ
っ
た
頃
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
ワ
ッ
ト
の
発
明
に
理
論
的
な
指
導
を
し
た
の
は
ス
ミ
ス
の
親
友
で
潜
熱
の
研
究
を
し
て
い
た
ジ
ョ
ー
セ
フ
・
ブ
ラ
ッ
ク
で
あ
っ
た
。（
内
田
義
彦
、

前
掲
書
、
一
一
九
頁
。）

三　

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
宗
教
観

ス
ミ
ス
は
勿
論
、
無
神
論
者
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
証
拠
に
「
ス
ミ
ス
は
一
七
五
一
年
一
月
一
六
日
に
正
式
に
教
授
に
就
任
す
る
こ
と

が
許
さ
れ
、
そ
の
際
、
彼
の
能
力
を
正
式
に
示
す
も
の
と
し
て
「
思
想
の
起
源
に
つ
い
て
」（D

e O
rigine Idearum

）
と
い
う
論
文
を
発

表
し
、
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
信
仰
告
白
に
正
式
に
署
名
し
た
（
1
）

」
事
実
が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
彼
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
は
な
か
っ
た

八
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し
、
そ
の
態
度
は
む
し
ろ
反
キ
リ
ス
ト
教
的
・
反
教
会
的
で
す
ら
あ
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
る
神
に
つ
い
て
彼
自
ら
の
信
仰
を
示
す

章
句
は
、
彼
に
お
い
て
殆
ど
見
当
た
ら
な
い
。
ハ
ー
ス
ト
は
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「『
道
徳
感

情
論
』
や
そ
の
他
の
著
述
中
に
は
、
ス
ミ
ス
が
友
人
ヒ
ュ
ー
ム
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
著
述
よ
り
は
一
層
積
極
的
な
確
固
た
る
信
念
を
有

す
る
有
神
論
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
章
句
は
、
殆
ど
な
い
よ
う
で
あ
る
（
2
）

」
と
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、「
彼
は
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
大
学
に
就
任
し
た
と
き
、
講
義
の
は
じ
め
に
お
祈
り
を
す
る
の
を
や
め
さ
せ
て
も
ら
い
た
い
と

当
局
に
願
い
出
た
が
、
当
局
は
こ
の
要
求
を
許
さ
な
か
っ
た
」
と
か
、「
彼
の
開
講
の
祈
り
は
非
常
に
自
然
宗
教
の
に
お
い
が
強
い
」
と

か
言
う
噂
話
が
あ
っ
た
く
ら
い
で
あ
る
。
ま
た
「
大
学
の
礼
拝
堂
で
神
の
儀
式
が
行
わ
れ
て
い
る
間
、
彼
が
自
席
で
公
然
と
微
笑
し
て
い

る
の
が
見
ら
れ
た
と
言
う
こ
と
で
あ
る
（
3
）

。」
こ
う
し
た
記
述
か
ら
ス
ミ
ス
は
、
既
存
の
キ
リ
ス
ト
教
に
反
抗
的
態
度
を
と
っ
て
い
る
こ
と

が
明
ら
か
で
あ
る
。

だ
が
彼
は
神
の
宇
宙
の
創
造
を
信
じ
て
い
た
。
こ
の
ス
ミ
ス
の
神
観
は
一
般
に
、
理
神
論
と
か
自
然
宗
教
と
か
言
わ
れ
て
い
る
が
、
理

神
論
は
神
に
よ
る
天
地
創
造
と
最
後
の
審
判
を
認
め
、
神
そ
の
も
の
は
否
定
し
な
い
が
、
そ
れ
以
外
の
日
常
生
活
に
お
い
て
は
神
や
教
会

を
必
要
と
し
な
い
、
い
わ
ば
冷
や
や
か
な
理
性
的
宗
教
で
あ
る
（
4
）

。
こ
の
点
、
ラ
フ
ァ
エ
ル
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち

「
ス
ミ
ス
は
、
恐
ら
く
理
神
論
者
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
彼
は
他
の
多
く
の
啓
蒙
思
想
家
と
同
じ
く
、
観
察
し
う
る
自
然
こ
そ
神
の
存
在

を
信
じ
る
に
足
る
理
由
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
。
自
然
の
過
程
に
つ
い
て
の
ス
ミ
ス
の
説
明
は
、
神
学
か
ら
の
何
ら
の
支
援

も
必
要
と
し
な
い
、
自
称
の
科
学
的
企
て
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
（
5
）

」
と
。『
道
徳
感
情
論
』
や
『
国
富
論
』
に
見
ら
れ
る
「
神
聖
な

設
計
者
」「
偉
大
な
技
師
」「
宇
宙
の
管
理
者
」「
全
知
の
存
在
」「
自
然
の
創
造
者
」
な
ど
の
用
語
は
、
す
べ
て
こ
の
よ
う
な
創
造
主
と
し

て
の
神
を
意
味
し
て
い
た
。
ス
ミ
ス
は
言
う
。「
宇
宙
の
す
べ
て
の
住
民
が
、
最
も
偉
大
な
も
の
と
同
様
に
最
も
つ
ま
ら
ぬ
も
の
も
、
あ
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の
偉
大
で
慈
愛
深
く
全
知
の
存
在

0

0

の
、
直
接
の
配
慮
と
保
護
の
も
と
に
あ
る
（
6
）

。」

こ
の
ス
ミ
ス
自
身
の
立
場
は
、
恐
ら
く
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
立
場
か
ら
影
響
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
（
7
）

。
新
宇
宙
観
で
一
世
を
風
靡
し
た

ニ
ュ
ー
ト
ン
か
ら
当
時
の
知
識
人
た
ち
は
、
多
大
の
恩
恵
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
ニ
ュ
ー
ト
ン
を
讃
え
る
た
め
、
詩
人
ア
レ
キ
サ
ン

ダ
ー
・
ポ
ー
プ
は
、
そ
の
ニ
ュ
ー
ト
ン
に
捧
げ
る
碑
文
と
し
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

「
自
然
と
自
然
の
法
則
は
、
夜
の
闇
に
隠
さ
れ
て
い
た
。
神
は
言
い
給
う
た
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
あ
れ

0

0

0

0

0

0

0

と
、
す
る
と
す
べ
て
は
明
る
く
な
っ

た
（
8
）

。」ニ
ュ
ー
ト
ン
の
出
現
は
、
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
高
く
評
価
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
業
績
、
と
り
わ
け
天
体
物
理
学
上
の
業
績

は
、
ス
ミ
ス
お
よ
び
同
時
代
の
多
く
の
知
識
人
に
類
推
0

0

の
豊
か
な
源
泉
を
提
供
し
た
と
言
う
理
由
で
も
重
要
で
あ
っ
た
（
9
）

。
ス
ミ
ス
も
含
め

て
多
く
の
知
識
人
に
と
っ
て
は
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
は
自
然
と
い
う
大
宇
宙
を
一
つ
の
首
尾
一
貫
し
た
体
系
と
し
て
提
示
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
（
10
）

た
（
11
）

。
ス
ミ
ス
は
、
こ
の
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
体
系
を
人
間
社
会

0

0

0

0

に
類
推
し
、
適
用
し
た
と
想
像
で
き
る
。
ス
ミ
ス
は
「
人
間
社
会
は
、
わ
れ
わ

れ
が
そ
れ
を
一
定
の
抽
象
的
で
哲
学
的
な
見
方
で
眺
め
る
と
き
は
、
そ
の
規
則
的
で
調
和
あ
る
運
動
が
無
数
の
快
適
な
効
果
を
生
み
出
す
、

偉
大
で
巨
大
な
機
械
の
よ
う
に
見
え
る
（
12
）

」
と
述
べ
て
い
る
。

更
に
重
要
な
こ
と
は
ス
ミ
ス
に
あ
っ
て
は
、
神
は
単
に
宇
宙
を
創
っ
た
だ
け
で
は
な
い
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
宇
宙
に
住
む
も
の
に
対

し
て
、
限
り
な
い
仁
愛
を
注
い
で
い
る
の
で
あ
る
。
彼
は
こ
れ
を
普
遍
的
仁
愛
と
名
づ
け
て
い
る
が
、
恩
師
ハ
チ
ス
ン
の
影
響
が
窺
わ
れ

る
の
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
は
「
宇
宙
と
い
う
偉
大
な
体
系
の
管
理
運
営
、
す
な
わ
ち
、
す
べ
て
の
理
性
的
で
感
受
性
の
あ
る
存
在
の
普
遍
的

な
幸
福
に
つ
い
て
の
配
慮
は
、
神0

の
業
務
で
あ
っ
て
人
間
の
業
務
で
は
な
い
。
人
間
に
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ず
っ
と
つ
ま
ら
な

い
部
門
で
あ
る
が
、
し
か
し
彼
の
諸
能
力
と
彼
の
理
解
の
狭
さ
に
は
は
る
か
に
適
切
な
も
の
、
す
な
わ
ち
彼
自
身
の
幸
福
に
つ
い
て
、
彼

八
七
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ダ
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の
家
族
、
彼
の
友
人
た
ち
、
彼
の
国
の
、
幸
福
に
つ
い
て
の
配
慮
で
あ
る
（
13
）

」
と
言
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
ス
ミ
ス
は
、
い
わ
ゆ
る
「
主
義
の

人
」
が
「
自
分
の
理
想
的
な
統
治
計
画
」
に
従
っ
て
、「
大
社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
成
員
」
を
チ
ェ
ス
の
駒
の
よ
う
に
動
か
そ
う
と
す
る
こ

と
を
非
難
し
た
の
で
あ
る
し
、
ま
た
各
人
の
利
益
追
求
が
「
見
え
な
い
手
」
の
導
き
に
よ
っ
て
、
結
果
と
し
て
社
会
の
利
益
を
増
進
す
る

の
だ
と
い
う
有
名
な
言
葉
を
述
べ
た
の
で
あ
っ
た
（
14
）

。

こ
の
よ
う
に
し
て
被
造
物
た
る
人
間
は
、
神
の
広
大
な
仁
愛
を
信
じ
て
、
彼
は
た
だ
自
ら
の
幸
福
や
周
囲
の
幸
福
だ
け
を
考
え
て
こ
れ

を
追
求
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
が
ま
た
、
創
造
主
で
あ
る
神
の
意
志
に
も
か
な
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
こ
こ

に
は
神
と
人
間
と
の
自
然
的
分
業
が
説
か
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
こ
そ
は
分
業
論
の
経
済
学
者
ス
ミ
ス
に
と
っ
て
、
真
に
相
応
し
い
起

点
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
は
言
う
。

「
人
類
の
幸
福
は
、
他
の
す
べ
て
の
理
性
的
被
造
物
の
幸
福
と
同
様
に
、
自
然
の
創
造
者

0

0

0

0

0

0

が
彼
ら
を
存
在
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き

に
意
図
し
た
、
本
来
的
な
目
的
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
…
…
創
造
者
の
無
限
の
諸
完
成
に
つ
い
て
の
抽
象
的
な
考
察
に
導
か
れ
て
、

わ
れ
わ
れ
が
到
達
す
る
こ
の
意
見
は
、
自
然
の
諸
作
用
の
検
討
に
よ
っ
て
、
な
お
一
層
確
認
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
の
作
用
は
す
べ
て
、
幸
福

を
促
進
し
、
悲
惨
に
対
し
て
防
衛
す
る
こ
と
を
意
図
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
道
徳
的
諸
能
力
の
さ
し
ず

に
応
じ
て
行
為
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
必
然
的
に
、
人
類
の
幸
福
を
促
進
す
る
た
め
の
最
も
効
果
的
な
手
段
を
追
求
す
る
の

で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
あ
る
意
味
で
は
、
神
的
存
在

0

0

0

0

に
協
力
し
て
、
神
慮

0

0

の
計
画
を
わ
れ
わ
れ
の
力
の
及
ぶ
か
ぎ
り
お
し

進
め
る
の
だ
と
、
言
っ
て
い
い
の
で
あ
る
（
15
）

。」

こ
う
し
て
ス
ミ
ス
の
理
神
論
は
結
局
、
人
間
の
自
己
中
心
的
幸
福
の
追
求
が
神
慮
に
よ
っ
て
、
人
類
一
般
の
普
遍
的
幸
福
に
結
び
つ
く

と
い
う
、
極
め
て
楽
観
的
な
調
和
感
へ
と
導
か
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
ス
ミ
ス
の
宗
教
的
楽
観
主
義
は
、
先
述
の
よ
う
に
、
彼
の
恩

八
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師
「
忘
れ
え
ぬ
ハ
チ
ス
ン
」
か
ら
の
影
響
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
、
ジ
ョ
ン
・
レ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
彼
〔
ス
ミ
ス
│
引
用

者
〕
は
、
│
ハ
チ
ス
ン
の
ク
ラ
ス
に
入
っ
て
自
然
神
学
の
講
義
を
聞
い
た
と
き
、
あ
る
い
は
日
曜
毎
に
行
わ
れ
た
神
学
の
特
別
研
究
の
た

め
の
個
人
ク
ラ
ス
に
出
席
し
た
か
し
た
と
き
│
自
分
自
身
の
信
条
と
し
て
ハ
チ
ス
ン
の
宗
教
的
楽
観
主
義
を
採
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し

て
終
生
そ
の
影
響
下
に
立
つ
に
至
っ
た
の
で
あ
る
（
16
）

。」「
ハ
チ
ス
ン
は
新
時
代
に
属
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
導
き
の
手
を
自
然
の
光
の
う
ち

に
求
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
一
八
世
紀
の
最
良
に
し
て
恵
み
深
き
神
を
発
見
し
た
時
代
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
神
と
は
、
人
類
の
福
祉
の
た

め
に
の
み
生
き
給
う
も
の
で
あ
り
、
神
の
意
志
は
神
秘
的
な
奇
跡
や
摂
理
か
ら
知
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
し
て
、
人
類
の
よ
り
大
な

る
利
益
│
「
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
」
│
に
つ
い
て
の
広
汎
な
考
察
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
べ
き
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
（
17
）

。」

い
ず
れ
に
し
て
も
、
ス
ミ
ス
の
理
神
論
に
あ
っ
て
は
、
人
間
の
現
世
で
の
幸
福
追
求
活
動
＝
利
己
心
の
発
動
が
神
慮
に
よ
っ
て
、
人
類

の
現
世
で
の
幸
福
に
結
び
つ
く
と
い
う
、
楽
観
的
態
度
が
顕
著
に
現
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
態
度
が
、『
国
富
論
』
全
体
を
貫
い
て
い
る

「
見
え
ざ
る
手
」
や
「
予
定
調
和
」
の
思
想
の
根
幹
に
据
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ジ
ェ
イ
コ
ブ
・
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
は
、「
ス
ミ
ス
の

見
え
ざ
る
手
に
象
徴
さ
れ
る
自
然
的
自
由
の
観
点
の
根
底
に
は
、
理
神
論
が
あ
っ
た
こ
と
を
無
視
し
て
は
な
ら
な
い
（
18
）

」
と
当
を
得
た
言
葉

を
述
べ
て
い
る
。

（
1
） R

.H
.C
am
pbell &

 A
.S
.S
kinner, op. cit., P

.40.　

邦
訳
、
四
三
頁
。

（
2
） 

Ｆ
・
Ｗ
・
ハ
ー
ス
ト
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
』（
遊
部
久
蔵
訳
）、
弘
文
堂
、
昭
和
四
二
年
、
三
九
頁
。

（
3
） 

同
訳
書
、
四
〇
頁
。

（
4
） C

f. A
.L
.M
acfi e, T

h
e In

d
ivid

u
al in

 S
ociety: P

aper on
 A

d
am

 S
m

ith, 1967, ch.3.

Ａ
・
Ｌ
・
マ
ク
フ
ィ
ー
『
社
会
に
お
け
る
個
人
』（
舟

橋
喜
恵
・
天
羽
康
夫
・
水
田
洋
訳
）、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
昭
和
四
七
年
、
第
三
章
を
参
照
。
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け
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論
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関
す
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考
察
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口
）

（
一
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三
）

（
5
） 

Ｄ
・
Ｄ
・
ラ
フ
ァ
エ
ル
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
哲
学
思
考
』（
久
保
芳
和
訳
）、
雄
松
堂
出
版
、
一
九
八
六
年
、
四
一
│
二
頁
。

（
6
） A

dam
 S
m
ith, T

h
e T

h
eory of M

oral S
en

tim
en

ts, edited by D
.D
.R
aphael and A

.L
.M
acfi e, G

lasgow
 edition, O

xford, 1976, 

P
.235.

（
以
下
、T

M
S

と
略
記
す
る
）
水
田
洋
訳
『
道
徳
感
情
論
』、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
一
年
、
四
七
〇
頁
。（
以
下
、
邦
訳
と
略
記
す
る
）

（
7
） D

avid A
.R
eism
an, A

d
am

 S
m

ith
’s S

ociological E
con

om
ics, 1976, P

P
.42-3.

（
8
） 

Ibid, P
.42.

（
9
） Ian S

im
pson R

oss, T
h

e L
ife of A

d
am

 S
m

ith, 1995, P
P
.98-102.

Ｉ
・
Ｓ
・
ロ
ス
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
伝
』（
篠
原
久
・
只
腰
親
和
・
松

原
慶
子
訳
）、
シ
ュ
プ
リ
ン
ガ
ー
・
フ
ェ
ア
ラ
ー
ク
東
京
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
一
〇
│
三
頁
。

（
10
） R

.H
.C
am
pbell &

 A
.S
.S
kinner, op.cit., P

.94.　

邦
訳
、
一
一
三
頁
。

（
11
） J.R

alph L
indgren, T

h
e S

ocial P
h

ilosoph
y of A

d
am

 S
m

ith, 1973, P
P
.4-6.

（
12
） 

T
M

S
, P
.316.　

邦
訳
、
三
九
九
頁
。

（
13
） 

T
M

S
, P
.237.　

邦
訳
、
四
七
二
頁
。

（
14
） 

水
田
洋
、
前
掲
書
、
一
八
五
│
六
頁
。

（
15
） 

T
M

S
, P
.166.　

邦
訳
、
二
一
四
│
五
頁
。

（
16
） John R

ae, op.cit., P
.13.　

邦
訳
、
一
六
頁
。

（
17
） 

Ibid, P
.12.　

邦
訳
、
一
五
頁
。

（
18
） 

ジ
ェ
イ
コ
ブ
・
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
『
キ
リ
ス
ト
教
と
経
済
思
想
』（
根
岸
隆
・
根
岸
愛
子
共
訳
）、
有
斐
閣
、
昭
和
五
五
年
、
一
〇
八
頁
。

四　

独
占
機
構
と
し
て
の
ロ
ー
マ
教
会

さ
て
今
ま
で
論
じ
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
中
世
的
教
会
権
力
に
反
抗
し
批
判
す
る
た
め
に
生
み
出
さ
れ
た
宗
教
思
想
、

八
八
一
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四
）

啓
蒙
主
義
的
・
合
理
主
義
的
思
考
や
フ
ラ
ン
ス
唯
物
論
が
辿
り
着
い
た
神0

と
い
う
も
の
の
存
在
余
地
、
そ
れ
が
理
神
論
で
あ
り
自
然
宗
教

で
あ
っ
た
（
1
）

。
こ
れ
の
意
味
す
る
こ
と
は
、
倫
理
思
想
と
宗
教
思
想
に
お
い
て
聖
職
者
の
権
威
と
か
伝
統
的
な
教
会
の
信
条
か
ら
の
影
響
が

減
少
し
た
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
教
義
、
啓
示
、
お
よ
び
来
世
か
ら
理
性
、
感
情
、
お
よ
び
こ
の
世
の
幸
福
に
関
す
る
考
慮
へ
と
強
調
点
が

移
行
し
た
こ
と
で
あ
る
（
2
）

。
つ
ま
り
倫
理
思
想
と
宗
教
思
想
の
大
規
模
な
「
世
俗
化
」
が
進
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
思
潮
の
下
に
、
ス

ミ
ス
は
啓
蒙
主
義
の
立
場
か
ら
伝
統
的
神
学
を
放
棄
し
た
の
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
の
神
は
人
類
の
幸
福
を
願
い
、
人
類
の
福
祉
の
た
め
に
力

を
尽
く
す
慈
愛
あ
ふ
れ
る
存
在
で
あ
り
、
人
類
に
と
っ
て
恵
み
深
い
神
で
あ
っ
た
。
神
の
意
志
は
、
神
秘
的
な
神
の
奇
跡
や
摂
理
か
ら
知

ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
人
類
の
大
い
な
る
利
益
、
人
類
の
幸
福
に
つ
い
て
の
広
汎
な
考
察
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ

た
。
ス
ミ
ス
の
神
は
そ
う
い
う
神
で
あ
っ
た
。

そ
れ
で
は
、
啓
蒙
主
義
的
且
つ
合
理
主
義
的
思
考
が
辿
り
着
い
た
宗
教
、
理
神
論
を
信
奉
す
る
ス
ミ
ス
、
そ
し
て
理
神
論
か
ら
生
ま
れ

出
る
人
類
に
と
っ
て
慈
愛
あ
ふ
れ
る
恵
み
深
い
神
に
信
頼
を
置
い
て
い
た
ス
ミ
ス
に
と
っ
て
、
当
時
の
ロ
ー
マ
教
会
は
彼
の
眼
に
ど
の
よ

う
に
映
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
口
に
言
え
ば
、
市
民
政
府
と
人
民
を
抑
圧
す
る
だ
け
で
な
く
、
黄
金
欲
に
駆
ら
れ
王
室
を
先
導
し
、
重

商
主
義
政
策
を
扇
動
す
る
一
大
独
占
機
構
と
し
て
映
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
彼
は
、
次
の
よ
う
に
ロ
ー
マ
教
会
を
批
判
し
て
や
ま
な
い
。

「
ロ
ー
マ
教
会
と
い
う
組
織
は
、
政
府
の
権
威
と
安
全
に
対
立
し
て
、
ま
た
政
府
が
守
っ
て
や
れ
る
と
こ
ろ
で
な
く
て
は
栄
え
る
こ
と
の

で
き
な
い
人
類
の
自
由
と
理
性
と
幸
福
と
に
対
立
し
て
、
こ
れ
ま
で
に
つ
く
り
上
げ
ら
れ
た
、
最
も
恐
る
べ
き
結
社
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

こ
の
組
織
の
中
で
は
、
迷
信
と
い
う
最
も
馬
鹿
げ
た
妄
想
で
さ
え
、
非
常
に
大
勢
の
人
た
ち
の
私
的
な
利
害
関
係
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て

お
り
、
人
間
理
性
の
強
襲
を
受
け
る
、
一
切
の
危
険
を
免
れ
る
よ
う
な
工
夫
に
な
っ
て
い
た
（
3
）

」
と
。
市
民
政
府
を
擁
護
し
た
ス
ミ
ス
で
あ

る
。
そ
れ
に
対
立
す
る
も
の
は
ロ
ー
マ
教
会
の
機
構
で
あ
る
と
言
う
の
だ
。
こ
れ
は
『
国
富
論
』
で
の
瑣
末
な
批
判
で
は
な
く
、
至
る
所

八
八
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で
繰
り
返
し
ロ
ー
マ
教
会
を
非
難
し
、
ロ
ー
マ
教
会
に
よ
る
思
想
の
押
し
付
け
、
金
融
の
独
占
、
外
国
貿
易
の
独
占
、
囲
い
込
み
な
ど
、

そ
う
し
た
一
連
の
政
策
を
指
し
て
人
類
の
自
由
と
理
性
、
幸
福
に
対
立
す
る
一
大
機
構
と
し
て
批
判
し
て
い
る
。

ロ
ー
マ
教
会
の
傲
慢
、
抑
圧
な
ど
の
諸
悪
に
関
し
て
は
、
ス
ミ
ス
だ
け
で
は
な
く
、
ず
っ
と
後
に
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ヘ
ン
リ
ー
・
ト
ー

ニ
ー
が
、
そ
の
名
著
『
宗
教
と
資
本
主
義
の
興
隆
』
の
中
に
お
い
て
も
史
実
に
基
づ
き
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
ロ
ー
マ
教
会

が
、
悪
名
高
い
高
利
貸
し
な
し
で
は
成
り
立
た
な
い
組
織
で
あ
っ
た
こ
と
を
ト
ー
ニ
ー
は
記
述
し
て
い
る
。「
当
時
、
最
も
よ
く
整
っ
た

行
政
組
織
の
中
心
と
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
か
ら
送
ら
れ
る
送
金
を
受
け
と
り
、
し
か
も
他
国
の
政
府
が
、
な
お
収
入
と
し
て
は
、
人

間
の
奉
仕
や
現
物
支
払
い
に
た
よ
っ
て
い
た
と
き
に
、
こ
れ
を
貨
幣
の
形
で
受
納
し
て
い
た
教
皇
政
治
は
、
高
利
貸
し
な
し
で
や
っ
て
い

く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
…
…
教
皇
庁
は
、
あ
る
意
味
で
は
、
中
世
最
大
の
金
融
機
関
で
あ
り
、
そ
の
財
政
組
織
が
複
雑
に
な
る
に
つ

れ
て
、
事
態
は
よ
く
な
る
ど
こ
ろ
か
、
ま
す
ま
す
悪
く
な
る
一
方
で
あ
っ
た
。
一
三
世
紀
に
は
細
々
と
し
た
流
れ
に
す
ぎ
な
か
っ
た
弊
害

が
、
一
五
世
紀
に
奔
流
と
な
っ
た
。
し
か
も
ロ
ー
マ
の
悪
弊
は
、
こ
と
に
悪
名
高
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
必
ず
し
も
中
世
に
は
珍
し
い
も

の
で
も
な
か
っ
た
。
司
祭
が
商
売
を
や
っ
て
高
利
を
と
る
と
い
う
不
平
も
、
と
き
に
は
聞
か
れ
た
（
4
）

」
と
。

ま
た
囲
い
込
み
に
つ
い
て
言
え
ば
、
聖
職
者
や
修
道
院
長
ま
で
も
が
や
っ
て
い
た
。「
そ
の
土
地
の
貴
族
や
紳
士
や
、
そ
の
上
自
他
と

も
に
許
し
た
聖
職
者
で
あ
る
修
道
院
長
ま
で
が
、
国
家
の
為
に
な
る
ど
こ
ろ
か
、
と
ん
で
も
な
い
大
き
な
害
悪
を
及
ぼ
す
の
も
か
ま
わ
な

い
で
、
百
姓
た
ち
の
耕
作
地
を
と
り
上
げ
て
し
ま
い
、
牧
場
と
し
て
す
っ
か
り
囲
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
家
屋
は
破
壊
す
る
、
町
は
取
り
崩

す
、
後
に
ぽ
つ
ん
と
残
る
も
の
は
た
だ
教
会
堂
だ
け
と
い
う
有
様
、
そ
の
教
会
堂
も
羊
小
屋
に
し
よ
う
と
い
う
魂
胆
で
す
（
5
）

」
と
ト
マ

ス
・
モ
ア
は
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
の
中
で
述
べ
て
い
る
。
追
記
す
れ
ば
「
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
一
揆
が
最
も
頻
繁
に
お
こ
り
、
ま
た
最
も

激
し
か
っ
た
の
は
、
宗
教
領
主
の
所
有
地
に
お
い
て
で
あ
っ
た
（
6
）

。」
こ
の
よ
う
に
神
の
名
に
お
い
て
農
民
を
追
い
出
し
、
囲
い
込
み
を
続

八
八
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け
て
き
た
の
は
、
ロ
ー
マ
教
会
と
い
う
組
織
で
あ
っ
た
。
ま
さ
に
ロ
ー
マ
教
会
と
い
う
組
織
は
、
当
時
最
大
の
富
を
保
有
す
る
存
在
で
あ

り
、
宗
教
・
政
治
・
経
済
の
三
位
一
体
的
支
配
者
で
あ
っ
た
の
だ
（
7
）

。

ロ
ー
マ
教
会
の
巨
大
な
一
大
独
占
機
構
の
実
態
に
つ
い
て
、
ス
ミ
ス
自
身
は
『
国
富
論
』
の
中
で
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
述
べ
て
批

判
し
て
い
る
。
ス
ミ
ス
の
言
い
分
を
聞
こ
う
。「
人
間
の
智
と
徳
の
限
り
を
尽
く
し
て
も
、
覆
す
ど
こ
ろ
か
、
決
し
て
揺
が
す
こ
と
す
ら

で
き
な
か
っ
た
、
こ
の
巨
大
な
堅
牢
な
組
織
（
8
）

」
と
か
、「
教
会
の
重
要
な
聖
職
の
任
命
権
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
を
守
ら
ん
が
た
め
に
、

ロ
ー
マ
法
王
庁
が
、
キ
リ
ス
ト
教
世
界
で
最
大
の
主
権
者
た
ち
の
王
座
の
い
く
つ
か
を
し
ば
し
ば
揺
が
せ
、
時
に
は
覆
し
も
し
た
（
9
）

」
と

か
、
あ
る
い
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
部
分
で
、
ロ
ー
マ
法
王
は
、
ま
ず
、
殆
ん
ど
す
べ
て
の
司
教
権
と
僧
院
長
職
の
、
つ
ま
り
い
わ
ゆ
る

枢
機
卿
会
議
任
命
の
任
命
権
を
、
そ
の
次
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
の
た
く
ら
み
と
口
実
で
各
司
教
管
区
に
属
し
て
い
た
下
級
の
聖
職
の
大
部
分

の
任
命
権
を
、
次
第
に
自
分
の
手
中
に
収
め
て
し
ま
っ
た
（
10
）

」
な
ど
と
言
っ
て
ス
ミ
ス
は
批
判
し
て
い
る
。

更
に
ス
ミ
ス
は
続
け
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
す
べ
て
の
僧
侶
は
、
一
種
の
宗
教
的
軍
隊
と
し
て

ま
と
め
上
げ
ら
れ
、
こ
の
軍
隊
は
、
い
か
に
も
あ
ち
こ
ち
の
部
署
に
散
開
し
て
い
る
も
の
の
、
あ
ら
ゆ
る
移
動
も
作
戦
も
、
い
ま
や
た
だ

一
人
の
司
令
官
に
よ
っ
て
命
令
さ
れ
、
一
つ
の
統
一
的
戦
略
に
基
づ
い
て
指
揮
さ
れ
う
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
特
定
の
国
の

僧
侶
は
、
こ
の
軍
隊
の
個
々
の
分
遣
隊
と
見
な
し
て
も
よ
い
わ
け
で
、
あ
る
分
遣
隊
の
作
戦
は
、
そ
の
国
を
取
り
巻
く
国
々
に
駐
屯
す
る

他
の
全
分
遣
隊
に
よ
っ
て
、
た
や
す
く
支
持
応
援
し
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
た
（
11
）

。」「
僧
侶
の
間
の
団
結
は
、
俗
人
の
領
主
の
間
の
団
結
よ

り
も
、
常
に
ず
っ
と
固
い
も
の
で
あ
っ
た
。
前
者
は
、
法
王
の
権
威
に
対
す
る
正
規
の
規
律
と
服
従
の
も
と
に
置
か
れ
て
い
た
（
12
）

」
と
。
ま

た
僧
侶
の
裁
判
権
に
つ
い
て
、
ス
ミ
ス
は
「
そ
れ
は
、
彼
ら
の
そ
れ
ぞ
れ
の
領
地
な
り
荘
園
な
り
の
範
囲
内
で
は
、
世
俗
の
大
領
主
の
裁

判
権
と
同
じ
く
、
国
王
の
裁
判
権
の
権
威
か
ら
独
立
し
て
お
り
、
ま
た
、
そ
れ
を
排
除
す
る
も
の
で
あ
っ
た
（
13
）

」
と
言
う
。

八
八
四



ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
お
け
る
宗
教
論
に
関
す
る
一
考
察
（
山
口
）

（
一
二
七
七
）

と
こ
ろ
で
、
ス
ミ
ス
は
『
国
富
論
』
の
中
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
経
済
政
策
を
支
配
し
て
い
た
重
金
主
義
に
は
じ
ま
る
重
商
主
義
と

そ
の
帰
結
た
る
独
占
と
保
護
の
体
制
を
批
判
し
て
や
ま
な
い
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
前
述
の
よ
う
に
『
国
富
論
』
は
全
巻
あ
げ

て
、
実
は
極
め
て
周
到
で
体
系
的
な
重
商
主
義
批
判
だ
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
国
富
を
金
・
銀
・
財
宝
と
見
な
し
、
貴
金
属
を

飽
く
こ
と
な
く
追
求
し
、
植
民
地
を
形
成
せ
ん
と
す
る
重
商
主
義
の
一
貫
し
た
基
本
政
策
を
背
後
で
押
し
進
め
る
努
力
を
し
た
の
は
、
最

大
の
独
占
体
で
あ
る
ロ
ー
マ
教
会
で
あ
っ
た
と
ス
ミ
ス
が
考
え
て
い
る
こ
と
は
先
に
触
れ
た
。
と
り
わ
け
重
商
主
義
時
代
の
初
期
、
す
な

わ
ち
重
金
主
義
の
時
代
は
、
ロ
ー
マ
教
会
の
後
押
し
が
著
し
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
当
時
の
ス
ペ
イ
ン
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
国
王
は
、
ロ
ー

マ
教
会
の
宗
教
政
策
を
担
っ
て
、
大
航
海
時
代
に
君
臨
し
た
君
主
で
あ
る
か
ら
だ
（
14
）

。
し
た
が
っ
て
、
貴
金
属
を
求
め
て
の
重
商
主
義
政

策
、
植
民
地
政
策
の
源
流
は
、
ロ
ー
マ
教
会
と
い
う
一
大
独
占
体
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
15
）

。

ス
ミ
ス
は
重
商
主
義
の
思
想
が
、
素
朴
な
重
金
主
義
、
拝
金
主
義
か
ら
出
発
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
次
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
。
ス

ミ
ス
の
主
張
に
耳
を
傾
け
て
み
よ
う
。「
富
と
貨
幣
は
、
要
す
る
に
日
常
用
語
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
点
で
同
義
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
富
ん

だ
国
は
、
金
持
ち
の
場
合
と
同
様
に
、
貨
幣
の
豊
富
な
国
だ
と
考
え
ら
れ
、
ど
の
国
も
、
金
銀
を
山
と
積
み
上
げ
る
こ
と
が
、
国
を
富
ま

せ
る
最
も
手
早
い
途
だ
と
考
え
て
い
る
（
16
）

。」「
こ
れ
ら
の
通
俗
的
な
見
解
の
結
果
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
民
は
、
皆
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
国
に
金

銀
を
蓄
積
す
る
あ
ら
ゆ
る
可
能
な
方
法
を
研
究
し
て
き
た
の
だ
が
、
し
か
し
殆
ん
ど
そ
の
効
果
は
な
か
っ
た
。
ス
ペ
イ
ン
と
ポ
ル
ト
ガ
ル

は
、
金
銀
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
供
給
す
る
主
な
鉱
山
の
所
有
者
だ
が
、
両
国
は
、
最
も
厳
し
い
罰
則
を
設
け
て
金
銀
の
輸
出
を
禁
じ
る
か
、

さ
も
な
け
れ
ば
、
そ
の
輸
出
に
高
い
税
金
を
か
け
る
か
し
て
き
た
（
17
）

。」「
ア
メ
リ
カ
発
見
の
後
し
ば
ら
く
の
間
、
ス
ペ
イ
ン
人
が
未
知
の
海

岸
に
到
着
し
た
と
き
に
、
彼
ら
が
最
初
に
発
す
る
質
問
は
、
い
つ
も
決
ま
っ
て
、
ど
こ
か
近
く
に
金
か
銀
の
出
る
と
こ
ろ
が
あ
る
か
、
と

言
う
こ
と
だ
っ
た
。
そ
の
返
事
次
第
で
、
彼
ら
は
そ
こ
に
植
民
地
を
つ
く
る
価
値
が
あ
る
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
、
そ
の
国
は
征
服
す
る

八
八
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だ
け
の
価
値
が
あ
る
か
ど
う
か
を
、
判
断
し
た
の
で
あ
る
（
18
）

。」

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
ロ
ー
マ
教
会
と
い
う
一
大
独
占
体
に
よ
っ
て
後
押
し
さ
れ
た
ス
ペ
イ
ン
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
両
国
が
重
商
主

義
政
策
の
名
の
下
で
、
植
民
地
の
建
設
に
着
手
し
た
動
機
は
、
主
と
し
て
黄
金
欲
に
駆
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
、
次
節
で
敷
衍
し
て
み
よ
う
。

（
1
） 

大
河
内
一
男
、
前
掲
書
、
四
一
五
頁
。

（
2
） 

ジ
ェ
イ
コ
ブ
・
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
、
前
掲
訳
書
、
七
一
頁
。

（
3
） A

dam
 S
m
ith, A

n
 In

qu
iry in

to th
e N

atu
re an

d
 C

au
ses of th

e W
ealth

 of N
ation

s, edited by R
.H
.C
am
pbell &

 A
.S
.S
kinner, 

G
lasgow

 edition, O
xford, 1976, V

ol.Ⅱ
, P
P
.802-3.

（
以
下
、W

N

と
略
記
す
る
。）
大
河
内
一
男
監
訳
『
国
富
論
』、
Ⅲ
、
中
央
公
論
社
、
一

九
七
六
年
、
一
八
二
頁
。（
以
下
、
邦
訳
と
略
記
す
る
。）

（
4
） 

ト
ー
ニ
ー
『
宗
教
と
資
本
主
義
の
興
隆
：
歴
史
的
研
究
』（
出
口
勇
蔵
・
越
智
武
臣
訳
）、
岩
波
文
庫
、
上
、
一
九
七
七
年
、
六
五
│
六
頁
。

（
5
） T

hom
as M

ore, U
topia, edited by G

eorge M
.L
ogan &

 R
obert M

.A
dam
s

（R
evised edition

）in C
am
bridge T

exts in the 

H
istory of P

olitical T
hought, 2002, P

.18.　

ト
マ
ス
・
モ
ア
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』（
平
井
正
穂
訳
）、
岩
波
文
庫
、
一
九
九
八
年
、
二
六
│
七
頁
。

（
6
） 

ト
ー
ニ
ー
、
前
掲
訳
書
、
下
、
一
二
頁
。

（
7
） 

後
藤
文
利
『
経
済
政
策
の
原
理
：
そ
の
倫
理
的
基
礎
』、
中
央
経
済
社
、
昭
和
五
六
年
、
九
一
頁
。

（
8
） 

W
N
, Ⅱ
, P
.803.　

邦
訳
、
Ⅲ
、
一
八
二
頁
。

（
9
） 

W
N
, Ⅱ
, P
.805.　

邦
訳
、
Ⅲ
、
一
八
六
頁
。

（
10
） 

W
N
, Ⅱ
, P
.800.　

邦
訳
、
Ⅲ
、
一
七
八
頁
。

（
11
） 

W
N
, Ⅱ
, P
.800.　

邦
訳
、
Ⅲ
、
一
七
八
│
九
頁
。

（
12
） 

W
N
, Ⅱ
, P
.801.　

邦
訳
、
Ⅲ
、
一
八
〇
頁
。
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ス
に
お
け
る
宗
教
論
に
関
す
る
一
考
察
（
山
口
）

（
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九
）

（
13
） 

W
N
, Ⅱ
, P
.801.　

邦
訳
、
Ⅲ
、
一
七
九
頁
。

（
14
） 

後
藤
文
利
、
前
掲
書
、
一
二
三
頁
。

（
15
） 
同
書
、
四
二
頁
。

（
16
） 

W
N
, I, P

.429.　

邦
訳
、
Ⅱ
、
七
八
頁
。

（
17
） 

W
N
, I, P

.431.　

邦
訳
、
Ⅱ
、
八
〇
頁
。

（
18
） 

W
N
, I, P

.429.　

邦
訳
、
Ⅱ
、
七
八
頁
。

五　

近
世
初
頭
の
植
民
地
建
設
の
動
機

ス
ミ
ス
は
『
国
富
論
』
の
中
で
「
ア
メ
リ
カ
の
発
見
と
喜
望
峰
を
迂
回
し
て
東
イ
ン
ド
に
い
た
る
航
路
の
発
見
と
は
、
人
類
史
上
に
記

録
さ
れ
た
、
最
も
偉
大
で
最
も
重
要
な
二
つ
の
出
来
事
で
あ
る
（
1
）

」
と
述
べ
、
更
に
続
け
て
ス
ミ
ス
は
植
民
地
建
設
の
動
機
に
つ
い
て
言
及

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
ア
メ
リ
カ
や
西
イ
ン
ド
諸
島
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
植
民
地
の
建
設
は
、
何
ら
必
要
に
根
ざ
し
た
も

の
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
効
用
は
著
し
く
大
き
か
っ
た
と
は
い
え
、
ギ
リ
シ
ャ
や
ロ
ー
マ
の
植
民
地
の
場
合
に

比
べ
て
、
そ
れ
ほ
ど
明
瞭
な
根
拠
に
立
っ
た
も
の
だ
と
は
言
え
な
か
っ
た
。
そ
の
上
、
こ
の
効
用
は
、
植
民
地
建
設
の
当
初
に
お
い
て
は

理
解
さ
れ
て
も
い
な
か
っ
た
。
そ
し
て
植
民
地
建
設
の
動
機
も
、
ま
た
そ
れ
を
促
し
た
諸
発
見
の
動
機
も
、
こ
の
効
用
に
根
ざ
す
も
の
で

は
な
か
っ
た
。
こ
の
効
用
の
性
質
、
大
き
さ
、
お
よ
び
限
度
な
ど
に
つ
い
て
は
、
恐
ら
く
今
日
に
お
い
て
も
十
分
に
は
理
解
さ
れ
て
い
な

い
よ
う
で
あ
る
（
2
）

」
と
述
べ
て
い
る
。

他
方
、
ギ
リ
シ
ャ
と
ロ
ー
マ
の
植
民
地
に
つ
い
て
ス
ミ
ス
は
次
の
よ
う
に
言
う
の
で
あ
る
。「
母
国
の
都
市
国
家
は
、
植
民
地
を
自
分

八
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の
子
孫
と
見
な
し
て
お
り
、
そ
の
上
植
民
地
は
、
絶
大
な
恩
恵
と
援
助
と
を
母
国
か
ら
受
け
る
権
利
を
賦
与
さ
れ
、
そ
れ
と
引
き
換
え
に

深
い
感
謝
と
尊
敬
と
を
母
国
に
捧
げ
る
も
の
だ
と
は
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
し
か
も
そ
れ
に
対
し
て
母
国
が
直
接
の
支
配
や
司
法
権
な
ど

を
行
使
し
よ
う
と
は
せ
ず
、
自
由
な
解
放
さ
れ
た
子
孫
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
植
民
地
は
、
自
ら
そ
の
政
治
の
形
態
を
決
め
、

自
分
自
身
で
法
律
を
制
定
し
、
そ
の
施
政
者
を
選
び
、
隣
国
と
の
和
戦
の
こ
と
を
決
定
し
、
一
独
立
国
家
と
し
て
、
母
国
の
認
可
な
い
し

承
認
を
求
め
る
こ
と
を
要
し
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
植
民
地
の
建
設
を
促
し
た
利
害
関
係
ほ
ど
単
純
で
明
白
な
も
の
は
な
か

ろ
う
（
3
）

。」

「
ラ
テ
ン
語
の
「
コ
ロ
ニ
ア
」（colonia

）
と
い
う
言
葉
は
、
単
に
開
拓
地
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
れ
に
反
し
て
ギ
リ
シ
ャ
語
の
「
ア
ポ

イ
キ
ア
」（αποικια

）
と
い
う
言
葉
は
、
住
居
の
分
離
、
郷
里
を
あ
と
に
す
る
こ
と
、
家
郷
か
ら
出
て
い
く
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
（
4
）

」
の

で
あ
っ
て
、
人
口
が
増
加
し
て
、
そ
れ
を
養
う
に
足
る
食
糧
が
不
足
し
て
く
る
と
、
人
口
の
一
部
は
世
界
の
ど
こ
か
遠
い
地
方
へ
出
て

行
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
ス
ミ
ス
は
次
の
よ
う
に
結
論
す
る
。「
多
く
の
点
で
、
ロ
ー
マ
の
植
民
地
は
ギ
リ
シ
ャ
の
そ
れ
と
異
な
っ
て

い
た
が
、
し
か
し
植
民
地
の
建
設
を
促
し
た
動
機
そ
の
も
の
は
、
等
し
く
明
白
単
純
な
も
の
だ
っ
た
。
す
な
わ
ち
双
方
の
制
度
と
も
、
そ

の
根
源
を
不
可
抗
的
な
必
要
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
明
瞭
な
効
用
に
根
ざ
し
て
い
た
（
5
）

。」

こ
れ
に
対
し
て
、
近
世
初
頭
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
、
ス
ペ
イ
ン
人
の
植
民
は
、
ま
っ
た
く
異
質
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
イ
ベ
リ
ア
半
島
に
食

糧
増
産
の
余
地
が
な
く
な
っ
た
の
で
、
イ
ベ
リ
ア
か
ら
出
て
行
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
ス
ミ
ス
が
言
う
よ
う
に
、「
ヴ
ェ
ニ
ス
人
の
巨

大
な
利
益
が
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
貪
欲
心
を
煽
る
こ
と
に
な
っ
た
。
彼
ら
は
、
一
五
世
紀
を
通
じ
て
、
か
つ
て
ム
ー
ア
人
が
サ
ハ
ラ
砂
漠

を
横
断
し
て
象
牙
や
砂
金
を
持
ち
帰
っ
た
国
々
へ
の
海
路
を
発
見
し
よ
う
と
し
た
（
6
）

」
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
ら
は
や
が
て
「
マ
ー
デ
ラ
諸

島
、
カ
ナ
リ
ア
諸
島
、
ア
ゾ
ー
ル
ス
諸
島
、
ケ
ー
プ
・
ド
ゥ
・
ヴ
ァ
ー
ド
諸
島
を
発
見
し
、
ギ
ニ
ア
海
岸
、
ロ
ア
ン
ゴ
海
岸
、
コ
ン
ゴ
海

八
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岸
、
ア
ン
ゴ
ラ
海
岸
お
よ
び
ベ
ン
グ
ェ
ラ
海
岸
を
発
見
し
、
そ
し
て
つ
い
に
喜
望
峰
を
発
見
し
た
の
で
あ
る
（
7
）

。」
こ
れ
に
続
き
、

「
一
四
九
七
年
に
ヴ
ァ
ス
コ
・
ダ
・
ガ
マ
は
四
隻
の
船
団
を
引
き
連
れ
て
リ
ス
ボ
ン
港
を
出
帆
し
、
十
一
ヶ
月
の
航
行
の
後
、
イ
ン
ド
の

海
岸
に
到
着
し
た
（
8
）

」
の
で
あ
る
。

一
方
、「
ジ
ェ
ノ
ア
の
一
水
先
案
内
人
〔
コ
ロ
ン
ブ
ス
〕
が
、
西
回
り
で
東
イ
ン
ド
に
行
き
着
こ
う
と
い
う
、
一
層
大
胆
な
計
画
を
立

て
た
（
9
）

。」
ス
ミ
ス
が
言
う
よ
う
に
、「
東
回
り
の
道
が
遠
け
れ
ば
遠
い
ほ
ど
西
回
り
は
近
い
は
ず
だ
、
と
コ
ロ
ン
ブ
ス
は
正
当
に
も
確
信
し

た
（
10
）

」
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
東
イ
ン
ド
と
通
商
し
よ
う
と
す
る
企
画
が
、
た
ま
た
ま
西
イ
ン
ド
の
最
初
の
発
見
の
端
緒
に
な
っ
た
（
11
）

」
と
ス

ミ
ス
は
言
う
。
コ
ロ
ン
ブ
ス
は
、
一
四
九
二
年
パ
ロ
ス
の
港
を
出
帆
し
、
二
、
三
ヶ
月
の
航
海
の
後
、
小
バ
ハ
マ
を
発
見
し
、
そ
の
後
、

サ
ン
ト
・
ド
ミ
ン
ゴ
島
を
発
見
す
る
に
至
る
。「
だ
が
、
コ
ロ
ン
ブ
ス
が
こ
の
航
海
や
そ
の
後
何
回
か
の
航
海
で
発
見
し
た
諸
地
域
は
、

彼
が
探
し
求
め
て
い
た
東
イ
ン
ド
と
は
全
く
別
の
も
の
だ
っ
た
。
彼
が
発
見
し
た
の
は
、
シ
ナ
や
イ
ン
ド
の
富
や
稠
密
な
人
口
や
耕
作
地

で
は
な
く
、
サ
ン
ト
・
ド
ミ
ン
ゴ
や
そ
の
他
彼
が
訪
れ
た
新
世
界
の
す
べ
て
の
地
域
は
、
た
だ
森
林
に
被
わ
れ
た
荒
野
の
未
耕
地
で
、
憐

れ
な
裸
の
未
開
部
族
た
ち
若
干
が
い
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
（
12
）

。」

と
こ
ろ
で
「
コ
ロ
ン
ブ
ス
に
と
っ
て
は
、
自
分
が
発
見
し
た
諸
地
域
が
、
た
と
え
ど
ん
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
れ
ら
が
非
常
に

重
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
ス
ペ
イ
ン
の
宮
廷
に
対
し
て
描
き
出
し
て
み
せ
る
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
の
だ
が
、
国
の
真
の
富
、
す
な
わ

ち
土
地
の
生
産
物
と
し
て
の
動
・
植
物
に
つ
い
て
、
コ
ロ
ン
ブ
ス
の
説
明
を
正
当
化
し
う
る
よ
う
な
も
の
は
、
当
時
、
何
一
つ
と
し
て
無

か
っ
た
の
で
あ
る
。
…
…
新
た
に
発
見
さ
れ
た
諸
地
方
の
動
・
植
物
が
非
常
に
有
益
な
も
の
だ
と
い
う
説
明
を
正
当
づ
け
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
の
で
、
コ
ロ
ン
ブ
ス
は
鉱
物
資
源
に
眼
を
向
け
た
。
そ
し
て
、
こ
の
第
三
の
種
類
の
富
の
豊
富
さ
は
、
他
の
二
つ
の
資
源
で
あ

る
動
・
植
物
の
貧
弱
さ
を
十
分
に
償
っ
て
余
り
あ
る
も
の
と
思
い
込
ん
だ
。
…
…
そ
こ
で
、
サ
ン
ト
・
ド
ミ
ン
ゴ
は
金
の
豊
富
な
国
と
し

八
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て
描
き
出
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
（
現
在
の
み
な
ら
ず
、
当
時
に
お
け
る
偏
見
に
従
っ
て
）、
こ
の
地
域
は
、
ス
ペ
イ
ン
の
国
王
に
対
し
て
の
み

な
ら
ず
ス
ペ
イ
ン
王
国
に
と
っ
て
も
、
富
の
尽
き
る
こ
と
の
な
い
真
の
源
泉
だ
と
説
明
さ
れ
た
（
13
）

。」

「
コ
ロ
ン
ブ
ス
の
説
明
の
結
果
、
カ
ス
テ
ィ
リ
ア
の
枢
密
院
は
、
自
衛
力
の
全
然
な
い
原
住
民
の
住
む
諸
地
域
を
領
有
す
る
こ
と
を
決

意
し
た
。
彼
ら
を
キ
リ
ス
ト
教
に
改
宗
さ
せ
る
と
い
う
敬
虔
な
目
的

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（
傍
点
│
引
用
者
）
が
、
こ
の
非
道
な
計
画
を
神
聖
化
し
た
。
だ
が

事
実
は
、
黄
金
と
い
う
財
宝
を
見
つ
け
よ
う
と
い
う
欲
望
が

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
こ
の
企
て
の
唯

0

0

0

0

0

0

一0

の
誘
因

0

0

0

（
傍
点
│
引
用
者
）
だ
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
こ

の
動
機
に
一
層
重
み
を
加
え
よ
う
と
し
て
、
コ
ロ
ン
ブ
ス
は
、
そ
こ
で
発
見
さ
れ
る
金
銀
の
半
分
は
王
室
に
帰
属
す
べ
き
も
の
だ
と
提
案

し
、
枢
密
院
は
こ
れ
を
承
認
し
た
（
14
）

。」
更
に
ス
ミ
ス
が
言
う
に
は
、「
新
世
界
に
つ
い
て
の
、
コ
ロ
ン
ブ
ス
以
後
の
ス
ペ
イ
ン
人
の
あ
ら
ゆ

る
企
図
は
、
同
様
な
動
機
に
よ
っ
て
駆
り
立
て
ら
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
オ
イ
エ
ダ
、
ニ
ク
エ
サ
お
よ
び
ヴ
ァ
ス
コ
・
ヌ

ニ
ェ
ス
・
デ
・
バ
ル
モ
ア
を
ダ
ニ
ア
ン
地
峡
へ
駆
り
立
て
た
の
も
、
コ
ル
テ
ス
を
メ
キ
シ
コ
へ
、
ア
ル
マ
グ
ロ
と
ピ
サ
ロ
と
を
チ
リ
や
ペ

ル
ー
へ
駆
り
立
て
た
の
も
、
こ
の
黄
金
に
対
す
る
神
聖
な
渇
望

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（
傍
点
│
引
用
者
）
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
種
の
探
検
家
た
ち
が

未
知
の
海
外
に
た
ど
り
着
い
た
と
き
、
彼
ら
が
い
つ
も
最
初
に
す
る
質
問
は
、
こ
の
辺
に
金
が
あ
る
か
、
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
関
す
る

情
報
如
何
に
よ
っ
て
、
彼
ら
は
そ
の
地
を
立
ち
去
る
か
、
あ
る
い
は
、
そ
こ
に
定
住
す
る
か
を
決
め
た
の
で
あ
る
（
15
）

」
と
。

で
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
植
民
地
を
獲
得
し
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
ス
ペ
イ
ン
は
、
上
述
の
植
民
地
経
営
を
通
じ
て
、
近
代
国
家
と
し
て
繁

栄
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
答
は
否
で
あ
る
。
莫
大
な
新
大
陸
の
貴
金
属
は
イ
ベ
リ
ア
に
流
入
し
た
。
イ
ス
ラ
ム
の
商
人
や
ヴ
ェ
ニ
ス
の
商

人
の
手
を
経
ず
に
、
植
民
地
や
東
洋
の
特
産
物
は
、
直
接
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
入
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
成
果
を
ス
ミ
ス
は
、
経

済
的
に
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。「
両
国
〔
ポ
ル
ト
ガ
ル
と
ス
ペ
イ
ン
〕
が
、
ま
だ
、
こ
れ
と
い
う
程
の
植
民
地
を
も
た
な
い
頃
は
、
い

ず
れ
も
製
造
業
国
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
両
国
が
、
世
界
に
お
け
る
最
も
豊
か
で
富
ん
だ
植
民
地
を
領
有
し
て
か
ら
と
い
う
も
の

八
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は
、
双
方
の
国
と
も
製
造
業
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
（
16
）

。」
更
に
続
け
て
、「
サ
ン
ト
・
ド
ミ
ン
ゴ
お
よ
び
コ
ロ
ン
ブ
ス
が
発
見
し
た
他
の

す
べ
て
の
地
方
に
お
け
る
原
住
民
が
も
っ
て
い
た
金
が
、
六
年
な
い
し
八
年
の
間
に
、
根
こ
そ
ぎ
剝
ぎ
取
ら
れ
て
し
ま
う
と
、
そ
れ
以
上

の
金
を
見
つ
け
出
す
た
め
に
は
、
鉱
山
を
採
掘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
（
17
）

」
と
ス
ミ
ス
は
言
う
。

こ
の
よ
う
な
状
況
が
、
何
故
生
じ
た
の
か
。
そ
こ
に
ス
ミ
ス
が
見
た
経
済
的
原
因
は
、
独
占
の
弊
害
で
あ
っ
た
。「
ス
ペ
イ
ン
と
ポ
ル

ト
ガ
ル
で
は
、
植
民
地
貿
易
の
独
占
の
悪
影
響
が
他
の
諸
原
因
に
よ
っ
て
加
重
さ
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
植
民
地
貿
易
の
自
然
的
な
好

影
響
を
殆
ん
ど
帳
消
し
に
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
に
、
他
の
諸
原
因
と
言
っ
た
が
、
そ
れ
ら
は
種
類
こ
そ
異
な
れ
、
一

種
の
独
占
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
18
）

。」
ス
ミ
ス
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
ロ
ー
マ
教
会
と
い
う
一
大
独
占
機
構
の
後
押
し
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
王

室
の
独
占
体
制
、
商
人
の
植
民
地
貿
易
の
独
占
が
、
イ
ベ
リ
ア
の
本
国
の
経
済
的
破
滅
を
も
た
ら
し
た
と
言
う
の
で
あ
る
。「
重
商
主
義

の
さ
ま
ざ
ま
な
統
制
は
、
資
本
の
こ
の
最
も
自
然
で
有
利
な
配
分
を
、
ど
う
し
て
も
大
な
り
小
な
り
攪
乱
す
る
こ
と
に
な
る
（
19
）

」
と
ス
ミ
ス

は
言
う
が
、
そ
の
中
で
も
「
お
よ
そ
独
占
こ
そ
、
ま
こ
と
に
重
商
主
義
に
と
っ
て
の
唯
一
の
武
器
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
20
）

」
と
し
て
、

ス
ペ
イ
ン
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
植
民
地
主
義
が
生
み
出
す
統
制
、
と
り
わ
け
独
占
が
、
本
国
経
済
を
破
滅
に
追
い
込
ん
だ
と
考
え
る
。

一
方
、
植
民
地
の
側
に
立
っ
て
こ
れ
を
見
れ
ば
、
前
述
の
「
二
つ
の
出
来
事
」、
つ
ま
り
新
大
陸
の
発
見
と
ア
フ
リ
カ
南
端
経
由
で
東

洋
に
至
る
航
路
の
発
見
が
、
こ
れ
ら
の
植
民
地
に
と
っ
て
は
致
命
的
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。「
東
西
両
イ
ン
ド
の
原
住
民
た
ち
に
と
っ
て
は
、

こ
れ
ら
の
出
来
事
か
ら
、
本
来
も
た
ら
さ
れ
る
は
ず
の
商
業
上
の
一
切
の
利
益
は
、
こ
れ
ら
の
事
件
が
引
き
起
こ
し
た
怖
る
べ
き
不
幸
の

中
に
埋
没
さ
れ
て
し
ま
っ
た
（
21
）

」
と
ス
ミ
ス
は
述
べ
る
。
植
民
地
の
原
住
民
の
強
制
労
働
や
壊
滅
に
等
し
い
殺
戮
は
、
ロ
ー
マ
教
会
が
先
導

し
た
ス
ペ
イ
ン
人
や
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
に
よ
る
植
民
地
主
義
の
暗
い
一
面
で
あ
る
が
、
そ
の
犠
牲
の
上
に
、
ス
ペ
イ
ン
と
ポ
ル
ト
ガ
ル
に
も

た
ら
さ
れ
た
莫
大
な
量
の
貴
金
属
そ
の
も
の
が
、
両
国
の
経
済
の
衰
退
の
原
因
な
の
で
あ
る
。

八
九
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（
1
） 

W
N
, Ⅱ
, P
.626.　

邦
訳
、
Ⅱ
、
四
〇
二
頁
。

（
2
） 

W
N
, Ⅱ
, P
.528.　

邦
訳
、
Ⅱ
、
二
九
一
頁
。

（
3
） 

W
N
, Ⅱ
, P
.556.　

邦
訳
、
Ⅱ
、
二
八
八
頁
。

（
4
） 

W
N
, Ⅱ
, P
.558.　

邦
訳
、
Ⅱ
、
二
九
〇
│
一
頁
。

（
5
） 

W
N
, Ⅱ
, P
.558.　

邦
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、
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、
二
九
一
頁
。

（
6
） 

W
N
, Ⅱ
, P
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邦
訳
、
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、
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九
一
頁
。

（
7
） 

W
N
, Ⅱ
, P
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訳
、
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、
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九
一
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頁
。
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8
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W
N
, Ⅱ
, P
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邦
訳
、
Ⅱ
、
二
九
二
頁
。

（
9
） 

W
N
, Ⅱ
, P
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邦
訳
、
Ⅱ
、
二
九
二
頁
。

（
10
） 

W
N
, Ⅱ
, P
.559.　

邦
訳
、
Ⅱ
、
二
九
三
頁
。

（
11
） 

W
N
, Ⅱ
, P
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邦
訳
、
Ⅱ
、
三
〇
〇
頁
。

（
12
） 

W
N
, Ⅱ
, P
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邦
訳
、
Ⅱ
、
二
九
三
頁
。

（
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） 

W
N
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, P
P
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邦
訳
、
Ⅱ
、
二
九
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六
頁
。

（
14
） 

W
N
, Ⅱ
, P
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邦
訳
、
Ⅱ
、
二
九
六
│
七
頁
。

（
15
） 

W
N
, Ⅱ
, P
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邦
訳
、
Ⅱ
、
二
九
七
│
八
頁
。

（
16
） 

W
N
, Ⅱ
, P
.609.　

邦
訳
、
Ⅱ
、
三
七
六
頁
。

（
17
） 

W
N
, Ⅱ
, P
P
.561-2.　

邦
訳
、
Ⅱ
、
二
九
七
頁
。

（
18
） 

W
N
, Ⅱ
, P
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邦
訳
、
Ⅱ
、
三
七
六
頁
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（
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） 

W
N
, Ⅱ
, P
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邦
訳
、
Ⅱ
、
四
一
〇
頁
。

（
20
） 

W
N
, Ⅱ
, P
.630.　

邦
訳
、
Ⅱ
、
四
一
〇
頁
。

（
21
） 

W
N
, Ⅱ
, P
.626.　

邦
訳
、
Ⅱ
、
四
〇
二
頁
。
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ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
お
け
る
宗
教
論
に
関
す
る
一
考
察
（
山
口
）

（
一
二
八
五
）

六　

む
す
び
に
か
え
て

ス
ミ
ス
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
と
ス
ペ
イ
ン
は
両
国
と
も
、
重
商
主
義
政
策
を
採
る
以
前
は
製
造
業
の
国
で
あ
っ
た
。
だ

が
一
大
独
占
体
で
あ
っ
た
ロ
ー
マ
教
会
の
後
押
し
に
よ
っ
て
、
貴
金
属
を
獲
得
す
る
た
め
、
両
国
が
重
金
主
義
に
は
じ
ま
る
重
商
主
義
政

策
を
遂
行
し
て
い
く
う
ち
に
両
国
の
経
済
は
衰
退
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
ス
ミ
ス
に
と
っ
て
、
ま
さ
に
「
ロ
ー
マ
教

会
と
い
う
機
構
は
、
政
府
の
権
威
と
安
全
に
対
立
し
て
、
ま
た
、
政
府
が
守
っ
て
や
れ
る
と
こ
ろ
で
な
く
て
は
栄
え
る
こ
と
の
で
き
な
い

人
類
の
自
由
と
理
性
と
幸
福
と
に
対
立
し
て
、
こ
れ
ま
で
に
作
り
上
げ
ら
れ
た
、
最
も
恐
る
べ
き
結
社
（
1
）

」
で
あ
っ
た
。
ロ
ー
マ
教
会
は
人

類
の
自
由
と
理
性
、
幸
福
に
対
立
す
る
一
大
機
構
で
あ
っ
た
の
だ
。
ロ
ー
マ
教
会
と
い
う
中
世
的
教
会
権
力
は
、
民
衆
に
と
っ
て
ア
ヘ
ン

で
あ
っ
た
。
ま
た
ロ
ー
マ
教
会
と
い
う
一
大
独
占
機
構
の
先
導
の
も
と
に
、
十
字
架
と
鉄
砲
を
担
ぎ
、
重
商
主
義
政
策
を
遂
行
し
て
い
っ

た
ス
ペ
イ
ン
人
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
に
よ
る
植
民
地
か
ら
の
貴
金
属
の
略
奪
、
植
民
地
の
原
住
民
へ
の
弾
圧
と
殺
戮
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
非

人
道
的
行
為
（
2
）

は
、
ス
ミ
ス
に
と
っ
て
言
語
道
断
で
あ
っ
た
。
同
様
の
こ
と
は
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
教
会
に
つ
い
て
も
言
え
る
こ
と
で

あ
っ
た
。
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
教
会
の
長
老
派
聖
職
者
は
、
神
こ
そ
神
聖
で
最
善
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
を
主
張
し
、
神
は
人
類
の
幸

福
の
た
め
に
存
在
す
る
と
い
う
考
え
は
異
端
で
あ
る
と
し
て
退
け
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
民
衆
の
生
活
に
対
す
る
教
会
の
支
配
は
依
然

と
し
て
強
固
な
も
の
で
あ
り
、
民
衆
が
抑
圧
さ
れ
、
自
由
と
理
性
と
幸
福
が
犠
牲
に
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

こ
う
い
う
教
会
権
力
か
ら
民
衆
を
解
放
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ス
ミ
ス
に
あ
っ
て
は
、
既
存
の
キ
リ
ス
ト
教
は
政
治
と
癒
着
し
た
キ

リ
ス
ト
教
で
あ
り
、
人
々
を
抑
圧
し
体
制
維
持
の
道
具
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
見
抜
い
て
い
た
の
だ
。
だ
か
ら
ス
ミ
ス
は
、
神
に
よ
る
天

地
創
造
と
最
後
の
審
判
と
を
認
め
、
神
そ
の
も
の
は
否
定
し
な
い
が
、
そ
れ
以
外
の
日
常
生
活
に
お
い
て
は
神
や
教
会
を
必
要
と
し
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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理
神
論
を
信
奉
し
た
の
だ
（
3
）

。
ま
た
、
こ
う
し
た
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
何
故
ス
ミ
ス
が
当
時
の
大
学
に
お
い
て
一
般
に
教
え
ら
れ
て
い
た
中

世
以
来
の
神
学
に
基
づ
い
た
哲
学
体
系
に
よ
ら
な
い
で
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
哲
学
体
系
に
自
ら
の
思
想
体
系
の
拠
り
所
を
求
め
よ
う
と
し

た
か
、
そ
の
意
図
が
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
当
時
の
哲
学
体
系
で
は
、
一
切
の
学
問
が
「
神
学
に
従
属
す
る
も
の
（
4
）

」
と
し

て
の
地
位
し
か
与
え
ら
れ
ず
、
そ
れ
は
教
会
中
心
の
封
建
社
会
の
哲
学
体
系
に
相
応
し
い
が
、
近
代
社
会
の
思
想
体
系
に
相
応
し
く
な

か
っ
た
。
ス
ミ
ス
は
次
の
よ
う
に
も
言
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
あ
ら
ゆ
る
年
齢
の
人
々
を
教
化
す
る
た
め
の
施
設
と
は
、
主
に
宗
教
上

の
教
化
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
教
化
は
、
人
々
を
現
世
で
よ
き
市
民
に
す
る
こ
と
よ
り
も
、
来
世
と
い
う
、
も
う
一
つ
の
よ
り
善

い
世
界
の
た
め
に
、
今
か
ら
用
意
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
類
い
の
も
の
で
あ
る
（
5
）

」
と
。
教
会
中
心
の
封
建
社
会
の
哲
学
体
系
を
否
定

し
た
ス
ミ
ス
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
哲
学
体
系
に
自
ら
の
思
想
体
系
の
拠
り
所
を
求
め
よ
う
と
し
た
が
、
次
の
文
章
は
、
ス
ミ
ス
の
意
味

す
る
哲
学
の
性
格
を
よ
く
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

「
個
人
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
家
族
の
、
国
家
の
、
さ
ら
に
は
人
類
と
い
う
一
大
社
会
の
一
員
と
し
て
み
る
場
合
に
、
人
間
の
幸
福
と

完
成
と
は
そ
も
そ
も
何
か
と
い
う
こ
と
が
、
古
代
の
道
徳
哲
学
の
探
究
し
よ
う
と
企
て
た
目
標
で
あ
っ
た
。
そ
の
哲
学
で
は
、
人
生
の
義

務
は
、
人
生
の
幸
福
と
完
成
の
単
な
る
手
段
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
自
然
哲
学
ば
か
り
か
道
徳
哲
学
も
神
学
に
従
属
す
る

も
の
と
し
て
し
か
教
え
ら
れ
な
く
な
る
と
、
人
生
の
義
務
は
、
主
と
し
て
来
世
の
幸
福
の
単
な
る
手
段
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

古
代
の
哲
学
は
、
徳
の
完
成
は
そ
れ
を
身
に
つ
け
た
人
に
現
世
に
お
い
て
最
も
完
全
な
幸
福
を
必
然
的
に
も
た
ら
す
も
の
だ
、
と
主
張
し

た
。
近
代
の
哲
学
は
、
徳
の
完
成
は
、
大
体
、
い
や
む
し
ろ
殆
ん
ど
い
つ
で
も
、
た
と
え
そ
れ
が
ど
ん
な
に
さ
さ
や
か
な
も
の
で
あ
っ
て

も
現
世
の
幸
福
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
だ
と
主
張
し
た
の
で
あ
っ
て
、
天
国
は
、
懺
悔
と
禁
欲
、
修
道
院
の
耐
乏
と
神
に
対
す
る
卑
下
に

よ
っ
て
の
み
、
勝
ち
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
人
間
の
自
由
で
寛
大
な
、
活
力
に
満
ち
た
行
動
に
よ
っ
て
で
は
な
か
っ
た
（
6
）

。」
す
な
わ
ち

八
九
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ス
ミ
ス
の
い
う
哲
学
は
、
人
間
の
、
個
人
と
し
て
、
家
族
・
国
家
・
人
類
の
一
員
と
し
て
の
、
幸
福
を
探
究
す
る
学
問
で
あ
っ
て
、
教
会

の
説
く
あ
の
世
の
た
め
に
こ
の
世
の
幸
福
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

ス
ミ
ス
に
あ
っ
て
は
、
大
学
も
ロ
ー
マ
教
会
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
、
教
会
と
神
学
に
奉
仕
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
今

の
大
学
は
、
そ
の
大
半
が
も
と
も
と
は
キ
リ
ス
ト
教
会
の
団
体
で
あ
っ
て
、
聖
職
者
教
育
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ

ら
の
大
学
は
、
法
王
の
権
威
に
よ
っ
て
創
立
さ
れ
、
完
全
に
法
王
の
直
接
の
保
護
の
も
と
に
あ
っ
た
か
ら
、
教
師
で
あ
れ
学
生
で
あ
れ
、

大
学
の
成
員
み
ん
な
が
、
そ
の
当
時
の
い
わ
ゆ
る
僧
侶
の
特
権
を
も
っ
て
い
た
。
…
…
こ
う
い
う
大
学
の
大
部
分
で
教
え
ら
れ
て
い
た
こ

と
は
、
設
立
の
目
的
に
か
な
う
も
の
、
す
な
わ
ち
神
学
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
神
学
の
準
備
に
す
ぎ
ぬ
も
の
か
、
の
ど
ち
ら
か
で
あ
っ
た
（
7
）

。」

さ
て
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
哲
学
体
系
に
自
ら
の
思
想
体
系
の
拠
り
所
を
求
め
た
ス
ミ
ス
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
世
に
お
け
る
人
間
の
幸
福

が
最
も
重
要
な
の
だ
と
考
え
た
と
し
て
も
何
ら
不
思
議
で
は
な
い
。
彼
に
と
っ
て
、
人
間
の
幸
福
の
基
礎
は
生
存
0

0

つ
ま
り
生
き
る

0

0

0

と
言
う

こ
と
に
あ
っ
た
し
、
そ
れ
が
人
間
の
本
能
で
も
あ
っ
た
。
ス
ミ
ス
は
言
う
。「
自
己
保
存
と
種
の
増
殖
は
、
自
然
が
、
す
べ
て
の
動
物
の

形
成
に
あ
た
っ
て
意
図
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
、
大
目
的
な
の
で
あ
る
。
人
類
は
、
そ
れ
ら
の
目
的
に
つ
い
て
の
欲
望
と
、
そ
の
反
対
物

へ
の
嫌
悪
を
与
え
ら
れ
て
い
る
（
8
）

」
と
。
ス
ミ
ス
が
生
存
と
本
能
を
、
来
世
の
幸
福
よ
り
も
重
視
し
た
の
は
、
彼
が
ル
ネ
サ
ン
ス
・

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
後
継
者
だ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
彼
の
古
代
ギ
リ
シ
ャ
へ
の
尊
敬
も
、
人
間
の
本
来
の
姿
を
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
中
に
見

た
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
の
態
度
と
共
通
の
も
の
を
も
っ
て
い
た
（
9
）

。
だ
が
当
時
の
ロ
ー
マ
教
会
と
い
う
独
占
団
体
は
、
人
類
、
民
衆
の
幸
福
を

も
た
ら
す
ど
こ
ろ
か
、
不
幸
を
も
た
ら
す
存
在
で
し
か
な
か
っ
た
。
宗
教
の
重
圧
か
ら
民
衆
、
人
類
を
解
放
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
ス
ミ
ス

の
課
題
で
も
あ
っ
た
の
だ
。

ま
た
も
う
一
つ
、
先
述
の
よ
う
に
ス
ミ
ス
の
重
商
主
義
批
判
の
背
後
に
は
、
植
民
地
の
原
住
民
へ
の
弾
圧
と
殺
戮
は
勿
論
の
こ
と
、

八
九
五
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ロ
ー
マ
教
会
と
い
う
一
大
教
会
権
力
に
先
導
さ
れ
た
拝
金
主
義
へ
の
批
判
が
横
た
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
証
拠

に
『
国
富
論
』
の
締
め
く
く
り
は
、
次
の
よ
う
な
文
章
に
な
っ
て
い
る
。「
い
ま
こ
そ
、
わ
が
支
配
者
た
ち
は
、
国
民
ば
か
り
か
、
ど
う

や
ら
自
ら
も
耽
っ
て
き
た
こ
の
黄
金
の
夢
を
実
現
し
て
み
せ
る
か
、
そ
れ
が
で
き
な
い
な
ら
、
率
先
し
て
こ
の
夢
か
ら
醒
め
、
国
民
を
覚

醒
さ
せ
る
よ
う
努
め
る
か
す
べ
き
時
で
あ
る
（
10
）

。」
こ
こ
で
言
う
黄
金
の
夢
と
は
、
イ
エ
ズ
ス
会
の
グ
ミ
ラ
な
ど
が
夢
み
た
黄
金
の
理
想
郷

エ
ル
ド
ラ
ー
ド
の
こ
と
で
あ
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
宗
教
政
策
と
し
て
、
海
外
植
民
地
よ
り
聖
な
る
黄
金
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
運
び
込
む
こ
と

を
指
し
て
い
る
。

（
1
） 

W
N
, Ⅱ
, P
P
.802-3.　

邦
訳
、
Ⅲ
、
一
八
二
頁
。

（
2
） 

と
り
あ
え
ず
、
中
川
洋
一
郎
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
《
普
遍
》
文
明
の
世
界
制
覇
：
鉄
砲
と
十
字
架
』、
学
文
社
、
二
〇
〇
三
年
。
清
水
馨
八
郎
『
侵

略
の
世
界
史
』、
祥
伝
社
、
平
成
一
三
年
、
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
3
） 

田
村
正
勝
『
社
会
科
学
原
論
講
義
』、
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
七
年
、
九
五
│
八
頁
参
照
。

（
4
） 

W
N
, Ⅱ
, P
.770.　

邦
訳
、
Ⅲ
、
一
二
七
頁
。

（
5
） 

W
N
, Ⅱ
, P
.788.　

邦
訳
、
Ⅲ
、
一
五
四
頁
。

（
6
） 

W
N
, Ⅱ
, P
.771.　

邦
訳
、
Ⅲ
、
一
二
八
│
九
頁
。

（
7
） 

W
N
, Ⅱ
, P
.765.　

邦
訳
、
Ⅲ
、
一
二
一
│
二
頁
。

（
8
） 

T
M

S
, P
.77.　

邦
訳
、
一
二
〇
頁
。

（
9
） 

水
田
洋
、
前
掲
書
、
一
八
五
頁
。

（
10
） 

W
N
, Ⅱ
, P
.947.　

邦
訳
、
Ⅲ
、
四
三
九
頁
。

八
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近
世
日
本
の
叛
逆
に
つ
い
て
（
新
井
）

（
一
二
八
九
）

近
世
日
本
の
叛
逆
に
つ
い
て

│
大
逆
罪
・
内
乱
罪
研
究
の
前
提
と
し
て

│
新　
　

井　
　
　
　
　

勉

　
　

は
じ
め
に

│
逆
罪
は
叛
逆
か

一　

江
戸
前
期
の
叛
逆

　
　
（
一
）武
家
諸
法
度
①

　
　
（
二
）武
家
諸
法
度
②

　
　
（
三
）叛
逆
の
事
例

二　

江
戸
中
期
・
後
期
の
叛
逆

　
　
（
一
）御
定
書

　
　
（
二
）叛
逆
の
事
例

八
九
七



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
一
二
九
〇
）

　
　
（
三
）藩
法

　
　

お
わ
り
に

は
じ
め
に

│
逆
罪
は
叛
逆
か

律
の
八
虐
中
、
冒
頭
三
つ
の
罪
名
は
、
謀
反
、
謀
大
逆
、
謀
叛
で
あ
る
。
古
く
か
ら
法
家
（
ほ
う
け
）
は
漢
音
を
外
し
、
呉
音
を
多
用

し
た
。
謀
の
字
の
読
み
は
ボ
ウ
（
漢
音
）
で
な
く
ム
（
呉
音
）
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
読
み
は
順
に
ム
ヘ
ン
、
ム
ダ
イ
ギ
ャ
ク
、
ム
ホ
ン
で

あ
る
。
反
の
字
の
読
み
は
呉
音
で
ヘ
ン
、
ま
た
は
ホ
ン
、
大
逆
の
語
の
読
み
は
呉
音
で
ダ
イ
ギ
ャ
ク
、
叛
の
読
み
は
漢
音
で
ハ
ン
、
呉
音

で
バ
ン
な
が
ら
、
こ
れ
は
ホ
ン
と
よ
む
の
が
慣
用
で
あ
る
（
1
）

。

謀
反
は
国
家
（
天
皇
）
を
危
う
く
せ
ん
と
謀
る
を
い
い
、
謀
大
逆
は
山
陵
・
宮
闕
を
毀
さ
ん
と
謀
る
を
い
う
。
謀
反
と
大
逆
の
二
つ
を

併
せ
て
、
反
逆
（
ヘ
ン
ギ
ャ
ク
）
と
い
う
。
こ
れ
は
、
賊
盗
律
縁
坐
条
「
僧
尼
お
よ
び
婦
人
、
も
し
く
は
官
戸
・
陵
戸
・
家
人
・
公
私
の

奴
婢
、
反
逆
を
犯
せ
ば
、
た
だ
そ
の
身
を
坐
す
」
と
い
う
（
2
）

、
法
文
の
中
の
語
で
あ
る
。
謀
反
も
大
逆
も
刑
は
皆
（
首
従
の
別
な
く
）
斬
で

あ
り
、
二
虐
を
便
宜
上
一
つ
に
括
っ
て
も
反
逆
は
皆
斬
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
早
く
も
『
続
日
本
紀
』
は
、
橘
奈
良
麻
呂
の
変
の
直
後
、
孝
謙
天
皇
の
勅
の
中
で
「
こ
の
ご
ろ
頑
な
る
奴
、
潜
か
に
反
逆

を
図
る
」
と
記
し
て
い
る
（
3
）

。
こ
の
反
逆
は
元
の
意
味
と
違
い
、
反
逆
を
図
る
と
記
し
て
謀
反
の
意
味
に
用
い
て
い
る
。
一
方
、
こ
の
『
続

日
本
紀
』
は
ま
た
、
奈
良
後
期
に
「
出
羽
国
志
波
村
の
賊
、
叛
逆
（
ホ
ン
ギ
ャ
ク
）
す
」
や
「
出
羽
国
の
蝦
賊
、
叛
逆
す
」
と
い
う
記
事

を
の
せ
て
い
る
（
4
）

。
こ
の
叛
逆
は
、
右
の
反
逆
に
似
せ
た
造
語
で
あ
る
。

八
九
八



近
世
日
本
の
叛
逆
に
つ
い
て
（
新
井
）

（
一
二
九
一
）

平
安
後
期
以
後
、
広
く
謀
反
・
謀
叛
（
国
に
背
き
偽
に
従
わ
ん
と
謀
る
）
の
概
念
が
混
同
さ
れ
た
。
読
み
は
ム
ホ
ン
で
あ
る
。
こ
れ
に

伴
い
、
反
逆
と
叛
逆
の
語
も
混
用
さ
れ
た
。
有
名
な
『
吾
妻
鏡
』
は
、
源
頼
朝
の
奥
州
征
伐
準
備
の
さ
い
「
奥
州
泰
衡
、
日
来
与
州
（
源

義
経
）
を
隠
容
す
る
の
科
、
す
で
に
反
逆
を
軼
（
こ
え
）
る
な
り
」
と
記
す
一
方
、
泰
衡
が
殺
害
さ
れ
た
後
、
そ
の
郎
従
の
「
大
河
次
郎

兼
任
以
下
、
去
年
窮
冬
以
来
、
叛
逆
を
企
つ
」
と
記
し
て
い
る
（
5
）

。
反
逆
も
叛
逆
も
、
読
み
は
ホ
ン
ギ
ャ
ク
。

さ
て
、
大
逆
罪
・
内
乱
罪
の
歴
史
研
究
は
数
が
少
な
い
。
手
元
に
あ
る
の
は
八
〇
年
も
昔
の
、
垂
水
克
己
氏
の
「
日
本
叛
逆
罪
立
法
の

沿
革
」
と
、
滝
川
政
次
郎
氏
の
「
内
乱
罪
・
謀
反
罪
の
字
義
及
び
沿
革
」
の
二
つ
で
あ
る
（
6
）

。
江
戸
時
代
の
叛
逆
法
令
と
し
て
二
人
が
一
致

し
て
指
摘
す
る
の
は
、
最
初
の
武
家
諸
法
度
中
、
叛
逆
・
殺
害
の
語
が
記
さ
れ
る
条
文
と
、
御
定
書
の
う
ち
「
人
相
書
を
以
御
尋
に
可
成

も
の
之
事
」
の
条
文
の
二
つ
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
最
初
の
武
家
諸
法
度
の
頃
も
、
叛
逆
の
語
の
読
み
は
ホ
ン
ギ
ャ
ク
で
あ
る
。
正
確
に

は
、
ホ
ン
ギ
ャ
ク
か
、
ホ
ン
ゲ
キ
で
あ
る
（
7
）

。
逆
の
字
の
読
み
は
呉
音
で
ギ
ャ
ク
、
漢
音
で
ゲ
キ
。
い
つ
頃
ホ
ン
ゲ
キ
の
読
み
が
加
わ
っ
た

の
か
、
は
っ
き
り
し
な
い
。

大
坂
夏
の
陣
の
後
、
幕
府
は
、
最
初
の
武
家
諸
法
度
の
中
で
、
諸
大
名
に
「
各
相
抱
え
る
士
卒
に
叛
逆
を
な
し
人
を
殺
害
す
る
の
告
げ

あ
ら
ば
、
速
や
か
に
追
い
出
だ
す
べ
き
こ
と
」
を
命
じ
た
（
8
）

。
本
文
と
一
体
を
な
す
注
釈
に
は
「
そ
れ
野
心
を
挟
む
者
は
、
国
家
を
覆
す
の

利
器
、
人
民
を
絶
や
す
の
鋒
剣
た
る
、
豈
に
允
容
に
足
る
や
」
と
理
由
が
記
さ
れ
て
い
る
（
9
）

。
崇
伝
や
林
羅
山
は
古
今
の
典
籍
を
参
照
し
て

起
草
し
た
と
い
う
が
、
叛
逆
・
殺
害
が
並
ぶ
と
、
遠
く
御
成
敗
式
目
の
大
犯
三
カ
条
が
想
起
さ
れ
る
。

武
家
諸
法
度
は
、
幕
府
が
諸
大
名
に
遵
行
を
命
じ
た
行
為
規
範
で
あ
る
。
そ
の
中
に
罰
則
は
な
い
。
御
定
書
は
、
幕
府
が
刑
事
裁
判
を

行
う
た
め
の
裁
判
規
範
で
あ
る
。
多
く
の
条
文
は
犯
罪
に
対
応
す
る
刑
罰
を
お
い
て
い
る
。
し
か
し
、
右
の
「
人
相
書
を
以
御
尋
に
可
成

も
の
之
事
」
と
い
う
一
条
は
、
犯
人
を
全
国
捜
査
す
る
犯
罪
は
何
か
、
を
定
め
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
よ
る
の
は
、
①
「
公
儀
江

八
九
九



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
一
二
九
二
）

対
し
候
重
キ
謀
計
」
を
は
じ
め
、
②
主
殺
し
、
③
親
殺
し
、
④
関
所
破
り
、
四
罪
で
あ
る
（
10
）

。

江
戸
時
代
の
叛
逆
法
令
を
論
じ
る
場
合
、
垂
水
氏
、
滝
川
氏
の
み
な
ら
ず
誰
も
が
、
右
の
「
公
儀
江
対
し
候
重
キ
謀
計
」
と
い
う
犯
罪

は
、
律
の
謀
反
や
謀
叛
の
類
い
か
と
速
断
す
る
。
頑
丈
に
構
築
さ
れ
た
幕
藩
体
制
の
下
で
は
、
公
儀
と
は
、
幕
府
を
さ
し
、
幕
府
機
構
を

さ
し
、
全
国
を
支
配
す
る
幕
府
権
力
を
さ
し
た
（
11
）

。
こ
の
点
で
、
公
儀
に
対
す
る
重
き
謀
計
は
、
天
皇
な
い
し
は
朝
廷
を
攻
撃
対
象
と
す
る

謀
反
・
謀
叛
や
、
こ
れ
か
ら
派
生
し
た
反
逆
・
叛
逆
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
公
儀
に
対
す
る
重
き
謀
計
が
謀
反
・
謀
叛

と
大
き
く
異
な
る
の
は
、
律
の
場
合
と
違
い
、
御
定
書
が
何
ら
刑
罰
を
お
か
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
幕
府
が
政
治
犯
罪
を

処
罰
す
る
さ
い
、
法
的
な
根
拠
も
制
約
も
な
か
っ
た
。

幕
府
法
上
最
も
重
大
な
犯
罪
の
う
ち
、
公
儀
に
対
す
る
重
き
謀
計
に
続
く
の
が
、
主
殺
し
、
親
殺
し
で
あ
る
。
こ
の
主
殺
し
と
親
殺
し

の
二
つ
を
併
せ
て
、
逆
罪
（
ぎ
ゃ
く
ざ
い
）
と
い
う
。
御
定
書
は
、
旧
悪
免
除
（
公
訴
時
効
）
を
適
用
し
な
い
、
幾
つ
か
の
犯
罪
の
筆
頭

に
「
逆
罪
之
も
の
」
を
あ
げ
て
い
る
（
12
）

。
主
殺
し
も
親
殺
し
も
（
庶
民
は
）
磔
で
あ
る
。
幕
府
法
は
封
建
的
身
分
秩
序
（
主
従
関
係
・
親
子

関
係
）
を
重
視
し
、
こ
れ
に
対
す
る
犯
罪
を
死
刑
の
中
で
も
最
も
重
い
磔
刑
と
し
た
の
で
あ
る
。

逆
罪
の
語
は
江
戸
時
代
に
突
然
登
場
し
た
語
で
は
な
い
。
中
世
の
開
幕
を
し
ら
せ
る
『
保
元
物
語
』
は
、
源
義
朝
が
父
の
為
義
を
斬
る

羽
目
に
陥
り
「
綸
言
お
も
く
し
て
父
の
頸
を
き
ら
ば
、
五
逆
罪
の
其
一
を
犯
す
べ
し
。
不
孝
の
罪
を
恐
れ
て
詔
命
を
背
ば
、
又
違
勅
の
者

に
成
ぬ
べ
し
」
と
、
逡
巡
す
る
様
子
を
描
い
て
い
る
（
13
）

。
逆
罪
は
仏
教
社
会
の
概
念
で
、
無
間
地
獄
に
お
ち
る
極
悪
の
罪
を
い
う
。
義
朝
の

言
葉
に
五
逆
罪
と
あ
る
よ
う
に
、
逆
罪
は
、
①
父
を
殺
す
、
②
母
を
殺
す
、
③
阿
羅
漢
（
聖
者
）
を
殺
す
、
④
仏
身
よ
り
血
を
出
す
、
⑤

和
合
せ
る
僧
（
教
団
）
を
破
壊
す
る
、
と
い
う
五
つ
の
行
為
を
い
う
（
14
）

。
こ
こ
に
は
、
主
殺
し
は
な
い
。
一
般
社
会
の
主
殺
し
が
、
い
つ
の

時
代
ど
の
よ
う
に
し
て
逆
罪
の
概
念
の
中
に
入
っ
た
の
か
、
は
っ
き
り
し
な
い
。

九
〇
〇



近
世
日
本
の
叛
逆
に
つ
い
て
（
新
井
）

（
一
二
九
三
）

こ
の
『
保
元
物
語
』
を
近
世
初
期
の
古
活
字
本
で
み
る
と
、
右
の
場
面
で
、
作
者
が
「
若
忠
を
面
（
お
も
て
）
に
し
て
父
を
こ
ろ
さ
ん

は
、
不
孝
の
大
逆
、
不
義
の
至
極
也
」
と
感
想
を
記
し
て
い
る
（
15
）

。
こ
こ
で
は
、
父
殺
し
が
大
逆
の
語
で
強
調
さ
れ
て
い
る
。
不
孝
も
不
義

も
八
虐
の
一
つ
な
が
ら
、
父
母
殺
し
は
第
四
の
悪
逆
に
あ
た
る
し
、
第
八
の
不
義
の
主
要
な
内
容
は
本
主
や
官
長
の
殺
害
だ
か
ら
、
大
逆

を
含
め
、
こ
れ
ら
は
律
の
用
語
で
は
な
い
。
同
じ
く
近
世
初
期
の
古
活
字
本
『
太
平
記
』
も
、
昔
天
竺
の
あ
る
国
で
、
伝
奏
の
聞
き
誤
り

か
ら
高
僧
が
首
を
刎
ね
ら
れ
た
た
め
、
逆
鱗
し
た
国
王
が
「
罪
大
逆
ニ
同
ジ
」
と
し
て
伝
奏
と
そ
の
一
族
を
罰
し
た
と
い
う
話
を
記
し
て

い
る
（
16
）

。
こ
こ
で
も
、
高
僧
殺
し
が
ど
れ
ほ
ど
大
罪
か
大
逆
の
語
で
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
律
の
用
語
ら
し
い
。

話
を
本
筋
に
戻
す
と
、
垂
水
氏
は
、
御
定
書
に
つ
い
て
「
之
に
依
つ
て
徳
川
一
代
の
訴
訟
及
ひ
刑
法
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
叛
逆

罪
に
関
す
る
規
定
は
甚
だ
し
く
少
な
い
」
と
記
し
た
上
で
、
①
一
五
、
出
入
扱
願
取
上
さ
る
品
並
扱
日
限
之
事
、
②
一
八
、
旧
悪
御
仕
置

之
事
、
③
八
一
、
人
相
書
を
以
御
尋
に
可
成
者
之
事
、
を
引
用
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
各
条
文
中
、
①
逆
罪
の
も
の
、
②
逆
罪
の
者
、
③

公
儀
え
対
し
候
重
き
謀
計
、
の
み
に
傍
点
を
ふ
し
て
い
る
（
17
）

。

す
な
わ
ち
、
垂
水
氏
は
「
公
儀
江
対
し
候
重
キ
謀
計
」
の
ほ
か
、
逆
罪
も
叛
逆
だ
、
と
み
る
の
で
あ
る
。
果
し
て
、
主
殺
し
、
親
殺
し

は
叛
逆
か
。
言
葉
は
時
の
経
過
の
中
で
、
御
家
人
の
よ
う
に
位
置
が
下
降
し
た
り
、
謀
反
勝
負
（
18
）（

一
か
八
か
の
行
為
）
の
よ
う
に
使
途
が

広
が
っ
た
り
す
る
か
ら
、
謀
反
や
叛
逆
を
常
に
天
皇
や
朝
廷
と
関
連
づ
け
て
捉
え
る
こ
と
は
、
無
論
必
要
な
い
。
滝
川
氏
が
武
家
諸
法
度

中
「
各
相
抱
え
る
士
卒
に
叛
逆
を
な
し
人
を
殺
害
す
る
の
告
げ
あ
ら
ば
」
と
い
う
「
叛
逆
人
は
、
幕
府
及
び
諸
大
名
に
対
す
る
叛
逆
人
の

意
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
（
19
）

の
は
、
ご
く
常
識
的
な
見
方
で
あ
る
。
事
実
『
藩
翰
譜
』
は
、
島
原
の
乱
が
お
き
た
さ
い
「
只
管
の
土
民
百
姓

等
反
逆
せ
し
」
と
記
し
て
（
20
）

、
百
姓
一
揆
・
宗
教
一
揆
を
領
主
へ
の
叛
逆
だ
と
捉
え
て
い
る
。

主
殺
し
、
親
殺
し
は
叛
逆
か
。
親
殺
し
は
、
叛
逆
の
語
の
も
つ
意
味
か
ら
外
れ
る
。
主
殺
し
も
、
そ
の
多
く
が
市
井
の
事
件
で
、
商
家

九
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の
主
人
、
工
房
の
親
方
、
地
方
（
じ
か
た
）
の
地
主
ら
と
い
う
被
害
者
を
想
起
す
れ
ば
、
こ
れ
も
叛
逆
と
い
え
な
い
。
あ
る
い
は
、
逆
罪

と
大
逆
罪
の
言
葉
の
近
似
性
が
、
垂
水
氏
の
思
い
違
い
を
招
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
時
代
が
下
る
と
、
明
治
初
年
の
法
令
の
中

に
、
逆
罪
を
君
父
を
弑
す
る
大
逆
罪
と
表
現
す
る
も
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
単
に
主
殺
し
、
親
殺
し
を
さ
す
に
す
ぎ
な
い
。

（
1
） 

字
音
は
、
鎌
田
正
・
米
山
寅
太
郎
『
大
漢
語
林
』（
大
修
館
書
店
、
一
九
九
二
年
）、
新
潮
社
編
『
新
潮
日
本
語
漢
字
辞
典
』（
二
〇
〇
七
年
）

で
確
認
し
た
。

（
2
） 

新
訂
増
補
国
史
大
系
『
律
・
令
義
解
』
新
装
版
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
）
律
・
五
六
頁
。
こ
の
縁
坐
条
は
、
唐
律
賊
盗
律
の
縁
坐
条
が

母
法
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
唐
律
で
も
、
謀
反
と
大
逆
を
併
せ
て
「
反
逆
」
と
い
う
。

（
3
） 

新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
続
日
本
紀
』
第
三
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
）
二
一
〇
〜
二
一
二
頁
。
原
文
は
漢
文
。

（
4
） 

前
掲
『
続
日
本
紀
』
第
五
巻
（
一
九
九
八
年
）
一
四
〜
一
五
頁
、
五
二
〜
五
三
頁
。
蝦
賊
は
エ
ミ
シ
と
よ
む
。

（
5
） 

新
訂
増
補
国
史
大
系
『
吾
妻
鏡
』
前
篇
・
新
装
版
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
）
三
三
三
頁
、
三
六
七
頁
。
原
文
は
漢
文
。

（
6
） 

垂
水
氏
の
も
の
は
法
令
集
に
近
く
、
垂
水
訳
『
大
逆
罪
に
関
す
る
比
較
法
制
資
料
』（
司
法
資
料
第
一
二
五
号
、
一
九
二
八
年
）
附
録
。
滝
川

氏
の
も
の
は
（
一
般
読
書
人
が
理
解
で
き
な
い
か
ら
）
論
文
に
近
く
、
歴
史
公
論
第
二
巻
第
一
二
号
（
一
九
三
三
年
）
所
収
。

（
7
） 

日
本
イ
エ
ズ
ス
会
に
よ
る
長
崎
版
「
日
葡
辞
書
」
の
発
行
は
、
徳
川
家
康
将
軍
宣
下
の
、
慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
年
）
で
あ
る
。
土
井
忠
生
ら

編
訳
『
邦
訳
日
葡
辞
書
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
〇
年
）
二
六
〇
頁
の
、F

onguiacu 

ホ
ン
ギ
ャ
ク
、F

ongueqi 

ホ
ン
ゲ
キ
。

（
8
） 

石
井
良
助
編
『
徳
川
禁
令
考
』
前
集
第
一
（
創
文
社
、
一
九
五
九
年
）
六
一
頁
。
原
文
は
漢
文
。

（
9
） 

注（
8
）と
同
じ
。

（
10
） 

前
掲
『
徳
川
禁
令
考
』
別
巻
（
一
九
六
一
年
）
所
収
の
「
棠
蔭
秘
鑑
」
一
一
七
〜
一
一
八
頁
。

（
11
） 

公
儀
概
念
の
概
略
は
、
尾
藤
正
英
『
江
戸
時
代
と
は
な
に
か
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
）
五
八
〜
六
五
頁
。
詳
細
は
、
深
谷
克
己
「
公
儀

と
身
分
制
」
参
照
。
原
秀
三
郎
ら
編
『
大
系
日
本
国
家
史
』
第
三
巻
・
近
世
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
五
年
）
所
収
。

九
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近
世
日
本
の
叛
逆
に
つ
い
て
（
新
井
）

（
一
二
九
五
）

（
12
） 

注（
10
）六
五
頁
。
逆
罪
に
つ
い
て
、
平
松
義
郎
『
近
世
刑
事
訴
訟
法
の
研
究
』（
創
文
社
、
一
九
六
〇
年
）
四
〜
五
頁
、
一
一
〜
一
二
頁
。

（
13
） 

日
本
古
典
文
学
大
系
『
保
元
物
語
・
平
治
物
語
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
一
年
）
保
元
物
語
・
一
四
三
頁
。
本
書
の
底
本
は
、
中
世
後
期
の
写
本

ら
し
い
金
刀
比
羅
宮
蔵
本
。

（
14
） 
中
村
元
『
広
説
仏
教
語
大
辞
典
』
縮
刷
版
（
東
京
書
籍
、
二
〇
一
〇
年
）
二
七
二
頁
。
阿
羅
漢
は
、
二
五
頁
。

（
15
） 

注（
13
）古
活
字
本
保
元
物
語
・
三
八
〇
頁
。
本
書
の
底
本
は
、
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
本
。

（
16
） 

日
本
古
典
文
学
大
系
『
太
平
記
』
第
一
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
〇
年
）
六
五
〜
六
六
頁
。
本
書
の
底
本
は
、
慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
年
）
の

古
活
字
本
。
こ
の
「
大
逆
」
に
、
釜
田
喜
三
郎
氏
は
「
極
悪
の
罪
で
君
父
を
殺
す
な
ど
」
と
い
う
頭
注
を
ふ
し
て
い
る
（
六
六
頁
）。

（
17
） 

垂
水
・
前
掲
『
大
逆
罪
に
関
す
る
比
較
法
制
資
料
』
附
録
二
五
〇
〜
二
五
三
頁
。
引
用
は
、
垂
水
氏
の
表
記
に
従
っ
た
。
な
お
、
出
入
り
扱
い

は
原
告
が
被
告
を
奉
行
所
に
訴
え
る
も
の
で
、
吟
味
扱
い
と
対
で
あ
る
。

（
18
） 

潁
原
退
蔵
・
尾
形
仂
『
江
戸
時
代
語
辞
典
』（
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
〇
八
年
）
一
一
九
三
頁
。

（
19
） 

滝
川
・
前
掲
「
内
乱
罪
・
謀
反
罪
の
字
義
及
び
沿
革
」
一
二
四
頁
。

（
20
） 

新
井
君
美
『
藩
翰
譜
』
柳
生
宗
矩
の
項
、
日
本
の
思
想
『
新
井
白
石
集
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
〇
年
）
一
〇
一
頁
。
只
管
は
、
ひ
た
す
ら
。

一　

江
戸
前
期
の
叛
逆

（
一
）武
家
諸
法
度
①

江
戸
中
期
の
紀
州
藩
は
、
榊
原
篁
洲
・
高
瀬
学
山
ら
高
名
な
学
者
が
で
て
、
明
律
研
究
が
盛
ん
だ
っ
た
。
そ
の
せ
い
か
、
徳
川
吉
宗
は

法
律
を
好
ん
だ
。
御
定
書
は
、
吉
宗
の
命
に
よ
り
、
老
中
松
平
乗
邑
の
下
で
三
奉
行
が
編
纂
を
行
い
、
寛
保
二
年
（
一
七
四
二
年
）
終
了

し
た
。
こ
の
寛
保
の
御
定
書
は
残
っ
て
い
な
い
。
そ
の
後
も
増
補
・
改
訂
が
続
け
ら
れ
、
次
代
家
重
の
宝
暦
四
年
（
一
七
五
四
年
）
最
終

九
〇
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的
に
確
定
し
た
。
こ
の
宝
暦
の
御
定
書
（
の
校
合
本
）
が
天
保
の
「
棠
蔭
秘
鑑
」
に
収
め
ら
れ
、
現
在
ま
で
残
っ
て
い
る
（
21
）

。

御
定
書
は
、
八
一
「
人
相
書
を
以
御
尋
に
可
成
も
の
之
事
」
の
第
一
に
「
公
儀
江
対
し
候
重
キ
謀
計
」
を
掲
げ
な
が
ら
、
何
ら
刑
罰
を

お
か
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
法
典
の
体
裁
上
、
磔
刑
を
以
て
罰
す
る
主
殺
し
・
親
殺
し
に
前
置
し
て
、
公
儀
を
脅
か
す
犯
罪
が
あ
る
こ
と

を
抽
象
的
に
記
し
て
お
い
た
に
す
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
幕
府
法
の
代
表
的
刑
事
法
典
に
は
、
政
治
犯
罪
を
処
罰
す
る
具
体
的
な
規
定
が

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
法
制
史
家
の
平
松
義
郎
氏
が
、
御
定
書
に
は
「
不
敬
罪
・
内
乱
罪
は
出
て
こ
な
い
。
謀
反
の

罪
も
刑
も
幕
府
は
規
定
し
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
件
を
予
測
す
る
こ
と
さ
え
不
敬
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
」
と
論
じ
て
い
る
（
22
）

。
非
公
開

の
法
典
の
中
で
「
予
測
す
る
こ
と
さ
え
不
敬
」
と
い
う
の
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
そ
の
論
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。

無
論
、
法
が
な
く
て
も
事
件
は
お
き
る
。
寛
永
の
島
原
の
乱
、
慶
安
の
由
井
正
雪
の
変
、
天
保
の
大
塩
平
八
郎
の
乱
な
ど
が
、
そ
れ
で

あ
る
。
し
か
し
、
頑
丈
に
構
築
さ
れ
た
幕
藩
体
制
の
下
で
、
幕
府
が
警
戒
す
る
べ
き
は
庶
民
や
牢
人
で
は
な
く
、
軍
事
力
を
有
し
て
全
国

に
展
開
す
る
多
数
の
大
名
だ
っ
た
こ
と
は
、
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
。
武
家
諸
法
度
は
行
為
規
範
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
幕
府
は
遵
行
を

命
じ
て
、
そ
の
違
反
者
を
罰
す
る
こ
と
に
よ
り
、
叛
逆
の
芽
を
早
期
に
芟
除
で
き
た
の
で
あ
る
。

こ
の
機
能
を
も
つ
た
め
、
歴
代
の
徳
川
将
軍
が
発
令
し
た
武
家
諸
法
度
は
、
大
名
に
叛
逆
予
備
・
叛
逆
陰
謀
の
嫌
疑
を
か
け
る
恰
好
の

道
具
と
な
っ
た
。
最
初
の
武
家
諸
法
度
は
、
慶
長
二
〇
年
（
一
六
一
五
年
）
七
月
七
日
、
徳
川
秀
忠
が
、
伏
見
城
に
召
集
し
た
諸
大
名
の

前
で
、
崇
伝
を
し
て
、
①
「
文
武
弓
馬
の
道
、
専
ら
相
嗜
む
べ
き
事
」
に
始
ま
る
、
全
一
三
条
を
よ
み
あ
げ
さ
せ
た
（
23
）

。
第
一
条
は
、
文
武

二
つ
の
道
を
兼
備
し
、
武
家
と
し
て
特
に
弓
馬
の
道
を
修
練
せ
よ
、
と
奨
励
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
一
条
と
同
じ
く
、
⑫
「
諸
国
諸
侍
、
倹
約
を
用
い
ら
る
べ
き
事
」
や
、
⑬
「
国
主
、
政
務
の
器
用
を
撰
ぶ
べ
き
事
」
は
、
諸
大
名
に

奨
励
す
る
事
項
を
記
し
た
条
文
で
あ
り
、
さ
ら
に
⑨
「
諸
大
名
、
参
勤
作
法
の
事
」
は
、
参
勤
交
代
の
さ
い
率
い
る
人
数
を
限
る
条
文
で

九
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近
世
日
本
の
叛
逆
に
つ
い
て
（
新
井
）

（
一
二
九
七
）

あ
る
。
こ
れ
ら
を
除
く
九
カ
条
は
、
諸
大
名
に
対
し
て
禁
止
す
る
事
項
を
記
し
た
条
文
で
あ
る
。
こ
の
禁
止
事
項
に
違
反
す
る
（
と
幕
府

が
認
定
す
る
）
と
、
減
封
や
除
封
が
行
わ
れ
た
。
⑦
（
こ
れ
も
間
接
の
禁
止
）
を
含
め
、
禁
止
事
項
は
次
の
よ
う
で
あ
る
（
24
）

。

②
「
群
飲
佚
遊
（
い
つ
ゆ
う
）
を
制
す
べ
き
事
」

③
「
法
度
に
背
く
輩
（
と
も
が
ら
）
を
国
々
に
隠
し
置
く
べ
か
ら
ざ
る
事
」

④
「
国
々
の
大
名
・
小
名
并
（
な
ら
び
に
）
諸
給
人
、
各
相
抱
え
る
士
卒
に
叛
逆
を
な
し
人
を
殺
害
す
る
の
告
げ
あ
ら
ば
、
速
や
か
に

追
い
出
だ
す
べ
き
事
」

⑤
「
自
今
以
後
、
国
人
の
外
、
他
国
の
者
を
交
り
置
く
べ
か
ら
ざ
る
事
」

⑥
「
諸
国
の
居
城
、
修
補
た
る
と
雖
も
、
必
ず
言
上
す
べ
し
。
况
や
新
儀
の
搆
営
、
堅
く
停
止
せ
し
む
る
事
」

⑦
「
隣
国
に
お
い
て
新
儀
を
企
て
、
徒
党
を
結
ぶ
者
こ
れ
あ
ら
ば
、
早
く
言
上
致
す
べ
き
事
」

⑧
「
私
（
わ
た
く
し
）
に
婚
姻
を
締
（
む
す
）
ぶ
べ
か
ら
ざ
る
事
」

⑩
「
衣
装
の
品
、
混
雑
す
べ
か
ら
ざ
る
事
」

⑪
「
雑
人
、
恣
に
乗
輿
す
べ
か
ら
ざ
る
事
」

武
家
諸
法
度
の
禁
じ
る
居
城
の
無
断
修
補
を
咎
め
ら
れ
、
元
和
五
年
（
一
六
一
九
年
）
六
月
、
芸
州
・
備
後
の
二
国
を
没
収
さ
れ
た
の

が
、
外
様
の
福
島
正
則
で
あ
る
。
徳
川
秀
忠
の
事
績
を
記
す
「
台
徳
院
殿
御
実
紀
」
は
、
正
則
が
「
居
城
広
島
に
於
て
、
恣
に
城
櫓
壁
塁

を
増
築
し
、
天
下
の
大
禁
を
犯
す
」
と
記
し
て
い
る
（
25
）

。
上
洛
中
の
秀
忠
が
「
正
則
今
度
の
命
を
聞
て
、
対
捍
の
挙
動
せ
ん
と
き
は
、
速
に

人
数
を
発
し
誅
戮
を
加
ふ
べ
き
旨
」
を
命
じ
た
た
め
、
江
戸
愛
宕
山
下
の
正
則
邸
に
上
使
が
入
る
日
に
は
、
蒲
生
忠
郷
ら
の
人
数
が
邸
外

を
包
囲
し
、
先
手
組
が
愛
宕
山
の
上
に
鉄
砲
を
並
べ
た
と
い
う
（
26
）

。
豊
臣
氏
を
滅
ぼ
し
た
幕
府
の
強
大
な
力
を
前
に
し
て
、
正
則
は
除
封
の
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命
令
を
拒
む
こ
と
な
く
、
信
州
川
中
島
な
ど
に
四
万
五
〇
〇
〇
石
の
小
領
を
給
さ
れ
、
蟄
居
に
お
い
こ
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

元
和
九
年
二
月
、
幕
府
は
、
御
家
門
の
松
平
忠
直
を
改
易
し
、
豊
後
萩
原
へ
配
流
し
た
。
忠
直
（
結
城
秀
康
の
嫡
男
）
は
秀
忠
の
甥
に

し
て
女
婿
で
、
北
の
庄
を
居
城
と
し
越
前
一
国
を
領
地
と
し
た
。
秀
忠
の
「
台
徳
院
殿
御
実
紀
」
は
、
忠
直
の
強
暴
の
振
る
舞
い
、
酒
色

の
耽
溺
、
家
臣
の
濫
誅
を
『
藩
翰
譜
』
の
記
事
を
基
と
し
て
記
し
て
い
る
（
27
）

。
中
で
も
忠
直
が
「
参
覲
朝
聘
の
礼
を
も
つ
と
め
ず
」
と
い
う

点
を
特
筆
し
て
い
る
（
28
）

。
こ
れ
は
、
行
為
規
範
と
し
て
の
武
家
諸
法
度
の
違
反
で
あ
る
。

寛
永
九
年
（
一
六
三
二
年
）
六
月
、
幕
府
は
、
外
様
の
加
藤
忠
広
を
改
易
し
、
肥
後
一
国
を
没
収
し
た
。
忠
広
を
羽
州
庄
内
、
嫡
男
の

光
広
を
飛
州
高
山
へ
配
流
し
た
。
徳
川
家
光
の
事
績
を
記
す
「
大
猷
院
殿
御
実
紀
」
は
、
表
向
き
「
忠
広
近
年
行
跡
不
正
に
し
て
、
そ
の

上
府
（
江
戸
）
に
て
生
れ
し
幼
息
を
、
大
喪
（
同
年
一
月
秀
忠
没
）
の
折
か
ら
ひ
そ
か
に
母
子
共
に
居
城
（
熊
本
城
）
に
を
く
り
、
公
を

蔑
如
す
る
挙
動
い
ち
じ
る
し
」
こ
と
を
理
由
と
し
て
い
る
（
29
）

。
一
方
、
こ
の
「
大
猷
院
殿
御
実
紀
」
は
ま
た
、
光
広
が
老
中
の
土
井
利
勝
を

首
謀
者
と
す
る
謀
叛
の
企
て
に
同
意
す
べ
し
と
い
う
偽
書
を
作
成
し
、
家
士
を
し
て
一
、
二
の
幕
臣
へ
投
げ
入
れ
さ
せ
た
こ
と
を
記
し
て

い
る
（
30
）

。
こ
の
偽
書
が
も
し
本
物
な
ら
光
広
は
叛
逆
者
で
あ
り
、
忠
広
は
武
家
諸
法
度
の
「
各
相
抱
え
る
士
卒
に
叛
逆
を
な
し
」
の
条
文
に

よ
り
、
光
広
を
自
国
よ
り
追
い
出
だ
す
か
斬
り
捨
て
る
か
し
か
途
は
な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
、
光
広
は
一
六
、
七
歳
の
年
少
で
、
秀
忠
の

外
孫
（
実
は
家
康
の
女
、
振
姫
の
孫
）
だ
っ
た
か
ら
、
幕
府
は
忠
広
に
一
万
石
、
光
広
に
一
〇
〇
人
扶
持
を
給
し
た
の
で
あ
る
。

（
二
）武
家
諸
法
度
②

さ
て
、
徳
川
家
光
が
上
洛
し
、
伏
見
城
で
将
軍
宣
下
を
う
け
た
の
は
、
元
和
九
年
（
一
六
二
三
年
）
七
月
で
あ
る
。
し
か
し
、
秀
忠
の

健
在
な
間
は
、
実
権
は
な
お
秀
忠
の
掌
中
に
あ
っ
た
。
寛
永
六
年
九
月
、
幕
府
は
、
最
初
の
武
家
諸
法
度
を
改
め
、
全
一
一
条
の
新
令
を

九
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発
令
し
た
（
31
）

。
こ
れ
は
、
⑤
⑨
二
カ
条
を
削
除
し
、
⑪
乗
輿
を
免
す
範
囲
を
広
げ
た
も
の
で
あ
る
。
家
光
は
、
代
始
め
と
し
て
、
寛
永
一
二

年
（
一
六
三
五
年
）
六
月
、
全
一
九
条
の
武
家
諸
法
度
を
発
令
し
た
。
す
な
わ
ち
、
江
戸
城
に
召
集
し
た
諸
大
名
の
前
で
、
起
草
者
の
林

道
春
を
し
て
、
文
武
弓
馬
の
道
に
始
ま
る
全
条
文
を
よ
み
あ
げ
さ
せ
、
終
る
と
家
光
が
姿
を
現
し
、
諸
大
名
に
「
神
祖
、
台
徳
院
殿
両
代

の
法
令
、
年
月
を
ふ
る
事
既
に
久
し
け
れ
ば
、
今
度
損
益
刪
定
し
て
令
せ
ら
る
。
各
此
旨
を
守
る
べ
し
」
と
命
じ
た
の
で
あ
る
（
32
）

。

こ
の
寛
永
一
二
年
の
新
令
は
（
33
）

、
最
初
の
文
武
弓
馬
の
道
の
条
文
に
続
き
、
②
「
大
名
、
小
名
在
江
戸
交
替
相
定
む
る
所
な
り
。
毎
歳
夏

四
月
中
参
勤
致
す
べ
し
」
と
し
て
、
参
勤
交
代
を
制
度
化
し
た
。
さ
ら
に
、
③
新
規
（
儀
か
）
城
郭
搆
営
の
禁
止
・
居
城
修
補
の
さ
い
の

措
置
の
条
文
の
順
位
を
く
り
あ
げ
た
。
前
に
は
隣
国
に
擬
え
た
の
を
改
め
、
⑥
「
新
儀
を
企
て
、
徒
党
を
結
び
、
誓
約
を
な
す
の
儀
」
を

禁
止
し
た
。
こ
れ
は
徒
党
・
誓
約
を
後
置
す
る
こ
と
で
、
新
儀
、
す
な
わ
ち
叛
逆
の
予
備
・
陰
謀
を
禁
止
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
改
正
に

伴
い
、
例
の
「
各
相
抱
え
る
士
卒
に
叛
逆
を
な
し
人
を
殺
害
す
る
の
告
げ
あ
ら
ば
」
の
条
を
、
新
令
は
⑫
「
本
主
の
障
り
（
本
来
の
主
の

凶
事
）
こ
れ
あ
る
者
は
、
相
抱
え
る
べ
か
ら
ず
。
も
し
叛
逆
・
殺
害
人
の
告
げ
あ
ら
ば
、
こ
れ
を
返
す
べ
し
」
と
改
め
た
（
34
）

。

こ
の
新
令
は
、
幾
つ
も
行
為
規
範
を
加
え
た
。
④
江
戸
や
他
国
で
変
事
出
来
の
さ
い
「
在
国
の
輩
は
そ
の
所
を
守
り
、
下
知
を
相
待
つ

べ
き
事
」
が
そ
れ
で
、
⑭
「
知
行
所
務
は
清
廉
に
こ
れ
を
沙
汰
し
、
非
法
を
致
さ
ず
、
国
郡
を
衰
弊
せ
し
む
べ
か
ら
ざ
る
事
」
も
そ
れ
で

あ
る
し
、
さ
ら
に
は
、
⑮
道
路
・
駅
馬
・
舟
梁
（
橋
）
な
ど
往
還
の
整
備
、
⑯
私
の
関
所
・
津
留
の
禁
止
、
⑰
五
〇
〇
石
積
以
上
の
大
船

建
造
の
禁
止
、
も
そ
れ
で
あ
る
。
新
令
の
中
で
、
⑲
「
万
事
江
戸
の
法
度
の
如
く
、
国
々
所
々
に
お
い
て
遵
行
す
べ
き
の
事
」
は
、
重
要

な
追
加
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
幕
府
が
全
国
法
を
発
令
す
る
場
合
、
諸
大
名
に
領
内
で
の
遵
行
を
命
じ
る
も
の
で
あ
る
。
例
と
し
て
、
文
政

八
年
（
一
八
二
五
年
）
二
月
の
無
二
念
打
払
令
を
想
起
す
れ
ば
よ
い
。

こ
れ
よ
り
前
、
幕
府
は
、
寛
永
九
年
九
月
、
全
九
条
の
条
々
を
、
諸
番
頭
・
諸
奉
行
に
下
付
し
た
（
35
）

。
①
「
侍
の
道
油
断
な
く
、
軍
役
等
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相
嗜
む
へ
き
事
」
に
始
ま
る
、
簡
略
な
行
為
規
範
で
あ
る
。
幕
府
は
麾
下
の
人
々
が
叛
逆
す
る
と
考
え
な
い
か
ら
、
叛
逆
に
関
す
る
規
定

ら
し
い
も
の
は
な
く
、
④
「
徒
党
を
結
ひ
、
あ
る
い
は
荷
担
し
あ
る
い
は
妨
け
を
な
す
儀
、
停
止
の
事
」
も
、
た
だ
徒
党
禁
止
の
規
定
で

あ
る
。
幕
府
は
、
武
家
諸
法
度
の
発
令
に
続
き
、
寛
永
一
二
年
一
二
月
、
全
二
三
条
の
諸
士
法
度
を
発
令
し
た
（
36
）

。
す
な
わ
ち
、
江
戸
城
に

旗
本
・
御
家
人
を
召
集
し
て
、
林
道
春
を
し
て
、
①
「
忠
孝
を
は
け
ま
し
、
礼
法
を
た
ゝ
し
、
常
に
文
道
武
芸
を
心
か
け
、
義
理
を
専
に

し
、
風
俗
を
み
た
る
へ
か
ら
さ
る
事
」
に
始
ま
る
全
条
文
を
よ
み
あ
げ
さ
せ
た
。
こ
れ
は
、
条
々
を
基
と
し
て
起
草
し
直
さ
れ
た
、
公
私

に
及
ぶ
、
詳
細
な
行
為
規
範
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
⑫
「
本
主
の
障
あ
る
も
の
こ
れ
を
相
抱
え
る
へ
か
ら
す
。
叛
逆
・
殺
害
・
盗
賊
人
の
届

あ
ら
は
、
急
度
こ
れ
を
返
す
へ
し
」
の
一
条
も
含
ま
れ
て
い
る
。

（
三
）叛
逆
の
事
例

江
戸
前
期
の
叛
逆
中
、
規
模
の
大
き
な
も
の
が
、
寛
永
一
四
、
五
年
（
一
六
三
七
、
八
年
）
の
島
原
の
乱
で
あ
る
。
肥
前
島
原
も
対
岸

の
肥
後
天
草
も
、
キ
リ
シ
タ
ン
の
多
い
地
域
で
あ
る
。
島
原
は
松
倉
勝
家
、
天
草
は
肥
前
唐
津
の
寺
沢
堅
高
の
領
地
で
、
領
主
の
収
奪
と

弾
圧
、
こ
れ
に
対
す
る
領
民
の
反
抗
と
い
う
図
式
が
共
通
し
て
い
た
。
寛
永
一
四
年
一
〇
月
、
島
原
の
一
揆
が
蜂
起
し
、
こ
れ
に
天
草
の

一
揆
が
呼
応
し
、
一
万
二
〇
〇
〇
人
の
人
数
に
膨
れ
あ
が
っ
た
。
益
田
時
貞
を
総
大
将
と
し
て
原
の
廃
城
に
籠
城
し
た
と
き
に
は
、
三
万

七
〇
〇
〇
人
を
数
え
た
と
い
う
。
城
中
の
一
揆
勢
は
、
包
囲
す
る
寄
せ
手
の
陣
へ
矢
文
を
送
り
「
我
々
国
郡
を
望
み
利
慾
の
た
め
反
逆
を

企
し
に
あ
ら
ず
。
た
ゞ
此
宗
門
を
ふ
み
つ
ぶ
し
給
は
ん
と
の
事
ゆ
へ
、
止
事
を
得
ず
し
て
防
戦
す
る
」
と
主
張
し
た
（
37
）

。

幕
府
は
、
最
初
板
倉
重
昌
を
追
討
使
と
し
て
、
島
原
へ
派
遣
し
た
。
重
昌
は
、
加
藤
氏
除
封
に
伴
う
、
細
川
氏
（
豊
前
小
倉
）
の
肥
後

転
封
の
さ
い
、
熊
本
城
引
き
渡
し
役
を
務
め
た
。
し
か
し
、
寄
せ
手
の
諸
大
名
は
小
身
の
重
昌
の
命
令
に
服
さ
ず
、
城
攻
め
は
徒
に
犠
牲
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者
を
ふ
や
し
た
。
幕
府
は
、
続
い
て
老
中
の
松
平
信
綱
・
戸
田
氏
銕
の
二
人
を
追
討
使
と
し
て
、
島
原
へ
派
遣
し
た
。
重
昌
は
信
綱
ら
の

到
着
前
に
総
攻
め
を
行
い
、
城
中
か
ら
の
銃
弾
に
倒
れ
た
。
信
綱
は
、
一
二
万
四
〇
〇
〇
人
の
軍
勢
を
以
て
遠
攻
め
を
行
っ
た
。
籠
城
が

長
期
に
及
び
兵
糧
・
矢
玉
が
底
を
つ
い
た
翌
一
五
年
二
月
、
信
綱
は
総
攻
め
を
行
い
原
城
を
陥
落
さ
せ
た
。
信
綱
は
時
貞
を
は
じ
め
一
揆

勢
の
首
を
梟
首
さ
せ
、
改
宗
し
な
い
者
は
女
も
子
供
も
斬
首
さ
せ
た
の
で
あ
る
（
38
）

。

江
戸
前
期
の
叛
逆
中
、
幕
府
顛
覆
を
企
て
た
の
が
、
慶
安
四
年
（
一
六
五
一
年
）
の
由
井
正
雪
の
変
で
あ
る
。
慶
安
四
年
四
月
、
徳
川

家
光
が
死
去
し
た
と
き
、
四
代
家
綱
は
一
一
歳
。
駿
州
出
身
の
兵
学
者
由
井
正
雪
を
首
魁
と
し
、
本
郷
の
鎗
術
家
丸
橋
中
弥
ら
、
多
数
の

牢
人
が
荷
担
し
て
、
江
戸
・
京
坂
で
挙
兵
し
、
正
雪
は
東
照
宮
の
あ
る
久
能
山
を
占
拠
、
東
西
に
命
令
を
発
し
て
、
幕
府
の
顛
覆
を
図
る

と
い
う
筋
書
き
だ
っ
た
と
い
う
（
39
）

。

七
月
二
三
日
、
町
奉
行
所
は
中
弥
、
門
弟
三
人
、
妻
子
ら
を
捕
縛
し
、
二
六
日
、
駿
府
で
は
、
捕
吏
が
正
雪
の
旅
宿
を
包
囲
し
、
正
雪

と
従
者
八
人
は
自
刃
し
た
。
幕
吏
は
、
駿
府
で
は
一
味
の
二
五
人
を
投
獄
し
た
。
二
九
日
、
江
戸
で
は
一
味
の
五
七
人
、
妻
子
一
〇
〇
余

人
を
投
獄
し
た
。
八
月
一
〇
日
、
品
川
（
鈴
が
森
か
）
で
中
弥
ら
二
九
人
を
磔
と
し
、
七
人
を
斬
刑
に
処
し
た
。
同
日
、
安
倍
川
で
正
雪

ら
自
刃
し
た
一
〇
人
（
一
人
増
加
か
）
を
梟
首
に
処
し
た
。
九
月
一
三
日
に
は
、
品
川
で
二
三
人
を
磔
や
梟
首
に
処
し
た
（
40
）

。

（
21
） 

寛
保
の
御
定
書
、
宝
暦
の
御
定
書
に
つ
い
て
は
、
服
藤
弘
司
『
公
事
方
御
定
書
研
究
序
説
』（
創
文
社
、
二
〇
一
〇
年
）
一
四
頁
以
下
、
一
九

頁
以
下
。

（
22
） 

平
松
義
郎
『
江
戸
の
罪
と
罰
』（
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
二
〇
一
〇
年
）
九
三
頁
。
な
お
、
原
本
は
一
九
八
八
年
発
行
。

（
23
） 

新
訂
増
補
国
史
大
系
『
徳
川
実
紀
』
第
二
篇
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
六
年
）
五
五
頁
。

（
24
） 

武
家
諸
法
度
の
原
文
は
漢
文
。
慶
長
二
〇
年
（
元
和
元
年
）
の
武
家
諸
法
度
は
、
注（
23
）の
『
徳
川
実
紀
』
第
二
篇
五
五
〜
五
六
頁
。
同
じ
く

九
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二
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注（
8
）の
『
徳
川
禁
令
考
』
前
集
第
一
、
六
一
〜
六
二
頁
。
引
用
は
後
者
（
禁
令
考
）
に
よ
る
。
前
者
（
実
紀
）
は
⑤
国
人
が
国
民
、
⑦
早
く
言
上

が
早
速
言
上
、
⑧
婚
姻
を
締
ぶ
が
結
ぶ
、
⑨
参
勤
が
参
覲
な
ど
、
両
者
に
小
異
が
あ
る
。

（
25
） 
注（
23
）一
六
三
頁
。
福
島
正
則
除
封
の
記
事
は
、
こ
の
頁
か
ら
一
七
三
頁
ま
で
。
福
島
正
則
の
除
封
に
つ
い
て
は
、
笠
谷
和
比
古
「
大
名
改
易

論
」
の
第
一
節
元
和
五
年
の
福
島
正
則
改
易
事
件
、
が
詳
し
い
。
笠
谷
『
近
世
武
家
社
会
の
政
治
構
造
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
三
年
）
所
収
。

（
26
） 

注（
25
）と
同
じ
。

（
27
） 

注（
23
）二
一
一
頁
。
松
平
忠
直
の
行
状
は
、
菊
池
寛
に
小
説
の
材
料
を
提
供
し
た
（
忠
直
卿
行
状
記
、
一
九
一
八
年
）。

（
28
） 

注（
23
）二
一
一
頁
、
二
四
六
頁
。

（
29
） 

前
掲
『
徳
川
実
紀
』
第
二
篇
五
四
九
〜
五
五
〇
頁
。
加
藤
忠
広
の
除
封
に
つ
い
て
は
、
笠
谷
・
前
掲
「
大
名
改
易
論
」
の
第
二
節
寛
永
九
年
の

加
藤
忠
広
改
易
事
件
、
が
詳
し
い
。

（
30
） 

注（
29
）五
四
六
頁
。
笠
谷
氏
は
、
偽
書
を
密
書
と
表
現
し
て
「
密
書
の
内
容
は
土
井
利
勝
に
将
軍
家
光
に
対
す
る
弑
逆
を
、
お
そ
ら
く
は
暗
殺

と
し
て
の
そ
れ
を
勧
め
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
」
と
推
測
し
て
い
る
（
前
掲
書
二
九
六
頁
）。
光
広
は
翌
寛
永
一
〇
年
、
高
山
で
没
し
た
。

（
31
） 

前
掲
『
徳
川
実
紀
』
第
二
篇
四
六
六
〜
四
六
七
頁
。
全
条
文
を
掲
載
し
て
い
る
。
前
掲
『
徳
川
禁
令
考
』
前
集
第
一
は
、
⑪
の
条
文
一
カ
条
を

の
せ
る
に
す
ぎ
な
い
（
六
三
頁
）。

（
32
） 

注（
31
）六
八
三
〜
六
八
四
頁
。
全
条
文
を
掲
載
し
て
い
る
。
家
光
の
言
葉
は
、
慶
長
（
元
和
）
の
武
家
諸
法
度
は
家
康
が
発
令
し
、
寛
永
六
年

の
武
家
諸
法
度
は
秀
忠
が
発
令
し
た
、
と
い
う
解
釈
。
前
掲
『
徳
川
禁
令
考
』
前
集
第
一
は
、
耶
蘇
宗
門
の
禁
止
、
不
孝
の
輩
の
処
罰
の
二
カ
条
を

併
せ
、
全
二
一
条
と
す
る
（
六
三
〜
六
五
頁
）。

（
33
） 

引
用
は
前
掲
『
徳
川
禁
令
考
』
前
集
第
一
、
六
三
〜
六
五
頁
に
よ
る
。
原
文
は
漢
文
。
禁
令
考
と
実
紀
は
、
小
異
が
あ
る
。

（
34
） 

な
お
、
⑫
全
文
は
「
本
主
の
障
り
こ
れ
あ
る
者
は
、
相
抱
え
る
べ
か
ら
ず
。
も
し
叛
逆
・
殺
害
人
の
告
げ
あ
ら
ば
、
こ
れ
を
返
す
べ
し
。
向
背

の
族
（
背
を
向
け
て
交
わ
な
い
一
族
）
は
あ
る
い
は
こ
れ
を
返
し
、
あ
る
い
は
こ
れ
を
追
い
出
だ
す
べ
き
事
」。

（
35
） 

注（
31
）五
六
七
頁
。
条
々
の
原
文
は
、
漢
文
交
じ
り
の
和
文
。
引
用
は
前
掲
『
徳
川
禁
令
考
』
前
集
第
一
、
七
一
頁
に
よ
る
。
禁
令
考
と
実
紀

は
、
言
葉
・
表
現
が
大
き
く
異
な
る
。

九
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世
日
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叛
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に
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い
て
（
新
井
）

（
一
三
〇
三
）

（
36
） 

注（
31
）六
九
七
〜
六
九
八
頁
。
諸
士
法
度
の
原
文
も
、
漢
文
交
じ
り
の
和
文
。
引
用
は
前
掲
『
徳
川
禁
令
考
』
前
集
第
一
、
七
一
〜
七
三
頁
に

よ
る
。
禁
令
考
と
実
紀
は
、
言
葉
・
表
現
が
大
き
く
異
な
る
。

（
37
） 
前
掲
『
徳
川
実
紀
』
第
三
篇
（
一
九
七
六
年
）
八
四
頁
。

（
38
） 
注（
37
）一
〇
三
頁
。
な
お
、
幕
府
は
、
松
倉
勝
家
の
島
原
の
領
地
を
没
収
し
、
勝
家
を
作
州
に
配
流
し
た
後
、
逆
徒
の
蜂
起
な
ど
を
罪
に
と
い

斬
刑
に
処
し
た
。
寺
沢
堅
高
の
天
草
の
領
地
も
没
収
し
た
。
堅
高
は
浅
草
海
禅
寺
で
自
害
し
た
。

（
39
） 

前
掲
『
徳
川
実
紀
』
第
四
篇
（
一
九
七
六
年
）
一
八
頁
。

（
40
） 

注（
39
）一
七
〜
一
八
頁
、
一
九
頁
、
二
二
頁
、
二
九
頁
。
な
お
、
九
月
一
八
日
、
駿
府
で
、
由
井
正
雪
の
父
母
、
妻
、
兄
弟
ら
を
処
刑
し
た
と

い
う
。
斬
刑
だ
ろ
う
。
竹
内
誠
ら
編
『
日
本
近
世
人
名
辞
典
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
五
年
）
一
〇
九
五
頁
（
村
井
益
男
氏
執
筆
）。

二　

江
戸
中
期
・
後
期
の
叛
逆

（
一
）御
定
書

平
松
義
郎
氏
は
「
謀
反
の
罪
も
刑
も
幕
府
は
規
定
し
な
か
っ
た
」
と
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
に
続
き
「
政
治
的
犯
罪
は
『
公
儀
を

恐
れ
ざ
る
致
し
方
』
な
ど
と
概
括
す
る
か
、
あ
る
い
は
関
所
破
、
鉄
砲
の
不
法
使
用
な
ど
を
理
由
に
極
刑
を
科
す
例
で
あ
っ
た
」
と
説
明

し
て
い
る
（
41
）

。
公
儀
を
恐
れ
ざ
る
致
し
方
で
極
刑
を
科
す
る
な
ら
、
刑
法
典
（
刑
事
法
典
）
は
不
要
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
御
定
書
は
関
所

破
り
や
鉄
砲
の
不
法
使
用
な
ど
、
叛
逆
に
結
び
つ
く
禁
止
事
項
を
ど
れ
ほ
ど
お
い
て
い
た
の
か
。

こ
こ
で
、
自
明
の
こ
と
な
が
ら
一
つ
銘
記
す
る
こ
と
が
あ
る
。
武
家
諸
法
度
が
諸
大
名
の
行
為
規
範
で
あ
り
、
御
定
書
が
幕
府
の
裁
判

規
範
だ
っ
た
こ
と
は
、
前
に
ふ
れ
た
。
敷
衍
す
る
と
、
前
者
の
名
宛
人
は
諸
大
名
で
、
後
者
の
名
宛
人
は
幕
府
の
（
裁
判
の
）
諸
奉
行
で

九
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あ
る
。
裁
判
規
範
は
前
提
と
す
る
行
為
規
範
を
含
む
こ
と
が
多
い
が
、
御
定
書
は
元
々
「
奉
行
中
の
ほ
か
他
見
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
」
法
典

で
、
そ
の
中
に
行
為
規
範
を
含
ん
で
も
本
来
の
行
為
規
範
で
は
な
い
。
た
だ
、
あ
え
て
い
う
と
、
編
纂
者
が
「
か
く
あ
ら
ざ
る
べ
し
」
と

禁
じ
る
行
為
を
行
う
人
は
、
直
接
に
は
、
幕
府
の
旗
本
・
御
家
人
ら
と
幕
府
御
料
の
大
勢
の
一
般
庶
民
で
あ
る
。
万
石
以
上
の
大
名
で
は

な
い
。
大
名
の
家
士
や
領
民
も
、
直
接
の
対
象
で
は
な
い
。

①
前
記
し
た
よ
う
に
、
御
定
書
は
八
一
「
人
相
書
を
以
御
尋
に
可
成
も
の
之
事
」
の
第
一
に
「
公
儀
江
対
し
候
重
キ
謀
計
」
を
掲
げ
た

が
、
こ
れ
に
対
応
す
る
刑
罰
を
お
か
な
か
っ
た
。
こ
の
一
条
が
犯
人
を
全
国
捜
査
す
る
犯
罪
の
冒
頭
に
「
公
儀
江
対
し
候
重
キ
謀
計
」
を

掲
げ
た
の
は
、
編
纂
者
が
こ
れ
を
幕
府
法
上
最
も
重
大
な
犯
罪
と
し
た
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
や
は
り
叛
逆
の
陰
謀
と
い
う
含
意
が

あ
る
。
慶
安
事
件
の
さ
い
、
幕
府
は
由
井
正
雪
捜
索
の
た
め
、
人
相
書
を
各
所
に
配
布
し
た
と
い
う
（
42
）

。

②
二
〇
「
関
所
を
除
（
よ
け
）
山
越
い
た
し
候
も
の
并
（
な
ら
び
に
）
関
所
を
忍
通
候
御
仕
置
之
事
」
は
、
関
所
を
よ
け
山
越
え
し
た

者
を
そ
の
所
に
お
い
て
磔
、
案
内
者
も
同
じ
所
で
磔
、
関
所
を
忍
び
通
っ
た
者
を
重
き
追
放
、
と
定
め
て
い
る
（
43
）

。
こ
の
忍
び
通
る
と
い
う

の
は
、
関
所
を
役
人
の
目
を
盗
ん
で
通
る
こ
と
を
い
う
ら
し
い
（
44
）

。
重
き
追
放
は
遠
島
に
つ
ぐ
重
い
刑
で
、
関
八
州
・
山
城
・
摂
津
・
肥
前

や
東
海
道
筋
・
木
曾
路
筋
な
ど
広
汎
な
地
域
を
構
い
、
立
ち
入
り
を
禁
止
し
た
の
で
あ
る
。

幕
府
は
、
諸
大
名
に
関
所
を
お
く
こ
と
を
禁
じ
な
が
ら
、
江
戸
を
防
衛
す
る
た
め
、
自
ら
は
全
国
主
要
街
道
の
五
、
六
〇
箇
所
に
関
所

を
お
い
た
。
中
で
も
、
東
海
道
の
箱
根
、
今
切
（
新
居
）
の
関
所
や
、
中
山
道
の
碓
氷
、
木
曾
福
島
の
関
所
を
重
視
し
た
。
こ
れ
ら
関
所

は
、
俗
に
い
う
、
入
り
鉄
砲
に
出
女
を
厳
し
く
検
問
し
た
。
慶
安
事
件
の
さ
い
、
丸
橋
中
弥
を
捕
縛
す
る
と
、
井
伊
直
孝
・
松
平
信
綱
が

鳩
首
し
、
直
ち
に
箱
根
、
碓
氷
、
二
つ
の
関
所
を
固
め
さ
せ
た
の
で
あ
る
（
45
）

。

ち
な
み
に
、
御
定
書
は
、
八
七
「
重
科
人
死
骸
塩
詰
之
事
」
の
一
条
を
お
き
、
重
科
人
が
刑
の
執
行
ま
で
に
死
亡
し
た
と
き
、
死
骸
を

九
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（
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）

塩
詰
め
（
防
腐
措
置
）
と
し
て
お
く
場
合
（
重
科
）
を
定
め
て
い
る
。
①
主
殺
し
、
②
親
殺
し
、
③
関
所
破
り
、
④
「
重
謀
計
」
の
四
罪

が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
人
相
書
き
を
以
て
犯
人
を
全
国
捜
査
す
る
場
合
と
一
致
す
る
。
末
尾
の
「
重
謀
計
」
は
、
八
一
の
「
公
儀
江

対
し
候
重
キ
謀
計
」
の
こ
と
で
あ
る
。
後
の
話
、
幕
吏
は
、
大
塩
平
八
郎
の
塩
詰
め
の
死
骸
を
磔
柱
に
か
け
た
。

③
二
一
「
隠
鉄
砲
在
之
村
方
咎
之
事
」
は
、
隠
し
鉄
砲
の
所
持
者
・
隠
し
鉄
砲
の
発
砲
者
を
、
居
住
地
・
発
砲
地
に
よ
り
、
江
戸
一
〇

里
四
方
・
御
留
場
内
は
遠
島
、
関
八
州
は
中
追
放
、
関
八
州
の
外
は
所
払
い
、
と
定
め
て
い
る
。
遠
島
は
（
江
戸
は
）
伊
豆
七
島
の
一
島

へ
流
し
、
中
追
放
は
武
蔵
・
山
城
・
摂
津
・
肥
前
や
東
海
道
筋
・
木
曾
路
筋
な
ど
広
い
地
域
を
構
い
、
所
払
い
は
居
村
・
居
町
か
ら
追
放

し
た
。
こ
の
一
条
の
表
題
た
る
、
隠
し
鉄
砲
所
持
の
村
方
は
、
名
主
・
組
頭
を
重
き
過
料
や
、
急
度
叱
り
と
定
め
て
い
る
。

御
定
書
は
、
こ
の
よ
う
に
農
村
（
威
筒
、
お
ど
し
づ
つ
）
や
山
村
（
殺
生
筒
）
の
在
方
鉄
砲
に
つ
い
て
、
鉄
砲
改
め
を
不
法
に
さ
け
る

庶
民
を
罰
し
た
の
で
あ
る
。
元
和
偃
武
の
後
は
、
幕
府
に
と
っ
て
も
、
諸
大
名
に
と
っ
て
も
、
大
量
に
鉄
砲
を
製
造
し
大
量
に
使
用
す
る

必
要
性
は
、
僅
か
に
島
原
の
乱
の
と
き
を
除
い
て
な
く
な
っ
た
。
こ
の
一
条
は
、
牢
人
や
武
士
の
鉄
砲
の
不
法
所
持
を
罰
し
て
、
叛
逆
を

防
遏
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。

④
二
八
「
地
頭
江
対
し
強
訴
其
上
致
徒
党
逃
散
之
百
姓
御
仕
置
之
事
」
は
、
地
頭
（
旗
本
）
に
対
し
て
強
訴
し
、
徒
党
を
く
み
、
逃
散

す
る
百
姓
が
い
る
場
合
、
頭
取
は
死
罪
、
名
主
は
重
き
追
放
、
組
頭
は
所
払
い
、
惣
百
姓
は
過
料
、
と
定
め
て
い
る
。
死
罪
は
無
論
、
首

を
刎
ね
る
。
徒
党
は
、
叛
逆
に
発
展
す
る
初
期
段
階
の
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
一
条
は
、
公
儀
に
対
す
る
徒
党
を
い
う
も
の
で
は

な
い
し
、
単
に
百
姓
一
揆
を
想
定
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

六
二
は
、
謀
書
（
文
書
偽
造
）
や
謀
判
（
印
の
偽
造
や
盗
用
）
を
引
き
廻
し
の
上
、
獄
門
、
と
定
め
て
い
る
。
六
七
は
、
似
せ
金
銀
を

拵
え
た
（
通
貨
偽
造
や
変
造
）
者
を
引
き
廻
し
の
上
、
獄
門
、
と
定
め
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
、
叛
逆
の
過
程
で
実
行
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る

九
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か
も
し
れ
な
い
が
、
通
常
の
犯
罪
で
あ
る
。
七
〇
の
火
付
け
や
、
七
一
の
人
殺
し
も
、
無
論
、
通
常
の
犯
罪
で
あ
る
。
御
定
書
を
ざ
っ
と

通
読
し
て
も
、
叛
逆
に
結
び
つ
く
禁
止
事
項
は
ほ
と
ん
ど
み
あ
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。

（
二
）叛
逆
の
事
例

江
戸
中
期
に
は
、
大
飢
饉
に
よ
る
百
姓
一
揆
や
打
ち
毀
し
が
、
全
国
で
多
発
し
た
。
し
か
し
、
幕
藩
体
制
の
下
で
、
幕
府
や
諸
大
名
に

対
し
て
叛
逆
を
企
て
る
者
は
出
現
し
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
叛
逆
の
予
備
に
準
じ
る
も
の
と
し
て
、
垂
加
神
道
家
、
竹
内
式
部

の
宝
暦
事
件
が
あ
る
（
46
）

。
こ
の
事
件
は
、
式
部
の
門
弟
の
公
家
衆
が
、
日
本
書
紀
神
代
巻
を
年
少
の
桃
園
天
皇
に
進
講
し
た
こ
と
が
発
端
で

あ
る
。
式
部
が
邪
説
を
講
じ
、
公
家
衆
に
謀
反
の
志
が
あ
る
、
と
い
う
風
説
が
広
ま
っ
た
。
関
白
近
衛
内
前
は
、
宝
暦
八
年
（
一
七
五
八

年
）
七
月
、
正
親
町
三
条
公
積
、
徳
大
寺
公
城
を
止
官
永
蟄
居
と
す
る
な
ど
、
二
七
人
を
処
分
し
た
（
47
）

。
所
司
代
は
、
翌
九
年
五
月
、
式
部

を
重
き
追
放
と
し
た
。
徳
川
家
重
の
事
績
を
記
す
「
惇
信
院
殿
御
実
紀
」
は
、
式
部
が
京
都
で
兵
書
・
武
事
を
教
習
し
、
堂
上
の
子
弟
等

が
「
み
づ
か
ら
の
家
学
を
ば
を
し
や
り
て
、
日
ご
と
に
馬
に
の
り
、
弓
を
射
た
り
し
に
よ
り
、
堂
上
の
子
弟
等
身
に
似
つ
か
は
し
か
ら
ぬ

こ
と
こ
の
む
と
て
咎
か
う
ぶ
り
、
式
部
は
府
に
め
さ
れ
て
追
放
た
れ
ぬ
」
と
記
し
て
い
る
（
48
）

。

承
久
の
乱
の
前
、
後
鳥
羽
上
皇
の
近
辺
を
髣
髴
と
さ
せ
る
記
事
な
が
ら
、
こ
の
内
容
は
疑
わ
し
い
。
宝
暦
事
件
の
本
質
は
、
垂
加
神
道

の
大
義
名
分
論
か
ら
朝
廷
権
力
の
回
復
を
説
い
た
、
式
部
の
思
想
の
危
険
性
に
あ
る
。
朝
廷
上
層
部
は
幕
府
を
憚
っ
て
、
式
部
と
門
弟
を

排
除
し
た
の
で
あ
る
。
式
部
は
そ
の
後
、
山
県
大
弐
ら
の
明
和
事
件
に
連
坐
し
、
八
丈
島
へ
流
さ
れ
る
途
中
で
病
死
し
た
。
宝
暦
・
明
和

の
二
つ
の
事
件
は
直
接
の
繋
が
り
は
な
い
が
、
ど
ち
ら
も
早
く
に
芽
生
え
た
尊
王
斥
覇
思
想
が
弾
圧
さ
れ
た
事
件
で
あ
る
。

江
戸
後
期
に
は
、
幕
府
に
対
し
て
弓
を
ひ
く
、
正
確
に
は
、
弓
な
ら
ぬ
、
大
筒
を
打
っ
放
す
者
が
出
現
し
た
。
天
保
八
年
（
一
八
三
七
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年
）
大
塩
平
八
郎
の
乱
で
あ
る
（
49
）

。
叛
逆
者
た
る
平
八
郎
は
著
名
な
陽
明
学
者
で
、
大
坂
町
奉
行
所
の
元
与
力
で
あ
る
。
平
八
郎
は
、
天
保

の
飢
饉
に
際
し
て
、
町
奉
行
に
窮
民
救
済
策
を
上
申
し
た
が
、
全
く
と
り
あ
げ
ら
れ
な
い
ば
か
り
か
叱
責
を
う
け
た
。
そ
こ
で
、
平
八
郎

は
、
近
郷
近
在
の
村
々
に
、
富
商
の
金
銀
・
諸
大
名
蔵
屋
敷
の
俵
米
を
分
配
す
る
と
い
う
檄
文
を
ま
き
、
天
保
八
年
二
月
一
九
日
、
救
民

の
旗
印
を
掲
げ
、
門
弟
や
民
衆
ら
と
蜂
起
し
た
。
平
八
郎
の
一
党
は
、
市
内
の
富
商
を
襲
い
各
所
を
砲
撃
し
た
が
、
大
坂
城
代
土
屋
利
位

配
下
の
城
兵
や
東
西
奉
行
所
の
人
数
で
、
一
日
で
鎮
圧
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

大
塩
の
乱
は
、
大
塩
平
八
郎
門
弟
を
名
乗
る
越
後
柏
崎
の
生
田
万
の
乱
や
、
大
塩
味
方
を
掲
げ
る
摂
州
能
勢
の
百
姓
一
揆
な
ど
を
誘
発

し
た
。
大
坂
町
奉
行
所
元
与
力
の
蜂
起
は
幕
府
に
衝
撃
を
与
え
た
、
と
い
う
の
が
近
世
史
の
通
説
で
あ
る
。
し
か
し
、
徳
川
家
慶
の
事
績

を
記
す
「
慎
徳
院
殿
御
実
紀
」
は
、
大
塩
の
乱
に
つ
い
て
記
す
と
こ
ろ
が
な
い
。
も
っ
と
も
、
探
し
て
み
る
と
、
関
連
記
事
が
辛
う
じ
て

二
つ
。
一
つ
は
、
同
年
一
一
月
「
六
日
こ
た
び
大
坂
に
し
て
徒
党
を
結
び
、
乱
妨
せ
し
も
の
あ
る
に
よ
て
、
勘
定
方
の
も
の
を
か
し
こ
に

つ
か
は
さ
る
」
の
記
事
で
、
今
一
つ
は
、
翌
九
年
八
月
「
廿
一
日
大
坂
叛
徒
乱
妨
の
を
り
の
事
褒
せ
ら
れ
て
、
土
井
大
炊
頭
美
濃
国
兼
光

の
御
刀
賜
は
り
、
松
平
甲
斐
守
、
青
山
因
幡
守
御
詞
を
下
さ
れ
、
大
坂
定
番
遠
藤
但
馬
守
は
鞍
鐙
を
下
さ
る
」
の
記
事
で
あ
る
（
50
）

。
勘
定
方

を
派
遣
し
た
の
は
、
大
塩
の
乱
で
焼
失
し
た
市
街
の
復
興
の
た
め
だ
ろ
う
。
大
炊
頭
（
利
位
）
は
大
坂
城
代
か
ら
所
司
代
を
へ
て
、
こ
の

と
き
西
丸
老
中
。
甲
斐
守
（
柳
沢
保
泰
）
や
因
幡
守
（
忠
良
）
と
大
塩
の
乱
の
関
係
は
わ
か
ら
な
い
。

（
三
）藩
法

幕
府
は
、
元
禄
一
〇
年
（
一
六
九
七
年
）
七
月
、
万
石
以
上
の
大
名
に
対
し
て
、
自
分
仕
置
令
を
発
令
し
た
。
こ
れ
は
、
大
名
に
領
内

の
仕
置
を
認
め
な
が
ら
、
幕
府
の
仕
置
に
準
じ
る
こ
と
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。
正
確
に
は
、
各
大
名
の
家
中
・
領
民
（
領
内
の
人
別
に
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属
す
る
者
）
を
対
象
と
す
る
、
属
人
主
義
に
よ
る
刑
罰
権
を
認
め
た
の
で
あ
る
。
幕
府
は
秘
密
主
義
を
原
則
と
す
る
一
方
で
、
各
大
名
に

は
幕
府
法
に
準
じ
る
こ
と
を
求
め
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
矛
盾
す
る
二
つ
の
政
策
を
同
時
に
果
そ
う
と
い
う
も
の
だ
っ
た
（
51
）

。

大
名
の
中
に
は
独
自
の
藩
法
を
立
法
す
る
者
が
あ
っ
た
。
刑
法
典
（
刑
事
法
典
）
に
つ
い
て
は
、
御
定
書
に
倣
う
も
の
、
明
律
に
範
を

と
る
も
の
、
こ
れ
ら
を
折
衷
す
る
も
の
な
ど
が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
代
表
例
と
し
て
、
第
一
は
丹
波
亀
山
藩
の
議
定
書
、
第
二
は
肥
後
藩

の
刑
法
草
書
、
第
三
は
紀
州
藩
の
国
律
が
あ
る
。
成
立
年
代
を
順
に
並
べ
る
と
、
刑
法
草
書
が
宝
暦
四
年
（
一
七
五
四
年
）
四
月
、
議
定

書
が
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
年
）
六
月
、
国
律
は
享
和
年
間
（
一
八
〇
一
年
〜
一
八
〇
四
年
）
以
後
。

①
肥
後
藩
は
長
崎
に
近
く
舶
載
の
書
籍
を
入
手
す
る
便
が
あ
り
、
江
戸
中
期
・
後
期
に
は
明
律
や
清
律
の
研
究
が
盛
ん
だ
っ
た
こ
と
で

し
ら
れ
て
い
る
。
刑
法
草
書
の
構
成
は
、
名
例
、
盗
賊
、
詐
偽
、
奔
亡
、
犯
姦
、
闘
殴
、
人
命
、
雑
犯
の
順
で
あ
る
（
52
）

。
明
律
は
、
名
例
律

以
下
の
七
律
で
、
そ
の
一
つ
の
刑
律
が
、
賊
盗
、
人
命
、
闘
殴
、
罵
詈
、
訴
訟
、
受
贓
、
詐
偽
、
犯
姦
、
雑
犯
、
捕
亡
、
断
獄
の
一
一
部

か
ら
な
る
（
53
）

。
刑
法
草
書
の
盗
賊
、
詐
偽
、
犯
姦
、
闘
殴
、
人
命
、
雑
犯
の
六
律
は
、
一
見
し
て
明
律
（
の
刑
律
）
の
部
の
立
て
方
と
近
似

し
て
い
る
。
し
か
し
、
刑
法
草
書
は
、
冒
頭
に
明
律
の
一
〇
悪
を
掲
げ
な
い
し
、
そ
の
た
め
か
盗
賊
律
中
に
明
律
の
謀
反
大
逆
条
・
謀
叛

条
を
お
か
な
い
。
刑
法
草
書
に
は
、
叛
逆
の
規
定
が
み
あ
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。

②
丹
波
亀
山
は
山
陰
道
の
要
地
で
、
幕
府
は
こ
こ
に
譜
代
大
名
を
配
置
し
た
。
議
定
書
が
立
法
さ
れ
た
と
き
、
藩
主
松
平
信
道
は
寺
社

奉
行
で
、
御
定
書
は
そ
の
座
右
に
あ
っ
た
。
議
定
書
は
、
御
定
書
一
〇
三
カ
条
に
対
し
て
、
八
九
カ
条
で
あ
る
。
各
条
の
選
定
、
各
条
の

内
容
、
各
条
の
配
置
な
ど
、
多
く
の
点
で
御
定
書
を
模
倣
し
て
い
る
。
少
し
例
を
あ
げ
る
と
、
議
定
書
は
乾
一
四
「
旧
悪
并
再
犯
御
仕
置

之
事
」
で
旧
悪
免
除
を
認
め
な
い
も
の
と
し
て
逆
罪
な
ど
七
つ
を
あ
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
御
定
書
一
八
「
旧
悪
御
仕
置
之
事
」
の
内
容

と
同
一
で
あ
る
（
54
）

。
議
定
書
の
坤
三
〇
「
重
科
人
死
骸
塩
詰
之
事
」
は
主
殺
し
、
親
殺
し
、
重
き
謀
計
の
三
罪
を
あ
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
は

九
一
六



近
世
日
本
の
叛
逆
に
つ
い
て
（
新
井
）

（
一
三
〇
九
）

御
定
書
八
七
の
定
め
る
四
罪
中
、
関
所
破
り
を
外
し
た
も
の
で
あ
る
（
55
）

。
無
論
、
議
定
書
に
は
、
叛
逆
の
規
定
は
な
い
。

③
紀
州
藩
の
国
律
は
、
名
例
律
か
ら
連
及
律
ま
で
、
一
八
律
か
ら
な
る
。
名
例
に
続
く
公
式
、
衛
禁
、
儀
制
、
倉
庫
、
祭
祀
、
関
津
の

六
律
の
う
ち
、
衛
禁
を
除
き
、
他
の
律
の
名
称
は
明
律
の
吏
律
・
戸
律
・
礼
律
・
兵
律
の
中
の
部
の
名
称
と
同
じ
で
あ
る
。
次
に
関
津
に

続
く
盗
賊
、
人
命
、
闘
殴
、
訴
訟
、
詐
偽
、
犯
姦
、
雑
犯
、
捕
亡
、
断
獄
、
寺
社
、
連
及
の
一
一
律
の
う
ち
、
盗
賊
か
ら
断
獄
ま
で
九
律

は
、
一
見
し
て
明
律
（
の
刑
律
）
の
部
の
立
て
方
と
近
似
し
て
い
る
。

そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
国
律
は
冒
頭
、
明
律
と
同
じ
く
、
一
〇
悪
八
議
を
掲
げ
て
い
る
。
一
〇
悪
は
、
国
律
の
表
記
に
従
う
と
、
第
一

が
「
社
稷
を
危
め
ん
と
謀
る
を
い
ふ
」
謀
反
、
第
二
「
宗
廟
宮
殿
を
破
ん
と
謀
る
を
い
ふ
」
謀
大
逆
、
第
三
「
本
国
ニ
背
き
潜
ニ
他
国
ニ

従
ん
と
謀
る
を
い
ふ
」
謀
叛
で
あ
る
（
56
）

。
し
か
し
、
こ
れ
ら
三
悪
を
掲
げ
な
が
ら
、
明
律
と
異
な
り
、
盗
賊
律
の
中
に
対
応
す
る
謀
反
大
逆

条
や
謀
叛
条
が
な
い
（
57
）

。
国
律
に
も
、
叛
逆
の
規
定
は
み
あ
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。

国
律
は
一
方
で
、
御
定
書
を
模
倣
し
て
い
る
。
例
を
あ
げ
る
と
、
旧
悪
は
「
旧
悪
追
ヒ
咎
ム
べ
き
者
」
の
条
を
お
き
、
御
定
書
一
八
と

同
じ
く
逆
罪
な
ど
七
つ
を
あ
げ
て
い
る
し
、
関
所
は
「
関
所
通
り
難
き
類
、
山
越
い
た
し
候
者
」
の
条
を
お
き
、
御
定
書
二
〇
と
同
じ
く

磔
、
忍
び
通
る
者
は
追
放
と
定
め
て
い
る
（
58
）

。
国
律
の
主
殺
し
鋸
挽
き
の
上
、
磔
も
、
親
殺
し
引
き
廻
し
の
上
、
磔
も
、
無
論
御
定
書
七
一

と
同
じ
で
あ
る
（
59
）

。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で
、
幕
府
法
や
藩
法
を
一
瞥
し
て
、
叛
逆
を
定
め
る
法
令
が
な
い
か
、
叛
逆
に
結
び
つ
く
規
定
が
な
い
か
探
し
て

き
た
。
し
か
し
、
実
は
探
し
物
の
読
み
が
何
か
、
し
ら
ず
に
探
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
最
初
の
武
家
諸
法
度
の
頃
、
叛
逆
の
語
の
読
み
が

ホ
ン
ギ
ャ
ク
か
、
ホ
ン
ゲ
キ
だ
っ
た
こ
と
は
、
前
に
言
及
し
た
。
二
世
紀
半
を
こ
え
る
長
い
歳
月
の
間
、
こ
の
読
み
が
変
化
し
な
か
っ
た

か
ど
う
か
。
大
槻
文
彦
が
『
言
海
』
の
初
版
を
発
行
し
た
の
が
、
明
治
二
二
年
（
一
八
八
九
年
）
で
あ
る
。
残
念
な
こ
と
に
、
近
代
日
本
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の
最
初
の
辞
書
は
、
叛
逆
の
語
を
採
収
し
な
か
っ
た
。
ム
ホ
ン
（
謀
叛
）
の
語
は
あ
っ
て
も
、
ホ
ン
ギ
ャ
ク
、
ホ
ン
ゲ
キ
、
ハ
ン
ギ
ャ
ク

の
音
に
あ
た
る
語
は
み
あ
た
ら
な
い
。
も
っ
と
も
、
染
崎
延
房
が
明
治
八
年
発
行
の
『
近
世
紀
聞
』
五
編
、
禁
門
の
変
の
箇
所
で
、
長
州

藩
が
「
斯
の
如
く
に
反
逆
の
体
を
露
は
し
た
る
上
は
御
誅
伐
の
外
あ
る
ま
じ
け
れ
ば
」
と
描
写
す
る
、
反
逆
の
語
に
ホ
ン
ギ
ャ
ク
の
ル
ビ

を
ふ
っ
て
い
る
（
60
）

。
僅
か
一
例
に
す
ぎ
な
い
が
、
あ
る
い
は
、
江
戸
時
代
も
読
み
は
ホ
ン
ギ
ャ
ク
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
41
） 

注（
22
）前
掲
『
江
戸
の
罪
と
罰
』
九
四
頁
。

（
42
） 

前
掲
『
日
本
近
世
人
名
辞
典
』
一
〇
九
五
頁
。
こ
の
人
相
書
は
、
由
井
正
雪
の
年
齢
、
身
長
、
髪
形
、
膚
の
色
、
目
や
唇
の
様
子
を
記
載
し
て

い
た
（
同
頁
）。
人
相
書
に
よ
る
全
国
捜
査
に
つ
い
て
、
平
松
・
前
掲
『
近
世
刑
事
訴
訟
法
の
研
究
』
六
五
五
頁
以
下
。

（
43
） 

注（
10
）六
六
頁
。
本
稿
が
参
照
す
る
御
定
書
の
条
文
は
、
こ
の
禁
令
考
所
収
の
「
棠
蔭
秘
鑑
」
に
よ
る
。

（
44
） 

藤
沢
衛
彦
『
日
本
刑
罰
風
俗
図
史
』
復
刻
版
（
国
書
刊
行
会
、
二
〇
一
〇
年
）
三
一
頁
。
藤
沢
氏
は
、
早
く
に
忘
れ
ら
れ
た
民
俗
学
者
。
原
本

は
一
九
四
八
年
、
一
九
四
九
年
、
一
九
五
一
年
の
和
装
本
三
巻
。

（
45
） 

注（
39
）一
八
頁
（
前
掲
『
徳
川
実
紀
』
第
四
篇
）。

（
46
） 

宝
暦
事
件
に
つ
い
て
は
、
高
埜
利
彦
「
幕
藩
制
国
家
安
定
期
」
三
三
五
〜
三
三
七
頁
。
新
体
系
日
本
史
『
国
家
史
』（
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
六

年
）
所
収
。

（
47
） 

二
七
人
の
処
分
は
、
幕
府
・
所
司
代
の
承
諾
下
に
行
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
朝
廷
上
層
部
が
独
断
専
行
し
た
。
朝
臣
に
対
す
る
刑
罰
権
の
行
使

は
、
幕
府
の
同
意
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
点
、
平
松
・
前
掲
『
近
世
刑
事
訴
訟
法
の
研
究
』
三
〇
八
頁
以
下
。
な
お
、
元
和
元
年
七
月
発
令
の
禁
中

並
公
家
諸
法
度
は
⑫
「
罪
の
軽
重
、
名
例
律
を
相
守
ら
る
べ
き
事
」
を
定
め
て
い
た
が
、
平
松
氏
は
こ
の
条
文
は
「
法
律
的
に
は
空
文
に
近
い
も
の

で
あ
つ
た
」
と
い
う
（
三
一
〇
頁
）。

（
48
） 

前
掲
『
徳
川
実
紀
』
第
九
篇
（
一
九
七
六
年
）
七
二
五
頁
。
本
書
は
、
宝
暦
八
年
末
尾
に
「
此
年
丹
後
国
の
農
民
竹
内
式
部
と
い
へ
る
者
」
の

書
き
出
し
で
、
式
部
追
放
を
記
し
て
い
る
。
式
部
は
越
後
生
ま
れ
で
、
家
業
は
医
師
と
い
う
。

九
一
八



近
世
日
本
の
叛
逆
に
つ
い
て
（
新
井
）

（
一
三
一
一
）

（
49
） 

森
鷗
外
の
作
品
の
中
に
、
大
塩
平
八
郎
の
蜂
起
の
一
日
を
詳
細
に
描
い
た
歴
史
小
説
が
あ
る
。
秀
作
な
が
ら
史
実
で
は
な
い
。
た
だ
、
こ
れ
に

ふ
さ
れ
た
附
録
は
、
二
次
史
料
と
は
い
え
興
味
深
い
。「
大
塩
平
八
郎
」
も
「
附
録
」
も
一
九
一
四
年
の
発
表
。

（
50
） 
新
訂
増
補
国
史
大
系
『
続
徳
川
実
紀
』
第
二
篇
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
六
年
）
三
四
二
頁
、
三
六
四
頁
。
な
お
、
大
塩
平
八
郎
捕
縛
を
指
揮

し
た
鷹
見
忠
常
（
泉
石
）
は
、
陪
臣
（
土
屋
利
位
の
家
老
）
た
る
を
以
て
、
こ
の
と
き
褒
賞
に
与
ら
な
か
っ
た
ら
し
い
。

（
51
） 

自
分
仕
置
令
に
つ
い
て
、
平
松
・
前
掲
『
近
世
刑
事
訴
訟
法
の
研
究
』
三
頁
以
下
。
幕
府
法
へ
の
準
拠
に
つ
い
て
、
同
書
三
七
頁
以
下
。

（
52
） 

刑
法
草
書
は
、
さ
し
あ
た
り
、
京
都
大
学
日
本
法
史
研
究
会
編
『
藩
法
史
料
集
成
』（
創
文
社
、
一
九
八
〇
年
）
三
五
九
頁
以
下
に
よ
る
。

（
53
） 

内
田
智
雄
ら
校
訂
・
荻
生
徂
徠
『
律
例
対
照
（
定
本
）
明
律
国
字
解
』（
創
文
社
、
一
九
六
六
年
）
に
よ
る
。

（
54
） 

注（
52
）三
〇
八
〜
三
〇
九
頁
（
議
定
書
）、
注（
10
）六
五
頁
（
禁
令
考
所
収
の
「
棠
蔭
秘
鑑
」）。

（
55
） 

注（
52
）三
四
七
頁
、
注（
10
）一
二
三
頁
。

（
56
） 

注（
52
）二
四
四
頁
（
国
律
）。

（
57
） 

渡
辺
治
氏
は
、
藩
法
で
一
〇
悪
冒
頭
の
三
悪
を
お
く
と
、
謀
反
の
社
稷
と
は
誰
を
さ
す
の
か
。
仮
に
こ
れ
を
藩
主
に
擬
す
る
と
、
天
皇
や
将
軍

の
存
在
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
か
。
謀
叛
の
本
国
と
は
ど
の
領
域
を
さ
す
の
か
。
藩
の
領
域
か
日
本
国
か
。
な
ど
、
幾
つ
か
の
困
難
が
生
じ
る
と

指
摘
し
て
い
る
。
渡
辺
治
「
天
皇
制
国
家
秩
序
の
歴
史
的
研
究
序
説
」（
社
会
科
学
研
究
第
三
〇
巻
第
五
号
、
一
九
七
九
年
）
一
〇
四
頁
以
下
。

（
58
） 

注（
52
）二
四
六
頁
、
二
五
六
頁
。

（
59
） 

注（
52
）二
六
二
頁
以
下
、
注（
10
）一
〇
八
頁
以
下
。

（
60
） 

新
日
本
古
典
文
学
大
系
・
明
治
編
『
明
治
実
録
集
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
年
）
近
世
紀
聞
・
三
八
頁
。

お
わ
り
に

古
代
日
本
の
律
は
、
古
代
中
国
の
律
に
倣
い
、
謀
反
や
謀
叛
を
冒
頭
で
大
書
し
た
。
こ
れ
ら
に
対
す
る
厳
重
す
ぎ
る
、
残
酷
な
刑
罰
を

九
一
九



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
一
三
一
二
）

お
い
た
こ
と
は
、
記
す
ま
で
も
な
い
。
中
世
日
本
は
、
東
西
に
公
家
政
権
と
武
家
政
権
が
併
存
し
て
い
た
。
武
家
政
権
た
る
鎌
倉
幕
府
も

ま
た
、
御
成
敗
式
目
の
中
に
謀
叛
人
の
一
条
を
大
書
し
た
。
し
か
し
、
謀
叛
人
の
実
質
的
な
内
容
は
定
め
な
か
っ
た
。
古
代
国
家
の
成
立

か
ら
九
〇
〇
年
の
歳
月
を
へ
て
、
強
力
な
幕
藩
制
国
家
が
成
立
し
た
。
頑
丈
に
構
築
さ
れ
た
幕
藩
体
制
の
下
で
、
江
戸
幕
府
は
古
代
の
律

の
よ
う
な
体
系
的
な
叛
逆
法
令
を
整
備
し
た
の
か
、
鎌
倉
幕
府
の
よ
う
に
整
備
し
な
い
で
放
置
し
た
の
か
。
ご
く
大
雑
把
に
調
べ
て
み
た

結
果
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
江
戸
幕
府
は
あ
ま
り
整
備
し
な
か
っ
た
。

江
戸
時
代
、
幕
府
は
武
家
諸
法
度
を
以
て
、
諸
大
名
を
統
制
し
た
。
広
く
諸
大
名
も
含
む
刑
法
典
（
刑
事
法
典
）
は
立
法
し
な
か
っ
た

が
、
元
和
令
（
慶
長
二
〇
年
令
）
は
、
各
大
名
の
家
中
に
叛
逆
人
が
い
る
と
告
げ
る
者
が
あ
れ
ば
追
放
せ
よ
と
定
め
た
し
、
隣
国
で
新
儀

を
企
て
る
者
が
あ
れ
ば
報
知
せ
よ
と
も
定
め
た
。
寛
永
（
一
二
年
）
令
は
、
各
大
名
を
名
宛
人
と
し
て
新
儀
の
企
て
、
す
な
わ
ち
叛
逆
の

予
備
・
陰
謀
を
禁
止
し
た
。
幕
府
は
、
対
応
す
る
刑
罰
な
し
に
、
叛
逆
禁
止
の
規
定
を
お
い
た
の
で
あ
る
。

江
戸
中
期
、
幕
府
は
御
定
書
を
立
法
し
刑
事
上
の
基
本
法
典
と
し
た
が
、
こ
の
中
に
叛
逆
を
罰
す
る
規
定
を
お
か
な
か
っ
た
。
幕
府
が

謀
反
の
罪
も
刑
も
規
定
し
な
か
っ
た
と
い
う
見
方
が
あ
る
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
御
定
書
は
、
①
人
相
書
に
よ
り
犯
人

を
全
国
捜
査
す
る
犯
罪
の
第
一
に
「
公
儀
江
対
し
候
重
キ
謀
計
」
を
掲
げ
た
し
、
②
刑
の
執
行
の
た
め
死
骸
を
塩
詰
め
に
す
る
重
科
の
中

に
「
重
謀
計
」
を
掲
げ
た
。
ど
ち
ら
も
、
叛
逆
な
い
し
は
そ
の
予
備
陰
謀
を
含
意
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。

江
戸
全
期
を
通
し
て
、
幕
府
は
直
属
の
旗
本
・
御
家
人
に
加
え
て
、
親
藩
（
御
家
門
）
大
名
・
譜
代
大
名
の
動
員
に
よ
り
、
常
に
強
大

な
軍
事
力
を
誇
っ
た
。
大
名
と
い
う
大
名
は
反
旗
を
翻
す
力
を
も
た
な
か
っ
た
。
百
姓
、
キ
リ
シ
タ
ン
、
牢
人
、
時
に
は
幕
臣
が
、
反
旗

を
翻
し
た
が
、
幕
府
に
と
っ
て
叛
逆
法
令
を
整
備
す
る
必
要
性
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
時
代
が
下
っ
て
、
長
州
藩
や

薩
摩
藩
が
軍
事
力
を
以
て
反
旗
を
翻
し
た
と
き
に
は
、
幕
府
の
軍
事
的
な
優
位
は
既
に
崩
れ
さ
っ
て
い
た
。

九
二
〇



近
世
日
本
の
叛
逆
に
つ
い
て
（
新
井
）

（
一
三
一
三
）

○
追
記

最
初
の
武
家
諸
法
度
中
、
第
四
「
国
々
大
名
、
小
名
并
諸
給
人
、
各
相
抱
士
卒
有
為
叛
逆
殺
害
人
告
者
、
速
可
追
出
事
」
の
条
を
ど
う

読
み
下
す
の
か
。
明
治
前
期
司
法
省
が
編
纂
し
た
『
徳
川
禁
令
考
』
は
、
返
り
点
で
叛
逆
殺
害
人
を
括
る
か
ら
、
こ
こ
を
叛
逆
・
殺
害
人

た
り
と
告
げ
あ
ら
ば
、
と
よ
む
の
だ
ろ
う
。
天
保
一
四
年
（
一
八
四
三
年
）
編
纂
が
終
了
し
た
『
徳
川
実
紀
』
は
、
国
史
大
系
本
に
よ
る

と
、
第
四
「
国
々
大
名
小
名
并
諸
給
人
各
相
抱
之
士
卒
有
為
叛
逆
殺
害
人
告
者
速
可
追
出
事
」
で
、
各
相
抱
「
之
」
士
卒
の
一
字
が
多
く

読
点
は
ふ
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
『
徳
川
実
紀
』
も
、
返
り
点
で
叛
逆
殺
害
人
を
括
る
か
ら
、
読
み
は
同
じ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
々

大
名
・
小
名
并
諸
給
人
、
各
相
抱
え
る
の
士
卒
に
叛
逆
・
殺
害
人
た
り
と
告
げ
あ
ら
ば
、
速
や
か
に
追
い
出
だ
す
べ
き
事
。

と
こ
ろ
が
、
新
体
系
日
本
史
の
首
巻
『
国
家
史
』
中
、
高
埜
利
彦
氏
の
「
幕
藩
制
国
家
成
立
期
」
は
、
こ
こ
を
「
か
か
え
て
い
る
士
卒

に
叛
逆
を
な
し
、
殺
害
人
の
告
が
あ
っ
た
な
ら
」
と
よ
み
、
歴
史
学
研
究
会
編
『
日
本
史
史
料
』
③
の
近
世
の
巻
も
、
返
り
点
や
ル
ビ
を

ふ
し
、
士
卒
に
「
反
逆
を
な
し
殺
害
人
の
告
げ
あ
ら
ば
」
と
よ
ん
で
い
る
。
ど
ち
ら
も
二
〇
〇
六
年
の
発
行
で
、
前
者
二
九
一
頁
、
後
者

六
九
頁
で
あ
る
。
本
稿
は
ど
ち
ら
の
読
み
も
と
ら
ず
、
士
卒
に
「
叛
逆
を
な
し
人
を
殺
害
す
る
の
告
げ
あ
ら
ば
」
と
よ
も
う
と
思
う
。

九
二
一





「
あ
め
の
み
か
ど
」
考
（
小
久
保
）

（
一
三
一
五
）

「
あ
め
の
み
か
ど
」
考

小
久
保　
　

崇　
　

明

一

『
大
鏡
』
の
第
五
巻
太
政
大
臣
道
長
上
に
、

①
あ
め
の
み
か
と
の
つ
く
り
た
ま
へ
る
東
大
寺
も
ほ
と
け
は
か
り
は
お
ほ
き
に
お
は
し
ま
す
め
れ
と
猶
こ
の
無
量
寿
院
に
は
な
ら
ひ
た

ま
は
す

と
い
う
条
が
あ
る
。
傍
線
の
部
「
あ
め
の
み
か
ど
」
は
、
語
り
手
世
次
の
詞
中
に
あ
る
。
こ
の
「
あ
め
の
み
か
ど
」
を
め
ぐ
っ
て
、
い
さ

さ
か
考
え
た
い
。

底
本
と
し
て
、
千
葉
本
系
の
東
松
本
を
使
用
し
た
が
、
問
題
の
箇
所
、
同
系
の
近
衛
本
（
甲
）・
平
松
本
・
桂
宮
本
（
甲
）
に
異
同
は
な

く
、
徳
川
本
系
の
蓬
左
本
に
も
、

九
二
三



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
一
三
一
六
）

あ
め
の
御
門
の
つ
く
り
給
へ
る
東
大
寺
も
仏
は
か
り
こ
そ
は
お
ほ
き
に
お
は
す
れ
と

と
あ
り
、
同
系
の
桂
宮
本
（
乙
）・
久
原
本
（
但
し
、「
あ
め
の
御
門
」）
も
異
同
が
な
く
、
流
布
本
系
の
八
巻
本
に
も
、

あ
め
の
み
か
と
の
つ
く
り
給
へ
る
東
大
寺
も
仏
ば
か
り
こ
そ
は
お
ほ
き
に
お
は
し
ま
す
め
れ
ど
。

と
あ
り
、
同
系
の
古
活
字
本
に
も
異
同
が
な
い
。
ま
た
、
異
本
系
の
萩
野
本
で
も
、

あ
め
の
み
か
と
の
つ
く
り
給
へ
る
東
大
寺
も
仏
は
か
り
こ
そ
大
き
に
お
は
し
ま
す
な
れ
と

と
あ
り
、
同
系
の
披
雲
閣
本
に
も
、
そ
の
異
同
は
な
い
。

『
大
鏡
』
に
存
在
し
て
い
る
こ
の
「
あ
め
の
み
か
ど
」
に
つ
い
て
、
保
坂
弘
司
は
、『
大
鏡
全
評
釈
』
で
、

「
あ
め
の
み
か
ど
」
と
い
う
言
い
方
に
つ
い
て
、『
大
鏡
新
註
』
は
、
聖
武
天
皇
の
こ
と
を
「
天あ
め
の
し
る
し
く
に
お
し
と
よ
さ
く
ら
ひ
こ
の

璽
国
押
豊
桜
彦
天
皇
」
と
い
う
の

で
、
そ
の
初
め
の
「
天
」
を
と
っ
て
言
っ
た
も
の
か
、
そ
れ
と
も
一
般
に
天
皇
の
こ
と
を
「
天
つ
み
か
ど
」
と
い
う
の
で
、
こ
れ
に

拠
っ
た
も
の
か
と
注
し
て
い
る
が
、
こ
こ
は
藤
原
氏
と
区
別
し
て
天
皇
を
言
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
後
者
で
あ
ろ
う
（
1
）

。

の
ご
と
く
説
く
。

し
か
し
な
が
ら
、
筆
者
の
考
え
は
、
後
者
で
は
な
い
。
む
し
ろ
前
者
に
近
い
。
東
大
寺
は
、
聖
武
天
皇
の
発
願
に
よ
っ
て
創
建
さ
れ
た
。

「
あ
め
の
み
か
ど
」
は
、
そ
の
聖
武
天
皇
を
指
し
て
い
る
と
捉
え
る
の
が
、
自
然
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。『
東
大
寺
要
録
本

願
章
』
に
、
聖
武
天
皇
の
こ
と
を
、「
俗
号
国
押
是
也
（
2
）

」
と
あ
る
。

な
お
、
保
坂
氏
は
、
聖
武
天
皇
の
こ
と
を
、「
天
璽
国
押
豊
桜
彦
天
皇
」
と
い
う
の
を
、
大
正
末
年
に
な
る
関
根
正
直
の
『
大
鏡
新
註
（
3
）

』

を
挙
げ
て
い
る
が
、
す
で
に
、
明
治
三
十
年
刊
の
鈴
木
弘
恭
の
『
校正
大
鏡
註
釈
』
に
、

九
二
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「
あ
め
の
み
か
ど
」
考
（
小
久
保
）

（
一
三
一
七
）

天
の
御
門
と
は
、
聖
武
天
皇
の
こ
と
也
、
聖
武
天
皇
、
御
名
、
天
璽
国
押
開
豊
桜
彦
天
皇
と
御
系
図

続
紀
等
に
見
え
た
れ
ば
、

か
く
い
ふ
也
（
4
）

の
ご
と
く
記
述
し
て
い
る
。

『
大
鏡
』
の
主
な
注
釈
書
（
5
）

は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
、
聖
武
天
皇
と
指
示
し
て
い
る
。

更
に
、
保
坂
氏
は
、
関
根
正
直
の
、
一
般
に
天
皇
の
こ
と
を
、「
天
つ
み
か
ど
」
と
い
う
考
え
に
沿
っ
て
い
る
が
、「
あ
ま
つ
み
か
ど
」

は
、「
天
つ
御
門
」
で
、
皇
居
（
6
）

の
こ
と
で
あ
る
。
後
述
す
る
が
、「
あ
め
の
み
か
ど
」
と
は
、
意
味
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お

く
。な

お
、『
大
鏡
』
に
は
、
聖
武
天
皇
と
呼
称
す
る
例
が
、

②
一
所
は
聖
武
天
皇
の
御
母
后
光
明
皇
后
と
申
け
る
今
一
所
の
御
女
は
聖
武
天
皇
の
女
御
に
て
女
親
王
を
そ
う
み
た
て
ま
つ
り
給
へ
り

け
る
女
御
子
を
聖
武
天
皇
女
帝
に
す
ゑ
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
て
け
り 

太
政
大
臣　

道
長
上

③
元
正
天
皇
聖
武
天
皇
二
代 

太
政
大
臣　

道
長
上

④
そ
れ
を
聖
武
天
皇
と
申
御
母
を
は
光
明
皇
后
と
申
き
い
ま
一
人
の
御
女
は
や
か
て
御
甥
の
聖
武
天
皇
に
た
て
ま
つ
り
て

 
 

太
政
大
臣　

道
長
上

⑤
又
贈
后
の
父
聖
武
天
皇
な
ら
ひ
に
高
野
の
女
帝
の
御
祖
父 

太
政
大
臣　

道
長
上

⑥
聖
武
の
御
母
も
お
は
し
ま
す
よ
に
后
と
な
り
た
ま
ひ
て 

太
政
大
臣　

道
長
上

な
ど
計
八
例
（
但
し
、
一
例
「
聖
武
」（
⑥
））、
語
り
手
世
次
の
詞
中
に
存
在
し
て
い
る
。

九
二
五
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一
月
）

（
一
三
一
八
）

二　

「
あ
め
の
み
か
ど
」
と
い
う
語
は
、
既
に
、『
万
葉
集
』
に
、

⑦
4480
恐か

し
こ

き
や　

天あ
め

の
御み

門か
ど

を
〔
安
米
乃
美
加
度
乎
〕　

か
け
つ
れ
ば　

音ね

の
み
し
泣
か
ゆ　

朝
夕
に
し
て 

巻
第
二
十

の
ご
と
く
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
歌
の
作
者
は
未
詳
で
あ
る
が
、「
天あ
め

の
御み

門か
ど

」
は
、
天
皇
（
7
）

そ
の
も
の
を
言
っ
て
い
る
と
思
念
さ
れ
る
。

平
安
時
代
に
お
け
る
、
主
要
な
文
芸
作
品
中
に
見
出
さ
れ
る
「
あ
め
の
み
か
ど
」
の
使
用
例
を
み
る
。『
続
日
本
紀
』
に
、

⑧
挂
毛
畏
伎
朕
我
天
乃
御
門
帝
皇
我
御
命
以
天 

巻
三
十　

称
徳
天
皇　

第
四
五
詔

の
一
例
存
在
し
、『
古
今
和
歌
集
』
に
、

⑨
702
梓
弓
ひ
き
の
の
つ
づ
ら
す
ゑ
つ
ひ
に
わ
が
思お

も

ふ
人
こ
と
の
し
げ
け
む

こ
の
歌
あ
る
人
、
あ
め
の
み
か
ど
近
江
の
う
ね
め
に
た
ま
ひ
け
る
と
な
む
申
す 

巻
第
十
四　

恋
歌　

四

の
ご
と
く
、
左
注
に
一
例
（
8
）

顕
在
し
、『
三
宝
絵
詞
』
に
、

⑩
天ア
メ
ノ
ミ
カ
ト朝

フ
（
9
）

カ
ク
タ
ウ
ト
ヒ
給
テ
一
向
ニ
師
ト
シ
給
テ
天
平
十
六
年
冬
ハ
シ
メ
テ
大
僧
正
ノ
職
ヲ
サ
ツ
ケ
給 

中　

三　

行
基
菩
薩

⑪
ア
メ
ノ
御
門
ノ
御
女
高タ
カ

野ノ

ノ
姫母

光
明
皇
后
淡
海
公
娘

ト
申
御
門
ノ
御比

御
時
百
万
基
塔
ヲ
作

代
神
護
景
雲
二
年
ヨ
リ
オ
コ
レ
ル
也 

下　

正
月　

⑵
御
斎
会

⑫
ア
メ
ノ
御
門
タ
ウ
ト
ヒ
給
テ
東
大
寺
ニ
ス
ヱ
テ
供
養
シ
給 

下　

正
月　

⑸
布
薩

⑬
ア
メ
ノ
御
門
ノ
東
大
寺
及
ヒ
国
々
ノ
国
分
寺
ヲ
タ
テ
タ
マ
ヘ
ル
事
モ
コ
ノ
后
ノ
ス
ヽ
メ
タ
マ
ヘ
ル
所
ナ
リ

 
 

下　

三
月　

⒀
法
花
寺
花
厳
会

⑭
東
大
寺
ハ
ア
メ
ノ
御
門
ノ
立
タ
マ
ヘ
ル
ナ
リ 

下　

六
月　

⑵
東
大
寺
千
花
会

九
二
六



「
あ
め
の
み
か
ど
」
考
（
小
久
保
）

（
一
三
一
九
）

の
五
例
存
在
し
、『
大
鏡
』
に
前
掲
の
一
例
（
①
）、『
袋
草
紙
』
に
、

⑮
あ
る
書
（
10
）

に
云
は
く
、「
猿
沢
の
池
に
身
な
げ
た
る
采
女
は
、
あ
め
の
み
か
ど
の
御
時
」
と
云
々
。
一
名
を
天ア

メ
ノ
シ
ル
シ
ク
ニ
オ
シ
ヒ
ラ
キ
ト
ヨ
サ
ク
ラ
ヒ
コ

璽
国
押
開
豊
桜
彦
天
皇

と
号
す
。
こ
の
故
に
、「
あ
め
の
み
か
ど
」
と
云
ふ
。
ま
た
平
城
宮
に
御ヲ
ハ
シ
マ
　
　す
の
故
に
、
一
名
を
「
奈
良
帝
」
と
称
し
た
て
ま
つ
る
か
。

こ
れ
ニ
。

難
者
云
は
く
、「『
古
今
目
録
（
11
）

』
の
如
き
は
、「
天
の
帝
」
と
号
す
る
は
天
智
天
皇
な
り
。
如
何
」。

答
へ
て
云
は
く
、「
件く
だ
ん

の
帝
一
名
を
天あ

め
の
み
こ
と
ひ
ら
か
す
わ
け

命
開
別
天
皇
と
す
る
の
故
な
り
。
然
り
と
い
へ
ど
も
件
の
帝
に
お
い
て
は
、
一
切
平
城
宮

に
御お
は
し
ま
さ
 ず
。
近
江
の
大
津
の
朝
な
り
。
同
号
を
も
っ
て
両
帝
に
用
う
る
事
、
こ
れ
を
も
っ
て
知
る
べ
き
か
。
こ
れ
ま
た
東
大
寺
か
。
大

同
の
帝
の
御
願
は
聞
か
ず
。 

 

上
巻

と
あ
り
、
そ
れ
に
、『
梁
塵
秘
抄
』
に
、

⑯
274
天あ

め

の
御み

か
ど門

よ
り
、
一い

ち

童ど
う

吾あ

児こ

こ
そ
出
で
た
ま
へ　

衆し
ゅ

生じ
ゃ
う

願
ひ
を
ば　

一
童
児
こ
そ
満
て
た
ま
へ 

巻
第
二

の
一
例
が
あ
る
。

な
お
、
天
福
本
『
後
撰
和
歌
集
』
な
ど
に
は
見
出
せ
な
い
（
12
）

が
、
定
家
の
初
期
に
書
写
し
た
と
い
う
中
院
本
『
後
撰
和
歌
集
』
に
、

⑰　

題
し
ら
ず　
　
　

あ
め
の
み
か
と
の
御
製

301
秋
の
た
の
か
り
ほ
の
い
ほ
の
と
ま
を
あ
ら
み
わ
か
こ
ろ
も
て
は
露
に
ぬ
れ
つ
つ 

第
六　

秋
中

の
一
例
存
在
し
て
い
る
。

『
竹
取
物
語
』『
伊
勢
物
語
』『
土
左
日
記
』『
大
和
物
語
』『
多
武
峯
少
将
物
語
』『
宇
津
保
物
語
』『
蜻
蛉
日
記
』『
平
中
物
語
』『
落
窪

物
語
』『
和
泉
式
部
日
記
』『
枕
草
子
』『
源
氏
物
語
』『
篁
物
語
』『
紫
式
部
日
記
』『
堤
中
納
言
物
語
』『
浜
松
中
納
言
物
語
』『
夜
の
寝
覚
』

九
二
七
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年
一
月
）

（
一
三
二
〇
）

『
更
級
日
記
』『
成
尋
阿
闍
梨
母
集
』『
雲
州
往
来
』『
狭
衣
物
語
』『
栄
花
物
語
』『
讃
岐
典
侍
日
記
』『
今
昔
物
語
集
』『
源
氏
物
語
絵
巻
』『
古

本
説
話
集
』『
法
華
百
座
聞
書
抄
』『
打
聞
集
』『
仏
教
説
話
集
』『
宝
物
集
』『
松
浦
宮
物
語
』『
三
教
指
帰
注
』
や
『
拾
遺
和
歌
集
』『
後

拾
遺
和
歌
集
』『
詞
花
和
歌
集
』『
金
葉
和
歌
集
』『
千
載
和
歌
集
』（『
新
古
今
和
歌
集
』『
新
勅
撰
和
歌
集
』）
な
ど
に
は
存
在
し
て
い
な
い
。

「
あ
め
の
み
か
ど
」
は
、
奈
良
時
代
に
お
い
て
も
活
動
の
勢
を
得
て
は
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
「
上
代
の
こ
と
ば
（
13
）

」
と
捉

え
ら
れ
よ
う
。

平
安
時
代
に
お
け
る
「
あ
め
の
み
か
ど
」
に
つ
い
て
み
る
。『
続
日
本
紀
』
の
「
あ
め
の
み
か
ど
」
は
、
聖
武
天
皇
（
14
）

を
指
し
、『
古
今
和

歌
集
』
の
そ
れ
は
、
特
定
の
天
皇
を
呼
称
す
る
の
で
は
な
く
、
一
般
的
な
天
皇
（
15
）

を
い
い
、『
三
宝
絵
詞
』
の
五
例
（
16
）

と
『
大
鏡
』
の
一
例
は
、

聖
武
天
皇
を
指
し
て
い
る
。
ま
た
、『
袋
草
紙
』
の
例
は
、
天
智
天
皇
、
聖
武
天
皇
説
の
コ
メ
ン
ト
を
紹
介
し
て
お
り
、
中
院
本
『
後
撰

和
歌
集
』
の
「
あ
め
の
み
か
ど
」
は
、
天
智
天
皇
を
指
示
し
て
い
る
。『
梁
塵
秘
抄
』
の
一
例
は
、「
神
々
の
住
所
で
あ
る
天
界
の
門
（
17
）

」
の

意
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。

三

中
世
の
主
な
文
芸
作
品
に
存
在
し
て
い
る
「
あ
め
の
み
か
ど
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
次
の
、

⑱
あ
め
の
御み
か
ど
の
ぎ
ょ
う

門
御
宇
七
年ね

ん

に
、
新し

ん

羅ら

の
沙し

ゃ
も
ん
だ
う（
ぎ
や
う
）

門
道
慶
、
こ
の
剣け

ん

を
ぬ
す
ん
で
吾わ

が
く
に国

の
宝た

か
ら

と
せ
む
と
お
も
（
ッ
）
て
、
ひ
そ
か
に
船ふ

ね

に
か
く

し
て
ゆ
く
程ほ
ど

に
、
風

（
ふ
う
は
）き
ょ
ど
う

波
巨
動
し
て
忽た

ち
ま
ち
　
　に
海か

い
て
い底

に
し
づ
ま
ん
と
す
。 

平
家
物
語　

巻
第
十
一　

剣

⑲　
　

う
ら
み
わ
び
た
る
猿さ
る
さ
は沢
の
池い
け

九
二
八



「
あ
め
の
み
か
ど
」
考
（
小
久
保
）

（
一
三
二
一
）

と
い
ふ
句く

あ
り
、
こ
れ
は
昔む

か
し

あ
め
の
み
か
ど
の
御
時
、
采う

ね

女め

と
い
ひ
し
女
に
、
あ
さ
か
ら
ず
契ち

ぎ

り
給
ひ
し
、
程ほ

ど

な
く
お
ぼ
し
め
し
す

て
さ
せ
給
ひ
し
を
、
采う
ね

女め

う
ら
み
奉
り
、 

御
伽
草
子　

猿
源
氏
草
紙

の
ご
と
き
例
が
顕
在
し
て
い
る
。

前
者
、『
平
家
物
語
』
は
、
底
本
と
し
て
龍
谷
大
学
図
書
館
蔵
の
『
平
家
物
語
』
を
使
用
し
た
、
日
本
古
典
文
学
大
系
（
18
）

に
拠
っ
た
が
、

流
布
本
系
の
、
例
え
ば
、
山
田
孝
雄
著
の
『
平
家
物
語
（
19
）

』
な
ど
に
異
同
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
語
り
本
系

の
、
現
存
す
る
最
古
の
伝
本
、
鎌
倉
時
代
の
古
鈔
本
、
屋
代
本
『
平
家
物
語
』
に
は
、

天
智
天
皇
七
年
ニ
沙
門
道
鏡
比
剣
ヲ
盗
ン
テ
新
羅
ヘ
渡
サ
ン
ト
シ
ケ
ル
ニ
（
20
） 

下
巻　

巻
第
十
一

と
あ
り
、
増
補
系
で
は
あ
る
が
、
山
田
孝
雄
が
鎌
倉
時
代
の
言
語
の
調
査
に
あ
た
っ
て
、
史
料
的
に
確
実
な
本
文
と
定
め
た
延
慶
本
『
平

家
物
語
』
に
、

天
（
て
ん
ち
）智

天
皇
位
ニ
即

（
つ
か
）

セ
給

（
た
ま
ひ
） テ

七
年
ト
申
ニ
、 

第
六
本　

一
九

と
異
（
21
）

同
が
あ
る
。
従
っ
て
、
本
文
に
不
安
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
と
も
あ
れ
、
こ
の
「
あ
め
の
み
か
ど
」
は
、
天
智
天
皇
と
捉
え
て
よ

い
。
天
智
天
皇
は
、『
日
本
書
紀
』
に
は
、『
天
命
開
別
天
皇
（
22
）

』
と
も
称
し
た
こ
と
か
ら
、
聖
武
天
皇
と
同
じ
く
、「
あ
め
の
み
か
ど
」
と

呼
称
さ
れ
た
か
。

次
に
、
後
者
『
御
伽
草
子
』
の
「
あ
め
の
み
か
ど
」
に
つ
い
て
考
え
る
。
帝
と
の
悲
恋
で
猿
沢
の
池
に
て
、
入
水
自
殺
に
追
い
や
ら
れ

た
こ
の
采
女
の
物
語
は
、
平
安
時
代
中
期
成
立
の
『
大
和
物
語
』
に
、

昔
、
な
ら
の
帝み
か
ど

に
つ
か
う
ま
つ
る
采う

ね

女べ

あ
り
け
り
。
顔か

ほ

容か
た
ち貌

い
み
じ
う
き
よ
ら
に
て
、
人
人
よ
ば
ひ
、
殿
上
人
な
ど
も
よ
ば
ひ
け

れ
ど
、
あ
は
ざ
り
け
り
。
そ
の
あ
は
ぬ
心
は
、
帝み
か
ど

を
か
ぎ
り
な
く
め
で
た
き
物
に
な
む
思
（
ひ
）
た
て
ま
つ
り
け
る
。
帝み

か
ど

召め

し
て
け

（
ま
う
す
）

九
二
九
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り
。
さ
て
後の

ち

又
も
め
さ
ざ
り
け
れ
ば
、
か
ぎ
り
な
く
心
憂う

し
と
お
も
ひ
け
り
。（
略
）（
帝
ハ
）
池い

け

の
ほ
と
り
に
お
ほ
み
ゆ
き
し
た
ま

ひ
て
、
人
々
に
歌う
た

よ
ま
せ
給
（
ふ
）。
柿か

き
の
も
と本

の
人
麿
、

わ
ぎ
も
こ
の
ね
く
た
れ
髪が
み

を
猿さ

る
さ
は沢

の
池い

け

の
玉た

ま

藻も

と
み
る
ぞ
か
な
し
き 

百
五
十

と
あ
る
。『
御
伽
草
子
』
の
「
あ
め
の
み
か
ど
」
が
、『
大
和
物
語
』
で
は
、「
な
ら
の
帝
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
「
な
ら
の
帝
」
は
、

同
『
大
和
物
語
』
の
百
五
十
三
段
に
、

平な
 
ら城

の
帝み

か
ど

位く
ら
ゐ

に
お
は
し
ま
し
け
る
時
、
嵯さ
 
が峨

の
帝み

か
ど

は
坊ば

う

に
お
は
し
ま
し
て
よ
み
て
た
て
ま
つ
り
た
ま
う
け
る

と
、
第
五
十
一
代
平
城
天
皇
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
平
城
天
皇
を
後
世
、「
あ
め
の
み
か
ど
」
と
も
呼
称
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
同
じ
内
容

の
物
語
が
、
中
世
の
『
十
訓
抄
』
に
も
、

我
朝
奈
良
ノ
御
門
御
時
、
サ
ハ
ノ
池
ニ
身
ヲ
ナ
ゲ
シ
采
女
ハ
ヽ
カ
ナ
キ
契
ヲ
心
ウ
ク
思
入
タ
ル
ハ
カ
リ 

第
六
│
三

と
、「
奈
良
ノ
御
門
」
と
し
て
、
一
例
で
は
あ
る
が
顕
在
し
て
い
る
。

「
な
ら
の
帝
」
は
、
平
城
天
皇
と
捉
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
百
五
十
段
の
終
章
に
は
、
こ
の
帝
が
、
人
々
に
挽
歌

を
求
め
る
。
そ
の
折
、
柿
本
人
麿
が
、
歌
を
詠
ん
で
い
る
。
柿
本
人
麿
の
活
躍
し
て
い
た
時
代
は
、
第
四
十
二
代
、
文
武
天
皇
の
頃
で
あ

る
。
従
っ
て
、「
奈
良
の
帝
」
は
、
文
武
天
皇
で
あ
る
と
の
説
も
出
て
い
る
（
23
）

が
、
こ
れ
は
、「
伝
承
の
途
中
で
さ
ま
ざ
ま
虚
実
が
か
ら
み

あ
っ
て
で
き
あ
が
っ
た
話
で
あ
り
、
平
安
時
代
よ
り
も
も
っ
と
古
い
時
代
の
天
皇
と
采
女
う
ね

め

の
物
語
と
し
て
受
け
と
め
れ
ば
よ
い
（
24
）

」
の

で
は
な
い
か
と
、
筆
者
も
考
え
て
い
る
。
従
っ
て
、「
な
ら
の
帝
」
を
、
平
城
天
皇
と
捉
え
た
い
。

な
お
、
平
城
天
皇
の
諡
は
、「
日
本
根
子
天
推
国
高
彦
天
皇
（
25
）

」
で
あ
る
。『
広
辞
苑
』
は
、「
な
ら
の
み
か
と
」
を
、「
平
城
天
皇
の
別

称
（
26
）

」
と
記
述
し
て
い
る
。

九
三
〇



「
あ
め
の
み
か
ど
」
考
（
小
久
保
）

（
一
三
二
三
）

ま
た
、
謡
曲
「
采
女
」
に
見
え
る
、
次
の
「
天
の
帝
」
の
二
例
は
、

⑳
シ
テ
「
こ
れ
は
昔
采う

ね

女め

と
申
し
し
人
、
こ
の
池
に
身
を
投
げ
空む

な

し
く
な
り
し
な
り
。
さ
れ
ば
天あ

め

の
帝み

か
ど

の
御お

ん
う
た歌

に
、
〽
吾わ

ぎ
な
こ

妹
子
が
寝
ぐ

た
れ
髪が
み

を
猿
沢
の
、「
池
の
玉た

ま

藻も

と
見
る
ぞ
悲
し
き
と
、
詠よ

め
る
歌
の
心
を
ば
し
ろ
し
め
さ
れ
候
は
ず
や
。

ツ
レ
「
げ
に
げ
に
こ
の
歌
は
承
り
及
び
た
る
や
う
に
候
。
詳
し
く
御
物
語
り
候
へ
。

シ
テ
「
さ
ら
ば
語
つ
て
聞
か
せ
申
し
候
ふ
べ
し
。〈
語
り
〉
昔
天あ

め

の
帝み

か
ど

の
御お

ん

時
に
、
一ひ

と
り人

の
采
女
あ
り
し
が
、（
略
）

天
皇
の
尊
称
（
27
）

と
捉
え
て
問
題
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

四

主
要
な
古
語
辞
典
の
「
天
の
御
門
」
の
解
説
に
つ
い
て
考
え
る
。

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
は
、

朝
廷
。
転
じ
て
、
天
皇
の
尊
称
。
万
葉
│
二
〇
・
四
四
八
〇
「
畏
き
や
安
米
乃
美
加
度
（
ア
メ
ノ
ミ
カ
ド
）
を
か
け
つ
れ
ば
哭
の
み

し
泣
か
ゆ
朝
夕
に
し
て
〈
作
者
未
詳
〉
※
古
今
│
恋
四
・
七
〇
二
・
詞
書
「
こ
の
う
た
は
、
あ
る
人
、
あ
め
の
み
か
と
の
あ
ふ
み
の

う
ね
め
に
た
ま
ひ
け
る
と
な
む
申
す
」
※
観
智
院
本
三
宝
絵
・
中
「
天
朝
（
ア
メ
ノ
ミ
カ
ド
）
ふ
か
く
た
う
と
び
給
て
（
28
）

」

と
あ
り
、『
広
辞
苑
』
に
は
、

朝
廷
を
尊
ん
で
い
う
語
、
ま
た
、
天
皇
に
も
い
う
。
万
二
〇
「
か
し
こ
き
や

│
を
（
29
）

」

と
あ
り
、『
古
語
大
辞
典
』
に
は
、

（
天
子
の
宮
殿
の
意
か
ら
）
朝
廷
。
天
皇
の
敬
称
。「
か
し
こ
き
や

│
〔
安
米
乃
美
加
度
〕
を
か
け
つ
れ
は
哭
（
ね
）
の
み
し
泣
か
ゆ

九
三
一
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朝
夕
（
よひ
）
に
し
て
」〈
万
葉
・
二
〇
・
四
四
八
〇
〉「
こ
の
う
た
は
、
あ
る
人
、

│
の
近
江
の
采
女
（
う
ね
め

）
に
賜
ひ
け
る
と
な
む

申
す
」〈
古
今
・
恋
四
・
七
〇
二
・
左
注
（
30
）

〉

と
記
述
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
、
筆
者
の
考
え
に
沿
っ
て
は
い
な
い
。
次
に
掲
げ
る
、『
角
川
古
語
大
辞
典
』
の
説
述
は
注
意
し
て
よ
い
。

あ
め
の
み
か
ど
〔
天
御
門
・
天
帝
〕
名
□一
天
の
御
門
の
意
で
、
天
子
の
宮
殿
、
ま
た
は
天
皇
を
あ
が
め
て
い
う
。「
か
し
こ
き
や
安

米
乃
美
加
度
（
あ
め
の

み
か
ど
・
崩
御
サ
レ
タ
天
武
天
皇
）
を
か
け
つ
れ
ば
ね
の
み
し
泣
か
ゆ
朝
よ
ひ
に
し
て
」〈
万
葉
・
四
四
八
〇
〉
□二
人
名
。

『
古
今
・
恋
四
』
の
「
梓
弓
ひ
き
の
の
つ
づ
ら
す
ゑ
つ
ゐ
に
わ
が
お
も
ふ
人
に
こ
と
の
し
げ
け
ん
」
の
左
注
な
ど
に
「
こ
の
歌
は
、

あ
る
人
、
あ
め
の
み
か
ど
の
近
江
の
采
女
に
た
ま
ひ
け
る
と
な
む
申
す
」
と
あ
り
、
天
智
天
皇
と
も
聖
武
天
皇
と
も
い
う
。『
後
撰
・

秋
中
』「
秋
の
た
の
か
り
ほ
の
い
ほ
の
」
の
作
者
を
、
中
院
本
は
「
あ
め
の
み
か
ど
の
御
製
」
と
し
、
天
智
天
皇
を
あ
が
め
て
い
っ
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
。
さ
ら
に
采
女
う
ね
め

と
の
贈
答
の
説
話
が
〔
大
和
・
一
五
〇
〕
に
「
な
ら
の
帝
」
と
あ
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
文

武
・
聖
武
・
平
城
天
皇
を
当
て
る
諸
説
が
生
じ
て
く
る
。「
昔
、
天
の
帝
の
御
時
に
、
一
人
の
采
女
あ
り
し
が
」〔
謡
・
采
女
（
31
）

〕

の
ご
と
く
説
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

筆
者
の
調
査
に
よ
り
、
辞
典
的
記
述
を
施
す
と
、
お
お
よ
そ
、

あ
め
の
み
か
ど
〔
天
御
門
・
天
帝
〕
名
□一
（
1
）
天
の
御
門
。「
天あ

め

の
御み

門か
ど

よ
り
、
一い

ち
　
ど
う
　
あ
　
こ

童
吾
児
こ
そ
出
で
た
ま
へ
」〔
梁
塵
秘
抄　

巻

第
二
〕（
2
）
天
皇
の
尊
称
。「
恐か

し
こ

き
や　

天あ
め

の
御み

か
ど門

を
〈
安
米
乃
美
加
度
乎
〉
か
け
つ
れ
ば　

音ね

の
み
し
泣
か
ゆ　

朝
夕
に
し
て
」

〔
万
葉
・
二
〇
・
四
四
八
〇
〕「
こ
の
歌
あ
る
人
、
あ
め
の
み
か
ど
近
江
の
う
ね
め
に
た
ま
ひ
け
る
と
な
む
申
す
」〔
古
今
・
一
四
・

九
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「
あ
め
の
み
か
ど
」
考
（
小
久
保
）

（
一
三
二
五
）

七
〇
二
左
注
〕「〈
語
り
〉
昔
天あ

め

の
帝み

か
ど

の
御お

ん

時
に
、
一ひ

と
り人

の
采
女
あ
り
し
が
（
略
）〔
謡
曲　

采
女
〕
□二
人
名
⑴
天
智
天
皇
。「
題
し
ら

ず　
　

あ
め
の
み
か
と
の
御
製　

秋
の
た
の
か
り
ほ
と
い
ほ
の
と
ま
を
あ
ら
み
わ
か
こ
ろ
も
て
は
露
に
ぬ
れ
つ
つ
」〔
中
院
本
『
後

撰
』
六
・
秋
中
〕「
あ
め
の
御み
か
ど
の
ぎ
ょ
う

門
御
宇
に
、
新し

ん

羅ら

の
沙し

ゃ
も
ん
だ
う（
ぎ
や
う
）

門
道
慶
、
こ
の
剣け

ん

を
ぬ
す
ん
で
」〔
平
家
・
一
一　

剣
〕
⑵
聖
武
天
皇
。「
挂

毛
畏
伎
朕
我
天
乃
御
門
帝
皇
我
御
命
以
天
」〔
続
日
本
紀　

三
十　

称
徳　

四
五
詔
〕「
ア
メ
ノ
御
門
タ
ウ
ト
ヒ
給
テ
東
大
寺
ニ
ス
ヱ
テ

供
養
シ
給
」〔
三
宝
絵
詞　

下　

正
月　

⑸
布
薩
〕「
あ
め
の
み
か
と
の
つ
く
り
た
ま
へ
る
東
大
寺
も
ほ
と
け
は
か
り
は
お
ほ
き
に
お

は
し
ま
す
め
れ
と
」〔
大
鏡　

太
政
大
臣
道
長
上
〕「
聖
武
皇
帝
俗
号
天
帝
是
也
」〔
東
大
寺
要
録
本
願
章
第
一
〕
⑶
平
城
天
皇
。「
う

ら
み
わ
び
た
る
猿さ
る
さ
は沢

の
池い

け　

と
い
ふ
句く

あ
り
。
こ
れ
は
昔む

か
し

あ
め
の
み
か
と
の
御
時
、
采う

ね

女め

と
い
ひ
し
女
に
、
あ
さ
か
ら
ず
契ち

ぎ

り
給
ひ

し
、
程ほ
ど

な
く
お
ほ
し
め
し
す
て
さ
せ
給
ひ
し
を
、
采う

ね

女め

う
ら
み
奉
り
、」〔
御
伽
草
子　

猿
源
氏
草
紙
〕
⑷
付
記　

文
武
天
皇
説
。『
御

伽
草
子
』
の
「
あ
め
の
み
か
ど
」
に
、
文
武
天
皇
説
が
あ
る
。
帝
と
の
悲
恋
で
、
猿
沢
の
池
に
て
入
水
自
殺
し
た
采
女
の
物
語
は
、

『
大
和
物
語
』
に
、
帝
を
限
り
な
く
め
で
た
き
物
に
思
っ
て
い
た
采
女
を
「
帝
召
し
て
け
り
。
さ
て
後の
ち

又
も
め
さ
ざ
り
け
れ
ば
、
か

ぎ
り
な
く
心
憂う

し
と
お
も
ひ
て
け
り
。（
略
）（
帝
ハ
）
池い
け

の
ほ
と
り
に
お
ほ
み
ゆ
き
し
た
ま
ひ
て
、
人
々
に
歌う
た

よ
ま
せ
給
（
ふ
）。

柿か
き
の
も
と本

の
人
麿
、　

わ
ぎ
も
こ
の
ね
く
た
れ
髪が

み

を
猿さ

る
さ
は沢

の
池い

け

の
玉た

ま

藻も

と
み
る
ぞ
か
な
し
き
」（
百
五
十
）
に
よ
る
。
人
麿
の
活
躍
し
て
い

た
時
代
の
帝
は
、
第
四
十
二
代
文
武
天
皇
の
頃
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
伝
承
の
途
中
で
さ
ま
ざ
ま

な
虚
実
が
か
ら
み
あ
っ
て
で
き
あ
が
っ
た
説
話
で
あ
り
、
平
安
時
代
よ
り
も
も
っ
と
古
い
時
代
の
天
皇
と
采う
ね

女め

の
物
語
と
し
て
う
け

と
め
れ
ば
よ
い
と
も
考
え
ら
れ
る
。

の
ご
と
く
に
な
る
。

九
三
三
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平
安
時
代
の
「
あ
め
の
み
か
ど
」
に
つ
い
て
、
山
田
孝
雄
に
見
解
が
あ
る
。
山
田
は
、「
あ
め
の
み
か
ど
」
は
、「
仏
者
の
間
に
行
は
れ

し
（
32
）

」
位
相
語
と
説
く
。
偏
傾
し
て
存
在
す
る
「
あ
め
の
み
か
ど
」
か
ら
見
出
さ
れ
た
結
論
で
あ
ろ
う
。『
三
宝
絵
詞
』
で
は
そ
の
よ
う
に

言
う
こ
と
が
で
き
る
か
と
思
わ
れ
る
が
、『
大
鏡
』
に
一
例
顕
在
し
て
い
る
「
あ
め
の
み
か
ど
」
に
つ
い
て
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
。
筆
者

は
、『
大
鏡
』
の
世
次
の
詞
中
に
存
在
し
て
い
る
「
あ
め
の
み
か
ど
」
は
、
む
し
ろ
東
大
寺
建
立
の
聖
徳
天
皇
を
強
く
意
識
し
て
の
表
現

と
考
え
て
い
る
。

（
1
） 

『
大
鏡
全
評
釈　

下
巻
』（
学
燈
社　

一
九
七
九
年
）
三
七
一
頁

（
2
） 

『
東
大
寺
要
録
本
願
章
第
一
』（『
続
々
群
書
類
従　

第
十
一
』
一
九
〇
七
年
）
二
頁

（
3
） 

明
治
書
院　

一
九
二
六
年　

二
七
五
頁

（
4
） 

巻
之
七　

六
六
頁

『
校正
大
鏡
註
釈
』
と
同
時
期
、
即
ち
一
八
九
七
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
大
鏡
洋
解
全
』（
落
合
直
文
・
小
中
村
義
象
共
著　

明
治
書
院
）
に
は
、

「
諸
寺
略
記
に
東
大
寺
者
聖
武
天
皇
御
宇
平
城
宮
御
宇
勝
宝
感
真
聖
武
天
皇
諡
稱
天
璽
国
坤
問
豊
楼
彦
命
所
建
立
云
々
」（
巻
七
）
一
〇
三
頁

と
あ
る
。

（
5
） 

鈴
木
弘
恭
『
校正
大
鏡
註
釈
』（
青
山
堂
書
房　

一
八
九
七
年　

巻
之
七　

六
六
頁
）
国
史
大
系
『
大
鏡
』（
経
済
雑
誌
社　

一
九
〇
一
年　

六
五
〇
頁
）
池
辺
義
象
『
大
鏡
』（
博
文
館　

一
九
一
四
年　

一
八
〇
頁
）
佐
藤
球
『
校註
大
鏡
』（
明
治
書
院　

一
九
二
二
年　

二
四
七
頁
）
小
林
栄

子
『
大
鏡
活
釈
』（
大
同
館
書
店　

一
九
二
五
年　

二
七
七
頁
）
池
辺
義
象
『
新
註

対
釈
大
鏡
』（
田
中
宋
栄
堂　

一
九
二
六
年　

五
七
七
頁
）
佐
藤
球
『
大

鏡
詳
解
』（
明
治
書
院　

一
九
二
七
年　

五
六
七
頁
）
龍
沢
良
芳
『
参
考
大
鏡
新
釈
』（
秀
英
社　

一
九
二
八
年　

三
九
三
頁
）
松
本
竜
之
助
『
参
考

大
鏡
詳
解
』（
受
験
研
究
社　

一
九
二
九
年　

五
九
一
頁
）
塚
本
哲
三
『
大
鏡
』（
有
朋
堂
書
店　

一
九
三
一
年　

二
〇
二
頁
）
藤
田
豪
之
助
『
大
鏡
』

（
大
倉
広
文
堂　

一
九
三
一
年　

二
九
五
頁
）
和
田
英
松
『
大
鏡
』（
岩
波
書
店　

一
九
三
一
年　

一
九
五
頁
）
三
浦
圭
三
『
校註
標
準
大
鏡
』（
啓
松

九
三
四



「
あ
め
の
み
か
ど
」
考
（
小
久
保
）

（
一
三
二
七
）

堂　

一
九
三
三
年　

三
五
七
頁
）
橘
純
一
『
挿註
大
鏡
通
釈
』（
瑞
穂
書
院　

一
九
三
四
年　

二
九
八
頁
）
三
浦
圭
三
『
大
鏡
新
釈
』（
成
光
館
書
店　

一
九
三
四
年　

三
五
七
頁
）
平
泉
澄
『
大
鏡
』（
春
陽
堂　

一
九
三
六
年　

一
八
四
頁
）
遠
藤
元
男
『
校訂
大
鏡
』（
雄
山
閣　

一
九
三
七
年　

一
八
七

頁
）
五
十
嵐
力
『
大
鏡
』（
非
凡
閣　

一
九
三
八
年　

三
七
五
頁
）
尾
上
八
郎
『
大
鏡
』（
神
田
出
版
株
式
会
社　

一
九
四
九
年　

二
一
九
頁
）
水
田

勇
賢
『
大
鏡
新
解
』（
良
文
館　

一
九
五
二
年　

七
〇
六
頁
）
橘
純
一
『
原
文
対
照
大
鏡
新
講
』（
武
蔵
野
書
院　

一
九
五
四
年　

四
七
二
頁
）
石
川
佐
久

太
郎
『
大
鏡
講
義
』（
風
間
書
房　

一
九
五
五
年　

一
九
一
頁
）
松
村
博
司　

日
本
古
典
文
学
大
系
『
大
鏡
』（
岩
波
書
店　

一
九
六
〇
年　

二
三
七

頁
）
岡
一
男
『
大
鏡
』（
朝
日
新
聞
社　

一
九
六
〇
年　

二
九
〇
頁
）
次
田
潤
『
大
鏡
新
講
』（
明
治
書
院　

一
九
六
一
年　

四
七
五
頁
）
岡
一
男
『
大

鏡
』（
筑
摩
書
房　

一
九
六
二
年　

一
四
四
頁
）
石
川
徹　

新
潮
日
本
古
典
集
成
『
大
鏡
』（
新
潮
社　

一
九
八
九
年　

二
八
一
頁
）
松
村
博
司
『
大

鏡
』（
岩
波
文
庫　

岩
波
書
店　

一
九
九
〇
年　

二
二
六
頁
）
橘
健
二
・
加
藤
静
子　
編新
日
本
古
典
全
集
『
大
鏡
』（
小
学
館　

一
九
九
六
年　

三
四
八
頁
）
河
北
騰
『
大
鏡
全
注
釈
』（
明
治
書
院　

二
〇
〇
八
年　

四
五
四
頁
）、
他
に
、
臼
田
甚
五
郎
『
新定
大
鏡
』（
奥
付
な
し
）
が
あ
る
。
こ

れ
ら
は
、
何
れ
も
、「
あ
め
の
み
か
ど
」
を
聖
武
天
皇
と
す
る
。

（
6
） 

澤
潟
久
孝
『
万
葉
集
注
釈
巻
第
二
』（
中
央
公
論
社　

一
九
五
八
年
）
三
七
七
頁

『
日
本
国
語
大
辞
典
第
一
巻
』
に
は
、

あ
ま
つ
│

御
門
（
み
か
ど
）
皇
居
の
御
門
。
転
じ
て
、
皇
居
。
※
万
葉
│

二
・
一
九
九
「
明
日
香
の　

真
神
（
ま
か
み
）
の
原
に　

ひ
さ
か
た
の　

天
都
御
門
（
あ
ま
つ
み
か
ど
）
を　

か
し
こ
く
も　

定
め
た
ま
ひ
て　
〈
柿
本
人
麻
呂
〉」
四
一
一
頁
（
小
学
館　

一
九
七
二
年
）
と
あ
り
、

『
角
川
古
語
大
辞
典
第
一
巻
』
に
は
、

あ
ま
つ
み
か
ど
〘天
つ
御
門
〙
名
「
み
か
ど
」
は
門
の
敬
語
で
、
門
に
代
表
さ
れ
る
住
居
、
す
な
わ
ち
、
天
皇
の
御
殿
、
皇
居
の
意
。
天
皇
が
住

居
を
し
め
て
天
下
を
治
め
る
殿
舎
。「
ひ
さ
か
た
の
天
都
御
門
（
あ
ま
つ

み
か
ど
）
を
か
し
こ
く
も
定
め
た
ま
ひ
て
」〔
万
葉
・
一
九
九
〕（
角
川
書
店　

一
九
八
二
年
）
一
三
四
頁

（
7
） 

日
本
古
典
文
学
全
集
『
万
葉
集
』（
小
島
憲
之
・
木
下
正
俊
・
佐
竹
昭
正
校
注
・
訳　

小
学
館　

一
九
六
二
年
）
四
六
六
頁

澤
潟
久
孝
『
万
葉
集
注
釈　

巻
第
廿
』（
中
央
公
論
社　

一
九
六
八
年
）
二
二
二
頁

（
8
） 

他
に
、
墨
滅
ち
歌
の
左
注
に
次
の
一
例
が
あ
る
。

九
三
五



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
一
三
二
八
）

1108
い
ぬ
が
み
の
と
こ
の
山
な
る
な
と
り
河
い
さ
と
こ
た
へ
よ
わ
が
な
も
ら
す
な

　
　

こ
の
歌
あ
る
人
の
、
あ
め
の
み
か
ど
の
近
江
の
う
ね
め
に
た
ま
へ
り
と 

巻
第
十
二

（
9
） 
「『
天
朝
云
々
』
天
朝
の
訓
本
書
『
ア
メ
ノ
ミ
カ
ト
』
と
旁
書
せ
り
。
前
田
本
に
は
、『
天
帝
』
と
せ
り
」
山
田
孝
雄
『
三
宝
絵
略
注
』（
宝
文
館　

一
九
五
一
年
）
一
四
五
頁

（
10
） 

「
あ
る
書
は
未
詳
」
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
袋
草
紙
』（
藤
岡
忠
実　

岩
波
書
店　

一
九
九
五
年
）
四
六
頁
、
脚
注
一
。

（
11
） 

山
田
孝
雄
『
三
宝
絵
略
注
』
で
、「
古
今
目
録
で
天
智
天
皇
を
『
天
帝
』
と
称
す
る
箇
所
は
な
い
」
四
六
頁
、
脚
注
二
。

（
12
） 

天
福
本
・
貞
応
二
年
本
・
堀
川
本
・
二
荒
山
本
・
片
仮
名
本
な
ど
「
あ
め
の
み
か
ど
」
が
、
次
の
ご
と
く
、
天
智
天
皇
と
あ
る
。
天
福
本
で
示

す
。題

し
ら
ず 

 

天
智
天
皇
御
製

302
秋
の
田
の
か
り
ほ
の
い
ほ
の
と
ま
を
あ
ら
み
わ
が
衣
手
は
つ
ゆ
に
ぬ
れ
つ
ゝ 

巻
六　

秋
中

（
13
） 

日
本
古
典
文
学
大
系
『
御
伽
草
子
』（
市
古
貞
次　

岩
波
書
店　

一
九
五
八
年
）
一
八
三
頁
、
頭
注
一
八
。

（
14
） 

新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
続
日
本
紀　

四
』（
青
木
和
夫
・
稲
岡
耕
二
・
笹
山
晴
生
・
白
藤
礼
幸　

岩
波
書
店　

一
九
九
五
年
）
二
五
八
頁
、

脚
注
三
。

（
15
） 

『
古
今
和
歌
集
全
註
釈　

下
』（
竹
岡
正
夫　

右
文
書
院　

一
九
七
六
年
）
三
六
三
頁
。
な
お
、
竹
岡
の
「
あ
め
の
み
か
ど
」
の
語
釈
は
、
主
要

な
文
献
を
踏
ま
え
た
立
論
で
、
有
益
。

（
16
） 

山
田
孝
雄
は
『
三
宝
絵
略
注
』
で
、「
本
書
に
は
専
ら
聖
武
天
皇
を
指
せ
る
こ
と
上
の
如
し
」（
一
四
五
頁
）
と
記
す
。

（
17
） 

新
潮
日
本
古
典
集
成
『
梁
塵
秘
抄
』（
榎
克
明　

新
潮
社　

一
九
七
九
年
）
一
一
八
頁
。
日
本
古
典
文
学
全
集
『
梁
塵
秘
抄
』（
新
間
進
一　

小

学
館　

一
九
六
七
年
）
は
、「『
天
あま
の
門
と
』。
高
間
原
た
か
ま

が
は
ら
の
神
の
宮
殿
の
関
門
」
と
注
を
付
す
。（
二
六
四
頁
）

（
18
） 

高
木
市
之
助
・
小
沢
正
夫
・
渥
美
か
を
る
・
金
田
一
春
彦
『
平
家
物
語　

下
』（
岩
波
書
店　

一
九
六
〇
年
）
三
四
八
頁

（
19
） 

宝
文
館　

一
九
三
三
年　

四
五
七
頁

（
20
） 

『
屋
代
本
平
家
物
語　

下
巻
』（
佐
藤
謙
三
・
春
田
宣
共
編　

桜
楓
社　

一
九
七
三
年
）
四
四
九
頁

九
三
六



「
あ
め
の
み
か
ど
」
考
（
小
久
保
）

（
一
三
二
九
）

（
21
） 

『
延
慶
本　

平
家
物
語　

本
文
篇　

下
』（
北
原
保
雄
・
小
川
栄
一
共
編　

勉
誠
社
出
版　

一
九
九
九
年
）
四
一
五
頁

（
22
） 

巻
第
二
十
七

（
23
） 
例
え
ば
、
阿
部
俊
子
・
今
井
源
衛
校
注　

日
本
古
典
文
学
大
系
『
大
和
物
語
』（
岩
波
書
店　

一
九
五
七
年
）「
な
ら
の
帝
」
の
頭
注
二
に
「
文

武
・
聖
武
・
平
城
の
諸
説
が
あ
る
。（
略
）
但
し
、
人
麿
と
共
に
歌
を
よ
ん
だ
と
い
う
と
文
武
天
皇
の
頃
ま
で
遡
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
（
略
）」

（
三
二
二
頁
）
と
あ
る
。

（
24
） 

日
本
古
典
文
学
全
集
『
大
和
物
語
』（
高
橋
正
治
校
注
・
訳　

小
学
館　

一
九
七
二
年
）「
な
ら
の
帝
」
三
九
七
頁
、
頭
注
一
五
。

（
25
） 

高
柳
光
寿
・
竹
内
理
三
編
『
角
川
日
本
史
辞
典
』（
角
川
書
店　

一
九
七
四
年
）
八
五
二
頁

（
26
） 

「
平
城
天
皇
の
別
称
」（
三
版　

岩
波
書
店　

一
九
八
三
年
）
二
一
五
頁

（
27
） 

日
本
古
典
文
学
全
集
『
謡
曲
⑴
』（
小
山
弘
志
・
佐
藤
喜
久
雄
・
佐
藤
健
一
郎
校
注
・
訳　

小
学
館　

一
九
七
三
年
）
二
五
三
頁
、
頭
注
一
三
。

（
28
） 

第
一
巻
（
小
学
館　

一
九
七
四
年
）
四
四
一
頁

（
29
） 

三
版
（
岩
波
書
店　

一
九
八
三
年
）

（
30
） 

（
小
学
館　

一
九
八
三
年
）
七
一
頁

（
31
） 

第
一
巻
（
角
川
書
店　

一
九
八
二
年
）
一
四
七
・
一
四
八
頁

（
32
） 

『
三
宝
絵
略
注
』
一
四
五
頁

九
三
七





高
木
勝
一
教
授　

略
歴

九
三
九



九
四
〇



（
一
三
三
三
）

高
木
勝
一
教
授　

略
歴

高
木
勝
一
教
授　

略
歴

一
九
四
三
年
一
月
八
日　

愛
知
県
に
生
ま
れ
る

【
学　
　

歴
】

一
九
六
五
年
三
月　

日
本
大
学
理
工
学
部
卒
業

一
九
七
〇
年
三
月　

日
本
大
学
大
学
院
経
済
学
研
究
科
修
士
課
程
修
了

一
九
七
三
年
三
月　

日
本
大
学
大
学
院
経
済
学
研
究
科
博
士
課
程
修
了

【
職　
　

歴
】

一
九
七
三
年
四
月　

日
本
大
学
短
期
大
学
部　

助
手

一
九
七
五
年
四
月　

日
本
大
学
短
期
大
学
部　

専
任
講
師

一
九
七
八
年
四
月　

日
本
大
学
法
学
部　

兼
担
講
師
（
一
九
七
八
年
度
の
み
）

一
九
七
八
年
一
〇
月　

日
本
大
学
短
期
大
学
部　

助
教
授

一
九
七
九
年
九
月
〜
一
九
八
〇
年
三
月　

日
本
大
学
法
学
部　

兼
担
講
師

九
四
一



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
一
三
三
四
）

一
九
七
九
年
四
月　

日
本
大
学
文
理
学
部　

助
教
授

一
九
八
二
年
四
月
〜
一
九
八
三
年
三
月　

日
本
大
学
長
期
海
外
派
遣
研
究
員
と
し
て
ロ
ン
ド
ン
大
学
経
済
学
部
に
留
学

一
九
八
六
年
四
月　

日
本
大
学
法
学
部　

助
教
授

一
九
八
六
年
四
月　

三
島
学
園
（
国
際
関
係
学
部
・
文
理
学
部
・
短
期
大
学
部
）
非
常
勤
講
師
（
一
九
八
八
年
三
月
ま
で
）

一
九
八
八
年
四
月　

多
年
勤
続
の
表
彰
を
受
け
る
（
一
五
年
）

一
九
八
八
年
四
月　

日
本
大
学
法
学
部　

三
島
校
舎
設
置
（
一
九
九
二
年
三
月
で
廃
止
）　

経
済
学
担
当

一
九
八
八
年
四
月　

日
本
大
学
短
期
大
学
部　

非
常
勤
講
師
、
兼
担　

経
済
学
原
論
（
二
〇
〇
四
年
三
月
ま
で
）

一
九
八
九
年
四
月　

日
本
大
学
法
学
部　

教
授

一
九
九
一
年
四
月
〜
二
〇
一
〇
年
三
月　

日
本
大
学
国
際
関
係
学
部　

非
常
勤
講
師
、
兼
担　

経
済
原
論

一
九
九
七
年
一
月　

日
本
大
学
未
来
創
造
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
専
門
部
会
（
教
育
部
門
）
委
員

一
九
九
八
年
四
月　

日
本
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
分
科
委
員
会
委
員

二
〇
〇
一
年
四
月
〜
九
月　

二
〇
〇
一
年
度　

日
本
大
学
中
期
海
外
派
遣
研
究
員
と
し
て
ピ
ッ
ツ
バ
ー
グ
大
学
に
留
学

二
〇
〇
三
年
三
月　

永
年
勤
続
の
表
彰
を
受
け
る
（
三
〇
年
）

二
〇
〇
三
年
四
月
〜
二
〇
〇
三
年
六
月　

法
学
部　

研
究
委
員
会
委
員
長
、
研
究
担
当
（
大
学
院
を
含
む
）

二
〇
〇
六
年
七
月
〜
二
〇
〇
八
年
三
月　

法
学
部　

学
務
委
員
会
委
員
長
、
学
務
担
当

二
〇
〇
七
年
一
二
月　

日
本
大
学
よ
り
博
士
（
国
際
関
係
）
の
学
位
を
受
け
る

二
〇
〇
八
年
四
月
〜
二
〇
〇
九
年
三
月　

法
学
部　

図
書
館
長

九
四
二



高
木
勝
一
教
授　

主
要
業
績

九
四
三



九
四
四



（
一
三
三
七
）

高
木
勝
一
教
授　

主
要
業
績

高
木
勝
一
教
授　

主
要
業
績

【
著
書
（
単
著
）】

『
現
代
資
本
主
義
の
経
済
論
』
一
九
七
九
年
四
月
、
駿
河
台
出
版
社

『
現
代
経
済
学
の
基
礎
』
一
九
九
〇
年
三
月
、
高
文
堂
出
版
社

『
現
代
財
政
学
』
一
九
九
八
年
三
月
、
八
千
代
出
版
社

『
基
本
マ
ク
ロ
経
済
学
』
二
〇
〇
四
年
三
月
、
八
千
代
出
版
社

『
日
本
所
得
税
発
達
史
』
二
〇
〇
七
年
九
月
、
ぎ
ょ
う
せ
い

【
著
書
（
共
著
・
編
著
）】

『
現
代
経
済
学
』「
第
九
章　

国
民
所
得
論
」
大
淵
利
男
編
著
、
分
担
執
筆
、
一
九
七
七
年
四
月
、
八
千
代
出
版
社

『
現
代
交
通
と
地
域
経
済
の
諸
問
題
』「
地
域
経
済
の
不
均
等
発
展
と
地
方
財
政
調
整
制
度
」
鷹
取
先
生
還
暦
記
念
事
業
会
編
、
分
担
執
筆
、

一
九
七
九
年
五
月
、
時
潮
社

『
近
代
経
済
学
の
方
法
と
課
題
』「
第
九
章　

国
民
所
得
論
」
大
淵
利
男
編
著
、
分
担
執
筆
・
改
稿
、
一
九
八
〇
年
二
月
、
八
千
代
出
版
社

『
財
政
の
原
理
と
現
実
』「
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
と
間
接
税
」
井
手
文
雄
・
大
淵
利
男
・
石
村
暢
五
郞
・
中
村
一
雄
編
著
、
分
担
執
筆
、

九
四
五



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
一
三
三
八
）

一
九
八
六
年
一
月
、
千
倉
書
房

『
経
済
学
の
基
礎
理
論
』「
第
四
章　

生
産
者
の
理
論
」「
第
六
章　

経
済
循
環
と
国
民
所
得
の
把
握
」「
第
七
章　

国
民
所
得
の
決
定
」
大

淵
利
男
編
著
、
分
担
執
筆
、
一
九
八
六
年
四
月
、
高
文
堂
出
版
社

『
近
代
財
政
経
済
の
理
論
と
そ
の
展
開
（
大
淵
利
男
教
授
還
暦
記
念
論
文
集
）』「
イ
ギ
リ
ス
の
地
方
制
度
と
地
方
財
政
」
分
担
執
筆
、

一
九
八
六
年
一
〇
月
、
評
論
社

『
現
代
財
政
学
』「「
第
一
章　

財
政
の
概
念
」「
第
三
章　

財
政
の
役
割
」「
第
六
章　

租
税
論
」
高
橋
利
雄
編
、
分
担
執
筆
、
一
九
九
三

年
五
月
、
勁
草
書
房

『
現
代
租
税
論
』「
第
一
章
」「
第
五
章
〜
第
七
章
」
高
木
勝
一
・
吉
田
克
己
編
著
、
分
担
執
筆
、
二
〇
〇
〇
年
三
月
、
八
千
代
出
版
社

『
租
税
論
』「
第
一
章
」「
第
二
章
」「
第
四
章
」
高
木
勝
一
編
著
、
分
担
執
筆
、
二
〇
〇
四
年
一
二
月
、
八
千
代
出
版
社

『
現
代
財
政
学
』「
第
一
章
〜
第
四
章
」「
第
六
章
〜
第
七
章
」
高
木
勝
一
編
著
、
分
担
執
筆
、
二
〇
〇
七
年
三
月
、
八
千
代
出
版

『
現
代
財
政
学
』「
第
一
章
〜
第
四
章
」「
第
六
章
〜
第
七
章
」
高
木
勝
一
・
大
濱
賢
一
朗
共
著
、
分
担
執
筆
、
二
〇
一
〇
年
三
月
、
八
千

代
出
版
社

『
基
本
ミ
ク
ロ
経
済
学
』「
第
一
章
〜
第
三
章
」
高
木
勝
一
・
大
濱
賢
一
朗
共
著
、
分
担
執
筆
、
二
〇
一
〇
年
三
月
、
八
千
代
出
版

『
新
版　

租
税
論
』「
第
一
章
」「
第
二
章
の
第
一
節
〜
第
五
節
」「
第
九
章
」「
第
十
章
」
高
木
勝
一
編
著
、
分
担
執
筆
、
二
〇
一
一
年
一
月
、

八
千
代
出
版
社

九
四
六



（
一
三
三
九
）

高
木
勝
一
教
授　

主
要
業
績

【
訳
書
】

『
財
政
の
経
済
学
』
ヘ
イ
著
、
大
淵
利
男
監
修
、
高
木
勝
一
訳
、
一
九
七
六
年
六
月
、
ベ
タ
ー
ラ
イ
フ
株
式
会
社

『
租
税
思
想
史
』
グ
ロ
ー
ブ
ズ
著
、
高
木
勝
一
他
訳
、
一
九
八
四
年
九
月
、
駿
河
台
出
版
社

【
辞
典･

事
典
】

『
経
済
思
想
史
辞
典
』
経
済
学
史
学
会
編
、
分
担
執
筆
、
二
〇
〇
〇
年
六
月
、
丸
善
株
式
会
社

『
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
観
光
事
典
』
山
上
徹
・
堀
野
正
人
編
著
、
分
担
執
筆
、
二
〇
〇
一
年
三
月
、
白
桃
書
房

『
海
と
空
の
港
大
事
典
』
日
本
港
湾
学
会
編
、
分
担
執
筆
、
二
〇
一
一
年
九
月
、
成
山
堂
書
店

【
論
文
・
研
究
ノ
ー
ト
】

修
士
論
文
「
日
本
に
お
け
る
資
本
主
義
の
発
達
と
租
税
制
度
」
日
本
大
学
よ
り
経
済
学
修
士
の
学
位
を
受
け
る
、
一
九
七
〇
年
三
月

「
終
戦
直
後
日
本
イ
ン
フ
レ
期
の
財
政
に
関
す
る
一
考
察
」『
政
経
研
究
』
第
九
巻
第
三
号
、
日
本
大
学
法
学
会
、
一
九
七
三
年
三
月

「
ド
ッ
ジ
・
ラ
イ
ン
下
の
日
本
財
政
に
関
す
る
一
考
察
」『
研
究
年
報
』
第
二
十
二
集
、
日
本
大
学
文
理
学
部
（
三
島
）、
一
九
七
四
年
一
月

「
昭
和
恐
慌
下
の
日
本
財
政
に
関
す
る
一
考
察
」『
研
究
年
報
』
第
二
十
三
集
、
日
本
大
学
文
理
学
部
（
三
島
）、
一
九
七
五
年
一
月

「
わ
が
国
に
お
け
る
高
橋
財
政
に
関
す
る
一
考
察
」『
研
究
年
報
』
第
二
十
四
集
、
日
本
大
学
文
理
学
部
（
三
島
）、
一
九
七
六
年
一
月

「
シ
ャ
ウ
プ
使
節
団
に
よ
る
日
本
税
制
報
告
書
に
関
す
る
一
考
察
」『
研
究
年
報
』
第
二
十
五
集
、
日
本
大
学
文
理
学
部
（
三
島
）、

一
九
七
七
年
二
月

九
四
七



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
一
三
四
〇
）

「
シ
ャ
ウ
プ
使
節
団
に
よ
る
日
本
税
制
報
告
書
に
関
す
る
一
考
察
（
そ
の
二
）」『
研
究
年
報
』
第
二
十
六
集
、
日
本
大
学
文
理
学
部
（
三

島
）、
一
九
七
八
年
二
月

「
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
│
そ
の
一
│
」
ぎ
ょ
う
せ
い
『
税
』
第
三
十
三
巻
第
五
号
、
一
九
七
八
年
五
月

「
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
│
そ
の
二
│
」
ぎ
ょ
う
せ
い
『
税
』
第
三
十
四
巻
第
一
号
、
一
九
七
九
年
一
月

「
シ
ャ
ウ
プ
使
節
団
に
よ
る
日
本
税
制
報
告
書
に
関
す
る
一
考
察
（
そ
の
三
）」『
研
究
年
報
』
第
二
十
七
集
、
日
本
大
学
文
理
学
部
（
三

島
）、
一
九
七
九
年
二
月

「
租
税
負
担
の
公
平
に
つ
い
て
」『
研
究
年
報
』
第
二
十
八
集
、
日
本
大
学
文
理
学
部
（
三
島
）、
一
九
八
〇
年
二
月

「
リ
カ
ー
ド
の
地
代
論
と
農
業
課
税
」『
研
究
年
報
』
第
二
十
九
集
、
日
本
大
学
文
理
学
部
（
三
島
）、
一
九
八
一
年
二
月

「
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
の
財
政
論
の
一
研
究
（
そ
の
一
）」『
研
究
年
報
』
第
三
十
集
、
日
本
大
学
文
理
学
部
（
三
島
）、
一
九
八
二
年
三
月

「
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
租
税
四
原
則
に
つ
い
て
」『
研
究
年
報
』
第
三
十
二
集
、
日
本
大
学
文
理
学
部
（
三
島
）、
一
九
八
四
年
二
月

「
シ
ャ
ウ
プ
使
節
団
に
よ
る
日
本
税
制
報
告
書
に
関
す
る
一
考
察
（
そ
の
四
）」『
研
究
年
報
』
第
三
十
三
集
、
日
本
大
学
文
理
学
部
（
三

島
）、
一
九
八
五
年
二
月

「
シ
ャ
ウ
プ
使
節
団
に
よ
る
日
本
税
制
報
告
書
に
関
す
る
一
考
察
（
そ
の
五
）」『
研
究
年
報
』
第
三
十
四
集
、
日
本
大
学
文
理
学
部
（
三

島
）、
一
九
八
六
年
二
月

「
Ｉ
Ｓ
・
Ｌ
Ｍ
分
析
に
よ
る
ケ
イ
ン
ズ
政
策
の
一
考
察
」
日
本
大
学
三
島
学
園
生
活
科
学
研
究
所
『
報
告
』
第
九
号
、
一
九
八
六
年
三
月

「
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
と
市
町
村
税
」『
政
経
研
究
』
第
二
十
四
巻
第
一
号
、
日
本
大
学
法
学
会
、
一
九
八
七
年
一
一
月

「
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
の
問
題
点
と
日
本
経
済
へ
の
影
響
」
教
授
論
文
、
一
九
八
九
年
一
一
月

九
四
八



（
一
三
四
一
）

高
木
勝
一
教
授　

主
要
業
績

「
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
と
付
加
価
値
税
」
日
本
大
学
法
学
部
創
立
百
周
年
記
念
論
文
集
（
第
二
巻
）、
一
九
八
九
年
一
一
月

「
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
及
び
そ
の
修
正
課
程
と
日
本
経
済
」
日
本
大
学
法
学
会
『
法
学
紀
要
』
第
三
十
一
巻
、
一
九
九
〇
年
二
月

「
わ
が
国
創
設
期
所
得
税
の
形
成
と
構
造
」『
政
経
研
究
』
第
三
十
一
巻
第
三
号
、
日
本
大
学
法
学
会
、
一
九
九
五
年
二
月

「
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
と
所
得
税
」『
政
経
研
究
』
第
三
十
三
号
第
一
号
（
堀
川
士
良
教
授
古
希
記
念
論
文
集
）、
日
本
大
学
法
学
会
、

一
九
九
六
年
四
月

「
所
得
概
念
の
一
研
究
」『
政
経
研
究
』
第
三
十
四
号
第
四
号
（
吉
田
徳
三
郎
教
授
古
希
記
念
論
文
集
）、
日
本
大
学
法
学
会
、
一
九
九
八

年
一
月

「
明
治
三
十
二
年
の
改
正
所
得
税
の
研
究
」『
政
経
研
究
』
第
三
十
六
号
第
二
号
（
村
田
光
義
教
授
古
希
記
念
論
文
集
）、
日
本
大
学
法
学
会
、

一
九
九
九
年
七
月

「
一
九
八
十
年
代
に
お
け
る
日
米
の
抜
本
的
所
得
税
改
革
」『
日
本
法
学
』
第
六
十
六
巻
第
三
号
、
日
本
大
学
法
学
会
、
二
〇
〇
〇
年
一
二
月

「
給
与
所
得
の
課
税
ベ
ー
ス
に
関
す
る
一
考
察
」『
政
経
研
究
』
第
三
十
九
巻
第
四
号
、
日
本
大
学
法
学
会
、
二
〇
〇
三
年
三
月

「
大
正
時
代
の
所
得
税
改
正
に
関
す
る
一
考
察
」『
政
経
研
究
』
第
四
十
一
巻
第
四
号
、
日
本
大
学
法
学
会
、
二
〇
〇
五
年
三
月

「
現
行
所
得
税
に
関
す
る
一
考
察
』『
政
経
研
究
』
第
四
十
二
巻
第
三
号
、
日
本
大
学
法
学
会
、
二
〇
〇
六
年
一
月

「
終
戦
直
後
に
お
け
る
日
本
経
済
と
所
得
税
制
度
」『
政
経
研
究
』
第
四
十
三
巻
第
一
号
、
日
本
大
学
法
学
会
、
二
〇
〇
六
年
五
月

「
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
と
住
民
税
」『
税
』
第
六
十
一
巻
第
七
号
、
二
〇
〇
六
年

「
少
子
高
齢
化
と
財
政
赤
字
」『
税
制
研
究
』
第
五
十
号
、
二
〇
〇
六
年
八
月
、
谷
山
税
制
経
営
研
究
所

「
井
上
財
政
対
高
橋
財
政
」『
日
本
法
学
』
第
七
十
二
巻
第
二
号
、
日
本
大
学
法
学
会
、
二
〇
〇
六
年
一
一
月

九
四
九



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
一
三
四
二
）

「
昭
和
初
期
の
財
政
と
昭
和
十
五
年
の
所
得
税
改
革
」『
政
経
研
究
』
第
四
十
三
巻
第
三
号
、
日
本
大
学
法
学
会
、
二
〇
〇
七
年
一
二
月

博
士
論
文
「
日
本
所
得
税
発
達
史
に
関
す
る
研
究
│
先
進
諸
国
の
所
得
税
制
度
の
受
容
を
通
し
て
│
」
日
本
大
学
よ
り
博
士
（
国
際
関

係
）
の
学
位
を
受
け
る
、
二
〇
〇
七
年
十
二
月

「
終
戦
直
後
に
お
け
る
わ
が
国
の
所
得
税
制
度
」『
社
会
科
学
の
理
論
と
現
代
的
問
題　

大
淵
利
男
先
生
追
悼
論
文
集
）』
二
〇
〇
八
年

一
一
月
、
八
千
代
出
版
社

「
消
費
税
増
税
論
議
に
関
す
る
一
考
察
」『
日
本
大
学
法
学
部
創
設
一
二
〇
周
年
記
念
論
文
集
』
第
二
巻
、
二
〇
〇
九
年
一
〇
月

【
口
頭
発
表
・
講
演
等
】

「
現
代
イ
ン
フ
レ
の
要
因
に
つ
い
て
」
日
本
大
学
三
島
学
園
生
活
科
学
研
究
所　

昭
和
五
五
年
度
研
究
発
表
会
（
日
本
大
学
三
島
学
園
に

て
）、
一
九
八
〇
年

「
Ａ
・
Ｒ
・
プ
レ
ス
ト
博
士
講
演
、
高
木
勝
一
通
訳　

│
所
得
課
税
と
支
出
課
税
│
」（
日
本
大
学
国
際
関
係
学
部
に
て
）、
一
九
八
四
年
九

月
二
五
日

「
沖
縄
県
北
部
国
頭
村
の
リ
ゾ
ー
ト
開
発
と
地
方
財
政
」
沿
岸
域
の
開
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